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論 文 要 旨

　　
論
文
要
旨 

（【
　
】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）
　

　　

藩
政
改
革
の
伝
播

　
―
―
熊
本
藩
宝
暦
改
革
と
水
戸
藩
寛
政
改
革

 

磯
田
　
道
史  

　
近
世
日
本
の
諸
藩
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
藩
政
改
革
が
な
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、
十
八

世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
全
国
諸
藩
に
も
っ
と
も
影
響
し
た
藩
政
改
革

を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
と
水
戸
藩
の
天
保
改
革
の
二
つ
が
特
筆

さ
れ
る
。

　
十
九
世
紀
以
降
、
幕
府
諸
藩
は
近
代
化
に
む
け
た
動
き
を
み
せ
は
じ
め
る
が
、
こ
の
時

期
に
は
、
い
く
つ
か
の
改
革
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
「
先
駆
的
な
藩
」
が
あ
ら
わ
れ
た
。
近

世
中
期
か
ら
後
期
の
藩
政
改
革
の
展
開
は
、
第
一
段
階
と
し
て
一
七
五
〇
年
ご
ろ
か
ら
、

熊
本
藩
な
ど
少
数
の
「
先
駆
的
な
藩
」
が
藩
政
改
革
を
す
す
め
「
プ
ロ
ト
近
代
化
行
政
」

と
で
も
い
う
べ
き
行
政
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
、
第
二
段
階
と
し
て
、
一
八
〇
〇
年
ご
ろ
、

こ
の
よ
う
な
先
駆
的
な
藩
の
動
き
が
、
松
平
定
信
政
権
の
も
と
で
幕
府
の
寛
政
改
革
に
と

り
こ
ま
れ
て
ゆ
き
、
全
国
の
諸
藩
で
も
相
次
い
で
類
似
の
「
寛
政
改
革
」
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
と
し
て
、
一
八
三
〇
年
ご
ろ
、
幕
府
と
水
戸
藩
が
天
保
改
革
を

行
い
、
い
わ
ゆ
る
雄
藩
が
登
場
し
、
と
く
に
水
戸
藩
の
天
保
改
革
が
「
海
防
」
の
政
策
モ

デ
ル
と
し
て
諸
藩
に
政
策
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
熊
本
藩
と
水

戸
藩
の
改
革
は
十
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
近
代
化
の
流
れ
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
い

え
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
熊
本
藩
と
水
戸
藩
を
と
り
あ
げ
、
両
藩
の
政
策
を
比
較
検
討
し
、
政

策
的
影
響
の
有
無
を
み
た
。
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
が
、
の
ち
に
全
国
諸
藩
に
大
き
な
影
響

を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
水
戸
藩
に
ど
の
よ
う
な
政
策
的
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
の
か
。

十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
日
本
の
近
代
化
を
考
え
る
う
え
で
、
熊
本
藩
か
ら
水
戸
藩
へ
と

い
う
流
れ
を
み
る
。
十
八
世
紀
後
半
、
熊
本
藩
に
は
先
駆
的
な
行
政
モ
デ
ル
が
胚
胎
し
て

い
た
。
こ
れ
が
天
保
改
革
に
帰
結
し
て
い
く
水
戸
藩
の
藩
政
の
動
き
に
、
具
体
的
に
、
ど

の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
。
ま
た
は
、
つ
な
が
ら
な
い
の
か
。
こ
の
点
を
考
察
し
た
。

【
藩
政
改
革
　
熊
本
藩
　
宝
暦
改
革
　
水
戸
藩
　
寛
政
改
革
　
肥
後
物
語
　
徳
川
治
保
　

松
平
定
信
　
細
川
重
賢
】

徳
川
幕
府
の
旗
本
の
持
参
金
養
子
に
関
す
る
一
考
察

　
―
―
江
戸
時
代
前
中
期
を
中
心
に

 

姜
　
　
鶯
燕

　
江
戸
時
代
と
い
え
ば
、
固
定
化
さ
れ
た
身
分
制
社
会
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し

か
し
、
身
分
移
動
の
可
能
性
が
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
武
士
身

分
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
個
人
レ
ベ
ル
の
身
分
上
昇
や
身
分
移
動
は
事
実

と
し
て
存
在
し
た
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
江
戸
時
代
前
中
期
を
中
心
に
、
旗
本
を
対
象
と
し
た
持
参
金
に
基
づ

く
養
子
縁
組
、
い
わ
ゆ
る
「
持
参
金
養
子
」
の
処
罰
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
養
子
制
と
身
分
移
動
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

　
近
世
武
家
の
養
子
制
は
、
血
縁
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
幅
広
い
範
囲
で
の
養
子

選
定
を
認
め
て
い
た
。
婿
養
子
か
ら
全
く
血
縁
の
つ
な
が
り
の
な
い
他
人
ま
で
、
養
子
と

し
て
出
願
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
質
は
身
分
移
動
の
手
段
と
し
て
利
用
さ

れ
た
。
い
わ
ゆ
る
持
参
金
養
子
で
あ
る
。

　
持
参
金
養
子
の
背
後
に
は
、
身
分
を
正
当
化
す
る
た
め
の
様
々
な
偽
籍
工
作
が
あ
っ
た
。

養
子
を
実
子
、
実
弟
、
実
従
弟
な
ど
と
偽
る
、
い
わ
ゆ
る
「
入い
れ

子こ

」
が
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
た
。「
入
子
」
に
な
っ
た
者
の
中
で
、
元
の
身
分
か
ら
幕
臣
の
親
類
へ
と
身
分
の
転
換

を
果
た
し
、
そ
の
う
え
で
別
の
幕
臣
の
家
と
正
式
に
養
子
縁
組
を
行
う
者
も
多
か
っ
た
。

　
幕
府
の
養
子
規
定
に
あ
る
身
分
相
応
の
原
則
に
反
す
る
養
子
縁
組
は
江
戸
時
代
前
期
に

す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
旗
本
身
分
に
つ
い
て
も
、
御
家
人
同
様
に
、
金
銭
に
基
づ
く
不

正
な
養
子
縁
組
で
あ
る
持
参
金
養
子
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

【
江
戸
時
代
前
中
期
　
御
家
人
　
旗
本
　
養
子
縁
組
　
養
子
　
持
参
金
養
子
　
偽
籍
　
入

子
　
身
分
移
動
】

(07)007
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国
民
政
府
と
満
蒙
問
題

 

高
　
　
文
勝

　
本
稿
で
は
、
満
州
事
変
ま
で
の
国
民
政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
を
考
察
す
る
こ

と
で
、
主
に
以
下
の
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
に
、
日
露
戦
争
後
、
満
蒙
に
お

け
る
特
殊
権
益
を
拡
大
し
、
そ
れ
を
維
持
し
て
い
く
の
は
日
本
の
一
貫
し
た
政
策
で
あ
り
、

日
本
は
そ
の
特
殊
権
益
を
中
国
側
に
返
還
す
る
意
図
を
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
幣
原
外
交
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
満
州
事
変
ま
で
の
国
民

政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
は
大
体
に
お
い
て
孫
文
の
主
張
を
継
承
す
る
も
の
で
あ

り
、
日
本
に
対
し
て
か
な
り
妥
協
的
で
あ
っ
た
。
国
民
政
府
は
そ
の
革
命
理
念
か
ら
日
本

の
満
蒙
特
殊
権
益
を
回
収
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
満
蒙
特
殊
権
益
の
早
急
の
回
収
が

不
可
能
だ
と
認
識
し
、
そ
れ
を
現
実
と
し
て
容
認
し
、
そ
の
根
本
的
解
決
を
将
来
の
懸
案

と
し
て
後
回
し
に
し
て
、
当
面
解
決
可
能
な
問
題
か
ら
日
中
関
係
の
改
善
を
優
先
し
、
両

国
間
の
感
情
を
緩
和
し
て
い
く
、
そ
の
上
で
、
満
蒙
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ

の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
幣
原
外
交
に
お
け
る
対
中
国
政
策
と
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
満
蒙
問
題
に
関
し
て
、
日
中
両
国
は
究
極
の
目
標
に
お
い
て
対
立
し
た
も
の
の
、

交
渉
に
よ
る
妥
協
の
余
地
が
十
分
に
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

【
満
州
事
変
　
満
蒙
問
題
　
満
蒙
特
殊
権
益
　
王
正
廷
　
幣
原
外
交
　
国
民
政
府
】

「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
編
集
の
系
譜

　
―
―
情
報
学
か
ら
の
解
明

 

山
田
　
奨
治

　
六
十
四
種
類
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
対
象
に
、
そ
の
図
像
の
編
集
過
程
の
復
元
を
試

み
た
。
描
か
れ
た
「
鬼
」
の
図
像
配
列
の
相
違
に
着
目
し
、
情
報
学
の
編
集
距
離
を
使
っ

て
絵
巻
の
系
統
樹
を
作
成
し
た
。
そ
の
結
果
、
真
珠
庵
本
系
統
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の

祖
本
に
も
っ
と
も
近
い
図
像
配
列
を
持
つ
の
は
、
日
文
研
Ｂ
本
で
あ
る
と
の
推
定
結
果
が

得
ら
れ
た
。
ま
た
合
本
系
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
つ
い
て
も
図
像
配
列
を
比
較
し
、
そ

れ
ら
の
編
集
過
程
の
全
体
像
を
推
定
し
た
。

【
百
鬼
夜
行
絵
巻
　
編
集
過
程
　
編
集
距
離
　
系
統
樹
　
情
報
学
　
美
術
史
　
絵
巻
】

歌
舞
伎
衣
裳
に
み
ら
れ
る
歴
史
的
・
社
会
的
事
象
の
受
容

　
―
―
「
馬ば

つ
き
四よ

天て
ん

」「
小お

忌み
ご

衣ろ
も

」「
蝦
夷
錦
」「
厚あ
つ

司し

」
を
事
例
と
し
て

 

森
田
登
代
子

　
江
戸
時
代
、
歌
舞
伎
が
庶
民
の
生
活
に
大
き
く
影
響
を
与
え
、
歌
舞
伎
役
者
着
用
の
衣

裳
、
そ
の
文
様
な
ど
が
流
行
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
海
外
事
情
や
政

治
的
・
社
会
的
事
件
が
歌
舞
伎
狂
言
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
反
面
、
そ
れ
ら
が
新
し
い
歌
舞
伎
衣
裳
制
作
に
寄
与
し
た
こ
と
は
等
閑
視
さ
れ
て
い

る
。
馬

つ
き
四
天
、
小
忌
衣
、
蝦
夷
錦
、
厚
司
な
ど
の
歌
舞
伎
装
束
は
そ
の
形
成
過
程

に
お
い
て
当
時
の
話
題
性
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
制
作
さ
れ
た
。
例
え
ば
馬

つ
き
四
天

は
角
力
の
ま
わ
し
に
似
せ
た
伊
達
下
が
り
や
江
戸
で
活
躍
し
た
火
消
し
が
担
ぐ
纏
な
ど
の

意
匠
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
は
清
か
ら
入
国
し
た
黄
檗
僧
服
な
ど
を
も
折
衷
し
、
創

作
さ
れ
た
。
衣
裳
の
各
部
位
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
や
表
象
を
込
め
た
馬

つ
き
四
天
は
男

ら
し
く
勇
猛
な
役
柄
に
着
用
さ
れ
た
。

　
小
忌
衣
は
中
国
や
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
播
し
た
西
洋
服
装
の
襞
襟
、
仏
具
の
華
鬘
紐
を
応

用
・
受
容
し
た
衣
裳
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
大
嘗
会
再
興
と
い
う
、
天
皇
家
神

事
に
着
用
さ
れ
る
小
忌
も
大
き
く
寄
与
し
た
。
元
来
は
異
人
や
謀
反
人
で
あ
る
こ
と
を
象

徴
す
る
装
束
と
し
て
成
立
し
た
が
、
次
第
に
貴
人
を
表
象
す
る
衣
裳
へ
と
変
貌
す
る
。
ま

た
蝦
夷
地
の
開
発
か
ら
、
蝦
夷
錦
や
厚
司
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
歌
舞
伎

衣
裳
へ
と
受
容
さ
れ
て
い
く
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
役
者
は
、
当
時
の
庶
民
が
海
外
を
も

含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
事
件
に
関
心
を
も
っ
た
話
題
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る

意
匠
や
衣
裳
の
部
位
に
新
し
い
意
味
づ
け
を
加
え
、
あ
る
い
は
誇
張
（
デ
フ
ォ
ル
メ
）
し
、

き
ら
び
や
か
な
歌
舞
伎
衣
裳
を
創
作
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
歌
舞
伎
衣
裳
　
馬

つ
き
四
天
　
黄
檗
宗
　
小
忌
衣
　
襞
襟
　
華
鬘
紐
　
大
嘗
会
　
蝦

夷
錦
　
厚
司
】

(08)008
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十
二
の
ペ
ア
を
推
理
す
る

　
―
―
国
芳
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
制
作
過
程
に
つ
い
て

 

木
佐
　
敬
久

　
歌
川
国
芳
の
中
判
「
唐
土
廿
四
孝
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
洋
風
版
画
の
中
で
も
最
も
実
験
的

で
意
欲
に
満
ち
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
二
十
四
点
の
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
二
点
一
組
で
制

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
十
二
組
の
組
み
合
わ
せ
を
、
様
々
な
デ
ー
タ
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
理
し
、
突
き
止
め
て
い
く
の
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
組
み
合
わ
せ
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
制
作
過
程
と
国
芳
の

制
作
意
図
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
中
判
「
水
滸
伝
」
お
よ
び
「
本
朝
二
十

四
孝
」
と
い
う
他
の
中
判
シ
リ
ー
ズ
の
組
み
合
わ
せ
を
解
明
す
る
成
果
に
も
つ
な
が
っ
た
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
特
殊
な
形
式
を
も
つ
。
絵
の
枠
の
上
に
詞
書
の
枠
が

あ
り
、
そ
れ
ら
の
横
に
題
の
枠
と
落
款
、
芳
桐
印
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
手
掛
か

り
が
生
じ
て
い
る
。

　
落
款
の
形
式
は
四
種
類
に
分
か
れ
、
次
の
順
序
で
書
か
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
　
前
期
　
　
Ａ
　
一
勇
斎
国
芳
画
（
二
行
）
…
… 

十
二
点

　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
無
落
款
　
　
　
　
　
　
　
…
… 

　
二
点

　
　
後
期
　
　
Ｃ
　
一
勇
斎
国
芳
（
二
行
）
　
…
… 

　
四
点

　
　
　
　
　
　
Ｄ
　
一
勇
斎
国
芳
（
一
行
）
　
…
… 

　
六
点

　
Ａ
の
中
で
は
、「
題
枠
の
位
置
が
最
も
高
い
四
点
」「
絵
と
詞
書
の
枠
の
隅
が
丸
い
四

点
」
と
い
う
特
殊
な
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
以
上
が
、
推
理
の
基
礎
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
落
款
の
筆
跡
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
落
款
に
よ
る
ペ
ア
（
落
款

ペ
ア
）
だ
け
で
な
く
、
落
款
の
書
か
れ
た
順
序
、
ペ
ア
内
の
作
品
の
左
右
も
確
定
し
た
。

　
一
方
、
芳
桐
印
は
す
べ
て
手
書
き
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
形
や
大
き
さ
、
位
置
の
類

似
が
、
最
終
的
に
版
木
で
作
業
が
行
わ
れ
た
と
き
の
ペ
ア
（
版
木
ペ
ア
）
を
確
定
す
る
の

に
決
め
手
と
な
っ
た
。

　
落
款
ペ
ア
と
版
木
ペ
ア
は
、
十
二
組
の
う
ち
半
数
の
六
組
で
異
な
り
、
ペ
ア
の
組
み
替

え
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
題
字
の
字
形
の
違
い
に
よ
っ
て
、
題

字
段
階
で
も
別
の
ペ
ア
の
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
制
作
過
程
で
は
、
各
段
階
で
の
ペ
ア
を
指
示
す
る
た
め
に
「
題
字
の
字
形
」
の
よ
う
な

〈
符
丁
〉
が
使
わ
れ
た
。
詞
書
と
絵
の
双
方
の
枠
が
接
す
る
「
複
合
隅
」
も
〈
符
丁
〉
で

あ
る
。
前
期
で
は
版
木
ペ
ア
ご
と
に
「
複
合
隅
」
の
型
が
異
な
っ
て
お
り
、
後
期
は
二
種

類
の
型
に
簡
略
化
し
て
、
ペ
ア
の
組
み
替
え
を
指
示
し
て
い
る
。

【
浮
世
絵
　
洋
風
版
画
　
国
芳
　
「
唐
土
廿
四
孝
」
　
十
二
の
ペ
ア
　
組
み
合
わ
せ
　
謎

解
き
　
署
名
　
印
章
　
暗
号
】

憶
良
の
述
作
と
敦
煌
願
文

 

王
　
　
小
林

　
敦
煌
文
献
の
中
に
は
、
願
文
と
称
せ
ら
れ
る
一
群
の
漢
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
来
は

仏
前
に
お
い
て
叶
え
た
い
望
み
を
祈

す
る
た
め
に
唱
え
る
文
章
を
指
し
、
上
代
日
本
に

も
そ
の
作
成
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
願
文
の
原
型
な
る
も
の
が
殆
ど
敦
煌
文
献
に
散
在

し
て
い
た
た
め
、
調
査
に
一
定
の
難
度
が
伴
っ
て
い
た
が
、
十
数
年
前
に
中
国
の
学
者
に

よ
っ
て
整
理
さ
れ
、『
敦
煌
願
文
集
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
利
用

し
や
す
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
文
集
と
『
萬
葉
集
』
と
の
関
係
を
め
ぐ

る
言
及
、
ま
た
は
研
究
も
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
研
究
の
方
で
は
特
に
目

立
っ
た
進
展
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
承
け
て
、
小
稿
は
山
上
憶
良

の
作
品
三
点
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
述
作
に
お
け
る
敦
煌
願
文
の
影
響
に
つ
い
て
お
お

ま
か
な
考
察
を
行
っ
た
結
果
、
両
者
の
間
に
想
像
以
上
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
。
こ
の
関
係
を
め
ぐ
る
全
面
的
な
考
察
は
後
日
に
期
待
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
小

稿
を
き
っ
か
け
に
、
憶
良
の
人
物
像
の
み
な
ら
ず
、
上
代
日
本
に
お
け
る
願
文
の
流
布
、

受
容
そ
し
て
変
容
と
い
う
、
上
代
文
学
史
に
関
わ
る
新
た
な
問
題
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。

【
山
上
憶
良
　
漢
詩
文
　
『
敦
煌
願
文
集
』
　
翻
案
　
受
容
　
『
萬
葉
集
』
上
代
文
学
】

広
告
と
し
て
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー

　
　
　
交
際
様
式
の
変
容
と
「
パ
ー
ラ
ー
（
洋
間
）」

 

戸
矢
理
衣
奈

　
資
生
堂
の
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
際
に
、
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ

ろ
う
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
資
生
堂
は
銀
座
の
一
薬
局
か
ら
化
粧
品
メ
ー
カ

(09)009
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ー
へ
と
急
速
な
拡
大
を
遂
げ
る
が
、
同
じ
時
期
に
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
や
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ

ー
が
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
、
銀
座
の
都
市
文
化
を
先
導
し
た
。

　
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
、
資
生
堂
創
業
者
で
あ
る
福
原
有
信
が
一
九
〇
二
年
に
、
当
時
薬

局
で
あ
っ
た
資
生
堂
に
日
本
で
初
め
て
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
設
置
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
有
信
の
三
男
、
福
原
信
三
は
一
九
一
五
年
に
経
営
に
参
加
す
る
と
薬
局
か
ら
化

粧
品
部
門
を
独
立
さ
せ
、
さ
ら
に
小
売
店
か
ら
メ
ー
カ
ー
へ
と
事
業
を
拡
大
し
て
全
国
へ

の
展
開
を
図
っ
た
。

　
当
時
は
化
粧
品
大
手
各
社
が
激
し
い
広
告
競
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
が
、
信
三
は
新
聞

や
雑
誌
な
ど
へ
の
広
告
に
加
え
て
、
パ
ー
ラ
ー
を
筆
頭
に
小
売
店
舗
全
体
の
雰
囲
気
を
資

生
堂
独
自
の
広
告
と
し
て
捉
え
、
資
生
堂
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
尽
力
し
た
。

　
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
従
来
の
「
和
室
で
茶
の
湯
」
に
対
し
て
、「
洋
間
（
パ
ー
ラ
ー
）

で
珈
琲
」
と
い
う
新
た
な
社
交
様
式
の
象
徴
的
な
空
間
と
な
り
、
洋
行
を
経
験
し
た
当
時

の
新
興
エ
リ
ー
ト
層
に
好
ま
れ
た
。

　
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
に
よ
る
飲
食
店
の
経
営
は
当
時
と
し
て
も
異
例
で
あ
る
が
、
信
三
は

「
す
べ
て
環
境
に
支
配
さ
れ
る
」
と
も
明
言
し
て
い
る
。
帰
朝
者
達
は
環
境
が
人
々
の
嗜

好
を
形
成
す
る
と
い
う
感
覚
を
共
有
し
て
い
た
が
、
信
三
は
い
わ
ば
「
衣
」
の
領
域
で
あ

る
西
洋
風
の
化
粧
品
販
売
に
あ
た
り
、「
食
」「
住
」
と
い
う
環
境
面
か
ら
啓
蒙
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
銀
座
で
女
性
が
気
兼
ね
な
く
入
れ
る
喫
茶
室
と
し
て
も
最
初
の
も

の
で
、
銀
座
に
女
性
を
動
員
す
る
の
に
も
貢
献
し
、
昭
和
初
期
に
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
が
銀
座

に
登
場
す
る
舞
台
と
も
な
っ
た
。

【
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
　
福
原
信
三
　
福
原
有
信
　
銀
座
　
社
交
様
式
　
喫
茶
　
洋
行
者
　

西
洋
建
築
　
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
登
場
】

ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観

 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス

　
本
稿
で
は
、
幕
末
の
日
本
に
滞
在
し
た
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ

ル
フ
ォ
ー
ル
ト
の
著
作
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
の
日
本
史
に
関
す

る
記
述
を
注
釈
を
付
け
て
和
訳
し
た
上
で
、
典
拠
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
分
析
し
、
ケ

ン
ペ
ル
、
テ
ィ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
研
究
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
ポ
ン
ペ
の
日

本
史
観
が
如
何
な
る
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
分
析
の
結
果
、
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観
に
は
次
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
一
つ
目
は
、
ポ
ン
ペ
が
先
達
の
日
本
史
研
究
を
拠
り
所
に
し
な
が
ら
も
、
幕
府
の
成
立

史
や
そ
の
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
源
頼
朝
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
と

い
う
人
物
に
つ
い
て
当
時
の
読
者
に
対
し
て
多
く
の
新
し
い
情
報
と
詳
細
な
分
析
を
提
供

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
は
従
来
の
文
献
研
究
か
ら
離
れ

て
、
日
本
史
に
つ
い
て
直
接
日
本
人
か
ら
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
と
の
結
論
に
至
っ
た
。

　
二
つ
目
は
、
ポ
ン
ペ
が
西
洋
の
日
本
史
関
係
著
者
の
中
で
初
め
て
政
治
形
態
を
基
準
に

し
て
、
日
本
史
の
動
き
の
大
勢
を
的
確
に
捉
え
ら
れ
る
明
瞭
な
時
代
区
分
を
行
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
の
視
点
は
ケ
ン
ペ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
史
観
や

シ
ー
ボ
ル
ト
の
民
俗
学
的
史
観
の
よ
う
な
従
来
の
西
洋
的
視
点
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。

　
三
つ
目
は
、
ポ
ン
ペ
が
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
他
の
西
洋
人
の
日

本
関
係
著
者
と
異
な
り
、
天
皇
を
日
本
の
真
の
主
権
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
天
皇
と
将

軍
と
の
関
係
史
を
通
じ
て
幕
末
の
政
治
的
事
情
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
天
皇
の
復
古
主
義
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
日
本
関
係
欧
文
図
書
　
ポ
ン
ペ
　
歴
史
学
　
日
本
史
　
幕
末
　
源
頼
朝
　
豊
臣
秀
吉
　

徳
川
家
康
　
ケ
ン
ペ
ル
　
テ
ィ
チ
ン
グ
　
シ
ー
ボ
ル
ト
　
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
】

劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史

　
　
　
近
代
へ
の
転
換

 

東
　
　
晴
美

　
本
稿
で
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

従
来
の
劇
評
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
近
代
以
降
の
戯
曲
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
歌
舞

伎
の
質
的
変
化
に
連
動
し
て
各
時
代
の
批
評
の
性
質
が
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は

劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立
場
か
ら
出
版
ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
立
ち
、
分
析
を
試

み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
を
、
劇
を
批
評
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た

新
た
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
位
置
づ
け
、
容
色
本
位
の
野
郎
評
判
記
、
技
芸
本
位
の
役
者
評

判
記
と
い
う
性
質
の
変
化
は
、
刊
行

度
な
ど
出
版
物
の
性
質
の
変
化
と
も
関
連
が
あ
る

(10)010
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こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
近
世
期
か
ら
近
代
へ
の
歌
舞
伎
の
批
評
の
変
化
も
、
近

世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
約
か
ら
の
解
放
と
、
近
代
に
お
け
る
新
た
な
印
刷
技
術

や
流
通
シ
ス
テ
ム
と
い
う
出
版
物
の
性
質
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
役
者
毎
に
批
評
す
る
役
者
評
判
記
か
ら
上
演
作
品
毎
に
批
評
す
る
近
代

の
歌
舞
伎
の
批
評
に
転
換
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
戯
曲
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
従
来
の
研
究
は
指
摘
す

る
が
、
近
世
期
に
お
い
て
も
作
品
の
筋
や
構
成
へ
の
関
心
は
あ
っ
た
。
こ
の
近
世
期
の
筋

に
対
す
る
関
心
が
近
代
の
戯
曲
評
へ
と
転
換
し
た
と
は
い
え
、
近
代
に
な
っ
て
戯
曲
以
外

の
要
素
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
役
者
評
判
記
に
あ
っ
た
役
者
や
道
具

の
工
夫
な
ど
へ
の
批
評
は
継
続
し
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
戯
曲
と
そ
れ
以
外
の
要
素
が

役
者
評
の
中
で
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
が
独
立
し

て
批
評
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
き
な
転
換
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
歌
舞
伎

の
批
評
が
戯
曲
評
で
は
な
く
舞
台
評
で
あ
る
が
故
に
、
戯
曲
解
釈
に
基
づ
く
演
技
の

「
型
」
と
い
う
近
代
的
な
批
評
の
方
法
の
中
に
も
、
戯
曲
を
第
一
義
に
お
か
な
い
近
世
期

の
役
者
評
判
記
の
視
点
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
劇
評
　
役
者
評
判
記
　
出
版
ジ
ャ
ン
ル
　
三
木
竹
二
　
型
】

明
治
期
日
本
の
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」

　
　
　
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
め
ぐ
っ
て

 

鈴
木
　
貞
美

　
福
沢
諭
吉
ら
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
明
治
維
新
を
「
四
民
平
等
」
を
実
現
し
た
革

命
の
よ
う
に
論
じ
た
が
、
黒
船
シ
ョ
ッ
ク
が
引
き
お
こ
し
た
倒
幕
運
動
は
、
開
国
か
、
尊

王
攘
夷
か
が
争
わ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
尊
王
開
国
に
落
ち
着
い
た
も
の
で
、
そ
の
過

程
で
政
治
の
自
由
や
四
民
平
等
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
あ
が
っ
た
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
、
江

戸
時
代
の
う
ち
に
、
い
の
ち
の
自
由
・
平
等
思
想
が
ひ
ろ
が
り
、
身
分
制
度
も
金
の
力
で

グ
ズ
グ
ズ
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
と

め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
明
治
新
政
府
は
、
一
八
七
三
年
一
月
に
徴
兵
令
の
告
諭
を
発
し
、

国
民
の
自
由
・
平
等
を
認
め
、
そ
れ
と
引
き
か
え
に
「
国
家
の
災
害
を
防
ぐ
」
た
め
に
、

西
洋
で
い
う
「
血
税
」
と
し
て
、
二
十
歳
に
達
し
た
男
子
に
三
年
の
兵
役
義
務
を
課
し
た
。

「
国
民
皆
兵
」
制
度
は
、
国
民
各
自
が
自
分
の
権
力
の
一
部
を
国
家
に
提
供
し
、
秩
序
を

維
持
し
、
各
人
の
安
全
の
保
障
を
え
る
と
い
う
自
然
権
思
想
に
立
つ
も
の
だ
が
、
明
治
啓

蒙
思
想
家
た
ち
の
思
想
に
お
い
て
は
、
自
由
、
平
等
が
未
分
化
で
、
自
然
権
思
想
や
社
会

契
約
説
の
定
着
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
恣
意
的
な
分
析
し
か
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
各
種
の
「
自
由
・
平
等
」
思
想
を

ひ
と
く
く
り
に
し
て
、
天
賦
人
権
論
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
リ
セ
プ
タ
ー

と
し
て
、
江
戸
時
代
に
公
認
さ
れ
て
い
た
朱
子
学
の
「
天
理
」
や
、
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い

た
天
道
思
想
が
働
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
通
念
で
は
、
い
の

ち
の
自
由
と
平
等
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
天
賦
人
権
論
者
た
ち
は
、
あ
ら
た

め
て
自
由
と
平
等
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
社
会
や
国
家
と
関
係
づ
け
な
が
ら
考

え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
人
の
諸
権
利
に
つ
い
て
も
、
い
の

ち
に
お
け
る
、
社
会
に
お
け
る
、
国
家
に
お
け
る
そ
れ
が
切
り
分
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
個

人
、
社
会
、
国
家
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
時
ど
き
の
状
況
に
よ
り
、
ま

た
論
者
の
立
場
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
自

由
」「
平
等
」
が
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
う
え

で
個
々
人
の
社
会
論
、
国
家
論
を
考
え
て
み
た
い
。
外
来
の
概
念
と
そ
の
「
リ
セ
プ
タ

ー
」
と
な
っ
た
伝
統
概
念
と
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
、
ま
た
、「
自
由
と
平
等
」
の

よ
う
に
、
複
数
の
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
、
個
々
人
の
概
念
形
成
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

社
会
的
に
流
通
す
る
概
念
組
織
（conceptual system

 or netw
ork

）
の
形
成
を
解
明

す
る
た
め
に
有
効
か
つ
不
可
欠
な
方
法
で
あ
る
。

【
自
由
　
平
等
　
概
念
　
概
念
編
成
　
天
理
　
天
道
思
想
　
天
賦
人
権
論
　
明
治
啓
蒙
思

想
家
】「

自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

　
―
―
田
母
神
論
文
と
の
共
通
性
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係

 

須
藤
　
遙
子

　
二
〇
〇
五
年
は
自
衛
隊
の
協
力
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
映
画
が
、
大
規
模
な
宣
伝
を
伴

っ
て
続
々
公
開
さ
れ
始
め
た
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
「
愛
国
」
や
「
自
己
犠

牲
」
と
い
っ
た
共
通
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
政
治
性
を
帯
び
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
現
在
で
も

続
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
自
衛
隊
が
製
作
に
協
力
す
る
一
般
劇
映
画
（
以
下
、
自
衛
隊

(11)011
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協
力
映
画
）
を
一
つ
の
映
画
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
捉
え
、
そ
の
内
容
と
製
作
の
あ
り
方
を
検

証
す
る
。
防
衛
省
の
通
達
に
よ
り
、
自
衛
隊
協
力
映
画
は
自
衛
隊
員
の
み
な
ら
ず
、
戦

車
・
戦
闘
機
・
戦
艦
ま
で
も
が
無
償
で
提
供
さ
れ
る
た
め
、
製
作
側
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
が

続
い
て
い
る
。『
亡
国
の
イ
ー
ジ
ス
』『
戦
国
自
衛
隊
一
五
四
九
』『
男
た
ち
の
大
和
／ 

Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』『
ロ
ー
レ
ラ
イ
』『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
イ
ー
グ
ル
』『
日
本
沈
没
』
な
ど
の

具
体
的
内
容
を
検
証
し
て
い
く
。

　
次
に
、
二
〇
〇
八
年
秋
に
大
き
な
政
治
問
題
と
な
っ
た
、
前
航
空
幕
僚
長
の
田
母
神
俊

雄
に
よ
る
論
文
が
主
張
す
る
内
容
と
自
衛
隊
協
力
映
画
と
の
共
通
性
を
と
り
あ
げ
る
。
田

母
神
は
「
国
防
と
い
う
重
大
な
使
命
」
を
達
す
る
た
め
に
構
築
す
べ
き
、
防
衛
力
の
基
盤

と
し
て
の
「
愛
国
心
」
を
問
題
と
し
て
い
る
。
一
九
六
一
年
に
制
定
さ
れ
た
「
自
衛
官
の

心
が
ま
え
」
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
田
母
神
論
文
は
、「
こ
と
に
臨
ん
で
は
、
身
を
も

っ
て
職
責
を
完
遂
す
る
」
よ
う
な
「
健
全
な
国
民
精
神
」
の
構
築
を
訴
え
て
い
る
の
だ
。

　
田
母
神
論
文
に
は
厳
し
い
批
判
を
し
た
マ
ス
コ
ミ
各
社
だ
が
、
自
衛
隊
協
力
映
画
の
製

作
委
員
会
に
入
っ
て
い
る
こ
と
で
、
自
社
媒
体
の
主
張
と
は
異
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
積

極
的
に
流
し
て
い
る
。
一
般
全
国
紙
及
び
系
列
の
民
放
キ
ー
局
は
全
て
、
何
か
し
ら
の
自

衛
隊
協
力
映
画
に
出
資
し
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
は
マ
ス
コ
ミ
各
社
も
映
画
産
業
の
一

部
と
な
り
、
政
治
・
経
済
・
文
化
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
は
さ
ら
に
複

雑
化
し
て
い
る
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
と
い
え
る
。

　「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
映
画
と
い
う

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
に
浸
透
す
る
政
治
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

【
映
画
　
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
　
文
化
政
治
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
愛
国
心
　
自
己
犠
牲
　

自
衛
隊
　
田
母
神
論
文
】

(12)012
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藩政改革の伝播

藩
政
改
革
の
伝
播

  
　
　
　
熊
本
藩
宝
暦
改
革
と
水
戸
藩
寛
政
改
革

は
じ
め
に

　
近
世
日
本
の
諸
藩
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
藩
政
改
革
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
藩
政
改
革
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
個
別
藩
政
史
の
枠
組

み
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
藩
政
改
革
の
中
身
に
つ
い

て
は
詳
し
く
わ
か
っ
て
き
て
い
る
が
、
藩
の
枠
組
み
を
こ
え
、
日
本
史
全
体
の

歴
史
的
流
れ
の
な
か
で
、
個
々
の
藩
政
改
革
の
意
味
や
位
置
づ
け
を
考
え
る
こ

と
は
、
ほ
と
ん
ど
、
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
幕
府
や
諸
藩
は
政
治
主
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
も
つ
も
の
の
、
現
実

に
は
、
相
互
に
政
策
的
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
藩
が

藩
政
改
革
を
行
い
、
す
ぐ
れ
た
治
績
を
あ
げ
た
と
な
れ
ば
、
そ
の
政
策
は
、
別

の
藩
に
影
響
を
与
え
、
別
の
藩
で
も
類
似
の
藩
政
改
革
が
行
わ
れ
る
事
例
が
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
十
九
世
紀
以
降
、
幕
府
諸
藩
は
近
代
化
に
む
け
た
動
き
を

磯
　
田
　
道
　
史
　
　
　

み
せ
は
じ
め
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
い
く
つ
か
の
改
革
モ
デ
ル
を
提
示
す
る

「
先
駆
的
な
藩
」
が
あ
ら
わ
れ
た
。
近
世
中
期
か
ら
後
期
の
藩
政
改
革
の
展
開

に
つ
い
て
、
現
段
階
で
は
、
次
の
よ
う
な
流
れ
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
と
し
て
一
七
五
〇
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
頃
に
か
け
て
、

熊
本
藩
・
米
沢
藩
・
松
代
藩
な
ど
で
藩
政
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
藩
政

改
革
が
き
わ
だ
っ
て
い
た
の
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
改
革
内
容
が
「
改
革
テ
キ

ス
ト
」
と
で
も
い
う
べ
き
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
、
諸
藩
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

一
種
の
「
改
革
モ
デ
ル
」
と
し
て
模
倣
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
松
代
藩
で
は
、
家
老
恩
田
木
工
の
藩
政
改
革
の
あ
り
よ
う
を
物
語
る
『
日

暮
硯
』
が
成
立
し
、
数
多
く
の
写
本
が
作
ら
れ
て
、
藩
政
の
改
革
テ
キ
ス
ト
と

し
て
全
国
に
流
布
し
て
い
っ
た
）
1
（

。
ま
た
、
米
沢
藩
に
つ
い
て
は
、
藩
主
上
杉
治

憲
を
顕
彰
し
た
『
翹
楚

』『
米
沢
侯
賢
行
録
』
な
ど
が
編
ま
れ
、
と
り
わ
け

(13)013
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『
翹
楚

』
は
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
）
2
（

。

　
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
は
、
こ
れ
ら
十
八
世
紀
後
半
に
断
行
さ
れ
た
藩
政
改
革

の
な
か
で
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
改
革
は
、
藩
学
校
に
よ
る
藩
官
僚

の
養
成
と
選
抜
（
人
材
選
挙
）、
法
令
に
よ
る
職
掌
分
担
の
明
確
化
（
分
職
）、

地
租
賦
課
の
現
実
的
再
編
（
経
界
を
正
す
）、
刑
法
改
革
に
よ
る
懲
役
刑
（
徒

罪
）
の
導
入
、
育
児
人
口
政
策
へ
の
積
極
性
（
撫
育
）、
思
想
風
俗
の
統
制
誘

導
（
教
導
）、
物
産
の
調
査
・
育
成
（
国
産
）
な
ど
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
思
想

風
俗
の
統
制
や
国
産
政
策
な
ど
は
、
熊
本
藩
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

藩
政
の
意
思
決
定
や
人
材
登
用
の
仕
組
み
に
関
し
て
は
、
き
わ
だ
っ
た
特
徴
が

指
摘
で
き
る
。
人
材
登
用
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
徳
川
吉
宗
が
享
保
改
革
で

「
足
高
制
」
を
導
入
し
、
能
力
主
義
的
人
材
登
用
の
制
度
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た
が
、
熊
本
藩
の
人
材
登
用
制
度
は
、
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
官
僚
制
化
を
推

し
進
め
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
熊
本
藩
で
は
、
藩
学
校
を
中
核

に
す
え
た
人
材
登
用
制
度
を
設
け
た
。
の
ち
の
近
代
国
家
ほ
ど
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
が
、
藩
学
校
で
試
験
を
し
、
藩
官
僚
を
養
成
、
選
抜
す
る
志
向
が
み
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
熊
本
藩
で
は
門
閥
重
臣
（
老
中
・
年
寄
）
の
合
議
体
と
行
政
組
織

と
の
分
離
を
志
向
し
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
幕
府
諸
藩
で
は
、
足
高
制
・
役
料

支
給
に
よ
っ
て
能
力
主
義
の
人
材
登
用
に
道
が
開
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
行
政

決
定
の
最
終
段
階
は
、
門
閥
重
臣
の
合
議
体
が
握
る
構
造
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
熊
本
藩
で
は
、「
大
奉
行
制
」
と
よ
ば
れ
る
制
度
を
導
入
し
、

こ
の
譜
代
門
閥
重
臣
を
行
政
府
の
外
に
お
く
改
革
を
断
行
し
た
。
熊
本
藩
で
は
、

藩
国
家
の
行
政
決
定
は
、
門
閥
家
老
の
合
議
で
は
な
く
、
藩
主
に
よ
っ
て
登
用

さ
れ
た
一
人
の
「
大
奉
行
」
と
六
人
の
「
奉
行
役
」
で
構
成
さ
れ
る
「
奉
行

所
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
藩
学
校
「
時
習
館
」
で
試
験
を
繰
り
返
し
て
藩
官
僚

を
養
成
選
抜
し
、
行
政
各
局
の
職
掌
を
法
令
で
厳
格
に
定
め
て
こ
れ
に
ゆ
だ
ね
、

門
閥
重
臣
を
儀
礼
的
存
在
と
し
て
行
政
府
か
ら
分
離
す
る
改
革
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
家
中
の
重
要
人
事
の
任
免
の
み
は
、
門
閥
重
臣
を
臨
時
招
集
し
た

が
、
そ
れ
以
外
は
、
藩
主
の
信
任
を
う
け
た
大
奉
行
が
首
班
と
な
り
、
行
政
各

局
を
分
掌
す
る
奉
行
六
人
と
合
議
体
を
構
成
し
、
こ
れ
が
専
ら
国
政
を
執
り
、

法
令
を
発
し
た
。
近
代
国
家
の
内
閣
制
度
に
先
行
す
る
機
能
的
政
治
体
制
で
あ

り
、
こ
れ
が
熊
本
藩
独
自
の
制
度
と
し
て
発
足
し
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
熊
本
藩
の
こ
の
改
革
は
幕
府
諸
藩
に
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
た
。

こ
の
熊
本
藩
宝
暦
改
革
が
日
本
史
全
体
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
い
ま

だ
正
確
な
歴
史
的
評
価
が
下
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
過
小

評
価
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
は
、
こ
の
改
革
を
諸
藩

に
知
ら
し
め
た
書
物
、
改
革
テ
キ
ス
ト
の
多
さ
か
ら
う
か
が
え
る
。
熊
本
藩
の

宝
暦
改
革
に
つ
い
て
は
、
亀
井
南
冥
の
『
肥
後
物
語
）
3
（

』『
熊
本
俚
談
）
4
（

』
を
は
じ

め
、
大
村
庄
助
「
肥
後
経
済
録
）
5
（

」、
安
野
業
助
「
南
肥
秘
聞
）
6
（

」、
島
田
嘉
津
次

「
堀
老
行
状
）
7
（

」、「
隈
本
政
事
録
）
8
（

」、「
肥
後
侯
賢
行
録
）
9
（

」、「
肥
後
表
聞
合
書
）
10
（

」、

「
肥
後
堀
太
夫
之
比
上
書
封
事
類
）
11
（

」、「（
肥
後
）
農
政
雑
記
）
12
（

」
な
ど
、
確
認
さ
れ

て
い
る
も
の
だ
け
で
十
種
類
を
こ
え
る
。
こ
の
他
に
も
『
銀
台
遺
事
）
13
（

』
な
ど
藩
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主
細
川
重
賢
の
言
行
を
記
し
た
諸
書
を
入
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
か
で
も
『
肥
後
物
語
』
は
き
わ
め
て
伝
写
本
が
多
く
、『
日
本
古
典
籍
総
合

目
録
）
14
（

』
に
よ
っ
て
、
公
的
機
関
等
に
お
け
る
『
肥
後
物
語
』
写
本
の
伝
存
状
況

を
み
る
と
、
弘
前
か
ら
鹿
児
島
ま
で
全
国
の
旧
藩
の
文
庫
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
、

五
十
四
機
関
に
八
十
八
部
の
所
蔵
が
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
松
代
藩
改
革

の
『
日
暮
硯
』
は
二
十
二
機
関
二
十
九
部
の
所
蔵
（
同
総
合
目
録
）
で
あ
り
、

米
沢
藩
の
改
革
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
『
翹
楚

』
は
六
十
四
機

関
に
九
十
四
部
が
伝
存
す
る
）
15
（

。
さ
ら
に
、
享
保
改
革
を
伝
え
る
政
治
説
話
と
し

て
流
布
し
た
馬
場
文
耕
『
明
君
享
保
録
』
や
『
仰
高
録
）
16
（

』
と
比
較
し
て
も
、

『
肥
後
物
語
』
伝
写
本
の
数
量
と
広
が
り
は
傑
出
し
て
お
り
、
自
余
の
藩
政
改

革
の
テ
キ
ス
ト
群
を
圧
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
伝
写
本
の
多
さ
は
そ
の
ま
ま

政
策
的
影
響
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
熊
本
藩
宝
暦
改
革

は
、
自
余
の
藩
政
改
革
と
比
べ
て
も
、
特
筆
す
べ
き
大
き
な
影
響
を
全
国
諸
藩

に
与
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
第
一
段
階
と
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
の
、
熊
本
藩
な
ど
で
「
プ

ロ
ト
近
代
化
」
と
で
も
い
う
べ
き
行
政
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
『
肥
後

物
語
』
な
ど
の
改
革
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
、
幕
府
諸
藩
に
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
第
二
段
階
と
し
て
、
一
八
〇
〇
年
ご
ろ
、
こ
の
よ
う

な
先
駆
的
な
藩
の
動
き
が
、
松
平
定
信
政
権
の
も
と
で
幕
府
の
寛
政
改
革
に
と

り
こ
ま
れ
て
ゆ
き
、
全
国
の
諸
藩
で
も
相
次
い
で
類
似
の
「
寛
政
改
革
」
が
行

わ
れ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
松
平
定
信
の
寛
政
改
革
は
、
祖
父
吉

宗
の
享
保
改
革
を
改
革
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
十
八
世

紀
後
半
に
、
熊
本
藩
や
米
沢
藩
な
ど
で
行
わ
れ
た
先
駆
的
藩
政
改
革
の
影
響
も

無
視
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
に
は
い
る
と
、
学
校
を
建
設
し
試
験

を
中
核
に
す
え
た
行
政
官
僚
の
養
成
選
抜
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
、
き
め
の

こ
ま
か
い
人
民
撫
育
を
実
施
す
る
施
策
が
、
幕
府
で
も
諸
藩
で
も
ひ
ろ
く
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
段
階
と
し
て
、
一
八
三
〇
年
ご
ろ
、
幕
府
と
水
戸
藩
が
天
保

改
革
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
雄
藩
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で

も
、
と
く
に
水
戸
藩
の
天
保
改
革
が
「
海
防
」
の
政
策
モ
デ
ル
と
し
て
、
諸
藩

に
政
策
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
末
か
ら

十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
全
国
諸
藩
に
も
っ
と
も
影
響
し
た
藩
政
改
革
を
二

つ
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
と
水
戸
藩
の
天
保
改
革
の
二

つ
が
特
筆
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
藩
の
改
革
が
十
九
世
紀
前
半
に
お

け
る
日
本
の
近
代
化
の
流
れ
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
近
世
中
後
期
の
藩
政
改
革
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
熊

本
藩
と
水
戸
藩
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
比
較
藩
政
史
の
視
点
で
、
両
藩

の
政
策
を
比
較
検
討
し
、
政
策
的
影
響
の
有
無
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
熊
本

藩
の
宝
暦
改
革
が
、
の
ち
に
全
国
諸
藩
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
水
戸
藩
に
ど

の
よ
う
な
政
策
的
影
響
を
与
え
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。
十
九
世
紀

前
半
に
お
け
る
日
本
の
近
代
化
を
考
え
る
う
え
で
、
熊
本
藩
か
ら
水
戸
藩
へ
と

い
う
流
れ
を
み
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
十
八
世
紀
後
半
、
熊
本
藩
に
は
先

(15)015
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駆
的
な
行
政
モ
デ
ル
が
胚
胎
し
て
い
た
。
こ
れ
が
天
保
改
革
に
帰
結
し
て
い
く

水
戸
藩
の
藩
政
の
動
き
に
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
。
ま
た

は
、
つ
な
が
ら
な
い
の
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
一
八
〇
〇
年
前
後
の
水
戸
藩
政
を
考
察
す
る
が
、

従
来
、
こ
の
時
期
の
水
戸
藩
政
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
歴
史
的
評
価
が
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。『
水
戸
市
史
』
が
「
寛
政
の
治
政
が
後
の
斉

昭
に
よ
る
天
保
の
藩
政
改
革
の
よ
う
な
、
組
織
的
な
大
々
的
な
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
17
（

」
と
述
べ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
見
方
で
は
、
義
公
（
徳
川
光
圀
）
と
烈
公
（
徳
川
斉
昭
）
の
中
間

時
代
に
は
大
規
模
な
改
革
は
な
か
っ
た
と
の
史
観
が
強
か
っ
た
。
近
年
で
は
、

こ
れ
と
異
な
っ
た
見
解
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
）
18
（

、
総
じ
て
、
水
戸
藩
研
究
は
幕

末
期
に
く
ら
べ
近
世
中
期
の
研
究
が
乏
し
く
、
さ
ら
な
る
実
証
が
待
た
れ
て
い

る
研
究
段
階
で
あ
る
）
19
（

。
そ
の
研
究
史
の
欠
落
を
補
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
近
世
中
期
の
水
戸
藩
研
究
に
は
全
国
的
な
広
い
視
野
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
藩
に
起
き
る
変
化
は
内
発
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
藩

を
こ
え
た
因
果
関
係
の
な
か
で
外
発
的
変
化
が
起
き
て
く
る
。
つ
ま
り
、
水
戸

藩
だ
け
を
み
て
い
て
も
、
水
戸
藩
の
歴
史
的
意
味
は
み
え
て
こ
な
い
の
で
あ
り
、

本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
以
下
、
論
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

一
、
徳
川
治
保
と
細
川
重
賢

　
水
戸
藩
は
天
保
改
革
の
前
提
条
件
を
ど
の
よ
う
に
整
え
て
い
っ
た
の
か
。
水

戸
藩
の
天
保
改
革
は
突
如
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
準
備
段
階
を
も
っ

て
い
た
）
20
（

。
具
体
的
に
は
、
寛
政
期
か
ら
文
化
期
、
つ
ま
り
天
保
改
革
を
行
っ
た

九
代
斉
昭
の
祖
父
に
あ
た
る
六
代
藩
主
治
保
（
文
公
）
の
時
代
が
、
こ
れ
ま
で

考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
こ
の
時
期
、
水
戸
藩
は
大
変
革
を
と
げ
て
い
る
。
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）

年
四
月
か
ら
、
郡
奉
行
と
並
置
し
て
い
た
代
官
を
廃
止
し
た
。
享
和
二
（
一
八

〇
二
）
年
に
は
、
郡
奉
行
を
四
人
か
ら
十
一
人
に
増
員
、
城
下
勤
務
で
あ
っ
た

も
の
を
、
在
郡
勤
務
と
し
た
。
農
村
支
配
の
行
政
区
分
を
小
分
け
に
し
て
、
郡

奉
行
所
を
建
設
し
、
そ
こ
に
増
員
し
た
郡
奉
行
を
送
り
込
む
も
の
で
あ
り
、
水

戸
藩
の
農
村
統
治
の
あ
り
よ
う
を
根
本
的
に
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ

か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
こ
の
時
期

の
水
戸
藩
は
「
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
」
を
行
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
）
21
（

。
た
だ
、

問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
が
、
い
か
な
る
経
緯
で
も
っ

て
開
始
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
改
革
の
発

想
は
、
水
戸
藩
の
独
創
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

此
度
の
制
令
、
肥
後
の
細
川
家
に
て
、
堀
平
太
左
衛
門
が
計
ら
ひ
し
所
の

端
し
端
し
に
て
、
行
末
の
治
法
、
こ
の
国
の
治
り
か
た
、
何
と
も
無
覚
束

ぞ
思
は
る
（
水
戸
藩
士
・
高
倉
胤
明
）
22
（

）

　と
い
う
よ
う
に
、
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
は
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
の
強
い
影
響
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を
う
け
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
右
の
史
料
に
基
づ
き
、
寛
政
十
一

（
一
七
九
九
）
年
に
は
じ
ま
る
水
戸
藩
の
改
革
が
、
熊
本
藩
と
関
連
し
て
い
る

と
の
指
摘
自
体
は
従
来
か
ら
あ
っ
た
）
23
（

。
し
か
し
、
実
際
に
、
こ
れ
を
掘
り
下
げ

た
研
究
は
な
く
、
む
し
ろ
従
前
の
研
究
で
は
こ
の
改
革
の
開
始
に
つ
い
て
は
、

熊
本
藩
の
影
響
よ
り
も
水
戸
藩
の
内
発
的
な
動
き
の
ほ
う
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
郷
医
出
身
の
水
戸
藩
士
・
高
野
文
助
（
世
龍
）
が
『
富
強
六
略
』

な
る
建
白
書
を
著
し
て
、
藩
主
治
保
に
建
言
し
、
こ
の
改
革
が
開
始
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
、
後
述
の
よ
う
に
、

こ
の
高
野
の
『
富
強
六
略
』
自
体
が
熊
本
藩
の
政
策
的
影
響
を
強
く
う
け
て
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
水
戸
藩
の
寛
政

改
革
が
、
熊
本
藩
宝
暦
改
革
の
影
響
を
う
け
た
理
由
が
追
及
さ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。

　
な
ぜ
、
熊
本
藩
の
藩
政
改
革
が
、
水
戸
藩
に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
六
代
藩
主
治
保
に
着
目
し
た
考
察
が
必
要
に

な
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
は
、
藩
主
治
保
の
強
い
意
志
の

も
と
で
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
。
治
保
が
、
強
い
指
導
力
で
も
っ
て
、
寛
政
改

革
を
行
っ
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。
そ
の
事
情
は
、
治
保
自
身
が
述
べ
て
い

る
。
水
戸
藩
で
は
、
農
村
人
口
の
減
少
と
荒
地
の
増
大
が
深
刻
で
、
年
貢
収
入

が
年
々
減
っ
て
い
た
。
農
村
を
立
て
直
そ
う
に
も
「
段
々
、
勝
手
向
次
第
不
如

意
相
成
」
と
な
っ
て
、
そ
の
資
金
が
捻
出
で
き
な
い
と
、
治
保
は
語
っ
て
い
る
）
24
（

。

ま
た
、
治
保
は
、
当
時
の
幕
政
へ
の
関
与
と
い
う
政
治
的
な
理
由
か
ら
も
改
革

に
邁
進
す
る
動
機
を
も
っ
て
い
た
。
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
は
、
松
平
定
信
に
よ

る
「
幕
府
の
寛
政
改
革
」
を
う
け
て
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
改
革
を
担
う
人
材
的
の
登
場
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
順
序
は
逆
で
あ

っ
た
点
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

安
永
天
明
の
比
は
　
幕
府
の
執
政
田
沼
主
殿
頭
、
権
勢
盛
ん
に
し
て
色
々

の
浮
説
行
は
れ
け
る
時
に
、
文
公
・
尾
張
公
・
亜
相
公
と
談
じ
玉
ひ
、
白

川
侯
を
幕
府
に
選
挙
し
玉
ひ
し
）
25
（

　と
い
う
よ
う
に
、
松
平
定
信
の
将
軍
補
佐
就
任
を
後
押
し
て
、
幕
政
の
舞
台
に

登
場
さ
せ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
治
保
ら
御
三
家
と
一
橋
家
な
ど
で
あ
っ
た
。

治
保
の
定
信
推
挙
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
寛
政
改
革
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
治
保
が
田
沼
意
次
の
追
放
に
動
き
、
幕
政
の
寛
政
改
革
の
開
始

に
関
与
し
た
こ
と
は
、
実
は
、
水
戸
藩
自
身
の
改
革
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
十
一
月
十
二
日
、
治
保
は
「
尾
張
殿
・
紀
伊
殿
一
同

申
合
」
わ
せ
た
う
え
で
、
自
藩
の
「
政
事
向
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
達
書

を
下
し
た
。

　

一
、
公
儀
御
政
事
向
、
段
々
、
御
世
話
有
之
、
老
中
ヲ
始
、
御
役
人
風
儀

モ
改
リ
、
一
統
難
有
奉
存
候
様
ニ
相
聞
ヘ
、
重
畳
ノ
義
ニ
存
候
。
就
テ
ハ
、

手
前
政
事
向
ノ
義
モ
、
大
切
ノ
時
節
ニ
候
間
、
猶
更
、
入
念
、　
公
辺
ノ

(01)017
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御
風
儀
ニ
相
随
ヒ
、
質
素
ヲ
本
ト
シ
、
国
民
撫
育
行
ト
ド
キ
候
様
、
致
タ

ク
候
間
、
各
申
合
セ
、
諸
役
人
ト
モ
精
密
ニ
取
計
候
ヤ
ウ
屹
ト
可
申
談
候

事
）
26
（

（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

　　
注
目
す
べ
き
は
「
手
前
政
事
向
ノ
義
モ
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
定
信
政
権

の
成
立
に
と
も
な
い
、
老
中
田
沼
を
更
迭
し
、
役
人
の
風
儀
が
改
ま
っ
た
い
ま
、

幕
政
（
公
儀
御
政
事
向
）
に
倣
っ
て
、
自
藩
の
政
治
（
手
前
政
治
向
）
を
も
改

め
る
必
要
が
あ
る
と
申
し
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
治
保
が
政
策
目
標
と

し
て
、
質
素
倹
約
と
と
も
に
「
国
民
撫
育
行
ト
ド
キ
」
を
掲
げ
て
い
る
点
に
も

留
意
し
た
い
。「
国
民
撫
育
」
は
近
世
中
後
期
の
藩
政
改
革
を
考
え
る
う
え
で

重
要
な
概
念
で
あ
る
。
治
保
は
、
幕
府
の
寛
政
改
革
に
関
わ
る
な
か
で
「
国
民

撫
育
」
を
行
き
届
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
「
精
密
な
政
治
」
を
政
策
目
標
に
掲

げ
て
い
る
。
た
だ
、
定
信
政
権
を
誕
生
さ
せ
た
こ
の
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年

の
段
階
で
は
、
治
保
は
、
こ
の
よ
う
な
「
国
民
撫
育
行
ト
ド
キ
」
の
改
革
政
治

を
具
現
化
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
な
い
。
彼
が
、
水
戸
藩
で
実
際
に
改
革
を
断

行
す
る
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
寛
政
末
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
彼
が
、「
国
民
撫
育
」
や
「
精
密
」
な
行
政
の
発
想
を
、
藩
の
枠

組
み
を
こ
え
て
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

　
１
、「
政
策
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
熊
本
藩

　
で
は
、
治
保
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、「
国
民
撫
育
」
や
「
精
密
」
な
行
政

と
い
っ
た
発
想
を
具
現
化
す
る
藩
政
改
革
の
知
識
を
入
手
す
る
に
い
た
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
当
時
、
藩
政
改
革
に
成
功
し
た
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
藩
が
登
場
し
、
治
保
や
定
信
は
自
藩
の
改
革
の
た
め
に
こ

れ
を
参
考
に
し
よ
う
と
し
は
じ
め
た
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
藩
の
政
策
モ

デ
ル
と
な
る
藩
を
、
こ
こ
で
は
「
政
策
モ
デ
ル
藩
」
と
よ
び
た
い
。

　
結
論
か
ら
い
っ
て
、
天
明
期
に
は
、
細
川
重
賢
の
熊
本
藩
が
政
策
モ
デ
ル
藩

と
な
っ
て
お
り
、
寛
政
期
に
は
、
上
杉
治
憲
の
米
沢
藩
が
そ
れ
に
加
わ
っ
た
。

な
か
で
も
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
へ
の
、
大
名
た
ち
の
視
線
は
熱
か
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
細
川
重
賢
と
の
交
際
か
ら
熊
本
藩
の
政
策
導
入
を
図
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
改
革
政
治
の
中
心
で
あ
る
松
平
定
信
か
ら
し
て
、
そ
う
で
あ
っ

た
。
定
信
は
、
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
の
春
、「
細
川
故
越
中
守
（
重
賢
）・

松
平
越
後
守
（
康
致
）
な
ど
に
、
い
と
、
ね
も
ご
ろ
に
交
り
て
、
経
済
の
事
な

ど
、
か
た
り
あ
ふ
。
た
び
た
び
予
が
亭
へ
も
来
り
給
ふ
）
27
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
細

川
重
賢
・
津
山
藩
主
松
平
康
致
と
会
合
し
て
、
経
済
の
こ
と
を
語
り
合
っ
て
い

た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
定
信
は
後
述
の
よ
う
に
、
熊
本
藩
の
改
革
政
治
に
関

す
る
書
物
を
自
ら
入
手
し
て
研
究
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
高
塩
博
氏

が
「
白
河
藩
主
と
し
て
又
幕
府
老
中
と
し
て
定
信
が
実
施
に
移
し
た
諸
政
策
中
、

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
の
藩
政
改
革
の
政
策
を
参
考
に
し
た
も
の
が
少
な
か
ら

ず
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
28
（

」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で

(02)018
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藩政改革の伝播

あ
り
、
幕
府
諸
藩
の
「
寛
政
改
革
」
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重

要
な
指
摘
で
あ
る
。
全
国
で
行
わ
れ
た
寛
政
改
革
の
前
提
と
な
っ
た
改
革
モ
デ

ル
と
し
て
、
熊
本
藩
細
川
重
賢
の
宝
暦
改
革
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。

　
徳
川
治
保
も
、
熊
本
藩
の
改
革
に
は
強
い
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
治
保
は
細
川
重
賢
と
い
う
人
物
に
、
治
政
上
の
興
味
を
こ
え
た
敬
愛
の

念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
細
川
重
賢
の
伝
記
『
銀

台
遺
事
』
に
み
ら
れ
る
次
の
逸
話
で
あ
る
。

　

或
時
、
水
戸
治
保

、
此
君
（
細
川
重
賢
）
の
、
ひ
と
と
な
り
を
し
た
わ

せ
給
ふ
余
り
に
や
、
常
住
し
給
ひ
つ
る
所
の
額
を
書か

き

呉く
れ

給
へ
か
し
と
、
ひ

た
す
ら
に
宣の
た
まひ
遣
わ
さ
れ
し
か
ど
、
辞
退
ま
し
ま
し
け
る
。
し
か
は
あ
れ

ど
も
、
強
て
御
望
あ
り
し
か
ば
、
玄
郷
亭
と
潤
筆
遊
し
て
参
ら
せ
ら
る
。

其そ
の

比こ
ろ

か
か
る
事
の
み
な
ら
ず
有
け
れ
ど
も
、
こ
ひ
給
ふ
方
の
御
名
も
文
字

も
忘
れ
た
れ
ば
甲
斐
な
し
。〈
額
字
、
今
に
細
川
殿
筆
と
て
御
小
納
戸
に

あ
り
。
玄
々
斎
と
書
せ
ら
る
。
本
書
の
説
疑
は
誤
あ
ら
ん
。
大
橋
順
正

云
）
29
（

〉

　　
治
保
は
重
賢
の
人
と
な
り
を
慕
う
あ
ま
り
、
そ
の
筆
跡
を
欲
し
が
っ
た
。
つ

い
に
は
重
賢
に
強
い
て

額
を
揮
毫
さ
せ
、
筆
跡
を
入
手
す
る
と
、
そ
れ
を
常

住
す
る
居
室
に
掲
げ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
治
保
は
御
三
家
の
当
主
で
あ
り
、
重

賢
は
大
藩
と
は
い
え
外
様
大
名
で
あ
る
。
敬
愛
の
念
と
し
て
は
、
破
格
の
も
の

で
あ
っ
た
。
治
保
は
三
十
一
歳
も
年
長
の
重
賢
を
ま
さ
に
父
の
如
く
に
慕
い
、

修
養
の
模
範
と
し
て
い
た
。
重
賢
を
敬
愛
し
た
大
名
は
松
平
定
信
を
は
じ
め
多

か
っ
た
が
、
治
保
の
そ
れ
は
群
を
抜
い
て
い
た
。
熊
本
藩
で
編
ま
れ
た
重
賢
の

伝
記
に
、
そ
の
私
淑
ぶ
り
が
特
筆
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　『
水
戸
紀
年
　
文
公
上
』
に
よ
れ
ば
、
治
保
は
、
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
二
度
、

重
賢
を
自
邸
に
招
い
て
い
る
。
高
松
藩
邸
で
会
食
し
た
も
の
を
含
め
れ
ば
三
度
、

陪
食
し
て
い
る
。
最
初
は
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
の
こ
と
で
「
五
月
九
日
、

細
川
越
中
守
ヲ
後
楽
園
ニ

セ
ラ
ル
」
と
小
石
川
の
後
楽
園
に
招
い
て

応
し

た
。
こ
の
年
に
は
九
月
に
も
重
賢
を
招
き
、「
廿
三
日
、
細
川
越
中
守
又
来
ル
、

台
園
中
ノ
小
鳥
殺
生
ヲ
見
セ
玉
フ
」
と
園
内
で
と
も
に
狩
猟
を
楽
し
ん
だ
。
天

明
四
年
三
月
に
は
、「
廿
三
日
、
讃
岐
守
頼
起
君
　
公
ヲ
小
川
町
ノ
邸
ニ

ス
、

其
嗣
封
ノ
慶
ナ
リ
、
細
川
越
中
守
・
酒
井
雅
楽
頭
陪
ス
）
30
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
分

家
の
高
松
藩
主
松
平
頼
起
の
襲
封
の
祝
い
の
席
に
、
重
賢
も
招
か
れ
、
同
席
し

て
い
る
。
翌
五
年
、
重
賢
は
世
を
去
っ
た
。
晩
年
の
重
賢
に
治
保
は
私
淑
し
、

交
際
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
十
九
世
紀
初
頭
の
段
階
で
、
全
国
諸
藩
の
政
策
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
藩
は
、
細

川
重
賢
の
熊
本
藩
と
上
杉
治
憲
の
米
沢
藩
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

十
八
世
紀
末
に
は
、
熊
本
藩
が
政
策
モ
デ
ル
藩
で
あ
っ
た
が
、
一
世
代
お
く
れ

て
、
米
沢
藩
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
水
戸
藩
主
の
治
保
も
、
こ
の
二
藩
を
政
策

モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え
る
こ
の
時
期
の
政
治
思
想
の
枠
組
み
の
な
か
に
い
た
）
31
（

。
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治
保
は
常
日
頃
か
ら
、
熊
本
藩
と
米
沢
藩
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
熊
本

藩
の
質
素
倹
約
の
士
風
や
、
米
沢
藩
主
の
人
格
の
傑
出
し
た
さ
ま
に
つ
い
て
、

側
近
の
大
橋
順
正
に
語
っ
て
聞
か
せ
て
い
た
。

　

一
、
順
正
、
御
前
に
在
け
る
時
、　
公
仰
せ
け
る
ハ
肥
後
熊
本
に
て
は
熨

斗
目
と
云
物
を
数
多
あ
り
。
何
事
も
木
綿
服
に
て
相
済
事
之
由
、
聞
及
候
。

扨さ
て

々
、
質
素
の
事
也
。
必
竟
、
遠
国
故
、
風
俗
も
移
ら
ざ
る
事
と
見
へ
た

り
、
と
仰
け
る
。

　
一
、
順
正
、
或
時
、
御
物
語
の
節
、
申
上
け
る
ハ
、
故
上
杉
殿
に
は
別

段
の
人
物
ニ
御
座
候
由
、
承
及
び
候
、
と
申
上
け
る
に
、
公
仰
け
る
ハ
、

是
ハ
格
別
の
人
才
也
。
我
等
、
若
き
時
、
度
々
出
会
せ
し
事
あ
り
。
当
上

杉
十
八
歳
故
、
故
上
杉
三
十
六
歳
之
節
、
隠
居
せ
し
也
。
我
等
と
同
年
く

ら
い
に
も
可
有
之
事
也
。
然
る
に
、
家
老
の
序マ
マ

に
出
座
し
て
、
国
政
専
一

他
事
な
く
行
届
事
く
事
也
。
東
国
の
産
物
等
、
追
々
出
来
せ
し
ハ
、
皆
、

彼
上
杉
が
世
風
之
由
、
聞
及
べ
り
、
と
仰
け
る
）
32
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。

　　
治
保
が
熊
本
・
米
沢
の
二
藩
に
高
い
関
心
を
も
ち
、
政
策
上
の
模
範
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
熊
本
藩
に
つ
い
て
は
「
扨さ
て

々
、
質
素
の
事
也
」
と
そ
の

質
素
な
士
風
に
つ
い
て
ふ
れ
、
米
沢
藩
に
つ
い
て
は
藩
主
上
杉
治
憲
の
傑
出
し

た
統
治
能
力
を
賞
賛
し
て
い
る
。
細
川
重
賢
が
治
保
に
と
っ
て
、
親
子
ほ
ど
年

齢
の
は
な
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
上
杉
治
憲
は
治
保
と
同
年
齢
で
あ

っ
た
。「
我
等
、
若
き
時
、
度
々
出
会
せ
し
事
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
治
保

は
治
憲
と
直
接
の
交
際
が
あ
っ
た
。
治
保
に
と
っ
て
、
上
杉
治
憲
は
同
年
齢
な

が
ら
「
格
別
の
人
才
」
で
あ
り
、
通
常
は
、
家
老
が
執
り
し
き
る
国
政
の
場
に

出
座
し
て
、
政
治
を
行
き
届
か
せ
、
国
産
品
の
産
出
に
成
功
し
た
点
を
、
特
に

高
く
評
価
し
て
い
た
。

　
領
国
の
農
村
荒
廃
に
直
面
し
た
と
き
、
治
保
の
脳
裏
に
ま
ず
あ
っ
た
の
は
、

細
川
重
賢
の
宝
暦
明
和
改
革
で
あ
り
、
つ
い
で
、
上
杉
治
憲
の
国
政
で
あ
っ
た
。

『
水
戸
市
史
』
は
「
水
戸
の
こ
の
た
び
の
郡
制
改
革
は
堀
の
仕
法
を
ま
ね
た
ふ

し
が
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に
は
じ
ま
る

水
戸
藩
の
改
革
は
、
熊
本
藩
を
「
ま
ね
た
ふ
し
が
あ
る
」
の
で
は
な
い
。
次
章

で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
意
識
し
て
は
っ
き
り
と
、
熊
本
藩
を
模
倣
し
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
世
大
名
は
他
藩
を
み
な
が
ら
自
藩
を
考
え
て
い
た
。
あ
る

い
は
、
幕
政
の
改
革
の
さ
ま
を
み
な
が
ら
自
藩
を
考
え
て
い
た
。
こ
の
点
は
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
十
九
世
紀
以
降
、
藩
政
が
財
政
面
で
行
き
詰
ま

り
を
み
せ
、
対
外
危
機
が
高
ま
る
な
か
で
、
そ
の
傾
向
は
一
層
強
く
な
っ
て
い

っ
た
。
幕
藩
体
制
下
で
は
、
諸
大
名
は
参
勤
交
代
で
江
戸
に
集
め
ら
れ
た
。
そ

の
た
め
、
大
名
は
江
戸
で
互
い
の
政
策
情
報
を
交
換
し
あ
う
場
を
も
つ
こ
と
に

な
っ
た
。
他
藩
で
と
ら
れ
た
改
革
政
策
が
成
功
事
例
と
み
な
さ
れ
る
や
、
全
国

諸
藩
で
模
倣
さ
れ
る
傾
向
が
、
と
く
に
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
寛
政
期
以
降
、
藩
学
校
の
設
置
・
徒
刑
（
懲
役
刑
）
の
採
用
・
裁
判
制

(04)020
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度
の
整
備
・
農
村
支
配
機
構
の
強
化
な
ど
「
類
似
」
し
た
政
策
が
、
全
国
諸
藩

で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
類
似
な
ど
で
は
な
い
。

伝
播
で
あ
る
。
熊
本
藩
や
米
沢
藩
、
幕
府
の
寛
政
改
革
な
ど
、
特
定
の
政
策
モ

デ
ル
が
存
在
し
、
そ
れ
が
伝
播
し
て
い
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　　
２
、
水
戸
藩
農
政
の
問
題
点

　
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に
は
じ
ま
る
水
戸
藩
の
改
革
が
、
熊
本
藩
・
細

川
重
賢
の
宝
暦
明
和
改
革
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
改
革
に

対
す
る
水
戸
藩
士
た
ち
の
叙
述
か
ら
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
戸

藩
の
農
政
改
革
の
要
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
高
倉
胤
明
の
記
述
に
も
ど
ろ
う
。

　

一
　
田
見
御
殿
の
地
に
、
寛
政
十
一
年
末
、　
中
山
備
前
守
殿
裁
判
に
て
、

御
郡
奉
行
自
分
屋
敷
に
、
役
所
を
か
ま
へ
来
り
し
を
、
此
所
に
被
引
。
此

先
き
五
代
官
〔
寛
政
十
一
己
未
中
秋
〕
を
御
潰
し
、
御
郡
す
じ
一
致
せ
ら

れ
（
中
略
）
都
て
此
節
御
郡
方
の
旧
政
を
被
改
。
寛
政
十
二
申
年
、
四
郡

之
内
、
南
領
と
部
垂
近
在
の
内
を
分
け
、
紅
葉
組
・
八
田
組
と
号
し
、
新

た
に
二
郡
を
増
し
、
六
郡
と
し
、
享
和
元
酉
の
季
冬
、
又
、
六
郡
を
分
け

て
十
一
郡
と
被
成
。
其
節
、
浜
田
組
・
常
葉
組
の
み
、
此
地
に
被
置
て
、

残
る
九
郡
は
郷
居
と
相
成
。
浜
田
組
御
郡
奉
行
は
太
田
藤
左
衛
門
、
常
葉

組
は
長
尾
左
太
夫
、
紅
葉
組
小
宮
山
次
郎
左
衛
門
、
八
田
組
高
野
文
助

（
以
下
略
す
）
件
之
通
、
陣
屋
を
構
へ
、
郷
居
と
な
る
。
是
、
今
案
る
に
、

高
野
文
助
が
方
寸
の
胸
よ
り
出
で
た
る
成
べ
し
。
此
度
の
制
令
、
肥
後
の

細
川
家
に
て
、
堀
平
太
左
衛
門
が
計
ら
ひ
し
所
の
端
し
端
し
に
て
、
行
末

の
治
法
、
こ
の
国
の
治
り
か
た
、
何
と
も
無
覚
束
ぞ
思
は
る
）
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。

　　
寛
政
十
一
年
か
ら
始
ま
っ
た
水
戸
藩
の
郡
制
改
革
の
眼
目
は
、
大
き
く
わ
け

て
、
三
つ
あ
っ
た
。

　
第
一
に
は
、
代
官
を
廃
止
し
、
郡
奉
行
に
全
権
を
あ
た
え
て
、
郡
政
の
責
任

者
と
し
た
。「
五
代
官
〔
寛
政
十
一
己
未
中
秋
〕
を
御
潰
し
、
御
郡
す
じ
一

致
」
と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
、
年
貢
収
納
（
所
務
方
）
は
代
官
、
一
般
政
務

（
政
事
方
）
は
郡
奉
行
と
し
て
、
二
元
的
に
郡
方
行
政
を
行
っ
て
い
た
も
の
を

代
官
を
廃
止
し
、
新
し
い
郡
奉
行
に
統
一
し
た
こ
と
で
あ
る
。
年
貢
の
徴
収
と

農
民
の
「
撫
育
」
を
別
々
に
行
っ
て
い
た
の
で
は
、
農
民
経
営
を
守
り
育
て
な

が
ら
年
貢
収
入
の
回
復
を
は
か
る
方
策
が
立
た
な
い
。
こ
の
代
官
の
廃
止
に
よ

っ
て
、
郡
方
行
政
の
責
任
が
郡
奉
行
に
一
元
化
さ
れ
た
。

　
第
二
に
は
、
行
政
区
画
を
四
つ
か
ら
十
一
に
小
分
け
に
し
、
郡
奉
行
を
四
か

ら
十
一
に
増
員
し
た
。「
寛
政
十
二
申
年
、
四
郡
」
で
あ
っ
た
も
の
を
六
郡
に

分
け
、
さ
ら
に
「
享
和
元
酉
の
季
冬
、
又
、
六
郡
を
分
け
て
十
一
郡
」
に
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
き
め
の
こ
ま
か
な
「
国
民
撫
育
」
を
可
能
に
し
た
。

　
第
三
に
は
、
郡
奉
行
所
を
建
設
し
、
郡
奉
行
を
農
村
に
移
住
さ
せ
た
。
そ
れ

ま
で
、
水
戸
藩
に
は
郡
奉
行
所
は
な
か
っ
た
。
郡
奉
行
は
常
設
の
庁
舎
を
も
っ

て
お
ら
ず
、「
御
郡
奉
行
自
分
屋
敷
に
、
役
所
を
か
ま
へ
来
り
し
」
と
い
う
よ
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う
に
、
自
邸
を
役
所
に
転
用
し
て
い
た
。
こ
れ
を
改
め
、
常
設
の
郡
奉
行
所
を

建
設
し
た
。
そ
し
て
、
城
下
直
近
の
二
郡
以
外
の
「
九
郡
は
郷
居
と
相
成
」
る

と
い
う
よ
う
に
、
九
つ
の
郡
で
は
、
郡
内
に
陣
屋
（
郡
奉
行
所
）
を
建
設
し
、

郡
奉
行
を
移
住
さ
せ
た
。
郡
奉
行
を
農
村
部
に
立
ち
入
ら
せ
、
現
地
で
新
農
政

に
あ
た
ら
せ
た
。

　
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
直
接
的
に
は
、
治
保
が
元
太
田
村
医
者
・
高
野
文
助

（
世
龍
）
の
建
言
を
採
用
す
る
か
た
ち
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

制
度
は
元
を
た
だ
せ
ば
、「
此
度
の
制
令
、
肥
後
の
細
川
家
に
て
、
堀
平
太
左

衛
門
が
計
ら
ひ
し
所
」
と
い
う
よ
う
に
、
肥
後
細
川
家
で
堀
平
太
左
衛
門
（
勝

名
）
が
と
っ
た
農
村
統
治
制
度
を
水
戸
藩
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
藩
主

治
保
は
、
細
川
重
賢
を
敬
愛
し
、
交
際
を
重
ね
る
ば
か
り
で
な
く
、
重
賢
が
熊

本
領
内
で
と
っ
て
い
た
統
治
制
度
の
導
入
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
寛
政
十
一
年
に
改
革
を
開
始
す
る
ま
で
の
、
水
戸
藩
の
農
政
に
は

問
題
点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
水
戸
藩
で
は
、
三
十
五
万
石
の
大
領
を
も
つ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郡
奉
行
は
わ
ず
か
四
人
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
郡
奉
行

は
す
べ
て
城
下
に
居
住
し
て
お
り
、
農
村
の
実
情
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
で
は
「
国
民
撫
育
」
が
行
き
届
く
は
ず
は
な
か
っ
た
。
斉
昭
の
初
政
、

文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
に
な
っ
て
水
戸
藩
士
・
落
合
照
直
が
書
い
た
建
白

書
は
、
こ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
落
合
は
、
文
公
（
治
保
）
が
、
十
一

郡
制
を
と
り
、
郡
奉
行
を
増
員
し
て
、
陣
屋
を
建
て
、
農
村
に
移
住
さ
せ
た
こ

と
は
「

尤
も
つ
と
も

」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
高
倉
胤
明
は
、
熊
本
藩
の
影
響
を
う
け

て
、
水
戸
藩
が
十
一
郡
制
と
郡
奉
行
を
農
村
に
移
住
さ
せ
る
政
策
を
と
っ
た
こ

と
に
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
落
合
は
、
こ
の
政
策
導
入
を
賞
賛
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
建
白
書
は
、
さ
ら
に
熊
本
藩
か
ら
徒
刑
（
懲
役
刑
）
制
度
を
導
入
す

べ
き
、
と
主
張
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

　

一
、
御
郡
奉
行
・
御
代
官
之
義
、
旧
来
之
如
ク
、
四
郡
五
代
官
、
五
郡
六

代
官
、
可
然
と
申
説
を
唱
候
者
も
有
之
候
へ
ど
も
、
私
共
愚
案
仕
候
ニ
、

右
は
威
義
二
公
様
御
旧
制
ニ
御
座
候
得
ど
も
、
世
変
り
、
時
異
な
り
候
ニ

付
、
文
公
様
御
代
、
深
キ
尊
慮
ヲ
以
、
郷
宅
勤
ニ
被
仰
付
、
其
節
ハ
御
陣

屋
十
一
ヶ
所
ニ
て
、
御
代
官
を
御
除
キ
御
郡
方
兼
職
ニ
罷
成
候
義
、
御
尤

之
御
義
と
奉
存
候
、
御
郡
奉
行
と
申
候
ハ
、
古
の
県
令
・
郡
宰
と
申
様
な

る
役
ニ
て
、
郡
県
之
治
を
司
り
候
職
ニ
候
得
ハ
、
便
利
宜
キ
郡
村
に
役
所

を
立
、
支
配
不
仕
候
て
ハ
、
民
間
の
利
害
も
不
相
知
、
郷
村
之
取
し
ま
り
、

行
届
キ
兼
可
申
奉
存
候
、
御
城
下
ニ
住
居
仕
候
て
ハ
、
手
代
之
往
来
、
且
、

遠
村
道
中
、
滞
留
も
有
之
候
へ
バ
、
人
馬
も
多
ク
相
掛
り
、
村
の
費
も
有

之
、
庄
や
組
頭
御
城
下
迄
、
度
々
、
罷
出
候
て
ハ
、
遠
路
其
物
入
も
相
懸

り
、
旁
以
、
便
利
不
宜
、
諸
大
名
之
国
ニ
て
も
、
郡
奉
行
城
下
居
住
と
申

義
ハ
無
之
義
ト
承
申
候
、
況
や
、
三
十
万
石
已
上
ハ
国
郡
も
広
ク
有
之
候

間
、
中
々
以
、
城
下
よ
り
及
越
ニ
支
配
仕
候
て
ハ
、
決
て
行
届
キ
不
申
候
、

依
て
ハ
、
先
年
之
通
、
十
一
ヶ
所
ニ
被
遊
、〈
文
学
有
〉
廉
潔
な
る
者
を

御

被
遊
、〈
扱
下
・
配
下
〉
手
代
之
陟
存
、
郡
方
之
義
、
委
任
被
遊
候
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て
、
贓
罪
を
犯
候
義
も
無
之
、
公
事
掛
合
速
ニ
裁
断
相
済
、
勧
農
之
義
行

届
可
申
奉
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

一
、
御
法
度
を
背
候
も
の
、
手
鎖
・
閉
戸
等
ニ
て
ハ
懲
候
気
色
も
不
相
見
、

内
証
ニ
て
ハ
鎖
を
は
づ
し
居
、
村
払
・
追
放
抔
仕
候
得
バ
、
大
切
之
人
別

を
御
耗
し
被
遊
候
斗
ニ
て
、
却
て
他
村
へ
浪
人
仕
、
や
は
り
未
業
極
手
を

事
と
仕
、
民
間
の
禍
に
罷
成
候
間
（
中
略
）
大
小
屋
を
拵
置
、
犯
罪
之
者

有
之
次
第
、
押
込
置
、
縄
む
し
ろ
・
馬
沓
・
草
履
之
類
を
造
ら
せ
、
是
を

売
て
飯
米
を
仕
、
月
に
幾
日
と
日
を
定
め
、
沼
堀
さ
ら
い
・
川
除
・
橋
堤

等
之
御
普
請
、
其
外
、
夫
役

ギ
事
有
之
候
節
召
使
ひ
、
一
年
と
か
二
年

と
か
相
定
、
旧
里
へ
御
帰
、
元
の
百
姓
ニ
被
遊
候
へ
バ
、
其
身
之
恥
を
悔
、

且
ハ
良
民
之
夫
役
を
助
ケ
、
旁
宜
義
と
奉
存
候
、
此
法
、
肥
後
の
熊
本
ニ

て
行
候
節
行
届
候
と
承
及
申
候
、
何
卒
、
御
物
入
も
無
之
、
却
て
人
別
を

不
減
、
夫
役
を
助
け
、
御
益
ニ
罷
成
候
御
仕
法
ニ
御
座
候
間
、
克
々
御
判

談
之
上
、
可
被
仰
付
候
様
仕
度
、
奉
存
候
）
34
（

　　
こ
の
建
白
書
の
主
張
が
、
熊
本
藩
の
政
策
的
影
響
を
つ
よ
く
受
け
て
い
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。「
諸
大
名
之
国
ニ
て
も
、
郡
奉
行
城
下
居
住
と
申
義
ハ
無

之
義
ト
承
申
候
、
況
や
、
三
十
万
石
已
上
ハ
国
郡
も
広
ク
有
之
候
間
、
中
々
以
、

城
下
よ
り
及
越
ニ
支
配
仕
候
て
ハ
、
決
て
行
届
キ
不
申
候
」
と
い
う
よ
う
に
、

他
藩
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
水
戸
藩
が
と
っ
て
い
た
郡
奉
行
の
城
下
居

住
制
の
異
常
さ
と
、
そ
の
弊
害
を
説
き
、
さ
ら
に
は
、
徒
刑
の
採
用
を
建
言
し

て
い
る
。
こ
の
法
は
熊
本
藩
で
実
施
さ
れ
成
功
し
た
と
聞
い
て
い
る
、
と
い
う

論
理
で
、
新
藩
主
斉
昭
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

　
こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
初
頭
の
水
戸
藩
で
は
、
藩
主
治
保
の
み
な
ら
ず
、
水

戸
藩
士
の
な
か
に
も
、
熊
本
藩
の
政
策
の
思
想
的
影
響
が
み
ら
れ
る
。
熊
本
藩

の
宝
暦
改
革
の
思
想
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
藩
内
に
影
響
を
与
え
た
の

か
の
考
察
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

二
、
改
革
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
肥
後
物
語
』

　
実
は
「
政
策
モ
デ
ル
藩
」
と
な
っ
た
熊
本
藩
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
の
改
革
内
容
を
全
国
諸
藩
に
伝
え
た
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
と

で
も
い
う
べ
き
書
物
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
代
表
が
亀
井
南
冥
『
肥
後
物

語
』
で
あ
る
）
35
（

。
熊
本
藩
宝
暦
改
革
に
感
銘
を
う
け
た
福
岡
藩
儒
・
亀
井
南
冥
が
、

そ
の
政
策
内
容
を
藩
主
黒
田
治
之
の
参
考
に
供
す
る
た
め
に
著
し
た
も
の
で
あ

り
、
天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
の
序
文
が
あ
る
。
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
、
全
国

の
大
名
た
ち
に
熊
本
藩
の
改
革
手
法
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
細
川
重
賢
の

名
声
が
高
ま
っ
た
。『
肥
後
物
語
』
の
水
戸
藩
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
書
誌
学
的
検
討
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
存
す
る
写
本
の
状
況
か
ら
、

天
保
期
に
か
け
て
、
水
戸
藩
関
係
者
に
よ
っ
て
相
当
数
が
写
さ
れ
学
習
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
36
（

。
こ
の
『
肥
後
物
語
』
を
松
平
定
信
が
入
手
す
る
経
緯

に
つ
い
て
は
研
究
が
あ
り
）
37
（

、
定
信
は
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
正
月
以
前
に
出
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入
り
の
医
師
・
目
黒
道
琢
か
ら
、
こ
の
書
物
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

十
八
世
紀
末
に
は
、
定
信
政
権
下
の
諸
侯
に
知
ら
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
１
、『
肥
後
物
語
』
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム

　『
肥
後
物
語
』
の
提
示
す
る
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
書
物
は
全
体
で
二
十
七
か
条
の
多
岐
に
お
よ
ぶ
。
水
戸
藩
政
と

関
連
す
る
農
村
統
治
の
手
法
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
説
明
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
熊
本
藩
五
十
四
万
石
（
表
高
）
の
農
村
統
治
は
、
行
政
区
分

が
細
か
か
っ
た
。
郡
代
（
他
藩
の
郡
奉
行
）
が
二
十
八
人
も
い
て
、
し
か
も
農

村
各
郡
に
「
郡
の
役
所
」
が
建
設
さ
れ
、
郡
代
が
移
住
し
て
在
勤
し
て
い
た
。

こ
れ
が
水
戸
藩
の
郡
制
改
革
の
政
策
モ
デ
ル
に
な
っ
た
。
亀
井
南
冥
は
、
熊
本

藩
の
農
村
統
治
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

肥
後
田
舎
の
治
め
行
届
く
べ
し
と
存
ず
る
は
、
一
郡
に
郡
代
を
両
人
た
て
、

郡
内
に
郡
代
屋
敷
を
か
ま
へ
、
一
人
は
郡
の
屋
鋪
に
出
張
り
、
郎
（
郡

カ
）
内
の
事
一
切
聞
届
け
、
一
人
は
城
下
に
居
て
聞
つ
ぎ
両
人
交
代
に
て

勤
む
。
其
上
役
は
郡
方
奉
行
な
り
、
是
は
十
四
郡
の
郡
代
二
十
八
人
を
手

に
つ
け
一
切
の
事
を
承
る
、
し
か
の
み
な
ら
ず
公
事
訴
訟
あ
れ
ば
、
刑
法

方
に
渡
し
て
此
方
の
世
話
に
な
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
郡
役
人
は
郡
内
の
政
教

の
み
を
常
に
心
懸
る
な
り
、
然
れ
ば
郡
内
広
き
こ
と
な
が
ら
、
万
端
か
く

れ
無
く
政
教
も
行
届
く
筈
な
り
、
左
な
く
て
、
役
人
城
下
に
居
て
、
荘
屋

共
が
申
出
る
事
許
り
取
捌
き
、
其
上
公
事
訴
訟
ま
で
も
聞
届
れ
ば
、
中
々

手
の
届
か
ぬ
事
な
る
べ
し
）
38
（

。

　　
熊
本
藩
の
農
政
が
「
田
舎
の
治
め
行
届
く
」
理
由
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
郡
代
が
農
村
に
移
住
し
て
、
郡
代
屋
敷
（
他
藩
の
陣
屋
）
を
構
え
、
農
村

統
治
に
「
万
端
か
く
れ
無
く
政
教
も
行
届
く
」
よ
う
に
、
目
を
光
ら
せ
て
い
る

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
水
戸
藩
に
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
前
節
で
述
べ

た
水
戸
藩
農
政
の
問
題
点
は
、
こ
の
熊
本
藩
の
郡
代
在
郷
制
を
導
入
す
る
こ
と

で
解
決
で
き
る
と
、
藩
主
治
保
や
高
野
世
龍
が
考
え
た
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
水
戸
藩
は
、
こ
の
熊
本
藩
の
制
度
に
学
ん
で
、
郡
奉
行
在
郷
制
を
入
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

水
戸
藩
は
、
熊
本
藩
と
同
じ
く
、
小
分
け
の
行
政
区
分
を
採
用
し
、
郡
奉
行
も

増
員
し
た
の
で
あ
る
が
、
熊
本
藩
と
全
く
同
じ
制
度
に
は
し
て
い
な
い
点
で
あ

る
。

　

彼
国
は
郡
代
一
郡
に
二
人
づ
ゝ
あ
り
て
、
一
人
は
郡
の
役
所
に
つ
め
、
一

人
は
城
下
に
居
て
互
に
万
事
を
聞
続
て
相
勤
む
、
其
役
頭
は
六
奉
行
の
内

に
て
郡
方
奉
行
と
て
一
人
あ
り
、
さ
れ
ば
、
十
四
郡
に
二
十
八
人
こ
れ
あ
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藩政改革の伝播

る
役
人
に
て
軽
き
役
人
な
れ
ど
、
郡
を
其
人
に
任
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
其
人

の
了
簡
次
第
に
治
め
る
こ
と
ゝ
見
へ
て
、
理
に
叶
ひ
た
る
こ
と
は
、
上
役

の
手
に
も
及
ば
ぬ
模
様
に
て
、
尤
然
る
べ
き
こ
と
な
り
と
て
感
じ
入
り
し

な
り
）
39
（

。

　と
い
う
よ
う
に
、
熊
本
藩
で
は
「
二
人
郡
代
制
」
を
と
っ
て
い
た
。
全
領
を
十

四
郡
に
分
け
、
一
郡
に
二
人
ず
つ
、
合
計
二
十
八
人
の
郡
代
を
置
い
て
、
行
政

に
あ
た
ら
せ
て
い
た
。
二
人
の
郡
代
の
う
ち
、「
一
人
は
郡
の
役
所
に
つ
め
、

一
人
は
城
下
に
居
て
、
互
に
万
事
を
聞
続
て
相
勤
む
」
と
い
う
非
常
に
特
徴
的

な
統
治
形
態
を
と
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
水
戸
藩
は
、
こ
の
制
度
を
導
入
し
な
か
っ
た
。
水
戸
藩
で
は
二
人

郡
奉
行
制
を
採
用
す
る
か
わ
り
に
、
十
一
郡
の
う
ち
二
郡
の
役
所
を
城
下
に
置

き
、
こ
の
城
下
二
郡
の
郡
奉
行
を
城
下
に
駐
在
さ
せ
て
現
地
と
調
整
取
り
次
ぎ

を
行
う
役
割
を
ゆ
だ
ね
た
。
す
な
わ
ち
、
城
下
二
郡
の
郡
奉
行
が
、
在
郷
九
郡

の
郡
奉
行
と
相
互
に
や
り
と
り
し
て
、
藩
上
層
部
と
の
聞
き
つ
ぎ
な
ど
を
行
い
、

行
政
を
す
す
め
る
方
式
が
と
ら
れ
た
。
二
人
郡
奉
行
制
を
採
用
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
四
人
か
ら
一
挙
に
二
十
二
人
に
郡
奉
行
を
増
や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
）
40
（

。
二
人

郡
奉
行
制
は
、
水
戸
藩
の
藩
情
に
直
ち
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
他
に
も
、
水
戸
藩
が
熊
本
藩
か
ら
導
入
し
な
か
っ
た
制
度
が
あ
る
。
裁
判
処

理
の
制
度
で
あ
っ
た
。
熊
本
藩
で
は
改
革
の
な
か
で
「
行
政
と
司
法
」
の
分
離

が
行
わ
れ
た
。
一
般
に
、
幕
藩
制
下
で
は
、
郡
方
（
農
村
）
で
事
件
訴
訟
が
起

き
れ
ば
、
郡
奉
行
の
役
所
が
そ
の
裁
判
処
理
に
あ
た
っ
た
が
、
熊
本
藩
で
は
、

郡
役
所
に
裁
判
を
さ
せ
な
い
制
度
に
変
え
て
い
た
。
刑
法
方
と
い
う
司
法
専
門

の
部
署
を
設
け
、
公
事
訴
訟
は
す
べ
て
熊
本
城
下
の
「
刑
法
方
」
に
直
送
し
、

そ
こ
で
審
理
す
る
制
度
に
し
て
い
た
。
郡
役
所
で
は
、
手
代
な
ど
の
郡
方
役
人

と
農
民
と
の
癒
着
が
お
き
て
、
裁
判
の
不
正
が
行
わ
れ
た
か
ら
、
こ
れ
を
防
止

す
る
目
的
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
公
事
訴
訟
あ
れ
ば
、
刑
法
方
に
渡
し
て
、
此
方

（
郡
の
役
所
）
の
世
話
に
な
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
郡
役
人
は
郡
内
の
政
教
の
み
を

常
に
心
懸
る
な
り
。
然
れ
ば
、
郡
内
広
き
こ
と
な
が
ら
、
万
端
か
く
れ
無
く
政

教
も
行
届
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
郡
役
所
を
煩
雑
き
わ
ま
る
司
法
業
務
か
ら
解

放
し
て
、
行
政
業
務
に
専
念
さ
せ
、
農
民
へ
の
撫
育
・
教
導
を
行
き
届
か
せ
る

効
果
も
あ
っ
た
。

　
水
戸
藩
で
も
、
農
村
統
治
に
お
け
る
「
行
政
と
司
法
の
分
離
」
が
検
討
さ
れ

た
が
、
具
現
化
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
が
、

熊
本
藩
の
制
度
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
水
戸
藩
に
移
植
さ
れ
る
場
合
、
藩
情
に
あ

わ
せ
て
、
変
形
さ
れ
た
形
で
導
入
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
熊
本
藩
で
行
わ
れ
た
徒
刑
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ
の
寛
政
改

革
の
時
点
で
は
導
入
が
検
討
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。『
肥
後
物
語
』
で
語
ら
れ

る
熊
本
藩
の
制
度
の
う
ち
、
水
戸
藩
に
移
植
さ
れ
た
も
の
と
、
移
植
さ
れ
な
か

っ
た
も
の
を
、
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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２
、
郡
奉
行
在
郷
制
と
育
子
政
策

　
た
だ
、
改
革
テ
キ
ス
ト
『
肥
後
物
語
』
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
水
戸
藩
で

現
実
に
行
わ
れ
た
改
革
の
内
容
を
引
き
比
べ
て
み
れ
ば
、
水
戸
藩
の
寛
政
改
革

に
は
、
や
は
り
、
熊
本
藩
の
政
策
的
影
響
が
み
ら
れ
る
。
水
戸
藩
の
政
策
担
当

者
が
、
熊
本
藩
の
制
度
に
期
待
し
た
事
情
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
る

ま
い
。

　
藩
政
改
革
は
、
藩
が
そ
の
時
に
直
面
し
て
い
た
緊
要
な
政
策
課
題
と
深
く
か

か
わ
る
形
で
展
開
す
る
。
水
戸
藩
に
と
っ
て
の
緊
要
な
政
策
課
題
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
年
貢
収
入
を
先
細
り
に
さ
せ
る
領
内
人
口
の
減
少
と
荒
地
の
増
加

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
、
治
保
が
重
視
し
た
政
策
が
、
第

一
に
堕
胎
・
間
引
き
の
防
止
を
は
か
る
「
育
子
」
で
あ
り
、
第
二
が
風
俗
矯
正

と
し
て
の
「
博
奕
禁
制
」
で
あ
り
、
多
分
に
道
徳
的
教
諭
を
中
心
に
す
え
る
特

徴
を
も
っ
て
い
た
点
は
、
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
治
保
は
た
び
た
び
自

筆
で
も
っ
て
郡
奉
行
に
農
政
の
要
点
を
示
し
て
い
る
が
「
百
姓
方
撫
育
、
風
俗

取
締
の
儀
は
、
国
政
の
第
一
に
有
之
候
」（
寛
政
三
年
壬
子
五
月
郡
奉
行
へ
被
下

候
御
筆
）
41
（

）
と
い
い
、
堕
胎
・
間
引
き
を
止
め
る
よ
う
農
民
に
教
諭
し
つ
づ
け
る

の
は
、
彼
の
終
始
変
わ
ら
ぬ
政
治
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

　『
肥
後
物
語
』
は
、
熊
本
藩
が
そ
の
独
特
な
農
政
シ
ス
テ
ム
で
「
捨
子
と
博

奕
」
を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
書
き
立
て
、「
政
教
」
の
行

き
届
い
て
い
る
証
左
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
治
保
ら
水
戸
藩
政
策
担
当

者
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
政
治
情
報
で
あ
り
、
熊
本
藩
の
農
政
シ
ス
テ
ム
を
一

層
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
た
。『
肥
後
物
語
』
は
、
熊
本
藩
が
捨
子
の
防
止

に
成
功
し
た
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

捨
子
の
御
仕
法
は
い
か
が
な
り
や
、
と
問
け
れ
ば
、
何
某
答
へ
て
、
捨

子
・
捨
馬
致
し
た
る
者
は
死
罪
な
り
、
と
申
す
法
に
て
、
甚
、
厳
重
な
る

事
ゆ
ゑ
、
只
今
に
て
は
決
て
捨
る
者
は
な
し
。
な
る
ほ
ど
隠
密
に
捨
る
者

あ
り
て
顕
は
れ
ね
ば
仕
形
な
け
れ
ど
も
、
少
に
て
も
手
掛
り
あ
れ
ば
決
て

見
の
が
し
せ
ず
、
詮
議
を
と
げ
て
、
死
罪
に
行
は
る
る
と
な
り
。（
中

略
）
此
通
り
き
び
し
き
事
な
れ
ば
、
当
時
に
て
は
、
一
人
も
犯
す
者
は
な

く
な
り
し
、
と
物
語
し
け
る
を
、
郡
奉
行
手
付
の
者
に
、
右
の
荘
屋
咄
し

て
、
郡
奉
行
津
田
源
次
郎
某
に
物
語
せ
り
。
い
か
さ
ま
法
を
立
ん
と
せ
ば
、

ケ
様
に
手
緊
く
あ
り
た
き
も
の
な
り
。
ケ
様
に
手
緊
く
あ
り
て
は
、
締
ま

ら
ぬ
と
云
事
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
夫
と
て
も
、
田
舎
の
事
は
郡
代
居
住
し

て
詮
議
す
る
ゆ
ゑ
、
万
事
隠
家
な
く
知
れ
た
る
も
の
な
り
）
42
（

。

　　
熊
本
藩
で
捨
子
・
捨
馬
が
な
く
な
っ
た
理
由
が
明
快
に
書
か
れ
て
い
る
。
郡

奉
行
（
郡
代
）
在
郷
制
の
た
め
で
あ
っ
た
。「
田
舎
の
事
は
郡
代
居
住
し
て
詮

議
す
る
ゆ
ゑ
」
と
い
う
よ
う
に
、
熊
本
藩
で
は
郡
代
た
ち
が
農
村
に
居
住
し
て

詮
議
を
徹
底
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
郡
奉
行
在
郷
制
は
、

育
子
政
策
を
成
功
さ
せ
る
特
効
薬
と
し
て
の
面
を
も
っ
て
い
た
。
博
奕
に
つ
い

て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
天
下
一
統
、
博
奕
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
ど
こ
で
も
そ
の

(10)026
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禁
令
は
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
肥
後
物
語
』
は
、
証
拠
を
挙

げ
つ
つ
、
熊
本
藩
で
は
博
奕
禁
制
が
行
き
届
い
て
い
る
と
書
く
。

　

彼
国
に
博
奕
と
り
あ
つ
か
ふ
者
な
き
よ
し
、
兼
て
承
り
け
れ
ど
も
、
此
事

は
天
下
一
統
の
御
法
度
に
て
、
何
方
に
て
も
禁
制
す
る
事
な
れ
ど
、
す
き

と
止
む
と
云
こ
と
、
甚
、
稀
な
り
。
彼
国
も
沙
汰
の
通
り
な
ら
ん
、
と
信

疑
相
半
せ
し
に
、
彼
地
の
儒
者
伊
形
正
助
と
申
人
の
物
語
を
聞
て
、
余
程
、

禁
制
の
行
届
き
た
り
と
云
こ
と
を
知
り
ぬ
）
43
（

。

　　
郡
奉
行
在
郷
制
は
、
農
村
の
取
り
締
ま
り
に
効
果
が
大
き
い
。
そ
れ
が
『
肥

後
物
語
』
の
主
張
で
あ
っ
た
。
郡
奉
行
を
農
村
に
移
住
さ
せ
、
現
地
で
行
政
を

行
え
ば
、
法
令
の
徹
底
や
風
俗
矯
正
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
熊
本
藩
の
宝
暦

明
和
改
革
に
学
べ
ば
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
『
肥
後
物
語
』
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
に
よ
っ
て
、
天
明
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
、

全
国
諸
藩
に
流
布
し
て
い
っ
た
）
44
（

。『
肥
後
物
語
』
の
熊
本
藩
政
の
姿
は
、
あ
く

ま
で
も
書
物
の
な
か
の
理
想
型
で
あ
り
、
現
実
の
熊
本
藩
政
と
の
あ
い
だ
に
は
、

当
然
、
差
異
が
あ
る
）
45
（

。

　
し
か
し
、
改
革
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
肥
後
物
語
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
全
国

的
に
、
熊
本
藩
政
の
理
想
型
が
伝
わ
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
諸
藩
に
政
策
的
影

響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。『
肥
後
物
語
』
が
語
る
熊
本
藩
の
姿
を
信
じ
、

自
藩
で
も
そ
の
政
策
を
採
り
入
れ
て
、
藩
政
改
革
を
行
う
動
き
が
活
発
化
し
た
。

す
で
に
『
肥
後
物
語
』
が
書
か
れ
る
前
か
ら
、
そ
の
兆
候
は
あ
っ
た
。
他
藩
の

政
策
を
自
藩
に
導
入
す
る
こ
と
を
、
近
世
社
会
で
は
「
法
を
取
る
」
と
い
っ
た

が
、
ま
さ
に
法
を
取
る
動
き
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

諸
国
よ
り
法
を
取
に
来
る
事
（
中
略
）
某
申
し
け
る
は
、
貴
国
の
文
政
は
、

水
戸
黄
門
公
・
備
前
芳
烈
公
以
来
、
た
ぐ
ひ
ま
れ
な
る
盛
な
る
治
化
、
感

じ
奉
る
事
な
る
に
、
当
時
、
諸
国
の
政
事
、
何
方
も
行
届
ぬ
事
の
み
見
ゆ

れ
ば
、
其
国
君
・
大
夫
の
面
々
、
残
念
に
存
ぜ
ら
れ
ば
、
貴
邦
の
政
法
を

承
り
た
き
は
ず
（
中
略
）
是
頃
、
二
諸
侯
よ
り
法
を
取
に
参
り
し
な
り
。

一
つ
は
相
良
侯
、
学
校
を
思
召
立
て
、
其
国
家
老
何
某
を
ひ
そ
か
に
つ
か

わ
さ
れ
、
私
（
藪
茂
次
郎
）
宅
に
四
日
滞
留
致
し
、
其
国
相
応
の
仕
形
を

得
と
吟
味
せ
ら
れ
、
帰
ら
れ
し
な
り
。
一
つ
は
肥
前
蓮
池
侯
の
儒
者
一
人
、

祐
筆
体
の
人
同
伴
に
て
参
り
、
政
事
の
心
得
を
問
ひ
、
是
も
私
宅
に
五
六

日
滞
留
し
て
、
大
略
の
事
は
吟
味
を
と
げ
帰
し
、
其
国
家
老
松
枝
善
右
衛

門
指
図
し
て
熊
本
に
つ
か
は
し
た
る
よ
し
な
り
。（
中
略
）
其
後
、

摩

よ
り
は
、
赤
崎
源
助
と
い
へ
る
老
儒
者
を
、
太
守
の
命
に
て
熊
本
に
遊
学

さ
せ
、
三
年
余
も
滞
留
し
て
、
善
政
を
聞
出
し
次
第
に
、
山
田
司
と
い
へ

る

州
用
人
の
許
に
申
つ
か
は
す
よ
し
）
46
（

。

　　
熊
本
藩
の
改
革
は
、
ま
さ
に
政
策
モ
デ
ル
と
し
て
、
諸
藩
に
伝
播
し
て
い
っ

た
。
ま
ず
最
初
に
採
り
入
れ
始
め
た
の
は
、
近
隣
諸
藩
で
あ
っ
た
。「
諸
国
よ
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り
法
を
取
に
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
吉
藩
・
蓮
池
藩
・

摩
藩
が
、
人
を

派
遣
し
て
、
熊
本
藩
の
制
度
を
研
究
し
た
。『
肥
後
物
語
』
の
著
者
、
亀
井
南

冥
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。『
肥
後
物
語
』
が
流
布
す
る
以
前
、
明
和
安
永

期
に
は
、
九
州
・
中
国
筋
な
ど
の
諸
藩
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
天
明
期
に
は
い

っ
て
『
肥
後
物
語
』
が
書
か
れ
る
と
、
こ
の
動
き
は
全
国
に
波
及
し
、
諸
藩
の

藩
士
や
儒
者
の
な
か
に
は
、
藩
主
に
熊
本
藩
に
範
を
と
っ
た
改
革
を
建
言
す
る

者
が
増
え
た
。
諸
大
名
の
な
か
に
は
、
熊
本
藩
を
政
策
モ
デ
ル
と
し
て
、
自
藩

の
改
革
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
出
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
岡
山
藩
・
秋

田
藩
な
ど
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
藩
に
「
寛
政
改
革
」
が
出
現
す
る
に
至
っ

た
）
47
（

が
、
水
戸
藩
主
で
あ
っ
た
治
保
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
育
子
・
博
奕
禁

令
を
行
き
届
か
せ
る
た
め
に
も
、
熊
本
藩
と
同
様
の
農
村
統
治
機
構
を
導
入
す

る
必
要
性
を
感
じ
、
郡
奉
行
在
郷
制
の
採
用
を
決
断
す
る
政
治
選
択
が
な
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
。

三
、
郡
奉
行
在
郷
制
の
導
入
過
程

　
で
は
、
水
戸
藩
に
お
い
て
、
熊
本
藩
型
の
農
村
統
治
機
構
＝
郡
奉
行
在
郷
制

の
導
入
は
、
い
か
な
る
手
順
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
治
保
は
、
自
筆
を

下
し
て
、
安
永
期
か
ら
寛
政
初
年
に
至
る
ま
で
、
農
政
建
て
直
し
に
つ
い
て
の

教
諭
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
農
村
統
治
機
構
の
抜
本
改
革
に
取
り
組
ん
だ
の

は
、
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
治
保
に
、
郡
奉
行
在
郷
制
の
導

入
を
決
意
さ
せ
た
直
接
的
契
機
は
、
い
ず
れ
も
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
に

書
か
れ
た
高
野
世
龍
『
富
強
六
略
』
と
鶴
見
九
皐
『
鶴
見
九
皐
遺
策
』（
立
原

翠
軒
浄
書
）
の
二
つ
の
建
白
書
に
み
ら
れ
る
思
想
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
寛
政
十
一
年
夏
ご
ろ
か
ら
、
治
保
は
農
政
の
抜
本
改
革
を
断
行
す
る
こ
と
を

決
し
、
自
身
が
、
水
戸
に
乗
り
込
ん
で
、
こ
の
改
革
を
陣
頭
指
揮
す
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
が
、
財
政
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
藩
主
の
お
国
入
り
は
取
り
止
め
ら

れ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
実
弟
に
あ
た
る
中
山
備
前
守
を
水
戸
に
送
り
込
ん
だ
の

で
あ
る
。

　　
１
、
郡
奉
行
所
建
設
と
在
郷
制

　
ま
ず
、
藩
士
に
建
白
書
の
提
出
を
命
じ
、
意
見
徴
集
を
は
か
り
、
改
革
原
案

を
練
り
上
げ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
寛
政
十
一
年
の
秋
に
か
け
て
集
め
ら
れ
た

藩
士
建
白
書
の
な
か
で
、
改
革
原
案
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
『
肥
後
物
語
』

の
影
響
を
強
く
う
け
た
二
つ
の
建
白
書
で
あ
っ
た
。

　
第
一
が
、「
鶴
見
九
皐
遺
策
」
で
あ
っ
た
。
鶴
見
の
建
白
書
は
、
冒
頭
か
ら
、

熊
本
藩
の
「
刑
法
方
」
を
ま
ね
た
「
公
事
方
奉
行
」
を
設
置
し
、
行
政
と
司
法

の
分
離
を
断
行
す
る
よ
う
訴
え
て
お
り
、『
肥
後
物
語
』
の
影
響
を
強
く
う
け

た
内
容
で
あ
っ
た
。
訴
訟
は
「
史
館
（
彰
考
館
）
へ
相
廻
し
、
学
者
の
評
論
に

か
け
、
其
上
に
て
上
裁
を
仰
ぎ
候
は
ば
、
偏
頗
の
患
相
止
可
申
候
。
如
此
に
候

へ
ば
、
郡
奉
行
・
手
代
共
も
、
よ
ほ
ど
閑
暇
を
得
、
本
務
の
方
に
精
入
候
」
と

い
う
よ
う
に
、
史
館
の
学
者
に
訴
訟
審
理
を
行
わ
せ
る
と
い
う
内
容
を
含
ん
で
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い
た
が
、
こ
れ
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
採
用
さ
れ
た
の
は
、
郡
奉
行
所
の
建

設
で
あ
っ
た
。
鶴
見
は
、
熊
本
藩
の
よ
う
に
、
郡
奉
行
所
を
農
村
に
建
設
し
郡

奉
行
を
移
住
さ
せ
よ
、
と
ま
で
は
、
書
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
郡
奉
行
所
の
庁

舎
が
な
く
、
郡
奉
行
が
自
邸
で
執
務
し
て
い
る
現
状
を
問
題
視
し
、
郡
奉
行
所

の
建
設
を
献
言
し
て
い
た
。

　

一
　
公
事
方
奉
行
御
立
可
然
候
事

是
迄
は
公
事
訴
訟
、
御
郡
方
に
て
取
扱
の
処
、
手
代
共
心
得
不
足
、
賄
賂

に
依
て
、
理
非
曲
直
を
も
正
さ
ず
し
て
、
奸
計
の
事
共
多
く
聞
へ
申
候
。

（
中
略
）
訴
訟
の
事
、
大
抵
は
対
決
に
て
よ
ろ
し
く
御
座
候
。
訴
人
口
上

に
て
申
述
兼
候
も
の
は
、
書
付
に
て
回
答
為
仕
、
両
方
訴
の
次
第
、
奉
行

下
役
に
て
よ
く
よ
く
評
議
の
上
、
善
悪
分
明
に
て
も
、
史
館
へ
相
廻
し
、

学
者
の
評
論
に
か
け
、
其
上
に
て
上
裁
を
仰
ぎ
候
は
ば
、
偏
頗
の
患
相
止

可
申
候
。
如
此
に
候
へ
ば
、
郡
奉
行
・
手
代
共
も
、
よ
ほ
ど
閑
暇
を
得
、

本
務
の
方
に
精
入
候
様
に
可
相
成
候
。

一
　
御
郡
御
代
官
御
役
屋
敷
御
定
可
レ

被
レ

成
候
事

両
（
＝
郡
奉
行
・
代
官
）
役
所
共
に
近
来
御
用
多
罷
成
候
間
村
役
人
共

度
々
呼
出
罷
出
候
て
も
往
来
の
費
遠
近
の
村
に
よ
り
異
同
も
御
座
候
、
右

一
役
所
に
て
用
済
候
て
罷
帰
候
て
も
、
又
一
役
所
よ
り
配
符
来
候
符
来
候

へ
ば
、
今
日
罷
帰
、
明
日
又
御
城
下
へ
出
候
様
に
成
候
、
右
の
通
御
定
被
レ

成
候
へ
ば
一
役
所
へ
参
候
て
も
、
隣
の
役
所
へ
も
立
よ
り
御
用
も
被
レ

成

と
伺
候
様
に
成
候
は
ゞ
、
す
べ
て
費
を
省
、
便
利
に
御
座
候
、
両
役
所
共

に
記
録
等
仕
舞
候
た
め
土
蔵
御
立
可
レ

被
レ

遣
候
事

一
　
御
郡
奉
行
手
代
の
事

奉
行
は
大
切
の
御
役
、
人
材
御

勿
論
の
事
に
御
座
候
。
手
代
も
右
同
様

の
儀
に
御
座
候
間
奉
行
へ
被
二

仰
付
一、
材
器
に
因
候
て
三
段
に
御
分
け

夫
々
に
被
二

仰
付
一

度
候
。
三
段
は
一
に
は
御
政
事
方
、
二
に
は
土
地
方

毛
見
木
植
立
等
、
三
に
は
普
請
方
と
定
申
度
候
）
48
（

　　
こ
の
建
白
書
は
、
熊
本
藩
型
の
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
ま
で
は
訴
え
て
い
な
い
。

し
か
し
、
水
戸
藩
で
は
、
立
原
翠
軒
の
手
か
ら
出
さ
れ
た
こ
の
建
白
書
を
き
わ

め
て
重
く
み
た
よ
う
で
あ
る
。「
文
公
強
記
に
ま
し
ま
し
て
、
一
度
、
見
聞
遊

ば
さ
れ
た
る
こ
と
は
必
御
覚
あ
り
（
中
略
）
寛
政
中
に
や
、
史
館
総
裁
三
人
え
、

御
政
事
の
内
、
品
に
よ
り
御
聞
せ
あ
る
べ
き
、
と
の
こ
と
に
て
、
各
別
に
神
文

を
命
ぜ
ら
れ
き
）
49
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
治
保
は
、
立
原
翠
軒
ら
史
館
総
裁
三
人
に
、

政
治
向
き
の
意
見
上
申
を
命
じ
て
い
た
。

　
こ
の
建
白
書
の
通
り
に
、
城
下
田
見
小
路
に
郡
奉
行
所
が
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
う
え
、
鶴
見
の
主
張
に
沿
っ
て
、
郡
奉
行
所
の
な
か
に
専
門
部
署
を
設
け
、

管
轄
や
分
担
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
機
構
改
革
を
行
っ
た
。
鶴
見
は
、
郡
奉
行
所

の
手
代
の
職
務
を
、
政
事
方
・
土
地
方
・
普
請
方
の
三
課
に
分
け
る
案
を
示
し

て
い
た
が
、
こ
れ
を
一
部
取
り
入
れ
、
郡
奉
行
所
の
な
か
に
、
政
事
方
・
所
務

方
の
二
課
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
手
代
を
分
属
さ
せ
、
執
務
さ
せ
る
こ
と
と
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し
た
の
で
あ
る
。
鶴
見
の
建
白
に
あ
っ
た
「
政
事
方
」
と
い
う
名
称
は
、
の
ち

に
「
郡
方
」
に
改
め
ら
れ
た
が
、
郡
奉
行
所
の
建
設
当
初
は
そ
の
名
称
を
用
い

て
い
た
）
50
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
郡
奉
行
・
代
官
の
恒
常
的
な
行
政
庁
舎
「
御
役
屋
敷
」
が
建

設
さ
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
従
来
、
郡
奉

行
・
代
官
の
私
宅
が
役
所
に
転
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
水
戸
藩
で
は
、

は
じ
め
て
恒
常
的
公
共
施
設
と
し
て
の
郡
奉
行
所
が
建
て
ら
れ
、
郡
奉
行
執
務

空
間
の
公
私
の
分
離
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
と
き
公
文
書
を
保
管
す
る
「
土
蔵
」
の
設
置
が
提
言
さ
れ
、
実
現
し
た
こ

と
で
あ
る
）
51
（

。

　
こ
れ
ま
で
も
、
宗
門
人
別
帳
な
ど
、
領
民
情
報
の
収
集
は
な
さ
れ
て
き
た
が
、

多
分
に
儀
礼
的
な
扱
い
で
あ
り
、
収
集
し
た
領
民
情
報
を
行
政
上
に
活
用
す
る

発
想
に
乏
し
か
っ
た
。
水
戸
藩
で
は
、
こ
の
と
き
公
的
な
行
政
資
料
と
し
て
、

保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
る
「
公
文
書
」
が
本
格
的
に
成
立
し
た
。
つ
ま
り
、
行

政
官
の
執
務
空
間
が
公
私
分
離
さ
れ
、
行
政
情
報
と
し
て
の
公
文
書
の
組
織
的

な
保
管
と
活
用
が
は
じ
ま
っ
た
。
小
宮
山
昌
秀
の
紅
葉
郡
奉
行
所
の
記
録
に
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郡
奉
行
所
で
は
、
御
用
留
は
も
ち
ろ
ん
御
用
諸
帳
面
・

金
銭
出
入
帳
・
諸
目
録
・

鑿
口
書
な
ど
公
文
書
の
管
理
が
厳
密
化
さ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
）
52
（

。

　
さ
ら
に
は
、
郡
奉
行
所
の
な
か
で
、
規
則
で
規
定
さ
れ
た
手
代
の
職
域
分
担

が
定
め
ら
れ
た
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
水
戸
藩
で
は
、
改
革
モ
デ
ル
と
な
っ
た

熊
本
藩
の
よ
う
に
、
公
事
訴
訟
の
専
門
部
署
を
設
け
て
、
裁
判
は
専
ら
そ
こ
で

行
う
「
行
政
と
司
法
の
分
離
」
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
郡
奉
行
所
の
内
部
に
専
門

部
署
の
成
立
が
み
ら
れ
た
。
熊
本
藩
の
政
策
的
影
響
を
う
け
た
「
寛
政
改
革
」

の
な
か
で
、
行
政
の
効
率
性
・
利
便
性
が
追
求
さ
れ
、
藩
行
政
の
官
僚
制
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
治
保
に
「
郡
奉
行
在
郷
制
の
導
入
」
を
最
初
に
献
言
し
た
の
は
、
高
野
世
龍

で
あ
っ
た
。
高
野
は
、
太
田
村
の
医
師
・
学
者
で
あ
っ
た
が
、
全
国
を
行
脚
し

て
見
聞
が
ひ
ろ
く
、
治
保
は
た
び
た
び
、
こ
の
高
野
を
召
し
寄
せ
て
い
た
。
高

野
は
治
保
に
『
富
強
六
略
』
を
献
じ
、
水
戸
藩
の
郡
奉
行
が
城
下
に
居
住
し
て

い
る
現
状
を
強
く
批
判
し
た
。

　

只
今
之
郡
奉
行
は
異
国
之
県
令
、
吾
朝
之
郡
司
と
申
様
成
役
人
に
候
間
、

都
下
に
住
居
仕
候
事
不
相
応
之
儀
と
奉
レ

存
候
、
専
ら
郡
県
之
を
さ
め
を

つ
か
さ
ど
り
候
職
故
、
や
は
り
便
宜
よ
き
村
方
に
役
所
を
搆
へ
、
手
代
共

も
同
居
仕
候
得
ば
、
郷
村
の
利
害
、
年
穀
之
豊
凶
も
居
な
が
ら
察
せ
ら
れ
、

手
代
元
〆
等
に
至
る
迄
、
近
村
之
往
来
に
は
人
馬
を
費
候
に
不
及
、
其
上

滞
留
之
日
数
も
減
少
い
た
し
候
間
、
村
さ
し
銭
か
ゝ
り
少
く
、
庄
屋
組
頭

共
は
御
城
下
往
来
之
物
入
を
省
き
、
猶
又
郷
村
之
取
し
ま
り
万
事
行
届
、

役
を
省
之
一
策
に
可
レ

有
レ

之
候
、
既
に
小
川
運
送
奉
行
海
老
沢
津
役
奉

行
等
は
各
其
土
地
に
住
居
被
二

仰
付
一

候
。
纔
か
運
送
津
役
等
之
小
事
を

さ
へ
、
其
土
地
に
住
居
不
レ

仕
候
て
は
行
届
兼
申
候
。
況
や
日
用
御
政
務
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藩政改革の伝播

之
大
役
所
郷
村
を
遠
ざ
け
居
候
事
如
何
敷
奉
レ

存
候
）
53
（

　　
高
野
は
、
郡
奉
行
在
郷
制
を
と
る
利
点
を
二
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
郡

奉
行
が
農
村
に
い
れ
ば
、
郷
村
の
状
況
が
す
ぐ
に
わ
か
り
、「
郷
村
之
取
し
ま

り
、
万
事
行
届
」
く
。
第
二
に
、
奉
行
所
が
農
村
に
あ
れ
ば
、
庄
屋
組
頭
が
公

用
で
遠
く
城
下
ま
で
出
る
必
要
が
な
く
な
り
、
そ
の
費
用
が
省
け
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
、
農
村
の
取
締
り
を
徹
底
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
、

郡
奉
行
の
農
村
へ
の
移
住
が
提
言
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　　
２
、
治
保
の
農
政
思
想

　
治
保
は
、
こ
の
高
野
の
献
策
を
用
い
た
。
そ
の
と
き
の
治
保
の
心
情
に
つ
い

て
、
小
宮
山
昌
秀
は
「
郡
奉
行
御
城
下
に
住
居
し
て
、
常
に
民
間
の
疾
苦
を
見

ざ
れ
ば
、
民
を
憐
む
心
も
自
ら
薄
か
る
べ
し
、
と
の
思
召
に
も
あ
ら
せ
ら
れ
し

や
）
54
（

」
と
推
測
し
て
い
る
。
治
保
と
し
て
は
、
郡
奉
行
を
農
村
に
お
い
て
そ
の
現

状
を
把
握
さ
せ
る
意
図
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
治
保
が
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
と
い
う
熊
本
藩
型
の
農
政
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い

て
は
、
治
保
本
人
が
語
っ
た
貴
重
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
享
和
二
年
壬

戌
三
月
、
岡
野
庄
五
郎
・
岡
山
次
郎
兵
衛
、
御
郡
奉
行
被
仰
付
候
　
上
意
」
と

い
う
一
文
が
、「
徳
潤
遺
事
増
補
」
の
な
か
に
あ
る
。
岡
野
庄
五
郎
・
岡
山
次

郎
兵
衛
を
、
郡
奉
行
と
し
て
農
村
に
送
り
込
む
に
あ
た
り
、
自
分
の
「
主
意
」

を
、
こ
の
二
人
に
言
い
聞
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
治
保
の
農
政
思
想
が
う
か
が

え
る
史
料
で
あ
り
、
長
文
な
が
ら
引
用
す
る
。

　

　「
其
方
共
、
此
度
、
郡
奉
行
申
付
候
に
付
、
我
等
主
意
の
趣
、
論
判
す
べ

き
と
、
今
日
呼
出
候
事
に
候
。
領
中
の
事
、
其
方
共
も
、
只
今
迄
は
預
ら

ぬ
事
に
候
え
ば
、
段
々
承
知
も
可
有
之
候
。
兼
々
色
々
、
世
話
を
や
き
候

え
共
、
累
年
百
姓
衰
微
に
及
び
、
次
第
に
人
別
も
減
じ
、
随
て
荒
地
手
余

り
出
来
候
事
。
実
に
水
の
漏
が
如
く
に
候
。
然
る
所
、
総
て
近
来
の
風
は
、

役
人
共
、
上
の
益
と
申
て
、
聚
斂
付
益
の
術
を
な
し
、
或
は
目
前
の
工
夫

を
用
ひ
、
利
口
に
取
廻
候
事
を
専
一
に
致
し
、
本
を
棄
候
て
、
末
を
治
め

候
事
、
甚
不
宜
事
に
候
。
国
の
益
と
い
ふ
は
左
に
は
非
ず
。
国
の
本
は
民

也
。
其
民
を
よ
く
治
め
、
国
を
か
た
く
す
る
こ
そ
誠
の
国
の
益
也
。
易
に

も
損
益
の
卦
あ
り
。
損
上
而
、
益
下
と
云
事
、
専
用
に
候
。
左
候
と
て
、

百
姓
の
方
を
新
に
ゆ
る
め
、
上
へ
損
を
付
候
様
に
と
い
う
ふ
に
は
無
之
。

此
心
得
に
て
、
く
る
し
め
ざ
る
様
治
め
候
え
ば
、
急
に
上
の
益
は
見
へ
ず

と
も
、
本
さ
へ
堅
固
に
成
候
へ
ば
、
自
然
と
益
付
候
事
、
必
然
の
真
理
に

て
、
唐
の
太
宗
侍
臣
に
謂
て
曰
、「
君
た
る
の
道
、
必
、
百
姓
を
存
す
べ

し
。
も
し
百
姓
を
損
じ
て
、
以
て
、
其
身
を
な
せ
ば
、
股
を
割
て
腹
に
啖
く
ら
ふ

が
如
く
、
腹
満
て
身

る
と
い
う
ふ
こ
と
に
候
（
後
略
）
近
年
は
、
暮
方

格
外
成
る
倹
約
に
候
え
共
、
一
体
、
古
昔
と
違
ひ
、
蔵
入
も
段
々
と
減
候

事
故
、
如
何
程
に
手
元
を
つ
め
候
て
も
、
行
届
ざ
る
事
、
勿
論
に
候
。
尤
、
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先
々
郡
奉
行
共
、
勤
方
等
閑
成
故
に
、
如
此
、
成
行
候
と
云
に
は
無
之
、

一
体
の
風
義
不
宜
、
是
迄
は
、
我
等
政
事
向
の
事
、
総
て
年
寄
共
へ
任
置
、

年
寄
共
は
郡
奉
行
へ
任
せ
、
郡
奉
行
は
手
代
へ
任
せ
候
様
に
、
相
互
下
へ

計
任
候
旧
弊
に
候
。
乍
去
、
是
は
誰
が
咎
も
な
し
。
皆
、
我
等
一
人
に
帰

す
る
也
。
尤
、
郡
奉
行
の
内
に
も
、
其
方
祖
父
銀
次
郎
・
故
久
方
忠
衛

門
・
故
皆
川
弥
六
抔
は
、
年
来
の
巧
者
に
て
、
出
精
相
勤
候
え
共
、
其
節

四
郡
に
て
扱
下
も
手
広
に
候
え
ば
、
行
届
兼
候
事
に
可
有
之
候
。
夫
故
に

色
々
と
郷
村
向
之
事
、
工
夫
を
画
し
、
此
度
、
郡
中
小
割
に
し
て
、
陣
屋

を
建
、
其
地
に
落
付
候
て
、
風
土
に
随
ひ
、
撫
育
教
導
を
以
、
治
候
て
、

如
何
様
に
も
行
ひ
届
か
ざ
る
事
ハ
あ
る
ま
じ
と
被
思
召
。
且
、
庄
五
郎
事

は
側
向
の
勤
に
て
役
筋
も
不
勤
事
故
、
心
痛
も
可
有
之
候
。
猶
更
、
遠
方

へ
引
移
候
事
、
迷
惑
に
可
存
候
得
共
、
此
度
之
儀
は
、
我
等
一
人
へ
の
忠

義
計
に
は
無
之
候
。
実
に
国
へ
の
忠
義
。
治
世
に
お
ひ
て
は
、
無
此
上
忠

義
に
候
間
、
大
義
な
が
ら
相
勤
候
様
可
致
候
。
尤
、
治
方
の
儀
は
土
地
の

風
土
に
も
よ
り
候
え
ば
、
決
て
一
円
に
は
不
相
成
候
事
に
可
有
之
候
。
其

所
は
面
々
工
夫
を
以
、
寛
に
し
て
治
め
ん
と
思
は
ば
寛
に
し
て
、
急
に
し

て
治
め
ん
と
思
は
ば
急
に
し
て
治
む
べ
し
。
必
々
、
領
中
一
円
に
せ
ん
と

泥
む
事
有
べ
か
ら
ず
。
尚
又
、
我
等
咄
候
所
は
畳
の
上
の
水
練
に
て
、
万

分
の
一
も
用
に
な
る
事
は
有
ま
じ
。
各
、
其
場
所
に
臨
み
て
、
然
く
工
夫

も
出
来
候
事
は
可
有
之
候
間
、
我
等
申
た
る
所
に
て
泥
ぬ
様
に
す
べ
き
な

り
）
55
（

」

　　
文
章
全
体
か
ら
、
治
保
の
、
水
戸
藩
主
と
し
て
の
、
強
い
焦
燥
感
が
う
か
が

え
る
。
治
保
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
人
口
減
少
と
荒
地
増
大
に
歯
止

め
が
か
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
農
民
の
「
撫
育
」
の
た
め
、
救
恤
の
金
穀

を
注
入
し
て
も
、
ま
っ
た
く
効
果
が
あ
が
ら
な
い
。
彼
自
身
が
「
水
の
漏
が
如

く
に
候
」
と
語
る
よ
う
に
、
手
詰
ま
り
状
況
に
あ
っ
た
。
治
保
が
「
郡
奉
行
在

郷
制
」
の
導
入
を
許
し
た
の
は
、
こ
の
事
態
を
打
開
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段

で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
治
保
は
、
百
姓
を
治
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
発
想
に
注
意
せ
よ
、

と
訴
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
領
主
的
利
益
（
上
の
益
）
だ
け
を
考
え
て
、
年

貢
徴
収
主
義
の
発
想
の
み
で
、
農
政
を
や
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
短
期
的
な

領
主
的
利
益
よ
り
大
き
な
「
国
の
益
」
の
視
点
に
立
っ
て
、
百
姓
へ
の
「
撫
育

教
導
」
を
行
え
と
教
諭
し
て
い
る
。「
国
の
本
」
で
あ
る
「
民
」
を
「
堅
固
」

に
し
て
い
け
ば
、「
急
に
上
の
益
は
見
へ
ず
と
も
、
本
さ
へ
堅
固
に
成
候
へ
ば
、

自
然
と
益
付
候
」
と
、
お
の
ず
と
領
主
的
利
益
が
達
成
さ
れ
て
く
る
、
と
い
う

の
が
、
彼
の
経
済
思
想
で
あ
っ
た
。
国
の
益
と
上
の
益
（
領
主
的
利
益
）
の
同

一
視
を
戒
め
、
国
益
と
は
「
民
を
よ
く
治
め
、
国
を
か
た
く
す
る
」
こ
と
と
し

て
い
る
点
は
、
経
済
思
想
と
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
）
56
（

。

　
さ
ら
に
、
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
治
保
は
、
水
戸
藩
の
農
政
が
こ
れ
ま
で
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
を
自
ら
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
と
く
に
注
目

さ
れ
る
。
治
保
は
「
旧
弊
」
と
し
て
、
二
つ
を
挙
げ
る
。
一
つ
は
「
我
等
政
事

(16)032
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向
の
事
、
総
て
年
寄
共
へ
任
置
、
年
寄
共
は
郡
奉
行
へ
任
せ
、
郡
奉
行
は
手
代

へ
任
せ
候
様
に
、
相
互
下
へ
計
任
候
」
と
い
う
無
責
任
体
制
の
存
在
で
あ
っ
た
。

藩
政
は
、
藩
主
が
家
老
に
任
せ
、
家
老
は
郡
奉
行
に
任
せ
、
郡
奉
行
は
手
代
に

任
せ
て
お
り
、
こ
の
下
役
へ
の
委
任
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
で
、
責
任
の
所
在

が
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、「
四
郡
に
て
扱
下
も
手
広
に
候
え

ば
、
行
届
兼
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
郡
奉
行
の
管
区
（
扱
下
）
が
手
広
す
ぎ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
郡
奉
行
に
「
年
来
の
巧
者
」
が
い
て
「
出
精
相
勤
」
め

た
と
し
て
も
、
四
人
で
水
戸
藩
三
十
五
万
石
の
農
政
を
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
行

き
届
か
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
治
保
は
「
郷
村
向
之
事
、
工
夫
を
画
し
」、
抜
本
改
革
を
断
行

す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
郡
中
小
割
に
し
て
、
陣
屋
を
建
、

其
地
に
落
付
候
て
、
風
土
に
随
ひ
、
撫
育
教
導
を
以
、
治
候
て
、
如
何
様
に
も

行
ひ
届
か
ざ
る
事
ハ
あ
る
ま
じ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
郡
中
小
割
」（
郡
奉
行
の

増
員
）
と
「
郡
奉
行
在
郷
制
」（
陣
屋
制
）
を
採
用
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
で

あ
る
。
水
戸
藩
の
農
政
に
つ
い
て
は
、
① 

業
務
範
囲
の
適
正
化
、
② 

現
場
へ

の
権
限
委
譲
、
③ 

責
任
の
明
確
化
が
ま
た
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
治
保
は
こ

の
点
を
考
え
て
、
高
野
世
龍
が
『
富
強
六
略
』
で
紹
介
し
た
熊
本
藩
型
の
農
政

シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
郡
奉
行
を
増
員

し
て
、
管
区
を
小
分
け
に
し
て
、
現
地
に
赴
任
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
郡
奉
行
に

全
権
を
持
た
せ
て
行
政
責
任
を
明
確
に
す
る
体
制
を
つ
く
っ
た
。

　
右
の
治
保
の
「
主
意
」
の
な
か
に
は
「
郡
奉
行
を
在
郷
さ
せ
た
う
え
で
、
治

保
が
何
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
」
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
風
土
に
随
ひ
、
撫
育
教
導
を
以
、
治
候
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
熊
本
藩

で
は
、
郡
代
を
郡
政
の
責
任
者
と
し
「
十
四
郡
に
二
十
八
人
こ
れ
あ
る
役
人
に

て
、
軽
き
役
人
な
れ
ど
、
郡
を
其
人
に
任
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
其
人
の
了
簡
次
第

に
治
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
場
に
大
幅
な
権
限
委
譲
を
し
た
う
え
で
、
そ

の
責
任
を
明
確
に
し
て
い
た
。
治
保
は
、
こ
れ
と
同
じ
統
治
方
式
を
め
ざ
し
た
。

「
治
方
の
儀
は
土
地
の
風
土
に
も
よ
り
候
え
ば
、
決
て
一
円
に
は
不
相
成
候
事

に
可
有
之
候
。
其
所
は
面
々
工
夫
を
以
、
寛
に
し
て
治
め
ん
と
思
は
ば
寛
に
し

て
、
急
に
し
て
治
め
ん
と
思
は
ば
急
に
し
て
治
む
べ
し
」
と
い
い
、
や
は
り
郡

奉
行
の
工
夫
と
了
簡
次
第
で
統
治
し
て
よ
い
と
し
た
。
治
保
は
、
自
分
が
話
す

と
こ
ろ
は
「
畳
の
上
の
水
練
」
で
あ
る
か
ら
万
分
の
一
も
用
い
る
な
、
と
ま
で

い
っ
て
、
郡
奉
行
た
ち
を
任
地
に
送
り
出
し
た
。

　
治
保
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
現
地
で
「
撫
育
教
導
」
が
行
き
届
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
寛
政
三
年
五
月
郡
奉
行
ニ
賜
ふ
」
の
な
か
で
述
べ
て

い
る
が
、
郡
奉
行
が
「
一
体
の
風
義
、
厚
く
心
を
尽
し
、
育
子
の
事
、
荒
地
を

切
起
し
、
用
水
を
引
候
儀
な
ど
、
専
ら
心
を
付
）
57
（

」
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
農
村

に
入
っ
て
、
農
民
を
教
諭
し
、
風
俗
を
矯
正
し
、
育
子
政
策
を
徹
底
し
、
開
発

を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
最
終
手
段
と
し
て
、
水
戸
藩
は
、
当
時
、

熊
本
藩
で
行
わ
れ
て
い
た
「
郡
中
小
割
」
と
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
を
採
用
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　
以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
は
熊
本
藩
宝
暦
改
革
の
政

策
的
影
響
を
強
く
う
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
幕
府
（
公
儀
）
の
寛
政
改
革

の
な
か
で
、「
改
革
モ
デ
ル
藩
」
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」

と
な
っ
て
、
全
国
諸
藩
に
伝
播
す
る
歴
史
過
程
が
存
在
し
、
水
戸
藩
の
寛
政
改

革
も
、
こ
の
流
れ
の
な
か
で
起
き
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
水
戸
藩
で
行
わ
れ

た
郡
奉
行
の
増
員
や
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
は
、
改
革
モ
デ
ル
藩
で
あ
る
熊
本
藩

の
政
策
が
、『
肥
後
物
語
』
な
ど
の
改
革
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
、
水
戸
藩
に
入

っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
の
導
入
は
、
治
め
る
者

と
治
め
ら
れ
る
者
の
関
係
に
、
い
さ
さ
か
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
点
は
、

い
ま
少
し
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
従
来
の
近
世
領
主
の
支
配
は
「
兵
農
分
離
」
の

な
か
で
、
村
を
媒
介
と
し
、
村
の
自
治
機
能
や
庄
屋
を
通
じ
て
、
ゆ
る
や
か
に

統
治
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
以
後
、
水
戸
藩
で
は
、
郡
奉

行
が
農
村
に
乗
り
込
み
、
百
姓
戸
別
へ
の
直
接
管
理
の
傾
向
を
あ
か
ら
さ
ま
に

強
め
て
い
る
。

　
農
民
の
側
で
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
を
軸
と
す
る
こ
の
寛
政
改
革
が
、
ど
の
よ

う
に
う
け
と
め
ら
れ
た
の
か
は
、
農
民
階
層
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
当
初
は
村
落
上
層
に
は
歓
迎
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
山
横
目
庄
屋
で
あ
っ
た
関
沢
徳
平
は
「
人
別
減
少
や
荒
地
田
畠
や
年
貢
収

入
」
の
減
少
は
「
是
ハ
誠
ニ
天
然
之
横
合
ニ
而
、
人
力
之
及
所
ニ
無
之
候
」
と

い
い
「
御
陣
屋
相
建
、
あ
ま
り
御
政
令
御
微
細
ニ
而
は
御
不
為
之
儀
も
可
有
御

座
哉
」
と
い
う
理
由
で
も
っ
て
「
御
陣
屋
程
克
御
止
メ
、
元
へ
御
覆
シ
、
御
旧

政
ヲ
以
、
御
行
被
遊
候
方
宜
敷
様
奉
存
候
事
」
と
陣
屋
制
の
廃
止
を
建
白
し
て

い
る
）
58
（

。
郡
奉
行
が
直
接
農
村
に
乗
り
込
ん
で
き
て
「
政
令
御
微
細
」
な
統
治
を

行
う
こ
と
は
、
彼
ら
村
役
人
層
に
と
っ
て
は
、
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
事
実
、
郡
奉
行
在
郷
制
下
の
水
戸
藩
政
は
従
前
と
は
様
変
わ
り
し

て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
徹
底
し
た
「
撫
育
教
導
」
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、
藩
主
治
保
が
「
育
子
」
の
直
書
を
領
民
に
下
せ
ば
、
郡
奉

行
は
「
十
五
才
よ
り
以
上
の
男
女
・
下
男
、
歩
行
相
成
老
人
迄
」
を
す
べ
て
一

堂
に
召
し
集
め
て
、
そ
の
名
前
を
帳
面
に
記
し
、
そ
の
主
旨
を
領
民
に
教
諭
す

る
よ
う
な
徹
底
し
た
「
教
導
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
59
（

。

　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
統
治
方
式
が
、
熊
本
藩
な
ど
で
胚
胎
し
、
寛
政
期
に
諸

藩
に
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
秋
田
藩
な
ど
で
も
類
似
し
た
変
化
が
み
ら
れ
る
。

十
九
世
紀
の
藩
国
家
は
、
従
前
と
は
異
な
る
国
家
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
君

主
が
領
民
を
積
極
的
に
「
撫
育
」「
教
導
」
し
は
じ
め
た
こ
と
は
、
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
。
従
来
は
、
兵
農
分
離
の
も
と
で
、
近
世
領
主
の
支
配
は
一

定
度
の
在
地
へ
の
不
介
入
を
暗
黙
の
前
提
と
し
、
領
主
が
発
令
し
た
法
度
が
農

村
で
守
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
村
落
の
庄
屋
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
が
大
き

か
っ
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
の
藩
農
政
は
、「
撫
育
」「
教
導
」
を
か
か
げ
、

村
任
せ
で
は
な
く
、
百
姓
の
戸
別
の
情
報
を
直
接
把
握
す
る
度
合
い
を
強
め
た
。

百
姓
の
思
想
統
制
に
も
強
い
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
よ
り
強
化
さ

(02)034
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れ
た
藩
の
官
僚
機
構
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　
水
戸
藩
で
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
治
保
が

導
入
し
た
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
は
、
斉
昭
の
時
代
に
い
た
っ
て
終
焉
を
む
か
え

る
。
藤
田
幽
谷
は
こ
の
制
度
に
当
初
か
ら
批
判
的
で
あ
り
、
寛
政
十
一
（
一
七

九
九
）
年
に
書
か
れ
た
『
勧
農
或
問
』
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
「
経
界
を
正

す
」
領
内
総
検
地
の
ほ
う
が
焦
眉
の
急
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
子
の
藤
田
東

湖
も
こ
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
、
立
原
翠
軒
・
高
野
世
龍
・
小
宮
山
昌
秀
な
ど
立

原
派
が
す
す
め
た
郡
制
改
革
に
は
異
論
を
抱
き
、
郡
奉
行
在
郷
制
を
廃
止
し
、

郡
奉
行
所
（
陣
屋
）
を
城
下
に
引
き
上
げ
る
動
き
に
出
た
。
藤
田
東
湖
も
「
経

界
を
正
す
」
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
結
果
、
天
保
検
地
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
従
来
、
こ
の
天
保
検
地
は
藤
田
派
の
思
想
の
な
か
に
生
ま
れ
、
藩
主
斉
昭

が
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
い
う
文
脈
で
考
え
ら
れ
、
水
戸
藩
天
保
改
革
を
代
表

的
な
政
策
と
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
経
界
を
正
す
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
実
は
『
肥
後
物

語
』
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。『
肥
後
物
語
』
に

は
「
経
界
を
正
し
農
民
安
堵
せ
し
事
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、「
経
界
を
正

す
」
と
い
う
の
は
藤
田
幽
谷
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
思
想
で
は
な
く
、
亀
井
南
冥
が

『
肥
後
物
語
』
で
広
め
つ
つ
あ
っ
た
用
語
で
あ
っ
た
。『
肥
後
物
語
』
は
「
経
界

を
正
す
と
は
、
田
畠
の
畝
数
を
定
め
、
上
中
下
の
品
を
得
と
し
ら
ぶ
る
事
な
り
、

熊
本
も
先
侯
以
来
行
届
ざ
る
に
つ
き
経
界
み
だ
れ
、
豪
民
は
上
田
を
え
り
ど
り

に
し
て

に
利
潤
を
得
、
小
百
姓
は
質
入
れ
な
ど
し
て
、
少
し
よ
き
田
は
な
く

し
難
儀
に
及
び
、
多
く
は
小
作
を
し
」
て
い
る
と
記
す
）
60
（

。
藤
田
幽
谷
『
勧
農
或

問
』
の
「
正
経
界
」
論
は
こ
れ
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
こ

れ
ま
で
十
分
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

寛
政
十
一
年
、
水
戸
藩
士
が
こ
ぞ
っ
て
熊
本
藩
の
政
策
を
モ
デ
ル
に
建
白
書
を

書
く
な
か
、
藤
田
幽
谷
も
『
肥
後
物
語
』
を
参
考
に
『
勧
農
或
問
』
に
「
経
界

を
正
す
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
水
戸
藩
で
は
、
立
原
派
も
藤
田
派
も
、
寛
政
改
革
も
天
保
改
革
も
、

熊
本
藩
の
政
策
か
ら
強
い
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
立
原

派
が
熊
本
藩
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
か
ら
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
に
着
目
し

て
採
り
入
れ
、
寛
政
改
革
を
は
じ
め
た
。
こ
の
と
き
、
藤
田
幽
谷
は
同
じ
く
熊

本
藩
の
「
経
界
を
正
す
」
政
策
を
建
言
し
た
が
、
当
時
は
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

の
ち
に
、
東
湖
な
ど
藤
田
派
が
藩
政
を
握
る
に
い
た
っ
て
、
立
原
派
の
す
す
め

た
「
郡
奉
行
在
郷
制
」
を
廃
止
し
、
天
保
改
革
の
な
か
で
、
こ
の
「
経
界
を
正

す
」
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
寛
政
期
の
水
戸
藩
で
は
、
撫
育
と
教
導
が
一
体
の
も
の
と
し
て
す
す
め
ら
れ

た
。「
君
は
民
の
父
母
な
れ
ば
、
何
卒
、
百
姓
共
の
困
窮
せ
ぬ
様
に
）
61
（

」
と
い
う

論
理
で
、
百
姓
へ
の
撫
育
が
行
わ
れ
た
。
百
姓
は
、
藩
か
ら
救
恤
を
う
け
る
と

同
時
に
、
藩
の
教
諭
に
よ
っ
て
、
君
主
が
父
、
民
が
赤
子
で
あ
る
と
い
う
擬
似

家
族
的
国
家
観
、
家
父
長
的
国
家
観
を
注
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
熊
本

藩
に
お
い
て
、
細
川
重
賢
ら
藩
主
を
崇
拝
す
る
「
殿
様
祭
」
が
行
わ
れ
た
よ
う

に
、
水
戸
藩
で
も
藩
主
治
保
へ
の
崇
敬
意
識
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
治
保
が
世
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を
去
っ
た
と
き
に
は
、「
管
下
の
民
感
じ
奉
る
余
り
、
御
逝
去
を
悲
し
み
、
文

公
大
明
神
と
」
し
て
祀
り
た
い
と
い
う
も
の
が
出
た
と
い
う
）
62
（

。

　
こ
れ
ら
は
幕
藩
国
家
か
ら
近
代
国
民
国
家
へ
の
移
行
、
明
治
維
新
を
理
解
す

る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
政
の
改

革
を
断
行
し
た
水
戸
藩
は
、
こ
の
の
ち
、
藤
田
派
の
人
脈
に
よ
っ
て
天
保
改
革

を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
か
つ
て
の
熊
本
藩
が
つ
い
て
い
た
「
政
策
モ
デ
ル

藩
」
の
地
位
を
占
め
る
に
い
た
る
。
今
度
は
、
水
戸
藩
が
藤
田
東
湖
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
改
革
テ
キ
ス
ト
『
常
陸
帯
』
で
も
っ
て
、
全
国
諸
藩
に
政
策
的
影
響

を
及
ぼ
し
、
明
治
維
新
の
過
程
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

熊
本
藩
宝
暦
改
革
は
、
水
戸
藩
寛
政
改
革
に
影
響
を
あ
た
え
、
さ
ら
に
、
水
戸

藩
天
保
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
近
世
の
藩
が
次
な
る
国
家
段
階
へ
と
変

容
す
る
「
藩
の
プ
ロ
ト
近
代
化
」
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
流
れ
は
極
め
て
重

要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。

注（
１
）　『
日
暮
硯
』
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比
古
「『
日
暮
硯
』
諸
写
本
の
研
究
」

（『
松
代
　
真
田
の
歴
史
と
文
化
（
真
田
宝
物
館
紀
要
）』
１
号
）
が
詳
し
い
。

ま
た
同
氏
校
注
に
よ
る
『
新
訂
　
日
暮
硯
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
の

解
説
を
参
照
。
笠
谷
氏
は
、
松
代
藩
宝
暦
改
革
を
大
き
な
制
度
改
革
、
道
徳
改

造
の
実
施
と
と
ら
え
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
平
穏
の
う
ち
に
こ
の
改
革

が
推
移
し
た
点
に
、
こ
の
改
革
の
稀
有
な
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）　『
翹
楚

』『
米
沢
侯
賢
行
録
』
に
つ
い
て
は
、
近
年
、「
明
君
録
」
の
研

究
と
い
う
視
点
か
ら
小
関
悠
一
郎
氏
が
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
同

「
近
世
中
期
に
お
け
る
『
明
君
録
』
の
形
成
過
程
　
莅
戸
善
政
『
翹
楚

』
の

事
例
　
」（『
一
橋
論
叢
』
第
一
三
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
、
六
五
七
　
六

七
七
頁
）。
同
「『
明
君
録
』
の
作
成
と
明
君
像
の
伝
播
・
受
容
　
『
米
沢
侯
賢

行
録
』
を
中
心
に
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
１
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇

一
　
一
二
三
頁
）。「
明
君
録
」
の
概
念
を
提
起
し
た
の
は
、
深
谷
克
己
「
明
君

録
　
期
待
さ
れ
る
君
主
像
」（
鵜
飼
政
志
ほ
か
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
で
あ
り
、
小
関
氏
は
「
明
君
録
の
増
加
が
十
八
世
紀

半
ば
頃
か
ら
」
み
ら
れ
る
と
し
、
十
八
世
紀
後
半
期
に
藩
政
が
危
機
に
直
面
す

る
な
か
で
、
諸
藩
の
藩
士
が
政
治
的
な
関
心
か
ら
米
沢
藩
上
杉
治
憲
の
よ
う
な

「
明
君
」
の
評
判
を
も
つ
藩
主
の
政
治
や
「
賢
行
」
に
つ
い
て
情
報
を
得
よ
う

と
し
、
こ
れ
ら
の
明
君
録
が
作
成
さ
れ
、
流
布
し
て
い
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
こ
の
視
点
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
こ
こ
で
は
「
明
君
録
」
を
、

も
っ
と
広
い
概
念
で
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
と
と
ら
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
十

八
世
紀
後
半
に
増
加
し
て
く
る
の
は
、
藩
主
個
人
の
言
動
を
記
し
た
明
君
録
ば

か
り
で
は
な
く
、
家
老
の
事
蹟
な
ど
も
含
め
藩
政
改
革
の
内
容
全
般
を
理
想

化
・
模
範
化
し
た
書
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」

と
よ
び
、
そ
の
政
策
的
影
響
を
み
た
い
。

（
３
）　
亀
井
南
冥
（
道
載
）「
肥
後
物
語
」（『
日
本
経
済
大
典
』
第
二
二
巻
、
啓

明
社
、
一
九
二
九
年
）。
福
岡
藩
儒
・
亀
井
南
冥
が
肥
後
に
遊
学
し
て
、
熊
本

藩
宝
暦
改
革
の
政
治
制
度
を
見
聞
、
自
藩
を
補
う
益
が
あ
る
と
し
て
藩
主
に
呈

し
た
も
の
。
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藩政改革の伝播

（
４
）　
亀
井
南
冥
『
熊
本
俚
談
』
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
、
一
一
九
・
五
一
・
一
〜

二
。
亀
井
南
冥
の
自
序
に
よ
れ
ば
「
肥
後
物
語
と
題
し
て
于
裏
我
君
侯
に
呈
す
。

尤
、
忌
憚
る
事
は
別
記
し
て
是
を
闕
如
」
し
た
。
そ
の
欠
除
部
分
を
増
補
し
た

の
が
『
熊
本
俚
談
』
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
『
肥
後
物
語
』

の
完
成
形
は
『
熊
本
俚
談
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
５
）　
大
村
庄
助
「
肥
後
経
済
録
」
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
二
〇
九
　
六
九
八

頁
。
津
山
藩
は
熊
本
藩
か
ら
大
村
庄
助
を
招
き
熊
本
藩
型
の
藩
政
政
革
に
着
手

し
て
い
る
。「
肥
後
経
済
録
」
は
そ
の
大
村
が
著
し
た
改
革
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

津
山
藩
へ
の
熊
本
型
改
革
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
別
論
を
公
に
す
る
予
定
で
あ

る
。

（
６
）　
安
野
業
助
「
南
肥
秘
聞
」
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
小
城
鍋
島
文
庫
所
蔵
、

Ｏ
Ｃ
五
　
一
。
佐
賀
藩
に
は
、
隣
国
の
熊
本
藩
宝
暦
改
革
の
内
容
を
研
究
し
た

改
革
テ
キ
ス
ト
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
本
の
成
立
と
佐
賀
藩

へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

（
７
）　
島
田
嘉
津
次
「
堀
老
行
状
」
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
小
城
鍋
島
文
庫
所
蔵
、

Ｏ
Ｃ
五
　
四
　
二

（
８
）　「
隈
本
政
事
録
」
お
茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
所
蔵
。
徳
富
蘇
峰
の
旧

蔵
本
で
あ
る
。

（
９
）　「
肥
後
侯
賢
行
録
」（「
肥
後
米
沢
聞
書
」
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
一
三

一
　
六
一
に
合
冊
）

（
10
）　「
肥
後
表
聞
合
書
」
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
、
鍋
三
〇
九
　
一
四
八

（
11
）　「
肥
後
堀
太
夫
之
比
上
書
封
事
類
」
佐
賀
大
学
付
属
図
書
館
小
城
鍋
島
文

庫
所
蔵
、
Ｏ
Ｃ
五
　
五
　
二

（
12
）　
芥
川
茂
左
ヱ
門
「（
肥
後
）
農
政
雑
記
」
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
、
鍋
九

九
一
　
一
四
八
四

（
13
）　「
銀
台
遺
事
」
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
ヌ
〇
六
　
〇
三
一
五
三
、
文

化
十
二
年
、
水
戸
藩
儒
・
青
山
拙
斎
手
写
本
。

（
14
）　『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
は
『
国
書
総
目
録
』
を
引
き
継
い
だ
国
書
に

関
す
る
所
在
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
が
運
用
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
、
情
報
が
更
新
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
二
〇
〇

九
年
九
月
二
十
四
日
時
点
の
情
報
を
参
照
し
た
。

（
15
）　
小
関
前
掲
論
文
「
近
世
中
期
に
お
け
る
『
明
君
録
』
の
形
成
過
程
」
六
六

〇
　
六
六
一
頁
で
は
四
十
二
機
関
、
六
十
八
部
の
所
蔵
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
16
）　『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
に
よ
れ
ば
『
明
君
享
保
録
』
は
四
十
三
機
関

に
六
十
八
部
、『
仰
高
録
』
は
七
機
関
に
七
部
の
所
蔵
が
知
ら
れ
る
。

（
17
）　
水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
水
戸
市
史
　
中
巻
（
二
）』
水
戸
市
役
所
、

一
九
六
九
年
、
三
八
三
頁

（
18
）　
吉
田
俊
純
氏
が
「
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
始
ま
り
、
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
に
挫
折
し
た
水
戸
藩
の
化
政
期
の
改
革
は
、
天
保
期
の
改
革
ほ

ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
方
面
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
化
政
期

の
水
戸
藩
政
を
本
格
的
な
改
革
と
評
価
し
て
い
た
の
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
指

摘
で
あ
る
。
吉
田
俊
純
『
後
期
水
戸
学
研
究
序
説
　
明
治
維
新
史
の
再
検
討
』

本
邦
書
籍
、
一
九
八
六
年
、
四
二
頁

（
19
）　
寛
政
期
か
ら
の
動
き
が
、
人
材
や
思
想
面
で
天
保
改
革
の
前
提
条
件
と
な

っ
た
と
の
議
論
は
以
前
か
ら
あ
る
。
乾
宏
巳
『
水
戸
藩
天
保
改
革
と
豪
農
』
清

文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
四
七
頁
（
初
出
「
天
保
期
藩
政
改
革
の
特
質
・
水

戸
藩
の
天
保
改
革
」『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
12
』
近
世
４
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
六
年
）
は
、
水
戸
藩
で
は
「
寛
政
・
化
政
期
に
お
い
て
農
村
荒
廃
に
み
ら
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れ
る
藩
政
危
機
に
対
し
立
原
派
・
藤
田
派
・
門
閥
実
利
派
の
三
通
り
の
改
革
路

線
が
提
示
さ
れ
た
」
と
踏
み
込
ん
だ
言
及
を
し
て
い
る
。
人
材
・
派
閥
的
に
も

思
想
的
に
も
、
水
戸
藩
は
「
寛
政
期
か
ら
の
始
動
」
で
あ
る
と
の
見
方
は
、
吉

田
俊
純
『
水
戸
学
と
明
治
維
新
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
に
も
み
ら
れ
る
。

（
20
）　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
近
年
、
研
究
者
の
あ
い
だ
に
共
通
認
識
が
で
き
つ

つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
仲
田
昭
一
『
水
戸
藩
と
領
民
』
錦
正
社
、
二
〇
〇
八

年
、
一
二
二
　
一
三
六
頁
は
、
こ
の
郡
奉
行
の
増
員
と
「
陣
屋
制
」
に
注
目
し

て
、
水
戸
藩
政
を
「
藩
草
創
期
か
ら
寛
政
十
年
ま
で
」
と
「
寛
政
十
二
年
（
一

八
〇
〇
）
か
ら
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
ま
で
」
に
わ
け
て
「
水
戸
藩
郡
制
の

変
遷
」
を
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た
高
橋
裕
文
『
幕
末
水
戸
藩
と
民
衆
運
動
　
尊

王
攘
夷
運
動
と
世
直
し
　
』
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
21
）　
前
掲 

乾
宏
巳
『
水
戸
藩
天
保
改
革
と
豪
農
』
や
吉
田
俊
純
『
後
期
水
戸

学
研
究
序
説
　
明
治
維
新
史
の
再
検
討
』『
水
戸
学
と
明
治
維
新
』
は
、
こ
の

改
革
を
「
化
政
期
の
改
革
」
も
し
く
は
「
化
政
改
革
」
と
表
現
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
改
革
は
、
寛
政
期
に
開
始
さ
れ
、
幕
府
の
寛
政
改
革
と
密
接
な
関
連
を
も

っ
て
い
る
。
全
国
諸
藩
で
み
ら
れ
た
寛
政
期
特
有
の
藩
政
改
革
の
一
つ
で
あ
り

「
水
戸
藩
の
寛
政
改
革
」
と
よ
ん
だ
ほ
う
が
性
格
づ
け
が
明
確
に
な
る
。

（
22
）　
高
倉
胤
明
「
水
府
地
理
温
故
録
」『
茨
城
県
史
料
』
近
世
地
誌
編
、
茨
城

県
、
七
八
頁

（
23
）　『
水
戸
市
史
　
中
巻
（
二
）』
は
、
こ
の
史
料
に
ふ
れ
、「
肥
後
藩
の
堀
平

太
左
衛
門
（
勝
名
）
と
い
う
の
は
、
名
君
と
し
て
知
ら
れ
る
細
川
重
賢
に
登
用

さ
れ
て
家
老
と
な
り
、
宝
暦
明
和
の
改
革
を
実
行
し
て
、
窮
乏
す
る
肥
後
藩
の

建
て
直
し
に
奔
走
し
た
人
物
で
あ
る
。
高
倉
の
意
見
は
、
水
戸
の
こ
の
た
び
の

郡
制
改
革
は
堀
の
仕
法
を
ま
ね
た
ふ
し
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
高
野
の
立
案

に
よ
る
と
い
う
任
地
在
勤
制
に
し
て
も
今
後
の
成
行
が
お
ぼ
つ
か
な
い
と
し
て
、

批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
」（
同
書
、
五
八
七
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
24
）　
治
保
は
状
況
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
。
す
で
に
安
永
二
（
一
七
七
三
）

年
二
月
十
五
日
、
二
十
三
歳
の
と
き
、
藩
情
を
自
筆
で
し
た
た
め
、
家
臣
に
説

明
し
て
引
き
締
め
を
は
か
っ
て
い
る
。「
一
、
郷
村
取
扱
、
甚
大
切
之
事
と
存

候
。
次
第
に
向
次
第
に
人
別
相
減
、
夫
故
、
荒
地
多
、
収
納
減
候
故
、
次
第
勝

手
向
六
ヶ
敷
相
成
候
事
か
と
存
候
。
左
候
て
は
国
中
困
窮
之
者
多
、
勝
手
向
等

も
収
納
に
準
候
事
に
て
、
中
々
、
下
を
恵
候
事
成
兼
可
申
哉
と
、
至
極
気
之
毒

成
事
に
候
」（
鈴
木
重
宣
著
・
小
宮
山
昌
秀
増
補
「
徳
潤
遺
事
増
補
」
長
谷
川

貞
夫
家
文
書
七
　
七
三
頁
、
文
政
十
年
十
月
、
小
宮
山
昌
秀
再
訂
本
、
茨
城
県

歴
史
館
蔵
）

（
25
）　
石
川
久
徴
『
桃
蹊
雑
話
』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
九
年
、
三
九
三
　
三
九

四
頁
。
前
掲
「
徳
潤
遺
事
増
補
（
二
）」
に
も
「
天
明
八
年
戊
申
　
今
大
将
軍

家
、
新
に
立
玉
ひ
、
田
沼
主
殿
頭
弊
政
の
後
を
受
け
玉
ひ
、
諸
事
改
張
ま
し
ま

し
け
る
。
乍
去
、
御
幼
年
の
事
な
る
に
よ
り
、
御
三
家
御
後
見
と
し
て
、
松
平

越
中
守
を
登
庸
し
玉
ふ
。
公
の
挙
用
ひ
玉
ふ
よ
し
、
外
聞
に
は
申
伝
へ
た
れ
ど

も
、
実
を
知
る
者
な
し
」
と
あ
る
。
定
信
政
権
の
成
立
へ
の
、
治
保
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
菊
池
謙
二
郎
「
松
平
定
信
入
閣
事
情
」

『
史
学
雑
誌
』
二
六
　
一
、
一
九
一
五
年
。
竹
内
誠
「
寛
政
改
革
」『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
12
　
近
世
４
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
井
野
辺
茂
雄
『
幕
末

史
の
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
二
七
年
な
ど
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
橋
治
済
と

治
保
が
定
信
擁
立
推
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

研
究
史
に
つ
い
て
は
、
藤
田
覚
『
松
平
定
信
』
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
が
簡

潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
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藩政改革の伝播

（
26
）　「
水
戸
紀
年
　
文
公
上
」『
茨
城
県
史
料
』
近
世
政
治
編
Ⅰ
、
茨
城
県
、
五

七
七
頁

（
27
）　
松
平
定
信
『
宇
下
人
言
・
修
行
録
』
岩
波
文
庫
、
一
九
四
二
年
、
五
八
頁

（
28
）　
高
塩
博
「
白
河
楽
翁
と
熊
本
藩
」『
江
戸
時
代
の
法
と
そ
の
周
縁
　
吉
宗

と
重
賢
と
定
信
と
　
』

古
書
院
、
二
〇
〇
四
年

（
29
）　『
銀
台
遺
事
』
ヌ
〇
　
〇
三
一
五
三
、
文
化
十
二
年
、
水
戸
藩
儒
・
青
山

拙
斎
手
写
本
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。

（
30
）　
前
掲「
水
戸
紀
年
　
文
公
上
」、
五
七
一
・
五
七
三
頁

（
31
）　
熊
本
・
米
沢
の
二
藩
を
も
っ
て
「
政
策
モ
デ
ル
藩
」
と
み
な
す
考
え
方
は

幕
末
期
ま
で
継
続
し
た
。
細
川
重
賢
・
上
杉
治
憲
の
二
人
を
「
麒

・
鳳
凰
」

と
し
て
崇
め
、
藩
主
は
こ
の
二
人
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
思
想
的
枠
組

み
で
あ
る
。
鳥
取
藩
主
池
田
慶
徳
（
徳
川
斉
昭
の
実
子
）
に
侍
読
・
二
宮
元
勲

が
あ
て
た
建
白
書
は
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。「
近
時
、
世
々
、
麒

・
鳳

凰
之
名
を
得
さ
せ
ら
れ
し
熊
本
侯
・
米
沢
侯
も
、
皆
、
久
ふ
し
て
の
ち
、
思
召

の
処
、
行
れ
、
中
興
の
大
業
を
成
就
し
玉
ひ
候
。
乍
恐
、
水
府
弘
道
館
御
造

営
・
御
狩
等
之
御
施
為
を
以
て
、
奉
伺
候
得
ば
、
駒
籠
老
侯
（
＝
水
戸
斉
昭
）

も
御
世
つ
が
せ
ら
れ
、
急
に
は
全
く
思
召
之
所
、
行
れ
ざ
る
や
に
奉
恐
察
候

（
中
略
）
御
一
身
之
御
徳
義
を
益
修
め
玉
ひ
、
思
召
之
処
を
堅
く
被
為
執
、
衆

人
之
善
謀
を
広
く
求
め
さ
せ
ら
れ
、
諸
役
其
人
を
得
玉
ひ
て
、
御
委
任
被
遊
候

は
ば
、
御
心
を
労
せ
ら
れ
ず
し
て
、
追
々
御
施
為
行
届
き
、
終
に
御
中
興
の
大

業
を
成
就
被
遊
、
熊
本
・
米
沢
二
侯
と
誉
を
同
ふ
し
玉
ん
事
不
難
と
奉
存
候
」

（「
二
宮
元
勲
上
書
」
鳥
取
藩
政
資
料
一
三
二
四
、
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
）

（
32
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」

（
33
）　「
水
府
地
理
温
故
録
」

（
34
）　
落
合
照
直
「
拾
類
六
拾
六
條
」
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
三
月
、
落
合

照
直
自
筆
草
稿
、
茨
城
大
学
図
書
館
蔵

（
35
）　
前
掲
亀
井
南
冥
「
肥
後
物
語
」

（
36
）　
茨
城
県
歴
史
館
に
は
、
水
戸
藩
内
に
残
さ
れ
た
『
肥
後
物
語
』
写
本
が
複

数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
特
別
資
料
室
に
は
、

藩
主
の
侍
読
な
ど
も
務
め
た
藩
儒
青
山
氏
の
手
に
よ
る
筆
写
本
が
伝
存
し
て
い

る
。

（
37
）　
高
塩
博
「
白
河
楽
翁
と
熊
本
藩
」

（
38
）　
前
掲「
肥
後
物
語
」、
五
五
二
頁

（
39
）　
前
掲「
肥
後
物
語
」、
五
三
四
　
五
三
五
頁

（
40
）（
41
）　
事
実
、
水
戸
藩
は
、
郡
奉
行
の
大
幅
増
員
に
と
も
な
っ
て
人
選
に
苦

慮
し
た
。
治
保
は
旧
弊
に
染
ま
っ
て
い
な
い
人
材
登
用
を
め
ざ
し
、
元
医
師
の

高
野
世
龍
、
家
督
前
の
加
藤
孫
三
郎
、
藩
主
側
近
の
岡
野
庄
五
郎
な
ど
を
登
用

し
て
い
る
。「
御
郡
奉
行
に

ば
れ
し
は
、
大
抵
、
御
代
官
其
外
の
役
人
よ
り

仰
付
ら
る
る
事
也
し
が
、
近
来
は
此
外
よ
り

ば
る
る
も
多
か
り
し
か
。
殊
に

高
野
文
助
（
世
龍
）
は
医
者
よ
り
仰
付
ら
れ
、
加
藤
孫
三
郎
は
御
勘
定
奉
行
加

藤
善
右
衛
門
子
に
て
、
惣
領
よ
り
被
召
出
、
暫
見
習
し
て
後
、
本
職
に
仰
付
ら

れ
し
。
是
等
は
め
づ
ら
し
き
御

な
り
と
申
あ
へ
り
」（「
徳
潤
遺
事
増
」）

（
42
）　
前
掲「
肥
後
物
語
」、
五
五
二
　
五
五
三
頁

（
43
）　
前
掲「
肥
後
物
語
」、
五
五
三
頁

（
44
）　
全
国
的
に
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
『
肥
後
物
語
』
で
あ
る
が
、
熊
本
藩
細

川
重
賢
の
改
革
政
治
を
範
と
す
る
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
は
他
に
も
あ
る
。
蓮
池

藩
家
老
の
松
枝
善
右
衛
門
「
隈
本
政
事
録
」
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）、「
岡
山

藩
の
寛
政
改
革
」
を
す
す
め
た
湯
浅
新
兵
衛
明
善
「
肥
後
賢
侯
行
録
」
安
永
五
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年
（
一
七
七
六
）、
津
山
藩
の
大
村
庄
助
「
肥
後
経
済
録
」
明
和
年
間
な
ど
が

あ
る
。

（
45
）　
前
掲「
肥
後
物
語
」、
五
七
一
頁

（
46
）　
亀
井
南
冥
自
身
が
、
天
明
六
年
に
な
っ
て
天
明
飢
饉
下
の
熊
本
藩
政
の
現

実
を
知
っ
た
。「
不
佞
な
ど
数
十
年
南
肥
之
事
を
以
て
士
大
夫
之
間
に
吹
聴
致

候
義
も
、
此
三
年
已
前
肥
後
之
飢
民
弊
藩
ニ
来
り
（
中
略
）
一
向
物
も
申
さ
れ

ぬ
次
第
」
役
藍
泉
あ
て
書
簡
で
述
べ
て
い
る
。
井
上
忠
「
亀
井
南
冥
の
役
藍
泉

あ
て
書
簡
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
二
〇
号
、
一
九
七
五
年

（
47
）　
金
森
正
也
「
近
世
後
期
に
お
け
る
藩
政
と
学
問
　
寛
政
〜
天
保
期
秋
田
藩

の
政
治
改
革
と
教
学
政
策
　
」『
歴
史
学
研
究
』
二
〇
〇
八
年
増
刊
号
、
二
〇

〇
八
年
。「
岡
山
藩
の
寛
政
改
革
　
湯
浅
新
兵
衛
の
建
白
書
を
中
心
に
　
」『
瀬

戸
内
海
地
域
史
研
究
』
第
二
輯
、
一
九
八
九
年
。

（
48
）　
鶴
見
九
皐
「
鶴
見
九
皐
遺
策
」（『
日
本
経
済
大
典
』
第
五
巻
、
五
八
八

頁
）。
寛
政
十
一
年
六
月
発
見
、
十
月
に
は
水
戸
で
中
山
備
前
守
に
提
出
さ
れ

た
と
あ
る
。
鶴
見
九
皐
は
、
立
原
翠
軒
と
親
し
く
、
翠
軒
の
子
息
を
養
子
と
し

て
い
る
。
こ
の
建
白
書
は
翠
軒
が
鶴
見
の
遺
品
中
か
ら
発
見
し
た
も
の
と
さ
れ

る
。

（
49
）　
石
川
久
徴
『
桃
蹊
雑
話
』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
九
年
、
三
九
三
　
三
九

四
頁

（
50
）　「
御
郡
方
新

御
掟
書
」『
茨
城
県
史
料
』
近
世
政
治
編
Ⅰ
、
茨
城
県
、
一

三
九
・
一
四
〇
頁

「（
享
和
元
年
十
月
）
一
　
御
代
官
方
御
止
ニ
相
成
、
我
々
支
配
被
仰
付
候
節
、

御
政
事
方
・
御
所
務
方
と
名
目
相
分
候
様
、
其
砌
、
奉
伺
候
所
、
以
来
、
御
政

事
方
之
名
目
相
止
、
前
々
之
通
御
郡
方
と
相
唱
、
御
所
務
方
計
、
只
今
之
通
相

唱
候
様
仕
度
旨
伺
候
所
、
申
出
之
通
、
相
済
候
段
、
八
月
中
御
達
ニ
付
、
郷
中

へ
も
申
触
候
事
」

（
51
）　
前
掲「
御
郡
方
新

御
掟
書
」、
一
四
一
頁

「（
享
和
元
年
八
月
）
一
、
御
役
家
地
内
、
御
土
蔵
普
請
出
来
候
所
、
御
役
所
等

よ
り
も
間
数
離
候
場
所
ニ
而
、
御
手
厚
ニ
ハ
出
来
候
へ
共
、
御
収
納
時
分
ハ
、

多
分
御
金
入
置
、
御
土
蔵
後
ハ
更
々
御
〆
り
も
無
之
、
万
一
之
義
有
之
節
、
不

調
法
ニ
相
成
候
而
ハ
、
甚
恐
入
候
旨
、
内
元
〆
共
よ
り
も
申
出
、
尤
之
次
第
ニ

御
座
候
間
（
中
略
）
夜
廻
り
等
ニ
而
も
申
付
候
様
、
御
達
之
事
」

（
52
）　
大
内
正
敬
「
清
慎
録
」『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
十
一
巻
、
酒
井
書

店
・
育
英
堂
事
業
部
、
一
九
七
〇
年
所
収
、
一
九
五
・
一
九
九
　
二
〇
〇
頁
。

小
宮
山
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
伸
三
・
宮
本
和
明
編
「
紅
葉
郡
役
所
時

代
の
小
宮
山
楓
軒
」『
七
瀬
（
鉾
田
町
史
研
究
）』
三
、
一
九
九
三
年
を
参
照
。

「
精
慎
録
」
前
書
・
付
記
等
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
53
）　
高
野
昌
碩
（
世
龍
）「
富
強
六
略
」『
日
本
経
済
大
典
』
第
一
四
巻
、
啓
明

社
、
一
九
二
八
年
、
五
一
四
頁

（
54
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」
に
「
公
最
御
心
を
民
事
に
用
ひ
さ
せ
ら
れ
し
が
、
是

迄
、
御
領
中
御
郡
奉
行
四
人
御
代
官
五
人
あ
り
て
政
事
ハ
郡
奉
行
、
収
納
ハ
御

代
官
に
て
、
取
扱
ふ
事
な
り
し
が
、
両
端
に
分
れ
、
民
の
為
に
不
便
利
成
る
事

も
あ
り
し
よ
し
、
聞
し
召
れ
し
故
に
も
あ
り
し
や
、
御
代
官
を
止
め
さ
せ
ら
れ
、

郡
奉
行
の
員
を
増
し
、
十
人
に
て
収
納
と
も
扱
ひ
し
也
（
中
略
）
郡
奉
行
御
城

下
に
住
居
し
て
、
常
に
民
間
の
疾
苦
を
見
ざ
れ
ば
、
民
を
憐
む
心
も
自
ら
薄
か

る
べ
し
、
と
の
思
召
に
も
あ
ら
せ
ら
れ
し
や
、
十
人
の
内
、
八
人
は
各
所
に
陣

屋
を
造
り
、
引
移
り
て
、
其
政
を
き
か
せ
玉
ふ
事
に
ぞ
な
り
し
」
と
あ
る
。

（
55
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」

(08)040
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藩政改革の伝播

（
56
）　
こ
の
よ
う
な
治
保
の
経
済
思
想
は
、
管
子
の
言
を
引
い
て
、「
民
之
多
幸
、

国
之
不
幸
也
」（
藤
田
幽
谷
「
勧
農
或
問
」『
日
本
経
済
大
典
』
第
三
二
巻
、
啓

明
社
、
一
九
二
九
年
、
二
〇
七
頁
）
と
す
る
藤
田
幽
谷
の
考
え
と
は
大
き
く
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
室
正
紀
『
草
莽
の
経
済
思
想
　
江
戸
時
代
に
お
け
る

市
場
・「
道
」・
権
利
　
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
年
は
、
水
戸
藩
立
原
派

の
小
宮
山
昌
秀
・
大
内
正
敬
の
農
政
論
な
か
に
、
民
間
の
主
体
性
を
認
め
、
民

富
の
形
成
を
肯
定
す
る
経
済
思
想
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
指
摘

を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
民
富
論
の
源
流
に
は
、
徳
川
治
保
の
思
想
と
改

革
が
あ
る
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
治
保
は
寛
政
期
に
小
宮
山
昌
秀
ら
を

郡
奉
行
に
登
用
し
て
、
民
を
堅
固
に
す
る
こ
と
で
国
益
を
は
か
る
論
を
説
き
、

改
革
を
す
す
め
て
い
た
。
立
原
派
の
民
富
論
は
そ
の
な
か
か
ら
登
場
し
て
き
た
。

（
57
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」

（
58
）　
関
沢
徳
平
「
万
代
不
朽
評
論
密
書
」『
茨
城
県
史
料
』
近
世
社
会
経
済
編

Ⅳ
、
茨
城
県
、
五
四
三
・
五
四
五
頁
。
し
か
し
、
郡
奉
行
在
郷
制
が
始
ま
る
と
、

中
間
支
配
機
構
を
な
す
山
横
目
庄
屋
た
ち
は
、
こ
の
制
度
に
抵
抗
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
籠
橋
俊
光
「
近
世
中
間
支
配
機
構
の
歴
史
的
展
開
　
水
戸

藩
大
山
守
・
山
横
目
制
度
に
よ
る
概
観
　
」『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

四
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
五
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
郡
奉
行
任
地
在
勤
制

が
始
ま
っ
て
以
後
、
大
山
守
・
山
横
目
は
郡
奉
行
所
に
出
入
り
し
、
郡
方
手
代

と
交
わ
り
、「
一
層
の
連
携
を
深
め
て
地
域
全
般
に
お
け
る
各
種
の
業
務
を
遂

行
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

（
59
）　
享
和
三
年
「
中
岡
村
〔
亥
〕
御
〔
配
符
留
帳
〕」
中
崎
家
文
書
Ａ
一
五
、

茨
城
大
学
図
書
館
蔵
に
よ
れ
ば
、
六
月
十
六
日
　
郡
奉
行
入
江
忠
八
郎
が
「
郷

中
子
育
之
儀
ニ
付
、
別べ

つ
して
前
々
御
在
国
之
砌
、
御
直
書
を
重
き
　
尊
慮
之
趣
申

含
候
処
、
猶な

お

又
、
此
度
厚
キ
御
直
書
御
渡
ニ
相
成
ニ
付
、
来
ル
廿
二
三
日
ご
ろ

よ
り
致
郷
出
、　
尊
慮
之
趣
申
含
候
条
、
兼
て
其
旨
相
心
得
居
、
寄
村
へ
罷
出

候
様
可
致
候
、
夫
ニ
付
候
て
は
、
組
頭
支
配
切
、
郷
医
・
寺
社
門
前
・
水

、

、
他
扱
・
上
下
御
町
よ
り
引
越
罷
在
候
者
た
り
と
も
、
十
五
才
よ
り
以
上
の

男
女
・
下
男
、
歩
行
相
成
老
人
迄
被
召
呼
候
条
、
家
内
人
別
一
同
ニ
不
残
横
帳

ニ
相
認
、
寄
村
へ
召
連
可
申
候
、
尤
、
病
気
之
者
は
名
之
上
へ
煩
と
認
、
奉
公

ニ
罷
出
候
も
の
ハ
、
其
旨
相
認
、
帳
面
指
出
可
申
候
、
扨さ
て

又
、
其
節
ハ
一
村
罷

出
候
義
ニ
有
之
候
得
バ
、
留
守
を
見
か
け
悪
ル
者
等
、
立
入
可
申
義
も
難
計
有

之
候
間
、
隣
家
々
申
合
、
聢し

か

と
致
し
候
者
、
留
守
居
ニ
指
置
、
罷
出
候
様
可
致

候
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
「
領
民

に
対
す
る
教
諭
支
配
の
進
展
」
を
既
に
「
中
期
以
降
の
藩
政
改
革
の
通
有
的
特

性
で
は
な
い
か
」
と
し
た
深
谷
克
己
の
指
摘
で
あ
る
（『
歴
史
学
研
究
』
二
〇

〇
八
年
増
刊
号
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
頁
）。

（
60
）　『
肥
後
物
語
』
五
五
一
頁

（
61
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」

（
62
）　「
徳
潤
遺
事
増
補
」
に
「
惜
哉
、
世
を
去
玉
ひ
し
は
寅
八
月
　
当
公
よ
り

御
筆
を
給
ふ
。
育
子
之
儀
に
付
、　
文
公
厚
御
世
話
被
為
在
候
処
、
近
比
、
御

廉
も
相
見
候
趣
、
相
聞
、
一
段
之
事
ニ
付
、
此
上
無
弛
様
、
世
話
可
致
事
。
公

の
御
仁
政
多
き
中
に
、
育
子
の
事
ほ
ど
人
の
感
じ
奉
り
し
ハ
な
か
る
べ
し
、
入

江
忠
八
郎
〔
時
ニ
入
江
氏
大
里
の
郡
宰
也
、
元
の
大
田
郡
下
也
、
入
江
氏
は
小

宮
山
氏
の
弟
也
〕
管
下
の
民
感
じ
奉
る
余
り
、
御
逝
去
を
悲
し
み
、
文
公
大
明

神
と
い
わ
ひ
奉
り
度
と
、
申
せ
し
者
も
あ
り
し
也
」
と
あ
る
。
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〔
謝
辞
〕
　
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
二
月
十
四
日
に
茨
城
県
東
海
村
と
共
催
さ
れ

た
歴
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
水
戸
藩
郡
奉
行
と
東
海
の
村
人
、『
石
神
組
御
用

留
』
の
世
界
」
の
当
日
配
布
資
料
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
茨
城
大
学
社
会
連

携
事
業
会
の
助
成
、
お
よ
び
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
A
「
近
代
移
行

期
に
お
け
る
地
域
情
報
と
そ
の
蓄
積
過
程
に
関
す
る
比
較
制
度
研
究
」
課
題
番

号
１
９
２
０
３
０
１
８
、
研
究
代
表
者
村
山
聡
に
よ
る
成
果
物
で
あ
る
。

(10)042
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

徳
川
幕
府
の
旗
本
の
持
参
金
養
子
に
関
す
る
一
考
察

　 
　
　
江
戸
時
代
前
中
期
を
中
心
に

姜
　
　

鶯
　

燕
　
　
　

は
じ
め
に

　
日
本
の
伝
統
的
な
家
族
は
「
家
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
直
系
家
族
で
あ
る
。

中
国
の
大
家
族
の
構
成
原
理
が
兄
弟
姉
妹
の
連
帯
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本

の
家
は
父
　
息
子
の
継
承
線
で
構
成
さ
れ
る
。
実
子
ま
た
は
養
子
が
後
継
者
と

し
て
家
長
の
地
位
を
継
承
す
る
）
1
（

。

　
近
世
の
武
士
階
級
の
家
で
は
、
家
長
の
地
位
の
継
承
と
と
も
に
俸
禄
の
世
襲

も
な
さ
れ
て
い
た
。
後
継
者
不
在
に
よ
る
世
封
の
召
し
上
げ
は
、
す
な
わ
ち
家

の
断
絶
を
意
味
す
る
。
家
の
存
続
を
維
持
す
る
た
め
に
、
養
子
制
が
必
要
と
さ

れ
た
。
養
子
が
養
父
の
血
縁
者
で
あ
る
か
な
い
か
は
特
に
問
題
に
な
ら
な
い
し
、

実
際
に
、
全
く
の
他
人
を
養
子
に
迎
え
て
も
社
会
的
な
抵
抗
が
な
い
）
2
（

。
事
実
上
、

血
縁
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
幅
広
い
範
囲
で
の
養
子
選
定
が
認
め
ら
れ

て
い
た
。
と
り
わ
け
、
異
姓
養
子
は
日
本
近
世
の
武
家
を
再
生
産
す
る
重
要
か

つ
不
可
欠
な
仕
組
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
3
（

。

　
長
門
国
清
末
藩
の
藩
士
を
分
析
対
象
と
し
、
武
家
の
養
子
制
と
階
層
移
動
に

つ
い
て
数
量
的
分
析
を
行
っ
た
磯
田
道
史
は
「
日
本
の
養
子
制
度
は
、
強
い
俸

禄
・
家
格
の
世
襲
制
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
階
層
移
動
を
極
少
化
し
、
基
本
的

に
は
、
世
襲
身
分
制
社
会
の
安
定
装
置
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
」
と
の
結
論
を
出
し
た
が
、「
重
要
な
例
外
を
可
能
に
し
た
点
で
は
、
養
子

の
階
層
流
動
化
機
能
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
個
人
レ

ベ
ル
の
移
動
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
）
4
（

。

　
身
分
移
動
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
「
御
家
人
株
」
の
売
買
が
挙
げ
ら
れ
る
。

江
戸
幕
府
の
幕
臣
で
あ
る
御
家
人
の
身
分
は
物
権
化
さ
れ
て
売
買
の
対
象
と
な

り
、「
御
家
人
株
」
と
称
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
幕
末
勘
定
奉
行
と
し
て
活
躍

し
た
川
路
聖
謨
は
卑
賤
の
出
自
で
あ
っ
た
が
、
御
家
人
で
あ
る
「
御
徒
」
の
株

を
買
っ
て
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

(11)043
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御
家
人
株
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
馬
場
憲
一
）
5
（

、

口
豊
治
）
6
（

、
吉
岡
孝
）
7
（

ら
に
よ

る
一
連
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
八
王
子
千
人
同
心
を
対
象
と
し
た

研
究
で
あ
る
が
、
八
王
子
千
人
同
心
株
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
各
藩
の

下
級
武
士
に
も
売
買
対
象
と
な
る
株
が
あ
っ
た
。
旧
尾
張
藩
御
手
筒
同
心
の
家

で
生
ま
れ
た
新
見
吉
治
は
著
書
『
下
級
士
族
の
研
究
）
8
（

』
の
中
で
、
尾
張
藩
御
手

筒
組
の
同
心
株
譲
り
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　
御
家
人
に
は
、
譜
代
身
分
と
一
代
抱
え
身
分
の
区
別
が
あ
っ
た
。
一
代
抱
え

の
御
家
人
の
場
合
は
、
養
子
縁
組
の
形
式
を
取
ら
な
く
て
も
身
分
の
売
買
が
可

能
で
あ
っ
た
。
一
方
、
旗
本
や
譜
代
御
家
人
の
場
合
は
、
買
い
手
が
売
り
手
と

養
子
縁
組
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
持
参
金
養
子
」
と

い
う
形
式
で
身
分
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
。
持
参
金
目
当
て
の
婚
姻
・
養
子

が
幕
藩
制
社
会
の
最
上
流
階
級
に
属
す
る
大
名
家
に
お
い
て
も
公
然
と
行
わ
れ

て
い
た
）
9
（

。

　
武
士
身
分
の
売
買
の
対
象
は
一
代
抱
え
の
御
家
人
か
ら
譜
代
御
家
人
へ
、
そ

し
て
下
級
旗
本
ま
で
広
が
っ
た
と
い
う
指
摘
）
10
（

が
あ
っ
た
が
、
旗
本
を
対
象
と
し

た
実
証
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
旗
本
の
履
歴

や
家
族
構
成
を
調
べ
る
の
に
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
以
下
、『
寛
政
譜
』
と
略

称
す
る
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。『
寛
政
譜
』
は
江
戸
幕
府
が
幕
臣
を
対
象
に

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
に
編
修
し
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に

完
成
さ
せ
た
系
譜
集
で
あ
る
。小
川
恭
一
は
、
武
士
身
分
の
売
買
に
つ
い
て『
寛

政
譜
』
を
検
討
し
、
実
子
を
隠
し
、
素
性
の
疑
わ
し
い
者
を
養
子
に
迎
え
た
こ

と
で
処
罰
さ
れ
た
旗
本
の
事
例
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
御
目

見
以
上
の
旗
本
に
は
、
御
家
人
株
の
よ
う
な
庶
民
の
売
買
は
な
い
と
の
見
解
を

示
し
た
）
11
（

。

　
確
か
に
、
持
参
金
養
子
は
幕
府
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
旗
本

身
分
の
売
買
を
処
罰
し
た
と
思
わ
れ
る
記
録
が
『
寛
政
譜
』
に
存
在
す
る
こ
と

は
、
旗
本
身
分
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
に
な
ら
な
い
。

『
寛
政
譜
』
は
各
大
名
家
・
旗
本
家
か
ら
の
提
出
記
録
を
も
と
に
、
校
訂
・
編

纂
さ
れ
た
幕
臣
の
総
合
的
な
家
譜
集
成
で
あ
る
。
幕
府
側
か
ら
は
「
一
罰
百

戒
」
の
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
幕
臣
か
ら
は
隠
蔽
の
た
め
に
事
実
を
報
告
し

な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
に
限
ら
ず
、
名
古
屋
・
金
沢
・
仙
台
・

松
山
・
鳥
取
等
の
諸
藩
で
も
、
持
参
金
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
た
。
摘
発
さ
れ
た

偽
籍
養
子
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
12
（

。
ゆ
え
に
、
旗
本
の
身
分
売
買
は

な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
と
は
い
え
、
偽
籍
し
て
旗
本
の
身
分
を
買
っ
た
者
が
摘
発
さ
れ
る
と
幕
府
か

ら
重
い
処
罰
を
受
け
る
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
正
養
子
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
処
罰
に
至
っ
た
か
と
い
う
過
程

は
養
子
に
よ
る
身
分
移
動
の
可
能
性
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
一
、
幕
府
の
養
子
に
関
す
る
法
令
の
変
遷
を
辿
り

な
が
ら
、
幕
府
の
方
針
を
確
認
し
、
第
二
、
旗
本
の
持
参
金
養
子
が
処
罰
さ
れ

た
事
例
を
分
析
し
、
不
正
養
子
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
養
子
制
と

身
分
移
動
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

(12)044
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一
、
幕
府
の
養
子
規
定

　
江
戸
時
代
を
通
し
て
、
嫡
男
へ
の
相
続
は
家
督
相
続
の
大
原
則
で
あ
る
が
、

実
子
の
な
い
場
合
に
は
、
養
子
に
よ
る
相
続
も
認
め
ら
れ
た
。
江
戸
幕
府
は
中

世
末
か
ら
続
い
て
い
る
「
出
願
＝
許
可
制
」
で
家
臣
の
親
族
関
係
を
監
視
す
る

姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。
幕
臣
は
養
子
・
婚
姻
な
ど
の
新
た
な
親
族
関
係
を
成
立

さ
せ
る
た
め
に
は
、
幕
府
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
近
世
の
養
子
制
に
つ
い
て
、
中
田
薫
は
「
徳
川
時
代
の
養
子
法
」
の
中
で
、

養
子
の
目
的
・
種
類
・
条
件
な
ど
に
つ
い
て
法
律
的
な
面
か
ら
詳
細
に
論
じ
て

い
る
。
中
田
薫
は
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
三
月
の
書
付
に
、「
御
家
人
町

人
縁
組
養
子
、
決
而
不
相
成
儀
」
と
い
う
一
条
を
根
拠
に
、
御
家
人
と
い
え
ど

も
、
町
人
を
養
子
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
13
（

。
武
士

の
養
子
は
武
士
身
分
に
限
っ
て
や
り
と
り
さ
れ
る
。
町
人
・
百
姓
な
ど
か
ら
武

士
へ
の
養
子
は
法
令
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
町
人
・
百
姓
と
武
士
と
の

養
子
の
や
り
と
り
を
禁
じ
る
法
令
は
諸
藩
に
も
み
ら
れ
る
。
大
竹
秀
男
に
よ
れ

ば
、
宇
和
島
藩
（
伊
達
家
）
で
は
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
二
月
に
家
中
武

士
が
、
町
人
・
百
姓
を
養
子
に
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
寛
保
三
年
（
一
七
四

三
）
に
は
、
た
と
え
近
親
者
で
も
、
こ
れ
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
）
14
（

。

　
鎌
田
浩
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
武
士
養
子
法
上
の
様
々
な
規
制
の
中
で
、

最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
①
身
分
的
規
制
、
②
族
縁
的
規
制
、

③
勤
務
奉
公
上
の
規
制
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
）
15
（

。

　
こ
こ
で
は
、
幕
府
の
法
令
の
中
か
ら
、
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
令
を
抽
出
し
、

身
分
的
規
制
を
中
心
に
幕
府
の
方
針
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
九
月
の
「
諸
士
法
度
」
の
中
で
養
子
跡
目
の
項
目

で
「
勿
論
筋
目
な
き
も
の
御
許
容
有
ま
し
き
也
）
16
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
筋
目
」
が
養
子
の
基
本
条
件
で
あ
っ
た
。
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
十
二

月
に
、
幕
府
は
養
子
跡
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
申
請
が
あ
れ
ば
許
可
し
て
き

た
が
、
今
後
、
養
子
と
な
る
者
の
先
祖
を
調
べ
、
筋
目
の
な
い
養
子
に
つ
い
て

は
、
家
督
相
続
を
認
め
な
い
と
し
た
）
17
（

。

　
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
八
月
の
「
諸
士
法
度
」
で
は
、
養
子
の
選
定
順
位

が
つ
ぎ
の
よ
う
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
た
。

　

同
姓
之
弟
同
甥
同
従
弟
同
又
甥

又
従
弟
、
此
内
を
以
、
相
應
之
も
の
を

可

、
若
同
姓
於
無
之
は
、
入
聟
娘
方
之
孫
姉
妹
之
子
種
替
り
之
弟
、
此

等
之
者
其
父
之
人
柄
に
よ
り
可
立
之
、
自
然
右
之
内
に
て
も
、
可
致
養
子

者
於
無
之
は
、
達
奉
行
所
、
可
受
差
圖
也
）
18
（

、

　　
鎌
田
浩
は
「
第
一
順
位
は
同
姓
親
類
の
う
ち
で
弟
・
甥
・
従
弟
・
又
甥
・
又

従
弟
、
第
二
順
位
は
入
聟
お
よ
び
娘
方
の
孫
・
姉
妹
の
子
・
種
替
り
の
弟
」
と

定
め
ら
れ
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
順
位
内
に
お
い
て
は
ま
た
、
右
に
記
し
た
順
序
が

考
慮
さ
れ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
）
19
（

。
中
田
薫
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
「
同
姓
」
は

男
系
血
族
を
指
し
、
女
系
血
族
で
あ
る
入
り
婿
お
よ
び
娘
方
の
孫
・
姉
妹
の
子

(13)045
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は
「
異
姓
外
族
」
と
称
さ
れ
る
。「
同
姓
」
の
う
ち
、
弟
・
甥
・
従
弟
ま
で
は

「
親
類
」
で
、
又
甥
・
又
従
弟
ま
で
は
「
遠
類
」
に
属
す
る
）
20
（

。

　
親
類
・
遠
類
お
よ
び
異
姓
外
族
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
適
当
な
候
補
者
が
い

な
い
場
合
は
、「
達
奉
行
所
、
可
受
差
図
也
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
鎌
田

浩
は
「
初
期
に
お
い
て
は
、
候
補
者
を
特
定
し
て
出
願
し
得
る
範
囲
は
、
同
姓

親
で
は
又
従
弟
ま
で
で
あ
る
が
、
異
姓
親
で
は
甥
・
姪
に
と
ど
ま
り
、
他
人
養

子
に
至
っ
て
は
出
願
権
さ
え
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
解
釈
し
、
他
人
養
子
に

つ
い
て
、「
享
保
一
二
年
に
は
、『
親
類
之
内
相
応
之
者
無
之
候
ハ
ゝ
、
御
直
参

之
二
男
三
男
又
ハ
弟
な
と
之
内
、
取
組
候
様
ニ
』
命
じ
、
他
人
養
子
を
公
認
し

て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
）
21
（

。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
服
藤
弘
司
は
「
他
人
養

子
出
願
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
は
な
く
、
他
人
養
子
出

願
の
場
合
は
、
ま
え
も
っ
て
奉
行
所
の
内
意
を
伺
っ
た
う
え
で
、
養
子
願
を
提

出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
規
定
と
解
す
る
）
22
（

」
と
異
議
を
唱
え
た
。

　
服
藤
弘
司
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
寛
文
三
年
令
は
他
人
養
子
を
全
面
的

に
禁
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
姓
親
類
優
先
の
原
則
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
他

人
を
養
子
と
し
て
出
願
す
る
可
能
性
を
残
し
た
。
た
だ
し
、
他
人
養
子
の
出
願

は
、
同
姓
親
類
や
異
姓
外
族
に
候
補
者
が
い
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
勿
論
、

親
類
・
遠
類
な
ど
を
差
し
置
い
て
の
他
人
養
子
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
血
縁

の
繋
が
り
の
な
い
他
人
は
優
先
順
位
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
低
い
が
、
出
願
権
が

全
く
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

　
同
年
の
「
御
旗
本
御
法
度
」
に
、「
一
嫁
娶

養
子
之
儀
付
て
、
貪
た
る
作

法
不
可
仕
事
）
23
（

」
と
い
う
一
条
が
設
け
ら
れ
、
幕
府
は
旗
本
に
対
し
て
財
貨
目
当

て
の
婚
姻
と
養
子
縁
組
を
や
め
る
よ
う
に
注
意
し
た
。
幕
府
法
で
は
、
同
姓
親

が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
実
際
の
養
子
選
定
で
は
、
財
貨
目
当
て
で
優
先
順
位
を

無
視
し
て
養
子
を
選
ぶ
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。

　
幕
府
は
、
親
類
・
遠
類
を
差
し
置
い
て
の
他
人
養
子
を
取
り
締
ま
る
た
め
、

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
八
月
二
十
八
日
に
「
御
定
之
外
之
者
養
子
願
ニ
付
被

仰
渡
」
を
発
し
、
他
人
養
子
の
出
願
手
続
き
を
強
化
し
た
。

　

現
在
養
子
願
之
儀
、
只
今

ハ
御
定
之
外
之
者
、
養
子
に
仕
度
と
被
申
候

仁
有
之
候
得
ハ
、
其
通
書
付
、
直
ニ
養
子
願
之
儀
申
上
候
得
共
、
向
後
ハ

御
定
之
外
之
養
子
願
仕
候
ハ
ゝ
、
親
類
縁
者
御
定
之
内
、
養
子
可
仕
者
無

御
座
候
段
、
先
願
之
儀
申
上
得
二

御
差
圖
を
一

、
其
以
後
養
子
に
仕
度
仁

名
書
上
候
様
に
と
、
土
井
能
登
守
殿
被
仰
渡
候
以
上
）
24
（

、

　　
服
藤
弘
司
は
、「
こ
の
法
令
に
い
う
『
御
定
之
外
之
者
』
と
は
、
寛
文
三
年

八
月
令
で
、
養
子
の
順
位
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
第
一
順
位
第
一
位
の
同
姓
の
弟

以
下
、
第
二
順
位
最
後
の
種
替
り
の
弟
ま
で
の
、
そ
の
順
位
が
明
記
さ
れ
た
者

以
外
の
者
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
令
に
い
う
『
御
定

之
外
之
者
』
と
は
、
寛
文
三
年
八
月
令
で
は
、
奉
行
所
に
願
い
出
、
指
図
を
う

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
範
囲
の
者
で
あ
っ
た
）
25
（

」
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
服
藤
弘
司
の
指
摘
通
り
に
、
こ
れ
は
寛
文
三
年
八
月
令
に
定
め
た
養
子
資
格

(14)046
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外
の
者
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
以
前
、
他
人
養
子
を
願
う
際
に
、
希
望
す
る

者
の
名
を
書
き
記
し
て
提
出
さ
せ
た
が
、
今
後
、
親
類
・
遠
類
な
ど
の
内
に
候

補
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
届
け
出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
許
可
を
得
た

上
で
、
は
じ
め
て
希
望
す
る
者
の
名
が
記
さ
れ
た
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
認

め
る
。
こ
の
改
定
で
わ
か
る
よ
う
に
、
親
類
・
遠
類
が
い
る
場
合
に
は
、
他
人

養
子
の
出
願
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　
十
八
世
紀
に
な
っ
て
も
、
持
参
金
の
風
潮
が
や
ま
ず
、
幕
府
法
に
よ
る
優
先

順
位
が
依
然
と
し
て
厳
守
さ
れ
な
か
っ
た
。
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
四
月
十

五
日
に
公
布
さ
れ
た
「
武
家
諸
法
度
」
の
中
で
、
継
嗣
に
関
す
る
条
項
に
次
の

「
附
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

附
、
同
姓
の
中
繼
嗣
た
る
へ
き
も
の
な
き
に
お
ゐ
て
は
、
舊
例
に
准
し
て
、

異
姓
の
外
族
を

ミ
て
言
上
す
へ
し
、
近
世
の
俗
、
繼
嗣
を
定
む
る
事
、

或
は
我
族
類
を
問
す
し
て
、
其
貨
財
を
論
す
る
に
至
る
、
人
の
道
た
る
か

く
の
こ
と
く
な
る
へ
か
ら
す
、
自
今
以
後
、
嚴
に
禁
絶
す
へ
き
事
）
26
（

、

　　
幕
府
は
同
姓
親
類
優
先
の
原
則
を
無
視
し
、
も
っ
ぱ
ら
持
参
金
に
よ
っ
て
養

子
を
決
定
す
る
風
潮
に
対
し
て
、
今
後
厳
禁
す
べ
き
と
命
じ
た
。
同
姓
親
類
に

適
当
な
養
子
候
補
が
い
な
い
場
合
に
は
、
異
姓
の
外
族
も
認
め
た
が
、
同
姓
親

類
を
差
し
置
い
て
の
出
願
は
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
の
「
覚
」

で
は
、
幕
府
は
親
類
・
遠
類
を
差
し
置
い
て
の
他
人
養
子
を
容
認
す
る
に
至
っ

た
。

　

　
　
　
　
　
　
　
覚

親
類
遠
類
之
内
、
養
子
に
可
仕
者
有
之
候
處
ニ
、
其
者
を
差
置
、
他
人
を

聟
養
子
ニ
願
候
ハ
ゝ
、
至
其
時
吟
味
之
上
に
、
わ
け
立
候
願
ニ
候
ハ
ゝ
、

親
類
遠
類
之
内
を
差
置
、
願
之
通
他
人
を
聟
養
子
ニ
可
被
　
仰
付
候
、
譯

ヶ
立
不
申
願
ニ
候
ハ
ゝ
、
相
叶
申
間
敷
事
）
27
（

、

　　
他
人
養
子
の
出
願
は
、
親
類
・
遠
類
の
内
に
候
補
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
を

前
提
と
し
た
が
、
宝
永
七
年
令
で
は
、
親
類
・
遠
類
が
存
在
し
て
も
、
相
応
の

理
由
が
あ
れ
ば
、
他
人
を
婿
養
子
と
し
て
出
願
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
幕
府
は

特
例
と
し
て
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
出
願
す
る
側
か
ら
み
れ
ば
、
以
前
よ

り
出
願
し
や
す
く
な
っ
た
。

　
八
代
将
軍
吉
宗
が
同
姓
親
族
優
先
の
原
則
を
継
承
し
た
。
享
保
四
年
（
一
七 

一
九
）
三
月
二
十
五
日
に
公
布
さ
れ
た
養
子
規
定
は
つ
ぎ
の
内
容
で
あ
っ
た
。

　

　
（
１
）

養
子
願
之
儀
、
續
無
之
候
共
、
元
来
一
家
ニ
而

當
時
取
替
ニ
も
致
候
程
之

内
ニ
而

相
應
之
者
を
可
相
願
筈
ニ
候
間
、
向
後
ハ
養
子
願
之
時
、
親
類
書

差
出
候
節
、
右
一
家
之
内
存
寄
之
者
於
無
之
ハ
、
其
品
書
替
可
申
事
、

　
（
２
）

(15)047
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一
他
人
を
聟
養
子
ニ
致
候
ハ
ゝ
、
同
姓
之
内
養
子
ニ
可
致
相
應
之
者
無
之

時
之
儀
ニ
候
間
、
同
姓
を
差
置
、
他
人
を
聟
養
子
ニ
願
申
間
敷
候
、
然
共

同
姓
之
内
養
子
ニ
可
仕
筈
之
者
、
病
身
か
又
ハ
何
卒
存
寄
有
之
ニ
お
ゐ
て

ハ
、
其
譯
を
立
、
他
人
を
聟
養
子
ニ
願
候
ハ
格
別
之
事
、

　
（
３
）

一
總
而

養
子
之
儀
、
同
姓
相
應
之
者
を

ひ
、
若
於
無
之
ハ
、
由
緒
を
正

し
願
候
様
ニ
と
の
事
、
御
條
目
ニ
も
有
之
候
間
、
右
二
ケ
條
之
趣
彌
相
心

得
可
申
事
）
28
（

、

　　
中
田
薫
は
「
徳
川
時
代
の
養
子
法
」
の
中
で
、「
養
子
の
場
合
の
同
姓
は
元

来
男
系
血
族
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
世
に
は
血
族
関
係
が
不
明
で
あ

つ
て
も
、
同
一
姓
名
を
乗
り
、
而
も
互
に
交
際
を
な
す
間
柄
を
も
、
同
姓
と
称

す
る
に
至
つ
た
た
め
、
同
姓
の
中
に
、
続
有
る
も
の
と
続
無
き
も
の
と
の
、
二

を
生
ず
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
第
一
条
の
「
一
家
」
を
広
義

の
同
姓
と
解
釈
し
て
い
る
）
29
（

。

　
第
一
条
で
は
、
続
き
が
不
明
で
あ
っ
て
も
、
同
姓
の
者
で
付
き
合
い
も
あ
れ

ば
同
姓
親
類
と
見
な
さ
れ
、
養
子
出
願
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
養
子
を
願

う
際
に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
親
類
書
に
そ
の
事
情
を
書
き
記
す
こ
と

は
義
務
付
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
法
令
に
つ
い
て
、
鎌
田
浩
）
30
（

は
、
養
子
の
選
定
範
囲
の
拡
大
と
主
張
し
て

い
る
が
、
服
藤
弘
司
は
「
吉
宗
が
、
こ
の
法
令
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
む
し

ろ
第
三
条
で
指
摘
さ
れ
た
、
お
よ
そ
養
子
取
組
で
は
、
同
姓
優
先
の
基
本
原
則

を
厳
格
に
励
行
し
、
血
筋
の

が
ら
な
い
他
姓
養
子
は
、
あ
く
ま
で
同
姓
親
族

に
適
当
者
が
存
し
な
い
例
外
的
な
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

っ
た
」
と
解
釈
し
、「
吉
宗
は
、
旗
本
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い

る
『
武
家
諸
法
度
』
の
規
定
（
第
一
二
条
）
を
引
用
し
、
最
近
と
く
に
紊
乱
の

甚
だ
し
い
養
子
制
度
に
つ
き
、
旗
本
に
対
し
強
い
反
省
を
促
し
た
と
い
う
の
が

享
保
四
年
三
月
令
の
主
た
る
狙
い
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
法
令
は
、
従
来

の
養
子
許
可
範
囲
を
改
定
し
、
そ
の
拡
大
を
図
ら
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
31
（

。

　
服
藤
弘
司
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
幕
府
の
狙
い
は
養
子
範
囲
の
拡
大
で
は
な

く
、
由
緒
も
な
い
者
を
養
子
に
す
る
な
ど
の
不
正
が
な
い
よ
う
に
、
同
姓
親
類

優
先
の
原
則
を
強
調
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
第
二
条
に
、
婿
養
子
出
願
の
際
の
理
由
に
つ
い
て
「
病
身
か
又
ハ
何
卒
存
寄

有
之
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
奉
公
困
難
の
者
に
対
す
る
配
慮
か

ら
他
人
養
子
を
許
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
病
身
」
と
偽
っ
て
他
人

養
子
の
許
可
を
得
よ
う
と
す
る
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
、
畔
柳
助
九
郎
組
の
御
中
間
高
橋
吉
大
夫
が

持
参
金
目
的
で
実
子
を
排
除
し
て
養
子
契
約
を
し
た
と
し
て
幕
府
に
処
罰
さ
れ

た
。
こ
の
一
件
を
う
け
、
幕
府
は
譜
代
身
分
の
幕
臣
に
対
し
て
、
金
銀
に
基
づ

く
養
子
契
約
を
し
て
は
い
け
な
い
と
厳
重
に
注
意
し
、
役
人
に
対
し
て
今
後
怠

り
の
な
い
よ
う
に
養
子
を
審
査
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
達
し
に
は
「
尤
養
子
取
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組
候
義
ハ
、
親
類
之
内
相
應
之
者
無
之
候
ハ

、
御
直
参
之
二
男
三
男
又
ハ
弟

な
と
之
内
、
取
組
候
様
ニ
）
32
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
法
令
の
目
的
は
、
幕
臣
同

士
の
養
子
縁
組
を
励
行
し
、
町
人
・
百
姓
な
ど
素
性
の
疑
わ
し
い
者
を
養
子
に

迎
え
る
な
ど
の
不
正
を
糺
す
こ
と
で
あ
る
。
金
銀
に
基
づ
く
養
子
契
約
に
つ
い

て
、
一
代
限
り
の
「
御
抱
席
」
の
者
は
、「
各
別
」
と
し
て
取
り
締
ま
り
の
対

象
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。

　
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
の
達
し
で
は
、
出
願
者
の
親
類
で
あ
れ
ば
、
陪

臣
・
浪
人
か
ら
幕
臣
へ
の
養
子
は
認
め
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の

内
容
で
あ
る
。

　

　
　
　
　
【
四
月
令
】

　
他
人
養
子
ニ
仕
候
儀
、
陪
臣
浪
人
之
子
御
直
参
ニ
親
類
有
之
候
共
、
御

　
直
参
筋
之
者
ニ
て
無
之
候
ハ
ゝ
、
難
叶
候
）
33
（

、

　
　
　
　
【
十
月
令
】

　
　
　
　
（
１
）

　
他
人
養
子
仕
候
儀
、
陪
臣
浪
人
之
子
御
直
参
ニ
親
類
有
之
候
共
、
願
候

　
當
人
之
親
類
ニ
て
無
之
候
は
、
難
叶
候
、

　
　
　
　
（
２
）

　
　
　
續
ヲ
以
手
前
え
養
子
願
候
事

一
陪
臣
浪
人
ニ
て
も
、
妻
之
従
弟
違
又
従
弟
等
ハ
養
子
願
取
上
候
事
）
34
（

、

　

　
四
月
令
で
は
、
江
戸
幕
府
は
幕
臣
の
他
人
養
子
に
な
る
べ
き
陪
臣
・
浪
人
の

子
は
、
幕
臣
の
筋
目
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
た
。
た
と
え
幕

臣
に
親
類
が
い
て
も
、
出
願
者
の
親
類
で
な
け
れ
ば
、
陪
臣
・
浪
人
の
子
を
他

人
養
子
と
し
て
出
願
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
。
十
月
令
で
は
、
出
願
者
の

妻
方
の
親
類
に
つ
い
て
も
認
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
こ
の
規
定
は
後
に
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
九
月
、
同
年
十
月
、
宝
暦
七

年
（
一
七
五
七
）
十
一
月
の
三
度
に
わ
た
っ
て
修
正
さ
れ
、
父
方
の
又
従
弟
ま

で
と
限
定
さ
れ
た
。
元
文
元
年
九
月
令
で
は
、
幕
府
は
「
畢
竟
御
直
参
之
次
男

三
男
等
片
付
之
た
め
）
35
（

」
と
い
う
理
由
で
、
妻
方
の
親
類
か
ら
の
養
子
を
不
許
可

と
し
た
。
幕
府
は
養
子
先
が
見
つ
か
ら
ず
幕
臣
の
二
男
・
三
男
が
増
え
た
状
況

を
重
く
受
け
止
め
、
幕
臣
の
二
男
・
三
男
の
養
子
先
を
確
保
す
る
た
め
に
、
陪

臣
・
浪
人
か
ら
の
養
子
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
月
の
達
し
で
は
、

「
願
候
當
人
之
親
類
と
有
之
は
、
又
従
弟

之
事
候
）
36
（

」
と
、
親
類
の
範
囲
を
又

従
弟
ま
で
と
限
定
し
た
。
さ
ら
に
、
宝
暦
七
年
十
一
月
の
達
し
は
、「
向
後
は

實
母
方
之
續
ニ
て
は
、
陪
臣
浪
人
は
養
子
願
難
成
候
）
37
（

」
と
あ
り
、
そ
れ
ま
で
認

め
て
い
た
母
方
の
親
類
か
ら
の
出
願
を
不
許
可
と
し
た
。
明
和
六
年
（
一
七
六

九
）
十
二
月
二
十
九
日
令
）
38
（

で
は
、
元
文
元
年
十
月
令
に
定
め
た
父
方
親
類
の
範

囲
で
あ
る
「
又
従
弟

」
に
つ
い
て
、「
尤
又
甥
も
右
同
様
之
事
」
と
し
て

「
又
甥
」
も
含
ま
れ
る
旨
を
示
し
て
い
る
。

　
鎌
田
浩
は
、
陪
臣
・
浪
人
か
ら
幕
臣
へ
の
他
人
養
子
を
容
認
し
た
享
保
十
八

年
（
一
七
三
三
）
令
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
令
を
親
類
に
限
っ
て
の
身
分

(01)049
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規
制
の
緩
和
と
し
て
捉
え
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
の
御
目
見
以
下
か
ら
以

上
へ
の
養
子
規
定
に
つ
い
て
も
、
幕
府
の
緩
和
策
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
）
39
（

。

　
確
か
に
、
享
保
十
八
年
に
出
さ
れ
た
陪
臣
・
浪
人
か
ら
の
養
子
を
容
認
す
る

規
定
に
よ
り
、
身
分
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
宝
暦
八
年
令

に
つ
い
て
は
、
緩
和
策
と
し
て
捉
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
宝
暦
八
年
十
一

月
令
の
内
容
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　

御
目
見
以
上
之
者
え
、
只
今

は
　
御
目
見
以
下
よ
り
も
養
子
相
願
候

得
共
、
向
後
　
御
目
見
以
下
よ
り
は
親
類
之
外
他
人
養
子
は
難
成
候
、

　
但
、
右
親
類
と
有
之
は
、
又
従
弟

之
事
候
）
40
（

、

　　
幕
府
は
そ
れ
ま
で
許
可
し
て
い
た
御
目
見
以
下
か
ら
以
上
へ
の
養
子
縁
組
を

規
制
し
、
親
類
の
み
許
可
し
た
。
こ
れ
は
、
親
類
優
先
の
原
則
と
身
分
規
制
を

両
立
さ
せ
る
た
め
の
折
衷
策
で
あ
ろ
う
。
そ
の
狙
い
は
親
類
優
先
の
原
則
を
強

化
す
る
た
め
で
は
な
く
、
御
目
見
以
下
か
ら
以
上
へ
の
養
子
を
規
制
す
る
た
め

で
あ
る
。
同
年
十
一
月
に
は
、
御
目
見
以
下
の
御
家
人
で
も
上
下
格
の
者
で
あ

れ
ば
、
禄
高
の
低
い
御
目
見
以
上
の
旗
本
の
養
子
と
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

　
持
参
金
養
子
を
禁
じ
る
幕
府
の
法
令
は
幕
末
ま
で
続
い
た
。
安
永
三
年
（
一

七
七
四
）、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
と
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
三
度
に
わ

た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
功
を
奏
し
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

天
保
七
年
）
41
（

の
法
令
で
は
、
養
子
縁
組
だ
け
で
は
な
く
、
女
子
縁
組
を
も
禁
止
の

対
象
と
し
た
。
さ
ら
に
、
嘉
永
六
年
）
42
（

の
禁
令
は
、
今
後
の
養
子
縁
組
は
持
参
金

な
し
で
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。

　　
以
上
、
幕
府
の
養
子
規
定
の
変
遷
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
幕

府
の
方
針
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　
近
世
の
武
士
養
子
法
に
は
同
姓
親
類
優
先
と
身
分
相
応
の
二
つ
の
大
原
則
が

あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
こ
れ
ら
の
原
則
が
緩
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
江
戸
初
期
に
お
い
て
、
養
子
選
定
の
順
位
は
、
①
同
姓
親
類
、
②
同
姓
遠
類
、

③
異
姓
外
族
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
内
に
適
当
な
者
が
い
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
他
人
養
子
の
出
願
も
許
可
さ
れ
た
。
十
八
世
紀
に
入
る
と
、
親
類
・
遠
類

が
存
在
し
な
が
ら
の
他
人
養
子
の
出
願
が
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
府

は
同
姓
親
類
を
第
一
順
位
と
規
定
し
な
が
ら
も
、
特
例
と
し
て
血
縁
の

が
り

の
な
い
他
人
養
子
の
出
願
権
を
大
幅
認
め
た
。
結
果
的
に
は
、
養
子
選
定
に
お

け
る
同
姓
親
類
の
絶
対
的
な
優
位
が
低
い
選
定
順
位
に
あ
る
は
ず
の
他
人
養
子

の
出
願
権
の
質
的
変
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

　
身
分
相
応
の
原
則
に
つ
い
て
、
江
戸
初
期
と
中
期
で
は
大
き
な
違
い
が
み
ら

れ
た
。
幕
臣
は
幕
臣
同
士
で
し
か
養
子
縁
組
が
で
き
な
い
と
い
う
初
期
の
身
分

的
規
制
は
、
享
保
期
を
境
に
陪
臣
・
浪
人
か
ら
の
養
子
を
容
認
し
た
こ
と
で
緩

和
さ
れ
た
。
幾
度
か
の
改
正
に
よ
り
、
最
終
的
に
父
方
の
又
従
弟
ま
で
の
親
類

に
限
ら
れ
た
と
は
い
え
、
陪
臣
・
浪
人
か
ら
幕
臣
へ
の
養
子
の
道
が
開
か
れ
た

こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
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二
、
諸
旗
本
家
の
処
罰
事
例

　
幕
府
に
よ
る
禁
令
と
は
裏
腹
に
、
持
参
金
養
子
が
流
行
し
、
幕
府
が
定
め
た

同
姓
優
先
や
身
分
相
応
の
相
続
原
則
が
守
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

御
家
人
株
の
よ
う
に
、
百
姓
や
町
人
な
ど
非
武
士
身
分
の
者
が
武
士
の
家
を
継

ぐ
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
元
の
身
分
の
ま
ま
で
は
で
き
な
い
の
で
、

偽
籍
が
必
要
で
あ
っ
た
。
大
名
家
で
す
ら
幕
府
の
養
子
規
定
を
厳
守
し
て
い
な

か
っ
た
。
大
森
映
子
は
著
書
『
お
家
相
続
　
大
名
家
の
苦
闘
』
の
中
で
非
公
式

な
相
続
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
系
図
上
の
操
作
を
行
っ
た
事
例
を
多
く
取
り
上

げ
て
い
る
）
43
（

。
近
親
者
を
偽
る
の
に
、「
入い

れ
こ子

」
と
い
う
偽
籍
の
方
法
が
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
実
子
の
代
わ
り
に
、
他
人
の
子
を
そ
っ

と
入
れ
替
え
る
こ
と
が
多
い
。
大
名
の
当
主
が
十
七
歳
未
満
で
亡
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
末
期
養
子
が
許
さ
れ
ず
、
家
の
断
絶
の
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
亡
く
な
っ
た
実
子
の
代
わ
り
に
養
子
を
迎
え
、
さ
も
実
子
が
生
き
て
い

る
か
の
よ
う
に
「
入
子
」
を
利
用
し
た
。
家
の
断
絶
を
避
け
る
た
め
に
用
い
ら

れ
た
こ
の
「
入
子
」
と
い
う
偽
籍
方
法
は
身
分
売
買
を
目
的
と
す
る
持
参
金
養

子
に
も
利
用
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
持
参
金
養
子
は
幕
府
か
ら
許
可
を
得
て

成
立
す
る
公
的
な
養
子
縁
組
で
は
な
く
、
私
的
な
養
子
契
約
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　
以
下
は
、
不
正
養
子
の
存
在
が
確
認
で
き
る
旗
本
の
処
罰
事
例
を
み
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

　　
１
、
寛
文
年
間
の
処
罰
事
例

　
ま
ず
は
、
明
確
に
持
参
金
養
子
と
は
証
明
で
き
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
も
排

除
で
き
な
い
事
例
を
養
子
の
身
分
の
問
題
を
考
え
る
上
の
参
考
と
し
て
挙
げ
る
。

　
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
十
一
月
二
十
七
日
に
、
賭
博
の
罪
で
多
く
の
幕
臣

が
幕
府
に
処
罰
さ
れ
た
。
納
戸
番
の
梶
川
三
左
衛
門
、
大
番
の
梶
川
甚
五
左
衛

門
と
小
普
請
神
保
弥
兵
衛
の
三
人
は
遠
島
に
処
せ
ら
れ
、
小
普
請
の
岩
間
勘
左

衛
門
は
子
の
八
十
郎
と
六
十
郎
と
共
に
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
、
神
保
弥
兵
衛
の
子

弥
三
郎
、
小
普
請
の
五
十
嵐
兵
左
衛
門
、
朝
比
奈
甚
左
衛
門
の
三
人
は
追
放
と

な
っ
た
）
44
（

。

　
こ
の
一
件
で
、
梶
川
三
左
衛
門
は
養
子
左
門
を
実
子
と
偽
り
、
神
保
弥
兵
衛

も
養
子
弥
三
郎
を
実
子
と
偽
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。『
寛
政
譜
』
に
よ
れ
ば
、

梶
川
家
と
神
保
家
は
両
方
と
も
徳
川
家
康
の
時
か
ら
臣
従
し
た
旗
本
の
家
柄
で

あ
る
。
梶
川
三
左
衛
門
の
養
子
左
門
は
賭
博
の
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
三

左
衛
門
の
実
子
と
偽
っ
た
こ
と
が
露
顕
し
た
た
め
、
津
軽
越
中
守
信
政
に
預
け

ら
れ
た
。
左
門
の
出
自
に
つ
い
て
、「
実
は
某
氏
の
男
）
45
（

」
と
曖
昧
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
旗
本
の
養
子
に
相
応
し
い
身
分
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　
一
方
、
追
放
と
な
っ
た
神
保
弥
兵
衛
の
養
子
弥
三
郎
は
寛
文
元
年
（
一
六
六

一
）
六
月
八
日
に
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
に
御
目
見
を
し
、
寛
文
三
年
（
一
六
六

三
）
十
一
月
十
九
日
に
大
番
に
列
し
て
い
る
）
46
（

。
神
保
弥
兵
衛
が
弥
三
郎
を
養
子

に
し
た
の
は
寛
文
元
年
六
月
八
日
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
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な
ら
ば
、
御
目
見
は
旗
本
が
将
軍
に
謁
見
す
る
儀
式
で
あ
り
、
そ
の
後
の
入
れ

替
わ
り
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
寛
政
譜
』
で
は
弥
三
郎
の
出

自
に
関
す
る
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
。

　
左
門
と
弥
三
郎
の
二
人
は
旗
本
家
の
存
続
の
た
め
に
「
入
子
」
に
な
っ
た
と

い
う
可
能
性
は
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
由
緒
正
し
い
身
分
で
あ
る

証
拠
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
素
性
の
疑
わ
し
い
左
門
と
弥
三
郎
は
持
参
金

に
よ
っ
て
養
子
と
な
っ
た
可
能
性
が
す
て
き
れ
な
い
。

　　
２
、
元
禄
年
間
の
処
罰
事
例

　『
徳
川
実
紀
』
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
二
月
十
八
日
条
に
、
持
参
金
養

子
に
関
す
る
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

○
十
八
日
小
十
人
組
三
浦
十
郎
兵
衛
某
養
子
の
事
に
よ
り
。
上
を
偽
り
欺

け
る
の
み
な
ら
ず
。
財
寶
を
貧
（
マ
マ
）り
し
と
て
遠
流
せ
ら
れ
。
新
番
高
木
六
兵

衛
某
。
高
木
左
太
郎
某
こ
れ
を
周
旋
せ
り
と
て
。
同
じ
く
遠
流
せ
ら
る
。

其
他
連
累
の
も
の
多
し
。
六
兵
衛
某
が
子
源
右
衛
門
某
は
寄
合
山
名
彈
正

隆
豐
に
預
ら
る
。
左
太
郎
某
子
新
次
郎
某
。
藏
之
助
某
は
九
鬼
万
之
助

直
に
預
ら
る
）
47
（

。

　　
小
十
人
組
の
三
浦
十
郎
兵
衛
は
持
参
金
養
子
を
し
た
と
し
て
遠
島
に
処
せ
ら

れ
た
。
新
番
の
高
木
六
兵
衛
と
子
の
左
太
郎
は
、
三
浦
十
郎
兵
衛
の
養
子
縁
組

を
仲
介
し
た
と
し
て
同
じ
く
遠
島
と
な
っ
た
。

　『
寛
政
譜
』
の
「
高
木
六
兵
衛
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
浪
人
星
野
八
左
衛
門
は

子
の
万
五
郎
を
三
浦
十
郎
兵
衛
の
養
子
に
す
る
た
め
、
万
五
郎
を
松
平
大
和
守

の
家
臣
小
笠
原
次
郎
兵
衛
の
三
男
と
偽
っ
た
）
48
（

。

　
こ
の
偽
籍
工
作
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
元
禄
十
四
年
に
は
、
浪
人
の
子

を
旗
本
の
養
子
に
す
る
の
は
違
法
と
さ
れ
た
が
、
陪
臣
か
ら
旗
本
へ
の
養
子
は

許
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　　
３
、
享
保
年
間
の
処
罰
事
例

　
（
１
）
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
四
月
七
日
の
処
罰
事
例

　
江
戸
時
代
の
人
物
や
風
俗
や
制
度
を
知
る
の
に
、
随
筆
を
参
考
資
料
と
し
て

取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
田
村
鳶
魚
が
編
纂
し
た
『
未
刊
随
筆
百
種
』

の
中
に
「
楓
林
腐
草
」
と
い
う
随
筆
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
楓
林
子
と

い
う
人
物
で
あ
る
。
こ
の
随
筆
に
つ
い
て
、
明
治
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
坂
田

諸
遠
（
一
八
一
〇
〜
一
八
九
七
）
は
「
大
に
当
時
を
察
知
す
る
の
準
縄
と
見

つ
（
マ
マ
）

べ
き
も
す
く
な
か
ら
ず
）
49
（

」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
四
月
二
十
一
日
に
、
吉
宗
の
御
落
胤
と
称
し
て

浪
人
を
集
め
て
い
た
天
一
坊
改
行
と
い
う
山
伏
が
幕
府
に
捕
ら
え
ら
れ
、
獄
門

に
な
っ
た
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
一
件
の
判
決
が
「
楓
林
腐
草
」
の
中
で
詳
細

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
持
参
金
養
子
に
関
す
る
判
決
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

る
。

　

　
　
　
覚

江
戸
払
　
　
　
　
　
　
浪
　
人
　
　
　
　
　
伊 

藤 

佐 

太 

夫

諏
訪
若
狭
守
組
　
　
　
遠
　
島
　
　
　
　
　
亀
田
弥
一
右
衛
門

浪
　
人
　
　
　
　
　
　
死
　
罪
　
　
　
　
　
三 

浦 

平 

八 

郎

松
平
阿
波
守
組
　
　
　
死
　
罪
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
久
　
平

御
本
丸
御
切
手
番
佐
山
庄
右
衛
門
組
同
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
追
放
　
　
　
　
　
山
　
崎
　
庄
　
八

松
平
阿
波
守
組
　
　
　
御
構
無
レ

之
　
　
　 
大 
山 

善 

五 

郎

山
崎
八
右
衛
門
組
御
小
人
御
扶
持
方
被
レ

下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
敲
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
半
右
衛
門

諏
訪
若
狭
守
組
　
　
　
死
　
罪
　
　
　
　
　
西 

山 

弥 

七 
郎

所
　
払
　
　
　
　
　
　
浪
　
人
　
　
　
　
　
曲
淵
　
政
右
衛
門

浪
人
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
払
　
　
　
　
　
大
　
竹
　
幸
　
八

松
平
阿
波
守
組
　
　
　
死
　
罪
　
　
　
　
　
坂
　
本
　
十
　
蔵

諏
訪
若
狭
守
組
　
　
　
追
　
放
　
　
　
　
　
金
　
井
　
庄
　
七

板
倉
下
野
守
同
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
野
　
平
右
衛
門

板
倉
下
野
守
同
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
野
　
八
右
衛
門

諏
訪
若
狭
守
組
　
　
　
切
　
腹
　
　
　
　
　
成
　
田
　
数
　
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
島
　 

数
馬
忰  

 

成 

田 

平 

八 

郎 

　
　
　

大
久
保
甚
右
衛
門
組
　
遠
　
島
　
　
　
　
　
児
島
　
八
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　 

八
右
衛
門
子  

同
　
　
　
源
　
八
　
　
　
　 

右
衛
門
督
殿
小
十
人
津
田
平
四
郎
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
　
門
　
　
　
　
　
安 

藤 

儀 

兵 

衛

大
久
保
甚
右
衛
門
組
　
閉
　
門
　
　
　
　
　
城
　
藤
　
三
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
島
六
郎
右
衛
門

　
右
者
養
子
の
事
ニ
付
、
右
手
伝
候
者
共
御
仕
置
被
二

仰
付
一

候
、
た
と

へ
バ
金
子
八
十
両
と
り
養
子
ニ
仕
、
又
先
ヘ
六
十
両
に
て
遣
、
其
迹
へ
又

金
子
と
り
、
養
子
仕
候
様
成
ル
事
仕
候
よ
し
、
夫
故
事
や
ぶ
れ
如
レ

右
成

候
よ
し
、

　　
享
保
十
九
寅
四
月
七
日
）
50
（

　　
上
記
の
面
々
は
不
正
の
養
子
縁
組
に
関
わ
っ
た
と
し
て
幕
府
に
処
罰
さ
れ
た
。

小
普
請
諏
訪
若
狭
守
組
と
松
平
阿
波
守
組
で
合
わ
せ
て
四
件
の
不
正
養
子
が
発

覚
し
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
西
山
弥
七
郎
（
小
普
請
諏
訪
若
狭
守
組
）

　
西
山
弥
七
郎
は
金
を
借
り
る
た
め
に
、
浪
人
の
中
村
市
兵
衛
を
従
弟
に
し
、

養
子
に
す
る
約
束
を
交
わ
し
、
市
兵
衛
か
ら
持
参
金
を
受
け
取
っ
た
。

　
②
成
田
数
馬
（
小
普
請
諏
訪
若
狭
守
組
）

　
成
田
数
馬
は
御
徒
児
島
八
右
衛
門
の
従
弟
で
あ
る
服
部
新
右
衛
門
を
養
子
に
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す
る
際
に
、
新
右
衛
門
を
従
弟
の
中
島
江
右
衛
門
の
二
男
に
し
た
後
に
、
頭
へ

養
子
願
を
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
馬
の
親
類
か
ら
差
し
支
え
が
あ
っ
た
た

め
、
数
馬
は
新
右
衛
門
が
死
亡
し
た
と

の
報
告
を
し
て
養
子
願
書
を
取
り
戻

し
た
。
成
田
数
馬
は
服
部
新
右
衛
門
を
養
子
に
す
る
こ
と
で
児
島
八
右
衛
門
と

持
参
金
の
約
束
を
交
わ
し
て
い
た
た
め
、
な
ん
と
し
て
も
服
部
新
右
衛
門
を
養

子
に
迎
え
た
い
。
数
馬
は
新
右
衛
門
を
同
組
の
三
浦
平
八
郎
の
弟
と
偽
り
、
名

を
平
次
郎
と
改
め
て
再
び
養
子
願
書
を
提
出
し
た
。

　
養
子
縁
組
の
際
に
、「
判
元
見
届
」
と
い
う
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
養
子
を
迎
え
る
者
は
養
子
候
補
を
連
れ
て
役
人
の
所
へ
出
向
き
、
お

互
い
に
養
子
縁
組
の
意
思
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
一
回
目
の
「
判
元
見
届
」
の
時
に
、
数
馬
は
服
部
新
右
衛
門
を
中
島
江
右

衛
門
の
二
男
と
し
て
披
露
し
た
た
め
、
二
回
目
に
は
同
じ
よ
う
に
披
露
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
数
馬
は
児
島
八
右
衛
門
の
総
領
の
源
八
を
養
子
候
補

の
平
次
郎
と
し
て
披
露
し
た
。

　
③
亀
田
弥
一
右
衛
門
（
小
普
請
諏
訪
若
狭
守
組
）

　
亀
田
弥
一
右
衛
門
の
場
合
は
、
実
子
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
を
借
り

る
た
め
、
三
浦
平
八
郎
、
柴
田
久
平
、
坂
本
十
蔵
と
相
談
し
、
浪
人
伊
藤
佐
太

夫
を
自
分
の
弟
に
し
、
そ
の
う
え
、
養
子
縁
組
に
取
り
組
み
、
持
参
金
を
受
け

取
っ
た
。

　
④
坂
本
十
蔵
（
小
普
請
松
平
阿
波
守
組
）

　
坂
本
十
蔵
は
亀
田
弥
一
右
衛
門
同
様
に
、
実
子
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

金
を
借
り
る
た
め
、
柴
田
久
平
、
金
井
庄
七
、
三
浦
平
八
郎
と
相
談
し
、
浪
人

大
竹
幸
八
を
自
分
の
弟
に
し
、
そ
の
う
え
、
養
子
縁
組
を
し
、
持
参
金
を
受
け

取
っ
た
。
さ
ら
に
、
坂
本
十
蔵
は
西
山
弥
七
郎
、
亀
田
弥
一
右
衛
門
の
養
子
縁

組
に
も
不
実
の
証
文
に
加
判
し
、
世
話
し
た
見
返
り
に
配
分
金
を
受
け
取
っ
た
。

　
以
上
の
四
件
は
い
ず
れ
も
偽
籍
工
作
に
よ
る
不
正
養
子
で
あ
っ
た
。
西
山
弥

七
郎
、
亀
田
弥
一
右
衛
門
、
坂
本
十
蔵
の
三
人
は
金
を
借
り
る
た
め
に
持
参
金

養
子
を
し
た
。
亀
田
弥
一
右
衛
門
と
坂
本
十
蔵
は
正
当
な
相
続
者
で
あ
る
実
子

が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
持
参
金
目
的
で
、
浪
人
と
養
子
契
約
を
し
た
。
不

正
の
養
子
縁
組
を
す
る
た
め
に
、
弟
、
従
兄
弟
な
ど
の
近
親
と
偽
る
偽
籍
工
作

が
行
わ
れ
た
（
表
１
）。

　
こ
の
一
件
で
多
く
の
幕
臣
が
処
罰
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
徳
川
実

紀
』
に
は
関
連
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
処
罰
を
受
け
た
武
士
の
中
で
、

唯
一
成
田
数
馬
は
武
士
の
名
誉
を
重
ん
じ
た
切
腹
と
い
う
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。

　
は
た
し
て
、
こ
の
一
連
の
不
正
養
子
は
「
楓
林
腐
草
」
の
著
者
が
興
味
本
位

で
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
幸
い
に
『
寛
政
譜
』
の
安
藤
儀
兵
衛
信
忠

の
項
目
に
「
楓
林
腐
草
」
の
内
容
と
吻
合
す
る
記
事
が
あ
っ
た
。

　

　
御
鷹
匠
の
見

を
つ
と
め
、
享
保
十
二
年
十
月
九
日
遺
跡
を
繼
、
御
鷹

匠
と
な
る
。
十
六
年
九
月
十
九
日
右
衛
門
督（
吉
宗
子
田
安
）

宗
武

に
附
屬
せ
ら
れ
、
小

十
人
と
な
り
、
十
九
年
四
月
七
日
龜
田
彌
市
左
衛
門
某
が
養
子
の
事
、
信

忠
は
其
議
に
あ
づ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
處
士
伊
藤
佐
大
夫
某
が
申
談
せ
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し
お
も
む
き
を
う
け
た
ま
は
ら
ば
、
す
み
や
か
に
彌
市
左
衛
門
が
頭
に
告

達
す
べ
き
と
こ
ろ
、
其
事
な
く
、
越
度
の
い
た
り
な
り
と
て
閉
門
せ
し
め

ら
れ
、
七
月
二
十
四
日
ゆ
る
さ
る
）
51
（

。

　　
四
つ
の
養
子
縁
組
を
す
べ
て
検
証
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
享
保
十
九
年
四
月
七
日
に
亀
田
弥
一
右
衛
門
（
亀
田
弥
市
左
衛
門
）
の
不
正

養
子
が
発
覚
し
た
こ
と
や
安
藤
儀
兵
衛
が
そ
れ
に
連
座
し
て
閉
門
に
処
せ
ら
れ

た
こ
と
が
「
楓
林
腐
草
」
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
不
正
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
摘
発
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
が
、
成
田
数
馬
の
養
子
一
件
が
こ
の
一
連
の
不
正
養
子
が
露
顕
し
た
き

っ
か
け
と
な
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
武
士
の
家
で
は
、

跡
目
・
養
子
・
婚
姻
な
ど
の
重
要
事
項
は
親
類
熟
談
の
上
で
決
定
さ
れ
る
。
成

田
数
馬
が
親
類
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
ま
で
養
子
の
取
り
組
み
を
し
よ
う
と
し

た
結
果
、
辻
褄
合
わ
せ
の
た
め
の
一
連
の
偽
籍
工
作
が
露
顕
し
て
、
多
く
の
関

表１　享保十九年（1734）四月七日の判決一覧表

吟味者氏名 同左身分 判決 判決理由

柴田久平 小普請松平阿波

守組

死罪 亀田弥一右衛門、西山弥七郎、坂本十蔵、

成田数馬の養子証文に加判し、配分金を受

け取った。

西山弥七郎 小普請諏訪若狭

守組

死罪 金を借り受けるため、浪人中村市兵衛を従

弟と偽り、養子にする約束で持参金を受け

取った。

坂本十蔵 小普請松平阿波

守組

死罪 実子がいるにもかかわらず、金を借り受け

るため、浪人大竹幸八を弟にし、養子に取

り組み、持参金を受け取った。また、亀田

弥一右衛門、西山弥七郎の養子証文に加判

し、配分金も受け取った。

大竹幸八 浪人 江戸払 坂本十蔵へ養子を取り組むために、十蔵の

弟と偽り、持参金を渡した。

金井庄七 小普請諏訪若狭

守組

追放 坂本十蔵の養子縁組に携わった。

成田数馬 小普請諏訪若狭

守組

切腹 服部新右衛門を従弟の二男と偽り、養子願

書を出し、後に差し支えが生じたため、新

右衛門を三浦平八郎の弟平次郎と偽って養

子願書を提出した。その上、持参金を受け

取った。

成 田 平 次 郎

（実は服部新

右衛門）

児島八右衛門の

従弟

遠島 成田数馬へ養子を取り組む時に、はじめ数

馬の従弟の二男と偽り、その後、三浦平八

郎の弟平次郎と偽った。

児島八右衛門 大久保甚右衛門

組御徒

遠島 従弟の服部新右衛門を成田数馬の養子にす

るため、持参金の約束をした。のちに、成

田数馬が服部新右衛門を三浦平八郎の弟平

次郎と名を改めて出願した際に、児島八右

衛門は子の源八を三浦平次郎として役人と

対面させた。

児島源八 児島八右衛門の

子

遠島 三浦平次郎に成りすまし、役人と対面した。

三浦平八郎 小普請諏訪若狭

守組

死罪 成田数馬の養子服部新右衛門を弟平次郎と

偽った。

亀田弥一右衛

門

小普請諏訪若狭

守組

遠島 実子がいるにもかかわらず、金を借り受け

るため、浪人伊藤佐太夫を弟分にし、養子

に取り組み、持参金を受け取った。

伊藤佐太夫 浪人、下谷御切

手町半兵衛店

江戸払 亀田弥一右衛門の養子になる約束で持参金

を渡した。

山崎庄八 御本丸御切手番

佐山庄右衛門組

同心

重追放 亀田弥一右衛門の養子に携わり、配分金を

受け取った。

大山善五郎 小普請松平阿波

守組

御構無 亀田弥一右衛門の養子に携わったが、関与

せず、配分金を受け取らなかった。

曲淵政右衛門 浪人、小伝馬町 所払 亀田弥一右衛門の養子証文に携わった。

藤野平右衛門 板倉下野守同心 追放 同上

藤野八右衛門 板倉下野守同心 追放 同上

安藤儀兵衛 右衛門督殿小十

人津田平四郎組

閉門 亀田弥一右衛門の養子の一件で、すみやか

に頭に告達すべきところをそのままにした。

城藤三郎 大久保甚右衛門

組与力

閉門 成田数馬の養子の一件に携わった。

小島六郎右衛

門

大久保甚右衛門

組与力

閉門 成田数馬の養子の一件に携わった。

備考：「楓林腐草」三田村鳶魚（編）『未刊随筆百種』第七巻、413 ～ 415頁をも

とに作成。
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係
者
が
処
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　（
２
）
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
十
二
月
二
日
の
処
罰
事
例

　『
徳
川
実
紀
』
享
保
十
九
年
十
二
月
二
日
条
に
、
浪
人
の
子
を
実
の
弟
と
偽

っ
て
養
子
願
書
を
提
出
し
た
小
普
請
金
子
八
大
夫
が
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
一
件

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
）
52
（

。

　
金
子
八
大
夫
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
浪
人
小
峯
氏
の
妻
の
甥

（「
姪を
い

」）
で
あ
る
主
税
を
家
に
呼
び
置
き
、
養
子
に
す
る
約
束
で
持
参
金
を
受

け
取
っ
た
。
そ
の
後
、
八
大
夫
の
弟
源
五
郎
が
病
死
し
た
。
八
大
夫
は
源
五
郎

の
病
死
を
隠
し
、
主
税
を
弟
源
五
郎
と
し
て
披
露
し
、
養
子
願
書
を
提
出
し
た
。

そ
の
際
に
、
八
大
夫
の
実
の
弟
と
称
す
る
者
が
別
人
で
あ
る
こ
と
が
露
顕
し
た
。

主
税
は
慌
て
て
八
大
夫
の
家
か
ら
逃
げ
出
し
た
が
、
後
に
自
ら
町
奉
行
所
に
出

頭
し
た
。
そ
の
た
め
、
主
税
に
科
さ
れ
る
刑
は
減
軽
さ
れ
、
追
放
と
な
っ
た
。

こ
の
偽
籍
工
作
に
協
力
し
た
斎
藤
彦
右
衛
門
と
関
平
三
郎
の
二
人
は
遠
島
に
処

せ
ら
れ
た
。

　『
寛
政
譜
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
子
家
の
記
事
）
53
（

に
よ
れ
ば
、
金
子
八
大
夫

に
は
二
人
の
弟
が
い
た
。
一
人
は
源
五
郎
で
、
も
う
一
人
は
安
五
郎
で
あ
る
。

『
徳
川
実
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
八
大
夫
は
も
う
一
人
の
弟
安
五
郎

を
安
田
新
五
左
衛
門
の
実
子
と
偽
り
、
安
田
家
を
継
が
せ
て
い
た
。
八
大
夫
の

養
子
問
題
が
露
顕
し
た
後
、
弟
安
五
郎
が
「
入
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
表
沙
汰

に
な
っ
た
。
安
五
郎
は
重
き
追
放
に
処
せ
ら
れ
、
十
五
歳
ま
で
親
族
に
召
し
預

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
享
保
十
九
年
に
は
、
出
願
者
の
親
類
で
あ
れ
ば
、
陪
臣
・
浪
人
の
子
で
も
幕

臣
の
養
子
と
し
て
出
願
す
る
こ
と
が
幕
府
に
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
親
類
関

係
の
な
い
陪
臣
・
浪
人
を
養
子
に
迎
え
る
の
は
違
法
行
為
で
あ
る
。

　　
４
、
延
享
・
寛
延
年
間
の
処
罰
事
例

　
近
世
中
期
の
延
享
・
寛
延
年
間
（
一
七
四
四
〜
一
七
五
〇
）
に
、
不
正
養
子

に
よ
る
処
罰
が
相
次
い
で
発
覚
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
事
例
で
わ
か

る
よ
う
に
、
公
式
史
料
で
不
正
養
子
の
存
在
を
確
認
で
き
て
も
、
処
罰
に
至
る

経
緯
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
幸
い
に
、
旗
本
家
の
隠
居
で
あ
る
小
野
直
方
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
『
官
府
御

沙
汰
略
記
』
と
題
す
る
日
記
は
下
級
幕
臣
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て

く
れ
る
。
小
野
直
方
の
自
筆
稿
本
は
二
十
八
冊
あ
り
、
全
て
伝
存
し
、
国
立
公

文
書
館
内
閣
文
庫
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
日
記
の
内
容
は
延
享
二
年
（
一
七
四

五
）
か
ら
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
年
に
至
る
二
十
九
年
間
に
及
ぶ
。
現
在
、

小
野
直
方
著
・
山
田
忠
雄
解
題
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』（
全
十
四
巻
）

が
そ
の
影
印
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
各
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
原
本
の
二
冊
分
を

収
録
し
て
い
る
（
原
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜
句
読
点
を
補
っ

た
）。

　『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
、
小
野
直
賢
（
直
方
）
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
九

月
晦
日
に
遺
跡
を
継
ぎ
、
後
に
紅
葉
山
火
番
か
ら
御
徒
目
付
に
転
じ
、
そ
の
後
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御
広
敷
添
番
を
つ
と
め
た
）
54
（

。
直
方
の
最
後
の
役
職
で
あ
る
御
広
敷
添
番
は
御
家

人
が
つ
と
め
る
役
職
で
直
方
は
御
目
見
以
下
の
御
家
人
の
身
分
で
あ
っ
た
。
小

野
直
方
は
御
家
人
の
隠
居
の
身
分
で
あ
っ
た
が
、
後
継
者
の
直
泰
の
代
に
な
っ

て
、
御
目
見
以
上
の
旗
本
に
昇
格
し
た
た
め
、
旗
本
家
の
隠
居
と
な
っ
た
。
直

泰
が
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
十
二
月
二
日
に
遺
跡
を
継
ぎ
、
後
に
二
丸
広

敷
添
番
を
つ
と
め
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
十
一
月
九
日
に
八
代
将
軍
徳
川

吉
宗
の
第
四
子
宗
尹
附
き
の
小
十
人
と
な
り
、
廩
米
一
五
〇
俵
を
与
え
ら
れ
た
）
55
（

。

　
直
方
が
日
記
を
綴
り
始
め
た
時
に
は
、
旗
本
家
の
隠
居
と
い
う
立
場
に
な
っ

て
い
た
。
日
記
の
内
容
は
当
主
で
あ
る
直
泰
の
行
動
や
親
族
・
縁
者
と
の
交
際

な
ど
日
常
生
活
の
中
の
出
来
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
的
な
幕
府
の
政
治
や
人
事

に
関
し
て
も
克
明
に
記
録
し
た
。

　『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
解
題
者
山
田
忠
雄
は
「
日
記
の
所
々
に
散

見
す
る
、
幕
府
の
内
部
事
情
を
録
し
た
記
事
（
情
報
）
は
、
縁
辺
の
勘
定
所
関

係
者
（
と
く
に
小
野
一
吉
）
か
ら
入
手
し
た
、
確
か
な
情
報
が
多
い
。
そ
こ
に

は
正
史
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
、
幕
府
の
内
部
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
、
本
書
の
特
色
が
あ
る
」
と
小
野
日
記
の
信
憑
性
を
高
く

評
価
し
て
い
る
）
56
（

。
後
に
勘
定
奉
行
と
な
っ
た
桑
原
盛
員
や
根
岸
鎮
衛
は
小
野
直

方
の
縁
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
幕
府
の
公
式
史
料
で
あ
る
『
寛
政
譜
』『
徳
川
実
紀
』
を
小
野

直
方
の
日
記
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
処
罰
事
例
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

① 

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
三
月

七
日

　
延
享
二
年
三
月
七
日
に
小
普
請

漆
原
平
右
衛
門
（
三
〇
〇
俵
） 

は
行
跡
不
良
の
上
、
持
参
金
養
子

を
と
っ
た
こ
と
が
露
顕
し
、
遠
島

に
処
せ
ら
れ
た
）
57
（

。

　『
寛
政
譜
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
関
係
者
の
記
事
に
基
づ
い
て
、

人
物
関
係
を
整
理
し
て
み
よ
う

（
関
係
図
①
）。

　
漆
原
平
右
衛
門
は
分
家
漆
原
与

十
郎
吉
高
の
二
男
で
あ
り
、
本
家

に
跡
継
ぎ
が
い
な
か
っ
た
た
め
、

彼
は
本
家
の
養
子
と
し
て
迎
え
ら

れ
た
。
享
保
十
一
年
（
一
七
二

六
）
五
月
二
十
六
日
に
漆
原
平
右

衛
門
の
養
父
が
死
去
し
、
同
年
の

八
月
五
日
に
平
右
衛
門
は
本
家
を

継
い
だ
。
後
に
、
一
人
の
娘
し
か

い
な
か
っ
た
平
右
衛
門
が
婿
養
子

1 
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【関係図①】

備考：『寛政重修諸家譜』第二十二巻、77頁、「漆原貞次郎」の項。同前、391頁、「岸井芳庵」「岸井純菴」の項。
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と
し
て
迎
え
た
の
は
番
医
岸
井
芳
庵
（
三
〇
〇
俵
）
の
二
男
貞
次
郎
で
あ
る
。

実
は
、
貞
次
郎
は
処
士
山
田
郷
大
夫
の
甥
（「
姪を

い

」）
で
あ
り
、「
入
子
」
と
し

て
岸
井
芳
庵
の
二
男
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
岸
井
芳
庵
は
岸
井
家
の
養
子
で
あ
る
。
芳
庵
の
養
父
が
正
徳
五
年
（
一
七
一

五
）
正
月
十
一
日
に
死
去
し
た
た
め
、
芳
庵
は
同
年
三
月
二
十
九
日
に
遺
跡
を

継
ぎ
、
十
二
月
十
五
日
初
め
て
家
継
に
拝
謁
し
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）

閏
九
月
二
日
に
番
医
と
な
っ
た
。
岸
井
芳
庵
に
は
一
人
の
男
子
が
い
た
が
、
父

に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
、
実
子
の
死
亡
届
を
幕
府
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
芳
庵
は
実
子
の
死
を
隠
し
、
処
士
橋
本
忠

右
衛
門
の
子
を
養
子
に
し
、
自
分
の
実
子
と
偽
り
、
橋
本
氏
か
ら
礼
金
を
受
け

取
っ
て
い
た
。
橋
本
忠
右
衛
門
の
子
は
岸
井
純
菴
（『
徳
川
実
紀
』
で
は
「
岸
井

純
庵
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
寛
政
譜
』

の
表
記
で
統
一
す
る
）
と
名
乗
り
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
四
月
四
日
に
、
芳

庵
の
実
子
と
し
て
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
御
目
見
し
た
。
後
に
、
芳
庵
は
山
田

郷
大
夫
の
甥
貞
次
郎
を
二
男
と
偽
り
、
漆
原
平
右
衛
門
の
養
子
に
し
た
。
橋
本

氏
の
子
を
「
入
子
」
に
し
た
芳
庵
の
行
動
に
は
家
存
続
の
意
図
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
貞
次
郎
を
二
男
と
偽
っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
旗
本
漆
原
家
へ
養

子
縁
組
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
つ
ぎ
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、「
入
子
」
の
純

菴
は
寛
保
元
年
に
無
事
に
御
目
見
を
済
ま
せ
て
お
り
、
延
享
二
年
（
一
七
四

五
）
ま
で
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
幕
府
側
の
摘
発
に
よ
っ
て
露
顕
し
た

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、「
入
子
」
工
作
は
簡
単
に
露
顕
し
て

し
ま
う
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
貞
次
郎
と
漆
原
平
右
衛
門
の
養
子
縁
組

の
場
合
は
、
持
参
金
養
子
の
疑
い
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、「
入
子
」
の
形
で

貞
次
郎
を
番
医
の
二
男
と
し
、
持
参
金
養
子
を
旗
本
家
同
士
の
正
当
な
養
子
縁

組
と
見
せ
か
け
た
。

　
こ
の
二
つ
の
「
入
子
」
工
作
が
表
沙
汰
に
な
っ
た
背
景
に
は
あ
る
「
押
込
」

行
為
が
あ
っ
た
。『
寛
政
譜
』
の
「
漆
原
平
右
衛
門
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
平
右

衛
門
は
「
か
つ
て
行
跡
よ
ろ
し
か
ら
ず
し
て
、
處
士
橋
本
忠
右
衛
門
が
た
め
に

手
鎖
を
か
け
ら
れ
、
檻
中
に
留
置
れ
し
始
末
」
で
あ
っ
た
）
58
（

。
平
右
衛
門
は
後
に

自
力
で
抜
け
出
し
て
大
目
付
石
河
土
佐
守
政
朝
の
も
と
へ
訴
え
出
た
。
こ
の
訴

え
が
き
っ
か
け
で
、
偽
籍
工
作
が
露
顕
し
た
。

　
幕
府
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
に
対
し
て
処
分
を
下
し
た
。
処
罰
の
文
句
に
注

目
し
て
み
よ
う
。

　
岸
井
家
の
「
入
子
」
に
な
っ
た
純
菴
は
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。
処
罰
理
由
は

「
浪
人
の
身
と
し
て
、
芳
庵
が
養
子
と
な
り
し
は
幼
年
た
る
に
よ
り
、
わ
き
ま

へ
ざ
る
の
よ
し
な
り
。
し
か
れ
ど
も
山
田
郷
大
夫
が
姪を

い

を
弟
と
し
、
漆
原
平
右

衛
門
某
が
養
子
と
せ
し
は
、
た
と
へ
父
が
は
か
ら
ひ
た
り
と
も
、
し
ら
ず
と
い

ふ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
）
59
（

」
と
な
っ
て
い
る
。
純
菴
は
幼
年
と
い
う
理
由
で
自
身

の
「
入
子
」
問
題
に
つ
い
て
罪
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
芳
庵
が
貞
次
郎
を
二

男
と
偽
っ
て
漆
原
家
に
養
子
入
り
す
る
際
に
、
意
見
を
加
え
な
か
っ
た
と
し
て

遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。
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表２　延享二年（1745）三月七日の判決一覧表

吟味者人名　 同左身分 判決

漆原平右衛門 旗本 死にあたる。紅葉山の法華八講執行 遠島

岸井芳庵 番医 死にあたる。紅葉山の法華八講執行 遠島

漆原貞次郎 処士山田郷大夫の甥 死にあたる。　重き法会 遠島

岸井純菴 処士橋本右衛門の子 遠島

鈴木運八郎 旗本、漆原平右衛門親類 改易

備考：『寛政重修諸家譜』第二十二巻、77頁、「漆原平右衛門」「漆原貞次郎」の項。同前、361頁、「鈴木運八郎」
の項。同前、391頁、「岸井芳庵」「岸井純菴」の項。

　
貞
次
郎
の
場
合
は
、「
公
を
掠
し
所
為
な
る
の
み
な
ら
ず
、

養
父
平
右
衛
門
檻
に
入
ら
れ
し
を
し
り
な
が
ら
、
捨
を
き
し

始
末
不
孝
の
い
た
り
）
60
（

」
と
し
て
、
養
子
と
い
う
立
場
で
あ
り

な
が
ら
養
父
に
対
し
て
孝
行
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
処

罰
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
死
罪
を
処
す
る
べ
き
と
こ
ろ
、

重
き
法
会
が
あ
っ
た
の
で
、
一
等
を
宥
め
ら
れ
て
遠
島
に
処

せ
ら
れ
た
。

　
鈴
木
運
八
郎
）
61
（

は
漆
原
平
右
衛
門
の
親
類
で
あ
り
、
平
右
衛

門
の
養
子
談
合
に
参
加
し
な
か
っ
た
が
、
平
右
衛
門
が
貞
次

郎
を
養
子
に
迎
え
る
時
に
、
鈴
木
運
八
郎
は
「
其
座
に
会
し

郷
大
夫
と
対
面
し
て
貞
次
郎
と
叔
姪
の
子
細
を
も
と
は
ず
」、

ま
た
、
岸
井
芳
庵
ら
が
う
ち
よ
り
平
右
衛
門
を
押
し
込
め
よ

う
と
計
画
し
、
処
士
橋
本
忠
右
衛
門
が
相
談
し
に
来
た
時
も
、

「
忠
右
衛
門
が
所
存
に
任
せ
は
か
ら
ふ
べ
き
む
ね
こ
れ
を
た

の
み
し
こ
と
親
族
に
似
合
ず
」
と
親
類
に
相
応
し
く
な
い
行

動
を
と
っ
た
と
し
て
改
易
と
な
っ
た
（
表
2
）。

　② 

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
九
月
二
十
五
日

　『
徳
川
実
紀
』
寛
延
元
年
九
月
二
十
五
日
条
に
、
つ
ぎ
の

一
件
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
（
関
係
図
②
）。

　

1 
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【関係図②】

備考：『寛政重修諸家譜』第二十二巻、422頁、「水野杢右衛門」「水野七郎右衛門」「水野半三郎」の項。
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○
廿
五
日
竹
姫
御
方
附
臺
所
頭
水
野
七
郎
右
衛
門
某
に
死
を
た
ま
ふ
。
こ

れ
は
金
む
さ
ぼ
ら
ん
が
為
に
。
ゆ
か
り
も
な
き
市
人
の
子
を
。
を
の
が
二

子
な
り
と
偽
り
。
小
普
請
小
俣
平
右
衛
門
某
に
は
か
り
あ
ひ
。
表
に
は
か

り
に
養
ひ
置
ん
よ
し
聞
え
て
。
内
に
は
平
右
衛
門
某
が
實
の
養
ひ
子
と
さ

だ
さ
せ
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
。
ま
た
子
な
る
半
右
衛
門
某
に
處
士
の
子
を

養
な
は
せ
。
實
の
孫
な
り
と
偽
ら
ん
こ
と
な
ど
は
か
り
て
。
若
干
の
金
を

む
さ
ぼ
り
。
す
で
に
こ
と
し
七
月
出
せ
し
屬
籍
に
も
か
き
載
た
り
。
か
れ

と
い
ひ
こ
れ
と
い
ひ
。
公
を
あ
む（
マ
マ
）ざ
き
し
罪
あ
る
に
よ
れ
り
）
62
（

。

　　
竹
姫
様
（
綱
吉
養
女
）
附
御
台
所
頭
を
つ
と
め
て
い
る
水
野
七
郎
右
衛
門
は

切
腹
に
処
せ
ら
れ
た
。
水
野
七
郎
右
衛
門
は
町
人
の
子
を
二
男
と
偽
り
、
小
普

請
小
俣
平
右
衛
門
の
養
子
に
し
た
こ
と
や
処
士
の
子
を
子
の
半
右
衛
門
（
半
三

郎
）
の
養
子
に
し
、
表
に
は
実
の
孫
と
偽
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。

　
小
俣
平
右
衛
門
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
十
月
四
日
に
八
歳
で
遺
跡
を
継

ぎ
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
四
月
二
十
九
日
に
大
番
に
列
し
、
八
月
二
十
七

日
に
新
番
に
う
つ
り
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
五
月
十
六
日
に
番
を
辞
し
た
）
63
（

。

寛
延
元
年
七
月
二
十
六
日
に
、
小
俣
平
右
衛
門
が
出
奔
し
た
。
二
日
後
、
小
俣

平
右
衛
門
の
関
係
者
は
評
定
所
で
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
寛
延
元
年
七
月
二
十
八
日
の
小
野
直
方
の
日
記
で
は
、
小
俣
平
右
衛
門
の
逃

亡
の
原
因
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

右
御
詮
議
之
訳ワ

ケ

ハ
筑
地
町
人
小
畑
又
左
衛
門
子
ヲ
水
野
七
郎
右
衛
門
次
男

ニ
シ
、
半
次
郎
ト
号
シ
、
右
又
左
衛
門
ヨ
リ
土
産
金
四
百
両
取
リ
、
小
俣

平
右
衛
門
方
ヘ
養
子
取
組
、
土
産
二
百
両
遣
シ
、
二
百
両
ハ
七
郎
右
衛
門

父
子

肝
入
両
家
家
来
配
分
シ
、
熟
談
ニ
及
フ
。
然
ル
処
、
肝
入
ノ
内
旅

人
五
郎
兵
衛
加
州
ヘ
皈
リ
候
内
ニ
相
談
相
極
ム
。
右
五
郎
兵
衛
其
後
江
戸

ヘ
出
、
配
分
金
ヲ
求
ム
。
七
郎
右
衛
門
金
廿
両
遣
シ
、
廿
両
ハ
平
右
衛
門

方
ヨ
リ
遣
ス
筈
ニ
相
談
ス
。
然
ル
ニ
、
平
右
衛
門
方
ヨ
リ
金
子
不
レ

与
ヘ

、

依
之
五
郎
兵
衛
平
右
衛
門
支
配
戸
川
内
藏
之
助
、
竹
姫
様
御
用
人
石
川
傳

太
郎
ヘ
訴
ヘ
出
タ
ル
由
也
。
平
右
衛
門
ハ
其
事
ヲ
聞
テ
急
ニ
出
奔
ス
。
故

ニ
當
日
御
詮
議
ニ
不
レ

与
ヲ

落
著

行
方
不
知
。
常
々
不
行
跡
ニ
テ
、
親

類
義
絶
ノ
由
也
。
此
外
追
々
綴
添
御
詮
議
有
之
。
半
三
郎
養
子
ヲ
致
シ
置

タ
ル
義
相
知
、
是
又
実
父
等
御
仕
置
ニ
ナ
ル
）
64
（

。

　　
小
俣
平
右
衛
門
（
五
三
〇
石
）
は
半
次
郎
を
養
子
に
迎
え
て
い
る
。
こ
の
半

次
郎
は
実
は
町
人
小
畑
又
左
衛
門
の
子
で
、
水
野
七
郎
右
衛
門
（
一
〇
〇
俵
五

人
扶
持
）
の
二
男
と
偽
り
、
小
俣
家
へ
養
子
入
り
し
た
の
で
あ
る
。
小
畑
又
左

衛
門
が
四
百
両
を
出
し
、
そ
の
内
、
半
分
の
二
百
両
は
小
俣
家
へ
養
子
縁
組
を

す
る
際
の
土
産
金
と
し
て
小
俣
平
右
衛
門
に
与
え
、
残
り
の
二
百
両
は
水
野
七

郎
右
衛
門
親
子
と
肝

り
両
家
が
分
配
す
る
と
の
約
束
で
話
を
進
め
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
肝

り
の
一
人
五
郎
兵
衛
が
加
賀
国
（
石
川
県
）
に
帰
っ
て
い
る
う

ち
に
、
小
畑
半
次
郎
（
又
左
衛
門
の
子
）
を
小
俣
平
右
衛
門
の
養
子
に
す
る
一

(12)060
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連
の
約
束
が
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
五
郎
兵
衛
は
加
賀
国
か
ら
江
戸

に
戻
り
、
水
野
七
郎
右
衛
門
に
自
分
が
も
ら
う
べ
き
世
話
料
を
請
求
し
た
。
水

野
七
郎
右
衛
門
は
五
郎
兵
衛
に
二
十
両
を
与
え
、
残
り
の
二
十
両
は
小
俣
平
右

衛
門
が
与
え
る
は
ず
と
言
っ
た
。
五
郎
兵
衛
は
小
俣
平
右
衛
門
に
世
話
料
を
請

求
し
た
が
、
小
俣
平
右
衛
門
は
五
郎
兵
衛
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
配
分
金

を
も
ら
え
な
か
っ
た
五
郎
兵
衛
は
小
俣
平
右
衛
門
の
上
司
で
あ
る
戸
川
内
蔵
之

助
、
水
野
七
郎
右
衛
門
の
上
司
で
あ
る
竹
姫
様
御
用
人
石
川
伝
太
郎
へ
訴
え
出

た
。
訴
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
小
俣
平
右
衛
門
は
慌
て
て
逃
亡
し
た
。

　
水
野
七
郎
右
衛
門
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
五
月
二
十
八
日
遺
跡
を
継
ぎ
、

後
に
御
広
敷
の
添
番
を
つ
と
め
、
十
四
年
十
月
三
日
に
御
目
見
以
上
の
身
分
に

昇
格
し
て
瑞
春
院
御
方
（
綱
吉
妾
小
谷
氏
）
の
用
達
と
な
っ
た
。
瑞
春
院
御
方

の
逝
去
に
よ
り
、
七
郎
右
衛
門
は
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
八
月
四
日
に
小
普

請
と
な
り
、
五
年
七
月
二
十
七
日
に
表
御
台
所
頭
と
な
っ
た
。
寛
延
元
年
（
一

七
四
八
）
七
月
十
日
に
、
七
郎
右
衛
門
は
綱
吉
の
養
女
竹
姫
の
台
所
頭
に
転
じ

た
。
こ
の
十
八
日
後
に
、
七
郎
右
衛
門
は
評
定
所
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
。

　
寛
延
元
年
八
月
二
十
日
に
、
評
定
所
に
お
い
て
御
徒
押
を
つ
と
め
る
間
庭
源

助
の
隠
居
間
庭
大
務
に
対
し
て
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
前
回
の
取
り
調
べ
で
、

間
庭
大
務
は
小
俣
平
右
衛
門
の
養
子
の
件
で
土
産
金
の
内
か
ら
五
両
を
受
け
取

っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
た
め
で
あ
る
。
取
り
調
べ
が
終
わ
っ
た
後
、
間
庭
大
務

は
揚あ

が

屋り
や

に
入
れ
ら
れ
た
。
間
庭
大
務
は
一
橋
附
の
大
番
山
本
武
右
衛
門
の
養
方

の
伯
父
で
あ
る
）
65
（

。
三
回
目
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
の
は
八
月
二
十
六
日
で
あ

っ
た
。
水
野
七
郎
右
衛
門
の
孫
水
野
求
馬
、
秋
山
庄
太
夫
、
平
山
平
馬
、
本
江

元
町
の
三
五
郎
は
評
定
所
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
こ
の
日
の
取
り
調
べ
で
、
水
野

半
三
郎
が
持
参
金
を
貪
る
た
め
、
処
士
平
山
平
馬
の
子
求
馬
を
実
子
と
偽
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
）
66
（

。

　
寛
延
元
年
九
月
二
十
五
日
に
、
小
俣
一
件
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
逃
亡
し
て

行
方
不
明
に
な
っ
た
小
俣
平
右
衛
門
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
書
付
が
出
さ
れ
た
。

　

小
普
請
組
戸
川
内
藏
之
助
支
配
小
俣
平
右
衛
門
○
右
平
右
衛
門
義
、
令
二

出
奔
一

、
行
衛
不
二

相
知
一

候
。
若
シ
、
心
當
リ
有
レ

之
、
疑
敷
者

有
之

ハ
、
其
所
ニ
留
置
、
御
料
ハ
御
代
官
、
私
領
ハ
地
頭
ヘ
申
出
、
夫
ヨ
リ

二

江
戸
一

能
勢
肥
後
守
番
所
ヘ
可
二

申
出
一

候
。
尤
家
来

又
者
等
、
入
レ

念

可
遂
二

吟
味
一

候
。
若
隠
置
、
脇
ヨ
リ
相
知
レ

候
ハ
ゝ
、
可
レ

為
二

曲
事
一

候
。

○
辰
九
月
）
67
（

　　
小
俣
平
右
衛
門
の
居
場
所
に
つ
い
て
、
心
当
た
り
の
あ
る
者
が
い
れ
ば
、
御

代
官
あ
る
い
は
地
頭
へ
申
し
出
、
そ
れ
よ
り
町
奉
行
所
へ
申
し
出
る
べ
き
と
の

指
示
で
あ
る
。
ま
た
、
平
右
衛
門
を
隠
し
置
く
者
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
の
者
に

対
し
て
も
処
罰
を
下
す
と
も
記
し
て
あ
る
。

　
こ
の
一
件
は
世
話
料
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
こ
と
で
、
持
参
金
養
子

が
表
沙
汰
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
様
々
の
身
分
の
人
が
持
参
金
養
子
に
関

わ
っ
て
い
た
。
幕
府
は
持
参
金
養
子
を
取
っ
た
幕
臣
に
対
し
て
処
罰
を
与
え
る
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だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
上
司
に
対
し
て
も
監
督
の
不

届
き
と
し
て
そ
の
責
任
を
追
及
し
た
（
表
３
）。

　『
寛
政
譜
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、『
官
府
御
沙
汰
略

記
』
に
よ
れ
ば
、
秋
山
庄
太
夫
は
水
野
七
郎
右
衛
門
の

実
弟
で
あ
る
。ま
た
、水
野
七
郎
右
衛
門
の
実
子
と
な
っ

て
い
る
水
野
半
三
郎
は
七
郎
右
衛
門
の
実
の
弟
で
あ
る
。

　③ 

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
六
月
二
十
一
日

　
寛
延
元
年
十
二
月
二
十
九
日
に
御
家
人
身
分
で
あ
っ

た
粕
谷
金
大
夫
は
漆
奉
行
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

粕
谷
金
大
夫
は
一
代
抱
え
の
御
徒
の
出
身
で
、
漆
奉
行

に
な
る
ま
で
は
支
配
勘
定
、
作
事
下
奉
行
の
経
歴
が
あ

っ
た
）
68
（

。
こ
の
昇
進
か
ら
わ
ず
か
半
年
後
、
粕
谷
金
大
夫

は
切
腹
に
処
せ
ら
れ
た
。
寛
延
二
年
六
月
二
十
一
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
持
参
金
養
子
の
問
題
が
浮
上
し
た
た

め
、一
連
の
偽
籍
工
作
が
表
沙
汰
に
な
っ
た）

69
（

（
関
係
図
③
）。

　
事
件
発
覚
の
六
年
前
の
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
、

粕
谷
金
大
夫
は
田
安
の
家
臣
平
川
六
左
衛
門
某
の
従
弟

と
称
す
る
町
人
新
九
郎
を
養
子
に
す
る
約
束
で
家
に
呼

び
置
き
、
平
川
六
左
衛
門
か
ら
百
二
十
両
を
借
り
た
。

と
こ
ろ
が
、
新
九
郎
が
金
大
夫
の
家
を
逃
げ
出
し
て
行

表３　寛延元年（1748）九月二十五日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

水野七郎右衛門 竹姫君様附御台所頭 切腹

水野半三郎 水野七郎右衛門惣領 切腹

小俣半次郎 町人伊勢屋安兵衛事浪人小畑又左衛門
の子 遠島

水野求馬 金貸し浪人平山平馬の子 遠島

秋山庄太夫 水野七郎右衛門の弟、寄合北条新蔵家
来 遠島

浅田源右衛門 水野七郎右衛門の家来 死罪

木村文八 小俣平右衛門の家来 死罪

小畑又左衛門 浪人（筑地柳原町伊勢屋安兵衛） 死罪

平山平馬 浪人 死罪

五郎兵衛 町人、絹売加賀屋 死罪

孫四郎 本所松井町与兵衛方出居衆 死罪

兼屋忠太寺 小俣平右衛門家来 江戸払

西久米右衛門 小俣平右衛門家来 江戸払

十助 小俣平右衛門中間 江戸払

門左衛門 小俣平右衛門中間 江戸払

間庭大務 御徒押間庭源助父 屹度叱り

戸川内蔵之助安聰 小普請頭 御役御免之上差控

中村五郎左衛門利記 小普請組頭 御役御免之上差控

野澤源太左衛門清位 小普請組頭 御役御免之上差控

曾根玄蕃頭長友 新番頭 差控

備考：『影印　官府御沙汰略記』第二巻、寛延元年九月二十五日条、143 ～ 144頁。『寛政重修諸家譜』第十五巻、
285頁、「戸川安聰」の項。『寛政重修諸家譜』第二十巻、127頁、「中村利記」の項。『寛政重修諸家譜』第十九巻、
18頁、「野澤清位」の項。『寛政重修諸家譜』第三巻、273頁、「曾根長友」の項。
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

方
不
明
に
な
っ
た
た
め
、
平
川
六

左
衛
門
は
金
大
夫
に
対
し
て
度
々

持
参
金
の
返
済
を
催
促
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
返
済
の
術
の
な
い
金

大
夫
は
、
新
た
に
養
子
を
迎
え
、

そ
の
養
子
の
持
参
金
を
平
川
六
左

衛
門
へ
の
借
金
返
済
に
充
て
よ
う

と
考
え
た
。
延
享
三
年
（
一
七
四

六
）
に
粕
谷
金
大
夫
は
親
類
書
に

実
子
総
領
三
郎
助
と
い
う
偽
り
の

名
前
を
書
き
出
し
て
提
出
し
た
。

そ
の
後
、
金
大
夫
は
処
士
林
十
右

衛
門
を
実
子
と
し
て
三
郎
助
と
名

乗
ら
せ
、
七
十
両
の
持
参
金
を
受

け
取
っ
た
。
も
し
、
三
郎
助
の
こ

と
で
取
り
調
べ
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
三
郎
助
は
妾
腹
の
子
で
幼
少

よ
り
民
間
に
成
長
し
、
近
頃
同
居

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
し
、

金
大
夫
は
浄
徳
寺
の
倫
阿
に
相
談

し
、
証
人
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
ん
だ
。

　
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
四
月
十
一
日
に
粕
谷
金
大
夫
、
粕
谷
三
郎
助
と
金

大
夫
の
家
来
武
藤
幸
助
は
評
定
所
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
。
粕
谷
金
大
夫
と
三

郎
助
の
親
子
は
揚あ

が
り
ざ
し
き

座
敷
に
入
れ
ら
れ
、
金
大
夫
の
家
来
武
藤
幸
助
は
揚
屋
に
入

れ
ら
れ
た
。

　
こ
の
日
の
小
野
直
方
の
日
記
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

　（
前
略
）
右
金
太
夫
先
達
テ
町
人
ノ
子
ヲ
養
子
ニ
シ
、
離
縁
シ

之
、
又
去

冬
箪
笥
町
ニ
居
候
林
十
右
衛
門
ト
云
金
借
シ
浪
人
ヲ
養
子
ニ
シ
、
勿
論
上

ヘ
不
レ

願
、
公
辺
ヲ
ハ
実
子
ニ
ス
。
右
三
郎
助
ハ
即
右
ノ
十
右
衛
門
也
。

外
ニ
町
人
ノ
娘
二
人
養
娘
ト
シ
テ
、
土
産
多
ク
取
リ
、
一
人
ハ
御
書
院
番

近
藤
宇
之
助
方
ヘ
縁
付
、
一
人
ハ
小
十
人
牛
田
権
次
郎
方
ヘ
片
付
ク
。
宇

之
助
権
次
郎
モ
追
テ
御
尋
有
之
、
親
類
預
ニ
ナ
ル
。
○
六
月
廿
一
日
御
仕

置
被
仰
付
）
70
（

　　
著
者
の
小
野
直
方
の
「
勿
論
上
ヘ
不
レ

願
、
公
辺
ヲ
ハ
実
子
ニ
ス
」
と
い
う

記
述
に
注
目
し
た
い
。
小
野
の
反
応
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
金
大
夫
の
よ
う

に
わ
け
あ
り
の
養
子
を
取
っ
た
場
合
に
は
、
表
向
き
に
実
子
と
偽
る
こ
と
は
異

例
で
は
な
く
、
む
し
ろ
周
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
。『
徳
川
実
紀
』
や
『
寛
政

譜
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
金
大
夫
は
町
人
の
娘
二
人
を
養
女
に
し
、
そ
れ

ぞ
れ
を
近
藤
宇
之
助
と
牛
田
権
次
郎
へ
嫁
が
せ
た
。
粕
谷
金
大
夫
一
件
で
、
近

【関係図③】

備考：『寛政重修諸家譜』第二十二巻、424頁、「勘野喜六郎」の項。同前、428頁、「粕谷金大夫」「粕谷三郎
助」の項。
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藤
宇
之
助
と
牛
田
権
次
郎
の
二
人
は
後
に
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
金
大
夫
の
娘
婿
の
二
人
を
『
寛
政
譜
』
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
近
藤
宇
之
助

が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
粕
谷
金
太
夫
と
の
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、牛
田
権
次
郎
（
二
〇
〇
俵
）
に
関
し
て
『
略
記
』
の
記
事
の
信
憑
性

を
裏
付
け
る
記
述
が
み
ら
れ
た
。
牛
田
権
次
郎
の
実
名
は
礒
陳
で
あ
り
、
延
享

三
年
（
一
七
四
六
）
四
月
五
日
に
家
督
相
続
を
し
、
四
年
十
二
月
三
日
に
西
丸

の
小
十
人
に
列
し
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
十
月
十
九
日
に
番
を
辞
し
、
安

永
元
年
（
一
七
七
二
）
十
一
月
九
日
に
西
丸
の
小
十
人
に
復
し
、
四
年
十
月
五
日

に
番
を
辞
し
た
。
権
次
郎
の
妻
は
粕
谷
金
太
夫
の
娘
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）
71
（

。

　
寛
延
二
年
四
月
十
三
日
に
、
粕
谷
金
太
夫
の
養
子
を
世
話
し
た
と
し
て
勘
定

を
つ
と
め
る
勘
野
喜
六
郎
と
表
火
之
番
組
頭
の
鈴
木
忠
右
衛
門
は
取
り
調
べ
を

受
け
た
。

　
粕
谷
一
件
の
取
り
調
べ
が
進
み
、
勘
野
喜
六
郎
は
金
大
夫
同
様
に
「
入
子
」

工
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
露
顕
し
た
。
勘
野
喜
六
郎
は
正
徳
二
年
（
一
七
一

二
）
九
月
二
十
七
日
に
遺
跡
を
継
ぎ
、
後
に
御
徒
目
付
を
つ
と
め
、
元
文
四
年

（
一
七
三
九
）
八
月
二
十
七
日
に
御
目
見
以
上
の
身
分
に
昇
格
し
て
御
勘
定
に

列
し
た
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
九
日
に
、
喜
六
郎
は
幕
命
を
承
っ
て

長
崎
に
赴
き
、
寛
延
元
年
三
月
六
日
に
朝
鮮
の
信
使
が
来
聘
し
た
時
に
、
道
中

人
馬
割
の
任
務
を
命
じ
ら
れ
た
。
喜
六
郎
に
は
一
人
の
男
子
伊
之
助
が
い
た
が
、

伊
之
助
が
病
死
し
た
際
に
、
喜
六
郎
は
死
去
届
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
喜
六
郎

は
実
子
の
死
を
隠
し
た
ま
ま
で
、
浪
人
高
山
友
右
衛
門
の
子
を
養
子
に
迎
え
、

「
橋
代
金

合
力
金
」
と
い
う
名
目
で
持
参
金
を
受
け
取
っ
た
。

　
粕
谷
一
件
が
発
覚
し
な
か
っ
た
ら
、
浪
人
高
山
友
右
衛
門
の
子
は
勘
野
喜
六

郎
の
実
子
伊
之
助
と
し
て
旗
本
勘
野
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
表
4
は
二
の
一
件
の
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

表４　寛延二年（1749）六月二十一日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

粕谷金大夫 漆奉行 切腹

勘野喜六郎 勘定 切腹

しけ 粕谷金大夫妻 押込

粕谷三郎助 浪人林十右衛門の子 遠島

鈴木忠右衛門 表火之番組頭 遠島

平川六左衛門 田安台所人 重追放

高山勝五郎 浪人高山友右衛門の子 遠島、十五歳迄親類
町同心古川十五郎へ
預け置

武藤幸助 粕谷金大夫家来 江戸払

谷源蔵 品川新宿町新九郎事 遠島

近藤宇之助 西丸御小姓組（金大夫婿） 払無之

牛田権次郎 西丸小十人（金大夫婿） 払無之

倫阿 駒込浄徳寺隠居 江戸十里四方追放

次郎兵衛 小石川指谷町（町人か） 死罪

総左衛門 神田明神下（町人か） 軽追放

平兵衛 小石川富坂町（町人か） 軽追放

長兵衛 小日向三軒町（町人か） 払無之

備考：『影印　官府御沙汰略記』第二巻、寛延二年六月二十一日条、302 ～ 303頁。
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④ 
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
七
月
十
九
日

　
寛
延
二
年
七
月
十
九
日
に
、
小
普
請
小
嶋
源
左
衛
門
（
二
三
〇
石
）、
小
宮
山

源
次
郎
、
小
宮
山
新
右
衛
門
（
二
〇
〇
俵
）
は
切
腹
に
処
せ
ら
れ
、
大
番
森
川
求

馬
（
二
〇
〇
俵
）、
小
宮
山
源
次
郎
の
子
佐
太
郎
、
小
嶋
源
左
衛
門
の
子
長
十

郎
が
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
一
件
が
お
き
た
。
処
罰
理
由
に
つ
い
て
、『
徳
川
実

紀
』
の
同
日
条
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
源
左
衛
門
某
さ
き
に
を
の
が
弟
乙
次
郎
家
を
い
で
奔
り
し
を
。
其

ま
ゝ
に
な
し
。
お
ほ
や
け
に
も
き
こ
え
上
ず
。
新
右
衛
門
等
と
相
か
た
ら

ひ
。
い
つ
は
り
て
處
士
の
子
を
其
弟
と
こ
し
ら
へ
。
金
む
さ
ぼ
り
と
り
て
。

森
川
新
太
郎
某
が
養
子
と
な
し
。
求
馬
と
名
の
ら
せ
家
つ
が
せ
。
其
後
ま

た
故
な
き
も
の
ゝ
子
を
を
の
が
弟
と
し
て
。
源
次
郎
が
養
子
と
な
し
。
佐

太
郎
と
名
の
ら
せ
。
こ
れ
ら
の
罪
發
覺
せ
し
事
ど
も
た
づ
ね
問
れ
し
に
。

さ
ま

偽
を
か
ま
へ
し
事
ど
も
。
明
ら
か
な
る
に
よ
り
て
な
り
。
又
求

馬
が
妻
は
死
刑
に
つ
く
。
こ
れ
は
家
人
と
姦
通
し
。
家
を
奔
り
い
で
。
碓

氷
關
を
忍
び
越
し
事
あ
る
に
よ
れ
り
）
72
（

。

　　
寛
延
二
年
四
月
十
六
日
に
森
川
求
馬
の
妻
、
下
女
、
家
来
山
中
定
右
衛
門
、

松
嶋
町
家
主
九
右
衛
門
、
元
大
坂
町
針
医
中
村
寿
仙
の
下
男
外
八
は
評
定
所
で

取
り
調
べ
を
受
け
た
。
小
野
直
方
の
日
記
で
は
、
取
り
調
べ
の
き
っ
か
け
に
つ

い
て
、

　

求
馬
在
番
之
留
主
、
右
ノ
女
二
人
定
右
衛
門
連
退
、
信
州
行
、
臼
井
ノ
關
ヲ

抜
ル
ニ
付
、
被
捕
、
立
退
タ
ル
ハ
當
春
ノ
事
）
73
（

　と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
番
遠
藤
備
前
守
組
の
番
士
を
つ
と
め
る
森
川
求
馬
の
妻

は
家
来
の
山
中
定
右
衛
門
と
駆
け
落
ち
し
、
夫
の
留
守
の
間
に
、
下
女
一
人
を

伴
っ
て
信
濃
国
（
長
野
県
）
へ
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
本
来
な
ら
ば
通
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
碓
氷
峠
に
あ
る
関
所
を
通
ら
ず
に
間
道
を
通
っ
て
関
所
の

山
を
越
え
た
た
め
、
捕
え
ら
れ
た
。
こ
の
駆
け
落
ち
は
「
入
子
」
工
作
と
持
参

金
養
子
の
発
覚
の
発
端
と
な
っ
た
。

　
江
戸
幕
府
は
政
治
軍
事
上
の
目
的
で
交
通
の
要
地
に
関
所
を
設
置
し
た
。
関

所
は
東
海
道
箱
根
・
中
山
道
碓
氷
を
は
じ
め
、
全
国
五
十
余
か
所
に
お
よ
ん
だ
。

碓
氷
関
所
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
上
野
国
（
群
馬
県
）
碓
氷
郡
と
信
濃
国
北
佐

久
郡
と
の
境
の
碓
氷
峠
に
お
か
れ
た
関
所
で
あ
る
。「
入
鉄
砲
に
出
女
」
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
謀
反
を
防
ぐ
た
め
に
、
関
所
に
お
い
て
武
器
と
女
性
の
監
視

は
厳
し
か
っ
た
。
関
所
を
通
過
す
る
に
は
関
所
手
形
（
関
所
切
手
）
が
必
要
で

あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
欺
い
て
関
所
を
通
過
し
、
ま
た
は
間
道
を
ま
わ
っ
て

関
所
を
避
け
て
通
る
と
い
っ
た
「
関
所
破
り
」
の
行
為
は
重
大
な
犯
罪
と
さ
れ
、

見
つ
か
る
と
重
い
処
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。
森
川
求
馬
の
妻
は
主
人
の
留
守
を
見

計
ら
っ
て
家
来
の
山
中
定
右
衛
門
と
密
か
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
た
め
、
当
然
関
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所
手
形
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
二
人
は
密
通
の
関
係
に
あ
り
、

人
目
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
関
所
を
避
け
て
、

間
道
を
ま
わ
っ
て
通
る
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
。

　
寛
延
二
年
五
月
一
日
に
、
二
回
目
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
前
回
の
取
り

調
べ
で
新
し
い
事
実
が
判
明
し
た
。

　

先
月
十
六
日
、
右
求
馬
妻
御
詮
議
之
節
、
求
馬
義
元
ト
下
賤
ナ
ル
者
ノ
子

ニ
テ
侍
筋
ノ
者
ニ
無
之
由
ヲ
申
ニ
付
、
段
々
御
尋
ノ
上
ニ
テ
遂
一
ニ
申
之
、

依
之
今
日
俄
評
定
有
之
右
五
人
召
捕
ル
ゝ
也
。
右
求
馬
ハ
実
ハ
内
藤
彦
右

衛
門
子
ニ
テ
、
小
嶋
源
左
衛
門
親
ニ
成
、
聟
養
子
ニ
遣
ス
。
佐
太
郎
庄
三

郎
ハ
其
養
子
ノ
取
持
人
也
。
彦
右
衛
門
ハ
元
ト
大
塚
彦
六
方
ノ
御
代
官
手

代
也
。
當
御
詮
議
ハ
初
発
ノ
御
詮
議
ト
ハ
別
ノ
事
也
）
74
（

。

　　「
関
所
破
り
」
一
件
の
取
り
調
べ
の
際
に
、
森
川
求
馬
の
妻
が
求
馬
は
侍
筋

の
者
で
は
な
い
と
語
っ
た
た
め
、
森
川
求
馬
・
小
嶋
源
左
衛
門
・
小
宮
山
佐
太

郎
・
三
橋
庄
三
郎
・
内
藤
彦
右
衛
門
と
妻
（
た
え
）
の
六
人
が
召
し
捕
ら
れ
た
。

小
嶋
源
左
衛
門
が
内
藤
彦
右
衛
門
の
子
求
馬
を
弟
と
偽
り
、
森
川
新
太
郎
（
二

〇
〇
俵
）
の
婿
養
子
に
遣
わ
せ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
求
馬
の
妻
は
森
川
新
太
郎

の
実
の
娘
で
あ
る
。
求
馬
の
実
父
で
あ
る
内
藤
彦
右
衛
門
は
代
官
大
塚
彦
六
の

元
手
代
で
あ
っ
た
。
大
塚
彦
六
時
睦
）
75
（

は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
十
二
月
十
八

日
に
大
番
か
ら
代
官
に
転
じ
て
お
り
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
七
月
十
五
日

に
職
を
辞
し
た
。
内
藤
彦
右
衛
門
が
用
意
し
た
持
参
金
は
お
そ
ら
く
彼
の
代
官

手
代
時
代
に
貯
め
た
金
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、『
寛
政
譜
）
76
（

』
で
小
嶋
家
と
森
川
家
、
小
宮
山
家
と
の
関
係
を
確
認
し

て
み
よ
う
（
関
係
図
④
）。

　
小
嶋
源
左
衛
門
は
「
某
氏
の
男
」
で
、
小
嶋
伝
次
郎
の
養
子
に
な
り
、
享
保

十
二
年
（
一
七
二
七
）
九
月
四
日
に
遺
跡
を
継
ぎ
、
小
嶋
家
の
当
主
と
な
っ
た
。

伝
次
郎
は
源
左
衛
門
を
養
子
に
迎
え
る
前
に
、
弥
三
郎
（「
某
氏
の
男
」）
と
い

う
男
子
を
養
子
に
迎
え
て
い
た
。
弥
三
郎
は
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
六
月

二
十
八
日
に
は
じ
め
て
綱
吉
に
御
目
見
を
し
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
四
月

六
日
に
大
番
と
な
っ
た
。
弥
三
郎
は
養
父
の
伝
次
郎
よ
り
先
に
死
去
し
た
と
思

わ
れ
る
。

　
小
嶋
源
左
衛
門
に
は
求
馬
（
伝
之
助
）、
佐
太
郎
、
乙
次
郎
と
い
う
三
人
の

弟
が
い
た
。
処
士
内
藤
彦
右
衛
門
の
子
で
あ
る
求
馬
は
小
嶋
源
左
衛
門
の
実
弟

と
し
て
森
川
家
へ
養
子
入
り
し
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
閏
四
月
二
日
遺
跡

を
継
ぎ
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
十
二
月
二
十
七
日
に
大
番
に
列
し
た
）
77
（

。
佐

太
郎
は
小
嶋
源
左
衛
門
の
実
弟
で
は
な
い
が
、
源
左
衛
門
の
実
弟
と
し
て
小
宮

山
源
次
郎
の
養
子
に
な
り
、
寛
延
元
年
八
月
十
四
日
に
養
父
源
次
郎
の
致
仕
に

よ
り
小
宮
山
家
を
相
続
し
た
）
78
（

。
源
左
衛
門
の
唯
一
の
弟
で
あ
る
乙
次
郎
は
出
奔

し
た
が
、
源
左
衛
門
は
出
奔
届
を
出
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
源
左
衛
門
の
二
人

の
男
子
源
七
郎
と
乙
三
郎
が
死
亡
し
た
時
に
、
源
左
衛
門
は
死
亡
届
を
出
さ
ず

に
、
伊
勢
参
宮
へ
出
掛
け
た
と

を
つ
い
た
。
そ
の
後
、
乙
次
郎
が
評
定
所
に
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呼
び
出
さ
れ
た
時
に
、
源
左
衛
門
が
行
っ
た
一
連
の
偽
装
工
作
が
露
顕
し
た
。

　
小
嶋
源
左
衛
門
の
実
子
長
十
郎
は
父
の
罪
に
連
座
し
、
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た

理
由
は
、

　

先
に
父
源
左
衛
門
所
縁
な
き
も
の
を
偽
て
弟
と
せ
ば
、
異
見
を
も
の
べ
こ

れ
を
と
ゞ
む
べ
き
に
、
そ
の
事
な
く
、
ま
た
叔
父
逐
電
し
弟
等
死
す
る
に

を
い
て
は
す
み
や
か
に
支
配
へ
訴
へ
し
む
べ
き
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
等
閑

に
せ
し
を
咎
め
ら
れ
て
、
遠
流
に
處
せ
ら
る
）
79
（

。

　と
あ
る
。
長
十
郎
は
父
の
不
正
行
為
を
知
り
な
が
ら
、
役
人
に
訴
え
出
る
べ
き

と
こ
ろ
、
注
意
も
せ
ず
怠
っ
た
と
し
て
罪
を
問
わ
れ
た
。

　
小
宮
山
源
次
郎
の
親
類
小
宮
山
新
右
衛
門
（
二
〇
〇
俵
）
は
玉
置
氏
の
子
佐
太

郎
が
小
嶋
源
左
衛
門
の
弟
と
偽
り
、
小
宮
山
源
次
郎
と
養
子
縁
組
す
る
際
に
、

そ
の
談
合
に
参
加
し
、
願
書
を
も
取
り
次
ぎ
、
礼
金
も
受
け
取
っ
た
と
し
て
小

嶋
源
左
衛
門
、
小
宮
山
源
次
郎
同
様
に
切
腹
に
処
せ
ら
れ
た
。

　
小
嶋
源
左
衛
門
の
実
弟
と
偽
っ
た
森
川
求
馬
と
小
宮
山
佐
太
郎
は
、
死
罪
よ

り
軽
い
刑
で
あ
る
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。
関
所
破
り
を
し
た
三
人
に
関
し
て
、

求
馬
の
妻
と
下
女
の
二
人
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
家
来
の
山
中
定
右
衛
門

は
信
州
碓
氷
峠
に
お
い
て
公
開
処
刑
の
一
種
で
あ
る
磔
に
処
せ
ら
れ
た
。
内
藤

彦
右
衛
門
は
牢
内
で
死
ん
だ
が
、
そ
の
妻
は
屹
度
叱
り
と
比
較
的
に
軽
い
刑
を

受
け
た
。

　【関係図④】

備考：『寛政重修諸家譜』第六巻、133頁、「小嶋源左衛門」「小嶋求馬」「小嶋佐太郎」の項。『寛政重修諸家譜』
第七巻、110頁、「森川求馬」の項。『寛政重修諸家譜』第二十二巻、383頁、「小宮山源次郎」「小宮山佐太郎」の
項。
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こ
の
一
件
の
判
決
を
表
５
に
ま
と
め
た
。

　⑤ 

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
三
月
十
九
日

　『
徳
川
実
紀
』
の
寛
延
三
年
三
月
十
九
日
条
に
代
官
山
中
新
次
郎
（
二

〇
〇
俵
）
が
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

　

○
十
九
日
代
官
山
中
新
次
郎
某
遠
流
に
処
せ
ら
る
。
こ
れ
実
は
駿
府

匠
工
の
長
花
村
長
左
衛
門
が
二
子
な
り
し
を
。
小
普
請
の
士
星
野
嘉

右
衛
門
某
。
そ
の
子
源
十
郎
某
。
加
藤
三
之
丞
某
な
ど
い
へ
る
者
等

が
相
は
か
り
て
。
嘉
右
衛
門
が
庶
子
と
偽
り
。
故
あ
り
て
駿
府
に
や

り
を
き
し
よ
し
い
ひ
搆
し
に
し
た
が
ひ
。
山
中
源
七
郎
某
が
養
ひ
子

と
な
り
て
そ
の
家
を
つ
ぎ
。
去
年
六
月
代
官
の
職
命
ぜ
ら
れ
し
に
。

程
も
へ
ざ
る
う
ち
。
租
税
の
金
多
く
負

せ
し
罪
あ
る
を
も
て
。
す

で
に
死
を
た
ま
ふ
べ
か
り
し
を
。
さ
き
に
御
年
算
の
御
祝
あ
り
。
ま

た
明
の
月
は
日
光
山
の
御
法
会
行
は
る
る
に
よ
り
。
一
等
を
減
じ
て

か
く
は
処
せ
ら
れ
し
な
り
。
さ
て
源
十
郎
。
三
之
丞
も
同
じ
刑
に
つ

く
。
ま
た
大
番
の
士
板
倉
左
太
郎
某
が
父
致
仕
槃
阿
も
お
な
じ
く
罪

か
う
ぶ
る
。
こ
れ
は
新
次
郎
と
は
も
と
よ
り
相
し
ら
ず
あ
り
な
が
ら
。

三
之
丞
に
同
意
し
て
は
か
り
ご
と
を
た
す
け
。
金
貪
り
し
に
よ
れ
り
。

左
太
郎
も
父
の
罪
に
よ
り
追
放
る
。
其
他
連
及
し
て
罪
か
う
ぶ
る
者

多
し
）
80
（

。

　

表５　寛延二年（1749）七月十九日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

小嶋源左衛門 小普請組松下嘉兵衛支配 切腹

小宮山新右衛門 小普請組筒井内蔵支配 切腹

小宮山源次郎 小普請組土屋兵部少輔組 切腹

森川求馬 大番遠藤備前守組 遠島

小宮山佐太郎 小普請土屋兵部少輔組 遠島

小嶋長十郎 小嶋源左衛門惣領 遠島

三橋庄三郎 一橋庭奉行 遠島

えつ 森川求馬妻 死罪

いさ 森川求馬下女 死罪

山中定右衛門 森川求馬元家来 信州碓氷峠において磔

たえ 浪人内藤彦右衛門の妻 屹度叱り、妹婿町医師林道喜へ渡す。

九右衛門 松嶋町家主 遠島

外八 元大坂町中村寿仙召仕下男 遠島

次郎兵衛 巣鴨原町家主 軽追放

馬之助 信州上神林村名主 名主役取り上げ、科料五貫文

元右衛門 信州上神林村名主 名主役取り上げ、科料五貫文

茂右衛門 信州上神林村組頭 科料三貫文

又五郎 信州上神林村組頭 科料三貫文

仲右衛門 信州上神林村組頭 科料三貫文

　備考：『影印　官府御沙汰略記』第二巻、寛延二年七月十九日条、318頁。

(04)068



69

徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

　
寛
延
三
年
三
月
十
九
日
に
、
新
次
郎
は
代
官
職
に
あ
り
な
が
ら
、
年
貢
金
を

私
用
に
充
て
て
い
た
こ
と
や
侍
筋
の
身
分
で
な
い
こ
と
が
露
顕
し
た
。
山
中
新

次
郎
は
山
中
源
七
郎
の
婿
養
子
で
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
十
一
月
十
三
日

に
家
を
継
ぎ
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
六
月
十
五
日
に
は
じ
め
て
家
重
に
拝

謁
し
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
六
月
二
十
三
日
に
代
官
と
な
っ
た
）
81
（

。

　
小
野
直
方
の
日
記
で
は
、
寛
延
二
年
十
一
月
十
日
に
大
目
付
石
河
土
佐
守
、

町
奉
行
馬
場
讃
岐
守
、
目
付
八
木
十
三
郎
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
、
山
中
新
次

郎
と
加
藤
三
之
丞
の
二
人
は
取
り
調
べ
を
受
け
、
揚
座
敷
に
入
れ
ら
れ
た
）
82
（

。

　
同
年
十
一
月
十
二
日
に
、
二
回
目
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。

　

○
御
詮
議
〔
御
代
官
〕
山
中
新
次
郎
〔
尋
之
上
口
上
書
取
之
揚
座
敷
ヘ
返

ス
。〕〔
小
普
請
土
屋
兵
部
少
輔
組
〕
加
藤
三
之
丞
〔
一
通
リ
尋
ノ
上
揚
座

布
ヘ
返
ス
。〕〔
御
勘
定
〕
加
藤
元
次
郎
〔
廿
六
歳
。
右
三
之
丞
子
。
一
通

リ
尋
之
上
口
上
書
取
之
揚
座
敷
ヘ
遣
ス
。〕〔
大
御
番
水
野
肥
前
守
組
板
倉

佐
太
郎
父
〕
板
倉
繁
阿
〔
五
十
二
歳
。
一
通
リ
尋
之
上
揚
リ
座
敷
ヘ
遣

ス
。〕〔
小
普
請
高
力
若
狭
守
組
〕
星
野
源
次
郎
〔
五
十
七
歳
。
同
上
。〕

〔
進
上
取
次
上
番
水
野
定
右
衛
門
組
〕
佐
藤
丈
助
〔
卅
五
歳
。
一
通
リ
尋

ノ
上
揚
リ
屋
ヘ
遣
ス
。〕〔
金

水
道
町
医
師
〕
斉
藤
洞
甫
〔
卅
七
歳
。
一

通
リ
尋
之
上
牢
内
ヘ
遣
ス
。〕〔
小
石
川
喜
連
院
門
前
俗
医
師
〕
原
為
忠

〔
四
十
四
歳
。
同
上
。
右
於
評
定
所
、
大
目
付
石
河
土
佐
守
、
町
奉
行
馬

場
讃
岐
守
、
御
目
付
八
木
十
三
郎
立
合
申
渡
之
。
右
御
詮
議
之
訳
ケ
ハ
、

山
中
新
次
郎
ハ
元
ト
町
人
ノ
子
ニ
テ
、
浪
人
ニ
成
、
御
先
手
与
力
ヘ
被
召

出
、
其
後
番
代
ヲ
取
、
浪
人
シ
、
右
繁
阿
ヲ
親
ト
シ
、
山
中
ノ
家
ヘ
養
子

ト
ナ
リ
、
既
ニ
家
督
し
て
小
普
請
ニ
入
。
當
七
月
廿
三
日
、
御
代
官
ト
ナ

ル
。
然
ル
処
、
新
次
郎
前
方
借
リ
候
借
金
ノ
金
主
空
道
ト
云
坊
主
ヲ
頼
ミ
、

新
次
郎
御
役
出
ヲ
見
込
、
御
勘
定
奉
行
遠
藤
六
郎
右
衛
門
ヘ
右
空
道
書
付

ヲ
以
テ
、
金
子
返
弁
ノ
義
ヲ
願
出
。
其
書
付
ニ
前
方
ノ
不
埒
ノ
事
共
有
之
、

難
聞
捨
、
六
郎
右
衛
門
申
立
之
。
右
空
道
畢
竟
金
子
催
促
ノ
為
メ
ノ
ミ
ニ

書
タ
ル
処
、
存
之
外
事
重
ク
成
ニ
付
、
欠
落
シ
、
追
テ
捕
ヘ
ラ
ル
。
此
義

ニ
付
、
元
次
郎
ヲ
召
捕
ニ
行
タ
ル
御
勘
定
二
人
右
元
次
郎
ヲ
取
迯
シ
、
既

ニ
云
分
ケ
難
立
処
ニ
、
外
ノ
同
役
色
々
元
次
郎
家
来
ヲ
ス
カ
シ
、
其
在
所

ヲ
聞
出
シ
、
捕
之
指
出
ス
、
依
之
、
取
迯
シ
タ
ル
御
勘
定
二
人
逼
塞
被
仰

付
、
午
二
月
御
免
也
。
右
一
件
御
仕
置
来
午
三
月
十
九
日
相
済
）
83
（

。〕

　　
新
次
郎
は
山
中
家
に
養
子
入
り
す
る
前
に
、
御
先
手
与
力
を
つ
と
め
て
い
た
。

普
通
な
ら
ば
、
町
人
が
御
家
人
の
役
職
を
つ
と
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
新
次
郎
の
場
合
は
金
を
出
し
て
「
御
家
人
株
」
を
買
っ
て
御
先
手
与
力
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
次
郎
は
後
に
御
先
手
与
力
の
株
を
他
人
に
譲
っ
て
浪

人
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
新
次
郎
は
御
先
手
与
力
を
つ
と
め
て
い
た
時
に
、
御

家
人
よ
り
も
出
世
で
き
る
手
が
か
り
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
御
家
人
の
身

分
や
経
済
力
は
、
新
次
郎
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

(05)069



70

1 

 

 

 

  

 
 

                                         
 
                                      
 
 

                      
                                   
 
                                   
             

    
                        
                                                    

 

　 【関係図⑤】

備考：『寛政重修諸家譜』第二十二巻、375頁、「星野加右衛門」「星野源七郎」「星野七郎右衛門」の項。『寛
政重修諸家譜』第十巻、24頁、「山中新次郎」の項。

表６　寛延三年（1750）三月十九日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

山中新次郎 代官 遠島

板倉敬徳 大番水野肥前守組板倉左太郎の父 遠島

星野源七郎 小普請高力若狭守組 遠島

加藤三之丞 小普請土屋兵部少輔組 遠島

加藤元次郎 勘定 遠島

佐藤丈助 進物取次上番小野定右衛門組 構無之

岡田与三右衛門 山中新次郎元〆手代 江戸払

萩野三右衛門 山中新次郎手代 構無之

篠原宅右衛門 山中新次郎手代 構無之

上嶋百四郎 山中新次郎手代 構無之

伊丹其右衛門 山中新次郎手代 構無之

橋本茂十郎 山中新次郎書役 構無之

大須賀宇内 山中新次郎書役 構無之

斉藤洞甫 小石川金 水道町針医 遠島

金次郎 斉藤洞甫と同居する 遠島

空道 小石川上冨坂町出家 遠島

高取意庵 護国寺門前青柳町医師 遠島

原為忠 小石川戸崎町俗医 構無之

板倉左太郎 大番水野肥前守組 追放

星野七郎右衛門 星野源七郎の子 追放

備考：『影印　官府御沙汰略記』第三巻、寛延三年三月十九日条、48頁。『寛政重修諸家譜』第二十二巻、375頁、
「星野七郎右衛門」の項。同前、405頁、「板倉敬徳」の項。
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

　
新
次
郎
が
代
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
六
月
二
十
三

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
就
任
か
ら
半
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
新
次
郎
が

年
貢
金
を
私
用
に
充
て
て
い
た
こ
と
が
露
顕
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
新
次
郎
の
借
金
問
題
で
あ
る
。

　
新
次
郎
に
金
を
貸
し
て
い
た
金
主
は
、
空
道
と
い
う
坊
主
に
新
次
郎
と
の
金

銭
の
貸
し
借
り
を
証
明
す
る
書
類
を
作
成
し
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
の

金
主
は
、
新
次
郎
の
代
官
就
任
を
見
込
ん
で
、
借
金
の
返
済
を
催
促
し
よ
う
と

考
え
た
。
彼
は
空
道
に
作
成
し
て
も
ら
っ
た
証
明
書
を
も
っ
て
勘
定
奉
行
遠
藤

六
郎
右
衛
門
に
訴
え
出
た
。
空
道
が
作
成
し
た
証
明
書
の
中
に
新
次
郎
が
年
貢

金
を
私
用
に
充
て
る
な
ど
不
法
の
事
が
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
勘
定
奉
行
は
そ

れ
を
聞
き
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
次
郎
を
告
発
し
た
。

　
新
次
郎
を
実
子
と
偽
っ
た
の
は
星
野
加
右
衛
門
で
あ
る
（
関
係
図
⑤
）。『
寛

政
譜
）
84
（

』
に
よ
れ
ば
、
星
野
加
右
衛
門
（
一
〇
〇
俵
五
人
扶
持
）（『
徳
川
実
紀
』
で

は
「
星
野
嘉
右
衛
門
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本

稿
で
は
『
寛
政
譜
』
の
表
記
で
統
一
す
る
）
に
は
源
七
郎
と
三
之
丞
の
二
人
の
実

子
が
い
る
。
二
男
の
三
之
丞
は
星
野
家
か
ら
加
藤
家
へ
養
子
入
り
し
、
加
藤
家

を
相
続
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
藤
三
之
丞
は
星
野
源
七
郎
の
実
弟
で
あ

る
。
三
之
丞
の
子
元
次
郎
は
星
野
加
右
衛
門
の
実
の
孫
で
あ
る
。
星
野
源
七
郎

は
弟
加
藤
三
之
丞
と
相
談
し
、
新
次
郎
を
父
加
右
衛
門
の
厄
年
の
子
と
し
、
花

村
長
左
衛
門
に
預
け
て
置
い
た
と
偽
り
、
山
中
源
七
郎
の
家
に
養
子
入
り
さ
せ

た
。
大
番
を
つ
と
め
る
板
倉
左
太
郎
の
父
板
倉
敬
徳
（
致
仕
号
槃
阿
）（『
略
記
』

で
は
「
繁
阿
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
。）
は
隠
居
の
身
で
あ

り
な
が
ら
、
新
次
郎
の
養
子
縁
組
を
世
話
し
、
新
次
郎
か
ら
世
話
料
を
受
け
取

っ
た
。
小
野
直
方
の
日
記
に
「
繁
阿
ヲ
親
ト
シ
、
山
中
ノ
家
ヘ
養
子
ト
ナ
リ
」

と
あ
る
の
は
、
新
次
郎
が
星
野
加
右
衛
門
の
庶
子
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た

め
に
、
板
倉
敬
徳
は
新
次
郎
の
仮
親
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
一
件
の
発
覚
後
、
星
野
源
七
郎
、
山
中
新
次
郎
、
板
倉
敬
徳
、
加
藤
三

之
丞
と
加
藤
元
次
郎
の
五
人
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
嘉
儀
法
会
等
の

事
が
あ
っ
た
た
め
、
一
等
を
減
じ
て
遠
島
に
処
せ
ら
れ
た
。

　
結
果
的
に
、
山
中
新
次
郎
は
重
い
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
借
金
ト
ラ
ブ
ル
が
お
き
な
け
れ
ば
、
町
人
の
家
で
生
ま
れ
た
新
次
郎

は
旗
本
と
し
て
一
生
を
過
ご
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
表
６
は
こ
の
一
件
の
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　⑥ 

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
九
月
二
十
七
日

　
寛
延
三
年
九
月
二
十
七
日
に
、
小
普
請
本
多
作
之
丞
重
英
は
遠
島
に
処
さ
れ
、

従
弟
の
本
多
作
右
衛
門
玄
能
、
小
普
請
黒
澤
杢
之
助
某
は
共
に
追
放
に
処
せ
ら

れ
た
）
85
（

。

　
小
野
直
方
の
記
録
で
こ
の
一
件
の
経
緯
を
み
て
み
よ
う
。

　
寛
延
三
年
七
月
二
十
五
日
に
、
評
定
所
に
お
い
て
、
大
目
付
石
河
土
佐
守
・

町
奉
行
山
田
伊
豆
守
・
御
目
付
大
橋
五
左
衛
門
の
立
ち
会
い
の
も
と
、
本
多
作

之
丞
ら
の
三
人
に
対
し
て
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
日
の
日
記
に
、
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右
ハ
先
年
右
作
之
丞
金
借
シ
浪
人
大
橋
左
門
子
養
子
也
。

右
養
子
不
行
跡
ニ
テ
、
出
奔
シ
、
行
方
不
知
。
然
ル
処
、

出
奔
ノ
届
ケ
モ
無
之
、
打
捨
置
。
右
左
門
ハ
三
年
已
前
高

利
金
借
御
詮
議
ノ
節
、
江
戸
払
ニ
成
リ
シ
者
也
。
作
之
丞

身
ノ
上
仕
送
リ
ス
。
右
土
産
金
ノ
義
ニ
付
、
左
門
訴
出
ル

由
。
左
門
モ
来
月
二
日
入
牢
ス
）
86
（

。

　と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
金
貸
し
浪
人
大
橋
左
門
が
養
子
の
持
参

金
の
こ
と
で
本
多
作
之
丞
を
訴
え
出
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な

っ
た
。
本
多
作
之
丞
は
大
橋
左
門
の
子
を
養
子
に
し
、
左
門
か

ら
持
参
金
を
受
け
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
身
持
ち
の
良
く
な
い

養
子
は
出
奔
し
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
。
作
之
丞
は
養
子
の
出

奔
届
を
出
さ
ず
に
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
た
。
自
分
の
子
が
行
方

不
明
に
な
っ
た
と
知
っ
た
大
橋
左
門
は
作
之
丞
に
持
参
金
を
返

す
よ
う
に
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
作
之
丞
を
訴
え
出

た
の
で
あ
る
。
大
橋
左
門
は
三
年
前
に
高
利
金
貸
し
の
こ
と
で

訴
訟
を
起
こ
し
、
江
戸
払
に
な
っ
た
。

　
こ
の
一
件
に
つ
い
て
、『
寛
政
譜
』
の
「
本
多
作
之
丞
重

英
」
の
項
に
書
か
れ
て
い
る
記
事
内
容
は
小
野
日
記
よ
り
少
し

複
雑
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
つ
ぎ
に
記
す
（
関
係
図
⑥
）。
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　【関係図⑥】

　備考：『寛政重修諸家譜』第十一巻、272頁、「本多作之丞」の項。

表７　寛延三年（1750）九月二十七日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

本多作之丞 小普請組川勝左京支配 遠島

黒澤杢之助 小普請組金田宗女支配 重追放

本多作右衛門 同支配 重追放

大橋左門 武州給田村一郎左衛門店医師 引廻し之上死罪

むつ 百人組大久保弥十郎組与力高岸藤太郎の母 叱り

ふち 武州豊嶋郡代々木村、万五郎の母 叱り

　備考：『影印　官府御沙汰略記』第三巻、寛延三年九月二十七日条、142 ～ 143頁。
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

之
助
（『
続
徳
川
実
紀
』
で
は
「
前
島
寅
之
助
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
一
人

物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
寛
政
譜
』
の
表
記
「
前
嶋
寅
之
助
」
で
統
一

す
る
）
が
処
罰
さ
れ
た
一
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

寄
合
天
野
山
城
守
康
幸
も
と
小
普
請
組
支
配
た
り
し
と
き
。
前
島
寅
之
丞

信
吉
養
子
に
乞
置
し
小
普
請
宇
垣
貞
右
衛
門
某
弟
寅
之
助
は
。
ま
た
く
浪

人
吉
田
平
十
郎
と
申
も
の
な
り
し
を
。
貞
右
衛
門
弟
と
偽
り
し
を
捜
索
も

遂
ず
。
そ
の
儘
に
打
捨
置
し
は
。
支
配
た
る
も
の
ゝ
所
置
に
あ
る
ま
じ
と

て
御
前
を
と
ゞ
め
ら
る
。
又
も
と
小
普
請
組
支
配
水
野
大
膳
忠
體
（
致
仕

し
て
體
翁
）。
目
付
中
川
勘
三
郎
忠
英
。
も
と
小
普
請
組
支
配
。
同
じ
組

頭
。
各
勤
役
中
お
な
じ
事
も
て
御
前
を
と
ゞ
め
ら
る
。
表
右
筆
片
岡
九
八

郎
信
勝
職
を
放
た
れ
小
普
請
に
入
閉
戸
せ
し
む
。
小
普
請
上
田
萬
五
郎
元

黨
逼
塞
せ
し
め
ら
る
。
寅
之
助
〔
丞
〕
信
吉
。
貞
右
衛
門
某
共
に
死
に
處
せ
ら

る
。
そ
の
外
連
及
し
て
罪
科
に
行
は
れ
し
も
の
い
と
多
し
）
89
（

。

　　
主
犯
格
の
前
嶋
寅
之
助
は
旗
本
宇
垣
貞
右
衛
門
の
弟
と
偽
っ
て
旗
本
前
嶋
寅

之
丞
の
養
子
に
な
っ
た
。

　『
寛
政
譜
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
宇
垣
氏
）
90
（

の
家
譜
を
み
る
と
、
宇
垣
貞
右
衛

門
に
は
二
人
の
弟
が
い
た
。
一
番
目
の
弟
は
金
蔵
で
、
二
番
目
の
弟
は
「
寅
之

助
」
で
あ
る
。
こ
の
「
寅
之
助
」
は
宇
垣
貞
右
衛
門
の
実
の
弟
で
あ
る
。
前
嶋

寅
之
丞
の
養
子
と
な
っ
た
寅
之
助
は
宇
垣
貞
右
衛
門
の
実
の
弟
の
「
寅
之
助
」

寛
延
三
年
九
月
二
十
七
日
、
さ
き
に
所
縁
も
な
き
處
士
大
橋
左
門
某
が
女

を
金
子
を
取
て
養
女
と
し
、
し
か
の
み
な
ら
ず
左
門
が
二
男
を
も
つ
て
孫

と
し
、
親
族
の
内
に
し
る
し
て
隊
長
に
呈
す
る
の
と
こ
ろ
、
隊
長
こ
れ
を

う
た
が
ひ
、
こ
と
な
ら
ざ
る
に
よ
り
、
彼
孫
は
密
に
左
門
が
許
に
か
へ
し
、

死
亡
せ
し
よ
し
偽
を
構
へ
し
こ
と
ど
も
、
公
を
掠
め
し
所
行
其
罪
か
ろ
か

ら
ず
と
て
遠
流
に
處
せ
ら
る
）
87
（

。

　　
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
本
多
作
之
丞
は
大
橋
左
門
の
二
男
を
養
子
に
す
る
前

に
、
左
門
の
娘
を
養
女
に
し
て
い
た
。
作
之
丞
は
養
子
と
し
て
迎
え
た
左
門
の

二
男
を
実
の
孫
と
し
て
親
類
書
に
記
し
た
。
親
類
書
を
受
け
取
っ
た
役
人
は
疑

問
を
持
ち
、
作
之
丞
を
問
い
詰
め
た
。
作
之
丞
は
孫
（
実
は
養
子
）
を
密
か
に

左
門
の
も
と
に
返
し
、
孫
が
既
に
死
亡
し
た
と
偽
り
の
報
告
を
し
た
。

　「
黒
澤
杢
之
助
某
）
88
（

」
の
項
の
記
事
に
も
、
役
人
が
親
類
書
に
疑
問
を
持
っ
た

こ
と
で
、
こ
の
一
件
が
発
覚
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
本
多
作
右
衛
門
と
黒
澤
杢
之
助
は
作
之
丞
が
左
門
の
娘
を
養
女
に
す
る
際
に

証
文
に
連
判
を
し
た
の
み
な
ら
ず
、
作
之
丞
が
左
門
の
二
男
勇
三
郎
を
孫
と
偽

る
際
に
も
作
之
丞
に
加
担
し
て
い
た
た
め
、
二
人
と
も
追
放
に
処
せ
ら
れ
た

（
表
７
）。

　　
５
、
寛
政
年
間
の
処
罰
事
例

　『
続
徳
川
実
紀
』
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
十
月
二
日
条
に
、
旗
本
前
嶋
寅
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で
は
な
く
、
金
貸
し
浪
人
吉
田
平
十
郎
で
あ
る
。
宇
垣
貞
右
衛
門
は
実
の
弟
を

う
ち
う
ち
に
陪
臣
の
養
子
に
し
た
後
、
借
金
の
棒
引
き
と
し
て
、
浪
人
吉
田
平

十
郎
を
弟
の
「
寅
之
助
」
と
偽
っ
た
の
で
あ
る
（
関
係
図
⑦
）。

　
こ
の
一
件
は
老
中
首
座
松
平
定
信
の
側
近
水
野
為
長
が
「
き
き
が
き
」
の
形

で
記
録
し
た
『
よ
し
の
冊
子
』
と
い
う
史
料
の
中
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
主
犯
格
の
前
嶋
寅
之
助
に
関
連
す
る
記
事
を
摘
録
し
て
つ
ぎ
に
あ
げ
る
。

　

小
普
請
松
平
但
馬
守
支
配
前
島
寅
之
助
と
申
者
ハ
、
元
来
長
崎
奉
行
の
役

人
ニ

て
、
金
を
た
め
其
後
與
力
ニ

相
成
、
又
與
力
を
相
止
、
金
か
し
浪
人
ニ

相
成
居
り
、
御
旗
本
抔
居
宅
土
藏
の
類
を
書
入
ニ

取
候
て
金
子
を
か
し
候

處
、
何
と
か
申
御
旗
本
金
子
か
へ
し
候
手
段
無
二

御
座
一

、
セ
た
げ
ら
れ

困
り
候
所
、
折
節
右
御
旗
本
の
弟
出
奔
仕
候
ニ

付
、
右
浪
人
を
入
レ
子
ニ

仕
り
、
夫
ニ

て
借
金
を
差
引
、
其
上
ニ

て
上
へ
願
差
出
し
前
島
寅
之
丞
へ

養
子
ニ

遣
し
候
由
。（
寛
政
元
年
六
月
廿
日
ご
ろ
）
91
（

）

前
島
寅
之
助
ハ
元
石
谷
淡
路
守
の
足
輕
ニ

て
、
長
崎
表
へ
度
々
供
ニ
参
り

金
を
溜
、
四
ツ
谷
合
羽
坂
う
へ
大
番
與
力
の
明
キ
跡
を
買
候
て
、
水
野
定

八
と
相
名
乗
り
、
金
子
等
所
々
へ
か
し
、
色
々
の
山
事
仕
り
候
由
。（
寛

政
元
年
六
月
廿
日
ご
ろ
）
92
（

）

寅
之
助
ハ
長
崎
奉
行
石
谷
の
家
来
と
申
候
へ
共
、
石
谷
ニ

て
ハ
無
レ

之
、
植

柘
長
門
守
の
給
人
ニ

て
、
長
崎
へ
参
り
候
共
さ
た
仕
候
由
。（
寛
政
元
年
六

月
廿
日
ご
ろ
）
93
（

）

備考：『寛政重修諸家譜』第二十巻、122頁、「前嶋寅之丞」「前嶋寅之助」の項。『寛政重修諸家譜』第二
十二巻、404頁、「宇垣貞右衛門」の項。

　【関係図⑦】

1 

 

 

 

  

 
 

                                        
    
                                                                     

                                          
  

                                      
           

                
                                      

  ( )                 

 
                 
                          
                               
                  
 

 
 
 

(10)074



75

徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

　　
前
嶋
寅
之
助
は
元
長
崎
奉
行
の
役
人
、
ま
た
は
植
柘
長
門
守
の
給
人
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
寅
之
助
は
旗
本
や
御
家
人
の
よ
う
な
幕
臣
身

分
で
は
な
か
っ
た
。
寅
之
助
が
旗
本
に
な
る
ま
で
の
経
緯
を
箇
条
書
き
に
ま
と

め
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
に
な
る
。

　
① 

四
谷
合
羽
坂
上
大
番
与
力
の
明
き
跡
を
買
う
。

「
水
野
定
八
」
と
名

乗
る
。

　
② 

与
力
を
や
め
、
金
貸
し
浪
人
に
な
る
。

「
吉
田
平
十
郎
」
と
名
乗
る
。

　
③ 

借
金
の
差
し
引
き
と
し
て
旗
本
宇
垣
貞
右
衛
門
の
弟
に
な
る
。

「
宇

垣
寅
之
助
」
と
名
乗
る
。

　
④ 

旗
本
前
嶋
寅
之
丞
の
養
子
に
な
る
。

「
前
嶋
寅
之
助
」
と
名
乗
る
。

　
⑤ 

家
督
相
続
を
果
た
し
、
旗
本
（
前
嶋
寅
之
助
）
に
な
る
。

　　『
よ
し
の
冊
子
』
に
よ
れ
ば
、
寅
之
助
は
行
跡
不
良
で
あ
り
、
平
素
よ
り
金

貸
し
や
美
人
局
な
ど
の
悪
事
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
寅
之
助
は
金
を
取
る
た
め

に
、
与
力
を
密
夫
と
申
し
立
て
、
金
を
ゆ
す
り
取
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
悪
事
が
露
顕
し
た
た
め
、
寅
之
助
は
与
力
を
や

め
さ
せ
ら
れ
た
。
浪
人
と
な
っ
た
寅
之
助
は
「
吉
田
平
十
郎
」
と
名
乗
り
、
金

貸
し
を
続
け
、
金
銭
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
起
こ
し
た
時
も
「
吉
田
平
十
郎
」
と
名

乗
り
、
町
奉
行
所
に
も
出
向
い
た
と
い
う
。

　
寅
之
助
に
関
す
る
風
聞
が
広
が
り
、
京
都
に
も
伝
わ
っ
た
。
京
都
町
奉
行
所

の
与
力
を
つ
と
め
て
い
た
神
沢
杜
口
は
著
書
『
翁
草
』
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
録
し
て
い
る
。

　

○
武
陽
堀
の
内
と
云
所
に
、
日
蓮
宗
の
寺
有
り
、
其
寺
の
高
祖
の
尊
像
、

い
と
貴
く
霊
験
有
由
に
て
、
近
年
夥
く
は
や
り
、
寺
門
の
繁
栄
、
堂
舎
き

ら
び
や
か
に
修
造
せ
り
、
余
多
の
参
詣
の
中
に
、
浪
人
夫
婦
有
り
。
い
か

な
る
宿
願
に
や
、
寒
暑
を
不
避
、
浪
人
一
人
参
る
時
も
有
り
、
女
房
独
参

る
事
も
在
て
、
信
心
他
に
異
に
、
日
参
す
る
事
凡
一
年
余
な
り
。
故
に
上

人
を
始
、
寺
内
の
下
男

も
心
易
く
成
て
、
庫
裏
に
て
茶
た
ば
こ
等
の
世

話
を
し
、
道
々
の
茶
店
の
者

に
見
知
ら
れ
け
り
。
一
日
女
房
計
り
参
け

る
に
、
雨
降
出
て
不
止
、
迎
ひ
の
者
を
待
ど
も
不
来
、
時
移
る
内
に
は
や

暮
に
及
ぶ
、
女
の
云
、
我
方
は
道
の
程
も
遠
く
遙
々
野
を
隔
た
れ
ば
、
夜

陰
に
女
一
人
帰
ら
ん
事
も
致
が
た
し
、
い
か
ゞ
せ
ん
と
難
儀
の
体
な
れ
ば
、

下
の
男
彼
是
を
話
し
て
、
伴
僧
よ
り
上
人
へ
其
由
を
申
て
、
寺
に
一
宿
さ

せ
ぬ
。
然
る
に
翌
朝
早
天
に
、
彼
浪
人
来
て
大
に
詈
り
、
年
頃
信
心
し
て

歩ア
ユ
ミを

運
ハ
コ
ビ

候
に
、
斯
く
猥
成
事
と
は
努ユ

メ

々
知
ら
ず
、
今
思
ひ
当
れ
ば
、
某
参

る
べ
し
と
申
を
、
強
て
此
女
が
参
詣
せ
ん
と
乞
て
参
り
し
事
度
々
な
り
、

偖
は
日
頃
よ
り
上
人
と
密
通
し
て
、
信
心
に
事
寄
せ
、
不
儀
法
外
の
仕
業

有
し
事
明
白
な
り
、
此
分
に
て
は
某
が
武
士
立
が
た
し
、
両
人
共
存
分
に

可
致
と
、
大
音
に
詈
る
故
に
、
上
人
を
始
寺
中
の
者
共
頗
る
迷
惑
し
て
、

色
々
取
扱
へ
ど
も
、
更
に
聞
入
ず
、
其
内
に
は
や
ち
ら

と
参
詣
も
あ

(11)075
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れ
ば
、
他
聞
を
愧
て
、
上
人
仏
祖
を
誓
ふ
て
申
訳
を
す
れ
ど
も
、
一
向
取

敢
ず
、
此
上
は
早
々
公
儀
へ
訴
へ
、
墜
落
の
罪
を
糺
さ
ん
と
わ
め
く
故
に
、

先
づ
奥
の
一
と
間
へ
招
入
れ
、
段
々
挨
拶
に
及
び
、
金
子
六
百
両
を
差
出

し
、
漸
く
穏
便
に
事
済
ぬ
。
其
者
の
名
は
、
吉
田
平
八
と
云
り
）
94
（

。

　　
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
寅
之
助
一
件
は
あ
ま
り
に
も

影
響
が
大
き
く
世
間
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
堀
之
内
の
お
寺
の
上
人

を
落
と
し
入
れ
、
金
を
ゆ
す
り
と
っ
た
こ
の
金
貸
し
浪
人
は
後
に
旗
本
へ
と
立

身
出
世
を
遂
げ
た
。
寅
之
助
を
養
子
に
し
た
の
は
前
嶋
寅
之
丞
で
あ
る
。
寅
之

丞
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
四
月
五
日
家
を
継
ぎ
、
天
明
七
年
（
一
七
八

七
）
十
二
月
十
日
に
致
仕
し
た
。
同
日
、
養
子
の
寅
之
助
が
前
嶋
家
を
継
ぐ
こ

と
に
な
っ
た
。『
よ
し
の
冊
子
』
で
は
当
時
の
様
子
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て

い
る
。

　

或
御
持
組
與
力
当
番
之
砌
、
御
城
ニ

て
前
島
を
見
懸
候
も
の
御
座
候
て
、

今
水
野
定
八
が
御
門
を
ば
入
り
ま
し
た
と
見
受
ま
し
た
が
、
ど
ふ
し
た
事

だ
と
申
候
へ
バ
、
仲
間
の
内
ニ

て
と
ん
だ
事
を
い
ふ
も
の
だ
。
定
八
ハ
御

暇
が
出
た
物
を
と
申
候
所
へ
、
又
々
同
心
参
り
、
今
定
八
が
麻
上
下
ニ

て

御
玄
関
を
上
り
ま
し
た
と
申
候
ニ

付
、

り
不
審
ニ

存
じ
、
同
心
御
玄
關

へ
参
り
供
の
侍
ニ

今
登
城
被
レ

致
候
方
ハ
何
ン
と
申
御
人
で
ご
ざ
る
と
尋

候
へ
バ
、
小
普
請
前
島
寅
之
助
と
申
ま
す
。
今
日
家
督
被
二

仰
付
一

候
由
ニ

付
登
城
仕
候
と
申
候
由
。
右
之
趣
を
與
力
へ
同
心
相
咄
候
へ
バ
け
し
か
ら

ぬ
男
だ
と
人
々
肝
を
潰
し
候
由
）
95
（

。

　　
家
督
相
続
の
日
に
、
前
嶋
寅
之
助
は
麻
上
下
の
正
装
で
登
城
し
た
。
あ
る
与

力
は
偶
然
に
寅
之
助
の
姿
を
み
か
け
た
。
ク
ビ
に
な
っ
た
は
ず
の
与
力
水
野
定

八
が
何
故
登
城
し
た
の
か
と
そ
の
与
力
は
不
信
感
を
抱
い
た
。
同
時
に
、
前
嶋

寅
之
助
を
み
か
け
た
同
心
も
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
寅
之
助
に
は
同
僚
の

与
力
か
ら
金
を
ゆ
す
り
取
っ
た
と
い
う
過
去
が
あ
っ
た
。
与
力
か
ら
す
れ
ば
、

寅
之
助
が
旗
本
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ

っ
た
。
別
の
日
に
、
寅
之
助
が
蔵
宿
に
行
っ
た
時
に
、
与
力
水
野
定
八
で
は
な

く
、
旗
本
前
嶋
寅
之
助
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
蔵
宿
の
手
代
か
ら
も
不
信
感
を
抱

か
れ
た
。
家
督
相
続
を
済
ま
し
た
前
嶋
寅
之
助
は
小
普
請
に
編
入
さ
れ
た
。
武

芸
上
覧
が
行
わ
れ
る
際
に
、
寅
之
助
は
射
手
と
し
て
将
軍
の
前
で
大
的
を
射
た
。

「
金
か
し
浪
人
が
見
分
ニ

出
た
」
と
い
う
風
聞
が
広
ま
っ
た
た
め
、
前
嶋
寅
之

助
一
件
が
露
顕
し
た
の
で
あ
る
。

　
寅
之
助
に
関
す
る
風
聞
が
聞
こ
え
て
き
た
た
め
、
上
司
の
松
平
但
馬
守
（
小

普
請
組
頭
）
は
諸
支
配
へ
相
談
を
持
ち
込
ん
だ
。
支
配
達
は
前
嶋
寅
之
助
の
悪

事
を
幕
府
に
告
発
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
を
し
た
。
そ
の
時
の

や
り
と
り
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

右
ニ

付
風
聞
相

り
候
て
難
二

捨
置
一、
支
配
但
馬
組
頭
両
人
共
ニ

相
談
い
た

(12)076
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し
諸
支
配
へ
懸
合
候
所
、

り
ぱ
つ
と
仕
候
事
故
糺
し
候
上
ニ

て
、
無
レ

據
バ
上
へ
不
二

申
上
一

バ
成
ま
い
と
申
人
も
御
ざ
候
處
、
筆
頭
酒
井
因
幡

守
決
し
て
承
知
不
レ

仕
、
其
位
の
事
を
糺
す
と
小
ブ
シ
ン
ハ
大
躰
潰
さ
ね

バ
な
ら
ぬ
捨
置
が
よ
い
。
若
後
日
ニ

上
か
ら
御
糺
し
が
下
て
、
其
元
方
が

不
調
法
に
成
て
御
役
御
兔
な
ら
バ
、
人
を
救
ふ
と
て
御
役
御
兔
ニ

成
事
故
、

本
望
ナ
事
じ
や
と
申
候
由
）
96
（

。

　　
前
嶋
寅
之
助
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
、
小
普
請
支
配
の
間
で
意
見
が
分
か
れ

た
。
支
配
組
頭
は
老
中
松
平
定
信
政
権
が
事
件
を
摘
発
す
る
前
に
、
自
分
達
で

摘
発
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
頭
の
酒
井
因
幡
守
が
反
対
意

見
を
主
張
し
た
。
彼
が
反
対
す
る
の
に
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
寅
之

助
が
利
用
し
た
「
入
子
」
と
い
う
方
法
は
例
外
で
は
な
く
、
旗
本
の
中
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
や
り
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寅
之
助
を
摘
発
す
れ
ば
、
ほ

と
ん
ど
の
小
普
請
が
潰
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、

寅
之
助
一
件
が
露
顕
す
れ
ば
、
支
配
達
は
監
督
不
行
き
届
き
と
し
て
責
任
を
追

及
さ
れ
、
免
職
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
意
見
交
換
の
後
、
松
平
但
馬
守

は
寅
之
助
を
呼
び
出
し
、
金
貸
し
の
件
に
つ
い
て
注
意
し
、「
入
子
」
疑
惑
に

つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
。

　
前
嶋
寅
之
助
に
関
す
る
風
聞
が
広
が
っ
た
た
め
、
支
配
の
間
で
再
び
意
見
交

換
が
行
わ
れ
た
。
酒
井
因
幡
守
と
塩
入
大
三
郎
の
や
り
と
り
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　

○
前
嶋
寅
之
助
公
邊
沙
汰
ニ

相
成
不
レ

申
、
前
ハ
酒
井
因
幡
守
了
簡
抔
に

ハ
、
押
込
隠
居
ニ

い
た
し
候
が
可
レ

然
な
ど
、
評
義
仕
候
處
、
五
十
才
以

下
の
養
祖
父
、
養
父
も
御
ざ
候
ニ

付
、
五
十
以
下
の
隠
居
三
人
ハ
如
何
ニ

付
、
是
非
申
立
可
レ

申
と
鹽
入
大
三
郎
申
張
候
由
。
寅
之
助
ハ
四
十
才
計

の
由
）
97
（

。

　　
酒
井
因
幡
守
の
考
え
で
は
、
寅
之
助
を
押
込
隠
居
さ
せ
れ
ば
、
表
沙
汰
に
な

ら
な
く
て
済
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
塩
入
大
三
郎
は
同
じ
家
に
五
十
歳
以

下
の
隠
居
を
三
人
に
す
る
の
が
問
題
に
な
る
と
反
論
し
た
。
旗
本
前
嶋
家
の
相

続
関
係
を
整
理
す
る
と
、

　　
初
　
代

政
明
（
小
左
衛
門
）

　
二
代
目

豊
忠
（
勘
左
衛
門
）【
養
子
】

　
三
代
目

信
門
（
善
次
郎
、
小
左
衛
門
）【
養
子
】…
片
岡
小
源
次
信
方
の
三
男

　
四
代
目

信
吉
（
寅
之
丞
）【
養
子
】…
片
岡
小
源
次
信
方
の
四
男

　
五
代
目

武
教
（
寅
之
助
）【
養
子
】…
宇
垣
貞
右
衛
門
（
主
税
）
の
弟
）
98
（

　と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
養
子
に
よ
る
継
承
で
あ
る
。
二
代
目
の
豊
忠
の
出
自

は
不
明
で
あ
る
が
、
三
代
目
の
信
門
と
四
代
目
の
信
吉
は
旗
本
片
岡
小
源
次
信

方
の
三
男
と
四
男
で
あ
り
、
実
の
兄
弟
で
あ
る
。
年
齢
を
み
る
と
、
隠
居
と
な
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っ
た
養
祖
父
信
門
と
養
父
信
吉
は
養
子
の
武
教
（
寅
之
助
）
と
同
世
代
で
あ
る
。

も
し
寅
之
助
が
隠
居
す
れ
ば
、
一
つ
の
家
に
隠
居
が
三
人
い
る
と
い
う
状
況
に

な
る
。
結
局
、
前
嶋
寅
之
助
の
問
題
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
松
平
但
馬
守
は

寅
之
助
を
摘
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
寅
之
助
は
旗
本
上
田
萬
五
郎
の
宅
地
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
。『
寛
政
譜
』

の
「
上
田
萬
五
郎
」
の
項
に
、

　

寛
政
元
年
十
月
二
日
證
人
も
な
き
處
士
吉
田
平
十
郎
に
、
宅
地
の
う
ち
を

貸
置
て
金
子
を
借
う
け
家
事
を
賄
は
せ
、
し
か
の
み
な
ら
ず
平
十
郎
は
前

嶋
寅
之
助
が
こ
と
な
り
と
風
聞
あ
る
の
と
こ
ろ
、
穿
鑿
を
も
と
げ
ず
等
閑

に
す
て
を
き
し
條
、
曲
事
な
り
と
て
逼
塞
せ
し
め
ら
れ
、
二
年
正
月
十
三

日
ゆ
る
さ
る
）
99
（

。

　と
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
八
）
九
月
三
日
に
、
萬
五
郎
の
養
子

武
八
が
上
田
家
を
継
い
だ
。
萬
五
郎
は
さ
き
に
藤
堂
平
右
衛
門
の
八
男
七
郎
を

養
子
に
迎
え
た
が
、
七
郎
は
萬
五
郎
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
二
人
以

外
の
男
子
に
、
貞
之
助
と
い
う
実
子
が
存
在
し
た
。『
よ
し
の
冊
子
』
に
よ
れ

ば
、
寅
之
助
は
検
校
の
子
を
上
田
萬
五
郎
へ
「
入
子
」
の
世
話
を
し
た
と
い
う
）
100
（

。

　
前
嶋
一
件
が
表
沙
汰
と
な
り
、
幕
府
が
取
り
調
べ
を
進
め
た
。
養
子
の
世
話

を
し
た
牛
込
御
徒
安
藤
良
助
の
養
父
安
藤
良
助
は
前
嶋
一
件
が
露
顕
し
た
こ
と

を
聞
い
て
乱
心
し
た
。
前
嶋
一
件
が
発
覚
し
た
こ
と
で
、
旗
本
に
成
り
あ
が
ろ

う
と
計
画
し
て
い
た
小
普
請
中
島
内
蔵
助
が
断
念
し
た
と
い
う
。

　

一
　
中
島
内
藏
助
と
申
百
五
十
俵
の
小
普
請
、
先
達
よ
り
御
役
出
を
願
、

柳
生
主
膳
正
小
普
請
奉
行
之
節
ハ
小
普
請
方
を
願
ひ
、
至
て
柳
生
へ
ハ
懇

意
ニ

參
り
、
妻

も
柳
生
家
来
之
宅

立
入
候
程
に
御
ざ
候
由
。
其
後
ハ

御
代
官
を
願
ひ
丸
之
内
を
も
嚴
く
相
勤
候
所
、
先
達
而
前
島
寅
之
助
一
件

相
初
り
候
節
よ
り
急
ニ

相
恐
れ
引
込
居
候
由
。
右
内
藏
助
ハ
元
本
郷
邊
與

力
ニ

て
生
れ
ハ
至
極
微
賤
成
も
の
ゝ
由
、
與
力
を
明
渡
し
右
金
子
を
以
い

か
ゞ
取
拵
候
や
御
旗
本
ニ

相
成
さ
ハ
ぎ
候
處
、
此
節
相
恐
引
込
居
候
よ
し

の
さ
た
）
101
（

。

　　
中
島
内
蔵
助
は
微
賤
の
出
身
で
、
与
力
の
株
を
手
に
入
れ
た
が
、
与
力
を
売

っ
た
金
で
旗
本
に
な
ろ
う
と
計
画
し
て
い
た
。
金
で
旗
本
身
分
を
手
に
入
れ
よ

う
と
す
る
素
性
の
疑
わ
し
い
者
が
前
嶋
寅
之
助
の
ほ
か
に
も
い
た
と
い
う
こ
と

は
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
表
８
は
こ
の
一
件
の
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
前
中
期
を
中
心
に
持
参
金
養
子
の
事
例
を
取
り
上
げ
、

養
子
縁
組
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
、
庶
民
か
ら
旗
本
身
分
へ
の
移
動
の

可
能
性
を
検
討
し
た
。
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江
戸
幕
府
は
「
親
類
優
先
」
と
「
身
分
相
応
」
と
い
う
二
つ
の
原
則
に
基
づ

い
て
幕
臣
の
養
子
縁
組
を
規
定
し
て
い
た
。
幕
臣
の
養
子
は
、
幕
臣
の
中
か
ら

選
ぶ
の
が
大
原
則
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
町
人
・
百
姓
な
ど
の
庶
民
か
ら
幕
臣
へ

の
養
子
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
陪
臣
・
浪
人
に
関
し
て
も
、
幕
府
に
容

認
さ
れ
た
の
は
出
願
者
の
父
方
又
従
弟
ま
で
の
近
親
者
の
み
で
あ
っ
た
。
江
戸

初
期
に
お
い
て
、
幕
府
は
陪
臣
・
浪
人
か
ら
幕
臣
へ
の
養
子
に
つ
い
て
明
確
な

方
針
を
示
さ
な
か
っ
た
が
、
中
期
に
は
養
子
規
定
の
中
で
明
示
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
陪
臣
・
浪
人
の
子
を
養
子
と
し
て
出
願
す
る
幕
臣
が
増
え
た

か
ら
で
あ
る
。
幕
府
の
容
認
範
囲
は
、
出
願
者
の
父
方
又
従
弟
ま
で
に
と
ど
ま

っ
た
。

　
養
子
縁
組
に
お
け
る
金
銀
の
授
受
は
幕
府
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
多
額
の

持
参
金
を
出
し
て
不
正
の
養
子
縁
組
を
行
う
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
持
参
金

養
子
が
露
顕
し
て
処
罰
さ
れ
た
例
は
『
寛
政
譜
』
に
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

持
参
金
養
子
の
背
後
に
、
様
々
な
偽
籍
工
作
が
あ
っ
た
。
養
子
を
実
子
、
実
弟

な
ど
と
偽
る
、
い
わ
ゆ
る
「
入
子
」
工
作
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。「
入

子
」
は
持
参
金
養
子
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
幕
臣
と
の
養
子
縁
組
を
す
る
上

で
身
分
を
正
当
化
す
る
役
割
が
あ
っ
た
。「
入
子
」
に
な
っ
た
者
の
中
に
は
、

元
の
身
分
か
ら
幕
臣
の
親
類
へ
と
身
分
の
転
換
を
果
た
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
う

え
で
別
の
幕
臣
の
家
と
正
式
に
養
子
縁
組
を
結
ぶ
者
も
多
か
っ
た
。

　
持
参
金
養
子
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
に
つ
い
て
、「
万
一
偽
籍
の
こ
と
が
露

顕
す
る
と
、
相
続
者
も
被
相
続
者
も
死
罪
で
あ
っ
た
）
102
（

」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

表８　寛政元年（1789）十月二日の判決一覧表

吟味者人名 同左身分 判決

前嶋寅之助 小普請組 死罪

前嶋寅之丞 前嶋寅之助の養父 死罪

前嶋小左衛門 前嶋寅之助の養祖父 籠居

前嶋寅吉 前嶋寅之助の子 遠島

宇垣貞右衛門 小普請組 死罪

宇垣金藏 宇垣貞右衛門の弟 追放

宇垣鍬五郎 宇垣貞右衛門の子 遠島（十五歳まで親族に召し預けられる）

宇垣勝五郎 宇垣貞右衛門の子 遠島（十五歳まで親族に召し預けられる）

片岡九八郎 表祐筆 小普請に貶して閉門

片岡市太郎 前嶋寅之丞の親族 閉門

上田萬五郎 小普請 逼塞

備考：『寛政重修諸家譜』第四巻、141頁、「上田萬五郎」の項。『寛政重修諸家譜』第二十巻、122頁、「前
嶋小左衛門」「前嶋寅之丞」「前嶋寅之助」「前嶋寅吉」の項。『寛政重修諸家譜』第二十一巻、275頁、「片
岡九八郎」の項。同前、277頁、「片岡市太郎」の項。『寛政重修諸家譜』第二十二巻、404頁、「宇垣貞右衛
門」「宇垣金藏」「宇垣鍬五郎」「宇垣勝五郎」の項。
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非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も

そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
不
正
養
子
を
迎
え
た
幕
臣
に
対
す
る
処
罰
は
、
江

戸
時
代
前
期
に
お
い
て
遠
島
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
享
保
年
間
を
境
に
、
死

罪
と
い
う
厳
し
い
判
決
へ
と
変
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
享
保
年
間
の
前
後
で
幕

府
に
よ
る
持
参
金
養
子
へ
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
不
正
養
子
を
ご
ま
か
す
手
口
が
以
前
よ
り
巧
み
に
な
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
犯
罪
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
持
参
金
養
子
の
背
景
に
は
、
養
子
を
出
す
側
と
養
子
を
迎
え
る
側
と
の
間
の
、

借
金
な
ど
の
金
銭
的
な
関
わ
り
が
存
在
す
る
。
不
正
養
子
が
行
わ
れ
始
め
た
初

期
に
お
い
て
は
、
家
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
家
相
続
の
意
識
が
高
か
っ
た
が
、

次
第
に
そ
の
目
的
が
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
か
ら
金
銭
を
得
る
と
い
う
こ
と
に

転
換
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
偽
籍
工
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
養
子
縁
組
の
交
渉
に
当
た
り
、
親
族
の
ほ
か
に
、
町
人
や
医
師
や
幕

臣
の
隠
居
な
ど
様
々
な
身
分
・
階
層
の
人
々
が
関
わ
っ
て
い
た
。

　
目
に
余
る
ほ
ど
の
不
正
行
為
に
対
し
て
、
幕
府
が
厳
格
に
対
処
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
厳
罰
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
処
罰
事
例
の
多
く
は
、
持
参
金
養
子
を
め
ぐ
る
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
発

覚
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
が
な
く
、
露
顕
し
な
か
っ
た
事
例
の
存

在
を
推
測
す
る
と
、
不
正
に
行
わ
れ
た
養
子
縁
組
は
け
っ
し
て
数
少
な
い
特
殊

な
事
例
と
は
言
い
難
い
。

注（
１
）　
中
根
千
枝
『
家
族
の
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
一

頁
。

（
２
）　
同
右
『
家
族
の
構
造
』、
一
二
一
〜
一
二
二
頁
。

（
３
）　
磯
田
道
史
「
藩
士
社
会
の
養
子
と
階
層
移
動
　
長
門
国
清
末
藩
の
分
析
」、

『
日
本
研
究
』
第
十
九
集
、
角
川
学
芸
出
版
、
一
九
九
九
年
、
二
二
一
〜
二
二

二
頁
。

（
４
）　
同
右
「
藩
士
社
会
の
養
子
と
階
層
移
動
　
長
門
国
清
末
藩
の
分
析
」、
二

三
四
頁
、
二
三
七
頁
。

（
５
）　
馬
場
憲
一
「
八
王
子
千
人
同
心
の
世
襲
と
在
村
分
布
」、
村
上
直
（
編
）

『
八
王
子
千
人
同
心
史
料
』
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
、
六
三
〜
八
〇
頁
。
馬
場

憲
一
「
江
戸
幕
府
御
家
人
株
売
買
の
実
態
に
つ
い
て
」、
日
本
古
文
書
学
会（
編
）

『
古
文
書
研
究
』
第
三
十
六
号
、
一
九
九
二
年
、
三
三
〜
四
五
頁
。

（
６
）　
樋
口
豊
治
「
八
王
子
千
人
同
心
株
の
売
買
に
つ
い
て
」、『
多
摩
の
あ
ゆ

み
』
第
十
四
号
、
一
九
七
九
年
、
四
七
〜
五
二
頁
。

（
７
）　
吉
岡
孝
『
八
王
子
千
人
同
心
』
同
成
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
〜
四
八
頁
。

（
８
）　
新
見
吉
治
『
下
級
士
族
の
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
三
年
、
一

四
五
〜
一
五
二
頁
。

（
９
）　
松
尾
美
恵
子
「
近
世
武
家
の
婚
姻
・
養
子
と
持
参
金
　
大
名
榊
原
氏
の
事

例
　
」、
学
習
院
大
学
史
学
会
（
編
）『
学
習
院
史
学
』
第
十
六
号
、
一
九
八
〇

年
、
四
九
頁
。

（
10
）　
高
柳
金
芳
『
江
戸
時
代
御
家
人
の
生
活
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
六
六
年
、

七
一
頁
。

（
11
）　
小
川
恭
一
「
武
士
身
分
売
買
　
御
家
人
株
」
日
本
風
俗
史
学
会
（
編
）
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

『
史
料
が
語
る
江
戸
期
の
社
会
実
相
一
〇
〇
話
』
つ
く
ば
ね
舎
、
一
九
九
八
年
、

一
六
四
頁
。

（
12
）　
鎌
田
浩
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』
成
文
堂
、
一
九
七
〇
年
、

《
基
礎
法
学
叢
書
１
》、
一
四
〇
頁
。

（
13
）　
中
田
薫
「
徳
川
時
代
の
養
子
法
」、
中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
二
六
年
、
三
八
六
〜
三
八
七
頁
。

（
14
）　
大
竹
秀
男
「
武
士
相
続
に
関
す
る
藩
法
資
料
　
　
宇
和
島
藩
　
　
」、『
神

戸
法
学
雑
誌
』
第
八
巻
二
号
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
。

（
15
）　
鎌
田
浩
「
武
士
社
会
の
養
子
　
幕
藩
比
較
養
子
法
　
」、
大
竹
秀
男
・
竹

田
旦
・
長
谷
川
善
計
（
編
）・
比
較
家
族
史
学
会
（
監
修
）『
擬
制
さ
れ
た
親
子

　
養
子
　
』
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
、
八
二
頁
。

（
16
）　
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
（
編
）『
御
触
書
寛
保
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
六
年
、「
御
條
目
之
部
」
九
号
、
一
三
頁
。

（
17
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
九
七
二
号
、
五

二
三
頁
。「
養
子
跡
目
之
儀
、
當
年

無
相
違
被
　
仰
付
之
、
自
今
以
後
は
、

養
父
累
年
無
恙
御
奉
公
相
勤
、
其
上
養
子
之
先
祖
等
有
御
吟
味
可
被
　
仰
付
之
、

無
筋
目
養
子
等
於
有
之
ハ
、
向
後
養
子
跡
職
相
續
被
　
仰
付
間
敷
儀
也
、
若
又

養
父
日
来
於
不
抽
御
奉
公
は
、
養
子
跡
職
一
圓
ニ
は
被
下
間
敷
由
被
　
仰
出
之
」

（
18
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
御
條
目
之
部
」
十
一
号
、
一
七
頁
。

（
19
）　
前
掲
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』、
一
四
〇
頁
。

（
20
）　
前
掲
「
徳
川
時
代
の
養
子
法
」、
三
八
四
頁
。
注
（
九
）
を
参
照
。「
弟
甥

従
弟

は
所
謂
親
類
で
、
又
甥
又
従
弟

は
遠
類
に
属
す
る
も
の
、
入
聟
及
び

娘
方
之
孫
姉
妹
之
子
（
女
系
血
族
）
は
異
姓
外
族
で
あ
る
、
此
の
如
く
養
子
の

場
合
の
同
姓
は
元
来
男
系
血
族
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
」

（
21
）　
前
掲
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』、
一
四
〇
〜
一
四
一
頁
。

（
22
）　
服
藤
弘
司
『
相
続
法
の
特
質
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
三
三
〇
頁
。

（
23
）　
石
井
良
助
（
編
）『
近
世
法
制
史
料
叢
書
　
訂
正
版
』
第
二
巻
、
創
文
社
、

一
九
五
九
年
、「
御
當
家
令
條
」
巻
一
、
九
頁
。

（
24
）　
法
制
史
学
会
（
編
）、
石
井
良
助
（
校
訂
）『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
巻
、

創
文
社
、
一
九
五
九
年
、「
旗
本
家
人
令
條
」
二
二
六
五
号
、
二
五
一
頁
。

（
25
）　
前
掲
『
相
続
法
の
特
質
』、
三
三
〇
〜
三
三
一
頁
。

（
26
）　
前
掲
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
武
家
諸
法
度
之
部
」
七
号
、
一
一
頁
。

（
27
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
九
七
八
号
、
五

二
四
頁
。

（
28
）　
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
巻
、「
旗
本
家
人
令
條
」
二
二
七
六
号

「
同
姓
を
差
置
他
人
を
養
子
ニ
致
候
時
之
事
」、
二
五
四
頁
。

（
29
）　
前
掲
「
徳
川
時
代
の
養
子
法
」、
三
八
四
頁
。

（
30
）　
前
掲
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』、
一
四
一
頁
。

（
31
）　
前
掲
『
相
続
法
の
特
質
』、
三
三
三
頁
。

（
32
）　
前
掲
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
九
九
三
号
、
五

二
八
〜
五
二
九
頁
。

（
33
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
九
九
九
号
、
五

三
〇
頁
。

（
34
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
一
〇
〇
一
号
、

五
三
一
頁
。

（
35
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
一
〇
〇
五
号
、

五
三
二
頁
。

（
36
）　
同
右
『
御
触
書
寛
保
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
一
〇
〇
六
号
、
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五
三
二
頁
、。

（
37
）　
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
（
編
）『
御
触
書
宝
暦
集
成
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
六
年
、「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
八
〇
六
号
、
二
六
六
〜
二
六
七
頁
。

（
38
）　
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
巻
、「
旗
本
家
人
令
條
」
二
二
九
二
号
、

二
五
八
頁
。

（
39
）　
前
掲
『
幕
藩
体
制
に
お
け
る
武
士
家
族
法
』、
一
三
九
頁
。

（
40
）　
前
掲
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』「
養
子
跡
目
縁
組
等
之
部
」
八
〇
八
号
、
二

六
七
頁
。

（
41
）　
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
（
編
）『
御
触
書
天
保
集
成
』（
下
）、
岩
波
書
店
、

一
九
七
七
年
、
五
四
六
二
号
、
四
一
三
頁
。

（
42
）　
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』「
旗
本
家
人
令
條
」
二
三
一
六
号
、
二
六
七
頁
。

（
43
）　
大
森
映
子
『
お
家
相
続
　
大
名
家
の
苦
闘
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。

（
44
）　「
徳
川
実
紀
」
第
四

、
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
（
編
）、
新
訂
増

補
『
国
史
大
系
』
四
十
一
、「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
、
五
八
九
頁
。

（
45
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
八
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
二
二

二
頁
、「
梶
川
左
門
」
の
項
。

（
46
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
十
八
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
、
第
五
刷
、
一

二
八
頁
。「
神
保
弥
三
郎
」
の
項
。

（
47
）　「
徳
川
実
紀
」
第
六

、
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
（
編
）、
新
訂
増

補
『
国
史
大
系
』
四
十
三
、「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
、
四
三
〇
頁
。

（
48
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
、
第
五
刷
、

三
六
六
頁
、「
高
木
六
兵
衛
」
の
項
。

（
49
）　「
楓
林
腐
草
」
三
田
村
鳶
魚
（
編
）『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
七
巻
、
中
央
公

論
社
、
一
九
七
七
年
、
三
九
二
頁
。

（
50
）　
同
右「
楓
林
腐
草
」、
四
一
三
〜
四
一
五
頁
。

（
51
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
二
十
一
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
、
第
五
刷
、

二
六
六
頁
。「
安
藤
儀
兵
衛
」
の
項
。

（
52
）　「
徳
川
実
紀
」
第
八

、
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
（
編
）、
新
訂
増

補
『
国
史
大
系
』
四
十
五
、「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
、
六
六
八
頁
。

（
53
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
二
十
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
、
第
五
刷
、
二

五
七
〜
二
五
八
頁
、「
金
子
源
五
郎
」「
金
子
安
五
郎
」
の
項
。

（
54
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
八
巻
、
三
七
〇
頁
、「
小
野

直
賢
」
の
項
。

（
55
）　
同
右
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
八
巻
、
三
七
〇
頁
、「
小
野

直
泰
」
の
項
。

（
56
）　
小
野
直
方（
著
）・
山
田
忠
雄
（
解
題
）『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第

一
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
、
五
〜
六
頁
。

（
57
）　「
徳
川
実
紀
」
第
九

、
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
（
編
）、
新
訂
増

補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

年
、
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。

(02)082
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徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察

（
58
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
七
七
頁
、「
漆
原

平
右
衛
門
」
の
項

（
59
）　
同
右
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
三
九
一
頁
、「
岸

井
純
菴
」
の
項
。

（
60
）　
同
右
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
七
七
頁
、「
漆
原

貞
次
郎
」
の
項
。

（
61
）　
同
右
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
三
六
一
頁
、「
鈴

木
運
八
郎
」
の
項
。

（
62
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」、
四
七
〇

頁
。

（
63
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
八
巻
、
一
九
五
頁
、「
小
俣

平
右
衛
門
某
」
の
項
。

（
64
）　
小
野
直
方
（
著
）・
山
田
忠
雄
（
解
題
）『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第

二
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
、
一
二
〇
頁
、
寛
延
元
年
七
月
二
十
八
日
条
。

（
65
）　
同
右
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
一
二
九
頁
、
寛
延
元
年
八

月
二
十
日
条
。

（
66
）　
同
右
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
一
三
一
頁
、
寛
延
元
年
八

月
二
十
六
日
条
。

（
67
）　
同
右
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
一
四
四
頁
、
寛
延
元
年
九

月
二
十
五
日
条
。

（
68
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
四
二
八
頁
、「
粕

谷
金
大
夫
」
の
項
。

（
69
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」、
四
九
〇

頁
。

（
70
）　
前
掲
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
二
六
八
頁
、
寛
延
二
年
四

月
十
一
日
。

（
71
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
十
九
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
、
第
五
刷
、
二

三
一
頁
、「
牛
田
礒
陳
」
の
項
。

（
72
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」、
四
九
四

頁
。

（
73
）　
前
掲
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
二
七
一
頁
、
寛
延
二
年
四

月
十
六
日
条
。

（
74
）　
同
右
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
二
七
七
頁
、
寛
延
二
年
五

月
一
日
条
。

（
75
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
九
巻
、
四
〇
二
頁
、「
大
塚

彦
六
」
の
項
。

（
76
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
六
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
一
三

三
頁
、「
小
嶋
伝
次
郎
」「
小
嶋
弥
三
郎
」「
小
嶋
源
左
衛
門
」
の
項
。

（
77
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
七
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
一
一

〇
頁
、「
森
川
求
馬
」
の
項
。

（
78
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
三
八
三
頁
、「
小

宮
山
佐
太
郎
」
の
項
。

（
79
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
六
巻
、
一
三
三
頁
、「
小
嶋
長

十
郎
」
の
項
。

（
80
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」、
五
一
二
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頁
。

（
81
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
十
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
二
四

頁
、「
山
中
新
次
郎
」
の
項
。

（
82
）　
前
掲
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
三
八
四
頁
、
寛
延
二
年
十

一
月
十
日
条
。

（
83
）　
同
右
『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第
二
巻
、
三
八
五
頁
、
寛
延
二
年
十

一
月
十
二
日
条
。
原
文
割
注
の
部
分
は
〔
　
〕
で
囲
む
。

（
84
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
三
七
五
頁
。

（
85
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
六
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」、
五
二
二

頁
。

（
86
）　
小
野
直
方（
著
）・
山
田
忠
雄
（
解
題
）『
影
印
　
官
府
御
沙
汰
略
記
』
第

三
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
九
二
年
、
一
一
一
頁
、
寛
延
三
年
七
月
二
十
五
日
条
。

（
87
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
十
一
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
二

七
二
〜
二
七
三
頁
、「
本
多
作
之
丞
」
の
項
。

（
88
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
巻
、
三
四
四
頁
、「
黒
澤
杢

之
助
」
の
項
。

（
89
）　「
続
徳
川
実
紀
」
第
一

、
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
（
編
）、
新
訂

増
補
『
国
史
大
系
』
四
十
八
、「
文
恭
院
殿
御
実
紀
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

六
年
、
一
〇
七
頁
。

（
90
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
二
巻
、
四
〇
四
頁
。

（
91
）　「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
森
銑
三
ほ
か
（
編
）『
随
筆
百
花
苑
』
第
八
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
九
七
頁
。

（
92
）　
同
右
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
三
九
九
頁
。

（
93
）　
同
右
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
四
〇
一
頁
。

（
94
）　
神
沢
杜
口
「
翁
草
」、
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
（
編
）『
日
本
随
筆
大
成
』

第
三
期
、
第
二
十
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
四
二
一
〜
四
二
二
頁
。

（
95
）　
前
掲
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
三
九
九
頁
。

（
96
）　
同
右
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
三
九
八
頁
。

（
97
）　
同
右
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
四
〇
一
頁
。

（
98
）　
前
掲
新
訂
増
補
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
巻
、
一
二
一
〜
一
二
二
頁
、

第
二
十
二
巻
、
四
〇
四
頁
。

（
99
）　
高
柳
光
寿
、
岡
山
泰
四
、
斎
木
一
馬
（
編
集
顧
問
）
新
訂
増
補
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
第
四
巻
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、
第
五
刷
、
一
四

一
頁
、「
上
田
萬
五
郎
」
の
項
。

（
100
）　
前
掲
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
三
九
八
頁
。

（
101
）　
同
右
「
よ
し
の
冊
子
」（
上
）、
四
七
五
頁
。

（
102
）　
高
柳
金
芳
『
江
戸
時
代
御
家
人
の
生
活
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
六
六
年
、

七
十
二
頁
。

(04)084



85

国民政府と満蒙問題

は
じ
め
に

　
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
い
た
る
ま
で
の
時
期
の
中

国
は
、
国
民
政
府
の
形
成
期
に
当
た
っ
て
お
り
、
日
中
関
係
は
岐
路
に
さ
し
か

か
っ
て
い
た
。
当
該
期
の
日
中
外
交
史
の
研
究
は
、
駐
華
公
使
だ
っ
た
重
光
葵

の
回
顧
録
『
昭
和
の
動
乱
』
に
影
響
さ
れ
、
当
該
期
の
中
国
外
交
を
一
般
に

「
革
命
外
交
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
と
り
わ
け
そ
の
反
日
的
な
側
面
が
過
度
に
強
調

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
）
1
（

。

　
筆
者
は
近
年
、
中
国
国
民
政
府
の
成
立
期
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
の
研
究
を

進
め
、
い
わ
ゆ
る
「
革
命
外
交
」
と
し
て
そ
の
強
硬
姿
勢
を
強
調
し
て
き
た
従

来
の
単
純
な
理
解
に
対
し
、
中
国
国
民
党
・
国
民
政
府
内
部
の
路
線
対
立
や
政

府
指
導
者
の
外
交
構
想
な
ど
の
内
在
的
な
分
析
に
よ
り
、
そ
の
複
雑
な
内
実
を

提
示
し
て
き
た
）
2
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
期
の
日
中
関
係
の
捉
え
な
お
し
の
研
究
に
は
、
ま
だ

多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
中
国
国
民
党
・
国
民
政
府
が
、

日
中
関
係
の
中
の
満
蒙
問
題
、
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
日
本
の
満
蒙
に
お
け

る
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う

に
対
処
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
の
は
満

州
事
変
の
評
価
に
お
い
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

国
民
政
府
と
外
交
部
長
王
正
廷
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
　
　
　

一
　
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
と
満
蒙
政
策

　「
特
殊
権
益
」
の
語
は
専
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の

地
位
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
条
約
上
の
「
特
殊
権
利
」
と
そ
れ
を
行
使
す
る
結

果
得
ら
れ
る
「
特
殊
利
益
」
を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

国
民
政
府
と
満
蒙
問
題

高
　
　

文
　

勝
　
　
　

(05)085
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「
特
殊
権
益
」
と
い
う
概
念
は
「
特
殊
権
利
」
と
「
特
殊
利
益
」
を
包
含
す
る

が
、「
特
殊
権
利
」
と
「
特
殊
利
益
」
自
体
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

か
っ
た
。
満
蒙
に
対
す
る
日
本
の
特
殊
権
利
は
主
と
し
て
日
本
が
中
国
と
結
ん

だ
条
約
、
協
定
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
有
形
の
権
利
（
関
東
州
租
借
、
満
鉄
経
営
、

関
東
軍
の
鉄
道
沿
線
配
置
、
そ
の
他
鉱
業
、
農
業
、
商
業
上
の
権
利
な
ど
）
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
た
日
本
と
満
蒙
の
地
理
的
近
接
、
特
殊
な
歴
史
的
関
係
、
政
治

的
、
経
済
的
関
係
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
無
形
の
権
利
で
も
あ
る
と
主
張
さ

れ
た
の
で
あ
る
）
3
（

。
例
え
ば
、「
十
万
人
の
血
」
を
流
し
て
南
満
を
獲
得
し
た
と

い
う
事
実
、
日
本
に
よ
る
二
億
円
の
投
資
、
あ
る
い
は
日
本
の
「
生
存
権
」
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
満
蒙
と
い
う
「
宝
庫
」
は
日
本
人
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日

本
軍
部
に
と
っ
て
、
満
州
と
い
え
ば
仮
想
敵
国
ソ
連
と
開
戦
し
た
場
合
の
戦
場

と
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
）
4
（

。

　
日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
信

夫
淳
平
は
満
州
事
変
前
、
日
本
が
満
蒙
に
お
い
て
有
す
る
特
殊
権
益
を
三
種
類

に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
第
一
は
条
約
上
の
根
拠
が
あ
り
、
か
つ
名
実
共
に

日
本
の
特
殊
権
利
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
東
州
租
借
権
及
び
同
租
借
地
行
政
権
、

日
本
居
留
地
設
置
権
、
南
満
鉄
道
の
経
営
権
な
ど
二
十
種
類
の
特
殊
権
利
と
見

な
さ
れ
る
も
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
条
約
上
の
根
拠
が
乏
し
い
も
の
の
、

事
実
的
に
日
本
の
特
殊
権
利
と
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
安
奉
線
付
属
地
の

維
持
及
び
同
付
属
地
に
お
け
る
行
政
権
（
警
察
権
を
含
む
）、
安
奉
線
鉄
道
守
備

兵
駐
屯
権
、
満
鉄
付
属
地
以
外
に
お
け
る
領
事
館
警
察
権
、
正
金
銀
行
券
と
朝

鮮
銀
行
券
の
発
行
及
び
流
通
権
、
無
線
電
信
施
設
権
等
政
治
上
、
軍
事
上
、
経

済
上
重
要
な
権
益
な
ど
の
五
種
類
は
そ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
条

約
上
の
根
拠
が
あ
り
、
か
つ
最
恵
国
待
遇
を
有
す
る
第
三
国
の
国
民
に
も
条
約

均
霑
で
き
る
が
、
事
実
的
に
は
日
本
の
特
殊
権
利
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
関

東
州
内
外
の
関
税
に
関
す
る
諸
権
、
南
満
州
に
お
け
る
土
地
商
租
権
な
ど
の
六

種
類
の
特
殊
権
利
は
そ
れ
で
あ
る
。
三
者
を
合
わ
せ
て
計
三
十
一
種
の
特
殊
権

利
を
日
本
が
有
す
る
）
5
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
主
張
す
る
特
殊
権
利
に
は
条
約
に
基
礎
を
お
く
も
の

の
ほ
か
に
、
慣
行
や
既
成
事
実
に
よ
る
も
の
、
地
方
官
憲
や
個
人
と
の
密
約
に

基
づ
く
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
中
に
、
日
本
が
二
十
一
ヶ

条
要
求
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
満
蒙
特
殊
権
益
の
骨
幹
と
い
わ
れ
た
関
東
州
（
旅

順
・
大
連
）
租
借
の
期
限
延
長
、
土
地
商
租
権
な
ど
が
あ
る
。
日
本
側
は
そ
れ

ら
を
条
約
に
基
づ
い
た
権
益
と
し
て
主
張
す
る
の
に
対
し
、
中
国
側
は
二
十
一

ヶ
条
要
求
に
よ
っ
て
成
立
し
た
諸
条
約
自
体
の
有
効
性
を
認
め
な
い
立
場
に
立

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
旅
順
・
大
連
租
借
地
問
題
、
土
地
商
租
権
問
題
は
満

蒙
問
題
中
で
最
も
争
議
あ
る
問
題
と
な
っ
た
。

　
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
日
露
戦
争
後
か
ら
満
州
事
変
ま
で
の

日
本
の
政
策
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
満
蒙
特
殊
権
益
の
拡
大
と
擁

護
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
は
満

蒙
特
殊
権
益
の
拡
大
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
日
本
の
満
蒙
政
策
の
特
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徴
と
は
、
日
本
が
満
蒙
地
方
を
自
己
の
勢
力
範
囲
と
し
、
軍
事
力
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
、
も
し
く
は
軍
事
的
、
政
略
的
圧
力
を
背
景
と
し
て
、
満
蒙
に
お
け
る

権
益
の
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
）
6
（

。
二
十
一
ヶ
条
要
求
の
提
出
と
強

要
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
後
、
日
本
は
米
英
と
の
国
際
協
調
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の

中
国
へ
の
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
膨
張
政
策
を
修
正
し
、
中
国
内
政
不
干
渉
政
策
を

打
ち
出
し
た
。
満
蒙
政
策
に
つ
い
て
、
日
本
は
そ
れ
ま
で
の
満
蒙
に
お
け
る
特

殊
権
益
の
拡
大
よ
り
そ
れ
の
維
持
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、

と
く
に
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
以
降
、
日
本
は
満
蒙
を
自
己
の
勢
力
範
囲
と
し
て
明

白
に
他
国
に
認
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
満
蒙
に
お
け
る
日

本
の
特
殊
権
益
自
体
、
そ
し
て
そ
の
特
殊
権
益
の
擁
護
と
拡
大
の
政
策
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
7
（

。
例
え
ば
、
一
九
二
四
年
五
月
三
十
日
、
清
浦
内
閣

の
外
務
、
陸
軍
、
海
軍
、
大
蔵
四
省
が
共
同
で
作
成
し
た
「
対
支
政
策
綱
領
」

の
第
四
項
に
お
い
て
、「
条
約
又
は
慣
行
に
依
り
正
当
に
享
受
せ
る
権
利
及
利

益
は
飽

之
を
堅
持
し
以
て
支
那
に
於
け
る
我
地
歩
の
確
保
及
伸
展
を
図
る
」

こ
と
が
基
本
方
針
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
八
項
で
、「
満
蒙
」
に

お
け
る
日
本
権
益
の
確
保
に
つ
い
て
「
格
別
の
考
慮
」
を
払
う
こ
と
を
決
定
し

て
い
る
）
8
（

。

　
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
幣
原
外
交
）
9
（

で
あ
る
。
幣
原
は
国
際
協
調
と

中
国
内
政
不
干
渉
政
策
を
唱
え
な
が
ら
、
日
本
が
中
国
に
有
す
る
諸
権
益
の
保

持
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
主
張
す
る
。
一
九
二
四
年
七
月
一
日
、
外
相
就
任
後

最
初
の
議
会
演
説
に
お
い
て
幣
原
は
、「
帝
国
の
外
交
は
我
正
当
な
る
権
利
々

益
を
擁
護
増
進
す
る
」
こ
と
を
「
根
本
主
義
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「
日
本

の
正
当
な
る
権
利
々
益
を
擁
護
増
進
す
る
の
は
政
府
と
し
て
当
然
の
責
務
」
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
）
10
（

。
同
年
十
月
八
日
の
枢
密
院
本
会
議
に
お
い
て
幣
原
は
、

九
月
二
十
二
日
に
出
淵
勝
次
亜
細
亜
局
長
が
発
表
し
た
対
中
国
不
干
渉
談
話
を

確
認
し
な
が
ら
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
の
確
保
は
絶
対
的
な
も
の

で
あ
っ
て
不
干
渉
主
義
と
は
別
問
題
だ
と
説
明
し
て
い
る
）
11
（

。
さ
ら
に
一
九
二
六

年
一
月
二
十
一
日
の
第
五
十
一
議
会
に
お
い
て
幣
原
は
、
中
国
内
政
に
つ
い
て

は
「
絶
対
に
之
に
干
渉
せ
ざ
る
こ
と
」
と
「
我
権
利
及
利
益
」「
我
正
当
な
る

地
位
」
を
「
凡
ゆ
る
正
当
手
段
」「
及
ぶ
限
り
擁
護
の
手
段
」
を
執
っ
て
擁
護

す
る
こ
と
を
日
本
の
一
貫
し
た
方
針
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。
幣
原
の
言
う

「
正
当
な
る
権
利
利
益
」「
正
当
な
る
地
位
」
な
る
も
の
が
そ
の
演
説
中
で
「
日

本
が
満
蒙
地
方
に
於
て
有
形
無
形
な
最
重
要
な
権
利
利
益
を
有
す
る
）
12
（

」
と
示
さ

れ
た
よ
う
に
、
満
蒙
特
殊
権
益
を
含
む
日
本
の
在
中
国
諸
権
益
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
幣
原
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
は
幣
原
外

交
の
根
本
理
念
を
示
す
も
の
と
し
て
名
高
い
五
十
二
議
会
で
の
彼
の
演
説
に
お

い
て
も
よ
く
示
唆
さ
れ
て
い
た
）
13
（

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
一
九
二
七
年
四
月
成
立
し
た
田
中
内
閣
は
対
中
国
積
極
政
策
を
唱
え
、

満
蒙
問
題
の
解
決
を
一
般
中
国
問
題
と
は
別
に
切
り
離
し
、
満
蒙
に
お
け
る
日

本
の
特
殊
地
位
を
尊
重
し
、
政
情
安
定
の
方
途
を
講
じ
る
「
東
三
省
有
力
者
」

を
相
手
と
し
て
折
衝
を
行
い
、「
我
特
殊
の
地
位
権
益
に
対
す
る
侵
迫
」
に
対
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し
、「
機
を
逸
せ
ず
適
当
の
措
置
」「
防
衛
の
手
段
」
に
よ
り
「
我
権
益
を
擁
護

す
る
」
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
満
蒙
分
離
政
策
」
を
確
立
し
た
）
14
（

。

　
ま
た
、
田
中
内
閣
の
対
中
国
政
策
を
批
判
し
て
き
た
民
政
党
総
裁
浜
口
雄
幸

は
一
九
二
九
年
七
月
組
閣
後
、
十
大
政
綱
を
公
布
し
、
そ
の
第
四
項
の
「
対
支

外
交
の
刷
新
」
に
お
い
て
、
満
蒙
特
殊
権
益
を
「
我
国
の
生
存
又
は
繁
栄
に
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
正
当
且
緊
切
な
る
権
益
」
と
定
義
し
、
そ
れ
を
「
保
持
す
る
は

政
府
当
然
の
職
責
に
属
す
」
と
主
張
し
て
い
る
）
15
（

。
さ
ら
に
一
九
三
一
年
七
月
、

若
槻
礼
次
郎
首
相
は
「
国
民
的
生
存
と
緊
切
な
る
関
係
の
あ
る
権
利
利
益
」
を

守
る
た
め
に
は
、「
如
何
な
る
犠
牲
を
も
顧
み
ず
、
敢
然
と
し
て
決
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
）
16
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
の
擁
護
、
維
持
に
つ
い
て
、

日
本
政
府
の
態
度
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
当
時
の
如
何
な
る
日
本

政
府
に
お
い
て
も
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
を
（
た
と
え
そ
の
期
限

に
な
っ
て
も
）
中
国
に
返
還
す
べ
き
だ
と
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
〇
七
年
一
月
、
山
県
有
朋
は
首
相
西
園
寺
宛
意
見
書
「
対
清
政

策
所
見
」
に
お
い
て
、
十
年
余
り
で
租
借
期
限
が
満
了
す
る
関
東
州
租
借
地
の

返
還
を
清
国
は
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
見
し
、
そ
の
間
に
世
界
の
情
勢
、
東

洋
の
局
面
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
な
い
限
り
日
本
が
清
国
の
要
求
に
応
じ
え
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
）
17
（

。
一
九
〇
八
年
九
月
、
桂
内
閣
は
、
日
本

は
如
何
な
る
場
合
に
も
常
に
清
国
に
対
し
優
越
な
る
地
位
を
占
め
る
覚
悟
が
な

く
て
は
な
ら
ず
、
満
州
に
お
い
て
有
す
る
現
在
の
状
態
を
将
来
に
わ
た
っ
て
永

く
持
続
す
る
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
清
国
に
対
す
る
態
度
と
方

針
を
閣
議
で
決
定
し
た
の
で
あ
る
）
18
（

。
一
九
〇
九
年
四
月
、
山
県
は
「
第
二
対
清

政
策
」
と
題
す
る
意
見
書
を
、
首
相
桂
、
外
相
小
村
及
び
陸
相
寺
内
に
送
っ
た
。

そ
の
中
で
、
山
県
は
、
た
と
え
関
東
半
島
の
期
限
が
き
て
も
直
ち
に
こ
れ
を
還

付
す
る
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
お
い
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
、
そ
こ
で
、
関

東
半
島
の
租
借
期
限
を
延
長
し
、
こ
れ
を
実
際
に
日
本
の
領
土
と
同
様
の
も
の

と
す
る
た
め
、
大
々
的
な
経
営
を
進
め
、
到
底
満
州
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
状
態
を
つ
く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
提
言
し
た
）
19
（

。
一
九
一
三

年
、
外
務
省
は
「
支
那
に
関
す
る
外
交
政
策
の
綱
領
」
に
お
い
て
、
関
東
州
租

借
地
期
限
問
題
に
つ
い
て
は
「
永
久
動
か
ざ
る
の
決
心
を
以
て
之
に
処
」
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
）
20
（

。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
幣
原
の
態
度
も
同
じ
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
九
月
五

日
、
国
民
政
府
司
法
院
副
院
長
張
継
と
駐
日
公
使
汪
栄
宝
は
幣
原
外
相
を
訪
れ

た
。
そ
の
と
き
、
汪
公
使
よ
り
満
蒙
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
意
見
に
つ
い

て
の
質
問
に
対
し
、
幣
原
は
「
若
し
関
東
州
租
借
地
の
返
還
と
か
或
は
満
鉄
の

回
収
と
か
を
意
味
す
と
せ
ば
、
我
国
は
絶
対
に
之
を
問
題
と
す
る
こ
と
を
得
ず
、

独
り
現
内
閣
の
み
な
ら
ず
如
何
な
る
政
府
に
於
て
も
斯
か
る
要
求
を
考
慮
す
る

の
余
地
な
き
」
と
答
え
て
い
る
）
21
（

。
さ
ら
に
一
九
三
一
年
四
月
二
十
七
日
の
地
方

長
官
会
議
に
お
い
て
幣
原
は
、
日
本
側
の
一
部
の
言
う
「
満
蒙
問
題
の
根
本
的

解
決
」（「
満
蒙
地
図
の
色
取
り
を
更
へ
む
と
す
る
」
こ
と
）
と
中
国
側
の
言
う
そ
れ

（「
日
本
を
し
て
旅
大
租
借
権
並
に
満
鉄
に
関
す
る
権
利
を
抛
棄
せ
し
め
」
る
こ
と
）

(08)088
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を
「
一
片
の
空
論
」
と
し
て
批
判
し
、「
旅
大
租
借
権
並
に
満
鉄
に
関
す
る
権

利
の
如
き
は
我
国
民
的
生
存
の
必
要
上
よ
り
見
て
到
底
変
改
を
許
さ
ざ
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
」
の
で
、
中
国
側
の
如
何
な
る
方
面
よ
り
旅
順
・
大
連
租
借
権

又
は
満
鉄
に
関
す
る
権
利
を
回
収
し
よ
う
と
し
て
も
、「
我
々
と
し
て
到
底
之

を
問
題
と
な
し
得
べ
き
筋
合
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
今
日
何
人
が
外
交
の
局
に
当

つ
て
も
、
又
如
何
な
る
内
閣
が
組
織
さ
れ
て
も
、
斯
か
る
支
那
側
の
要
求
を
取

上
げ
て
問
題
と
な
し
得
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
」
と
改
め
て
表
明
し
て
い
る
）
22
（

。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
日
本
の
一
般
の
為
政
者
は
も
と
よ
り
、
国
際
協
調
と

対
中
国
不
干
渉
政
策
を
高
唱
し
、
中
国
の
不
平
等
条
約
撤
廃
運
動
に
同
情
を
惜

し
ま
な
い
と
標
榜
す
る
幣
原
に
も
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
を
中
国

に
返
還
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幣
原

外
交
な
る
も
の
は
、
そ
の
対
英
米
政
策
は
別
と
し
て
、
対
中
国
政
策
に
お
い
て

は
、
中
国
の
国
権
回
収
運
動
に
積
極
的
な
好
意
を
示
さ
ず
、
本
質
的
に
は
中
国

に
お
け
る
日
本
の
優
越
的
地
位
及
び
諸
権
益
と
り
わ
け
満
蒙
特
殊
権
益
を
保
持

し
、
他
の
列
強
と
協
調
し
て
中
国
の
不
平
等
条
約
撤
廃
運
動
を
抑
圧
し
よ
う
と

す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

二
　
武
漢
国
民
政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度

　
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
不
平

等
条
約
撤
廃
を
目
指
す
中
国
国
民
政
府
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
国
民
政
府
の
満
蒙
に
お
け
る
日
本

の
特
殊
権
益
に
対
す
る
態
度
は
、
孫
文
の
そ
れ
に
対
す
る
主
張
を
継
承
し
た
も

の
で
あ
る
。
孫
文
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
は
、
革
命
運
動
開
始
初
期
か
ら

一
九
一
八
年
頃
ま
で
は
、
日
本
に
対
し
て
か
な
り
妥
協
的
で
あ
り
、
一
九
一
九

年
以
後
は
、
基
本
的
に
転
換
し
、
日
本
の
在
満
州
権
益
否
認
、
日
本
の
満
州
撤

退
な
ど
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
、
と
藤
井
昇
三
は
主
張
し
て
い
る
）
23
（

。
一
九
一
八

年
頃
ま
で
の
孫
文
の
態
度
は
別
と
し
て
、
そ
の
後
の
孫
文
の
態
度
に
関
す
る
藤

井
氏
の
主
張
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
旅
順
・
大
連
租
借
地
を
含
む
満

蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
を
も
原
則
的
に
回
収
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
の
問
題

と
し
て
、
そ
れ
を
早
急
に
回
収
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
差
し
当
た
り
は
日

本
の
在
満
蒙
特
殊
権
益
の
返
還
を
求
め
ず
、
日
中
関
係
の
緩
和
を
図
り
つ
つ
、

根
本
的
解
決
を
将
来
の
懸
案
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
孫
文
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
の
表
明
は
一
九
二
四
年
の

訪
日
時
に
な
さ
れ
た
。
一
九
二
四
年
十
一
月
、
孫
文
は
北
上
の
途
中
、
神
戸
に

立
ち
寄
っ
た
際
、
民
間
右
翼
の
巨
頭
、
頭
山
満
と
会
談
し
た
。
そ
の
と
き
、
頭

山
満
が
「
貴
説
の
旧
条
約
撤
廃
云
々
も
中
に
は
日
本
の
満
蒙
に
於
け
る
既
得
権
、

具
体
的
に
云
へ
ば
旅
順
大
連
の
回
収
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
等
解
す
る
も
の

あ
り
果
し
て
如
何
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
孫
文
は
次
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。

　

そ
れ
は
一
般
的
に
旧
条
約
の
撤
廃
を
望
む
の
で
あ
つ
て
旅
順
大
連
の
回
収

等
い
ふ
処
ま
で
考
へ
て
は
ゐ
な
い
、
香
港
澳
門
に
就
て
も
然
り
。
特
に
澳

(09)089



90

門
の
如
き
は
支
那
と
し
て
曾
て
こ
れ
を
割
譲
し
た
る
条
約
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
が
、
葡
萄

が
五
百
年
間
勝
手
に
割
譲
し
て
其
の
儘
に
な
つ
て

居
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
事
情
で
あ
る
か
ら
若
し
支
那
が
こ
れ
を
回
収
せ

ん
と
せ
ば
一
個
連
隊
の
兵
を
以
て
す
れ
ば
立
所
に
回
収
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
併
し
な
が
ら
葡
萄

の
勢
力
は
只
其
の
外
部
に
あ
つ
て
、
ま
だ
そ
の

内
部
に
及
ん
で
ゐ
な
い
、
若
し
今
後
其
の
勢
力
が
内
部
ま
で
に
及
ぶ
場
合

は
大
問
題
で
あ
る
。
旅
順
大
連
の
問
題
に
あ
つ
て
も
既
に
現
在
出
来
上
つ

て
居
る
以
上
に
更
ら
に
そ
の
勢
力
拡
大
す
る
に
於
て
は
問
題
で
あ
る
が
、

今
の
通
り
の
勢
力
が
維
持
さ
る
る
以
上
問
題
が
起
る
こ
と
は
な
い
。
香
港

の
問
題
も
亦
こ
れ
に
同
じ
）
24
（

。

　　
す
な
わ
ち
、
孫
文
は
不
平
等
条
約
撤
廃
を
望
ん
で
い
る
が
、
差
し
当
た
り
は

旅
順
・
大
連
の
回
収
を
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
香
港
問
題
と
マ
カ
オ
問
題

も
同
じ
で
あ
る
。
マ
カ
オ
は
中
国
の
領
土
割
譲
条
約
に
属
さ
な
い
が
、
今
日
ま

で
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
占
領
さ
れ
て
い
る
の
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
日
本
が

旅
順
・
大
連
を
租
借
し
て
い
る
の
は
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
現
実
と
し
て
認
め

る
の
で
あ
る
。
も
し
日
本
が
旅
順
・
大
連
の
現
状
を
維
持
す
れ
ば
、
そ
れ
は
問

題
に
な
ら
な
い
が
、
現
状
を
超
え
て
、
更
な
る
拡
大
を
図
る
な
ら
ば
問
題
に
な

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
十
一
月
二
十
九
日
、
神
戸
で
の
英
字
紙Ja

pa
n
 
C
h
ron
icle

の
記
者

と
の
会
見
に
お
い
て
孫
文
は
、
差
し
当
た
り
は
旅
順
・
大
連
の
返
還
を
要
求
し

な
い
こ
と
を
改
め
て
表
明
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
日
本
だ
け
を
特
別
扱
い
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
列
強
は
中
国
に
主
権
を
返
還
す
べ
き
で
あ
り
、

中
国
主
権
の
回
収
は
関
税
自
主
権
回
復
と
治
外
法
権
撤
廃
を
当
面
の
目
標
と
し

て
い
る
、
と
孫
文
は
説
明
し
て
い
る
）
25
（

。

　
上
記
の
よ
う
な
孫
文
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
は
単
に
孫
文
一
人
の
み
の

主
張
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
当
時
中
国
で
の
代
表
的
な
意
見
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
孫
文
訪
日
前
の
六
月
十
五
日
、
北
京
『
益
世
報
』
は

中
日
親
善
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

我
々
は
日
本
が
自
発
的
に
二
十
一
か
条
全
部
の
抛
棄
を
声
明
し
、
事
実
上

直
ち
に
解
決
で
き
な
い
も
の
例
え
ば
旅
大
な
ど
の
返
還
問
題
な
ど
は
中
国

と
の
間
に
別
個
に
、
相
当
期
間
を
延
長
せ
る
新
租
借
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
。
交
換
条
件
と
し
て
、
領
事
裁
判
権
廃
止
、
団
匪
賠
償
金

免
除
、
租
界
返
還
、
関
税
協
定
な
ど
の
如
き
、
日
本
の
国
策
上
重
大
な
関

係
の
な
い
も
の
は
、
中
国
の
要
求
を
容
れ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
）
26
（

。

　　
満
蒙
特
殊
権
益
の
根
幹
で
あ
る
旅
順
・
大
連
即
時
返
還
は
不
可
能
で
あ
る
以

上
、
そ
の
租
借
継
続
を
容
認
し
て
、
他
の
懸
案
解
決
に
資
し
よ
う
と
す
る
『
益

世
報
』
の
提
案
は
、
前
述
し
た
孫
文
の
主
張
及
び
後
述
す
る
国
民
政
府
の
主
張

と
基
本
的
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
五
年
七
月
、
国
民
政
府
は
広
州
に
樹
立
さ
れ
た
。
国
民
政
府
は
、
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「
帝
国
主
義
打
倒
」「
不
平
等
条
約
撤
廃
」
の
主
張
を
掲
げ
て
、
国
民
革
命
を
進

め
、
一
九
二
六
年
九
月
、
軍
閥
打
倒
の
北
伐
を
開
始
し
た
。
一
九
二
七
年
一
月

国
民
革
命
軍
が
武
漢
を
攻
略
し
、
漢
口
・
九
江
英
租
界
を
回
収
し
た
。
い
わ
ゆ

る
漢
口
・
九
江
英
租
界
回
収
事
件
で
あ
る
。

　
漢
口
・
九
江
英
租
界
回
収
事
件
は
日
本
を
含
む
列
国
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
た
。
革
命
軍
の
真
相
を
説
明
し
、
日
中
親
善
を
図
る
た
め
、
一
九
二
七

年
二
月
、
国
民
革
命
軍
総
司
令

介
石
は
国
民
党
中
央
執
行
委
員
戴
季
陶
を

介
石
の
使
者
と
し
て
、
日
本
に
派
遣
し
た
。
訪
日
中
、
戴
季
陶
は
、
来
日
の
目

的
は
国
民
政
府
と
日
本
と
の
親
善
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
、
国
民
政
府
は
外
国

租
界
の
回
収
を
平
和
的
・
合
理
的
な
手
段
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
、
国
民
党
そ
の

も
の
は
孫
文
の
三
民
主
義
の
実
現
に
向
っ
て
進
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
繰
り

返
し
強
調
し
、
国
民
革
命
と

介
石
ら
穏
健
派
へ
の
理
解
を
日
本
に
求
め
た
。

ま
た
、
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
満
蒙
問
題
に
つ
い
て
は
、
戴
季
陶
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
地
位
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
現
在
の
事
実
と

し
て
見
て
は
ゐ
る
が
、
国
民
党
と
し
て
具
体
的
に
考
慮
し
た
事
は
な
い
。

将
来
本
問
題
を
如
何
に
す
れ
ば
合
理
的
で
あ
る
か
は
日
本
国
民
が
自
ら
研

究
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
）
27
（

。

　す
な
わ
ち
、
中
国
国
民
党
は
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
を
事
実
と
し
て
認
め
、
差

し
当
た
り
は
満
蒙
問
題
の
解
決
を
考
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
合
理
的
解
決
を
将
来

の
問
題
と
し
て
残
し
て
日
本
の
国
民
が
自
ら
進
ん
で
検
討
す
べ
き
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
満
州
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
を
事
実
と
し
て
認
め
、
こ
れ
に
慎
重
に
対

処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
左
派
と
右
派
を
問
わ
ず
当
時
の
国
民

政
府
の
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
六
年
十
二
月
末
か
ら
翌
年

一
月
初
め
に
か
け
て
、
中
国
南
方
を
訪
れ
た
日
本
外
務
省
条
約
局
長
佐
分
利
貞

男
に
対
し
て
、
武
漢
国
民
政
府
外
交
部
長
陳
友
仁
は
、「
日
本
の
満
州
に
お
け

る
権
益
に
つ
い
て
は
、
国
民
政
府
は
日
本
と
親
善
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
を
希

望
す
る
の
で
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
立
場
は
充
分
考
慮
す
る
用
意
が
あ
り
、

妥
協
点
を
見
出
す
の
は
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
）
28
（

」
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
陳
友
仁
と
佐
分
利
と
の
間
に
、
満
蒙
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
諒
解

が
な
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

国
民
政
府
は
満
州
に
お
け
る
日
本
の
既
得
権
利
・
権
益
を
承
認
し
、
双
方

の
同
意
が
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
権
利
・
権
益
を
取
消
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
極
東
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
損
な
う
協
定
・

条
約
を
国
民
政
府
は
締
結
し
な
い
）
29
（

。

　　
ま
た
、
左
派
で
あ
る
孫
科
・
武
漢
政
府
交
通
部
長
は
日
本
記
者
に
「
満
蒙
問

題
は
中
日
両
国
間
の
重
大
な
懸
案
で
あ
る
が
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
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我
々
は
十
分
諒
解
し
て
い
る
の
で
、
本
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
、
慎
重
に
考

慮
し
、
双
方
は
満
足
で
き
る
外
交
解
決
が
で
き
る
と
信
じ
る
）
30
（

」
と
表
明
し
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
国
民
革
命
に
対
す
る
不
安
と
危
惧
の
念
を
な
く
す

た
め
に
、
国
民
革
命
軍
総
政
治
部
主
任

演
達
は
、
満
州
に
お
け
る
日
本
の
特

殊
権
益
を
承
認
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
表
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
た
）
31
（

。

　
つ
ま
り
、
武
漢
国
民
政
府
は
「
日
本
の
満
洲
に
対
す
る
地
位
に
つ
い
て
は
簡

単
に
主
義
を
も
つ
て
当
る
こ
と
の
困
難
な
事
を
認
め
、
非
常
に
注
意
を
要
す
る

問
題
で
あ
る
と
見
て
ゐ
る
」
と
、
佐
分
利
は
観
察
し
た
の
で
あ
る
）
32
（

。

　
こ
こ
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
国
民
革
命
軍
総
司
令

介
石
の
満
蒙
問
題

に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

介
石
も
満
州
は
中
国
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

介
石
の
主
張
に
は
当
時
の
一
般

国
民
党
人
士
の
そ
れ
と
い
く
ぶ
ん
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
満
蒙
問
題

が
日
本
に
と
っ
て
単
に
経
済
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
問
題
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
一
月
二
十
六
、
二
十
七
日
、
財
部
彪
海
相
の

私
的
代
表
小
室
敬
二
郎
と
の
会
談
に
お
い
て

介
石
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を

端
的
に
示
し
た
。

　

吾
等
の
主
義
に
基
け
ば
、
満
洲
も
当
然
回
収
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
併
し

満
洲
問
題
は
日
本
に
と
つ
て
政
治
経
済
上
重
大
で
あ
り
日
本
人
が
日
露
戦

争
に
血
を
流
し
た
と
い
ふ
感
情
上
の
問
題
の
あ
る
こ
と
も
諒
解
し
て
居
る
。

又
孫
文
氏
が
日
本
と
満
洲
問
題
に
就
い
て
特
殊
の
諒
解
が
あ
つ
た
こ
と
も

知
つ
て
居
る
か
ら
之
は
特
別
の
考
慮
を
払
は
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
考

へ
て
居
る
）
33
（

。

　　
当
時
、
多
く
の
国
民
党
人
士
は
、
日
本
の
満
州
に
お
け
る
特
殊
権
益
を
事
実

と
し
て
認
め
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
経
済
問
題
と
し
て
円
満
に
解
決
で
き
る
と
考

え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
満
蒙
問
題
は
単
に
経
済
問
題
と
し
て
解

決
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
日
本
に
と
っ
て
は
重
大
な
る
国
防
及
び
政
治
問
題
で

あ
る
と
い
う
の
が
一
般
の
考
え
で
あ
っ
た
。
満
蒙
問
題
に
対
す
る
日
中
両
国
間

の
認
識
に
は
こ
の
よ
う
な
差
異
が
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
満
蒙
問
題
が
日

本
に
と
っ
て
政
治
問
題
で
も
あ
る
と
の
蒋
介
石
の
認
識
は
、
中
国
人
と
し
て
は

例
外
的
な
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。

三
　
南
京
国
民
政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度

　
漢
口
・
九
江
英
租
界
回
収
事
件
後
、
武
漢
国
民
政
府
内
の
左
派
と
右
派
の
対

立
・
拮
抗
が
激
化
し
て
い
く
中
、
一
九
二
七
年
四
月
十
二
日
に

介
石
は
上
海

で
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
、
共
産
党
粛
清
に
踏
み
切
っ
た
。
四
月
十
八
日
に
、

南
京
で
武
漢
国
民
政
府
と
対
立
す
る
国
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
新
た
に
成
立

し
た
南
京
国
民
政
府
は
対
日
親
善
に
努
め
、
日
本
に
対
し
て
、
そ
の
満
蒙
に
お

け
る
特
殊
権
益
を
十
分
に
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
と
、
し
ば
し
ば
表
明
し
た
。

た
と
え
ば
、
五
月
二
十
二
日
、
伍
朝
枢
外
交
部
長
は
南
京
国
民
政
府
の
対
日
政

策
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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日
本
と
南
京
政
府
と
の
円
満
な
る
交
際
は
ま
づ
旧
条
約
を
改
訂
し
て
時
代

に
適
合
す
る
新
条
約
を
結
ぶ
事
に
よ
り
て
実
現
さ
れ
る
。
旧
条
約
中
改
正

す
べ
き
も
つ
と
も
重
大
な
る
は
租
界
地
、
関
税
、
治
外
法
権
等
に
関
す
る

問
題
で
あ
る
。
然
も
余
は
実
際
問
題
と
し
て
日
本
が
南
満
洲
鉄
道
、
関
東

租
界
地
を
今
直
ち
に
返
還
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
ふ
が
適
当

の
時
機
に
交
渉
あ
る
場
合
日
本
側
か
ら
返
還
期
限
を
明
確
に
表
明
す
る
事

に
よ
り
て
日
支
の
平
和
は
解
決
さ
れ
る
も
の
と
信
ず
。
吾
人
は
日
本
が
人

口
過
剰
と
原
料
品
の
供
給
に
苦
し
み
つ
つ
あ
る
を
熟
知
す
る
も
の
で
こ
れ

に
対
し
出
来
得
る
限
り
日
本
の
希
望
に
副
ふ
方
針
で
あ
る
。
両
国
の
融
和

は
政
治
的
勢
力
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
経
済
関
係
か

ら
生
じ
て
来
る
べ
き
で
あ
る
。
吾
人
は
新
条
約
締
結
に
当
り
日
本
の
支
那

に
お
け
る
特
殊
権
益
に
対
し
て
十
分
の
考
慮
を
払
ふ
意
志
を
有
す
る
）
34
（

。

　　
こ
の
中
で
、
伍
朝
枢
は
満
鉄
や
旅
順
・
大
連
租
借
地
の
継
続
を
是
認
ま
た
は

容
認
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
則
論
は
別
と
し
て
、
満

鉄
や
旅
順
・
大
連
租
借
地
の
早
急
返
還
は
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
日
本
か
ら
の

返
還
期
限
の
表
明
と
交
換
に
満
鉄
及
び
旅
順
・
大
連
租
借
を
日
本
に
認
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
民
政
府
が
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
を
も
っ

と
も
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
伍
朝
枢
の
言
う
「
返
還
期
限
」
表

明
な
る
も
の
の
内
容
は
、
近
い
将
来
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
南
満
東
蒙

条
約
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
一
九
九
七
年
ま
で
の
期
限
を
意
味
す
る
の
か
、
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
。

　
そ
の
後
、
南
京
国
民
政
府
は
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
理
解
・
尊

重
の
意
を
日
本
側
に
示
し
続
け
た
。
一
九
二
七
年
九
月
、
下
野
し
た

介
石
は

日
本
を
訪
れ
、
十
一
月
に
田
中
義
一
と
会
談
し
た
。
そ
の
と
き
、

介
石
は
田

中
に
、
日
本
が
国
民
党
を
後
押
し
し
て
北
伐
を
早
く
完
成
さ
せ
、
張
作
霖
を
支

持
す
る
と
の
国
民
の
誤
解
を
一
掃
す
る
な
ら
ば
、
満
蒙
問
題
も
容
易
に
解
決
さ

れ
る
、
と
表
明
し
た
）
35
（

。
こ
こ
で
、
満
蒙
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
に

つ
い
て
、

介
石
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
前
述
し
た

介
石
の
発
言
や
伍
朝

枢
の
談
話
に
照
ら
せ
ば
、

介
石
の
言
っ
た
満
蒙
問
題
解
決
は
、
日
本
の
満
蒙

特
殊
権
益
を
理
解
し
、
そ
れ
を
是
認
ま
た
は
容
認
す
る
意
味
に
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
前
提
ま
た
は
交
換
条
件
と
し
て
、
日
本
が
北
伐
を
支
持
し
、

中
国
の
統
一
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

介
石
は
帰
国
後
、
満
州
に
お
け

る
日
本
の
政
治
的
、
経
済
的
利
益
の
重
要
性
を
無
視
し
な
い
と
改
め
て
表
明
し

た
）
36
（

。
ま
た
、
一
九
二
八
年
一
月
、

介
石
の
意
を
受
け
て
田
中
を
訪
れ
た
張
群

は
田
中
と
の
間
で
、
日
本
が
張
作
霖
を
北
京
か
ら
奉
天
に
引
上
げ
さ
せ
、
国
民

革
命
軍
が
あ
え
て
張
作
霖
に
追
い
討
ち
を
か
け
な
け
れ
ば
、
満
州
は
大
体
委
任

統
治
の
よ
う
な
形
で
、
日
本
に
よ
る
事
実
上
の
政
権
を
認
め
る
と
い
う
黙
契
を

交
わ
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
）
37
（

。

　
一
九
二
八
年
四
月
、
中
断
し
た
北
伐
が
再
開
さ
れ
た
。
北
伐
再
開
に
臨
ん
だ

南
京
国
民
政
府
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
大
な
外
交
課
題
は
対
日
外
交
で
あ
る
。
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国
民
政
府
が
望
ん
で
い
た
の
は
、
日
本
が
出
兵
し
な
い
こ
と
と
日
本
と
の
衝
突

を
避
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
）
38
（

。
そ
の
た
め
、
国
民
政
府
は
対
日
親
善
を
図
る
と
同

時
に
、
日
本
に
よ
る
北
伐
干
渉
の
口
実
と
な
る
も
の
を
な
く
す
よ
う
努
め
て
お

り
、
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
に
つ
い
て
、
理
解
と
尊
重
の
意
を
引
き
続
き
示
し

た
の
で
あ
る
。
北
伐
再
開
に
先
立
っ
て
、
三
月
六
日
に

介
石
は
日
本
の
新
聞

記
者
を
招
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
国
民
党
の
対
各
国
政
策
は
、
す
べ
て
革
命
と
い
う
立
場
か
ら
、

国
家
の
利
益
を
前
提
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
民
革
命
に
と
っ
て
有
利
で
あ

り
、
わ
が
国
の
主
権
を
妨
害
し
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
国
で
も
、

そ
の
経
済
上
の
利
益
お
よ
び
民
族
的
・
国
民
的
利
益
を
わ
が
国
民
政
府
は

必
ず
尊
重
し
、
承
認
す
る
。﹇
中
略
﹈
今
度
の
北
伐
は
郭
松
齢
事
件
と
は

同
じ
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
作
戦
場
所
は
黄
河
流
域
で
あ
っ
て
、
東
三

省
で
は
な
い
）
39
（

。

　　
こ
こ
で

介
石
の
言
う
「
経
済
上
の
権
益
お
よ
び
民
族
的
・
国
民
的
利
益
」

と
は
、
日
本
の
主
張
し
た
満
蒙
特
殊
権
益
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
日
本
が
北

伐
を
妨
害
し
な
い
な
ら
ば
、
国
民
政
府
は
そ
れ
を
尊
重
し
て
承
認
す
る
こ
と
、

日
本
の
権
益
が
集
中
す
る
東
三
省
を
北
伐
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
、
を
蒋
介
石

は
明
言
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
外
交
部
長
黄
郛
は
三
月
八
日
の
新
聞
記
者
と
の
会
見
に
際
し
て
、

「
国
際
条
約
は
拘
束
力
を
有
す
る
か
ら
、
法
律
的
に
言
え
ば
、
国
民
政
府
成
立

前
、
北
京
政
府
が
列
国
と
締
結
し
た
条
約
は
有
効
で
あ
る
こ
と
を
国
民
政
府
は

認
め
ざ
る
を
え
な
い
）
40
（

」
と
表
明
し
、
国
民
政
府
が
成
立
す
る
ま
で
の
不
平
等
条

約
は
有
効
だ
と
認
め
た
。
こ
れ
は
国
民
党
と
国
民
政
府
が
初
め
て
不
平
等
条
約

の
有
効
性
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
、
黄
郛
の
談
話
が
特
別
な

意
味
を
有
す
る
の
は
、
二
十
一
ヶ
条
要
求
の
結
果
成
立
し
た
諸
条
約
や
西
原
借

款
に
伴
う
諸
協
定
の
有
効
性
を
示
唆
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
成
立
初
期
の
南
京
国
民
政
府
は
、
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
に

つ
い
て
、
日
本
に
対
し
て
理
解
・
尊
重
あ
る
い
は
条
件
付
き
の
承
認
な
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
譲
歩
を
示
し
て
お
り
、
か
な
り
妥
協
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
南

京
国
民
政
府
の
確
立
期
で
、
い
わ
ば
非
常
な
困
難
に
直
面
し
て
い
た
非
常
時
期

で
あ
り
、
田
中
内
閣
の
対
中
国
積
極
政
策
の
盛
ん
な
時
期
と
重
な
る
の
で
、
南

京
国
民
政
府
は
そ
れ
以
上
の
妥
協
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

日
本
側
か
ら
の
相
応
の
譲
歩
や
表
示
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
田
中
内
閣
に
よ
る

第
一
次
、
第
二
次
山
東
出
兵
と
そ
の
後
の
済
南
事
件
に
よ
り
、
結
局
、
日
中
間

の
満
蒙
問
題
に
関
す
る
交
渉
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
王
正
廷
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度

　
一
九
二
八
年
六
月
、
国
民
革
命
軍
が
北
京
を
攻
略
し
、
北
伐
に
よ
る
中
国
の

統
一
事
業
は
一
段
落
し
た
。
そ
の
後
、
国
民
政
府
の
最
も
重
要
な
事
業
は
不
平

等
条
約
の
撤
廃
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
登
場
し
た
の
は
不
平
等
条
約
撤
廃
を
目

(14)094



95

国民政府と満蒙問題

指
す
王
正
廷
外
交
で
あ
る
。
で
は
、
日
中
関
係
の
火
種
と
な
っ
た
満
蒙
問
題
、

と
り
わ
け
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
の
骨
幹
と
い
わ
れ
た
旅
順
・
大
連
租
借
地
問

題
、
土
地
商
租
権
問
題
、
満
鉄
問
題
に
つ
い
て
、
王
正
廷
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
南
満
東
蒙
条
約
締
結
の
経
緯
（
二
十
一
ヶ
条
要
求
）、
国
民
党
・
国
民
政
府
の

理
念
と
立
場
お
よ
び
従
来
の
主
張
か
ら
、
王
正
廷
も
当
然
、
旅
順
・
大
連
の
租

借
期
は
す
で
に
満
期
と
な
り
、
そ
れ
を
回
収
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
王
正
廷
は
、「
旅
順
・
大
連
の
租
借
地
は
中
露
の
原
訂
条
約
に
は
二

五
年
を
期
限
と
し
て
い
る
か
ら
、
一
九
二
五

（
マ
マ
）年

を
以
て
満
期
と
な
る
も
の
で
あ

る
が
、
一
九
一
五
年
日
本
は
九
九
年
の
延
長
を
取
得
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
取

得
の
情
形
は
な
お
そ
の
効
力
を
中
日
間
の
一
つ
の
最
も
重
要
な
る
懸
案
と
な
ら

し
め
た
。﹇
中
略
﹈
日
本
は
特
別
の
関
係
が
あ
る
を
以
て
放
棄
を
欲
し
な
い
が
、

そ
の
条
約
の
規
定
期
限
は
英
国
と
同
一
で
既
に
回
収
の
時
期
に
達
し
て
い
る
）
41
（

」

と
述
べ
、
日
中
双
方
の
立
場
と
問
題
と
な
っ
た
原
因
を
説
明
し
、
南
満
東
蒙
条

約
の
有
効
性
を
認
め
な
い
と
の
原
則
的
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
北
京
政
府
の
三
つ
の
内
閣
の
外
交
総
長
を
歴
任
し
、
パ
リ
講
和
会

議
・
山
東
還
付
交
渉
・
中
ソ
国
交
交
渉
・
北
京
関
税
特
別
会
議
に
参
加
し
た
外

交
の
当
事
者
と
し
て
の
王
正
廷
は
、
満
蒙
問
題
の
複
雑
さ
、
日
本
の
満
蒙
特
殊

権
益
維
持
に
対
す
る
執
拗
な
態
度
と
強
い
決
意
お
よ
び
中
国
と
日
本
と
の
実
力

の
格
段
の
差
を
熟
知
し
、
現
実
と
し
て
旅
順
・
大
連
の
早
急
回
収
は
不
可
能
だ

と
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
王
正
廷
は
満
蒙
問
題
の
解
決
よ
り
不
平
等
条
約

の
改
正
を
優
先
し
、
満
蒙
問
題
を
棚
上
げ
に
し
よ
う
と
し
た
。「
満
洲
問
題
に

は
荊
が
あ
る
。
丁
度
蜂
の
巣
の
様
な
も
の
で
あ
つ
て
、
う
つ
か
り
手
を
出
す
と

大
変
だ
、
暫
く
そ
つ
と
し
て
置
く
他
は
な
い
）
42
（

」
と
示
し
た
よ
う
に
、
満
蒙
問
題

は
日
中
両
国
関
係
に
お
け
る
最
も
手
を
焼
く
問
題
で
、
軽
々
し
く
そ
れ
に
手
を

だ
す
の
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
り
、
慎
重
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
現

状
に
照
ら
し
て
、
満
蒙
問
題
を
暫
く
棚
上
げ
に
し
て
、
そ
の
解
決
を
後
回
し
に

す
る
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
、
一
九
二
九
年
十
月

佐
分
利
貞
男
公
使
と
の
会
談
に
お
い
て
王
正
廷
は
改
め
て
表
明
し
、「
満
洲
問

題
は
現
在
解
決
不
可
能
の
問
題
な
れ
ば
之
に
触
れ
ざ
る
」
と
の
諒
解
を
取
り
付

け
た
）
43
（

。

　
で
は
、
な
ぜ
旅
順
・
大
連
租
借
地
を
回
収
で
き
な
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

王
正
廷
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
民
が
最
も
心
配
し
て
い
る
の
は
、
す
な
わ
ち
日
本
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
に
日
本
が
旅
順
・
大
連
の
如
き
各
種
特
権
を
放
棄
し
て
、
そ
れ
を

中
国
に
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
日
本
に
わ
が
国

の
要
求
に
服
従
さ
せ
る
十
分
な
国
力
を
持
た
な
い
限
り
、
そ
れ
を
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
）
44
（

。

　　
す
な
わ
ち
、
満
蒙
問
題
、
と
り
わ
け
旅
順
・
大
連
の
回
収
問
題
は
中
国
の
国

力
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
中
国
は
十
分
な
国
力
を
持
た
な
い
限
り
、
旅
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順
・
大
連
租
借
地
問
題
の
根
本
的
解
決
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
政
府
は
満
蒙
問
題
の
解
決
を
差
し
控
え
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
に
基
づ
き
、
王
正
廷
は
土
地
商

租
権
問
題
と
満
蒙
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
慎
重
な
態
度
を
も
っ
て
対

応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
土
地
商
租
権
も
二
十
一
ヶ
条
要
求
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
主
張

し
た
満
蒙
特
殊
権
益
の
一
角
で
あ
る
。
日
本
側
は
二
十
一
ヶ
条
要
求
に
基
づ
き
、

南
満
州
に
お
い
て
、
各
種
商
工
業
上
の
建
物
を
建
設
す
る
た
め
、
ま
た
農
業
を

経
営
す
る
た
め
必
要
な
土
地
を
商
租
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
商
租
権
、
自

由
に
居
住
、
往
来
し
各
種
の
商
工
業
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
内
地
雑
居
権
を
主
張
し
、
そ
れ
を
中
国
側
に
要
求
し
続
け
た
。
こ
れ

に
対
し
、
中
国
側
（
北
京
政
府
と
国
民
政
府
ま
た
東
北
政
権
を
問
わ
ず
）
は
か
な

り
の
抵
抗
感
や
警
戒
心
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
側
か
ら
す
れ
ば
、
日
本

の
言
う
満
蒙
条
約
な
る
も
の
は
何
も
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
た
だ
二
十
一

ヶ
条
要
求
の
記
憶
の
み
で
あ
り
、
仮
に
満
蒙
条
約
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
も
の

と
す
れ
ば
、
日
本
人
の
入
り
込
む
と
こ
ろ
必
ず
領
事
館
と
警
察
を
伴
い
、
中
国

領
土
内
に
中
国
の
主
権
が
及
ば
な
い
い
く
つ
か
の
地
域
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な

り
、
結
局
、
満
州
内
地
は
日
本
の
占
領
地
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
）
45
（

。

そ
の
た
め
、
中
国
側
は
北
京
政
府
や
国
民
政
府
ま
た
は
東
北
当
局
を
問
わ
ず
商

租
権
の
実
施
に
い
ろ
い
ろ
の
制
限
を
加
え
よ
う
と
し
た
）
46
（

。

　
土
地
商
租
権
と
内
地
雑
居
権
を
含
む
内
地
開
放
に
つ
い
て
の
王
正
廷
の
態
度

は
明
確
で
、
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
王
正
廷
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
に
自
由
居

住
権
と
土
地
使
用
権
を
与
え
る
の
が
世
界
と
各
国
の
従
来
の
「
通
例
」
で
あ
り
、

中
国
も
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
国
と
外
国
と
の
不
平
等
関

係
を
な
く
し
て
か
ら
な
の
で
あ
る
）
47
（

。
そ
う
し
た
王
正
廷
の
主
張
は
中
国
と
ベ
ル

ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
五
国
と
の
通
商

条
約
ま
た
は
友
好
条
約
に
集
中
的
に
表
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
言
う
満
蒙
に
お
け
る
商
租
権
と
内
地
雑
居
権
は
二
十
一
ヶ
条
要
求
に

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
、
王
正
廷
は
そ
れ
を
満
蒙
問
題
の
一
部
と
見
な
し
、
そ

の
解
決
を
も
棚
上
げ
に
し
よ
う
と
し
た
。
一
九
二
九
年
十
月
の
佐
分
利
貞
男
公

使
と
の
会
談
に
お
い
て
王
正
廷
は
、「
満
洲
問
題
に
は
一
切
触
れ
ざ
る
を
緊
要

と
す
べ
く
、
商
租
権
の
問
題
は
所
謂
二
十
一
ヶ
条
に
起
原
し
、
之
に
触
る
る
こ

と
極
め
て
危
険
な
り
」
と
述
べ
、
満
州
問
題
に
は
当
面
触
れ
な
い
こ
と
を
強
調

し
た
。
内
地
開
放
問
題
に
つ
い
て
は
、
王
正
廷
は
、
外
国
人
の
居
住
・
営
業
ま

た
は
工
場
・
倉
庫
設
置
の
た
め
の
土
地
取
得
を
認
め
る
が
、
農
地
を
開
放
の
対

象
か
ら
除
外
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
中
国
と
外
国
と
の
関
係
が
完
全
に
平
等
に
な

っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
王
正
廷
は
、「
日
本

に
付
て
言
へ
ば
、
租
界
の
他
租
借
地
等
を
還
付
せ
ら
れ
た
る
後
に
至
り
始
め
て

相
互
対
等
の
関
係
と
な
り
、
内
地
開
放
が
可
能
と
な
る
」
と
内
地
開
放
の
条
件

を
示
し
た
）
48
（

。

　
一
九
三
一
年
三
月
に
開
始
さ
れ
た
日
中
間
の
治
外
法
権
撤
廃
交
渉
に
お
い
て

王
正
廷
は
、
重
光
葵
臨
時
代
理
公
使
に
対
し
て
同
様
な
立
場
を
表
明
し
た
。
王
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正
廷
に
よ
れ
ば
、
不
平
等
関
係
と
く
に
租
借
地
及
び
租
界
が
存
在
す
る
限
り
、

そ
の
関
係
国
の
国
民
に
対
し
内
地
雑
居
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
租
借
地
及
び
租
界
は
そ
の
地
域
に
限
り
、
外
国
人
を
居
住
さ
せ
る

趣
旨
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
地
域
の
存
在
と
内
地
開

放
と
は
両
立
し
得
ざ
る
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
地
開
放

は
租
界
や
租
借
地
の
よ
う
な
特
別
地
域
の
返
還
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
旅
順
・
大
連
を
中
国
に
返
還
し
た
後
で
、
中
国
は
日
本
人
に
対
し

て
中
国
内
地
を
開
放
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
王
正
廷
が
表
明
し
た

の
は
、
旅
順
・
大
連
や
満
鉄
附
属
地
の
即
時
返
還
で
は
な
く
、
内
地
開
放
の
た

め
の
条
件
で
あ
っ
た
）
49
（

。
し
か
し
重
光
葵
は
、
内
地
開
放
の
前
提
条
件
に
関
す
る

王
正
廷
の
表
明
に
よ
り
、
日
中
関
係
に
強
い
危
機
感
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
。

重
光
は
、
法
権
問
題
が
や
が
て
は
中
国
に
お
け
る
日
本
の
根
本
的
権
益
に
波
及

し
、
そ
れ
に
よ
り
日
中
両
国
関
係
が
重
大
な
危
機
を
迎
え
る
の
は
必
至
で
あ
る

と
し
て
、
今
か
ら
そ
の
決
意
と
準
備
を
行
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
の
結
論
を

下
し
た
）
50
（

。

　
満
蒙
鉄
道
は
日
本
の
満
蒙
特
殊
権
益
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

そ
の
複
雑
な
経
緯
を
省
略
し
、
単
に
一
九
三
一
年
の
満
蒙
鉄
道
交
渉
問
題
に
対

す
る
王
正
廷
の
対
応
を
考
察
の
対
象
に
す
る
。

　
一
九
三
〇
年
十
一
月
十
四
日
、
幣
原
外
相
は
「
満
洲
に
於
け
る
鉄
道
問
題
に

関
す
る
件
」
と
題
す
る
交
渉
方
針
を
重
光
代
理
公
使
と
各
関
係
機
関
に
送
付
し
、

満
鉄
競
争
線
の
発
達
を
防
止
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
幣
原
の
満
蒙
鉄
道
交
渉

方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
満
鉄
競
争
線
の
開
発
は
全
く
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
、
交
渉
は
国
民
政
府
で
は
な
く
東
北
当
局
と
地
方
的
に
行
わ

れ
る
こ
と
、
交
渉
に
当
た
っ
て
、
日
本
側
か
ら
新
た
な
要
求
を
提
出
し
な
い
こ

と
で
あ
る
）
51
（

。

　
突
如
浮
上
し
た
鉄
道
問
題
に
つ
い
て
、
中
国
側
は
、
交
渉
を
誰
（
東
北
の
張

学
良
な
の
か
そ
れ
と
も
中
央
政
府
の
王
正
廷
な
の
か
）
が
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き

な
の
か
を
決
め
て
い
な
い
ま
ま
、
交
渉
に
入
っ
た
。
鉄
道
部
長
孫
科
は
、「
全

国
統
一
」
の
見
地
か
ら
東
北
鉄
道
管
理
権
の
中
央
移
管
を
目
指
し
て
、
鉄
道
交

渉
を
国
民
政
府
が
行
う
べ
き
だ
と
積
極
的
に
主
張
し
た
。

介
石
も
鉄
道
交
渉

が
鉄
道
部
と
外
交
部
の
職
権
に
属
す
る
も
の
だ
と
考
え
、
中
央
の
威
信
を
維
持

す
る
た
め
で
き
る
だ
け
鉄
道
問
題
を
外
交
部
が
処
理
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
王
正
廷
は
、「
東
北
の
新
鉄
道
計
画
は
東
北
側
が
単

独
に
行
ふ
処
に
し
て
、
若
し
日
本
側
が
満
鉄
東
北
両
鉄
道
の
権
利
均
衡
を
希
望

す
る
に
於
て
は
直
接
東
北
当
局
に
対
し
談
判
せ
ら
る
べ
く
、
中
央
と
し
て
は
別

に
主
張
な
き
）
52
（

」
と
考
え
、
満
蒙
鉄
道
問
題
を
地
方
的
問
題
と
し
て
、
そ
の
解
決

を
東
北
政
権
に
任
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
王
正
廷
は
「
東
北
外
交
事
件

に
し
て
若
し
中
央
と
直
接
利
害
関
係
無
き
も
の
は
、
東
北
を
し
て
弁
理
せ
し
む

べ
き
を
最
善
と
し
、
現
在
の
中
日
鉄
道
交
渉
に
就
て
も
外
交
部
は
固
よ
り
締
結

の
真
相
は
之
を
承
知
し
置
く
の
要
あ
る
も
、
そ
の
交
渉
に
は
干
渉
す
る
こ
と
な

く
以
て
外
交
部
の
責
任
の
煩
瑣
及
徒
労
を
軽
減
す
べ
し
」
と
し
て
、
で
き
る
だ

け
鉄
道
問
題
を
外
交
部
が
処
理
す
べ
き
だ
と
の

介
石
の
要
求
を
婉
曲
的
に
拒
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否
し
た
）
53
（

。

　
も
と
も
と
、
中
国
に
と
っ
て
、
満
蒙
鉄
道
問
題
は
単
に
一
鉄
道
問
題
で
な
く
、

日
中
間
の
一
大
政
治
問
題
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
王
正
廷
は
こ
れ
ま
で
の
国
民

政
府
の
立
場
か
ら
離
脱
し
、
そ
れ
を
地
方
問
題
と
し
て
対
処
す
る
の
か
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
王
正
廷
の
「
順
序
あ
る
外
交
」
プ
ラ
ン
と
満
蒙
問
題
に
対
す
る

認
識
、
対
ソ
・
対
日
外
交
に
お
け
る
王
正
廷
と
張
学
良
と
の
軋
轢
、
一
九
三
一

年
に
は
王
正
廷
の
外
交
工
作
は
国
民
政
府
内
で
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
）
54
（

。

　
だ
が
、
そ
れ
は
満
蒙
鉄
道
交
渉
問
題
を
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、「
満
洲
問

題
就
中
鉄
道
問
題
は
極
め
て
複
雑
且
重
大
な
る
に
付
、
学
良
と
も
篤
と
打
合
せ

急
激
に
趨
る
こ
と
な
く
、
先
づ
日
華
両
国
の
感
情
の
融
和
を
計
り
徐
々
に
円
満

な
る
解
決
を
遂
け
し
め
た
き
意
向
な
り
）
55
（

」
と
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
王
正
廷
は
満

蒙
鉄
道
問
題
が
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
を
円
満
に
解
決
す
る
た
め
に
、
ま

ず
日
中
両
国
の
感
情
融
和
を
図
り
、
そ
の
上
で
徐
々
に
解
決
し
て
い
く
べ
き
だ

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
上
記
の
よ
う
な
、
王
正
廷
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
幣
原
外
交
に
お
け
る
対
中
国
政

策
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
重
光
葵
は
、「
幣
原
外

交
」
に
お
け
る
対
中
国
政
策
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

日
本
は
従
来
し
ば
し
ば
支
那
側
と
折
衝
し
、
困
難
な
る
満
州
関
係
の
問
題

は
あ
と
ま
わ
し
と
し
満
州
関
係
の
問
題
は
触
れ
る
こ
と
な
く
支
那
全
土
に

つ
い
て
ま
づ
不
平
等
条
約
の
改
訂
を
進
め
、
こ
れ
を
機
と
し
て
日
支
関
係

の
全
般
的
改
善
を
計
り
、
そ
の
結
果
改
善
さ
れ
た
空
気
の
下
に
、
困
難
な

る
満
州
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
ふ
順
序
で
談
を
進
め
て
来
た
）
56
（

。

　　
す
な
わ
ち
、「
幣
原
外
交
」
の
対
中
国
政
策
と
は
、
両
国
緊
張
の
原
因
と
な

っ
た
満
州
問
題
に
触
れ
ず
、
そ
の
根
本
的
解
決
を
後
回
し
と
し
て
、
不
平
等
条

約
の
改
正
に
よ
り
国
民
政
府
と
の
関
係
改
善
を
優
先
し
、
両
国
間
の
感
情
を
緩

和
し
て
い
く
、
そ
の
上
で
困
難
な
満
州
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
日
中
関
係
に
関
す
る
王
正
廷
外
交
と
幣
原
外
交
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
一
致
し
た
も
の
の
、
両
者
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
と
は

言
え
な
い
。
不
平
等
条
約
撤
廃
を
国
民
政
府
外
交
の
究
極
的
目
標
と
す
る
王
正

廷
に
と
っ
て
、
満
蒙
問
題
の
解
決
と
は
結
局
、
旅
順
・
大
連
租
借
地
や
満
鉄
の

よ
う
な
特
殊
権
益
の
回
収
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
、
前

述
し
た
日
本
政
府
と
幣
原
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

幣
原
に
と
っ
て
、
満
蒙
問
題
の
解
決
と
は
、
日
本
の
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益

を
放
棄
し
て
、
そ
れ
を
中
国
側
に
返
還
す
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
中
国
側

を
し
て
そ
の
特
殊
権
益
の
合
法
性
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
維
持

し
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
究
極
の
目
標
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
、

満
蒙
問
題
の
根
本
的
解
決
を
懸
案
と
し
て
残
し
、
両
国
関
係
を
そ
れ
以
上
緊
張

さ
せ
な
い
と
い
う
両
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
致
し
て
い
る
。

(02)098
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お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
国
民
政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
を
考
察
す
る
こ

と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
本
稿
で
は
、
主
に
以
下
の
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
た
。

　
第
一
に
、
日
露
戦
争
後
、
満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
を
拡
大
し
、
そ
れ
を
維

持
し
て
い
く
の
は
日
本
の
一
貫
し
た
政
策
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
日

本
は
満
蒙
特
殊
権
益
の
維
持
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
特
殊
権

益
を
中
国
側
に
返
還
す
る
意
図
を
い
っ
さ
い
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
、
幣
原
外
交
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
幣
原
外

交
な
る
も
の
が
、
本
質
的
に
は
中
国
に
お
け
る
日
本
の
優
越
的
地
位
及
び
諸
権

益
と
り
わ
け
満
蒙
特
殊
権
益
を
保
持
し
、
他
の
列
強
と
協
調
し
て
中
国
の
不
平

等
条
約
撤
廃
運
動
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
従
来
の
研
究
で
は
、
国
民
政
府
が
終
始
強
硬
な
姿
勢
で
日
本
の
満

蒙
特
殊
権
益
に
臨
も
う
と
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で

分
析
し
た
よ
う
に
、
満
州
事
変
ま
で
の
国
民
政
府
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度

は
大
体
に
お
い
て
孫
文
の
主
張
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
対
し
て
か

な
り
妥
協
的
で
あ
っ
た
。
国
民
政
府
は
そ
の
革
命
理
念
か
ら
日
本
の
満
蒙
特
殊

権
益
を
回
収
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
実
際
に
満
蒙
特
殊
権
益
の
早
急
回
収

が
不
可
能
だ
と
認
識
し
、
そ
れ
を
現
実
と
し
て
容
認
し
、
そ
の
根
本
的
解
決
を

将
来
の
懸
案
と
し
て
後
回
し
に
し
て
、
当
面
解
決
可
能
な
問
題
か
ら
日
中
関
係

の
改
善
を
優
先
し
、
両
国
間
の
感
情
を
緩
和
し
て
い
き
、
そ
の
上
で
、
満
蒙
問

題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。

　
第
三
に
、『
昭
和
の
動
乱
』
に
お
い
て
重
光
葵
は
、
満
州
事
変
勃
発
の
誘
因

を
王
正
廷
の
外
交
姿
勢
に
帰
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
分
析
し
た
よ
う

に
、
満
蒙
問
題
に
関
し
て
、
日
中
両
国
は
究
極
の
目
標
に
お
い
て
対
立
し
た
も

の
の
、
外
交
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
王
正
廷
外
交
と
幣
原

外
交
は
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
満
州
事
変
ま
で
の
国
民
政

府
と
王
正
廷
の
満
蒙
問
題
に
対
す
る
態
度
か
ら
見
れ
ば
、
満
蒙
問
題
に
関
し
て
、

日
中
交
渉
に
よ
る
妥
協
の
余
地
が
十
分
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

日
中
衝
突
は
免
れ
な
い
と
結
論
を
下
し
た
重
光
葵
の
結
論
の
論
拠
は
必
ず
し
も

史
実
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
＊
本
研
究
は
二
〇
〇
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
（ID

 
N
o
.

P
07017

）
と
し
て
の
研
究
結
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）　
今
井
清
一
「
幣
原
外
交
に
お
け
る
政
策
決
定
」『
年
報
政
治
学
　
対
外
政

策
の
決
定
過
程
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）、
一
一
〇
　
一
一
一
頁
。
入
江
昭

『
極
東
新
秩
序
の
模
索
』（
原
書
房
、
一
九
六
八
年
）。
服
部
龍
二
『
東
ア
ジ
ア

国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
外
交
　
一
九
一
八
　
一
九
三
一
』（
有
斐
閣
、
二
〇

〇
一
年
）。

（
２
）　
拙
稿
「
武
漢
国
民
政
府
期
に
お
け
る
陳
友
仁
の
対
外
交
渉
」（『
情
報
文
化

(03)099
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研
究
』
第
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
十
月
）、「
済
南
事
件
の
解
決
交
渉
と
王
正

廷
」（『
情
報
文
化
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）、「
日
中
通
商
航
海

条
約
改
正
交
渉
と
王
正
廷
」（『
情
報
文
化
研
究
』
第
十
七
号
、
二
〇
〇
三
年
三

月
）、「
南
京
国
民
政
府
成
立
初
期
の
対
日
政
策
」（『
情
報
文
化
研
究
』
第
十
八

号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、「
治
外
法
権
撤
廃
と
王
正
廷
」（『
日
本
福
祉
大
学
　

情
報
社
会
科
学
論
集
』
第
七
巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、「
満
蒙
危
機
と
中
国
側

の
対
応
」（『
現
代
と
文
化
』
第
一
一
四
号
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）
を
参
照
。

（
３
）　
外
務
省
外
交
史
料
館
・
日
本
外
交
史
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
版
　
日
本

外
交
史
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）、
九
八
〇
頁
。
外
務
省
編
『
日

本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
巻
（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
八
八

－
九
二

頁
。

（
４
）　
前
掲
『
極
東
新
秩
序
の
模
索
』、
一
一
二
頁
。

（
５
）　
信
夫
淳
平
『
満
蒙
特
殊
権
益
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
二
年
）、
一
五

二
　
一
五
四
頁
。

（
６
）　
川
田
稔
『
原
敬
　
転
換
期
の
構
想
　
国
際
社
会
と
日
本
』（
未
来
社
、
一

九
九
五
年
）、
同
『
原
敬
と
山
県
有
朋
　
国
家
構
想
を
め
ぐ
る
外
交
と
内
政
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
７
）　
前
掲
『
極
東
新
秩
序
の
模
索
』、
一
一
一
　
一
一
二
頁
。

（
８
）　
前
掲
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
巻
、
六
一
　
六
二
頁
。

（
９
）　
幣
原
外
交
の
評
価
は
大
別
し
て
、「
平
和
友
好
の
外
交
」
と
高
く
評
価
す

る
見
解
と
、
日
本
帝
国
主
義
の
一
面
を
代
表
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す

る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
の
代
表
的
論
者
は
遠
山
茂
樹
・
今

井
清
一
・
藤
原
彰
（『
昭
和
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）、
井
上
清
（「
傍

観
者
と
犠
牲
者
『
昭
和
の
精
神
史
』
批
判
」、『
思
想
』
三
八
六
号
、
一
九
五
六

年
七
月
）、
江
口
圭
一
（「
郭
松
齢
事
件
と
日
本
帝
国
主
義
」『
京
都
大
学
人
文

学
報
』
第
一
七
号
、
一
九
六
二
年
十
一
月
）
が
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
の
代
表

的
論
者
は
禰
津
正
志
（『
批
判
日
本
現
代
史
』
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
八

年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
近
の
幣
原
外
交
研
究
と
し
て
は
、
服
部
龍
二

『
幣
原
喜
重
郎
と
二
十
世
紀
の
日
本
　
外
交
と
民
主
主
義
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

六
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
10
）　
幣
原
平
和
財
団
『
幣
原
喜
重
郎
』（
幣
原
平
和
財
団
、
一
九
五
五
年
）、
二

六
三
頁
。

（
11
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
四
年
十
二
月
二
日
社
説
。

（
12
）　
前
掲
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
巻
、
八
五
頁
。

（
13
）　
前
掲
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
巻
、
八
八
　
九
一
頁
。

（
14
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
一
巻
、
三
四
　
三
八
頁
、
一
七

四
　
一
七
六
頁
。
田
中
内
閣
の
満
蒙
政
策
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
研
究
は
佐
藤

元
英
『
昭
和
初
期
対
中
国
政
策
の
研
究
　
田
中
内
閣
の
対
満
蒙
政
策
　
』（
原

書
房
、
一
九
九
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
田
中
の
満
蒙
分

離
策
に
は
、
陸
軍
の
伝
統
的
対
ソ
戦
略
的
構
想
（
満
蒙
が
朝
鮮
に
接
続
す
る
軍

事
上
、
政
治
上
特
殊
な
関
係
を
有
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
）
と
「
産
業
立
国
」

と
い
う
政
友
会
の
党
の
方
針
（
満
蒙
が
日
本
の
資
源
の
確
保
と
人
口
問
題
解
決

の
た
め
の
「
特
殊
権
益
」
を
有
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
）
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、

田
中
は
関
東
軍
と
参
謀
本
部
の
鈴
木
貞
一
が
主
張
し
た
「
満
蒙
領
有
論
」
を
持

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
田
中
内
閣
に
よ
る
急
激
な
対
中
国
政

策
転
換
、
並
び
に
「
満
蒙
分
離
策
」
は
「
満
蒙
領
有
論
」
を
刺
激
・
加
速
さ
せ

た
と
言
え
る
。
ま
た
、「
対
支
政
策
綱
領
」
で
は
、「
東
三
省
有
力
者
」
即
ち
対

張
作
霖
対
応
問
題
、「
適
当
な
措
置
」
即
ち
「
満
蒙
特
殊
権
益
」
擁
護
の
た
め

(04)100
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の
具
体
的
強
制
手
段
方
法
に
つ
い
て
の
解
釈
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
15
）　
前
掲
『
幣
原
喜
重
郎
』、
三
八
四
頁
。

（
16
）　
前
掲
『
日
本
外
交
史
辞
典
』、
九
八
一
頁
。

（
17
）　
大
山
梓
編
『
山
県
有
朋
意
見
書
』（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
二
〇
四
　

二
〇
六
頁
。

（
18
）　『
日
本
外
交
文
書
』
明
治
四
十
一
巻
第
一
冊
、
六
八
五
　
六
九
〇
頁
。

（
19
）　
前
掲
『
山
県
有
朋
意
見
書
』、
三
〇
九
　
三
一
一
頁
。

（
20
）　
外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
上
巻
（
原
書
房
、
一
九
六
五

年
）、
三
七
一
頁
。

（
21
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
三
巻
、
八
二
二
頁
。

（
22
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
五
巻
、
九
一
　
九
二
頁
。

（
23
）　
藤
井
昇
三
「
孫
文
と
『
満
州
』
問
題
」、『
関
東
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
五
十
二
号
、
一
九
八
七
年
、
四
一
　
五
一
頁
。
同
『
孫
文
の
研
究
』（
勁
草

書
房
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
。

（
24
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
四
年
十
一
月
二
十
七
日
。
黒
龍
会
編
『
東
亜

先
覚
志
士
記
伝
』
下
巻
（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
七
六
九
頁
（
文
中
の
旧

字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
）。

（
25
）　T

h
e 
Ja
pa
n
 
C
h
ron
icle, 

K
o
b
e, 
D
ecem

b
er 
2, 
1924.  

国
父
全
集
編

輯
委
員
会
『
国
父
全
集
』（
近
代
中
国
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
第
二
冊
、
六

三
三
頁
。

（
26
）　『
益
世
報
』
一
九
二
四
年
六
月
十
五
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』、
一
九
二
四

年
六
月
十
六
日
。

（
27
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
二
月
二
十
六
日
（
文
中
の
旧
字
体
を
新

字
体
に
改
め
た
）。

（
28
）　
臼
井
勝
美
『
日
中
外
交
史

－

北
伐
の
時
代
』（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）、

二
〇
　
二
一
頁
。

（
29
）　『
晨
報
』
一
九
二
七
年
二
月
二
十
八
日
。

（
30
）　『
大
公
報
』
一
九
二
七
年
一
月
二
十
四
日
。

（
31
）　
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
編
『
中
国
国
民
党
第
一
、
第
二
全
国
代
表
大
会
会

議
史
料
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、
一
〇
〇
七
　
一
〇
〇
八
頁
。

（
32
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
二
月
九
日
。

（
33
）　『
時
事
新
報
』
一
九
二
七
年
二
月
九
日
（
文
中
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
改

め
た
）。

（
34
）　『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
五
月
二
十
三
日
（
文
中
の
旧
字
体
を
新

字
体
に
改
め
た
）。

（
35
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
一
巻
、
九
三
七
　
九
四
一
頁
。

（
36
）　
山
浦
貫
一
編
『
森
恪
』（
森
恪
伝
記
編
纂
会
、
一
九
四
一
年
）
六
一
四
　

六
一
五
頁
。

（
37
）　
殖
田
俊
吉
「
昭
和
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挫
折
」『
自
由
』
一
九
六
〇
年
十
月

号
、
八
二
頁
。

（
38
）　
沈
亦
雲
『
亦
雲
回
憶
』（
伝
記
文
学
出
版
社
、
一
九
六
八
年
）
下
冊
、
三

五
〇
頁
。

（
39
）　『
中
央
日
報
』
一
九
二
八
年
三
月
十
日
。

（
40
）　『
晨
報
』
一
九
二
七
年
三
月
十
一
日
。

（
41
）　
王
正
廷
著
『
中
国
近
代
外
交
史
概
要
』（
外
交
研
究
社
、
一
九
二
八
年
）、

二
〇
六
頁
。

（
42
）　
山
本
条
太
郎
翁
伝
記
編
纂
会
編
『
山
本
条
太
郎
　
論
策
二
』（
原
書
房
、

一
九
八
二
年
）、
四
七
九
頁
。

(05)101
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（
43
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
三
巻
、
八
三
八
　
八
四
一
頁
。

（
44
）　
呉
天
放
編
『
王
正
廷
近
言
録
』（
均
益
利
国
聯
合
印
刷
公
司
、
一
九
三
三

年
）、
三
一
頁
。

（
45
）　
前
掲
『
満
蒙
特
殊
権
益
論
』、
三
九
七
頁
。

（
46
）　
例
え
ば
、
一
九
一
五
年
六
月
北
京
政
府
は
「
懲
弁
国
賊
条
例
」
を
公
布
し
、

外
国
人
の
間
に
商
租
契
約
を
な
す
者
を
売
国
罪
と
し
て
死
刑
に
処
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
後
、
奉
天
・
吉
林
両
省
は
「
商
租
地
畝
須
知
」
を
頒
布
し
、
商
租

は
土
地
の
収
益
と
使
用
と
見
な
し
、
商
租
の
用
途
を
商
工
業
の
建
物
用
と
農
事

経
営
に
限
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
二
九
年
二
月
、
国
民
政
府
は
「
土
地
盗
売
厳

禁
条
例
」
を
発
布
し
、
密
か
に
外
国
人
に
土
地
を
売
る
者
を
死
刑
に
処
す
る
旨

を
令
し
た
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
六
月
、
国
民
政
府
は
「
土
地
法
」
を
公
布
し
、

農
地
、
林
地
、
牧
地
、
魚
地
、
塩
地
、
鉱
地
、
要
塞
と
軍
事
区
域
、
辺
境
の
土

地
は
外
国
人
に
移
転
、
賃
貸
を
な
す
こ
と
を
禁
止
し
た
。

（
47
）　
前
掲
『
王
正
廷
近
言
録
』、
三
〇
　
三
一
頁
、
三
九
　
四
二
頁
、
四
九
頁
。

（
48
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
三
巻
、
八
三
七
　
八
四
五
頁
。

（
49
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
五
巻
、
四
一
三
　
四
一
六
頁
。

（
50
）　『
日
本
外
交
文
書
』
昭
和
期
Ⅰ
第
一
部
第
五
巻
、
四
二
五
　
四
二
八
頁
。

（
51
）　「
満
洲
ニ
於
ケ
ル
鉄
道
問
題
ニ
関
ス
ル
件
」、
外
務
省
記
録
Ａ
・
一
・
一
・

〇
・
一
、『
満
蒙
問
題
ニ
関
ス
ル
交
渉
一
件
　
満
蒙
鉄
道
交
渉
問
題
』（
外
務
省

外
交
史
料
館
所
蔵
）。

（
52
）　
一
九
三
〇
年
十
二
月
十
四
日
王
家

よ
り
張
学
良
宛
電
報
、
外
務
省
記
録

Ａ
・
六
・
一
・
〇
・
五
、『
密
電
情
報
関
係
一
件
』（
外
務
省
外
交
史
料
館
所

蔵
）。

（
53
）　
一
九
三
一
年
三
月
十
日
在
南
京
王
家

よ
り
張
学
良
宛
電
報
、
外
務
省
記

録
Ａ
・
六
・
一
・
〇
・
五
、『
密
電
情
報
関
係
一
件
』。

（
54
）　
前
掲
拙
稿
「
満
蒙
危
機
と
中
国
側
の
対
応
」
を
参
照
。

（
55
）　
一
九
三
一
年
一
月
十
五
日
在
天
津
田
代
総
領
事
代
理
よ
り
幣
原
外
務
大
臣

宛
電
信
第
一
八
号
（
暗
）、
外
務
省
記
録
Ａ
・
一
・
一
・
〇
・
一
‐
一
三
、『
満

蒙
問
題
ニ
関
ス
ル
交
渉
一
件
　

介
石
全
国
統
一
後
ニ
於
ケ
ル
満
蒙
鉄
道
ニ
関

ス
ル
日
支
交
渉
関
係
』（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。『
大
公
報
』
一
九
三
一

年
一
月
十
五
日
。

（
56
）　
重
光
葵
『
昭
和
の
動
乱
』
上
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
二
年
）、
四
六

頁
。

(06)102
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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

　
１
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
め
ぐ
る
謎

　
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
模
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
、
俗
に
「
百

鬼
夜
行
絵
巻
」
と
総
称
さ
れ
る
絵
巻
類
が
各
地
に
伝
存
し
て
い
る
。「
鬼
」
た

ち
の
姿
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
る
。
ま

た
そ
の
模
本
が
多
く
伝
存
し
て
い
る
点
で
も
、
日
本
美
術
史
上
の
重
要
な
絵
巻

だ
と
い
え
よ
う
。「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
日
本

の
複
製
文
化
の
ひ
と
つ
だ
と
も
い
え
る
。

　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
と
い
え
ば
、
大
徳
寺
真
珠
庵
が
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財

の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」（
伝
土
佐
光
信
画
）
が
有
名
だ
。「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
は
、

こ
の
真
珠
庵
本
と
そ
の
模
本
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
）
1
（

。
真
珠
庵
本
は
、
数

あ
る
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
な
か
で
模
写
年
代
が
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ
、
そ

れ
を
基
準
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
真
珠
庵
本
系
統
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
先
行
研
究
で
、
見
落
と

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
図
像
を
持
つ
伝
本

は
多
い
が
、
図
像
配
列
ま
で
が
ま
っ
た
く
お
な
じ
模
本
は
、
ほ
と
ん
ど
見
い
だ

せ
な
い
こ
と
だ
。

　
も
し
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
複
製
文
化
の
な
か
で
、
真
珠
庵
本
が
重
要
な
位

置
に
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
写
し
た
模
本
が
、
も
っ
と
た
く

さ
ん
残
っ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
現
実
に
は
真
珠
庵
本
と

ま
っ
た
く
お
な
じ
図
像
配
列
の
模
本
は
、
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

　
真
珠
庵
本
は
、
同
系
統
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
な
か
の
数
あ
る
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
祖
本
の

図
像
配
列
は
、
真
珠
庵
本
と
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
研
究
者
ら
は
、
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
を
見
直
す
必

要
性
を
口
々
に
述
べ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
田
中
貴
子
は
「
真
珠
庵
本
は
お
そ

「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
編
集
の
系
譜

　
　
　
　
情
報
学
か
ら
の
解
明

山
　
田
　
奨
　
治
　
　
　

(07)103
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ら
く
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
の
原
型
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
殊
な
例
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
流
布
し
た
い
ろ
い
ろ
な
『
百
鬼

夜
行
絵
巻
』
諸
本
の
な
か
か
ら
、
突
出
的
に
広
ま
っ
た
の
が
真
珠
庵
本
で
は
な

か
っ
た
か
）
2
（

」、
湯
本
豪
一
は
「
仮
に
真
珠
庵
系
を
標
準
タ
イ
プ
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
新
た
な
妖
怪
が
描
き
込
ま
れ
た
も
の
と
、
い
く
つ
か
が
削
ら
れ
た
絵
巻

が
存
在
す
る
。
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
を
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
か
か
わ
り
の

あ
る
タ
イ
プ
の
百
鬼
夜
行
絵
巻
と
の
関
連
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

よ
う
）
3
（

」
と
い
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
先
行
研
究
を
受
け
て
小
松
和
彦
も
「
百
鬼
夜

行
絵
巻
の
伝
本
の
流
れ
を
考
え
る
う
え
で
、
い
っ
た
ん
真
珠
庵
本
を
括
弧
に
括

っ
て
脇
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
）
4
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
論
文
で
は
、
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
に
新
た
な
説
を
付
け
加
え
る
。

　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
は
真
珠
庵
本
系
統
の
ほ
か
に
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る

図
像
か
ら
成
る
伝
本
や
、
ふ
た
つ
の
伝
本
の
図
像
が
混
じ
っ
た
も
の
も
あ
る
。

田
中
貴
子
は
、
そ
れ
ら
の
な
か
の
東
博
模
本
と
呼
ば
れ
る
伝
本
に
着
目
し
た
。

東
博
模
本
は
真
珠
庵
本
に
描
か
れ
た
図
像
を
す
べ
て
含
み
、
そ
の
ほ
か
に
も
真

珠
庵
本
に
は
み
ら
れ
な
い
図
像
が
多
数
描
か
れ
て
い
る
伝
本
で
あ
る
。
こ
の
東

博
模
本
の
祖
本
が
真
珠
庵
本
よ
り
も
先
に
あ
り
、
真
珠
庵
本
は
東
博
模
本
に
あ

る
図
像
を
整
理
し
て
作
ら
れ
た
分
離
本
だ
と
す
る
説
を
、
田
中
は
出
し
た
）
5
（

。

　
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
七
年
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が

購
入
し
た
「
百
鬼
ノ
図
」（
日
文
研
Ａ
本
）
と
い
う
絵
巻
は
、
東
博
模
本
か
ら
真

珠
庵
本
を
差
し
引
い
た
図
像
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
小
松
和

彦
は
「
百
鬼
ノ
図
」
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
祖
本
は
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
室

町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
鑑
定
結
果
を
示
し
た
。
そ
し
て
田
中

説
と
は
反
対
に
、
東
博
模
本
の
祖
本
は
真
珠
庵
本
系
統
と
日
文
研
本
系
統
の
合

本
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
は
真
珠
庵
本

系
統
、
日
文
研
本
系
統
、
京
都
市
藝
大
本
系
統
、
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
、
互

い
に
図
像
が
重
な
る
こ
と
の
な
い
四
つ
の
系
統
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
合
本
し
て

い
く
つ
も
の
種
類
の
伝
本
が
生
ま
れ
た
と
、
小
松
は
い
っ
た
）
6
（

。

　
小
松
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
存
す
る
も
の
を
含
む
六
十

四
の
伝
本
を
視
野
に
置
き
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
世
界
の
総
体
を
論
じ
た
は

じ
め
て
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
伝
本
の
写
真

を
収
集
し
、
各
伝
本
に
一
貫
性
の
あ
る
名
称
を
与
え
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。
小
松
の
成
果
に
よ
っ
て
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
研
究
は
ま
っ
た
く

新
し
い
段
階
を
迎
え
た
。

　
種
々
の
伝
本
を
み
わ
た
す
と
、
小
松
が
い
う
よ
う
に
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の

な
か
に
は
真
珠
庵
本
系
統
と
日
文
研
本
系
統
の
合
本
、
真
珠
庵
本
系
統
と
京
都

市
藝
大
本
系
統
の
合
本
、
真
珠
庵
本
系
統
と
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
合
本
が
み

ら
れ
る
。
分
離
本
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
種
々
の
合
本
か
ら
、
真
珠
庵

本
系
統
の
図
像
と
そ
の
他
の
系
統
の
図
像
が
、
重
複
な
く
き
れ
い
に
分
離
し
た

こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
考
え
に
く
い
こ
と
だ
。
分
離
本
説
と
合
本
説
を
く

ら
べ
て
み
る
と
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
だ
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
「
百

鬼
夜
行
絵
巻
」
の
諸
伝
本
は
、
真
珠
庵
本
系
統
、
日
文
研
本
系
統
、
京
都
市
藝
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大
本
系
統
、
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
四
種
類
の
祖
本
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
組
み

合
わ
さ
っ
て
東
博
模
本
を
は
じ
め
と
す
る
合
本
が
生
ま
れ
た
と
す
る
小
松
の
説

に
、
わ
た
し
も
同
意
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
小
松
に
よ
る
も
の
を
含
む
先
行
研
究
で
は
、
描
か
れ
た
図

像
の
異
同
や
そ
の
解
釈
に
関
心
が
集
ま
っ
て
お
り
、
図
像
配
列
に
着
目
す
る
視

点
は
弱
か
っ
た
。
小
松
に
よ
っ
て
六
十
を
超
え
る
諸
伝
本
の
画
像
が
収
集
さ
れ

整
理
さ
れ
た
い
ま
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
が
絵
師
か
ら
絵
師
へ
と
描
き
継
が
れ

編
集
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
推
定
復
元
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
使
え
ば
、
そ
の
目
論
見
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
方
法
の
拠
り
所
を
情
報
学
に
求
め
る
）
7
（

。

絵
の
稚
拙
な
ど
の
美
的
な
基
準
を
用
い
ず
、
解
釈
も
し
な
い
。
図
像
の
細
か
な

相
違
に
拘
泥
し
て
同
一
性
の
判
断
を
避
け
る
よ
り
も
、
図
像
の
先
後
関
係
を
み

て
お
な
じ
「
鬼
」
を
描
い
て
い
る
と
判
断
で
き
れ
ば
積
極
的
に
お
な
じ
図
像
と

み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
図
像
配
列
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
よ
う
に
見
立

て
て
伝
本
間
の
近
さ
を
数
値
化
し
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
系
統
樹
を
推
定
す

る
。

　
美
術
史
の
分
野
で
、
こ
の
よ
う
な
数
理
解
析
的
な
手
法
を
用
い
た
先
行
研
究

は
多
く
は
な
い
。
近
年
の
も
の
で
は
、
浮
世
絵
美
人
画
）
8
（

や
快
慶
作
の
阿
弥
陀
仏

の
顔
貌
）
9
（

を
対
象
に
し
た
、
著
者
自
身
が
か
か
わ
っ
た
研
究
や
、
龍
安
寺
石
庭
を

対
象
に
し
た
視
覚
分
析
）
10
（

が
、
わ
ず
か
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
本
研
究
の
よ
う
に
、

図
像
の
配
列
に
着
目
し
て
絵
巻
の
伝
本
間
の
関
係
を
分
析
し
た
研
究
は
、
管
見

に
よ
る
限
り
み
あ
た
ら
な
い
。

　　
２
　
絵
巻
編
集
過
程
の
推
定
モ
デ
ル

　
絵
巻
の
編
集
過
程
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
想

定
す
る
。
そ
れ
は
、
差
異
の
少
な
い
絵
巻
ほ
ど
編
集
上
の
距
離
が
小
さ
く
、
転

写
の
連
鎖
の
な
か
で
近
い
関
係
に
あ
る
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

絵
巻
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
種
が
あ
っ
た
と
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
は
一
カ
所
、
Ｂ
と
Ｃ
は

一
カ
所
、
Ａ
と
Ｃ
は
二
カ
所
異
な
る
と
い
う
場
合
、
Ａ
を
編
集
し
て
Ｂ
が
作
ら

れ
、
Ｂ
を
編
集
し
て
Ｃ
が
作
ら
れ
た
（
も
し
く
は
そ
の
逆
順
）
と
推
定
す
る
の

が
い
ち
ば
ん
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
と
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
考
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
Ｂ
を
媒
介
せ
ず
に
Ａ
を
二
カ
所
編
集
し
て
Ｃ
が
作
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
な
い
、
恣
意
的
な
推
定

だ
と
い
え
よ
う
。

　
具
体
的
に
は
情
報
学
の
編
集
距
離
（
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
距
離
）
の
考
え
方

を
応
用
す
る
。
編
集
距
離
と
は
、
あ
る
記
号
配
列
か
ら
別
の
配
列
へ
と
変
換
す

る
の
に
、
挿
入
・
削
除
・
移
動
な
ど
の
編
集
操
作
が
何
回
必
要
か
と
い
う
指
標

で
あ
る
）
11
（

。
編
集
距
離
は
通
常
、
記
号
単
位
で
の
編
集
操
作
の
回
数
を
数
え
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
記
号
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
編
集
操
作
の
回
数
を
も
っ
て

編
集
距
離
に
あ
て
る
こ
と
に
す
る
）
12
（

。
仮
に
記
号
配
列
の
１
２
３
４
５
６
７
８
９

（
配
列
Ａ
）、
１
４
５
６
７
８
２
３
９
（
配
列
Ｂ
）、
１
６
７
８
４
５
２
３
９
（
配

列
Ｃ
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
差
異
が
編
集
操
作
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
想
定
さ
れ
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る
場
合
、
そ
の
編
集
過
程
を
推
定
し
て
み
よ
う
（
図
１
）。
ま
ず
配
列
Ａ
の
な

か
の
２
３
の
記
号
ブ
ロ
ッ
ク
を
８
と
９
の
あ
い
だ
へ
移
動
す
る
と
配
列
Ｂ
に
な

る
。
そ
し
て
配
列
Ｂ
の
な
か
の
４
５
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
８
と
２
の
あ
い
だ
へ
移
動

す
れ
ば
配
列
Ｃ
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
配
列
Ａ
・
Ｂ
と
配
列
Ｂ
・
Ｃ
の
編
集
距

離
は
１
、
配
列
Ａ
・
Ｃ
の
編
集
距
離
は
２
に
な
る
。
そ
し
て
、
配
列
Ａ
が
編
集

さ
れ
て
Ｂ
に
な
り
、
Ｂ
が
編
集
さ
れ
て
Ｃ
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
順
）

と
み
る
の
が
、「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
編
集
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
。

か
れ
た
「
鬼
」
を
個
体
識
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
号
化
・
分
節
化
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
絵
巻
が
欠
損
し
て
い
る
場

合
や
錯
簡
が
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
だ
が
、
錯
簡

も
ま
た
編
集
の
一
過
程
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　　
３
　
対
象
に
す
る
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」

　
こ
の
論
文
で
は
、
日
文
研
の
怪
異
・
妖
怪
文
化
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
室
と
小
松
和
彦
が
作
成
し
た
リ
ス
ト
に
あ
る
六
十
四
の
「
百
鬼
夜
行

絵
巻
」
を
対
象
と
す
る
）
13
（

。
個
々
の
絵
巻
等
の
名
称
も
同
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た

も
の
に
準
じ
る
。

　
小
松
は
こ
れ
ら
六
十
四
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
類
型
化
し
整
理
し
た
。
小

松
の
分
類
は
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
四
種
類
の
系
統
を
Ａ
型
（
真
珠
庵
本
系

統
）、
Ｂ
型
（
日
文
研
本
系
統
）、
Ｃ
型
（
京
都
市
藝
大
本
系
統
）、
Ｄ
型
（
兵
庫
県

歴
博
本
系
統
）
と
し
、
個
々
の
絵
巻
等
を
Ｉ
類
（
単
独
模
本
）
と
Ⅱ
類
（
Ｉ
類
系

の
二
本
以
上
の
折
衷
型
の
模
本
）
に
わ
け
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｉ
類

の
Ａ
型
に
は
①
詞
書
な
し
、
②
詞
書
あ
り
、
③
化
物
尽
し
の
図
柄
混
入
、
Ⅱ
類

に
は
Ｂ
Ｃ
型
（
日
文
研
本
＋
京
都
市
藝
大
本
＋

）
系
統
、
Ａ
Ｂ
型
（
真
珠
庵
本

＋
日
文
研
本
）
系
統
、
Ａ
Ｃ
型
（
真
珠
庵
本
＋
京
都
市
藝
大
本
）
系
統
、
Ａ
Ｄ
型

（
真
珠
庵
本
＋
兵
庫
県
歴
博
本
）
系
統
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
小
松
は
示
し
た
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
よ
り
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
小
松

の
い
う
Ａ
Ｂ
型
の
絵
巻
は
、
真
珠
庵
本
の
図
像
に
日
文
研
本
を
つ
な
い
だ
Ａ
Ｂ

　
あ
く
ま
で
推
定
モ
デ
ル
は
、
ど

う
考
え
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
「
も

っ
と
も
ら
し
い
」
か
を
示
す
も
の

で
あ
っ
て
、
結
論
を
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

推
定
モ
デ
ル
か
ら
導
か
れ
た
編
集

の
系
統
樹
に
、
ほ
か
の
定
性
的
な

特
徴
を
当
て
は
め
て
み
て
、
推
定

結
果
の
妥
当
性
を
検
証
で
き
る
こ

と
が
理
想
的
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
モ
デ
ル
は
、
何
ら
か

の
方
法
で
絵
巻
を
分
節
化
し
、
記

号
化
で
き
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。

「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
場
合
、
描

図１　記号配列間の編集距離と編集過程の推定モデル
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型
の
構
成
と
、
日
文
研
本
の
図
像
に
真
珠
庵
本
を
つ
な
い
だ
Ｂ
Ａ
型
に
わ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
Ａ
Ｄ
型
に
は
、
Ａ
Ｄ
型
と
Ｄ
Ａ
型
の
伝
本
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
小
松
の
リ
ス
ト
を
再
整
理
す
る
と
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。

　　
Ａ
型
①
　
真
珠
庵
本
系
統
（
詞
書
な
し
）

真
珠
庵
本  

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

大
徳
寺
真
珠
庵
蔵

伊
藤
家
本  

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

伊
藤
光
徳
蔵

大
阪
市
美
術
館
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

大
阪
市
立
美
術
館
蔵

大
倉
集
古
館

風 

　
百
鬼
夜
行
図 

 
大
倉
集
古
館
蔵

国
会
Ａ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻
（
亥
本
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本
　
　
百
鬼
夜
行
図 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵

立
教
大
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

立
教
大
学
人
文
科
学
系
図
書
館
蔵

早
大
Ａ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
図 
 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵

日
文
研
Ｂ
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵

日
文
研
Ｃ
本 

　
百
鬼
夜
行
之
図 

 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵

歴
博
Ａ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

湯
本
Ａ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

湯
本
豪
一
蔵

高
台
寺
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
図 

 

高
台
寺
蔵

群
馬
大
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

群
馬
大
学
図
書
館
蔵

怪
談
名
作
集
巻
末
付
録
本
　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

現
所
蔵
元
不
明

ギ
メ
本 

 

　
　  

百
鬼
夜
行
絵
巻 

フ
ラ
ン
ス
・
ギ
メ
美
術
館
蔵

ク
ラ
ク
フ
本 

　
　  

百
鬼
夜
行 

 

　
　
　
　
　
　 

　
　
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ク
ラ
ク
フ
日
本
美
術
・
技
術
セ
ン
タ
ー
蔵

ボ
ス
ト
ン
掛
軸 

　
　  

百
鬼
夜
行
図 

 

米
国
・
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵

　　
Ａ
型
②
　
真
珠
庵
本
系
統
（
詞
書
あ
り
）

国
会
Ｂ
本 

　
　
　
　
　
　   

百
鬼
夜
行
絵
巻
（
す
本
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本 

　
　  

百
鬼
夜
行
物
語
絵
巻 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
蔵

　　
Ａ
型
③
　
真
珠
庵
本
系
統
（
化
物
尽
し
の
図
柄
混
入
）

岩
瀬
文
庫
本 

　
　  

百
鬼
夜
行
画
巻 

岩
瀬
文
庫
蔵

湯
本
Ｂ
本 

　 

　
　
　
　
　  

百
鬼
夜
行
絵
巻 

湯
本
豪
一
蔵

　　
Ｂ
型
　
日
文
研
本
系
統

日
文
研
Ａ
本 

　
　  

百
鬼
ノ
図 

 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵

湯
本
Ｃ
本 

　
　
　
　
　
　   

百
鬼
夜
行
絵
巻 

湯
本
豪
一
蔵

　　
Ｃ
型
　
京
都
市
藝
大
本
系
統

京
都
市
藝
大
本
　
　
　
　
　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

京
都
市
立
藝
術
大
学
蔵

大
倉
集
古
館
本 
　
　 

百
鬼
夜
行
図 

 

大
倉
集
古
館
蔵
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Ｄ
型
　
兵
庫
県
歴
博
本
系
統

兵
庫
県
歴
博
Ａ
本 

　
百
器
夜
行
絵
巻 

 

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
蔵

怪
談
名
作
集
解
説
挿
絵
本
　
　
百
鬼
夜
行
絵
巻
（
仮
称
） 

現
所
蔵
元
不
明

　　
Ｂ
Ｃ
型
　
（
日
文
研
本
＋
京
都
市
藝
大
本
＋

）
系
統

東
博
異
本
　 

　
百
鬼
夜
行
図
（
異
本
） 

東
京
国
立
博
物
館
蔵

　　
Ａ
Ｂ
型
　
（
真
珠
庵
本
＋
日
文
研
本
）
系
統

ビ
ー
テ
ィ
ー
本 

　
百
鬼
夜
行 

 

　  

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
図
書
館
蔵

宮
内
庁
Ａ
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

宮
内
庁
書
陵
部
蔵

歴
博
Ｃ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
之
図 

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

唯
称
寺
本 

　
　
　
　
　 

法
具
妖
変
之
図 

 

唯
称
寺
蔵

湯
本
Ｅ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 
 

湯
本
豪
一
蔵

　　
Ｂ
Ａ
型
　
（
日
文
研
本
＋
真
珠
庵
本
）
系
統

東
京
藝
大
Ａ
本 

　
百
鬼
夜
行 

 

東
京
藝
術
大
学
蔵

プ
ー
シ
キ
ン
本 

　
百
鬼
夜
行
図 

 

ロ
シ
ア
・
プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
蔵

湯
本
Ｄ
本 

　
　
　
　
　 

百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

湯
本
豪
一
蔵

東
博
模
本 

　
　
　
　 

　
百
鬼
夜
行
図
（
模
本
） 

東
京
国
立
博
物
館
蔵

公
文
本 
 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

公
文
教
育
研
究
会
蔵

東
北
大
本               

　
百
鬼
夜
行 

 

東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵

兵
庫
県
歴
博
Ｂ
本 

　
百
鬼
夜
行
図 

 

兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
蔵

真
田
宝
物
館
本 

　
百
鬼
夜
行 

 

長
野
・
真
田
宝
物
館
蔵

大
阪
人
権
博
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

大
阪
人
権
博
物
館
蔵

歴
博
Ｂ
本               

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

耕
三
寺
博
本 

　
百
鬼
夜
行
之
図 

 

耕
三
寺
博
物
館
蔵

宮
内
庁
Ｂ
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

宮
内
庁
書
陵
部
蔵

　　
Ａ
Ｃ
型
　
（
真
珠
庵
本
＋
京
都
市
藝
大
本
）
系
統

狂
画
苑
本               

　
百
鬼
夜
行 

 

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
蔵

東
大
本 

 

　
百
鬼
夜
行
図 

 

東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵

仙
台
市
博
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

仙
台
市
博
物
館
蔵

湯
本
Ｆ
本               

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

湯
本
豪
一
蔵

金
刀
比
羅
宮
Ａ
本 

　
百
鬼
夜
行
之
図 

 

金
刀
比
羅
宮
蔵

金
刀
比
羅
宮
Ｂ
本 

　
百
鬼
夜
行
之
図 

 

金
刀
比
羅
宮
蔵

ス
ペ
ン
サ
ー
Ａ
本 

　
百
鬼
夜
行 

　
　
　
　

     

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
蔵

バ
ー
ク
本               

　
百
鬼
夜
行 

　
　
　
　
米
国
・
バ
ー
ク
財
団
蔵

　　
Ａ
Ｄ
型
　
（
真
珠
庵
本
＋
兵
庫
県
歴
博
本
）
系
統

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
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東
京
藝
大
Ｂ
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

東
京
藝
術
大
学
蔵

歴
博
Ｄ
本               

　
百
器
夜
行
絵
巻 

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

愛
媛
県
歴
博
本 

　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
蔵

湯
本
Ｇ
本               
　
百
鬼
夜
行
絵
巻 

 

湯
本
豪
一
蔵

京
極
本 

　 

　
土
佐
百
鬼
夜
行
之
図 

京
極
夏
彦
蔵

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本 

　
百
鬼
夜
行
之
図 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     
米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館
蔵

　　
Ｄ
Ａ
型
　
（
兵
庫
県
歴
博
本
＋
真
珠
庵
本
）
系
統

物
部
神
社
本 

　
百
鬼
夜
行
画 

 
物
部
神
社
蔵

土
佐
山
内
家
本 

　
異
怪
図                 

土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
蔵

早
大
Ｂ
本       

　
百
鬼
夜
行
図 

 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵

　　
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
図
像
の
細
か
な
相
違
に
こ
だ
わ
る
よ

り
も
、
先
後
の
図
像
と
の
相
対
的
な
位
置
関
係
を
重
視
し
て
異
同
を
決
定
す
る

方
針
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
「
鬼
」
の
表
現
に
軽
微
な
差
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
先
後
に
描
か
れ
た
「
鬼
」
も
含
め
て
ほ
ぼ
同
一
と
み
な
し
う
る

場
合
は
、
表
現
の
差
を
問
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
あ
る
絵
巻
で
左
右
に

並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
別
の
絵
巻
で
上
下
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
ら
は
お
な
じ
配
列
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
（
図
２
）。

　
図
像
配
列
に
着
目
す
る
方
法
は
、
残
欠
や
錯
簡
の
疑
い
が
強
い
絵
巻
に
は
使

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た

風
や
掛
軸
に
も
使
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
種
類
の
資
料
は
や
む
な
く
分
析
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
し
た
。
そ

の
結
果
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
諸
伝
本
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
）
14
（

。 図２　先後関係からおなじ図像配列とみなした例（上：日文研Ａ本、下：東京藝大Ａ本）
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　系
統 
伝
本
名 

 

同
一
配
列
の
伝
本

Ａ
型 

真
珠
庵
本  

早
稲
田
Ａ
本
（
冒
頭
の
槍
を
も
っ
た
鬼
脱
落
）

　
　
　
　 

伊
藤
家
本
　
　
　
　
ギ
メ
本
（
前
半
欠
落
、
日
文
研
Ｂ
本
と
も
同
一
）、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

高
台
寺
本
（
前
半
欠
落
、
日
文
研
Ｂ
本
と
も
同
一
）
　

　
　
　    

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本 

国
会
Ａ
本
、
怪
談
名
作
集
巻
末
付
録
本

 

立
教
大
本

　
　
　
　
日
文
研
Ｂ
本 

ギ
メ
本
（
前
半
欠
落
、
伊
藤
家
本
と
も
同
一
）、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
台
寺
本
（
前
半
欠
落
、
伊
藤
家
本
と
も
同
一
）、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
本
Ａ
本

　 

日
文
研
Ｃ
本

 

歴
博
Ａ
本

　 

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本 

 

ク
ラ
ク
フ
本 

 

Ａ
型
＋

岩
瀬
文
庫
本 

湯
本
Ｂ
本

Ｂ
型 

日
文
研
Ａ
本 

湯
本
Ｃ
本
（
残
欠
）

Ｃ
型 

京
都
市
藝
大
本

Ｄ
型
　 

兵
庫
県
歴
博
Ａ
本

Ａ
Ｂ
型
　 

ビ
ー
テ
ィ
ー
本
（
冒
頭
一
体
は
日
文
研
Ａ
本
由
来
）

　
　
　
　 

宮
内
庁
Ａ
本

 

歴
博
Ｃ
本

Ｂ
Ａ
型
　 

東
京
藝
大
Ａ
本 

プ
ー
シ
キ
ン
本
（
断
本
）

　
　
　
　 

東
博
模
本 

　
　
　
　
公
文
本
、
東
北
大
本
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
庫
県
歴
博
Ｂ
本
、
真
田
宝
物
館
本

 

大
阪
人
権
博
本

 

歴
博
Ｂ
本

Ａ
Ｃ
型
　 

狂
画
苑
本  

金
刀
比
羅
宮
Ａ
本
、
金
刀
比
羅
宮
Ｂ
本
、
バ
ー
ク
本

 

東
大
本

 

仙
台
市
博
本

　
　
　
　 

湯
本
Ｆ
本

Ａ
Ｄ
型
　 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本

　
　
　 

歴
博
Ｄ
本

　
　
　
　 

愛
媛
県
歴
博
本

 

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本

Ｄ
Ａ
型
　 

土
佐
山
内
家
本

　
　
　
　
早
大
Ｂ
本

　　
い
っ
ぽ
う
、
小
松
の
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
残
欠
等
の
理

由
で
本
研
究
の
手
法
に
な
じ
ま
ず
、
検
討
対
象
か
ら
は
ず
し
た
諸
伝
本
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。
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４
　
真
珠
庵
本
系
統
の
編
集
過
程

　
ま
ず
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
諸
本
の
中
心
的
な
系
統
で
あ
る
真
珠
庵
本
系
統

（
Ａ
型
）
に
つ
い
て
、
そ
の
図
像
配
列
か
ら
編
集
過
程
の
推
定
を
試
み
る
。
絵

巻
に
描
か
れ
た
個
々
の
図
像
を
記
号
と
み
な
し
て
、
伝
本
間
の
編
集
距
離
を
求

め
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
真
珠
庵
本
と
歴
博
Ａ
本
な
ら
ば
、
真
珠
庵
本
の
な

か
の
ふ
た
つ
の
図
像
ブ
ロ
ッ
ク
を
移
動
す
れ
ば
、
歴
博
Ａ
本
の
図
像
配
列
に
変

わ
る
（
図
３
）。
し
た
が
っ
て
、
両
本
の
あ
い
だ
の
編
集
距
離
は
２
で
あ
る
。

歴
博
Ａ
本
か
ら
真
珠
庵
本
へ
の
逆
変
換
の
場
合
で
も
、
編
集
距
離
は
変
わ
ら
な

い
。

　
こ
こ
で
の
検
討
対
象
は
、
真
珠
庵
本
と
く
ら
べ
て
図
像
の
増
減
の
な
い
九
本

の
絵
巻
（
真
珠
庵
本
、
伊
藤
家
本
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本
、
立
教
大
本
、
日

文
研
Ｂ
本
、
日
文
研
Ｃ
本
、
歴
博
Ａ
本
、
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
、
ク
ラ
ク
フ
本
）
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
図
像
の
増
減
が
な
い
の
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
移
動
の
回
数
が
編
集
距

離
に
な
り
、
挿
入
・
削
除
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
巻
末
に
み
ら
れ

る
日
輪
状
の
物
体
や
黒
雲
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
異
同
の
判
定
に
困
難
を
伴
う

た
め
、
本
論
文
で
の
比
較
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。

　
こ
れ
ら
九
伝
本
間
の
編
集
距
離
を
表
１
に
示
し
た
。
表
１
の
左
下
半
分
は
右

上
半
分
と
お
な
じ
数
値
が
入
る
の
で
省
略
し
て
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
の
は
、

立
教
大
本
の
「
遠
さ
」
で
あ
る
。
立
教
大
本
は
、
他
の
諸
伝
本
と
く
ら
べ
て
独

自
な
図
像
配
列
を
持
っ
て
お
り
、
特
異
な
伝
本
だ
と
い
え
る
。
著
名
な
真
珠
庵

本
は
、
日
文
研
Ｂ
本
、
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
と
の
編
集
距
離
が
１
で
、
立
教
大
本

　系
統
　 
　
伝
本
名 

 
 

対
象
外
と
す
る
理
由

Ａ
型
　 

　
大
阪
市
美
術
館
本 

 

錯
簡
の
疑
い

　
　
　
　 

大
倉
集
古
館

風 
 

風

　
　
　
　 

群
馬
大
本 

　
　
　
　
　 

残
欠

　 

　
　
　
ボ
ス
ト
ン
掛
軸 

 

掛
軸

　 

　
　
　
国
会
Ｂ
本  

　
　
　
　 

図
像
脱
落
・
移
動
多
数

Ｃ
型
　
　 

大
倉
集
古
館
本 

 
脱
落
多
数
、
木
馬
あ
り

Ｄ
型
　
　 

怪
談
名
作
集
解
説
挿
絵
本
　
　  

全
体
像
不
明

Ｂ
Ｃ
型
　 

東
博
異
本 

　
　
　
　
　 

脱
落
多
数

Ａ
Ｂ
型
　 

唯
称
寺
本
　
　
　 

 

残
欠

　
　
　
　 

湯
本
Ｅ
本 

　
　
　
　
　 

残
欠

Ｂ
Ａ
型
　 

湯
本
Ｄ
本 

　
　
　
　
　 

脱
落
多
数

　
　
　
　 

耕
三
寺
博
本 

 

図
像
反
転
・
移
動
多
数

　
　
　
　 

宮
内
庁
Ｂ
本 

 

残
欠

Ａ
Ｃ
型
　 

ス
ペ
ン
サ
ー
Ａ
本 
 

錯
簡
の
疑
い

Ａ
Ｄ
型
　 

東
京
藝
大
Ｂ
本 

 

画
像
不
明

　
　
　
　 

湯
本
Ｇ
本 

　
　
　
　
　 

残
欠

　
　
　
　 

京
極
本 

 
 

残
欠

Ｄ
Ａ
型
　 

物
部
神
社
本 

 

独
自
図
像
多
数
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を
除
く
そ
の
他
の
伝
本
と
の
距
離
は
２
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
文
研
Ｂ
本
（
湯
本
Ａ
本
も
同
一

配
列
）
で
あ
る
。
こ
の
伝
本
は
、
真
珠
庵
本
、
伊
藤
家
本
、
京
都

府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本
、
日
文
研
Ｃ
本
、
歴
博
Ａ
本
、
ク
ラ
ク
フ

本
の
六
伝
本
と
の
編
集
距
離
が
１
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
と
は
距

離
２
で
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
九
伝
本
の
な
か
で
、
も
っ
と

も
普
遍
性
の
あ
る
図
像
配
列
を
持
つ
の
は
日
文
研
Ｂ
本
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
岩
瀬
文
庫
本
（
湯
本
Ｂ
本
も
同
一
配

列
）
は
、
真
珠
庵
本
系
統
に
化
物
尽
し
系
の
図
像
が
混
入
し
た
構

成
を
も
つ
。
そ
の
図
像
配
列
は
、
混
入
図
像
を
無
視
す
れ
ば
、
や

は
り
編
集
距
離
１
で
日
文
研
Ｂ
本
と
つ
な
が
る
。

　
表
１
の
編
集
距
離
を
も
と
に
、
真
珠
庵
本
を
「
根
」
に
し
た
系

統
樹
を
作
成
す
る
と
図
４
に
な
る
。
真
珠
庵
本
に
日
文
研
Ｂ
本
と

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
が
距
離
１
で
つ
な
が
り
、
立
教
大
本
が
距
離
12

で
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
日
文
研
Ｂ
本
か
ら
伊
藤
家
本
、
京
都
府
立

総
合
資
料
館
Ａ
本
、
日
文
研
Ｃ
本
、
歴
博
Ａ
本
、
ク
ラ
ク
フ
本
が

距
離
１
で
つ
な
が
る
。
図
４
は
、
真
珠
庵
本
か
ら
日
文
研
Ｂ
本
、

そ
し
て
伊
藤
家
本
を
は
じ
め
と
す
る
五
伝
本
へ
と
、
図
像
配
列
が

編
集
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
系
統
樹
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
図
４
の
系
統
樹
は
真
珠
庵
本
を
「
根
」
に
し
た
作

為
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
単
純
な
系
統
樹
は
、
各
伝
本
間

図３　図像配列間の編集距離

表１　真珠庵本系諸本間の編集距離
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の
距
離
の
合
計
が
最
小
に
な
る
よ
う
な
木
構
造
、
つ
ま
り
グ
ラ
フ
理
論
で
い
う

「
最
小
木
）
15
（

」
で
、
そ
れ
を
求
め
る
と
図
５
の
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
普
遍
的

な
図
像
配
列
を
持
つ
日
文
研
Ｂ
本
が
樹
の
「
根
」
に
位
置
し
、
そ
れ
に
真
珠
庵

本
、
伊
藤
家
本
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本
、
日
文
研
Ｃ
本
、
歴
博
Ａ
本
、

ク
ラ
ク
フ
本
が
距
離
１
で
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
の
真
珠
庵
本
か
ら
さ
ら

に
距
離
１
で
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
が
、
距
離
12
で
立
教
大
本
が
つ
な
が
る
。

　
真
珠
庵
本
系
統
の
諸
伝
本
が
共
通
の
祖
本
を
持
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
日
文
研

Ｂ
本
の
図
像
配
列
が
そ
れ
に
も
っ
と
も
近
い
こ
と
を
、
こ
の
系
統
樹
は
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
真
珠
庵
本
は
日
文
研
Ｂ
本
の
祖
本
の
図
像
を
並
べ
替
え
た

も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
こ
の
系
統
樹
は
、
図
像
の
細
部
の
比
較
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
。
真
珠
庵
本
系

統
の
後
半
に
登
場
す
る
「
鍋
蓋
を
被
っ
た
鬼
」
の
鍋
蓋
に
取
手
が
描
か
れ
て
い

る
か
否
か
と
い
う
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
（
図
６
）。
こ
の
「
鍋
蓋
取
手
」

の
有
無
に
つ
い
て
は
、
東
博
模
本
に
描
か
れ
て
い
る
「
取
手
」
が
、
真
珠
庵
本

で
は
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
小
松
茂
美
に
よ
っ
て
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
小
松
茂
美
は
「
こ
う
し
た
仔
細
な
写
し
落
と
し
は
、
真
珠
庵

本
の
ほ
う
が
、
な
に
か
本
歌
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
、
と
強
く
連
想
さ
せ
る

の
で
あ
る
）
16
（

」
と
い
い
、
真
珠
庵
本
に
別
の
祖
本
が
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
た
。

　
図
５
の
系
統
樹
に
「
鍋
蓋
取
手
」
の
有
無
を
当
て
は
め
る
と
、「
根
」
に
位

置
す
る
日
文
研
Ｂ
本
に
「
取
手
」
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
諸
伝
本

図４　真珠庵本を「根」にした系統樹

図５　もっとも単純な系統樹

に
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、「
取
手
」
の
有
無
が
系
統
樹
上
で

き
れ
い
に
分
断
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
す
な
わ

ち
、
日
文
研
Ｂ
本
が
図
像
配
列
を
含
め
て
祖
本
の
形
態
を
比

較
的
よ
く
留
め
て
い
る
一
方
で
、
真
珠
庵
本
を
含
む
八
伝
本

は
「
鍋
蓋
取
手
」
が
脱
落
し
た
模
本
を
写
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
で
は
、
日
文
研
Ｂ
本
と
真
珠
庵
本
と
で
は
、
図
像
配
列
は

ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
図
７
に
示
す
よ
う
に
、
両
者
は
一

ブ
ロ
ッ
ク
分
を
入
れ
替
え
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
変
化
が
生
じ
た
原
因
は
定
か
で
は
な
い
が
、
真
珠
庵
本
で

は
移
動
ブ
ロ
ッ
ク
の
境
界
が
、
ち
ょ
う
ど
料
紙
の

ぎ
目
に
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重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
真
珠
庵
本
で
は
、
図
像
に
か

か
ら
な
い

ぎ
目
が
五
カ
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
三
カ
所
が
図
像

配
列
面
で
日
文
研
Ｂ
本
と
差
異
が
で
る
境
界
に
な
っ
て
い
る
。
一

方
で
、
日
文
研
Ｂ
本
で
は
料
紙
の

ぎ
目
で
か
つ
図
像
に
か
か
ら

な
い
箇
所
は
、
冒
頭
の
一
カ
所
し
か
な
い
。
も
し
、
日
文
研
Ｂ
本

の
図
像
配
列
の
ほ
う
が
真
珠
庵
本
系
統
の
祖
本
に
近
い
と
す
る
な

ら
ば
、
真
珠
庵
本
の
図
像
配
列
は
錯
簡
に
よ
っ
て
生
じ
た
可
能
性

も
捨
て
き
れ
な
い
。
料
紙
を
入
れ
替
え
る
だ
け
で
、
真
珠
庵
本
の

図
像
配
列
を
日
文
研
Ｂ
本
の
そ
れ
に
並
べ
替
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　　
５
　
真
珠
庵
本
系
統
の
図
像
分
節

　
真
珠
庵
本
系
統
の
図
像
を
記
号
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々

の
「
鬼
」
が
集
合
し
て
意
味
の
あ
る
単
位
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し

て
い
る
か
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
。
複
数
の
伝
本
間

で
共
通
し
て
連
続
し
て
い
る
図
像
ブ
ロ
ッ
ク
が
み
つ
か
れ
ば
、
そ

の
ブ
ロ
ッ
ク
は
多
く
の
絵
師
が
「
固
ま
り
」
と
し
て
認
識
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
真
珠
庵
本
に
描
か
れ
て
い
る
「
鬼
」
に
、
絵
巻
の
先
頭
か
ら
順

に
通
し
番
号
を
与
え
て
、
図
像
配
列
を
記
号
化
し
て
み
た
。
そ
う

図６　「鍋蓋取手」の有無（左：日文研Ｂ本、右：真珠庵本）

図７　日文研Ｂ本と真珠庵本の図像配列の差異（矢印は料紙の ぎ目で図像にかからない箇所）

(02)114



115

「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

し
た
と
こ
ろ
、
真
珠
庵
本
に
は
六
十
七
体
の
「
鬼
」
が
観
察
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

「
古
櫃
の
鬼
」（
図
８
）
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
が
一
体
で
あ
る
か
判
別
し
が
た

い
部
分
も
あ
る
が
、
幸
い
こ
の
部
分
の
個
体
識
別
が
結
論
を
左
右
す
る
も
の
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。
真
珠
庵
本
系
統
の
他
の
伝
本
に
つ
い
て
も
真
珠
庵
本
の
何

番
の
「
鬼
」
が
ど
う
い
う
順
序
で
描
か
れ
て
い
る
か
を
識
別
し
、
記
号
配
列
化

し
、
す
べ
て
の
伝
本
で
共
通
す
る
記
号
ブ
ロ
ッ
ク
を
抽
出
し
た
も
の
が
表
２
で

あ
る
。
た
だ
し
立
教
大
本
は
特
異
な
配
列
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
分
析
か
ら
は
除
外
し
て
あ
る
。

総
合
資
料
館
Ａ
本
の
み
、
13
番
と
14
番
は
日
文
研
Ｃ
本
の
み
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
諸
伝
本
の
全
体
で
は
07
番
と
13
番
が
ブ
ロ
ッ
ク
を
成
さ
な
い
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
特
定
の
伝
本
の
特
異
性
に
原
因
が
あ
り
、
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の

「
鬼
」
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

　
図
９
の
共
通
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
図
像
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
30
番
の
「
走
る
女
狐
」
は
、
そ
の
後
ろ
に
ブ
ロ
ッ
ク
の
切
れ
目
が

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
走
る
女
狐
」
は
、
後
続
の
場
面
か
ら
「
逃
げ
て
い
る
」

の
で
は
な
く
、
ま
え
に
あ
る
「
お
歯
黒
の
醜
女
の
群
像
」
に
「
駆
け
つ
け
て
い

る
」
と
み
た
絵
師
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
そ

の
よ
う
に
み
た
後
世
の
絵
師
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
祖

本
の
絵
師
の
意
図
が
ど
う
だ
っ
た
か
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
。

　
図
像
を
記
号
化
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
配
列
が
各
伝
本
に
特
異
で
あ
る
か
が

把
握
し
や
す
く
な
る
。
表
３
は
、
各
伝
本
を
巻
頭
か
ら
み
て
い
っ
た
と
き
に
、

ど
こ
で
他
の
伝
本
と
は
異
な
る
図
像
配
列
に
な
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
立
教
大
本
で
は
01
番
の
図
像
の
つ
ぎ
に
05
番
が
つ
な
が
る
。
ク
ラ

ク
フ
本
な
ら
ば
03
番
の
つ
ぎ
に
44
番
が
く
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
京
都
府
立

総
合
資
料
館
Ａ
本
と
日
文
研
Ｂ
本
の
識
別
が
も
っ
と
も
難
し
く
、
巻
頭
か
ら
24

番
目
の
図
像
が
前
者
は
44
番
、
後
者
は
13
番
と
わ
か
れ
る
。

　
図
像
配
列
の
こ
う
い
っ
た
特
異
部
分
は
、
巻
頭
か
ら
だ
け
で
は
な
く
巻
末
か

ら
も
、
あ
る
い
は
絵
巻
の
途
中
か
ら
で
も
探
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
、

真
珠
庵
本
系
統
の
断
本
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
九
伝

図８　「古櫃の鬼」（日文研Ｂ本）

　
こ
れ
ら
八
伝
本
の
あ
い
だ

で
は
、
十
の
図
像
ブ
ロ
ッ
ク

が
み
つ
か
っ
た
。
07
番
（「
黒

犀
の
鬼
」）
と
13
番
（「
錫
杖
を

も
っ
た
笙
の
鬼
」）
の
ふ
た
つ

が
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
成
さ
な
い

図
像
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク

を
真
珠
庵
本
の
う
え
で
み
た

も
の
が
図
９
で
あ
る
。
06
番

と
07
番
が
分
離
し
て
い
る
の

は
伊
藤
家
本
の
み
で
、
12
番

と
13
番
の
分
離
は
京
都
府
立
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表２　８伝本の図像配列の共通ブロック（縦棒は料紙の ぎ目で図像にかからない箇所）

図９　真珠庵本上でみた８伝本の共通ブロック（縦棒は複数の伝本で分離している箇所）
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本
の
ど
れ
と
近
親
性
が
高
い
か
を
判
定
す
る
材
料
と
し
て
、
こ
の
情
報
が
使
え

る
だ
ろ
う
。

　　
６
　
（
真
珠
庵
本
＋
日
文
研
本
）
系
統
の
編
集
過
程

　
つ
づ
い
て
、
合
本
系
統
の
検
討
に
移
る
。
真
珠
庵
本
系
統
に
日
文
研
本
系
統

が
合
本
し
た
Ａ
Ｂ
型
の
検
討
対
象
に
し
た
の
は
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー

本
、
宮
内
庁
Ａ
本
、
歴
博
Ｃ
本
の
三
伝
本
で
、
日
文
研
本
系
統
に
真
珠
庵
本
系

統
が
合
本
し
た
Ｂ
Ａ
型
の
検
討
対
象
は
、
東
京
藝
大
Ａ
本
、
東
博
模
本
、
大
阪

人
権
博
本
、
歴
博
Ｂ
本
の
四
伝
本
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
伝
本
に
は
、
図
像
配
列
に
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
絵
巻

の
末
尾
近
く
で
、
真
珠
庵
本
系
統
の
図
像
が
つ
づ
く
な
か
に
、
突
如
と
し
て
三

体
だ
け
日
文
研
本
系
統
に
由
来
す
る
図
像
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る

（
図
10
）。
も
し
こ
れ
ら
の
合
本
の
祖
本
が
異
な
る
絵
師
に
よ
っ
て
異
な
る
時
代

に
独
立
し
て
作
ら
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
す
べ
て
の
伝
本
に
共
通

し
て
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
、
Ａ
Ｂ
型
と
Ｂ
Ａ
型
は
共
通
の
祖
本

を
持
ち
、
そ
の
祖
本
で
セ
ッ
ト
さ
れ
た
図
像
配
列
の
特
徴
が
、
の
ち
の
模
本
に

継
承
さ
れ
た
と
み
た
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
合
本
系
の
伝
本
の
特
徴
を
、
祖
本
で
分
割
し
て
ま
と
め
た
結
果
を
つ
ぎ
に
示

す
。

表３　真珠庵本系統諸伝本の巻頭からの図像配列
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　〈
真
珠
庵
本
系
統
部
分
〉
　
　
　〈
日
文
研
本
系
統
部
分
〉

Ａ
Ｂ
型

　
チ
ェ
ス
タ
ー
・ 
真
珠
庵
本
と
同
一
配
列 

移
動
・
脱
落

　
　
ビ
ー
テ
ィ
ー
本 

（
冒
頭
の
鬼
脱
落
）

　
宮
内
庁
Ａ
本 

移
動
・
脱
落 

 

移
動
・
変
形
・
脱
落

　
歴
博
Ｃ
本 

真
珠
庵
本
と
同
一
配
列 

二
カ
所
三
体
を
残
し
脱
落

Ｂ
Ａ
型

　
東
京
藝
大
Ａ
本 

真
珠
庵
本
と
同
一
配
列 

移
動
・
脱
落

　
東
博
模
本 

真
珠
庵
本
を
一
部
移
動 
移
動
・
変
形
・
脱
落

　
大
阪
人
権
博
本 

真
珠
庵
本
を
一
部
移
動 

移
動
・
変
形
・
脱
落

　
歴
博
Ｂ
本 

東
博
模
本
と
同
一
配
列 

移
動
・
変
形
・
脱
落

　　
合
本
を
祖
本
別
の
配
列
で
比
較
し
た
研
究
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
こ
れ
ま
で
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
の
は
、
Ａ
Ｂ
型
・
Ｂ
Ａ
型
合
本
の
真

珠
庵
本
系
統
部
分
の
図
像
配
列
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
真
珠
庵
本
の
そ
れ
で

あ
る
こ
と
だ
。
い
っ
ぽ
う
、
日
文
研
本
系
統
部
分
の
図
像
は
、
日
文
研
Ａ
本
と

比
較
し
て
移
動
・
変
形
・
脱
落
が
み
ら
れ
る
。
宮
内
庁
Ａ
本
、
東
博
模
本
、
大

阪
人
権
博
本
、
歴
博
Ｂ
本
に
み
ら
れ
る
変
形
と
は
、「
矛
を
持
ち
烏
帽
子
を
被

っ
た
鬼
」
が
「

頭
の
鬼
」
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
（
図
11
）。

　
真
珠
庵
本
系
統
部
分
が
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
図
像
配
列
な
の
は
、
歴
博
Ｃ
本

と
東
京
藝
大
Ａ
本
で
あ
る
が
、
日
文
研
本
系
統
部
分
は
後
者
の
ほ
う
が
よ
く
図

像
を
残
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
Ａ
Ｂ
型
・
Ｂ
Ａ
型
合

本
の
祖
本
に
も
っ
と
も
近
い
図
像
配
列
を
持
つ
の
は
、
東
京
藝
大
Ａ
本
だ
と
思

わ
れ
る
。

　
図
12
に
日
文
研
Ａ
本
、
真
珠
庵
本
と
東
京
藝
大
Ａ
本
と
の
、
図
像
配
列
の
異

同
を
示
し
た
。
真
珠
庵
本
系
統
の
部
分
は
、
真
珠
庵
本
か
ら
図
像
配
列
を
移
動

す
る
こ
と
な
く
、
東
京
藝
大
Ａ
本
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
日
文
研

Ａ
本
部
分
か
ら
は
「
白
い
布
を
被
っ
た
鬼
」
が
脱
落
し
、
他
の
図
像
に
も
や
や

複
雑
な
移
動
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
京
藝
大
Ａ
本
が
こ
の
合
本
の
祖
本

に
一
番
近
い
形
を
残
す
伝
本
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
祖
本
の
図
像
配
列
は
日
文

研
Ａ
本
か
ら
も
っ
と
単
純
に
図
像
を
写
し
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。

　
Ｂ
Ａ
型
の
諸
伝
本
の
な
か
で
東
京
藝
大
Ａ
本
の
図
像
配
列
が
も
っ
と
も
祖
本

に
近
い
と
仮
定
し
て
、
Ｂ
Ａ
型
の
残
り
の
伝
本
で
あ
る
東
博
模
本
、
大
阪
人
権

博
本
、
歴
博
Ｂ
本
の
図
像
の
配
列
関
係
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
図
像
移

動
の
面
で
も
っ
と
も
単
純
な
流
れ
は
、
東
京
藝
大
Ａ
本

大
阪
人
権
博
本

東

博
模
本

歴
博
Ｂ
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
13
）。
ま
ず
東
京
藝
大
Ａ
本

の
図
像
か
ら
「
さ
さ
ら
を
持
っ
た
鬼
」
が
脱
落
し
、
一
カ
所
だ
け
図
像
が
重
な

り
合
っ
て
大
阪
人
権
博
本
の
配
列
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
冒
頭
の
「
矛

を
持
ち
烏
帽
子
を
被
っ
た
鬼
」
が
「

頭
の
鬼
」
に
変
形
し
て
い
る
。
大
阪
人

権
博
本
を
二
ブ
ロ
ッ
ク
移
動
す
る
と
東
博
模
本
の
図
像
配
列
に
な
る
。
そ
れ
を

(06)118
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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

図10　（真珠庵本＋日文研本）系統の共通部分

図12　日文研Ａ本・真珠庵本から東京藝大Ａ本へ

図11　「矛を持ち烏帽子を被った鬼」と「 頭の鬼」（左：日文研Ａ本、右：歴博Ｂ本）
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さ
ら
に
一
ブ
ロ
ッ
ク
移
動
す
る
と
歴
博
Ｂ
本
に
な
る
。
大
阪
人
権
博
本
に
み
ら

れ
る
「
さ
さ
ら
を
持
っ
た
鬼
」
の
脱
落
、「

頭
の
鬼
」
へ
の
変
形
と
い
う
特

徴
は
、
東
博
模
本
・
歴
博
Ｂ
本
で
も
み
ら
れ
る
。
Ｂ
Ａ
型
の
模
本
が
作
ら
れ
る

過
程
で
、
じ
っ
さ
い
に
こ
の
よ
う
な
順
序
で
図
像
配
列
が
入
れ
替
え
ら
れ
た
と

断
定
は
で
き
な
い
が
、
既
知
の
諸
伝
本
か
ら
推
定
さ
れ
る
合
理
的
な
編
集
過
程

は
以
上
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
Ａ
Ｂ
型
の
三
伝
本
の
な
か
で
祖
本
の
形
を
比
較
的
よ
く
残
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
の
は
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
本
で
あ
る
。
そ
の
真
珠

庵
本
系
統
の
図
像
は
、
冒
頭
の
「
槍
を
持
つ
鬼
」
一
体
が
脱
落
し
て
い
る
だ
け

で
、
他
の
図
像
配
列
は
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
で
あ
る
。
ま
た
日
文
研
本
系
統
の

図
像
は
、
移
動
・
脱
落
が
あ
る
も
の
の
、
Ａ
Ｂ
型
三
伝
本
の
な
か
で
は
祖
本
の

図
像
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宮
内
庁
Ａ
本
、
歴
博
Ｃ
本
と
チ
ェ
ス
タ

ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
本
と
の
関
係
は
、
前
者
２
伝
本
に
図
像
の
脱
落
・
変
形
が
多

い
た
め
推
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
、（
真
珠
庵
本
＋
日
文
研
本
）
系
統
の
編
集
過
程
を

推
定
し
た
結
果
が
図
14
で
あ
る
。
ま
ず
日
文
研
Ａ
本
祖
本
と
真
珠
庵
本
祖
本
を

も
と
に
、（
真
珠
庵
本
＋
日
文
研
本
）
系
統
の
祖
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
Ｂ

Ａ
型
で
あ
る
東
京
藝
大
Ａ
本
の
祖
本
が
編
集
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
か

の
段
階
で
「
白
い
布
を
被
っ
た
鬼
」
の
図
像
が
脱
落
し
た
。
さ
ら
に
東
京
藝
大

Ａ
本
の
祖
本
か
ら
大
阪
人
権
博
本
の
祖
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
さ
い
「
矛
を
持

ち
烏
帽
子
を
被
っ
た
鬼
」
が
「

頭
の
鬼
」
へ
と
変
形
し
、「
さ
さ
ら
を
持
つ

鬼
」
が
脱
落
し
、
そ
の
他
の
図
像
に
移
動
が
生
じ
た
。
こ
の
大
阪
人
権
博
本
祖

本
か
ら
東
博
模
本
祖
本
と
歴
博
Ｂ
本
祖
本
が
作
ら
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
東
京
藝

大
Ａ
本
祖
本
か
ら
Ａ
Ｂ
型
で
あ
る
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
本
祖
本
が
作
ら

れ
た
。
そ
の
さ
い
、「
槍
を
持
つ
鬼
」
が
脱
落
し
、
そ
の
他
の
図
像
に
大
幅
な

移
動
が
生
じ
た
。

　
こ
の
推
定
結
果
に
、
図
像
の
細
部
に
み
ら
れ
る
ふ
た
つ
の
定
性
的
な
特
徴
を

当
て
は
め
て
み
よ
う
。
第
一
の
特
徴
は
、
先
に
述
べ
た
真
珠
庵
本
系
統
の
「
鍋

蓋
取
手
」
の
有
無
で
、
第
二
は
日
文
研
本
系
統
の
後
半
に
み
ら
れ
る
「
逃
げ
る

猿
」
の
烏
帽
子
が
脱
げ
て
い
る
か
被
っ
て
い
る
か
で
あ
る
（
図
14
左
上
と
右
下

部
参
照
）。
真
珠
庵
本
祖
本
で
は
、
真
珠
庵
本
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
鍋
蓋
取

手
」
は
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
日
文
研
Ａ
本
祖
本
で
は
日
文
研
Ａ

本
の
よ
う
に
「
逃
げ
る
猿
」
の
烏
帽
子
は
脱
げ
る
形
で
描
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
特
徴
は
、
東
京
藝
大
Ａ
本
祖
本
か
ら
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ

ィ
ー
本
祖
本
に
引
き
継
が
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
大
阪
人
権
博
本
祖

本
で
は
、「
鍋
蓋
取
手
」
が
描
き
足
さ
れ
、「
逃
げ
る
猿
」
に
烏
帽
子
が
被
せ
ら

れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
特
徴
が
、
東
博
模
本
祖
本
と
歴
博
Ｂ
本
祖
本
へ
と
受

け
継
が
れ
た
よ
う
だ
。

　　
７
　
（
真
珠
庵
本
＋
京
都
市
藝
大
本
）
系
統
の
編
集
過
程

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
系
統
（
Ａ
Ｃ
型
）
の
合
本
に
は
狂
画
苑
本
、
東
大

本
、
仙
台
市
博
本
、
湯
本
Ｆ
本
の
図
像
配
列
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

東京藝大Ａ本

大阪人権博本

東博模本

歴博Ｂ本

脱落

変形

図13　（真珠庵本＋日文研本）系統（ＢＡ型）の編集過程の推定結果

図14　（真珠庵本＋日文研本）系統の編集過程の推定結果（推定不能：歴博Ｃ本、宮内庁Ａ本）
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ら
狂
画
苑
本
以
外
の
諸
伝
本
は
、
祖
本
か
ら
の
図
像
の
脱
落
が
多
く
、
追
加
や

移
動
も
あ
る
の
で
、
編
集
距
離
か
ら
系
統
樹
を
作
る
手
法
を
適
用
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
伝
本
に
お
い
て
も
、
真
珠
庵
本
系
統

部
分
の
図
像
配
列
は
、
真
珠
庵
本
で
は
な
く
日
文
研
Ｂ
本
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。

　
日
文
研
Ｂ
本
、
京
都
市
藝
大
本
か
ら
狂
画
苑
本
と
お
な
じ
図
像
配
列
を
持
つ

金
刀
比
羅
宮
Ｂ
本
へ
の
変
換
過
程
を
図
15
に
示
し
た
。
真
珠
庵
本
系
統
の
部
分

は
、
日
文
研
Ｂ
本
を
ふ
た
つ
に
割
っ
て
貼
り
付
け
た
よ
う
な
図
像
配
列
で
、
京

都
市
藝
大
本
か
ら
は
二
カ
所
の
図
像
が
使
わ
れ
て
い
る
。
細
部
を
み
る
と
狂
画

苑
本
に
は
図
像
の
変
更
が
多
数
み
ら
れ
る
が
、
図
像
の
先
後
関
係
を
重
視
す
る

立
場
か
ら
み
て
、
細
部
の
変
更
は
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
は
お
な
じ
「
鬼
」
を
描
い

て
い
る
と
判
断
し
た
。

　
Ａ
Ｃ
型
の
編
集
過
程
は
、
図
16
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。
真
珠
庵
本
系
統
の

祖
本
は
日
文
研
Ｂ
本
の
祖
本
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
京
都
市
藝
大
本
の
祖
本
が

合
本
し
て
（
真
珠
庵
本
＋
京
都
市
藝
大
本
）
系
統
の
祖
本
が
作
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

狂
画
苑
本
の
祖
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
諸
伝
本
は
狂
画
苑
本
の
祖
本
を
編

集
し
て
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
真
珠
庵
本
系
統
の
「
鍋
蓋
取
手
」
は
、
日
文

研
Ｂ
本
の
祖
本
に
は
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
現
存
す
る
Ａ
Ｃ
型
の
諸
伝
本
に
も

「
取
手
」
は
描
か
れ
て
い
る
）
17
（

。

日文研Ｂ本

京都市芸大本

金刀比羅宮Ｂ本
（狂画苑本）

※図像変更多数あり

図１７ 日文研Ｂ本、京都市芸大本から金刀比羅宮Ｂ本（狂画苑本）へ

追加

図15　日文研Ｂ本、京都市藝大本から金刀比羅宮Ｂ本（狂画苑本）へ
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８
　
（
真
珠
庵
本
＋
兵
庫
県
歴
博
本
）
系
統
の
編
集
過
程

　
合
本
系
の
残
り
の
ひ
と
つ
、
Ａ
Ｄ
型
と
Ｄ
Ａ
型
に
つ
い
て
編
集
過
程
を
推
定

す
る
。
前
者
の
伝
本
に
は
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
、
歴
博
Ｄ
本
、
愛
媛
県

歴
博
本
、
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
が
、
後
者
に
は
土
佐
山
内
家
本
、
早
大
Ｂ
本
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
伝
本
の
特
徴
を
祖
本
別
に
分
割
し
て
示
す
と
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。

　　
　
　
　
　 

　〈
真
珠
庵
本
系
統
部
分
〉
　
　〈
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
部
分
〉

Ａ
Ｄ
型

　
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
　
日
文
研
Ｂ
本
と
同
一
配
列
　 

追
加
・
移
動
・
脱
落

　
歴
博
Ｄ
本 

　
　
日
文
研
Ｂ
本
残
欠 

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
に
類
似

　
愛
媛
県
歴
博
本
　
　 

独
自
配
列 

　
　
　
　 

追
加
・
移
動
・
脱
落

　
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
　 

　
　
日
文
研
Ｂ
本 

　
　
　
　 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
冒
頭
三
体
脱
落
） 

　
一
体
移
動

Ｄ
Ａ
型

　
土
佐
山
内
家
本 

　
　
独
自
配
列
　
　
　
　
　

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
と
同
一
配
列

　
早
大
Ｂ 

本
　
　
　 

　
　
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ａ
本
　 

ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
と
同
一
配
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
同
一
配
列

　
Ａ
Ｃ
型
と
お
な
じ
く
、
Ａ
Ｄ
型
に
お
い
て
も
真
珠
庵
本
系
統
の
部
分
に
、
真

珠
庵
本
で
は
な
く
日
文
研
Ｂ
本
の
図
像
配
列
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

な
か
で
は
、
日
文
研
Ｂ
本
の
配
列
を
よ
く
残
し
て
い
る
京
都
府
立
総
合
資
料
館

Ｂ
本
か
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
が
、
こ
の
合
本
の
祖
本
に
も
っ
と
も
近
い
よ
う
で
あ

る
。

　
日
文
研
Ｂ
本
、
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
と
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
と
の
図
像

の
配
置
関
係
を
図
17
に
示
し
た
。
日
文
研
Ｂ
本
の
図
像
は
単
純
に
分
割
・
転
写

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
の
図
像
か
ら
の
転
写
関
係
は
複
雑
で

図16　（真珠庵本＋京都市藝大本）系統の編集過程の推定結果
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あ
り
、
し
か
も
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
に
は
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
に
は
み
ら

れ
な
い
図
像
が
二
カ
所
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
、
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本

自
体
が
、
そ
の
祖
本
に
あ
っ
た
図
像
を
描
き
落
と
し
、
図
像
移
動
を
繰
り
返
し

た
伝
本
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
本
の
編
集
過
程
は
、
図
18
の
よ
う
に
推
定
さ
れ

る
。
ま
ず
こ
の
合
本
の
真
珠
庵
本
系
統
の
部
分
は
、
日
文
研
Ｂ
本
の
祖
本
が
用

い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
と
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
の
祖
本
と
の
あ
い
だ
で

（
真
珠
庵
本
＋
兵
庫
県
歴
博
本
）
系
統
の
祖
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
先
は
ふ
た
つ

の
系
譜
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
ま
ず
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
の
祖
本

が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
「
薪
を
背
負
っ
た
鬼
」
の
位
置
が
移
動
し
て
ス
ペ
ン
サ

ー
Ｃ
本
の
祖
本
が
生
ま
れ
た
と
い
う
系
譜
で
あ
る
。
第
二
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ

本
の
祖
本
が
先
に
作
ら
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
の
祖

本
が
生
ま
れ
た
と
い
う
逆
の
系
譜
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
で
は
、
そ
の
祖

本
か
ら
冒
頭
の
三
体
が
脱
落
し
た
。
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｃ
本
の
祖
本
か
ら
兵
庫

県
歴
博
本
系
統
の
図
像
配
列
を
受
け
継
い
で
、
歴
博
Ｄ
本
、
土
佐
山
内
家
本
、

早
大
Ｂ
本
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
は
、
そ
の
祖
本
か
ら
二

カ
所
五
体
の
「
鬼
」
が
脱
落
し
、
そ
の
他
の
図
像
も
大
き
く
移
動
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。
ま
た
愛
媛
県
歴
博
本
は
、
独
自
な
配
列
を
持
つ
た
め
位
置
づ
け
が

難
し
い
。「
鍋
蓋
取
手
」
に
か
ん
し
て
は
、
Ａ
Ｄ
型
・
Ｄ
Ａ
型
い
ず
れ
の
伝
本

に
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
日
文
研
Ｂ
本
の
祖
本
に
は
「
鍋
蓋
取
手
」
が
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
合
本
の
祖
本
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
に
描
き
落

と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｄ
型
・
Ｄ
Ａ
型
で
「
鍋
蓋

取
手
」
が
描
か
れ
て
あ
る
伝
本
が
、
こ
の
系
統
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
と
し

て
残
る
こ
と
に
な
る
。

　　
９
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
編
集
過
程
の
ま
と
め

　
真
珠
庵
本
系
統
お
よ
び
各
種
の
合
本
の
編
集
過
程
を
個
別
に
推
定
し
た
結
果

を
ま
と
め
て
み
よ
う
（
図
19
）。
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
真
珠
庵
本
系
統

の
諸
伝
本
の
な
か
で
は
、
日
文
研
Ｂ
本
の
図
像
配
列
の
ほ
う
が
現
在
の
真
珠
庵

本
の
そ
れ
よ
り
も
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
日
文
研
本

系
統
と
の
合
本
（
Ａ
Ｂ
型
・
Ｂ
Ａ
型
）
は
現
在
の
真
珠
庵
本
も
し
く
は
そ
の
模

本
と
の
あ
い
だ
で
起
き
た
が
、
京
都
市
藝
大
本
系
統
と
の
合
本
（
Ａ
Ｃ
型
）
お

よ
び
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
と
の
合
本
（
Ａ
Ｄ
型
・
Ｄ
Ａ
型
）
は
、
日
文
研
Ｂ
本

の
祖
本
と
の
あ
い
だ
で
起
き
た
と
推
定
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
Ａ
Ｃ
型
の
伝
本
（
版

本
）
で
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
の
奥
付
が
あ
る
『
狂
画
苑
』
し
か
な
い
。
し

た
が
っ
て
、（
真
珠
庵
本
＋
京
都
市
藝
大
本
）
系
統
の
祖
本
は
一
七
七
五
年
以
前

に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
年
代
が
特
定
で
き
る
材
料
と
し
て
は
、
本
論
で
は
精
査
し
な
か

っ
た
Ｂ
Ｃ
型
伝
本
の
東
博
異
本
が
あ
る
。
東
博
異
本
は
、
京
都
市
藝
大
本
系
統

の
図
像
に
日
文
研
本
系
統
の
図
像
が
混
じ
り
、
ま
た
い
ず
れ
の
伝
本
に
も
み
ら

れ
な
い
よ
う
な
「
鬼
」
も
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
は
元
和
三
（
一
六
一
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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

追加 追加

日文研Ｂ本

京総資Ｂ本

兵庫県歴博Ａ本

図１９ 日文研Ｂ本、兵庫県歴博Ａ本から京都府立総合資料館Ｂ本へ
図17　日文研Ｂ本、兵庫県歴博Ａ本から京都府立総合資料館Ｂ本へ

図18　（真珠庵本＋兵庫県歴博本）系統の編集過程の推定結果

図19　「百鬼夜行絵巻」諸祖本の編集過程の推定結果
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七
）
年
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
日
文
研
本
の
祖
本
も
京
都
市
藝
大
本
の
祖
本
も

そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
描
か
れ
た
衣
服
や
風
俗
か

ら
、
こ
れ
ら
祖
本
が
室
町
時
代
に
成
立
し
た
と
み
る
説
も
あ
る
。
真
珠
庵
本
は

室
町
時
代
の
模
写
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
文
研
Ｂ
本
の
祖
本
は
そ
れ
以
前
の

成
立
で
あ
っ
た
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
兵
庫
県
歴
博
本
の
祖
本
の
成
立
は
近
世
と

み
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
珠
庵
本
系
統
と
の
合
本
（
Ａ
Ｄ
型
・
Ｄ
Ａ
型
）

が
生
ま
れ
た
の
も
近
世
以
後
と
推
定
で
き
る
。

　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
図
像
配
列
に
着
目
し
た
情
報
学
的
な
解
明
か
ら
は
、

以
上
の
よ
う
な
推
定
結
果
が
導
か
れ
た
。
分
離
本
説
で
は
な
く
合
本
説
に
立
ち
、

残
存
す
る
伝
本
か
ら
そ
の
合
理
的
な
編
集
過
程
を
推
定
復
元
し
得
た
こ
と
か
ら
、

合
本
説
は
さ
ら
に
有
力
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
本
論
文
の
研
究
手
法
に
は
大
き
な
弱
点
も
あ
る
。
図
像
配
列
の
変
化

が
錯
簡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
推
定
結
果
に
大
き
く
影
響
す
る
場
合
が

あ
り
え
る
か
ら
だ
。
錯
簡
の
可
能
性
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
ス
ペ
ン
サ
ー
Ａ

本
は
、
検
討
対
象
か
ら
あ
ら
か
じ
め
除
外
し
た
が
、
今
後
、
他
の
伝
本
で
錯
簡

が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
再
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

錯
簡
も
ま
た
絵
師
以
外
の
者
に
よ
る
編
集
と
考
え
、
錯
簡
の
あ
る
本
を
原
本
に

し
て
模
本
が
作
ら
れ
た
可
能
性
を
も
否
定
し
な
い
な
ら
ば
、
錯
簡
本
を
す
べ
て

除
外
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
合
本
説
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
本
論
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
ふ

た
つ
の
謎
解
き
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
四
系
統
の
異
な
る
祖
本
が

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
真
珠
庵
本
系
統
で
は
な
い
模
本
の
残
存
が
な
ぜ
少
な

い
の
か
で
あ
る
。
真
珠
庵
本
系
統
は
二
十
二
本
あ
る
の
に
、
日
文
研
本
系
統
、

京
都
市
藝
大
本
系
統
、
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
は
そ
れ
ぞ
れ
二
本
ず
つ
し
か
見
つ

か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
第
二
は
、
合
本
の
片
方
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
真

珠
庵
本
系
統
な
の
は
な
ぜ
な
の
か
で
あ
る
。
四
系
統
の
独
立
し
た
祖
本
が
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
真
珠
庵
本
系
統
で
は
な
い
系
統
ど
う
し
の
合
本
が
も
っ
と

あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
Ｂ
Ｃ
型
の
東
博
異

本
が
あ
る
が
、
Ｂ
Ｄ
型
や
Ｃ
Ｄ
型
の
伝
本
が
見
い
だ
せ
な
い
の
は
謎
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
模
写
し
て
き
た

絵
師
集
団
が
持
っ
て
い
た
、
何
ら
か
の
特
性
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の

点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
今
後
の
美
術
史
研
究
に
委
ね
た
い
。

　
謝
辞

こ
の
論
文
で
の
図
像
の
比
較
に
は
、
小
松
和
彦
を
中
心
と
す
る
日
文
研
「
怪
異
・

妖
怪
文
化
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
撮
影
・
収
集
し
た
写
真
を
借

用
し
た
。
本
研
究
の
内
容
を
口
頭
発
表
し
た
さ
い
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ

た
日
文
研
「
怪
異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造
　
　
前
近
代
か
ら
近
現
代
ま
で
」

共
同
研
究
会
（
代
表
者
・
小
松
和
彦
）
の
み
な
さ
ん
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　図
版
出
典

大
阪
人
権
博
本
　
大
阪
人
権
博
物
館
所
蔵

京
都
市
藝
大
本
　
京
都
市
立
藝
術
大
学
藝
術
資
料
館
所
蔵
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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜

京
都
府
立
総
合
資
料
館
Ｂ
本
　
『
も
の
の
け
　
　
描
か
れ
た
妖
怪
た
ち
』
富
岡
市

　
立
美
術
博
物
館
・
福
沢
一
郎
記
念
美
術
館
、
一
九
九
七
年

金
刀
比
羅
宮
Ｂ
本
　
金
刀
比
羅
宮
所
蔵

真
珠
庵
本
、
東
博
模
本
　
田
中
貴
子
ほ
か
『
図
説
　
百
鬼
夜
行
絵
巻
を
よ
む
』
河

　
出
書
房
新
社
、
一
九
九
九
年

東
京
藝
大
Ａ
本
　
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
所
蔵

日
文
研
Ａ
・
Ｂ
本
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵

兵
庫
県
歴
博
Ａ
本
　
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵

歴
博
Ａ
・
Ｂ
本
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵

年
、
二
二
〇
頁
（
初
版
は
新
曜
社
、
一
九
九
四
年
）。

（
３
）　
湯
本
豪
一
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
　
妖
怪
た
ち
が
騒
ぎ
だ
す
』
小
学
館
、
二
〇

〇
五
年
、
五
三
頁
。

（
４
）　
小
松
和
彦
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
の
謎
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六

四
頁
。

（
５
）　
田
中
貴
子
前
掲
書
、
二
二
〇
　
二
二
八
頁
。

（
６
）　
小
松
和
彦
前
掲
書
。

（
７
）　
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
、
生
物
情
報
学
と
グ
ラ
フ
理
論
の
方
法
を
応
用
す

る
。

（
８
）　
山
田
奨
治
、
早
川
聞
多
、
村
上
征
勝
、
埴
原
和
郎
「
浮
世
絵
に
お
け
る
顔

表
現
の
科
学
」『
日
本
研
究
』
第
25
集
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
　
四
九
頁
。

（
９
）　
青
木
淳
、
山
田
奨
治
「
仏
像
の
数
量
分
析
の
試
み
　
　
快
慶
に
よ
る
如
来

形
像
の
流
れ
」『
人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文
集
』
二
〇

〇
三
年
、
五
五
　
六
二
頁
。

（
10
）　G

ert J. V
an
 T
o
n
d
er, M

ich
ael J. L

yo
n
s, an

d
 Y
o
sh
im
ich
i E
ji-

m
a. 
V
isu
al 
S
tru
ctu
re 
o
f 
a 
Jap
an
ese 
Z
en
 
G
ard
en
,
 
N
a
tu
re 
419  

（2002

）: 359-360.

（
11
）　
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
の
英
文
ス
ペ
ル
チ
ェ
ッ
ク
機
能

で
、
修
正
候
補
の
単
語
を
検
索
す
る
さ
い
に
、
単
語
間
の
ス
ペ
ル
の
編
集
距
離

が
使
わ
れ
て
い
る
。N

eil 
C
. 
Jo
n
es 
an
d
 
P
avel 

A
. 
P
evzn
er

（
渋
谷
哲
朗
、

坂
内
英
夫
訳
）『
バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ク
ス
の
た
め
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
入

門
』
共
立
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
九
　
一
三
〇
頁
参
照
。

（
12
）　
絵
巻
の
転
写
関
係
を
数
値
化
す
る
場
合
に
は
、
記
号
単
位
よ
り
も
記
号
ブ

ロ
ッ
ク
単
位
で
編
集
距
離
を
求
め
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
だ
と
考
え
た
。

注（
１
）　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
優
れ
た
研
究
論
文
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
小
松

茂
美
「『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
の
謎
」
小
松
茂
美
編
『
日
本
絵
巻
大
成
25
　
能
恵

法
師
絵
詞
　
福
富
草
紙
　
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
一

二
六
　
一
四
一
頁
。
小
峯
和
明
「
ス
ペ
ン
サ
ー
本
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
に
つ
い

て
　
　
詞
書
を
中
心
に
　
　
」『
中
世
文
学
研
究
』
第
二
三
号
、
一
九
九
七
年
、

六
九
　
七
九
頁
。
小
林
法
子
「
守
房
筆
百
鬼
夜
行
絵
巻
」『
デ
ア
ル
テ
』（
九
州

藝
術
学
会
）
第
一
三
号
、
一
九
九
七
年
、
一
八
　
四
一
頁
。
河
口
絵
里
奈
「
百

鬼
夜
行
絵
巻
諸
本
を
読
む
」『
藤
女
子
大
学
　
国
文
学
雑
誌
』
第
六
七
号
、
二

〇
〇
二
年
、
七
七
　
九
二
頁
。
古
賀
秀
和
「
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
百
鬼
夜
行

絵
巻
』（
詞
書
付
）
に
つ
い
て
」『
文
献
探
究
』
第
四
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一

　
一
二
頁
。

（
２
）　
田
中
貴
子
『
百
鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』
ち
く
ま
学
藝
文
庫
、
二
〇
〇
二
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（
13
）　
小
松
和
彦
前
掲
書
、
二
四
九
　
二
五
四
頁
。

（
14
）　
こ
れ
ら
の
う
ち
ス
ペ
ン
サ
ー
Ｂ
本
は
、
詞
書
と
冒
頭
の
二
体
の
鬼
の
重
複

部
分
を
除
い
て
分
類
し
た
。

（
15
）　M

in
im
u
m
 
sp
an
n
in
g 
tree.  

伊
理
正
夫
、
白
川
功
、
梶
谷
洋
司
、
篠
田

庄
司
ほ
か
『
演
習
グ
ラ
フ
理
論
　
　
基
礎
と
応
用
』
コ
ロ
ナ
社
、
一
九
八
三
年
、

九
六
　
九
九
頁
参
照
。

（
16
）　
小
松
茂
美
前
掲
論
文
、
一
三
二
頁
。

（
17
）　
た
だ
し
、
仙
台
市
博
本
に
は
「
鍋
蓋
を
被
っ
た
鬼
」
そ
の
も
の
が
い
な
い
。
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

１
　
最
先
端
の
流
行
は
歌
舞
伎
衣
裳
か
ら

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
女
性
の
た
し
な
み
書
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
書
と
し
て
重
宝

し
た
も
の
に
『
女
重
宝
記
』（
元
禄
五
年
）
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
女
性
た
ち

が
歌
舞
伎
衣
裳
に
熱
中
す
る
様
子
を
「
都
の
ふ
う
人
ハ
か
く
べ
つ
中
よ
り
下
ハ

衣
裳
の
そ
め
や
う
と
り
な
り
帯
の
む
す
び
や
う
ま
で
時
行
風
と
い
う
ハ
見
な
歌

舞
妓
の
女
が
た
風
を
ま
な
び
て
極
て
破
手
な
り
）
1
（

」
と
歌
舞
伎
衣
裳
の
染
め
か
ら

帯
の
結
び
よ
う
ま
で
真
似
た
こ
と
を
記
す
。

　
式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
を
引
き
合
い
に
だ
す
ま
で
も
な
く
、
歌
舞
伎
が
民

衆
の
日
常
生
活
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
十
分
知
ら
れ
て
い
る
。

近
世
後
期
、
世
相
を
警
鐘
し
た
武
陽
隠
士
も
「
今
の
芝
居
は
世
の
中
の
物
真
似

を
す
る
に
あ
ら
ず
、
芝
居
が
本
に
な
り
て
世
の
中
が
芝
居
の
真
似
を
す
る
や
う

に
な
れ
り
」
と
、
歌
舞
伎
の
虚
構
世
界
が
現
実
世
界
へ
と
侵
食
し
そ
の
境
界
線

が
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
を
憤
慨
す
る
）
2
（

。「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
と
い
っ
た
語
彙
の
使

い
道
な
ど
皆
無
の
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
達
観
し
た
風
俗
批
判
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
歌
舞
伎
が
江
戸
時
代
全
般
に
わ
た
っ
て
庶
民
の
風
俗
、
と
く
に
衣
裳
の
流
行

に
与
え
た
影
響
は
多
大
で
あ
り
、
と
り
わ
け
俳
優
の
衣
裳
と
そ
の
意
匠
、
か
ぶ

り
も
の
や
帯
の
結
び
方
な
ど
の
着
こ
な
し
の
細
部
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
服
飾
の
分

野
に
わ
た
っ
て
庶
民
層
に
模
倣
さ
れ
、
流
行
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

歌
舞
伎
役
者
の
名
前
を
い
た
だ
い
た
も
の
に
限
っ
て
も
、
文
様
で
は
佐
野
川
市

松
の
市
松
模
様
、
九
代
目
市
村
羽
左
衛
門
の
亀
蔵
小
紋
、
芝
翫
縞
、
松
本
幸
四

郎
の
高
麗
屋
縞
、
尾
上
菊
五
郎
の
菊
五
郎
格
子
、
岩
井
半
四
郎
の
半
四
郎
鹿
の

子
や
半
四
郎
格
子
な
ど
、
か
ぶ
り
も
の
で
は
瀬
川
菊
之
丞
の
瀬
川
帽
子
、
宗
十

郎
頭
巾
、
帯
の
結
び
方
で
は
吉
弥
結
び
な
ど
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

　
江
戸
歌
舞
伎
の
大
名
題
も
衣
裳
風
俗
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
服
部
幸
雄

歌
舞
伎
衣
裳
に
み
ら
れ
る
歴
史
的
・
社
会
的
事
象
の
受
容

　
　
　
「
馬ば

つ
き
四よ

天て
ん

」「
小お

忌み
ご

衣ろ
も

」「
蝦
夷
錦
」「
厚あ

つ

司し

」
を
事
例
と
し
て

森 

田 

登 

代 

子
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は
、「
藍
桔
梗
雁
金
小
紋
」「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」「
御
注
文
高
麗
屋
縞
」
の
よ

う
に
、
歌
舞
伎
役
者
の
屋
号
、
衣
裳
の
名
称
、
流
行
の
色
や
文
様
な
ど
を
名
題

に
読
み
こ
む
例
が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
）
3
（

。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
歌
舞
伎
衣
裳
は
「
傾か
ぶ

く
」
と
い
う
、
一
見
す
れ
ば
奇
異

に
見
え
る
も
の
や
先
鋭
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
服
飾
に
と
り
こ
む
。
そ
れ
が
庶
民
階

層
の
瞠
目
を
か
い
、
あ
る
も
の
は
先
述
し
た
よ
う
な
流
行
の
一
翼
を
担
っ
た
の

で
あ
る
。２

　
社
会
的
な
事
件
が
歌
舞
伎
衣
裳
に
影
響
を
与
え
る

　
と
こ
ろ
が
、
歌
舞
伎
衣
裳
が
一
方
的
に
庶
民
の
流
行
を
先
導
し
た
ば
か
り
で

は
な
か
っ
た
。
別
の
展
開
も
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
当
時
の

社
会
的
な
事
件
が
歌
舞
伎
狂
言
の
内
容
や
歌
舞
伎
衣
裳
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は
も
と
よ
り
、
近
松
門
左
衛

門
の
一
連
の
心
中
も
の
も
社
会
的
な
事
件
や
風
潮
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い

だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
事
柄
を
歌
舞
伎
狂
言
に
取
り
込
ん
だ
だ
け
で

は
な
く
、
さ
ら
に
は
歌
舞
伎
衣
裳
を
創
作
す
る
と
い
う
段
階
に
ま
で
展
開
す
る
。

　
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
の
は
歌
舞
伎
衣
裳
の
中
で
も
馬ば

れ
ん

つ
き
四よ

天て
ん

、
小お

忌み

衣ご
ろ
も

、
蝦え

夷ぞ

錦に
し
き、
厚あ
つ

司し

と
呼
ば
れ
る
衣
裳
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
社
会
的
な
事

件
を
背
景
に
、
海
外
の
文
物
、
衣
裳
、
意
匠
な
ど
を
参
考
に
し
た
り
、
時
に
は

誇
張
し
た
り
し
な
が
ら
、
歌
舞
伎
衣
裳
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
衣
裳
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
衣
裳
の
名
前
も
一
風
変
わ
っ
た
名
が
想
定
さ
れ

た
。

　
歌
舞
伎
衣
裳
の
な
か
で
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
型
を
探
れ
ば
そ
の
一
つ
に
竜

神
巻
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
伝
達
使
役
を
務
め
る
武
士
役
が
着
用
す
る
衣

裳
で
、
素
襖
の
右
袖
を
熨の

斗し

の
形
に
折
り
曲
げ
背
中
に
立
て
る
）
4
（

。
正
式
な
着
方

か
ら
み
れ
ば
崩
れ
た
着
こ
な
し
で
あ
る
が
、
素
襖
自
体
が
す
で
に
武
士
の
服
装

で
あ
っ
た
か
ら
、
素
襖
の
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
見
な
す
と
、
お
お
き
な
変

化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
馬

つ
き
四
天
、
小
忌
衣
、
蝦
夷
錦
、
厚
司
は
、
衣
裳
の
成
り
立

ち
や
様
式
が
竜
神
巻
と
は
聊
か
異
な
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
元
の
衣
裳
か
ら

乖
離
し
た
意
味
づ
け
が
包
含
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
政
治
や
社
会
と
の
微
妙
な
バ

ラ
ン
ス
、
庶
民
の
鬱
屈
し
た
熱
気
、
そ
れ
に
衣
裳
本
来
が
も
つ
審
美
的
要
素
な

ど
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て
表
象
的
に
表
わ
さ
れ
た
も
の
が
歌
舞
伎
衣
裳
だ
と
い

う
考
え
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
馬

つ
き
四
天
や
小
忌
衣
は
当
時
の
社
会
的
事

件
や
話
題
を
巧
み
に
、
あ
る
と
き
は
隠
喩
と
し
て
創
作
さ
れ
た
衣
裳
だ
っ
た
。

蝦
夷
錦
や
厚
司
に
お
い
て
も
、
当
時
の
海
外
情
報
、
と
り
わ
け
蝦
夷
地
域
の
服

装
を
直
截
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
異
国
性
を
強
調
し
た
衣
裳
と
な
っ
て
、

歌
舞
伎
狂
言
の
中
で
は
特
異
な
性
格
を
表
現
す
る
役
者
に
着
衣
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
以
上
簡
略
に
述
べ
た
特
異
な
歌
舞
伎
衣
裳
群
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
次
に

具
体
的
に
解
き
明
か
し
て
い
こ
う
。
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

３
　
四
天
と
馬

　
ａ
．
形
状
に
つ
い
て

　
四
天
と
は
袵
が
な
く
、
裾
が
少
し
短
目
で
、
裾
の
両
脇
に
切
れ
目
（
ス
リ
ッ

ト
）
が
は
い
っ
た
衣
裳
を
い
う
）
5
（

。
ス
リ
ッ
ト
が
は
い
れ
ば
大
股
で
歩
け
る
の
で

足
捌さ
ば

き
が
活
動
的
に
な
る
。
役
柄
の
違
い
か
ら
、
捕
手
や
軍
兵
役
が
着
用
す
る

も
の
と
主
役
級
着
用
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
の
捕
手
・
軍
兵
用
は
色
彩

や
柄
模
様
に
因
ん
だ
名
が
つ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
お
軽
・
勘
平
を
追
う
捕
手

は
立
涌
紋
に
花
柄
を
染
め
た
花
四
天
（「
忠
臣
蔵
」
の
「
道
行
旅
路
の
花
婿
」）、

弁
天
小
僧
を
追
う
黒
四
天
（「
青あ
お

砥と
ぞ

稿う
し

花は
な

紅の
に

彩し
き

画え

」）、「
娘
道
成
寺
」
で
の
　

四

天
、「
蘭ら

ん

平ぺ
い

物も
の

狂ぐ
る
い」「

倭や
ま

仮と
が

名な

在あ
り

原わ
ら

系け
い

図ず

」
で
は
毘
沙
門
亀
甲
柄
の
四
天
や
立
涌

柄
の
花
四
天
な
ど
が
あ
る
。
捕
手
の
装
束
の
材
質
は
木
綿
で
あ
る
。
表
１
で
示

す
の
は
現
在
の
歌
舞
伎
で
着
用
さ
れ
る
四
天
の
役
と
そ
の
衣
裳
一
覧
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
荒
事
や
主
役
級
の
勇
ま
し
い
大
盗
賊
、
そ
れ
に
妖

術
使
い
な
ど
の
役
柄
で
用
い
ら
れ
る
四
天
に
は
金
襴
や
緞
子
な
ど
の
厚
地
織
物

が
用
い
ら
れ
る
。
と
く
に
伊
達
四
天
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
毘
沙
門
亀
甲
、
　

字
、
源
氏
車
、
蜀
江
錦
、
龍
な
ど
と
い
っ
た
豪
華
絢
爛
な
文
様
で
縫
い
と
ら
れ

る
。
こ
の
四
天
の
裾
ま
わ
り
に
金
糸
・
銀
糸
の

に
縁
飾
り
を
垂
ら
す
。
こ
れ

が
馬

で
あ
る
。
ほ
か
図
１
の
よ
う
に
四
天
の
中
に
黒
の
素
網
を
着
け
、
そ
の

な
か
に
も
う
一
枚
四
天
（
下
四
天
と
も
言
う
）
を
重
ね
た
豪
華
で
派
手
な
様
式

の
四
天
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　　
ｂ
．
四
天
の
誕
生

　
四
天
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
歌
舞
伎
衣
裳
と
し
て
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸

時
代
の
も
の
で
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
歌
舞
伎
衣
裳
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可

能
で
検
証
は
難
し
い
。
そ
こ
で
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
歌
舞
伎
役
者
が
利

用
し
た
貸
衣
裳
を
記
し
た
蔵
衣
裳
の
記
録
や
、
贅
沢
な
歌
舞
伎
衣
裳
を
取
り
締

ま
っ
た
報
告
書
「
衣
裳
下
見
分
」
な
ど
か
ら
四
天
を
探
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
江
戸
時
代
、
歌
舞
伎
衣
裳
に
は
役
者
自
身
が
用
意
す
る
持
ち
衣
裳
と
、
座
元

よ
り
借
り
る
貸
衣
裳
が
あ
っ
た
。
下
位
の
役
者
は
座
元
か
ら
借
り
た
。
こ
れ
を

蔵
衣
裳
、
ま
た
は
衣
裳
蔵
と
い
っ
た
）
6
（

。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
「
蔵
衣
裳

定
書
）
7
（

」
に
は
直
垂
や
大
口
に
ま
じ
っ
て
四
天
の
記
録
が
あ
り
、
記
載
さ
れ
た
以

図１　馬 つき四天（早稲田大学坪内博士記念演劇博物
館所蔵、特筆しないものは以下同）
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表１　馬 付き四天（『歌舞伎衣裳附帳』（松竹衣裳株式会社、1991）

役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
金輪五郎今国 妹背山婦女庭訓 三笠山御殿の場 紺地龍の丸雲織上付き金馬 付き四天
犬飼現八 南総里見八犬伝 芳流閣 金茶地織物馬 付き四天
奴軍介 雙生隅田川 下館奥殿の場 馬 付き伊達下り
奴軍介 雙生隅田川 琵琶湖鯉つかみの場 紺地繻子龍の丸金箔置袖なし馬 付き四天
忠信（源九郎狐） 義経千本桜 伏見稲荷鳥居前の場 赤縮緬源氏台付き四天、同馬 付き下四天
斎藤入道道三 本朝二十四孝 諏訪明神お百度の場 紺木綿格天井 金馬付き四天、革色織物亀甲

柄馬 付き下四天
白須賀六郎 本朝二十四孝 四 幕　　　　　　　　 

長尾謙信館鉄砲渡しの場
鶸色織物龍の丸柄金馬 付き四天、同色蔦柄
金馬 付き下四天

原小文次 本朝二十四孝 四幕 紺地織物龍稲妻柄金馬 付き四天、朱色地同
柄下馬

山本勘助晴義 本朝二十四孝 大詰長尾館奥庭狐火の場 紺地織物龍の丸金馬 付き四天
左忠太 金門（楼門）五三桐 南禅寺山門の場 蜀江錦袖なし金馬 付き四天
右忠太 金門五山桐 南禅寺山門の場 蜀江錦袖なし金馬 四天
順喜勘実（加藤正清） 金門五山桐 大詰抜け道の場 紺木綿銭形台付け馬 付き四天
信楽太郎 近江源氏先陣館 盛綱陣屋 織物馬 付き四天、織物付き下四天
一子繁蔵 倭仮名在原系図 朱色織物白八ツ替り馬 付き四天

小忌衣（華鬘紐も含める）

役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
源九郎判官義経 義経千本桜 大詰法眼館の場 藍鼠織物菊唐草小忌衣、華鬘紐
天智帝 妹背山婦女庭訓 猿沢の池の場 白地織物小忌衣
松永大膳久秀 園祭礼信仰記（金閣寺） 格天井織物小忌衣、華鬘紐
斎王の宮 菅原伝授手習鑑 加茂堤 菊唐草織物半小忌衣、金華鬘紐
小田上総介春永 時今也桔梗旗揚 紺地織物小忌衣、華鬘紐
滸我成氏 南総里見八犬伝 芳流閣 織物半小忌衣
吉岡宗観 天竺徳兵衛 吉岡宗観邸の場 茶地織物半小忌衣
大掾百連 雙生隅田川 花火の場 金茶地織物半小忌衣
武田入道 本朝二十四孝 武田信玄館切腹の場 紺地亀甲織物小忌衣
真柴久次 金門五三桐 大炊之助館の場 紺地織物小忌衣
在原業平 倭仮名在原系図 紺地織物小忌衣

厚司

役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
俳諧師白蓮

（大寺庄兵衛）
花街模様薊色縫　　　
（小袖曾我薊色縫）

稲瀬川百本杭の場 白厚司長半纏

天竺徳兵衛 天竺徳兵衛　噺 吉岡宗観邸の場 茶紬厚司
和藤内三官（ 成功） 国性爺合戦 獅子ヶ城楼門の場 紫木綿白抜縄襷柄黒綿八丈裾（厚司？）
渡海屋銀平（知盛） 義経千本桜 渡海屋の場 茶厚司
入江丹蔵 義経千本桜 大物浦の場 金茶繻子東絡げ厚司
船頭桑名屋徳蔵

桑名屋徳蔵入船物語

２つ目吉原揚屋吾妻屋の段 茶地精好厚司柄 半纏
船頭桑名屋徳蔵 ３つ目深川座敷の段遠州灘の段 茶繻子厚司 綿入り長半纏
後の徳蔵実は多度津新蔵 五つ目第一場桑名屋徳

蔵内の段
白茶紬厚司長半纏

渡し守お賤 隅田川続俤 大詰隅田川渡しの場 厚司柄と芝翫縞柄のどてら風（平成中村座）

蝦夷錦もどき   

役名 歌舞伎名題 場面 衣裳
髭の意休実は伊賀平内
左衛門

助六由縁江戸桜
海老茶繻子龍に立波 白繻子二枚付き着付平
羽織
海老茶繻子龍に立波 平羽織

毛剃九右衛門 博多小女郎浪枕 松本幸四郎　汐見の場での衣裳
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外
の
衣
裳
の
着
用
は
法
度
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
。
文
献
で
見
る
限
り
、
四
天
が

登
場
す
る
の
は
「
蔵
衣
裳
定
書
」
が
嚆
矢
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
一

八
世
紀
の
初
め
に
は
既
に
歌
舞
伎
衣
裳
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き

よ
う
。

　
為
永
一
蝶
画
『
歌か

舞ぶ

妓き

事じ

始し

』（
宝
暦
一
二
年
・
一
七
六
二
）
8
（

）
に
は
蔵
衣
裳
に

関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
『
歌
舞
妓
事
始
』
の
よ
う
な
歌
舞
伎
案
内

書
の
た
ぐ
い
が
次
第
に
著
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
四
天
に
つ
い
て
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
曲
廬
菴
主
人
著
『
三
座
例
遺
誌
』（
享
和
三

年
・
一
八
〇
三
）
に
も
「
蔵
衣
裳
定
書
」
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
品
目
中
に

「
四
て
ん
」
が
登
場
す
る
）
9
（

。
同
年
上
梓
の
篁
竹
里
著
・
初
代
豊
国
画
『
絵え

本ほ
ん

戯し
ば

場い
ね

年ん
ち

中ゆ
う

鑑か
が
み

』
）
10
（

に
は
、
四
天
が
挿
絵
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
白
ね
り
、
又
ハ
た

て
わ
き
、
か
ら
草
あ
り
。
か
げ
き
よ
・
助
六
そ
の
外
軍
た
て
の
お
お
わ
ら
わ
に

き
る
。
又
浄
る
り
所
作
の
立
、
四
人
つ
め
に
ハ
片
身
か
わ
り
、
ま
た
ハ
す
り
こ

み
色
々
也
」
と
添
え
ら
れ
て
あ
り
、
立
涌
文
や
唐
草
模
様
な
ど
す
で
に
現
在
に

似
た
文
様
の
四
天
が
認
め
ら
れ
る
（
図
２
）。

　
大
坂
で
出
版
さ
れ
た
松
好
斎
半
兵
衛
画
『
戯し

ば

い場
楽が
く

屋や

図ず

会え

』（
寛
政
一
二
年
・

一
八
〇
〇
）
に
続
い
て
、
享
和
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
浅
野
高
蔵
画
『
戯
場
楽
屋

図
会
拾
遺
』
の
衣
裳
目
録
に
は
四
天
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
な
ど
、
江
戸
と
大

坂
で
は
微
妙
な
食
い
違
い
が
生
じ
る
が
）
11
（

、『
戯
場
楽
屋
図
会
拾
遺
』
で
は
黒く

ろ
ど
ん

と
い
う
衣
裳
を
あ
げ
、「
と
り
て
な
ど
の
着
黒
き
衣
し
や
う
也
」
と
あ
る
か
ら
、

『
戯
場
楽
屋
年
中
鑑
』
に
示
さ
れ
た
捕
手
型
四
天
と
同
形
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
歌
舞
伎
案
内
書
に
載
る
蔵
衣
裳
か
ら
、
四
天
が
歌
舞
伎
衣
裳
と

し
て
認
め
ら
れ
、
な
か
ん
ず
く
広
く
導
入
さ
れ
た
大
筋
が
つ
か
め
る
。

　
江
戸
時
代
の
贅
沢
禁
止
令
を
だ
す
ま
で
も
な
く
、
歌
舞
伎
役
者
の
華
美
な
衣

裳
に
関
し
て
、
舞
台
ば
か
り
で
な
く
平
生
の
衣
服
も
質
素
に
す
べ
し
と
の
取
り

締
ま
り
が
何
度
も
通
達
さ
れ
た
。
度
々
布
告
さ
れ
て
も
、
当
然
と
い
う
べ
き
か

さ
ほ
ど
の
効
果
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
業
を
煮
や
し
た
幕
府
は
寛
政
四
年
（
一

七
九
二
）、
狂
言
初
日
前
に
役
者
着
用
の
衣
裳
を
町
奉
行
所
役
人
が
検あ

ら
た

め
、
そ

の
善
し
悪
し
を
許
否
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
「
衣
裳
下
見
分
）
12
（

」
で
あ
る
。

　
衣
裳
検
分
（
＝
見
分
）
の
記
録
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
天
保
一
四
年
（
一
八

図２　四天（『絵本戯場年中鑑』下巻、日本芸術文化振興会、
1976、63頁より）
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四
三
）
三
月
の
「
操
座
孫
三
郎
芝
居
人
形
衣
裳
附
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
人

形
芝
居
で
、「
奥
州
安
達
原
」
の
宗
任
役
の
人
形
が
黒
織
留
四
天
の
装
束
で
あ

っ
た
）
13
（

。

　
歌
舞
伎
で
は
「
猿
若
町
狂
言
座
羽
左
衛
門
芝
居
衣
裳
」
に
、
黒
闇
の
文
五
兵

衛
役
が
紫
絞
り
太
織
四
天
を
着
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。
と
も
に
錦

織
物

で
、
男
性
的
な
役
が
着
用
し
た
。

　
捕
手
役
と
明
ら
か
に
わ
か
る
の
で
は
、
同
九
月
「
権
之
助
座
役
者
共
当
狂
言

相
用
候
衣
裳
書
上
」
の
う
ち
、「
下
立
役
　
一
　
黒
木
綿
四
天
　
茶
木
め
ん
帯

　
弓
矢
　
弓
抜
十
手
を
持
」
ち
と
あ
る
の
と
、「
広
右
衛
門
　
升
五
郎
　
宗
五

郎
　
岩
五
郎
　
一
　
白
木
綿
浅
黄
ぼ
か
し
桜
之

込
四
天
　
黒
糸
細
小
手
脚

半
」
と
い
う
の
が
あ
る
）
15
（

。
名
題
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
義
経

千
本
桜
」
の
捕
手
役
の
黒
四
天
と
花
四
天
の
扮
装
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　　
ｃ
．
四
天
と
黄
檗
宗

　
前
節
で
は
衣
裳
検
分
に
関
す
る
史
料
か
ら
四
天
が
ど
の
よ
う
な
歌
舞
伎
狂
言

に
着
用
さ
れ
た
の
か
を
探
っ
た
。
次
に
四
天
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
歌

舞
伎
衣
裳
と
な
り
え
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。『
歌
舞
伎
事
典
』
で
は
そ
の
根

拠
の
ひ
と
つ
に
黄
檗
宗
僧
服
を
取
り
あ
げ
、
衣
が
裾
の
あ
た
り
で
四
ヵ
所
切
れ

目
が
あ
っ
た
の
で
四し

天て
ん

と
よ
ば
れ
た
、
と
い
う
説
を
紹
介
す
る
）
16
（

。

　
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
歌
舞
伎
衣
裳
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富

む
説
明
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
四
天
と
は
黄
檗
宗
の
僧
服
で
あ
り
、
こ
れ

を
ま
ね
て
四
天
の
衣
裳
が
考
案
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
黄
檗
宗
は
隠
元
が
招
聘
に
応
じ
て
中
国
か
ら
来
日
、
寛
文
元
年
（
一
六
六

一
）、
宇
治
に
黄
檗
山
萬
福
寺
を
創
建
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
中
国
で
は
一
六

四
四
年
、
明
が
滅
び
清
が
興
っ
た
た
め
多
く
の
僧
侶
が
日
本
に
渡
来
し
た
事
情

も
相
乗
し
、
黄
檗
寺
院
や
黄
檗
僧
を
介
し
て
中
国
の
文
化
が
浸
透
し
て
い
っ
た
）
17
（

。

黄
檗
宗
は
江
戸
時
代
初
期
の
海
外
文
化
受
容
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
四
天
だ
が
、
井
筒
雅
風
『
法
衣
史
』
に
よ
れ
ば
、
ど
の
宗
派

で
も
袈
裟
に
は
も
と
も
と
の
布
地
の
周
囲
に
縁
を
廻
ら
し
、
縁
の
四
隅
に
小
布

片
を
置
き
、
綻
び
を
ふ
せ
ぐ
四
隅
に
貼
っ
た
布
の
こ
と
を
四
天
と
い
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
四
天
と
は
僧
服
に
関
係
す
る
部
位
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
袈
裟
は

そ
の
布
地
の
中
に
縦
と
横
に
別
の
布
地
を

ぎ
あ
わ
せ
て
田
相
（
こ
の
縦
の
筋

を
条
、
横
を
堤
と
い
う
）
を
つ
く
る
。
周
囲
・
四
隅
・
縦
・
横
に
縁
・
四
天
・

条
葉
（
あ
る
い
は
条
堤
）
を
配
し
て
）
18
（

布
地
を
補
強
し
、
宗
教
的
な
含
意
を
も
持

た
せ
た
。

　
黄
檗
宗
の
袈
裟
は
唐
時
代
の
赤
袈
裟
の
流
れ
を
く
み
、
赤
色
で

じ
よ
う葉

（
条

葉
）
を
残
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
黄
檗
宗
の
袈
裟
で
は
条
葉
の
重

な
る
部
分
の
一
方
を
縫
わ
ず
に
開
か
れ
た
状
態
に
し
て
お
く
。
こ
れ
が

葉
で

あ
る
。
黄
檗
宗
の
法
衣
は
後
ろ
身
が
二
重
で
腰
継
ぎ
が
あ
り
、
脇
は
縫
わ
な
い

で
は
な
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
開
堂
衣
と
い
う
最
正
装
は
裙
の
部
分
が
完
全
に
二

枚
重
な
る
）
19
（

。『
法
衣
史
』
の
写
真
図
で
は
確
か
に
脇
は
切
れ
二
重
に
重
ね
ら
れ

て
お
り
、
黄
檗
宗
の
袈
裟
や
法
衣
の
形
は
他
の
宗
派
の
袈
裟
と
は
違
う
こ
と
が
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わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
僧
服
の
形
状
か
ら
考
え
る
と
、
黄
檗
宗
僧
衣
の
、
両
脇
が

縫
わ
ず
に
放
た
れ
て
い
る
部
分
を
四し

天て
ん

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
黄
檗
宗
以
外

の
い
ず
れ
の
宗
派
も
袈
裟
の
重
な
る
部
分
で
縁
の
四
隅
は
四
天
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
真
言
宗
で
は
「
四
牒
と
て
方
形
の
布
片
を
附
す
る

の
は
全
く
ケ
サ
が
ゆ
が
ま
ぬ
た
め
と
肋
牢
の
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
四
天
と

称
す
る
人
が
あ
る
が
、
正
し
い
呼
称
で
は
な
い
）
20
（

」
と
厳
格
に
規
定
す
る
も
の
の
、

『
法
衣
史
』
の
各
宗
法
衣
寸
法
書
（
図
版
90
）
の
記
述
で
は
、
五
条
、
七
条
袈

裟
は
い
ず
れ
も
四
天
の
名
を
用
い
て
お
り
、
四
隅
に
重
ね
ら
れ
た
小
布
片
が
四

天
と
通
称
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
四
天
と
い
う
の
は
袈
裟
の
部
位
名
と
確
か
め
ら
れ
る
の
に
、
そ

れ
で
は
『
歌
舞
伎
事
典
』
で
は
黄
檗
宗
僧
服
か
ら
の
影
響
で
あ
る
と
記
し
た
の

は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。

　
江
戸
時
代
は
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
庶
民
は
強
制
的
に
幕
府
の
仏
教
政
策
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
か
宗
教
創
設
は
難
し
く
隠
元
禅
師
の
黄
檗
宗

一
宗
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
に
く
わ
え
、
脇
が
切
れ
歩
く
と
後
ろ
脚

部
分
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
揺
れ
る
僧
服
が
人
々
の
関
心
を
引
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
黄
檗
宗
の
僧
服
を
着
た
者
が
江
戸
市
中
を
徘
徊
す
れ
ば
、
新
奇
な
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
庶
民
の
耳
目
を
集
め
た
の
で
は
な
い
か
。
は
た
し
て
幕
府
は

寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）
四
月
、
黄
檗
宗
僧
侶
の
江
戸
市
中
徘
徊
禁
止
の
触

を
出
し
て
い
る
。

　

町
住
居
之
僧
取
計
方
之
事
　
　
覚

一
　
黄
檗
派
之
帽
子
衣
を
着
し
、
紛
た
る
出
家
、
方
々
徘
徊
候
付
而
、
急

度
可
遂

鑿
之
旨
、
瑞
聖
寺
看
坊
ニ
申
付
之
畢
、
惣
而
黄
檗
門
派
之
由
ニ

て
、
江
戸
町
中
、
御
代
官
所
に
お
ゐ
て
、
借
屋
又
ハ
地
を
も
と
め
居
住
之

出
家
於
有
之
ハ
、
瑞
聖
寺
江
相
届
、
慥
成
者
之
由
証
文
取
之
、
可
差
置
之
、

勿
論
瑞
聖
寺
相
改
之
、
紛
た
る
者
の
由
、
其
家
主
名
主
五
人
組
等
江
於
相

届
ハ
、
寺
社
奉
行
所
江
訴
之
、
可
追
払
者
也
）
21
（

、

　　
黄
檗
宗
の
帽
子
や
僧
衣
姿
を
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
目
障
り
と
思
っ
た
の
か
、

黄
檗
文
化
の
影
響
を
沈
静
化
す
べ
く
意
図
が
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の

理
由
か
ど
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
黄
檗
僧
の
名
を

り
扮
装
を
し
た
者

が
江
戸
市
中
を
闊
歩
し
、
幕
府
は
そ
れ
を
快
く
お
も
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の

触
か
ら
読
み
と
れ
る
。

　
黄
檗
宗
の
我
が
国
で
の
文
化
的
定
着
の
一
端
と
他
方
、
そ
れ
を
快
く
思
わ
な

い
幕
府
側
の
規
制
と
い
っ
た
社
会
的
な
話
題
を
歌
舞
伎
側
が
見
逃
す
手
は
な
い
。

歌
舞
伎
側
が
こ
の
話
題
を
衣
裳
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
四
天
と
は
、
袈
裟

の
四
隅
の
一
般
的
な
名
称
と
黄
檗
宗
僧
衣
の
脇
の
開
い
た
箇
所
と
い
う
二
つ
の

意
味
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
後
者
に
特
化
し
歌
舞
伎
衣
裳
へ
応
用
し
た
の
で
あ
る
。

脇
が
切
れ
て
い
る
か
ら
活
動
的
な
役
柄
に
相
応
し
い
。
そ
の
う
ち
死
を
連
想
さ

せ
る
「
し
て
ん
」
の
読
み
方
を
避
け
、「
よ
て
ん
」
に
変
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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ｄ

馬
簾
つ
き
四
天
と
町
火
消
し
と
の
関
係

　
四
天
が
歌
舞
伎
衣
裳
に
取
り
込
ま
れ
る
ま
で
は
、
男
性
的
な
役
柄
は
伊
達
下

が
り
が
担
っ
て
い
た
。
伊
達
下
が
り
は
「
時
代
物
の
奴
や
世
話
物
の
二
枚
目
な

ど
が
、
著
附
の
下
、
腰
の
前
側
に
下
げ
る
布
）
22
（

」
の
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
角

力
の
ま
わ
し
か
ら
着
想
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歩
く
た
び
に
ま
わ
し
の
下

部
に
つ
い
た
房
飾
り
が
揺
れ
る
。
顔
見
世
番
付
に
男
伊
達
の
役
柄
が
発
生
し
た

一
八
世
紀
後
半
の
安
永
天
明
期
に
伊
達
下
が
り
が
並
行
し
て
う
ま
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
）
23
（

。

　
役
者
絵
か
ら
伊
達
下
が
り
の
初
見
を
探
し
て
み
よ
う
。
寛
政
九
年
（
一
七
九

七
）
十
一
月
、
江
戸
中
村
座
で
「
会か

い
け
い

櫓
こ
き
よ
う
の

錦に
し

木き
ぎ

」
）
24
（

で
、
三
代
目
市
川
高
麗

蔵
が
荒
川
太
郎
に
扮
し
て
い
る
）
25
（

（
図
３
）。

　
つ
づ
い
て
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、「
四し

て

天ん
の

王う
も

楓み
じ

江の
え

戸ど

粧ぐ
ま

」
に
初
代
市
川
男

女
蔵
が
金
の
文
字
入
り
の
伊
達
下
が
り
姿
で
坂
田
金
時
を
演
じ
た
も
の
が
残
さ

れ
て
い
る
）
26
（

（
図
４
）。
こ
の
よ
う
に
粋
で
男
ら
し
い
奴
役
は
お
お
む
ね
こ
の
伊

達
下
が
り
姿
で
表
現
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
役
者
絵
採
集
に
早
稲
田
大
学
坪
内
博

士
記
念
演
劇
博
物
館
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
」

と
略
）
を
利
用
し
た
が
、
伊
達
下
が
り
姿
は
文
化
文
政
年
間
だ
け
で
七
〇
例
以

上
認
め
ら
れ
た
。

　
出
版
物
で
は
式
亭
三
馬
著
、
初
代
豊
国
画
の
『
戯
場
訓
蒙
図
彙
）
27
（

』
に
伊
達
下

が
り
姿
の
五
代
目
市
川
海
老
蔵
（
＝
七
代
目
市
川
団
十
郎
）
を
見
る
の
が
嚆
矢

で
あ
る
（
図
５
）。
そ
れ
が
、
伊
達
下
が
り
を
つ
け
た
上
に
四
天
を
か
さ
ね
、

図３　『会 』（荒川太郎に扮す
る市川高麗蔵）

図４　『四天王楓江戸粧』（坂田金時に扮す
る市川男女蔵）

さ
ら
に
は
四
天
の
裾
に
馬

を
つ
け
る
と
い
う
よ
う
に
過
度
に
装
飾
化
さ
れ
た

衣
裳
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
町
火
消
制
度
と
の
関
係
を

忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、
徳
川
吉
宗
は
大
岡
忠
相
の
進
言
に
従
っ
て
江
戸
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火
消
し
い
ろ
は
四
十
五
組
を
創
設
し
、
纏
を
も
た
せ
た
。
纒
に
は
馬

が
つ
け

ら
れ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
『
近
世
風
俗
志
』
は
「
纏
に
方
域
を
記
し
た
る

吹
流
し
、
お
よ
び
法
令
を
書
き
た
る
幟
を
属
す
」「
同
十
五
年
、（
中
略
）。
従

来
纏
に
ば
れ
ん
と
云
ふ
物
こ
れ
な
し
。
当
年
よ
り
ば
れ
ん
を
付
し
て
馬
印
の
形

を
す
。
ま
た
当
年
よ
り
吹
流
し
を
止
む
）
28
（

」
と
誌
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
半
ば
に

は
町
火
消
し
が
纏
に
馬

を
つ
け
た
も
の
を
火
事
場
で
使
用
し
た
。
町
火
消
し

の
熱
気
や
威
勢
の
よ
さ
か
ら
は
、
た
と
え
ば
「
め
組
の
喧
嘩
」（
文
化
五
・
一
八

〇
八
）
の
よ
う
な
抗
争
も
う
ま
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
二
代
目
瀬
川
如
皐
が
「
御ご
ひ

摂い
き

曾
我
潤
正
月
」
と
い
う
歌
舞
伎
狂
言
（
文
政
五
年
〈
一
八
二
二
〉
上
演
）
を
仕

組
ん
だ
と
こ
ろ
、
庶
民
は
舞
台
の
上
の
役
者
と
町
火
消
し
人
足
を
ダ
ブ
ら
せ
て

喝
采
を
送
っ
た
と
い
う
）
29
（

。
さ
ら
に
く
だ
っ
て
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
も
五
代

目
松
本
幸
四
郎
の
葬
列
に
は
、
江
戸
中
四
八
組
の
頭
、
頭
取
、
纏
梯
子
持
ち
が

続
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
）
30
（

。
こ
の
よ
う
な
町
火
消
し
と
歌
舞
伎
と
の
相
互

扶
助
的
な
結
び
つ
き
が
歌
舞
伎
衣
裳
へ
も
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
は
な
い
。
い

わ
ん
や
、
鳶
の
者
が
纏
を
豪
快
に
振
る
姿
は
い
や
が
う
え
に
も
人
々
の
目
に
焼

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
装
飾
的
要
素
の
高
い
馬

が
早
晩
、
歌
舞
伎
衣

裳
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
か
く
し
て
纏
の
下
で
揺

れ
る
馬

は
、
躍
動
的
な
男
ら
し
さ
や
荒
々
し
さ
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
四

天
の
裾
ま
わ
り
に
収
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
馬

や
馬

つ
き
四
天
の
誕
生
に
関
す
る
変
遷
を
た
ど
る
図
像
資
料
が

乏
し
く
、
と
り
わ
け
一
八
世
紀
前
半
の
も
の
を
探
す
の
は
難
し
い
。『
御
狂
言

楽
屋
本
説
』
の
舞
台
裏
の
種
明
か
し
を
す
る
な
か
に
、「
し
や
う
ち
う
火
」
の

作
り
方
が
説
明
さ
れ
、「
黒
木
綿
の
ば
れ
ん
を
焼
酎
へ
し
め
し
て
よ
し
」
と
記

さ
れ
、
馬

は
小
道
具
扱
い
で
あ
る
）
31
（

。
着
用
が
確
実
視
さ
れ
る
の
は
一
八
世
紀

後
半
か
ら
で
あ
る
。
次
に
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
か
ら
馬

つ
き
四
天
を
着
た

役
者
を
見
て
い
こ
う
。

　　
ｅ
．
役
者
絵
か
ら
の
検
証
（
表
２
参
照
）

　
伊
達
下
が
り
の
初
見
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）、「
会

櫓
錦
木
」
の
高
麗

蔵
扮
す
る
荒
川
太
郎
の
装
束
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
が
）
32
（

、
寛
政
期
に

は
こ
の
ほ
か
「
楼
門
五
山
桐
」
の
石
川
五
右
衛
門
と
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
の

図５　四天　式亭三馬　五代目市川海老蔵（改訂版『劇場
訓蒙図彙』日本芸術文化振興会、2001、139頁より）
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舎
人
梅
王
丸
の
二
例
に
伊
達
下
が
り
が
見
ら
れ
た
。
一
方
馬

つ
き
四
天
の
初

見
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）、
中
村
座
「
御ご
ひ

摂い
き

恩お
ん

賀が
の
し

仙ま
だ
い」
で
、
二
代
目
関
三

十
郎
扮
す
る
志
内
六
郎
友
春
か
ら
で
あ
る
）
33
（

。
同
一
一
年
中
村
座
で
の
二
代
目
中

村
歌
右
衛
門
の
衣
裳
も
馬

つ
き
四
天
）
34
（

で
あ
る
（
図
６
）。
文
化
年
間
に
は
伊

達
下
が
り
が
一
七
例
に
対
し
、
四
天
の
み
は
一
例
も
な
く
、
馬

つ
き
四
天
は

こ
の
二
例
で
あ
る
。
文
政
年
間
も
四
天
の
み
と
い
う
の
は
一
例
も
な
い
が
、
①

伊
達
下
が
り
、
②
四
天
の
な
か
に
伊
達
下
が
り
、
③
馬

つ
き
四
天
、
④
馬

つ
き
四
天
の
な
か
に
伊
達
下
が
り
、
⑤
そ
れ
に
四
天
の
な
か
に
馬

つ
き
四
天

と
、
選
択
が
拡
が
っ
た
。「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
の
梅
王
丸
・
桜
丸
・
松
王
丸

の
よ
う
に
、
寛
政
九
年
の
錦
絵
か
ら
一
貫
し
て
伊
達
下
が
り
の
み
装
着
は
①
に

ま
と
め
ら
れ
る
が
、
数
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
表
２
か
ら
は
省
い
て
あ
る
。
②

の
事
例
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）「
御
歳
玉
似
顔
絵
本
」
の
稲
田
幸
蔵
（
五
代

目
松
本
幸
四
郎
、
以
下
括
弧
内
俳
優
名
）、
七
年
「お

音と
に

菊き
く

高
い
ち
よ
う
の
麗
恋く
せ
も
の」
の
天
竺
徳
兵

衛
（
三
代
目
尾
上
菊
五
郎
）
と
日
本
駄
右
衛
門
（
五
代
目
松
本
幸
四
郎
）、「
男
山

恵
源
氏
」
の
悪
源
太
（
幸
四
郎
）、
一
〇
年
大
坂
角
座
「
け
い
せ
い
遊
山
桜
」

の
大
内
左
衛
門
（
三
代
目
中
村
歌
右
衛
門
）、
③
は
七
年
の
「
音
菊
高
麗
恋
」
の

日
本
駄
右
衛
門
（
幸
四
郎
）
の
も
う
一
枚
の
役
者
絵
、「
再ま

た

茲こ
こ

歌に
か

舞ぶ

妓き
の

花は
な

轢だ
し

」

の
猟
師
（
三
代
目
坂
東
三
津
五
郎
）、
中
村
座
「
拙に
じ

筆り
が

力き

七な
な

以つ
い

呂ろ

波は

」
の
石
橋

（
二
代
目
中
村
芝
翫
）、
④
は
元
年
、「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
で
鱶
七
じ
つ
は
金
輪

五
郎
（
初
代
中
村
芝
翫
）
二
枚
（
図
７
）、
六
年
大
阪
角
座
「
け
い
せ
い
廓
大

門
」
で
の
美
濃
の
庄
九
郎
（
三
代
目
歌
右
衛
門
）、
一
一
年
市
村
座
「か

賦ぞ
え
う
た

倭や
ま

五と
い

文つ
も

字じ

」
の
狐
忠
信
（
二
代
目
坂
東
蓑
助
）、
一
二
年
「
智ち

じ

仁ん
ゆ

勇う
こ

爰こ
に

頼よ
り

三み

津つ

」
の
鬼

童
丸
（
初
代
片
岡
市
蔵
）、
⑤
は
三
年
「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
の
手
塚
の
太
郎
光

盛
（
市
川
鰕
十
郎
）
の
、
計
一
四
の
錦
絵
に
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
伊
達
下
が
り

や
馬

の
房
も
縦
筋
で
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
糸
を
束
ね
て
房
状
（
初
見
、

文
政
元
年
〈
一
八
一
八
〉「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
金
輪
五
郎
）
や
、
糸
を
撚
っ
て

縄
目
状
に
見
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
た
（
初
見
、
一
二
年
市
村
座
「
紅
葉
鹿
振
袖
曾

我
」
の
奴
梶
平
）。
縄
目
状
が
主
流
に
な
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
伊
達
下
が
り
の

房
の
色
と
馬

の
房
の
色
を
別
の
色
に
す
る
な
ど
し
て
、
さ
ら
に
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
た
。
こ
の
馬

つ
き
四
天
は
嘉
永
・
安
政
に
飛
躍
的
な
登
場

度
を
見
、

特
に
伊
達
下
が
り
を
つ
け
そ
の
上
に
馬

つ
き
四
天
を
着
用
す
る
こ
と
が
定
着

化
し
た
。
代
表
例
に
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」
の
犬
飼
現
八
や
犬
山
道
節
が
あ
る
。

図６　『馬 』看板絵（下り中村歌右衛門）
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表２　馬 つき四天の変遷　早稲田大学坪内博士記念演劇博物館所蔵浮世絵コレクションより、享和年間から嘉永５年まで）

作品番号 作者 上演年 上演場所 名題 役者名 配役 衣裳の特徴 特記事項（同画番号等）
001-0468 豊国（1）文化５ 中村座 御摂恩賀仙 六郎友春 （2）関三十郎 馬 つき四天
001-0112 豊国（1）文化11 中村座 下り中村歌右衛門 なし （3）中村歌右衛門 伊達下がり　馬 つき四天（五右衛門風） 上演なし　旗を持つ
100-2977 国貞（1）文化15 中村座 妹背山婦女庭訓 ふか七（金輪五郎）（1）中村芝翫 伊達下がり　馬 つき四天 100-3036
100-2979 豊国（1）文化15 中村座 妹背山婦女庭訓 ふか七（金輪五郎）（1）中村芝翫 伊達下がり　馬 つき四天 77と房が違う100-3039（?）
101-1074 国貞（1）文政３ 河原崎座 御歳玉似顔絵本 稲田幸蔵 （5）松本幸四郎 伊達下がり　蜀江錦模様四天 旗を持つ
101-5442 豊国（1）文政３ 河原崎座 ひらかな盛衰記 手塚の太郎光盛 市川鰕十郎 四天　馬 つき四天
016-0068 長秀（1）文政６ 大阪角座 けいせい廓大門 美濃の庄九郎（3）中村歌右衛門 伊達下がり　馬 つき四天
001-0807 豊国（1）文政７ 中村座 音菊高麗恋 日本駄右衛門（5）松本幸四郎 伊達下がり　青海波模様四天 巻物を持つ　100-9271
100-9264 国安（1）文政７ 中村座 音菊高麗恋 日本駄右衛門（5）松本幸四郎 馬 つき四天 旗を持つ
101-5459 国貞（1）文政７ 河原崎座 男山恵源氏 悪源太義平 （5）松本幸四郎 伊達下がり　四天 頭に蝋燭をのせる
001-0977 豊国（1）文化８ 中村座 吾嬬花岩井内裡 平親王相馬の将門（3）中村歌右衛門 伊達下がり　立涌文四天 001-0321
101-6804 国安（1）文政９ 市村座 再茲歌舞妓花轢 りやうし （3）坂東三津五郎 馬 つき四天（房状）
016-0009 春曙斎北頂 文政10 大阪角座 けいせい遊山桜 大内左衛門秀丸（3）中村歌右衛門 伊達下がり　四天
101-5918 国貞（1）文政11 中村座 拙筆力七以呂波 石橋 （2）中村芝翫 馬 つき四天
101-6889 国安（1）文政11 市村座 賦倭五文字 狐忠信 （2）坂東蓑助 伊達下がり　輪宝文馬 つき四天 福助つき
100-3552 国貞（1）文政12 市村座 智仁勇爰頼三津 鬼童丸 （1）片岡市蔵 伊達下がり　馬 つき四天
101-5493 国貞（1）天保１ 河原崎座 市川哉真砂御摂 三浦常陸之助（5）松本幸四郎 伊達下がり　雲龍文馬 つき四天
101-5504 国芳 天保３ 中村座 碁盤忠信雪黒石 忠信 （2）中村芝翫 伊達下がり　馬 つき四天（房状）
016-0622 北英 天保４ 大坂・見立 里見八犬伝 犬飼見八信道（1）坂東寿太郎 四天　紗綾文馬 つき四天
002-0216 国貞（1）天保５ 大坂中座 見立 野曝悟助 （2）中村芝翫 馬 つき四天 002-0391
002-0396 国貞（1）天保５ 大坂角座 なし なし （2）中村芝翫 伊達下がり　四天 002-1290
016-0043 重春 天保５ 大坂・見立 里見八犬伝 犬飼見八信道（3）中村歌右衛門 伊達下がり　四天 芳流閣の場
101-5516 国芳 天保５ 森田座 花三津雪瑞白石 松江蔵人 （1）沢村訥升 伊達下がり　馬 つき四天
100-0848 国貞（1）天保６ 森田座 仮名手本忠臣蔵 不波数右衛門（4）坂東三津五郎 伊達下がり　四天 鉞をもつ
100-3724 国芳 天保７ 市村座 世善知鳥相馬旧殿 鷺沼太郎則友（5）市川団三郎 伊達下がり（房）牡丹柄馬 つき四天（縄）
101-2492 国貞（1）天保９ 市村座 御摂手向花川手 本庄助八 （12）市村羽左衛門 縦縞四天
101-5920 国貞（1）天保10 河原崎座 四季詠☆歳 石橋 （5）市川海老蔵 馬 つき四天 002-0501
101-5562 国貞（1）天保10 市村座 館扇面真砂白浪 石川五右衛門（3）嵐吉三郎 伊達下がり　立涌文馬 つき四天 201-0604
101-5528 国貞（1）天保11 河原崎座 帰花雪武田 斎藤龍興 （1）沢村訥升 大蛇模様馬 つき四天
101-5526 国貞（1）天保11 河原崎座 帰花雪武田 鬼小嶋弥太郎（5）市川海老蔵 伊達下がり　三升文馬 つき四天
101-5536 国芳 天保11 市村座 鎮西八郎降魔鏑 長田の太郎長宗（8）市川団十郎 網目文馬 つき四天（房状）
101-7105 国貞（1）天保11 市村座 花☆十二月所作 雪の石橋 （12）市村羽左衛門 二人とも馬 つき四天
100-4556 国芳 天保12 中村座 裏表千本桜 狐忠信 （2）尾上多見蔵（大阪より）伊達下がり　輪宝文馬 つき四天
100-9222 国芳 天保12 中村座 天竺徳兵衛万里船 奴岡平 （3）嵐吉三郎 馬 つき四天（伊達下がりも？）
101-5552 国芳 天保12 中村座 裏表千本桜 由利八郎 （5）市川海老蔵 伊達下がり（房状）　馬 つき四天（縄状）
100-3775 豊国（3）弘化４ なし なし 滝夜叉姫 （1）坂東しうか 網目文馬 つき四天
100-4525 国芳 弘化４ 河原崎座 義経千本桜 狐忠信 （4）中村歌右衛門 伊達下がり　輪宝文馬 つき四天
100-5029 豊国（3）弘化４ 市村座 源家八代恵剛者 悪源太義平 （8）市川団十郎 網目文馬 つき四天 100-5032
101-5645 国芳 弘化４ 市村座 源家八代恵剛者 長田の太郎長宗（8）市川団十郎 馬 つき四天
100-9228 国芳 弘化４ 市村座 尾上梅寿一代噺 天竺冠者 （3）尾上菊五郎 伊達下がり　龍文馬 つき四天
100-9232 豊国（3）弘化４ 市村座 尾上梅寿一代噺 日本駄右衛門（5）沢村宗十郎 寿山福海文馬 つき四天 100-9274
101-5651 豊国（3）嘉永３ 市村座 碁太平記達升形 立波五郎 （8）市川団十郎 馬 つき四天　　まさかり

101-5565 国芳 嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 江間小四郎義時（1）市川猿蔵 牡丹模様馬 つき四天 100-3994 100-3998
100-3990

006-0965 豊国（3）嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 江間小四郎義時（1）市川☆ 牡丹と三枡模様馬 つき四天 100-4015 101-5664
100-3999 006-5004

100-3970 国芳 嘉永３ 河原崎座 難有御江戸景清 七兵衛景清 （5）市川海老蔵 馬 つき四天
100-5484 豊国（3）嘉永３ 中村座 花眺雪武田勝凱 白須加六郎 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬 つき四天（二重？）100-5488,5500
016-1787 広貞 嘉永４ 大阪中座 けいせい清船諷 堀尾帯刀 （4）三枡大五郎 伊達下がり　馬 つき四天
100-5077 豊国（3）嘉永４ 市村座 嫩源氏膽張取舵 巴御前 （1）中村歌六 馬 つき四天
101-0770 豊国（3）嘉永４ 中村座 木下曾我恵☆路 蓮葉与六 　森田又三郎 伊達下がり　四天
101-1149 豊国（3）嘉永４ 市村座 新板越白浪 女盗賊お松 （1）坂東しうか 馬 つき四天

（101-1157, 101-1187 101-1190 101-1216 101-1219,101-1221 006-0902） 左記は同類型
101-1222 豊国（3）嘉永４ 市村座 新版越白浪 手下中翫 （1）中村 太郎 伊達下がり　馬 つき四天
101-1562 豊国（3）嘉永４ 中村座 世界花小栗外伝 美戸小治郎武久（4）市川小団次 伊達下がり　四天
006-0699 豊国（3）嘉永５ 江戸 なし 児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬 つき四天 厚司を着る
006-0922 豊国（3）嘉永５ 江戸 児雷也豪傑譚語 高砂勇美之助（3）嵐璃寛 伊達下がり（金）　馬 つき四天（茶）101-1267
006-0921 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 尾形児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり（金）　龍文馬 つき四天（青）

006-2138 豊国（3）嘉永５ 江戸 児雷也豪傑譚語 夜叉五郎 （5）市川海老蔵 伊達下がり　エビ模様馬 つき四天 101-1346 101-5576
101-5573 101-5583

101-5570 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 夜叉五郎 （2）市川九蔵 伊達下がり　エビ模様馬 つき四天 構図・文様は海老蔵と全く
同じ、顔だけすげかえた

006-3772 豊国（3）嘉永５ 江戸 国尽倭名（誉） 鬼神お松 （1）坂東しうか 伊達下がり　馬 つき四天
101-0525 豊国（3）嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬飼現八 （3）関三十郎 伊達下がり　馬 つき四天 100-0524,0527,0528
101-0537 豊国（3）嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬山道節 （5）沢村長十郎 伊達下がり　火焔模様馬 つき四天
101-0640 国芳 嘉永５ 市村座 里見八犬伝 犬飼現八 （3）関三十郎 伊達下がり　寿山福海文馬 つき四天
101-1232 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 児雷也 （8）市川団十郎 伊達下がり　馬 つき四天
101-1273 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 児雷也 （5）市川団十郎 伊達下がり　馬 つき四天 厚司を着る　101-1355
101-5570 豊国（3）嘉永５ 河原崎座 児雷也豪傑譚語 夜叉五郎 （2）市川九蔵 伊達下がり　エビ模様馬 つき四天 006-2138と全く同じ
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図
１
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
伊
達
下
が
り
の
上
に
伊
達
下
が
り
の
房
と

は
別
色
の
房
を
つ
け
た
馬

つ
き
四
天
を
重
ね
た
扮
装
で
壮
大
な
立
ち
回
り
を

演
ず
る
役
者
絵
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　　
ｆ
．
馬
簾
つ
き
四
天
の
完
成

　
馬

つ
き
四
天
の
役
柄
は
肩
を
そ
び
や
か
し
大
股
で
歩
き
、
走
り
、
闘
う
場

面
が
多
い
。
す
る
と
脚
さ
ば
き
に
応
じ
て
馬

が
バ
サ
バ
サ
揺
れ
る
。
こ
の
動

的
な
動
作
や
表
現
か
ら
豪
放
磊
落
な
人
物
が
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
。
も
と
も

と
は
、
き
ら
び
や
か
な
装
飾
や
躍
動
感
を
伊
達
下
が
り
で
表
し
て
い
た
も
の
を
、

四
天
、
さ
ら
に
は
馬

つ
き
四
天
へ
と
考
案
す
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
男
ら
し

さ
と
い
う
美
意
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
袈
裟
の
部
位
の
名
前
で
あ
る
四
天
を
黄
檗
宗
僧
衣
の
脇
の
切
れ
た
箇
所
と
狭

義
に
定
義
し
た
の
は
、
一
七
世
紀
中
頃
の
海
外
と
り
わ
け
中
国
か
ら
の
宗
教
的

文
物
の
影
響
が
大
き
い
。
黄
檗
宗
か
ら
醸
し
だ
さ
れ
る
異
国
情
緒
や
唐シ

ノ

ワ

ズ

リ

物
趣
味

が
う
ま
く
歌
舞
伎
衣
裳
に
取
り
込
ま
れ
、
一
方
、
江
戸
の
庶
民
が
熱
狂
す
る
い

な
せ
な
町
火
消
し
が
雄
壮
に
振
る
纏
、
そ
の
纏
を
髣
髴
と
さ
せ
る
馬

を
四
天

の
裾
に
飾
っ
た
。
こ
う
し
て
馬

つ
き
四
天
は
、
猛
々
し
い
登
場
人
物
の
荒
事

を
さ
ら
に
助
長
す
る
歌
舞
伎
装
束
と
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

４
　
小
忌
衣

　
ａ
．
小
忌
衣
の
意
味

　
小
忌
衣
は
不
思
議
な
衣
裳
で
あ
る
。
元
来
、
小
忌
は
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
な
ど

の
神
事
に
参
列
す
る
小
忌
の
位
以
上
の
奉
仕
者
が
着
用
す
る
青

り
の
浄
衣
の

こ
と
で
あ
っ
た
）
35
（

。
と
こ
ろ
が
歌
舞
伎
で
の
小
忌
衣
は
「
歌
舞
伎
独
特
の
様
式
的

な
衣
裳
。
羽
織
の
丈
は
裾
を
引
く
よ
う
に
長
く
、
衿
は
身
頃
と
別
の
生
地
を
用

い
、
衿
に
襞
を
作
り
首
の
後
ろ
で
立
つ
よ
う
に
し
た
も
の
。
武
将
や
貴
人
の
部

屋
着
な
ど
に
使
用
」
さ
れ
る
）
36
（

。
こ
の
説
明
だ
け
で
は
、
神
聖
な
浄
衣
で
あ
る
小

忌
と
、
襞
襟
を
つ
け
て
豪
華
な
意
匠
の
部
屋
着
に
仕
立
て
た
小
忌
衣
の
間
に
直

截
的
な
相
関
性
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
だ
が
小
忌
か
ら
小
忌
衣
へ
と

変
容
し
た
要
因
、
斎
服
で
あ
る
小
忌
が
歌
舞
伎
衣
裳
の
小
忌
衣
へ
と
転
用
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理

由
を
次
に
探
っ
て
い
こ
う
。

　

図７　伊達下がりと馬 妹背山婦女庭訓
（中村芝 扮する金輪五郎）
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

　
ｂ
．「
小
忌
」
か
ら
「
小
忌
衣
」
へ

　
麻
や
生す

ず

し絹
の
う
え
に
山
藍
で
春
草
や
山
鳥
の
模
様
を

り
込
ん
だ
衣
裳
が
小

忌
で
あ
る
（『
古
事
類
苑
』）。
脇
を
縫
っ
た
縫
腋
の
場
合
は
盤ま
る

領え
り

（
身
幅
一
幅
、

袖
は
左
右
各
二
幅
）、
脇
の
あ
い
た
闕け

つ

腋て
き

で
は
羽
織
の
よ
う
に
方か

く

領え
り

（
身
幅
二
幅
、

袖
は
左
右
各
一
幅
）
と
な
る
。
官
位
や
舞
人
・
楽
人
の
職
種
な
ど
に
よ
っ
て
右

肩
・
左
肩
と
異
な
る
が
、
赤
紐
を
網あ

代じ
ろ

に
結
っ
て
綴
じ
付
け
、
前
に
た
ら
す
。

あ
る
い
は
総あ
げ

角ま
き

結
び
や
蜷に
な

結
び
に
し
て
綴
じ
付
け
、
前
、
後
ろ
へ
と
垂
ら
す
）
37
（

。

図
で
示
す
と
８
の
よ
う
に
な
る
）
38
（

。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
事
用
の
小
忌
と
歌
舞
伎
用
の
豪
華
絢
爛
な
錦

の
小

忌
衣
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
、
着
用
目
的
・
形
状
・
材
質
が
違
う
。
そ
れ
で

も
小
忌
を
次
の
よ
う
に
変
え
て
い
け
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
小
忌
の
裾
を
引
き
ず
る

よ
う
に
し
、
闕
腋
に
な
っ
て
い
る
身
頃
と
袖
を
網
代
の
よ
う
に
編
ん
で
つ
な
ぎ
、

方
領
に
蜷
結
び
や
総
巻
結
び
を
垂
ら
せ
ば
、
そ
れ
は
も
う
歌
舞
伎
衣
裳
の
小
忌

衣
と
変
わ
ら
な
い
。
衣
裳
の
形
状
か
ら
判
断
す
る
と
、
歌
舞
伎
衣
裳
の
小
忌
衣

は
本
来
の
小
忌
の
特
徴
を
た
く
み
に
転
用
し
装
飾
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
大
き
く
違
う
の
は
斎
服
の
ほ
う
は
襞
襟
が
な
い
の
に
対
し
、
歌
舞
伎
衣
裳

の
方
に
は
襞
襟
が
つ
く
こ
と
で
、
こ
れ
が
歌
舞
伎
衣
裳
の
小
忌
衣
を
特
徴
づ
け

る
点
と
い
え
よ
う
。
小
忌
衣
の
襞
襟
は
、
襟
袈
裟
と
は
少
し
異
な
っ
た
形
で
あ

る
が
同
種
で
あ
る
。
襟
袈
裟
は
前
述
の
各
歌
舞
伎
案
内
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

襟
袈
裟
は
「
ピ
ン
ト
コ
」
と
も
い
い
、『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』
は
「
唐
人
衣
せ

う
に
て
し
は
ら
く
の
う
け
又
ハ
犬
か
み
の
詰
な
と
に
き
る
は
り
金
錦
に
て
け
つ

か
う
に
こ
し
ら
ゆ
る
俗
に
よ
だ
れ
か
け
と
云
）
39
（

」
と
図
入
り
で
示
す
（
図
９
）。

こ
れ
を
受
け
て
郡
司
正
勝
氏
は
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
で
の
説
明
で
「『
国
性

爺
』
の
甘
輝
や
和
藤
内
な
ど
の
立
役
の
衣
裳
の
襟
袈
裟
は
、
ぴ
ん
と
強
く
引
っ

張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ピ
ン
ト
コ
と
い
う
通
称
が
う
ま
れ
た
」
と
い
う
解

説
を
紹
介
す
る
。
襟
袈
裟
を
暫
の
ウ
ケ
や
犬
神
に
用
い
、
異
人
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
唐
衣
裳
を
着
せ
た
と
述
べ
、
こ
れ
は
南
蛮
人
の
渡
来
と
と
も
に
伝
来

し
た
飾
り
襞
か
ら
の
影
響
だ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
）
40
（

。

　
襟
袈
裟
、
ぴ
ん
と
張
っ
た
よ
だ
れ
か
け
、
襞
襟
に
混
用
が
見
ら
れ
る
が
、
前

述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
は
同
種
の
も
の
と
見
な
せ
る
か
ら
、
襞
襟
が
異
人
を
象
徴

す
る
と
い
う
発
言
は
正
鵠
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
歌
舞
伎
衣
裳
と図８　荷田在満『大嘗会便蒙』元文４（写本、個人蔵）
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し
て
小
忌
衣
を
導
入
し
た
当
初
は
貴
人
や
高
位
の
武
将
の
部
屋
着
で
は
な
く
、

異
人
を
象
徴
す
る
装
束
と
し
て
そ
の
存
在
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
際
立
た
せ
特
徴
づ
け
た
も
の
が
襞
襟
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
襞
襟
の

ピ
ン
ト
コ
で
あ
る
が
、「
ピ
ン
ト
コ
」
は
襟
を
ピ
ン
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
中
国
語
で
は
襟
を
ピ
ン
リ
ン
と
発
音
し
、

緞ど
ん
す子

の
緞
は
ト
ァ
ン
と
発
音
す
る
）
41
（

。
こ
れ
か
ら
類
推
し
て
、
ぴ
ん
と
張
っ
た
襟

だ
っ
た
か
ら
ピ
ン
ト
コ
と
連
想
し
た
の
で
は
な
く
緞
子
の
よ
う
な
分
厚
い
布
地

の
襟
と
い
う
意
味
で
、
ピ
ン
ト
ァ
ン

ピ
ン
ト
コ
と
訛
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　
江
戸
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
中
国
人
が
渡
来
し
た

こ
と
は
四
天
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
。
と
も
に
海
外
か
ら
の
南
蛮
人
＝
異
人
で
あ

り
、
南
蛮
人
の
飾
り
襟
（
ラ
フ
）
も
中
国
人
の
宮
廷
服
朝
袍
（ch

ao
 
p
o
u

）
に

つ
い
た
襟
（
ピ
ン
リ
ン
）
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
初
め
て
み
る
舶
来
の
奇
妙
な

服
装
の
部
位
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
襞
襟
を
つ
け
た
衣
裳
は
貴
人
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
異
人
の
姿
と
い
う
の
が
相
応
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
異
人
と
小

忌
衣
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ｄ
で
話
を
す
す
め
た
い
。

　　
ｃ
．
衣
裳
検
分
に
み
る
小
忌
衣
ら
し
き
衣
裳

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
し
た
歌
舞
伎
案
内
書
『
三
座
例
遺
誌
』『
絵
本
戯
場
年
中

鑑
』『
戯
場
訓
蒙
図
彙
』『
戯
場
楽
屋
図
会
』
の
ど
れ
に
も
、
小
忌
衣
に
関
す
る

衣
裳
説
明
も
そ
の
挿
絵
も
見
当
た
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
四
天
の
と
こ
ろ
で
調
査
し
た
衣
裳
検
分
な
ら
小
忌
衣
の
記
載
は
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
役
者
着
用
分
に
つ
い
て
も
取
り
調
べ
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
時

の
歌
舞
伎
に
対
す
る
法
令
関
係
を
ま
と
め
た
『
江
戸
歌
舞
伎
法
令
集
成
』
を
見

る
と
分
か
り
易
い
。
衣
裳
下
検
分
の
う
ち
、
小
忌
衣
と
お
ぼ
し
き
衣
裳
が
報
告

さ
れ
た
も
の
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
五
月
、
尾
上
菊
五
郎
道
具
衣
裳
に
「
白
絹
菊
模

様

込
着
付
　
白
絹
重
ね
付
、
白
さ
や
形
く
ゝ
り
袴
　
浅
黄
ぬ
め

込
模
様
丸

く
け
帯
　
画
絹
萌
黄
横
霞
梅
鉢
模
様
錦
糸
縫
ふ
せ
装
束
　
緋
之
房
付
組
糸
下

り
）
42
（

」
と
い
う
条
が
あ
る
。
梅
鉢
文
な
ら
ば
「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
の
菅
丞
相
の

衣
裳
に
間
違
い
な
い
。
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
の
浮
世
絵
の
な
か
で
、
三
代
目

尾
上
菊
五
郎
が
菅
丞
相
を
演
じ
た
錦
絵
は
、
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
中
村

図９　ピントコ（前掲『絵本戯場年中鑑』166頁より）
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座
の
「
梅
桜
松
双
紙
」
か
ら
文
政
八
年
河
原
崎
座
「
菅
原
利
生
好
文
梅
」
ま
で

の
五
枚
現
存
す
る
）
43
（

。
筆
法
伝
授
と
天
拝
山
の
二
場
面
は
、
紗
綾
模
様
の
着
物
に

指
貫
を

き
、
そ
の
上
に
梅
鉢
文
の
着
物
を
着
（
文
政
八
年
の
み
異
な
る
文
様
）、

袖
と
身
頃
を
脇
か
が
り
に
し
、
襞
襟
か
ら
は
緋
色
の
紐
を
蜷
結
び
に
し
て
垂
ら

す
（
図
10
）。
浮
世
絵
で
示
さ
れ
た
菅
丞
相
の
衣
裳
は
衣
裳
検
分
で
報
告
さ
れ

る
衣
裳
と
相
似
す
る
。「
画
絹
萌
黄
横
霞
梅
鉢
模
様
錦
糸
縫
ふ
せ
装
束
」
と
は

小
忌
衣
の
こ
と
で
、「
緋
之
房
付
組
糸
下
り
」
は
、
房
状
の
紐
が
総
巻
結
び
か

蜷
結
び
に
な
っ
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
記
述
し
た
の
で
は

な
い
か
。

　
衣
裳
検
分
を
も
う
一
例
。
文
政
八
年
九
月
、「
義
経
千
本
桜
」
で
八
代
目
市

川
団
十
郎
と
彦
三
郎
が
義
経
を
演
じ
た
。
着
用
例
に
団
十
郎
は
二
段
め
鳥
居
前

で
「
小
納
戸
紬
牡
丹
模
様
重
子
付
着
付
　
花
色
ほ
か
し
か
ん
さ
い
八
つ
藤

込

模
様
さ
し
ぬ
き
　
白
縮
ラ
絖
唐
模
様
真
鍮
箔

込
」
を
着
る
。
彦
三
郎
は
四
段

め
の
御
殿
で
「
緋
絖
白
絹
重
子
着
付
　
白
絖
浅
黄
し
ま

込
真
鍮
箔
笹
林
道
　

込
広
羽
織
　
黄
ぬ
免
丸
く
け
帯
　
鮫
塗
柄
小
サ
刀
」、
次
の
奥
庭
の
場
面
で

は
「
緋
絹
白
絹
重
子
　
紫
紬

込
模
様
襠
羽
織
）
44
（

」
と
い
う
の
が
あ
る
。
八
代
目

（
安
政
元
年
〈
一
八
五
四
〉
大
坂
で
自
害
、
享
年
三
二
）
が
義
経
に
扮
し
た
役
者
絵

は
演
劇
博
物
館
蔵
の
検
索
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
彦
三
郎
も
な
い
。
た

だ
別
の
役
者
、
沢
村
訥
升
が
義
経
役
を
演
じ
、
笹
リ
ン
ド
ウ
の
衣
裳
を
着
た
役

者
絵
（
天
保
三
年
〈
一
八
三
二
〉
十
一
月
中
村
座
で
「
碁
盤
忠
信
雪
黒
石
」
と
「
世

界
の
色
花
弁
慶
」（
図
11
））
と
衣
裳
検
分
の
そ
れ
と
が
近
似
す
る
。
と
す
れ
ば

唐
模
様
真
鍮
箔

込
や
広
羽
織
や
襠
羽
織
が
小
忌
衣
と
比
定
さ
れ
よ
う
。
厳
密

な
線
引
き
は
現
在
か
ら
は
難
し
い
の
だ
が
、
衣
裳
検
分
と
役
者
絵
と
の
照
合
か

ら
、
小
忌
衣
が
十
九
世
紀
中
ご
ろ
に
は
す
で
に
歌
舞
伎
衣
裳
と
し
て
普
及
し
て

い
た
こ
と
が
画
証
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
名
称
で
小
忌
衣
を
代
弁
し

て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も
お
お
や
け
に
は
小
忌
衣
と
は
表

記
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　　
ｄ
．
小
忌
衣
の
初
見

　
初
代
尾
上
松
助
（
尾
上
三
朝
）
が
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
で
大
伴
連
諸
門
を

演
じ
た
と
き
は
長
袴
を

き
、
襞
襟
の
つ
い
た
着
物
に
蜷
結
び
を
飾
り
紐
に
し

て
垂
ら
し
た
小
忌
衣
の
姿
で
あ
っ
た
（
図
12
）。
こ
れ
が
小
忌
衣
の
初
見
で
、

図10　「菅原伝授手習鑑」筆法伝授の場、小忌衣を着
る尾上菊五郎
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享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。『
戯
場
訓
蒙
図
彙
』
に
も
山

東
京
伝
の
解
説
つ
き
で
逆
髪
の
王
子
役
に
扮
し
た
松
助
の
姿
を
載
せ
る
が
、
こ

れ
も
小
忌
衣
姿
で
あ
る
）
45
（

（
図
13
）。
こ
れ
は
享
和
二
年
十
一
月
市
村
座
「
當と
き
に

奥お
う

州し
ゆ
う

壺つ
ぼ
の

碑い
し
ぶ
み」
の
画
で
、『
年
表
』
に
よ
る
と
、「
松
助
の
尊
仁
親
王
。
暫
の
受
。

壺
の
碑
の
山
に
こ
も
り
、
寿
命
を
保
つ
草
を
嘗
め
て
、
二
百
九
十
七
歳
の
翁
に

て
、
ム
ホ
ン
の
き
ざ
し
。
か
ら
く
り
の
衣
裳
は
、
手
づ
か
ら
の
工
夫
に
て
、
當

り
を
取
）
46
（

」
っ
た
と
あ
る
。

　
王
子
と
は
長
髪
の
凄
み
の
あ
る
髪
型
で
、
公
家
悪
や
謀
反
人
の
役
に
用
い
ら

れ
る
鬘
で
あ
る
し
、
謀
反
を
企
む
皇
子
は
お
お
よ
そ
「
悪
王
子
」
と
呼
ば
れ
る

敵
役
系
の
人
物
類
型
で
あ
る
。「
當
奥
州
壺
碑
」
で
の
松
助
は
謀
反
を
た
く
ら

む
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
髪
の
王
子
と
い
う
名
は
当
を
得
た
と
い
え
よ
う
。

　「
當と
き
に

奥お
う

州し
ゆ
う

壺つ
ぼ
の

碑い
し
ぶ
み」
の
七
年
前
の
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
一
一
月
に
も
、

初
代
松
助
は
「
福
牡
丹
吾
妻
内
大
裡
」
で
逆
髪
の
王
子
に
扮
し
た
。
お
そ
ら
く

こ
の
衣
裳
も
小
忌
衣
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
「
當
奥
州
壺
碑
」
へ
と

踏
襲
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
遡
れ
ば
「お

大う
と

塔う
の

宮み
や

曦
あ
さ
ひ
の

鎧よ
ろ
い」（

享
保
八
・
一
七
二

三
）
の
逆
仁
王
子
が
そ
の
濫
觴
か
も
知
れ
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
扮
装
で
あ
っ

た
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
調
べ
よ
う
が
な
い
。

　
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
二
代
目
松
助
（
初
代
尾
上
栄
三
郎
）
も
「
吾あ

ず

嬬ま
の

花は
な

図11　『世界の色花弁慶』（義経に扮する沢村訥升）

図12　『妹背山婦女庭訓』（大伴連諸
門に扮する尾上松助）

図13　小忌衣（尾上松助）（前掲改
訂版『戯場訓蒙図彙』142頁より）
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岩い
わ

井い
の

内だ
い

裡り

」
で
、
逆
髪
の
王
子
役
を
演
じ
、
長
袴
、
脇
か
が
り
し
た
着
物
を
引

き
ず
り
、
襞
襟
を
つ
け
、
蜷
結
び
を
長
く
垂
ら
し
た
小
忌
衣
姿
で
あ
っ
た
（
図

14
）。

　
初
代
松
助
は
ケ
レ
ン
味
の
あ
る
早
替
わ
り
を
得
意
と
し
た
役
者
で
あ
っ
た
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
鶴
屋
南
北
作
「
天
竺
徳
兵
衛
　
噺
」
で
水
中
の
早

替
わ
り
で
は
非
常
な
人
気
を
博
し
た
。
か
れ
は
衣
裳
、
道
具
、
及
び
鬘
の
細
工

が
器
用
で
、
し
ば
し
ば
自
己
の
意
匠
に
よ
っ
て
仕
掛
け
も
の
を
工
夫
し
た
と
い

う
）
47
（

。
文
化
二
年
に
は
大
当
た
り
を
と
っ
た
「
鏡
山
」
の
岩
藤
役
で
被
布
を
着
、

「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」
の
意
休
役
の
羽
織
の
紐
、
銀
鎖
を
つ
け
た
キ
セ
ル
携
帯

の
か
ど
で
奉
行
所
よ
り
咎
を
受
け
た
）
48
（

。
早
替
わ
り
の
妙
技
の
ほ
か
に
、
衣
裳
へ

の
創
意
工
夫
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
挿
話
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ア
マ
ン
の
彼
が

斎
服
で
あ
る
小
忌
に
、
生
地
を
錦

に
し
て
襞
襟
を
つ
け
、
房
を
蜷
結
び
に
垂

ら
し
た
衣
裳
を
創
案
し
た
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

　
襞
襟
が
異
人
の
表
象
で
あ
っ
た
と
郡
司
正
勝
は
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
表
３
の

襞
襟
の
つ
い
た
小
忌
衣
を
着
る
人
物
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」
の
入
鹿
（
図
15
）、「
金
閣
寺
」
の
松
永
大
膳
は
檜
扇
を

持
ち
王
子
鬘
で
凄
み
を
増
し
た
謀
反
人
を
表
し
た
（
表
３
で
は
、
嘉
永
五
年

「
八
犬
伝
」
の
山
下
定
包
は
小
忌
衣
で
謀
反
人
役
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
子
の
髪
型
で
は

な
い
が
、
今
日
で
は
王
子
に
な
っ
て
い
る
）。
菅
丞
相
も
道
明
寺
の
場
で
は
直の

う

し衣

装
束
だ
が
、
天
拝
山
（
図
16
）
や
筆
法
伝
授
の
場
（
図
10
）
で
は
小
忌
衣
の
画

に
な
っ
て
い
る
。
謀
ら
れ
流
罪
の
身
と
な
っ
た
無
念
の
心
情
が
小
忌
衣
姿
を
と

図14　『吾嬬花岩井内裡』（逆髪の王子に扮する
尾上松助）

図15　『妹背山婦女庭訓』（入鹿大臣に扮する中村
歌右衛門）（大阪・上方浮世絵館蔵） 
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ら
せ
た
の
で
あ
り
、
雷
神
へ
と
変
身
す
る
彼
が
小
忌
衣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
後
年
、
菅
丞
相
の
高
貴
性
を
強

調
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
髪
は
王
子
で
は
な
く
髷
に
、
衣
裳
も
小
忌
衣
で
は
な

く
直
衣
装
束
や
束
帯
姿
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
観
衆
の
菅
丞
相
に

対
す
る
心
情
の
変
化
を
か
ぎ
と
っ
た
歌
舞
伎
側
の
変
化
と
も
共
通
す
る
だ
ろ
う
。

　
表
３
で
は
、
月
代
を
剃
ら
ず
に
総
髪
を
伸
ば
し
た
立た

て

髪が
み

も
す
べ
て
総
髪
と
と

ら
え
た
。
王
子
、
立
髪
と
若
干
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
高
位
で
あ
り
な
が
ら
謀

反
の
志
を
持
つ
役
や
霊
気
が
漂
う
不
気
味
さ
や
鬱
屈
し
た
心
境
を
沸
々
と
た
ぎ

ら
せ
る
人
物
に
は
、
頭
は
王
子
か
総
髪
で
、
衣
裳
は
小
忌
衣
姿
で
と
い
う
の
が

相
応
し
か
っ
た
）
49
（

。
ま
た
髷
で
あ
っ
て
も
、
実
在
の
人
物
を
想
起
さ
せ
る
義
仲
、

義
経
、
尼
子
四
郎
）
50
（

（
図
16
）、
忠
度
、
小
田
春
永
（
織
田
信
長
）、
楠
正
儀
（
楠

木
正
成
）
な
ど
の
役
も
、
志
半
ば
で
斃
れ
た
人
物
像
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
彼

ら
の
装
束
は
襞
襟
つ
き
の
小
忌
衣
で
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
襞
襟
つ
き
の
小

忌
衣
の
異
様
な
装
束
に
は
孤
高
の
異
人
や
謀
反
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　　
ｅ
．
大
嘗
祭
の
復
興
と
小
忌
衣
　
時
事
性
と
様
式
化

　
松
助
が
岩
藤
役
に
被
布
を
着
た
た
め
に
咎
を
受
け
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

そ
れ
は
た
ん
に
幕
府
が
禁
じ
て
い
る
華
美
な
衣
裳
を
着
た
と
い
う
理
由
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。「
被
布
に
似
よ
り
候
品
を
用
ひ
候
儀
、
右
被
布
は
御
広
敷
向
杯

女
中
相
用
ひ
候
も
有
之
よ
し
に
候
得
ど
も
、
地
下
に
て
相
用
ひ
候
品
に
も
無

図16　『菅原伝授手習鑑』天拝山の場（官丞相に扮
する尾上菊五郎）

之
）
51
（

」
だ
っ
た
か
ら
で
、
た
と
え
役
柄
の
上
で
あ
る
に
せ
よ
、
高
位
な
人
物
の
衣

裳
で
あ
る
被
布
や
そ
れ
に
似
た
衣
裳
を
歌
舞
伎
役
者
が
着
用
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
ず
、
身
分
か
ら
逸
脱
し
た
衣
裳
を
着
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
身

分
と
衣
裳
に
関
す
る
幕
府
の
本
意
や
意
識
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
、
小
忌
は
高
位
の
公

が
新
嘗
祭
や
大
嘗
祭
の

時
に
着
用
す
る
斎
服
（
図
８
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
じ
名
称
を
そ
の
ま
ま
歌
舞

伎
衣
裳
に
流
用
す
る
こ
と
は
厳
格
な
身
分
制
度
を
逸
脱
す
る
も
の
と
し
て
憚
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
衣
裳
の
形
状
は
小
忌
衣
な
の
だ
が
、
広
羽
織
や

襠
羽
織
と
い
う
名
称
で
代
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
煩
わ
し
い
手
続
き
を
踏
ん
で
ま
で
小
忌
衣
を
歌
舞
伎
衣

裳
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
の
朝
廷
や
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

幕
府
の
意
向
も
関
係
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
大
嘗
祭
（
大
嘗
会
）
は
室
町
末
期
か
ら
中
断
さ
れ
て
い
た
。

一
七
世
紀
中
期
、
後
水
尾
天
皇
は
朝
儀
の
再
興
を
願
っ
て
い
た
が
、
大
嘗
祭
復

興
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
紆
余
曲
折
を
へ
て
、
大
嘗
会
が
完
全
に
復
活
し
た
の
は

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、
桜
町
天
皇
の
と
き
で
、
吉
宗
の
支
援
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
）
52
（

。
大
嘗
会
が
再
興
さ
れ
た
と
い
う
話
題
や
儀
式
参
列
者
で
あ
る
殿
上

人
が
着
用
す
る
小
忌
の
希
少
性
を
歌
舞
伎
側
が
見
逃
す
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
だ

が
軽
々
し
く
借
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
朝
廷
や
幕
府
に
対
す
る
畏
怖
が

名
称
の
明
確
化
を
阻
ん
だ
。

　
た
と
え
ば
こ
ん
な
事
例
が
あ
る
。
元
来
、
幕
府
で
も
朝
廷
で
も
継
承
者
の
名

を
憚
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）、

若
君
松
平
竹
千
代
様
に
憚
っ
て
、
似
た
名
前
を
改
め
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
し
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）「
二
月
、
菊
の
字
憚
る
処
あ
り
、

菊
之
丞
路
考
、
菊
之
助
路
之
助
」
と
い
う
条
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
）
53
（

。
光
格
天

皇
が
皇
位
を
継
ぐ
人
物
と
な
っ
た
と
き
、
同
じ
幼
名
を
も
っ
た
男
児
は
名
を
変

更
す
る
よ
う
に
と
の
達
し
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
貴
人
の
名
称
に
は
神
経
質

な
処
置
が
な
さ
れ
、
安
易
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
鑑
み
る
に
、
歌
舞
伎
衣
裳
に
小
忌
の
名
称
を
取
り
い

れ
る
場
合
に
も
お
お
い
に
注
意
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
は
襠
羽
織
や

広
羽
織
の
名
称
で
表
し
、
不
敬
を
巧
み
に
か
わ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
羽
織
の
紐
に
は
仏
具
意
匠
で
あ
る
華
鬘
を
用
い
、
装
飾
性
を
増
し
た
）
54
（

。

表
３
か
ら
、
小
忌
衣
が
異
国
の
襞
襟
や
仏
具
類
を
も
衣
裳
の
中
に
巧
み
に
取
り

こ
ん
で
い
く
過
程
が
看
取
で
き
よ
う
。
小
忌
衣
は
こ
の
よ
う
に
し
て
装
飾
化
や

様
式
化
さ
れ
な
が
ら
貴
人
の
衣
裳
へ
と
完
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
斎
服
の
小
忌

お
み
ご
ろ
も

御
身
・
衣

高
貴
な
人
の
衣
裳
と
、
語
感
に

汎
用
性
が
あ
る
こ
と
も
幸
い
し
、
小
忌
衣
は
公
家
悪
の
謀
反
人
役
か
ら
、
高
位

の
武
将
・
貴
人
の
衣
裳
へ
と
着
用
範
囲
が
広
が
る
と
と
も
に
、
材
質
そ
の
も
の

も
贅
沢
な
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。
小
忌
衣
に
は
立
涌
紋
や
丸
龍
・
昇
り

龍
紋
な
ど
が
錦

さ
れ
、
襞
襟
を
強
調
す
る
た
め
に
着
物
本
体
と
は
別
模
様
の

金
襴
を
使
っ
た
り
も
し
た
。
身
近
に
知
ら
れ
る
の
は
文
政
一
二
年
（
一
八
二

九
）
〜
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
発
刊
の
柳
亭
種
彦
作
・
歌
川
国
貞
の
合
本

『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
で
は
な
か
ろ
う
か
。
合
巻
口
絵
で
は
義
正
（
＝
桐
壺
帝
）

図17　「傾城飛馬始」（尼子四郎に扮する中村鶴助）
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表
３
　
小
忌
衣
着
衣
例
（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
よ
り
）
　
　
　

作
品
番
号

作
者

上
演
年

上
演
場
所

名
題

役
者
名

配
役

衣
裳
の
特
徴

特
記
事
項（
髪
型
・
同
画
番
号
な
ど
）

013-0154
豊
国
（
１
）

享
和
３

市
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
1）尾

上
松
助

大
伴
連
諸
門

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
長
袴

総
髪
　
檜
扇

001-0396
豊
国
（
１
）

文
化
８

中
村
座

吾
嬬
花
岩
井
内
裡

（
2）尾

上
松
助

逆
髪
の
王
子

蜷
結
び
　
長
袴

王
子
　
檜
扇

100-2981
国
安
（
１
）

文
政
７

市
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
7）市

川
団
十
郎

入
鹿
大
臣

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
長
袴

王
子
　
檜
扇
　

001-0951
豊
国
（
１
）

文
化
12

中
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
3）中

村
歌
右
衛
門

曾
我
入
鹿

雲
文
柄
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
長
袴

王
子
　
檜
扇
　
100-2973　

※
100-3032

国
貞
（
１
）

文
化
12

中
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
3）中

村
歌
右
衛
門

曾
我
入
鹿

毘
沙
門
亀
甲
柄
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
長
袴

王
子
　
檜
扇
　

001-0767
豊
国
（
１
）

文
化
13

中
村
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑
（
梅
桜
松
双
紙
）
（
3）尾

上
菊
五
郎

菅
丞
相
（
天
拝
山
）

梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
長
袴

馬
上
　
総
髪
　
中
啓
　
本
　
100-3362

101-6059
豊
国
（
１
）

文
政
２

河
原
崎
座

奴
江
戸
花
鎗

（
7）市

川
団
十
郎

北
畠
神
戸
丹
七
郎
春
孝
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
房
が
襞
襟
に
つ
く
　

髷
　
001-0879

100-3351
豊
国
（
１
）

文
政
２

中
村
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
3）尾

上
菊
五
郎
 

菅
丞
相
（
天
拝
山
）

梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
指
貫

馬
上
　
総
髪
　
中
啓
　
本
（
左
手
）

100-3346
豊
国
（
１
）

文
政
２

中
村
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
3）尾

上
菊
五
郎

菅
丞
相
（
筆
法
伝
授
）
梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
指
貫

髷
　
中
啓

001-0131
豊
国
（
１
）

文
政
３

玉
川
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
1）中

村
大
吉

菅
丞
相
（
天
拝
山
）

梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
指
貫

馬
上
　
総
髪
　
中
啓

100-3329
豊
国
（
１
）

文
政
３

玉
川
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
1）中

村
大
吉

菅
丞
相
（
筆
法
伝
授
）
梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
 指
貫

髷
　
中
啓

003-0038
豊
国
（
１
）

文
政
６

中
村
座

還
木
曾
菊
族

（
3）尾

上
菊
五
郎

木
曾
義
仲

笹
竜
胆
柄
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び

髷
016-0028

政
国

文
政
７

大
坂
・
な
し

傾
城
飛
馬
始

（
1）中

村
鶴
助

尼
子
四
郎

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
金
色
華
鬘
紐
　
中
に
四
天
着
る

総
髪

100-3629
豊
国
（
１
）

文
政
７

河
原
崎
座

男
山
恵
源
氏

（
7）市

川
団
十
郎

宗
盛

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び

髷
100-6345

国
貞
（
１
）

文
政
７

市
村
座

絵
本
合
法
衢

（
7）市

川
団
十
郎

多
賀
俊
行

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
裾
短
　
蜷
結
び

髷
100-4944

国
貞
（
１
）

文
政
７

中
村
座

一
谷
嫩
軍
記

（
2）関

三
十
郎

忠
度

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
袴

王
子
　
中
啓

100-3495
国
安
（
１
）

文
政
８

河
原
崎
座

菅
原
利
生
好
文
梅

（
3）尾

上
菊
五
郎

菅
丞
相

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び
　
指
貫

馬
上
　
王
子
　
中
啓
　
本
（
右
手
）

100-5756
国
貞
（
１
）

文
政
８

中
村
座

時
桔
梗
小
田
豊
作

（
７
）市
川
団
十
郎

小
田
春
永

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び

脇
息
に
も
た
れ
る
　
髷
　
キ
セ
ル

100-4503
豊
国
（
２
）

文
政
11

河
原
崎
座

義
経
千
本
桜

三
枡
源
之
助

義
経

着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び

髷
　
中
啓
　

101-0684
国
貞
（
１
）

文
政
11

市
村
座

楼
門
五
山
桐

（
3）坂

東
三
津
五
郎

大
領
久
吉

瓢
箪
柄
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
蜷
結
び

脇
息
に
も
た
れ
る
　

100-4558
国
貞
（
１
）

天
保
３

中
村
座

碁
盤
忠
信
雪
黒
石

（
1）沢

村
訥
升

義
経

笹
竜
胆
柄
着
物
と
襞
襟
別
柄
　
蜷
結
び

髷
　
中
啓
　
脇
息

101-6591
国
貞
（
１
）

天
保
３

中
村
座

世
界
の
色
花
弁
慶

（
1）沢

村
訥
升

義
経

笹
竜
胆
柄
着
物
と
襞
襟
同
柄
　
襟
別
柄
　
蜷
結
び
髷
　
キ
セ
ル

100-2984
国
芳

天
保
４

市
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
1）片

岡
市
蔵

曾
我
入
鹿

着
物
と
襞
襟
別
柄
　
蜷
結
び

王
子
　
檜
扇
　
立
ち
姿

100-2985
国
貞
（
１
）

天
保
４

市
村
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
1）片

岡
市
蔵

曾
我
入
鹿

着
物
と
襞
襟
別
柄
　
蜷
結
び

王
子
　
檜
扇
　
座
る
姿

100-5776
国
芳

天
保
５

森
田
座

時
今
出
世
券

（
1）沢

村
訥
升

小
田
春
永

着
物
と
襞
襟
同
柄

髷
　
中
啓
　
脇
息

101-7178
国
芳

天
保
５

守
田
座

顔
楓
色
注
連

（
1）沢

村
訥
升

楠
正
儀

羽
織
サ
イ
ズ
　
蜷
結
び

髷
100-3333

国
貞
（
１
）

天
保
11

中
村
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
1）沢

村
訥
升

菅
原
道
実
（
筆
法
伝
授
）
梅
鉢
文
着
物
と
襞
襟
同
柄

髷
　
中
啓

100-4284
国
貞
（
１
）

天
保
10

市
村
座

義
経
千
本
桜

（
3）嵐

吉
三
郎

義
経

着
物
と
襞
襟
同
柄

髷
　
左
手
鼓
持
つ

100-5793
国
貞
（
１
）

天
保
10

市
村
座

館
扇
面
真
砂
白
波

（
12）市

村
羽
左
衛
門

小
田
春
永

襟
・
襞
襟
同
柄

髷
　
脇
息

100-4133
豊
国
（
３
）

弘
化
４

市
村
座

鬼
一
法
眼
三
略
巻

×
鬼
市
法
眼

襟
・
襞
襟
・
着
物
同
柄
　
羽
織
サ
イ
ズ

総
髪
　
中
啓
　
キ
セ
ル

100-3621
豊
国
（
３
）

弘
化
４

市
村
座

源
家
八
代
恵
剛
者

（
12）市

村
羽
左
衛
門

平
宗
盛

着
物
と
襞
襟
別
柄
　

髷
　
中
啓
　
脇
息
　

100-3092
豊
国
（
３
）

嘉
永
２

河
原
崎
座

福
在
原
系
図

（
8）市

川
団
十
郎

中
納
言
行
平

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

髷
　
脇
息

100-3338
豊
国
（
３
）

嘉
永
３

河
原
崎
座

菅
原
伝
授
手
習
鑑

（
12）市

村
羽
左
衛
門

道
真
公

襟
・
襞
襟
同
柄
　
指
貫
　

髷
　
中
啓
　
風
呂
敷
包

100-5613
豊
国
（
３
）

嘉
永
３

市
村
座

月
雪
花
蒔
絵
台
（
金
閣
寺
）

（
3）嵐

吉
三
郎

松
永
大
膳

襟
・
襞
襟
同
柄
　

王
子

101-6081
豊
国
（
３
）

嘉
永
３

河
原
崎
座

積
恋
雪
関
扉

（
5）沢

村
長
十
郎

宗
貞

着
物
・
襟
・
襞
襟
同
柄

中
啓
　
脇
息

101-7236
豊
国
（
３
）

嘉
永
３

市
村
座

雪
三
吉
牡
丹
桂

（
7）市

川
高
麗
蔵

楠
正
儀

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

髷
　
中
啓
　
脇
息

100-5363
豊
国
（
３
）

嘉
永
４

市
村
座

源
氏
模
様
娘
雛
形
（
田
舎
源
氏
）（
8）市

川
団
十
郎

足
利
光
氏

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐
（「
田
舎
源
氏
」
の
嚆
矢
）

エ
ビ
茶
筅
髷
　
100-5366,5394

100-5454
豊
国
（
３
）

嘉
永
４

中
村
座

東
山
桜
荘
子
（
田
舎
源
氏
）

（
4）坂

東
彦
三
郎

東
山
義
政
公

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐
　
　
　
　
　
　
（
〃
）
エ
ビ
茶
筅
髷
　
100-9567,9596

006-0387
豊
国
（
３
）

嘉
永
５

中
村
座

江
戸
紫
五
十
帖
第
二
八
野
分

（
1）嵐

雛
助

な
し

龍
の
丸
文
柄
着
物
　
襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

総
髪

006-0599
豊
国
（
３
）

嘉
永
５

江
戸
・
な
し

伊
賀
式
部
之
丞
光
宗
之
霊

（
4）中

村
歌
右
衛
門

光
宗
之
霊

着
物
と
襟
襞
同
柄
　
華
鬘
紐

王
子
　
幽
霊
が
小
忌
衣
を
着
る

100-3002
豊
国
（
３
）

嘉
永
５

河
原
崎
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
3）嵐

璃
寛

曾
我
入
鹿

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐
　
長
袴

王
子
　
檜
扇

100-3788
豊
国
（
３
）

嘉
永
５

河
原
崎
座

奥
州
安
達
原

（
8）市

川
団
十
郎

八
幡
太
郎
義
家

襟
・
襞
襟
同
柄
　
指
貫
　
華
鬘
紐
　

髷
201-1064

豊
国
（
３
）

嘉
永
５

な
し

里
見
八
犬
伝

（
3）関

三
十
郎

　
山
勘
解
左
衛
門

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

総
髪

201-3089
国
貞
（
２
）

嘉
永
５

大
坂
・
見
立

八
犬
伝
　
犬
の
艸
紙
の
内

（
1）坂

東
竹
三
郎

足
利
成
氏

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

総
髪
　
中
啓
　

201-3092
国
貞
（
２
）

嘉
永
５

大
坂
・
見
立

八
犬
伝
　
犬
の
草
紙
の
内

（
7）市

川
高
麗
蔵

山
下
柵
左
衛
門
定
包

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

髷
201-4306

国
貞
（
２
）

嘉
永
５

河
原
崎
座

妹
背
山
婦
女
庭
訓

（
3）嵐

璃
寛

曾
我
入
鹿

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐
　
袴

総
髪
　
檜
扇

006-0128
豊
国
（
３
）

嘉
永
５

江
戸
・
な
し

な
し

（
3）助

高
屋
高
助

小
田
春
永

襟
・
襞
襟
同
柄

006-1179
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

江
戸
・
な
し

な
し

右
側
の
女
性

？
襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

女
性
が
小
忌
衣
を
着
る

100-4625
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

市
村
座

御
所
桜
堀
川
夜
討

（
1）大

谷
友
松

義
経

笹
竜
胆
模
様
の
着
物
　
襟
・
襞
襟
同
柄

エ
ビ
茶
筅
髷
　
中
啓

100-6851
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

河
原
崎
座

し
ら
ぬ
ひ
譚

（
1）嵐

冠
五
郎

宗
原
逸
斎

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

エ
ビ
茶
筅
髷

100-6859
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

河
原
崎
座

し
ら
ぬ
ひ
譚

（
3）嵐

璃
寛

室
田
貞
行

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

エ
ビ
茶
筅
髷

201-2187
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

江
戸
・
な
し

釈
八
相
（
出
城
の
場
面
）

（
2）片

岡
我
童

悉
達
太
子

襟
・
襞
襟
同
柄
　

100-7975「
田
舎
源
氏
」
に
似
す

100-7978
豊
国
（
３
）

嘉
永
６

江
戸
・
見
立

釈
八
相

（
3）岩

井
粂
三
郎

悉
達
太
子

襟
・
襞
襟
同
柄
　
華
鬘
紐

脇
息

001-0951は
春
好
に
よ
る
文
化
十
三
年
大
坂
角
座
　
蘇
我
入
鹿
  入
鹿
大
臣（
３
）中
村
歌
右
衛
門
の
役
者
絵
も
存
在
。
檜
扇
・
螺
髪
の
王
子
、
襞
襟
つ
き
小
忌
衣
（
上
方
浮
世
絵
館
蔵
）　
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

と
足
利
光
氏
が
小
忌
衣
を
着
し
て
い
る
）
55
（

。
一
九
世
紀
半
ば
に
は
小
忌
衣
は
貴
人

の
部
屋
着
と
し
て
定
着
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
（
表
３
で
は
安
政
以
降
は

省
い
て
い
る
が
、
江
戸
末
期
に
は
女
性
や
子
供
の
小
忌
衣
姿
も
現
れ
、
広
範
囲
な
利

用
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
56
（

）。

　　
ｆ
．
天
皇
を
め
ぐ
る
衣
裳
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

　
異
人
や
異
国
性
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
小
忌
衣
が
直
截
に
、
ま
た
は
部

分
的
に
応
用
さ
れ
、
役
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
舞
伎
衣
裳
へ
と
受
容
さ
れ
て
い
く

過
程
を
様
々
な
資
料
を
も
と
に
探
っ
た
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
歌
舞
伎
衣
裳
の
小
忌
衣
は
朝
儀
の
再
興
と
い
う
時
事
的

話
題
に
喚
起
さ
れ
考
案
さ
れ
た
衣
裳
で
、
襞
襟
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
異
人
の

イ
メ
ー
ジ
を
内
在
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
貴
人
性
を
あ
ら
わ
す

た
め
に
装
飾
性
が
増
し
、
高
位
の
公
家
や
武
士
の
部
屋
着
と
し
て
様
式
化
さ
れ

て
い
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
黄
檗
宗
の
存
在
や
町
火
消
制
度
が
馬

つ
き
四
天
の
衣
裳

製
作
を
促
し
た
よ
う
に
、
小
忌
衣
も
江
戸
時
代
の
政
治
・
社
会
的
事
件
に
無
関

心
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
し
か
し
巧
妙
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
庶

民
の
想
像
力
を
か
き
た
て
た
の
で
あ
っ
た
。

　
小
忌
衣
の
呼
称
が
い
つ
頃
か
ら
一
般
的
に
な
っ
た
か
を
正
確
に
限
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
と
述
べ
た
が
、
確
か
に
江
戸
時
代
で
は
明
確
に
表
記
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
で
は
庶
民
は
天
皇
を
め
ぐ
る
事
象
が
何
と
な

く
近
寄
り
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　『
歌
舞
妓
年
代
記
』
の
な
か
に
は
天
皇
を
巡
る
歌
舞
伎
狂
言
の
記
事
も
含
ま

れ
る
。
表
４
を
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
の
だ
が
、
天
皇
に
名
を
か
り
た
歌
舞

伎
は
近
世
に
多
く
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
太

平
記
』
に
発
し
、
大
塔
宮
や
後
醍
醐
天
皇
を
め
ぐ
る
歌
舞
伎
狂
言
が
多
く
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
驚
か
さ
れ
る
歌
舞
伎
狂
言
は
、
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
の
桐
座
顔
見
世
「ぎ

銀ん
せ

積か
い

松ま
つ

行に
ゆ

平き
ひ

」ら

で
あ
る
。
宗
十
郎
扮
す
る
惟

喬
親
王
が
王
位
を
奪
お
う
と
し
て
即
位
の
最
中
に
紫
宸
殿
に
踏
み
込
ん
で
あ
ば

れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
大
評
判
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
と
き
の
惟
喬
親
王
の
衣
裳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る

こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
簡
易
な
狩
衣
だ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
「
菅
原

伝
授
手
習
鑑
」
の
藤
原
時
平
の
よ
う
な
雲
立
涌
文
様
の
直
衣
を
着
て
い
た
の
か
。

そ
れ
と
も
大
嘗
会
に
天
皇
が
装
着
す
る
衣
冠
・
束
帯
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も

江
戸
時
代
、
天
皇
が
即
位
式
に
着
さ
れ
た
中
国
ス
タ
イ
ル
の
衣
裳
、
大
袖
だ
っ

た
ろ
う
か
。
衣
裳
の
記
載
が
な
い
の
で
な
ん
と
も
判
断
で
き
な
い
が
お
お
い
に

興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　
内
山
美
樹
子
氏
は
「
演
劇
史
の
中
の
天
皇
制
」
で
「
近
世
の
演
劇
文
化
に
と

っ
て
天
皇
の
存
在
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
近
世
は
天
皇
が
民
衆
に
直
接
権
力

を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
近
世
民
衆
は
天
皇
に
対
し
、
ま
っ
た
く
無

関
心
で
あ
っ
た
と
の
説
に
は
、
文
化
史
的
視
点
か
ら
従
い
が
た
い
）
57
（

」
と
述
べ
る

が
、
大
評
判
を
と
っ
た
こ
の
「
銀
積
松
行
平
」
の
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
庶
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民
が
天
皇
即
位
式
や
大
嘗
祭
と
い
っ
た
朝
儀
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ

く
も
な
い
。
そ
し
て
歌
舞
伎
狂
言
に
則
し
た
特
異
な
衣
裳
も
庶
民
の
目
を
驚
か

せ
、
楽
し
ま
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
小
忌
衣
の
成
立
過
程
を
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
意
図
に
基
づ
い
て
衣
裳
創
作
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
十
分
理
解
さ
れ
る
。

５
　
蝦
夷
錦
と
厚
司

　
ａ
．
海
外
の
情
報
と
衣
裳

　
歌
舞
伎
衣
裳
の
成
り
立
ち
で
は
、
馬

つ
き
四
天
や
小
忌
衣
は
中
国
や
オ
ラ

ン
ダ
と
の
海
外
交
易
の
影
響
を
受
け
た
が
、
北
方
地
域
と
り
わ
け
蝦
夷
地
の
影

響
も
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
本
章
で
は
蝦
夷
錦
と
厚
司

に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。

　
江
戸
中
葉
か
ら
、
松
前
か
ら
日
本
海
廻
り
の
北
前
船
で
大
坂
か
ら
京
都
へ
と

つ
な
が
っ
た
海
上
交
通
が
あ
っ
た
。
松
前
径
路
と
も
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
北
京

　
満
州
　
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
　
蝦
夷
地
そ
し
て
松
前
に
到
る
交
易
路
で
あ
る
。

北
前
船
か
ら
は
昆
布
を
は
じ
め
海
産
物
が
蝦
夷
地
か
ら
運
ば
れ
た
が
、
異
国
の

衣
裳
も
と
も
に
運
ば
れ
た
。
こ
れ
が
蝦
夷
錦
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
寸
法
直
し
し

た
も
の
は

園
祭
の
懸
装
品
と
し
て
残
存
す
る
。

　
蝦
夷
錦
と
は
中
国
で
「
龍ろ
ん

袍ぱ
お

」「
蟒ま
ん

袍ぱ
お

」
と
称
し
た
清
朝
貴
人
の
官
服
の
こ

と
で
、
異
民
族
へ
の
下
賜
品
と
さ
れ
、
松
前
へ
も
貴
重
な
交
易
品
と
し
て
持
ち

込
ま
れ
た
。
こ
の
豪
華
な
綴
織
の
蝦
夷
錦
が
歌
舞
伎
衣
裳
の
な
か
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
蝦
夷
錦
と
お
ぼ
し
き
衣
裳
は
『
歌
舞
妓
年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）、
桐
長
桐
座
顔
見
世
「む

雪つ
の
は

伊な
い

豆づ
の

幡は
た

揚あ
げ

」
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
平

時
忠
を
演
じ
る
中
村
仲
蔵
の
衣
裳
は
、「
秦
の
始
皇
帝
の
装
束
、
唐
冠
に
て
暫

の
う
け
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
表
４
参
照
）。
蝦
夷
錦
を
着
た
と
い
う
説
明
は

な
い
が
、
腰
に
紐
が
結
ば
れ
て
い
た
姿
は
ま
さ
し
く
蝦
夷
錦
の
装
束
で
あ
る

（
図
18
）。

『
歌
舞
妓
年
代
記
』
に
は
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
中
村
座
「
百
萬
騎
兵
太

平
記
」
で
三
甫
右
衛
門
扮
す
る
足
利
尊
氏
が
「
唐
土
の
大
王
の
形
」
を
し
、
宝

暦
七
年
（
一
七
五
七
）
森
田
座
「
真
鶴
平
家
物
語
」
の
宗
十
郎
扮
す
る
清
盛
が

「
魏
の
曹
操
の
い
で
た
ち
に
て
」
と
あ
る
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
中
村

粂
太
郎
座
「
け
い
せ
い
桜
城
砦
」
の
市
川
団
蔵
扮
す
る
勇
助
役
の
と
こ
ろ
で
は

「
勇
助
お
い
た
る
箱
の
中
よ
り
唐
冠
装
束
を
出
し
、
先
祖
は
大
明
皇
帝
の
末
と

物
語
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
実
際
の
衣
裳
が
提
示
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
、
中
国
の
服
装
で
あ
る
朝
袍
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
皇
帝
衣
裳
の

文
様
が
そ
の
ま
ま
全
部
縫
い
取
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
蝦
夷

錦
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
唐
冠
装
束
と
い
う
言
葉
か
ら
お
そ
ら
く
は

蝦
夷
錦
か
そ
れ
に
似
た
も
の
を
着
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
お
な
じ
く
『
歌
舞
妓
年
代
記
』
に
は
、
寛
政
三
年
中
村
座
の
「
二に

代だ
い

源げ
ん

氏じ

押お
し

強の
つ

弓よ
ゆ

」み

に
谷
村
虎
蔵
扮
す
る
絹
売
彌
市
役
の
衣
裳
が
、「
お
も
て
は
萌
黄
の
唐

人
羅
紗
裏
は
紺
地
の
蝦
夷
錦
と
い
い
ひ
し
は
此
時
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
衣
裳
が
注
目
さ
れ
、
虎
蔵
は
二
代
目
大
谷
友
右
衛
門
に
出
世
し
た
。
観
客
が
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唐
人
羅
紗
の
蝦
夷
錦
に
驚
い
た
わ
け
で
、
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
で
は
お
そ
ら
く

こ
の
蝦
夷
錦
が
歌
舞
伎
衣
裳
着
用
初
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
一
八
世
紀
末
期
に
は
蝦
夷
錦
が
歌
舞
伎
に
着
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で

き
る
。

　
こ
こ
で
蝦
夷
地
探
検
と
歌
舞
伎
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
い
。
最
上
徳

内
が
天
明
五
年
か
ら
六
年
に
蝦
夷
地
を
探
検
し
、
国
後
、
択
捉
、
得う
る
つ
ぷ撫
島
を
調

査
し
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）『
蝦
夷
草
紙
』
を
記
し
た
。
こ
の
年
大
坂
で

は
九
月
中
の
芝
居
で
「
け
い
せ
い
蝦
夷
錦
」
が
上
演
さ
れ
、
て
つ
ま
へ
的
の
介
、

つ
が
る
三
平
と
い
っ
た
蝦
夷
に
ち
な
ん
だ
役
名
が
見
ら
れ
る
）
58
（

。

　
蝦
夷
地
で
は
寛
政
元
年
、
ア
イ
ヌ
の
反
乱
蜂
起
（『
寛
政
蝦
夷
地
反
乱
取
調
日

記
』）
が
あ
っ
た
し
、
同
四
年
、
ロ
シ
ア
軍
艦
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
号
が
漂
流
民
大

黒
屋
光
太
夫
を
護
送
し
て
根
室
に
入
港
し
、
蝦
夷
地
が
に
わ
か
に
騒
然
と
し
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
か
ら
民
衆
の
関
心
が
蝦
夷
地
に
向
け
ら
れ
、

そ
れ
を
受
け
た
歌
舞
伎
狂
言
が
生
ま
れ
た
。「
役
者
恵
宝
参
」
の
筋
書
き
は
、

蝦
夷
地
の
あ
ざ
ら
し
入
道
が
天
下
を
伺
う
謀
反
人
と
な
っ
て
事
件
を
起
こ
す
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
異
国
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
事
件
や
事
物
が
庶
民
の

関
心
を
引
き
、
そ
れ
が
歌
舞
伎
狂
言
の
演
目
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
ろ

う
。
異
国
と
い
う
意
味
で
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
顔
見
世
狂
言 

「
四し

て
ん
の
う
も
み
じ
の
え
ど
ぐ
ま

天
王
楓
江
戸
粧
」
に
は
、
貧
窮
し
た
公
家
に
陰
間
を
斡
旋
す
る
や
り
て
婆

が
い
る
が
、
そ
の
役
名
は
サ
ボ
テ
ン
婆
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
『
歌
舞
妓
年
代

記
』
に
は
、
同
年
の
河
原
崎
座
で
の
「
天て

ん

竺じ
く

徳と
く

兵べ

衛え
い

　こ
く

噺ば
な
し」

に
座
頭
徳
市
が
木

琴
を
打
っ
て
唄
っ
た
と
あ
る
。
木
琴
も
海
外
か
ら
の
器
物
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
海
外
の
珍
し
い
事
物
な
ら
な
ん
で
も
貪
欲
に
歌
舞
伎
の
な
か
へ
吸
収
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
ち
な
み
に
こ
の
「
天
竺
徳
兵
衛
　
噺
」
で
の
徳
兵
衛
の
衣
裳
は
「
異
国
の
ア

ツ
シ
の
上
に
上
下
を
着
て
出
る
」（
表
４
参
照
）
と
あ
る
。
ア
ツ
シ
は
厚
司
の

こ
と
で
あ
る
。

　　
ｂ
．
厚
司
の
意
味
す
る
も
の

　
厚
司
は
ア
イ
ヌ
語
で
ア
ッ
ト
ゥ
シ
が
訛
っ
た
言
葉
で
、
オ
ヒ
ョ
ウ
、
シ
ナ
な

ど
の
樹
皮
を
柔
ら
か
く
し
て
繊
維
を
細
く
割
い
て
麻
の
よ
う
な
糸
に
し
、
紡
い

で
衣
料
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
筒
袖
、
衽
な
し
で
、
膝
丈
の
長
さ
に
仕
立
て
る
。

図18　「雪伊豆幡揚」平時忠に扮する中村仲蔵
（鳥亭焉馬『歌舞妓年代記』天明6、419頁）
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表４　『歌舞妓年代記』（烏亭焉馬著）に記される異国風俗、天皇関係、流行、気になるせりふや語彙

頁 年 座 演目 役者 役柄 風俗、せりふ回し
45～ 46 享保2 森田座 大福帳のせりふ 2代目市川団十郎 宣旨、「是ぞ君臣和合の文字。紫宸殿のてっぺんに」
54 享保4 森田勘弥座 家の狂言「仏舎利」2代目市川団十郎 挿絵　異国武人スタイル
77 享保12 顔見世中村座 八棟太平記 2代目市川団十郎 大塔の宮 金冠白衣

80 享保15 森田座 東山長生殿 市川門之助
「此門之助はひゐき多く女中は衣裳簪に紋を付けること専ら也 予一二三の比
まで男の腕に○に一の下に市川門之助命と刺し。年寄幾人も見しなり」

92 享保15 中村座 名月五人男 2代目市川団十郎 雷庄九郎 名寄のせりふ「天ぴつかり地むぐり天皇の御製を直し」
126 享保21 市村座 混源七小町 海老蔵 海老蔵改名故病後羽織を着て

184 寛保3 中村座 船貢太平記
廣治 足利尊氏
茂平治 後醍醐天皇
四郎五郎 大塔宮

189 ～
190

寛保6 春中村座 硬末源氏
「江戸男立の親分は幡随院長兵衛大谷広治。大坂男立恋塚組。やいこの千太市川助五
郎」「大坂男立の親分恋塚門兵衛市川海老蔵」「小姓梅之丞に玉沢才治。梅之丞へむた
いに衆道をいひかけ。恋塚の門兵衛と出入立会のところ大評判大当たりなり」

195 延享元年 中村座 花鳥太平記 中村勝十郎 大とうのみや

199 延享3 市村座 一富清和年代記 荻野伊三郎 浦島四郎
「この狂言幕毎に出て年号は何、時の武将誰。何帝の御宇。何代目の浦島に
罷なり奉ると幕の外へ出。口上に述る。めずらしき事ゆゑ。大評判大入り也。
中にも板東彦三郎當り也」（浦島四郎は貴人の裳束だが、小忌衣ではない）

202 延享4 粂太郎座 いろは軍団
大岸宮内の大当たりなり。是を見て、竹本座浄瑠璃に、竹田出雲作にて、「仮名手本
忠臣蔵」後寛延元年辰8月14日より、興業す。今に芝居の独参湯となる

219 寛延2 中村座 仮名手本忠臣蔵
去年辰の8月。大坂竹本座新浄瑠璃操大当たりゆゑ、江戸歌舞妓三芝居ともに
興業す

223 寛延2 市村座 凱旋太平記
中島三甫右衛門 守國親王
大塔の宮

238 宝暦2 中村座 本領鉢木染
松本幸四郎 秋田城之助

坤天儀を以て天文を考みるに、流星のおちんとして宙滞するを怪しむ所。古
今の大でき。當年実事にて大當り

三甫右衛門 宗高親王 金冠白衣　

246 宝暦4 中村座 百萬騎兵太平記
海老蔵 しの塚伊賀の守
坂田半五郎 村雲の王子
三甫右衛門 足利尊氏 唐土の大王の形

250 宝暦5 市村座 由良千軒つきの港 松本幸四郎 人買山岡太夫 岩戸香といふ新製白粉を売始幸四郎口上披露そして富に出す

261 ～
262

宝暦6 中村座 将門裳束榎
三甫右衛門 朱雀天皇 3種の神器を奪取官女をしめ殺さんとする所へ暫にての出也

市川団十郎
加藤兵衛尉重
光

頭には金柚子の冠をいたゞき身には金龍の衣を纏ひ。百位百官五位六位

262 宝暦7 森田座 真鶴平家物語 宗十郎 清盛 魏の曹操のいでたちにて

284 宝暦10 中村座 生姜市顔見世祭
宗十郎 大友の王子
七三郎 藤原鎌足 作者二三治大でき大評判
嵐富十郎 持統天皇

286 宝暦10 中村座 江戸紫根本曾我
彦三郎 五郎時宗 五郎に横恋慕し願ひかなはねば。
幸四郎 京の君 心中見すると五郎が指を喰切ところおそろし。何れも大當たり

309 明和3 市村座 仮名手本忠臣蔵 中村仲蔵 定九郎 黒き小袖一ツ着たる也。大評判大當にて今にいたりても此風をまなぶ
312 明和5 4代目市川団十郎 悪七兵衛景清 （挿絵）馬 付き四天を着る
316 明和6 中村座 天竺徳兵衛故郷取楫 4代目市川団十郎
338 安永2 中村座 大日本伊勢神風 海老蔵 七草四郎本名和藤内三官

340 安永2 中村座 けいせい片岡山
門之助 聖徳太子 今年攝州四天王寺聖徳太子。
3代目中村七三郎 弟宮豊明親王 湯島にて開帳あるに付三座ともに狂言に取組
三甫右衛門 物部守屋

342 安永2 中村座
御贔屓勧進帳 大谷広次 直井左衛門 「待世々顔見世のお定まり。赤い男にくろんぼう珊瑚珠とりをみるやうな」
浄瑠璃〔色手綱
恋の関札〕

富本志太夫 ・ 
富本伊津喜太夫

「ぼってりものゝ後ろかげ」トいうせりふ。見物の評判よく、皆覚えて是をいふ

398 天明4 市村座
けいせい帷子が
辻〔東鹿子娘道
成寺〕

中村仲蔵 天竺徳兵衛
唐いしやうにて天竺徳兵衛とは仮の名誠は唐土の臣下相夫官と名乗て、先帝
太子を抱き現出、　の の捕手蛇形にならび花やか。大でき評判よし

大谷広次 十六夜坊
松本幸四郎 名月坊

404 天明4
市村座名代
替桐長桐座

謡いもの　馬 那須与一　大鼓（図　女帝の冠）

407 天明5 森田座 曙草峯天女嫁入 勘左衛門 大友の王子
418 天明6 桐長桐座顔見世 雪伊豆幡揚 中村仲蔵 平時忠 秦の始皇帝の裳束・唐冠にて暫のうけ（図18）
420 天明6 中村座顔見世 雲井花吉野壮士 尾上松助 足利尊氏・大塔の宮の亡霊 金冠白衣

429 天明７ 中村粂太郎座 けいせい桜城砦 市川団蔵 勇助
「勇助せおいたる箱の中より唐冠裳束を出し、先祖は大明皇帝の末と物語る」「冠裳
束を着し先祖を知ったる上は、今改めて謀反人となりて、天下を覆さんといふに」

452 寛政２ 中村座 忠孝両国織 伊勢ぬけ参り、神隠し、西国順礼、四国遍路を狂言にもりこむ

459 寛政２ 市村座 岩磐花峯楠 宗十郎（3役）
大塔の宮守儀親王
西国順礼坪坂の正作実は帯刀正行

奴きの平実は妻鹿孫三郎

465 寛政3 中村座顔見世 二代源氏押強弓 谷村虎蔵 絹売彌市
「おもては萌黄の唐人羅紗裏は紺地の蝦夷錦」といひしは此時なり。是より
して虎蔵見物の目に留り出世して二代目大谷友右衛門となり」

501 寛政5 河原崎座顔見世 花麗源氏花咲門 勘左衛門 髭黒の皇子

507 寛政6 対面織物のつらね こま蔵
桜田治助述　こま蔵「和漢の絹布織物の。品類多きその中に錦は蜀江蝦夷高
麗呉郡の綾織金天鵞絨」異国張

528 寛政8 桐座顔見世 銀積松行平 宗十郎 惟喬親王

「御即位の所へあばれ込るゝ場。花道より憤怒の相をあらはしての出。其眼中誠に威
あって猛くおそろし。青公家原をけちらし、義式の旗を引さき捨て高階へ片足をかけ
て、百司百官をにらみたる勢ひ冷じく、此色悪他に仕人はなし。夫より染殿の皇后喜
太郎を捻ふせ、無体のねんぼに王位を奪んとして、穽へ入らるゝまで、怒気天をつく
の仕内めざましく新しき狂言。三立目一の出来大評判大當り。

529 ～
533

寛政８
顔見世都
座

清和二代大寄
源氏

市川蝦蔵一世一代の狂言「（略）桓武天皇の5代の後胤。平親王将門が嫡男。
相馬太郎とはおれが事だ」

676 文化元年 河原崎座 天竺徳兵衛　噺 尾上松助（3役）
天竺徳兵衛 徳兵衛の衣裳「異国のアツシの上に上下を着て出る」
実は宗観一子大日丸 「松介四てんの形にて宗観が首を提げ高笑いにて幕」
田舎座頭徳都 「次に座頭徳市にて出。木琴を打て唄をうたふ」

（立川談州楼焉馬『花江都歌舞妓年代記』鳳出版、1976）
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そ
の
着
物
の
上
に
ア
イ
ヌ
独
特
の
文
様
で
あ
る
括
弧
文
や
渦
巻
文
な
ど
の
文
様

を
左
右
対
称
に
縫
い
つ
け
る
。
ケ
ル
ト
文
様
に
似
た
括
弧
文
は
日
本
で
は
ま
ず

見
か
け
な
い
文
様
で
、
樹
皮
色
の
地
に
紺
木
綿
で
纏ま
つ

ら
れ
る
。
括
弧
紋
な
ど
を

ア
ッ
プ
リ
ケ
の
よ
う
に
縫
い
つ
け
た
厚
司
は
ア
イ
ヌ
の
晴
着
、
平
常
着
で
あ
る
。

東
北
の
西
海
岸
地
方
の
漁
師
の
仕
事
着
も
や
は
り
厚
司
と
言
う
。
漁
師
の
衣
料

は
麻
や
藤
で
で
き
て
お
り
、
ゴ
ワ
ゴ
ワ
し
た
材
質
で
あ
る
が
、
潮
風
や
寒
さ
を

除
け
る
に
は
十
分
に
そ
の
機
能
を
果
た
し
た
。

　
厚
司
は
蝦
夷
錦
と
同
じ
く
蝦
夷
地
と
の
交
易
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

蠣
崎
破
響
の
描
い
た
ア
イ
ヌ
首
長
の
画
は
当
時
、
人
気
が
あ
り
写
本
が
出
回
っ

て
い
た
）
59
（

。
庶
民
が
日
頃
か
ら
馴
染
ん
で
い
る
生
活
百
科
や
占
い
手
引
き
書
で
あ

る
『
嘉
永
大
雑
書
』
に
も
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
交
歓
風
景
が
描
か
れ
て
い
る

（
図
19
）。
人
々
は
挿
絵
に
あ
る
ア
イ
ヌ
の
入
れ
墨
し
た
顔
に
驚
き
、
日
本
で
は

見
か
け
な
い
厚
司
の
文
様
に
興
味
を
注
が
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
の
情

報
が
庶
民
階
層
に
も
知
ら
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
、
ア
イ
ヌ
＝
異
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
焼
き
つ
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
鶴
屋
南
北
作
「
天
竺
徳
兵
衛
　
噺
」
で
、
徳
兵

衛
に
扮
し
た
尾
上
松
助
が
厚
司
を
着
て
登
場
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な
話
題
性
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
厚
司
も
蝦
夷
錦
と
同
じ
く
異
国
趣
味
を
表
象
し
た

も
の
と
し
て
個
性
あ
る
役
柄
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
厚
司
は
異
人
を
強
調
す
る
ば
か
り
で
な
く
水
を
連
想
さ
せ
る
職
業

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
表
１
か
ら
も
わ
か
る
が
、
天
竺
徳
兵
衛
の
ほ
か
に
安

政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
河
竹
黙
阿
弥
作
「
花さ

街と

模も
よ

様う
あ

薊ざ
み

色の
い

縫ろ
ぬ
い（

小
袖
曾
我
薊
色

縫
）（
十
六
夜
清
心
）」
の
俳
諧
師
（
実
は
大
泥
棒
大
寺
庄
兵
衛
）
が
白
魚
船
に
乗

っ
て
現
れ
る
と
き
は
白
厚
司
長
半
纏
で
あ
る
。「
義
経
千
本
桜
」
の
渡
海
屋
銀

平
（
実
は
平
知
盛
）
や
入
江
丹
蔵
も
船
頭
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
と
も
に
厚
司

姿
で
あ
る
。
最
近
の
例
で
は
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
四
月
「
隅す

み

田だ
が

川わ
ご

続に
ち
の
お

俤も
か
げ

（
法
界
坊
）」
平
成
中
村
座
で
は
渡
し
守
お
賤
が
芝
翫
縞
の
厚
司
を
着
て
い

た
し
、
蜷
川
幸
雄
演
出
「
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｗ
Ａ
十
二
夜
」
の
平
成
二
一
年
の
予

告
写
真
で
は
、
市
川
段
四
郎
演
じ
る
舟
長
の
磯
右
衛
門
の
衣
裳
は
厚
司
で
あ
る
。

船
頭
役
に
厚
司
が
定
着
し
た
こ
と
の
一
例
で
あ
る
。
役
柄
全
部
を
渉
猟
し
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
断
定
は
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
水
辺
や
海
に
関
係
す

る
役
柄
や
漁
師
役
や
船
頭
役
な
ど
に
厚
司
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
八
世
紀
の
江
戸
時
代
の
蝦
夷
地
と
の
交
易
に
端
を
発
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

　　
ｃ
．
歌
舞
伎
衣
裳
に
取
り
込
ま
れ
た
蝦
夷
錦
と
厚
司

　
馬

つ
き
四
天
や
小
忌
衣
は
、
も
と
あ
る
衣
裳
の
う
え
に
別
の
部
位
の
も
の

を
加
え
、
変
形
さ
せ
た
。
改
造
衣
裳
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
創
作
衣
裳
と
も
見

な
せ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
蝦
夷
錦
や
厚
司
は
本
来
の
形

状
を
あ
ま
り
崩
さ
ず
に
活
か
し
た
衣
裳
で
あ
る
が
、
実
物
を
そ
の
ま
ま
歌
舞
伎

衣
裳
に
借
用
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
理
由
に
蝦
夷
錦
は
下
賜
品
で
あ
り

歌
舞
伎
役
者
が
直
接
手
に
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
、
厚
司
も
新
品
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な
ら
と
も
か
く
、
使
い
古
さ
れ
た
厚
司
は
襤
褸
に
近
い
で
あ
ろ
う
し
到
底
利
用

で
き
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
来
の
蝦
夷
錦
　
清
代
官
人
の
着
て
い
た
朝
袍
　
の
袖
は
馬
蹄
袖
で
あ
る
。

歌
舞
伎
衣
裳
で
使
用
さ
れ
た
も
の
は
筒
袖
で
あ
っ
た
。
下
賜
さ
れ
る
中
国
官
服

に
は
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
十
二
章
　
日
、
月
、
星
辰
、
山
、
龍
、
華

虫
、
黼ふ

、
黻ふ

つ

、
宗そ

う

彝い

、
藻
、
火
、
粉
米
を
配
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
以
外

の
八
仙
棒
寿
の
文
様
が
描
か
れ
る
。
蝦
夷
錦
に
も
八
宝
文
と
波
濤
文
（
立
水
波

濤
、
海
水
江
崖
）
を
置
き
、
そ
こ
に
五
彩
の
暈
繝
模
様
に
な
っ
た
雲
文
が
あ
し

ら
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
を
応
用
し
た
も
の
で
は
「
助
六
由
縁
江
戸
桜
」
の
髭
の

意
休
の
衣
裳
に
、
雲
龍
に
波
柄
を
意
匠
に
し
た
平
袖
羽
織
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
蝦
夷
錦
の
意
匠
の
う
ち
、
特
徴
あ
る
模
様
や
目
立
つ
意
匠
を
選
び
刺

し

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
附
帳
』
に
は
蝦
夷
錦
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
厚
司
に
つ
い
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
古
着
で
は
使
い
物
に
な
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
新
品
で
も
本
来
の
ゴ
ワ
ゴ
ワ
し
た
固
い
植
物
繊
維
の
粗

服
が
そ
の
ま
ま
歌
舞
伎
衣
裳
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

金
襴
や
綴
錦
と
い
っ
た
絹
織
物
の
上
に
、
識
別
し
や
す
い
括
弧
文
を
ア
ッ
プ
リ

ケ
の
よ
う
に
か
が
り
つ
け
刺

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
異
国
や
異
人
に
対
す
る
関
心
が
蝦
夷
錦
や
厚
司
を
歌
舞
伎
衣
裳
へ
と
い
ざ
な

っ
た
が
、
ど
ち
ら
の
衣
裳
も
技
術
的
に
取
り
込
み
や
す
い
箇
所
や
観
客
が
見
て

分
か
り
易
い
文
様
の
刺

を
配
置
さ
せ
、
歌
舞
伎
衣
裳
へ
と
改
良
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
本
来
の
歌
舞
伎
の
内
容
を
さ
ら
に
視
覚
的
に
あ
る
い
は
効
果
的

に
映
し
出
す
も
の
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

６
　
お
わ
り
に

　
歌
舞
伎
衣
裳
の
中
か
ら
、
馬

つ
き
四
天
や
小
忌
衣
、
蝦
夷
錦
や
厚
司
を
取

り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
衣
裳
が
成
立
す
る
経
緯
を
た
ど
っ
た
。
馬

つ
き
四
天
や

小
忌
衣
が
様
式
化
さ
れ
て
い
く
段
階
で
特
徴
あ
る
属
性
が
各
部
位
に
こ
め
ら
れ

た
。
そ
し
て
完
成
さ
れ
た
衣
裳
は
ま
さ
し
く
当
時
の
世
相
を
表
象
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
一
見
す
れ
ば
奇
妙
で
摩
訶
不
思
議
な
衣
裳
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

現
実
に
は
存
在
し
な
い
衣
裳
、
実
生
活
で
は
着
用
し
な
い
衣
裳
が
歌
舞
伎
衣
裳

で
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
郡
司
正
勝
氏
の
弁
を
借
り
れ
ば
、「
実
際
は
あ

り
え
な
い
衣
裳
で
あ
っ
て
も
、
内
在
化
さ
れ
た
『
意
味
す
る
も
の
）
60
（

』
が
表
現
さ

れ
た
」
衣
裳
だ
っ
た
。

　
蝦
夷
錦
や
厚
司
の
歌
舞
伎
衣
裳
導
入
に
際
し
て
も
、
お
な
じ
よ
う
に
時
代
性

を
巧
み
に
取
り
込
み
、
原
形
を
忠
実
に
写
し
と
り
な
が
ら
も
洗
練
化
さ
せ
た
と

図19　アイヌとの饗応（『三世相解
嘉永大雑書』嘉永4、7丁オ）個人蔵
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歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

こ
ろ
に
特
徴
が
み
ら
れ
た
。

八
七
〜
一
三
三
頁
。

（
９
）　
曲
廬
菴
主
人
『
三
座
例
遺
誌
』『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
所

収
、
三
一
書
房
、
一
九
七
七
、
三
〇
三
〜
三
〇
四
頁
。
演
芸
珍
書
刊
行
会
、

『
演
劇
文
庫
』
第
一
巻
所
収
、
一
九
一
四
、
三
九
〜
四
〇
頁
。

（
10
）　
篁
竹
里
著
・
初
代
歌
川
豊
国
画
「
絵
本
戯
場
年
中
鑑
」（『
歌
舞
伎
の
文

献
・
七
』『
芝
居
年
中
行
事
集
』
所
収
）、
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
芸
能
調
査
室
、

一
九
七
六
、
一
六
三
頁
。

（
11
）　「
絵
本
戯
場
年
中
鑑
」
の
衣
裳
小
道
具
は
「
壺
織
　
長
絹
　
大
口
　
陣
羽

織
　
網
襦
袢
同
小
手
　
筋
金
の
す
ね
あ
て
　
四
て
ん
　
小
手
臑
当
　
毛
沓
　
半

切
　
胴
丸
　
鋲
打
鉢
巻
　
な
い
ま
せ
　
鬘
鉢
巻
　
由
縁
の
は
ち
ま
き
　
さ
る
ま

た
　
病
鉢
巻
　
は
ね
襷
　
ピ
ン
ト
コ
　
僧
頭
巾
　
拍
子
木
　
六
部
の
頭
巾
　
竜

神
巻
　
う
り
か
わ
け
し
ぐ
ゝ
り
　
縫
ぐ
る
み
　
坊
主
」。「
楽
屋
図
会
拾
遺
」

（
船
越
政
一
郎
編
集
校
訂
『
浪
速
叢
書
』
第
一
五
巻
所
収
、
浪
速
叢
書
刊
行
会
、

一
九
二
七
）
の
衣
裳
目
録
は
「
着
付
　
裲
襠
　
帯
　
指
込
　
重
付
　
仕
懸
　
胴

襦
袢
　
脱
懸
　
差
抜
　
狩
衣
　
大
口
　
素
袍
　
大
紋
　
龍
頭
巻
　
長
絹
　
胴
丸

　
鎖
胴
丸
　
鎧
袖
　
千
早
　
鬘
鉢
巻
　
半
切
　
唐
衣
　
襟
袈
裟
　
仁
王
綿
襷
　

絹
省
　
木
綿
省
　
黒
頓
　
猿
股
　
下
　
鎧
　
剣
鋒
」。『
年
中
鑑
』
に
あ
っ
て

『
拾
遺
』
に
な
い
も
の
や
そ
の
反
対
も
い
く
つ
か
は
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た

『
年
中
鑑
』
の
ピ
ン
ト
コ
が
『
拾
遺
』
で
は
襟
袈
裟
と
い
う
よ
う
に
、
語
彙
の

違
い
は
あ
る
が
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。

（
12
）　『
法
令
集
成
』
二
三
一
〜
二
三
二
頁
。

（
13
）　
吉
田
節
子
編
『
続 

江
戸
歌
舞
伎
法
令
集
成
（
以
下
『
続 

法
令
集
成
』
と

略
す
）』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
、
三
六
二
頁
。
現
代
も
『
奥
州
安
達
原
』
第

三
幕
目
第
三
場
で
安
部
宗
任
は
織
物
四
天
を
着
る
（
松
竹
衣
裳
株
式
会
社
『
歌

注（
１
）　
苗
村
丈
伯
『
女
重
宝
記
』（
元
禄
五
年
、
一
六
九
二
）、
七
丁
オ
、
大
阪
府

立
中
之
島
図
書
館
蔵
。

（
２
）　
武
陽
隠
士
『
世
事
見
聞
録
』（
文
化
一
三
年
、
一
八
一
六
）、
岩
波
文
庫
、

一
九
九
四
、
三
四
六
頁
。

（
３
）　
服
部
幸
雄
『
江
戸
歌
舞
伎
の
美
意
識
』
一
九
九
六
、
平
凡
社
、
三
六
〜
三

七
頁
。

（
４
）　
龍
神
巻
は
左
袖
は
芯
を
い
れ
て
四
角
に
張
る
。
上
使
・
役
人
の
役
に
多
く

用
い
ら
れ
る
。「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
」
の
源
太
、「
俊
寛
」
の
丹
左
衛
門
や
瀬
尾
、

「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
の
輝
国
な
ど
が
着
用
。
後
述
の
『
戯
場
楽
屋
図
会
拾

遺
』
で
は
龍
頭
巻
と
記
す
（
暁
鐘
成
『
雲
錦
随
筆
』
参
照
）。『
絵
本
戯
場
年
中

鑑
』
に
よ
る
と
春
日
龍
神
の
装
束
に
依
拠
、
ゆ
え
に
「
竜
神
巻
」
と
い
う
。

（
５
）　
服
部
幸
雄
ほ
か
編
『
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
三
、
四
〇
二
〜
四

〇
三
頁
。

（
６
）　
小
川
顕
道
『
塵
塚
談
』（
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
一
）
に
も
「
主
役
に
あ

ら
ざ
る
の
芸
を
勤
む
る
節
に
は
、
衣
裳
は
座
元
よ
り
渡
し
来
れ
る
よ
し
（
四
六

頁
）」
と
の
記
述
を
み
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
衣
裳
蔵
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）　
吉
田
節
子
編
『
江
戸
歌
舞
伎
法
令
集
成
（
以
下
『
法
令
集
成
』
と
略

す
）』
桜
楓
社
、
一
九
八
九
、
一
九
八
頁
。
原
典
は
『
戯
場
年
表
』
か
ら
の
引

用
と
あ
る
。

（
８
）　『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
所
収
、
三
一
書
房
、
一
九
七
三
、
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舞
伎
衣
裳
着
附
帳
』
一
九
九
一
、
一
五
二
頁
参
照
）。

（
14
）　『
続 

法
令
集
成
』
三
六
三
頁
。
と
も
に
「
市
中
取
締
類
集
　
芝
居
所
替
之

部
　
二
ノ
三
」
か
ら
の
引
用
。

（
15
）　『
続 
法
令
集
成
』
四
六
〇
頁
。「
市
中
取
締
類
集
　
芝
居
所
替
之
部
　
二

ノ
四
」
か
ら
の
引
用
。
衣
裳
見
分
は
寛
政
四
年
に
定
め
ら
れ
た
が
、
衣
裳
記
録

を
残
し
て
い
な
か
っ
た
。
天
保
一
四
年
以
降
見
分
記
録
が
残
っ
た
の
は
、
水
野

忠
邦
の
改
革
が
歌
舞
伎
関
係
に
強
く
及
ん
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

（
16
）　『
歌
舞
伎
事
典
』
四
〇
二
〜
四
〇
三
頁
。

（
17
）　
錦
織
亮
介
「
黄
檗
派
美
術
の
影
響
」『
日
本
の
近
世
』
一
二
巻
所
収
、
中

央
公
論
社
、
一
九
九
三
、
四
〇
九
〜
四
一
〇
頁
。

（
18
）　『
名
物
裂
―
渡
来
織
物
へ
の
憧
れ
』
五
島
美
術
館
、
二
〇
〇
一
、
九
〜
一

一
頁
。

（
19
）　
井
筒
雅
風
『
法
衣
史
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
四
、
二
二
一
〜
二
二
四
頁
。

（
20
）　
堀
内
寛
仁
『
真
言
宗
法
衣
法
具
解
説
』
清
栄
社
、
初
版
一
九
五
〇
（
高
野

山
出
版
社
）、
五
九
頁
。
沢
木
興
道
監
修
・
久
馬
慧
忠
編
『
袈
裟
の
研
究
』
で

は
角
帖
と
い
う
。

（
21
）　
法
制
史
学
会
編『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
巻
、
創
文
社
、
一
九
五
九
、

八
六
頁
。
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
一
巻
、
塙
書
房
、
一
九

九
四
、
三
三
七
〜
三
三
八
頁
に
も
同
様
の
触
ア
リ
。『
京
都
町
触
集
成
』
に
は

黄
檗
宗
に
関
す
る
触
は
見
あ
た
ら
ず
。

（
22
）　『
大
辞
典
』
下
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
五
、
一
二
六
頁
。

（
23
）　
古
井
戸
秀
夫
『
歌
舞
伎
・
問
い
か
け
の
文
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
八

年
、
一
六
三
頁
。

（
24
）　
伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表
（
以
下
『
年
表
』
と
略
す
）』
第
五
巻
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
三
、
二
三
六
〜
二
三
七
頁
。

（
25
）　
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム 

作
品
番
号
２
０
１
‐
０
９
１
８
。
番
号
は
す
べ

て
同
閲
覧
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

（
26
）　
０
０
１
‐
０
９
２
１
。
男
女
蔵
は
一
人
で
四
役
を
演
じ
大
当
た
り
を
と
っ

た
と
『
年
表
』
第
五
巻
、
三
五
九
〜
三
六
〇
頁
に
あ
る
。
な
お
平
成
八
年
「
四

天
王
楓
江
戸
粧
」
で
は
、
市
川
左
近
演
じ
る
坂
田
公
時
（
金
時
）
は
「
と
金
」

模
様
の
衣
裳
を
着
る
が
、
伊
達
下
が
り
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
。

（
27
）　
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
芸
能
調
査
室
編『
戯
場
訓
蒙
図
彙
』（
享
和
三
年
初

版
本
）、
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
二
〇
〇
一
、
一
三
九
頁
。

（
28
）　
喜
田
川
守
貞『
近
世
風
俗
志
（
守
貞
謾
稿
）』
一
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
、

一
四
二
〜
一
四
三
頁
。

（
29
）　
池
上
彰
彦
「
江
戸
火
消
制
度
の
成
立
と
展
開
」
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町

人
の
研
究
』
第
五
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
、
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
。

（
30
）　『
年
表
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、
三
七
六
頁
。

（
31
）　「
御
狂
言
楽
屋
本
説
」『
歌
舞
伎
の
文
献
・
二
』
所
収
、
国
立
劇
場
調
査
養

成
部
芸
能
調
査
室
、
一
九
六
七
、
七
二
頁
。

（
32
）　
２
０
１
‐
０
９
１
８
。『
年
表
』
第
五
巻
に
よ
る
と
高
麗
蔵
の
荒
川
は
衛

士
の
姿
（
二
三
九
頁
）。

（
33
）　
０
０
１
‐
０
４
６
８
。

（
34
）　
０
０
１
‐
０
１
１
２
。
中
村
歌
右
衛
門
が
「
夏
祭
浪
花
鑑
」
に
出
演
し

「
戻
駕
」
の
所
作
を
す
る
手
は
ず
で
江
戸
市
中
の
評
判
を
呼
ん
で
い
た
が
、
下
っ

て
こ
な
か
っ
た
（
延
着
）。
こ
の
錦
絵
は
そ
の
時
の
看
板
絵
と
思
わ
れ
る
（『
年

表
』
第
五
巻
、
五
四
三
頁
）。

（
35
）　
鈴
木
敬
三
編
『
有
識
故
実
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
一
一

(12)156



157

歌舞伎衣裳にみられる歴史的・社会的事象の受容

二
〜
一
一
三
頁
。『
国
史
大
辞
典
』
第
２
巻
も
鈴
木
敬
三
氏
の
解
説
（
九
一
四

〜
九
一
五
頁
）
で
、
同
様
の
記
述
。
こ
の
ほ
か
江
馬
務
『
新
修
有
職
故
実
』
星

野
書
店
、
一
九
三
〇
、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
参
照
。

（
36
）　
前
掲
『
歌
舞
伎
事
典
』
九
〇
頁
。

（
37
）　『
古
事
類
苑
』
服
飾
部
三
、
一
〇
〇
〜
一
三
七
頁
。

（
38
）　『
古
事
類
苑
』
の
諸
本
引
用
の
う
ち
、「
筆
の
霊
」
は
「
筆
の
御
霊
」
が
本

題
（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
十
九
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七

新
装
版
）
で
、『
古
事
類
苑
』
に
は
そ
の
要
旨
を
収
載
。「
筆
の
御
霊
」
が
「
雅

亮
装
束
抄
」
を
引
用
し
た
場
合
と
、『
古
事
類
苑
』
が
「
筆
の
霊
」
に
「
雅
亮

装
束
抄
」
を
引
用
し
た
場
合
、「
小
忌
」
と
「
小
忌
衣
」
の
語
彙
の
使
い
方
に

違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
転
写
段
階
で
の
誤
植
か
。

（
39
）　『
絵
本
戯
場
年
中
鑑
』
一
六
六
頁
。

（
40
）　『
郡
司
正
勝
刪
定
集
』
第
二
巻
、
白
水
社
、
一
九
九
一
、
二
三
五
〜
二
四

一
頁
。

（
41
）　C

hina's 
D
ragon 

R
obes
 
by 
Schuyler 

C
am
m
ann, 

1952, 
art 
m
edia 

re-

so
u
rces, 

ltd
 

で
は
披
領
は p

'i-lin
g 

と
表
記
、
緞
は tu

an
 

で
あ
る
。
一
方

C
h
in
ese 
D
ra
gon
 
R
obes
 
b
y 
V
alery 

M
.G
arrett, 

1998, O
xfo
rd
 
u
n
iversity 

p
ress  

も
襟
は p

i-lin
g  

と
な
っ
て
い
る
。
ピ
ン
（
襟
）
と
ト
ァ
ン
（
緞
）
の
中

国
語
の
発
音
が
「
ピ
ン
ト
コ
」
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

（
42
）　『
法
令
集
成
』
四
八
三
頁
。
五
月
五
日
よ
り
河
原
崎
座
で
「
菅
原
伝
授
手

習
鑑
」
上
演
（『
年
表
』
第
六
巻
、
四
六
二
〜
四
六
三
頁
）。

（
43
）　
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
で
は
「
手
習
鑑
」
道
明
寺
の
場
は
、
尾
上
菊
五
郎
、

沢
村
訥
升
、
坂
東
彦
三
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
直
衣
装
束
で
あ
る
。
尾
上
菊
五
郎
は
一

枚
現
存
、
制
作
年
不
明
。

（
44
）　『
続 

法
令
集
成
』
四
五
八
頁
。
閏
九
月
一
九
日
よ
り
河
原
崎
座
で
「
義
経

千
本
桜
」
上
演
（『
年
表
』
第
六
巻
、
四
七
二
頁
）。

（
45
）　『
戯
場
訓
蒙
図
彙
』
一
四
二
頁
。
な
お
朝
倉
治
彦
監
修
『
訓
蒙
図
彙
集

成
』
第
二
二
巻
、
大
空
社
に
同
書
収
載
。
し
か
し
享
和
版
で
は
な
く
文
化
三
年

の
再
版
本
を
使
っ
た
覆
刻
本
な
の
で
、
色
刷
り
で
は
な
く
、
松
助
の
衣
裳
に
は

模
様
が
な
い
。

（
46
）　『
年
表
』
第
五
巻
、
三
二
二
〜
三
二
三
頁
。

（
47
）　
伊
原
敏
郎
『
近
世
日
本
演
劇
史
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
三
、

『
近
世
文
芸
研
究
叢
書
』
第
二
期
芸
能
編
③
歌
舞
伎
三
、
一
九
九
六
、
ク
レ
ス

出
版
所
収
、
一
九
九
〜
二
一
二
頁
。

（
48
）　『
法
令
集
成
』
二
七
二
頁
。

（
49
）　
能
で
は
、
逆
さ
ま
に
生
え
た
髪
の
人
間
を
従
来
の
価
値
観
に
順
応
で
き
な

い
人
間
や
狂
人
を
表
す
。
す
な
わ
ち
逆
髪
は
反
逆
者
を
表
象
す
る
の
で
あ
る

（
梅
原
猛
『
地
獄
の
思
想
』、
一
九
六
七
初
版
、
中
央
公
論
社
、
一
五
九
〜
一
六

二
頁
）。

（
50
）　「
三
月
、
通
人
根
本
「
飛
馬
始
」
故
障
出
来
。
天
草
騒
動
の
世
界
ゆ
ゑ
、

去
夏
、
南
紀
百
姓
一
揆
の
趣
意
に
聞
こ
え
候
に
つ
き
、
書
林
年
行
司
を
召
さ
れ

吟
味
」（『
年
表
』
第
六
巻
、
一
一
一
頁
）。
こ
の
一
文
か
ら
も
四
郎
が
天
草
四

郎
を
連
想
さ
せ
た
反
逆
人
と
う
つ
り
、
か
の
小
忌
衣
姿
の
謎
が
解
け
る
だ
ろ
う
。

浮
世
絵
で
は
尼
子
四
郎
役
は
華
鬘
紐
、
馬

つ
き
四
天
を
重
ね
た
特
異
な
衣
裳

で
あ
る
。

（
51
）　『
法
令
集
成
』
二
七
二
頁
。

（
52
）　
米
田
雄
介
「
朝
儀
の
再
興
」『
日
本
の
近
世
』
第
二
巻
所
収
、
中
央
公
論

社
、
一
九
九
一
、
一
五
六
頁
。
な
お
荷
田
在
満
は
『
大
嘗
会
便
蒙
』
を
元
文
四
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年
に
板
行
、
幕
府
の
咎
を
受
け
翌
年
閉
門
。

（
53
）　『
年
表
』
第
五
巻
、
三
〇
二
頁
。

（
54
）　『
偐
紫
田
舎
源
氏
』
で
義
正
は
小
忌
衣
に
蜷
結
び
紐
の
み
（
一
編
上
　
五

丁
）、
光
氏
は
羽
織
の
紐
が
華
鬘
紐
（
二
五
編
上
二
丁
）、
二
七
編
下
一
四
丁
以

降
そ
の
姿
が
定
着
。

（
55
）　
渡
辺
保
「「
田
舎
源
氏
」
の
挿
絵
」（
鈴
木
重
三
校
注
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』

上
　
月
報
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
88
、
岩
波
書
店
一
九
九
五
。

（
56
）　
１
０
０
‐
５
２
０
０
。
嘉
永
七
年
市
村
座
「
梅
柳
魁
双
紙
」
四
代
目
尾
上

梅
幸
が
母
延
寿
役
で
小
忌
衣
着
用
。

（
57
）　『
日
本
の
近
世
』
第
二
巻
、
三
〇
六
頁
。

（
58
）　
郡
司
正
勝
『
鶴
屋
南
北
』
中
公
新
書
、
一
九
九
四
、
一
〇
四
頁
。

（
59
）　
磯
崎
康
彦
『
松
前
藩
の
画
人
と
近
世
絵
画
史
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
、

蠣
崎
波
響
の
部
分
。

（
60
）　「
か
ぶ
き
の
衣
裳
」『
郡
司
正
勝
刪
定
集
』
第
五
巻
、
白
水
社
、
一
九
九
一
、

三
四
〇
頁
。

　　
　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
蔵
浮
世
絵

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
謝
し
て

こ
こ
に
記
し
ま
す
。

　
　
本
原
稿
は
日
本
風
俗
史
学
会
誌
『
風
俗
史
学
』
第
二
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）

「
歌
舞
伎
衣
裳
『
馬

つ
き
四
天
』『
小
忌
衣
』
の
誕
生
」
を
も
と
に
、
大
幅
に

訂
正
・
加
筆
し
、
資
料
も
新
し
く
加
え
、
作
成
し
た
。
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十二のペアを推理する

は
じ
め
に

　
浮
世
絵
師
・
歌
川
国
芳
の
中
判
「
唐
土
廿
四
孝
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
十
九
世
紀

半
ば
に
制
作
さ
れ
た
。
国
芳
作
品
の
中
で
も
洋
風
表
現
を
最
も
意
欲
的
に
開
拓

し
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
中
判
は
大
判
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
り
、
当
時
の
慣

習
か
ら
み
て
も
、
二
枚
一
組
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
版
の
構
成
が
似

た
も
の
同
士
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
手
間
を
省
き
、
彫
り

り
の
質
を
向
上
さ

せ
、
経
済
的
に
も
効
率
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
二
十
四
点
、
つ
ま
り

十
二
組
の
ペ
ア
は
、
ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
版
木
に
彫
ら
れ
、

ら
れ
た

の
か
。
試
行
錯
誤
の
末
、
こ
の
「
版
木
ペ
ア
」
十
二
組
を
確
定
す
る
こ
と
が
で

き
た
う
え
、
ペ
ア
内
で
ど
ち
ら
の
作
品
が
右
に
位
置
し
左
に
位
置
す
る
か
に
つ

い
て
も
確
定
で
き
た
の
で
、
報
告
し
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
て
き
た
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
制
作
過
程
や
、
国
芳
の
作
意
と
そ
の
変
化
に
つ

い
て
も
、
あ
る
程
度
く
わ
し
く
報
告
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
こ
の
「
版
木
ペ
ア
」
十
二
組
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
国
芳
の
制
作
意
図
を
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
芳
作
品
の
制
作
過
程
の
解
明
に
つ
な

が
る
。
実
際
に
、
研
究
を
進
め
る
に
つ
れ
て
、
国
芳
が
制
作
プ
ラ
ン
を
変
更
し

な
が
ら
、
ス
タ
ッ
フ
に
〈
符
丁
〉
を
使
っ
て
変
更
を
指
示
し
て
い
っ
た
制
作
過

程
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
ま
た
、
ペ
ア
と
な
っ
た
二
点
の
作
品

に
は
、
左
右
の
各
作
品
の
人
物
が
向
か
い
合
わ
せ
に
な
る
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
が

考
慮
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
色
の
使
い
方
、
野
外
や
室
内
な
ど
の
舞
台
、
蘭
書
の

同
じ
図
版
か
ら
採
っ
た
モ
デ
ル
、
な
ど
様
々
な
共
通
性
が
見
ら
れ
、
中
に
は
、

ペ
ア
の
二
点
を
二
枚
続
き
と
し
て
も
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
、
背
景
に
連
続
性
を

も
た
せ
た
も
の
さ
え
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
芳
が
ど
ん
な
こ
と

を
考
え
な
が
ら
制
作
を
進
め
て
い
っ
た
の
か
が
、
ペ
ア
作
品
と
い
う
具
体
的
な

事
実
を
基
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
室
内
風

十
二
の
ペ
ア
を
推
理
す
る

　
　
国
芳
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
制
作
過
程
に
つ
い
て
　
　

木
　
佐
　
敬
　
久
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景
を
野
外
に
置
く
と
い
う
破
天
荒
な
作
品
（
閔
子
騫
）
が
な
ぜ
誕
生
し
た
の
か
、

と
い
っ
た
謎
に
つ
い
て
も
、
有
力
な
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
作
品
の
制
作
順
序
に
つ
い
て
も
、
確
実
に
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
全
体
の
構
造
と
制
作
態
度
の
変
化
（
例

え
ば
最
初
の
ほ
う
は
、
色
版
の
共
通
性
に
か
ま
わ
ず
に
贅
沢
に
色
を
使
っ
て
意
欲
的

で
あ
っ
た
の
が
、
最
後
の
ほ
う
に
な
る
と
、
色
版
の
共
通
性
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う

に
配
色
が
単
純
化
さ
れ
る
し
、
前
期
は
丁
寧
で
あ
っ
た
〈
符
丁
〉
の
付
け
方
が
、
後

期
で
は
簡
略
化
さ
れ
る
）
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
す
べ
て
は
基
礎
と
な
る
事
実
の
確
定
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
稿
の
目
的
は
ペ
ア
の
論
証
を
第
一
の
目
的
と
し
て
お
り
、
国
芳
の

制
作
意
図
等
に
つ
い
て
は
で
き
る
範
囲
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
ペ
ア

の
論
証
は
主
観
的
な
判
断
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
徹
底
的
に
デ
ー
タ
を
基

に
進
め
ら
れ
、
推
理
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
次
々
と
デ
ー
タ
を
確
認
し
て
い
く

と
い
う
作
業
は
、
あ
る
程
度
読
者
に
根
気
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
と
危
惧
し
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
読
み
や
す
さ
に
も
配
慮
し
た
つ
も
り
で

は
あ
る
が
、
論
証
の
性
格
上
、
や
む
を
え
な
い
部
分
は
残
る
。
も
っ
と
も
、
疑

問
な
点
が
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
図
版
も
な
る
べ
く
大
き
く

掲
載
し
、
二
十
四
点
全
体
の
デ
ー
タ
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に
、
表
も
な
る
べ
く

わ
か
り
や
す
い
形
で
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　
ま
た
、
読
者
の
中
に
は
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
数
多
く
の
デ
ー
タ
が

な
ぜ
論
証
に
必
要
な
の
か
、
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
唐
土
廿
四
孝
」
独
特
の
事
情
が
関
係

し
て
い
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
名
主
印
が
押
さ
れ
た
作
品
が
二
点
（
筆
者
が
見

つ
け
た
一
点
を
加
え
て
も
三
点
）
し
か
な
い
。
他
の
シ
リ
ー
ズ
は
大
て
い
名
主
印

が
何
種
類
か
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
大
き
な
手
掛
か
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
手
掛
か
り
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
版
元
印
の
位
置
も
手
掛

か
り
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
版
元
印
は
全
く
な
い
。
さ
ら
に
、
国
芳
が
非
常

な
意
欲
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
実
験
的
な
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
た
め
、
ペ
ア
の
組

み
替
え
が
行
わ
れ
、
三
段
階
の
ペ
ア
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
点
の
色

調
は
よ
く
合
う
の
に
、
題
字
の
字
形
が
合
わ
な
い
と
い
っ
た
矛
盾
が
し
ば
し
ば

生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
探
究
者
を
困
惑
さ
せ
、
数
多
く
の
デ
ー
タ
と
そ

の
整
理
が
必
要
に
な
っ
た
一
因
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を

み
込
ん
で
、
読
者
が
論
証
の
大
き
な
方
向
を
見
失
わ

ず
に
本
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
自
身
が
味
わ
っ
た
よ
う
に
、
最
初
は

と
て
も
解
け
そ
う
に
な
い
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
が
次
第
に
解
け
て
い
く
よ
う
な
喜

び
を
、
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
信
じ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
年
二
〇
〇
九
年
の
六
月
、
筆
者
は
国
芳
の
二
つ
の
中
判
シ
リ

ー
ズ
、「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
内
」（
二
十
四
点
。
名
主
印
が
一
印
か
ら
二

印
の
時
代
、
弘
化
か
ら
嘉
永
年
間
の
発
行
で
、「
唐
土
廿
四
孝
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
）

と
「
本
朝
廿
四
孝
」（
な
ぜ
か
二
十
六
点
。
一
印
の
時
代
で
弘
化
年
間
（
一
八
四
四

〜
四
八
年
）
の
発
行
）
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
、
解
明
に
成
功
し
た
。「
唐

(16)160
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十二のペアを推理する

土
廿
四
孝
」
の
経
験
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
大
き
い
が
、
名
主
印
の
ほ

と
ん
ど
な
い
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
ペ
ア
解
明
が
い
か
に
特
殊
な
難
し
さ
を
抱
え

て
い
た
か
を
痛
感
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之

内
」
と
「
本
朝
廿
四
孝
」
の
ペ
ア
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
得
て
報
告
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
国
芳
の
「
唐
土
廿
四
孝
」
に
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
年
月

印
の
あ
る
横
大
判
の
「
唐
土
廿
四
孝
」（
和
泉
屋
市
兵
衛
版
）
も
あ
り
、
六
図
だ

け
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
唐
土
廿
四
孝
」
を
、
中
判
シ
リ
ー
ズ
を
指
す

も
の
と
し
て
使
用
し
た
。

第
一
章
　
版
木
ペ
ア
証
明
の
た
め
の
準
備

　
ま
ず
、
図
１
で
「
版
木
ペ
ア
」
十
二
組
を
カ
ラ
ー
で
示
し
て
お
い
た
。
シ
リ

ー
ズ
の
全
体
像
が
わ
か
る
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
ほ
ぼ
制
作
順
に
配
列

し
て
あ
る
。
作
品
名
の
前
の
数
字
（
１
〜
24
）
は
作
品
番
号
で
あ
る
が
、
実
は

後
で
証
明
す
る
よ
う
に
、
落
款
が
書
か
れ
た
順
序
を
示
す
番
号
（
落
款
番
号
）

で
あ
る
。
次
に
、
図
２
で
「
落
款
と
芳
桐
印
」
の
一
覧
を
、
落
款
番
号
順
に
載

せ
て
お
い
た
。
落
款
の
連
続
性
と
変
化
を
こ
れ
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
１

「
版
木
ペ
ア
」
と
図
２
「
落
款
と
芳
桐
印
」
は
、
ペ
ア
を
論
証
す
る
際
に
参
照

し
や
す
い
よ
う
に
、
二
点
ず
つ
も
う
一
度
、
論
証
箇
所
の
付
近
に
分
散
し
て
掲

載
し
た
（「
落
款
と
芳
桐
印
」
は
ほ
ぼ
原
寸
大
で
再
掲
）。

　
シ
リ
ー
ズ
の
二
十
四
点
の
絵
の
図
版
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
も

り
が
早
い

と
思
わ
れ
る
版
（「
初

り
」
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
）
を
そ
ろ
え
た
。
初

り

が
複
数
あ
る
作
品
は
、
筆
者
の
利
用
で
き
る
範
囲
内
で
、
な
る
べ
く

り
や
保

存
状
態
の
よ
さ
な
ど
の
条
件
を
考
慮
し
て
選
ん
だ
。
最
も
多
い
十
三
点
は
、
ド

イ
ツ
の
旧
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
（
以
下
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
と

略
す
）。
そ
の
う
ち
、
原
画
が
筆
者
の
手
元
に
な
い
八
点
は
、
二
〇
〇
〇
年
の

レ
ン
ペ
ル
ツ
社
の
売
立
て
カ
タ
ロ
グ

L
E
M
P
E
R
T
Z
 A
U
K
T
IO
N
 7
9
7
,

JA
P
A
N
E
S
E
 
P
R
IN
T
S
 
G
erh
a
rd
 
P
u
lverer 

C
ollection

, 
1 
D
E
C
. 
2000 

C
O
L
O
G
N
E
 

か
ら
採
っ
た
。
そ
の
ほ
か
は
、
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦

上
記
念
館
（
以
下
「
山
口
県
美
」
と
略
称
）
所
蔵
品
か
ら
七
点
（
２
張
孝
・
張
礼
、

11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
、
15
蔡
順
、
16
陸
績
、
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
）、
筆
者
所
蔵

品
か
ら
三
点
（
３
董
永
、
５

子
、
14
仲
由
）、
個
人
蔵
か
ら
一
点
（
７
漢
文

帝
）
を
採
用
し
た
。
な
お
、「
８
曾
参
」
は
、
名
主
印
の
あ
る
筆
者
所
蔵
品

（
図
21
）
が
極
初

り
で
あ
る
が
）
1
（

、
落
款
部
分
の
裁
ち
落
と
し
が
大
き
い
の
で
、

色
版
が
同
じ
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
（
初

り
）
を
採
用
し
た
。

　
な
お
、
採
用
し
た
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
の
内
訳
は
、
筆
者
所
蔵
品
が
五
点
（
４
呉

猛
、
10

黔
婁
、
17
王

、
18
郭
巨
、
20
唐
夫
人
）、
レ
ン
ペ
ル
ツ
社
の
売
立
て
カ

タ
ロ
グ
か
ら
が
八
点
（
１
大
舜
、
６
孟
宗
、
８
曾
参
、
９
王
祥
、
13
姜
詩
、
19
楊

香
、
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
）
と
な
っ
て
い
る
。

　　
１
　
落
款

　
作
品
名
の
前
の
落
款
番
号
は
、
落
款
の
詳
し
い
筆
跡
分
析
か
ら
確
定
し
て
い
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図
１
　「
唐
土
廿
四
孝
」
版
木
ペ
ア
一
覧

前
期
Ａ
（
一
勇
斎
国
芳
画
）
１
「
天
」
グ
ル
ー
プ

前
期
Ａ
（
一
勇
斎
国
芳
画
）
３
　
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま

Ⅰ組

１　大舜４　呉猛

Ⅱ組

３　董永

Ⅲ組

前
期
Ａ
（
一
勇
斎
国
芳
画
）
２
　
丸
隅
グ
ル
ー
プ

Ⅴ組

８　曾参

後
期
（
一
勇
斎
国
芳
）
１

　
Ｃ
（
二
行
書
き
）
ペ
ア

Ⅳ組

７　漢文帝５　 子

２　張孝・張礼６　孟宗

前
期
Ｂ
（
無
落
款
）

Ⅶ組

９　王祥10 黔婁

Ⅵ組

11　朱寿昌12　閔子騫15　蔡順16　陸績

13　姜詩14　仲由

Ⅷ組
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十二のペアを推理する

る
が
、
そ
の
証
明
は
第
六
章
で
行
う
。
落
款
は
、
版
下
絵
の
絵
の
部
分
を
描
い

た
直
後
に
国
芳
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
そ
の
あ
と
題
字
、
次
に
詞
書
の
順
に

版
下
絵
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
（
こ
の
点
も
、
後
で
順
次
証

明
す
る
）。

　
落
款
段
階
の
ペ
ア
を
「
落
款
ペ
ア
」
と
称
し
、
版
木
段
階
（
最
終
段
階
）
の

「
版
木
ペ
ア
」
と
区
別
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、「
版

木
ペ
ア
」
十
二
組
の
う
ち
、「
落
款
ペ
ア
」
と
異
な
る
ペ
ア
が
半
数
の
六
組
存

在
す
る
た
め
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
残
り
の
六
組
は
、

「
落
款
ペ
ア
」
が
そ
の
ま
ま
版
木
ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
）。

　
落
款
番
号
１
と
２
、
３
と
４
、
５
と
６
…
…
と
い
う
よ
う
に
隣
り
合
う
奇
数

と
偶
数
番
号
の
作
品
が
、
落
款
段
階
（
＝
版
下
絵
の
最
初
の
段
階
）
で
ペ
ア
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
奇
数
番
号
の
作
品
は
版
下
絵
の
右
側
に
、
偶
数
番
号

の
作
品
は
左
側
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
証
明
も
第
六
章
で
行
う
）。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
は
落
款
の
形
式
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
Ａ
〜
Ｄ
の
四
種

類
に
分
類
で
き
る
。（
図
１
参
照
）

〔
前
期
〕
　
Ａ
、
一
勇
斎
国
芳
画
（
二
行
書
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ⅰ
〜
Ⅵ
組
（
計
六
組
、
落
款
番
号
１
〜
12
）

　
　
　
　
　
Ｂ
、
無
落
款
…
Ⅶ
組
（
計
一
組
、
落
款
番
号
13
〜
14
）

〔
後
期
〕
一
勇
斎
国
芳
…
…
Ⅷ
〜

組
（
計
五
組
、
落
款
番
号
15
〜
24
）

　
　
　
　
　
Ｃ
、
二
行
書
き
（
四
点
、
落
款
番
号
15
〜
18
）

後
期
（
一
勇
斎
国
芳
）
２
　
混
成
ペ
ア

後
期
（
一
勇
斎
国
芳
）
３
　
Ｄ
（
一
行
書
き
）
ペ
ア

Ⅸ組

17　王20　唐夫人

Ⅹ組

18　郭巨

ⅩⅠ組

21　黄香22　黄庭堅

ⅩⅠⅠ組

23　丁蘭24　老莱子 19　楊香
＊詞書は過って「江革」
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図２　落款・芳桐印一覧（落款番号順）

１大舜

７漢文帝

13姜詩

19楊香

２張孝・張礼３董永４呉猛５ 子６孟宗

８曾参10 黔婁11朱寿昌12閔子騫

14仲由15蔡順16陸績17王18郭巨

20唐夫人21黄香22黄庭堅23丁蘭24老莱子

９王祥
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十二のペアを推理する

　
　
　
　
　
Ｄ
、
一
行
書
き
（
六
点
、
落
款
番
号
19
〜
24
）

　　
な
ぜ
、
前
期
と
後
期
と
い
う
前
後
関
係
が
わ
か
る
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
お

こ
う
。

　「
二
十
四
孝
」
物
は
、
室
町
末
期
に
中
国
か
ら
渡
来
し
て
以
来
、
絵
本
や
浮

世
絵
の
形
で
多
数
出
版
さ
れ
、
人
物
の
入
れ
替
え
が
あ
る
が
、
１
の
大
舜
は
常

に
一
番
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
上
位
の
常
連
組
も
ほ
と
ん
ど
前
期
に
含

ま
れ
て
い
る
。
表
１
で
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
作
品
順
序
は
独
特
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
江
戸
後
期
の

１
〜
７
（

子
）
ま
で
の
上
位
は
す
べ
て
前
期
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
（「
唐
土
廿
四
孝
」
の
２
張
孝
・
張
礼
は
、
８
江
革
の
代
わ
り
に
入
っ
た
形
に
な

っ
て
い
る
）。
ま
た
、
前
期
は
意
欲
作
ぞ
ろ
い
だ
が
、
後
期
、
特
に
「
一
行
書

き
」
に
な
る
と
マ
ン
ネ
リ
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、「
前
期

後
期
」
と
い
う
順
序
が
想
定
さ
れ
、
前

期
の
中
で
は
「
１
大
舜
」
の
属
す
る
「
一
勇
齋
國
芳
画
」
落
款
の
Ａ
グ
ル
ー
プ

が
先
で
、
無
落
款
の
Ｂ
が
後
と
な
る
。
後
期
の
中
で
は
、
Ａ
と
同
じ
二
行
書
き

の
Ｃ
か
ら
、
一
行
書
き
の
Ｄ
へ
、
と
い
う
順
序
が
想
定
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
落
款
の
筆
跡
鑑
定
の
結
果
も
、
Ａ

Ｃ

Ｄ
と
い
う
流
れ
を
実
証

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
第
六
章
）。

　
図
１
は
、
落
款
ペ
ア
で
は
な
く
、
最
終
的
な
「
版
木
ペ
ア
」
に
よ
っ
て
示
し
、

制
作
全
体
の
構
造
が
み
え
る
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
配
置
し
た
。
最
初
の

Ａ
１
「
天
」
グ
ル
ー
プ
（
落
款
番
号
１
と
４
、
３
と
２
）、
二
番
目
の
Ａ
２
「
丸

隅
」
グ
ル
ー
プ
（
５
と
７
、
６
と
８
）
は
、
グ
ル
ー
プ
内
で
落
款
ペ
ア
か
ら
の

組
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
三
番
目
の
Ａ
３
「
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
」
グ
ル

ー
プ
（
９
と
10
、
11
と
12
）
は
、
文
字
ど
お
り
、
落
款
ペ
ア
が
そ
の
ま
ま
版
木

ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
。

　
四
番
目
は
前
期
Ｂ
（
13
と
14
）、
五
番
目
は
後
期
Ｃ
の
半
数
（
15
と
16
）
で
、

こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
、
落
款
ペ
ア
が
そ
の
ま
ま
版
木
ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
。
六

番
目
は
後
期
二
行
書
き
（
Ｃ
）
と
一
行
書
き
（
Ｄ
）
の
混
成
グ
ル
ー
プ
（
17
と

20
、
19
と
18
）
で
、
落
款
ペ
ア
か
ら
の
組
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
最
後
の

七
番
目
は
、
後
期
Ｄ
（
一
行
書
き
）
の
残
り
四
点
（
21
と
22
、
23
と
24
）
で
、
落

款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
版
木
ペ
ア
十
二
組
の
半
数
の
六
組
は
、
落
款
ペ
ア
と
版
木
ペ

ア
が
食
い
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
版
下
絵
を
半
分
に
切
っ
て
別
の
ペ

ア
を
作
り
、
版
木
に
（
裏
返
し
に
）
貼
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
版
木

ペ
ア
の
制
作
順
序
や
、
左
右
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
落
款
ペ
ア
の
と
き
の

制
作
順
序
や
左
右
関
係
そ
の
他
の
条
件
か
ら
推
定
し
た
（
第
五
章
、
第
六
章
、

第
七
章
を
参
照
）。

　
以
上
の
説
明
か
ら
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
落
款
が
酷
似
し
て
い
る
事
実
は
、

必
ず
し
も
版
木
ペ
ア
で
あ
る
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
後
期

の
「
混
成
」
グ
ル
ー
プ
で
、「
一
勇
齋
國
芳
」
と
い
う
落
款
は
共
通
で
も
、
二

行
書
き
（
Ｃ
）
と
一
行
書
き
（
Ｄ
）
と
い
う
異
な
る
落
款
形
式
を
も
つ
作
品
が
、
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表１　二十四孝の説話順序の違い

江戸後期型 江戸前・中期型

「唐土廿四孝」
（落款順）

初頴日記故
事所収巻一
二十四孝

北斎漫画
八編

二十四孝絵抄
（「唐土廿四孝」
に影響）

全相二十四
孝詩選

嵯峨本
二十四孝

明暦二年刊
二十四孝

二十四孝
図会

弘化～嘉永 室町末期の
渡来 文政元年 天保13年 室町末期の

渡来
　慶長後半
（17世紀初頭）

明暦２年
（1656）

文政２年
（1819）

草加定環・
編選

南里亭
其楽・編

歌川国芳 飾北斎 浦川公佐・画 飾戴斗・
画

文政５年
再刻

１　大舜 1 1 1 1 1 1 1

２　張孝張礼 なし なし 附２ 22 21 21 21

３　董永 6 6 6 13 12 12 12

４　呉猛 11 11 11 21 20 23 23

５　 子 7 7 7 18 17 17 17

６　孟宗 23 23 23 4 4 3 3

７　漢文帝 2 3 2 2 2 2 2

８　曾参 3 2 3 6 6 6 6

９　王祥 12 12 12 7 7 7 7

10　 黔婁 16 16 16 20 19 19 19

11　朱寿昌 15 15 15 17 16 16 16

12　閔子騫 4 4 4 5 5 5 5

13　姜詩 20 20 20 9 9 9 9

14　仲由 5 5 5 なし なし なし なし

15　蔡順 18 18 18 19 18 18 18

16　陸績 9 9 9 24 24 20 20

17　王 21 21 21 15 14 14 14

18　郭巨 13 13 13 16 15 15 15

19　楊香 14 14 14 12 11 11 11

20　唐夫人 10 なし 10 11 10 10 10

21　黄香 19 19 19 14 13 13 13

22　黄庭堅 24 24 24 10 23 24 24

23　丁蘭　 22 22 22 3 3 4 4

24　老莱子 17 17 17 8 8 8 8

８江革 ８江革 　８江革 23田真 22田真 22田真 22田真

10（九と誤
記）鶴山南

附１　田真・
田広・田慶 江革なし 江革なし 江革なし 江革なし

ずれが大 1番ちがい

徳田進『孝子説話集の研究』（近世 、中世 ）のデータを参考に作表。「二十四孝絵抄」の順序は岩切友里子氏のご教
示による。『北斎漫画』『二十四孝図会』は筆者調べ。網かけは一番違いのずれ。
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十二のペアを推理する

ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
２
　
題
字
の
字
形

　
版
木
ペ
ア
の
証
拠
と
な
ら
な
い
の
は
、
題
字
（
唐
土
廿
四
孝
）
の
字
形
も
同

じ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」
は
版
木
ペ
ア
だ
が
、
字
形
は
「
廿

四
孝
」
の
部
分
で
違
っ
て
い
る
。「
呉
猛
」
と
字
形
が
全
く
同
じ
な
の
は
「
12

閔
子
騫
」
だ
け
で
あ
る
が
、
題
の
地
色
が
赤
と
青
で
違
い
、
芳
桐
印
の
大
き

さ
・
形
も
全
然
違
う
の
で
、
版
木
ペ
ア
で
は
あ
り
え
な
い
。

　「
二
十
」
の
字
形
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
ナ
と
漢
字
の
十
を
横
に
並
べ
た
字
形

（
ナ
型
）
が
多
数
派
で
、「
廿
」
と
い
う
字
形
は
少
数
派
で

あ
る
が
（
表
２
）、
字
形
が
ど
れ
と
も
合
わ
な
い
半
端
な

作
品
が
あ
る
。「
ナ
・
四
・
斈
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の

「
16
陸
績
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
（
代
わ
り
に
「
ナ
・
四
・

孝
」
と
い
う
作
品
が
18
　
20
、
22
の
三
点
あ
る
）、
題
字
の

字
形
が
版
木
ペ
ア
の
証
拠
に
な
ら
な
い
と
い
う
端
的
な
例

で
あ
る
。

　
で
は
、
題
字
の
字
形
の
一
致
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い

え
ば
、
版
下
絵
に
筆
耕
（
文
字
書
き
職
人
）
が
題
字
を
書

き
入
れ
る
段
階
（
題
字
段
階

落
款
段
階
と
版
木
段
階
と

の
中
間
段
階
）
で
、
国
芳
が
考
え
た
別
案
の
版
木
ペ
ア

（
の
符
丁
）
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
実
際
、
題
字
段

階
の
ペ
ア
と
見
な
さ
れ
る
作
品
に
は
、
絵
柄
な
ど
の
共
通
性
が
多
く
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
「
４
呉
猛
」
と
字
形
が
同
じ
「
12
閔
子
騫
」
は
、
エ
ン
ゼ
ル
風
の
童

子
と
い
う
点
で
共
通
す
る
ほ
か
、
舞
台
は
ソ
フ
ァ
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
元

は
室
内
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
室
内
風
景
の
「
４
呉
猛
」
と
共
通
性
が
あ
る
。

後
期
で
半
端
な
作
品
が
目
立
つ
の
は
、「
ナ
・
四
・
孝
」
の
三
点
の
う
ち
二
点

を
ペ
ア
に
し
、
残
り
を
「
ナ
・
四
・
斈
」（
一
点
）
と
ペ
ア
に
す
る
と
い
う
よ

う
に
、
ま
だ
国
芳
の
考
え
が
固
ま
っ
て
い
な
い
案
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
い
る
。

　

表２　題字の字形（落款順）

落款ペア 題字 版木ペア

土 廿 四 孝　ほか

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

天
グ
ル
ー
プ

1　大舜 ナ 四 土テン 版木ペア

2　張孝張礼 二
重
枠

廿 二本足 土テン系
版木ペア

3　董永 廿 二本足 斈

4　呉猛 ナずれ 二本足 斈 版木ペア

丸
隅
グ
ル
ー
プ

5　 子
ナ　 四 土テン

版木ペア

6　孟宗 版木ペア

7　漢文帝
ナ 四 土テン

版木ペア

8　曾参 版木ペア

そ
の
他

9　王祥
士 十十 四 孝 版木ペア

10　 黔婁

11　朱寿昌 ナ　 四 土テン
版木ペア

12　閔子騫 ナずれ 二本足 斈

無
落
款

13　姜詩
ナ 四 土テン 版木ペア

14　仲由

後
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二
行

15　蔡順 廿 四 孝
版木ペア

16　陸績 ナ 四 斈

17　王 廿 二本足 土テン 版木ペア

18　郭巨 ナ 四 孝
版木ペア

一
　
行

19　楊香 廿 四 土テン

20　唐夫人 ナ 四 孝 版木ペア

21　黄香 廿 四 土テン
版木ペア

22　黄庭堅 ナ 四 孝

23　丁蘭 ナずれ 二本足 土テン
版木ペア

24　老莱子 ナずれ 四 孝
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３
　
芳
桐
印
と
色
版

　
こ
れ
か
ら
、
版
木
ペ
ア
ご
と
に
な
ぜ
そ
の
二
点
が
ペ
ア
で
あ
る
か
を
論
証
し

て
い
く
が
、
そ
の
主
な
論
拠
と
な
る
の
は
色
版
の
段
階
の
共
通
性
、
つ
ま
り
、

①
芳
桐
印
の
大
き
さ
や
形
・
位
置
と
、
②
色
版
構
成
の
共
通
性
で
あ
る
。
色
版

構
成
で
は
、
題
・
詞
書
の
地
色
に
注
目
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
地
色
を

同
じ
色
に
す
る
こ
と
が
、

り
の
効
率
化
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　
芳
桐
印
に
つ
い
て
は
、
思
い
が
け
な
い
事
実
に
気
が
つ
い
た
。
版
木
ペ
ア
ご

と
に
芳
桐
印
が
違
う
だ
け
で
な
く
、
同
じ
版
木
ペ
ア
で
非
常
に
よ
く
似
た
芳
桐

印
同
士
で
も
、
細
部
に
必
ず
違
い
が
見
つ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芳
桐

印
は
一
つ
ず
つ
全
部
違
っ
て
い
て
、
他
の
国
芳
作
品
で
も
同
様
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
芳
桐
印
は
印
章
（
ハ
ン
コ
）
で
は
な
く
手
描
き
な
の
で
あ
る
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
で
は
、
芳
桐
印
が
落
款
の
最
後
に
重
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
目
立
つ
の
で
（「
７
漢
文
帝
、
５

子
」「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」）、
最
終
的
な

芳
桐
印
は
、
常
識
ど
お
り
、
校
合

り
に
赤
の
色
版
を
指
定
す
る
際
に
描
き
入

れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
版
木
ペ
ア
と
落
款
ペ
ア
が
食
い
違
う
ケ
ー
ス

（「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」「
７
漢
文
帝
、
５

子
」「
６

孟
宗
、
８
曽
参
」
な
ど
）
で
は
、
芳
桐
印
は
落
款
ペ
ア
で
は
違
い
が
大
き
く
、

版
木
ペ
ア
で
共
通
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
芳
桐
印
が
酷
似
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
版
木
ペ
ア
の
決
定
的
な
証
拠
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
十
二
組
の
証
明
（
１
）

前
期

　
第
一
節
　
Ｂ
無
落
款
グ
ル
ー
プ

　
Ｂ
（
無
落
款
）
は
図
１
の
分
類
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
二
点
し
か
な

い
特
異
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
版
木
ペ
ア
と
し
て
の
証
明
も
わ
か
り
や
す
い
の

で
、
最
初
に
取
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
数
多
く
の
重
要
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る

の
で
、
や
や
長
め
の
記
述
に
な
る
。

　　
証
明
①
　
無
落
款
ペ
ア
　
Ⅶ
組
　
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」

　「
姜
詩
」
は
次
の
よ
う
な
話
だ
。
姑
が
遠
く
の
川
の
水
と
、
魚
の
膾
が
好
物

だ
っ
た
た
め
、
嫁
は
遠
く
の
川
へ
水
を

み
に
行
き
、
夫
の
姜
詩
の
獲
っ
て
き

た
魚
で
膾
を
作
っ
て
い
た
が
、
或
る
と
き
突
然
、
家
の
そ
ば
に
泉
が
湧
き
出
て
、

水
質
も
遠
く
の
川
の
水
と
同
じ
う
え
、
毎
日
二
匹
の
鯉
が
躍
り
出
た
と
い
う
。

　
こ
の
「
姜
詩
」
に
描
か
れ
た
女
性
（
姜
詩
の
妻
）
が
半
裸
で
あ
る
の
は
、
特

に
必
然
性
は
な
い
。
国
芳
は
、
西
洋
的
な
裸
婦
像
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の
ポ
ー
ズ
も
天
使
が
空
を
飛
ん
で
い
る
姿
を
連
想
さ

せ
る
。
な
お
、
突
き
出
た
岩
の
形
は
、
国
芳
の
三
枚
続
き
「
鬼
若
丸
と
大
緋

鯉
」（
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
72
図
）
の
陸
地
に
似
て

お
り
、
水
練
を
得
意
と
し
た
国
芳
が
た
び
た
び
目
に
し
た
〈
水
面
を
進
む
船
の

舳
先
〉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　「
仲
由
」
は
、
孔
子
の
一
番
弟
子
の
子
路
（
仲
由
）
が
、
若
い
頃
毎
日
遠
く
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十二のペアを推理する

へ
米
を
背
負
っ
て
出
か
け
、
賃
金
を
か
せ
い
で
父
母
を
養
っ
た
と
い
う
話
。

　
徳
川
家
康
の
遺
訓
は
「
人
の
一
生
は
重
荷
を
負
い
て
遠
き
道
を
行
く
が
如

し
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
始
ま
る
が
、
重
荷
を
負
っ
て
遠
い
道
を
歩
く
男
の

憂
鬱
な
気
分
が
、
風
景
全
体
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
近
代
的
な
感
覚

が
表
れ
て
い
る
。
侠
客
の
よ
う
な
快
男
児
・
子
路
（
仲
由
）
に
こ
の
よ
う
な
憂

鬱
な
表
情
を
与
え
た
と
こ
ろ
に
、〈
徳
川
嫌
い
で
豊
臣
び
い
き
〉
の
浮
世
絵

師
・
国
芳
の
風
刺
精
神
を
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
（
も
と
も
と
「
憂

き
世
」
を
「
浮
き
世
」
に
転
じ
た
と
こ
ろ
に
「
浮
世
絵
」
の
由
来
が
あ
る
）。

図
３
　
無
落
款
ペ
ア
　
Ⅶ
組
　
雲
の
形
が
つ
な
が
っ
て
い
る

14　仲由 13　姜詩

図
４

13姜詩14仲由
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こ
の
二
点
だ
け
の
共
通
点
は
数
多
い
。

　

ま
ず
、
落
款
が
な
い
。
こ
の
二
点
は
、
落
款
（
段
階
）
の
ペ
ア
が
そ
の
ま

ま
版
木
ペ
ア
に
な
っ
た
六
組
の
一
つ
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
普
通
は
絵
の
中
に
お
さ
め
る
詞
書
、
題
字

（
唐
土
廿
四
孝
）、
落
款
、
芳
桐
印
な
ど
を
、
絵
の
枠
外
に
出
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
な
ぜ
か
版
元
印
さ
え
も
な
い
。
ま
た
、
初

り
は
ふ
つ
う
「
蝋
引
き
」
を

し
て
、
油
絵
風
の
光
沢
を
出
し
て
い
る
が
、
ど
れ
も
蝋
引
き
は
絵
本
体
だ
け
に

施
さ
れ
、
詞
書
や
題
枠
内
に
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
独
特
の
方
式
は
、

日
本
絵
画
お
よ
び
東
洋
絵
画
に
顕
著
な
文
人
趣

味
（
絵
画
に
お
け
る
文
学
の
無
批
判
的
な
混
入
）

を
取
り
去
っ
て
、
西
洋
絵
画
の
よ
う
に
純
粋
に

絵
だ
け
を
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い

う
意
図
か
ら
発
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に

こ
の
二
点
で
は
、
落
款
さ
え
も
絵
を
妨
げ
な
い

よ
う
に
省
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

絵
柄
も
よ
く
似
て
い
る
。
斜
め
の
幹
に
た

っ
ぷ
り
と
し
た
枝
葉
、
青
空
に
白
雲
、
左
向
き

で
前
傾
姿
勢
の
人
物
が
、
画
面
中
央
に
同
じ
よ

う
な
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
点
な
ど
が
共
通

す
る
。

　

驚
く
の
は
、
図
３
の
よ
う
に
「
姜
詩
」
を

右
に
「
仲
由
」
を
左
に
並
べ
る
と
、
白
雲
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
点
は
、
続
き
絵
と
し
て
も
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
企
画
さ
れ
た
特
別
な
ペ

ア
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
白
雲
や
濃
紺
の
帯
が
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
は
、
色
版
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
次
の

と
同
様
に
、
版
木
ペ
ア
で
あ
る

決
定
的
な
証
拠
と
な
る
（
雲
の
続
き
ぐ
あ
い
は
、
後

り
の
方
が
雲
の
輪
郭
が
明

確
で
わ
か
り
や
す
い
）。

　
な
お
、
こ
の
二
点
は
、
ペ
ア
内
で
の
作
品
の
左
右
が
絵
柄
か
ら
も
判
明
す
る
、

と
い
う
特
殊
な
ペ
ア
で
あ
る
）
2
（

。

表３　芳桐印の大きさ（落款番号順）

期
　

落
款

落款ペア
（制作順）

芳桐印
版木ペア 備考

大きさ （横幅）

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

一
　
勇
　
齋
　
國
　
芳
　
画

天
グ
ル
ー
プ

１大舜 大 11ミリ 「大」

２張孝張礼 小 ８ミリ
版木ペア「小」が不自然

３董永 小 7.5ミリ

４呉猛 大 12ミリ

「大」グ
ループ

丸
隅
グ
ル
ー
プ

５ 子　 大 11ミリ

６孟宗 大 11ミリ（推計）版木ペア

７漢文帝 大 14ミリ

８曾参　 大 11ミリ（推計）版木ペア

落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま

９王祥 小 ８ミリ
版木ペア

「小」グ
ループ

10 黔婁 小 ８ミリ

11朱寿昌 小 ８ミリ
版木ペア

12閔子騫 小 ９ミリ

無
落
款

13姜詩 大 11.5ミリ
版木ペア「大」が不自然14仲由 大 11.5ミリ

後
　
　
　
　
　
　
　
期

一
　
勇
　
齋
　
國
　
芳

二
行

15蔡順 小 9.5ミリ
版木ペア

「小」は前
期の「小」
につながる16陸績 小 10ミリ

17王 小 ９ミリ 縦８ミリ

18郭巨 小 10ミリ
版木ペア

縦8.5ミリ

一
　
行

19楊香 小 ９ミリ 縦7.5ミリ

20唐夫人 小 ９ミリ 縦７ミリ

21黄香 大 12ミリ
版木ペア

「大」グ
ループ

22黄庭堅 なし

23丁蘭　 大 11ミリ
版木ペア

24老莱子 大 11ミリ
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十二のペアを推理する

　

芳
桐
印
の
大
き
さ
と
形
も
酷
似
し
て
い
る
。
横
幅
は
と
も
に
一
一
・
五
ミ

リ
で
、
最
も
大
き
い
部
類
に
入
る
（
表
３
）。
上
の
三
つ
の
房
で
は
、
左
の
房

が
右
の
房
よ
り
も
高
く
、
中
央
の
房
と
あ
ま
り
差
が
な
い
。
下
の
三
つ
の
房
で

は
、
中
央
の
房
が
左
右
の
房
よ
り
も
下
に
伸
び
て
い
る
。
芳
桐
印
の
位
置
も
酷

似
す
る
。

　

色
版
や
色
調
の
共
通
性
が
顕
著
で
、
空
の
ボ
カ
シ
の
豪
快
な
タ
ッ
チ
な
ど
、

り
の
共
通
性
が
目
立
つ
。

　

初

り
で
は
、
絵
と
詞
書
を
含
め
た
枠
（「
全
体
枠
」
と
呼
ん
で
お
く
）
の

色
が
こ
の
二
点
だ
け
紺
で
あ
る
が
、

り
が
遅
く
な
る
と
通
常
の
黄
に
な
る

（
表
４
）。
詞
書
の
地
色
（
以
下
「
地
色
」
は
自
明
な
の
で
略
す
）
は
、
摺
り
の
早

い
ほ
う
は
青
、
遅
い
ほ
う
は
肌
色
に
な
る
（
表
５
）。
こ
の
よ
う
に
、
色
版
の

変
化
の
規
則
性
が
共
通
す
る
の
は
、
版
木
ペ
ア
の
証
拠
で
あ
る
。

　
初

り
で
全
体
枠
が
紺
、
詞
書
が
青
と
ブ
ル
ー
系
統
で
統
一
し
て
い
る
の
は
、

全
体
枠
内
の
画
面
の
基
調
を
、
濃
紺
を
主
と
し
た
ブ
ル
ー
系
統
で
統
一
し
、
枠

外
の
題
枠
・
芳
桐
印
の
赤
と
の
対
比
を
鮮
や
か
に
す
る
と
と
も
に
、
枠
内
で
は

人
物
の
装
束
に
だ
け
赤
を
使
っ
て
、
人
物
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
仲

由
」
で
足
の
部
分
に
の
み
赤
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
重
荷
を
負
っ
て
「
歩
く
」

と
い
う
テ
ー
マ
と
合
致
し
て
い
る
。

　

題
枠
の
位
置
（
題
高
…
…
全
体
枠
の
上
端
の
延
長
部
分
か
ら
の
垂
直
距
離
で

示
す
）
が
一
六
ミ
リ
で
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
（
表
６
）。
題
枠
は
、
落
款
を
書
く

と
き
の
位
置
の
目
安
に
な
る
の
で
、
落
款
以
前
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

題
枠
の
位
置
が
一
致
す
る
こ
と
は
、
落
款
ペ
ア
で
あ
る
証
拠
の
一
つ
だ
。

　

題
字
の
字
形
（
表
２
、
一
六
七
頁
参
照
）
や
筆
跡
が
共
通
し
、
題
字
段
階

で
も
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
落
款
段
階
、
題
字
段
階
、
版
木
段
階

表４　全体枠の地色一覧

期 版木ペア 初 り 後 り

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１　大舜 黄 　

４　呉猛 黄 　

２　張孝張礼 黄 　

３　董永 黄 　

丸隅

７　漢文帝 黄 　

５　 子 黄 　

６　孟宗　　 黄 　

８　曾参 黄 　

その他

９　王祥 黄 　

10　 黔婁 黄 　

11　朱寿昌 朱 　

12　閔子騫 朱 　

無
落款

13　姜詩 紺 黄

14　仲由 紺 黄

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行

15　蔡順 黄 　

16　陸績 黄 　

二行と
一行の
混成

17　王 黄 　

20　唐夫人 黄 　

19　楊香 黄 　

18　郭巨 黄 　

一行

21　黄香 黄 　

22　黄庭堅 黄 　

23　丁蘭 黄 　

24　老莱子 黄 　
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と
、
最
初
か
ら
一
貫
し
て
ペ
ア
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
左
右
二
点
の
背
景
が
つ
な
が
っ
て
、
二
枚
続
き
と
し
て
も
鑑
賞
で
き

る
よ
う
に
し
た
中
判
シ
リ
ー
ズ
の
国
芳
作
品
を
、
筆
者
は
最
近
、
ほ
か
に
も
見

つ
け
た
。「
唐
土
廿
四
孝
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之

内
」
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
「
石
将
軍
　
石
勇
」（
右
）
と
「
中

虎
　
丁
徳
孫
」

（
左
）
の
ペ
ア
で
あ
る
（
図
５
）。
こ
の
よ
う
に
、
ペ
ア
の
場
合
は
左
右
の
人
物

が
向
か
い
合
う
形
が
普
通
で
あ
り
、
互
い
に
そ
っ
ぽ
を
向
く
形
は
と
ら
な
い
。

「
姜
詩
・
仲
由
」
が
い
ず
れ
も
左
向
き
な
の
は
、
流
れ
を
強
調
し
た
形
式
と
い

え
る
。

　
ま
た
、
国
芳
の
出
世
作
で
大
判
の
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
」
シ

リ
ー
ズ
（
加
賀
屋
版
）
に
は
、
つ
ぶ
て
を
投
げ
る
「
没
羽

　
張
清
」
と
そ
れ

を
防
ぐ
「
大
刀
　
関
勝
」（
図
６
）
な
ど
、
二
枚
組
作
品
が
六
組
存
在
す
る
こ

　　　　　　　　　 表５　詞書の地色一覧　 　 ……左に同じ

期 版木ペア 初 り
後 り
（一番手）

後 り
（二番手）

後 り

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１ 大舜 薄黄 肌色

４ 呉猛 青 　 緑

２ 張孝張礼 （極薄）肌色 肌色 緑

３ 董永 （極薄）肌色 肌色 緑

丸隅

７ 漢文帝 肌色 　
（極薄）肌

色
緑

５ 子 肌色 　
（極薄）肌

色
緑

６ 孟宗 青 　 緑

８ 曾参 青 　 　

その他

９ 王祥 肌色 　 　

10 黔婁 肌色 　 　

11 朱寿昌 肌色 　 茶色

12 閔子騫 肌色 　 茶色

無
落款

13 姜詩 濃い青 青 肌色 　

14 仲由　 青 　 肌色 　

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15 蔡順 肌色 　 　 　

16 陸績 薄黄 　 　 　

二行と
一行
の
混成

17 王 肌色 　 　

20 唐夫人 肌色 　 　

19 楊香 薄鼠色 肌色 　 　

18 郭巨 薄鼠色 肌色 　 　

一行

21 黄香 青 　 薄黄 緑

22 黄庭堅 青 　 薄黄

23 丁蘭 肌色 　 　 　

24 老莱子 肌色 　 　 　
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十二のペアを推理する

表６　落款高と題高（落款段階の指標）

落
款
形
式

落款ペア
落款高

（全体枠の
下端から）

題高
（全体枠の
上端から）

版木ペア
備考

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

一
勇
齋
國
芳
画
　
　
　
　
　
　
二
行
　
　

天
グ
ル
ー
プ

１　大舜
下　25ミリ 天　２ミリ

版木ペア

２　張孝張礼

版木ペア 題が二重枠

３　董永
中　36ミリ

天　４ミリ

４　呉猛 天　３ミリ 版木ペア

丸
隅
グ
ル
ー
プ

５　 子
下　23ミリ 高　６ミリ

版木ペア

６　孟宗 版木ペア 左落款

７　漢文帝 下　22ミリ
高　10ミリ

版木ペア

８　曾参 下　26ミリ 版木ペア 左落款

落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま

９　王祥
下　28ミリ

高　７ミリ
版木ペア

題枠の先端
尖る

10　 黔婁 高　８ミリ

11　朱寿昌 上　84ミリ 中　18ミリ
版木ペア

12　閔子騫 上　76ミリ 中　13ミリ

無
落
款

13　姜詩
中　16ミリ 版木ペア

14　仲由

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

一
　
勇
　
齋
　
　
　
國
　
芳

二
行

15　蔡順 中　40ミリ 中　13ミリ
版木ペア

16　陸績 中　41ミリ 中　14ミリ

17　王 中　39ミリ 天　２ミリ 版木ペア
題高は版木
ペアを指示

18　郭巨 中　41ミリ 中　11ミリ

版木ペア

一
　
行

19　楊香

中　40ミリ

中　13ミリ

20　唐夫人 天　１ミリ 版木ペア
題高は版木
ペアを指示

21　黄香
中　41ミリ

中　８ミリ
版木ペア

22　黄庭堅 中　９ミリ

23　丁蘭 中　39ミリ 中　９ミリ
版木ペア

24　老莱子 中　40ミリ 中　12ミリ
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図
５
　
国
芳
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
内
」
シ
リ
ー
ズ
（
中
判
）
の
（
二
枚
続
き
風
）
ペ
ア

「石将軍　石勇」「中 虎　丁徳孫」

図
６
　
国
芳
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
」
シ
リ
ー
ズ
（
大
判
）
の
二
枚
組

大刀　関勝没羽箭　張清
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十二のペアを推理する

と
が
判
明
し
て
い
る
）
3
（

。
こ
れ
を
中
判
に
応
用
し
た
の
が
、
中
判
シ
リ
ー
ズ
の

「
二
枚
続
き
風
」
二
枚
組
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　　
第
二
節
　
Ａ
（
一
勇
斎
国
芳
画
）
３
　
「
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
」
グ
ル
ー
プ

　
落
款
が
「
一
勇
齋
國
芳
画
」
で
あ
る
Ａ
十
二
点
は
、
図
１
で
見
た
よ
う
に
、

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
Ⅰ
〜
Ⅱ
組
の
四
点
は
、
題
（
唐
土
廿
四
孝
）
の
高
さ
（
題
高
…
…
天
、
高
、
中

の
三
段
階
）
が
最
も
高
い
「
天
」
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
Ⅲ
〜
Ⅳ
組
の
四
点
は
、

全
体
枠
の
四
隅
が
丸
く
な
っ
て
い
る
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
（
表
６
）。

　
以
上
の
二
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
内
で
落
款
ペ
ア
を
組
み
替
え

て
、
版
木
ペ
ア
を
作
り
出
し
て
い
る
。
残
り
の
Ⅴ
〜
Ⅵ
組
の
四
点
は
、「
落
款

ペ
ア
そ
の
ま
ま
」
グ
ル
ー
プ
で
、
落
款
ペ
ア
が
そ
の
ま
ま
版
木
ペ
ア
に
な
っ
て

い
る
。

　
ま
ず
、
証
明
の
簡
単
な
「
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
」
グ
ル
ー
プ
か
ら
取
り
上
げ

る
。

　　
証
明
②
　
Ⅵ
組
　
「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」

　「
朱
寿
昌
」
は
、
父
の
妾
で
あ
っ
た
実
母
と
、
七
歳
の
と
き
に
別
れ
た
朱
寿

昌
が
、
五
十
年
後
に
母
の
嫁
し
た
秦
の
国
を
訪
ね
て
奇
跡
的
な
再
会
を
果
た
す

と
い
う
話
。
近
代
浮
世
絵
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
小
島
烏
水
が
、
印
象
派

の
別
称
で
あ
る
外
光
派
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
、
印
象
派
以
前
に
試
み
て
い
る

と
評
し
た
よ
う
に
）
4
（

、
自
然
の
中
の
光
の
表
現
が
す
ば
ら
し
い
。
濃
紺
の
バ
ッ
ク

の
中
ほ
ど
に
、
白
雲
を
主
と
し
た
白
っ
ぽ
い
帯
を
靄
の
よ
う
に
浮
か
べ
て
奥
行

き
を
出
す
手
法
は
、
先
ほ
ど
の
無
落
款
ペ
ア
（
姜
詩
、
仲
由
）
と
初

り
の
特

徴
で
あ
る
点
で
共
通
し
、
制
作
時
期
の
近
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　「
閔
子
騫
」
は
、
二
人
の
弟
を
生
ん
だ
継
母
に
、
ひ
そ
か
に
虐
待
さ
れ
た
閔

子
騫
が
、
虐
待
に
気
づ
い
た
父
が
継
母
を
離
別
し
よ
う
と
し
た
際
に
、「
母
が

い
れ
ば
自
分
一
人
が
寒
く
て
す
む
が
、
母
が
去
れ
ば
兄
弟
三
人
が
寒
い
」
と
父

を
止
め
た
、
と
い
う
話
。

　
西
洋
画
の
聖
母
子
像
を
連
想
さ
せ
る
と
と
も
に
、
先
ほ
ど
の
「
姜
詩
」
と
同

様
、
西
洋
的
な
裸
婦
像
を
描
こ
う
と
し
た
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
前
に
述
べ
た

よ
う
に
、
元
は
室
内
風
景
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
を
、
版
木
ペ
ア
の
相
手
で
あ

る
「
朱
寿
昌
」
に
合
わ
せ
て
野
外
に
持
ち
出
し
た
た
め
に
、
超
現
実
主
義
的
な

趣
の
あ
る
傑
作
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
「
朱
寿
昌
」
を
最
初
に
見
た
と
き
に
、

マ
ネ
の
「
草
上
の
昼
食
」
を
連
想
し
た
。
地
面
の
緑
が
下
か
ら
の
ボ
カ
シ
に
な

っ
て
い
る
の
が
初

り
で
あ
る
。

　
こ
の
二
点
も
共
通
点
が
わ
か
り
や
す
い
。（
以
下
、
表
２
〜
表
８
は
、
証
明
ご

と
に
毎
回
の
よ
う
に
出
て
く
る
の
で
、
再
掲
は
し
な
い
。
と
り
あ
え
ず
表
２
〜
表
６

に
つ
い
て
は
、
前
節
の
「
無
落
款
ペ
ア
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。）

　

芳
桐
印
は
小
さ
く
（
表
３
）、
下
側
が
逆
三
角
形
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。

落
款
と
の
距
離
も
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
大
き
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
「
２
、
３
」
や

「
９
、
10
」
と
は
、
形
や
位
置
が
明
確
に
違
う
こ
と
を
、
図
８
、
10
、
17
、
18

(15)175



176

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
い
。

　

題
が
青
な
の
は
こ
の
二
点
だ
け
（
表
７
）、
全
体
枠
の
朱
色
も
こ
の
二
点

だ
け
（
表
４
、
一
七
一
頁
参
照
）。
詞
書
の
肌
色
も
共
通
す
る
（
表
５
、
一
七
二

頁
参
照
）。

　
こ
れ
ら
の
配
色
は
、
青
空
を
強
調
し
て
い
る
。
題
の
青
は
そ
の
端
的
な
表
明

で
あ
り
、
全
体
枠
の
朱
色
や
詞
書
・
人
肌
・
地
面
な
ど
の
肌
色
は
、
青
と
の
対

比
に
よ
っ
て
青
を
強
調
し
て
い
る
。

　

落
款
の
位
置
、
つ
ま
り
落
款
の
高
さ
（
落
款
高
）
が
、
二
十
四
点
中
こ
の

二
点
だ
け
、
飛
び
抜
け
て
高
い
位
置
に
あ
る
。
表
６
で
「
上
」
と
表
し
た
の
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
点
が
落
款
ペ
ア
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
落
款
自
体
も
一
見
し
て
酷
似
し
て
お
り
、「
一
」
の
右
下
が
り
の

図
８

11朱寿昌12閔子騫

図
７
　
（
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
）
Ⅵ
組

11　朱寿昌12　閔子騫

(16)176



177

十二のペアを推理する

感
じ
、「
勇
」
の
「
マ
」
か
ら
「
田
」
へ
の
続
き
具
合
、「
國
」
の
第
一
画
な
ど
、

多
く
の
共
通
点
を
も
つ
。
　
表
６
で
見
る
と
お
り
「
題
高
」
も
「
中
」
で
共
通

す
る
。
前
期
で
は
無
落
款
ペ
ア
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
も
「
中
」
で
あ
り
、
こ

の
点
か
ら
も
無
落
款
ペ
ア
と
（
少
な
く
と
も
落
款
段
階
の
）
制
作
時
期
が
近
接

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」
の
ペ
ア
は
、
人
物
が
い
ず
れ
も
左
向
き
で

あ
る
点
で
も
無
落
款
ペ
ア
と
共
通
し
て
い
る
。

　
な
お
、
題
字
の
字
形
が
異
な
る
が
、「
閔
子
騫
」
は
前
述
の
よ
う
に
「
４
呉

猛
」
と
同
じ
で
、
元
は
室
内
画
と
い
う
共
通
点
を
も
ち
、「
朱
寿
昌
」
は
「
１

大
舜
」
と
同
じ
で
、
と
も
に
野
外
を
舞
台
と
し
て
い
る
。

　　
証
明
③
　
Ⅴ
組
　
「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」

　「
王
祥
」
は
、
鮮
魚
を
好
む
継
母
の
た
め
に
、
魚
を
獲
ろ
う
と
し
た
が
、
氷

が
厚
く
て
獲
れ
ず
嘆
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
氷
が
裂
け
て
二
匹
の
鯉
が
飛
び
出
し

　　　　　　　　　 表７　題の地色一覧　 　　……左に同じ

期 版木ペア 初 り 後 り
非常に遅
い り

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１　大舜 赤 　

４　呉猛 赤 　

３　董永 赤 　

２　張孝張礼 赤 　

丸隅

７　漢文帝 赤 　

５　 子 赤 　

６　孟宗　　 赤 　

８　曾参 赤 　

その他

９　王祥 赤 　

10　 黔婁 赤 　

11　朱寿昌 青 　

12　閔子騫 青 　

無
落款

13　姜詩 赤 　

14　仲由　 赤 　

後
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15　蔡順 肌色 　　 無色

16　陸績 肌色 　　 無色

二行と
一行の
混成

17　王 赤 　

20　唐夫人 赤 　

19　楊香 赤 　

18　郭巨 赤 　

一行

21　黄香 オレンジ 肌色

22　黄庭堅 オレンジ 肌色

23　丁蘭 紺と茶 　 緑

24　老莱子 紺と茶 　 緑

初 り　赤16、肌色２、オレンジ２、青２、紺と茶２
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た
、
と
い
う
話
。
前
述
の
「
姜
詩
」「
閔
子
騫
」
が
女
性
の
裸
体
画
を
西
洋
風

に
堂
々
と
描
こ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
こ
れ
は
男
性
の
裸
体
美
を
リ
ア
ル
に
描

き
出
し
た
傑
作
で
あ
る
。
男
性
の
裸
体
美
は
、
出
世
作
の
「
水
滸
伝
」
以
来
、

国
芳
が
追
求
し
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
誇
張
を
排
し
、
西
洋
画

的
な
リ
ア
ル
さ
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　「
10

黔
婁
」
は
、
故
郷
の
父
が
病
気
に
な
っ
た
の
を
、
自
分
も
体
に
異
変

が
生
じ
て
察
し
た

黔
婁
が
、
官
を
辞
し
て
父
の
も
と
へ
急
行
す
る
場
面
を
描

く
。
西
洋
風
の
堂
々
た
る
騎
馬
像
で
あ
る
。

　
こ
れ
も
初

り
で
は
、
青
空
の
中
ほ
ど
に
白
っ
ぽ
い
帯
状
の
靄
が
あ
っ
て
、

図
９
　
（
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
）
Ⅴ
組

９　王祥10　 黔婁

９　王祥10　 黔婁

図
10
　
（
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
）
Ⅴ
組
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十二のペアを推理する

奥
行
き
感
を
演
出
し
て
お
り
、
こ
の
特
徴
を
共
有
す
る
「
11
朱
寿
昌
」
や
無
落

款
ペ
ア
（
13
姜
詩
、
14
仲
由
）
と
、
制
作
時
期
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
な
お
、「

黔
婁
」
は
近
年
確
認
さ
れ
た
初

り
と
、
従
来
の
後

り
の
違
い
が
大
き
い
の
で
、
図
11
に
後

り
を
掲
げ
て
お
く
。
後

り
の
ほ

う
が
馬
体
と
地
面
に
ボ
カ
シ
が
入
り
、
従
来
の
感
覚
で
は
〈
初

り
〉
に
見
え

る
が
、
褐
色
の
西
洋
馬
の
感
じ
と
画
面
の
奥
行
き
は
、
初

り
の
ほ
う
が
は
る

か
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
騎
馬
像
は
後
に
「
甲
越
川
中
島
大
合
戦
」

（
三
枚
続
き
、
嘉
永
五
年
刊
）
の
左
の
騎
馬
像
に
転
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
焦
げ
茶

色
の
馬
も
初

り
の
ほ
う
に
感
じ
が
近
い
）
5
（

。

　
な
お
、
詞
書
の
題
「

黔
婁
」
の
「
ゆ
」
の
字
が
、
字
形
の
よ
く
似
た

「
そ
う

」
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
字
の
間
違
い
は
国
芳
作
品
に
も

時
々
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
二
点
の
共
通
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

名
主
印
（
村
田
、
米
良
の
二
印
）
が
入
っ
て
い
る
の
は
、「
８
曾
参
」
を
除

け
ば
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
曾
参
で
は

り
の
相
当
早
い
段
階
で

削
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
二
点
は
後

り
で
も
名
主
印
が
残
っ
て
い
る
。
二

印
は
版
下
絵
に
押
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
芳
桐
印
と
同
様
に
版
木
ペ
ア
の

重
要
な
証
拠
と
な
る
。

　

芳
桐
印
は
小
さ
く
、「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張

礼
」
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
（
表
３
）。
し
か
し
、
形
に
特
徴
が
あ
り
、

下
側
中
央
の
房
の
先
端
だ
け
が
飛
び
出
し
て
い
て
、
あ
と
は
上
下
と
も
高
さ
が

そ
ろ
っ
て
い
る
（
正
方
形
に
近
い
）。
芳
桐
印
の
位
置
も
、
落
款
に
一
部
重
な
る

な
ど
の
点
で
酷
似
す
る
。

　

詞
書
は
と
も
に
肌
色
で
あ
る
（
表
５
）。「
王
祥
」
で
は
、
裸
体
を
同
じ
肌

色
の
詞
書
で
補
強
し
て
い
る
効
果
が
著
し
い
。
ま
た
、「

黔
婁
」
で
は
、
詞

書
と
地
面
の
肌
色
で
青
空
を
上
下
か
ら
挟
む
と
と
も
に
、
濃
い
茶
褐
色
（
肌
色

と
同
系
統
）
で
人
馬
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
肌
色
の
効
果
的
な
使
い
方
に

共
通
点
が
見
ら
れ
、
国
芳
の
作
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

題
枠
の
先
端
の
尖
っ
た
形
は
、
こ
の
二
点
だ
け
の
特
徴
で
あ
る
。
落
款
高

は
と
も
に
二
八
ミ
リ
、
題
高
は
七
ミ
リ
と
八
ミ
リ
で
共
通
性
が
高
い
（
表
６
）。

落
款
は
大
き
く
、
一
見
し
て
酷
似
す
る
。
い
ず
れ
も
落
款
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
の

明
証
で
あ
る
。

図11　10「 黔婁」後 り（筆者蔵）　馬体にボカシ
が入り、従来の感覚ではかえって初 りに見える
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題
字
は
「
土
」
が
「
士
」
に
な
り
、「
廿
」
は
「
十
」
を
横
に
並
べ
た
形

に
な
る
な
ど
、
字
形
・
書
体
と
も
に
独
特
で
あ
り
、
題
字
段
階
で
も
ペ
ア
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。

　
以
上
で
、
こ
の
二
点
は
、
無
落
款
ペ
ア
（
13
姜
詩
、
14
仲
由
）
と
同
様
に
、

終
始
一
貫
し
て
ペ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
版
下
絵
の
左
右
も
、
王
祥
が
右
、

黔
婁
が
左
で
あ
れ
ば
、
人
物
の
向
き
は

お
互
い
が
向
き
合
う
形
に
な
り
、
自
然
で
あ
る
。
人
物
が
一
人
ず
つ
の
場
合
は

こ
の
人
物
の
向
き
に
よ
っ
て
、
作
品
が
右
か
左
か
が
か
な
り
判
別
で
き
る
。
こ

の
点
に
は
っ
き
り
気
が
付
い
た
の
は
、
中
判
の
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之

内
」
の
シ
リ
ー
ズ
の
組
み
合
わ
せ
を
調
べ
た
と
き
で
、
特
に
こ
の
中
判
水
滸
伝

は
「
唐
土
廿
四
孝
」
と
違
っ
て
、
基
本
的
に
一
点
に
つ
き
人
物
が
一
人
な
の
で
、

組
み
合
わ
せ
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
。

　
人
物
の
向
き
が
違
う
作
品
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
、
お
互
い
に
そ
っ
ぽ
を
向

く
よ
う
な
形
は
と
ら
な
い
の
が
、
二
枚
続
き
・
三
枚
続
き
の
場
合
の
鉄
則
と
言

っ
て
よ
い
。
中
判
の
作
品
は
、
続
き
物
で
さ
え
な
け
れ
ば
個
々
の
作
品
は
独
立

し
て
い
る
か
ら
、
ペ
ア
の
人
物
の
向
き
な
ど
は
ど
う
で
も
構
わ
な
い
よ
う
に
も

思
え
る
が
、
二
点
一
組
で
実
際
に
制
作
す
る
立
場
で
は
、
美
意
識
を
逆
撫
で
す

る
よ
う
な
人
物
の
配
置
は
避
け
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　　
第
三
節
　
Ａ
１
「
天
」
グ
ル
ー
プ

　
次
は
、
題
高
「
天
」
グ
ル
ー
プ
の
四
点
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　　
証
明
④
　
Ⅱ
組
　
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」

　「
董
永
」
は
、
極
貧
の
董
永
が
、
自
分
の
身
を
売
っ
た
金
で
父
の
葬
式
を
す

ま
せ
、
主
人
と
な
る
金
持
ち
の
家
に
行
く
途
中
、
出
会
っ
た
女
性
が
「
あ
な
た

の
妻
に
な
り
ま
す
」
と
同
行
し
、
ひ
と
月
で
沢
山
の
織
物
を
織
っ
て
借
金
を
返

し
て
く
れ
た
。
自
由
に
な
っ
て
帰
る
途
中
、
以
前
出
会
っ
た
場
所
で
妻
は
ど
こ

へ
と
も
な
く
去
っ
た
と
い
う
話
。
民
話
「
鶴
の
恩
返
し
」
に
似
る
。
ま
た
、
西

洋
画
の
天
使
の
日
本
的
表
現
と
も
見
え
る
（
下
半
身
は
幽
霊
風
で
あ
る
）。

　
妻
と
夫
の
上
半
身
の
ポ
ー
ズ
が
相
似
形
を
成
し
て
い
る
点
に
、
国
芳
の
作
意

が
感
じ
ら
れ
る
。
初

り
に
は
白
雲
が
な
く
、
近
年
に
確
認
さ
れ
た
。
従
来
の

後

り
（
図
13
）
で
は
、
二
人
の
間
を
白
雲
が
横
切
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
相

似
形
の
面
白
さ
が
失
わ
れ
て
い
る
）
6
（

。

　「
張
孝
・
張
礼
」
は
、
凶
作
の
と
き
老
母
を
養
う
た
め
、
木
の
実
を
拾
い
に

山
に
入
っ
た
幼
い
張
礼
（
弟
）
が
山
賊
に
つ
か
ま
り
、「
煮
て
食
う
ぞ
」
と
脅

さ
れ
た
が
、「
母
に
こ
の
食
を
与
え
た
ら
ま
た
戻
っ
て
き
ま
す
」
と
約
束
し
て

家
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
兄
の
張
孝
が
こ
れ
を
聞
い
て
山
に
同
行
し
、
二
人
と
も

「
死
ぬ
な
ら
自
分
が
」
と
言
い
張
っ
て
や
ま
な
い
、
と
い
う
劇
的
な
場
面
で
あ

る
。

　
後

り
で
は
、
賊
の
頭
上
の
葉
と
葉
の
間
に
あ
る
、
細
長
い
濃
紺
の
空
の
部

分
、
お
よ
び
山
と
左
の
葉
と
の
間
の
空
が
色
落
ち
し
て
、
薄
い
青
に
な
っ
て
い

る
（
図
14
）。
こ
れ
は
、
濃
紺
の
ボ
カ
シ
に
使
っ
た
色
版
の
細
長
い
部
分
が
欠
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十二のペアを推理する

け
た
た
め
に
、
起
き
た
現
象
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
二
点
の
共
通
点
は
、
次
の
と
お
り
。

芳
桐
印
が
と
も
に
小
さ
い
（
図
17
、
18
、
一
八
五
頁
）。
形
も
酷
似
す
る
。
形

の
特
徴
は
、
①
左
右
の
房
は
、
上
側
の
房
が
下
側
よ
り
も
横
に
張
り
出
し
て
い

る
。
②
下
側
三
つ
の
房
が
下
端
に
向
か
う
傾
斜
が
、
ゆ
る
や
か
だ
。
芳
桐
印
の

位
置
は
、「
画
」
か
ら
離
れ
て
ほ
ぼ
そ
の
真
下
に
来
て
い
る
。

　
小
さ
い
芳
桐
印
は
前
期
で
ほ
か
に
「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」「
11
朱
寿
昌
、

12
閔
子
騫
」
の
二
組
が
あ
る
が
（
表
３
）、
厳
密
に
言
え
ば
こ
れ
が
最
も
小
さ

い
ペ
ア
で
あ
る
。「
９
、
10
」
は
芳
桐
印
が
落
款
と
重
な
っ
て
い
る
点
が
違
う

し
、「
11
、
12
」
は
、
芳
桐
印
の
上
側
の
房
と
下
側
の
房
が
ほ
ぼ
同
じ
幅
で
あ

る
な
ど
、
形
が
か
な
り
違
う
。

図
12
　
「
天
」
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
組

２　張孝・張礼 ３　董永

図13　「董永」後 り（筆者蔵）

　　　初 りになかった白雲を浮かべている
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な
お
、
表
３
で
わ
か
る
よ
う
に
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
の
芳
桐
印
の

「
小
」
は
、
周
囲
の
「
大
」
か
ら
孤
立
し
て
お
り
、
か
え
っ
て
９
〜
12
の
「
落

款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
」
グ
ル
ー
プ
や
、
後
期
の
15
〜
20
に
、
同
じ
「
小
」
が
固
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
版
木
ペ
ア
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
の
制
作
順
序

が
か
な
り
繰
り
下
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
後
で
ま
た
検
討

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

詞
書
は
、
初

り
で
は
こ
の
二
点
だ
け
「
極
薄
い
肌
色
」
で
あ
る
。
後
摺

り
で
は
濃
い
肌
色
に
な
り
、
も
っ
と
後

り
で
は
緑
に
変
わ
る
（
表
５
）。
こ

の
変
化
の
共
通
性
も
版
木
ペ
ア
で
あ
る
証
拠
で
あ
る
。

　

こ
の
二
点
だ
け
、
題
枠
が
二
重
枠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る

か
は
、
後
で
検
討
す
る
。

　

題
字
の
字
形
が
「
廿
」
で
あ
る
の
は
、
前
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る

（
表
２
）。

　
な
お
、
題
は
最
も
一
般
的
な
赤
で
あ
る
が
、「
張
孝
・
張
礼
」
は
赤
と
は
言

っ
て
も
、
革
服
の
質
感
に
合
わ
せ
た
色
合
い
に
変
化
さ
せ
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。

　　
証
明
⑤
　
Ⅰ
組
　
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」

　「
大
舜
」
は
、
堯
・
舜
・
禹
で
知
ら
れ
る
中
国
古
代
の
神
話
的
聖
王
の
一

人
・
舜
（
敬
し
て
「
大
舜
」
と
称
さ
れ
る
）
が
、
少
年
時
代
に
父
と
継
母
や
弟

（
継
母
の
子
）
か
ら
憎
ま
れ
、
た
び
た
び
殺
さ
れ
そ
う
に
さ
え
な
る
が
、
少
し

も
恨
ま
ず
父
母
に
仕
え
た
の
で
、
孝
心
が
天
に
通
じ
た
か
、
田
を
耕
す
と
鳥
が

来
て
雑
草
を
抜
い
て
く
れ
、
象
も
助
け
に
来
た
と
い
う
。

　
詞
書
と
地
面
が
薄
黄
色
で
あ
る
の
が
初

り
で
あ
り
、
青
空
を
上
下
か
ら
挟

ん
で
浮
き
立
た
せ
る
効
果
を
出
し
て
い
る
（
表
５
）。

　「
呉
猛
」
は
、
家
が
貧
し
く
て
蚊
帳
が
な
か
っ
た
の
で
、
父
が
蚊
に
刺
さ
れ

な
い
よ
う
に
、
八
歳
の
呉
猛
が
自
分
は
裸
に
な
り
、
蚊
に
刺
さ
れ
る
ま
ま
に
し

図14　「張孝・張礼」後 り（プルヴェラー旧蔵）
　　　空の左右二か所に色落ちがある
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十二のペアを推理する

て
い
た
、
と
い
う
話
。

　
エ
ン
ゼ
ル
を
画
面
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
寝
て
い
る
父
親
の
姿

に
は
、
寝
釈

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
十
字
架
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
キ

リ
ス
ト
像
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
）
7
（

。

　

芳
桐
印
は
大
き
く
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
や
無
落
款
ペ
ア
に
近
い
（
表
３
）。

形
は
こ
の
二
点
だ
け
の
特
徴
が
よ
く
出
て
お
り
（
図
17
、
18
）、
①
下
側
の
三

つ
の
房
の
高
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
、
②
形
も
左
右
対
称
で
端
正
、
③
右
上
の
房
の
下

端
の
横
棒
が
右
に
張
り
出
し
て
い
る
。
位
置
も
、
落
款
に
き
っ
ち
り
接
し
て
い

る
の
は
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
。

　

主
人
公
の
童
子
は
、
蘭
書
『
東
西
海
陸
紀
行
』
の
図
版
の
エ
ン
ゼ
ル
三
人

の
う
ち
の
一
人
ず
つ
を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
）
8
（

、
版
木
ペ
ア
と
す
る
の
に
都
合
の

よ
い
事
実
で
あ
る
。
二
点
の
童
子
の
筋
肉
表
現
は
（
モ
デ
ル
と
異
な
る
も
の

の
）
共
通
性
が
高
い
（
図
16
）。

　
版
木
ペ
ア
と
し
て
の
証
明
は
以
上
で
十
分
だ
が
、
ほ
か
に
「
天
」
グ
ル
ー
プ

四
点
の
う
ち
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
が
ペ
ア
と
し
て
確
定
し
た
残
り
の
二
点

だ
か
ら
ペ
ア
、
と
い
う
状
況
証
拠
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
版
木
ペ
ア
は
、
詞
書
が
「
大
舜
」
は
薄
黄
色
、「
呉
猛
」

は
青
で
一
致
し
な
い
。
し
か
し
、「
大
舜
」
の
薄
黄
色
は
地
面
に
も
使
わ
れ
、

上
下
か
ら
青
空
を
挟
ん
で
浮
き
立
た
せ
る
と
い
う
効
果
を
あ
げ
て
い
る
し
、

「
呉
猛
」
の
青
は
、
夏
の
夜
空
の
上
部
に
あ
っ
て
、
夜
空
と
は
同
系
統
の
薄
い

色
に
な
っ
て
お
り
、
絵
全
体
を
伸
び
や
か
に
見
せ
て
い
る
。
版
木
ペ
ア
だ
か
ら

図
15
　
「
天
」
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
組

１　大舜４　呉猛
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と
言
っ
て
、
詞
書
を
一
律
に
同
じ
色
に
し
な
い
の
は
、
後
出
の
「
15
蔡
順
、
16

陸
績
」
で
も
同
じ
で
あ
り
、
国
芳
は
絵
全
体
の
効
果
を
考
え
て
詞
書
の
配
色
も

決
め
て
い
る
の
で
あ
る
）
9
（

。

　
も
っ
と
も
、「
大
舜
」
の
薄
黄
色
（
全
体
枠
の
濃
い
鮮
黄
色
で
あ
る
鬱
金
と
は
、

染
料
が
異
な
る
）
は
「
呉
猛
」
に
は
使
わ
れ
ず
、「
呉
猛
」
の
蚊
遣
り
の
炎
に
使

わ
れ
て
い
る
茶
褐
色
は
「
大
舜
」
に
は
現
れ
な
い
よ
う
に
、
こ
の
版
木
ペ
ア
が

贅
沢
な
色
の
使
い
方
を
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
最
初
に
制

作
し
た
版
木
ペ
ア
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
意
欲
が
配
色
に
も
反
映
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　「
大
舜
」「
呉
猛
」
と
も
に
エ
ン
ゼ
ル
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
触

れ
た
が
、
こ
の
二
点
の
国
芳
の
作
意
と
し
て
、
東
西
の
〈
聖
人
的
帝
王
〉
を
並

べ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
舜
」
は
中
国
古
代
を
代
表
す
る

聖
人
を
描
き
、
だ
か
ら
こ
そ
「
二
十
四
孝
」
物
で
も
常
に
一
番
に
位
置
し
て
い

る
。
一
方
、「
呉
猛
」
に
描
か
れ
た
父
親
像
は
、
単
に
そ
の
姿
か
ら
キ
リ
ス
ト

を
連
想
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
帝
王
の
色
と
さ
れ
る
黄
色
の
服
を
着
て
お
り
、

頭
の
周
り
と
身
体
全
体
も
黄
色
い
仕
切
り
で
囲
わ
れ
て
い
る
（
キ
リ
ス
ト
は
、

い
わ
ば
西
洋
社
会
の
聖
な
る
帝
王
で
あ
ろ
う
）。
こ
の
黄
色
が
煙
に
包
ま
れ
た
柱

に
も
表
れ
て
い
て
、
エ
ン
ゼ
ル
と
〈
キ
リ
ス
ト
〉
と
の
間
を
立
ち
昇
っ
て
い
く

こ
の
煙
は
、
昇
天
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
長
い
柄
の
団
扇
を
掲

げ
た
エ
ン
ゼ
ル
の
ポ
ー
ズ
も
「
ハ
レ
ル
ヤ
」
と
神
を
讃
え
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
西
洋
の
宗
教
画
を
連
想
さ
せ
る
絵
が

い
く
つ
か
見
ら
れ
、「
姜
詩
」「
董
永
」
の
女
性
の
エ
ン
ゼ
ル
を
思
わ
せ
る
ポ
ー

ズ
や
、
聖
母
子
像
を
連
想
さ
せ
る
「
閔
子
騫
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、

ほ
か
に
も
何
点
か
そ
の
よ
う
な
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
（
な
お
、
同
時

代
の
日
本
の
画
家
に
、
聖
母
子
像
を
吉
良
上
野
介
の
首
を
抱
く
大
石
内
蔵
助
の
姿
に

換
骨
奪
胎
し
た
先
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
13
を
参
照
）。

図16　蘭書『東西海陸紀行』の三人のエンゼル　
（『浮世絵春秋』第２期第１号の勝原良太氏の論文より許可を得て転載）
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十二のペアを推理する

　　
天
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と
ペ
ア
の
組
み
替
え

　
表
６
で
わ
か
る
よ
う
に
、
題
高
が
「
天
」
と
い
っ
て
も
、
版
木
ペ
ア
に
は

「
張
孝
・
張
礼
」
は
二
ミ
リ
、「
董
永
」
は
四
ミ
リ
の
よ
う
に
違
い
が
目
立
つ
。

題
高
は
む
し
ろ
「
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張
礼
」
が
二
ミ
リ
で
一
致
し
、「
３
董

永
、
呉
猛
」
が
四
ミ
リ
と
三
ミ
リ
で
近
接
し
、
こ
の
二
組
が
落
款
ペ
ア
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
も
っ
と
違
い
が
大
き
い
の
は
表
６
の
落
款
高
で
、「
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張

礼
」
が
「
下
」
の
二
五
ミ
リ
、「
３
董
永
、
４
呉
猛
」
が
「
中
」
の
三
六
ミ
リ

で
完
全
に
一
致
し
、
こ
の
二
組
が
落
款
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
落
款
の
筆
跡
を
分
析
す
る
と
、「
國
」
の
第
一
画
な
ど
に
落
款
ペ

ア
で
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
特
に
次
の
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
落
款
ペ
ア
に
し

か
な
い
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。

　《
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張
礼
》
　
①
「
マ
」
と
「
田
」
の
間
が
大
き
く
あ
い

て
い
る
。
②
「
田
」
の
第
一
画
と
第
二
画
が
続
け
字
に
な
っ
て
い
る
。

　《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
　
①
「
マ
」
は
折
れ
釘
流
の
「
て
」
に
近
い
。
②

「
田
」
の
上
側
の
横
棒
が
凸
型
に
反
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
出
発
点
の
落
款
ペ
ア
は
《
１
大
舜
、
２
張
孝
・

張
礼
》《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な

い
。
こ
の
落
款
ペ
ア
が
「
天
」
グ
ル
ー
プ
の
中
で
組
み
替
え
ら
れ
て
、
最
終
的

に
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
と
い
う
版
木
ペ
ア
に

１大舜２張孝・張礼

図
17

図
18

３董永４呉猛

(09)185



186

落
ち
着
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
の
版
木
ペ
ア
だ
け
が
、

題
枠
が
二
重
枠
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
二
重
枠
の
外
枠
の
幅
は
「
張

孝
・
張
礼
」
が
一
七
ミ
リ
、「
董
永
」
が
一
七
・
五
ミ
リ
で
、
他
の
作
品
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
枠
を
他
と
同
じ
大
き
さ
で
書
い
た
後
、
題

字
を
書
き
入
れ
る
ま
で
の
間
に
、
内
枠
を
書
き
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
題
枠
は
、
落
款
を
書
く
際
の
位
置
の
基
準
に
な
る
た
め
、
落
款
以
前
に
書
く

の
が
普
通
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
題
枠
の
位
置
や
形
は
、
普
通
は
落
款
ペ
ア

を
証
明
す
る
重
要
な
証
拠
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
「
二
重
枠
」
の
二
点
は
、
落

款
ペ
ア
と
異
な
る
こ
と
が
す
で
に
証
明
済
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
は

落
款
段
階
で
（
正
確
に
は
落
款
以
前
に
）
外
枠
だ
け
を
書
き
入
れ
、
題
字
段
階

（
題
字
を
書
き
入
れ
る
直
前
）
に
な
っ
て
、
新
た
な
ペ
ア
を
指
示
す
る
意
味
で
内

枠
を
書
き
入
れ
、
二
重
枠
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
二
重
枠
を
題
字
段
階
の
現
象
と
考
え
る
と
、
前
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
に
、

題
字
に
「
廿
」
と
い
う
字
形
を
使
っ
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
（
表
２
）。

た
だ
し
、
題
字
の
字
形
が
全
部
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
が
問
題
で
あ
る
。

「
孝
」
が
董
永
で
は
「
斈
」（
元
は
「
學
」
の
略
字
だ
が
、
当
時
は
「
孝
」
の
略
字

と
し
て
通
用
）
に
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、「
張
孝
・
張
礼
」
は
後

期
の
「
17
王

」
と
同
じ
字
形
だ
が
、「
董
永
」
と
字
形
が
完
全
に
一
致
す
る

作
品
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
た
め
、
こ
の
二
点
を
、「
４

呉
猛
、
12
閔
子
騫
」
と
同
じ
よ
う
に
題
字
段
階
で
の
ペ
ア
と
は
、
す
ぐ
に
は
決

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　「
天
」
グ
ル
ー
プ
四
点
は
、
題
字
段
階
で
そ
の
う
ち
二
点
が
「
１
大
舜
、
11

朱
寿
昌
」「
４
呉
猛
、
12
閔
子
騫
」
と
、
グ
ル
ー
プ
の
枠
を
越
え
て
の
ペ
ア
が

想
定
さ
れ
た
。
こ
の
二
組
は
結
局
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」（
天
グ
ル
ー
プ
内
の
組

み
替
え
）
と
「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」（
元
の
落
款
ペ
ア
と
同
じ
）
と
い
う
版

木
ペ
ア
に
落
ち
着
く
。
一
方
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
も
一
応
、
題
字
段

階
の
ペ
ア
と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
版
木
ペ
ア
と
し
て
決
着
す
る
。
こ
の

よ
う
に
、「
天
」
グ
ル
ー
プ
は
題
字
段
階
で
の
変
化
が
大
き
い
と
い
う
特
徴
を

も
っ
て
い
る
。

　
人
物
の
向
き
を
、
ペ
ア
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
落
款
ペ
ア
の
《
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張
礼
》
は
、
大
舜
と
張
孝
・
張
礼
の
童

子
同
士
が
向
き
合
う
。《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
は
、「
呉
猛
」
の
父
親
（
キ
リ
ス

ト
）
が
左
側
か
ら
、
天
女
が
右
上
へ
飛
び
去
る
の
を
眺
め
る
形
に
な
る
。

　
題
字
ペ
ア
の
「
１
大
舜
、
11
朱
寿
昌
」
は
、
い
ず
れ
も
人
物
は
左
向
き
で
あ

る
が
、
ど
ち
ら
の
絵
も
右
側
に
壁
（「
大
舜
」
の
巨
象
、「
朱
寿
昌
」
の
幹
）
を
作

っ
て
い
る
の
で
、
ど
ち
ら
を
左
に
置
い
て
も
流
れ
が
阻
害
さ
れ
る
の
が
欠
点
だ
。

こ
の
題
字
ペ
ア
を
御
破
算
に
し
た
一
つ
の
理
由
か
も
知
れ
な
い
。「
４
呉
猛
、

12
閔
子
騫
」
は
「
閔
子
騫
」
を
右
に
お
け
ば
、
一
家
と
「
呉
猛
」
の
父
親
が
向

か
い
合
う
形
に
な
る
。

　
版
木
ペ
ア
の
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」
で
は
「
大
舜
」
の
大
舜
（
中
国
古
代
の

聖
帝
）
と
巨
象
が
左
を
向
き
、「
呉
猛
」
の
隠
れ
た
主
人
公
で
あ
る
父
親
（
西

(10)186



187

十二のペアを推理する

洋
古
代
の
聖
な
る
帝
王
・
キ
リ
ス
ト
）
と
向
き
合
う
形
に
な
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
て
い
る
。「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
は
、「
張
孝
・
張
礼
」
の
山
賊
が

左
を
向
い
て
い
る
の
で
、
長
ら
く
「
張
孝
・
張
礼
」
が
右
、「
董
永
」
が
左
側

で
人
物
が
向
き
合
う
と
考
え
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
「
11
朱
寿
昌
、
12
閔

子
騫
」
の
よ
う
に
、
人
物
が
同
じ
方
向
を
向
く
ペ
ア
も
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し

て
左
右
を
入
れ
替
え
て
み
た
と
こ
ろ
、「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
で
背
景

の
空
が
つ
な
が
る
こ
と
を
見
つ
け
た
。
丘
陵
か
ら
山
の
稜
線
が
自
然
な
形
で
つ

な
が
る
の
で
あ
る
。「
唐
土
廿
四
孝
」
中
、
二
枚
続
き
と
し
て
も
鑑
賞
で
き
る

例
は
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
の
無
落
款
ペ
ア
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、「
董
永
」
だ
け
で
は
い
く
ら
か
奇
妙
に
見
え
る

土
坡
（
丘
陵
）
の
存
在
理
由
も
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
ね
が
ね
「
唐
土

廿
四
孝
」
の
背
景
は
、
ペ
ア
の
変
更
に
伴
い
修
整
さ
れ
て
い
る
場
合
が
い
ろ
い

ろ
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、

も
と
も
と
落
款
段
階
で
「
２
張
孝
・
張
礼
」
が
左
側
に
位
置
し
「
３
董
永
」
が

右
側
に
位
置
し
て
い
た
の
を
、
版
木
ペ
ア
で
も
引
き
継
ぐ
形
に
な
り
、
こ
の
点

で
も
自
然
な
配
置
と
な
る
（
後
期
の
「
17
王

、
20
唐
夫
人
」
と
「
19
楊
香
、
18

郭
巨
」
の
混
成
ペ
ア
二
組
も
同
様
の
例
で
あ
る
）。

　　
さ
て
、
落
款
ペ
ア
の
《
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張
礼
》
は
、「
二
十
四
孝
」
物

で
大
舜
が
常
に
一
番
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
唐
土
廿
四
孝
」
で
も
一

番
、
つ
ま
り
最
初
に
描
か
れ
て
、
版
下
絵
の
右
側
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
実
際
、
象
の
描
写
や
）
10
（

、
エ
ン
ゼ
ル
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
点
な
ど
に
、

シ
リ
ー
ズ
最
初
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
、
国
芳
の
強
い
意
欲
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
落
款
ペ
ア
は
、「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
と
同
じ
く
、
第
六
章
で
述
べ
る
三

種
の
左
右
判
別
法
に
よ
ら
ず
と
も
左
右
が
推
定
で
き
る
、
特
別
な
例
の
一
つ
な

の
で
あ
る
。

　「
張
孝
・
張
礼
」
は
表
１
（
一
六
六
頁
）
で
わ
か
る
よ
う
に
、
江
戸
前
期
・

中
期
の
「
二
十
四
孝
」
物
で
は
採
用
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、「
唐
土

廿
四
孝
」
当
時
の
江
戸
後
期
で
は
省
か
れ
て
い
た
。「
唐
土
廿
四
孝
」
が
詞
書

や
絵
柄
で
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
『
二
十
四
孝
絵
抄
』
で
は
、
二
十
四
点
の
ほ

か
に
「
附
言
」
で
「
二
十
四
孝
」
物
の
異
本
の
系
統
も
述
べ
て
、「
張
孝
・
張

礼
」
と
「
田
真
・
田
広
・
田
慶
」
の
絵
と
詞
書
を
載
せ
て
い
る
（
岩
切
友
里
子

氏
の
ご
厚
意
で
見
せ
て
頂
い
た
同
書
「
張
孝
・
張
礼
」
の
コ
ピ
ー
を
見
る
と
、
そ
の

詞
書
を
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
種
員
が
参
照
・
模
倣
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
）。
し
た

が
っ
て
、「
唐
土
廿
四
孝
」
で
「
２
張
孝
・
張
礼
」
を
採
用
し
た
の
は
、『
二
十

四
孝
絵
抄
』
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
高
い
が
）
11
（

、「
張
孝
・
張
礼
」
の
採
用
は

当
時
と
し
て
の
新
機
軸
で
あ
り
、
国
芳
と
し
て
も
意
欲
を
燃
や
し
た
に
違
い
な

い
。
そ
の
こ
と
が
、「
２
張
孝
・
張
礼
」
を
「
１
大
舜
」
と
落
款
ペ
ア
に
し
た

こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
芳
が
挿
絵
を
描
い
た
合
巻
『
七
ツ
組
入
子
枕
』
に
は
、
唐
物
屋
の

下
げ
看
板
に
、
こ
の
「
張
孝
・
張
礼
」
と
そ
っ
く
り
の
玉
板
油
絵
（
ガ
ラ
ス

絵
）
が
描
か
れ
て
い
る
）
12
（

。
玉
板
油
絵
の
ほ
う
は
、
兄
の
張
孝
に
あ
た
る
真
ん
中
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の
人
物
が
い
な
い
が
、
賊
と
弟
（
張
礼
）
の
ポ
ー
ズ
や
衣
装
は
そ
っ
く
り
で
あ

る
。『
七
ツ
組
入
子
枕
』
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
刊
行
さ
れ
、
私
の
推

定
で
は
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
「
張
孝
・
張
礼
」
の
制
作
よ
り
は
少
し
後
に
な
る

が
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
玉
板
油
絵
が
あ
っ
た
の
を
モ
デ
ル
に
し
て
国
芳
が

「
張
孝
・
張
礼
」
に
取
り
入
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
逆
に
、「
張
孝
・
張
礼
」

に
は
別
に
モ
デ
ル
が
あ
り
、「
張
孝
・
張
礼
」
の
主
要
部
分
を
国
芳
が
『
七
ツ
組
入
子

枕
』
に
自
己
コ
ピ
ー
し
た
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

革
服
の
見
事
な
質
感
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
張
孝
・
張
礼
」
が
最
初
の
落

款
ペ
ア
に
ふ
さ
わ
し
い
意
欲
作
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る
。

　《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
が
二
番
目
の
落
款
ペ
ア
で
あ
る
点
に
も
、
そ
れ
な
り

の
理
由
が
あ
る
。「
呉
猛
」
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ
絵
の
三
人
の
エ
ン

ゼ
ル
の
う
ち
の
二
人
を
モ
デ
ル
に
し
た
点
で
「
１
大
舜
」
と
つ
な
が
る
。
一
方

で
「
呉
猛
」
は
、
童
子
を
い
か
に
も
エ
ン
ゼ
ル
ら
し
く
描
き
、
寝
て
い
る
父
親

の
像
は
十
字
架
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
連
想
さ
せ
る
点
で
、
西
洋
の
宗

教
画
の
雰
囲
気
を
出
そ
う
と
し
た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
「
３
董
永
」
は
空
を

飛
ぶ
天
女
を
描
い
て
お
り
、
こ
れ
も
西
洋
宗
教
画
の
天
使
を
モ
デ
ル
に
し
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
）
6
（

る
）
13
（

。

　　
第
四
節
　
Ａ
２
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ

　
次
は
全
体
枠
の
四
隅
が
丸
い
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ
の
四
点
を
扱
う
。

　

　
証
明
⑥
　
Ⅲ
組
　
「
７
漢
文
帝
、
５
剡
子
」

　「
漢
文
帝
」
は
、
右
側
が
文
帝
の
生
母
（
高
祖
の
側
室
）、
左
側
が
、
病
気
の

生
母
を
三
年
間
、
寝
食
を
忘
れ
て
介
抱
し
た
文
帝
で
あ
る
。
皇
帝
の
色
で
あ
る

黄
の
服
が
目
立
つ
配
色
に
な
っ
て
い
る
。
一
見
、
鏡
の
よ
う
に
見
え
る
男
性
像

に
下
か
ら
濃
紺
の
ボ
カ
シ
が
か
か
り
、
ソ
フ
ァ
の
背
も
た
れ
が
茶
色
な
の
が
初

り
で
あ
る
。

　
な
お
、「
７
漢
文
帝
」
は
〈
受
胎
告
知
〉
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
れ
る
。
構
図
的
に
は
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
の
「
受
胎
告
知
」

に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
二
人
の
真
ん
中
に
柱
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
特

殊
な
構
図
や
、
男
の
像
（「
受
胎
告
知
」
で
は
神
の
像
）
が
頭
上
に
掛
か
っ
て
い

る
点
も
共
通
す
る
）
14
（

。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
の
「
受
胎
告
知
」
を

国
芳
が
直
接
見
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
同
じ
よ
う
な
タ
イ
プ
の
銅
版
画
の
ど

れ
か
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
画
面
中
央
に
左
右
を
二
分
す
る
よ
う

に
垂
直
な
柱
を
置
く
の
は
、
構
図
が
難
し
く
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
の
絵
も

画
面
を
三
分
割
す
る
形
で
柱
を
描
い
て
い
る
。「
漢
文
帝
」
で
は
柱
の
傍
ら
の

聖
像
を
頂
点
に
、
二
人
の
人
物
の
頭
か
ら
肩
（
さ
ら
に
は
落
款
の
「
一
」
の
字
）

を
通
る
線
を
生
か
し
た
、
三
角
形
の
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
芳
桐
印
を
通
る
水

平
な
線
が
底
辺
で
あ
る
。

　「
７
漢
文
帝
」
が
〈
受
胎
告
知
〉
を
換
骨
奪
胎
し
た
点
は
、
同
じ
く
宗
教
画

を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
「
３
董
永
」（
天
使
を
連
想
さ
せ
る
天
女
）
や
「
４
呉

猛
」（
エ
ン
ゼ
ル
風
の
童
子
と
キ
リ
ス
ト
を
連
想
さ
せ
る
父
親
）
と
、
国
芳
の
制
作
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十二のペアを推理する

意
識
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　「

子
」
は
、
父
母
の
眼
病
に
妙
薬
と
な
る
鹿
の
乳
を
求
め
て
、
鹿
の
皮
を

着
て
深
山
に
入
っ
た

子
と
、
本
物
の
鹿
と
思
っ
て
射
と
う
と
す
る
猟
師
と
の

ド
ラ
マ
を
描
く
。
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
風
の
色
面
分
割
が
見
事
な
傑
作
で
あ
る
。

　
詞
書
は
「
矢
を
放
さ
ん
と
」
と
あ
る
の
に
、
絵
は
銃
を
持
っ
て
い
る
の
が
面

白
い
。
毛
皮
の
服
を
着
た
猟
師
の
姿
に
は
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
）
15
（

、
国
芳
の
制
作
心
理
と
し
て
は
「
２
張
孝
・
張

礼
」
の
革
服
を
着
た
賊
と
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
二
本
の
幹
を
並
べ
、

頭
上
か
ら
葉
が
垂
れ
下
が
る
構
図
や
、
根
の
部
分
が
「
張
孝
・
張
礼
」
の
滝
の

水
流
に
似
て
い
る
点
な
ど
に
も
、
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

　「
漢
文
帝
、

子
」
の
共
通
点
は
次
の
よ
う
だ
。

　

芳
桐
印
の
形
は
、
下
側
中
央
の
房
が
下
に
突
き
出
て
い
る
こ
と
、
右
の
房

は
、
上
の
房
よ
り
下
の
房
が
右
に
張
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
す
る
（
図
22
、

23
）。
芳
桐
印
の
位
置
は
、
落
款
の
「
画
」
と
重
な
っ
て
い
る
点
が
共
通
す
る
。

　
芳
桐
印
の
大
き
さ
は
「
大
」
で
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
（
お
よ
び
「
大
舜
、
呉

猛
」
と
無
落
款
ペ
ア
）
で
共
通
す
る
（
表
３
）。
し
た
が
っ
て
版
木
段
階
で
は
、

こ
れ
ら
「
大
」
の
八
点
が
連
続
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

詞
書
は
初

り
で
は
共
に
肌
色
だ
が
、
後

り
で
あ
る
「
筆
者
所
蔵
の
折

本
」（〔
折
本
〕
と
略
記
す
る
）
で
は
、
共
に
極
薄
の
肌
色
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
変
化
を
す
る
作
品
は
ほ
か
に
な
い
（
表
５
）。

図
19
　
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ
Ⅲ
組

５　 子 ７　漢文帝
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詞
書
の
下
の
枠
の
す
ぐ
下
に
、
帯
状
に
見
ら
れ
る
色
版
の
ず
れ
具
合
が

〔
折
本
〕
そ
の
他
で
共
通
し
て
い
る
。

　

空
と
白
雲
の
描
き
方
は
、
瓜
二
つ
と
い
う
ぐ
ら
い
似
て
い
る
。
こ
れ
は
色

版
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
や
は
り
版
木
ペ
ア
の
証
拠
と
な
る
。

　
証
明
⑦
　
Ⅳ
組
　
「
６
孟
宗
、
８
曽
参
」

　「
孟
宗
」
は
、
重
病
の
母
が
筍
を
食
べ
た
い
と
い
う
の
で
、
雪
の
中
を
竹
林

に
至
り
、
哀
泣
し
て
祈
っ
た
ら
、
筍
が
生
え
て
き
た
。
持
ち
帰
っ
て
母
に
食
べ

さ
せ
た
ら
、
快
癒
し
た
と
い
う
有
名
な
話
。

　「
曾
参
」
は
、
山
林
で
薪
用
に
枝
を
切
っ
て
い
る
と
き
に
、
家
に
親
友
が
訪

ね
て
き
て
、
母
が
「
息
子
よ
、
早
く
戻
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
や
き
も
き
し
て

図
20
　
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ
Ⅳ
組

６　孟宗８　曾参

図21　「８曾参」極初 り（筆者蔵）　図版では見
にくいが、「村田」印の「村」が確認できる

(14)190



191

十二のペアを推理する

指
を

ん
だ
ら
、
曾
参
も
胸
が
痛
ん
で
、
母
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
察
し
た
と

い
う
場
面
を
描
く
。

　
筍
の
皮
を
茶
色
で
な
く
、
薄
墨
で
描
く
の
が
初

り
で
あ
る
。
無
彩
色
を
背

景
に
し
な
が
ら
、
か
え
っ
て
色
彩
の
華
や
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
傑
作
で
あ
る
。

雪
の
絵
は
、「
孟
宗
」
の
ほ
か
に
「
９
王
祥
」
が
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
二
点
を
版

木
ペ
ア
に
し
な
か
っ
た
の
か
、
一
見
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
が
、「
王
祥
」
の

場
合
は
モ
ノ
ト
ー
ン
の
中
で
男
性
の
リ
ア
ル
な
裸
体
美
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

狙
い
が
あ
り
、「
孟
宗
」
と
は
色
彩
的
な
狙
い
は
む
し
ろ
対
照
的
な
の
で
あ
る
。

　「
曾
参
」
は
「
二
十
四
孝
」
物
で
は
、
薪
を
背
負
っ
て
急
ぎ
帰
宅
す
る
図
が

普
通
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
樹
上
の
曽
参
は
、

飾
戴
斗
・
画
の
『
二
十
四
孝
図

会
』（
南
里
亭
其
楽
・
文
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
刊
、
文
政
五
年
再）
16
（

刻
）
17
（

）
お
よ

び
『
二
十
四
孝
絵
抄
』（
草
加
定
環
・
編
選
、
浦
川
公
佐
・
画
、
天
保
十
三
年
刊
行
、

大
坂
の
書
肆
の
企
画
に
な
る
も
の
ら
し
い
）
の
「
曾
参
」
と
共
通
す
る
）
18
（

。
荷
を
背

負
っ
て
歩
く
図
は
「
仲
由
」
に
必
然
的
に
必
要
な
の
で
、
そ
れ
と
の
重
複
を
避

け
る
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
表
１
で
見
る
よ
う
に
、
江
戸
前
・

中
期
の
「
二
十
四
孝
」
物
で
は
普
通
「
仲
由
」
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
絵
柄
の
重
複
と
い
う
問
題
は
生
じ
な
い
。

　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
曾
参
」
の
極
初

り
に
は
名
主
印
が
残
っ
て
い
る

（
図
21
）。
残
っ
て
い
る
の
は
「
村
田
・
米
良
」
の
二
印
の
う
ち
「
村
」
の
部
分

で
あ
る
。
村
が
頭
に
付
く
名
主
印
に
は
ほ
か
に
「
村
松
」
が
あ
る
が
、「
村
」

の
ツ
ク
リ
の
部
分
の
違
い
か
ら
、
こ
の
印
は
「
村
田
」
と
判
明
す
る
（
筆
者
所

６孟宗 ５ 子

図
22

図
23

７漢文帝８曾参
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蔵
の
国
芳
「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
内
」
シ
リ
ー
ズ
に
は
二
種
類
の
「
村
松
」

印
が
認
め
ら
れ
る
が
、
曾
参
の
「
村
」
は
そ
の
ど
ち
ら
と
も
似
て
い
な
い
。
一
方
、

筆
者
所
蔵
の
「
王
祥
」「

黔
婁
」
の
「
村
」
と
は
よ
く
似
て
い
る
）。

　「
孟
宗
、
曾
参
」
の
二
点
は
、
題
枠
は
他
と
同
じ
く
右
に
あ
る
が
、
落
款
と

芳
桐
印
は
絵
本
体
の
左
に
移
っ
て
い
る
（「
左
落
款
」
と
呼
ん
で
お
く
）。
そ
の

分
、
横
幅
が
広
が
っ
て
い
て
、
落
款
と
芳
桐
印
の
裁
ち
落
と
し
が
目
立
つ
。

　
こ
の
二
点
の
共
通
点
は
次
の
と
お
り
。

　

芳
桐
印
は
、「
曾
参
」
は
一
部
欠
け
、「
孟
宗
」
は
半
分
欠
け
た
も
の
し
か

残
っ
て
い
な
い
）
19
（

。
し
か
し
、
芳
桐
印
の
位
置
は
、
落
款
の
「
画
」
か
ら
二
ミ
リ

以
上
離
れ
て
い
て
共
通
す
る
う
え
、
残
っ
て
い
る
部
分
か
ら
推
定
し
た
大
き
さ

も
同
じ
一
一
ミ
リ
で
あ
る
（
表
３
）。
形
は
右
側
上
下
の
房
に
注
目
す
る
と
、

「
漢
文
帝
、

子
」
は
下
の
房
が
張
り
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
点
は

上
下
ほ
ぼ
同
じ
（
曾
参
）
か
、
上
の
房
が
や
や
張
り
出
し
て
い
る
（
孟
宗
）。

　

詞
書
は
青
で
共
通
す
る
。
詞
書
の
青
は
前
期
で
五
点
し
か
な
く
、
ペ
ア
が

確
定
し
た
無
落
款
ペ
ア
と
「
呉
猛
」
を
除
く
と
、
残
り
の
こ
の
二
点
が
版
木
ペ

ア
で
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る
（
表
５
）。

　

色
版
構
成
は
一
見
、
対
照
的
に
見
え
る
が
、「
孟
宗
」
の
雪
空
と
地
面
、

「
曾
参
」
の
幹
や
枝
に
無
彩
色
を
広
く
使
っ
た
う
え
、
黄
色
を
効
果
的
に
使
う

な
ど
、
意
外
と
共
通
し
て
い
る
。「
曾
参
」
に
あ
っ
て
「
孟
宗
」
に
な
い
色
は

緑
ぐ
ら
い
だ
が
、
こ
れ
も
黄
色
と
青
の
重
ね

り
で
あ
る
。

　

こ
の
二
点
だ
け
左
落
款
で
あ
る
。

　　
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の
ペ
ア
の
組
み
替
え

　
落
款
高
と
題
高
は
、
今
ま
で
た
び
た
び
触
れ
た
と
お
り
、
落
款
ペ
ア
を
証
明

す
る
重
要
な
指
標
で
あ
る
。
表
６
で
ま
ず
題
高
を
み
る
と
、「
５

子
、
６
孟

宗
」
が
六
ミ
リ
で
一
致
し
、「
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
」
も
一
〇
ミ
リ
で
一
致
す

る
。
次
に
落
款
高
を
み
る
と
、「
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
」
は
二
二
ミ
リ
と
二
六

ミ
リ
で
多
少
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
が
、「
５

子
、
６
孟
宗
」
は
二
三
ミ
リ
で

ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。

　
さ
ら
に
、
落
款
そ
の
も
の
の
分
析
を
見
て
み
よ
う
。「
孟
宗
」
の
落
款
の
二

行
目
が
確
認
し
に
く
い
の
は
惜
し
い
が
、
そ
れ
で
も
次
の
よ
う
な
顕
著
な
特
徴

が
み
ら
れ
る
。

　《
５

子
、
６
孟
宗
》
　
①
「
一
」
が
右
上
が
り
。
②
「
齋
」
の
第
一
画
が

第
二
画
（
横
棒
）
の
中
央
で
は
な
く
右
寄
り
に
付
い
て
い
る
う
え
、
第
二
画
は

直
線
的
で
あ
る
。
③
「
齋
」
の
下
部
の
「
而
」
の
右
端
に
「
マ
」
の
よ
う
な
形

が
見
ら
れ
る
。

　《
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
》
　
①
「
一
」
が
右
下
が
り
。
②
「
齋
」
の
第
一
画

が
第
二
画
（
横
棒
）
の
中
央
に
付
い
て
い
る
う
え
、
第
二
画
は
大
き
く
湾
曲
し

て
い
る
。
③
「
齋
」
の
下
部
の
「
而
」
の
右
端
に
「
マ
」
の
よ
う
な
形
は
見
ら

れ
な
い
。

　

(16)192



193

十二のペアを推理する

　
こ
の
よ
う
に
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
落
款
ペ
ア
は
版
木
ペ
ア
と
異
な
っ
て
い
て
、

《
５

子
、
６
孟
宗
》
と
《
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
》
で
あ
り
、
通
常
の
右
落
款

と
左
落
款
を
組
み
合
わ
せ
て
落
款
ペ
ア
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
場
合
、
常
識
的
に
見
て
、
落
款
が
版
下
絵
の
中
央
に
並
ぶ
形
は
避
け
、

左
右
に
分
か
れ
る
形
を
選
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
落
款
の
作
品
は
右

に
、
左
落
款
の
作
品
は
左
に
位
置
す
る
。
丸
隅
の
落
款
ペ
ア
二
組
は
、
無
落
款

ペ
ア
や
「
大
舜
、
張
孝
・
張
礼
」
と
同
じ
く
、
左
右
が
容
易
に
推
定
で
き
る
特

殊
な
例
で
あ
る
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
右
落
款
と
左
落
款
の
組
み
合
わ
せ
を
、
国
芳
は
考
え
た

の
か
。
推
測
す
れ
ば
、
版
下
絵
の
中
央
部
分
が
題
字
だ
け
で
す
っ
き
り
す
る
か

表８　複合隅と種員謹記

グループ 版木ペア 複合隅
種員
謹記

備考

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１　大舜
①内枠あき 上 組み替え

４　呉猛

３　董永
①内枠あき

上
組み替え
後期へ

２　張孝張礼 なし

丸隅

７　漢文帝
②直角、内枠
あき

上

組み替え

５　 子

６　孟宗
③丸隅、内枠
あき

下
８　曾参

その他

９　王祥 ④左は「内枠
あき」、右は
「内枠通る」

上
10　 黔婁

11　朱寿昌
⑤直角、内枠
通る

上
12　閔子騫

無落款
13　姜詩

⑥内枠通る 上
14　仲由　

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15　蔡順

①内枠あき 下
16　陸績

二行と
一行の
混成

17　王
⑥内枠通る 上

組み替え

20　唐夫人

19　楊香
①内枠あき 下

18　郭巨

一行

21　黄香
①内枠あき

下

最後の四点

22　黄庭堅 下？

23　丁蘭
①内枠あき 上

24　老莱子
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ら
で
、
二
枚
続
き
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
た
め
の
方
式
を
探
る
一
つ
の
試
み
と
解

せ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
横
幅
が
広
く
な
る
た
め
制
作
が
し
に
く
く
な
り
、
顧

客
が
画
帖
に
貼
る
に
も
サ
イ
ズ
が
合
わ
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。「
唐
土
廿

四
孝
」
と
い
う
題
も
左
落
款
に
合
わ
せ
て
左
側
に
移
せ
ば
こ
の
難
点
も
解
消
さ

れ
る
が
、
題
は
右
上
に
あ
る
の
が
（
特
に
一
枚
絵
で
は
）
鉄
則
で
こ
れ
も
む
ず

か
し
い
。
そ
の
た
め
、
一
枚
絵
を
二
枚
で
二
枚
続
き
と
し
て
も
鑑
賞
で
き
る
よ

う
に
す
る
に
は
、
結
局
、〈
右
題
字
の
ま
ま
落
款
を
省
く
〉
と
い
う
無
落
款
ペ

ア
（
13
姜
詩
、
14
仲
由
）
の
方
式
に
落
ち
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　　
丸
隅
グ
ル
ー
プ
は
、
題
字
段
階
で
も
落
款
ペ
ア
と
同
じ
ペ
ア
で
あ
る
。
題
字

の
字
形
は
丸
隅
グ
ル
ー
プ
で
共
通
す
る
が
、
筆
跡
に
違
い
が
あ
る
。
細
か
い
点

は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
以
下
に
三
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。

　「
５

子
、
６
孟
宗
」
①
「
ナ
」
型
の
「
十
」
の
縦
棒
が
直
線
に
近
い
。
②

「
ナ
」
と
「
十
」
の
横
棒
同
士
の
離
れ
具
合
が
大
き
い
。
③
「
孝
」
の
左
へ
の

大
き
な
払
い
の
起
点
が
「
土
」
の
縦
棒
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　「
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
」
①
「
ナ
」
型
の
「
十
」
の
縦
棒
が
カ
ー
ブ
し
て
い

る
。
②
「
ナ
」
と
「
十
」
の
横
棒
同
士
の
離
れ
具
合
が
小
さ
い
。
③
「
孝
」
の

左
へ
の
大
き
な
払
い
の
起
点
が
「
土
」
の
縦
棒
よ
り
や
や
左
に
あ
る
。

　
今
の
版
木
ペ
ア
の
組
み
合
わ
せ
に
変
わ
っ
た
の
は
、「
詞
書
」
段
階
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
が
分
か
る
の
は
、
詞
書
の
最
後
の
「
種
員
謹
記
」
の
位
置
が
、
前

期
は
「
６
孟
宗
、
８
曾
参
」
の
二
点
だ
け
「
下
」（
低
い
）
だ
か
ら
で
あ
る

（
表
８
）（
な
お
、
ミ
リ
の
数
値
は
、
詞
書
の
枠
の
下
端
か
ら
「
記
」
の
字
の
下
端
ま

で
の
距
離
を
表
し
て
い
る
）。
表
が
示
す
よ
う
に
、「
種
員
謹
記
」
の
位
置

「
上
」「
下
」
は
、
基
本
的
に
版
木
ペ
ア
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
一
見
ラ
ン
ダ
ム
に
書
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
「
種
員
謹
記
」
の
位
置
は
、

版
木
ペ
ア
を
示
す
〈
符
丁
〉
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　〈
符
丁
〉
と
は
、
こ
こ
で
は
国
芳
自
身
の
記
憶
の
手
掛
か
り
で
あ
る
と
と
も

に
、
ス
タ
ッ
フ
や
関
係
者
へ
の
指
示
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
一
般
の

人
に
は
気
づ
か
れ
に
く
い
形
で
表
し
た
も
の
と
言
え
る
。
今
ま
で
見
て
き
た

「
題
高
」
や
「
落
款
高
」、
そ
れ
に
「
丸
隅
」
も
、
最
初
は
単
に
制
作
時
期
が
近

い
た
め
に
同
じ
よ
う
な
現
象
を
呈
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
は
り
一
種
の

〈
符
丁
〉
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
〈
符

丁
〉
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
ペ
ア
の
変
遷
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　　
　「
落
款
」
段
階

「
題
字
」
段
階
…
…
《
５

子
、
６
孟
宗
》《
７
漢
文
帝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
曾
参
》
…
落
款
ペ
ア

　
　「
詞
書
」
段
階

「
版
木
」
段
階
…
…
「
７
漢
文
帝
、
５

子
」「
６
孟
宗
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８
曾
参
」
…
版
木
ペ
ア

　　「
落
款
」
段
階
が
最
初
で
、「
版
木
」
段
階
が
最
後
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と

だ
が
、「
題
字
」
段
階
よ
り
「
詞
書
」
段
階
が
後
と
考
え
る
の
は
、
同
じ
組
み
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十二のペアを推理する

合
わ
せ
は
連
続
す
る
ほ
う
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、「
詞
書
」

「
題

字
」
の
順
序
と
仮
定
す
る
と
、「
落
款
」
段
階
か
ら
「
版
木
」
段
階
ま
で
の
変

化
は
、

　　
　（
落
款
）
落
款
ペ
ア

（
詞
書
）
版
木
ペ
ア

（
題
字
）
落
款
ペ
ア

　
　（
版
木
）
版
木
ペ
ア

　と
出
た
り
戻
っ
た
り
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
り
、
極
め
て
不
自
然
な
変
化
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
ペ
ア
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
制
作
過
程
全
体
に
つ
い
て
、
大
き
な
手
掛
か

り
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。

　「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ
の
人
物
の
向
き
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
落
款
ペ
ア
の
「
５

子
、
６
孟
宗
」
は
、「

子
」
の
猟
師
が
「
孟
宗
」
の

主
人
公
を
見
送
る
形
に
な
る
が
、
や
や
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。「
７
漢
文
帝
、

８
曾
参
」
は
「
漢
文
帝
」
の
生
母
と
「
曾
参
」
の
主
人
公
が
向
き
合
う
形
に
な

り
、「
曾
参
」
で
母
と
子
が
離
れ
て
想
い
合
う
説
話
か
ら
し
て
、
一
理
あ
る
配

置
で
あ
る
。

　
版
木
ペ
ア
の
「
７
漢
文
帝
、
５

子
」
は
、
向
か
い
合
う
人
物
二
人
ず
つ
の

作
品
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
の
作
品
が
右
で
も
左
で

も
構
わ
な
い
よ
う
だ
が
、「
７
漢
文
帝
」
が
右
で
あ
れ
ば
背
景
の
雲
が
見
事
に

つ
な
が
り
、
続
き
絵
風
に
な
る
。
こ
の
雲
の
形
は
色
版
だ
け
で
処
理
で
き
る
の

で
、
ペ
ア
の
組
み
替
え
に
よ
っ
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
６
孟
宗
、

８
曾
参
」
も
、
人
物
が
向
か
い
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
自
然
な
組
み
合
わ
せ
で

あ
る
。

　　
第
五
節
　
複
合
隅
と
い
う
〈
符
丁
〉

　
以
上
で
、
前
期
の
版
木
ペ
ア
お
よ
び
落
款
ペ
ア
は
十
分
に
証
明
さ
れ
た
が
、

さ
ら
に
版
木
ペ
ア
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
重
要
な
証
拠
が
存
在
す

る
。
そ
れ
は
、
詞
書
の
下
枠
の
左
右
の
隅
に
あ
る
。
絵
本
体
の
隅
で
も
あ
る
の

で
「
複
合
隅
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　「
複
合
隅
」
を
「
種
員
謹
記
の
位
置
」
と
併
せ
て
表
８
に
示
し
た
。
こ
の
二

つ
の
〈
符
丁
〉（
仲
間
だ
け
に
通
じ
る
記
号
）
は
、
版
木
ペ
ア
で
一
致
し
て
い
る
。

特
に
複
合
隅
は
、
前
期
で
は
六
種
類
の
〈
符
丁
〉
を
使
っ
て
、
具
体
的
に
版
木

ペ
ア
を
指
示
し
て
お
り
、
最
終
段
階
の
〈
符
丁
〉
と
し
て
、
版
下
絵
の
切
り
離

し
に
よ
る
組
み
替
え
に
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
複
合
隅
は
、
外
枠
と
内
側
の
線
（
内
枠
）
と
で
出
来
て
い
る
。
図
３
で
確
認

で
き
る
と
思
う
が
、「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
の
複
合
隅
は
内
枠
が
ま
っ
す
ぐ
通

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
グ
ル
ー
プ
の
四
点
は
、
内
枠
が
切
れ
て
、
あ
き

を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
表
８
の
「
①
内
枠
あ
き
」
の
意
味
で
あ
る
。
①
〜

⑥
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
天
グ
ル
ー
プ
と
丸
隅
グ
ル
ー
プ
は
内
枠
が
あ
い
て
い
る
が
（
①
②
③
）、
⑤
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⑥
は
内
枠
が
通
っ
て
お
り
、
そ
の
中
間
の
④
は
、
左
隅
は
「
内
枠
あ
き
」、
右

隅
は
「
内
枠
通
る
」
と
い
う
混
合
形
態
に
な
っ
て
い
て
、
複
合
隅
の
制
作
順
序

が
表
の
丸
数
字
（
①
〜
⑥
）
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。

　
な
お
、
複
合
隅
は
、
版
下
絵
の
最
初
は
お
そ
ら
く
全
部
が
、
天
グ
ル
ー
プ
と

丸
隅
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
後
期
の
ほ
と
ん
ど
の
よ
う
に
、「
内
枠
あ
き
」
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
手
間
も
か
か
ら
ず
、
画
一
的
に
書
け
る
か
ら
で
あ
る

（
全
体
枠
が
丸
隅
の
場
合
は
、
複
合
隅
に
も
丸
隅
を
書
き
、
全
体
枠
が
隅
切
り
の
場
合

は
複
合
隅
も
隅
切
り
に
な
る
）。
そ
れ
を
最
終
段
階
で
、（
お
そ
ら
く
貼
り
紙
に
よ

っ
て
）
現
在
の
よ
う
に
修
正
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
重
要
な
の
は
、
前
期
で
①
「
内
枠
あ
き
」
だ
け
が
二
組
あ
っ
て
、
不
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
私
は
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
が
、
題
の
二
重
枠
や
字
形
の

「
廿
」
な
ど
例
外
的
な
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
表
３
で
わ
か
る
よ
う
に
、

芳
桐
印
の
大
き
さ
が
「
小
」
で
後
期
の
前
半
（
15
〜
20
）
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
途
中
か
ら
後
期
に
制
作
を
回
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
仮
説
が
正

し
け
れ
ば
、
残
り
の
前
期
六
組
は
版
木
ペ
ア
ご
と
に
複
合
隅
が
全
部
異
な
る
こ

と
に
な
り
、
版
木
ペ
ア
を
指
定
す
る
確
実
な
〈
符
丁
〉
と
な
る
。
こ
れ
も
仮
説

の
有
力
な
根
拠
な
の
で
あ
る
。

　　
第
六
節
　
前
期
作
品
の
ペ
ア
の
変
遷

　
さ
て
、
以
上
で
前
期
作
品
全
体
の
ペ
ア
の
変
遷
を
、
制
作
過
程
に
し
た
が
っ

て
概
観
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
、
以
下
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　　
１
、
落
款
ペ
ア

　
落
款
ペ
ア
は
、
版
下
絵
の
最
初
の
段
階
で
、
落
款
番
号
を
二
点
ず
つ
括
っ
た

形
で
あ
る
。

《
１
大
舜
、
２
張
孝
・
張
礼
》《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
　
…
Ａ
１
天
グ
ル
ー
プ

《
５

子
、
６
孟
宗
》
　
《
７
漢
文
帝
、
８
曽
参
》
　
…
Ａ
２
丸
隅
グ
ル
ー
プ

《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
…
Ａ
３
「
落
款
ペ
ア
そ

の
ま
ま
」
グ
ル
ー
プ

《
13
姜
詩
、
14
仲
由
》
　
…
Ｂ
無
落
款

　　
２
、
題
字
ペ
ア

　
題
字
の
字
形
（
符
丁
）
に
よ
っ
て
組
み
替
え
を
表
示
（
版
下
絵
の
切
り
離
し
は

行
わ
な
い
）。

　
落
款
ペ
ア
の
う
ち
、
組
み
替
え
が
あ
っ
た
も
の
だ
け
を
示
す
。

〈
１
大
舜
、
11
朱
寿
昌
〉〈
４
呉
猛
、
12
閔
子
騫
〉
…
…
Ａ
１
と
Ａ
３
間
の
組

み
替
え

〈
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
〉
…
…
Ａ
１
内
で
の
組
み
替
え
で
、
二
重
枠
と
字

形
「
廿
」
に
よ
っ
て
特
別
扱
い
（
後
期
制
作
へ
の
移
行
）
を
指
定

　　
３
、
詞
書
ペ
ア

　「
種
員
謹
記
」
の
位
置
の
上
下
（
符
丁
）
が
、
落
款
ペ
ア
か
ら
の
移
動
に
深
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十二のペアを推理する

く
関
わ
る
（
表
６
）。「
下
」
同
士
を
新
た
な
ペ
ア
に
指
定
。

　
題
字
ペ
ア
の
う
ち
、
組
み
替
え
が
あ
っ
た
も
の
だ
け
を
示
す
（
版
下
絵
の
切

り
離
し
は
行
わ
な
い
）。

〈
６
孟
宗
、
８
曾
参
〉
…
…
種
員
謹
記
「
下
」

〈
５

子
、
７
漢
文
帝
〉
…
…
種
員
謹
記
「
上
」
だ
が
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
中

で
「
下
」
と
「
上
」
に
よ
っ
て
新
た
な
ペ
ア
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

〈
１
大
舜
、
４
呉
猛
〉
…
…
Ａ
１
（
天
グ
ル
ー
プ
）
内
の
組
み
替
え
。〈
３
董
永
、

２
張
孝
・
張
礼
〉
が
す
で
に
二
重
枠
と
字
形
「
廿
」
に
よ
っ
て
特
別
な
ペ
ア
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
天
グ
ル
ー
プ
の
残
り
の
〈
１
大
舜
、
４
呉

猛
〉（
種
員
謹
記
が
「
上
」）
が
そ
の
ま
ま
新
た
な
ペ
ア
と
な
る
。

《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
…
…
種
員
謹
記
「
上
」
で
、
落
款
ペ
ア
の
状
態
に

戻
す
。

　　
こ
の
よ
う
に
、「
上
」
は
落
款
ペ
ア
（
目
の
前
に
あ
る
版
下
絵
の
状
態
）
そ
の

ま
ま
か
、
グ
ル
ー
プ
内
で
移
動
が
（「
下
」
あ
る
い
は
題
字
段
階
の
「
二
重
枠
」

な
ど
に
よ
っ
て
）
あ
っ
た
場
合
、
残
り
が
自
然
に
ペ
ア
に
な
る
こ
と
を
指
示
し

て
い
る
。

　　
４
、
版
木
ペ
ア

　
版
木
ペ
ア
は
、
結
果
的
に
詞
書
ペ
ア
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
形
に
な
っ
た
。

複
合
隅
（
符
丁
）
に
よ
っ
て
最
終
的
に
指
示
し
、
落
款
ペ
ア
（
当
初
の
ペ
ア
で

同
じ
版
下
絵
の
左
右
に
位
置
す
る
）
と
異
な
る
ペ
ア
の
場
合
は
、
版
下
絵
を
切
り

離
し
て
版
木
ペ
ア
に
組
み
替
え
、
版
木
に
貼
り
付
け
る
。

　
版
下
絵
の
切
り
離
し
は
、
版
下
絵
の
修
整
作
業
が
す
べ
て
終
わ
る
ま
で
、
す

な
わ
ち
版
木
に
（
裏
返
し
に
し
て
）
貼
り
付
け
る
直
前
ま
で
、
行
わ
れ
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
二
点
一
組
の
同
じ
版
下
絵
の
ま
ま
作
業
を
進
め
る
ほ
う
が
、

紛
失
等
の
事
故
を
防
ぐ
意
味
で
も
合
理
的
で
あ
り
、
符
丁
は
そ
の
た
め
に
こ
そ

活
用
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
、
あ
ら
た
め
て
版
木
ペ
ア
一
覧
を
示
す
。〔
　
〕
は
落
款
ペ
ア
と
異
な

る
も
の
、《
　
》
は
落
款
ペ
ア
の
ま
ま
で
あ
る
も
の
を
示
す
。

　　
　〔
１
大
舜
、
４
呉
猛
〕

　
　
　
　
　
　
　
…
…
「
天
」
グ
ル
ー
プ
の
半
分

　
　〔
７
漢
文
帝
、
５

子
〕〔
８
孟
宗
、
６
曾
参
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
「
丸
隅
」
グ
ル
ー
プ

　
　《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…「
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
」（
独
立
ペ
ア
・
グ
ル
ー
プ
）

　
　《
13
姜
詩
、
14
仲
由
》（
無
落
款
）
　
　

　
　
　
　
　  

…
…
無
落
款
ペ
ア

　　
版
木
段
階
（
彫
り
、

り
等
）
は
、
以
上
六
ペ
ア
・
十
二
点
が
、
前
期
と
し

て
一
括
し
て
制
作
さ
れ
た
。
次
の
ペ
ア
は
、
落
款
ペ
ア
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
後

期
に
制
作
が
回
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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　〔「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」〕
　
　     

…
…
天
グ
ル
ー
プ
の
残
り
半
分

　　
な
お
、「
２
張
孝
・
張
礼
」
は
詞
書
の
書
体
を
唯
一
、
走
り
書
き
の
よ
う
に

崩
し
て
い
る
う
え
、
唯
一
「
種
員
謹
記
」
を
欠
い
て
い
る
。
何
か
特
殊
な
原
因

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
原
因
不
明
で
あ
る
。

　

　
第
七
節
　
名
主
印
と
種
員
印
の
謎

　
名
主
印
の
二
印
（
米
良
・
村
田
）
が
前
期
の
三
点
、「
９
王
祥
、

10

黔
婁
」
の
版
木
ペ
ア
と
「
８
曾
参
」
の
三
点
に
し
か
な
い

の
は
大
き
な
謎
で
あ
る
。
し
か
も
「
曾
参
」
の
場
合
は
新
発
見

の
極
初

り
に
し
か
な
く
（
た
だ
し
、
裁
ち
落
と
し
に
よ
っ
て

「
村
田
」
の
「
村
」
の
字
し
か
残
っ
て
い
な
い
）、
す
ぐ
に
削
ら
れ

て
い
る
。
後
期
の
作
品
に
は
ま
っ
た
く
名
主
印
が
な
い
。
シ
リ

ー
ズ
物
で
も
中
判
水
滸
伝
（
一
印
が
一
種
六
点
、
二
印
が
三
種
十

八
点
）
の
よ
う
に
、
一
点
ご
と
に
名
主
印
が
押
さ
れ
る
の
が
通

常
で
あ
る
。

　
こ
の
二
印
の
時
期
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
で
あ
り
、
天
保
の
改
革
の
取
り
締
ま

り
が
ゆ
る
ん
で
く
る
時
期
で
あ
る
。
名
主
印
が
な
い
の
は
そ
の

影
響
と
考
え
ら
れ
る
が
、
名
主
印
な
し
の
例
は
ほ
か
に
も
あ
り
、

中
判
「
本
朝
廿
四
孝
」（
一
印
が
五
種
二
十
四
点
、
名
主
印
な
し
が
二
点
、
な

ぜ
か
合
計
二
十
六
点
が
出
版
さ
れ
た
）
の
二
例
は
か
な
り
早
い
時
期
の
も
の
と

思
わ
れ
る
。
一
印
は
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
か
ら
弘
化
四
年
ま
で
で
あ
り
、

二
印
に
先
行
す
る
時
期
で
あ
る
。「
本
朝
廿
四
孝
」
の
名
主
印
な
し
が
、
一
印

の
時
期
か
、
二
印
の
時
期
に
入
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

　「
８
曾
参
」
と
版
木
ペ
ア
を
組
む
「
６
孟
宗
」
に
は
名
主
印
の
あ
る
も
の
は

見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
見
つ
か
る
可
能
性
は
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
が
、

表９　名主印と種員印　（前期）

版木ペア 芳桐印 名主印 種員の朱印
版下絵の
切り離し

１ 大舜 大

切り離し
６点

４ 呉猛 大

７ 漢文帝 大

５ 子 大

６ 孟宗　　 大

８ 曾参 大 名主印

13 姜詩 大

落款ペアそ
のまま
三組６点

14 仲由　 大

９ 王祥 小 名主印

10 黔婁 小 名主印

11 朱寿昌 小

12 閔子騫 小 種員朱印

３ 董永 小
後期へ移
転

２ 張孝張礼 小
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十二のペアを推理する

筆
者
は
も
と
も
と
「
孟
宗
」
に
は
最
初
か
ら
名
主
印
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
合
理
的
な
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
表
９
を
ご
覧
い
た
だ
こ
う
。
種
員
は
詞
書
の
作
者
の
柳
下
亭
種
員
の
こ
と
で
、

六
角
形
の
朱
印
が
「
12
閔
子
騫
」
の
「
種
員
謹
記
」
の
後
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
種
員
が
書
い
た
前
期
の
詞
書
す
べ
て
を
代
表
し
て
、「
閔
子
騫
」
に
押
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。「
12
閔
子
騫
」
は
、
前
期
で
は
無
落
款
ペ
ア
を
除
け
ば
最
後

の
作
品
に
な
る
。
ま
た
、
芳
桐
印
の
大
小
を
見
る
と
、
無
落
款
ペ
ア
の
「
13
姜

詩
、
14
仲
由
」
は
版
木
ペ
ア
と
し
て
の
制
作
が
繰
り
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
し
、
題
字
の
書
体
が
「
１
大
舜
、
４
呉
猛
」
ペ
ア
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
す
で
に
題
字
段
階
か
ら
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
の
制
作
順
位
が
繰
り
上

が
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
の
制

作
が
後
期
へ
移
転
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
12
閔
子
騫
」
は

前
期
の
最
後
の
制
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
前
期
の
詞
書
の
制
作
を
締
め
く
く

る
意
味
で
、
種
員
が
朱
印
を
押
す
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
い
え
る
（
な
お
、

「
閔
子
騫
」
の
構
図
上
は
、
芳
桐
印
（
朱
印
）
と
、
女
性
の
腕
か
ら
頭
部
を
む
す
ぶ
延

長
線
上
に
種
員
印
が
来
て
お
り
、
か
な
り
早
い
段
階
で
、「
閔
子
騫
」
の
当
該
位
置
に

種
員
の
朱
印
が
押
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
）。

　
名
主
印
は
、
版
下
絵
に
名
主
が
直
接
押
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
主
印
も
、
種

員
印
と
同
じ
よ
う
に
、
前
期
の
作
品
を
代
表
し
て
押
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
前
期
の
作
品
は
、
名
主
の
前
に
置
か
れ
た
と
き
は
二
つ
の
種
類
に
分

け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
一
つ
は
、
表
の
「
１
大
舜
」
か
ら
「
８
曾
参
」
ま
で
の
よ
う
に
、
組
み
替
え

の
た
め
版
下
絵
が
二
つ
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
５

子
」
か

ら
「
８
曾
参
」
の
丸
隅
グ
ル
ー
プ
は
名
主
の
チ
ェ
ッ
ク
が
済
ん
で
か
ら
切
り
離

し
て
組
み
替
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、「
大
舜
」
な
ど
の
天
グ
ル
ー
プ
の

場
合
は
、「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
を
後
期
に
回
す
こ
と
が
決
ま
っ
て
い

る
の
で
、
切
り
離
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
丸
隅
グ
ル
ー
プ
も
同
様
に
版

下
絵
を
切
り
離
し
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
切
り
離
し
た
六
点
の
最
後
に
来
る
の

が
「
８
曾
参
」
に
な
る
。
六
点
を
名
主
が
全
部
チ
ェ
ッ
ク
し
た
あ
と
に
、
最
後

の
「
曾
参
」
に
名
主
印
が
押
さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
落
款
ペ
ア
そ
の
ま
ま
で
切
り
離
し
を
必
要
と
し

な
い
作
品
で
あ
り
、「
姜
詩
・
仲
由
」
な
ど
三
組
六
点
を
数
え
る
。
こ
の
場
合
、

落
款
の
順
序
を
考
え
る
と
「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」
は
三
組
の
最
後
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
最
後
に
持
っ
て
く
る
程
度
の
順
序
の
入
れ
替
え
は
不
自
然
で

は
な
い
。
ま
た
、
普
通
な
ら
最
後
に
な
る
「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」
は
、
前

期
で
は
唯
一
落
款
が
極
端
に
上
に
位
置
し
て
い
る
ペ
ア
で
あ
り
、
そ
の
上
に
二

印
を
入
れ
る
と
な
る
と
題
と
の
間
が
窮
屈
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
た
め
、

落
款
の
上
部
に
余
裕
の
あ
る
「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」
に
二
印
を
押
す
よ
う
、

国
芳
・
版
元
側
が
二
人
の
名
主
を
誘
導
し
た
可
能
性
も
高
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
期
の
三
点
に
し
か
名
主
印
が
な
い
現
状
も
、
一

応
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
８
曾
参
」
の
名
主
印
が
早
々
と
削

ら
れ
た
の
は
、
版
木
ペ
ア
の
も
う
一
方
の
「
６
孟
宗
」
に
名
主
印
が
な
い
た
め
、
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削
る
に
あ
た
っ
て
の
心
理
的
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
王
祥
、

黔
婁
」
に
名
主
印
を
残
し
て
さ
え
お
け
ば
、
一
応
の
名
分
は
立
つ
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
名
主
印
を
、
シ
リ
ー
ズ
を
代
表
し
て
押
す
と
い
う
形
を
と
る
こ

と
が
で
き
た
理
由
と
し
て
は
、「
唐
土
廿
四
孝
」
が
い
わ
ば
道
徳
教
育
の
絵
本

の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
お
上
の
取
り
締
ま
り
の
目
も
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
国
芳
は
児
童
を
対
象
と
し
た
こ
の
〈
道
徳

絵
本
〉
と
い
う
性
格
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
天
保
改
革
の
影
響
が
残
る
厳
し
い
出

版
状
況
の
中
で
、
エ
ン
ゼ
ル
な
ど
の
西
洋
宗
教
画
や
ヌ
ー
ド
を
取
り
入
れ
た
り
、

油
絵
的
な
表
現
を
大
胆
に
進
め
る
な
ど
の
革
新
的
な
試
み
を
展
開
し
た
と
も
い

え
る
。
ま
た
、
西
洋
画
の
よ
う
に
純
粋
に
絵
画
と
し
て
鑑
賞
で
き
る
絵
を
求
め

た
国
芳
と
し
て
は
、
名
主
印
は
出
来
れ
ば
な
い
ほ
う
が
好
ま
し
か
っ
た
に
違
い

な
く
、
そ
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
版
元
印
が
な

い
謎
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
）。

　
後
期
に
名
主
印
が
全
く
な
い
理
由
は
、
天
保
の
改
革
の
影
響
が
薄
ら
い
で
き

た
こ
と
に
加
え
て
、〈
道
徳
絵
本
〉
と
い
う
お
上
の
お
墨
付
き
の
シ
リ
ー
ズ
で
、

す
で
に
前
期
の
検
閲
も
済
ん
で
い
る
た
め
、
後
期
は
名
主
印
を
省
略
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章
　
十
二
組
の
証
明
（
２
）
　
　
後
期
　
　

　
後
期
は
「
一
勇
齋
國
芳
」
だ
け
の
「
画
な
し
落
款
」
で
、
そ
の
う
ち
前
期
と

同
じ
二
行
書
き
が
15
〜
18
の
四
点
、
一
行
書
き
が
19
〜
24
の
六
点
で
あ
る
（
表

６
）。

　
後
期
は
〈
符
丁
〉
の
あ
り
方
が
前
期
と
か
な
り
異
な
る
。
と
り
あ
え
ず
、
二

点
ほ
ど
挙
げ
て
お
く
。

　
①
後
期
の
「
落
款
高
」
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
（
表
６
）。
し
た
が
っ
て
、

落
款
ペ
ア
と
し
て
の
証
明
力
は
な
い
。

　
②
15
〜
22
の
落
款
ペ
ア
四
組
は
、
ペ
ア
内
の
題
字
の
字
形
が
す
べ
て
「
廿
」

型
と
「
ナ
」
型
の
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
（
表
２
）。
題
字
段
階
で
、
ペ

ア
の
大
幅
な
組
み
替
え
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
詳
し
く
は
後
で
説
明
す
る
が
、
詞
書
段
階
の
ペ
ア
は
版
木
ペ
ア
と
同

じ
で
あ
る
。

　　
第
一
節
　
後
期
「
一
行
書
き
」
ペ
ア

　
後
期
の
版
木
ペ
ア
は
、
二
行
書
き
と
一
行
書
き
の
混
成
ペ
ア
が
二
組
あ
る
の

で
複
雑
だ
が
、
ま
ず
、
証
明
が
容
易
な
一
行
書
き
ペ
ア
の
二
組
を
取
り
上
げ
る
。

　
な
お
、
一
行
書
き
六
点
の
落
款
は
、
す
べ
て
「
一
」
の
字
の
先
端
が
跳
ね
上

が
っ
て
い
る
（
先
飛
び
）
と
い
う
分
か
り
や
す
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

　　
証
明
⑧
　
ⅩⅡ
組
　
「
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
」

　「
丁
蘭
」
は
、
幼
時
に
父
母
を
失
っ
た
丁
蘭
が
、
両
親
の
木
像
を
作
っ
て
敬

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
妻
が
戯
れ
に
針
で
木
像
の
指
を
刺
す
と
、
血
が
流
れ
出
た
。
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十二のペアを推理する

木
像
は
丁
蘭
を
見
て
涙
を
流
し
た
の
で
、
実
情
を
察
し
た
丁
蘭
は
妻
を
離
縁
し

た
、
と
い
う
話
。
画
面
は
、
跪
い
て
木
像
を
拝
す
る
丁
蘭
と
、「
何
も
私
は
し

て
い
な
い
の
に
」
と
ば
か
り
、
西
洋
演
劇
的
な
身
振
り
）
4
（

で
木
像
を
指
差
す
妻
を

描
く
。

　「
老
莱
子
」
は
、
老
莱
子
が
七
十
歳
に
な
っ
て
も
両
親
が
生
き
て
い
て
、「
息

子
が
老
い
た
の
を
知
っ
た
ら
両
親
が
嘆
く
だ
ろ
う
」
と
心
配
し
た
彼
が
、
赤
ん

坊
の
格
好
を
し
て
両
親
を
慰
め
る
話
。
こ
れ
も
身
振
り
は
西
洋
演
劇
的
で
あ
る
。

　
こ
の
二
点
は
共
通
点
が
わ
か
り
や
す
く
、
一
見
し
て
版
木
ペ
ア
と
確
信
で
き

る
例
で
あ
る
。

　

芳
桐
印
で
は
、
こ
の
二
点
だ
け
、
下
側
中
央
の
房
の
中
に
点
（
丁
蘭
）
や

図
25

23丁蘭24老莱子

図
24
　「
一
行
書
き
」

組

23　丁蘭24　老莱子
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表３－１　芳桐印の大きさ（落款番号順）　　　後期

期 落
款

落款ペア
（制作順）

芳桐印
版木ペア 備考

大きさ （横幅）

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

一
　
　
勇
　
　
齋
　
　
國
　
　
芳

二行

15蔡順 小 9.5ミリ
版木ペア

16陸績 小 10ミリ

17王 小 9ミリ 版木ペア 縦８ミリ

18郭巨 小 10ミリ
版木ペア

縦8.5ミリ

一
　
　
行

19楊香 小 9ミリ 縦7.5ミリ

20唐夫人 小 9ミリ 版木ペア 縦７ミリ

21黄香 大 12ミリ
版木ペア

「大」グ
ループ

22黄庭堅 なし

23丁蘭　 大 11ミリ
版木ペア

24老莱子 大 11ミリ

　　　　　　　　　 表７－１　題の地色一覧　　　後期　 　　……左に同じ

期 版木ペア 初 り 後 り
非常に遅
い り

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15　蔡順 肌色 　 無色

16　陸績 肌色 　 無色

二行と
一行の
混成

17　王 赤 　

20　唐夫人 赤 　

19　楊香 赤 　

18　郭巨 赤 　

一行

21　黄香 オレンジ 肌色

22　黄庭堅 オレンジ 肌色

23　丁蘭 紺と茶 　 緑

24　老莱子 紺と茶 　 緑
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十二のペアを推理する

　　　　　　　 表５－１　詞書の地色一覧　　　後期　 ……左に同じ

期 版木ペア 初摺り
後摺り

（一番手）
後摺り
（二番手）

後摺り
（最も遅い）

後
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15 蔡順 肌色 　 　 　

16 陸績 薄黄 　 　 　

二行と
一行の
混成

17 王 肌色 　 　

20 唐夫人 肌色 　 　

19 楊香 薄鼠色 肌色 　 　

18 郭巨 薄鼠色 肌色 　 　

一行

21 黄香 青 　 薄黄 緑

22 黄庭堅 青 　 薄黄

23 丁蘭 肌色 　 　 　

24 老莱子 肌色 　 　 　

表８－１　複合隅と種員謹記　　　後期

グループ 版木ペア 複合隅 種員謹記 備考

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15　蔡順 ①内枠あ

き
下

16　陸績

二行と
一行の
混成

17　王 ⑥内枠通
る

上

組み替え
20　唐夫人

19　楊香 ①内枠あ
き

下
18　郭巨

一行

21　黄香 ①内枠あ
き

下

最後の四点
22　黄庭堅 下？

23　丁蘭 ①内枠あ
き

上
24　老莱子

表２－１　題字の字形（落款順）　　　後期

落款ペア 版木ペア

廿 四 孝

後
　
　
　
　
　
　
　
期

二行

15　蔡順 廿 四 孝
版木ペア

16　陸績 ナ 四 斈

17　王 廿 二本足 土テン 版木ペア

18　郭巨 ナ 四 孝
版木ペア

一
　
　
行

19　楊香 廿 四 土テン

20　唐夫人 ナ 四 孝 版木ペア

21　黄香 廿 四 土テン
版木ペア

22　黄庭堅 ナ 四 孝

23　丁蘭 ナずれ 二本足 土テン
版木ペア

24　老莱子 ナずれ 四 孝
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横
棒
（
老
莱
子
）
が
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
扁
平
な
形
、

上
側
中
央
の
房
が
左
右
よ
り
高
い
点
な
ど
も
似
て
い
る
。
大
き
さ
も
一
一
ミ
リ

で
一
致
す
る
（
表
３
‐
１
）。
芳
桐
印
の
位
置
も
、「
芳
」
の
真
下
に
あ
っ
て
、

全
体
枠
か
ら
は
少
し
離
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

　

こ
の
二
点
だ
け
は
、
題
に
二
色
（
紺
、
茶
）
の
ボ
カ
シ
が
入
っ
て
い
る

（
表
７
‐
１
）。
非
常
に
目
に
つ
く
特
徴
だ
。
題
の
色
が
最
終
段
階
で
緑
に
変
わ

る
の
も
、
こ
の
二
点
だ
け
の
特
徴
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
二
点
が
演
劇
的
で
あ
る
の
は
身
振
り
だ
け
で
な
く
、
幕
（「
丁

蘭
」
で
は
煙
が
幕
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
）
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を

考
え
る
と
、
二
色
の
ボ
カ
シ
を
施
し
た
派
手
な
題
は
、
芝
居
小
屋
の
幟
を
連
想

さ
せ
る
。
ま
た
、
幕
の
上
の
詞
書
の
部
分
も
、
芝
居
小
屋
の
軒
に
か
か
っ
た
横

看
板
を
連
想
さ
せ
る
。
国
芳
は
こ
の
二
点
を
〈
芝
居
小
屋
〉
に
見
立
て
た
の
で

は
な
い
か
。

　
ま
た
、
題
を
二
色
の
ボ
カ
シ
で
豪
華
に
し
た
の
は
、
こ
の
二
点
が
最
後
の
落

款
ペ
ア
で
、
版
木
ペ
ア
で
も
最
後
と
考
え
ら
れ
、
シ
リ
ー
ズ
の
掉
尾
を
飾
る
と

い
う
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

詞
書
の
肌
色
も
共
通
す
る
（
表
５
‐
１
）。
題
と
詞
書
以
外
の
色
調
も
ご

っ
た
煮
的
で
け
ば
け
ば
し
く
、
わ
か
り
や
す
い
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
題
の

二
色
も
こ
の
け
ば
け
ば
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

複
合
隅
と
、
種
員
謹
記
の
位
置
も
一
致
す
る
（
表
８
‐
１
）。

　

こ
の
二
点
が
落
款
ペ
ア
で
も
あ
る
こ
と
は
、
次
の
点
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

①
「
國
」
の
第
一
画
が
こ
の
二
点
だ
け
直
線
で
あ
る
。
②
「
芳
」
の
最
後
の
斜

め
の
棒
が
、
こ
の
二
点
だ
け
そ
の
右
側
の
線
よ
り
も
下
に
来
て
い
る
。

　

題
字
は
「
四
」
と
「
孝
」
で
違
い
が
あ
る
が
、「
廿
」
の
字
形
で
、
普
通

の
「
ナ
」
型
の
よ
う
に
ナ
と
十
の
横
棒
が
水
平
に
つ
な
が
ら
な
い
点
（「
ナ
ず

れ
」
型
）
で
共
通
す
る
（
表
２
‐
１
）。
題
字
段
階
で
も
ペ
ア
で
あ
っ
た
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
人
物
の
向
き
は
、
と
も
に
演
劇
的
な
身
振
り
が
目
立
つ
「
23
丁
蘭
」
の
妻
と

「
24
老
莱
子
」
の
主
人
公
が
向
き
合
う
形
が
自
然
で
あ
る
。

　　
証
明
⑨
　
ⅩⅠ
組
　
「
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
」

　「
黄
香
」
は
、
九
歳
で
母
を
亡
く
し
た
黄
香
が
父
に
孝
行
を
尽
く
し
、
極
暑

の
夕
べ
に
、
父
の
む
し
ろ
と
枕
を
団
扇
で
あ
お
い
で
涼
し
く
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
描
く
。

　「
黄
庭
堅
」
は
、
大
官
と
な
っ
た
黄
庭
堅
が
、
母
の
朝
夕
の
溲し

瓶び
ん

の
尿
な
ど

を
毎
日
自
分
で
世
話
し
た
、
と
い
う
話
。
屋
敷
の
中
を
流
れ
る
川
に
捨
て
て
い

る
の
で
あ
る
。
傍
ら
に
い
る
の
は
召
使
。

　
初

り
は
近
年
確
認
し
た
も
の
で
、
題
の
オ
レ
ン
ジ
色
が
特
徴
で
あ
る
（
表

７
‐
１
）。

　
で
は
、
こ
の
版
木
ペ
ア
の
共
通
点
を
挙
げ
て
い
こ
う
。

　

現
存
す
る
「
黄
庭
堅
」
に
は
、
芳
桐
印
が
な
い
。
特
に
「
黄
庭
堅
」
だ
け

に
芳
桐
印
を
省
く
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
か
な
り
早
い

り
の
段
階
で
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十二のペアを推理する

削
っ
た
と
思
わ
れ
る
（

り
が
後
に
な
る
と
芳
桐
印
が
削
ら
れ
る
例
は
珍
し
く
な

く
、
筆
者
所
蔵
の
〔
折
本
〕
で
は
、「
黄
庭
堅
」
の
ほ
か
、「
２
張
孝
・
張
礼
」「
14
仲

由
」
に
も
芳
桐
印
が
な
い
）。
し
か
し
、「
黄
香
」
の
芳
桐
印
は
、
後
期
で
は
最

大
で
あ
る
（
表
３
‐
１
）
ほ
か
、
落
款
の
右
側
へ
大
き
く
張
り
出
す
と
い
う
特

徴
が
あ
り
、
他
に
類
を
見
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
黄
香
」
と
版
木
ペ
ア
に
な
り

う
る
の
は
「
黄
庭
堅
」
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
間
接
的
な
証
明
は
可
能

で
あ
る
。

　

詞
書
が
青
で
あ
る
の
は
、
後
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
（
表
５
‐

１
）。
し
か
も
、
後

り
で
は
薄
黄
に
ペ
ア
で
変
化
し
て
い
る
。

　

題
の
オ
レ
ン
ジ
色
は
、
二
十
四
点
中
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
（
表
７
‐

図
26
　
後
期
「
一
行
書
き
」

組

21　黄香22　黄庭堅

図
27

21黄香22黄庭堅
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１
）。
題
を
通
常
の
赤
で
は
な
く
オ
レ
ン
ジ
に
し
た
の
は
、「
黄
庭
堅
」
説
話
の

象
徴
で
あ
る
溲し

瓶び
ん

の
色
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
り
、
赤
で
は
カ
ー
テ
ン
の
赤
と
隣

り
合
わ
せ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
黄
香
」
で
も
オ
レ
ン
ジ
は
中
央
の
ぼ
ん
ぼ

り
や
杯
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

欄
干
や
縁
台
の
赤
、
服
の
紫
な
ど
の
色
版
構
成
が
共
通
し
て
い
る
の
も
わ

か
り
や
す
い
。「
黄
香
」
の
波
の
模
様
と
よ
く
似
た
模
様
が
「
黄
庭
堅
」
の
青

い
服
に
も
見
ら
れ
る
、
な
ど
の
共
通
点
も
あ
る
。

　

複
合
隅
と
「
種
員
謹
記
」
も
共
通
す
る
（
表
８
‐
１
）。「
黄
庭
堅
」
の

「
種
員
謹
記
」
が
「
下
？
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
下
が
結
構
あ
い
て
い
る
か

ら
だ
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
か
「
謹
記
」
が
急
に
小
さ
く
寸
詰
ま
り
に
な
っ
た
た
め

で
、
こ
の
傾
向
は
次
の
「
丁
蘭
、
老
莱
子
」
ペ
ア
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
点
が
落
款
ペ
ア
で
も
あ
る
の
は
、
次
の
共
通
点
に
よ
く
表
れ
て
い

る
。
①
「
齋
」
の
下
部
「
而
」
の
一
番
右
の
縦
棒
が
、
こ
の
二
点
だ
け
直
線
的

で
長
く
、
し
っ
か
り
左
上
に
ハ
ネ
て
い
る
。
②
「
田
」
の
右
肩
が
、
一
行
書
き

の
他
の
四
点
は
丸
み
が
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
点
は
角
張
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
題
高
も
八
ミ
リ
と
九
ミ
リ
で
よ
く
似
て
い
る
（
表
６
‐
１
）。
こ

の
点
も
落
款
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
（
一
行
書
き
と
二
行
書
き
の
混
成

ペ
ア
で
は
、
題
高
に
別
の
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
）。

　
な
お
、
題
字
の
字
形
は
「
廿
」
と
「
ナ
」
型
の
違
い
が
あ
る
の
で
（「
孝
」

の
字
形
も
「
黄
香
」
は
「
土
」
に
点
が
付
い
た
「
土
テ
ン
」
型
で
あ
る
）、
題
字
段

階
で
は
別
の
ペ
ア
が
構
想
さ
れ
て
い
る
（
表
２
‐
１
）。

表６－１　落款高と題高　　　後期

落款
形式

落款ペア
落款高

（全体枠の下
端から）

題高
（全体枠の上
端から）

版木ペア 備考

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

一
　
　
勇
　
　
齋
　
　
國
　
　
芳

二行

15　蔡順 中　40ミリ 中　13ミリ
版木ペア

16　陸績 中　41ミリ 中　14ミリ

17　王 中　39ミリ 天　２ミリ 版木ペア 題高は版木ペアを指示

18　郭巨 中　41ミリ 中　11ミリ

版木ペア

一
　
　
行

19　楊香
中　40ミリ

中　13ミリ

20　唐夫人 天　１ミリ 版木ペア 題高は版木ペアを指示

21　黄香
中　41ミリ

中　８ミリ
版木ペア

22　黄庭堅 中　９ミリ

23　丁蘭 中　39ミリ 中　９ミリ

版木ペア
24　老莱子 中　40ミリ 中　12ミリ
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十二のペアを推理する

　
こ
の
二
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人
物
が
二
人
ず
つ
向
き
合
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

人
物
の
向
き
は
、
人
物
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
大
人
同
士
が
向
か
い
合
う
「
21

黄
香
（
右
）、
22
黄
庭
堅
（
左
）」
の
ほ
う
が
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
　
後
期
１
「
二
行
書
き
」
ペ
ア

　
こ
の
版
木
ペ
ア
は
次
の
一
組
し
か
な
い
。

　　
証
明
⑩
　
Ⅷ
組
　
「
15
蔡
順
、
16
陸
績
」

　「
蔡
順
」
は
、
飢
饉
の
年
に
桑
の
実
を
採
っ
て
い
た
蔡
順
が
、
赤
眉
賊
（
洋

図
28
　
後
期
「
二
行
書
き
」
Ⅷ
組

15　蔡順16　陸績

図
29

15蔡順16陸績
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風
画
ら
し
く
赤
毛
）
に
遭
い
、
熟
し
た
実
は
母
に
食
べ
さ
せ
、
熟
し
て
い
な
い

実
は
自
分
用
に
分
け
て
い
る
と
答
え
て
、
賊
を
感
心
さ
せ
た
と
い
う
話
。
籠
の

傍
に
桑
の
実
が
落
ち
て
い
る
。

　
松
明
に
照
ら
さ
れ
た
空
を
黄
色
く
描
い
た
と
こ
ろ
に
、
国
芳
の
意
図
が
う
か

が
え
る
。
か
な
り
後

り
に
な
る
と
、
空
を
真
っ
黒
に
塗
り
つ
ぶ
し
て
は
っ
き

り
夜
空
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
初

り
は
、
地
面
の
青
の
ボ

カ
シ
が
上
か
ら
で
は
な
く
、
下
か
ら
の
ボ
カ
シ
上
げ
に
な
っ
て
い
る
。

　「
陸
績
」
は
、
六
歳
の
と
き
、
軍
閥
の
袁
術
の
も
と
に
招
か
れ
た
陸
績
が
、

出
さ
れ
た
橘
の
実
を
三
つ
と
っ
て
懐
に
入
れ
た
が
、
帰
る
と
き
一
礼
し
た
ら
落

と
し
て
し
ま
っ
た
。
袁
術
が
「
客
と
し
て
卑
し
い
振
舞
い
で
は
な
い
か
」
と
言

う
と
、「
母
の
大
好
物
な
の
で
」
と
答
え
て
袁
術
を
感
心
さ
せ
た
、
と
い
う
話
。

　
初

り
は
、
床ゆ

か

に
青
の
ボ
カ
シ
上
げ
が
あ
り
、
青
空
を
床
の
タ
イ
ル
が
映
し

た
感
じ
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
ガ
ラ
ス
面
に
薄
墨
で
細
か

い
模
様
が
入
っ
て
い
る
）
20
（

。

　

芳
桐
印
の
共
通
点
は
、
上
側
右
の
房
が
下
側
右
の
房
よ
り
横
に
は
み
出
し

て
お
り
、
こ
の
上
下
二
つ
の
房
で
作
る
形
が
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、

上
側
中
央
の
房
の
て
っ
ぺ
ん
に
大
き
な
穴
が
あ
い
て
い
て
、
中
の
突
起
は
長
め

で
あ
る
。「
芳
」
の
字
と
か
な
り
離
れ
て
い
る
点
も
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。

　

題
が
初

り
で
肌
色
な
の
は
、
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
（
表
７
‐
１
）。

後

り
の
〔
折
本
〕
で
無
色
な
の
も
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
る
。

　
題
が
通
常
の
赤
で
は
な
く
肌
色
な
の
は
、「
陸
績
」
で
題
の
近
く
に
あ
る
赤

い
柱
と
同
色
に
な
る
の
を
避
け
た
意
味
が
あ
る
。

　

服
の
紫
や
青
緑
、
樹
木
や
岩
の
茶
色
な
ど
共
通
す
る
色
も
多
い
。
特
に

「
蔡
順
」
の
松
明
を
も
つ
賊
と
「
陸
績
」
の
童
子
の
服
は
酷
似
す
る
。
初

り

で
、
地
面
に
下
か
ら
青
の
ボ
カ
シ
が
入
る
の
も
共
通
す
る
。

　
詞
書
の
色
が
違
う
理
由
は
次
の
よ
う
だ
。「
陸
績
」
の
黄
色
は
、
童
子
の
懐

に
あ
る
〝
橘
〞（
説
話
の
象
徴
）
を
暗
示
し
て
い
る
。「
蔡
順
」
で
は
、
黄
色
を

松
明
に
照
ら
さ
れ
た
空
に
使
っ
て
い
る
か
ら
、
詞
書
は
色
を
変
え
て
、
題
と
同

じ
肌
色
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

複
合
隅
の
「
内
枠
あ
き
」
と
「
種
員
謹
記
」
の
位
置
「
下
」
も
共
通
す
る

（
表
８
‐
１
）。

　

後
期
の
二
行
書
き
落
款
の
作
品
は
四
点
し
か
な
い
の
で
、
落
款
ペ
ア
の
特

徴
を
見
つ
け
る
の
は
比
較
的
容
易
だ
。
こ
の
二
点
の
共
通
の
特
徴
を
三
つ
挙
げ

て
お
く
。
①
全
体
に
直
線
的
で
あ
る
。
②
「
勇
」
の
「
マ
」
は
、
上
下
の
線
が

や
や
平
行
に
近
づ
き
、「
コ
」
に
似
て
い
る
。
③
「
勇
」
の
「
田
」
は
四
角
で

幾
何
学
的
。
④
「
國
」
の
第
一
画
も
直
線
で
あ
る
。
ま
た
「
題
高
」
も
一
三
ミ

リ
と
一
四
ミ
リ
で
共
通
す
る
。
題
字
の
字
形
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
二
点
も
、
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
大
人
と
子
供
が
向
き
合
う
形
で
描
か
れ
て

い
る
。
作
品
の
左
右
は
、
一
見
、
大
人
同
士
を
向
か
い
合
わ
せ
る
方
式
が
よ
さ

そ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
蔡
順
」
の
走
り
込
む
童
子
に
勢
い
が
あ
る

の
で
、「
15
蔡
順
（
右
）、
16
陸
績
（
左
）」
の
ほ
う
が
バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
。
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十二のペアを推理する

　　
第
三
節
　
後
期
２
「
混
成
」
ペ
ア

　
最
後
に
残
っ
た
後
期
の
二
組
は
、
落
款
が
二
行
書
き
と
一
行
書
き
と
い
う
混

成
ペ
ア
で
あ
る
。
落
款
の
形
式
を
超
え
た
版
木
ペ
ア
と
い
う
の
は
意
外
で
あ
り
、

「
楊
香
」
の
初

り
の
発
見
が
遅
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
試
行
錯
誤
が
最
後
ま

で
つ
き
ま
と
っ
た
二
組
で
あ
る
。

　　
証
明
⑪
　
Ⅸ
組
　
「
17
王

、
20
唐
夫
人
」

　「
王

」
は
、
雷
を
恐
れ
て
い
た
亡
き
母
の
墓
に
、
雷
鳴
の
た
び
に
駆
け
つ

け
、
雷
が
お
さ
ま
る
ま
で
母
を
励
ま
し
た
と
い
う
話
。

　
こ
の
特
徴
的
な
稲
妻
の
描
き
方
は
、『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
の
挿

絵
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
増
幅
さ
せ
た
と
い
う
推
察
も
あ
る
が
）
21
（

、「
王

」
の

屈
曲
し
た
稲
妻
は
は
る
か
に
複
雑
で
あ
り
、
し
か
も
平
行
線
の
多
用
や
、
線
が

断
絶
し
な
が
ら
つ
な
が
る
な
ど
、
絵
の
構
図
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
、
国
芳
の
創
意
工
夫
が
光
っ
て
い
る
。

　「
唐
夫
人
」
は
、
歯
の
な
い
老
い
た
姑
に
、
乳
を
飲
ま
せ
て
養
う
嫁
（
唐
夫

人
）
の
話
。
姑
も
感
謝
し
て
「
新
婦
た
る
も
の
は
、
子
々
孫
々
、
唐
夫
人
を
見

習
い
な
さ
い
」
と
遺
言
し
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
聖
母
子
像
を
参
考
に
し
た
か

と
思
わ
せ
る
絵
柄
で
あ
る
。

　

芳
桐
印
の
横
幅
は
、
残
っ
た
四
点
の
う
ち
三
点
が
九
ミ
リ
で
あ
り
、
縦
幅

を
み
て
も
大
き
さ
で
は
版
木
ペ
ア
を
決
め
に
く
い
（
表
３
‐
１
、
二
〇
二
頁
）。

図
30
　
混
成
ペ
ア
Ⅸ
組

17　王20　唐夫人
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し
か
し
、
形
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
二
点
は
、
上
右
の
房
が
正
三
角
形
に
近
く
、

右
へ
開
き
気
味
で
あ
り
、
上
側
は
中
央
の
房
が
左
右
よ
り
高
い
（
他
の
二
点
は

高
さ
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
。
図
33
、
34
、
二
一
三
頁
）。

　

詞
書
の
肌
色
が
共
通
す
る
（
表
５
‐
１
、
二
〇
三
頁
。
他
の
二
点
は
薄
鼠
色
）。

　

初

り
で
は
「
唐
夫
人
」
の
茂
み
や
葉
は
《
緑
》、
地
面
の
影
も
《
緑
》

だ
が
、「
王
褒
」
の
茂
み
や
葉
は
《
紺
》、
地
面
の
影
は
《
黒
》
と
異
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
後

り
の
筆
者
所
蔵
〔
折
本
〕
で
は
、
二
点
と
も
葉
や
茂
み
は

《
紺
》、
地
面
の
影
は
《
黒
》
に
な
り
、
色
版
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

複
合
隅
は
「
内
枠
通
る
」
で
、
後
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
り
、「
種

員
謹
記
」
の
「
上
」
も
共
通
す
る
（
表
８
、
一
九
三
頁
）。

　
後
期
の
複
合
隅
の
〈
符
丁
〉
の
付
け
方
は
、
前
期
と
明
ら
か
に
異
な
る
。

「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
が
後
期
に
回
っ
た
と
す
れ
ば
、
残
り
の
前
期
六

組
は
ペ
ア
ご
と
に
①
〜
⑥
の
異
な
る
複
合
隅
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
、
後
期
（
当

初
か
ら
の
五
組
）
は
「
17
王

、
20
唐
夫
人
」
だ
け
が
「
⑥
内
枠
通
る
」
で
あ

り
、
残
り
は
全
部
「
①
内
枠
あ
き
」
で
あ
る
。
複
合
隅
の
種
類
は
①
と
⑥
の
二

種
類
し
か
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
、「
15
蔡
順
、
16
陸
績
」「
21
黄
香
、

22
黄
庭
堅
」「
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
」
は
、
落
款
ペ
ア
が
そ
の
ま
ま
版
木
ペ
ア

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
前
期
か
ら
来
た
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
は
既
に
切

り
離
さ
れ
て
い
て
、
題
枠
が
二
重
枠
で
あ
り
、
す
ぐ
に
わ
か
る
ペ
ア
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
現
状
維
持
の
ま
ま
版
木
ペ
ア
と
な
る
か
ら
、
特
に
他
と
違
っ
た
複
合

隅
で
あ
る
必
要
は
な
い
。「
①
内
枠
あ
き
」
と
い
う
共
通
の
複
合
隅
で
事
足
り

る
。
し
か
も
「
①
内
枠
あ
き
」
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
版
下
絵
を
描
き
出
し

た
最
初
の
複
合
隅
の
ま
ま
で
済
む
。
区
別
が
必
要
な
の
は
、
新
た
に
落
款
ペ
ア

を
切
り
離
す
こ
と
に
な
る
「
二
行
と
一
行
の
混
成
」
組
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
う
ち
二
点
だ
け
別
の
複
合
隅
で
あ
れ
ば
、
残
り
の
二
点
は
「
①
内
枠
あ
き
」

で
か
ま
わ
な
い
。
残
り
が
ペ
ア
に
な
る
の
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
理
由
で
「
王

、
唐
夫
人
」
だ
け
が
「
⑥
内
枠
通
る
」
と
い
う
別

種
の
複
合
隅
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
事
情
は
「
種
員
謹
記
」
の
「
上
」「
下
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
前

期
で
は
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
「
孟
宗
、
曾
参
」
だ
け
「
下
」
で
組
み
替
え
を
指
示

す
れ
ば
事
足
り
る
。「
天
」
グ
ル
ー
プ
の
場
合
は
、「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張

礼
」
が
切
り
離
さ
れ
て
後
期
に
回
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
残
り
の
「
１
大
舜
」
と

「
４
呉
猛
」
が
新
た
な
ペ
ア
に
な
る
の
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
後
期
で
は
、

前
期
と
逆
に
「
上
」
が
少
数
派
で
、
組
み
替
え
の
指
示
が
必
要
な
「
混
成
」
組

の
う
ち
の
「
王

、
唐
夫
人
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
23
丁
蘭
、
24
老
莱

子
」
の
「
上
」
は
、
制
作
上
の
最
後
の
四
点
（
21
〜
24
）
の
中
で
「
21
黄
香
、

22
黄
庭
堅
」
の
「
下
」
と
区
別
し
、
版
木
ペ
ア
を
明
示
し
て
い
る
。

　

題
高
が
後
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
「
天
」
で
あ
る
（
表
６
‐
１
）。
落
款

の
形
式
が
違
う
の
で
、
こ
れ
は
前
期
の
よ
う
に
落
款
ペ
ア
を
指
す
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
。
後
期
の
題
高
は
、
最
低
限
の
二
種
類
の
〈
符
丁
〉（「
天
」
と

「
中
」）
で
版
木
ペ
ア
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
〈
符
丁
〉

で
す
ま
す
と
い
う
方
式
は
、「
種
員
謹
記
」
の
位
置
（「
上
」
と
「
下
」）
や
、
後
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十二のペアを推理する

期
の
複
合
隅
（「
内
枠
あ
き
」
と
「
内
枠
通
る
」）
と
同
じ
で
あ
る
。

　
な
お
、
表
６
‐
１
の
「
題
高
」
を
み
る
と
、
後
期
の
「
中
」
の
な
か
で
も
、

「
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
」「
23
丁
蘭
」
の
数
値
が
八
ミ
リ
か
ら
九
ミ
リ
で
低
く
、

し
か
も
こ
の
並
び
は
数
値
的
に
自
然
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
落
款
順
序
だ
け

で
な
く
版
木
ペ
ア
と
し
て
の
順
序
も
、
こ
の
二
組
が
最
後
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
同
様
に
、
芳
桐
印
の
大
き
さ
が
後
期
で
は
「
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅

（
芳
桐
印
は
早
い
段
階
で
削
ら
れ
て
い
る
が
、
黄
香
な
み
の
大
き
さ
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
）」
と
「
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
」
だ
け
「
大
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
表
３
‐
１
）、
後
期
は
こ
の
四
点
だ
け
別
に
し
て
、
最
後
に
制
作
・
刊
行
さ
れ

た
可
能
性
も
あ
る
。

　　
証
明
⑫
　
Ⅹ
組
　
「
19
楊
香
、
18
郭
巨
」

　「
楊
香
」
は
、
父
を
食
ら
わ
ん
と
し
た
猛
虎
に
、
健
気
に
も
立
ち
向
か
っ
た

十
四
歳
の
息
子
（
楊
香
）
が
、
両
手
で
虎
の
頭
を
つ
か
ん
だ
ら
、
ど
う
い
う
わ

け
か
虎
は
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
。
ポ
ー
ズ
か
ら
見
て
も
、
大
き
い
ほ
う

の
人
物
が
息
子
と
思
わ
れ
る
。
主
人
公
を
こ
れ
だ
け
小
さ
く
描
い
た
の
は
、
シ

リ
ー
ズ
中
こ
の
作
品
だ
け
で
あ
り
、
虎
が
主
役
の
感
が
あ
る
。

　
初

り
は
詞
書
の
タ
イ
ト
ル
が
「
江
革
」
に
な
っ
て
い
る
う
え
、
詞
書
の
地

色
は
薄
鼠
色
（
後

り
は
肌
色
）
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
、
確
認
さ
れ
た
）
20
（

。

　「
郭
巨
」
は
、
赤
貧
の
中
、
郭
巨
の
母
が
三
歳
の
孫
に
食
を
分
け
与
え
る
の

で
、
母
の
食
を
減
ら
す
わ
が
子
は
親
孝
行
の
妨
げ
だ
か
ら
と
、
わ
が
子
を
埋
め

図
31
　
混
成
ペ
ア
Ⅹ
組

19　楊香18　郭巨
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る
た
め
穴
を
三
尺
余
り
掘
っ
た
ら
、
黄
金
の
釜
が
出
て
き
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

子
を
抱
く
妻
の
姿
は
、
聖
母
子
像
を
モ
デ
ル
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
二
点
が
版
木
ペ
ア
で
あ
る
論
拠
は
次
の
と
お
り
。

　

芳
桐
印
の
形
は
、
上
側
の
三
つ
の
房
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
高
さ
で
あ
り
、
左

側
の
房
は
下
側
の
房
よ
り
左
に
張
り
出
し
て
い
る
（
図
33
、
34
）。

　

詞
書
の
薄
鼠
色
は
こ
の
二
点
だ
け
で
あ
り
、
後

り
で
は
肌
色
に
変
わ
る

（
表
５
‐
１
）。
薄
鼠
色
は
「
楊
香
」
で
は
画
面
全
体
の
鼠
色
に
対
応
し
て
、
虎

と
人
物
の
黄
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、「
郭
巨
」
で
は
、
黄
金
の
釜
が
黄
色
い
光

を
放
つ
鼠
色
の
地
面
に
対
応
し
て
、
青
空
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

　

「
楊
香
」
は
虎
の
黄
色
の
ほ
か
は
無
彩
色
が
画
面
の
大
部
分
を
占
め
、

「
郭
巨
」
で
は
青
と
紅
が
目
立
っ
て
い
て
色
調
は
対
照
的
に
見
え
る
が
、
使
わ

れ
て
い
る
色
は
実
際
に
は
全
部
共
通
で
あ
る
。

　

複
合
隅
と
「
種
員
謹
記
の
位
置
」
も
共
通
す
る
（
表
８
‐
１
）。

　

題
高
も
一
一
ミ
リ
と
一
三
ミ
リ
で
近
い
（
表
６
‐
１
）。

　
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
国
立
民
族
学
博
物
館
に
は
「
楊
香
（
右
）、

郭
巨
（
左
）」
の
画
稿
（
版
下
絵
の
前
の
段
階
）
が
残
っ
て
い
る
（
図
32
）。
事

前
に
、
版
下
絵
の
組
み
合
わ
せ
（
つ
ま
り
落
款
ペ
ア
）
と
違
う
最
終
的
な
版
木

ペ
ア
も
、
構
想
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　　
混
成
ペ
ア
の
中
の
落
款
ペ
ア

　
混
成
ペ
ア
の
中
に
は
、
一
行
書
き
と
二
行
書
き
の
落
款
ペ
ア
が
一
組
ず
つ
存

図32　「楊香、郭巨」の画稿 ライデン国立民族学博物館所蔵（B. W. Robinson, KUNIYOSHI, London, 1961, fig. 94）
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十二のペアを推理する

在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
落
款
ペ
ア
で
あ
る
の
は
、
一
行
書
き
（
四
点
）
で
も
二

行
書
き
（
六
点
）
で
も
、
ま
だ
落
款
ペ
ア
と
し
て
確
定
し
な
い
で
残
っ
て
い
る

の
は
そ
れ
ぞ
れ
二
点
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
間
接
的
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
落

款
の
筆
跡
そ
の
も
の
の
共
通
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
二
行
書
き
《
17
王

、
18
郭
巨
》
　
①
「
一
」
が
太
い
。
②
「
勇
」
の

「
マ
」
が
後
期
で
は
こ
の
二
点
だ
け
「
ｚ
」
型
で
あ
る
。
③
「
勇
」
の
「
田
」

は
丸
み
を
帯
び
、
下
が
す
ぼ
ま
る
。
④
「
國
」
の
第
一
画
も
曲
線
で
あ
る
。

　
一
行
書
き
《
19
楊
香
、
20
唐
夫
人
》
　
①
「
勇
」
の
「
マ
」
と
「
田
」
の
間

が
、
後
期
で
こ
の
二
点
だ
け
接
し
て
い
る
。
②
「
齋
」
の
第
二
画
（
横
棒
）
が
、

一
行
書
き
の
他
の
四
点
で
は
右
上
が
り
の
直
線
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
点

は
湾
曲
し
て
い
る
（
二
行
書
き
の
四
点
も
同
じ
）。
③
「
國
」
の
第
一
画
（
縦

棒
）
と
第
二
画
（
横
棒
）
の
間
が
離
れ
て
い
る
の
は
、
後
期
の
十
点
で
共
通
し

て
い
る
が
、
一
行
書
き
の
他
の
四
点
で
は
、
横
棒
が
縦
棒
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
か
、

や
や
低
い
の
に
対
し
、
こ
の
二
点
は
横
棒
が
は
っ
き
り
高
い
（
二
行
書
き
の
四

点
と
同
じ
。
②
と
同
様
、
こ
の
ペ
ア
が
二
行
書
き
の
直
後
の
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
）。

　
こ
こ
で
、
人
物
の
向
き
に
つ
い
て
み
る
と
、「
17
王

」
は
体
は
右
向
き
で

あ
る
も
の
の
、
顔
は
左
を
振
り
向
い
て
い
て
、
そ
の
視
線
の
先
に
ひ
る
が
え
る

笠
が
あ
り
、
ペ
ア
の
右
に
位
置
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ペ
ア
の
相
手
は
、
版

木
ペ
ア
で
は
「
20
唐
夫
人
」
の
洋
装
の
小
柄
な
侍
女
（
あ
る
い
は
少
女
）
が
左

端
で
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
が
、
人
物
の
大
き
さ
と
し
て
は
や
や
バ
ラ
ン
ス
が

図
33

17王18郭巨

図
34

19楊香20唐夫人
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悪
い
。
む
し
ろ
、
落
款
ペ
ア
の
「
17
王

、
18
郭
巨
」
の
ほ
う
が
聖
母
子
像
の

よ
う
な
母
子
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
、
い
く
ら
か
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　「
19
楊
香
」
は
虎
が
右
向
き
で
大
き
く
、
人
物
が
極
端
に
小
さ
い
た
め
、
右

側
に
来
る
と
ペ
ア
で
バ
ラ
ン
ス
が
と
り
に
く
い
。
こ
れ
も
む
し
ろ
落
款
ペ
ア
の

「
19
楊
香
、
20
唐
夫
人
」
の
ほ
う
が
、「
楊
香
」
の
小
さ
な
人
物
二
人
と
「
唐
夫

人
」
の
小
柄
な
侍
女
が
向
き
合
う
形
に
な
っ
て
、
版
木
ペ
ア
よ
り
バ
ラ
ン
ス
は

よ
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
版
木
ペ
ア
の
「
19
楊
香
、
18
郭
巨
」
は
、
前
述
の

よ
う
に
画
稿
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
左
右
の
配
置
に
従
っ
た
も
の
だ
が

（
さ
ら
に
落
款
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
の
左
右
を
受
け
継
い
で
は
い
る
が
）、
仮
に
「
18
郭

巨
、
19
楊
香
」
だ
っ
た
と
し
て
も
バ
ラ
ン
ス
上
は
お
か
し
く
な
い
。
落
款
ペ
ア

の
左
右
判
別
法
は
何
種
類
も
あ
る
が
、
版
木
ペ
ア
で
は
（
後
述
す
る
よ
う
な
）

物
理
的
デ
ー
タ
が
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
、
試
行
錯
誤
の
末
に
落
款
形
式
の

枠
を
超
え
て
決
ま
っ
た
版
木
ペ
ア
に
つ
い
て
は
、
わ
か
り
に
く
い
ケ
ー
ス
が
出

て
く
る
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。

　　
第
四
節
　
後
期
の
題
字
ペ
ア
に
つ
い
て

　
後
期
の
題
字
の
字
形
は
、
表
２
‐
１
で
一
覧
で
き
る
よ
う
に
、
最
後
の
「
丁

蘭
、
老
莱
子
」
の
「
ナ
ず
れ
」
型
を
除
け
ば
、
残
り
の
四
組
（
15
〜
22
）
は
、

落
款
ペ
ア
・
版
木
ペ
ア
い
ず
れ
も
版
下
絵
の
右
が
「
廿
」
型
、
左
が
「
ナ
」
型

に
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
表
10
に
見
る
よ
う
に
、「
ナ
」
型
（
落
款
番
号
が
偶
数
）
四
点
は
青
が
背
景
で

あ
り
、「
廿
」
型
（
奇
数
番
号
）
四
点
は
青
以
外
の
空
で
あ
る
。
空
の
色
の
共

通
性
は
い
か
に
も
版
木
ペ
ア
に
し
た
く
な
る
要
素
だ
が
、
ほ
か
に
も
重
要
な
共

通
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　「
廿
」
型
の
「
17
王

」
と
「
19
楊
香
」
は
、
灰
色
の
バ
ッ
ク
に
黄
（
蓑
、

虎
）
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、「
15
蔡
順
」
と
「
21
黄
香
」
は
、
紫
色
の
服
の
大

人
と
赤
い
服
の
童
子
の
組
み
合
わ
せ
が
共
通
す
る
。

　「
ナ
」
型
で
は
、「
16
陸
績
」
と
「
22
黄
庭
堅
」
が
、
赤
い
柱
の
中
国
風
室
内

に
、
大
官
と
紫
の
服
の
童
子
（
ま
た
は
婢
女
）
を
配
す
る
点
で
共
通
す
る
。
こ

の
二
点
は
、
題
が
と
も
に
肌
色
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
絵
の
雰
囲
気
が
い
か

に
も
よ
く
似
て
お
り
、
マ
ン
ネ
リ
化
や
国
芳
の
意
欲
の
衰
え
を
感
じ
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
誰
も
が
版
木
ペ
ア
と
錯
覚
し
や
す
い
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
18
郭
巨
」
と
「
20
唐
夫
人
」
は
、
青
空
の
下
、
乳

み
児
（
ま
た
は
乳
を
吸
う

姑
）
を
抱
え
た
母
親
が
幹
の
根
元
に
坐
る
点
が
共
通
す
る
。

　
ま
た
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
は
前
期
で
は

こ
の
二
点
だ
け
「
廿
」
型
で
、
前
期
か
ら
後
期
制
作
に
回
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
（
表
２
）。
特
に
「
張
孝
・
張
礼
」
は
、「
四
」
に
足
が
生
え
た
よ
う
な
「
二

本
足
」
型
で
あ
る
点
、
そ
れ
に
「
孝
」
に
あ
た
る
字
が
「
土
テ
ン
系
」
で
あ
る

点
も
含
め
、「
17
王

」
と
字
形
全
体
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
。（
な
お
、「
土
テ

ン
」
と
は
、「
孝
」
に
当
た
る
字
で
「
土
」
に
テ
ン
が
付
き
、
斜
め
の
払
い
が
「
土
」

の
下
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
字
形
を
指
す
。「
張
孝
・
張
礼
」
も
基
本
的
に
こ
の
タ
イ
プ
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十二のペアを推理する

表10　初 りの配色（人物や空との関係）

期
落款
番号

版木ペア 空
室内が舞
台

人物の
数

画中の赤 題 詞書 全体枠

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１ 大舜 青 １ 人物の服 赤 黄 ウコン

４ 呉猛 青 ○ ２ その他 赤 青 ウコン

３ 董永 青 ２ 人物の服 赤（革服に似る）（極薄）肌色 ウコン

２ 張孝張礼 青 ３ 人物の服 赤（革服に似る）（極薄）肌色 ウコン

丸隅

７ 漢文帝 青 ○ ２
人物の服＋その
他 赤 肌色 ウコン

５ 剡子 青 ２ 人物の服 赤 肌色 ウコン

６ 孟宗 灰色 １ なし 赤 青 ウコン

８ 曾参 青 １ 人物の服 赤 青 ウコン

９ 王祥 灰色 １ なし 赤 肌色 ウコン

10 黔婁 青 １ 人物の服 赤 肌色 ウコン

11 朱寿昌 青 1 人物の服　 青　　　　　 肌色 朱

12 閔子騫 青 △ 3
人物の服＋その
他 青　　　　　 肌色 朱

無
落款

13 姜詩 青 １ 人物の服 赤 濃い青 紺

14 仲由　 青 １ 人物の服 赤 青 紺

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二行
15 蔡順 黄 ３ 人物の服 肌色 肌色 ウコン

16 陸績 青 ○ ２
人物の服＋その
他 肌色 黄 ウコン

二行と
一行の
混成

17 王 灰色 １ 人物の服 赤 肌色 ウコン

20 唐夫人 青 ３ 人物の服 赤 肌色 ウコン

19 楊香 灰色 ２（小） 人物の服 赤 灰色 ウコン

18 郭巨 青 ３ 人物の服 赤 灰色 ウコン

一行

21 黄香 灰色 ２
人物の服＋その
他 オレンジ 青 ウコン

22 黄庭堅 青（室内）○空なし ２
人物の服＋その
他 オレンジ 青 ウコン

23 丁蘭 青 ○ ２
人物の服＋その
他 紺と茶のボカシ 肌色 ウコン

24 老莱子 青 ○ ３
人物の服＋その
他 紺と茶のボカシ 肌色 ウコン

備考

青空　　　　17 人物の服　14 赤　　　　16 肌色　13 ウコン　20

灰色の空　　５
人物の服＋その
他　７

肌色　　　２ 青　　７ 朱　　　２

黄色の空　　１ その他のみ　１ オレンジ　２ 黄　　２ 紺　　　２

青い室内　　１ 赤なし　　　２ 青　　　　２ 灰色　２

＊太枠はペアで色がそろわないもの 紺と茶　　２ ＊ウコンは濃厚な黄色
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だ
が
、
何
か
の
加
減
で
テ
ン
が
落
ち
て
い
る
た
め
、「
土
テ
ン
系
」
と
し
て
い
る
。）

　
そ
し
て
、「
張
孝
・
張
礼
」
と
「
王

」
は
詞
書
の
地
色
が
共
に
肌
色
で
あ

る
ほ
か
、
幹
と
葉
と
暗
い
空
を
描
き
、
山
の
描
き
方
が
そ
っ
く
り
な
点
な
ど
、

色
版
の
処
理
に
よ
っ
て
は
も
っ
と
色
調
や
雰
囲
気
が
似
て
く
る
と
思
わ
れ
、
版

木
ペ
ア
の
候
補
と
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
二
点
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
題
字
の
字
形
が
共
通
す
る
二
点
は
、
い
か
に
も

版
木
ペ
ア
と
し
た
く
な
る
要
素
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
題
字
の
字
形

は
、
前
期
の
「
４
呉
猛
、
12
閔
子
騫
」
の
よ
う
に
、
後
期
で
も
題
字
段
階
で
の

ペ
ア
を
物
語
る
〈
符
丁
〉
と
考
え
て
よ
い
よ
う
だ
。

　　
前
期
は
、「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
以
外
は
、
題
字
段
階
の
ペ
ア
は
字
形
が

き
っ
ち
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
期
の
場
合
は
、
表
２
‐
１
に
よ
っ
て

字
形
が
同
じ
も
の
を
整
理
し
て
い
く
と
、
ペ
ア
に
な
り
き
れ
な
い
作
品
が
出
て

く
る
。
後
期
制
作
に
回
さ
れ
た
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
も
含
め
て
一
覧
に
し

よ
う
。

　　
　
廿
　
　
〈
廿
、
二
本
足
、
土
テ
ン
〉

                                         

…
…
２
張
孝
・
張
礼
（
土
テ
ン
系
）、
17
王

　
　
　
　
　
〈
廿
、
二
本
足
、
斈
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
３
董
永

　
　
　
　
　
〈
廿
、
四
、
孝
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
15
蔡
順

　
　
　
　
　
〈
廿
、
四
、
土
テ
ン
〉
　
　
　
　
　
　
　
…
…
19
楊
香
、
21
黄
香

　
　
ナ
　
　
〈
ナ
、
四
、
斈
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
16
陸
績

　
　
　
　
　
〈
ナ
、
四
、
孝
〉
　
　
　
…
…
18
郭
巨
、
20
唐
夫
人
、
22
黄
庭
堅

　
　
ナ
ず
れ
〈
ナ
ず
れ
、
二
本
足
、
土
テ
ン
〉
　
　
　
　
　
　
　
…
…
23
丁
蘭

　
　
　
　
　
〈
ナ
ず
れ
、
四
、
孝
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
24
老
莱
子

　　
き
れ
い
に
二
点
で
ペ
ア
を
組
め
る
の
は
、〈
廿
、
二
本
足
、
土
テ
ン
〉
と

〈
廿
、
四
、
土
テ
ン
〉
だ
け
で
、〈
ナ
、
四
、
孝
〉
は
三
点
、
あ
と
は
一
点
ず
つ

で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、「
ナ
ず
れ
」
型
は
結
局
版
木
ペ
ア
と
な
っ
た
「
23
丁
蘭
、
24
老

莱
子
」
の
二
点
し
か
な
い
。

　「
廿
」
型
も
、
ペ
ア
で
あ
る
も
の
を
除
く
と
、〈
廿
、
二
本
足
、
斈
〉
の
「
３

董
永
」
と
〈
廿
、
四
、
孝
〉
の
「
15
蔡
順
」
の
二
点
し
か
残
ら
な
い
。
そ
し
て

「
董
永
」
と
「
蔡
順
」
は
、
湖
と
土
坡
が
あ
る
こ
と
、
空
に
白
雲
が
な
い
こ
と
、

腕
を
上
に
伸
ば
し
て
い
る
、
な
ど
の
共
通
点
が
あ
り
、「
蔡
順
（
右
）、
董
永

（
左
）」
と
す
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
も
よ
く
、
版
木
ペ
ア
の
候
補
と
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
ナ
」
型
も
四
点
で
、
ペ
ア
二
組
と
し
て
割
り
切
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、〈
ナ
、
四
、
孝
〉
三
点
の
う
ち
の
「
18
郭
巨
、
20
唐
夫
人
」
は
、
乳
呑

み
児
（
ま
た
は
乳
を
吸
う
姑
）
を
抱
え
た
母
親
が
幹
の
根
元
に
坐
る
点
な
ど
非

常
に
よ
く
似
た
絵
柄
で
あ
り
、
残
り
の
「
22
黄
庭
堅
」
と
〈
ナ
、
四
、
斈
〉
の

「
16
陸
績
」
も
、
中
国
風
の
室
内
と
人
物
と
い
っ
た
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
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十二のペアを推理する

「
22
黄
庭
堅
」
が
な
ぜ
「
18
郭
巨
」「
20
唐
夫
人
」
と
同
じ
字
形
グ
ル
ー
プ
に
入

っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
気
に
な
る
の
は
、
室
内
に
も
か
か
わ
ら
ず

青
を
バ
ッ
ク
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、「
陸
績
」
も
室
内
を
舞

台
に
し
な
が
ら
空
を
広
く
取
っ
て
い
る
。
何
か
の
理
由
で
、「
22
黄
庭
堅
」
も

「
18
郭
巨
」
ま
た
は
「
20
唐
夫
人
」
と
版
木
ペ
ア
に
で
き
る
共
通
点
を
国
芳
が

見
出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
三
点
の
う
ち
の
二
点
を
ペ
ア
と
し
、
残
っ
た

一
点
を
同
じ
「
ナ
」
型
の
「
16
陸
績
」
と
ペ
ア
に
す
る
考
え
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
四
点
と
も
青
が
バ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
、
組
み
替
え
が
し
や
す
く
な
る
わ
け

で
あ
る
。

　
後
期
の
「
孝
、
土
テ
ン
、
斈
」
な
ど
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ

ろ
前
期
の
よ
う
に
す
っ
き
り
理
解
で
き
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
字

形
の
違
い
は
「
廿
」
と
「
ナ
」
型
の
違
い
が
最
も
目
立
ち
や
す
く
（
字
形
が
違

う
「
廿
四
孝
」
の
中
で
最
初
に
出
て
く
る
こ
と
も
大
き
い
）、〈
符
丁
〉
と
し
て
最

も
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　　
第
五
節
　
後
期
の
ペ
ア
の
変
遷

　
後
期
の
ペ
ア
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
か
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　　
１
、
落
款
ペ
ア

　
二
行
書
き
…
《
15
蔡
順
、
16
陸
績
》《
17
王

、
18
郭
巨
》

　
一
行
書
き
…
《
19
楊
香
、
20
唐
夫
人
》《
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
》《
23
丁
蘭
、

　
　
　
　
　
　
24
老
莱
子
》

　　
２
、
題
字
ペ
ア

　
前
期
か
ら
移
転
し
た
二
点
も
含
め
、
落
款
ペ
ア
と
異
な
る
も
の
だ
け
を
次
に

挙
げ
る
。
ペ
ア
に
な
ら
な
い
半
端
な
も
の
も
あ
る
。

　　「
廿
」
グ
ル
ー
プ
（
六
点
）

　
　
二
本
足
、
土
テ
ン
（
系
）
…
…
「
２
張
孝
・
張
礼
、
17
王

」

　
　
二
本
足
、
斈
／
四
、
孝
　
…
…
「
３
董
永
」
／
「
15
蔡
順
」
…
ペ
ア
未
定

　
　
四
、
土
テ
ン
　
…
…
…
…
…
…
「
19
楊
香
、
21
黄
香
」

　「
ナ
」
グ
ル
ー
プ
（
４
点
）

　
　
四
、
孝
…
…
…
…
「
18
郭
巨
」「
20
唐
夫
人
」「
22
黄
庭
堅
」
…
ペ
ア
未
定

　
　
四
、
斈
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
「
16
陸
績
」
…
ペ
ア
未
定

　　
ペ
ア
未
定
の
も
の
も
、「
廿
」
グ
ル
ー
プ
、「
ナ
」
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
の
グ

ル
ー
プ
内
で
ペ
ア
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　　
３
、
詞
書
ペ
ア

　
次
の
版
木
ペ
ア
と
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
表
８
‐
１
の
種
員
謹
記
（
詞
書

ペ
ア
の
符
丁
）
と
複
合
隅
（
版
木
ペ
ア
の
符
丁
）
の
一
致
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
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４
、
版
木
ペ
ア

　
版
木
ペ
ア
は
、
首
尾
一
貫
し
て
ペ
ア
で
あ
っ
た
「
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
」
を

除
い
て
、
題
字
ペ
ア
と
は
全
く
一
致
せ
ず
、
落
款
ペ
ア
に
戻
る
も
の
が
か
な
り

を
占
め
る
。
落
款
ペ
ア
と
同
じ
ペ
ア
を
《
　
》
で
表
す
。

　　
　「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
　
　
　
　
　
　 

…
…
前
期
か
ら
の
移
転
組

　
　《
15
蔡
順
、
16
陸
績
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
二
行
書
き
ペ
ア

　
　「
17
王

、
20
唐
夫
人
」「
19
楊
香
、
18
郭
巨
」
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
二
行
一
行
「
混
成
」
ペ
ア

　
　《
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
》《
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
》

…
…
一
行
書
き
ペ
ア

　　
こ
の
よ
う
に
、
題
字
段
階
の
新
た
な
ペ
ア
構
想
が
捨
て
ら
れ
、
大
部
分
が
当

初
の
構
想
に
戻
っ
て
い
る
。

　
前
期
か
ら
の
移
転
組
は
落
款
ペ
ア
で
は
な
い
が
、
後
期
に
移
転
し
た
当
初
の

ペ
ア
で
あ
る
。
よ
り
良
い
ペ
ア
の
相
手
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
模
索
し
た

が
、
良
い
相
手
が
見
つ
か
ら
ず
、
結
局
当
初
の
ペ
ア
に
戻
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
混
成
」
ペ
ア
の
う
ち
「
19
楊
香
、
18
郭
巨
」
は
、
こ
の
ま
ま
の
組

み
合
わ
せ
で
画
稿
が
残
っ
て
お
り
（
図
32
）、
版
下
絵
以
前
の
構
想
に
戻
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
混
成
ペ
ア
は
、
題
高
が
「
天
」
の
ペ
ア
と
「
中
」
の
ペ
ア
に
分

か
れ
て
お
り
（
表
６
‐
１
）、
題
字
段
階
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
落
款
段
階
）
で

も
混
成
ペ
ア
の
構
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
題
字
ペ
ア
か
ら
当
初
の
ペ
ア
に
戻
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
油
絵
風
の
重
厚
で
濃
密
な
画
面
を
浮
世

絵
版
画
で
実
現
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
を
実
験
的
に
試
み
て
い
る
）
22
（

。

「
11
朱
寿
昌
」「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
な
ど
の
濃
紺
の
空
の
ボ
カ
シ
に
見
ら
れ
る

豪
快
な
タ
ッ
チ
や
、「
８
曾
参
」
の
幹
に
見
ら
れ
る
精
細
で
リ
ア
ル
な
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
は
、
従
来
の
浮
世
絵
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
芳
と

し
て
も
、
当
初
は
ど
こ
ま
で
自
分
の
意
図
が
技
術
的
に
実
現
で
き
る
か
、
不
安

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
な
る
べ
く
技
法
的
に
共
通
点
の
多
い
も
の

を
ペ
ア
に
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
期
に
入
っ
て
彫
り
師
や

り
師
た
ち
の
技
術
も
向
上
し
た
の
が
確
か
め
ら
れ
た
た
め
、「
３
董
永
、
２

張
孝
・
張
礼
」「
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
」
の
よ
う
な
技
法
的
に
共
通
性
の
少
な

い
ペ
ア
で
も
、
職
人
た
ち
が
カ
バ
ー
で
き
る
と
い
う
自
信
を
も
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
版
下
絵
を
な
る
べ
く
切
り
離
さ
な
い
で
、
当
初
の
構
想

を
生
か
し
た
ほ
う
が
、
効
率
的
で
紛
れ
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
芳

と
し
て
も
、
色
版
で
処
理
で
き
る
部
分
を
、
職
人
た
ち
の
作
業
効
率
が
上
が
る

よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
特
に
、
後
期
の
最
後
の
二
組
（
21
〜
24
）
は
マ
ン
ネ
リ
化
が
目
立
ち
、
シ
リ

ー
ズ
の
完
結
に
向
け
て
作
業
を
急
い
だ
形
跡
が
感
じ
ら
れ
る
だ
け
に
、
こ
の
よ

う
な
推
測
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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十二のペアを推理する

第
四
章
　「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
問
題
と
「
江
革
」
問
題

　
第
一
節
　「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
の
後
期
移
転
に
つ
い
て

　
前
期
の
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
の
ペ
ア
が
、
途
中
か
ら
後
期
制
作
に

回
さ
れ
た
、
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
は
た
び
た
び
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て

論
拠
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　　
①
二
十
四
点
中
こ
の
二
点
だ
け
題
枠
が
「
二
重
枠
」
で
あ
る
。

　
②
前
期
で
こ
の
二
点
だ
け
題
字
の
字
形
が
「
廿
」
で
あ
る
（
表
２
）。

　
③
「
孝
」
に
あ
た
る
字
が
「
土
テ
ン
系
」（
張
孝
・
張
礼
）
と
「
斈
」（
董

永
）
と
、
題
字
ペ
ア
で
一
字
だ
け
字
形
を
変
え
て
い
る
の
も
、
前
期
で
は
異
例

で
あ
る
（
他
の
前
期
の
題
字
ペ
ア
は
、
字
形
が
全
部
一
致
す
る
）。
た
だ
し
、「
２

張
孝
・
張
礼
」
の
「
土
テ
ン
系
」
は
、
落
款
ペ
ア
の
相
手
で
同
じ
版
下
絵
に
書

か
れ
て
い
る
「
１
大
舜
」
の
「
土
テ
ン
」
に
合
わ
せ
、「
３
董
永
」
の
「
斈
」

は
、
同
じ
く
落
款
ペ
ア
の
相
手
の
「
４
呉
猛
」
に
合
わ
せ
て
い
る
。「
張
孝
・

張
礼
」
と
「
董
永
」
の
版
下
絵
を
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
し
て
移
動
し
た
場
合
に
、

落
款
ペ
ア
の
時
の
出
自
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
④
芳
桐
印
の
大
き
さ
が
「
小
」
で
あ
る
の
は
周
囲
の
天
グ
ル
ー
プ
・
丸
隅
グ

ル
ー
プ
で
は
孤
立
し
、
後
期
前
半
（
15
〜
20
）
の
作
品
と
親
近
性
が
あ
る
。（
表

３
）

　
⑤
こ
の
二
点
が
後
期
へ
移
る
と
、
前
期
の
複
合
隅
は
版
木
ペ
ア
ご
と
に
六
種

類
の
タ
イ
プ
に
き
れ
い
に
分
か
れ
る
。（
表
８
）

　
⑥
後
述
す
る
よ
う
に
、
筆
者
所
蔵
の
〔
折
本
〕
で
も
こ
の
二
点
は
後
期
冒
頭

の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。

　　「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
が
前
期
段
階
で
版
木
ペ
ア
と
し
て
確
定
し
、
制
作

さ
れ
た
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
異
例
の
現
象
は
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
が
後
期
制
作
に
回
さ
れ
た

の
は
ほ
ぼ
確
実
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
の
二
点
が
後
期
制
作
に
回
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
二
点
は
、
背

景
が
（
当
初
か
ら
確
定
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
連
続
し
て
い
る
も
の

の
、「
張
孝
・
張
礼
」
が
山
中
の
重
苦
し
い
色
調
、「
董
永
」
が
青
空
の
広
が
る

開
放
的
な
風
景
と
対
照
的
で
あ
り
、
版
木
ペ
ア
と
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
少
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
後
期
で
よ
り
良
い
ペ
ア
の
相
手
を
見
つ
け
る
（
創
り
出
す
）
可

能
性
を
残
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら

な
け
れ
ば
、
前
期
で
「
１
大
舜
、
11
朱
寿
昌
」「
４
呉
猛
、
12
閔
子
騫
」
の
題

字
ペ
ア
の
構
想
を
結
局
破
棄
し
、
版
木
ペ
ア
は
《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
の

落
款
ペ
ア
に
戻
し
た
よ
う
に
、「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
の
版
木
ペ
ア
の
道
を

探
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
国
芳
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推

測
さ
れ
る
。
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第
二
節
　
「
江
革
」
問
題
と
詞
書

　「
楊
香
」
の
初

り
で
は
、
詞
書
が
間
違
っ
て
「
江
革
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ミ
ス
は
、
柳
下
亭
種
員
が
版
下
絵
を
見
ず
に
、
別
に
詞
書
を
書
い
た
こ
と

を
示
す
。
絵
を
見
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な
ミ
ス
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
「
楊
香
」
が
「
江
革
」
と
間
違
え
ら
れ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
、

前
節
で
検
討
し
た
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
の
後
期
移
転
問
題
と
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
る
。

　
江
戸
後
期
の
二
十
四
孝
物
で
は
「
張
孝
・
張
礼
」
が
抜
け
て
「
江
革
」
が
入

る
の
が
通
例
だ
っ
た
が
（
表
１
）、
天
保
十
三
年
刊
行
の
『
二
十
四
孝
絵
抄
』

に
は
、
二
十
四
点
の
ほ
か
に
「
張
孝
・
張
礼
」
も
「
附
言
」
を
加
え
て
載
っ
て

い
る
）
11
（

。「
唐
土
廿
四
孝
」
は
絵
柄
や
特
に
詞
書
の
文
章
に
こ
の
『
二
十
四
孝
絵

抄
』
を
参
考
に
し
た
形
跡
が
顕
著
で
あ
り
、「
張
孝
・
張
礼
」
の
採
用
も
『
二

十
四
孝
絵
抄
』
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
江
戸
前
・
中
期

型
に
は
な
か
っ
た
「
仲
由
」
が
江
戸
後
期
型
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
米
袋
を

背
負
う
「
仲
由
」
と
薪
を
背
負
う
「
曾
参
」
の
図
柄
が
似
る
こ
と
に
な
る
が
、
す
で

に
『
二
十
四
孝
図
会
』
に
は
樹
上
の
「
曾
参
」
が
描
か
れ
て
お
り
、『
二
十
四
孝
絵

抄
』
と
「
唐
土
廿
四
孝
」
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
た
め
、
図
柄
が
似
る
の
は
避
け

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
前
に
も
触
れ
た
）。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
で
「
張
孝
・
張
礼
」
を
入
れ
た
代
わ
り
に
ど
の
説
話
を
削

る
か
は
重
要
だ
が
、
後
期
ま
で
未
解
決
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　「
張
孝
・
張
礼
」
と
絵
柄
が
重
な
り
そ
う
な
候
補
は
、
前
期
で
は
「
５

子
」
が
あ
り
、
山
中
で
賊
の
代
わ
り
に
猟
師
に
あ
っ
て
危
う
く
命
を
失
い
そ
う

に
な
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
国
芳
が
「
張
孝
・
張
礼
」
と
絵
柄
を
変
え
よ
う
と
、

苦
心
し
た
跡
が
顕
著
だ
。「
張
孝
・
張
礼
」
は
山
が
せ
り
出
し
て
空
が
狭
ま
っ

て
い
る
の
に
対
し
、「

子
」
は
空
を
広
く
取
り
、
地
面
も
紺
色
に
し
て
い
る
。

「
張
孝
・
張
礼
」
の
幹
が
茶
色
で
あ
る
の
に
対
し
、「

子
」
の
幹
と
根
は
無
彩

色
。「
張
孝
・
張
礼
」
の
賊
は
な
め
し
た
革
服
を
着
て
い
る
の
に
対
し
、「

子
」
の
猟
師
は
毛
皮
の
服
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
張

孝
・
張
礼
」
と
「

子
」
の
差
別
化
は
前
期
で
解
決
済
み
で
あ
る
。

　
後
期
で
「
張
孝
・
張
礼
」
と
絵
柄
が
重
な
り
そ
う
な
の
は
「
江
革
」「
15
蔡

順
」「
19
楊
香
」
の
三
つ
。「
江
革
」
は
、
後
漢
書
に
よ
る
と
、
父
を
失
い
、
戦

乱
の
世
に
山
中
に
逃
れ
、
木
の
実
な
ど
を
採
集
し
て
母
を
養
っ
て
い
た
が
、
山

賊
に
遭
っ
て
哀
願
し
た
言
葉
が
賊
を
感
動
さ
せ
た
話
。
実
を
拾
っ
て
母
を
養
う
、

山
中
で
賊
に
遭
う
、
賊
を
感
動
さ
せ
る
、
と
い
う
点
で
「
江
革
」「
蔡
順
」
は

「
張
孝
・
張
礼
」
と
共
通
す
る
。

　
一
方
「
楊
香
」
は
、
父
と
山
中
で
虎
に
遭
い
父
を
救
う
話
で
、
父
や
虎
の
出

現
に
特
徴
が
あ
る
が
、
山
中
で
難
に
遭
い
、
親
を
助
け
る
と
い
う
意
味
で
は
共

通
す
る
。
一
時
は
「
楊
香
」
を
削
る
と
い
う
案
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
楊
香
」
で
人
物
を
中
心
に
大
き
く
描
く
と
、「
張
孝
・
張
礼
」
や
「
蔡
順
」
の

賊
を
虎
に
置
き
換
え
た
形
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
楊
香
」
で
虎
を
大
き
く
、
人

物
を
異
例
に
小
さ
く
し
た
の
は
、「
張
孝
・
張
礼
」
や
「
蔡
順
」
と
の
絵
柄
を

大
き
く
変
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
桑
の
木
は
山
に
も
開
け
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た
地
に
も
生
育
す
る
が
、「
蔡
順
」
で
湖
を
描
き
、
や
や
開
け
た
地
を
舞
台
に

し
た
の
も
、
賊
に
松
明
を
持
た
せ
空
を
黄
色
に
し
た
の
も
、「
張
孝
・
張
礼
」

と
の
違
い
を
出
そ
う
と
い
う
工
夫
で
あ
る
。

　「
15
蔡
順
」
は
後
期
最
初
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
（
二
行
書
き
）、「
張

孝
・
張
礼
」
と
の
差
別
化
は
早
く
か
ら
解
決
が
つ
い
た
。
し
か
し
、「
19
楊

香
」
は
一
行
書
き
で
、「
蔡
順
」
よ
り
は
後
の
作
品
で
あ
り
、「
江
革
」
と
ど
ち

ら
を
捨
て
る
か
は
、
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
楊
香
」

に
は
虎
と
い
う
他
に
は
な
い
切
り
札
が
あ
り
、「
張
孝
・
張
礼
」
と
の
絵
柄
の

重
複
を
避
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
結
局
「
江
革
」
を
切
り
捨
て
る
し
か
な
か

っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
「
楊
香
」
か
「
江
革
」
か
と
い
う
試
行
錯
誤
の
段
階
で
、

版
元
や
詞
書
作
者
の
種
員
と
の
連
絡
に
何
か
手
違
い
が
生
じ
た
結
果
、「
楊

香
」
の
絵
に
「
江
革
」
の
詞
書
が
入
る
と
い
う
ミ
ス
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
あ
る
い
は
、「
張
孝
・
張
礼
」
が
後
期
に
回
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、「
張

孝
・
張
礼
」
自
体
を
捨
て
て
「
江
革
」
を
生
か
す
と
い
う
選
択
肢
も
含
ま
れ
て

い
て
、「
江
革
」
の
詞
書
は
き
ち
ん
と
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
に
、「
張
孝
・
張

礼
」
の
詞
書
は
ま
だ
出
来
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
あ
わ
て
て
（
締
め

切
り
に
追
わ
れ
て
）
詞
書
を
制
作
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
張
孝
・

張
礼
」
の
詞
書
に
「
種
員
謹
記
」
が
な
く
、
本
文
も
通
常
の
十
六
行
で
な
く
十

九
行
で
、
筆
跡
も
こ
の
作
品
だ
け
走
り
書
き
の
よ
う
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
こ

の
よ
う
な
推
測
も
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

　
詞
書
の
ス
タ
イ
ル
と
筆
跡

　「
19
楊
香
」
に
間
違
っ
て
入
っ
た
「
江
革
」
の
詞
書
本
文
は
、
通
常
と
同
じ

ス
タ
イ
ル
の
十
六
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
の
「
20
唐
夫
人
」
で
は
、

同
じ
十
六
行
で
も
最
後
の
二
行
が
〈
散
ら
し
書
き
〉
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の

〈
散
ら
し
書
き
〉
ス
タ
イ
ル
は
「
21
黄
香
（
最
後
の
三
行
）、
22
黄
庭
堅
（
最
後

の
四
行
）」
ま
で
続
い
て
い
る
。
一
方
、
後

り
の
「
19
楊
香
」
で
は
詞
書
も

「
楊
香
」
に
修
正
さ
れ
て
お
り
、「
21
黄
香
」
と
同
じ
く
最
後
の
三
行
が
〈
散
ら

し
書
き
〉
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詞
書
「
江
革
」
の
初

り
「
19
楊
香
、

18
郭
巨
」
の
版
木
ペ
ア
が
（
お
そ
ら
く
「
17
王

、
20
唐
夫
人
」
と
同
時
に
）
刊

行
さ
れ
た
あ
と
、
誰
か
が
詞
書
の
ミ
ス
に
気
づ
い
て
、「
21
黄
香
、
22
黄
庭

堅
」
の
制
作
・
刊
行
と
同
じ
頃
に
、
後

り
の
「
19
楊
香
」
が
制
作
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
詞
書
を
枠
内
に
書
く
と
い
う
筆
耕
の
作
業
は
、
お

そ
ら
く
（
版
下
絵
を
切
り
離
さ
な
い
で
）
落
款
番
号
の
順
に
進
め
ら
れ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。

　
〈
散
ら
し
書
き
〉
に
な
っ
た
理
由
は
、（
お
そ
ら
く
発
売
日
が
迫
っ
て
き
た
た

め
に
）
作
業
を
急
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
従
来
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
字
配
り

を
す
る
余
裕
が
な
く
な
り
、
最
後
の
ほ
う
で
〈
散
ら
し
書
き
〉
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
数
調
整
を
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
の
余
裕
の
な

さ
は
、
詞
書
を
「
江
革
」
と
取
り
違
え
る
要
因
に
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、

「
江
革
」
の
詞
書
を
書
い
た
後
、（
同
じ
版
下
絵
に
共
在
す
る
）「
20
唐
夫
人
」
に

初
め
て
〈
散
ら
し
書
き
〉
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
期
を
推
定
す
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る
こ
と
が
で
き
る
。
後
期
の
芳
桐
印
の
大
き
さ
は
、「
20
唐
夫
人
」
ま
で
が

「
小
」
で
そ
の
あ
と
の
「
21
黄
香
」
か
ら
「
大
」
に
変
化
す
る
。
こ
の
点
か
ら

し
て
も
、
後
期
は
「
20
唐
夫
人
」
を
含
む
混
成
ペ
ア
ま
で
が
一
括
し
て
制
作
・

刊
行
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
作
業
を
急
い
で
い
た
公
算
が
大
き
く
、「
21
黄
香
」

以
下
は
制
作
が
（
あ
る
い
は
刊
行
時
期
も
）
少
し
後
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　　
詞
書
に
つ
い
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を
、
い
く
つ
か
述
べ
て
お
こ
う
。

　
詞
書
は
す
べ
て
同
一
の
筆
跡
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
で
書
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
、
平
仮
名
の
書
体
を
す
べ
て
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
し
た
。

「
張
孝
・
張
礼
」
の
よ
う
に
行
が
右
へ
傾
い
て
、
文
字
も
ず
い
ぶ
ん
速
く
書
い

た
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
他
の
作
品
と
同
じ
筆
跡
で
あ
っ
た
。

特
徴
の
あ
る
（
癖
の
強
い
）
平
仮
名
は
、
十
三
字
・
十
五
種
に
の
ぼ
る
。
そ
の

十
五
種
を
次
に
示
す
。

　「
あ
」
　
「
安
」
の
草
書
だ
が
、
三
画
目
が
縦
棒
の
下
端
の
ほ
う
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
の
で
、
点
の
な
い
「
お
」
の
よ
う
に
み
え
る
。

　「
う
」
　
最
後
が
う
な
ぎ
の
よ
う
に
長
い
。

　「
お
」
　
点
以
外
は
左
半
分
に
ま
と
め
、
点
を
右
半
分
に
大
き
く
「
つ
」
の

よ
う
に
書
く
。

　「
き
」
　
一
画
目
が
右
下
が
り
。
こ
の
「
き
」
は
「
幾
」
の
草
書
だ
が
、
ほ

か
に
は
「
起
」
の
行
書
を
使
う
。

　「
て
」
　
ほ
と
ん
ど
は
極
端
な
右
上
が
り
。
こ
の
「
て
」
は
「
天
」
の
草
書

だ
が
、
時
々
「
く
」
の
先
に
ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
を
付
け
た
よ
う
な
形
も
用
い
る
。

　「
な
」
①
　
「
奈
」
の
草
書
で
「
る
」
に
似
た
形
。

　「
な
」
②
　
「
奈
」
の
行
書
で
「
ふ
」
に
似
た
形
。

　「
ひ
」
　
最
後
が
直
線
で
斜
め
に
下
ま
で
お
り
る
。

　「
ふ
」
　
左
右
の
点
を
結
ぶ
線
が
「
や
じ
ろ
べ
え
」
の
よ
う
に
低
い
位
置
か

ら
湾
曲
す
る
。

　「
へ
」
　
扁
平
で
、
右
側
が
極
端
に
長
い
直
線
に
な
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど

上
の
文
字
か
ら
続
い
て
く
る
が
、
そ
れ
が
左
側
と
重
な
っ
て
「
人
」
を
扁
平
に

し
た
よ
う
に
見
え
る
。

　「
も
」
①
　
「
毛
」
の
草
書
だ
が
、
縦
棒
か
ら
始
ま
っ
て
、
底
か
ら
反
時
計

回
り
で
縦
棒
を
横
切
り
、
渦
状
に
も
う
一
度
縦
棒
に
か
か
っ
て
止
ま
る
。
楽
譜

の
ト
音
記
号
に
ち
ょ
っ
と
似
て
い
る
。

　「
も
」
②
　
最
後
に
縦
棒
に
か
か
る
位
置
が
下
端
に
近
い
の
で
、
縦
長
の

「
の
」
に
見
え
る
。

　「
ゆ
」
　
「
由
」
の
草
書
だ
が
、
最
初
の
縦
棒
が
短
す
ぎ
て
「
や
」
に
似
て

い
る
。

　「
り
」
　
幅
太
な
の
で
、「
可
」
を
崩
し
た
変
体
仮
名
の
「
か
」
に
見
え
る
こ

と
が
あ
る
。

　「
を
」
　
終
画
が
極
端
に
右
上
か
ら
、
長
い
線
で
始
ま
る
。「
を
」
は
「
遠
」

の
草
書
だ
が
、
ほ
か
に
用
い
る
の
は
「
越
」
の
行
書
の
み
。
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こ
の
よ
う
に
、
詞
書
の
文
字
を
書
い
て
い
る
の
が
一
人
と
な
る
と
、
筆
耕
で

は
な
く
て
、
詞
書
の
作
者
で
あ
る
柳
下
亭
種
員
自
身
が
書
い
た
可
能
性
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。「
種
員
謹
記
」
の
よ
う
に
「
謹
記
」
と
書
く
の
は
浮
世
絵
で
は

異
例
で
あ
る
（「
柳
下
亭
種
員
」
の
後
に
「
筆
記
」
ま
た
は
「
記
」
と
あ
る
い
く
つ

か
の
例
を
岩
田
和
夫
氏
か
ら
ご
教
示
頂
い
た
）。
単
に
歌
や
文
章
の
作
者
を
示
す

場
合
は
、「
梅
屋
鶴
寿
」
の
よ
う
に
作
者
名
を
載
せ
る
だ
け
で
よ
い
よ
う
だ
。

　「
謹
記
」
は
諸
橋
大
漢
和
を
引
く
と
、
用
例
に
「
四
庫
未
収
書
目
提
要
序
」

の
も
の
が
載
っ
て
い
る
。
四
庫
全
書
と
い
う
一
大
書
籍
目
録
叢
書
に
未
収
の
書

籍
を
集
め
て
、
概
要
を
記
し
た
本
の
序
文
に
、「
謹
記
」
と
い
う
か
し
こ
ま
っ

た
表
現
は
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。
浮
世
絵
に
「
謹
記
」
と
い
う
の
は
大
げ
さ

な
気
も
す
る
が
、「
唐
土
廿
四
孝
」
と
い
う
、
道
徳
教
育
を
建
前
と
し
た
一
大

シ
リ
ー
ズ
な
の
で
、「
謹
」
の
字
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
記
」
は
「
筋
道
を

立
て
て
書
き
付
け
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
述
」
な
ど
と
違
っ
て
根
底
に
は

「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
あ
る
。「
閔
子
騫
」
で
「
種
員
謹
記
」
の
下
に
柳
下
亭

種
員
自
身
の
六
角
形
の
朱
印
を
押
し
て
い
る
の
は
、「
一
勇
齋
國
芳
画
」
の
落

款
の
下
に
芳
桐
印
を
入
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
本
人
の
自
作
・
自
筆
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
た
も
の
と
言
え
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
ま
だ
種
員
本
人
の
確
実
な

筆
跡
を
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

　　
全
体
枠
は
手
書
き
で
あ
り
、
大
き
さ
は
作
品
に
よ
っ
て
マ
チ
マ
チ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
全
体
枠
上
端
の
線
は
、
右
利
き
の
常
と
し
て
右
上
が
り
に
な
る
傾
向

が
あ
り
、
版
下
の
紙
を
共
有
す
る
落
款
ペ
ア
で
は
、
概
し
て
右
側
の
作
品
が
左

側
の
作
品
よ
り
全
体
枠
の
高
さ
が
高
く
な
る
（
こ
れ
は
、
落
款
ペ
ア
の
左
右
を
判

定
す
る
一
つ
の
有
力
な
方
法
で
あ
る
）。
全
体
枠
の
大
き
さ
が
変
わ
れ
ば
、
そ
の

中
の
詞
書
の
枠
も
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
実
測
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。

　
詞
書
の
本
文
は
通
常
は
十
六
行
で
あ
る
。
作
品
同
士
で
比
較
す
る
と
、
各
行

の
中
心
線
が
一
致
す
る
の
で
、
十
六
行
の
中
心
線
を
等
間
隔
に
並
べ
た
下
敷
き

の
よ
う
な
も
の
を
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
十
六
行
で
な
い
の
は
「
２
張
孝
・
張
礼
」（
十
九
行
、
こ
れ
は
「
種
員
謹
記
」

が
な
い
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
）、「
23
丁
蘭
」（
十
五
行
）、「
24
老
莱
子
」（
十

四
行
）
の
三
点
だ
け
で
あ
る
。「
丁
蘭
」
の
十
四
行
目
ま
で
は
「
老
莱
子
」
と

行
配
置
が
一
致
す
る
。「
老
莱
子
」
の
ほ
う
が
一
行
少
な
い
た
め
、「
種
員
謹

記
」
の
左
右
の
余
白
を
た
っ
ぷ
り
取
っ
て
い
る
。

　〈
散
ら
し
書
き
〉
は
前
述
の
よ
う
に
「
20
唐
夫
人
」「
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
」

の
三
点
で
あ
る
。

　
版
下
絵
を
見
な
い
で
種
員
が
詞
書
を
書
い
た
の
は
、「
江
革
」
が
紛
れ
込
ん

だ
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
。
そ
こ
で
、
当
時
よ
く
文
字
彫
り
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
、

作
業
効
率
を
上
げ
る
た
め
、
色
版
の
よ
う
に
詞
書
を
別
の
版
木
に
彫
っ
て
重
ね

り
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
た
が
、

り
の
遅
い
も
の
に
も
全
く
ず
れ
が
見

ら
れ
な
い
の
で
、
詞
書
も
主
版
で
彫
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
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詞
書
の
枠
は
手
書
き
で
、
作
品
ご
と
に
異
な
る
。
そ
こ
で
、
種
員
自
身
が
筆

耕
を
兼
ね
て
い
た
場
合
は
、
元
の
版
下
絵
の
詞
書
の
枠
を
な
ぞ
っ
た
手
書
き
の

コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
て
き
て
、
そ
れ
に
詞
書
を
書
き
入
れ
、
あ
と
で
版
下
絵
に

（
ま
た
は
主
版
の
版
木
に
直
接
）
貼
り
込
む
と
い
う
方
法
も
考
え
て
み
た
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
今
の
段
階
で
は
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
。

第
五
章
　
筆
者
所
蔵
〔
折
本
〕
の
配
列

　
現
在
は
筆
者
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
〔
折
本
〕（
図
35
）
の
二
十
四
点
（
お
よ
び

序
文
の
二
点
）
は
、
バ
ラ
バ
ラ
の
単
品
の
集
ま
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
〇

七
年
以
前
は
折
本
の
形
態
を
保
っ
て
お
り
、
勝
原
良
太
氏
が
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
を

と
る
機
会
を
得
て
、
忠
実
な
模
本
を
残
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
が
後
に
な
っ
て

大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
全
品
が
そ
ろ
っ
て
い
る
所
蔵
品
の
う
ち
、
元
は
折
本
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
は
、
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
所
蔵
品
、

山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
所
蔵
品
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
現
在
は
折

本
の
形
態
を
失
っ
て
単
品
の
集
ま
り
に
な
っ
て
お
り
、
作
品
の
順
序
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
〔
折
本
〕
の
貼
り
込
み
順
は
、
私
の
推
理
し
た
版
木
ペ
ア
と
そ
の
順
序

に
極
め
て
近
い
。〔
折
本
〕
は
ペ
ア
と
ペ
ア
と
の
間
に
境
を
設
け
て
い
な
い
が
、

二
枚
ず
つ
括
っ
て
い
く
と
表
11
の
よ
う
に
な
る
。

　〔
折
本
〕
全
十
二
組
の
う
ち
、
論
証
さ
れ
た
「
原
形
」
と
合
わ
な
い
ペ
ア
は

後
期
の
二
組
だ
け
で
あ
る
。
二
組
と
も

り
は
遅
い
方
だ
が
、
題
枠
内
の
色
が

「
黄
庭
堅
」「
黄
香
」
は
肌
色
、「
陸
績
」「
蔡
順
」
は
無
色
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
を

混
合
さ
せ
て
貼
り
込
ん
だ
〔
折
本
〕
が
ペ
ア
を
取
り
違
え
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　「
22
黄
庭
堅
、
16
陸
績
」
を
ペ
ア
と
取
り
違
え
た
理
由
は
、
①
中
国
風
の
室

内
風
景
や
人
物
、
②
詞
書
の
黄
色
、
③
題
字
の
「
ナ
」
型
が
共
通
す
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　「
15
蔡
順
、
21
黄
香
」
を
ペ
ア
と
間
違
え
た
理
由
は
、
①
紫
の
服
の
男
と
赤

い
服
の
童
子
、
②
平
行
線
で
影
を
施
し
た
地
面
の
向
こ
う
に
水
面
、
③
題
字
の

「
廿
」
型
が
共
通
す
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
二
組
は
、
一
組
を
間
違
え
れ
ば
も
う
一
組
も
間
違
え
る
と
い
う
相
関
関

係
に
あ
る
。
こ
の
二
組
を
除
け
ば
、
残
り
は
私
の
「
版
木
ペ
ア
」
の
推
定
と
一

致
す
る
の
で
、
私
の
論
証
を
裏
付
け
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

　
ペ
ア
内
の
左
右
は
、
逆
転
し
て
い
る
の
が
正
解
（
一
致
）
ペ
ア
十
組
中
に
六

組
あ
り
、
左
右
逆
転
が
こ
の
〔
折
本
〕
の
通
例
と
な
っ
て
い
る
（
雲
が
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
左
右
が
確
実
な
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
も
逆
転
し
て
い
る
）。

　
順
序
で
い
え
ば
、
前
期
の
「
王
祥
、

黔
婁
」
が
な
ぜ
か
後
期
に
入
り
込
ん

で
い
る
（
左
右
が
逆
転
し
て
い
な
い
異
例
は
そ
の
せ
い
か
）。
こ
れ
を
除
け
ば
、
前

期
は
原
形
と
同
じ
で
あ
る
。

　
ペ
ア
の
順
序
で
興
味
深
い
の
は
、
前
期
の
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
が
、
無

落
款
ペ
ア
の
「
姜
詩
、
仲
由
」
の
直
後
、
つ
ま
り
後
期
冒
頭
に
移
動
し
て
い
る
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表11　〔折本〕の貼り込み順序と原形

原　形 筆者所蔵〔折本〕

期 グループ
版木ペア
推定順序

貼り込み順序
ペアの
一致

左右 題の色 備考

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

題高
「天」

１　大舜 １　大舜
○ 正

１大舜が常識であ
るため正４　呉猛 ４　呉猛

丸隅

７　漢文帝 ７　漢文帝
○ 正

５　 子 ５　剡子

６　孟宗 ８　曾参
○ 逆

左右逆がこの
〔折本〕の通例８　曾参 ６　孟宗

その他

９　王祥 12　閔子騫
○ 逆

10　 黔婁 11　朱寿昌

11　朱寿昌 14　仲由　
○ 逆

12　閔子騫 13　姜詩

無落款
13　姜詩 ３　董永

○ 正
〔折本〕の表から
裏にまたがる14　仲由 ２　張孝張礼

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

前期か
ら繰越

３　董永 18　郭巨
○ 逆

２　張孝張礼 19　楊香

二行
15　蔡順 22　黄庭堅

×
原形の
左同士

肌色 中国風の室内と服
装の類似、「ナ」型
同士16　陸績 16　陸績 無色

二行と
一行の
混成

17　王 20　唐夫人
○ 逆

20　唐夫人 17　王

19　楊香 ９　王祥
○ 正

原形は前期、正は
そのせいか18　郭巨 10　 黔婁

一行

21　黄香 24　老莱子
○ 逆

22　黄庭堅 23　丁蘭

23　丁蘭 15　蔡順
×

原形の
右同士

無色 紫の服の男と赤い
服の童子、水面を
共有、「廿」型同士24　老莱子 21　黄香 肌色
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図35　筆者所蔵〔折本〕の表紙

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
私
の
仮
説
と
一
致
し
、
当
時
の
出
版
物
（〔
折
本
〕）

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　　
な
お
、
こ
の
〔
折
本
〕
は
ほ
と
ん
ど
が
後

り
で
あ
る
が
、「
３
董
永
」
の

初

り
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
「
３
董
永
」
お
よ
び
版
木
ペ
ア
相
手
の
「
２

張
孝
・
張
礼
」
だ
け
に
蝋
引
き
が
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
に
蝋
引
き
に
つ
い

て
補
足
す
る
と
、
初

り
は
蝋
引
き
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
村
田
」
印
の

あ
る
筆
者
所
蔵
の
極
初

り
「
曾
参
」
に
は
蝋
引
き
が
な
い
。
蝋
引
き
で
も
後

り
で
あ
る
場
合
は
か
な
り
多
い
。
初

り
の
多
い
山
口
県
美
の
（
元
）
折
本

に
も
後

り
は
含
ま
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
玉
石
混
交
で
あ
る
折
本
が
ど
の
よ
う

に
し
て
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

　〔
折
本
〕
に
は
刊
行
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
序
文
の
一
つ
に
篆
書
の
印
が

あ
り
、「
大
南
堂
」
と
読
め
る
が
、
版
元
と
し
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

表
紙
と
裏
表
紙
は
木
の
板
で
、
表
紙
に
は
赤
地
に
墨
で
「
唐
土
廿
四
孝
」
と
書

い
た
題
箋
が
貼
っ
て
あ
る
（
図
35
）。
板
の
大
き
さ
は
、
中
判
の
作
品
を
縦
に

二
つ
折
り
に
し
た
大
き
さ
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
こ
の
た
め
、
こ
の
形
式
の
折
本
に

あ
っ
た
中
判
作
品
は
、
縦
に
中
折
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
は
台

紙
に
貼
る
の
で
は
な
く
、
表
の
二
枚
の
作
品
の
中
央
部
分
に
裏
の
一
枚
の
作
品

が
来
る
よ
う
に
（
逆
に
裏
の
二
枚
の
作
品
の
中
央
に
表
の
作
品
が
来
る
よ
う
に
）、

わ
ず
か
な
糊
づ
け
で
簡
単
に
貼
り
合
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

第
六
章
　
落
款
の
分
析
が
語
る
も
の

　
第
一
節
　
落
款
ペ
ア
の
順
序
に
見
当
を
付
け
る

　
こ
こ
で
、
落
款
ペ
ア
の
成
立
順
序
に
見
当
を
付
け
て
み
よ
う
。
表
６
（
一
七

三
頁
）
を
参
考
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

　《
１
大
舜
ペ
ア
》
か
ら
始
ま
る
「
一
勇
齋
國
芳
画
」
落
款
（
二
行
書
き
）
十

二
点
と
そ
れ
に
続
く
無
落
款
ペ
ア
が
前
期
で
、「
一
勇
齋
國
芳
」
落
款
の
後
期

で
は
、
前
期
と
同
じ
「
二
行
書
き
」
グ
ル
ー
プ
四
点
が
先
、「
一
行
書
き
」
グ

ル
ー
プ
六
点
が
後
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
。
こ
れ
が
大
枠
で

あ
る
。

　
前
期
「
一
勇
齋
國
芳
画
」
落
款
は
六
組
も
あ
る
の
で
大
変
の
よ
う
だ
が
、
そ

れ
ほ
ど
で
も
な
い
。
最
初
に
来
る
の
は
「
二
十
四
孝
」
物
で
一
番
が
決
ま
り
の

《
１
大
舜
ペ
ア
》
で
あ
り
、
同
じ
題
高
「
天
」
グ
ル
ー
プ
（
二
組
）
の
残
り
の

《
３
董
永
、
４
呉
猛
》
が
つ
づ
く
。
最
後
に
来
る
の
は
、
落
款
高
が
唯
一

「
上
」
で
、
題
高
も
唯
一
「
中
」
で
あ
る
《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
で
あ
る
。
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問
題
は
、
題
高
が
「
高
」
で
落
款
高
も
「
下
」
で
共
通
す
る
「
丸
隅
グ
ル
ー

プ
５
〜
８
」
と
《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
先
か
を
考
え

て
み
よ
う
。
表
１
（
一
六
六
頁
）
を
参
照
す
る
と
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
に
は
江
戸

後
期
で
２
番
か
３
番
と
い
う
《
７
漢
文
帝
、
８
曾
参
》
が
含
ま
れ
て
お
り
、

「
５

子
」
も
７
番
で
、《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
の
12
番
、
16
番
よ
り
早
い
。

し
た
が
っ
て
、
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
早
そ
う
で
、
天
グ
ル
ー
プ
四
点
に
つ

づ
い
て
丸
隅
グ
ル
ー
プ
四
点
が
来
る
の
は
、
自
然
な
感
じ
が
す
る
が
、
こ
れ
を

さ
ら
に
裏
付
け
る
の
は
表
３
で
あ
る
。《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
の
芳
桐
印
は

《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
と
同
じ
く
「
小
」
で
、「
丸
隅
グ
ル
ー
プ
」
は
「
４

呉
猛
」
と
同
じ
く
「
大
」
で
あ
る
。
芳
桐
印
は
版
木
ペ
ア
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、

版
木
ペ
ア
の
順
序
は
基
本
的
に
は
落
款
ペ
ア
の
順
序
を
踏
襲
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
丸
隅
グ
ル
ー
プ
」
の
後
に
《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
が
続
く
と
見
て
よ
い
よ
う
だ
。

　
丸
隅
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
江
戸
後
期
で
２
番
か
３
番
と
い
う
《
７
漢
文
帝
、

８
曾
参
》
の
ほ
う
が
、《
５

子
、
６
孟
宗
》
よ
り
先
だ
と
見
当
を
付
け
た
が
、

こ
れ
は
後
に
落
款
の
筆
跡
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　
後
期
は
「
二
行
書
き
四
点
」
に
「
一
行
書
き
六
点
」
が
続
く
が
、
そ
の
境
界

を
ま
た
ぐ
の
は
、〝
画
稿
ペ
ア
〞
で
版
木
ペ
ア
で
も
あ
る
「
18
郭
巨
、
19
楊

香
」
の
二
点
。
し
た
が
っ
て
二
行
書
き
は
《
15
蔡
順
、
16
陸
績
》《
17
王

、

18
郭
巨
》
の
順
、
一
行
書
き
の
最
初
は
《
19
楊
香
、
20
唐
夫
人
》
と
な
る
見
当

で
あ
る
。
残
り
の
二
組
の
う
ち
最
後
の
ペ
ア
は
、
題
を
二
色
の
ボ
カ
シ
で
豪
華

に
し
た
『
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
』
が
最
後
に
ふ
さ
わ
し
く
、『
21
黄
香
、
22
黄

庭
堅
』
が
そ
の
前
に
来
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
で
、
落
款
ペ
ア
全
体
の
順
序
の
見
当
を
付
け
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

見
当
は
あ
く
ま
で
も
見
当
で
あ
り
、
確
信
を
も
つ
た
め
に
は
落
款
の
筆
跡
自
体

の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
す
で
に
「
混
成
ペ
ア
の
中
の
落
款
ペ
ア
」
の
項
で
、

落
款
分
析
に
よ
っ
て
一
行
書
き
《
19
楊
香
、
20
唐
夫
人
》
が
、
二
行
書
き
の
直

後
に
位
置
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
論
証
を
シ
リ
ー
ズ
全
体
で

行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
見
当
を
あ
ら
か
じ
め
付

け
て
お
い
た
た
め
に
、
落
款
分
析
に
よ
る
検
証
が
や
り
や
す
か
っ
た
の
は
事
実

で
あ
る
。

　　
第
二
節
　
落
款
ペ
ア
の
左
右
判
別
法

　
今
ま
で
、
落
款
ペ
ア
内
の
作
品
の
左
右
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い

て
、
人
物
の
向
き
だ
け
を
材
料
に
使
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
ま
と
め
て
論
証
し
た

い
。

　
ま
ず
、
左
右
が
わ
か
る
特
別
な
例
か
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
一
つ
は
「
１
大
舜
」
で
あ
る
。「
大
舜
」
は
ど
の
「
二
十
四
孝
」
物
で
も
全

部
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
で
あ
る
。
国
芳
も
最
初
に
「
大
舜
」
の
版
下
絵
を
描
い
た

公
算
が
大
き
い
。
と
な
る
と
、
日
本
の
伝
統
で
は
、
絵
巻
物
で
も
縦
書
き
の
場

合
で
も
、
右
か
ら
始
ま
り
左
へ
流
れ
て
い
く
か
ら
、「
１
大
舜
」
が
右
、「
２
張
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孝
・
張
礼
」
が
左
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
は
最
も
確
実
な
例
だ
が
、
無
落
款
の
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
で
あ
る
。
こ

の
二
点
は
右
に
「
姜
詩
」
左
に
「
仲
由
」
を
並
べ
る
と
、
雲
の
流
れ
が
つ
な
が

っ
て
一
枚
の
絵
の
よ
う
に
鑑
賞
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
左
落
款
と
右
落
款
を
組
み
合
わ
せ
た
《
５

子
、
６
孟
宗
》《
７

漢
文
帝
、
８
曾
参
》
に
つ
い
て
も
、
左
落
款
の
６
と
８
は
左
側
だ
と
予
測
し
て

い
た
。
と
い
う
の
は
、
逆
に
左
落
款
を
右
に
右
落
款
を
左
に
置
く
と
、
版
下
絵

の
中
央
部
分
に
落
款
が
集
ま
る
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
し
、
筆
が
す
べ

っ
て
互
い
の
境
界
線
を
侵
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
後
期
で
は
、
版
木
ペ
ア
の
〔
19
楊
香
、
18
郭
巨
〕
は
画
稿
ペ
ア
と
同

じ
く
「
楊
香
」
が
右
、「
郭
巨
」
が
左
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
落
款
ペ

ア
で
も
《
17
王

、
18
郭
巨
（
左
）》《
19
楊
香
（
右
）、
20
唐
夫
人
》
で
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
落
款
ペ
ア
十
二
組
の
う
ち
半
数
の
六
組
は
、
特
別
に
左
右
が
推

定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　　
と
こ
ろ
で
、
私
は
偶
然
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
適
用
で
き
る
簡
単
な
左
右
判

別
法
を
、
二
つ
見
つ
け
た
。

　
一
つ
は
、
全
体
枠
の
高
さ
（
作
品
ご
と
に
左
側
の
枠
と
右
側
の
枠
が
あ
る
）
で

あ
る
。
こ
れ
を
測
っ
て
記
録
し
て
い
る
う
ち
に
、
ど
う
も
右
枠
の
ほ
う
が
左
枠

よ
り
長
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
同
じ
ペ
ア
で

あ
っ
て
も
、
右
枠
同
士
、
左
枠
同
士
で
比
べ
れ
ば
、
私
の
推
定
す
る
右
側
の
作

品
の
ほ
う
が
左
側
の
作
品
よ
り
長
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
考
え
る

と
、
右
利
き
の
人
が
横
線
を
引
く
と
漢
字
の
「
一
」
の
よ
う
に
右
上
が
り
に
な

り
や
す
い
か
ら
で
、
し
か
も
上
枠
の
ほ
う
が
、
体
に
近
い
下
枠
よ
り
も
右
上
が

り
の
度
合
い
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
枠
の
高
さ
は
右
へ

行
く
ほ
ど
長
く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
無
落
款
ペ
ア
の
「
14
仲

由
」
は
左
枠
が
二
三
五

五
ミ
リ
、
右
枠
が
二
三
六
ミ
リ
で
、「
13
姜
詩
」
は

左
が
二
三
六
ミ
リ
、
右
が
二
三
七
ミ
リ
で
あ
り
、
や
は
り
「
姜
詩
」
の
ほ
う
が

長
か
っ
た
。「
大
舜
ペ
ア
」
で
は
「
２
張
孝
・
張
礼
」
の
左
が
二
三
三

五
ミ

リ
、
右
が
二
三
五
ミ
リ
、「
１
大
舜
」
の
左
が
二
三
五
・
五
ミ
リ
、
右
が
二
三

六
・
五
ミ
リ
で
あ
り
、
右
側
に
い
く
に
つ
れ
て
高
く
な
る
傾
向
が
歴
然
と
出
て

い
る
。
こ
の
判
別
法
で
判
別
不
能
だ
っ
た
の
は
《
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
》
ペ
ア

だ
け
で
あ
っ
た
。

　
二
つ
め
の
判
別
法
は
、
落
款
の
傾
き
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
の
「
一
勇
齋
」
の
部
分
を
見
る
と
、
中

心
軸
が
「
９
王
祥
」
の
場
合
は
右
に
傾
き
、「
10

黔
婁
」
の
場
合
は
左
に
傾

い
て
い
る
。
右
側
の
作
品
は
右
に
傾
き
、
左
側
の
作
品
は
左
に
傾
く
傾
向
が
強

い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
考
え
る
と
、
縦
の
線
を
引
く
と
き
に
体
の
中
心
部
に
向

か
っ
て
引
く
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
版
下
絵
の
中
央
に
国
芳
が
坐
っ
て
い

る
と
、
右
側
の
作
品
で
は
落
款
は
体
の
中
心
よ
り
か
な
り
右
側
に
あ
る
か
ら
、

右
上
か
ら
左
下
に
引
く
ほ
う
が
引
き
や
す
い
（
こ
れ
に
伴
っ
て
横
線
は
右
下
が
り
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十二のペアを推理する

に
な
る
）。
逆
に
左
側
の
作
品
は
、
縦
線
を
左
上
か
ら
右
下
に
引
く
傾
向
が
出

て
き
て
、
横
線
は
右
上
が
り
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
（
落
款
自
体
は
版
下
絵

全
体
の
中
央
寄
り
に
な
る
が
、
漢
字
の
筆
記
体
が
右
上
が
り
に
な
る
と
い
う
性
質
の

影
響
を
受
け
る
）。

　
こ
の
判
別
法
で
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
の
は
《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
》
ペ

ア
だ
け
（
も
ち
ろ
ん
「
無
落
款
ペ
ア
」
に
も
無
効
）、
傾
き
が
顕
著
だ
っ
た
の

は
《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
の
ほ
か
《
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
》《
23
丁
蘭
、
24

老
莱
子
》
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
落
款
の
傾
き
に
よ
る
判
別
法
は
、
中
判
水
滸
伝
と
「
本
朝
廿
四
孝
」
の

二
つ
の
中
判
シ
リ
ー
ズ
の
組
み
合
わ
せ
を
解
く
の
に
も
大
い
に
役
立
っ
た
。

　　
第
三
節
　
落
款
の
筆
跡
分
析

　
左
右
の
判
別
法
の
王
道
と
い
う
べ
き
な
の
が
、
落
款
の
筆
跡
鑑
定
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。「
一
勇
齋
國
芳
」
の
筆
跡
を
百
七
の
要
素
に
分
け
て
調
べ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
、
特
徴
を
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
整
理
し
て
い
っ
た
。

そ
の
一
部
を
表
12
に
例
示
す
る
。

　
落
款
ペ
ア
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
体
の
見
当
は
付

け
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
表
形
式
で
並
べ
る
。
左
右
の
順
序
に
つ

い
て
も
、
半
数
の
六
組
は
特
別
の
事
情
か
ら
推
定
は
つ
い
て
い
る
し
、
残
り
に

つ
い
て
も
既
に
述
べ
た
二
つ
の
左
右
判
別
法
に
よ
っ
て
一
応
の
推
定
は
つ
い
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
見
当
や
推
定
は
必
ず
し
も
確
実
と
は
言
え
な
い
の

で
、
落
款
の
筆
跡
分
析
に
よ
っ
て
修
正
し
、
確
定
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
落
款
の
形
式
が
同
じ
も
の
、
た
と
え
ば
一
行
書
き
（
後
期
後
半
）
は
六
点
あ

る
。
落
款
の
多
く
の
要
素
を
見
て
い
く
と
、
な
る
べ
く
同
型
（
同
じ
タ
イ
プ
）

が
続
く
よ
う
に
作
品
の
順
序
を
変
え
て
み
た
く
な
る
。
パ
ソ
コ
ン
で
は
そ
れ
が

簡
単
に
で
き
る
の
で
、
試
行
錯
誤
を
し
て
い
く
う
ち
に
案
が
固
ま
っ
て
い
く
。

　
ペ
ア
と
ペ
ア
を
つ
な
ぐ
二
点
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ペ
ア
同
士
の
二
点

ほ
ど
は
同
型
が
多
数
派
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
ペ
ア
に
つ
い
て
は
（
ペ

ア
内
の
左
右
は
別
に
し
て
）
確
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
方
法
が

あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
後
期
の
一
行
書
き
六
点
に
つ
い
て
、
筆
跡
の
あ
る
要
素
に
つ
い

て
最
初
の
案
が
《
ｂ
ａ
》《
ｂ
ｃ
》《
ｃ
ｃ
》
だ
っ
た
の
を
、
ｂ
と
い
う
同
型
が

連
続
す
る
よ
う
に
、《
ａ
ｂ
》《
ｂ
ｃ
》《
ｃ
ｃ
》
と
い
う
順
序
に
修
正
し
た
と

し
よ
う
（
ペ
ア
内
は
右

左
の
順
序
）。
そ
う
す
る
と
、
ｂ
の
二
つ
の
作
品
は

（
ほ
か
に
ｂ
が
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
）
が
っ
ち
り
と
鎖
の
よ
う
に
連
結
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
中
央
ペ
ア
の
ｃ
も
、
次
の
ペ
ア
に
近
い
後
半
（
左
）
で

あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。

　
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。《
ａ
ｂ
》《
ｂ
ｂ
》《
ｂ
ｂ
》
で
は
最
初
の
ｂ

が
後
半
（
左
）
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
し
、《
ａ
ａ
》《
ａ
ａ
》《
ａ

ｂ
》
で
は
最
後
の
ａ
が
前
半
（
右
）
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
一
行
書
き
の

六
点
に
つ
い
て
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
い
く
つ
も
重
な
れ
ば
、
落
款
順
序
は
確
定

す
る
し
、
左
右
の
位
置
も
確
実
に
な
る
。
こ
う
い
う
ペ
ア
間
の
鎖
が
次
々
と
つ
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表12　落款の筆跡分析（一部）

通し番号 9 10 11 12

大項目 勇〔27要素〕

中項目 勇のマ　〔４要素〕

小項目 横棒　傾き　 横棒　長さ 形・大きさ マと田の間

前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

天
グ
ル
ー
プ

１ 大舜 水平　　　　 ３ミリ Ｚ型 間が大

２ 張孝 張礼 水平　　　　 ３ミリ Ｚ型 間が大

３ 董永 やや右下がり　 2.5ミリ く型 接

４ 呉猛 水平 ３ミリ く型 接

丸
隅
グ
ル
ー
プ

５ 子　 水平　　　　 ４ミリ Ｚ型　点短い 間が大

６ 孟宗 　　？ ４ミリ マ？ 接

７ 漢文帝 右上がり　　 ４ミリ マ 接

８ 曾参　 やや右上がり ４ミリ コに近いマ 接

そ
の
他

９ 王祥 水平 ３ミリ マ 間あり

10 黔婁 右上がり ３ミリ マ 間あり

11 朱寿昌 右下がり ３ミリ コに近いマ 田１画へ連続

12 閔子騫 やや右下がり　 2.5ミリ コに近いマ 田１画へ連続

後
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

二
行

15 蔡順 水平　 2.5ミリ コに近いマ 間あり

16 陸績 水平　 2.5ミリ コに近いマ 間あり

17 王 やや右下がり ２ミリ Ｚ型 間あり

18 郭巨 やや右下がり　 3.5ミリ Ｚ型 間あり

一
行

19 楊香 右下がり 3.5ミリ く型 接

20 唐夫人 やや右上がり ３ミリ く型 接

21 黄香　 やや右上がり 2.5ミリ く型 間あり

22 黄庭堅 やや右上がり 2.5ミリ く型 間あり

23 丁蘭　 水平　　　　 2.5ミリ く型 間あり

24 老莱子 やや右上がり　 ３ミリ く型 間あり
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十二のペアを推理する

な
が
れ
ば
、
落
款
全
体
の
制
作
順
序
も
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
前
期
「
一
勇
齋
國
芳
画
」
落
款
は
十
二
点
と
数
が
多
い
。
題
高

「
天
」
の
四
点
（
１
〜
４
）、
丸
隅
枠
（
５
〜
８
）、
残
り
（
９
〜
12
）
と
い
う
グ

ル
ー
プ
枠
の
中
で
の
連
結
関
係
に
絞
れ
ば
楽
だ
が
、
厳
密
を
期
し
て
落
款
だ
け

の
関
係
に
限
定
し
て
分
析
し
て
み
た
。

　　
ペ
ア
間
の
鎖
と
し
て
の
同
型

　
で
は
、
ペ
ア
間
の
鎖
と
な
る
べ
き
証
拠
の
中
か
ら
、
な
る
べ
く
分
か
り
や
す

い
例
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
「
　
」
の
作
品
の

左
右
の
位
置
が
、
証
拠
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
矢
印
（

、

）
は
そ
の
先
が
ペ
ア
で
あ
り
、

は
二
点
だ
け
同
型
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　「
２
張
孝
（
左
）」

「
３
董
永
（
右
）」

　
①
「
勇
」
の
「
力
」
の
長
い
棒
が
こ
の
二
点
だ
け
　
 ）
状
に
カ
ー
ブ
し
て
い

る
（
１
、
４
は
む
し
ろ
逆
向
き
）。
②
「
一
」
の
ト
メ
の
部
分
は
「
１
大
舜
」
だ

け
大
き
く
下
げ
て
い
る
が
、
こ
の
二
点
は
や
や
下
が
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

（
や
や
下
げ
は
「
５

子
」
以
下
に
も
あ
る
）。

　「
４
呉
猛
（
左
）」

《
５
、
６
》

　
①
「
一
」
の
長
さ
が
「
３
董
永
」
で
は
四
・
五
ミ
リ
と
最
も
短
い
が
、
こ
の

三
点
は
五
ミ
リ
で
、「
７
漢
文
帝
」
〜
「
９
王
祥
」
で
は
さ
ら
に
長
く
な
る
。

②
「
國
」
の
底
の
横
棒
が
１
〜
３
は
水
平
だ
が
、「
呉
猛
」
と
「
５

子
」
だ

け
〝
や
や
右
下
が
り
〞
に
な
っ
て
い
る
。

　《
３
、
４
》

「
５

子
（
右
）」

　
①
「
齋
」
の
下
部
「
而
」
の
右
か
ら
二
番
目
の
縦
棒
が
、
こ
の
三
点
だ
け
極

端
に
長
い
。

　「
６
孟
宗
（
左
）」

《
７
、
８
》

　
①
「
５

子
」
で
は
「
勇
」
の
「
マ
」
と
「
田
」
の
間
が
大
き
く
あ
い
て
い

る
が
、
こ
の
三
点
は
接
し
て
い
る
。
②
「
勇
」
の
「
力
」
の
横
棒
が
「
５

子
」
で
は
右
下
が
り
だ
が
、
こ
の
三
点
は
や
や
右
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。

　《
５
、
６
》

「
７
漢
文
帝
（
右
）」

　
①
「
齋
」
の
「
而
」
の
左
端
の
縦
棒
が
、「
８
曾
参
」「
９
王
祥
」
に
な
る
と

横
棒
よ
り
上
に
突
き
出
て
い
な
い
が
、「
３
董
永
」
〜
「
７
漢
文
帝
」
ま
で
は

突
き
出
て
第
一
画
の
横
棒
に
接
し
て
い
る
（
た
だ
し
「
６
孟
宗
」
の
左
端
縦
棒

は
欠
け
て
い
る
）。

　「
８
曾
参
（
左
）」

「
９
王
祥
（
右
）」

　
①
「
而
」
の
左
端
の
縦
棒
が
、こ
の
二
点
だ
け
上
に
出
て
い
な
い
。②
「
一
」

の
ト
メ
の
下
げ
が
、「
５

子
」
〜
「
７
漢
文
帝
」
に
比
べ
目
に
見
え
て
大
き

(07)231



232

く
な
る
。

　「
10

黔
婁
（
左
）」

「
11
朱
寿
昌
（
右
）」

　
①
「
勇
」
の
「
力
」
の
右
棒
が
、「
７
漢
文
帝
〜
９
王
祥
」
は
 ）
状
に
カ
ー
ブ

し
て
い
る
が
、
こ
の
「
10
、
11
」
と
「
12
朱
寿
昌
」
の
三
点
は
直
線
で
あ
る
。

②
「
齋
」
の
第
二
画
の
横
棒
が
「
７
漢
文
帝
〜
９
王
祥
」
は
右
下
が
り
な
の
に

対
し
、
こ
の
「
10
、
11
」
と
「
12
」
の
三
点
は
右
上
が
り
で
あ
る
。

　「
12
閔
子
騫
（
左
）」

《
15
、
16
》

　
こ
れ
は
、
前
期
と
後
期
を
ま
た
ぐ
こ
と
に
な
る
。《
13
、
14
》
は
無
落
款
な

の
で
飛
ば
す
こ
と
に
な
り
、「
12
閔
子
騫
」
か
ら
「
15
蔡
順
」
へ
つ
な
が
る
こ

と
に
ご
注
意
。

　
①
「
マ
」
の
幅
は
「
５

子
〜
８
曾
参
」
は
四
ミ
リ
、「
９
王
祥
〜
11
朱
寿

昌
」
は
三
ミ
リ
、
こ
の
「
12
」
以
下
三
点
は
二
・
五
ミ
リ
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん

短
く
な
る
自
然
な
流
れ
に
注
目
さ
れ
た
い
。

　《
11
、
12
》

「
15
蔡
順
（
右
）」

　
①
「
勇
」
の
「
力
」
は
《
９
王
祥
、
10

黔
婁
》
と「
16
陸
績
、
17
王

」で

は
や
や

（
状
に
カ
ー
ブ
し
て
い
る
が
、
中
間
部
の
こ
の
三
点
は
直
線
で
あ
る
。

②
「
國
」
第
一
画
の
長
さ
は
「
10
」
で
は
五
・
五
ミ
リ
だ
が
、
こ
の
三
点
は
五

ミ
リ
で
、「
16
」
で
は
四
ミ
リ
と
さ
ら
に
短
く
な
っ
て
い
る
。

　「
16
陸
績
（
左
）」

「
17
王

」

　
①
「
一
」
の
長
さ
は
「
15
蔡
順
」
で
は
五
・
五
ミ
リ
だ
が
、
後
期
で
こ
の
二
点

だ
け
は
五
ミ
リ
で
あ
り
、「
18
郭
巨
〜
20
唐
夫
人
」
で
は
六
ミ
リ
と
長
く
な
る
。

②
「
芳
」
の
下
部
「
万
」
は
後
期
に
な
る
と
「
寸
」
の
行
書
に
似
て
く
る
。
そ

の
第
二
画
（
縦
棒
だ
が
、
元
は
か
ぎ
形
）
が
、「
15
蔡
順
」
で
は
直
線
だ
っ
た
の

が
、
こ
の
二
点
だ
け
は
 ）
状
に
カ
ー
ブ
し
て
い
る
。

　「
18
郭
巨
（
左
）」

「
19
楊
香
（
右
）」

　
二
行
書
き
と
一
行
書
き
を
ま
た
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
垣
根
は
か
な
り
低

い
。

　
①
「
マ
」
横
棒
の
長
さ
が
「
17
」
で
は
二
ミ
リ
な
の
に
対
し
、
後
期
で
こ
の
二

点
だ
け
は
三
・
五
ミ
リ
と
最
長
で
、「
20
」
は
三
ミ
リ
で
あ
る
。
②
「
芳
」
の

「
方
」
が
こ
の
二
点
は
酷
似
し
て
い
る
（
第
一
画
と
第
二
画
の
横
棒
や
、
次
の
縦

棒
の
曲
線
な
ど
）。

　「
20
唐
夫
人
（
左
）」

《
21
、
22
》

　
①
「
勇
」
の
「
田
」
の
中
の
部
分
が
、
二
十
四
点
の
う
ち
こ
の
「
20
唐
夫
人
〜

24
老
莱
子
」
の
五
点
に
限
っ
て
「
ナ
」
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
ケ
ー
ス

は
数
多
い
。
次
も
そ
の
一
例
。
②
「
芳
」
で
草
冠
の
右
側
の
縦
棒
と
「
方
」
の

第
一
画
は
、「
18
、
19
」
は
楷
書
風
に
分
か
れ
て
い
る
が
、「
20
唐
夫
人
」
以
下
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十二のペアを推理する

五
点
は
、
行
書
で
筆
の
流
れ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　《
19
、
20
》

「
21
黄
香
（
右
）」

　
①
「
一
」
は
、
一
行
書
き
「
19
楊
香
」
以
下
六
点
で
は
先
端
が
ジ
ャ
ン
プ
す
る

「
先
飛
び
」
型
に
な
る
の
が
大
き
な
特
徴
だ
が
、
そ
の
う
ち
こ
の
三
点
は
、
ジ

ャ
ン
プ
部
分
に
切
れ
目
が
な
い
。
②
「
勇
」
の
「
力
」
の
左
側
の
棒
が
、
後
期

で
は
こ
こ
ま
で
の
六
点
が
／
状
に
傾
い
て
い
る
。

　「
22
黄
庭
堅
（
左
）」

「
23
丁
蘭
（
右
）」

　
①
「
一
」
が
、
後
期
中
こ
の
二
点
だ
け
は
っ
き
り
と
凸
型
に
湾
曲
し
て
い
る
。

　「
22
黄
庭
堅
（
左
）」

《
23
、
24
》

　
①
「
一
」
の
「
先
飛
び
」
に
関
し
て
、
こ
の
三
点
は
ジ
ャ
ン
プ
部
分
に
切
れ

目
が
生
じ
て
い
る
。
②
「
力
」
の
左
側
の
棒
が
、
こ
の
三
点
で
は
直
立
に
近
い
。

　《
21
、
22
》

「
23
丁
蘭
（
右
）」

　
①
「
一
」
の
本
体
部
分
が
こ
の
三
点
は
凸
型
に
反
っ
て
い
る
が
、「
24
老

莱
子
」
は
凹
型
に
反
っ
て
い
る
。
②
「
マ
」
が
こ
の
三
点
は
軽
快
な
感
じ
が
似

て
い
て
、
長
さ
も
二
・
五
ミ
リ
だ
が
、「
24
老
莱
子
」
は
力
強
い
感
じ
で
長
さ

は
三
ミ
リ
。

　

　
以
上
で
連
結
の
鎖
は
完
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
落
款
ペ
ア
の
す
べ

て
の
左
右
が
確
定
し
た
が
、
他
の
二
つ
の
判
別
法
と
は
（
判
別
不
能
の
計
二
組

を
除
い
て
）
左
右
が
す
べ
て
一
致
し
た
。

　
も
う
一
つ
の
収
穫
は
、
こ
の
筆
跡
分
析
に
よ
っ
て
、
落
款
の
制
作
順
序
が
確

定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前
に
推
定
し
て
い
た
順
序
が
ほ
ぼ
正
し
く
、「
１
大

舜
」
か
ら
始
ま
っ
て
落
款
番
号
順
に
国
芳
は
版
下
絵
（
と
落
款
）
を
描
い
て
い

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　　
細
か
い
デ
ー
タ
の
話
が
続
い
て
き
て
恐
縮
だ
が
、
実
は
ペ
ア
内
の
左
右
を
確

定
す
る
の
は
、
他
の
中
判
シ
リ
ー
ズ
で
は
意
外
と
簡
単
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
各

作
品
の
人
物
が
基
本
的
に
一
人
で
あ
る
中
判
水
滸
伝
で
は
、
人
物
が
向
か
い
合

う
形
を
と
る
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
中
に
は
「
入
雲
龍
公
孫
勝
」
の
よ
う
に
顔

が
ま
っ
正
面
を
向
い
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
題
枠
が
左
上

に
き
て
作
品
の
位
置
が
左
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
な
ど
、
左
右
が
何
ら
か
の

形
で
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
向
き
合
う
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。「
本
朝
廿
四

孝
」
シ
リ
ー
ズ
は
複
数
人
物
の
作
品
も
か
な
り
あ
る
が
、
基
本
的
に
左
右
が
向

き
合
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
落
款
の
傾
き
も
予
測
し
た
以
上
に
役
に
立
っ
た
。
中
判
水
滸
伝
な
ど
は
落
款

が
瓢
箪
印
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
傾
き
が
そ
れ
ほ
ど
出
な
い
の
で
は
な
い

か
と
危
惧
し
た
が
、「
唐
土
廿
四
孝
」
以
上
に
は
っ
き
り
傾
き
が
わ
か
る
ケ
ー

ス
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
の
中
判
シ
リ
ー
ズ
が
「
唐
土
廿
四
孝
」
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
名
主
印

が
基
本
的
に
ど
の
作
品
に
も
押
さ
れ
、
名
主
印
の
違
い
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の

グ
ル
ー
プ
に
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
判
水
滸
伝

は
六
点
、
六
点
、
八
点
、
四
点
と
い
う
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
が
、
左

に
位
置
す
る
か
、
右
に
位
置
す
る
か
が
、
体
の
向
き
や
バ
ラ
ン
ス
、
落
款
の
傾

き
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
つ
い
て
割
り
合
い
簡
単
に
分
か
る
の
で
、
四

点
の
グ
ル
ー
プ
で
は
組
み
合
わ
せ
は
二
通
り
し
か
な
い
し
、
八
点
や
六
点
の
グ

ル
ー
プ
で
も
他
の
明
ら
か
な
特
徴
に
よ
っ
て
一
組
、
二
組
の
ペ
ア
が
分
か
れ
ば
、

残
り
の
組
み
合
わ
せ
は
か
な
り
限
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　　
隣
接
す
る
二
作
品
の
同
型
度
を
比
較
す
る

　
と
こ
ろ
で
、「
唐
土
廿
四
孝
」
で
〈
落
款
の
筆
跡
分
析
〉
と
い
う
細
か
な
作

業
を
続
け
た
利
点
が
、
意
外
な
と
こ
ろ
に
表
れ
た
。
隣
接
す
る
二
作
品
の
落
款

の
「
同
型
度
」
を
パ
ー
セ
ン
ト
で
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
同
士
の
制
作
時

期
が
近
い
か
、
離
れ
て
い
る
か
と
い
う
〈
近
接
度
〉
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。「
同
型
度
」
と
は
、
二
作
品
の
同
型
の
総
数
を
、
筆
跡
の
総
要
素
数

で
割
っ
た
も
の
で
あ
る
。
総
要
素
数
は
、
普
通
は
百
七
だ
が
、「
６
孟
宗
」
の

よ
う
に
二
行
落
款
の
二
行
目
が
全
部
欠
け
て
い
る
と
五
十
九
と
な
り
、
そ
の
他
、

一
部
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
落
款
も
あ
る
。

　《
１
大
舜
（
六
二
％
）
２
張
孝
・
張
礼
》
四
六
％
《
３
董
永
（
六
五
％
）
４
呉

猛
》
四
九
％
《
５

子
（
五
六
％
）
６
孟
宗
》
三
七
％
《
７
漢
文
帝
（
六
五
％
）

８
曽
参
》
三
四
％
《
９
王
祥
（
六
六
％
）
10

黔
婁
》
四
一
％
《
11
朱
寿
昌
（
八

三
％
）
12
閔
子
騫
》（
以
上
、
前
期
）
三
一
％
《
15
蔡
順
（
七
二
％
）
16
陸
績
》

三
六
％
《
17
王

（
四
五
％
）
18
郭
巨
》
／
三
九
％
／
《
19
楊
香
（
四
一
％
）

20
唐
夫
人
》
四
九
％
《
21
黄
香
（
六
七
％
）
22
黄
庭
堅
》
五
七
％
《
23
丁
蘭
（
七

一
％
）
24
老
莱
子
》

　　「
12
閔
子
騫
」
ま
で
の
前
期
落
款
で
、〈
ペ
ア
内
〉
の
同
型
率
が
最
も
高
い
の

は
「
11
朱
寿
昌
ペ
ア
」
の
八
三
％
で
飛
び
抜
け
て
お
り
、「
５

子
ペ
ア
」
の

五
六
％
が
最
も
低
い
。
他
は
す
べ
て
六
〇
％
台
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前

期
の
〈
ペ
ア
間
〉
の
同
型
率
は
、
最
高
で
四
九
％
、
最
低
で
三
四
％
で
あ
り
、

「
ペ
ア
内
」
に
比
べ
て
か
な
り
低
い
の
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
も
〈
ペ
ア
間
〉
で

こ
れ
だ
け
の
親
近
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
制
作
が
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
か

ら
こ
そ
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
「
２
と
３
」
の
同
型
率
は
四
六
％
だ
が
、「
２

と
４
」
の
同
型
率
は
三
九
％
に
落
ち
る
。

　
前
期
の
同
型
率
を
み
る
と
、「
１
大
舜
」
か
ら
「
５

子
」
ま
で
は
比
較
的

順
調
に
版
下
絵
を
描
き
溜
め
て
い
た
よ
う
だ
が
、「
６
孟
宗
〜
７
漢
文
帝
」
さ

ら
に
「
８
曾
参
〜
９
王
祥
」
の
各
ペ
ア
間
で
時
間
的
に
間
が
あ
い
た
の
が
う
か

が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
は
再
び
順
調
で
、
特
に
《
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子

騫
》
は
刊
行
が
迫
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
か
、
一
気
に
描
き
上
げ
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　
前
期
と
後
期
の
境
界
の
同
型
率
は
、
さ
す
が
に
三
一
％
と
最
も
低
い
。
後
期
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十二のペアを推理する

で
注
目
さ
れ
る
の
は
《
17
王

ペ
ア
》
が
四
五
％
、《
19
楊
香
ペ
ア
》
が
四

一
％
と
、
ペ
ア
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
ペ
ア
間
並
み
の
低
さ
で
あ
る
こ
と
だ
。
逆

に
「
18
郭
巨
」
と
「
19
楊
香
」
の
ペ
ア
間
は
、
二
行
書
き
と
一
行
書
き
の
境
界

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
九
％
と
そ
れ
に
匹
敵
す
る
高
さ
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
ペ
ア
間
は
、
前
に
見
た
よ
う
な
隣
接
関
係
の
「
指
定
性
」
が
強
い

同
型
（
例
え
ば
後
期
で
こ
の
二
点
し
か
同
型
が
な
い
よ
う
な
場
合
）
が
多
い
。
こ

れ
ら
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
後
期
に
入
っ
て
《
15
蔡
順
ペ
ア
》
は
ほ
ぼ
同
時
に
描
か
れ
た
。
し
か
し
「
17

王

」
は
、
題
高
が
「
天
」
で
あ
る
の
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
同
じ

「
天
」
の
前
期
か
ら
の
移
転
組
「
２
張
孝
・
張
礼
」
か
「
３
董
永
」
と
ペ
ア
に

で
き
た
が
、
も
う
一
つ
の
「
天
」
に
す
べ
き
作
品
「
18
」
を
す
ぐ
に
は
思
い
つ

か
な
か
っ
た
。
後
期
二
行
書
き
の
「
15
〜
18
」
四
点
と
前
期
組
「
２
、
３
」
の

計
六
点
で
版
木
ペ
ア
が
固
ま
れ
ば
、
そ
こ
で
一
気
に
発
売
ま
で
持
っ
て
行
け
る

（
落
款
は
二
行
書
き
で
そ
ろ
い
、
題
字
も
全
部
「
廿
」
で
そ
ろ
え
る
つ
も
り
）
が
、

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
帳
尻
合
わ
せ
を
先
送
り
に
し
た
。
そ
し
て
、
画
稿

が
残
っ
て
い
る
「
18
郭
巨
（
左
）、
19
楊
香
（
右
）」
の
う
ち
、「
18
郭
巨
」
を

「
17
王

」
と
同
じ
紙
に
描
き
、
と
り
あ
え
ず
、
18
ま
で
の
六
点
に
符
丁
で
必

要
な
指
定
を
加
え
て
、
次
の
工
程
（
題
字
）
に
回
し
た
。「
19
楊
香
」
か
ら
は

見
分
け
が
つ
き
や
す
い
よ
う
に
一
行
落
款
と
し
た
が
（
さ
ら
に
「
一
」
も
お
そ

ら
く
意
識
的
に
「
先
飛
び
」
型
に
し
た
）、
し
ば
ら
く
間
が
あ
い
て
ペ
ア
相
手
の

「
20
唐
夫
人
」
が
描
け
て
か
ら
は
、
あ
ま
り
間
を
お
か
ず
、「
21
黄
香
」
に
取
り

か
か
り
、
あ
と
は
一
気
に
「
24
」
ま
で
を
国
芳
は
書
い
た
。
そ
し
て
、
符
丁
を

加
え
て
次
の
工
程
に
回
し
た
。
刊
行
予
定
が
迫
っ
て
の
追
い
込
み
仕
事
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
特
に
最
後
の
二
組
《
21
黄
香
、
22
黄
庭
堅
》《
23
丁
蘭
、
24
老
莱
子
》
は
、

「
22
黄
庭
堅
」
が
「
16
陸
績
」
の
二
番

じ
だ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
の

色
版
構
成
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
り
し
て
お
り
、
国
芳
も
意
欲
を
燃

や
す
ほ
ど
の
余
裕
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

第
七
章
　
版
木
ペ
ア
の
順
序
と
刊
行
時
期

　
第
一
節
　
版
木
ペ
ア
の
制
作
順
序

　
版
木
段
階
の
制
作
順
序
を
直
接
物
語
る
の
は
、
芳
桐
印
で
あ
る
。
芳
桐
印
は

校
合

り
に
赤
の
色
版
指
定
を
行
う
と
き
に
、
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
の
で
、

版
木
段
階
で
も
最
終
段
階
に
近
い
。
芳
桐
印
段
階
の
制
作
順
序
を
表
し
た
の
が
、

表
13
で
あ
る
。

　
大
き
な
変
更
は
、
①
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
を
前
期
か
ら
後
期
冒
頭

に
移
し
た
こ
と
、
②
無
落
款
の
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
を
元
の
「
董
永
、
張

孝
・
張
礼
」
の
位
置
へ
繰
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
大
き
な
区
分
け
は
、
芳
桐
印
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
で
き
る
。
前
期
は
曾
参
ま

で
が
「
大
」、
王
祥
か
ら
が
「
小
」
で
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。「
大
」
グ
ル

ー
プ
の
中
で
は
左
落
款
の
「
６
孟
宗
、
８
曾
参
」
の
縦
幅
が
小
さ
く
、
最
後
に

位
置
す
る
と
見
ら
れ
る
。
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極
太
枠
‥
際
立
っ
た
特
徴
／
太
枠
‥
同
種
で
連
続
性
を
表
す
／
太
い
点
線
‥
関
係
の
近
い
も
の
／
○
‥
注
目
す
べ
き
連
続
性
／
×
‥
注
目
す
べ
き
断
絶
／
細
い
点
線
‥
上
下
が
無
関
係

芳桐印の位置

印の左端 左右中央 印の上端

全体枠に
接す

「画」の中
央

「画」に
接す

○

同上 落款ナシ

ほぼ接す 画の中央 画に大き
く重なる全体枠に接す 画の右端

× ×

不明
画の左端に
近い

画からか
なり離れ
る

「画」の
左端

画の「田」
の右端

画に重な
る

× ×

画と全体
枠の中間

「田」の中
央やや左

画からか
なり離れ
る「田」の中央

○ ○ ○

同上
「田」の中

央
同上

○
「芳」の
左端

「芳」の右
端

「芳」か
らかなり
離れる全体枠に

接す
「芳」の中

央

○ ○

同上 同上

芳から少
し離れる
芳に少し
重なる

全体枠に
ほぼ接す

芳の右端
芳から少
し離れる

× ×

芳の左端 芳より極端
に右 芳に接す

芳桐印なし

○

全体枠か
ら少し離
れる

芳の中央
芳にほぼ
接す

　
後
期
は
前
期
の
「
小
」
の
流
れ
を
引
き
継
い
で
、
前
期
か
ら
繰
り
越
し
た

「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
ペ
ア
か
ら
混
成
ペ
ア
の
郭
巨
ま
で
「
小
」
が
つ

づ
き
、「
黄
香
」
か
ら
は
「
大
」
に
な
る
。

　
表
13
で
は
、
無
落
款
ペ
ア
の
「
姜
詩
、
仲
由
」
を
、
最
初
の
ペ
ア
で
あ
る

「
大
舜
、
呉
猛
」
の
次
に
移
動
さ
せ
た
。
そ
の
理
由
は
、
芳
桐
印
を
見
比
べ
て

み
れ
ば
一
目
瞭
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
に
そ
っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
太
枠

で
囲
ん
だ
の
は
連
続
性
を
表
し
、
中
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
に
は
○
を
付
け
て

あ
る
。

　
ま
ず
、「
大
」
グ
ル
ー
プ
八
点
の
中
で
も
、
こ
の
四
点
は
芳
桐
印
の
大
き
さ

が
よ
く
似
て
い
る
。

　「
漢
文
帝
」
は
横
幅
が
特
別
大
き
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
質
的
に
は

子

と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

子
に
比
べ
て
漢
文
帝
の
ほ
う
が
落
款
と
全

体
枠
と
の
間
が
開
い
て
い
る
た
め
で
、
芳
桐
印
の
右
端
が
「
齋
」
の
「
而
」
の

中
央
、
左
端
が
全
体
枠
付
近
で
あ
る
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。
芳
桐
印
が
ほ

ぼ
左
右
対
称
な
の
で
、
表
に
は
「
左
右
中
央
」
と
「
印
の
左
端
」
を
挙
げ
た
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
芳
桐
印
の
大
き
さ
だ
け
で
も
「
大
舜
、
呉
猛
」

「
姜

詩
、
仲
由
」

「

子
、
漢
文
帝
」

「
孟
宗
、
曽
参
」
と
い
う
順
序
は
確
定

で
き
る
が
、
そ
の
右
側
の
太
枠
や
○
印
や
×
印
で
さ
ら
に
具
体
的
に
証
拠
を
挙

げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　「
大
舜
、
呉
猛
」
と
「
姜
詩
、
仲
由
」
の
共
通
点
を
挙
げ
る
と
、「
形
１
」
の
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十二のペアを推理する

表13　「芳桐印」段階の制作順序

グループ 版木ペア 芳桐印の大きさ・形

横幅 形１ 形２ 形３

前
　
　
　
　
期
　
　
　
　
制
　
　
　
　
作

天グ
ループ

１　大舜 大 11ミリ 端正、右上
房は直立縦
長

上下３対の
幅そろう

右上房の底
辺張り出す４　呉猛 大 12

○ ○ ○ ×

無落款
13　姜詩 大 11.5

同上 同上
右上房の底
辺張り出さ
ず14　仲由 大 11.5

× ×

丸隅グ
ループ

７　漢文帝 大 14 右上は三角
形に近くな
る

右下房が張
り出す

同上
５　剡子 大 11

○ ×

６　孟宗 大 11（推計） 右上はほぼ三
角形

右下房張り出
さず

同上
８　曾参 大 11（推計）

× …… ……

落款
ペア
兼用組

９　王祥 小 ８ 上側やや高
い

下側は両頬
が垂れ下
がった様

同上
10　 黔婁 小 ８

○ ×

11　朱寿昌 小 ８ 上側やや高
い

下側はホー
ムベース形

同上
12　閔子騫 小 ９

○ × ○ ×

後
　
　
　
　
期
　
　
　
　
制
　
　
　
　
作

前期か
ら繰越

３　董永 小 7.5
上側低い 同上

右上房の底
辺張り出す２張孝張礼 小 ８

…… …… ……

二行
落款

15　蔡順 小 9.5 右上房の底
が右上がり

右下の房が
傾き、右上
が張り出す

右上房は三
角形で直立16　陸績 小 10

× ○

混成
ペア

17　王 小 ９ 右上房の底
がやや右下
がり

同上
右上房は三
角形で右傾20　唐夫人 小 ９

…… ○ ×

19　楊香 小 ９ 左上房の底
は左下がり
で張り出す

同上
右上房は細
長い18　郭巨 小 10

× × × ……

一行
落款

21　黄香 大 12
左上と左下
房は幅同じ

上中央は太
く高い

下側は扁平

22　黄庭堅
なし（大）と

推定
芳桐印なし

…… ○ ○

23　丁蘭 大 11 下中央房の
中に点や横
棒

同21 下側は扁平
24　老莱子 大 11
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よ
う
に
、
右
上
の
房
が
直
立
縦
長
で
、
き
ち
ん
と
し
た
形
に
描
か
れ
て
い
る
し
、

「
形
２
」
の
よ
う
に
上
下
三
対
の
幅
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
端
正
な
印
象
を
与
え

る
。
位
置
関
係
で
は
「
印
の
左
端
」
が
全
体
枠
に
接
し
て
い
る
点
が
共
通
し
、

こ
の
傾
向
は
次
の
「

子
、
漢
文
帝
」
ま
で
続
く
。「
孟
宗
、
曾
参
」
は
左
落

款
（
芳
桐
印
も
左
）
で
、
他
の
三
組
と
は
違
い
が
目
立
つ
。
特
に
位
置
関
係
は

そ
う
で
あ
る
。「
印
の
上
端
」
は
落
款
の
「
画
」
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
。
一
方
、「
形
１
」
で
は
「

子
、
漢
文
帝
」
と
の
連
続
性
が

強
く
表
れ
て
い
る
。

　
前
期
の
大
き
さ
「
小
」
の
う
ち
、「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
は
後
期
冒

頭
に
回
っ
た
の
で
、
残
り
の
四
点
の
前
後
関
係
は
、「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」

と
ど
ち
ら
が
近
い
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
れ
は
表
に
よ
っ
て
一
目
瞭
然
の
よ

う
に
、「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」
の
ほ
う
が
近
い
。
形
の
特
徴
で
は
「
形

２
」
の
よ
う
に
、
下
側
の
房
が
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
の
よ
う
な
形
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
が
あ
り
、
印
の
位
置
で
は
、「
上
端
」
が
落
款
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る

な
ど
の
共
通
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
落
款
ペ
ア
の
順
序
ど
お
り
、「
９
王

祥
、
10

黔
婁
」

「
11
朱
寿
昌
、
12
閔
子
騫
」
の
順
序
に
な
る
。

　
後
期
本
来
の
「
小
」
で
あ
る
六
点
は
、「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
よ
り
少
し

大
き
く
、「
中
」
と
称
し
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
「
印
の
上

端
」
が
落
款
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
に
よ
っ
て
、「
15
蔡
順
、

16
陸
績
」
が
「
董
永
、
張
孝
・
張
礼
」
に
直
接
つ
な
が
る
。
ま
た
、「
16
陸

績
」
と
「
17
王

、
20
唐
夫
人
」
は
「
印
の
左
端
」「
左
右
中
央
」
が
共
通
し
、

形
の
特
徴
も
似
て
い
る
の
で
、「
15
蔡
順
、
16
陸
績
」

「
17
王

、
20
唐
夫

人
」

「
19
楊
香
、
18
郭
巨
」
の
順
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。

　
後
期
の
「
小
」
と
「
大
」
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
、
表
に
も
よ
く
表

れ
て
い
る
。「
大
」
の
二
組
の
形
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
は
、
見
比
べ
て
み
る

と
よ
く
わ
か
る
が
、「
形
２
」
の
特
徴
が
大
き
い
。「
大
」
の
う
ち
「
丁
蘭
、
老

莱
子
」
が
最
後
で
あ
る
こ
と
は
、「
形
１
」
に
示
し
た
よ
う
に
、
下
側
中
央
の

房
の
中
に
点
や
横
棒
が
あ
る
、
と
い
う
際
立
っ
た
特
徴
に
表
れ
て
お
り
、
題
が

こ
の
二
点
だ
け
二
色
で
あ
る
点
や
、
落
款
ペ
ア
で
も
最
後
で
あ
る
と
い
う
事
実

か
ら
も
自
然
で
あ
る
。

　　
第
二
節
　
刊
行
の
あ
り
方
と
時
期

　
刊
行
の
グ
ル
ー
プ
分
け

　
以
上
の
よ
う
に
、
芳
桐
印
の
描
か
れ
た
時
期
は
、
前
後
期
と
も
大
別
し
て

「
大
」「
小
」
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
刊
行
時
期
も
そ
れ
ぞ
れ
二
回
に
分
か
れ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
複
合
隅

は
、
前
期
は
ペ
ア
ご
と
に
六
種
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
一
回
で
ま
と
め
て
制

作
し
た
は
ず
で
あ
る
。
後
期
も
混
成
ペ
ア
の
存
在
で
わ
か
る
よ
う
に
、
版
木
段

階
で
も
制
作
に
あ
ま
り
時
間
差
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
前
期
十
二
点
を
一
括
刊

行
し
、
次
に
後
期
十
二
点
を
一
括
刊
行
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
購
買
意
欲
を
そ
そ
る
に
は
、
刊
行
時
期
を
も
う
少
し
分
け
て
、
前
期
二
回
、

後
期
二
回
に
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
当
然
成
り
立
つ
。
そ
の
ほ
う
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十二のペアを推理する

が
職
人
の
や
り
く
り
も
や
り
や
す
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
、
第
一
回

が
前
期
「
大
」
の
八
点
、
第
二
回
が
前
期
「
小
」
の
四
点
、
第
三
回
が
後
期

「
小
」
の
八
点
、
第
四
回
が
後
期
「
大
」
の
四
点
と
い
う
の
は
、
極
め
て
妥
当

な
点
数
と
い
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
営
業
的
に
は
他
の
要
素
も
入
っ
て
く
る
か
ら
、
無
落
款
ペ
ア
で

続
き
絵
と
し
て
も
味
わ
え
る
「
姜
詩
、
仲
由
」
を
、
前
期
の
最
後
に
も
っ
て
く

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（〔
折
本
〕
で
無
落
款
ペ
ア
が
前
期
の
最
後
に
な
っ
て
い
る

の
が
、
事
実
を
反
映
し
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
）。
ま
た
、
後
期
に
「
３
董
永
、
２
張
孝
・
張
礼
」
を
繰
り
越
し
た
の
は
、

後
期
に
も
や
は
り
続
き
絵
的
な
ペ
ア
を
入
れ
て
お
き
た
い
と
い
う
営
業
的
な
意

図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、「
唐
土
廿
四
孝
」
の
場
合
は
実
験
的
・
意
欲
的
な
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

た
め
に
、
二
度
に
わ
た
っ
て
組
み
替
え
が
意
図
さ
れ
、
そ
の
せ
い
で
、
版
木
ペ

ア
な
の
に
題
字
の
字
形
が
違
う
と
い
っ
た
わ
か
り
に
く
さ
を
残
し
た
。
し
か
し
、

他
の
二
つ
の
中
判
シ
リ
ー
ズ
を
調
べ
た
印
象
で
は
、
四
点
か
ら
八
点
と
い
う
ふ

う
に
時
期
を
分
け
て
刊
行
さ
れ
た
小
グ
ル
ー
プ
の
作
品
の
、
組
み
合
わ
せ
を
見

抜
く
の
は
、
現
代
か
ら
み
て
も
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
の
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な

い
。
当
時
の
通
の
あ
い
だ
で
は
恰
好
の
ク
イ
ズ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
し
、
絵
師
や
版
元
も
中
判
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
に
は
、
そ
の
よ
う
な
楽
し

み
を
合
わ
せ
て
提
供
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
気

が
し
て
き
た
。
今
の
と
こ
ろ
は
単
な
る
仮
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
中
判

シ
リ
ー
ズ
を
見
て
い
く
う
え
で
刺
激
に
な
る
仮
説
で
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　　
制
作
・
刊
行
時
期
に
つ
い
て

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
制
作
・
刊
行
の
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
前
期
十
四
点
の
版
下
絵
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
か
ら
国
芳
が
描
き
始

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
描
き
始
め
の
時
期
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
、「
４

呉
猛
」
の
落
款
で
、
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』（
平
凡
社
）
の
「
落
款
年
譜
」

に
載
っ
て
い
る
弘
化
三
年
の
「
小
倉
擬
百
人
一
首
　
五
九
　
赤
染
衛
門
」
に
酷

似
し
て
い
る
。「
１
大
舜
」
も
落
款
は
「
４
呉
猛
」
と
か
な
り
似
て
い
る
の
で
、

お
そ
ら
く
弘
化
三
年
に
描
か
れ
た
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
落
款
の
書
体
の
変
化

が
大
き
く
、
前
に
述
べ
た
落
款
ペ
ア
間
の
「
同
型
度
」
も
前
期
で
は
途
中
か
ら

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
に
落
ち
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
前
期
の
版
下
絵
十
四
点

を
国
芳
が
描
き
上
げ
る
に
は
、
最
低
で
も
一
年
程
度
は
か
か
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
前
期
の
刊
行
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
「
王
祥
、

黔
婁
」
に
あ
る

「
村
田
、
米
良
」
の
二
印
で
、
こ
の
二
印
の
組
み
合
わ
せ
が
使
用
さ
れ
た
時
期

は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
二
月
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
十
一
月
ま

で
で
あ
る
）
23
（

。
か
な
り
幅
が
あ
る
の
が
難
点
だ
が
、
弘
化
三
年
よ
り
後
で
あ
る
の

は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
あ
と
に
後
期
の
作
品
十
点
も
制
作
さ
れ
て
い
る

の
で
、
前
期
の
刊
行
は
お
そ
ら
く
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
ま
で
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
後
期
作
品
の
刊
行
も
あ
ま
り
繰
り
下
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
唐
土
廿
四
孝
」
は
、
同
じ
国
芳
の
洋
風
画
と
い
っ
て
も
、
嘉
永
期
後
半
か
ら
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安
政
期
の
よ
う
な
け
ば
け
ば
し
さ
は
な
い
の
で
、
嘉
永
前
期
（
嘉
永
三
年
頃
ま

で
）
に
は
刊
行
を
終
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
刊
行
時
期
を
推
定
す
る
た
め
に
は
、
落
款
の
特
徴
が
よ
く
根
拠

と
さ
れ
る
が
、
国
芳
の
場
合
に
は
大
き
な
難
点
が
存
在
す
る
。
国
芳
の
落
款
は
、

長
い
ス
パ
ン
で
は
時
期
ご
と
に
特
徴
は
存
在
す
る
も
の
の
、
二
〜
三
年
と
い
う

短
い
ス
パ
ン
で
は
同
一
時
期
に
異
な
っ
た
特
徴
が
混
在
す
る
こ
と
も
多
い
。
同

じ
舞
台
を
描
い
た
三
枚
続
き
で
、
一
枚
ご
と
に
落
款
の
違
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ

る
の
は
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、「
唐
土
廿
四
孝
」
の
後
期
一
行
書
き
の
六
点
は
、

「
一
」
の
字
の
先
端
が
ジ
ャ
ン
プ
す
る
「
先
飛
び
」
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
が
、

こ
の
「
先
飛
び
」
も
離
れ
た
二
つ
の
年
の
落
款
に
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
で
、
国
芳
の
落
款
か
ら
作
品
の
刊
行
年
を
割
り
出
す
の
は
、
落
款
の
研
究
の

一
段
の
進
展
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
中
判
水
滸
伝
で
は
、
名
主
印
の
違
う
各
グ
ル
ー
プ
間
の
前
後
関
係
は
も
ち
ろ

ん
、
グ
ル
ー
プ
内
の
ペ
ア
の
前
後
関
係
も
い
く
つ
か
の
特
徴
か
ら
推
定
で
き
る
。

さ
ら
に
、
上
演
年
月
が
わ
か
る
一
印
か
ら
二
印
の
時
代
（「
唐
土
廿
四
孝
」
の
時

期
）
の
国
芳
の
芝
居
絵
も
か
な
り
残
さ
れ
て
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
、
中
判
シ
リ
ー
ズ
の
成
果
を
、
国
芳
の
落
款
の
研
究
に
結

び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
芳
の
研
究
書
で
も
、
国
芳
の

落
款
の
例
は
一
年
に
一
つ
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
現
状
が
、
せ
め
て
三
、
四

個
程
度
に
増
え
れ
ば
よ
い
と
願
っ
て
い
る
研
究
者
や
フ
ァ
ン
は
、
か
な
り
多
い

と
思
わ
れ
る
。

第
八
章
　
配
色
と
構
図

　
版
木
ペ
ア
十
二
組
の
証
明
を
終
わ
っ
て
か
ら
も
、「
唐
土
廿
四
孝
」
の
謎
に

は
語
る
べ
き
こ
と
が
多
く
、
思
い
が
け
ず
紙
数
を
費
や
し
て
き
た
。
最
後
に
、

配
色
と
構
図
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
配
色
と
構
図
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
重
要
な
点
に
気

が
つ
い
た
。
絵
の
枠
の
上
部
に
あ
る
詞
書
は
も
ち
ろ
ん
、
全
体
枠
の
外
に
あ
る

題
（
唐
土
廿
四
孝
）
や
芳
桐
印
、
落
款
も
、
絵
画
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　　
対
角
線
の
構
図

　
構
図
は
対
角
線
の
構
図
を
と
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
場
合
に
一
番
右
上
に

位
置
す
る
の
は
「
題
」
で
あ
り
、
最
も
目
立
つ
赤
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。「
２

張
孝
・
張
礼
」
は
三
人
の
人
物
が
左
下
か
ら
右
上
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
賊
の

も
つ
刀
を
経
て
、
右
上
の
題
に
至
る
。
ま
た
、「
３
董
永
」
で
は
二
人
の
人
物

が
指
さ
す
よ
う
な
位
置
に
赤
い
題
が
あ
る
。
こ
の
二
点
の
題
高
は
「
天
」
で
最

も
高
い
が
、
こ
の
高
さ
が
全
体
の
構
図
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
左
落
款
の
「
８
曾
参
」
で
は
、
右
上
の
題
（
赤
地
に
文
字
の
黒
）
と
左
下
の

落
款
お
よ
び
芳
桐
印
（
赤
）
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
上
に
（
黒
い
陰
を
含
ん
だ
）
赤
い

服
の
人
物
が
い
る
し
、
同
じ
左
落
款
の
「
６
孟
宗
」
で
は
、
人
物
は
紺
と
黄
に

彩
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
様
の
構
図
と
い
え
る
。
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十二のペアを推理する

　「
12
閔
子
騫
」
で
は
右
上
の
題
か
ら
左
下
へ
、
極
楽
鳥
、
女
性
、
二
人
の
子

供
と
、
斜
め
に
細
長
い
形
を
並
べ
て
お
り
、
題
の
低
め
の
位
置
も
こ
の
場
合
は

構
図
に
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
右
下
の
落
款
と
芳
桐
印
が
非
常
に
高
い
位
置
に

あ
る
が
、
芳
桐
印
は
、
直
線
的
に
は
女
性
の
左
腕
か
ら
頭
部
を
経
て
、
曲
線
的

に
は
赤
い
極
楽
鳥
を
経
て
、
左
上
の
種
員
の
朱
印
に
達
す
る
。
ま
た
、
落
款
は

極
楽
鳥
を
経
て
左
上
の
「
種
員
謹
記
」
と
呼
応
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。「
種

員
謹
記
」
と
落
款
は
、
こ
の
よ
う
に
左
上
と
右
下
を
結
ぶ
対
角
線
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
が
多
い
。「
11
朱
寿
昌
」
で
も
落
款
と
芳
桐
印
は
人
物
の
左
腕
を
経

て
「
種
員
謹
記
」
へ
向
か
っ
て
い
る
し
、
題
の
先
端
の
位
置
も
、
人
物
の
頭
部

か
ら
右
手
、
帽
子
を
経
て
、
画
面
左
下
隅
へ
向
か
う
対
角
線
に
ふ
さ
わ
し
い
位

置
に
あ
る
。

　
無
落
款
ペ
ア
の
「
13
姜
詩
、
14
仲
由
」
も
、
芳
桐
印
が
人
物
の
体
の
線
に
沿

っ
て
画
面
左
上
隅
に
向
か
っ
て
い
る
。
題
や
芳
桐
印
な
ど
を
絵
の
外
に
出
し
た

の
は
、
純
粋
に
絵
だ
け
を
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と
前
に
述
べ
た
が
、

無
落
款
ペ
ア
の
題
と
芳
桐
印
の
部
分
を
隠
し
て
見
る
と
、
絵
の
様
相
が
一
変
す

る
の
が
わ
か
る
。「
唐
土
廿
四
孝
」
は
絵
だ
け
で
も
純
粋
に
味
わ
え
る
し
、
題

や
落
款
、
芳
桐
印
に
詞
書
を
入
れ
て
も
構
図
的
に
成
果
が
あ
が
る
よ
う
に
作
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
配
色
と
異
版

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
配
色
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、

初

り
の
題
・
詞
書
・
全
体
枠
の
色
、
お
よ
び
空
や
人
物
の
特
徴
を
一
覧
表
に

し
て
み
た
の
が
、
表
10
で
あ
る
（
二
一
五
頁
）。

　
題
が
圧
倒
的
に
赤
が
多
い
（
十
六
例
）
の
は
、
売
り
物
の
看
板
と
し
て
重
要

な
の
で
目
立
つ
色
を
使
っ
た
だ
け
で
な
く
、
近
接
す
る
空
が
青
（
十
七
例
）
で

あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
青
と
赤
の
対
比
を
生
か
す
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
人

物
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
、
服
装
に
赤
を
使
う
こ
と
が
多
い
（
二
十
一
例
）。

　「
人
物
の
数
」
を
み
る
と
、
単
数
が
多
い
時
期
と
複
数
が
つ
づ
く
時
期
が
あ

っ
て
、
制
作
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。
詞
書
に
肌
色
が
多
い
（
十
三
例
）
の
も
、

人
物
中
心
の
「
唐
土
廿
四
孝
」
で
人
物
を
強
調
し
て
い
る
意
味
が
あ
る
。
全
体

枠
の
ウ
コ
ン
は
黄
金
色
に
近
く
、
西
洋
画
の
額
縁
で
黄
金
色
が
多
い
の
と
同
じ

よ
う
な
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
赤
や
青
と
は
っ
き
り
区
別
が
つ
く
わ
り
に
、

邪
魔
に
な
ら
な
い
中
立
的
な
色
な
の
で
あ
る
。

　　「
唐
土
廿
四
孝
」
は
異
版
の
数
も
多
く
（
た
と
え
ば
「
蔡
順
」
は
後

り
に
四

段
階
が
あ
り
、
松
明
の
空
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
た
の
は
最
後
の
段
階
で
あ
る
）、
か

な
り
荒
れ
た

り
も
珍
し
く
な
い
こ
と
か
ら
、
相
当
に
売
れ
て
版
を
重
ね
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
家
庭
用
の
道
徳
読
本
と
い
う
性
格
も
も
ち
ろ
ん
売
れ
行
き
の
背
景
に
あ
る
が
、

「
二
十
四
孝
」
物
に
は
一
方
で
人
々
の
好
む
奇
瑞
譚
と
い
う
性
格
も
濃
厚
で
あ

り
、
奇
瑞
譚
に
ふ
さ
わ
し
い
国
芳
の
新
奇
な
題
材
や
色
遣
い
が
、
大
衆
に
ア
ピ

ー
ル
し
た
こ
と
も
疑
え
な
い
。
国
芳
は
い
わ
ば
「
二
十
四
孝
」
と
い
う
道
徳
を
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看
板
に
、
実
験
的
な
絵
を
次
々
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
唐
土
廿
四

孝
」
は
、〝
大
衆
芸
術
家
で
あ
る
か
ら
こ
そ
時
代
の
前
衛
で
あ
り
つ
づ
け
る
〞

と
い
う
国
芳
の
芸
術
精
神
を
、
端
的
に
示
す
洋
風
版
画
の
傑
作
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　「
唐
土
廿
四
孝
」
の
十
二
組
の
ペ
ア
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
三
年
が
過
ぎ
た
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
も
っ
と
簡
単
に
解
け
る
中
判

の
シ
リ
ー
ズ
が
ほ
か
に
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
か
一
番
む
ず
か
し
い
謎
解
き
に
最

初
に
取
り
組
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
で
も
版
木
ペ
ア
の
ほ
と

ん
ど
は
一
年
と
た
た
な
い
う
ち
に
解
け
た
が
、
そ
う
な
る
と
ま
た
新
た
な
謎
が

次
々
と
出
て
き
て
、
そ
れ
を
解
こ
う
と
い
ろ
い
ろ
デ
ー
タ
を
と
っ
た
り
、
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
当
時
の
制
作
過
程
の
ほ
か
、

国
芳
が
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
る
心
の
う
ち
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た

の
が
、
私
に
と
っ
て
の
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
。

　「
唐
土
廿
四
孝
」
は
中
判
で
あ
る
う
え
、
詞
書
や
題
、
落
款
な
ど
が
絵
の
枠

外
に
出
て
い
る
た
め
、
絵
自
体
は
中
判
と
し
て
も
一
回
り
小
さ
く
な
る
。
そ
の

た
め
、
小
島
烏
水
が
九
十
年
以
上
も
前
に
高
い
評
価
を
与
え
て
か
ら
も
）
24
（

国
芳
の

洋
風
版
画
の
傑
作
で
あ
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
な
か
な
か
全
点
カ
ラ
ー
で
紹
介

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
本
稿
が
「
唐
土

廿
四
孝
」
の
真
価
を
知
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
こ
の
三
年
の
間
、
い
ろ
い
ろ
な
方
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
研
究

の
進
展
を
見
守
り
な
が
ら
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
鈴
木
重
三
先
生
、
岩
切
友
里
子

氏
、
資
料
の
発
掘
や
提
供
の
ほ
か
に
も
様
々
な
形
で
お
世
話
に
な
っ
た
勝
原
良

太
氏
に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
後
　
記

　
原
稿
を
書
き
上
げ
て
か
ら
、
さ
ら
に
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
の
版
木
ペ
ア
の
組
み

合
わ
せ
が
（
左
か
右
か
を
含
め
て
）
解
け
た
。
中
判
の
「
金
魚
づ
く
し
」
八
点

（
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』
平
凡
社
、
387
図
以
下
）
と
中
短
冊
の
「
武
勇
見
立
十
二

支
」
一
二
点
（
同
書
109
図
以
下
）
で
あ
る
。
後
者
は
岩
田
和
夫
氏
の
発
見
で

「
子
と
丑
」「
寅
と
卯
」「
午
と
未
」「
戌
と
亥
」（
い
ず
れ
も
右
、
左
の
順
）
と
い

っ
た
風
に
、
完
全
に
十
二
支
の
順
番
通
り
の
組
み
合
わ
せ
が
全
六
組
中
四
組
を

占
め
る
。
こ
れ
で
二
丁
掛
け
（
二
点
一
組
を
一
枚
の
版
木
で
制
作
）
で
組
み
合
わ

せ
が
解
明
で
き
た
も
の
は
、「
唐
土
廿
四
孝
」「
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
内

（
中
判
水
滸
伝
）」「
本
朝
水
滸
伝
」
を
含
め
、
五
つ
の
シ
リ
ー
ズ
と
な
っ
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
未
裁
断
の
二
丁
掛
け
の
形
で
原
画
が
現
存
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ

が
、「
魚
類
画
（
中
短
冊
十
点
）」
と
「
道
化
十
二
月
（
中
判
十
二
点
）」
の
二
シ

リ
ー
ズ
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
見
て
い
て
、
ペ
ア
の
二
点
は
（
雲
や

岩
な
ど
の
背
景
が
つ
な
が
ら
な
く
と
も
）
構
図
に
連
続
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。
た
と
え
ば
、「
亀
と
蟹
」（
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』
平
凡
社
、

445
図
）
の
右
上
の
菊
の
花
は
、
左
端
中
央
部
の
朱
印
を
経
て
、「
え
び
ざ
こ
」

（
同
446
図
）
の
下
部
に
位
置
す
る
え
び
ざ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
新
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十二のペアを推理する

た
に
ペ
ア
が
判
明
し
た
五
つ
の
シ
リ
ー
ズ
を
見
直
し
て
い
く
と
、「
武
勇
見
立

十
二
支
」
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
ペ
ア
で
こ
の
よ
う
な
連
続
性

が
見
つ
か
っ
た
。「
唐
土
廿
四
孝
」
の
「
９
王
祥
、
10

黔
婁
」（
図
９
）
で
い

え
ば
、「

黔
婁
」
の
地
面
が
「
王
祥
」
の
地
面
（
水
面
の
下
端
）
に
つ
な
が
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、「

黔
婁
」
の
山
か
ら
主
人
公
の
頭
、
馬
の
頭
を
経
る

線
は
「
王
祥
」
の
身
体
の
線
に
つ
な
が
っ
て
芳
桐
印
に
達
す
る
し
、
一
方
「

黔
婁
」
の
馬
体
の
伸
び
あ
が
っ
た
線
は
題
枠
の
下
端
を
か
す
め
て
「
王
祥
」
の

枝
の
先
端
に
つ
な
が
る
。

　
こ
の
「
構
図
上
の
連
続
性
」
は
国
芳
の
創
作
の
秘
密
を
窺
わ
せ
る
だ
け
で
な

く
、
ペ
ア
の
組
み
合
わ
せ
を
見
つ
け
る
場
合
の
大
き
な
手
掛
か
り
に
も
な
る
。

ま
た
、
当
時
は
ペ
ア
で
あ
る
こ
と
を
ク
イ
ズ
の
よ
う
に
見
抜
い
て
ペ
ア
鑑
賞
を

楽
し
む
人
た
ち
が
い
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
大
き
な

課
題
と
い
え
る
。

注（
１
）　
木
佐
敬
久
「
十
二
組
の
謎
が
解
け
た
」（『
浮
世
絵
春
秋
』
第
二
期
第
三
号
、

二
〇
〇
八
年
）

（
２
）　
ペ
ア
内
で
の
作
品
の
左
右
の
判
別
法
は
、
各
ペ
ア
証
明
の
際
に
触
れ
る
人

物
の
向
き
に
よ
る
判
別
法
の
ほ
か
に
も
、
第
六
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
三
種
類

あ
る
。

（
３
）　
『
歌
川
国
芳
　
水
滸
伝
』
リ
ッ
カ
ー
美
術
館
、
一
九
七
九
年
。

（
４
）　
小
島
烏
水
「
国
芳
の
二
十
四
孝
」（
初
出
は
一
九
一
七
年
六
月
『
浮
世

絵
』
第
二
六
号
。
小
島
烏
水
『
江
戸
末
期
の
浮
世
絵
』
梓
書
房
、
一
九
三
一
年
、

所
収
）。

（
５
）　
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）、
図
172
、
173
の
解
説

参
照
。

（
６
）　
木
佐
敬
久
「
天
女
は
翼
を
も
た
な
い

歌
川
国
芳
『
唐
土
廿
四
孝
　
董

永
』

」（『
天
秤
宮
』
三
〇
号
、
天
秤
宮
社
、
二
〇
〇
九
年
）

（
７
）　
木
佐
敬
久
「
キ
リ
ス
ト
、
エ
ン
ゼ
ル
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー

歌
川
国
芳

『
唐
土
廿
四
孝
　
呉
猛
』

（『
天
秤
宮
』
二
九
号
、
天
秤
宮
社
、
二
〇
〇

八
年
）。
岩
切
友
里
子
氏
は
『
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
　
歌
川
国
芳
展
』
図
録

（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）
の
作
品
解
説
で
「
倒
れ
た
キ
リ
ス
ト
の

姿
な
ど
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
典
拠
資
料
は
不
明
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

横
た
わ
っ
た
キ
リ
ス
ト
と
い
う
意
味
で
は
、
筆
者
は
た
と
え
ば
ハ
ン
ス
・
ホ
ル

バ
イ
ン
（
子
）
の
「
死
せ
る
キ
リ
ス
ト
」
を
連
想
す
る
。
同
様
の
銅
版
画
は
、

図36　極初摺りより少し後の「姜詩」（山口県立萩美
術館・浦上記念館所蔵）紺の全体枠は同じだが、水面
の紺が薄くなり、水しぶきがはっきりする。
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図37　ライレッセの『大画法書』扉絵中の天使（国立国会
図書館所蔵）

（
９
）　
版
木
ペ
ア
で
詞
書
の
色
が
違
う
と
い
う
点
で
は
、
無
落
款
ペ
ア
（
13
姜
詩
、

14
仲
由
）
で
も
同
じ
で
あ
る
。
同
じ
青
で
も
「
仲
由
」
の
ほ
う
が
か
な
り
色
が

薄
い
の
で
あ
る
。「
姜
詩
」
に
は
、
全
体
に
「
仲
由
」
な
み
に
濃
紺
や
青
を
薄

く
し
た
摺
り
も
残
っ
て
い
る
の
で
（
勝
原
良
太
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
山
口
県

美
所
蔵
、
図
36
）、
こ
れ
を
版
の
違
い
と
見
る
意
見
も
あ
り
そ
う
だ
が
、
私
は

図
3
で
紹
介
し
た
「
姜
詩
」
と
「
仲
由
」
は
ど
ち
ら
も
極
初

り
と
考
え
て
お

り
、
詞
書
の
青
の
濃
淡
の
違
い
は
、
や
は
り
絵
の
効
果
を
考
え
た
う
え
で
の
違

い
と
考
え
て
い
る
。
理
由
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
図
3
の
「
姜

詩
・
仲
由
」
は
、
山
口
県
美
の
「
姜
詩
・
仲
由
」
以
上
に
絵
の
つ
な
が
り
が
よ

い
。
②
「
姜
詩
」
の
ほ
う
が
、
画
面
に
占
め
る
濃
紺
の
面
積
が
「
仲
由
」
よ
り

は
る
か
に
多
く
、
詞
書
の
青
も
濃
い
ほ
う
が
絵
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
が
と

れ
て
い
る
。
③
た
だ
し
「
姜
詩
」
の
水
面
の
紺
が
、
極
初

り
で
は
あ
ま
り
に

濃
す
ぎ
て
、
跳
ね
て
い
る
鯉
の
水
し
ぶ
き
の
墨
線
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
山
口
県
美
版
の
よ
う
に
紺
を
薄
く
し
た
う
え
、

詞
書
の
青
も
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
薄
く
し
た
摺
り
に
変
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

「
仲
由
」
の
場
合
は
こ
の
よ
う
な
修
整
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
色
の
濃

さ
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
10
）　
坂
本
満
「
異
国
趣
味
と
し
て
の
洋
風
画
法

国
芳
の
場
合
」（
町
田
市

立
国
際
版
画
美
術
館
・
編
集
発
行
『
唐
土
廿
四
孝

歌
川
国
芳
』
一
九
九
一

年
）
は
、「
大
舜
」
の
後
方
の
子
象
が
、
右
前
足
を
持
ち
上
げ
て
い
る
な
ど
の

特
徴
か
ら
、
一
五
一
四
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
か
ら
教
皇
レ
オ
十
世
に
贈
ら
れ
た

イ
ン
ド
象
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
勝
盛
典
子
「
大

浪
か
ら
国
芳
へ

美
術
に
み
る
蘭
書
受
容
の
か
た
ち
」（『
神
戸
市
立
博
物
館

研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
ニ
ュ
ー
ホ
フ
著
『
東
西
海
陸
紀

西
洋
社
会
で
は
い
ろ
い
ろ
出
回
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
勝
盛
典

子
氏
は
「
大
浪
か
ら
国
芳
へ

美
術
に
み
る
蘭
書
受
容
の
か
た
ち
」（『
神
戸

市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の

『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
の
「
腹
と
手
足
」
と
い
う
図

傾
斜
し
た
草
む
ら
に
仰

向
け
に
横
た
わ
る
裸
体
の
男
を
顎
の
ほ
う
か
ら
描
い
た
図

を
国
芳
は
呉
猛

の
父
親
像
に
利
用
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
モ
デ
ル
と
す
る
ほ
ど
は

似
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
図
が
国
芳
に
影
響
し
た
と
す
れ
ば
、
私
は
、
ひ
げ
を

は
や
し
た
男
の
寝
姿
を
こ
の
よ
う
な
特
異
な
視
点
か
ら
描
く
と
い
う
点
に
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
。

（
８
）　
勝
原
良
太
「
ニ
ュ
ー
ホ
フ
著
『
東
西
海
陸
紀
行
』
と
国
芳
の
洋
風
版
画
」

（『
浮
世
絵
春
秋
』
第
二
期
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）。
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十二のペアを推理する

行
』（
一
六
八
二
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
刊
）
の
扉
絵
の
象
が
、
国
芳
「
二
十

四
孝
童
子
鑑
　
大
舜
」
の
左
側
の
象
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
私
は
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
「
大
舜
」
の
前
方
の
巨
象
も
、
こ
の
扉
絵
の

象
を
参
考
に
し
た
と
考
え
て
い
る
。

（
11
）　『
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
　
歌
川
国
芳
展
』
図
録
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一

九
九
六
年
）
の
岩
切
友
里
子
氏
に
よ
る
作
品
解
説
。
な
お
、
表
１
の
『
二
十
四

孝
図
会
』
も
「
張
孝
・
張
礼
」
を
載
せ
て
い
る
が
、「
仲
由
」
を
欠
い
て
い
る
。

（
12
）　
鈴
木
重
三
編
著
『
国
芳
』（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
の
二
五
〇
頁
参
照
。

（
13
）　
岡
泰
正
『
め
が
ね
絵
新
考

浮
世
絵
師
た
ち
が
の
ぞ
い
た
西
洋
』（
筑

摩
書
房
、
一
九
九
二
年
）
は
、「
唐
土
廿
四
孝
」
の
「
董
永
」
の
空
飛
ぶ
天
女

が
、
ラ
イ
レ
ッ
セ
の
『
大
画
法
書
』（
一
七
〇
七
年
刊
）
の
扉
絵
（
図
37
）
中

の
天
使
と
よ
く
似
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
岡
泰
正
氏
は
「
安
田

雷
洲
筆
「
赤
穂
義
士
報
讐
図
」
と
若
干
の
銅
版
画
作
品
を
め
ぐ
っ
て
」（『
神
戸

市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
八
五
年
）
お
よ
び
『
國
華
』
一
三
四

二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
で
、
安
田
雷
洲
筆
「
赤
穂
義
士
報
讐
図
」
の
モ
デ
ル
を

追
究
し
た
。
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
研
究
者
の
協
力
を
得
て
、
新
約
聖
書
の
中

の
「
羊
飼
い
の
礼
拝
」
図
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、
聖
母
子
像
を
換
骨
奪
胎
し
て
、

吉
良
上
野
介
の
首
を
抱
き
か
か
え
る
大
石
内
蔵
助
に
変
え
て
い
る
こ
と
を
確
定

し
た
。
安
田
雷
洲
（
生
没
年
不
詳
）
は
歌
川
国
芳
よ
り
や
や
先
輩
で
あ
る
が
、

全
く
の
同
時
代
人
で
あ
る
。
国
芳
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
時
代
に
あ
っ
て
、

西
洋
の
宗
教
画
の
モ
チ
ー
フ
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
浮
世
絵
で
表
現
し
た
可
能
性

は
高
い
。

（
14
）　
中
野
京
子
『
怖
い
絵
』
朝
日
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
15
）　
神
戸
市
立
博
物
館
『
異
国
絵
の
冒
険
』
図
録
（
二
〇
〇
一
年
）
の
三
六
〜

三
七
頁
、
勝
盛
典
子
氏
の
解
説
を
参
照
。

（
16
）　
筆
者
は
文
政
五
年
の
再
刻
本
を
所
蔵
し
て
い
る
。
序
文
に
北
斎
が
戴
斗
を

名
乗
っ
て
い
た
時
期
の
文
化
戌
寅
（
文
化
十
五
年
＝
文
政
元
年
＝
一
八
一
八

年
）
と
い
う
年
次
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
徳
田
進
『
孝
子
説
話
集
の
研
究

　
　
二
十
四
孝
を
中
心
に
　
　
近
世

』
が
再
三
に
わ
た
っ
て
こ
の
『
二
十
四

孝
図
会
』
を
北
斎
の
画
と
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
再
刻
本
は

奥
付
の
「

飾
戴
斗
」
の
下
に
角
印
（
篆
書
で
九
字
）
が
あ
り
、
そ
の
最
後
三

文
字
は
「
北
泉
印
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
斎
の
弟
子
の
二
代
目
戴
斗

（
前
名
、
北
泉
）
の
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
17
）　
徳
田
進
『
孝
子
説
話
集
の
研
究
　
　
二
十
四
孝
を
中
心
に
　
　
近
世

』

井
上
書
房
、
一
九
六
三
年
。

（
18
）　『
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
　
歌
川
国
芳
展
』
図
録
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一

九
九
六
年
）
の
岩
切
友
里
子
氏
の
解
説
は
、『
二
十
四
孝
絵
抄
』
の
図
が
国
芳

「
唐
土
廿
四
孝
」
の
図
と
共
通
す
る
例
と
し
て
、
曾
参
は
樹
上
で
木
に
つ
か
ま

り
な
が
ら
枝
を
落
と
す
図
で
あ
る
こ
と
、
黄
香
は
布
を
持
ち
上
げ
な
が
ら
筵
を

あ
お
ぐ
図
で
あ
る
こ
と
、
の
二
例
を
挙
げ
て
い
る
。
樹
上
の
曾
参
に
は
『
二
十

四
孝
図
会
』
と
い
う
先
例
が
見
つ
か
っ
た
が
、『
二
十
四
孝
図
会
』
の
黄
香
も
、

や
は
り
布
を
持
ち
上
げ
て
板
の
間
の
敷
物
を
団
扇
で
あ
お
い
で
い
る
。

（
19
）　
今
年
（
二
〇
〇
九
年
）
刊
行
さ
れ
た

T
im
o
th
y
 C
lark
,
K
U
N
IY
O
S
H
I,

　R
o
yal 
A
cad
em
y 
o
f 
A
rts,2009  

の
ア
ー
サ
ー
・
Ｒ
・
ミ
ラ
ー
・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
「
唐
土
廿
四
孝
」
は
、
か
な
り
良
品
が
そ
ろ
っ
て
お
り
、「
孟
宗
」
の

落
款
と
芳
桐
印
も
全
体
が
残
っ
て
い
る
が
、
図
版
が
極
端
に
小
さ
い
の
が
難
点

で
あ
る
。

（
20
）　
最
初
に
初

り
を
確
認
し
た
の
は
浮
世
絵
商
で
研
究
者
で
も
あ
る
勝
原
良
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太
氏
で
あ
り
、
氏
か
ら
ご
教
示
を
頂
い
た
。

（
21
）　
神
戸
市
立
博
物
館
『
異
国
絵
の
冒
険
』
図
録
（
二
〇
〇
一
年
）
の
三
六
頁
、

勝
盛
典
子
氏
の
解
説
。

（
22
）　
木
佐
敬
久
「
国
芳
『
唐
土
廿
四
孝
』
の
初

り
六
点
に
つ
い
て
」（『
浮
世

絵
春
秋
』
第
二
期
第
二
号
）。

（
23
）　
佐
藤
悟
「
名
主
双
印
試
考
」『
浮
世
絵
芸
術
』
一
二
九
号
。

（
24
）　
注
４
参
照
。
な
お
、
小
島
烏
水
が
所
蔵
し
て
い
た
「
唐
土
廿
四
孝
」
は
折

本
で
あ
る
こ
と
が
「
国
芳
の
二
十
四
孝
」（『
江
戸
末
期
の
浮
世
絵
』
所
収
）
に

記
さ
れ
て
お
り
、
同
書
中
に
二
点
掲
載
さ
れ
た
カ
ラ
ー
図
版
（
仲
由
、
閔
子

騫
）
を
見
る
と
後

り
で
あ
る
。
烏
水
は
「
唐
土
廿
四
孝
」
中
「
仲
由
、
王
祥
、

閔
子
騫
、
呉
猛
」
の
四
点
を
傑
作
と
し
て
挙
げ
、「
就
中
私
の
好
む
の
は
仲
由

の
一
枚
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
王
祥
」
の
リ
ア
ル
な
男
性
肉
体
美
を
高

く
評
価
し
て
「
私
は
春
章
や
春
英
の
力
士
よ
り
も
、
こ
の
方
を
と
る
」
と
言
い

切
り
（
筆
者
は
む
し
ろ
、
国
芳
「
水
滸
伝
」
シ
リ
ー
ズ
の
刺
青
を
施
し
た
人
工

的
な
肉
体
美
と
対
照
さ
せ
た
い
気
が
す
る
が
）、「
朱
寿
昌
」
な
ど
の
樹
木
を
背

景
に
置
い
た
外
光
描
写
を
、
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
に
先
行
す
る
も
の
と
指
摘
す
る

な
ど
卓
見
に
満
ち
て
い
る
論
文
で
あ
る
が
、
小
島
烏
水
が
後

り
を
基
に
し
な

が
ら
も
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
本
質
を
見
抜
い
た
点
に
、
筆
者
は
畏
敬
の
念
を
感

じ
て
い
る
。
展
覧
会
の
た
め
に
小
島
烏
水
の
遺
品
を
調
査
さ
れ
た
新
藤
茂
氏
の

ご
教
示
に
よ
る
と
、
烏
水
が
所
蔵
し
て
い
た
「
唐
土
廿
四
孝
」
の
折
本
は
、
行

方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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憶良の述作と敦煌願文

一
、
は
じ
め
に

　
萬
葉
作
家
の
中
で
、
数
多
く
の
漢
文
や
和
歌
を
残
し
た
山
上
憶
良
の
作
品
は
、

幅
広
い
典
故
の
引
用
及
び
難
渋
な
表
現
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
現
在
猶
も
様
々
な

解
釈
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
や
ま
な
い
。
憶
良
の
述
作
に
は
、
儒
、
佛
、
道
の

思
想
は
無
論
の
こ
と
、
と
り
わ
け
佛
教
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
注
釈
す
る
者
を
し
て
多
く
の
時
間
を
費
や
さ
せ
て
き
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
個
々
の
表
現
　
用
語
や
行
文
の
出
典
を
定
め
る
こ
と
は
決
し
て
容
易

な
ら
ず
、
従
来
の
憶
良
研
究
が
、
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
解
釈
を
示
し

な
が
ら
、
未
だ
揺
れ
て
い
る
説
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
憶
良
の
作
品
を
出
典
論
的
立
場
か
ら
考
察
す
る
場
合
、「
願

文
」
と
称
せ
ら
れ
る
漢
籍
の
一
群
が
注
目
に
値
す
る
。
所
謂
願
文
と
は
、
佛
前

に
お
い
て
叶
え
た
い
望
み
を
祈

す
る
た
め
に
唱
え
る
文
章
を
指
し
、
多
く
の

憶
良
の
述
作
と
敦
煌
願
文

王
　
　 

小 

　
林
　
　
　

場
合
、
そ
の
題
に
「
願
文
」
と
い
う
二
文
字
が
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
が
、

そ
の
定
義
は
お
お
む
ね
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、

　

さ
ま
ざ
ま
な
佛
教
法
會
の
場
に
あ
っ
て
、
主
催
者
（
發
願
者
・
施
主
）
自

身
の
願
意
を
言
い
表
わ
す
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
自
他
の
死
後

の
冥
福
（
極
楽
往
生
）
を
祈
る
も
の
（
追
善
・
逆
修
供
養
）
を
は
じ
め
、
国

家
の
安
泰
・
五
穀
豊
饒
（
祈
雨
）、
あ
る
い
は
自
己
の
息
災
や
近
親
縁
者

の
長
寿
を
乞
う
（
算
賀
）
と
い
っ
た
現
世
で
の
諸
利
益
を
祈
願
す
る
も
の

ま
で
、
実
に
多
岐
に
わ
た
る
）
1
（

。

　　
願
文
は
発
生
源
が
中
国
で
あ
る
が
、
上
代
日
本
に
も
既
に
そ
の
作
成
の
形
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
原
形
と
な
る
も
の
が
本
来
敦
煌
文
献
に
散
在
し
、
調
査

に
難
度
が
伴
っ
て
い
た
が
、
中
国
の
学
者
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、『
敦
煌
願
文
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集
』
と
題
し
て
十
数
年
前
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、『
萬

葉
集
』
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
）
2
（

、
と
り
わ
け
王
暁
平
氏
の
憶
良

の
述
作
に
お
け
る
願
文
の
影
響
に
関
す
る
指
摘
が
、
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
し

て
注
目
さ
れ
る
）
3
（

。

　
た
だ
し
、
王
氏
の
論
考
は
、
願
文
一
般
の
上
代
日
本
文
学
へ
の
影
響
を
中
心

と
し
て
い
る
た
め
、
文
体
及
び
一
部
表
現
の
類
似
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
願

文
の
表
現
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
憶
良
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
作
品
が
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
か
は
関
心

外
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
を
承
け
て
、
筆
者
は
憶
良
の
作
品
三
点
に
お
け
る
敦
煌
願
文

の
影
響
に
つ
い
て
、
語
句
の
出
典
か
ら
作
品
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
を

行
い
、
憶
良
ひ
い
て
は
上
代
文
学
と
願
文
の
関
連
を
め
ぐ
る
研
究
を
深
め
る
た

め
の
問
題
提
起
を
し
た
い
と
思
う
。

二
、「
無
題
漢
詩
序
」
と
「
臨
壙
文
」

　
願
文
は
、
佛
前
に
て
行
わ
れ
る
祈
祷
文
　
「
願
文
」「
呪
願
文
」「
邑
願
文
」

「
當
家
平
安
願
文
」
の
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、「
燃
燈
文
」「
臨
壙
文
」

「
行
城
文
」「
布

文
」「
印
沙
佛
文
」「
追
福
文
」「
亡
文
」「
駆
儺
文
」
等
の
よ

う
な
、
目
的
に
応
じ
た
題
名
も
多
々
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
中
の
一
種
と
な

る
「
臨
壙
文
」
は
、
本
来
死
者
を
埋
葬
す
る
際
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
願
文
で
あ

る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、『
萬
葉
集
』
巻
五
所
収
憶
良
の
作
と
な
る
「
無
題

漢
詩
序
」
と
は
多
く
の
点
で
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、「
無
題
漢
詩

序
」
の
原
文
、「
臨
壙
文
」
の
例
文
、
更
に
語
句
の
出
典
の
比
較
、
と
い
う
順

で
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
試
論
を
行
う
。

　　
（
１
）
原
文

　『
萬
葉
集
』
巻
五
の
冒
頭
に
、
妻
大
伴
郎
女
を
亡
く
し
た
大
伴
旅
人
の
「
報

凶
問
歌
」
に
続
き
、
山
上
憶
良
が
献
上
し
た
左
記
の
よ
う
な
「
無
題
漢
詩
序
」

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

　
無
題
漢
詩
序

蓋
聞
、
四
生
起
滅
方
夢
皆
空
。
三
界
漂
流
喩
環
不
息
。
所
以
維
摩
大
士
在

乎
方
丈
、
有
懐
染
疾
之
患
、
釋

能
仁
坐
於
雙
林
、
無
免
泥

之
苦
。
故

知
、
二
聖
至
極
不
能
拂
力
負
之
尋
至
、
三
千
世
界
誰
能
逃
黒
闇
之
捜
来
。

二
鼠
競
走
而
度
目
之
鳥
旦
飛
、
四
蛇
争
侵
而
過

之
駒
夕
走
。
嗟
乎
痛
哉
、

紅
顏
共
三
従
長
逝
、
素
質
与
四
徳
永
滅
。
何
圖
、
偕
老
違
於
要
期
獨
飛
生

於
半
路
。
蘭
室

風
徒
張
、
断
腸
之
哀
弥
痛
。
枕
頭
明
鏡
空
懸
、
染

之

涙
逾
落
。
泉
門
一
掩
、
無
由
再
見
、
嗚
呼
哀
哉
。

　
　
愛
河
波
浪
已
先
滅
、

　
　
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。

　
　
従
来
厭
離
此
穢
土
、

　
　
本
願
託
生
彼
浄
刹
。
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憶良の述作と敦煌願文

 
（
佐
竹
・
木
下
・
小
島
『
萬
葉
集
・
本
文
篇
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇

五
頁
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
、
以
下
同
）

　　
右
の
文
に
つ
い
て
出
典
論
の
立
場
か
ら
そ
の
性
格
を
論
じ
た
小
島
憲
之
氏
は
、

『
文
選
』
巻
五
十
九
所
収
「
頭
陀
寺
碑
文
」（
梁
・
王
巾
作
）
の
序
に
見
え
る

「
蓋
聞
」「
能
仁
」「
双
樹
」「
大
千
」「
三
界
」
と
い
っ
た
語
が
こ
の
文
と
共
有

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
）
4
（

、
一
方
、
中
西
進
氏
は
、
一
文
の
関
連
用
語
は
、

和
漢
の
広
範
囲
の
文
献
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
つ
の
出
典
に
限
定
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
）
5
（

。
後
に
芳
賀
紀
雄
氏
は
文
体
の
相
違
に
注
目
し
つ
つ
、

こ
の
文
を
誄
や
哀
策
の
類
と
見
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
た
上
で
、
慣
用

的
佛
教
語
の
多
用
す
る
点
を
、
死
者
の
た
め
の
設
斎
文
・
供
養
願
文
の
類
と
結

び
つ
け
、
こ
の
文
は
死
者
の
供
養
・
追
善
の
機
会
に
際
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と

推
測
し
、
一
文
を
「
設
斎
の
願
文
の
一
変
形
」
と
し
て
い
る
）
6
（

。

　
芳
賀
氏
は
、
こ
う
し
た
類
の
文
章
は
正
倉
院
に
現
存
す
る
聖
武
天
皇
宸

の

『
雑
集
』（
天
平
三
年
書
写
）
に
抄
出
さ
れ
た
、
唐
越
州
の
僧
霊
実
の
『
鏡
中
釈

霊
実
集
』
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
受
け
て
佐
藤
美
知
子

氏
は
こ
の
文
を
始
め
と
す
る
憶
良
の
漢
詩
文
と
の
語
彙
に
つ
い
て
調
査
し
、
憶

良
が
聖
武
に
提
供
し
た
も
の
と
の
仮
説
ま
で
出
し
て
い
る
）
7
（

。
最
終
的
に
こ
の
説

は
、
一
文
を
大
宰
帥
大
伴
旅
人
の
妻
大
伴
郎
女
の
死
後
、
神
亀
五
年
（
七
二

八
）
七
月
二
十
一
日
、
百
日
の
供
養
に
際
し
て
献
呈
さ
れ
た
も
の
と
見
る
井
村

哲
夫
氏
の
考
証
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
）
8
（

、
現
在
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
敦
煌
願
文
集
』
所
収
の
「
臨
壙
文
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
右

記
「
無
題
漢
詩
序
」
は
、「
臨
壙
文
」
と
は
文
体
か
ら
用
語
ま
で
多
く
の
類
似

が
認
め
ら
れ
、
よ
り
密
接
な
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
以
下
実
例
に
即
し
て
比
較

し
て
み
よ
う
。
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
原
文
は
、
黄
徴
・
呉
偉
編
校
『
敦
煌
願
文

集
』
に
基
づ
く
が
、
引
用
文
献
の
末
尾
に
付
す
番
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｓ
＝
ス
タ

イ
ン
文
書
（S

tein
, 
M
ark
 
A
u
rel

）、
と
Ｐ
＝
ペ
リ
オ
文
書
（P

au
l 
P
ellio
t

）、

北
圖
＝
北
京
圖
書
館
に
お
け
る
当
該
文
献
の
整
理
番
号
を
指
す
。
ま
た
、
記
号

に
つ
い
て
は
『
敦
煌
願
文
集
』
に
従
い
、
①
脱
字
を
補
う
場
合
は
﹇
　
﹈。
②

読
み
替
え
、
仮
借
字
、
省
文
、
異
体
字
は（
　
）の
中
に
示
す
。
③
錯
字
は（
　
）

の
中
に
示
す
。
④
残
欠
の
場
合
は
一
字
を
□
で
示
す
。

　　
（
２
）「
臨
壙
文
」
例

　「
臨
壙
文
」
は
、「
嘆
壙
文
」
と
も
称
せ
ら
れ
、
広
く
「
亡
文
」
　
死
者
へ
捧

げ
る
「
願
文
」
　
の
一
種
と
も
見
ら
れ
る
が
、
主
と
し
て
死
者
の
葬
式
に
捧
げ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
例
が
そ
の
内
容
と
様
式
を
伝
え
て
い
る
。

　

〈
例
１
〉

是
以
受
形
三
界
、
若
電
影
之
難
留
。
人
之
百
齢
、
以
（
似
）

光
而
非
久
。

是
知
生
死
之
道
、
熟
（
孰
）
能
免
之
。
縦
使
紅
顔
千
載
、
終
帰
﹇
□
﹈
上

之
塵
。
財
積
丘
山
、
會
化
黄
泉
之
土
。
是
日
、
笂
車
颱
颱
、
送
玉
質
於
荒

郊
。
素
盖
翩
翩
、
餞
凶
儀
而
亘
道
。
至
孝
等
對
孤
墳
而
躄
踴
、
涙
下
数
行
。
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扣
棺
槨
以
號

、
心
推
（
摧
）
一
寸
。
泉
門
永
閉
、
再
睹
無
期
。
地
戸
長

関
、
更
開
何
日
。
無
以
奉
酬
罔
極
、
仗
諸
佛
光
之
威
光
。
孝
等
止
哀
停
悲
、

大
衆
為
稱
十
念
、

南
無
大
慈
大
悲
西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
三
遍

南
無
大
慈
大
悲
西
方
極
楽
世
界
観
世
音
菩

三
遍

南
無
大
慈
大
悲
西
方
極
楽
世
界
大
勢
至
菩

三
遍

南
無
大
慈
大
悲
地
蔵
菩

一
遍

向
来
称
揚
十
念
功
徳
、
滋
益
亡
霊
神
生
浄
土
、
惟
願
花
臺
花
盖
、
空
裏
来

迎
。
寶
座
金
床
、
承
空
接
引
。
摩
尼
殿
上
、
聴
説
苦
、
空
。
八
解
泥

（
池
）
中
、
蕩
除
無
名
之
垢
。
観
音
、
勢
至
、
引
到
□
方
、
弥
勒
尊
前
、

分
明
聴
説
。
現
存

（
眷
）
属
、
福
楽
百
年
。
過
往
亡
霊
、
神
生
浄
土
。

孝
子
等
再
拜
奉
辭
、
和
南
聖
衆
。

 

（〈
廻
向
發
願
範
本
等
〉・
嘆
壙
・S

4474

）

　〈
例
２
〉

蓋
聞
受
形
三
界
、
若
雷
影
而
庭
流
。
稟
性
閻
浮
、
似
電
光
之
速
轉
。
然
則

寶
山
掩
（
奄
）
碎
、
玉
樹
俄
摧
。
落
桂
質
於
長
墳
、
埋
花
容
於
壙
（
曠
）

野
。
臨
棺
取
別
、
哽
噎
断
腸
。
舎
離
恩
慈
、
永
作
黄
泉
之
客
。
啓
音
烏
之

兆
（

）、
禮
俗
九
原
。
崇
白
薦
之

（
塋
）、
嘶
聲
駟
馬
。
魂
驚
素
柳
、

招
泉
路
以
飄

。
風
起
白
雲
、
振
松

而
蕭
索
。
厥
今
請
僧
徒
於
郊
外
、

捨
施
利
於
笂
前
。
懇
志
哀
非
、
陳
斯
願
者
、
奉
為
亡
霊
臨
壙
追
福
之
嘉
會

也
。
惟
亡
公
乃
志
同
崑
玉
、
意
並
寒
松
。
懐
文
抱
擲
地
之
才
、
韜
武
有
猿

啼
之
略
。
将
謂
長
延
世
上
、
永
處
人
間
。
豈
期
天
壽
潛
移
、
訃
臨
徴
切
。

遂
所
（
使
）
威
力
解
骨
、
祓
二
鼠
之
侵
年
。
毒
火

（

）

、
為
四
蛇

﹇
之
﹈
促
命
。
俄
辭
自
（
白
）
日
、
将
入
玄
泉
（
下
残
）。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
臨
壙
・S

5639

）

　〈
例
３
〉

厥
今
所
申
意
□
（
者
）、
奉
為
亡
妻
某
七
追
念
之
加
（
嘉
）
會
也
。
惟
妻

乃
彩
輝
桂
壁
、
秀
掩
□
蘭
。
四
海
之
譽
獨
彰
、
千
姿
之
禮
早
正
。
柔
襟

﹇
雪
﹈
影
、
婦
礼
播
於
六
姻
。
淑
質
霜
明
、
女
範
﹇
弘
﹈
於
九
族
。
将
謂

久
居
人
代
、
偕
老
斉
亡
。
何
圖
一
已
変
傾
、
半
身
老
苦
。
豈
謂
金
俄

（
娥
）
魂
散
、
璧
月
光
沈
。
霜
（
傷
）
□
鏡
於
粧
臺
、
貴
（
遺
）
鳳
釵
於
綺

帳
。
魂
帰
冥
路
、
恒
母
子
之

之
燈
前
、
望
還
形
而
再
感
。
但
以
情
心

弥
切
、
無
路
尋
蹤
。
唯
□
□
教
之

、
福
門
控
告
。
故
於
是
日
、
以
建
斎

筵
、
邀
屈
聖
凡
、

開
玉
相
、
廣
竪
□
（
珍
）
綺
。
轉
念
焚
香
、
且

栄

崇
善
、
並
用
荘
厳
亡
□
妻
神
識
、
惟
願
弥
（
下
残
缺
）

 

（〈
願
文
範
本
等
〉・
亡
妻
文
・S

4992

）

　　
（
３
）
語
句
の
出
典

　
右
記
三
例
の
「
臨
壙
文
」
を
一
読
す
る
に
、「
蓋
聞
」「
紅
顔
」「
三
界
」「
二

鼠
」「
四
蛇
」
等
、「
無
題
漢
詩
序
」
に
一
致
す
る
用
語
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
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単
な
る
偶
然
で
な
い
こ
と
が
、
そ
う
し
た
用
語
を
含
め
た
文
章
表
現
の
比
較
を

通
し
て
知
ら
れ
る
。

　　
⒜
　
釋

能
仁
坐
於
雙
林
、
無
免
泥

之
苦

　「
雙
林
」（
沙
羅
樹
の
林
）、「
泥

」（
涅
槃
、N

irvan
a

）
は
と
も
に
よ
く
見

る
佛
教
用
語
で
あ
る
が
、
一
文
の
表
現
、「
泥

の
苦
し
び
を
免
る
る
こ
と
無

し
」
は
、
前
掲
「
臨
壙
文
」
及
び
他
の
願
文
に
見
え
る
、

　

○
是
知
生
死
之
道
、
熟
（
孰
）
能
免
之
。（
例
１
）

○
但
以
情
（
清
）
歳
摧
人
、
白
駒
過

。
未
免
三
途
之
苦
、
常
輝
四
瀑
之

流
。 
（〈
燃
燈
文
〉・P

2854

）

　に
類
似
し
て
お
り
、
次
の
⒝
に
挙
げ
ら
れ
る
例
文
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
憶
良

の
表
現
に
影
響
し
た
可
能
性
は
否
定
し
難
い
。

　
⒝
　
二
鼠
競
走
而
度
目
之
鳥
旦
飛
、
四
蛇
争
侵
而
過

之
駒
夕
走

　
右
記
の
出
典
に
つ
い
て
、
契
沖
『
萬
葉
代
匠
記
』（
精

本
）
が
「
賓
頭
盧

突
羅
闍
為
優
陀
延
王
説
法
経
」
に
見
え
る
寓
話
を
引
く
が
、
類
想
句
と
し
て
、

宝
亀
十
年
（
七
七
九
）「
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
百
七
十
六
奥
書
」（『
古
経
題
跋

随
見
録
』）
に
見
え
る
、

　

　
　
豈
是
謂
四
蛇
侵
命
、
二
鼠
催
年
。
報
運
既
窮
、
奄
然
去
世
。

　や
、
空
海
『
遍
照
發
揮
性
霊
集
』
巻
四
に
あ
る
、

　　
　
四
蛇
、
相
闘
身
府
、
両
鼠
、
争
伐
命
藤
。

　を
出
典
と
見
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
願
文
に
は
、
左
記
の
よ
う
に
常
套
的
な

対
句
表
現
と
し
て
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

○
惟
患
者
乃
遂
為
寒
暑
注
後
（
匡
候
）、
摂
養
乖
方
。
染
流
疾
於
五
情
、

抱
煩

於
六
府
。
力
微
動
止
、
怯
二
鼠
之
侵
騰
（
藤
）。
気

晨
霄
（
宵
）、

懼
四
蛇
之
毀

（
篋
）。

 

（〈
二
月
八
日
文
等
範
文
〉・
患
文
・S

1441

・P
3825

）

○
患
者
乃
英
霊
俊
傑
、
文
武
雙
（
全
）
…
…
力
微
動
止
、
怯
二
鼠
之
侵
騰

（
藤
）。
気

（
輟
）
晨
霄
（
宵
）、
懼
四
蛇
之
毀

（
篋
）。

 

（〈
俗
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

○
是
以
兩
鼠
催
年
、
恒
思

。
四
蛇
捉
（
促
）
命
、
本
自
難
留
。

 

（〈
亡
文
等
句
段
集
抄
〉・
願
亡
人
・P

2313

）

○
夫
四
山
逼
命
、
千
古
未
免
其
禍
。
二
鼠
催
年
、
百
代
同
追
其
福
。

 

（〈
亡
文
等
句
段
集
抄
〉・
願
亡
人
・P

2313

）

○
然
今
施
主
知
四
蛇
而
同
篋
、
悟
三
界
之
無
常
。
造
二
鼠
之
侵
騰
、
識
六
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塵
之
非
救
（
久
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（〈
佛
文
〉・P

2341

）

○
蓋
聞
無
餘
涅
槃
、
金
棺
永
寂
。
有
為
生
死
、
火
宅
恒
然
。
但
世
界
無
常
、

暦
（
歴
）
二
時
如
（
運
轉
）。
光
陰
遷
易
、
馳
四
想
（
相
）
以
奔
流
。

 

（〈
臨
壙
文
〉・S

6417

）

○
蓋
聞
無
餘
涅
槃
、
金
棺
永
寂
。
有
為
生
死
、
火
宅
恒
然
。
但
世
界
無
常
、

光
陰
千
遍
（
變
）。
故
有
二
儀
運
轉
、
四
相
奔
流
、
明
闇
交
遷
、
晨
昏
遞

謝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（〈
臨
壙
文
〉・P

234

）

 

○
無
餘
涅
槃
、
金
棺
永
謝
。
有
為
生
死
、
火
宅
恒
然
。
但
世
界
無
常
、
暦

（
歴
）
二
時
而
運
轉
。
光
陰
遷
亦
（
易
）、
除
四
相
以
奔
流
。

 
（〈
臨
壙
文
〉・
北
圖
・7133

）

　　
更
に
、「
四
蛇
争
侵
而
過

之
駒
夕
走
」
に
つ
い
て
も
、
願
文
に
あ
る
、

　

○
人
之
百
齢
、
以
（
似
）
隙
光
而
非
久
。（〈
例
１
〉）

○
但
以
情
（
清
）
歳
摧
人
、
白
駒
過

。 

（〈
燃
燈
文
〉・P

2854
）

　と
の
表
現
に
も
通
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
文
の
出
典
を
考
え
る
際
、
右
記

「
臨
壙
文
」
を
中
心
と
す
る
願
文
の
表
現
を
優
先
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　　
⒞
　
何
圖
偕
老
違
於
要
期
、
獨
飛
生
於
半
路

　『
代
匠
記
』
は
「
雙
鳧

北
飛
、
一
鳧
獨
南
翔
」（『
漢
書
・
李
陵
與
蘇
武

詩
』）
及
び
「
棲
々
失
群
鳥
、
日
暮
猶
獨
飛
」（
陶
淵
明
「
飲
酒
」）
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
芳
賀
紀
雄
氏
は
、
似
た
表
現
と
し
て
、『
遍
照
發
揮
性
霊
集
』
巻

七
に
見
る
空
海
作
の
願
文
、
達

文
の
例
、

　

○
誰
圖
降
年
不
遠
、
片
鳧
忽
飛
。　
　
　
（
前
清
・
丹
州
「
為
亡
妻
達

」）

○
豈
圖
、
生
離
哭
千
里
、
偕
老
喪
一
期
。

（
大
夫
笠
左
衛
佐
「
為
亡
室
造
大
日

像
願
文
」）

　を
指
摘
し
て
い
る
が
、
願
文
に
は
、
前
引
の
例
を
含
め
て
次
の
一
連
の
表
現
が

注
目
さ
れ
る
。

　

○
奉
為
亡
妻
某
七
追
念
之
加
（
嘉
）
會
也
。
…
…
将
謂
久
居
人
代
、
偕
老

斉
亡
。
何
圖
一
已
変
傾
、
半
身
老
苦
。（
例
３
）

○
本
冀
外
光
台
粗
（
祖
？
筆
者
注
）、
内
益
家
風
。
将
素
首
以
同
歓
、
去
泉

臺
而
共
住
。
何
期
雙
鸞
一

、
雨
（
兩
）
劍
單
沈
。
斉
眉
之
礼
奚
申
、

膝
之
儀
孰
要
。 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
亡
夫
・S

5639

）

○
庭
前
悄
悄
、
望
圓
月
以
増
悲
。
帳
﹇
中
﹈
寥
寥
、
對
孤
燈
而
更
切
。

念
以
孤
鸞
獨
處
、
林
（
臨
）
鏡
而
増
悲
。
別
鶴
分
飛
、
睹
琴
聲
而
氣
盡
。

 

（〈
願
文
等
範
本
〉・
夫
亡
・S

2832

）

○
嗟
一
鳳
之
長
辞
、
痛
雙
鸞
之
失
侶
。
　（〈
願
文
範
本
〉・
天
王
・P

2044

）

○
何
奈
鴛
衾
半
巻
、
鳳
枕
孤
遣
。
　
　（〈
亡
文
範
本
等
〉・
夫
人
・S

5639

）
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　と
あ
る
表
現
が
見
ら
れ
、「
偕
老
」
の
み
な
ら
ず
、
意
味
の
方
か
ら
し
て
、「
獨

飛
生
於
半
路
」
に
対
し
て
「
半
身
老
苦
」「
雙
鸞
一

」「
孤
鸞
獨
處
」「
別
鶴

分
飛
」
等
が
い
ず
れ
も
突
然
飛
び
立
つ
鳥
を
も
っ
て
死
者
を
喩
え
な
が
ら
、
取

り
残
さ
れ
た
者
の
孤
独
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
深
く
関
わ
る
表
現
と
見

ら
れ
よ
う
。

　　
⒟
　
泉
門
一
掩
、
無
由
再
見

　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
諸
説
が
あ
り
、
と
り
わ
け
墓
誌
類
に
集
中
す
る
次
の
一

連
の
表
現
を
検
出
し
た
上
で
そ
の
関
連
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

　

○
雖
非
舞
鶴
、
即
掩
泉
門
。 

（『

子
山
集
』
巻
十
五
）

○
泉
門
一
閉
、
白
日
淪
光
。

 

（
北
魏
「
元
仙
墓
誌
」『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
図
版84
）

○
泉
門
既
掩
、
宝
鏡
自
塵
。

 

（
北
魏
「
王
夫
人
寧
陵
公
主
墓
誌
」
同
右
図
版190

）

○
泉
門
鎮
掩
、
誰
迎
夢
齢
。

 

（
隋
「
張
業
曁
妻
路
氏
墓
誌
」
同
右
図
版462

・2

）

○
泉
門
一
閉
、
去
矣
攸
攸
。 

（
北
魏
「
蘇
屯
墓
誌
」
同
右
図
版258

）

○
泉
門
一
閉
、
陵
谷
代
遷
。

 

（
北
魏
「
渤
海
大
守
王
偃
墓
誌
」『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
巻
十
八
）

　　
一
方
、
芳
賀
氏
は
墓
誌
の
他
に
、
唐
・
駱
賓
王
「
傷
祝
阿
王
明
府
」
の
詩
、

　　
　
煙
晦
泉
門
閉
、
日
尽
夜
台
空
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
駱
臨
海
集
』
巻
二
）

　に
も
関
連
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
例
は
「
泉
門
」
こ
そ
一
致
す
る
も
の

の
、
そ
の
次
の
句
は
殆
ど
「
こ
れ
を
も
っ
て
時
間
が
永
遠
に
停
止
す
る
」
意
と

な
っ
て
お
り
、「
無
由
再
見
　
も
う
永
遠
に
会
え
な
い
」
と
は
異
な
る
表
現
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
晋
・
潘
岳
「
悼
亡
詩
三
首
」
に
は
、

　　
　
之
子
帰
窮
泉
、
重
壌
永
幽
隔
。

　と
あ
る
句
が
ま
だ
し
も
近
い
例
に
見
え
る
が
、
色
々
あ
る
中
で
、
や
は
り
前
引

例
１
の
、

　　
　
泉
門
永
閉
、
再
睹
無
期
。

　は
、「
泉
門
一
掩
、
無
由
再
見
」
の
意
味
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
両
者
は
よ

り
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
更
に
も
う
一
例
も
参
考
さ
れ
よ

う
。
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慈
顔
一
去
、
再
睹
無
期
。 

（〈
願
文
範
本
等
〉・
脱
服
文
・P

2237

）

　　
⒠
　
愛
河
波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。
従
来
厭
離
此
穢
土
、
本
願
託

生
彼
浄
刹

　
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
漢
詩
を
漢
文
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
見
る
傾
向
が

あ
る
。
中
で
は
井
村
哲
夫
氏
が
「
憶
良
は
こ
の
作
文
に
七
言
の
詩
を
添
え
た
が
、

そ
の
詩
の
趣
旨
は
、
亡
き
人
共
々
後
生
を
浄
刹
に
よ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、

願
文
の
結
び
に
相
当
す
る
内
容
の
詩
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
）
9
（

、
更
に
そ

の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

萬
葉
集
の
中
で
、
極
楽
は
見
つ
け
難
い
の
だ
が
、
山
上
憶
良
の
漢
詩
、
愛

河
波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。
従
来
厭
離
此
穢
土
、
本
願
託
生
彼

浄
刹
。
こ
の
結
句
の
「
浄
刹
」
は
、
本
願
託
生
の
願
い
を
述
べ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
と
り
た
て
て
は
例
の
阿
弥
陀
の
第
十
八
願
（
念
仏
往
生
願
）

を
想
起
し
易
い
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
西
方
極
楽
浄
土
を
観
想
し

て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
写
経
願
文
の
一
例
を
参
考
し
て
お
く
。

お
の
も
お
の
も
本
願
の
ま
に
ま
、
上
天
に
往
生
し
て
弥
陀
を
頂
礼
し
、
浄

域
に
遊
戯
し
て
弥
陀
に
面
え
奉
り
…
…

 

（
長
屋
王
発
願
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
奥
跋
願
文
）

ち
な
み
に
、
こ
の
漢
詩
は
大
伴
旅
人
が
妻
大
伴
郎
女
を
喪
っ
た
不
幸
に
際

し
、
そ
の
百
日
供
養
の
折
に
供
養
願
文
の
意
味
を
こ
め
て
作
詩
し
、
旅
人

に
献
呈
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
厭
離
穢
土
・
本
願
託
生

の
語
句
は
供
養
願
文
に
お
き
ま
り
の
成
句
と
は
言
え
、
憶
良
が
当
時
と
し

て
は
か
な
り
先
鋭
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
浄
土
教
の
思
想
に
触
れ
て
い
た

ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
憶
良
の
思
想
や
作
品
形

成
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
い
は
小
さ
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、〈
例
１
〉
に
見
え
る
「
孝
等
止
哀
停
悲
、
大
衆
為
稱
十

念
」
と
あ
る
部
分
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
目
的
は
、「
十
念
功
徳
」
を
称
揚
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
過
往
亡
霊
、
神
生
浄
土
」
　 

亡
霊
が
浄
土
に
再
生
さ
れ

る
こ
と
を
祈
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
一
文
の
最
後
に
位
置
付
け
ら
れ
る

こ
の
漢
詩
も
、
内
容
か
ら
し
て
同
様
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
こ
の
漢
詩
は
、
本
来
「
十
念
功
徳
」
の
代
わ
り
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
願
文
類
に
お
い
て
、
文
末
を
飾
る
表
現
と
し
て
、
左
記

の
よ
う
に
、

　

○
惟
願
出
沈
淪
之
苦
海
、
乗
解
脱
之
舟
船
。
離
穢
濁
之
閻
浮
、
生
極
楽
之

國
土
。 

（〈
發
願
文
範
本
〉・
北
圖8672

）

○
其
僧
徒
﹇
以
﹈
済
済
、
楽
法
侶
以

。
棄
煩
悩
之
愛
河
、
登
涅
槃
之

彼
岸
。 

（〈
發
願
文
範
本
〉・
北
圖8672

）

○
唯
願
神
生
浄
土
、
識
坐
蓮
台
。
常
辞
五
濁
之
中
、
永
出
六
天
之
外
。

 

（〈
二
月
八
日
文
等
範
本
〉・
亡
父
母
文
・
甲
巻S

1441

・
乙
巻P

3825

）
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○
唯
願
識
託
西
方
、
魂
遊
浄
國
。 

（〈
亡
男
文
〉・P

2341

）

○
唯
願
遨
遊
浄
土
、
身
業
於
七
池
。
消
散
蓮
臺
、
戯
心
花
於
八
水
。

 

（〈
廻
向
發
願
等
範
本
〉・
亡
・S

4081

）

○
承
七
花
之
浄
國
、
遊
八
解
之
天
宮
。
向
十
地
之
无
窮
、
登
一
生
之
補
處
。

 

（〈
廻
向
發
願
等
範
本
〉・
亡
・S

4081

）

　と
い
う
も
の
が
多
数
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
右
記
「
發
願
文
範
本
」
の
文
章
は
、

全
文
の
趣
旨
の
み
な
ら
ず
、「
無
題
漢
詩
序
」
と
は
用
語
の
一
致
も
見
ら
れ
、

他
の
例
と
合
わ
せ
て
い
ず
れ
も

儷
文
ま
た
は
韻
文
の
形
式
を
用
い
て
死
者
の

亡
霊
の
浄
土
往
生
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
憶
良
が
先
鋭
的
だ
っ
た
浄
土
教

の
思
想
を
一
文
に
反
映
さ
せ
た
と
い
う
見
方
も
出
来
る
が
、
右
記
の
こ
と
は
、

一
文
の
後
に
続
く
漢
詩
の
意
味
、
機
能
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
性
を
示
唆
し

て
お
り
、
今
後
更
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　　
（
４
）『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
一
文
の
意
義

　
以
上
、「
無
題
漢
詩
序
」
と
敦
煌
願
文
　
「
臨
壙
文
」
の
類
似
点
に
つ
い
て

指
摘
し
た
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、『
萬
葉
集
』
に
お
け
る
一
文
の
意
義
で

あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
日
本
に
お
け
る
願
文
の
発
生
は
奈
良
朝
に
遡
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
作
成
は
空
海
に
始
ま
る
と
の
認
識
が
一
般
的
で
あ

る
。
例
え
ば
、
芳
賀
紀
雄
「
憶
良
の
挽
歌
詩
」
も
、

　

願
文
は
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
写
経
の
跋
語
と
し
て
添
え
ら
れ
た
も
の
程

度
し
か
残
ら
な
い
が
、
空
海
に
よ
っ
て
基
盤
が
敷
か
れ
、
爾
後
盛
行
を
見

る
に
到
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
先
蹤
と
な
る
べ
き
中
国
の
例
に
関
し

て
い
え
ば
、
唐
代
で
は
、
す
で
に
四
十
九
日
ま
で
の
供
養
は
も
と
よ
り
、

卒
哭
・
小
祥
・
大
祥
が
佛
事
と
結
び
つ
い
て
い
た
だ
け
に
、
願
文
の
た
ぐ

い
も

繁
に
行
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
し
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
ん
な
る
憶
測
で
な
い
こ
と
は
、
天
平
三
（
七
三

一
）
年
聖
武
天
皇
の
書
写
に
な
る
「
聖
武
天
皇
宸

雑
集
」（
正
倉
院
蔵
）

の
な
か
に
、
霊
実
の
作
例
が
伝
え
ら
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
『
鏡
中
釈
霊
実
集
』
所
収
の
「
為
人
父
忌
設
斎
文
」「
為
人
母

祥
文
」「
為
人
妻
祥
設
斎
文
」
等
が
そ
れ
で
あ
る
。『
日
本
国
見
在
書
目

録
』（
別
集
家
）
に
は
『
釈
霊
実
集
十
巻
』
と
録
し
、
佚
書
と
は
な
っ
て

い
る
が
、
当
時
か
か
る
文
章
が
舶
載
さ
れ
て
憶
良
の
周
囲
に
は
存
し
て
お

り
、
ま
た
空
海
の
願
文
の
淵
源
と
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
信
し
う
る
と

思
う
。

　と
さ
れ
て
い
る
。
芳
賀
氏
は
憶
良
周
辺
に
舶
載
願
文
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
推

測
し
て
い
る
が
、『
釈
霊
実
集
十
巻
』
を
見
る
術
も
な
い
今
で
は
、
両
者
の
関

係
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
語
句
の
出
典
を
通
じ
て
見
た
よ
う

に
、「
無
題
漢
詩
序
」
に
お
け
る
憶
良
の
表
現
は
、
願
文
の
手
引
き
と
見
ら
れ

る
「
範
本
」
を
始
め
、
多
様
な
願
文
を
踏
ま
え
て
述
作
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
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「
臨
壙
文
」
の
体
裁
を
取
ろ
う
と
す
る
傾
向
さ
え
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
の
「
無
題
漢
詩
序
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
文
章
に
つ
い

て
、
名
称
か
ら
内
容
に
至
る
ま
で
、
今
一
度
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

筆
者
と
し
て
は
、
芳
賀
氏
が
取
る
「
設
斎
の
願
文
の
一
変
形
」
説
よ
り
も
一
歩

進
ん
で
、
一
文
を
上
代
日
本
に
お
け
る
願
文
作
成
の
先
蹤
と
見
て
差
し
支
え
な

い
と
考
え
て
い
る
。

三
、「
沈
痾
自
哀
文
」
と
「
患
文
」

　
憶
良
の
述
作
と
願
文
の
関
係
は
、
前
項
に
取
り
上
げ
た
例
に
止
ま
ら
な
い
。

例
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
に
も
、
願
文
の
一
種
で
あ
る
「
患
文
」
の
影
響
が
色
濃

く
認
め
ら
れ
る
。『
敦
煌
願
文
集
』
に
拠
れ
ば
、

　

　「
患
」
は
即
ち
病
気
を
患
う
の
義
で
、「
患
文
」
は
肉
親
が
病
気
に
罹
っ

た
時
、
そ
の
親
類
が
寺
院
に
財
物
を
寄
付
し
、
神
霊
の
救
助
や
加
護
を
祈

る
時
に
誦
読
す
る
文
章
で
あ
る
。
よ
く
見
ら
れ
る
「
亡
文
」、「
患
難
月

文
」、「
臨
壙
文
」
等
の
文
章
と
は
大
同
小
異
で
、
敦
煌
地
区
で
広
く
流
行

し
て
い
た
願
文
の
一
種
で
あ
る
。

　と
定
義
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
敦
煌
願
文
集
』
に
は
、
合
計
二
十
二

の
「
患

文
」
と
題
す
る
願
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
内
容
に
つ
い
て

読
む
と
、「
沈
痾
自
哀
文
」
と
は
、
文
体
、
語
句
、
構
造
に
お
い
て
多
く
の
類

似
点
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
、
両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
、
ま
ず

「
沈
痾
自
哀
文
」
の
原
文
を
掲
げ
る
。

　　
（
１
）
原
文

　

沈
痾
自
哀
文

竊
以
、
朝
夕
佃
食
山
野
者
、
猶
無

害
而
得
度
世
、
謂
常
執
弓

不
避
六
斎

所
値
禽
獸
不
論
大
小
孕
及
不
孕
、
並
皆

食
、
以
此
爲
業
者
也
。
晝
夜
釣
漁
河
海
者
、

尚
有
慶
福
而
全
經
俗
。
謂
、
漁
夫
潜
女
各
有
所
勤
、
男
者
手
把
竹
竿
能
釣
波
浪
之
上
、

女
者
腰
帶
鑿
籠
潜
採
深
潭
之
底
者
也
。
況
乎
我
從
胎
生

于
今
日
、
自
有
修
善

之
志
、
曾
無
作
惡
之
心
。
謂
聞
諸
惡
莫
作
、
諸
善
奉
行
之
教
也
。
所
以
礼
拜
三

寶
、
無
日
不
勤
、
毎
日
誦
經
發
露
懺
悔
也
。
敬
重
百
神
、
鮮
夜
有
闕
。
謂
、
敬

拜
天
地
諸
神
等
也
。
嗟
乎

哉
、
我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾
。
謂
、
未
知
過
去
所
造

之
罪
若
是
現
前
所
犯
之
過
。
無
犯
罪
過
何
獲
此
病
乎
。
初
沈
痾
已
來
、
年
月
稍
多
。

謂
、
經
十
餘
年
也
。
是
時
年
七
十
有
四
、
鬢
髮
斑
白
、
筋
力

羸
。
不
但
年

老
復
加
斯
病
。
諺
曰
、
痛
瘡
灌
塩
、
短
材
截
端
、
此
之
謂
也
。
四
支
不
動
、

百
節
皆

、
身
體
太
重
、
猶
負
鈞
石
。
廿
四
銖
爲
一
兩
、
十
六
兩
爲
一
斤
、
卅
斤

爲
一
鈞
、
四
鈞
爲
一
石
、
合
一
百
廿
斤
也
。
懸
布
欲
立
、
如
折
翼
之
鳥
、
倚
杖
且

歩
、
比
跛
足
之
驢
。
吾
以
身
已
穿
俗
、
心
亦
累
塵
。
欲
知
禍
之
所
伏
、
祟

之
所
隱
、
龜
卜
之
門
、
巫
祝
之
室
、
無
不
徃
問
。
若
實
若
妄
、
隨
其
所
教
、

奉
幣
帛
、
無
不
祈

。
然
而
弥
有
増
苦
、
曾
無
減
差
。
吾
聞
、
前
代
多
有
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良
醫
、
救
療
蒼
生
病
患
。
至
若
楡
柎

鵲
華
他
秦
和
緩

稚
川
陶
隱
居
張

仲
景
等
、
皆
是
在
世
良
醫
、
無
不
除
愈
也
。

鵲
姓
秦
、
字
越
人
、
勃
海
郡
人

也
。
割
胸
採
心
易
而
置
之
、
投
以
神
藥
、
即
寤
如
平
也
。
華
他
字
元
化
、
沛
國

人
也
。

若
有
病
結
積
沈
重
在
内
者
、
刳
腸
取
病
、
縫
復
摩
膏
、
四
五
日
差
定
。
追
望
件
醫
、
非

敢
所
及
。
若

聖
醫
神
藥
者
、
仰
願
、
割
刳
五
藏
、
抄
探
百
病
、
尋
達
膏

盲
之

處
、
盲
鬲
也
、
心
下
爲
膏
。
攻
之
不
可
、
達
之
不
及
、
藥
不
至
焉
。
欲
顯
二

竪
之
逃
匿
。
謂
、
晉
景
公
疾
、
秦
醫
緩
視
而
還
者
、
可
謂
爲
鬼
所

也
。
命
根
既
盡
、

終
其
天
年
、
尚
爲
哀
。
聖
人
賢
者
一
切
含
靈
、
誰
免
此
道
乎
。
何
況
、
生
録
未

半
、
爲
鬼
枉

、
顏
色
壯
年
、
爲
病
横
困
者
乎
。
在
世
大
患
、
孰
甚
于
此
。

志
恠
記
云
、
廣
平
前
大
守
北
海
徐
玄
方
之
女
、
年
十
八
歳
而
死
。
其
靈
謂
馮
馬
子
曰
、
案

我
生
録
、
當
壽
八
十
餘
歳
。
今
爲
妖
鬼
所
枉

、
已
經
四
年
。
此
遇
馮
馬
子
、
乃
得
更
活

是
也
。
内
教
云
、
瞻
浮
州
人
壽
百
二
十
歳
。
謹
案
、
此
數
非
必
不
得
過
此
、
故
、
壽
延
經

云
、
有
比
丘
、
名
曰
難
達
。
臨
命
終
時
、
詣
佛
請
壽
、
則
延
十
八
年
。
但
善
爲
者
天
地
相

畢
。
其
壽
夭
者
業
報
所
招
、
隨
其
脩
短
而
爲
半
也
。
未
盈
斯

而

死
去
。
故
曰
未
半
也
。

任
徴
君
曰
、
病
從
口
入
。
故
君
子
節
其
飮
食
。
由
斯
言
之
、
人
遇
疾
病
不
必
妖
鬼
。
夫
醫

方
諸
家
之
廣
説
、
飮
食
禁
忌
之
厚
訓
、
知
易
行
難
之
鈍
情
、
三
者
盈
目
滿
耳
、
由
來
久
矣
。

抱
朴
子
曰
、
人
但
不
知
其
當
死
之
日
、
故
不
憂
耳
。
若
誠
知
羽

可
得
延
期
者
。
必
將
爲

之
。
以
此
而
觀
、
乃
知
、
我
病
蓋
斯
飮
食
所
招
而
、
不
能
自
治
者
乎
。
帛
公
略
説
曰
、

伏
思
自
勵
以
斯
長
生
。
生
可
貪
也
、
死
可
畏
也
。
天
地
之
大
徳
曰
生
。
故

死
人
不
及
生
鼠
。
雖
爲
王
侯
一
日
絶
氣
、
積
金
如
山
、
誰
爲
富
哉
。
威
勢

如
海
、
誰
爲
貴
哉
。
遊
仙
窟
曰
、
九
泉
下
人
、
一
錢
不
直
。
孔
子
曰
、
受

之
於
天
、
不
可
變
易
者
形
也
。
受
之
於
命
、
不
可
請
益
者
壽
也
。
見
鬼
谷

先
生
相
人
書
。
故
知
生
之
極
貴
、
命
之
至
重
。
欲
言
言
窮
。
何
以
言
之
。

欲
慮
慮
絶
。
何
由
慮
之
。
惟
以
人
無
賢
愚
、
世
無
古
今
、
咸
悉
嗟
歎
。
歳

月
競
流
、
晝
夜
不
息
。
曾
子
曰
、
徃
而
不
反
者
年
也
。
宣
尼
臨
川
之
歎
是
矣
也
。
老

疾
相
催
、
朝
夕
侵
動
。
一
代
懽
樂
未
盡
席
前
、
魏
文
惜
時
賢
詩
曰
、
未
盡
西
苑

夜
、
劇
作
北

塵
也
。
千
年
愁
苦
更
繼
坐
後
。
古
詩
云
、
人
生
不
滿
百
、
何
懷
千
年

憂
。
若
夫
群
生
品
類
、
莫
不
皆
以
有
盡
之
身
並
求
無
窮
之
命
。
所
以
道
人

方
士
、
自
負
丹
經
入
於
名
山
而
合
藥
者
、
養
性
怡
神
以
求
長
生
。
抱
朴
子

曰
、
神
農
云
、
百
病
不
愈
、
安
得
長
生
。
帛
公
又
曰
、
生
好
物
也
、
死
惡

物
也
。
若
不
幸
而
不
得
長
生
者
、
猶
以
生
涯
無
病
患
者
爲
福
大
哉
。
今
吾

爲
病
見
惱
、
不
得
臥
坐
。
向
東
向
西
莫
知
所
爲
。
無
福
至
甚
惣
集
于
我
。

人
願
天
從
。
如
有
實
者
、
仰
願
、
頓
除
此
病
、
頼
得
如
平
。
以
鼠
爲
喩
、

豈
不
愧
乎
。
已
見
上
也
。

（
前
掲
『
萬
葉
集
・
本
文
篇
』
一
二
一

－

一
二
三
頁
）

　　
右
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
は
、
自
注
の
部
分
を
除
い
て
も
一
千
字
余
り
と
な
り
、

『
萬
葉
集
』
随
一
の
長

で
あ
る
。
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
様
々
な
憶
測

が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
重
病
に
臥
し
た
憶
良
が
自
身
の
身
の
上
を
嘆
く
も
の

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
敦
煌
願
文
集
』
所
収
「
患
文
」
の
類
と
比

較
し
て
み
れ
ば
、「
沈
痾
自
哀
文
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
通
説
に
も
、
新
た
な

疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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（
２
）「
患
文
」
例

　
以
下
、『
敦
煌
願
文
集
』
の
中
か
ら
「
患
文
」
例
を
三
つ
選
び
、「
沈
痾
自
哀

文
」
と
の
対
比
を
行
っ
て
み
る
。

　

〈
例
１
〉

夫
佛
為
醫
王
、
有
疾
咸
救
。
法
為
良
薬
、
無
苦
不
治
。
是
以
應
念
消
矢

（
失
）、
所
求
必
遂
者
、
則
我
佛
、
法
之
用
也
。
然
今
即
有
坐
前
施
主

爐

捨
施
所
申
意
者
、
奉
為
某
公
染
患
経
今
数
旬
、
薬
餌
果
（
累
）
醫
、
不
蒙

抽
減
。
謹
将
微
斯
（
尠
）、
投
杖
三
尊
。
伏
乞
慈
悲
、
希
垂
懺
念
諸
家

（
之
嘉
）
會
也
。
惟
患
者
乃
四
大
假
合
、
□
（
疾
）
瘴
纏
身
。
百
節
酸

、

六
情
恍
惚
。
須
（
雖
）
服
人
間
薬

、
奇
聖
神
方
。
種
種
療
治
、
不
蒙
痊

愈
。
伏
聞
三
寶
、
是
出
世
醫
王
。
諸
佛
如
来
、
為
四
生
福
田
之
慈
父
。
所

以
危
中
告
佛
、
厄
乃
求
僧
。
仰
拓
（
託
）
三
尊
、
乞
祈
加
護
。
以
斯
捨
施

念
誦
功
徳
、
廻
向
福
因
、
先
用
荘
厳
患
者
即
體
、
惟
願
四
百
四
病
、
藉
此

雲
消
。
五
盖
十
纏
、
因
慈
（
茲
）
断
滅
。
薬
王
、
薬
上
、
受
（
授
）
与
神

方
。
観
音
、
妙
音
、
施
其
妙
薬
。
醍
醐
灌
頂
、
得
受
不
死
之
方
、
賢
聖
證

知
、
垂
惠
長
生
之
味
。
又
持
勝
福
、
次
用
荘
厳
爐
施
主
及
内
外
親
姻
等
、

惟
願
身
如
薬
樹
、
万
病
不
侵
。
體
如
金
剛
、
常
堅
常
固
。
今
世
後
世
、
莫

絶
善
縁
。
此
劫
来
生
、
道
芽
轉
盛
。
然
後
先
亡
遠
代
、
承
念
誦
往
生
西
方
。

見
在
宗
枝
、
保
禎
祥
而
延
年
益
受
（
壽
）。
摩
訶
般
若
、
利
楽
無
邊
。
大

衆
虔
誠
、
一
切
普
誦
。

 

（〈
患
文
〉・
甲
巻
・P

2058

、
乙
巻P

3566

）

　〈
例
２
〉

夫
慈
悲
普
化
、
遍
満
閻
浮
。
大
覚
雄
威
、
度
群
迷
於
六
趣
。
故
使
維
摩
現

疾
、
應
品
類
之
根
機
。
馬
麦
金
鏘
（
鎗
）、
表
衆
生
之
本
業
。
然
今
施
主

某
公
祈
妙
福
、
捨
所
珍
意
者
、
為
病
患
之
所
建
也
。
公
乃
四
大
假
合
、
痛

悩
纏
身
。
百
節
酸

、
六
情
恍
惚
。
雖
服
人
間
薬

、
世
上
醫
王
、
種
種

療
治
、
未
蒙
痊
損
。
復
聞
三
寶
、
是
出
世
間
之
法
王
。
諸
佛
如
来
、
為
四

生
之
慈
父
。
恒
用
伽
陀
之
妙
薬
、
済
六
道
之

。
以
自
在
之
神
通
、
抜

人
、
天
之
重
病
。
所
以
危
中
告
佛
、
厄
裏
求
僧
。
仰
托
三
尊
、
乞
祈
加
護
。

惟
願
以
慈
（
茲
）
捨
施
功
徳
、
念
誦
勝
因
、
先
用
荘
厳
患
者
即
體
、
惟
願

神
湯
灌
口
、
痛
悩
雲
除
。
妙
薬
茲
（
滋
）
身
、

殃
霧
巻
。
飲
雪
山
之
甘

露
、
恵
（
慧
）
命
遐
長
。

功
徳
之
香
餐
、
色
身
堅
固
。
又
持
是
福
、
次

用
荘
厳
施
主
合
門
居
眷
、
内
外
親
姻
等
、
惟
願
諸
佛
備
體
、
龍
天
護
持
。

障
不
侵
、
功
徳
圓
満
。
然
後
散
霑
法
界
、
普
及
有
情
。
頼
此
勝
因
、
咸

登
楽
果
。
摩
訶
般
若
、
利
楽
无
邊
。
大
衆
虔
誠
、
一
切
普
誦
。 

（〈
患
文
〉・P

2854

）

　〈例
３
〉

夫
慈
悲
普
化
、
遍
満
閻
﹇
於
﹈
浮
。
大
覚
雄
威
、
度
群
生
於
六
道
。
故
所
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（
使
）
維
摩
現
疾
、
托
在
毘
耶
。
諸
賢
問
疾
之
徒
、
往
於
方
丈
之
室
。
菩

現
病
、
應
品
類
之
根
機
。
馬
麦
金
鏘
（
鎗
）、
表
衆
生
之
本
業
。
然
今

意
者
、
病
患
之
也
。
惟
公
乃
四
大
假
合
、
椎
疾
纏
身
。
百
節
酸

、
六
情

恍
惚
。
雖
復
（
服
）
人
間
薬

、
世
上
醫
王
、
諸
佛
如
来
為
種
種
療
治
、

未
蒙
詮
損
。
復
問
（
聞
）
三
保
（
寶
）
之
力
、
是
出
世
法
王
。
諸
佛
如
来
、

為
死
（
四
）
生
之
慈
父
。
所
以
危
中
告
佛
、
厄
乃
求
僧
。
仰
托
三
尊
、
請

求
蒙
護
。
惟
願
恒
用
加
他
之
妙
薬
、
済
六
道
之

。
自
在
神
通
、
抜
天
、

人
之
重
病
。
故
知
請
（
諸
）
佛
聖
力
、
不
可
思
儀
（
議
）、
所
有
投
成

（
誠
）、
皆
蒙
利
益
。
以
此
功
徳
、
先
用
荘
厳
患
者
即
體
、
惟
願
観
音
放
月

灑
芳
、
亦
以
済
足
大
聖
垂
花
、
扇
香
風
而
湯
（
蕩
）
慮
。
然
則
六
塵
八
苦
、

延
恵
（
慧
）
命
於
（
下
残
）。 
（〈
患
文
〉・
北
圖6854

）

　　
（
３
）
語
句
の
出
典

　
⒜
　
沈
痾

　
小
島
憲
之
は
、『
文
館
詞
林
』
に
見
え
る
「
沈
此
旧
痾
、
不
敢
屡
辞
」（
巻
一

五
二
、
西
晋
潘
岳
、「
贈
王
冑
」）
を
発
見
し
、
そ
の
出
典
と
見
る
。
但
し
、「
沈

此
旧
痾
」
の
「
沈
」
は
、
四
言
の
親
属
贈
答
詩
に
見
え
、「
む
し
ろ
俗
語
的
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
用
例
が
あ
ま
り
多
く
見
付
か
ら
な
い
の
は
、
そ
こ
に

原
因
が
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
10
（

。
こ
れ
に
対
し
て
井
村
哲
夫
氏
は
、『
晋

書
・
楽
廣
傳
』
に
見
え
る
「
客
豁
然
意
解
、
沈
痾
頓
癒
。」
を
挙
げ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
も
従
い
た
い
が
、「
沈
痾
」
は
『
藝
文
類
聚
』〈
疾
〉
項
に
も
、

　　
　
沈
痾
類
弩
影
、
積
弊
似
河
魚
。
　
　
　
　
　
　
（
梁
・
簡
文
帝
「
臥
疾
詩
」）

　や
、「
歳
晩
沈
痾
詩
」（
梁
・
朱
超
道
）
と
の
題
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
広
く
使

わ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
り
、
出
典
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か

し
、
右
記
「
患
文
」
に
見
え
る
「
恒
用
加
他
之
妙
薬
、
済
六
道
之

」
二
例

は
、
熟
語
と
し
て
の
「

」
を
使
用
し
て
い
る
。
更
に
、「
亡
文
等
句
段

抄
」
に
は
、

　　
　
沈
頓
之
痾
、
弾
指
之
間
霧
歇
。 

（〈
亡
文
等
句
段
抄
〉・P

2313

）

　と
あ
る
例
か
ら
、
小
島
が
指
摘
す
る
「
沈
此
旧
痾
」
と
並
ん
で
、「
沈
痾
」
に

基
づ
い
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
例
、
次
の
よ
う
な
例

も
あ
る
。

　　
　
慈
雲
布
而
熱
悩
清
涼
、
恵
（
慧
）
影
臨
而
沈
痾
頓
息
。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
疾
癒
意
・S

5639

　S
5640

）

　　
こ
の
よ
う
に
、「
患
文
」
に
お
け
る
「
沈
痾
」
の
用
例
と
併
せ
て
見
る
に
、

憶
良
に
お
け
る
用
法
は
、
他
の
漢
籍
よ
り
も
近
い
距
離
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
よ
う
。
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⒝
　
況
乎
我
從
胎
生

于
今
日
、
自
有
修
善
之
志
、
曾
無
作
惡
之
心
。
所
以

礼
拜
三
寶
、
無
日
不
勤
、
…
…
敬
重
百
神
、
鮮
夜
有
闕
。
…
…
嗟
乎

哉
、

我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾

　
こ
の
一
節
は
、「
私
は
生
ま
れ
つ
き
の
信
心
者
な
の
に
、
こ
の
重
病
は
い
っ

た
い
ど
ん
な
罪
過
を
犯
し
た
せ
い
か
」
と
い
う
自
問
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
具
体
的
表
現
の
願
文
と
の
類
似
で
あ
る
。〈
願
文
範
文

等
〉
な
る
条
に
は
、「
患
文
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
発
願
者
の
身
分
に
よ

っ
て
異
な
る
表
現
を
用
い
よ
、
と
の
模
範
文
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
、
僧
侶
が
発
願
す
る
場
合
に
は
　
「
僧
云
」、
尼
が
発
願
す
る
場
合
に

は
　
「
尼
女
云
」
と
の
指
示
及
び
模
範
文
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
所
謂
「
俗

人
」
　
一
般
人
が
発
願
す
る
時
、
次
の
よ
う
な
模
範
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　　
　
俗
人
云
、
乃
深
信
因
果
、
非
乃
今
生
。
慕
道
情
殷
、
誠
惟
曩
劫
。

 

（〈
願
文
範
文
等
〉・S

343

　P
2255

）

　　
大
意
は
、「
一
般
人
な
ら
次
の
よ
う
に
言
お
う
、
深
い
信
心
の
因
果
は
今
生

だ
け
で
は
な
い
。
じ
つ
に
何
劫
も
前
の
昔
か
ら
（
曩
劫
「
昔
の
劫
　
何
劫
も
前
か

ら
」）、
仏
道
を
慕
う
気
持
ち
は
、
ひ
た
す
ら
だ
っ
た
の
だ
、
と
」。
ち
な
み
に

殷
と
誠
は
と
も
に
信
心
深
い
の
意
。「
曩
劫
」
の
例
は
、
外
に
も
例
え
ば
梁
の

武
帝
蕭
衍
が
、
皇
后
の

氏
が
往
生
で
き
る
よ
う
に
、
誌
公
禪
師
等
の
高
僧
に

頼
ん
で
作
成
し
た
か
の
名
高
い
『
慈
悲
道
場
懺
法
』（
別
名
『
梁
皇
寶
懺
』）
に
、

　

珍
奇
妙
供
、
普
奉
諸
佛
聖
賢
、
稱
禮
洪
名
寶
號
。

皈
依
、
發
露
投
誠
。

切
念
求
懺
某
等
、
遠
從
曩
劫
、
直
至
今
生
。
迷
五
蘊
之
去
來
、
隨
五
濁
之

流
轉
。

　と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
我
從
胎
生

于
今
日
」
の
一
文
を
右
記

文
中
の
「
遠
從
曩
劫
、
直
至
今
生
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
文
意
は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。「
胎
生
」
は
、「

劫
」
の
類
義
語
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
遠
い
昔
か

ら
」
の
意
で
あ
り
、
も
っ
て
信
心
の
深
さ
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
に
推
測
で
き

る
の
は
、
同
じ
く
「
俗
人
」
と
し
て
の
憶
良
が
こ
の
一
文
を
草
す
る
に
あ
た
り
、

自
身
の
状
況
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
願
文
の
模
範
文
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
た

こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　　
⒞
　
初
沈
痾
已
來
、
年
月
稍
多
…
…
四
支
不
動
、
百
節
皆

…
…
若

聖
醫

神
藥
者
云
々

　「
初
沈
痾
已
來
」
よ
り
始
ま
り
、
病
気
の
完
治
を
祈
る
「
欲
顯
二
竪
之
逃

匿
」
に
至
る
ま
で
の
合
計
三
百
五
十
字
に
近
い
文
章
は
、
前
引
三
例
の
「
患

文
」
の
次
の
表
現
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

○
百
節
酸

、
六
情
恍
惚
。（
例
１
、
２
、
３
）

(04)260
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○
惟
願
…
…
薬
王
、
薬
上
、
受
（
授
）
与
神
方
。
観
音
、
妙
音
、
施
其
妙

薬
。（
例
１
）

○
復
聞
三
寶
、
是
出
世
間
之
法
王
。
諸
佛
如
来
、
為
四
生
之
慈
父
。
恒
用

伽
陀
之
妙
薬
、
済
六
道
之

。
以
自
在
之
神
通
、
抜
人
、
天
之
重
病
。

（
例
２
、
３
）

　　
更
に
、
願
文
に
は
、

　

○
不

編
（

）
鵲
、
寄
託
金
人
。
願
得
痊
和
、
清
斎
是
賽
。

（〈
願
文
等
範
本
〉・S

2832

）

　と
あ
る
内
容
も
注
目
さ
れ
る
。「

鵲
に
巡
り
合
え
な
か
っ
た
ら
、
金
人
（
佛

像
）
の
方
に
願
い
を
寄
せ
よ
う
」
と
の
意
で
あ
る
が
、「
沈
痾
自
哀
文
」
の

「
至
若
楡
柎

鵲
華
他
秦
和
緩

稚
川
陶
隱
居
張
仲
景
等
、
皆
是
在
世
良
醫
」

な
る
一
文
の
内
容
に
通
ず
る
。
こ
の
あ
た
り
の
文
章
は
、
願
文
の
簡
潔
さ
に
比

べ
て
、「
四
支
不
動
、
百
節
皆

」
の
外
、「
鬢
髮
斑
白
、
筋
力

羸
」「
痛
瘡

灌
塩
、
短
材
截
端
」「
鈞
石
」「
折
翼
之
鳥
」「
跛
足
之
驢
」
等
、
躍
動
感
の
あ

る
タ
ッ
チ
で
病
苦
や
老
体
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
願
文
の
体
裁
を
熟
知
す
る
憶
良
が
、
模
範
文
の
い
く
ら
か
形
式
ば

っ
た
文
章
を
嫌
っ
て
、
あ
え
て
自
ら
の
感
情
を
盛
り
込
ん
だ
結
果
な
の
か
、
そ

れ
と
も
単
な
る
筆
先
の
彩
を
弄
し
た
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
さ
れ
よ
う
が
、

一
節
を
通
し
て
願
文
と
の
深
い
関
わ
り
が
窺
え
れ
ば
足
る
。

　　
⒟
　
以
此
而
觀
、
乃
知
、
我
病
蓋
斯
飮
食
所
招
而
、
不
能
自
治
者
乎

　
井
村
氏
は
、
一
文
を
評
し
て
、

　

憶
良
は
こ
こ
で
、
死
ぬ
時
期
を
知
ら
さ
れ
な
い
限
り
、
自
分
で
は
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
と
し
て
口
腹
の
欲
、
飲
食
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
飲
食
の
節
制
の
困
難
を

の
刑
に
も
比
し
て
語
る
。
こ
の
述
懐

の
口
吻
か
ら
す
る
と
、
憶
良
は
か
な
り
飲
食
に
淫
し
て
い
た
者
で
あ
る
ら

し
い
。

　と
い
う
。
憶
良
が
果
た
し
て
「
飲
食
に
淫
し
て
い
た
」
か
ど
う
か
は
定
か
で
な

い
が
、「
飲
食
の
節
制
の
困
難
」
と
い
う
解
釈
は
、
紙
背
に
徹
し
た
読
み
で
あ

る
。
一
文
は
、「
我
犯
何
罪
、
遭
此
重
疾
」
の
問
い
に
呼
応
し
て
、
あ
れ
こ
れ

と
病
因
を
模
索
し
、
と
う
と
う
「
我
病
蓋
斯
飮
食
所
招
而
」
と
い
う
回
答
に
辿

り
つ
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
左
記
の
よ
う
な
願
文
一
般
に
見
ら
れ
る

飲
食
節
制
に
失
敗
し
、
病
を
得
る
に
至
る
表
現
に
通
じ
る
。

　

○
攝
養
乖
方
。

 
（〈
二
月
八
日
文
等
範
本
・
患
文
〉・
甲
巻S

1441

　
乙
巻S

5548

）

○
為
（
唯
）
患
者
乃
攝
養
乖
違
、
如
（
而
）「
嬰
」
沈
疾
。 
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（〈
患
文
〉・P

2058

）

○
捨
施
意
者
、
頃
自
攝
巻
（
養
）
乖
方
、
忽

（
嬰
）
薐
疾
。
屡
投
薬
石
、

未
鈎
（
沐
）

除
。
所
恐
露
命
難
留
、
風
燈
易
滅
。

 

（〈
願
文
範
文
等
〉・
願
文
・S

343

　P
2255

）

○
攝
養
乖
方
。 

（〈
俗
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

○
攝
養
乖
方
。 

（〈
患
文
〉・
甲
巻S

1441

、
乙
巻S

5548

）

○
攝
養
乖
方
。 

（〈
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

　　「
攝
養
乖
方
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
「
飲
食
生
活
の
不
養
生
、
不
摂
生
」
の
意

で
あ
る
。
憶
良
は
こ
こ
に
道
教
文
献
『
帛
公
略
説
』
ま
で
引
き
出
し
て
あ
ら
ゆ

る
長
生
術
に
ふ
れ
て
養
生
の
重
要
性
を
説
く
が
、「
我
病
蓋
斯
飮
食
所
招
而
」

の
一
文
は
、
む
し
ろ
佛
教
的
観
想
に
触
発
さ
れ
た
、
悔
恨
・
懺
悔
の
気
持
を
表

す
発
言
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
逆
説
的
な
証
拠
と
し
て
、
神
佛
に
誓
い
、
口
腹
の

欲
を
抑
え
る
と
い
う
願
文
が
左
記
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。

　

又
願
従
今
以
去
、
至
乎
道
場
、
生
生
世
世
、
不
復

食
衆
生
、
乃
至
夢
中

不
飲
乳
蜜
、
無
論
現
前
。
…
…
又
願
在
在
生
處
、
若
未
有
識
知
、
未
得
本

心
、
或
以
乳
、
或
以
蜜
、
或
以
魚
、
或
以
肉
、
凡
諸
生
類
以
相
逼
飲
者
、

願
使
弟
子
蕭
衍
口
即
噤
即
閉
。
若
苦
相
逼
強
、
舌
巻
入
喉
、
終
不
可
開
。

令
彼
慙
愧
、
起
慈
悲
心
。

食
生
類
、
畢
竟
永
逝
。
若
有
人
云
「
以
水
飲
、

以
果
来
」、
心
生
歓
喜
、
口
即
開
受
、
皆
成
甘
露
、
微
妙
上
薬
。
人
甘
口

涼
、
身
心
慧
浄
、
氣
力
充

、
慈
心
普
遍
。
一
切
四
生
、
受
无
畏
施
、
倶

得
鮑
（
飽
）
満
無
渇
想
、
水
陸
空
行
一
切
四
生
不
相

食
、
皆
以
慈
心
相

向
。 

（
梁
・
蕭
衍
〈
東
都
發
願
文
〉・P

2189

）

　　
身
体
安
穏
及
び
来
世
平
安
の
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
素
食
以
外
、
生
き
物
等
を

一
切
口
に
し
な
い
と
の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
文
に
お

け
る
憶
良
の
思
想
は
、
単
な
る
道
教
的
摂
生
、
養
生
の
立
場
か
ら
の
発
言
で
は

な
く
、
根
底
に
は
佛
教
の
因
果
応
報
説
も
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　　
⒠
　
咸
悉
嗟
歎
。
歳
月
競
流
、
晝
夜
不
息

　
自
注
で
は
、
一
句
に
対
し
て
「
宣
尼
臨
川
之
歎
亦
是
矣
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

も
と
よ
り
出
典
を
『
論
語
』
子
罕
第
九
に
あ
る
、

　　
　
子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
、
不
舎
昼
夜
。

　と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
願
文
の
常
套
句
と
し
て
左
記
の
よ
う
に

数
多
く
求
め
ら
れ
る
。

　

○
是
以
元
興
大
患
之
嗟
、
仲
尼
有
逝
川
之
嘆
。

 

（〈
願
文
等
範
本
〉・
因
産
亡
事
・S

2832

）

○
悲
風
樹
之
易
慟
（
動
）、
追
誓
（
逝
）
水
之
難
留
。
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（〈
願
文
範
本
等
〉・
亡
僧
号
・S

343

、P
2915

）

○
怨
逝
水
之
東
浪
（
流
）。

 

（〈
二
月
八
日
文
等
範
本
〉・
亡
文
・S

1441

、P
3825

）

○
荘
舟
（
周
）
起
嘆
於
西
池
、
魯
火
（
父
）
軫
思
於
東
水
。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・S

5639

）

○
何
圖
業
運
已
逼
、
東
波
之
浪
難
廻
。

 

（〈
亡
考
妣
文
範
本
等
〉・S

5637

）

○
蓋
聞
泡
幻
不
停
、
閲
孔
川
而
莫
駐
。
刹
那
相
謝
、
歴
荘
閏
而
何
追
。

 
（〈
先
聖
皇
帝
遠
忌
文
〉・P
2854

）

○
恍
惚
幽
夜
泉

、
空
望
﹇
於
﹈
逝
川
。
哽
咽
霊
儀
闃
戸
、
徒
追
於
落
日
。

 

（〈
為
亡
兄
太
保
追
福
文
〉・P

1104

）

　　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
沈
痾
自
哀
文
」
に
お
け
る
一
文
の
由
来
を
考

え
る
場
合
、
憶
良
に
は
、
知
識
と
し
て
『
論
語
』
の
内
容
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
願
文
の
体
裁
が
先
ず
そ
の
脳
裏
を
去
来
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

　　
⒡
　
聖
人
賢
者
一
切
含
靈
、
誰
免
此
道
乎
…
…
老
疾
相
催
、
朝
夕
侵
動

　
右
記
二
文
は
、「
患
文
」
例
に
は
な
い
が
、
前
引
〈
臨
壙
文
〉
に
あ
る
、

　

○
是
知
生
死
之
道
、
熟
（
孰
）
能
免
之
。 

（〈
臨
壙
文
〉
例
１
）

○
二
鼠
之
侵
年
。 

（〈
臨
壙
文
〉
例
２
）

○
但
以
情
（
清
）
歳
摧
人
、
白
駒
過

。
未
免
三
途
之
苦
、
常
輝
四
瀑
之

流
。 

（〈
燃
燈
文
〉・P

2854

）

　に
類
し
た
表
現
で
あ
り
、
同
じ
憶
良
の
文
章
と
し
て
、
願
文
と
の
関
係
に
お
い

て
、
そ
の
成
立
を
考
え
た
い
。

　　
（
４
）「
自
哀
文
」
の
作
成
意
図

　
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』
は
、「
哀
は
哀
悼
文
の
一
体
で
、
…
…
生
前
な

が
ら
、
久
し
い
病
気
が
い
え
な
い
の
で
、
自
分
の
哀
悼
文
を
作
つ
て
置
く
と
い

ふ
程
の
心
持
で
あ
る
」
と
見
る
。
一
方
、
村
山
出
氏
は
、
陶
淵
明
の
「
自
祭

文
」
を
一
文
の
先
例
と
す
る
）
11
（

。
ま
た
中
西
進
氏
は
、
盧
照
鄰
「
釈
疾
文
」
と
の

関
連
を
指
摘
し
た
上
で
、「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
先
蹤
と
す
る
も
の
は
釈
疾
文

で
あ
り
、
記
し
終
っ
た
絶
望
の
中
で
、
自
虐
的
に
『
自
哀
文
』
と
い
う
題
を
つ

け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
〈
生
を
願
う
文
〉
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、『
哀
文
』
の
類
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
）
12
（

。
井
村
氏
は
、「『
自
ら
哀
し
ぶ
る
文
』
と
理
解
し
た
い
。
そ
の
内
容
は
、

生
命
の
貴
重
を
論
じ
、
息
災
長
生
を
求
め
る
群
生
品
類
の
道
理
を
説
き
、
わ
が

病
を
天
に
向
か
っ
て
告
発
す
る
も
の
で
、
そ
の
『
自
哀
』
文
と
は
や
が
て
『
自

愛
』
の
文
で
あ
り
、
論
で
あ
り
、
説
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
主
張
し
て
い
る
）
13
（

。

小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
は
、
一
文
の
意
味
を
「
死
を
予
見
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し
た
自
悼
文
」
と
し
て
い
る
）
14
（

。

　
諸
説
ど
れ
も
一
理
あ
る
が
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
文
の
構
成
と
用
語

の
患
文
と
の
類
似
か
ら
、
そ
の
意
味
及
び
作
成
意
図
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
従
来
の
解
釈
で
は
、「
自
哀
」
は
「
自
ら
哀
し
ぶ

る
文
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
語
と
し
て
の
「
哀
」
に
は
「
カ
ナ
シ
ブ
」

の
意
は
無
く
、
馬
叙
倫
『
説
文
解
字
六
書
疏
證
』
巻
三
に
、「
哀
訓

也
、
哭

泣
之
事
。
但
嗟
歎
以
言
、
故
謂
之

。
今
所
謂
表
同
情
也
」
と
の
よ
う
に
、
本

来
言
語
を
伴
っ
た
、「
同
情
」
を
表
す
行
為
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
哀
」
の

熟
語
と
し
て
の
「
哀
願
」
は
、「
悲
願
」「
歎
願
」「
呪
願
」「
哭
願
」
と
と
も
に
、

佛
教
説
話
に
よ
く
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
言
語
を
伴
っ
た
祈
祷
行
為
を
指
す
）
15
（

。

『
日
本
霊
異
記
』
巻
下
に
あ
る
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

　

其
柴
枝
皮
上
、
忽
然
化
生
彌
勒
菩

像
。
時
彼
行
者
、
見
之
仰
瞻
、
巡
柴

哀
願
。
諸
人
傳
聞
、
來
見
彼
像
。
或
獻
俵
稻
、
或
獻
錢
衣
。
及
以
供
上
一

切
財
物
、
奉
繕
寫
瑜
伽
論
百
卷
、
因
設
齋
會
、
既
而
其
像
奄
然
不
現
、
誠

知
、
彌
勒
之
高
有
兜
率
天
上
、
應
願
所
示
。
願
主
下
在
苦
縛
凡
地
、
深
信

招
祐
、
何
更
疑
之
也
。

 

（「
弥
勒
菩

応
於
所
願
示
奇
形
縁
第
八
」）

　　
文
中
の
「
哀
願
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
う
し
た
言
語
を
伴
っ
た
祈
祷
行

為
で
あ
る
が
、「
見
之
仰
瞻
、
巡
柴
哀
願
」
の
「
仰
瞻
　
哀
願
」
は
、「
佛
像
を

仰
ぎ
て
見
、
言
葉
を
も
っ
て
願
う
」
の
意
で
あ
り
、
願
文
に

出
す
る
熟
語

「
仰
願
」
に
基
づ
く
原
表
現
で
あ
る
。『
敦
煌
願
文
集
』
に
複
数
見
ら
れ
る
「
歎

願
文
」「
呪
願
文
」
と
題
す
る
願
文
も
、「
哀
願
」
と
と
も
に
、
佛
教
の
コ
ン
テ

キ
ス
ト
に
成
り
立
つ
表
現
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
自
哀
文
」
は
、
憶
良
が
従
来
あ
る
「
自
悼
文
」「
自

祭
文
」
の
表
現
に
倣
い
つ
つ
も
、
そ
の
意
味
は
「
自
悼
」「
自
祭
」
が
表
そ
う

と
す
る
、
古
代
中
国
の
士
人
た
ち
が
自
ら
の
不
遇
、
人
生
の
無
常
を
悲
嘆
す
る

消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
歎
願
文
」「
呪
願
文
」
に
類
し
た
、
生
へ
の
積
極

的
な
希
求
か
ら
、
重
病
に
伏
し
た
自
分
の
た
め
に
書
い
た
、
文
字
通
り
「
生
を

願
う
」
患
文
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
、
一
般
に
願
文
の
作
成
目
的
は
、
主
催
者
（
發
願

者
・
施
主
）
自
身
の
願
意
を
神
佛
の
前
に
読
み
上
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
願

文
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
こ
れ
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
。

　

○
然
今
即
有
坐
前
施
主
跪
爐
捨
施
所
申
意
者
。（
例
１
）

○
然
今
施
主
某
公
祈
妙
福
、
捨
所
珍
意
者
、
為
病
患
之
所
建
也
。（
例
２
）

○
唯
願
發
神
足
、
運
悲
心
、
降
臨
道
場
…
…
。 

（〈
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

○
伏
願
去
定
花
臺
、
降
斯
法
會
。 

（〈
僧
患
文
〉・S

5561

）

○
唯
願
發
神
足
、
運
悲
心
、
降
臨
道
場
…
…
。 （〈
俗
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

○
今
投
道
場
、
虚
（
希
）
求
済
抜
諸
（
之
）
所
見
（
建
）
也
。
…
…
願
今
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日
今
時
、
頼
此
道
場
、
證
明
功
徳
、
即
日
轉
生
。

 

（〈
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

　　
古
代
中
国
敦
煌
地
方
に
お
け
る
願
文
の
用
途
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
人
研
究
者

の
余
欣
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
道
場
施
捨
」「
設
斎
啓
願
」「
燃
燈
供
養
」
と
い
う

三
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
究
明
し
、
願
文
は
、
主
と
し
て
そ
う
し
た
場
所

に
お
い
て
唱
読
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
16
（

。
上
代
日
本
に
お

け
る
か
か
る
祈

活
動
が
い
か
な
る
形
式
で
行
わ
れ
て
い
た
か
は
判
ら
な
い
が
、

「
沈
痾
自
哀
文
」
の
作
成
も
、
法
会
、
道
場
と
の
関
連
に
お
い
て
今
後
考
察
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
以
上
二
つ
に
加
え
て
、「
沈
痾
自
哀
文
」
を
結
ぶ
に
あ
た
り
用
い

ら
れ
た
表
現
、

　　
　
○
仰
願
、
頓
除
此
病
、
頼
得
如
平
。

　は
、
他
の
願
文
に
見
え
る
常
套
的
表
現
、

　

○
惟
願
千
殃
頓
絶
、
萬
福
来
臻
。 

（〈
二
月
八
日
文
等
範
本
〉・P

3825

）

○
伏
願
…
…
身
病
心
病
、
即
目
（
日
）
消
除
。
臥
安
覚
安
、
起
居
軽
利
。

 

（〈
患
文
〉・S

4537

）

○
願
…
…
於
（
放
）
捨
患
如
（
児
）、
還
復
而
（
如
）
故
。

 

（〈
丈
夫
患
文
〉・S

5561

）

　と
相
似
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
一
文
が
患
文
と
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
。

　
と
も
か
く
、「
自
哀
文
」
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
説
林
立
の
現
状
は
、
こ
の
長

文
の
性
質
の
複
雑
さ
を
物
語
っ
て
お
り
、
右
記
の
推
論
を
、
さ
し
ず
め
一
つ
の

新
し
い
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

四
、「
恋
男
子
名
古
日
歌
」
と
「
亡
文
」

　
願
文
の
影
響
は
、
憶
良
の
漢
文
述
作
の
み
に
限
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
憶
良
の
操
」
　
そ
の
作
ら
し
い
巻
五
の
最
後
を
飾
る
「
男
子
、
名
古
日
を
恋

ひ
し
歌
三
首
」
と
題
す
る
長
歌
も
、
願
文
の
一
種
で
あ
る
「
亡
文
」
　
逝
去
し

た
者
を
追
善
、
追
悼
す
る
　
文
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
ず
原
文
を
掲

げ
よ
う
。

　　
（
１
）
原
文

　

男
子
、
名
古
日
を
恋
ひ
し
歌
三
首

世
の
人
の 

貴
び
願
ふ 

七
種
の 

宝
も
我
は 

何
せ
む
に 

我
が
中
の 

生
ま
れ

出
で
た
る 
白
玉
の 

我
が
子
古
日
は 

明
星
の 

明
く
る
朝
は 

し
き
た
へ
の 

床
の
辺
去
ら
ず 
立
て
れ
ど
も 

居
れ
ど
も 

と
も
に
戯
れ 

夕
星
の 

夕
に
な
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れ
ば 

い
ざ
寝
よ
と 

手
を
携
は
り 

父
母
も 

う
へ
は
な
さ
が
り 

さ
き
く
さ

の 
中
に
を
寝
む
と 

愛
し
く 

し
が
語
ら
へ
ば 

い
つ
し
か
も 

人
と
な
り
出

で
て 
悪
し
け
く
も 

善
け
く
も
見
む
と 

大
船
の 

思
ひ
頼
む
に 

思
は
ぬ
に 

横
し
ま
風
の 
尓
布
敷
可
尓 

覆
ひ
来
ぬ
れ
ば 

せ
む
す
べ
の 

た
ど
き
を
知

ら
に 

白
た
へ
の 
た
す
き
を
掛
け 

ま
そ
鏡 

手
に
取
り
持
ち
て 

天
つ
神 

仰

ぎ
祈
ひ

み 

国
つ
神 
伏
し
て
ぬ
か
つ
き 

か
か
ら
ず
も 

か
か
り
も 

神
の

ま
に
ま
に
と 

立
ち
あ
ざ
り 
我
乞
ひ

め
ど 

し
ま
し
く
も 

良
け
く
は
な

し
に 

や
く
や
く
に 

か
た
ち
つ
く
ほ
り 

朝
な
朝
な 

言
ふ
こ
と
止
み 

た
ま

き
は
る 

命
絶
え
ぬ
れ 

立
ち
踊
り 

足
す
り
叫
び 

伏
し
仰
ぎ 

胸
う
ち
嘆
き 

手
に
持
て
る 

我
が
子
飛
ば
し
つ 

世
の
中
の
道

〈
反
歌
〉

若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ 

賂
は
せ
む
下
へ
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ

布
施
置
き
て
吾
は
乞
ひ

む
あ
ざ
む
か
ず
直
に
率
行
き
て
天
路
知
ら
し
め

（
佐
竹
昭
広
他
『
萬
葉
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
九

九
年
、
五
二
五

－

五
二
七
頁
）

　　
右
の
長
歌
は
こ
れ
ま
で
挽
歌
と
見
な
さ
れ
、
契
沖
、
中
西
進
氏
等
に
よ
る
代

作
説
、
そ
れ
に
反
対
す
る
説
等
、
相
拮
抗
し
つ
つ
今
日
に
至
る
）
17
（

。
芳
賀
紀
雄
氏

が
一
首
の
表
現
に
つ
い
て
、「
亡
児
哀
傷
」
と
い
う
、
挽
歌
に
お
い
て
は
非
伝

統
的
で
比
類
の
な
い
主
題
を
開
拓
し
、
そ
の
成
立
に
中
国
に
お
け
る
「
哀
」
の

文
体
、
子
を
哀
傷
す
る
詩
賦
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
す
と
と
も

に
、
長
歌
の
前
半
の
明
か
ら
後
半
の
暗
へ
の
展
開
に
つ
い
て
『
文
心
彫
龍
』
の

「
誄
碑
」
に
「
体
を
伝
に
し
て
文
を
頌
に
し
、
始
を
栄
め
て
終
を
哀
し
む
」
と

述
べ
る
哀
誄
の
構
成
と
軌
を
一
に
す
る
と
説
く
。

　
し
か
し
、
こ
の
長
歌
の
構
成
と
内
容
を
願
文
の
一
種
で
あ
る
「
亡
文
」
と
比

較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
の
で
、
右
記
諸
説

に
見
直
し
の
余
地
が
出
て
く
る
。
以
下
、
例
を
掲
げ
よ
う
。

　　
（
２
）「
亡
文
」
例

〈
例
１
〉

毎
聞
朝
花
一
落
、
終
無
反
樹
之
期
。
細
雨
辭
天
、
豈
有
帰
雲
之
路
。
…
…

惟
孩
子
鳳
鶴
俊
骨
、
天
降
異
霊
。
弄
影
巡
床
、
多
般
語
笑
。
解
行
而
二
歩

五
歩
、
解
父
母
之
愁
容
。
学
語
而
一
言
両
白
、
別
尊
卑
之
顔
色
。
将
為

（
謂
）
或
人
長
大
、
侍
奉
尊
親
。
何
期
逝
水
無
情
、
去
留
有
恨
。
朝
風
忽

起
、
吹
落
庭
梅
。
玉
砕
荊
山
、
珠
沈
逝
水
。
父
念
切
切
、
垂
血
涙
以
無
休
。

母
憶
惶
惶
、
但
哀
號
而
難
止
。
東
西
室
内
、
不
聞
呼
父
之
聲
。
南
北
階
前
、

空
是
（
見
）
聚
□
（
塵
）
之
處
。
親
因
（
姻
）
念
想
、
再
睹
何
期
。
内
外

含
酸
、
惨
傷
無
盡
。
惟
孩
子
将
斎
僧
功
徳
、
用
資
魂
路
。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
願
文
號
頭
・S

5639

）

　〈
例
２
〉
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嘗
聞
荊
山
有
玉
、
大
海
明
珠
。
骨
秀
神
清
、
紅
顔
紺
白
。
似
笑
似
語
、
解

父
母
之
愁
容
。
或
坐
或
行
、
遣
傍
人
之
愛
美
。
掌

来
（
未
）
足
、
怜
念

偏
深
。
弄
抱
懐
中
、
喜
愛
無
盡
。
或
是
西
方
化
生
之
子
、
或
従
六
欲
天
来
。

暫
時
影
現
、
限
満
還
帰
浄
土
。
何
期
花
開
値
雪
、
吐
蘂

霜
。
我
迩
（
俄

爾
）、
之
間
、
掩
（
奄
）
従
風
燭
。
東
西
室
内
、
不
聞
呼
母
之
聲
。
南
北

堂
前
、
空
見
聚
塵
之
跡
。
懸
情
永
隔
、
再
會
難
期
。
玉
貌
榮
榮
、
託
坐
何

路
。
則
有
斎
主
敬
為
亡
孩
子
ム
七
斎
有
是
設
也
。
惟
孩
子
化
生
玉
殿
、
遊

戯
金
台
。
不
歴
三
塗
、
無
為
八
難
。
捨
閻
浮
之
短
壽
、
睹
浄
土
已
（
以
）

長
生
。
捨
有
漏
之
形

、
證
菩
提
之
妙
果
。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
願
文
號
頭
・S

5637

）

　〈
例
３
〉

昔
者
素
王
所
歎
苗
而
者
於
不
秀
、
唯
有
項
茲
早
亡
。
秀
而
者
於
不
實
、
只

歎
顔
回
之
少
夭
。
已
祐
方
今
、
然
不
殊
善
者
、
孩
子
之
肌
明
片
玉
、
目
浄

瓊
珠
。

桃
李
之
花
開
、
眉
彎
彎
海
月
初
曲
。
能
行
三
歩
五
歩
、
起
坐
未

分
。
學
語
一
言
両
言
、
尊
比
（
妣
）
未
辯
（
辨
）。
豈
謂
鳳

無
託
、
先

凋
五
色
之
花
。
龍
駒
未
便
、
先
懽
（
摧
）
千
里
之
是
（
足
）。
慈
母
日
悲
、

沈
掌
上
之
珍
。
厳
霜
、
失
帳
中
之
玉
。
飾
展
薫
修
、
用
薦
孩
子
冥
路
。 

（〈
願
文
等
範
本
〉・
夫
亡
・S

2832

）

＊
こ
の
亡
文
は
、〈
願
文
等
範
本
〉「
夫
亡
」
条
に
見
え
、
前
半
が
亡
き
夫
へ
捧
げ

る
文
、
後
半
が
亡
き
子
へ
捧
げ
る
文
と
な
っ
て
お
り
、
抄
録
過
程
に
お
け
る
誤
写

と
見
ら
れ
る
。（
筆
者
注
）

　〈
例
４
〉

惟
孩
子
稟
乾
坤
而
為
質
、
承
山
岳
已
（
以
）
作
霊
。
惠
和
也
、
而
（
如
）

春
花
秀
林
。
聰
敏
也
、
則
秋
霜
並
操
。
将
謂
宗
枝
永
茂
、
冠
盖
重
榮
。
豈

期
珠
欲
圓
而
忽
碎
、
花
正
芳
而
□
（

）
霜
。
致
使
聚
沙
之
處
、
命
伴
無

聲
。
桃
李
園
中
、
招
花
絶
影
。
或
者
池
邊
救
蟻
、
或
者
林
下
聚
沙
。
遊
戯

尋
常
、
不
逾
咫
尺
。
豈
謂
春
芳
花
果
、
横
被
霜
霰
之
凋
。
掌
上
明
珠
、
忽

碎
虎
□
之
口
。
嗟
孩
子
八
歳
之
容
華
、
變
作
九
泉
之
灰
。
艶
比
紅
蓮
白
玉
、

﹇
化
﹈
作
荒
交
（
郊
）
之
土
。

 

（〈
願
文
等
範
本
〉・
妹
三
（
亡
）
日
・S

2832

）

　　
（
３
）
語
句
の
出
典

　
⒜
　
白
玉
の 

我
が
子
古
日
は 

明
星
の
…
…
夕
星
の
…
…

　
先
ず
、
井
村
氏
に
よ
る
一
句
の
現
代
語
訳
を
掲
げ
よ
う
。

　　
　
生
ま
れ
た
出
た
　
真
珠
の
よ
う
な

　
　
夫
婦
の
宝
　
わ
た
し
の
古
日
！

　
　
明
星
が
　
ま
た
た
く
朝
は

　
　
床
の
側
に
　
い
つ
も
つ
き
き
り

　
　
…
…
夕
星
が
　
ま
た
た
く
　
宵
は
…
…
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　　『
萬
葉
集
』
に
は
、「
朝
に
は
、
夕
に
は
」
と
の
形
で
表
現
す
る
歌
が
多
数
あ

る
が
）
18
（

、「
明
星
の
朝
…
…
夕
星
の
夕
…
…
」
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。「
明

星
」
も
『
萬
葉
集
』
に
は
こ
の
一
例
の
み
、「
夕
星
」
は
こ
の
例
を
含
め
て
僅

か
三
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
両
者
の
併
用
は
、
異
常
な
ケ
ー
ス
と
見
な
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
井
村
氏
も
こ
の
異
例
に
気
づ
き
、「
親
子
の
情
愛
の
日
々
を
象
徴

す
る
美
し
い
枕
詞
」「
明
の
明
星
、
宵
の
明
星
は
、
何
よ
り
も
愛
と
幸
福
の

日
々
の
美
し
い
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う
」
と
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
が
、
注
目
し

た
い
の
は
、『
敦
煌
願
文
集
』
に
は
、
子
供
の
誕
生
一
ヶ
月
を
祝
う
願
文
に
次

の
文
句
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
、

　

其
孩
子
乃
色
奪
紅
蓮
、
面
開
圓
鏡
。
眉
寫
残
月
、
日
（
目
）
帯
初
星
。
容

貌
分
暉
、
敢
映
瓊
瑶
之
色
。 

（〈
願
文
範
本
〉・
孩
子
・P

2044

）

　　
文
中
の
「
眉
寫
残
月
、
日
（
目
）
帯
初
星
」
は
、
親
の
目
に
映
る
子
供
の
容

貌
の
美
し
さ
を
描
く
も
の
で
、「
眉
は
残
月
（
三
日
月
）
の
よ
う
に
美
し
く
、

目
は
初
星
の
よ
う
に
明
る
い
」
と
の
意
で
あ
る
。
こ
の
長
歌
に
お
け
る
「
明

星
」「
夕
星
」
の
併
用
は
、
或
い
は
願
文
の
対
句
に
倣
っ
た
、「
朝
夕
」
と
「
わ

が
子
の
美
し
い
容
貌
」
を
か
け
た
枕
詞
と
見
ら
れ
よ
う
。「
残
月
」
と
「
夕

星
」
こ
そ
一
致
し
な
い
も
の
の
、「
初
星
」
も
「
明
星
」
も
『
毛
詩
』
に
い
う

「
啓
明
」
の
星
で
あ
る
。

　　
⒝
　
床
の
辺
去
ら
ず 

立
て
れ
ど
も 

居
れ
ど
も 

と
も
に
戯
れ

　
一
見
あ
り
ふ
れ
た
表
現
に
見
え
る
こ
の
一
句
は
、
前
引
願
文
例
１
と
例
４
に

あ
る
、

　　
　
○
弄
影
巡
床
。

　
　
○
遊
戯
尋
常
、
不
逾
咫
尺
。

　の
翻
案
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
現
代
風
に
訳
せ
ば
、「
床
の
辺
を
ま
わ
っ
て
離
れ

な
い
」、「
遊
ぶ
時
も
じ
っ
と
し
て
い
る
時
も
、
一
歩
も
身
辺
か
ら
離
れ
な
い
」

と
な
る
。
二
例
は
、
可
愛
げ
で
、
愛
憐
の
情
を
誘
う
子
供
の
姿
を
詠
う
こ
の
一

句
の
発
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　　
⒞
　
大
船
の 

思
ひ
頼
む
に
…
…
思
は
ぬ
に 

横
し
ま
風
の 

尓
布
敷
可
尓 

覆

ひ
来
ぬ
れ
ば

　「
横
し
ま
風
」
の
出
典
を
佛
典
「
横
風
」（『
佛
説
七
処
三
観
経
』）、「
邪
風
」

（『
続
高
僧
傳
』
巻
十
五
、
僧
弁
傳
）、「
無
常
風
」（『
付
法
蔵
因
縁
傳
』
巻
二
）
と

す
べ
き
と
の
見
解
も
あ
る
が
（
芳
賀
『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』）、

願
文
に
も
例
え
ば
、

　

○
朝
風
忽
起
、
吹
落
庭
梅
。（
例
１
）
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○
我
迩
（
俄
爾
）、
之
間
、
掩
（
奄
）
従
風
燭
。（
例
２
）

○
何
期
忽
翻
浪
以
傾
舟
、
俄
庭
風
而
滅
燭
。

 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・
亡
考
妣
意
・S

5639

）

　と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
右
三
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「（
わ
が
子
が
）
俄
か
風
に

よ
っ
て
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
朝
の
梅
の
よ
う
だ
」「（
わ
が
子
が
）
俄
か
風
に
よ
っ

て
消
さ
れ
て
消
え
た
蝋
燭
の
火
の
よ
う
だ
」「（
わ
が
母
は
）
突
然
の
大
波
に
覆

さ
れ
た
船
、
俄
か
風
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
蝋
燭
の
火
の
よ
う
だ
」
の
意
に
な
ろ

う
。
類
似
の
よ
う
な
表
現
が
他
の
願
文
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。

　

○
豈
期
業
韻
（
運
）
難
停
、
忽
奄
（
掩
）
風
燭
。

 

（〈
亡
妣
文
〉・
甲
巻S

343
　
乙
巻P

2915

）

○
奄
従
風
燭
。 

（〈
武
言
亡
男
女
文
〉・S

343

）

○
何
期
大
夜
忽
臨
、
掩
（
奄
）
従
風
燭
。 

（〈
亡
文
範
本
等
〉・S

5639
）

○
何
圖
玉
樹
先
彫
（
凋
）、
金
枝
早
折
。
奄
従
風
燭
、
某
七
今
臨
。

 

（〈
亡
男
〉・S

1441

　P
3825

）

○
豈
期
風
燭
難
留
、
掩
（
奄
）
帰
大
夜
。

 

（〈
願
文
範
本
等
〉・
亡
文
・S

343

　P
3259

）

○
何
期
風
燭
不
停
、
奄
経
某
七
。 

（〈
發
願
文
範
本
〉・P

2058

）

　　
さ
て
、
表
題
の
句
に
見
え
る
難
訓
語
「
尓
布
敷
可
尓
」
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
あ

る
が
、
右
記
諸
例
に
照
ら
し
て
、「
に
わ
か
に
」
と
訓
む
説
に
従
い
た
い
。
西

本
願
寺
本
で
は
、
そ
の
表
記
が
「
尓
母
布
敷
可
尓
」
と
な
っ
て
お
り
、『
略

解
』
所
引
宣
長
説
、
下
四
字
を
衍
字
と
し
、
尓
母
は
位
置
が
乱
れ
て
上
に
入
っ

た
も
の
と
し
、
布
敷
は
「
尓
波
」
の
誤
り
と
み
て
「
尓
波
可
尓
母
」
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
『
古
義
』、『
新
講
』、
金
子
氏
『
評
釈
』
が
従
う
。
井
上
通
泰

『
萬
葉
集
新
考
』
も
、
下
四
字
を
衍
字
と
し
、
母
を
「
波
」
の
誤
り
、
敷
可
を

衍
字
と
し
て
、「
尓
波
布
尓
」
と
訓
み
、
ニ
ハ
カ
ニ
の
意
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
右
記
の
論
考
を
踏
ま
え
て
、
一
句
に
つ
い
て
は
、「
思
わ
ぬ
に
」
は
「
豈

期
」「
何
圖
」「
何
期
」
の
訓
読
語
、「
横
し
ま
風
の
尓
布
敷
可
尓
」
は
、「
横
し

ま
風
の
、
俄
に
」
と
訓
ま
れ
、「
覆
ひ
来
れ
ば
」
は
、
右
記
〈
亡
妣
文
〉
の

「
忽
奄
（
掩
）
風
燭
」
の
「
掩
」
　
お
お
う
、
の
訓
読
語
と
さ
れ
よ
う
。
一
句

の
大
意
を
「
大
船
に
横
し
ま
風
が
俄
に
覆
い
被
さ
っ
て
き
た
よ
う
に
」
と
解
し

た
い
。
大
波
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
船
と
い
う
譬
え
は
、
右
記
の
「
何
期
忽
翻
浪

以
傾
舟
、
俄
庭
風
而
滅
燭
」
に
触
発
さ
れ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

　　
⒟
　
立
ち
踊
り 

足
す
り
叫
び 

伏
し
仰
ぎ 

胸
う
ち
嘆
き

　
一
文
に
つ
い
て
は
、『
風
土
記
』（
意
宇
郡
）
に
見
え
る
、「
号
天
踊
地
行
吟

居
嘆
」
を
、「
成
踊
」『
儀
礼
・
士
喪
礼
・
既
夕
礼
』、「
哭
踊
」『
礼
記
・
檀
弓

上
・
問
喪
』
等
の
「
踊
」
と
交
渉
を
持
つ
語
と
見
る
説
が
あ
る
。「
立
ち
踊

り
」「
胸
う
ち
嘆
き
」
の
句
は
、
契
沖
が
『
孝
経
』（
喪
親
章
）
を
引
い
て
指
摘
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す
る
、「

踊
」
を
下
に
敷
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

立
ヲ
ド
リ
ヨ
リ
ム
ネ
ウ
チ
ナ
ゲ
キ
マ
デ
ハ
孝
経
云
。
哭
泣

踊
哀
以
送
。

注
曰
、

心
曰

跳
曰
踊
。
所
以
泄
哀
。
男
踴
女

以
送
之
。

 

（『
代
匠
記
』
精

本
）

　　
岸
本
由
豆
流
『
萬
葉
集
攷
証
』
で
も
、『
礼
記
』（
檀
弓
下
）
の
、

　　
　
辟
踊
、
哀
之
至
也
。
有
算
、
為
之
節
文
也
。

　を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
萬
葉
集
』
も
従
う
が
）
19
（

、

左
記
の
例
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　

○
至
孝
等
對
孤
墳
而
躄
踴
、
涙
下
数
行
。
扣
棺
槨
以
號

。

 

（〈
廻
向
發
願
範
本
等
〉・
嘆
壙
・S

4474
）

○
至
孝
攀
號

勇
（
踴
）、
五
内
分
崩
。 

（〈
臨
壙
文
〉・S

6417

）

○
遂
乃
攀
號
僻
（

）
踴
、
五
内
分
崩
。 

（〈
臨
壙
文
〉・S

6417

）

○
至
孝
等
攀
號

踴
…
…
悲
叫
號

。 

（〈
臨
壙
文
〉・
北
圖7133

）

○
遂
乃
攀
號

踴
…
…
悲
叫
號

。 

（〈
臨
壙
文
〉・S

5957

）

　　
一
読
し
て
表
題
句
と
至
近
の
距
離
に
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

本
来
は
亡
き
親
へ
の
行
為
と
し
て
臨
壙
文
に
多
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
子

供
の
亡
文
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
憶
良
に
よ
っ
て
長
歌
に
取

り
入
れ
ら
れ
、
自
家
薬
籠
中
に
て
合
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　　
⒠
　
白
玉
の 

我
が
子
…
…
手
に
持
て
る 

我
が
子
飛
ば
し
つ

　
右
記
表
現
の
依
拠
と
し
て
、「
痛
掌
珠
愛
子
」（
江
淹
「
傷
愛
子
賦
」『
広
弘
明

集
』）
や
「
掌
中
珠
碎
」（

信
「
傷
心
賦
」『
芸
文
類
聚
』）
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
夭
折
し
た
子
供
に
贈
る
願
文
に
は
、
前
引
諸
例
を
含
め
て
、
左
記
の
よ
う

に
多
く
の
類
例
が
見
ら
れ
る
。

　

○
玉
砕
荊
山
、
珠
沈
逝
水
。（
例
１
）

○
荊
山
有
玉
、
大
海
明
珠
。（
例
２
）

○
掌

来
（
未
）
足
、
怜
念
偏
深
。（
例
２
）

○
慈
母
日
悲
、
沈
掌
上
之
珍
。（
例
３
）

○
豈
期
珠
欲
圓
而
忽
碎
。（
例
４
）

○
掌
上
明
珠
、
忽
碎
虎
□
之
口
。（
例
４
）

○
毎
泣
蟾
光
之
影
、
猶
掌
失
珠
。

 

（〈
二
月
八
日
文
範
本
〉・
亡
男
・
甲
巻S

1441

、
乙
巻P

3825

）

○
膝
下
亡
珠
、
掌
中
碎
寶
。 

（〈
亡
男
文
〉・P

2341

）

○
豈
謂
庭
摧
玉
樹
、
掌
碎
明
珠
。

 

（〈
亡
考
妣
文
範
本
等
〉・
孩
子
歎
・S

5637

）
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○
豈
謂
庭
摧
玉
樹
、
掌
碎
明
珠
。 

（〈
願
文
範
本
等
〉・
□
□
子
・S

4992

）

○
豈
期
風
摧
澤
葉
、
霜
折
芳
苗
。
碎
掌
内
之
明
珠
、
失
窈
窕
之
美
色
。

 

（〈
亡
考
妣
文
範
本
等
〉・
女
孩
子
・S

5637

）

○
片
玉
掌
上
、
月
浄
驪
珠
。 

（〈
願
文
範
本
〉・
女
・P

2044

）

○
母
泣
断
而
無
追
、
痛
失
掌
中
之
寶
。 

（〈
願
文
範
本
〉・
孩
子
・P

2044

）

　　
こ
の
よ
う
に
、
我
が
子
を
「
掌
」
に
あ
る
「
珠
」、
或
い
は
「
玉
」
と
比
喩

す
る
と
こ
ろ
が
、「
白
玉
の 

我
が
子
」「
手
に
持
て
る 

我
が
児
」
の
表
現
に
通

じ
て
お
り
、
右
記
願
文
の
諸
例
こ
そ
そ
の
出
典
と
し
て
再
認
識
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
表
題
の
句
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
味
が
、
右
記
「
亡

男
」「
孩
子
」
に
見
え
る
「
猶
掌
失
珠
」「
痛
失
掌
中
之
寶
」
　
「
掌
の
珠
を
失

う
が
猶
し
」「
掌
中
の
寶
を
痛
失
す
」
に
尽
さ
れ
て
い
る
。

　　
⒡
　
い
つ
し
か
も 

人
と
な
り
出
で
て 

悪
し
け
く
も 

善
け
く
も
見
む
と 
大

船
の 

思
ひ
頼
む
に

　
一
句
は
、「
い
つ
の
日
か 

大
き
く
な
っ
て 

あ
れ
こ
れ
と 

見
て
や
れ
よ
う
か

と 

心
頼
み
に 

し
て
い
た
矢
先
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
前
引
「
亡

文
」
例
１
に
あ
る
、

　　
　
将
為
（
謂
）
或
人
長
大
、
侍
奉
尊
親
。

　

と
と
も
に
、
亡
き
子
の
将
来
へ
の
期
待
と
い
う
点
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
。

た
だ
し
、「
亡
文
」
の
方
は
、「
成
人
し
て
両
親
の
面
倒
が
見
れ
た
ら
」
と
、
所

謂
儒
教
の
孝
行
観
を
盛
り
込
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、
長
歌
の
方
は
、
た
だ
親
が

子
の
成
長
を
見
届
け
て
や
り
た
い
と
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
的

に
変
容
さ
せ
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
後
考
が
必
要
で
あ
る
が
、
表
現
の
モ
チ
ー

フ
は
近
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　　
⒢
　
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
賂
は
せ
む
下
へ
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ

　
反
歌
と
な
る
右
の
歌
に
お
け
る
「
道
行
き
」
は
、
後
生
来
世
ま
で
の
彷
徨
、

つ
ま
り
中
有
の
旅
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
四
十
九
日
の
間
、
閻
羅
王
そ
の
他
冥

府
の
王
の
審
判
を
受
け
な
が
ら
旅
を
続
け
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
賂
」
は
、

死
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
三
宝
に
捧
げ
る
布
施
を
指
し
、
も
っ
て
天
へ
導
く

こ
と
を
祈
願
す
る
。

　

○
惟
孩
子
将
斎
僧
功
徳
、
用
資
魂
路
。（
例
１
）

○
則
有
斎
主
敬
為
亡
孩
子
ム
七
斎
有
是
設
也
。（
例
２
）

○
飾
展
薫
修
、
用
薦
孩
子
冥
路
。（
例
３
）

　　
そ
も
そ
も
結
び
の
文
句
と
し
て
「
用
資
魂
路
」「
薦
孩
子
冥
路
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
反
歌
の
機
能
も
こ
れ
に
近
い
。
両
者
相
俟
っ
て
願
文
＝
亡
文
の

機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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（
４
）「
亡
文
長
歌
」
出
現
の
意
義
　
長
歌
成
立
の
一
側
面

　
以
上
、「
男
子
名
は
古
日
に
恋
ふ
る
歌
」
の
表
現
と
「
亡
文
」
の
類
似
を
分

析
し
、
関
連
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
片
や
漢
文
、
片
や
和
歌
と

い
う
、
一
見
形
態
を
異
に
す
る
二
つ
の
文
章
が
、
実
は
憶
良
一
流
の
翻
案
手
際

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
者
同
士
で
あ
る
。
か
つ
て
井
村
氏
は
こ
の
一
首
を
評
し
て
、

　

憶
良
の
作
品
は
一
般
に
、
黙
読
し
た
り
、
平
板
に
棒
読
み
す
る
と
、
ず
い

分
ぎ
こ
ち
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
情
念
の
浪
に
乗
る
よ

う
に
朗
読
し
て
み
る
と
、
緩
急
・
強
弱
・
抑
揚
が
豊
か
で
、
案
外
ス
ム
ー

ズ
な
詞
運
び
、
内
在
的
な
韻
律
が
有
る
こ
と
に
気
付
く
。

　と
語
っ
た
が
、
前
項
の
出
典
考
察
に
見
た
よ
う
に
、
四
六

儷
文
の
願
文
を
下

敷
き
と
す
る
漢
文
韻
文
の
熟
読
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
「
ス
ム
ー

ズ
な
詞
運
び
、
内
在
的
な
韻
律
」
を
有
す
る
「
亡
文
長
歌
」
と
も
言
う
べ
き
も

の
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
願
文
を
踏
ま
え
て
で
き
た
、
こ
の
よ
う
な
「
亡
文
長
歌
」
は
、
上
代

に
お
け
る
長
歌
成
立
を
考
え
る
点
に
お
い
て
も
新
た
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

　
日
野
龍
夫
氏
は
、「
新
体
詩
の
一
源
流
　
漢
詩
和
訳
の
も
た
ら
し
た
も
の
」

な
る
一
文
に
お
い
て
、
近
代
に
お
け
る
新
体
詩
の
確
立
に
は
、
漢
学
者
た
ち
に

よ
る
中
国
の
漢
詩
の
和
訳
が
一
役
買
っ
て
い
る
と
い
う
、
従
来
の
定
説
を
覆
す

創
見
を
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
日
野
氏
は
、
近
体
詩
の
源
流
を
求
め
る
に
あ
た

り
、
与
謝
蕪
村
の
長
詩
「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
に
注
目
し
、「
形
式
、
内
容

と
も
に
、
例
え
ば
島
崎
藤
村
の
『
若
菜
集
』
に
収
め
て
も
そ
の
ま
ま
通
り
そ
う

な
ほ
ど
、
近
代
的
な
抒
情
詩
に
接
近
し
て
い
る
」
と
評
し
な
が
ら
、
そ
の
達
成

を
、
頴
原
退
蔵
が
指
摘
す
る
俳
諧
の
世
界
に
伝
わ
る
長
詩
の
流
れ
と
の
関
連
を

あ
え
て
否
定
し
、「
漢
詩
の
悼
亡
詩
を
日
本
語
で
試
み
る
と
い
う
意
図
の
も
た

ら
し
た
も
の
」
と
し
た
上
で
、

　

人
の
死
を
悲
し
み
悼
む
詩
は
、
日
本
で
も
、
古
今
和
歌
集
以
来
、
歌
集
に

哀
傷
の
部
を
設
け
る
習
慣
が
固
定
し
、
古
来
無
数
に
詠
ま
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
岡
に
登
っ
て
人
の
死
を
悼
む
、
あ
る
い
は
人
の
死
を
悼
む
た
め
に

岡
に
登
る
と
い
う
設
定
は
、
日
本
の
哀
傷
歌
の
伝
統
の
中
に
は
多
分
例
が

な
い
。
…
…
「
君
を
思
う
て
岡
の
べ
に
行
き
つ
遊
ぶ
／
お
か
の
べ
何
ぞ
か

く
か
な
し
き
」
と
い
う
聯
は
、
ま
さ
に
こ
の
漢
詩
の
悼
亡
詩
に
見
出
さ
れ

る
登
高
感
傷
の
思
い
を
、
日
本
語
の
詩
と
し
て
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
聯
に
続
く
叙
述
は
、
登
高
し
て
目
に
し
た
野
草
、
耳

に
し
た
雉
の
声
と
、
次
々
と
思
い
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、

「
北
寿
老
仙
を
い
た
む
」
全
編
は
登
高
感
傷
の
思
い
を
順
次
展
開
す
る
と

こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
思
う
。
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憶良の述作と敦煌願文

と
論
じ
、「
漢
詩
の
和
訳
は
日
本
文
学
の
欠
を
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の

結
論
を
示
さ
れ
て
い
る
）
20
（

。

　「
恋
男
子
名
古
日
歌
」
と
い
う
長
歌
の
成
立
に
関
し
て
も
、
本
質
的
に
は
同

様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。「
亡
文
」
と
い
う
文
体
が
持
つ
構
成
は
、
弔
わ
れ
る

者
の
生
前
と
死
後
へ
寄
せ
る
文
字
通
り
「
情
念
の
浪
」
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
憶
良
の
翻
案
作
業
を
経
て
、
初
め
て
そ
れ
ま
で
の
和
歌
に
類
を
見
な
い

「
亡
児
哀
傷
」
や
「
死
児
哀
傷
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
思
い
を
順
次
展
開
」

し
た
、「
内
在
的
な
韻
律
」
を
有
す
る
長
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
凡
そ
新
し
い
文
体
、
新
し
い
詩
想
の
創
出
に
は
、
常
に
時
代
の
気
運
と
そ
れ

に
呼
応
す
る
文
学
者
の
情
熱
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
学
の
場
合
、

「
翻
訳
」
と
「
翻
案
」
が
と
り
わ
け
常
に
時
代
の
先
取
り
と
し
て
、
気
風
を
切

り
開
い
て
い
く
の
が
特
徴
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
体
詩
が
、
漢
詩
和
訳

で
も
っ
て
西
洋
文
学
の
受
容
の
礎
を
築
い
た
と
同
様
、「
恋
男
子
名
古
日
歌
」

の
よ
う
な
「
亡
文
長
歌
」
の
成
立
の
背
後
に
も
、
敦
煌
願
文
の
よ
う
な
漢
詩
文

の
翻
案
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
右
の
論
考
を
も
っ
て
証
と
し
た
い
。

五
、
む
す
び

　
以
上
、
憶
良
の
作
品
三
点
に
お
け
る
敦
煌
願
文
の
影
響
に
つ
い
て
ご
く
初
歩

的
な
論
考
を
行
っ
て
き
た
。『
敦
煌
願
文
集
』
所
収
の
願
文
は
、
未
刊
行
の
分

と
合
わ
せ
れ
ば
そ
の
半
分
程
度
の
み
と
い
う
こ
と
で
、
本
格
的
な
研
究
調
査
は

ま
さ
に
こ
れ
か
ら
で
あ
る
が
、
小
稿
を
通
し
て
窺
え
た
の
は
、
願
文
と
い
う
新

た
な
漢
籍
の
一
群
の
萬
葉
研
究
に
と
っ
て
の
重
要
性
と
、
従
来
の
我
々
が
想
像

す
る
以
上
の
、
憶
良
の
多
彩
な
文
筆
活
動
及
び
述
作
環
境
で
あ
る
。

　
今
後
刊
行
さ
れ
る
予
定
の
『
敦
煌
願
文
集
』
続
編
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
出

典
調
査
に
加
え
、
細
か
い
表
現
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
よ
り
緻
密
な
考
証
を

重
ね
な
が
ら
新
説
を
生
み
出
し
て
い
く
の
が
、
萬
葉
研
究
の
一
つ
の
新
し
い
方

向
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
と
し
て
は
、
か
か
る
多
彩
な
願
文
の
翻
案
と
見
な
さ
れ
る
述
作
が
何
故

憶
良
に
集
中
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
上
代
に
お
け
る
願
文
の
流

布
及
び
利
用
の
状
況
、
ひ
い
て
は
信
仰
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
深
い
関
心
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

問
題
を
順
次
解
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
批
評
を
超
え
た
、
よ
り
真
実

に
近
い
憶
良
像
に
迫
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　
願
文
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
山
本
真
吾
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
表

白
・
願
文
の
文
体
の
研
究
』（

古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
種
々
集
め
ら
れ

て
お
り
、
中
で
も
渡
辺
秀
夫
「
願
文
　
平
安
朝
の
追
善
願
文
を
中
心
に
　
」

（
佛
教
文
学
講
座
第
八
巻
『
唱
導
の
文
学
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）
が
最
も

概
括
的
で
あ
る
。
な
お
、
黄
征
「
敦
煌
願
文
考
論
」『
香
港
敦
煌
吐
魯
番
研
究

中
心
叢
刊
之
六
・
敦
煌
語
文
叢
説
』（
台
北
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九
七

年
）
や
、
饒
宗

「
談
佛
教
的
發
願
文
」『
香
港
敦
煌
吐
魯
番
研
究
』
第
四
巻

（
一
九
九
九
年
）
に
も
、「
願
文
」
の
定
義
に
関
す
る
議
論
が
あ
り
、
併
せ
て
参
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特
に
断
ら
な
い
限
り
、
井
村
氏
の
論
説
は
、
す
べ
て
こ
の
書
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
９
）　
井
村
哲
夫
『
萬
葉
集
全
注
』（
注（
８
））、
同
「
萬
葉
び
と
の
祈
り

－

現
世

安
穏
・
後
生
善
処
」『
憶
良
・
虫
麻
呂
と
天
平
歌
壇
』（

林
書
房
、
一
九
九
七

年
）

（
10
）　
小
島
憲
之
『
上
代
の
文
学
』（
有
斐
閣
選
書
　
日
本
文
学
史
１
）（
有
斐
閣
、

一
九
七
六
年
）

（
11
）　
村
山
出
『
山
上
憶
良
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
）

（
12
）　
中
西
進
『
山
上
憶
良
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）

（
13
）　
井
村
哲
夫
「
沈
痾
自
哀
文
」『
セ
ミ
ナ
ー
　
萬
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
五

巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
七
　
二
〇
八
頁

（
14
）　
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
萬
葉

集
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）

（
15
）　『
敦
煌
願
文
集
』
の
編
集
者
黄
徴
氏
は
、「
敦
煌
願
文
続
雑
考
」
な
る
論
文

に
お
い
て
、
願
文
の
題
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
呪
」「
咒
」「
祝
」
等
の
表
現

の
異
同
を
佛
教
祈

方
式
の
相
異
に
お
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
自
哀

文
」
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
り
参
考
と
な
る
。『
敦
煌
学
研
究
叢
書
　
敦
煌

語
言
文
字
学
研
究
』（
甘
肅
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
三
　
二
一
一

頁

（
16
）　
余
欣
「
思
遠
道
　
為
行
人
祈
福
的
各
種
方
式
」『
神
道
人
心
　
唐
宋
之
際

敦
煌
民
生
宗
教
社
会
史
研
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
三
四
六
　
三
五

四
頁

（
17
）　
一
首
を
め
ぐ
る
諸
家
の
説
を
概
括
し
て
述
べ
た
も
の
に
、
村
山
出
「
男
子

名
は
古
日
に
恋
ふ
る
歌
」『
セ
ミ
ナ
ー
　
萬
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
五
巻
（
和

考
さ
れ
た
い
。

（
２
）　
黄
徴
・
呉
偉
編
校
『
敦
煌
願
文
集
』（
岳
麓
書
社
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

上
代
文
学
と
り
わ
け
『
萬
葉
集
』
と
の
関
係
を
研
究
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た

の
が
、
芳
賀
紀
雄
「
願
文
・
書
儀
の
受
容
　
海
東
と
西
域
の
問
題
」（『
萬
葉
集

に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
で
あ
る
。

（
３
）　
王
暁
平
氏
は
、
そ
の
著
『
人
文
日
本
新
書
・
遠
傳
的
衣
鉢
　
日
本
傳
衍
的

敦
煌
佛
教
文
学
』（
寧
夏
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
正
倉
院

文
書
を
始
め
、『
萬
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
古
典
に
お
け
る
願
文
の

影
響
に
つ
い
て
一
通
り
論
じ
て
い
る
。
憶
良
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
主
と
し
て

「
報
凶
問
歌
一
首
」
の
漢
文
序
、「
罷
宴
歌
」
及
び
「
恋
男
子
名
古
日
歌
」
と
の

文
体
ま
た
は
一
部
表
現
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
王
氏
の
関
連
研
究
は
、
外

に
も
、「
東
亜
願
文
考
」『
敦
煌
研
究
』（
二
〇
〇
二
年
第
五
号
〈
総
第
七
五

期
〉）
九
五
　
一
〇
〇
頁
、「
晋
唐
願
文
與
日
本
奈
良
時
代
的
佛
教
文
学
」『
東

北
亜
論
壇
』（
二
〇
〇
三
年
第
二
号
）
八
八
　
九
二
頁
、「
敦
煌
書
儀
與
『
萬
葉

集
』
書
状
的
比
較
研
究
」『
敦
煌
研
究
』（
二
〇
〇
四
年
第
八
号
〈
総
第
八
八

期
〉）
七
六
　
八
〇
頁
、
が
あ
る
。

（
４
）　
小
島
憲
之
「
山
上
憶
良
の
述
作
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』（
中
）

（
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
）
九
八
〇
　
九
八
三
頁

（
５
）　
中
西
進
『
山
上
憶
良
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）

（
６
）　
芳
賀
紀
雄
『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇

三
年
）。
以
下
、
芳
賀
氏
の
論
説
は
す
べ
て
こ
の
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
７
）　
佐
藤
美
知
子
『
萬
葉
集
と
中
国
文
学
受
容
の
世
界
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇

二
年
）

（
８
）　
井
村
哲
夫
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
五
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）。
以
下
、

(02)274
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泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。
二
三
六
　
二
四
四
頁

（
18
）　『
萬
葉
集
』
に
は
、「
朝
夕
」
を
め
ぐ
る
表
現
は
例
え
ば
左
記
の
よ
う
に
数

多
く
見
ら
れ
る
。

　
○
朝
に
は
　
取
り
撫
で
た
ま
ひ
　
夕
に
は
　
い
寄
り
立
た
し
し
…
…
（
巻
一
・3

）

　
○
朝
に
は
　
出
で
立
ち
偲
び
　
夕
に
は
　
入
り
ゐ
嘆
か
ひ
…
…
（
巻
三
・481

）

　
○
朝
に
は
　
庭
に
出
立
ち
　
夕
に
は
　
床
打
ち
払
い
…
…
　

（
巻
八
・1629

）

　
○
朝
に
は
　
白
露
置
き
　
夕
に
は
　
霞
た
な
び
く
…
…
　

（
巻
十
三
・3221

）

　
○
朝
に
は
　
角
に
出
で
立
ち
　
夕
に
は
　
谷
を
見
渡
し
…
…
（
巻
十
九
・4209

）

（
19
）　
佐
竹
昭
広
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
萬
葉
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
）

（
20
）　
日
野
龍
夫
「
新
体
詩
の
一
源
流
　
漢
詩
和
訳
の
も
た
ら
し
た
も
の
ー
」

（『
国
語
国
文
』
第
七
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
九
五
二
　
九
七
九
頁

　【
付
記
】
小
稿
を
も
っ
て
筆
者
を
萬
葉
研
究
に
導
き
、
数
々
の
萬
葉
ゆ
か
り
の
地

へ
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
井
村
哲
夫
先
生
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
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序
僕
は
資
生
堂
が
好
き
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
漂
つ
て
ゐ
る
空
気
が
大
好
き
な
の

だ
。
こ
ゝ
の
テ
エ
ブ
ル
に
坐
つ
て
居
る
と
本
当
に
銀
座
に
居
る
や
う
な
気

が
す
る
）
1
（

（
安
藤
更
正
『
銀
座
細
見
』
一
九
三
一
年
）

　化
粧
品
で
有
名
な
資
生
堂
の
パ
ー
ラ
ー
で
す
。
銀
座
と
い
つ
て
も
、
そ
の

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
、
八
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
の
西
側
で
そ
こ
を
本
當
の

銀
座
マ
ン
ら
し
い
人
々
が
歩
き
、
シ
ツ
ク
な
洋
装
も
見
ら
れ
る
と
い
ふ
わ

け
で
す
。
資
生
堂
の
パ
ー
ラ
ー
は
そ
の
中
心
。
し
ぶ
い
チ
ヨ
コ
レ
ー
ト
色

の
建
物
で
そ
こ
で
憩
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
は
、
銀
座
マ
ン
中
の
銀
座
マ
ン
で

す
。
二
階
か
ら
下
の
パ
ー
ラ
ー
が
見
降
ろ
せ
る
。
階
下
か
ら
上
を
仰
ぐ
と
、

ボ
ツ
ク
ス
に
淡
く
つ
い
て
ゐ
る
電
氣
ス
タ
ン
ド
の
笠シ

エ
ー
ド覆

を
傍
に
、
幸
福
さ

う
な
ア
ベ
ツ
ク
た
ち
が
輕
い
会
話
を
交
し
て
ゐ
る
。（
下
）
は
そ
の
資
生

堂
前
あ
た
り
の
ス
ケ
ツ
チ
で
す
。
こ
こ
は
大
阪
で
も
京
都
で
も
見
ら
れ
ぬ

文
化
人
的
な
知
識
的
な
匂
い
の
濃
い
場
所
で
す
。
雑
誌
や
新
聞
や
舞
台
で

お
な
じ
み
の
知
名
の
人
士
に
会
ふ
の
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
2
（

（『
婦
人
画
報
』
一
九
三
六
年
）

　　
こ
の
よ
う
に
、
資
生
堂
は
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
銀
座
を
象

徴
す
る
場
所
と
し
て
た
び
た
び
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、「
東
京

銀
座
資
生
堂
」
と
し
て
の
存
在
感
を
高
め
て
い
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
こ
の
背
景
で
は
一
九
一
五
年
に
創
業
者
で
あ
る
福
原
有
信
（
一

八
四
八
　
一
九
二
四
）
の
三
男
、
福
原
信
三
（
一
八
八
三
　
一
九
四
八
）
が
六
年

間
に
お
よ
ぶ
洋
行
か
ら
帰
国
し
て
経
営
に
参
画
し
、
資
生
堂
は
一
調
剤
薬
局
か

ら
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
へ
と
本
格
的
な
進
出
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
、

メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
異
例
と
も
い
え
る
パ
ー
ラ
ー
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
含
む
小
売

広
告
と
し
て
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー

　
　
交
際
様
式
の
変
容
と
「
パ
ー
ラ
ー
（
洋
間
）」

戸 

矢 

理 

衣 

奈
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店
舗
の
充
実
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
信
三
の
就
任
後
ま
も
な
く
、
有
信
が
薬
局
内
に
開
設
し
た
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン

テ
ン
は
銀
座
最
初
期
の
高
級
喫
茶
室
（
の
ち
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
）
へ
と
改
装

さ
れ
、
一
九
一
九
年
に
は
現
存
す
る
銀
座
最
古
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
あ
る
資
生
堂

ギ
ャ
ラ
リ
ー
も
オ
ー
プ
ン
し
た
。
一
九
二
一
年
に
は
当
時
の
欧
米
の
最
新
モ
ー

ド
を
紹
介
す
る
美
容
科
、
美
髪
科
、
子
供
服
科
が
「
美
容
三
科
」
と
し
て
開
設

さ
れ
、
資
生
堂
は
流
行
の
発
信
地
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
く
。
化
粧
品
メ
ー

カ
ー
に
よ
る
、
パ
ー
ラ
ー
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
兼
営
は
当
時
も
異
例
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
近
年
に
な
っ
て
、
欧
米
の
プ
レ
ミ
ア
ム
ブ
ラ
ン
ド
が
続
々
と
レ
ス
ト
ラ

ン
や
カ
フ
ェ
な
ど
を
開
店
し
、
経
営
学
に
お
い
て
も
「
経
験
経
済
」
と
し
て
注

目
を
集
め
た
が
、
資
生
堂
の
試
み
は
彼
等
に
ほ
ぼ
一
世
紀
遡
る
。
そ
れ
が
い
か

に
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
福
原
義
春
・
資
生
堂
名
誉
会
長
の
言
葉
か
ら

も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

あ
る
と
き
エ
ス
テ
ィ
ロ
ー
ダ
ー
の
社
長
か
ら
『
化
粧
品
の
資
生
堂
が
な
ぜ

レ
ス
ト
ラ
ン
を
や
っ
て
い
る
の
か
？
』『
イ
メ
ー
ジ
上
は
大
丈
夫
か
？
』

と
い
わ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
化
粧
品
事
業
が
大
き
く
な
る
ま
で
、

資
生
堂
の
本
物
主
義
や
最
高
級
志
向
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
き

た
旗
頭
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
パ
ー
ラ
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
資

生
堂
が
パ
ー
ラ
ー
の
子
会
社
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
人
さ
え
い
た
ほ
ど
で

す
。
パ
ー
ラ
ー
は
ま
た
資
生
堂
に
と
ど
ま
ら
ず
、
銀
座
を
代
表
す
る
イ
メ

ー
ジ
・
リ
ー
ダ
ー
の
一
つ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
）
3
（

。

　　
福
原
信
三
は
メ
ー
カ
ー
へ
の
転
進
を
図
る
一
方
で
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

小
売
部
、
な
か
で
も
化
粧
品
と
直
接
的
な
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
パ
ー
ラ
ー

の
運
営
に
尽
力
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
な
ぜ
、
パ
ー
ラ
ー
は
銀
座
そ
し
て
資

生
堂
を
象
徴
す
る
存
在
と
な
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
資
生
堂
で
は
一
九
九
五
年
に
主
要
紙
誌
の
悉
皆
調
査
に
基
づ
い
て
『
資
生
堂

ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
富

山
秀
男
は
「
企
業
経
営
の
原
点
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
損
失
に
す
ぎ
な
い
ア
ー

ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
存
続
に
、
福
原
信
三
が
ど
う
し
て
こ
れ
程
固
執
し
た
か
は
改

め
て
考
え
直
す
べ
き
問
題
点
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
）
4
（

。
当

時
は
収
益
が
度
外
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
パ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題

を
問
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
一
次
資
料
を
中
心
に
、
福
原
有
信
の
時
代
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ

ン
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
た
後
、
信
三
が
メ
ー
カ
ー
へ
の
進
出
に
あ
た
っ
て
、

パ
ー
ラ
ー
を
い
か
に
位
置
づ
け
、
ま
た
有
信
の
時
代
か
ら
変
容
さ
せ
た
の
か
を

検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
パ
ー
ラ
ー
を
特
徴
付
け
て
い
た
顧
客
で
あ
る
、
帰
朝
者

そ
し
て
女
性
に
と
っ
て
の
「
社
交
」
の
変
容
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
パ
ー
ラ
ー

が
銀
座
の
「
イ
メ
ー
ジ
・
リ
ー
ダ
ー
」
と
な
り
え
た
背
景
を
検
討
す
る
。

　
な
お
資
生
堂
に
関
す
る
先
行
研
究
に
関
し
て
は
拙
稿
「『
東
京
銀
座
資
生

堂
』
の
誕
生

福
原
信
三
と
銀
座
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
」（『
日
本
研
究
』
第
三
十
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八
号
）
に
て
言
及
し
た
と
お
り
、
資
生
堂
社
史
を
は
じ
め
同
社
関
係
者
に
よ
る

研
究
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
外
部
研
究
者
に
よ
る
も
の
は
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア

制
に
関
す
る
研
究
や
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
関
連
し
た
美
術
史
、
建
築
史
の
視

点
に
よ
る
も
の
を
除
い
て
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
な
か
で
も
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー

に
関
す
る
も
の
は
パ
ー
ラ
ー
出
身
の
菊
川
武
幸
に
よ
る
『
東
京
・
銀
座
　
私
の

資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
物
語
』
を
は
じ
め
、
レ
シ
ピ
な
ど
も
掲
載
さ
れ
た
幅
広
い
読

者
層
を
対
象
に
し
た
作
品
に
限
ら
れ
て
い
る
。

１

有
信
の
時
代
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン

　
資
生
堂
は
一
八
七
二
年
、
福
原
有
信
ら
に
よ
り
日
本
初
の
洋
風
調
剤
薬
局
と

し
て
開
業
し
た
。
開
業
当
初
、
複
数
の
設
立
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
反
映
し
て

明
治
初
期
に
は
複
数
の
資
生
堂
が
存
立
し
て
い
た
。
有
信
の
資
生
堂
は
「
福
原

資
生
堂
」「
新
橋
資
生
堂
」
と
し
て
知
ら
れ
た
（
本
稿
の
「
資
生
堂
」
は
福
原
有

信
に
よ
る
資
生
堂
を
指
す
も
の
と
す
る
）。
元
海
軍
病
院
薬
局
長
と
い
う
有
信
の

経
歴
や
高
木
兼
寛
、
松
本
良
順
ら
当
時
の
医
学
界
の
重
鎮
と
の
良
好
な
関
係
か

ら
、
資
生
堂
は
皇
族
を
は
じ
め
と
し
た
上
層
階
級
の
御
用
達
と
な
り
、
そ
の
知

名
度
を
高
め
て
い
っ
た
。『
そ
れ
か
ら
』（
夏
目
漱
石
）
や
『
金
毘
羅
』（
森

外
）
を
は
じ
め
、
当
時
の
文
芸
作
品
に
も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
資
生
堂
で
は
調
剤
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
初
と
さ
れ
る
煉
歯
磨
や
化
粧
水

「
オ
イ
デ
ル
ミ
ン
」
な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
製
品
の
製
造
や
、
舶
来
品
の
販
売
で

も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
有
信
の
時
代
の
店
員
は
「
化
粧
品
は
其
の
当
時
の

高
貴
の
人
が
外
国
品
を
買
い
に
こ
ら
れ
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、
当
時

は
店
員
も
和
服
で
、
店
舗
も
い
た
っ
て
「
む
か
し
風
」
だ
っ
た
。
能
楽
者
の
杵

屋
六
左
衛
門
と
、
岸
田
劉
生
は
そ
れ
ぞ
れ
明
治
時
代
の
資
生
堂
を
次
の
よ
う
に

回
想
し
て
い
る
。

　

竹
川
町
（
電
停
）
の
資
生
堂
が
む
か
し
風
の
薬
屋
さ
ん
で
、
レ
ジ
ス
タ
ー

の
と
こ
ろ
が
丁
度
お
風
呂
屋
の
番
台
そ
っ
く
り
で
し
た
）
5
（

（
杵
屋
六
左
衛
門
）

資
生
堂
は
昔
は
薬
専
門
の
家
で
あ
つ
て
、
私
の
生
家
と
は
同
業
で
、
よ
く

福
原
々
々
と
い
ふ
こ
と
を
耳
に
し
た
）
6
（

（
岸
田
劉
生
）

　　
信
三
の
弟
、
信
辰
（
路
草
）
と
慶
應
の
同
級
生
だ
っ
た
作
家
の
邦
枝
完
二
は

当
時
、
有
信
が
薬
局
内
に
開
い
た
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
様
子
を
次
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る
。

　

　
資
生
堂
の
福
原
路
草
と
親
交
の
あ
つ
た
わ
た
く
し
は
、
路
草
の
お
母
さ

ん
が
ほ
ま
ち
に
始
め
た
の
だ
と
い
ふ
、
現
在
の
喫
茶
部
を
訪
れ
て
は
、
畳

の
敷
い
て
あ
る
二
階
に
寝
こ
ろ
び
な
が
ら
、
自
慢
の
ソ
ー
ダ
水
を
馳
走
に

な
つ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
時
分
は
勿
論
料
理
な
ど
は
な
く
て
、
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
と
ソ
ー
ダ
水
だ
け
が
店
の
看
板
で
あ
つ
た
。
な
ア
に
、
お
袋
の
小

遣
取
り
な
ん
だ
か
ら
、
売
れ
て
も
売
れ
な
く
つ
て
も
い
ゝ
ん
だ
よ
と
、
路
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草
は
二
階
か
ら
下
の
狭
い
店
を
見
下
し
乍
ら
云
つ
て
ゐ
た
。

　
そ
ん
な
時
に
、
ふ
ら
り
と
起
き
上
つ
て
、
わ
た
く
し
達
は
芳
宗
老
や
松

頭
に
、
銀
座
の
昔
話
を
し
て
貰
ひ
に
出
か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
土
産

は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
き
ま
つ
て
ゐ
た
が
、
夏
は
ま
だ
し
も
、
冬
の
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
は
、
ど
ち
ら
も
迷
惑
さ
う
で
あ
つ
た
）
7
（

。

　　
こ
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
が
現
在
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
の
原
点
で
あ
る
。

開
業
の
き
っ
か
け
は
有
信
の
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
へ
の
視
察
旅
行
だ

っ
た
。
そ
の
途
上
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
立
ち
寄
っ
た
有
信
は
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
で
化
粧
品
や
雑
貨
は
も
と
よ
り
、
食
品
ま
で
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
愕

す
る
。
一
九
一
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
渡
米
し
た
「
最
初
の
工
業
デ
ザ
イ
ナ

ー
」、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ロ
ー
ウ
ィ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
は

「
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
天
井
ま
で
ぎ
っ
し
り
と
積
み
重
ね
ら
れ
」、

薬
品
と
コ
ー
ヒ
ー
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
の
匂
い
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
と

驚
き
、
自
伝
に
も
「
ア
メ
リ
カ
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
の
光
景
は
一
つ
の
衝
撃
だ

っ
た
」
と
記
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
有
信
の
衝
撃
は
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
）
8
（

。
有
信
は
「
帰
朝
の
土
産
」
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
什

器
一
式
を
輸
入
し
、
一
九
〇
二
年
に
は
資
生
堂
薬
局
内
に
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ

ン
を
開
業
す
る
。

　
有
信
の
友
人
の
谷
邨
一
佐
は
、
帰
国
後
の
有
信
に
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の

開
設
を
提
案
し
た
の
は
自
分
だ
と
語
っ
て
い
る
。
谷
邨
は
エ
ー
ル
大
学
卒
業
後
、

長
き
に
わ
た
る
米
国
滞
在
を
経
て
、
貿
易
業
に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
ソ
ー
ダ
水
製
造
機
を
輸
入
し
た
と
い
う
。
谷
邨
は
当
時
の

有
信
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

そ
の
と
き
私
が
感
服
し
た
の
は
、
有
信
氏
の
徹
底
振
り
で
あ
っ
た
。
機
械

の
ほ
か
、
コ
ッ
プ
、
ス
ト
ロ
ウ
、
シ
ロ
ッ
プ
、
サ
ジ
に
至
る
ま
で
、
一
切

合
切
取
り
寄
せ
る
こ
と
に
し
て
注
文
を
出
し
て
く
れ
、
と
言
わ
れ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
コ
ッ
プ
や
ム
ギ
ワ
ラ
く
ら
い
は
日
本
で
も
間
に
合
う
の
で
は

な
い
か
と
い
う
と
、
氏
は
決
し
て
そ
う
だ
ね
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
何
で

も
か
ん
で
も
向
こ
う
の
も
の
で
な
け
れ
ば
と
い
う
の
で
、
取
り
寄
せ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
全
く
先
見
の
明
と
い
う
べ
き
で
、
あ
の
薄
手
の
み
が
い
た

図１　ソーダ水製造機（写真：資生堂資料
館所蔵、以下同）
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コ
ッ
プ
な
ど
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
清
潔
な
感
じ
を
与
え
る
の
に
成
功
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
、
直
に
銀
座
の
名
物
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

舶
載
さ
れ
た
も
の
が
銀
座
の
清
涼
さ
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
り
、
銀
座
の

資
生
堂
と
し
て
の
基
盤
を
な
し
た
こ
と
と
同
義
語
で
あ
っ
た
と
思
う
）
9
（

。

　　
谷
邨
に
よ
れ
ば
、
有
信
の
価
格
設
定
は
当
時
と
し
て
は
破
格
だ
っ
た
が
、
結

果
的
に
「
大
方
、
中
流
以
上
の
方
ば
か
り
」
で
賑
わ
っ
た
。
資
生
堂
の
赤
い
化

粧
水
、
と
し
て
知
ら
れ
た
「
オ
イ
デ
ル
ミ
ン
」
の
お
土
産
を
つ
け
た
こ
と
か
ら

新
橋
芸
妓
に
も
人
気
を
博
し
、
彼
女
達
が
お
客
を
連
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

芸
妓
が
ソ
ー
ダ
を
飲
む
様
子
は
独
特
の
風
情
を
醸
し
出
し
、
資
生
堂
が
銀
座
に

「
一
種
の
気
分
」
を
添
え
た
と
評
さ
れ
た
）
10
（

。
淹
れ
た
て
の
ソ
ー
ダ
水
も
珍
し
い

も
の
で
、
安
藤
更
生
は
『
銀
座
細
見
』
で
資
生
堂
の
ソ
ー
ダ
水
を
評
し
て
「
あ

れ
は
如
何
に
も
メ
タ
リ
ツ
ク
で
何
か
非
常
に
高
貴
な
金
属
の
溶
水
を
飲
む
や
う

な
気
が
す
る
」
と
、
大
変
な
思
い
入
れ
を
も
っ
て
回
想
し
て
い
る
）
11
（

。
当
時
は
横

浜
か
ら
ソ
ー
ダ
水
を
飲
み
に
来
る
客
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
な
お
信
三
に
よ
れ
ば
「
そ
の
当
時
は
炭
酸
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
、
炭
酸
ガ
ス
発
生
器
に
よ
り
自
ら
製
造
し
、
予
め
水
を
満
た
し
た

鋼
鉄
製
タ
ン
ク
を
ゆ
り
動
か
し
て
ガ
ス
を
満
た
し
」
て
い
た
。
圧
力
が
強
い
う

え
に
操
作
も
複
雑
で
、
し
か
も
「
コ
ッ
プ
を
眞
す
ぐ
に
す
る
と
、
ガ
ス
は
全
部

逃
げ
て
し
ま
う
」。
気
候
に
よ
っ
て
ソ
ー
ダ
水
の
冷
却
温
度
も
変
え
ね
ば
な
ら

ず
、
製
造
は
相
当
に
面
倒
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
）
12
（

。
店
舗
は
と
く
夫
人
が
切
り

盛
り
し
て
い
た
が
、
有
信
に
よ
れ
ば
夫
人
が
店
頭
に
立
つ
の
も
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
式
だ
と
し
て
好
評
を
博
し
た
）
13
（

。

　
こ
う
し
た
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
人
気
に
つ
い
て
、
一
九
四
〇
年
の
経
済

誌
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

当
時
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
が
十
五
銭
、
ソ
ー
ダ
水
が
十
銭
と
云
ふ
値
段
で

図２　有信の時代の資生堂（外観）
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は
氷
水
二
銭
程
度
で
人
々
が
喜
ん
で
飲
ん
だ
時
代
に
高
価
過
ぎ
る
の
は
勿

論
で
あ
つ
て
、
一
般
大
衆
に
は
歯
が
立
た
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
別
に
わ
ざ

と
高
く
し
た
訳
で
は
な
い
が
、
品
質
を
吟
味
し
た
為
め
に
自
然
高
か
ら
ざ

る
を
得
な
か
つ
た
の
で
、
此
商
略
が
銀
ブ
ラ
連
中
に
は
却
つ
て
当
り
、

「
資
生
堂
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
う
ま
い
」「
銀
座
へ
出
て
一
度
は
資
生
堂

の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て
み
な
い
と
近
代
人
の
資
格
が
な
い
」
と
云

ふ
や
う
な
風
潮
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

　　
資
生
堂
の
知
名
度
を
一
躍
高
め
た
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
で
あ
る
が
、
銀
座

で
女
性
や
子
供
づ
れ
で
も
、
外
出
の
際
に
安
心
し
て
休
憩
で
き
る
喫
茶
店
の
原

形
と
し
て
画
期
的
で
あ
っ
た
。

　
後
に
信
三
は
、
飲
料
事
業
を
起
こ
し
た
有
信
の
先
見
の
明
を
指
摘
し
つ
つ
、

当
時
は
こ
う
し
た
飲
料
事
業
が
「
国
民
保
険
」
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、

薬
局
が
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
「
調
剤
の
傍
ら
や
る
事
は
一
つ
の
強
み
」
だ

と
し
て
そ
の
安
全
、
衛
生
面
を
強
調
し
、
資
生
堂
で
は
調
剤
と
飲
料
事
業
の
兼

業
が
家
憲
に
な
っ
て
い
る
と
も
語
っ
て
い
る
。

　

今
か
ら
三
十
五
六
年
前
、
父
が
保
険
業
視
察
の
為
ア
メ
リ
カ
へ
行
つ
た
時
、

彼
地
で
は
薬
局
と
飲
料
水
を
兼
ね
て
居
る
の
を
見
て
、
帰
朝
早
々
現
在
の

処
で
や
つ
た
。
薬
局
は
人
命
を
預
る
所
で
あ
る
か
ら
清
潔
の
上
に
も
清
潔

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
口
や
か
ま
し
く
い
は
れ
た
。
其
頃
は
飲
料
水

店
な
ど
な
か
つ
た
が
し
か
し
早
晩
必
需
的
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
、
其
上
無

責
任
な
市
井
の
商
売
人
よ
り
は
国
民
保
険
に
関
す
る
責
任
の
大
半
を
負
ふ

薬
剤
師
が
調
剤
の
傍
ら
や
る
な
ら
ば
、
顧
客
は
調
剤
さ
れ
た
薬
に
対
す
る

如
く
信
頼
す
る
だ
ら
う
し
、
た
と
へ
そ
ん
な
事
を
一
々
意
識
し
な
い
ま
で

も
、
自
分
が
口
や
か
ま
し
く
い
ふ
清
潔
が
役
に
立
つ
だ
ら
う
と
は
思
は
れ
、

酒
類
を
扱
は
な
け
れ
ば
店
頭
が
乱
れ
る
恐
れ
も
な
く
、
延
い
て
は
婦
人
子

供
も
安
心
し
て

を
医
す
事
が
出
来
る
と
い
ふ
の
で
開
業
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
総
て
調
剤
と
同
じ
様
に
す
れ
ば
品
質
は
必
ず
信
用
さ
れ
る
と
思
ふ

も
の
で
あ
る
）
15
（

。

　　
当
時
の
店
員
も
信
三
が
「
き
れ
い
に
せ
い
き
れ
い
に
せ
い
」
と
と
て
も
う
る

さ
か
っ
た
、
と
回
想
し
て
い
る
が
、
資
生
堂
が
飲
料
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ

て
清
潔
さ
は
最
大
の
差
別
化
要
因
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
八

年
に
業
界
紙
『
飲
料
商
報
』
の
取
材
に
対
し
て
、「
資
生
堂
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
主

任
」
も
次
の
よ
う
に
答
え
、
薬
局
が
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
兼
営
す
る
衛
生

上
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
て
い
る
。

　

一
体
、
外
国
で
は
、
フ
ア
ウ
ン
テ
ン
は
主
に
、
薬
剤
店
、
病
院
な
ど
で
、

副
業
に
営
ん
で
居
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
の
や
う
に
氷
水
屋
と
云

ふ
や
う
な
物
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
夏
な
ど
は
一
寸
外
へ
出
て
も
、
簡

単
に

を
医
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
此
の
フ
ア
ウ
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ン
テ
ン
に
お
立
ち
寄
り
に
な
つ
て
、
ソ
ー
ダ
水
と
か
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

な
ど
を
召
上
る
と
云
ふ
訳
で
あ
り
ま
し
て
、
薬
剤
店
と
か
、
病
院
と
か
な

ど
は
、
衛
生
上
の
設
備
も
完
全
し
て
居
り
ま
す
し
、
そ
れ
に
何
方
で
も
安

心
し
て
出
入
が
出
来
る
と
い
ふ
風
で
あ
り
ま
す
）
16
（

。

　　
資
生
堂
に
続
い
て
銀
座
の
「
聖
ル
カ
薬
品
部
」
が
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を

開
い
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
喫
茶
店
の
ル
ー
ツ
の
一
端
が
清
潔
を
旨
と
し
た

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
や
病
院
に
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
同
誌
に
よ
れ
ば
、
資
生

堂
で
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
そ
の
多
く
が
病
院
に
納
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
一
九
一
六
年
に
は
三
越
も
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
開
き
、
一
九
一
八
年
に

は
都
内
に
十
軒
余
を
数
え
る
よ
う
に
な
っ
た
）
17
（

。
同
年
に
は
資
生
堂
の
裏
手
に
も
、

聖
ル
カ
か
ら
独
立
し
た
天
野
雄
笹
が
日
本
で
は
じ
め
て
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
扱
う

ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
開
い
た
。
天
野
に
よ
れ
ば
新
橋
芸
妓
は
目
新
し
い
も

の
が
好
き
で
、「
余
り
素
人
受
け
の
し
ま
せ
ん

ニ
ラ
」
を
は
じ
め
ソ
ー
ダ
の

好
み
も
他
所
と
は
違
う
と
い
う
）
18
（

。

　
第
一
次
大
戦
中
の
好
況
か
ら
関
東
大
震
災
を
経
て
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
そ

し
て
喫
茶
店
が
広
ま
っ
て
い
く
と
、
資
生
堂
は
老
舗
と
し
て
存
在
感
を
高
め
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
松
崎
天
民
は
『
銀
座
』（
一
九
二
七
年
）
で
有
信
を
こ
の
よ

う
に
評
し
て
い
る
。

　

資
生
堂
の
福
原
有
信
と
云
へ
ば
、
銀
座
開
拓
の
一
人
で
あ
つ
て
、
ソ
ー
ダ

水
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
、
春
夏
秋
冬
の
差
別
な
く
供
給
し
た
の
も
、
東

京
で
は
資
生
堂
を
以
て
嚆
矢
と
し
て
宜
い
ほ
ど
に
、
銀
座
で
は
大
き
な
老

舗
で
あ
る
）
19
（

。

　　
藤
原
あ
き
（
一
八
九
七
　
一
九
六
七
）
と
画
家
の
佐
伯
米
子
も
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
に
回
想
し
、
資
生
堂
が
女
性
が
安
心
し
て
入
る
こ
と
の
で
き
る
喫
茶
店

の
嚆
矢
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
20
（

。

　

『
銀
座
で
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
』
と
云
つ
て
も
、
明
治
の
終
り
の
銀
座
に
は
、

喫
茶
店
な
ん
て
も
の
は
無
か
つ
た
の
で
す
。
函
館
屋
も
資
生
堂
も
、
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
を
売
る
の
が
主
で
は
な
く
、
函
館
屋
は
食
料
品
店
の
よ
う
で

し
た
し
、
資
生
堂
は
薬
屋
で
し
た
）
21
（

（
藤
原
あ
き
）。

　私
は
子
供
の
と
き
か
ら
資
生
堂
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
と
か
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
な
ん
か
が
す
き
で
し
た
。
あ
の
頃
は
ほ
か
に
無
か
っ
た
の
で
す
。
味
が

特
別
お
い
し
か
っ
た
ん
で
す
）
22
（

（
佐
伯
米
子
）。

　
も
っ
と
も
当
時
、
瓶
詰
の
清
涼
飲
料
水
は
す
で
に
販
売
さ
れ
て
お
り
、
横
浜

や
銀
座
に
馴
染
み
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
西
洋
風
の
飲
料
そ
の
も
の
が
極
め

て
珍
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
岸
田
吟
香
は
一
八
七
七
年
に

は
瓶
詰
め
の
「
檸
檬
水
」
を
「
清
涼
甘
美
に
し
て
第
一
、
渇
を
止
め
、
暑
を
消
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し
、
三
夏
の
炎
に
当
つ
て
は
、
一
日
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
の
飲
料
な
り
」
と
し

て
自
ら
経
営
す
る
銀
座
の
薬
局
で
販
売
し
、
た
び
た
び
新
聞
広
告
に
掲
載
し
て

い
る
。
池
田
文
痴
菴
に
よ
る
千
二
百
頁
を
超
え
る
大
著
『
日
本
洋
菓
子
史
』
に

お
い
て
も
福
原
と
岸
田
を
「
清
涼
飲
料
を
以
て
明
治
初
期
に
、
銀
座
の
一
角
に

居
し
、
洋
菓
子
発
展
に
一
つ
の
貢
献
を
し
た
両
雄
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
）
23
（

。

　
銀
座
に
は
輸
入
食
品
で
知
ら
れ
た
亀
屋
や
、
続
い
て
横
浜
か
ら
明
治
屋
が
出

店
し
て
お
り
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
「
シ
ヤ
ト
ー
ラ
フ
イ
ツ
ト
印
葡
萄
酒
」、

天
然
発
泡
水
を
用
い
た
「
三
ツ
矢
印
平
野
水
」
な
ど
各
種
洋
酒
・
輸
入
清
涼
飲

料
を
販
売
し
て
い
た
）
24
（

。
資
生
堂
は
人
々
が
集
う
喫
茶
店
の
嚆
矢
と
し
て
も
斬
新

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

２

信
三
の
時
代
の
パ
ー
ラ
ー

　
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
は
話
題
を
集
め
た
も
の
の
、
資
生
堂
は
な
お
銀
座
の

一
薬
局
で
あ
り
、
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
も
ま
た
そ
の
一
角
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

知
名
人
の
社
交
場
と
し
て
の
パ
ー
ラ
ー
、
そ
し
て
「
東
京
銀
座
資
生
堂
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
確
立
す
る
の
は
、
信
三
が
経
営
へ
参
画
し
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
り
、

パ
ー
ラ
ー
の
充
実
と
資
生
堂
の
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
拡
張
は
並
行
し
て
進
ん
だ
。

信
三
の
存
命
中
に
も
、
当
時
の
経
済
誌
が
次
の
よ
う
に
信
三
の
業
績
を
評
価
し

て
い
る
。

　

今
日
の
資
生
堂
を
化
粧
品
の
資
生
堂
と
し
て
有
名
に
し
た
の
は
現
在
の
会

長
福
原
信
三
氏
の
外
国
仕
込
み
の
新
知
識
に
負
ふ
処
が
大
き
い
（
中
略
）。

資
生
堂
の
化
粧
品
が
品
質
に
於
て
、
又
其
容
器
の
芸
術
的
な
点
に
於
て
、

断
然
他
を
厭
し
て
本
邦
の
最
高
峰
を
占
む
る
の
名
声
を
博
し
た
の
は
、
彼

の
熱
意
の
表
現
で
あ
り
、
欧
米
の
粋
を
学
ん
だ
産
物
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
）
25
（

。

　
こ
こ
で
は
信
三
の
経
営
参
画
後
、
資
生
堂
が
小
売
店
か
ら
メ
ー
カ
ー
へ
と
転

身
す
る
過
程
の
概
要
を
述
べ
た
う
え
で
経
営
側
に
と
っ
て
の
パ
ー
ラ
ー
の
存
在

意
義
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
パ
ー
ラ
ー
が
惹
き
付
け
た
顧
客
の
代
表

格
で
も
あ
る
帰
朝
者
そ
し
て
女
性
に
注
目
し
、
彼
ら
が
な
ぜ
パ
ー
ラ
ー
に
集
い
、

社
交
場
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
え
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
検
討
す
る
。

　　
２
・
１
　
メ
ー
カ
ー
へ
の
進
出
と
パ
ー
ラ
ー

　
信
三
は
一
九
一
五
年
に
資
生
堂
に
入
社
す
る
と
メ
ー
カ
ー
へ
の
本
格
進
出
を

は
か
る
と
同
時
に
、
小
売
部
の
改
革
に
着
手
し
た
。

　
ま
ず
経
営
面
の
変
革
を
見
る
と
、
一
九
一
七
年
に
信
三
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
留

学
時
代
の
友
人
で
、
後
に
第
二
代
社
長
と
な
る
松
本
昇
（
一
八
八
六
　
一
九
五

四
）
が
入
社
し
て
経
営
を
任
さ
れ
た
。
松
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
で
経
営
学

を
学
ん
だ
後
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
シ
ン
プ
ソ
ン
・
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
百
貨
店
で
実

務
を
重
ね
、
帰
国
後
は
三
越
に
勤
務
し
て
い
た
が
、
信
三
の
依
頼
を
受
け
て
資

生
堂
に
入
社
し
た
。
松
本
は
日
米
と
も
に
、
当
時
の
小
売
店
全
体
の
競
合
相
手

で
も
あ
っ
た
デ
パ
ー
ト
の
経
営
を
内
部
か
ら
経
験
し
て
い
た
。
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広告としての資生堂パーラー

　
松
本
の
入
社
後
、
一
九
一
八
年
に
は
資
生
堂
に
卸
部
が
設
け
ら
れ
、
翌
一
九

一
九
年
に
は
関
西
最
大
手
の
問
屋
で
あ
る
大
阪
の
朝
日
堂
と
の
業
務
提
携
を
進

め
る
た
め
、
大
阪
支
店
が
開
設
さ
れ
た
。
一
九
二
一
年
に
は
資
生
堂
は
福
原
家

の
個
人
経
営
か
ら
合
資
会
社
へ
と
組
織
形
態
を
改
変
す
る
。
一
九
二
三
年
の
関

東
大
震
災
後
の
混
乱
期
に
、
資
生
堂
は
当
時
の
化
粧
品
業
界
で
問
題
視
さ
れ
て

い
た
石

な
ど
の
量
販
品
の
乱
売
対
策
の
た
め
、
流
通
史
上
に
お
い
て
も
画
期

的
な
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
制
の
採
用
を
断
行
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
資
生
堂
製
品
は

問
屋
を
通
さ
ず
に
、
各
地
に
設
立
さ
れ
た
資
生
堂
販
売
会
社
に
よ
り
直
接
、
加

盟
店
に
の
み
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
国
の
加
盟
店
で
の
取
扱
品
は
同

じ
と
さ
れ
、
定
価
販
売
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
無
用
な
販
売
競
争
を
な
く
す

「
共
存
共
栄
」
策
と
し
て
の
「
製
造
と
販
売
の
直
結
」
に
共
鳴
す
る
小
売
店
が

増
え
、
加
盟
店
は
全
国
に
急
増
し
て
い
く
。
信
三
は
一
九
二
四
年
の
『
資
生
堂

月
報
』
に
お
い
て
そ
の
数
は
「
東
京
市
内
に
六
百
軒
、
大
阪
市
内
に
百
軒
、
其

他
全
国
に
千
軒
程
」
に
上
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
）
26
（

。
資
生
堂
は
店
舗
の
規
模

に
応
じ
て
登
録
料
を
賦
課
し
、
こ
れ
を
震
災
の
復
興
資
金
と
し
た
。

　
一
九
二
七
年
に
は
朝
日
堂
の
内
部
組
織
で
あ
る
朝
日
堂
資
生
堂
部
と
合
併
し
、

現
在
の
株
式
会
社
資
生
堂
と
な
り
信
三
が
初
代
社
長
に
就
任
し
た
。
朝
日
堂
は

問
屋
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
の
役
員
、
伊
藤
貞
七
が
反
対
派
を
抑
え
て
、
本
来

な
ら
ば
利
益
背
反
と
な
る
、
問
屋
制
を
否
定
す
る
資
生
堂
に
大
規
模
な
資
本
参

加
を
行
っ
た
。
資
生
堂
は
こ
れ
に
よ
り
資
本
力
を
高
め
る
と
と
も
に
関
西
以
西

へ
の
販
売
網
を
強
固
な
も
の
と
し
た
。
資
生
堂
は
一
小
売
店
か
ら
、
販
売
会
社

や
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
を
も
含
め
た
資
生
堂
グ
ル
ー
プ
へ
と
拡
大
し
、
グ
ル
ー
プ

全
体
を
も
っ
て
「
グ
レ
ー
ト
資
生
堂
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
27
（

。

　
こ
う
し
て
資
生
堂
は
一
九
二
〇
年
代
に
急
成
長
を
遂
げ
る
が
、
一
方
で
そ
れ

は
国
内
化
粧
品
業
界
全
体
の
潮
流
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
当
時
、「
四
大
覇

者
」
と
も
称
さ
れ
た
大
手
メ
ー
カ
ー
が
出

っ
て
販
売
に
鎬
を
削
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
代
に
確
立
し
た
と
さ
れ
る
国
内
化
粧
品
産
業
は
、
日
露

戦
争
そ
し
て
と
り
わ
け
第
一
次
大
戦
を
契
機
に
し
た
好
況
と
、
大
戦
に
よ
り
原

料
・
製
品
と
も
に
輸
入
品
が
途
絶
し
た
た
め
国
産
品
へ
の
需
要
が
急
増
し
た
結

果
、
急
速
な
成
長
を
遂
げ
た
。
明
治
初
期
以
来
、
日
本
女
性
は
化
粧
品
に
対
し

て
長
ら
く
舶
来
品
信
仰
と
も
言
う
べ
き
状
態
に
あ
っ
た
が
、
第
一
次
大
戦
期
に

は
粧
業
会
に
よ
り
「
国
産
奨
励
会
」
が
設
立
さ
れ
、
政
府
も
国
産
化
粧
品
の
増

産
を
奨
励
し
た
。
石

な
ど
の
日
用
品
も
含
め
、
化
粧
品
産
業
は
化
学
工
業
振

興
の
牽
引
役
と
も
な
っ
て
い
る
）
28
（

。

　
当
時
の
資
生
堂
社
員
も
、
第
一
次
大
戦
期
に
は
「
自
家
製
品
は
わ
ず
か
五
、

六
種
」
し
か
な
く
、「
う
ち
に
製
品
が
な
い
の
で
」
当
時
を
代
表
す
る
国
内
大

手
メ
ー
カ
ー
の
御
園
、
レ
ー
ト
、
ク
ラ
ブ
な
ど
の
製
品
も
販
売
し
て
い
た
と
回

想
し
、
大
戦
が
メ
ー
カ
ー
へ
の
進
出
の
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

戦
争
で
向
こ
う
か
ら
来
な
く
な
る
ま
で
外
国
製
品
に
た
よ
っ
て
い
た
わ
け

で
す
ね
。
た
と
え
ば
香
水
な
ん
か
ぜ
ん
ぶ
だ
っ
た
。
石

も
大
正
九
年
ご

ろ
舶
来
品
が
こ
な
く
な
っ
た
。
七
色
粉
白
粉
も
戦
争
で
ド
ー
ラ
ン
が
と
ま
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っ
た
（
中
略
）。
や
は
り
欧
州
大
戦
が
な
か
っ
た
ら
あ
ん
な
に
発
展
は
し

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
戦
争
で
品
物
さ
え
止
ま
ら
な
か
っ
た

ら
、
舶
来
物
ば
か
り
で
自
分
で
品
物
を
つ
く
る
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
）
29
（

。

　　
当
時
の
新
聞
記
者
も
「
銀
ぶ
ら
」
を
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
か
ら
も
の
が
こ
な

い
の
で
流
行
が
わ
か
ら
な
い
、
と
嘆
い
て
い
る
が
一
方
で
、
こ
う
し
た
状
況
は

嗜
好
品
の
国
産
化
の
一
大
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
一
九
年
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
「
香
水
や
装
飾
品
は
高
い
程
善
く
売
れ

る
　
婦
人
達
の
飽
き
易
い
嗜
好
　
斬
新
な
品
許
り
追
ひ
求
む
」
と
の
タ
イ
ト
ル

で
、
当
時
の
資
生
堂
意
匠
部
主
任
、
三
須
裕
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
）
30
（

。

　

私
共
の
店
な
ど
香
水
を
一
例
に
取
る
と
こ
れ
は
贅
沢
品
故
に
随
分
と
手
を

掛
け
て
製
造
し
ま
す
か
ら
決
し
て
安
く
は
売
れ
ま
せ
ん
が
、
永
く
ね
か
し

て
（
香
水
は
葡
萄
酒
な
ど
と
同
様
古
い
品
程
よ
い
の
で
す
か
ら
）
置
く
こ

と
が
出
来
ぬ
程
売
れ
る
様
で
す
。

　　
三
須
に
よ
れ
ば
贈
答
品
の
相
場
が
こ
の
年
に
は
二
倍
に
な
っ
て
い
る
が
、
ご

婦
人
方
は
「
上
等
品
を
平
気
で
お
求
め
に
な
る
」。
化
粧
へ
の
関
心
も
高
ま
り
、

「
西
洋
婦
人
が
ほ
ん
の
一
部
の
神
戸
の
女
性
に
伝
え
た
と
い
う
化
粧
品
」
が
あ

る
と
な
る
と
す
ぐ
に
資
生
堂
に
も
問
い
合
わ
せ
が
来
る
と
い
う
。

　
翌
一
九
二
〇
年
に
は
急
速
な
景
気
後
退
に
直
面
し
、「
さ
し
も
の
豪
奢
を
誇

っ
た
成
金
も
槿
花
一
朝
の
栄
を
嘆
ぜ
し
め
」
た
。
と
こ
ろ
が
「
諸
品
惨
落
の
裡

に
獨
り
化
粧
品
ば
か
り
は
下
ら
ぬ
」。『
読
売
新
聞
』
は
不
況
に
対
す
る
化
粧
品

の
強
さ
を
、
国
内
化
粧
品
業
界
が
「
輸
入
品
と
の
猛
烈
な
競
争
」
に
晒
さ
れ
る

な
か
で
堅
実
に
発
展
し
た
た
め
だ
と
結
論
付
け
、
さ
ら
に
「
重
（
マ
マ
）な

化
粧
品
は
何

れ
も
自
己
の
信
用
の
象
徴
た
る
商
標
を
附
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
商
品

の
や
う
に
僅
か
な
人
気
で
騰
る
と
か
下
る
と
か
浮
動
的
の
気
配
で
動
か
さ
れ
る

と
言
う
は
絶
対
に
な
く
」
と
、「
商
標
」
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ン
ド
の
力
を
強
調
し

て
い
る
）
31
（

。
し
か
し
ブ
ラ
ン
ド
力
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
石

な
ど
有
名
メ
ー
カ
ー
の
普
及
品
は
、
そ
の
乱
売
が
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。
大
震
災
を
契
機
に
、
資
生
堂
は
定
価
販
売
を
標
榜
す
る
チ
ェ
イ
ン
ス

ト
ア
制
を
導
入
し
、
急
速
に
全
国
に
販
売
網
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
な
お
後
発

で
小
規
模
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
広
告
は
デ
ザ
イ
ン
、
方
法
と
も
に
一
大
課
題
と

な
っ
た
。
山
本
武
利
、
津
金
澤
聰
廣
ら
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
正
中
期
に

は
新
聞
広
告
出
稿
量
に
お
い
て
も
化
粧
品
は
業
種
別
統
計
の
ト
ッ
プ
を
占
め
る

よ
う
に
な
り
、
大
手
メ
ー
カ
ー
は
熾
烈
な
広
告
合
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
た
）
32
（

。
と

り
わ
け
二
大
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
レ
ー
ト
化
粧
品
（
平
尾
賛
平
商
店
）

と
ク
ラ
ブ
化
粧
品
（
中
山
太
陽
堂
）
に
よ
る
広
告
競
争
は
後
世
の
広
告
史
研
究

で
も

繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
大
阪
に
拠
点
を
お
く
ク
ラ
ブ
化
粧
品
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に
は
派
手
な
広
告
が
目
立
っ
た
。
自
動
車
が
な
お
珍
し
か
っ
た
時
代
に
紫
地
の

車
体
に
金
色
で
「
ク
ラ
ブ
白
粉
」「T

H
E
 IM
P
E
R
IA
L
 
T
O
IL
E
T
 

C
L
U
B

」
な
ど
と
商
標
を
記
し
た
宣
伝
用
自
動
車
を
走
ら
せ
た
り
、
三
越
の
少

年
音
楽
隊
に
対
抗
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
少
女
音
楽
隊
を
組
織
し
た
。
さ
ら
に

は
飛
行
機
か
ら
広
告
を
散
布
す
る
「
空
中
広
告
」
な
ど
、
広
告
自
体
が
ニ
ュ
ー

ス
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
話
題
性
を
誇
っ
た
）
33
（

。

　
一
九
二
八
年
に
は
松
本
昇
も
広
告
に
つ
い
て
「
一
昔
前
ま
で
は
広
告
宣
伝
す

る
者
は
殆
ん
ど
山
師
で
あ
る
か
の
様
に
見
做
れ
て
」
い
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
語
り
、
近
年
は
「
何
業
に
よ
ら
ず
競
争
の
激

し
い
時
」
で
、
広
告
と
販
売
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
だ
と
、
そ
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
）
34
（

。

　
資
生
堂
で
は
信
三
が
一
九
一
六
年
に
意
匠
部
を
設
立
し
、
花
椿
マ
ー
ク
や
独

自
の
ロ
ゴ
タ
イ
プ
を
定
め
て
「
資
生
堂
調
」
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
イ
ル
を
完
成
さ

せ
て
い
く
が
、
広
告
費
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
新
聞
雑
誌
へ
の
広
告
出
稿
数
や

そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
大
メ
ー
カ
ー
に
大
き
く
及
ば
な
か
っ
た
。
当
時
の

一
般
的
な
広
告
に
は
文
字
情
報
が
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ま
れ
て
、
黒
々
と
し
て
い

た
の
に
対
し
て
、
資
生
堂
で
は
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
に
余
白
の
多
い
シ
ン
プ
ル
な

構
図
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
そ
の
存
在
を
目
立
た
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
資
生
堂
宣
伝
史
』
で
は
当
時
の
状
況
を
次
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
。

　

先
発
の
大
メ
ー
カ
ー
、『
西
の
ク
ラ
ブ
、
東
の
レ
ー
ト
』
と
い
わ
れ
た
中

山
太
陽
堂
や
平
尾
賛
平
商
店
の
足
元
に
も
寄
付
け
ぬ
ほ
ど
非
力
で
あ
っ
た

が
、
世
界
大
戦
で
輸
入
の
跡
絶
え
た
舶
来
高
級
化
粧
品
に
代
る
商
品
を
製

造
し
、
化
粧
品
部
の
店
舗
自
体
を
拠
点
に
創
意
的
な
宣
伝
を
展
開
し
て
、

営
業
規
模
を
拡
大
し
た
）
35
（

。

　　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
を
含
め

た
小
売
部
の
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
が
、
激
し
い
広
告
競
争
の
な
か
で
の
「
店
舗
自

体
を
拠
点
」
に
し
た
資
生
堂
独
自
の
「
創
意
的
な
宣
伝
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
こ
と
だ
。
信
三
の
側
近
も
、
信
三
が
「
な
ん
と
し
て
も
人
と
は
違
っ

た
方
法
で
商
売
が
し
た
い
」「
ふ
つ
う
の
化
粧
品
屋
さ
ん
の
ご
主
人
と
は
違
う

よ
う
な
売
り
方
を
し
た
い
」
と
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
と
回
想
す
る
）
36
（

。

　
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
般
に
当
時
、
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
は
製
品
を
問
屋

に
卸
し
、
小
売
店
が
顧
客
に
販
売
し
た
。
ク
ラ
ブ
化
粧
品
で
は
三
越
で
の
販
売

自
体
を
広
告
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
一
定
以
上
の
規
模
の
メ
ー
カ
ー
が
直
営
の
小

売
部
を
持
つ
こ
と
自
体
が
異
例
で
あ
り
、
ま
し
て
本
格
的
な
飲
料
部
や
ギ
ャ
ラ

リ
ー
を
兼
営
す
る
例
は
な
か
っ
た
）
37
（

。
松
本
昇
は
資
生
堂
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
向
け

に
刊
行
し
た
月
刊
誌
『
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
ー
』
で
、
資
生
堂
の
広
告
方
針
を
説

明
す
る
と
と
も
に
「
小
売
部
の
特
設
」
を
独
自
の
広
告
と
し
て
強
調
し
て
い
る
）
38
（

。

　

広
告
と
か
宣
伝
と
か
申
し
ま
す
と
、
只
単
に
従
来
世
間
で
行
つ
て
ゐ
た
先
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例
や
習
慣
に
よ
つ
た
も
の
の
み
を
、
得
て
思
ひ
起
す
の
で
あ
り
ま
す
。
例

へ
ば
新
聞
及
雑
誌
と
か
、
活
動
写
真
又
は
楽
隊
な
ど
で
あ
り
ま
す
が
、
資

生
堂
は
資
生
堂
ら
し
い
独
自
の
立
場
か
ら
広
告
宣
伝
と
い
ふ
こ
と
を
、
従

来
考
へ
得
ら
れ
た
範
囲
内
に
の
み
集
中
し
な
い
で
を
り
ま
す
た
め
、
往
々

絶
対
に
広
告
宣
伝
を
し
な
い
か
の
様
に
誤
解
さ
れ
る
向
も
あ
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
茲
に
資
生
堂
の
現
在
採
つ
て
を
り
ま
す
広
告
宣
伝
方
法
を

申
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　　
松
本
は
新
聞
や
雑
誌
に
「
従
来
型
」
の
広
告
も
出
し
て
い
る
と
こ
と
わ
っ
た

う
え
で
、
資
生
堂
の
独
自
の
広
告
宣
伝
方
針
と
し
て
「
組
織
販
売
、
品
質
宣
伝
、

資
生
堂
月
報
、
小
売
部
の
特
設
、
各
地
資
生
堂
販
売
会
社
の
設
立
」
の
五
点
を

掲
げ
て
い
る
。「
組
織
販
売
」「
各
地
資
生
堂
販
売
会
社
の
設
立
」
と
は
チ
ェ
イ

ン
ス
ト
ア
制
に
伴
う
組
織
的
特
色
で
あ
る
。「
品
質
宣
伝
」
と
は
店
頭
で
の
サ

ン
プ
ル
配
布
を
指
し
て
い
る
。
資
生
堂
で
は
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
の
発
足
に
伴
い
、

一
九
二
四
年
に
全
国
の
店
頭
で
配
布
す
べ
く
顧
客
向
け
の
情
報
誌
『
資
生
堂
月

報
』
も
刊
行
し
、
パ
リ
情
報
や
化
粧
法
の
解
説
等
で
人
気
を
博
し
た
。
現
在
の

『
花
椿
』
の
前
身
で
あ
る
。
そ
し
て
「
特
に
我
国
同
業
本
舗
の
何
れ
も
持
つ
て

ゐ
な
い
小
売
部
を
設
け
た
」
と
し
て
、
と
り
わ
け
飲
料
部
を
強
調
す
る
。
資
生

堂
の
銀
座
本
店
と
、
同
じ
く
豪
華
な
飲
料
部
を
持
つ
大
阪
支
店
は
「
チ
ェ
イ
ン

ス
ト
ア
ー
及
び
セ
ー
ル
ス
メ
ン
バ
ー
の
模
範
店
（
モ
デ
ル
ル
ー
ム
）」
と
し
て
、

資
生
堂
の
イ
メ
ー
ジ
を
顧
客
そ
し
て
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
に
伝
え
る
場
と
し
て
そ

の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

其
の
設
備
の
典
麗
な
る
と
、
飲
料
の
高
級
に
し
て
衛
生
的
な
る
と
は
弊
社

の
私
に
誇
と
す
る
處
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
亦
設
置
の
目
的
は
化
粧
品
部

と
同
じ
く
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
上
層
階
級
の
方
々
に
コ
ー
ヒ
ー
、
紅

茶
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
等
を
通
じ
て
「
資
生
堂
」
並
に
「
資
生
堂
化
粧

品
」
の
名
を
深
く
認
識
さ
れ
ん
こ
と
を
希
ふ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
）
39
（

。

　　
信
三
と
同
世
代
の
小
林
一
三
（
一
八
七
三
　
一
九
五
七
）
が
尽
力
し
た
阪
急

電
鉄
と
沿
線
の
住
宅
開
発
で
は
、
一
九
〇
九
年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
「
古
よ
り

衣
食
住
と
い
へ
ど
、
実
は
住
食
衣
と
い
う
が
自
然
の
順
序
な
る
べ
し
」
と
記
さ

れ
て
い
る
）
40
（

。
環
境
が
趣
味
を
規
定
す
る
と
い
う
考
え
方
は
帰
朝
者
を
中
心
と
し

た
当
時
の
新
興
エ
リ
ー
ト
層
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
永
井
荷
風
も

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
の
如
く
脆
弱
に
し
て
清
楚
な
る
家
屋
と
此
の
如
く
湿
気
に
満
ち
変
化
に

富
め
る
気
候
の
中
に
棲
息
す
れ
ば
、
か
つ
て
広
大
堅
固
な
る
西
洋
の
居
室

に
直
立
闊
歩
し
た
り
し
時
と
は
、
百
般
の
事
自
ら
嗜
好
を
異
に
す
る
は
け

だ
し
当
然
の
事
た
る
べ
し
）
41
（

。

　　
信
三
も
ま
た
、「
国
産
の
舶
来
品
」
を
標
榜
し
た
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
と
し
て
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本
格
展
開
を
は
か
る
な
か
で
店
舗
の
環
境
を
最
重
要
視
し
た
。

判
り
切
つ
た
事
で
は
あ
る
が
、
総
て
の
条
件
は
場
所
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ

る
。
其
次
は
場
所
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
客
の
種
類
を
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
客
の
種
類
で
品
物
の
取
捨
を
加
減
し
次
で
価
格
の
問
題
に
な
る
）
42
（

。

　　
大
正
時
代
を
通
し
て
洋
風
と
和
風
の
生
活
様
式
が
混
在
す
る
「
二
重
生
活
」

の
問
題
が
人
々
の
関
心
を
捉
え
る
な
か
、
建
築
評
論
家
の
黒
田
鵬
心
や
斎
藤
佳

三
ら
、
洋
行
を
経
験
し
た
知
識
人
層
ら
も
建
築
が
衣
装
の
趣
味
を
規
定
す
る
と

明
言
し
て
い
た
。
資
生
堂
で
は
和
洋
の
趣
味
が
混
在
す
る
時
代
に
徹
底
し
て
西

洋
式
の
社
交
空
間
を
整
備
す
る
こ
と
で
そ
の
最
大
の
広
告
と
し
た
。
そ
れ
は
、

同
時
に
銀
座
の
モ
ダ
ン
都
市
文
化
の
牽
引
役
と
も
な
っ
て
い
く
。

　　
２
・
２
　
信
三
に
よ
る
「
空
間
」
の
変
容

　
①
信
三
に
よ
る
改
革

ア
メ
リ
カ
式
の
喫
茶
室

　
信
三
は
一
九
一
五
年
に
経
営
に
参
画
す
る
や
、
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
拡

張
を
含
め
た
薬
品
部
の
改
装
と
、
化
粧
品
部
の
新
設
に
乗
り
出
し
た
。「
む
か

し
風
」
を
一
掃
す
る
か
の
よ
う
に
、
有
信
の
時
代
の
小
売
部
の
店
員
全
員
を
独

立
さ
せ
る
な
ど
し
て
辞
任
さ
せ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

　
薬
品
部
の
改
築
は
弟
の
信
辰
（
路
草
）
の
友
人
の
新
進
建
築
家
、
前
田
健
二

郎
が
担
当
し
た
。
前
田
に
よ
れ
ば
信
三
は
白
の
タ
イ
ル
を
多
用
し
た
ネ
オ
・
ル

ネ
サ
ン
ス
調
の
「
白
亜
の
殿
堂
」
と
い
っ
た
雰
囲
気
を
求
め
て
い
た
。
ソ
ー
ダ

フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
飲
料
部
と
し
て
座
席
も
倍
増
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
ソ
ー
ダ
を
目

当
て
に
し
た
客
が
増
え
た
と
信
三
が
喜
ん
で
い
た
と
い
う
）
43
（

。
も
っ
と
も
当
時

「
白
亜
の
殿
堂
」
と
い
え
ば
一
九
一
一
年
に
完
成
し
、
当
時
を
代
表
す
る
社
交

機
関
で
あ
る
帝
国
劇
場
を
指
し
て
い
た
か
ら
、
信
三
は
そ
れ
を
幾
許
か
な
り
と

も
意
識
し
た
の
だ
ろ
う
。
薬
品
部
の
向
か
い
に
開
設
さ
れ
た
化
粧
品
部
の
改
築

は
、
東
京
駅
の
建
築
で
名
を
馳
せ
て
い
た
辰
野
金
吾
が
手
掛
け
た
。
藤
森
照
信

は
辰
野
が
増
改
築
と
い
う
建
築
家
の
個
性
が
十
分
に
は
発
揮
で
き
な
い
仕
事
を

も
請
け
た
背
景
と
し
て
、
か
つ
て
辰
野
が
建
築
事
務
所
を
開
い
た
ば
か
り
の
経

済
的
に
も
最
も
苦
し
い
時
代
に
有
信
が
帝
国
生
命
保
険
大
阪
支
店
の
建
築
を
任

せ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
）
44
（

。

　
改
装
さ
れ
た
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
は
飲
料
部
あ
る
い
は
珈
琲
部
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
薬
局
の
一
角
か
ら
、
社
交
空
間
と
し
て
の
高
級
喫
茶
室
へ
と

変
容
し
た
。
ソ
ー
ダ
水
と
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
加
え
て
本
格
的
な
珈
琲
や
洋
菓

子
が
提
供
さ
れ
、
新
聞
で
も
次
の
よ
う
に
度
々
報
じ
ら
れ
話
題
を
よ
ん
だ
。
大

手
メ
ー
カ
ー
で
も
、
化
粧
品
そ
の
も
の
が
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
殆

ん
ど
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
広
告
効
果
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

新
橋
の
福
原
資
生
堂
に
て
は
紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
、
ミ
ル
ク
、
ボ

ン
ス
等
の
暖
か
き
飲
料
を
売
始
め
た
る
が
材
料
の
精
選
と
料
理
法
の
巧
妙

な
る
為
め
大
好
評
な
り
と
）
45
（
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新
橋
資
生
堂
に
て
は
十
月
一
日
よ
り
珈
琲
、
紅
茶
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
暖

か
き
飲
料
を
売
り
始
め
ケ
ー
キ
と
パ
イ
に
続
亜
米
利
加
式
の
甘
味
を
出
す

由
）
46
（

新
橋
資
生
堂
の
コ
ー
ヒ
ー
部
で
は
年
末
か
ら
ソ
ー
セ
ー
ヂ
の
サ
ン
ド
ウ
ィ

ッ
チ
を
初
め
お
手
軽
中
食
の
便
に
供
し
向
進
物
用
と
し
て
米
国
の
ハ
イ
カ

ラ
向
き
新
菓
キ
ャ
ン
デ
ー
を
置
い
た
）
47
（

　　
こ
う
し
た
記
事
か
ら
は
、
当
時
の
飲
料
部
が
有
信
の
時
代
と
同
様
に
ア
メ
リ

カ
式
だ
っ
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
一
九
二
〇
年
に
は
「
資
生
堂
に
支
配
人
松
本

氏
を
訪
ね
て
美
味
し
い
飲
料
水
は
如
何
し
て
出
来
ま
す
か
と
伺
い
ま
し
た
」
と

の
タ
イ
ト
ル
で
、
松
本
昇
が
記
者
の
質
問
に
対
し
て
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。

松
本
は
資
生
堂
の
ソ
ー
ダ
水
は
果
汁
を
用
い
て
い
る
た
め
、
化
学
製
品
の
よ
う

な
も
の
と
は
甘
味
、
香
気
と
も
に
違
う
と
資
生
堂
の
品
質
を
強
調
し
て
い
る
が
、

な
か
で
も
新
し
く
メ
ニ
ュ
ー
に
加
え
た
珈
琲
に
は
大
変
な
こ
だ
わ
り
よ
う
だ
。

　

珈
琲
は
モ
カ
産
と
爪
哇
産
が
参
つ
て
居
ま
す
が
、
上
等
の
は
モ
カ
の
品
で

す
。
珈
琲
の
美
味
い
と
不
味
と
は
そ
の
出
し
方
に
よ
る
の
で
、
今
飲
む
の

を
珈
琲
挽
き
で
挽
い
て
、
十
人
前
に
就
て
玉
子
一
個
を
投
じ
、
ざ
っ
と
煮

て
湯
を
注
ぎ
、
横
か
ら
又
冷
水
を
八
分
目
位
ま
で
さ
す
様
に
し
ま
す
。
く

ら
ゝ
沸
か
し
て
は
味
が
よ
く
出
ま
せ
ん
、
玉
子
は
ア
ク
を
と
る
為
め
で
、

珈
琲
に
は
牛
乳
よ
り
も
ク
リ
ー
ム
を
使
用
し
た
方
が
美
味
で
す
、
紅
茶
に

は
ク
リ
ー
ム
は
絶
対
に
禁
物
で
、
こ
れ
は
牛
乳
が
よ
い
の
で
す
、
兎
に
角

珈
琲
の
沸
か
し
方
は
大
層
む
づ
か
し
く
、
こ
れ
が
上
手
に
出
来
れ
ば
米
国

な
ど
で
は
ヘ
ッ
ド
コ
ッ
ク
に
な
れ
る
と
い
ふ
位
の
も
の
で
す
）
48
（

。

　　
今
和
次
郎
は
『
新
版
大
東
京
案
内
』
で
、
資
生
堂
を
評
し
て
「
名
前
の
古
さ

に
も
拘
ら
ず
絶
え
ず
時
代
に
順
応
す
る
用
意
と
意
気
を
忘
れ
ず
、
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
バ
ン
ド
を
他
に
先
立
つ
て
常
設
し
た
の
も
こ
ゝ
だ
」
と
、
そ
の
進
取
の
気
性

を
評
価
し
て
い
る
が
、
コ
ー
ヒ
ー
に
つ
い
て
も
当
時
の
先
端
流
行
を
取
り
入
れ

た
も
の
だ
ろ
う
）
49
（

。
銀
座
に
は
一
九
〇
九
年
に
珈
琲
を
専
門
と
す
る
カ
フ
ェ
ー
・

バ
ウ
リ
ス
タ
が
登
場
し
、
手
頃
な
価
格
で
人
気
を
博
し
た
が
、
珈
琲
へ
の
こ
だ

わ
り
は
急
速
に
進
み
、
当
時
の
都
会
人
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
二

五
年
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
銀
座
』
に
は
「
モ
ッ
カ
と
ジ
ャ
バ
の
区
別
も
知
ら

な
い
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
連
中
」
は
「
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
」
で
、
こ
う
い
う
趣
味
が

横
行
す
れ
ば
銀
座
は
お
し
ま
い
だ
、
と
の
寄
稿
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
）
50
（

。
か
つ
て

の
慶
応
ボ
ー
イ
で
小
説
家
の
久
保
田
万
太
郎
は
、
珈
琲
な
ど
西
洋
の
番
茶
だ
よ

と
語
る
教
師
に
対
し
て
「
永
遠
の
新
帰
朝
者
」
だ
と
茶
化
し
て
い
る
）
51
（

。
資
生
堂

の
珈
琲
は
破
格
に
高
く
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
銀
ブ
ラ
を
す
る
男
性
か
ら
震
災
後

も
長
ら
く
銀
座
名
物
と
し
て
注
目
を
集
め
た
）
52
（

。
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広告としての資生堂パーラー

日
を
改
め
て
モ
ダ
ン
名
物
、
資
生
堂
新
館
の
高
級
喫
茶
部
五
十
銭
也
の
コ

ー
ヒ
ー
を
飲
み
に
ゆ
く
。
コ
ー
ヒ
ー
が
う
ま
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
名
物
だ

と
云
ふ
訳
で
は
な
く
、
五
十
銭
だ
か
ら
と
い
ふ
の
で
名
物
と
な
つ
て
ゐ
る

ら
し
い
。（
中
略
）
先
づ
昭
和
銀
座
街
モ
ダ
ン
名
物
五
十
銭
の
コ
ー
ヒ
ー

を
知
ら
ず
し
て
銀
座
を
語
る
勿
れ
哉
）
53
（

。

　
新
た
に
登
場
し
た
珍
し
い
洋
菓
子
も
、
資
生
堂
へ
の
関
心
を
高
め
る
の
に
役

立
っ
た
。

化
粧
品
に
就
て
は
、
自
分
は
男
だ
か
ら
何
も
知
ら
な
い
。
だ
が
、
コ
ー
ヒ

ー
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
シ
ユ
ウ
ク
リ
ー
ム
に
於
い
て
、
自
分
は
何
時
御

馳
走
さ
れ
て
も
不
服
は
言
は
な
い
）
54
（

。

　

　
と
り
わ
け
慶
応
の
学
生
は
、
三
田
と
銀
座
が
近
い
こ
と
も
あ
り
「
銀
ぶ
ら
」

の
常
連
と
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
の
慶
応
ボ
ー
イ
、
村
野
四
郎

は
銀
座
に
す
む
伯
母
が
用
意
し
た
資
生
堂
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
に
面
食
ら
っ
た

思
い
出
を
記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
お
菓
子
が
、
こ
れ
又
あ
ま
り
見
た
こ
と
の
な
い
格
好
の

も
の
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
マ
ン
ジ
ュ
ー
の
た
ぐ
い
だ
ろ
う
と
思
い
い
き
な

り

み
つ
く
と
、
意
外
に
皮
が
や
わ
ら
か
く
て
、
掌
い
ち
め
ん
に
黄
色
い

中
身
が
流
れ
だ
し
た
の
に
は
驚
い
た
。

　
ぼ
く
が
真
赤
に
な
っ
て
途
方
に
く
れ
て
い
る
と
、
伯
母
は
気
の
毒
そ
う

に
『
わ
る
か
っ
た
わ
ね
え
』
と
笑
い
を
こ
ろ
し
な
が
ら
、
ハ
ン
カ
チ
を
出

し
て
く
れ
た
。
ぼ
く
は
、
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
と
い
う
も
の
を
、
生
ま
れ
て

は
じ
め
て
食
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
伯
母
は
、
こ
の
奇
怪
な
菓
子
を
、
わ
ざ
わ
ざ
筋
向
い
の
資
生
堂
か
ら
と

り
よ
せ
て
、
も
て
な
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。
大
正
十
年
頃
の
こ
と
だ
か

ら
、
今
か
ら
四
十
何
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
）
55
（

。

　　
山
の
手
育
ち
の
人
々
に
は
、
資
生
堂
は
子
供
時
代
の
鮮
明
な
思
い
出
と
し
て

も
記
憶
さ
れ
て
い
く
。

　

子
供
の
頃
か
ら
、
銀
座
は
好
き
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
、
こ
ま
っ
ち
ゃ
く

れ
た
山
の
手
の
子
で
、
お
ね
だ
り
と
い
え
ば
「
資
生
堂
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
」
と
「
天
一
の
天
ぷ
ら
」
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
た
）
56
（

。

　　
②
バ
ラ
ッ
ク
の
時
代

社
交
空
間
へ
の
こ
だ
わ
り

　
一
九
二
三
年
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
銀
座
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
資
生

堂
も
薬
品
部
、
化
粧
品
部
と
も
に
倒
壊
し
た
。
こ
こ
で
信
三
が
真
っ
先
に
復
興

に
着
手
し
た
の
は
飲
料
部
で
、
当
時
の
新
聞
に
も
「
資
生
堂
は
ハ
イ
カ
ラ
物
よ

り
も
先
に
飲
食
物
の
方
に
手
を
入
れ
る
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
）
57
（

。
こ
の
と
き
、
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フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
て
い
た
画
家
の
川
島
理
一
郎
が
バ
ラ
ッ
ク
建
築
の
設
計

と
内
装
の
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
、「
震
災
後
は
非
常
に
フ
ラ
ン
ス
式
が
加
つ

た
」
と
各
誌
で
評
さ
れ
た
。
震
災
復
興
の
銀
座
で
は
、
仮
設
店
舗
と
し
て
従
来

の
建
築
の
枠
を
超
え
た
ユ
ニ
ー
ク
な
バ
ラ
ッ
ク
建
築
の
数
々
が
各
誌
で

繁
に

取
り
上
げ
ら
れ
、
注
目
を
集
め
た
。
資
生
堂
飲
料
部
は
概
ね
好
評
を
得
て
い
る

が
、
好
み
は
分
か
れ
た
よ
う
で
川
路
柳
虹
ら
一
部
の
文
化
人
は
批
判
的
で
あ
っ

た
）
58
（

。

　
川
島
に
よ
る
資
生
堂
と
、
近
隣
に
あ
っ
て
「
二
階

の
喫
茶
洋
食
は
震
災
前
か
ら
あ
つ
て
銀
座
の
こ
の
種

の
店
と
し
て
は
資
生
堂
と
共
に
最
古
参
者
」
の
千
疋

屋
と
は
好
対
照
を
な
し
、
バ
ラ
ッ
ク
も
た
び
た
び
比

較
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
千
疋
屋
は
次
の
よ
う
に
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
資
生
堂
同
様
に
店
舗
の
独
特
の
雰
囲

気
が
銀
座
人
に
好
ま
れ
て
い
る
。

　

殊
に
震
災
後
あ
の
明
る
い
バ
ン
ガ
ロ
ー
風
の
二

階
の
出
来
た
当
時
は
新
時
代
の
尖
端
的
存
在
と

し
て
、
銀
ブ
ラ
党
に
評
判
だ
つ
た
も
の
で
す
。

熱
帯
産
の
高
貴
な
果
物
、
軽
い
洋
食
等
、
高
か

ら
ず
安
か
ら
ず
と
云
つ
た
手
頃
さ
な
の
も
、
モ

ダ
ン
人
好
み
と
云
へ
ま
す
。
た
ゞ
か
う
し
た
店

と
し
て
、
女
給
さ
ん
が
余
り
派
手
過
ぎ
る
た
め
に
、
一
寸
チ
ツ
プ
が
気
に

な
り
ま
す
が
、
階
下
な
ら
そ
ん
な
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
）
59
（

。

　　
資
生
堂
は
一
九
二
四
年
に
創
業
し
、
や
が
て
現
在
の
銀
座
六
丁
目
に
開
業
し

た
銀
座
コ
ロ
ン
バ
ン
と
も
よ
く
比
較
さ
れ
た
。
パ
リ
か
ら
帰
朝
し
た
門
倉
國
輝

が
開
い
た
同
店
は
、
藤
田
嗣
治
の
天
井
画
や
当
時
は
珍
し
か
っ
た
テ
ラ
ス
を
設

け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
パ
リ
の
カ
フ
ェ
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
コ
ロ
ン
バ

図３　川島理一郎デザインによるバラック建築時代のパーラー（外観）

図４　川島理一郎デザインによるバラック時代のパーラー（内装）
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ン
は
「
画
家
の
趣
味
」
で
、
資
生
堂
は
「
建
築
家
の
趣
味
」
だ
と
も
評
さ
れ
て

い
る
）
60
（

。
女
優
の
水
谷
八
重
子
ら
が
戦
前
に
銀
座
に
出
か
け
る
と
き
に
は
資
生
堂

か
コ
ロ
ン
バ
ン
の
二
階
で
あ
っ
た
、
と
回
想
し
て
い
る
が
）
61
（

、
こ
の
三
軒
は
女
性

も
安
心
し
て
入
る
こ
と
が
で
き
る
、
銀
座
を
代
表
す
る
雰
囲
気
の
あ
る
高
級
喫

茶
室
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
っ
た
。

　　
信
三
の
小
売
店
舗
の
空
間
へ
の
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
は
、
震
災
後
に
急
遽
開

設
し
た
青
山
支
店
、
大
森
支
店
、
牛
込
支
店
で
も
内
外
装
に
留
意
し
、
飲
料
部

を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
一
九
二
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
資

生
堂
月
報
』
を
は
じ
め
、
広
報
物
に
も
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア
に
関
す
る
情
報
が

繁
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
誌
は
顧
客
へ
の
配
布
を
目
的
と
し
た

も
の
だ
が
、
明
ら
か
に
加
盟
店
向
け
の
記
事
も
多
い
。
例
え
ば
信
三
自
ら
「
商

店
設
計
に
就
い
て
」
と
題
し
た
連
載
を
担
当
す
る
な
ど
、「
今
迄
に
資
生
堂
の

本
支
店
を
始
め
取
引
先
其
他
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
各
種
の
店
舗
を
設
計
し
た

そ
の
経
験
」
か
ら
、
新
規
開
店
や
改
装
の
参
考
に
し
て
ほ
し
い
と
支
店
や
住
宅

の
図
面
を
説
明
し
て
い
る
。

　
第
一
回
目
は
資
生
堂
青
山
支
店
を
、
間
口
の
狭
い
「
在
来
の
日
本
家
屋
」
を

西
洋
風
の
店
舗
に
改
装
し
、
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
も
設
置
し
て
「
狭
い
場
所

で
化
粧
品
部
と
飲
料
部
と
を
兼
営
」
さ
せ
た
成
功
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
牛
込
支
店
が
紹
介
さ
れ
、
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
や
、
テ
ー
ブ
ル
、
バ

ッ
ク
バ
ー
の
配
置
な
ど
が
解
説
さ
れ
、「
人
造
石
（
洗
出
し
）
で
洋
風
に
仕
上

げ
た
」
フ
ァ
サ
ー
ド
の
写
真
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
連
載
の
進
行
と
と
も
に
、
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
加
盟
店
が
イ
ン
テ
リ
ア
を
工
夫

し
た
例
な
ど
に
加
え
、「
三
千
円
で
出
来
る
現
代
生
活
に
適
応
し
た
小
住
宅
」

「
田
園
都
市
に
建
つ
二
三
人
の
家
族
の
文
化
住
宅
」
と
い
っ
た
、
居
間
に
ベ
ラ

ン
ダ
や
テ
ラ
ス
の
つ
い
た
個
人
向
け
の
西
洋
風
の
小
住
宅
も
紹
介
さ
れ
て
い
く
）
62
（

。

　
資
生
堂
が
制
作
し
た
『
御
婦
人
手
帳
』（
婦
人
向
け
の
い
わ
ば
便
利
帳
）
に
お

い
て
も
、
美
容
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
加
え
て
、
イ
ン
テ
リ
ア
は

も
と
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
住
宅
事
情
や
田
園
都
市
、
高
層
建
築
、「
新
時
代
の
住

居
」
と
し
て
の
ア
パ
ー
ト
な
ど
最
新
の
欧
米
の
住
宅
事
情
が
紹
介
さ
れ
た
。
化

粧
品
メ
ー
カ
ー
が
な
ぜ
欧
米
の
住
宅
情
報
を
こ
れ
ほ
ど
掲
載
し
て
い
る
の
か
、

初
め
て
手
に
す
る
現
代
の
読
者
は
戸
惑
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
主
に
田

園
都
市
の
設
計
な
ど
で
知
ら
れ
る
建
築
家
の
山
田
馨
や
、
信
三
の
友
人
で
最
初

の
建
築
評
論
家
と
さ
れ
る
黒
田
鵬
心
の
筆
に
よ
る
も
の
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な

く
信
三
の
関
心
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
信
三
は
一
九
一
九
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
も

「
小
住
宅
の
設
計
図
の
展
覧
会
」
な
ど
西
洋
住
宅
関
連
の
展
覧
会
や
「
欧
風
鏡

台
陳
列
」「
小
（
マ
マ
）供
用
家
具
と
新
生
家
具
発
表
」
な
ど
西
洋
風
家
具
の
展
示
即
売

会
を
度
々
開
催
し
た
。『
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史
』
で
は
、
あ
え
て

「
欧
風
鏡
台
」
の
展
示
会
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
和
風
の
鏡
台
が

坐
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
椅
子
式
を
う
た
う
こ
と
で
資
生
堂
の
イ
メ
ー
ジ
を

高
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
）
63
（

。
信
三
は
、
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や
が
て
銀
座
の
店
舗
の
隣
に
あ
る
宮
澤
工
作
所
と
と
も
に
「
新
生
家
具
協
会
」

を
組
織
し
て
、
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
通
し
て
手
ご
ろ
な
西
洋
家
具
の
製
作
・

販
売
ま
で
も
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
住
宅
専
門
誌
『
新
住
宅
』
で
は
資
生

堂
で
販
売
さ
れ
る
「
最
も
進
化
し
た
と
見
ら
る
べ
き
鏡
台
」
な
ど
が
度
々
紹
介

さ
れ
て
い
る
）
64
（

。

　
当
時
は
、
一
九
一
九
年
の
文
部
省
主
催
の
生
活
改
善
展
覧
会
な
ど
を
背
景
に

し
た
住
宅
改
良
運
動
の
機
運
が
高
ま
っ
て
お
り
、
三
越
や

島
屋
な
ど
の
百
貨

店
で
も
洋
風
家
具
や
、
応
接
間
を
設
え
た
文
化
住
宅
の
受
注
を
始
め
て
い
た
。

し
か
し
百
貨
店
自
体
が
家
族
で
訪
れ
る
娯
楽
場
と
し
て
大
衆
化
が
進
む
な
か
で
、

提
案
さ
れ
る
住
宅
や
家
具
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
中
間
層
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や

す
い
和
洋
折
衷
型
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
）
65
（

。
他
方
で
信
三
が
気
に
入
っ
て
い
た
宮

沢
家
具
店
の
家
具
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
梶
田
恵
は
一
九
二
五
年
に
パ
リ
で
開
か
れ
た

ア
ー
ル
・
デ
コ
展
に
も
入
賞
し
て
い
る
よ
う
に
、
尖
端
的
な
デ
ザ
イ
ン
感
覚
で

知
ら
れ
、
そ
れ
が
信
三
の
好
み
に
適
っ
た
の
だ
ろ
う
。
石
角
春
之
助
は
『
銀
座

解
剖
図
』（
一
九
三
四
年
）
の
な
か
で
銀
座
の
魅
力
を
「
ウ
ル
ト
ラ
・
モ
ダ

ン
」
と
評
し
て
い
る
が
）
66
（

、
信
三
は
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変
換
す

る
時
代
に
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
全
般
に
わ
た
っ
て
尖
端
的
な
西
洋
の
流
行
を
発

信
す
る
こ
と
で
啓
蒙
的
な
役
割
を
果
た
し
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
も
高
め
る
と
同

時
に
銀
座
の
都
市
文
化
の
興
隆
に
寄
与
し
た
。

　
な
お
信
三
は
資
生
堂
の
活
動
に
留
ま
ら
ず
、
当
時
か
ら
都
市
計
画
や
環
境
問

題
に
も
先
駆
的
に
関
与
し
た
。
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郊
外
の
ヨ

ン
カ
ー
ズ
で
田
園
都
市
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
信
三
は
、
一
九
二
〇
年
前
後
に

東
京
渡
辺
銀
行
の
経
営
一
族
で
あ
る
渡
辺
六
郎
ら
が
試
み
た
鎌
倉
の
大
船
田
園

都
市
計
画
に
も
、
事
業
会
社
の
役
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
）
67
（

。「
田
園
住
宅
設

計
競
技
」
と
し
て
図
案
を
公
募
し
た
際
に
は
審
査
員
を
務
め
た
う
え
、
資
生
堂

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
優
秀
作
品
の
展
覧
会
も
開
い
て
い
る
。
大
船
田
園
都
市
は
完
成

し
て
い
れ
ば
田
園
調
布
を
凌
ぐ
規
模
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
不
況
の
影
響

を
受
け
て
頓
挫
し
た
。
信
三
と
渡
辺
六
郎
は
田
園
調
布
の
開
発
に
携
わ
っ
た
渋

沢
栄
一
の
四
男
、
渋
沢
秀
雄
と
も
親
し
く
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
絵
画
サ
ー
ク
ル

「
甘
茶
画
会
」
で
は
と
も
に
活
動
し
、
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
作
品
の
展
覧
会

も
開
い
て
い
る
。
信
三
は
東
京
市
長
を
務
め
た
阪
谷
芳
郎
が
会
長
を
務
め
た

「
都
市
美
協
会
」
や
「
風
景
協
会
」
な
ど
、
日
本
最
初
期
の
景
観
保
全
を
目
的

と
し
た
団
体
に
も
役
員
と
し
て
積
極
的
に
参
加
し
た
。

　
信
三
が
店
舗
の
み
な
ら
ず
住
宅
・
環
境
問
題
に
こ
れ
ほ
ど
尽
力
し
た
背
景
に

は
、
第
一
に
は
信
三
が
環
境
が
す
べ
て
を
規
定
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
大

き
い
。
そ
れ
に
加
え
て
信
三
は
ア
メ
リ
カ
留
学
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
共
同

精
神
に
非
常
に
感
銘
を
受
け
て
い
た
。
信
三
は
当
時
、
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
制
の

採
用
に
際
し
て
、
デ
パ
ー
ト
に
対
抗
す
る
う
え
で
の
小
売
店
の
連
帯
に
よ
る
メ

リ
ッ
ト
を
強
調
し
て
い
る
が
、
一
方
で
そ
も
そ
も
日
本
人
が
共
同
精
神
に
欠
け

て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
銀
座
の
商
店
全
体
の
連
携
に
よ
る
銀
座
振
興
策
の
提

案
に
際
し
て
も
連
帯
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ア

パ
ー
ト
や
、
中
庭
や
花
壇
な
ど
の
施
設
を
共
有
す
る
バ
ン
ガ
ロ
ー
コ
ー
ト
な
ど
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広告としての資生堂パーラー

の
共
同
住
宅
に
つ
い
て
も
、
そ
の
合
理
性
と
そ
れ
ゆ
え
に
可
能
に
な
る
快
適
な

環
境
が
資
生
堂
の
広
報
物
な
ど
を
通
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
も
近
頃
出
来
る
庭
も
何
も
な
い
セ
ゝ
コ
マ
シ
イ
貸
家
建
よ
り
も
、

か
う
し
た
共
同
的
な
、
又
開
放
的
な
気
持
の
よ
い
貸
家
の
群
を
作
る
事
が

出
来
た
ら
ば
、
ど
ん
な
に
愉
快
な
事
で
せ
う
）
68
（

。

　
③
本
建
築
と
「
フ
ラ
ン
ス
化
」

　
バ
ラ
ッ
ク
建
築
の
時
代
を
経
て
、
一
九
二
八
年
に
は
震
災
前
と
同
じ
く
前
田

健
二
郎
の
設
計
に
よ
り
資
生
堂
の
本
建
築
が
完
成
し
た
。
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
加

盟
店
が
拡
大
す
る
な
か
で
銀
座
店
は
「
全
国
チ
ェ
イ
ン
店
の
模
範
店
」
と
さ
れ
、

豪
華
な
建
築
そ
し
て
内
装
が
話
題
を
呼
ん
だ
。
飲
料
部
は
「
資
生
堂
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
パ
ー
ラ
ー
」
と
な
り
、
本
格
的
な
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
供
す
る
レ
ス
ト
ラ

ン
と
な
っ
た
。「
震
災
飲
食
を
起
こ
す
」
と
言
わ
れ
、
銀
座
で
は
喫
茶
店
が
急

増
し
、
珈
琲
や
洋
菓
子
は
も
は
や
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
同
時

期
に
は
谷
崎
潤
一
郎
が
『
美
食
倶
楽
部
』
を
著
し
（
一
九
二
一
年
）
北
大
路
魯

山
人
が
会
員
制
の
星
ヶ
岡
茶
寮
を
開
く
な
ど
（
一
九
二
五
年
）
美
食
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
た
。
資
生
堂
に
よ
る
開
店
広
告
に
も
「
食
」
を
も
含
め
て
流
行

の
先
端
を
担
う
べ
く
強
い
自
負
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

東
京
銀
座
通
に
明
治
五
年
か
ら
店
を
開
い
て
い
る
資
生
堂
は
、
銀
座
の

流
行
に
魁
け
、
銀
座
の
趣
味
を
創
り
、
資
生
堂
ら
し
さ
は
銀
座
ら
し
さ

に
な
り
本
邦
流
行
の
尖
端
を
走
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

今
日
ま
で
銀
座
の
一
角
に
あ
つ
て
常
に
仏
蘭
西
巴
里
の
流
行
を
紹
介
し
、

そ
れ
を
普
及
さ
せ
た
資
生
堂
は
銀
座
を
語
る
も
の
の
見
落
と
す
こ
と
の

出
来
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

資
生
堂
と
言
へ
ば
銀
座
、
銀
座
と
云
え
ば
資
生
堂
を
想
ひ
起
す
の
も
当

然
の
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。

（
中
略
）

更
に
道
を
隔
て
て
資
生
堂
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
パ
ー
ラ
ー
が
あ
つ
て
、
常

に
シ
ー
ク
な
ソ
フ
ト
・
ド
リ
ン
ク
と
仏
蘭
西
の
御
料
理
と
を
致
し
て
を

り
ま
す
。
東
京
で
ソ
ー
ダ
水
を
飲
ま
せ
た
の
は
此
処
が
最
初
で
、
爾
来

銀
座
フ
ァ
ン
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
所
で
あ
り
ま
す
）
69
（

。

　　
資
生
堂
は
本
建
築
の
完
成
と
と
も
に
パ
リ
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
前
面
に
出
す

よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
を
最
も
よ
く
象
徴
し
た
の
が
パ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
新

た
に
厨
房
を
任
さ
れ
た
高
石

之
助
は
宮
内
庁
御
用
達
を
務
め
た
最
初
期
の
西

洋
料
理
店
、
東
洋
軒
か
ら
軽
井
沢
の
三
笠
ホ
テ
ル
、
横
浜
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、

丸
の
内
ホ
テ
ル
な
ど
主
に
外
国
人
を
対
象
と
し
た
一
流
店
で
経
験
を
積
ん
だ
ベ

テ
ラ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
高
石
に
と
っ
て
も
、
銀
座
は
魅
力
的
だ
っ
た
。

高
石
は
資
生
堂
へ
の
入
社
当
時
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
、
銀
座
そ
し
て
資
生
堂

と
い
う
「
場
」
の
魅
力
が
入
社
の
決
め
手
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
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私
は
当
時
よ
そ
で
百
三
十
円
も
ら
っ
て
た
ん
で
す
が
、
資
生
堂
さ
ん
に

来
た
ら
九
十
円
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
九
十
円
で
も
い
い
、
天
下
の
銀
座
通

り
、
資
生
堂
だ
、
将
来
性
が
あ
る
、
二
十
円
や
三
十
円
に
ゃ
か
え
ら
れ
な

い
、
ご
や
っ
か
い
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
ご
や
っ
か
い
に
な
っ
た
の

が
昭
和
三
年
。

　
そ
の
時
に
、
初
代
社
長
の
福
原
信
三
さ
ん
が
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
み

な
さ
ん
、
通
勤
に
洋
服
着
る
な
ら
、
ち
ゃ
ん
と
ネ
ク
タ
イ
付
け
て
く
だ
さ

い
。
和
服
だ
っ
た
ら
、
角
帯
を
締
め
て
、
羽
織
を
掛
け
て
着
て
く
だ
さ
い
。

え
れ
え
と
こ
ろ
に
来
た
な
、
と
思
い
ま
し
た
ね
）
70
（

。

　　
パ
ー
ラ
ー
に
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ボ
ッ
ク
ス
も
設
け
ら
れ
て
楽
隊
が
演
奏
を
行

い
、
店
内
に
は
西
洋
花
を
販
売
す
る
花
部
も
設
け
ら
れ
た
。
西
洋
花
卉
の
栽
培

自
体
が
草
創
期
に
あ
り
、
西
洋
花
が
高
級
品
だ
っ
た
時
代
、
そ
れ
自
体
で
珍
し

い
も
の
で
あ
っ
た
）
71
（

。
花
部
は
信
三
の
末
弟
、
信
義
が
販
売
を
任
さ
れ
て
い
た
。

信
義
自
身
も
銀
座
の
並
木
通
に
ち
な
ん
だ
「
並
木
透
」
の
筆
名
で
『
資
生
堂
月

報
』
に
ダ
リ
ヤ
や
イ
ン
シ
グ
ネ
な
ど
西
洋
花
の
栽
培
法
に
つ
い
て
頻
繁
に
寄
稿

し
て
い
る
。
信
三
は
花
部
の
開
店
に
あ
わ
せ
て

自
ら
ガ
ラ
ス
製
の
花
器
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
な
ど
、

こ
こ
で
も
あ
く
ま
で
も
「
器
」
に
こ
だ
わ
っ
て

い
た
）
72
（

。

　
パ
ー
ラ
ー
は
そ
の
高
級
感
が
話
題
に
な
っ
た

が
、
高
石
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
手
軽
な
日
替
わ
り

の
一
円
ラ
ン
チ
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
、
連
日
の

満
員
と
な
っ
た
。
資
生
堂
に
は
当
時
の
メ
ニ
ュ

ー
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
に

毎
日
異
な
る
メ
ニ
ュ
ー
が
な
ら
ん
で
い
る
。

　

　
新
栗
ク
リ
ー
ム
ス
ー
プ
、
家
鴨
蒸
焼
ア

メ
リ
カ
ン
、
氷
菓
シ
ュ
ル
プ
リ
ー
ズ
、
パ

図６　震災後の本建築（内装）

図５　震災後の本建築（外観）
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広告としての資生堂パーラー

ン
又
は
御
飯
、
コ
ー
ヒ
ー
（
一
九
三
一
年
九
月
九
日
）

　
コ
ン
ソ
メ
ー
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
ボ
イ
ル
ド
フ
ヰ
シ
ケ
ー
キ
　
ア
ラ
マ
ザ
ラ

ン
、
チ
キ
ン
カ
ト
レ
ッ
ト
ミ
ラ
ネ
ー
ズ
、
チ
ョ
コ
レ
ッ
ト
ラ
イ
ス
プ
デ
ィ

ン
グ
、
パ
ン
・
コ
ー
ヒ
ー
（
一
九
三
六
年
十
一
月
十
八
日
）

　
グ
リ
ヰ
ン
ピ
ー
ス
ス
ー
プ
、
コ
ン
ビ
ー
フ
ウ
ヰ
ズ
ヴ
ェ
ジ
タ
ブ
ル
、
コ

ー
リ
ー
フ
ラ
ワ
ー
オ
ー
グ
ラ
タ
ン
　
ク
リ
ー
ム
プ
デ
ィ
ン
グ
ダ
ル
マ
チ
ア

ン
、
パ
ン
・
コ
ー
ヒ
ー
（
一
九
三
七
年
四
月
一
日
）

　
ポ
タ
ー
ジ
マ
リ
ガ
リ
タ
ニ
ー
、
コ
ダ
イ
　
オ
ー
ヴ
ァ
ン
ブ
ラ
ン
、
ク
ロ

ケ
ッ
ト
　
ソ
ー
ス
ト
マ
ト
、
フ
ル
ー
ツ
ジ
ェ
リ
ー
、
パ
ン
・
コ
ー
ヒ
ー

（
一
九
三
七
年
四
月
二
十
三
日
）

　　「
フ
ラ
ン
ス
風
」
へ
の
本
格
転
換
の
背
景
に
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ

カ
文
化
の
流
入
に
対
し
て
風
紀
面
で
の
批
判
や
、
ア
メ
リ
カ
の
排
日
移
民
法
な

ど
に
対
す
る
悪
感
情
が
高
ま
っ
た
一
方
で
、
パ
リ
は
シ
ャ
ネ
ル
ら
の
登
場
に
よ

り
、
世
界
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
心
地
と
し
て
の
存
在
感
を
さ
ら
に
高
め
て

い
た
。
ま
た
、
航
路
の
整
備
や
為
替
相
場
を
背
景
に
、
東
宮
時
代
の
昭
和
天
皇

を
筆
頭
に
し
た
皇
族
を
は
じ
め
日
本
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
洋
行
者
も
急
増

し
て
い
た
。
資
生
堂
で
も
「
パ
リ
の
コ
テ
ィ
、
銀
座
の
資
生
堂
」
と
し
て
、
銀

座
と
パ
リ
を
東
西
の
流
行
発
信
地
と
し
て
並
記
し
た
広
告
が
登
場
す
る
よ
う
に

な
る
。
ま
た
資
生
堂
は
一
九
二
一
年
か
ら
川
島
理
一
郎
の
パ
リ
滞
在
費
用
を
援

助
す
る
一
方
で
、
川
島
は
「
パ
リ
特
派
員
」
と
し
て
、
パ
リ
か
ら
毎
週
、
最
新

情
報
や
物
品
を
送
り
、
全
国
の
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
で
配
布
さ
れ
た
『
資
生
堂
月

報
』
に
も
パ
リ
の
流
行
情
報
を
寄
稿
し
た
。
川
島
が
帰
国
す
る
と
か
わ
っ
て
川

路
柳
虹
、
岩
田
豊
雄
（
獅
子
文
六
）
ら
、
パ
リ
に
滞
在
す
る
文
化
人
に
よ
る
寄

稿
が

繁
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
資
生
堂
は
洋
行
者
を
中
心
に
し
た
文

化
人
の
サ
ロ
ン
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
も
高
め
て
い
く
。

　
洒
落
た
サ
ロ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
銀
座
の
社
交
文
化
を
先
導
す
る
も
の
と
も

な
っ
た
。
大
正
時
代
を
通
し
て
新
橋
芸
妓
が
凋
落
の
一
途
を
辿
る
な
か
で
、
裕

福
な
中
高
年
層
が
女
給
の
い
る
カ
フ
ェ
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
高
額
の
チ

ッ
プ
を
弾
む
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
パ
ン
と
水
（
お
冷
や
）
程
度
し
か
頼
ま

な
い
若
者
は
「
パ
ン
ト
ヒ
ー
ヤ
マ
ン
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
冷
遇
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
カ
フ
ェ
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
小
野
田
素
夢
は
『
銀
座
通
』（
一
九
三

〇
年
）
で
「
高
田
保
氏
や
新
居
格
氏
は
『
最
も
新
し
い
銀
座
マ
ン
は
女
給
の
い

る
酒
の
あ
る
カ
フ
ェ
ー
や
バ
ー
へ
行
か
ず
に
、
喫
茶
店
へ
行
く
』
と
い
つ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
）
73
（

。
松
崎
天
民
も
『
銀
座
』（
一
九
二
七
年
）
で
「
娼
妓
と
か

芸
妓
と
か
女
優
と
か
云
ふ
、
そ
ん
な
職
業
婦
人
の
群
は
、
も
う
近
代
人
の
性
慾

生
活
に
、
対
象
と
し
て
の
価
値
は
少
し
も
無
い
よ
」
と
語
り
、
近
代
人
は
カ
フ

ェ
の
女
給
や
、
そ
れ
に
も
あ
き
た
ら
な
く
な
る
と
と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
追
い
か

け
る
、
と
語
っ
て
い
る
）
74
（

。
芸
妓
や
女
給
を
相
手
に
す
る
よ
り
も
一
般
の
女
性
と

喫
茶
店
に
出
か
け
て
デ
ー
ト
を
楽
し
む
ほ
う
が
「
モ
ダ
ン
」
な
行
為
と
な
っ
て

い
く
。
一
方
で
、
従
来
の
カ
フ
ェ
は
、
飲
食
に
重
点
を
お
く
か
、
も
し
く
は
女

性
と
の
会
話
を
中
心
に
す
る
バ
ー
へ
と
二
極
分
化
し
て
い
っ
た
。
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資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
開
か
れ
た
社
交
場
と
し
て
時
代
に
先
駆
け
る
場
を
提
供

す
る
こ
と
で
銀
座
人
の
歓
心
を
引
き
、
資
生
堂
そ
し
て
銀
座
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
高
め
て
い
っ
た
。

　　
④
大
阪
の
資
生
堂

　
資
生
堂
は
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
全
国
展
開
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
関
西
以

西
の
旗
艦
店
と
し
て
一
九
一
九
年
に
大
阪
支
店
を
設
け
、
一
九
二
七
年
に
は
移

転
と
同
時
に
、
銀
座
同
様
に
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
の
模
範
店
と
し
て
豪
華
な
内
装

を
誇
る
飲
料
部
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。
当
時
の
大
阪
で
は
珈
琲
の
相
場
が
十
銭
か

十
五
銭
の
と
こ
ろ
、
資
生
堂
は
一
円
と
破
格
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
設
備
投
資

も
破
格
で
、
内
外
装
の
ほ
か
珈
琲
セ
ッ
ト
は
「
信
三
氏
好
み
の
華
奢
」
で
「
う

っ
か
り
も
つ
と
こ
わ
れ
そ
う
」
な
、
大
倉
陶
園
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
百
五
十
円
の
も

の
で
、
ナ
プ
キ
ン
も
花
椿
マ
ー
ク
を
縫
い
込
ん
だ
麻
の
上
製
、
銀
の
ス
プ
ー
ン

も
可
愛
ら
し
い
も
の
で
よ
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
当
時
の

関
係
者
に
よ
れ
ば
「
信
三
氏
は
ご
自
身
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
、
マ
ネ

か
な
に
か
を
惜
し
げ
も
な
く
も
っ
て
こ
ら
れ
て
パ
ッ
と
掛
け
て
し
ま
う
」。

　
そ
の
結
果
、「
客
種
は
ハ
イ
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
、
大
阪
ホ
テ
ル
か
ら
必
ず
ま
わ

す
外
人
客
、
そ
れ
に
神
戸
の
外
人
も
わ
ざ
わ
ざ
コ
ー
ヒ
ー
を
の
み
に
き
て
く
れ

た
」。「
や
っ
ぱ
り
高
い
」
と
い
う
評
判
も
資
生
堂
を
有
名
に
し
た
と
い
う
）
75
（

。
ア

メ
リ
カ
の
業
界
紙
『
ド
ラ
ッ
グ
ト
ピ
ッ
ク
ス
』（
一
九
二
八
年
四
月
号
）
に
も
写

真
八
枚
と
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
は
福
原
社
長
に
よ

る
も
の
だ
と
紹
介
さ
れ
た
）
76
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
大
阪
で
は
銀
座
ほ
ど
の
話
題
性
は
な
く
、
大
幅
な
赤
字
を
計

上
し
て
三
年
ほ
ど
で
閉
鎖
さ
れ
た
。
関
西
有
数
の
問
屋
、
朝
日
堂
の
経
営
者
一

族
で
あ
る
井
上
ゆ
り
子
は
『
船
場
朝
日
堂
物
語
』
の
な
か
で
信
三
と
松
本
を

「
船
場
の
問
屋
か
ら
見
る
と
、
ま
る
で
外
国
人
の
よ
う
な
連
中
だ
っ
た
」
と
評

し
て
い
る
）
77
（

。

　
大
阪
支
店
で
の
飲
料
部
の
撤
退
は
、
資
生
堂
が
銀
座
と
い
う
特
色
の
あ
る

「
場
」
を
前
提
に
、
相
応
し
い
店
舗
、
そ
し
て
客
層
が
一
致
し
て
は
じ
め
て

「
東
京
銀
座
資
生
堂
」
と
し
て
独
自
の
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
え
た
こ
と
に

対
す
る
反
証
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
銀
座
本
店
の
小
売
部
に
お
い
て
も
利
益
は
あ
が
っ
て
お
ら
ず
、
月

二
万
円
程
度
の
赤
字
を
計
上
し
て
い
た
。
当
時
の
担
当
者
は
信
三
以
外
の
経
営

幹
部
か
ら
し
ば
し
ば
苦
言
を
呈
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
。

　

信
三
氏
か
ら
教
訓
め
い
た
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
は
後
に
も
先
に
も
つ
ぎ

の
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
し
た
。
先
の
先
を
考
え
る
人
は
い
く
ら
で
も
い
る

が
、
私
は
そ
の
先
を
考
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。（
中
略
）
だ
け
ど
よ

く
考
え
て
ご
ら
ん
。
小
売
部
は

け
な
く
て
も
い
い
ん
だ
よ
。
資
生
堂
ら

し
さ
と
、
あ
そ
こ
に
行
け
ば
珍
し
い
も
の
が
あ
る
、
い
い
も
の
が

っ
て

い
る
、
趣
味
が
い
い
…
…
そ
ん
な
評
判
を
と
れ
ば
必
ず
し
も
売
買
利
益
を
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広告としての資生堂パーラー

あ
げ
な
く
て
も
い
い
ん
だ
よ
。
こ
れ
を
名
誉
の
赤
字
と
呼
び
た
い
ね
。
赤

字
が
出
て
も
そ
れ
で
名
が
あ
が
れ
ば
結
構
じ
ゃ
な
い
か
）
78
（

　　
信
三
の
養
嗣
子
の
福
原
由
企
夫
も
、
信
三
が
「
銀
座
で
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を

最
初
に
作
っ
た
ハ
イ
カ
ラ
な
資
生
堂
、
な
に
を
や
っ
て
も
ハ
イ
カ
ラ
で
あ
る
資

生
堂
の
イ
メ
ー
ジ
、
だ
か
ら
資
生
堂
の
製
品
は
み
な
ハ
イ
カ
ラ
だ
、
特
級
の
品

物
だ
と
い
う
、
い
ま
で
い
う
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
骨
折
っ
て
い
た
」
と
語
る
）
79
（

。

　
当
時
の
飲
料
部
の
運
営
に
か
か
わ
っ
て
い
た
社
員
も
「
あ
の
時
分
は
ま
だ
パ

ー
ラ
ー
の
利
益
と
か
な
ん
と
か
言
う
こ
と
は
考
え
ず
に
、
ど
こ
ま
で
も
う
ま
い

も
の
を
つ
く
れ
と
い
う
主
義
だ
か
ら
、
金
に
あ
か
さ
な
い
ん
だ
か
ら
い
い
も
の

が
で
き
た
」
と
し
て
、「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
徹
し
た
パ
ー
ラ
ー
経

営
」
だ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

３

パ
ー
ラ
ー
の
顧
客
〜
帰
朝
者
と
女
性

　
信
三
は
こ
の
よ
う
に
資
生
堂
の
メ
ー
カ
ー
へ
の
拡
大
に
あ
た
り
、
小
売
店
舗

の
「
場
」
の
雰
囲
気
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
大
手
メ
ー
カ
ー
と
の
差

別
化
を
図
っ
た
。
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
「
和
室
で
茶
の
湯
」
と
い
う
旧
世
代
の

坐
式
の
交
際
様
式
に
対
し
て
、「
洋
間
で
珈
琲
」
と
い
う
新
し
い
立
式
の
社
交

空
間
の
象
徴
と
な
る
空
間
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
新
興
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
る

洋
行
を
経
験
し
た
帰
朝
者
や
、「
社
交
界
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
女
性
達
が
集

い
、「
場
」
と
「
客
」
に
も
と
づ
い
た
「
資
生
堂
の
気
分
」
が
醸
成
さ
れ
て
い

く
。
パ
ー
ラ
ー
は
い
わ
ば
開
か
れ
た
社
交
場
と
し
て
一
般
の
人
々
の
憧
憬
を
も

集
め
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
パ
ー
ラ
ー
を
象
徴
す
る
顧
客
と
な
っ
た
洋
行
者
と

女
性
に
つ
い
て
、
な
ぜ
パ
ー
ラ
ー
と
い
う
「
場
」
が
彼
ら
を
惹
き
つ
け
た
の
か
、

そ
の
背
景
を
「
社
交
」
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。

　　
３
・
１
　
帰
朝
者

　
樋
口
一
葉
『
闇
桜
』（
一
八
九
二
年
）
で
は
、
主
人
公
の
「
お
千
代
」
が
「
良

之
助
」
に
「
お
前
様
が
学
校
を
卒
業
な
さ
れ
て
何
と
い
ふ
お
役
か
知
ら
ず
高
帽

子
立
派
に
黒
ぬ
り
の
馬
車
に
の
り
て
西
洋
館
へ
入
り
給
ふ
」
と
い
う
「
嬉
し
き

夢
」
を
見
た
と
語
っ
て
い
る
）
80
（

。
西
洋
館
は
明
治
以
降
の
新
興
上
流
階
層
を
象
徴

す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
洋
行
を
経
験
し
た
帰
朝
者
に
と
っ
て
は
、

西
洋
館
で
育
ま
れ
た
交
際
様
式
や
趣
味
は
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
核

を
な
す
要
素
で
あ
っ
た
。

　
鹿
鳴
館
に
象
徴
さ
れ
る
政
府
に
よ
る
欧
化
主
義
政
策
が
頓
挫
し
た
あ
と
、
渋

沢
栄
一
や
藤
山
雷
太
、
大
倉
喜
八
郎
な
ど
早
く
か
ら
洋
行
を
経
験
し
た
「
開
明

的
実
業
家
」
と
も
い
う
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
、
建
築
そ
し
て
「
社
交
空
間

の
民
主
化
」
を
通
し
た
「
国
民
外
交
」
の
推
進
を
担
っ
た
。
政
府
に
よ
る
都
市

計
画
の
一
方
で
、
彼
ら
民
間
の
実
業
家
に
よ
り
帝
国
ホ
テ
ル
や
帝
国
劇
場
、
さ

ら
に
は
東
京
會
舘
と
い
っ
た
鹿
鳴
館
後
の
「
畳
」
を
廃
し
た
西
洋
式
す
な
わ
ち

立
式
の
社
交
空
間
が
開
か
れ
て
い
く
。
渋
沢
栄
一
自
身
も
東
京
王
子
の
飛
鳥
山

の
別
邸
を
民
間
外
交
の
場
と
し
て
、
西
洋
式
の
内
装
に
改
め
て
い
る
が
、
渋
沢
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の
日
記
か
ら
は
要
人
と
の
会
談
の
多
く
が
こ
の
飛
鳥
山
の
別
邸
、
帝
国
ホ
テ
ル
、

そ
し
て
精
養
軒
と
い
ず
れ
も
西
洋
式
の
空
間
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

料
理
に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
、
し
ば
し
ば
東
京
初
の
西
洋
料
理
店
で
あ
る

精
養
軒
か
ら
料
理
が
取
り
寄
せ
ら
れ
た
）
81
（

。

　
西
洋
人
は
箸
を
使
え
な
い
た
め
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
も
外
賓
接
待
に
際
し

て
の
「
食
」
が
最
大
の
課
題
に
な
っ
た
。
一
八
七
二
年
に
創
業
し
た
精
養
軒
も
、

大
久
保
利
通
や
井
上
馨
が
店
主
の
北
村
重
威
を
説
得
し
て
開
業
が
実
現
し
た
も

の
で
、
精
養
軒
は
鹿
鳴
館
の
開
館
ま
で
は
「
東
京
唯
一
の
社
交
場
」
と
称
さ
れ

た
。

　
も
っ
と
も
鹿
鳴
館
で
の
社
交
も
一
八
八
〇
年
代
の
数
年
間
に
限
ら
れ
、
そ
の

後
も
財
界
人
が
主
導
し
た
民
間
外
交
の
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
後
に
資
生

堂
パ
ー
ラ
ー
で
顧
問
を
務
め
る
柴
田
昌
彦
は
、
鹿
鳴
館
内
で
修
業
を
し
た
当
時

を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

私
が
弟
子
入
を
し
た
師
匠
は
、
鹿
鳴
館
内
に
あ
つ
た
東
京
倶
楽
部
の
食
堂

を
請
負
つ
て
来
た
ば
か
り
の
藤
田
源
吉
と
い
ふ
人
で
、
こ
の
人
は
鹿
鳴
館

に
来
る
ま
で
は
、
長
年
オ
ラ
ン
ダ
公
使
館
に
居
て
修
行
を
し
た
と
い
ふ

（
中
略
）。
私
の
弟
子
入
り
し
た
頃
は
鹿
鳴
館
の
末
期
近
か
つ
た
の
で
、
名

物
の
舞
踊
は
も
う
帝
国
ホ
テ
ル
に
移
つ
て
居
た
。
ホ
テ
ル
が
出
来
上
る
と

同
時
に
鹿
鳴
館
の
ダ
ン
ス
に
は
終
止
符
が
打
た
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
）
82
（

。

　
帝
国
ホ
テ
ル
は
一
八
八
七
年
に
当
時
の
外
相
、
井
上
馨
の
提
案
を
う
け
て
渋

沢
栄
一
、
大
倉
喜
八
郎
、
益
田
孝
ら
の
財
界
人
が
発
起
人
と
な
っ
て
そ
の
建
設

が
推
進
さ
れ
た
。
犬
丸
一
郎
・
元
帝
国
ホ
テ
ル
社
長
に
よ
れ
ば
、
大
正
末
期
に

渋
沢
栄
一
が
一
郎
の
父
、
犬
丸
徹
三
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
渋
沢
に
よ
れ
ば
井
上
馨
が
条
約
改
正
交
渉
の
た
め
に
欧
米
諸
国
人
と
日
本

人
と
の
対
等
の
交
際
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
逆
に
外
国
人
か
ら
、
対
等
の
交
際

に
は
生
活
様
式
を
同
一
化
す
る
こ
と
が
第
一
の
条
件
で
は
あ
る
ま
い
か
、「
外

国
と
日
本
の
日
常
坐
臥
は
全
然
異
な
っ
た
様
式
で
営
ま
れ
て
い
る
」
と
反
問
を

受
け
た
と
い
い
、
こ
れ
が
帝
国
ホ
テ
ル
開
業
の
契
機
で
も
あ
る
と
い
う
）
83
（

。
一
九

一
〇
年
の
『
婦
人
画
報
』
に
は
「
社
交
界
の
初
陣
帝
国
ホ
テ
ル
の
舞
踏
会
」
と

題
し
て
若
い
女
性
「
や
ち
女
」
の
体
験
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
ま

ず
そ
の
豪
華
な
空
間
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
）
84
（

。

　
日
清
、
日
露
戦
争
を
経
て
、
民
間
外
交
の
機
会
も
増
加
し
、
精
養
軒
の
店
主

も
日
清
戦
争
後
、
外
国
人
は
メ
ッ
キ
リ
増
え
た
、
と
回
想
し
て
い
る
）
85
（

。
来
日
者
、

洋
行
者
と
も
に
増
加
す
る
な
か
で
、
日
本
人
の
外
国
人
に
対
す
る
非
社
交
性
や
、

マ
ナ
ー
の
欠
如
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
、
西
洋
式
の
マ
ナ
ー
に
関
す
る
書
籍
も

次
々
と
出
版
さ
れ
は
じ
め
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
一
般
女
性
の
社

交
性
の
欠
如
に
つ
い
て
は
廃
娼
問
題
と
も
関
連
し
て
有
識
者
の
間
で
深
刻
に
議

論
さ
れ
は
じ
め
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
「
開
明
的
実
業
家
」
層
は
早
く
か
ら
日
本
人
の
非

社
交
性
の
淵
源
の
一
端
を
「
畳
」
の
文
化
に
象
徴
さ
れ
る
坐
式
の
生
活
に
見
て
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い
た
。
例
え
ば
渋
沢
栄
一
は
「
日
本
的
娯
楽
と
西
洋
的
娯
楽
」
と
題
し
て
の
エ

ッ
セ
イ
の
な
か
で
「
西
洋
人
の
娯
楽
が
比
較
的
屋
外
主
義
で
あ
る
に
反
し
、
日

本
人
の
娯
楽
が
四
畳
半
式
な
る
こ
と
は
、
何
と
い
う
て
も
日
本
人
が
一
歩
欧
米

人
に
後
れ
て
居
る
と
謂
は
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
明
言
し
て
い
る
。
西
洋
人
は
何

事
も
開
放
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
「
日
本
人
の
娯
楽
は
全
く
そ
れ
と
は
反
対
で
、

成
る
可
く
外
に
は
出
ぬ
よ
う
に
し
。
そ
の
遊
ぶ
仲
間
も
自
己
に
附
随
し
た
三
四

の
者
と
か
、
知
己
朋
友
と
相
会
し
て
遊
ぶ
と
か
い
ふ
位
な
も
の
」
で
、
そ
の
一

因
は
習
慣
や
「
家
屋
の
構
造
や
衣
服
の
関
係
に
も
因
る
」
と
し
て
次
に
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

欧
米
人
は
洋
服
に
靴
履
き
と
い
ふ
軽
快
な
身
拵
の
上
に
、
家
屋
の
中
に
ま

で
靴
の
ま
ゝ
で
這
入
れ
る
と
い
ふ
便
が
あ
る
。
そ
れ
に
日
常
テ
ー
ブ
ル
に

椅
子
の
生
活
で
あ
る
か
ら
、
起
居
振
舞
が
頗
る
簡
易
に
出
来
る
の
で
、
自

ら
心
神
も
そ
れ
に
伴
う
て
快
活
に
動
き
得
ら
れ
る
。
所
が
日
本
人
は
左
様

で
は
な
い
。
衣
服
と
い
ひ
、
邸
宅
と
い
ひ
、
こ
れ
を
西
洋
人
に
比
し
て
其

の
手
数
の
か
ゝ
る
こ
と
は
雲
泥
の
差
の
み
で
な
い
。
従
つ
て
何
事
も
億
劫

に
な
る
か
ら
、
外
へ
出
て
よ
い
処
も
遂
に
家
の
中
で
済
す
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
の
で
、
動
作
挙
止
が
何
と
な
く
因
循
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
）
86
（

。

　　
渋
沢
は
来
日
す
る
外
国
人
接
待
を
主
た
る
目
的
と
し
て
パ
リ
の
国
立
劇
場
を

モ
デ
ル
に
し
た
日
本
初
の
洋
式
劇
場
で
あ
る
帝
国
劇
場
の
建
設
に
も
尽
力
し
て
、

一
九
一
一
年
に
同
劇
場
を
開
館
し
て
支
配
人
に
就
任
す
る
。
帝
国
ホ
テ
ル
の
至

近
距
離
に
建
て
ら
れ
、
全
席
が
椅
子
席
の
「
大
東
京
を
印
象
付
け
る
ハ
イ
カ
ラ

劇
場
」
で
あ
る
帝
劇
は
、
外
出
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
明
治
か
ら
大
正
期
の

女
性
に
、
着
飾
っ
て
出
か
け
る
社
交
場
と
し
て
、
ま
た
煩
雑
な
手
続
き
が
不
要

な
モ
ダ
ン
な
劇
場
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。

　
今
日
は
三
越
、
明
日
は
帝
劇
」
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
た
三
越
も
、
一
九

一
五
年
に
は
帝
劇
と
同
じ
く
横
河
民
輔
の
設
計
に
よ
り
ル
ネ
サ
ン
ス
式
の
新
館

を
建
築
し
て
い
る
。
三
越
の
「
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
ス
ト
ア
」
化
を
主
導
し
た
日

比
翁
助
も
「
三
越
は
第
二
の
国
賓
接
待
所
」「
三
越
は
国
民
外
交
の
殿
堂
」
と

し
て
、
三
越
を
民
間
外
交
の
担
い
手
と
し
て
自
任
し
て
い
た
。
豪
壮
な
西
洋
風

の
空
間
自
体
が
人
々
に
社
交
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
外
国
か
ら
の
来
賓
の
訪
問

に
欠
か
せ
な
い
場
と
な
っ
て
い
く
）
87
（

。

　
こ
う
し
た
西
洋
式
の
空
間
は
「
社
交
場
」
と
し
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
内
部
ま
で
も
が
西
洋
式
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
三
越
で

は
依
然
と
し
て
呉
服
の
販
売
が
中
心
で
あ
り
、
外
賓
の
接
待
に
お
い
て
も
屋
上

の
「
空
中
茶
室
」
で
の
茶
の
湯
を
は
じ
め
日
本
文
化
の
紹
介
に
努
め
て
い
た
。

　
帝
劇
の
演
目
も
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」「
文
禄
侍
気
質
」
な
ど
時
代
劇
も
多

か
っ
た
。
演
目
と
空
間
様
式
の
不
一
致
に
つ
い
て
は
「
大
円
柱
の
影
か
ら
丁
髷

が
出
た
り
、
シ
ヤ
ン
デ
リ
ア
輝
く
円
天
井
の
下
で
腹
切
り
を
や
る
な
ど
は
、
時

代
錯
誤
も
甚
だ
し
い
と
い
つ
た
非
難
」
が
噴
出
し
て
い
る
。
信
三
は
こ
の
点
で

次
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
。
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容
物
と
な
り
ま
す
と
帝
劇
に
対
す
る
非
難
も
当
然
な
事
に
な
る
と
思
は
れ

ま
す
。
容
物
は
入
る
も
の
に
調
和
し
外
観
と
内
部
と
相
応
じ
て
同
時
に
特

色
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
へ
ば
銀
座
は
特
色
あ
る
小
売
商
店
が

入
る
容
物
と
し
て
の
セ
ク
シ
ヨ
ン
で
あ
り
ま
す
か
ら
人
を
惹
き
つ
け
る
の

で
、
即
ち
一
切
が
特
色
づ
け
ら
れ
た
結
果
に
外
な
り
ま
せ
ん
）
88
（

。

　　
松
崎
天
民
は
『
銀
座
』（
一
九
二
七
年
）
に
て
「
男
に
し
て
も
女
に
し
て
も
、

見
せ
や
う
と
し
て
歩
い
て
居
る
の
で
あ
り
、
見
や
う
と
し
て
歩
い
て
居
る
の
が
、

此
の
頃
の
銀
座
に
表
れ
る
光
景
で
せ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
信
三
も
ま
た
銀

座
そ
し
て
資
生
堂
を
ひ
と
つ
の
舞
台
と
し
て
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
89
（

。

　
帝
劇
の
開
場
か
ら
十
年
後
に
は
、
帝
劇
に
続
く
大
規
模
な
社
交
施
設
と
し
て
、

隣
接
す
る
地
に
宴
会
場
と
食
堂
を
備
え
た
東
京
會
舘
が
開
館
し
た
。
帝
劇
は
人

気
を
博
し
て
い
た
が
飲
食
施
設
が
不
足
し
て
い
た
。
当
時
の
支
配
人
が
欧
米
を

視
察
し
た
と
こ
ろ
、
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ヴ
ォ
イ
劇
場
で
は
隣
接
す
る
サ
ヴ
ォ
イ
ホ

テ
ル
へ
観
客
が
幕
間
に
食
事
に
出
か
け
る
の
を
見
て
同
じ
ス
タ
イ
ル
の
社
交
場

の
建
設
を
藤
山
雷
太
に
打
診
し
た
。
藤
山
も
ま
た
「
東
京
市
に
於
て
一
大
社
交

機
関
の
必
要
を
痛
感
」
し
て
い
た
た
め
設
立
発
起
人
と
な
り
、
渋
沢
も
参
加
し

て
財
界
主
導
で
建
築
計
画
が
進
め
ら
れ
、
一
九
二
二
年
に
帝
劇
に
地
下
通
路
で

つ
な
が
る
形
で
東
京
會
舘
が
開
業
し
た
）
90
（

。

　
藤
山
は
「
日
露
戦
後
、
帝
国
劇
場
が
生
れ
て
民
衆
娯
楽
の
革
新
を
見
た
様
に
、

東
京
會
舘
は
欧
州
戦
後
我
国
の
社
会
の
一
般
に
漲
れ
る
文
化
的
要
求
を
具
体
化

し
た
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
斯
か
る
社
交
機
関
の
出
現
も
亦
時
代
の
要

求
」
だ
と
語
る
。
そ
し
て
「
陰
鬱
な
国
民
性
」
を
た
だ
す
べ
く
「
社
交
の
民
主

化
」
の
必
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　

当
館
を
計
画
し
た
趣
旨
は
、
一
個
の
営
利
会
社
と
す
る
よ
り
も
寧
ろ
現
今

最
も
必
要
な
る
社
交
機
関
と
し
て
、
公
衆
の
便
益
を
計
ら
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
社
会
が
平
和
と
協
調
を
保
ち
市
民
の
幸
福
を
増
す
の
は
、
社
交

が
第
一
で
あ
る
。
然
る
に
我
国
で
は
、
古
来
兎
角
独
り
を
慎
む
個
人
道
徳

に
偏
し
て
、
衆
と
共
に
楽
し
む
社
会
道
徳
を
重
ん
じ
な
い
の
は
、
大
に
し

て
は
国
際
上
に
も
不
都
合
で
あ
る
、
現
今
東
京
市
内
に
種
種
の
倶
楽
部
が

あ
る
が
、
一
部
の
人
の
利
用
に
止
る
。
当
館
は
建
築
の
外
観
内
部
の
設
備

壮
麗
な
る
処
か
ら
、
或
は
貴
族
上
流
の
会
館
な
る
が
如
く
誤
解
す
る
人
が

あ
る
か
も
知
ら
な
い
が
、
之
れ
は
我
が
国
民
性
が
兎
角
陰
鬱
に
流
れ
ん
と

す
る
欠
点
を
矯
め
、
快
活
な
る
性
情
を
養
は
し
む
る
為
め
、
明
朗
快
活
な

る
気
分
を
建
築
の
上
に
現
は
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
其
趣
旨
は
何
れ
も
社
交

の
民
主
化
で
あ
つ
て
、
何
人
と
雖
も
自
由
に
利
用
出
来
る
様
、
費
用
も
出

来
る
だ
け
廉
く
し
て
居
る
）
91
（

。

　　
藤
山
は
こ
の
挨
拶
を
「
此
の
機
関
を
し
て
社
交
機
関
と
し
て
遺
憾
な
か
ら
し

む
る
と
否
と
は
一
切
社
会
の
中
枢
に
あ
る
各
位
の
後
援
と
御
指
導
を
俟
つ
」
と
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し
て
結
ん
で
い
る
。
信
三
が
国
民
外
交
推
進
と
い
う
明
確
な
意
識
を
持
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
信
三
は
渋
沢
家
、
藤
山
家
と
も
姻
戚
関
係
に

あ
り
「
社
会
の
中
枢
に
あ
る
各
位
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実
だ
。

　
少
な
く
と
も
信
三
は
、
日
本
女
性
の
気
質
と
「
畳
」
の
文
化
に
つ
い
て
明
確

に
そ
の
関
連
を
意
識
し
て
い
た
。
信
三
は
婦
人
の
衣
服
や
髪
型
は
「
環
境
な
り

時
代
な
り
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
て
行
く
」
と
し
て
、「
総
て
環
境
に
支
配
さ
れ

る
」
こ
と
を
強
調
し
、
日
本
女
性
を
束
縛
し
て
き
た
間
接
的
要
因
と
し
て
「
畳

へ
の
執
着
」
を
批
判
し
て
い
る
。

　

婦
人
を
極
度
に
束
縛
し
た
の
は
日
本
婦
人
に
於
け
る
和
服
と
、
支
那
婦
人

の
纏
足
が
両
大
関
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
私
は
服
装
ば
か
り
で
な
く
完
全
に

二
重
生
活
か
ら
の
解
放
を
欲
し
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
先
づ
畳
へ
の

執
着
を
去
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
考
へ
て
居
り
ま
す
）
92
（

。

　　
信
三
に
よ
る
パ
ー
ラ
ー
の
充
実
は
、
東
京
會
舘
の
設
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く

し
て
い
る
が
、
建
築
を
通
し
た
「
社
交
の
民
主
化
」
は
早
く
か
ら
洋
行
を
経
験

し
、
西
洋
風
の
社
交
空
間
の
な
か
で
民
間
外
交
を
担
っ
て
き
た
「
開
明
的
実
業

家
」
層
に
使
命
感
を
も
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
行
為
と
し
て
も
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
。

　
一
方
で
、
新
興
エ
リ
ー
ト
層
が
洋
式
の
社
交
空
間
を
好
ん
だ
背
景
に
は
、
そ

れ
が
茶
の
湯
に
代
替
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
旧
の
社
交

様
式
の
対
立
は
三
越
内
部
に
お
い
て
顕
著
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

一
六
七
三
年
の
三
井
高
利
に
よ
る
越
後
屋
創
業
以
来
の
「
三
井
系
」
に
与
す
る

者
と
、
呉
服
店
か
ら
百
貨
店
に
向
け
て
の
明
治
中
期
の
経
営
改
革
以
降
に
日
比

翁
助
ら
大
学
出
身
者
を
は
じ
め
能
力
主
義
で
採
用
さ
れ
た
人
材
で
あ
る
。
当
時
、

「
三
井
系
」
の
筆
頭
格
は
益
田
孝
と
高
橋
義
雄
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
茶
人
と
し

て
も
益
田
鈍
翁
、
高
橋
箒
庵
と
し
て
知
ら
れ
る
。
明
治
以
前
か
ら
の
上
層
階
級

の
価
値
観
を
継
承
す
る
人
々
に
は
茶
道
は
社
交
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
高
橋
は
『
東
都
茶
会
記
』『
大
正
名
器
鑑
』
な
ど
の
大
著
を
ま
と
め
、

茶
道
史
に
お
い
て
も
そ
の
貢
献
が
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
茶
道

を
趣
味
の
一
環
と
し
て
捉
え
た
た
め
、
茶
道
愛
好
者
を
増
加
さ
せ
た
一
方
で

「
道
具
茶
会
」
と
も
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
茶
器
の
価
格
が
法
外
に
高
騰
す
る

一
因
を
な
し
た
。
そ
の
高
橋
は
『
東
都
茶
会
記
』
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。

以
文
会
友
と
云
ふ
事
あ
れ
ど
も
、
茶
を
以
て
友
を
会
し
、
コ
ー
ヒ
ー
を
以

て
友
を
会
し
、
洋
食
を
以
て
友
を
会
す
。
皆
な
此
楽
み
の
一
端
に
し
て
、

茶
会
と
て
殊
更
に
窮
屈
な
る
者
の
如
く
思
ひ
做
す
は
僻
事
な
り
）
93
（

。

　

　
高
橋
が
語
る
よ
う
に
、
洋
間
に
お
け
る
珈
琲
あ
る
い
は
紅
茶
と
い
う
立
式
の

社
交
は
ま
さ
に
茶
の
湯
に
代
替
す
る
交
際
洋
式
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
興
エ
リ
ー
ト
層
は
旧
来
の
社
交
様
式
に
同
化
す
る
者
も
あ
る
一
方
で
、
ま
っ
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た
く
関
与
し
な
い
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
）
94
（

。
信
三
は
茶
道
に
つ
い
て
直
接
的
な

論
評
は
し
て
い
な
い
が
、
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
こ
れ
ま
で
三
千
回
超
に
お
よ

ぶ
展
覧
会
に
お
い
て
も
伝
統
的
な
茶
道
具
に
つ
い
て
は
、
判
明
し
て
い
る
限
り
、

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
い
っ
ぽ
う
で
、
茶
道
が
形
式
主
義
に
陥
っ
て
い
る

と
痛
烈
な
批
評
を
繰
り
広
げ
た
柳
宗
悦
ら
民
芸
運
動
の
関
係
者
に
は
早
く
か
ら

展
覧
会
場
を
提
供
す
る
な
ど
の
支
援
を
続
け
た
。

　
信
三
と
同
様
、
明
治
以
降
の
新
興
上
層
階
級
の
と
り
わ
け
第
二
世
代
に
含
ま

れ
る
人
々
に
は
茶
の
湯
に
距
離
を
置
い
て
い
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
渋
沢
秀

雄
も
茶
の
湯
の
嗜
み
は
な
く
、
渋
沢
の
友
人
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

猪
熊
弦
一
郎
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
三
年
の

こ
と
、
裏
千
家
の
機
関
誌
『
淡
交
』
に
て
「
茶
の
湯
の
心
得
の
な
い
人
た
ち
の

茶
会
」
と
題
し
た
連
載
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
「
渋
沢
秀
雄
さ
ん
の
茶
会
」
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
猪
熊
や
徳
川
夢
声
ら
が
渋
沢
邸
に
招
か
れ
た
。

庭
の
欅
の
大
木
の
下
に
は
緋
毛
繊
が
敷
か
れ
て
い
る
。

　な
ご
や
か
な
会
話
も
一
段
落
し
て
、
い
よ
い
よ
渋
沢
さ
ん
が
、
そ
の
日
の

お
茶
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
彼
が
ど
う
い
う
お
手
前
を

御
披
露
し
て
下
さ
る
の
か
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
す
。
す
る
と
、
電
気

ミ
キ
サ
ー
を
茶
釜
の
隣
に
な
ら
べ
て
、
お
も
む
ろ
に
老
眼
鏡
を
か
け
る
と
、

ミ
キ
サ
ー
上
部
の
グ
ラ
ス
の
目
盛
り
を
見
な
が
ら
水
を
注
が
れ
た
。
す
る

と
そ
の
時
、
宮
田
重
雄
さ
ん
が
ほ
が
ら
か
に
笑
い
だ
し
ま
し
た
。

「
ミ
キ
サ
ー
と
は
考
え
た
ね
、
ど
う
し
て
も
渋
沢
薬
局
と
い
う
図
だ
ね
」。

　
渋
沢
さ
ん
は
真
面
目
顔
で
、「
ガ
ラ
ス
の
割
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、

今
日
は
ヒ
ヤ
で
我
慢
し
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
答
え
ら
れ
た
。
夫
人
方
か

ら
は
、「
こ
ん
な
面
白
い
お
茶
は
は
じ
め
て
で
す
わ
」
と
声
が
あ
が
る
。

　
ミ
キ
サ
ー
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
ブ
ブ
ブ
ー
ン
、
ブ
ブ
ー
ン
と
、

小
さ
な
振
動
音
が
一
座
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

「
ま
こ
と
に
結
構
な
お
手
前
の
音
で
ご
ざ
い
ま
す
な
」
と
、
夢
声
老
は
、

さ
も
感
に
た
え
た
よ
う
な
声
を
出
さ
れ
て
い
た
）
95
（

。

　
渋
沢
栄
一
が
日
本
人
の
非
社
交
性
を
「
四
畳
半
式
」
の
生
活
様
式
に
み
て
い

る
の
も
、
茶
室
の
広
さ
が
元
来
、
四
畳
半
で
あ
る
こ
と
も
含
意
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
三
越
で
も
既
述
の
日
比
翁
助
の
茶
道
嫌
い
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。「
子
供

博
覧
会
」
な
ど
西
洋
風
の
斬
新
な
企
画
に
参
加
し
て
い
た
巌
谷
小
波
は
日
比
に

つ
い
て
「
三
井
系
の
重
役
連
に
見
る
、
茶
道
の
趣
味
は
あ
ま
り
無
か
つ
た
様
で

す
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

現
に
あ
る
年
、
御
殿
山
の
益
田
邸
の
、
例
の
大
師
会
に
行
つ
た
時
、
丁
度

日
比
さ
ん
と
一
所
に
な
り
ま
し
た
が
、
只
あ
る
接
待
の
一
席
に
、
例
の
箒

庵
宗
匠
が
控
へ
ら
れ
、
切
り
に
客
を
迎
へ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
其
所
へ
私

達
が
通
り
か
ゝ
る
と
、
中
か
ら
『
さ
ア
何
卒
』
と
云
は
れ
ま
し
た
が
、
日
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比
さ
ん
は
私
と
一
緒
に
『
イ
ヤ
私
共
は
非
茶
人
で
す
か
ら
』
と
、
そ
こ

に
御
免
を
蒙
つ
て
し
ま
つ
た
事
が
あ
り
ま
す
）
96
（

。

　　
な
お
大
正
期
に
は
住
宅
問
題
に
関
し
て
は
、
生
活
改
善
運
動
を
背
景
に
し
た

住
宅
改
良
運
動
を
は
じ
め
、
建
築
家
や
洋
行
を
経
験
し
た
女
性
帰
朝
者
の
間
な

ど
か
ら
も
幅
広
く
議
論
が
な
さ
れ
、
一
般
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
帝
都

復
興
院
理
事
を
務
め
、
東
京
の
都
市
計
画
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
建
築
家

の
佐
野
利
器
は
一
九
二
〇
年
の
『
新
住
宅
』
掲
載
記
事
に
畳
に
よ
る
「
坐
式
生

活
」
の
害
悪
を
述
べ
て
い
る
。

　

一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
坐
式
生
活
に
よ
つ
て
我
々
は
心
身
を
害
し
、
生
活

の
能
率
を
減
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
所
詮
は
我
々
は
坐
る
事
を
や
め
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
し
て
速
や
か
に
立
式
生
活
の

剌
た
る
気
分
に
な
つ
て
、
生

活
の
率
を
増
進
せ
し
め
た
い
も
の
で
あ
る
）
97
（

。

　　
洋
行
を
経
験
し
た
上
層
階
級
の
女
性
達
に
は
日
本
人
の
体

が
欧
米
女
性
の

よ
う
に
発
達
し
な
い
こ
と
の
背
景
と
し
て
、
日
本
の
住
環
境
や
坐
式
生
活
を
挙

げ
る
者
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
洋
式
の
社
交
空
間
は
、
こ
う
し
た
住

宅
改
良
問
題
の
潮
流
を
背
景
に
一
層
、
人
々
の
憧
憬
を
高
め
た
。
資
生
堂
パ
ー

ラ
ー
は
最
初
期
の
高
級
喫
茶
室
と
し
て
い
わ
ば
開
か
れ
た
社
交
場
と
し
て
、
帰

朝
者
を
中
心
に
し
た
新
興
エ
リ
ー
ト
層
や
、
彼
ら
に
憧
れ
る
人
々
を
惹
き
付
け

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
経
営
学
者
の
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｂ
・
ホ
ル
ト
は
「
文
化
的
イ
コ
ン
」
を
、
人
々
が

自
分
を
投
影
し
、
か
つ
「
そ
の
人
ま
た
は
モ
ノ
が
、
社
会
的
に
重
要
視
さ
れ
て

い
る
思
想
や
価
値
観
の
最
も
強
力
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
」
広
く
認
知
さ
れ
て
い

る
存
在
と
し
て
定
義
し
、
現
代
で
は
ブ
ラ
ン
ド
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
イ
コ
ン
は
そ
の
時
ど
き
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
社

会
が
と
く
に
必
要
と
し
て
い
る
神
話
を
、
カ
リ
ス
マ
的
に
体
現
し
て
み
せ
る
」

と
強
調
す
る
が
、
資
生
堂
が
日
本
に
お
い
て
強
い
ブ
ラ
ン
ド
力
を
持
ち
え
た
背

景
に
は
、
銀
座
そ
し
て
パ
ー
ラ
ー
と
い
う
社
交
空
間
に
よ
り
こ
う
し
た
象
徴
性

を
獲
得
し
え
た
こ
と
が
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
）
98
（

。

　　
３
・
２
　
女
性

　
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
を
特
徴
付
け
た
の
は
、
有
信
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の

時
代
か
ら
一
貫
し
て
女
性
の
存
在
で
も
あ
っ
た
。
東
京
の
最
初
期
の
レ
ス
ト
ラ

ン
ガ
イ
ド
で
あ
る
『
大
東
京
う
ま
い
も
の
食
べ
あ
る
記
　
昭
和
８
年
版
』（
一

九
三
三
年
）
を
記
し
た
白
木
正
光
は
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
「
化
粧
品
屋

が
、
美
し
い
お
客
あ
て
こ
み
に
開
い
た
の
が
そ
も

で
、
喫
茶
、
軽
い
食
事

等
、
ア
ラ
カ
ル
ト
と
し
て
評
判
だ
つ
た
店
」
と
記
し
て
い
る
）
99
（

。
実
際
に
資
生
堂

パ
ー
ラ
ー
は
女
性
が
安
心
し
て
入
る
こ
と
の
で
き
る
最
初
期
の
喫
茶
店
と
し
て

女
性
に
「
社
交
空
間
」
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
銀
座
に
女
性
達
を
動
員
す
る

う
え
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
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銀
座
は
一
八
七
二
年
の
大
火
を
受
け
て
政
府
主
導
に
よ
り
造
営
さ
れ
、
耐
火

煉
瓦
の
舗
装
に
リ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ス
ト
リ
ー
ト
を
模
し
た
建
築
が
立
ち
並
ぶ
日
本

初
の
西
洋
風
街
区
で
あ
っ
た
。
最
新
の
外
国
情
報
が
届
く
横
浜
と
直
結
し
た
新

橋
駅
の
お
膝
元
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
官
庁
街
や
皇
居
に
も
近
い
。
そ
の

地
の
利
か
ら
新
聞
・
出
版
各
社
が
本
社
を
構
え
、
政
治
結
社
の
活
動
の
中
心
と

も
な
り
、
い
わ
ば
「
男
性
の
街
」
で
あ
っ
た
。

　
松
崎
天
民
は
著
書
『
銀
座
』
で
「
今
の
三
田
ボ
ー
イ
や
、
ヤ
ン
グ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
達
は
、『

だ
よ
』
と
云
つ
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
」
と
こ
と
わ
り
な

が
ら
、
明
治
期
の
銀
座
を
「
女
に
恵
ま
れ
な
か
つ
た
銀
座
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

と
云
つ
て
は
、
資
生
堂
か
函
館
屋
か
位
し
か
、
食
べ
さ
せ
て
く
れ
な
か
つ
た
時

代
」
だ
と
し
て
、
当
時
は
「
僅
に
吉
川
や
松
喜
の
牛
屋
の
姐
さ
ん
達
が
、
銀
座

女
を
代
表
し
て
居
た
」
と
回
想
す
る
）
100
（

。

　

大
震
火
災
以
前
の
銀
座
に
は
、
何
と
な
く
階
級
的
の
意
識
が
流
れ
て
ゐ
て
、

貴
族
的
と
云
つ
た
や
う
な
、
富
豪
的
と
云
つ
た
や
う
な
気
分
が
、
私
達
の

反
感
を
助
長
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。

　　
い
っ
ぽ
う
で
天
民
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
よ
う
に
、
関
東
大
震
災
以
前
の
銀

座
は
米
騒
動
で
も
標
的
に
な
る
な
ど
高
級
商
店
街
で
、
交
通
機
関
も
限
ら
れ
る

な
か
で
一
般
の
女
性
が
気
軽
に
買
い
物
に
出
か
け
る
街
で
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
婦
人
画
報
』
増
刊
の
『
東
京
遊
覧
画
報
』
に

お
い
て
も
、
買
い
物
の
目
的
地
と
し
て
は
三
越
を
は
じ
め
日
本
橋
の
百
貨
店
が

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
銀
座
を
含
む
京
橋
区
に
は
買
い
物
に
関
連
し
た

記
述
は
な
く
、
遊
覧
の
地
と
し
て
浜
離
宮
や
築
地
本
願
寺
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
主
要
な
新
聞
や
雑
誌
に
も
銀
座
を
歩
く
婦
人
の
姿
が
報
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
来
日
す
る
外
国
人
や
上
流
階
級
の
婦
人
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
一
九
二
〇
年
前
後
に
な
る
と
、
一
九
一
四
年
の
東
京
駅
の
開
業
に
よ
る
丸
の

内
の
発
展
、
そ
し
て
百
貨
店
人
気
に
よ
る
日
本
橋
の
活
況
を
受
け
て
の
、
銀
座

の
相
対
的
な
衰
退
が
問
題
視
さ
れ
、
銀
座
に
積
極
的
に
女
性
を
動
員
し
よ
う
と

の
試
み
も
は
じ
ま
り
、
信
三
も
そ
の
活
動
に
加
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
二

〇
年
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
現
在
の
東
銀
座
に
あ
る
歌
舞
伎
座
の
女
性
客
を
銀

座
に
動
員
す
べ
く
具
体
的
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

銀
座
は
繁
栄
の
要
素
を
夫
れ
自
身
に
備
へ
て
を
る
（
中
略
）。
婦
人
が
都

市
文
化
の
上
の
大
勢
力
で
あ
る
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
我
国
の
婦
女

道
徳
が
、
徒
に
蟄
居
主
義
を
神
聖
な
も
の
と
為
し
来
た
つ
た
た
め
に
、
江

戸
か
ら
東
京
に
か
け
て
の
各
時
代
の
繁
栄
に
、
寄
与
す
る
所
の
あ
つ
た
婦

人
は
、
家
庭
の
婦
人
で
は
な
く
し
て
、
所
謂
教
坊
の
女
共
で
あ
つ
た
）
101
（

。

　　
筆
者
は
女
性
が
そ
の
「
蟄
居
主
義
か
ら
僅
か
に
抜
け
出
て
、
殆
ど
無
意
識
に

芸
者
や
芸
人
共
と
、
渾
然
雑
然
立
ち
交
つ
て
、
社
交
的
空
気
に
浴
か
る
唯
一
の

場
所
」
が
お
芝
居
だ
と
述
べ
、
歌
舞
伎
座
の
休
憩
時
間
を
利
用
し
て
銀
座
の
散
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歩
を
楽
し
む
よ
う
に
で
き
な
い
も
の
か
と
提
案
し
て
い
る
。

　
信
三
も
、
一
九
二
一
年
に
は
自
ら
、
銀
座
に
縁
の
あ
る
有
識
者
ら
五
十
名
超

に
執
筆
を
依
頼
し
て
書
籍
『
銀
座
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
様
々
な
場
で
銀
座
振

興
策
を
働
き
か
け
て
い
た
。
一
九
二
五
年
の
『
資
生
堂
月
報
』
に
は
「
銀
座
散

歩
時
間
の
拡
張
」
と
い
う
無
署
名
の
エ
ッ
セ
イ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
読

売
新
聞
』
の
記
事
と
同
様
に
、
劇
場
の
客
が
幕
間
に
銀
ブ
ラ
が
で
き
る
よ
う
に

休
憩
時
間
を
と
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
視
さ
れ
た
の
が
飲
食

店
で
あ
る
。

　

思
ひ
切
つ
て
一
定
の
時
間
、
休
憩
を
□
時
間
こ
し
ら
へ
て
、
見
物
人
を
外

に
銀
ブ
ラ
せ
し
め
て
は
何
う
で
す
。
そ
れ
こ
そ
ほ
つ
と
し
た
気
分
に
見
物

人
は
な
り
ま
せ
う
し
、
銀
座
は
今
日
を
晴
れ
と
着
飾
つ
た
人
ば
か
り
が
潮

に
流
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
何
ん
な
に
き
れ
い
で
せ
う
？
。
そ
の

時
銀
座
の
コ
ー
ヒ
ー
店
、
カ
フ
エ
ー
、
料
理
店
、
寿
司
や
、
そ
ば
や
、
し

る
こ
や
と
、
飲
食
に
関
す
る
凡
て
の
店
は
、
特
別
の
準
備
と
、
特
別
の
値

段
で
、
此
時
間
に
限
つ
て
此
芝
居
銀
ブ
ラ
人
を
優
待
す
る
の
で
あ
り
ま
す
）
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。

　　
筆
者
は
こ
れ
ら
を
本
気
で
や
ろ
う
と
す
る
な
ら
や
れ
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
が
「
而
し
多
少
の
奮
発
と
都
市
の
趣
味
を
愛
す
る
心
と
を
要
し
ま
す
」
と
結

ん
で
い
る
）
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（

。

　
こ
こ
で
は
人
々
の
動
員
に
「
コ
ー
ヒ
ー
店
、
カ
フ
エ
」
な
ど
の
飲
食
店
が
重

視
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
女
性
が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
よ

う
な
休
憩
所
は
震
災
前
の
銀
座
に
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
資
生
堂
が
最
初
期
の

も
の
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
三
越
を
は
じ
め
百
貨
店
が
女
性
に
人
気
を
博
し
た
背

景
に
は
休
憩
室
を
備
え
て
い
た
点
も
大
き
く
、
日
比
翁
助
ら
三
越
関
係
者
も
そ

の
点
を
意
識
し
て
宣
伝
し
て
い
た

）
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（

。

　
銀
座
の
カ
フ
ェ
は
男
性
を
対
象
に
し
た
も
の
で
、
一
九
一
〇
年
代
も
後
半
に

な
る
と
女
給
の
風
紀
の
乱
れ
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
帰
朝
者
か
ら
は
銀
座
の

カ
フ
ェ
は
酒
を
提
供
す
る
バ
ー
で
あ
り
、
本
場
の
カ
フ
ェ
と
は
違
う
と
の
批
判

も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
東
京
の
最
初
期
の
西
洋
料
理
店
で
あ
る
東
洋
軒
か
ら
宮
内
庁
大
膳
課
を
経
て

パ
リ
に
留
学
し
、
帰
国
後
洋
菓
子
の
コ
ロ
ン
バ
ン
を
創
業
し
た
門
倉
國
輝
も
日

本
の
カ
フ
ェ
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
門
倉
に
よ
れ
ば
パ
リ
の
カ
フ
ェ
の
客
は

「
概
し
て
モ
ボ
・
モ
ガ
連
」
で
、
上
流
マ
ダ
ム
は
皆
、
菓
子
店
に
行
く
。「
菓
子

店
に
は
、
大
て
い
、
喫
茶
室
が
あ
る
の
で
多
く
の
婦
人
達
か
ら
重
宝
が
ら
れ
て

盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
」。

　
門
倉
は
「
東
京
に
二
三
軒
は
、
巴
里
風
の
カ
フ
ェ
も
あ
つ
て
よ
い
」
と
し
て
、

帰
国
後
の
一
九
三
一
年
に
パ
リ
風
の
喫
茶
店
、
テ
ラ
ス
・
コ
ロ
ン
バ
ン
を
銀
座

に
開
業
し
て
い
る
。
店
内
に
は
藤
田
嗣
治
が
天
井
画
を
描
い
た
う
え
、
テ
ラ
ス

席
を
設
け
た
こ
と
も
パ
リ
風
だ
と
人
気
を
博
し
た
。
門
倉
が
「
二
三
軒
」
と
い

う
の
は
、
震
災
前
か
ら
銀
座
に
開
業
し
て
い
た
資
生
堂
と
千
疋
屋
を
想
定
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
）
105
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フ
ラ
ン
ス
滞
在
時
に
『
資
生
堂
月
報
』
に
「
パ
リ
ー
通
信
」
を
掲
載
し
て
い

た
川
路
柳
虹
も
「
日
本
に
あ
る
や
う
で
な
い
も
の
」
と
し
て
「
仏
蘭
西
の
カ
フ

エ
」
を
挙
げ
て
い
る
。「
日
本
で
普
通
い
ふ
カ
フ
エ
は
酒バ

場ア

と
料レ
ス
ト
ラ
ン

理
屋
と
カ
フ

エ
の
混
血
児
」
だ
と
し
て
「
欧
羅
巴
ど
こ
に
行
つ
て
も
カ
フ
エ
は
あ
る
が
日
本

の
や
う
な
カ
フ
エ
も
見
當
た
ら
な
い
」
と
、
日
本
の
カ
フ
ェ
の
特
異
性
を
語
っ

て
い
る
）
106
（

。

　

仏
蘭
西
の
カ
フ
エ
は
一
番
わ
か
り
易
く
言
へ
ば
『
お
休
み
所
』
で
す
。
そ

し
て
ま
た
或
る
意
味
に
於
て
家
庭
の
延
長
で
す
。
日
本
の
カ
フ
エ
の
や
う

に
白
粉
を
つ
け
た
給
仕
女
が
ゐ
て
お
酒
に
酔
つ
ぱ
ら
ひ
乍
ら
ク
ダ
を
ま
く

や
う
な
カ
フ
エ
と
は
全
然
ち
が
ひ
ま
す
。
あ
れ
で
は
女
子
供
な
ど
は
と
て

も
入
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
仏
蘭
西
の
カ
フ
エ
は
誰
で
も
入
れ
る
。
誰
で
も

が
楽
し
く
ゆ
つ
く
り
と
椅
子
に
座
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。

　　
資
生
堂
は
日
本
で
は
じ
め
て
の
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
経
て
、
女
性
も
安

心
し
て
入
る
こ
と
の
で
き
る
銀
座
初
の
高
級
喫
茶
室
と
な
る
こ
と
で
、
女
性
達

の
関
心
を
惹
き
付
け
た
。
信
三
が
断
固
と
し
て
カ
フ
エ
と
一
線
を
画
し
て
い
た

こ
と
は
、
女
給
を
採
用
せ
ず
、
ボ
ー
イ
に
し
た
う
え
チ
ッ
プ
制
度
も
な
く
し
た

こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
ボ
ー
イ
は
清
潔
感
を
身
に
付
け
る
た
め
最
初
の
四
年

間
は
全
員
坊
主
頭
と
さ
れ
、
美
少
年
ぞ
ろ
い
だ
っ
た
ボ
ー
イ
を
楽
し
み
に
す
る

女
性
客
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

い
ま
の
化
粧
品
店
の
ほ
う
に
パ
ー
ラ
ー
が
ほ
そ
長
く
付
い
て
お
り
ま
し
た

で
し
ょ
う
。
き
れ
い
な
可
愛
い
ボ
ー
イ
さ
ん
が
い
て
、
素
敵
な
お
洋
服
だ

っ
た
。（
中
略
）
濃
い
グ
リ
ー
ン
の
ズ
ボ
ン
に
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
…
…
あ

あ
い
う
の
が
信
三
氏
の
ご
趣
味
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
金
の
細
か
い
ボ
タ

ン
が
つ
い
て
い
て
、
こ
こ
が
ス
ー
ッ
と
細
い
。
ま
た
、
よ
く
あ
れ
だ
け
可

愛
い
子
ば
か
り
集
め
た
も
の
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
芸
者
衆
が
騒
い
で
、
ボ

ー
イ
さ
ん
を
見
に
行
く
ん
で
す
）
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。

　現
在
の
資
生
堂
は
、
そ
の
時
と
大
分
面
影
が
違
う
が
、
そ
れ
で
も
い
く
ら

味
い
が
残
っ
て
い
る
。
殊
に
ボ
ー
イ
の
男
の
子
な
ど
、
訓
練
が
同
じ
せ
い

か
、
時
々
昔
の
男
の
子
が
そ
の
ま
ま
い
る
の
か
と
（
実
際
は
当
時
の
紅
顔

の
美
少
年
は
今
中
老
年
に
な
っ
て
い
る
筈
な
の
に
）
思
う
こ
と
さ
え
あ
る
）
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。

　　
ボ
ー
イ
は
男
性
に
も
好
評
だ
っ
た
。
吉
田
健
一
は
「
英
国
の
一
流
の
ク
ラ
ブ

に
入
っ
た
と
き
の
感
じ
」
で
よ
い
と
評
価
し
）
109
（

、
安
藤
更
生
も
ボ
ー
イ
が
機
敏
で

教
育
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
流
石
に
福
原
氏
の
経
営
だ
と
全
く

敬
服
す
る
」
と
評
し
て
い
る
）
110
（

。
な
お
第
二
次
大
戦
が
始
ま
っ
た
頃
、
シ
ェ
フ
の

高
石
が
、
ボ
ー
イ
も
大
き
く
な
っ
た
の
で
女
性
を
採
用
し
て
は
ど
う
か
と
松
本

昇
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
松
本
は
「
女
の
子
は
、
お
客
さ
ん
の
頭
の
さ
き
か
ら
つ
ま

先
ま
で
眺
め
て
気
分
が
よ
く
な
い
」
と
却
下
し
た
と
い
う
）
111
（
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広告としての資生堂パーラー

　
作
家
の
石
垣
綾
子
（
一
九
〇
三
　
一
九
九
六
）
は
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
と
、
カ

フ
ェ
の
違
い
を
実
体
験
か
ら
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

私
が
銀
ぶ
ら
を
し
て
い
た
の
は
二
十
才
前
後
の
と
き
で
、
若
さ
の
反
抗
に

駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
、
若
い
娘
は
長
い
黒
髪
と
い
う
も
の
を
、

女
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
私
は
断
髪
す
が
た
と
な
り
、

「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
族
の
一
員
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
大
正
時
代
の
お
わ
り
、

娘
と
い
う
も
の
は
、
今
の
若
い
女
性
に
く
ら
べ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
カ
セ

を
は
め
ら
れ
て
、
家
庭
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
お
さ
ま
っ
て
い
た
。

　
私
は
そ
う
し
た
社
会
の
風
習
か
ら
、
と
び
出
し
て
、
あ
ば
れ
て
み
た
い

ほ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
カ
フ
エ
ー
に
い
っ
て
洋
酒
を
の
ん
で
み
た
り
、
わ

ざ
と
た
ば
こ
を
ふ
か
し
て
、
不
良
ぶ
る
こ
と
に
専
念
し
た
。

　
最
初
の
う
ち
は
、
資
生
堂
の
パ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
マ
カ
ロ
ニ
・
グ
ラ
タ

ン
あ
た
り
で
、
満
足
し
て
い
た
。
こ
の
料
理
も
、
そ
の
頃
は
バ
タ
臭
い
味

の
す
ば
ら
し
い
高
級
品
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
や
が
て
、
お
と
な
し
い
資
生
堂
の
雰
囲
気
に
あ
き
た
ら
な
く
な

っ
て
、
次
の
冒
険
に
進
ん
だ
。

　　
彼
女
は
「
女
給
の
い
る
有
名
な
カ
フ
エ
ー
ラ
イ
オ
ン
」
に
出
か
け
る
が
、
居

心
地
は
悪
か
っ
た
。

　

男
の
お
客
に
は
愛
そ
う
を
ふ
り
ま
く
彼
女
た
ち
も
、
私
な
ん
か
は
、
余
り

か
ま
い
つ
け
な
か
っ
た
。
断
髪
の
変
な
か
っ
こ
う
を
し
た
女
が
、
の
こ
の

こ
と
迷
い
子
の
よ
う
に
、
入
っ
て
き
た
の
は
、
却
っ
て
め
い
わ
く
で
あ
っ

た
）
112
（

。

　　
他
方
で
朝
吹
登
水
子
（
一
九
一
七
　
二
〇
〇
五
）
は
「
箱
入
り
娘
」
の
立
場

か
ら
女
性
が
喫
茶
店
に
入
る
こ
と
自
体
の
冒
険
を
記
し
て
い
る
。

　

私
は
箱
入
り
娘
だ
っ
た
の
で
、
自
由
に
銀
座
を
歩
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
し
、
喫
茶
店
に
入
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
女
子
大
出
の
家
庭
教
師

Ａ
さ
ん
と
、
自
動
車
の
窓
か
ら
、
外
の
モ
ボ
モ
ガ
た
ち
を
眺
め
る
の
が
好

き
だ
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
こ
ろ
の
資
生
堂
は
、
数
少
な
い
高
級
テ
ィ

ー
・
ル
ー
ム
で
、
二
階
が
回
廊
風
に
な
っ
て
い
て
、
上
か
ら
見
下
ろ
す
こ

と
が
で
き
た
。

　
私
が
十
七
歳
の
若
奥
様
だ
っ
た
こ
ろ
、
資
生
堂
に
入
る
機
会
も
で
き
、

年
上
の
友
達
と
「
じ
ゃ
資
生
堂
の
二
階
で
何
時
」
な
ど
と
、
す
っ
か
り
お

と
な
に
な
っ
た
気
分
で
約
束
し
た
も
の
だ
。
資
生
堂
は
客
の
数
も
限
ら
れ

て
い
て
、
時
折
、
顔
見
知
り
の
兄
の
友
達
の
ケ
イ
オ
ー
ボ
ー
イ
や
学
習
院

の
公
達
が
入
っ
て
来
た
。
良
家
の
子
女
が
一
人
で
喫
茶
店
に
入
る
こ
と
は

不
良
と
看
な
さ
れ
た
時
代
で
、
女
客
は
、
当
時
の
紳
士
た
ち
が
通
っ
た
有

名
な
社
交
ダ
ン
ス
場
「
フ
ロ
リ
ダ
」
の
ダ
ン
サ
ー
た
ち
と
い
っ
た
「
自
由

(05)309
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な
」
女
性
た
ち
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
美
し
い
新
橋
の
お
姐
さ
ん
た
ち
も

よ
く
来
た
）
113
（

。

　　
新
橋
芸
妓
は
明
治
の
元
勲
ら
に
重
用
さ
れ
た
い
わ
ば
旧
世
代
の
社
交
界
の
花

形
で
あ
る
が
、
資
生
堂
に
は
芸
妓
か
ら
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
、
上
流
階
級
の
御
婦
人

方
ま
で
新
旧
世
代
を
と
り
ま
ぜ
て
「
社
交
界
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
華
や
か
な

女
性
が
集
ま
っ
た
。

　
当
時
の
常
連
で
あ
っ
た
女
性
達
は
「
あ
そ
こ
へ
行
く
と
皆
さ
ん
に
お
目
に
か

か
れ
て
、
い
い
社
交
場
で
し
た
よ
」（
佐
伯
米
子
）「
資
生
堂
で
は
時
々
昔
な
つ

か
し
い
人
た
ち
に
偶
然
あ
う
こ
と
が
出
来
ま
す
」（
戸
川
エ
マ
）
な
ど
と
語
り
、

パ
ー
ラ
ー
に
対
し
て
「
社
交
場
」
と
い
う
表
現
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
当

時
、
女
優
の
水
谷
八
重
子
は
銀
座
に
出
か
け
る
と
資
生
堂
や
コ
ロ
ン
バ
ン
の
二

階
の
窓
際
に
席
を
と
り
、「
知
っ
た
人
が
下
を
通
る
と
、
化
粧
鏡
で
反
射
光
線

を
送
り
ま
す
。
ま
ぶ
し
そ
う
に
上
を
仰
ぐ
の
を
見
て
、
ウ
イ
ン
ク
す
る
わ
け
で

す
。『
銀
座
通
れ
ば
二
階
か
ら
ま
ね
く
』
…
…
今
日
は
何
人
呼
び
あ
げ
た
わ
ね
、

と
悦
に
入
っ
た
り
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
）
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。
銀
座
が
一
種
の
社
交
場
で
、
女

性
に
と
っ
て
は
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
が
そ
の
象
徴
と
な
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ

も
「
パ
ー
ラ
ー
」
と
は
西
洋
館
の
客
間
・
居
間
を
意
味
し
て
お
り
、
新
興
上
層

階
級
の
社
交
様
式
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
会
員
を

男
性
に
限
定
し
た

楽
部
は
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
男
女
が
洋
間
に
同

席
し
て
談
笑
す
る
と
い
う
情
景
自
体
も
、
西
洋
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
〇

三
年
に
創
業
し
、
当
時
の
最
大
手
の
化
粧
品
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
中
山
太
陽
堂

は
商
標
「
ク
ラ
ブ
化
粧
品
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
命
名
の
由
来
か
ら
も

「
社
交
界
」
が
人
々
の
憧
れ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

ク
ラ
ブ
＝
社
交
室
、
談
話
室
。
今
で
こ
そ
、
人
々
が
集
っ
て
共
に
く
つ
ろ

い
だ
り
、
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
の
は
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、

当
時
と
し
て
は
、
実
に
新
鮮
な
、
も
の
珍
し
い
光
景
だ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ

日
本
人
に
は
な
じ
み
の
な
い
風
習
だ
が
、
欧
米
人
と
と
も
に
渡
米
し
た
、

こ
う
し
た
人
と
人
と
が
ふ
れ
あ
う
情
景
は
、
西
洋
文
化
の
香
り
が
た
だ
よ

っ
て
い
て
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
憧
れ
を
人
々
の
心
に
か
き
た
て
た
。

「
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ふ
れ
あ
い
の
場
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
）
115
（

。

　

　
い
っ
ぽ
う
で
既
述
の
よ
う
に
日
清
、
日
露
戦
争
を
経
て
外
国
人
と
の
交
流
も

増
加
す
る
な
か
で
、
一
八
九
九
年
の
高
等
女
学
校
令
の
施
行
な
ど
に
よ
り
女
子

教
育
の
機
会
も
拡
充
す
る
。
こ
う
し
た
な
か
女
性
に
対
し
て
も
「
蟄
居
主
義
」

で
は
な
く
社
交
性
が
重
視
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
外
交
舞
台
に
芸
妓
が
登

場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
廃
娼
問
題
と
関
連
し
て
議
論
さ
れ
、
一
般
女
性
の
非

社
交
性
が
知
識
人
層
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
新
渡
戸
稲
造
は
廃
娼

論
を
論
じ
る
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

社
交
を
彼
等
か
ら
奪
ふ
前
に
、
婦
人
の
側
に
奪
ふ
だ
け
の
実
力
が
出
来
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
今
日
の
社
交
界
へ
は
、
奥
様
は
出
な
く

と
も
、
芸
妓
は
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
に
な
つ
て
居
る
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
若
し
一
般
の
婦
人
に
彼
等
に
勝
る
だ
け
の
能
力
が
あ
れ
ば
、
自

然
に
芸
妓
の
社
交
界
に
於
け
る
存
在
の
必
要
は
消
滅
す
る
で
あ
り
ま
せ
う
）
116
（

。

　　
社
交
的
で
あ
る
こ
と
が
新
時
代
の
価
値
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

と
り
わ
け
外
国
人
の
な
か
に
あ
っ
て
臆
せ
ず
交
際
で
き
る
女
性
達
が
「
社
交
界

の
ク
イ
ン
」「
社
交
界
の
花
形
」
と
い
っ
た
形
で
、
次
々
に
女
性
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
、
注
目
を
集
め
て
い
く
。
な
か
で
も
外
国
で
颯
爽
と
活
躍
す
る
外
交
官
夫

人
を
は
じ
め
洋
行
す
る
女
性
達
は
憧
れ
の
的
に
な
り
、
洋
間
を
舞
台
に
し
た
彼

女
達
の
「
応
接
振
り
」
や
「
社
交
振
り
」
が
誌
面
を
賑
わ
せ
た
。

　
女
性
と
社
交
意
識
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
が
、

女
性
に
お
い
て
の
「
文
化
資
本
エ
リ
ー
ト
」
が
登
場
す
る
に
あ
た
り
、「
洋

行
」
そ
し
て
洋
間
で
の
社
交
が
不
可
欠
の
舞
台
と
な
り
、
銀
座
そ
し
て
喫
茶
室

と
し
て
い
わ
ば
「
開
か
れ
た
社
交
界
」
で
あ
る
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
そ
の
象
徴

的
な
場
と
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結
　
　
論

　
以
上
の
よ
う
に
、
福
原
信
三
は
一
九
一
五
年
に
資
生
堂
の
経
営
に
参
画
す
る

と
早
々
に
一
小
売
店
か
ら
メ
ー
カ
ー
へ
と
経
営
の
拡
大
を
目
指
し
、
一
九
二
三

年
に
は
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
制
に
よ
り
全
国
に
販
売
網
を
広
げ
て
い
く
。
し
か
し

大
手
メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
資
生
堂
で
は
後
発
で
広
告
費
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。

一
方
で
信
三
は
環
境
が
嗜
好
を
形
成
す
る
と
の
発
想
か
ら
、「
場
」
と
「
人
」

を
き
わ
め
て
重
視
し
て
お
り
、
独
自
の
広
告
と
し
て
小
売
部
と
そ
こ
に
付
属
す

る
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
充
実
さ
せ
資
生
堂
文
化
と
も
称
さ
れ
る

文
化
を
現
出
さ
せ
て
い
く
。

　
パ
ー
ラ
ー
す
な
わ
ち
洋
間
で
珈
琲
・
紅
茶
を
楽
し
む
と
い
う
社
交
形
式
は
、

和
室
で
の
茶
の
湯
に
代
表
さ
れ
る
坐
式
の
社
交
形
式
に
代
替
す
る
新
時
代
の
上

流
階
級
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
式
の
社
交
空
間
た
る
パ
ー
ラ
ー
は
、

と
り
わ
け
洋
行
経
験
者
の
支
持
を
獲
得
し
、
帰
朝
者
社
交
界
と
も
い
う
べ
き
サ

ロ
ン
と
な
り
銀
座
の
都
市
文
化
を
先
導
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
資
生
堂
は
女
性
に

と
っ
て
も
安
心
し
て
入
る
こ
と
が
で
き
る
銀
座
で
最
初
の
高
級
喫
茶
室
と
な
り
、

男
女
が
同
じ
空
間
で
談
笑
す
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
で
斬
新
な
西
洋
風
の
空
間

を
形
成
し
た
。

　
銀
座
に
お
い
て
「
住
食
衣
」
す
べ
て
の
趣
味
を
西
洋
風
に
徹
底
す
る
こ
と
で
、

資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
は
新
時
代
の
上
層
階
級
の
社
交
場
と
い
う
象
徴
性
を
強
く
帯

び
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
の
人
々
の
憧
憬
の
対
象
と
な
り
、
資
生
堂
の
強
力
な
企

業
イ
メ
ー
ジ
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）　
安
藤
更
生
『
銀
座
細
見
』
春
陽
堂
、
一
九
三
一
年
、
一
四
六
頁

（
２
）　『
婦
人
画
報
』
一
九
三
六
年
十
一
月
号

（
３
）　
福
原
義
春
「
い
つ
の
時
代
も
銀
座
と
と
も
に
」
菊
川
武
幸
『
東
京
・
銀
座

　
私
の
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
物
語
』
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
三
頁

（
４
）　
富
山
秀
男
監
修
『
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史

一
九
一
九
〜
一
九

九
四
』
求
龍
堂
、
一
九
九
五
年
、
二
五
頁

（
５
）　
杵
屋
六
左
衛
門
「
昔
の
銀
座
と
今
の
銀
座
」『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点

エ
ッ
セ
イ
』
求
龍
堂
、
一
九
八
九
年
、
一
五
八
　
一
五
九
頁

（
６
）　
岸
田
劉
生
『
新
古
細
句
銀
座
通
』
東
峰
書
院
、
一
九
五
九
年
、
三
七
　
三

八
頁

（
７
）　
邦
枝
完
二
『
銀
座
開
化
』
一
九
五
六
年
、
文
芸
春
秋
新
社
、
一
一
頁

（
８
）　
レ
イ
モ
ン
ド
・
ロ
ー
ウ
ィ
著
・
藤
山
愛
一
郎
訳
『
口
紅
か
ら
機
関
車
ま

で

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
個
人
的
記
録
』
鹿
島
出
版
会
、
一

九
八
一
年
、
九
一
頁

（
９
）　
谷
邨
一
佐
「
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
創
設
」『
資
生
堂
百
年
史
』
資
生

堂
、
一
九
七
二
年
、
七
一
〇
頁

（
10
）　
松
崎
天
民
『
銀
座
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
七
八
頁

（
11
）　
前
掲
安
藤
更
生
『
銀
座
細
見
』、
一
四
六
頁

（
12
）　
福
原
信
三
「
け
ふ
の
話
題
」『
時
事
新
報
』
一
九
三
三
年
八
月
一
日
号

（
13
）　
福
原
有
信
「
銀
座
の
私
の
店
」
三
須
裕
編
『
銀
座
』
資
生
堂
化
粧
品
部
、

一
九
二
一
年
、
一
五
九
頁

（
14
）　『
企
業
』
一
九
四
〇
年
十
月
号

（
15
）　
福
原
信
三
「
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
経
営
」『
千
葉
薬
学
誌
』
第
三
号
、

三
六
　
三
七
頁
、
一
九
二
五
年

（
16
）　『
飲
料
商
報
』
一
九
一
八
年
九
月
五
日
号

（
17
）　『
飲
料
商
報
』
一
九
一
九
年
六
月
十
五
日
号

（
18
）　『
飲
料
商
報
』
一
九
一
八
年
九
月
五
日
号

（
19
）　
前
掲
松
崎
天
民
『
銀
座
』、
一
五
〇
頁

（
20
）　
前
掲
杵
屋
六
左
衛
門
「
昔
の
銀
座
と
今
の
銀
座
」
一
五
八
 
一
五
九
頁

（
21
）　
藤
原
あ
き
『
ひ
と
り
生
き
る
』
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社
、
一
九
五
六
年
、
三
〇
頁
。

藤
原
あ
き
は
の
ち
の
参
議
院
議
員
で
夫
は
藤
原
義
江
。

（
22
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
佐
伯
米
子
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業

資
料
館
蔵
）。
佐
伯
米
子
は
画
家
で
、
夫
は
佐
伯
祐
三
。
銀
座
育
ち
の
た
め
信

三
と
は
幼
馴
染
み
で
あ
る
。

（
23
）　
池
田
文
痴
菴
『
日
本
洋
菓
子
史
』
日
本
洋
菓
子
協
会
、
一
九
六
〇
年
、
二

七
四
頁

（
24
）　
明
治
屋
『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
明
治
屋
、
一
九
五
八
年
、
三
五
頁

（
25
）　『
企
業
』
一
九
四
〇
年
十
月
号

（
26
）　
福
原
信
三
「
チ
ヱ
ン
ス
ト
ア
ー
組
織
に
就
い
て
」『
資
生
堂
月
報
』
第
一

号
、
一
九
二
四
年

（
27
）　
資
生
堂
『
資
生
堂
略
史
』
資
生
堂
、
一
九
一
三
年
、
五
七
頁
。
朝
日
堂
の

歴
史
に
つ
い
て
は
創
業
家
出
身
の
井
上
ゆ
り
子
が
詳
述
し
て
い
る
（
井
上
ゆ
り

子
『
船
場
朝
日
堂
物
語
』
人
文
書
院
、
一
九
九
三
年
）。

（
28
）　
国
内
化
粧
品
業
界
の
歴
史
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
を
参
照
し
た
。

　
　
日
本
化
粧
品
工
業
連
合
会
編
『
化
粧
品
工
業
120
年
の
歩
み
』
日
本
化
粧
品
工

業
連
合
会
、
一
九
九
五
年
。
水
尾
順
一
『
化
粧
品
の
ブ
ラ
ン
ド
史
』
中
央
公
論

社
、
一
九
九
八
年
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（
29
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
一
小
路
市
次
（
当
時
の
資
生
堂
社
員
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業
資
料
館
蔵
）

（
30
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
八
月
十
八
日
号
。
三
須
に
よ
れ
ば
一
方
で
彼

女
た
ち
は
飽
き
や
す
く
「
質
に
於
て
変
り
が
な
く
て
も
、
香
料
、
装
飾
な
ど
を

加
へ
て
新
し
く
す
る
と
、
又
喜
ば
れ
て
流
行
す
る
と
申
し
た
調
子
が
あ
り
ま

す
」。「
勿
論
私
共
の
商
売
は
贅
沢
品
許
り
故
、
凝
つ
た
品
も
造
り
、
原
料
も
惜

し
ま
ず
製
造
致
し
ま
す
か
ら
値
が
高
く
な
る
訳
で
す
が
、
そ
れ
が
売
れ
て
如
何

に
か
立
つ
て
行
く
の
も
一
般
が
贅
沢
な
品
を
好
ま
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
」。

（
31
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
二
〇
年
五
月
三
十
一
日
号
。
当
時
の
景
気
の
低
迷
に

際
し
て
も
化
粧
品
の
売
り
上
げ
が
下
落
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
日
本
化
粧

品
工
業
連
合
会
編
『
化
粧
品
工
業
120
年
の
歩
み
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　
山
本
武
利
・
津
金
澤
聰
廣
『
日
本
の
広
告

人
・
時
代
・
表
現
』
世
界
思

想
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三
四
頁

（
33
）　
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
『
創
業
中
山
太
陽
堂
　
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク

ス
80
年
史
』
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
三
年
、
三
五
　
四
二
頁

（
34
）　
松
本
昇
「
広
告
と
販
売
に
就
て
」『
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
ー
』
一
九
二
八
年

十
月
号
、
二
頁

（
35
）　
資
生
堂
『
資
生
堂
宣
伝
史
Ⅰ
』
資
生
堂
、
一
九
七
九
年
、
二
七
頁

（
36
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
伊
藤
隆
男
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業

資
料
館
蔵
）

（
37
）　
例
え
ば
ク
ラ
ブ
化
粧
品
は
三
越
で
の
販
売
自
体
を
広
告
と
し
て
い
た
。

「
三
越
呉
服
店
を
始
め
全
国
の
信
用
あ
る
各
化
粧
品
小
間
物
店
な
ど
に
て
販
売

致
し
居
れ
ば
最
寄
り
に
て
御
買
求
を
乞
ふ
」
と
三
越
の
広
報
誌
『
時
好
』（
三

越
百
貨
店
、
一
九
〇
六
年
十
二
月
号
）
に
も
広
告
さ
れ
て
い
る
。
な
お
製
造
直

売
を
行
っ
て
い
た
メ
ー
カ
ー
と
し
て
は
森
永
製
菓
が
あ
り
、「
森
永
キ
ャ
ン
デ

ー
ス
ト
ア
」
と
し
て
丸
ビ
ル
な
ど
に
小
売
店
を
出
店
し
て
い
た
。
資
生
堂
と
な

ら
ん
で
最
初
期
の
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
と
な
っ
た
。

（
38
）　
松
本
昇
「
広
告
と
販
売
に
就
て
」『
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
ー
』
一
九
二
八
年

十
月
号
、
二
頁

（
39
）　『
チ
ェ
イ
ン
ス
ト
ア
ー
』
一
九
二
七
年
十
二
月
号
、
一
〇
頁

（
40
）　
山
本
武
利
・
津
金
澤
聰
廣
『
日
本
の
広
告

人
・
時
代
・
表
現
』
世
界
思

想
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三
四
頁

（
41
）　
永
井
荷
風
『
江
戸
芸
術
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
頁

（
42
）　
福
原
信
三
「
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
の
経
営
」『
千
葉
薬
学
誌
』
第

三
号
、
一
九
二
五
年
、
三
六
 
三
七
頁

（
43
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
前
田
健
二
郎
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企

業
資
料
館
蔵
）

（
44
）　
藤
森
照
信
「
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
建
築
空
間
の
変
遷
と
建
築
家
た
ち
」

富
山
秀
男
監
修
『
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史
』
求
龍
堂
、
一
九
九
五
年
、

一
五
　
一
七
頁

（
45
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
一
八
年
十
二
月
六
日

（
46
）　『
同
』
一
九
二
〇
年
十
月
二
日

（
47
）　『
同
』
一
九
二
〇
年
十
二
月
二
十
日

（
48
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
二
〇
年
四
月
十
五
日
号

（
49
）　
今
和
次
郎
『
新
版
大
東
京
案
内
（
上
）』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一

九
四
頁
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（
50
）　
村
松
正
俊
「
エ
ス
テ
チ
カ
・
ギ
ン
ザ
ア
ナ
」
安
藤
正
暉
編
『
銀
座
』
第
二

号
、
銀
座
社
、
一
九
二
五
年
、
三
頁

（
51
）　
久
保
田
万
太
郎
「
福
原
路
草
の
こ
と
」『
資
生
堂
社
史

資
生
堂
と
銀
座

の
あ
ゆ
み
八
十
五
年
』
資
生
堂
、
一
九
五
七
年
、
一
四
一
頁

（
52
）　
安
藤
更
生
に
よ
れ
ば
「
パ
ウ
リ
ス
タ
で
先
づ
カ
フ
エ
の
味
を
知
つ
た
人
は

多
い
」（
前
掲
安
藤
更
生
『
銀
座
再
見
』、
一
〇
五
頁
）。

（
53
）　
時
事
新
報
社
家
庭
部
編
『
東
京
名
物
食
べ
あ
る
記
』
正
和
堂
書
房
、
一
九

二
九
年
、
一
〇
　
一
一
頁

（
54
）　
北
川
二
郎
「
銀
座
・
資
生
堂
」『
資
生
堂
月
報
』
第
七
十
一
号
、
一
九
三

〇
年

（
55
）　
村
野
四
郎
「
銀
座
の
匂
い
」
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点
エ
ッ
セ

イ
』、
一
三
〇
　
一
三
一
頁

（
56
）　
藤
島
泰
輔
「
銀
座
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百

点
エ
ッ
セ
イ
』、
一
一
八
頁

（
57
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
二
三
年
九
月
二
十
八
日
号
。
飲
料
部
の
隣
の
化
粧
品

部
は
信
三
が
好
ん
だ
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
影
響
を
強
く
受
け
た
菅

原
栄
蔵
が
バ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
仮
店
舗
を
設
計
し
た
。

（
58
）　
前
掲
安
藤
更
生
『
銀
座
細
見
』、
一
四
七
頁

（
59
）　
白
木
正
光
『
大
東
京
う
ま
い
も
の
食
べ
あ
る
記
　
昭
和
８
年
版
』
丸
ノ
内

出
版
社
、
一
九
三
三
年
、
一
〇
五
 
一
〇
六
頁

（
60
）　『
婦
人
画
報
』
一
九
三
六
年
一
月
号

（
61
）　
水
谷
八
重
子
「
朝
の
銀
座
も
好
き
」
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点
エ

ッ
セ
イ
』、
一
一
頁

（
62
）　
福
原
信
三
は
『
資
生
堂
月
報
』
創
刊
号
（
一
九
二
四
年
）
よ
り
、「
店
舗

設
計
に
就
て
」「
小
住
宅
に
就
て
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
不
定
期
連
載
を
行

っ
て
い
る
。「
三
分
の
二
坪
ば
か
り
の
ス
ペ
ー
ス
で
完
全
に
出
来
る
煙
草
の
販

売
」
と
い
っ
た
店
舗
改
造
案
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
信
三
が
好
ん
だ
フ
ラ

ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
ス
タ
イ
ル
を
意
識
し
た
「
ラ
イ
ト
風
」
建
築
な
ど

も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
63
）　
中
村
圭
介
「
梶
田
恵
」
前
掲
『
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
七
十
五
年
史
』、
二

八
頁

（
64
）　
一
九
二
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
住
宅
専
門
誌
『
新
住
宅
』（
洪
洋
社
）
で
は

今
和
次
郎
ら
が
家
具
評
論
を
行
っ
て
お
り
、
資
生
堂
や
、
信
三
が
好
ん
で
い
た

梶
田
ス
タ
ジ
オ
の
制
作
品
が
推
薦
さ
れ
て
い
る
。
資
生
堂
の
鏡
台
は
「
大
体
西

洋
風
の
型
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
日
本
室
に
据
え
て
置
て
も
調
和
を
得
る
や
う

に
工
夫
し
た
も
の
」
だ
と
い
う
。

（
65
）　
百
貨
店
に
お
け
る
和
洋
折
衷
住
宅
や
家
具
の
販
売
に
つ
い
て
は
初
田
亨
が

詳
述
し
て
い
る
。
初
田
亨
『
百
貨
店
の
誕
生
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一

九
八
　
二
一
〇
頁

（
66
）　
石
角
春
之
助
『
銀
座
解
剖
図
』
丸
ノ
内
出
版
社
、
一
九
三
四
年
、
五
頁

（
67
）　
大
船
田
園
都
市
に
つ
い
て
は
建
築
史
の
視
点
か
ら
、
藤
谷
陽
悦
に
よ
る
下

記
を
は
じ
め
と
し
た
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
藤
谷
陽
悦
「
夢
と
消
え
た
大
船
田

園
都
市
構
想
」
資
生
堂
企
業
文
化
部
『
銀
座
モ
ダ
ン
と
都
市
意
匠
』
資
生
堂
企

業
文
化
部
、
一
九
九
三
年
、
八
二
　
九
六
頁
。
藤
谷
陽
悦
「
大
正
11
年
『
改
善

住
宅
展
覧
会
』
と
住
宅
地
『
新
鎌
倉
』
の
住
宅
遺
構
に
見
る
大
船
田
園
都
市
株

式
会
社
の
田
園
住
宅
像
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』（
四
七

六
）、
一
九
九
五
年
、
一
八
五
　
一
九
四
頁

（
68
）　
資
生
堂
意
匠
部
編
・
代
表
高
木
長
葉
『
御
婦
人
手
帳
』
資
生
堂
、
一
九
二
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広告としての資生堂パーラー

七
年
。
信
三
自
身
が
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア
を
大
変
に
好
ん
で
い
た
。
資
生
堂
の

本
建
築
を
設
計
し
た
前
田
健
二
郎
も
、
信
三
は
一
切
を
前
田
に
任
せ
る
一
方
、

デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
は
度
々
、
鋭
い
質
問
を
出
し
て
い
た
と
い
う
。
前
田
は

「
信
三
先
生
は
建
築
は
た
い
へ
ん
お
好
き
で
、
ど
ん
な
建
築
で
も
楽
し
み
に
し

て
い
つ
ま
で
も
建
築
現
場
に
た
っ
て
な
が
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
」
と
回
想
し
て

い
る
。（
矢
部
信
壽
に
よ
る
前
田
健
二
郎
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
〈
資
生

堂
企
業
資
料
館
蔵
〉）
信
三
は
「
千
円
で
出
来
る
住
宅
の
実
践
例
」
と
し
て
自

ら
大
岡
山
に
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
を
設
計
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。

（
69
）　『
資
生
堂
製
品
目
録
』
一
九
三
一
年

（
70
）　
高
石

之
助
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
。
銀
座
百
店
会
『
銀
座
商
人
道
』

銀
座
百
店
会
、
一
九
八
九
年
、
三
四
八
頁
。
西
洋
料
理
の
中
心
は
明
治
初
期
以

来
、
当
時
も
な
お
横
浜
で
あ
る
。
高
石
は
西
洋
料
理
の
伝
統
と
名
声
に
お
い
て

は
新
進
の
資
生
堂
以
上
の
料
理
店
で
経
験
を
積
ん
で
い
た
。

（
71
）　
藤
山
愛
一
郎
『
社
長
ぐ
ら
し
三
十
年
』
学
風
書
院
、
一
九
五
二
年
、
五
六

　
六
三
頁

（
72
）　
信
三
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
花
器
は
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
世
田
谷
美
術
館
『
福
原
信
三
と
美
術
と
資
生
堂
展
』
世
田
谷
美
術
館
、
二

〇
〇
七
年
、
四
六
頁

（
73
）　
小
野
田
素
夢
『
銀
座
通
』
四
六
書
院
、
一
九
三
〇
年
、
四
一
頁

（
74
）　
前
掲
松
崎
天
民
『
銀
座
』、
二
三
八
頁

（
75
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
伊
藤
隆
男
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業

資
料
館
蔵
）

（
76
）　
大
阪
は
「
夢
と
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
都
市
」
だ
と
評
さ
れ
た
。

（
77
）　
前
掲
井
上
ゆ
り
子
『
船
場
朝
日
堂
物
語
』、
四
三
頁

（
78
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
山
本
篤
治
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業

資
料
館
蔵
）

（
79
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
福
原
由
企
夫
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企

業
資
料
館
蔵
）

（
80
）　
樋
口
一
葉
『
闇
桜
・
う
も
れ
木
　
他
二

』
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
、

八
頁

（
81
）　
渋
沢
栄
一
の
「
国
民
外
交
」
に
つ
い
て
は
曾
孫
の
渋
沢
雅
英
に
よ
る
『
太

平
洋
に
か
け
る
橋
　
渋
沢
栄
一
の
生
涯
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
）
に

詳
し
い
。
帝
国
劇
場
に
関
し
て
は
嶺
隆
『
帝
国
劇
場
開
幕

今
日
は
帝
劇
明
日

は
三
越
」』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
82
）　
柴
田
昌
彦
述
・
荻
窪
野
叟
記
「
西
洋
料
理
今
昔
物
語
」『
食
生
活
』
一
九

四
九
年
一
月
号

（
83
）　
犬
丸
一
郎
『
帝
国
ホ
テ
ル
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
八
年
、
一
一
頁

（
84
）　『
婦
人
画
報
』
一
九
一
〇
年
三
月
号

（
85
）　
前
掲
池
田
文
痴
菴
『
日
本
洋
菓
子
史
』
三
八
五
頁

（
86
）　
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
　
別
巻
第
六
　
談
話

（
二
）』
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
、
一
九
六
八
年
、
一
五
四
　
一
五
五
頁

（
87
）　
松
居
松
翁
「
日
比
翁
助
先
生
小
伝
」
豊
泉
益
三
『
日
比
翁
の
憶
ひ
出
』
三

越
営
業
部
、
一
九
三
二
年
、
二
三
頁
。
神
野
由
紀
は
、
外
国
か
ら
の
貴
賓
の
来

館
自
体
が
、
日
比
が
想
定
す
る
高
級
な
百
貨
店
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
般
客
に
広
め

る
に
あ
た
っ
て
効
果
的
な
宣
伝
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
神

野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生

百
貨
店
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
』
勁
草
書
房
、
一
九
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九
四
年
　
五
一
頁
）。

（
88
）　
福
原
信
三
『
身
辺
風
景
』
資
生
堂
、
一
九
二
九
年
、
二
頁

（
89
）　
福
原
信
三
「
銀
座
」
資
生
堂
意
匠
部
編
・
代
表
高
木
長
葉
『
御
婦
人
手

帳
』
資
生
堂
、
一
九
二
七
年
。
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
百
周
年
に
資
生
堂
に
よ
り
刊

行
さ
れ
た
『
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
銀
座
』（
文
・
川
上
典
李
子
／
写
真
・
中
本
徳

豊
、
求
龍
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
も
、
全
編
を
通
し
て
パ
ー
ラ
ー
は
来

客
に
と
っ
て
の
舞
台
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
信
三
自
身
、
舞
台
芸
術

へ
の
関
心
が
高
く
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
取
り
寄
せ
た
演
劇
専
門
誌
を
参
考
に
し
て
、

毎
週
、
自
ら
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
手
掛
け
て
い
た
。
資
生

堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
土
方
与
志
や
小
山
内
薫
ら
演
劇
関
連
の
大
家
を
招
い
た

「
模
型
舞
台
展
覧
会
」（
一
九
二
〇
年
）
や
「
土
方
与
志
氏
・
岩
村
和
雄
氏
指
導

装
置
　
香
り
と
光
り
の
会
」
と
い
っ
た
展
覧
会
が
開
か
れ
た
。
土
方
ら
の
「
舞

台
装
置
」
の
も
と
で
人
物
に
見
立
て
ら
れ
た
香
水
瓶
が
展
示
さ
れ
る
な
ど
し
て

い
た
。

（
90
）　
東
京
會
舘
に
つ
い
て
は
東
京
會
舘
『
東
京
會
舘
い
ま
む
か
し
』（
東
京
會

舘
、
一
九
八
七
年
）
を
参
考
に
し
た

（
91
）　
星
野
小
次
郎
『
藤
山
雷
太
伝
』
萬
里
閣
、
一
九
三
九
年
、
五
二
二
頁

（
92
）　
前
掲
福
原
信
三
『
身
辺
風
景
』、
三
五
頁

（
93
）　
高
橋
箒
庵
『
東
都
茶
会
記
』
一
九
八
九
年
、
淡
交
社
、
一
六
頁

（
94
）　
小
林
一
三
（
逸
翁
）
の
よ
う
に
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
茶
道
を
嗜
む
財
界
人

も
少
な
く
な
い
し
、
元
来
の
茶
道
の
精
神
に
共
感
し
た
人
々
は
多
い
。
こ
こ
で

は
当
時
「
道
具
茶
会
」
と
も
批
判
さ
れ
た
茶
会
に
距
離
を
置
い
た
人
々
に
注
目

し
た
い
。

（
95
）　
猪
熊
弦
一
郎
「
渋
沢
秀
雄
さ
ん
を
偲
ぶ
」
渋
沢
和
男
『
わ
が
父
　
渋
沢
秀

雄
』
あ
ず
さ
書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
八
五
 
一
八
六
頁

（
96
）　
巌
谷
小
波
「
日
比
さ
ん
と
私
」
豊
泉
益
三
編
『
日
比
翁
の
憶
ひ
出
』
三
越

営
業
部
、
一
九
三
二
年
、
六
三
頁
。
大
師
会
は
東
京
を
代
表
す
る
財
界
を
中
心

に
し
た
茶
会
で
、
三
井
財
閥
出
身
者
の
ほ
か
に
根
津
青
山
、
井
上
世
外
ら
も
参

加
し
て
い
た
。
京
都
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
に
光
悦
会
が
あ
っ
た
。

（
97
）　『
新
住
宅
』
第
四
号
、
洪
洋
社
、
一
九
二
〇
年
、
五
五
頁

（
98
）　H

o
lt, 
D
o
u
glas 

B
. 
H
ow
 
B
ra
n
d
s 
B
ecom

e 
Icon
s, 
B
o
sto
n
, 
H
ar-

vard
 
B
u
sin
ess 
S
ch
o
o
l 
P
ress, 

2004  

（
ダ
グ
ラ
ス
・
B
・
ホ
ル
ト
、
斉
藤
祐

一
訳
『
ブ
ラ
ン
ド
が
神
話
に
な
る
日
』
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
、
二
〇
〇
五

年
、
一
八
頁
）

（
99
）　
前
掲
白
木
正
光
『
大
東
京
う
ま
い
も
の
食
べ
あ
る
記
　
昭
和
８
年
版
』、

一
〇
七
　
一
〇
八
頁

（
100
）　
前
掲
松
崎
天
民
『
銀
座
』、
二
三
七
頁

（
101
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
二
〇
年
八
月
七
日
号

（
102
）　
筆
者
は
劇
場
の
「
あ
の
狭
い
中
で
ウ
ロ

ざ
わ

し
た
り
、
売
り
場

を
人
に
押
さ
れ
な
が
ら
歩
い
た
り
す
る
の
は
少
し
古
い
趣
味
だ
と
思
ひ
ま
す
」

と
強
調
し
て
い
る
。

（
103
）　『
資
生
堂
月
報
』
一
九
二
五
年
十
一
月
号
、
一
頁

（
104
）　
三
越
の
日
比
翁
助
が
婦
人
向
け
の
休
憩
室
を
好
ん
で
宣
伝
に
利
用
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
豊
泉
益
三
が
『
日
比
翁
の
憶
ひ
出
』（
三
越
営
業
部
、
一
九
三

二
年
）
な
ど
に
記
し
て
い
る
。
初
田
亨
は
百
貨
店
の
休
憩
室
に
つ
い
て
詳
述
し

て
い
る
（
初
田
亨
『
百
貨
店
の
誕
生
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、
八
七
　
九

〇
頁
）。

(12)316
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広告としての資生堂パーラー

（
105
）　
前
掲
池
田
文
痴
菴
『
日
本
洋
菓
子
史
』、
七
五
五
　
七
五
六
頁

（
106
）　
川
路
柳
虹
「
仏
蘭
西
の
カ
フ
エ
」『
資
生
堂
月
報
』
一
九
二
八
年
三
月
号

（
107
）　
矢
部
信
壽
に
よ
る
佐
伯
米
子
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
速
記
録
（
資
生
堂
企
業

資
料
館
蔵
）

（
108
）　
三
宅
艶
子
「
続
・
私
の
銀
座
史
」
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点
エ
ッ

セ
イ
』
四
〇
頁

（
109
）　
吉
田
健
一
『
乞
食
王
子
』
新
潮
社
、
一
九
五
六
年
、
二
〇
三
頁

（
110
）　
前
掲
安
藤
更
生
『
銀
座
細
見
』、
一
四
七
頁

（
111
）　
前
掲
銀
座
百
店
会
『
銀
座
商
人
道
』
三
四
九
頁

（
112
）　
石
垣
綾
子
「
銀
座
冒
険
」
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点
エ
ッ
セ
イ
』、

六
三
　
六
五
頁

（
113
）　
朝
吹
登
水
子
「
憶
い
出
ば
な
し
　
ギ
ン
ザ
と
パ
リ
　
」
前
掲
『
銀
座
が
好

き
　
銀
座
百
点
エ
ッ
セ
イ
』
二
二
六
　
二
二
七
頁

（
114
）　
水
谷
八
重
子
「
朝
の
銀
座
も
好
き
」、
前
掲
『
銀
座
が
好
き
　
銀
座
百
点

エ
ッ
セ
イ
』
二
　
一
二
頁

（
115
）　
前
掲
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
『
創
業
中
山
太
陽
堂
　
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ

ッ
ク
ス
80
年
史
』
二
五
頁

（
116
）　
新
渡
戸
稲
造
「
社
交
の
心
得
」『
婦
人
画
報
』
一
九
一
七
年
五
月
号

(13)317
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〈
研
究
資
料
〉

ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
　
　
　

は
じ
め
に

　
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
の
第
二
次
海
軍
派
遣
隊
の
一
員
と
し
て
五
年
間
日
本

に
滞
在
し
た
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト

J. 
L
. 
C
. 

P
o
m
p
e van

 M
eerd
ervo
o
rt

（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
八
、
以
下
「
ポ
ン
ペ
」

と
略
記
）
と
い
う
人
物
は
日
本
で
最
初
に
西
洋
医
療
の
系
統
的
教
育
を
試

み
た
軍
医
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
滞
在
の
回
想
録
『
日
本
に
お
け
る

五
年
間
（
一
八
五
七
　
一
八
六
三
）
　
日
本
帝
国
お
よ
び
そ
の
国
民
の
知

識
へ
の
寄
与
』V

ijf 
ja
ren
 
in
 
Ja
pa
n
.  

（1857-1863.

） B
ijd
ra
gen
 
tot 

d
e 
k
en
n
is 
va
n
 
h
et 
Ja
pa
n
sch
e 
K
eizerrijk

 
en
 
zijn
e 
bevolk

in
g
. 

L
eid
en
 
: 
V
a
n
 
d
en
 
H
eu
v
el 
en
 
V
a
n
 
S
a
n
ten
, 
1
8
6
7
-1
8
6
8
. 
2 

vo
l

）
1
（

s.

（
以
下
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
と
称
す
る
）
の
著
者
と
し
て
も
有
名
で

あ
る
。

　『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
は
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
部
は
ポ
ン
ペ

が
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の

部
は
沼
田
次
郎
氏
と
荒
瀬
進
氏
が
既
に
和
訳
し
た
）
2
（

。
両
氏
は
、
企
画
上
の

都
合
か
ら
、
第
一
部
に
属
す
る
第
一
章
か
ら
第
五
章
を
省
略
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
ポ
ン
ペ
自
身
の
活
動
、
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
派
遣
隊
の
業
績
、
当
時
の
国

際
関
係
に
つ
い
て
の
ポ
ン
ペ
の
分
析
な
ど
を
収
め
る
第
二
部
を
原
著
の
本

論
と
位
置
づ
け
、
そ
の
和
訳
を
第
二
部
の
第
六
章
及
び
第
七
章
に
限
定
し

た
。

　
一
方
、
第
一
部
は
ポ
ン
ペ
が
日
本
文
化
に
つ
い
て
ま
と
め
た
諸
論
文
で

あ
る
。
こ
の
第
一
部
は
第
二
部
と
は
異
な
る
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
ポ
ン

ペ
の
日
本
滞
在
経
験
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
で
幕
府

の
役
人
に
よ
っ
て
日
本
人
か
ら
隔
離
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
外
国
使

節
と
か
な
り
異
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
西
洋
人
と
日
本
人
と
の
接
触

が
ま
だ
極
め
て
少
な
い
時
期
に
、
ポ
ン
ペ
は
医
者
や
教
育
者
の
立
場
で
多

く
の
日
本
人
と
親
密
に
接
し
た
。
長
崎
の
海
軍
伝
習
所
で
は
松
本
良
順
の

よ
う
な
優
れ
た
弟
子
を
も
ち
、
九
州
を
旅
し
た
際
に
は

摩
藩
主
島
津
斉

彬
お
よ
び

摩
藩
士
な
ど
と
も
面
会
し
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
た

(15)319
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後
も
日
本
か
ら
の
派
遣
留
学
生
の
世
話
を
し
、
ロ
シ
ア
の
日
本
公
使
館
で

嘗
て
の
弟
子
で
あ
っ
た
榎
本
武
揚
を
補
佐
し
た
。
こ
れ
ら
の
実
績
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
ポ
ン
ペ
は
西
洋
人
と
し
て
、
高
い
地
位
の
日
本
人
と
嘗
て

な
い
信
頼
関
係
を
築
い
た
。

　
ま
た
、
実
際
に
日
本
文
化
に
対
す
る
生
き
生
き
と
し
た
関
心
を
も
っ
て

い
た
ポ
ン
ペ
の
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
は
当
時
多
く
出
回
っ
て
い
た
日
本

滞
在
記
と
違
っ
て
、
滞
在
時
の
状
況
報
告
書
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本

国
、
日
本
人
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
研
究
書
で
も
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
、
テ
ィ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ボ
ル

ト
の
日
本
研
究
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
「
日
本

誌
」
は
先
達
の
作
業
を
完
成
さ
せ
、
日
本
文
化
の
最
も
深
い
理
解
に
達
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、

ポ
ン
ペ
が
先
達
の
「
日
本
誌
」
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
た
か
、
ま
た
そ

の
日
本
文
化
理
解
が
同
時
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
ら
の
理

解
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
が
文
化
交
流
史
の
上
で
も
意
義
の
あ
る
課
題

で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
の
第
一
部
第
一
章
の
中
の
一
三
頁
か

ら
四
一
頁
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
日
本
史
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
本
稿

第
一
部
で
そ
の
和
訳
を
掲
載
し
、
第
二
部
で
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
を
典
拠
と

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
分
析
し
、
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観
が
如
何
な
る
特
殊

性
を
有
す
る
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
本
稿
で
の
訳
語
の
選
定
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
意
訳
に
せ
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
語
原
語
に
対
し
て
、
当
時
の

オ
ラ
ン
ダ
人
が
読
ん
で
認
識
し
た
意
味
に
近
い
訳
語
を
選
定
し
た
。
例
え

ば
、keizer

は
意
訳
の
「
将
軍
」
で
は
な
く
、
直
訳
の
「
皇
帝
」
に
し
た
。

ま
た
、
日
本
の
固
有
名
詞
や
特
殊
名
称
に
つ
い
て
は
原
文
の
オ
ラ
ン
ダ
語

の
発
音
に
準
ず
る
よ
う
に
片
仮
名
で
表
記
し
、
そ
の
後
に
原
綴
り
を
注
記

し
、
日
本
語
を
括
弧
の
中
で
示
し
た
。
な
お
、
原
綴
り
に
誤
り
や
相
違
が

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
原
文
通
り
に
表
記
し
た
。
ア
ジ
ア
の
国
名
も
同
様
に

示
し
た
。
た
だ
し
、Jap

an

は
「
日
本
」
と
し
た
。
原
文
の
注
釈
は
＊

で
示
し
、
本
文
中
の
各
段
落
の
後
に
挿
入
し
た
。

第
一
部
　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
（
和
訳
）

〔
題
目
〕

第
一
章

日
本
帝
国
の
古
い
歴
史
　
　
宗
教
的
お
よ
び
世
俗
的
な
支
配
　
　
ミ
カ
ド

と
シ
ョ
ー
グ
ン
　
　
皇
帝
諮
問
機
関
　
　
国
家
の
上
級
お
よ
び
下
級
の
政

務
機
関
　
　
内
政
　
　
現
在
ま
で
の
世
俗
君
主
継
承
者
表
）
3
（

　〔本
文
〕

　
序
文
で
記
し
た
よ
う
に
）
4
（

、
日
本
帝
国
）
5
（

の
「
完
全
な
」
歴
史
を
提
供
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
す
る

我
々
の
知
識
は
ま
だ
余
り
に
少
な
く
、
ま
た
、
我
々
が
調
べ
る
こ
と
の
で

き
る
典
拠
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
な
い
。
と
い
う

の
も
、
日
本
人
は
す
べ
て
に
つ
い
て
こ
の
上
な
く
精
密
に
記
録
し
た
と
て

も
完
全
な
歴
史
書
を
持
っ
て
い
る
（
＊
）

が
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
手
に
入
れ
に
く

く
、
仮
に
そ
れ
ら
を
入
手
で
き
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
れ
を
翻
訳
で
き
る

(16)320
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だ
ろ
う
か
。
日
本
語
を
数
年
で
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ホ
フ
マ
ン

H
o
ffm
an
n

教
授
が
三
十
年
以
上
倦
む
こ
と
な
く
研
鑽
を
積
み
重
ね
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
そ
の
よ
う
な
翻
訳
作
業
の
で
き
る
唯
一
の
人
と
な
っ
て
い
る
）
6
（

が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
言
語
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
上
で
の
障
害
の
程

を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る

（
＊
＊
）

。

　　
＊
私
が
収
集
し
た
日
本
の
書
籍
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
序
文
で
触
れ
た
よ

う
に
カ
リ
プ
ソ
号
の
難
破
で
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
二
十
二
部
の
大
冊
か

ら
な
る
日
本
史
も
含
ま
れ
て
い
た）

7
（

。

　
＊
＊
英
国
政
府
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
通
訳
者
を
イ
ギ
リ
ス
の
使
節
団
に
参
加
さ

せ
た
。
彼
ら
の
目
的
は
日
本
語
の
学
習
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

方
々
や
宣
教
師
の
内
の
何
人
か
の
人
々
に
、
翻
訳
作
業
を
効
果
的
に
行
う
上
で

必
要
な
言
語
知
識
の
獲
得
を
比
較
的
短
期
間
で
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
日
本
国
民
に
関
す
る
我
々
の
知
識
が
改
善
す
る
だ
ろ
う
。
書
記
の
ガ

ワ
ー）

8
（

氏 A
. G
o
w
er

、
イ
ギ
リ
ス
使
節
団
の
通
訳
者
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ

ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト）

9
（

君

Jh
r. 
A
lexan

d
er 
vo
n
 
S
ieb
o
ld

、
フ
ラ
ン
ス
使
節
団
に

加
え
ら
れ
た
メ
ル
メ）

10
（

神
父

ab
b
e 
M
erm
et

、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ）

11
（

W
illiam

s

は
、
こ
の
学
習
に
お
い
て
大
き
な

進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。

　　
し
か
し
、
さ
ら
に
、
多
く
の
日
本
人
が
自
分
の
国
に
つ
い
て
伝
え
て
き

た
報
告
を
真
実
と
し
て
受
け
取
る
に
は
極
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
特
に
日
本
の
い
わ
ゆ
る
通
訳
者
た
ち
は
自
分
の
国
に

つ
い
て
故
意
に
誤
っ
た
報
告
を
し
て
い
る
と
私
自
身
の
経
験
か
ら
度
々
確

信
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
れ
ら
の
役
人
達
は
概
ね
下
級
に
属
し
、

国
家
政
治
を
十
分
に
知
ら
ず
、
多
く
の
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
不
案
内
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
人
は
基
本
的
に
、
自
分
の
職
務
と
関
係
が
な

け
れ
ば
、
政
治
に
つ
い
て
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
の
無
知

を
隠
す
た
め
に
、
我
々
の
質
問
に
対
し
て
多
く
の
場
合
、
誤
っ
た
回
答
を

す
る
（
日
本
人
は
回
答
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
好
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
昔

の
〔
オ
ラ
ン
ダ
人
著
者
の
〕
話
の
多
く
は
、
特
に
こ
れ
ら
の
通
訳
者
の
報

告
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
日
本
が
鎖
国
し
て
い
た
当
時
は
、
こ
れ
ら
の
報

告
に
し
か
頼
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
＊
）

。
そ
の
た
め
に
日
本
に
つ
い
て
不

正
確
な
も
の
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　　
＊
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル）

12
（

E
n
gelb
ert 
K
ae-

m
p
fer

、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
君

Jh
r. 
P
h
. 
V
o
n
 
S
ieb
o
ld

の
基
礎
的
文
献）

13
（

、
あ
る
い
は
こ
の
興
味
深
い
国
と
民
族
に
関
す
る
多
様
な
知
識

を
伴
っ
た
徹
底
的
な
学
問
的
追
究
を
示
す
、
長
年
の
努
力
の
成
果
た
る
他
の
著

作
は
含
ま
れ
な
い
。

　
同
様
に
、
ハ
イ
ゼ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ）

14
（

騎
士

R
id
d
er 
H
u
ys-

sen
 
van
 
K
atten

d
ijk
e

、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク）

15
（

R
. 
A
lco
ck

、
リ
ン
ダ
ウ）

16
（

R
. 
L
in
-

d
au

の
諸
報
告
は
彼
ら
自
身
の
観
察
お
よ
び
経
験
の
成
果
で
あ
る
。
ケ
ン
ペ
ル

『
日
本
誌
』B

esch
rijvin

g 
van
 
Jap
an

、
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』

A
rch
ief vo

o
r d
e b
esch
rijvin

g van
 Jap

an

。

　
ハ
イ
ゼ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ
騎
士
『
日
本
滞
在
日
記
抄
』

(01)321
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U
ittrek

sel 
u
it 
h
et 
d
agb
o
ek

、
他
の
編
集
物
は
主
に
ケ
ン
ペ
ル
に
依
拠
し
て

い
る
。

　　
様
々
な
領
国
の
出
身
で
、
社
会
の
上
級
階
層
に
属
し
、
私
に
強
く
傾
倒

し
て
い
る
こ
と
を
様
々
な
機
会
に
確
信
さ
せ
て
く
れ
た
多
く
の
弟
子
の
内

の
何
人
か
と
の
親
交
に
よ
っ
て
、
私
は
多
く
の
状
況
を
研
究
し
、
他
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
私
に
知
識
を
与
え
て
く
れ
た
人
々
の
「
名
前
」
は
以
下
の
報
告
に
お
い

て
稀
に
し
か
言
及
し
な
い
こ
と
を
好
意
的
に
解
釈
し
て
も
ら
い
た
い
。
昔

の
著
者
は
自
分
の
話
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
こ
う
し
た
こ
と
を
よ
く
行

っ
た
。
し
か
し
、
関
係
す
る
人
物
に
と
っ
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、

多
く
の
場
合
、
災
難
の
原
因
と
な
っ
た
。

　
私
は
情
報
提
供
者
に
は
言
及
し
な
い
と
い
う
約
束
の
下
に
情
報
を
受
け

取
っ
た
。
こ
の
約
束
を
守
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
必
ず
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
私

の
日
本
の
友
人
た
ち
に
そ
の
こ
と
で
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
か

ら
で
あ
る
。
日
本
で
も
近
代
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不

愉
快
な
思
い
は
昔
ほ
ど
不
運
に
繋
が
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

日
本
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
自
国
の
政
治
構
造
の
秘
密
を
伝
え
る
こ
と

は
厳
罰
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
読
者
の
知
ら
な
い
氏
名

に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
、
事
実
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
人
々
の
利
益
に
反
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
公
正
と
い
う
点
で
、
特

定
の
個
人
に
言
及
す
る
「
必
要
」
が
あ
る
場
合
を
除
け
ば
、
約
束
は
厳
格

か
つ
正
直
に
守
る
こ
と
と
し
た
。

　
歴
史
記
述
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
世
俗
的
な
支
配
お
よ
び
皇
帝
諮
問
機

関
な
ど
に
つ
い
て
多
く
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
の

都
度
、
話
を
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ

い
て
略
述
し
て
お
く
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
帝
国
の
初
期
の
歴
史
は
、
そ
の
起
源
に
関
す
る
架
空
の
物
語
を
信

じ
な
い
限
り
、
完
全
に
暗
闇
の
中
に
あ
る
。

　
紀
元
前
六
六
〇
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
出
来
事
が
こ
の
上
な
く
正
確
に

記
録
さ
れ
た
適
切
な
歴
史
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
に
関

す
る
言
い
伝
え
に
つ
い
て
一
言
だ
け
言
及
し
た
い
と
思
う
。

　
彼
ら
の
最
初
の
記
録
は
我
々
の
天
地
創
造
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
始
ま

る
と
さ
れ
る
。
そ
の
当
時
、
彼
ら
は
七
人
の
天
の
神
に
統
治
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
起
源
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
神
は
無
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
府
は
「
七
人
の
天
霊
の
統
治
）
17
（

」
テ
ン
・

ジ
ン
・
シ
チ
・
ダ
イ

T
en
-d
sin
-sitsi-D

a ï

〔
天
神
七
代
）
18
（

〕
と
呼
ば
れ
る
。

直
訳
す
る
と
、
七
人
の
大
き
な
天
霊
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
長
く
統
治
し

た
が
、
そ
の
統
治
が
ど
れ
だ
け
の
期
間
に
及
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
定
ま
っ

た
記
録
は
な
い
。
最
初
の
三
人
は
未
婚
で
あ
り
、
後
の
四
人
は
既
婚
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
最
後
の
天
霊
イ
ィ
サ Jsa 

あ
る
い
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
ノ
・

ミ
コ
ト

Izan
agi-n

o
-M
ik
o
to

〔
伊
弉
諾
尊
（
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
）〕
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

Izan
am
i-n
o
-M
ik
o
to
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〔
伊
弉
冉
尊
（
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
）〕
と
の
結
婚
で
多
く
の
子
供
を
授
か

り
、
彼
ら
は
人
神
と
さ
れ
て
、
統
治
に
お
け
る
天
霊
の
後
継
者
と
な
っ
た
。

　
テ
ン
・
ジ
ン
・
シ
チ
・
ダ
イ
〔
天
神
七
代
〕
の
名
前
は
次
の
通
り
）
19
（

。

　
一
、
ク
ニ
・
ソ
コ
・
タ
ク
シ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

K
u
n
i-so
k
o
-tak
si-n
o
-

M
ik
o
to

〔
国
底
立
尊
（
く
に
の
そ
こ
た
ち
の
み
こ
と
）
20
（

）〕、
一
千
億
年
以

上
統
治
を
し
た
）
21
（

。

　
二
、
ク
ニ
・
サ
ツ
・
ツ
ィ
・
ノ
・
ミ
コ
トK

u
n
i-satsu

-tsi-n
o
-M
ik
o
-

to

〔
国
狭
槌
尊
（
く
に
の
さ
つ
ち
の
み
こ
と
）〕、
ほ
ぼ
同
じ
期
間
を
統
治
し
、

そ
の
後
継
者
も
同
様
で
あ
る
。

　
三
、
ト
ヨ
・
ク
ム
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト

T
o
jo
-k
u
m
u
su
-n
o
-M
ik
o
to

〔
豊

斟
渟
尊
（
と
よ
く
む
ぬ
の
み
こ
と
）〕、
こ
れ
ら
三
人
の
神
に
つ
い
て
の
記

憶
は
、
オ
オ
ミ O

o
m
i

〔
近
江
〕
と
い
う
国
に
彼
ら
の
た
め
に
設
立
さ
れ
、

彼
ら
の
名
前
が
付
さ
れ
た
神
殿
に
よ
っ
て
永
遠
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
三
人
の
最
初
の
天
の
神
は
未
婚
で
あ
り
、
宇
宙
に
浮
か
ん
で
い
た
。

　
四
、
ウ
ゥ
・
ヒ
ジ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

W
u
-h
id
sin
i-n
o
-M
ik
o
to

〔

土
煮
尊
（
う
い
じ
に
の
み
こ
と
）〕
は
結
婚
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
日
本

の
歴
史
記
述
者
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
・
ヒ
ジ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

S
u
-h
id
sin
i-n
o
-M
ik
o
to

〔
沙
土
煮
尊
（
す
ひ
じ
に
の
み
こ
と
）〕
と
一
緒

に
浮
遊
し
て
い
た
。
彼
ら
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
神
殿
は
イ
セ
ーIse

〔
伊

勢
〕
と
い
う
国
領
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
二
千
億
年
統
治
し
て
い
た
。

　
五
、
オ
オ
・
ト
ッ
ツ
ィ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-to
tsi-n
o
-M
ik
o
to

〔
大

戸
之
道
尊
（
お
お
と
の
じ
の
み
こ
と
）〕、
オ
オ
・
ト
ベ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-to
b
e-n
o
-M
ik
o
to

〔
大
苫
辺
尊
（
お
お
と
ま
べ
の
み
こ
と
）〕
と
結
婚

し
て
い
る
。

　
六
、
オ
モ
・
タ
ロ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
m
o
-taro

-n
o
-M
ik
o
to

〔
面
足
尊

（
お
も
だ
る
の
み
こ
と
）〕、
カ
シ
コ
・
メ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

K
asik
o
-m
e-n
o
-

M
ik
o
to

〔
惶
根
尊
（
か
し
こ
ね
の
み
こ
と
）〕
と
結
婚
し
、
二
人
と
も
前
任

者
と
同
じ
期
間
統
治
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
結
婚
は
純
粋
で
清
く
、
完
全

に
精
神
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
従
っ
て
子
孫
を
残
さ
な
か
っ
た
。

　
七
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
伊
弉
諾
尊
〕、
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
・

ノ
・
ミ
コ
ト
〔
伊
弉
冉
尊
〕
と
結
婚
し
た
。
こ
の
結
婚
は
性
格
が
異
な
っ

て
い
て
、
彼
ら
は
肉
体
的
性
交
を
持
ち
な
が
ら
暮
ら
し
、
多
く
の
子
孫
を

残
し
た
。

　
彼
ら
が
日
本
国
の
真
の
創
造
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
記
録
に
よ
る
と
、
イ

ザ
ナ
ギ
は
そ
の
妻
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
我
々
が
住
ん
で
い
る
天
の

下
に
固
定
し
た
土
地
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
し
に
行
こ
う
」。

彼
は
そ
の
後
、
宝
石
で
飾
ら
れ
た
刀
）
22
（

を
大
空
に
投
げ
込
み
、
そ
こ
に
水
滴

が
つ
き
、
そ
れ
ら
が
固
ま
る
に
つ
れ
て
、
最
初
の
固
定
し
た
点
、
あ
る
い

は
島
が
生
じ
、
こ
れ
は
オ
ノ
・
コ
ロ
・
シ
マ

O
n
o
-k
o
ro
-sim
a

〔

馭

盧
嶋
（
お
の
ご
ろ
し
ま
）〕（
自
ず
か
ら
合
流
し
た
）
と
い
う
名
が
付
い
た
。

そ
の
後
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
そ
の
妻
が
下
に
降
り
て
、
そ
の
神
力
で
他
の
島
を

創
造
し
た
。
こ
う
し
て
、
ア
ワ
ヅ
ィA

w
ad
si

〔
淡
路
〕、
オ
オ
・
ヤ
マ

ト
O
o
-jam
ato

〔
大
日
本
〕、
イ
ヨ

Ijo

〔
伊
予
〕、
サ
ヌ
ギS

an
u
gi

〔
讃

岐
〕、
ア
ハA

h
a

〔
淡
〕、
ト
サT

o
sa

〔
土
佐
）
23
（

〕、
ツ
ク
シT

su
k
u
si

〔
筑
紫
〕、

イ
キIk

i
〔
壱
岐
〕、
ツ
・
シ
マT

su
-sim
a

〔
対
馬
〕、
オ
キO

k
i

〔
億
岐
〕、

サ
ドS

ad
o

〔
佐
度
〕
が
次
々
と
現
れ
た
。
こ
こ
か
ら
最
初
の
八
つ
の
大

(03)323
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き
な
日
本
の
島
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
キ
ビK

ib
i

〔
吉
備
〕、

ア
ヅ
キA

d
su
k
i

〔
小
豆
）
24
（

〕、
オ
オ
シ
マO

o
-sim
a

〔
大
洲
〕、
ヒ
メ
シ
マ

H
im
esim
a

〔
姫
島
）
25
（

〕、
ツ
ィ
カ
・
ノ
・
シ
マT

sik
a-n
o
-sim
a

〔
値
賀
島
）
26
（

〕、

フ
タ
ゴ
・
ノ
・
シ
マF

u
tago
-n
o
-sim
a

〔
雙
生
島
）
27
（

〕
と
い
う
小
島
が
盛

り
上
が
っ
た
。
す
べ
て
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
最
初
の
創
造
物
で
あ
る
。
そ
の
後

の
変
化
は
周
り
の
海
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
面
が
創
造
さ
れ
た

後
、
イ
ザ
ナ
ギ
は
そ
こ
か
ら
八
百
万
人
の
住
民
）
28
（

を
呼
び
起
こ
し
、
そ
し
て

植
物
）
29
（

お
よ
び
最
も
重
要
な
必
需
品
一
万
個
の
創
造
で
終
わ
っ
た
。

　　
　
＊
シ
マS

im
a

は
島
を
意
味
し
て
い
る
。

　　
イ
ザ
ナ
ミ
が
担
当
し
た
創
造
は
、
火
の
神
、
火
の
山
、
水
の
女
神
を
登

場
さ
せ
、
地
面
を
肥
沃
な
土
で
覆
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が

自
ら
の
仕
事
を
確
認
し
、
す
べ
て
が
整
っ
た
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
最
後

に
全
創
造
物
の
上
に
立
つ
最
も
高
い
支
配
力
と
し
て
の
大
き
な
太
陽
の
女

神
（
オ
オ
・
ヒ
ル
メ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-h
iru
m
e-n
o
-M
ik
o
to

〔
大
日

尊
）
30
（

〕）
を
創
造
し
た
。

　
神
シ
ナ
ヅ
・
ヒ
コ
・
ノ
・
カ
ミ

S
in
atzu
-h
ik
o
-n
o
-K
am
i

〔
級
長
津

彦
命
（
し
な
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
）
31
（

）〕
と
女
神
シ
ナ
ヅ
・
ヒ
メ
・
ノ
・
カ
ミ
）
32
（

S
in
atzu
-h
im
e-n
o
-K
am
i

に
は
風
を
統
制
す
る
力
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に

創
造
物
が
透
き
通
り
明
る
く
な
る
よ
う
に
、
霞
か
ら
空
気
を
晴
ら
す
と
い

う
命
令
を
受
け
た
。

　
こ
の
創
造
の
叙
述
は
ま
さ
に
日
本
独
特
の
も
の
で
、
彼
ら
の
歴
史
書
に

は
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
こ

う
し
た
叙
述
が
い
つ
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
日
本
人
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
の
頃
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
帝
国
が
造
り
出
さ
れ
た
後
、
最
後
の
天
霊
は
最
高
権

力
を
最
年
長
の
子
孫
に
渡
し
、
こ
こ
か
ら
五
人
の
地
上
の
神
の
新
し
い
統

治
が
始
ま
る
。

　
一
、
ア
マ
・
テ
ラ
ス
・
オ
オ
・
カ
ミ

A （
＊
）m

a-terasu
-O
o
-K
am
i

〔
天

照
大
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）〕
は
一
般
民
衆
の
間
で
通
常
テ
ン
・

シ
ョ
ー
・
ダ
イ
・
ジ
ン
）
33
（

 T
en
-sjo
o
-D
a ï-zin

の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
。

彼
女
は
天
を
明
る
く
す
る
霊
（
太
陽
）
で
あ
り
、
統
治
に
お
い
て
二
番
目

の
子
孫
ツ
ク
・
ヨ
ミ
・
ノ
・
カ
ミ
）
34
（

 T
su
k
u
-jo
m
i-n
o
-K
am
i

〔
月
読
尊
（
つ

く
よ
み
の
み
こ
と
）〕、
あ
る
い
は
夜
の
神
（
月
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。

　　
＊
こ
れ
ら
の
様
々
な
名
称
は
著
者
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
私
の
日
本
人
の
友
人
た
ち
は
こ
の
書
き
方
を
最
も
正
し
い
も
の
と
し

て
示
し
た
。

　　
彼
ら
は
二
十
五
万
年
統
治
し
、
そ
の
後
継
者
達
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
二
、
ア
マ
ノ
・
オ
シ
・
ホ
ミ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト A

m
an
o
-o
si-h
o
m
in
i-

n
o
-M
ik
o
to

〔
天
忍
穂
耳
尊
（
あ
ま
の
お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と
）〕、
略
し
て

オ
オ
シ
・
ホ
ミ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト O

o
si-h
o
m
in
i-n
o
-M
ik
o
to

と
し
て
知

ら
れ
、
三
十
万
年
統
治
し
た
。
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三
、
ニ
ニ
・
キ
・
ノ
・
ミ
コ
ト N

in
i-k
i-n
o
-M
ik
o
to

〔
瓊
瓊
杵
尊
（
に

に
ぎ
の
み
こ
と
）〕
は
三
十
一
万
八
千
五
百
三
十
八
年
統
治
し
た
。

　
四
、
ヒ
コ
・
ホ
ボ
・
デ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト H

ik
o
-h
o
b
o
-d
em
i-n
o
-

M
ik
o
to

〔
彦
火
火
出
見
尊
（
ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と
）〕、
通
常
、
デ
ミ
・

ノ
・
ミ
コ
ト D

em
i-n
o
-M
ik
o
to

と
略
し
て
呼
ば
れ
る
。
彼
は
六
十
三
万

七
千
八
百
九
十
二
年
統
治
し
、
そ
の
後
継
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
五
、
ウ
ゥ
・
カ
ヤ
・
フ
キ
・
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト W

u
-K
aja-fu

-

k
i-A
w
asesu

-n
o
-M
ik
o
to

〔

草
葺
不
合
尊
（
う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の

み
こ
と
）〕
略
し
て
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
トA

w
asesu

-n
o
-M
ik
o
to

と

呼
ば
れ
る
。

　
こ
の
五
人
の
地
上
の
神
の
統
治
は
ジ
・
ジ
ン
・
ゴ
・
ダ
イ
）
35
（

 D
si-zin

-

go
-D
a ï

〔
地
神
五
代
〕
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
初
代
、
す
な
わ
ち
テ
ン
・
シ

ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン T

en
-sjo
o
-D
a ï-sin

〔
天
照
大
神
〕
は
、
今
で
も
宗

教
上
の
世
襲
皇
帝
）
36
（

の
祖
と
さ
れ
て
お
り
、
世
襲
皇
帝
た
ち
は
彼
）
37
（

の
直
系
の

子
孫
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
皇
帝
た
ち
が
太
陽
の
直

系
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
話
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ

イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
は
際
立
っ
た
方
法
で
統
治
し
、
死
後
に
も
帝
国

と
国
民
の
た
め
に
多
く
の
奇
跡
を
起
こ
し
た
。
彼
は
今
だ
に
日
本
の
す
べ

て
の
宗
派
か
ら
最
大
の
尊
敬
を
受
け
て
、
皆
か
ら
祖
先
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
地
上
の
神
の
最
初
の
三
人
は
ヒ
コ
ガ H

ik
o
ga

〔
日
向
〕
あ

る
い
は
ヒ
ホ
ガ H

ih
o
ga

の
領
国
に
あ
る
タ
カ
・
ツ
ィ
・
ホ T

ak
a-tsi-h

o

〔
高
千
穂
〕
の
山
に
滞
在
し
て
い
た
。
他
の
人
に
よ
れ
ば
、
イ
セ Ise

〔
伊

勢
〕
に
い
た
と
も
い
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
彼
ら
の
た
め
に
、
特
に

テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
神

殿
が
ま
だ
多
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
へ
は
多
く
の
巡
礼
が
な
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
帝
国
の
ほ
と
ん
ど
の
領
国
に
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
神

殿
が
あ
る
と
思
う
（
＊
）

。

　　
＊
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る
と
、
テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
は

イ
ザ
ナ
ギ
〔
伊
弉
諾
尊
〕
の
長
男
で
あ
っ
た）
38
（

。
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
と
、
彼
女

は
長
女
で
あ
り
、
そ
の
側
に
立
つ
ツ
ク
・
ヨ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
月
読
尊
〕
が

彼
女
の
兄
に
あ
た
る）
39
（

。
後
者
が
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
の
名
前
オ
ホ
・
ヒ

ベ
・「
メ
」・
ム
テ
ィ O

h
o
-h
ib
e-m
e-m
o
eti

〔
大
日

貴
〕
お
よ
び
ア
マ
ザ
カ

ル
・
ム
カ
ツ
・「
ヒ
メ
ー
」・
ノ
・
ミ
コ
ト A

m
azak

al-m
o
ek
ats-h

im
e-n
o
 

M
ik
o
to
 

が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
メ
」m

e

と
「
ヒ
メ
ー
」h

im
e

は
女
性
の
名
称
だ
か
ら
で
あ
る
。

　　
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
不
合
尊
〕
の
死
に
よ
っ
て
日
本
帝
国
の
統

治
は
第
三
期
目
に
入
り
、
そ
の
時
点
か
ら
人
間
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ア
ワ
セ A

w
ase

〔
不
合
尊
〕
の
死
と
共
に
統
治

者
の
神
的
性
質
も
消
え
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代

は
紀
元
前
六
六
〇
年
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
時
代
か
ら
、
彼
ら
の
記
録
に
あ

る
程
度
の
歴
史
的
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
の
報
告
は
、

そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
当
時
の
統
治
に
関
す
る
彼
ら
の
記
録
が
い
か
に
架

空
の
も
の
で
あ
る
か
を
十
分
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
関
係
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
く
た
め
に
こ
れ
に
つ
い
て
要
約
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
第
三
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期
目
の
時
代
の
名
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　　
　
人
間
統
治
（
ニ
ン
・
ウ
ォ
ー
）N

in
-W
o
o

〔
人
皇
〕

　　
こ
れ
は
、
紀
元
前
六
六
〇
年
に
お
け
る
ジ
ン
・
ム Z

in
-M
u

〔
神
武
〕

に
よ
る
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
ミ
カ
ド M

ik
ad
o
 

統
治
の
事
実
上
の
創
設

を
含
む
（
＊
）

。

　　
＊
い
く
つ
か
の
日
本
の
歴
史
書
に
は
、
ジ
・
ジ
ン
・
ゴ
・
ダ
イ
〔
地
神
五

代
〕
お
よ
び
ニ
ン
・
ウ
ォ
ー
〔
人
皇
〕
の
統
治
の
間
に
、
も
う
一
つ
の
時
代
が

あ
る
で
あ
ろ
う
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
す
る
特
定
の
記
録

は
な
い
。
後
に
、
あ
る
大
祭
司
が
こ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
告
知
を
し
よ
う

と
し
た
。
彼
は
そ
れ
が
神
の
お
告
げ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
偽
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
祭
司
の
告
知
は
ひ
ど
く
混
乱
し
て
い
て
、
そ
の
上
、
主
に
シ
ー
ナ
帝
国
に

関
連
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
多
く
の
知
識
人
が
私
に
度
々
説
明
し
て
く
れ

た
よ
う
に
、
彼
ら
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
部
分
は
全
く
不
確
定
で
あ
り
、

こ
れ
に
関
す
る
告
知
は
偽
り
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
明
的
な
日
本
人

は
、
紀
元
前
六
六
〇
年
以
降
に
非
常
に
精
密
に
記
録
さ
れ
た
歴
史
の
み
を
正
当

な
も
の
と
認
め
て
い
る
。

　　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
不
合
尊
〕
お
よ
び

タ
マ
・
ヨ
リ
・
ヒ
メ T

am
a jo
ri-h
im
e

〔
玉
依
姫
〕
の
四
番
目
の
息
子
で
、

生
ま
れ
た
時
に
サ
ノ
ノ
・
ミ
コ
ト S

an
o
n
o
-M
ik
o
to

〔
狭
野
尊
〕
の
名

前
を
持
ち
、
後
に
そ
れ
が
カ
ム
・
ヤ
マ
ト
・
イ
ハ
レ
・
ビ
コ
・
ノ
・
ミ
コ

ト K
am
u
-Jam

ato
-ih
are-b

ik
o
 n
o
-M
ik
o
to

〔
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
（
か

ん
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と
）〕
に
変
わ
っ
た
。
誕
生
以
来
極

め
て
順
調
な
心
身
の
発
達
で
際
立
ち
、
幼
少
時
よ
り
既
に
飛
び
抜
け
て
勇

敢
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
理
由
と
な
り
、

父
は
三
人
の
兄
を
差
し
置
い
て
彼
を
王
位
継
承
者
に
決
め
た
。
彼
ら
は
こ

れ
に
不
満
を
持
た
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
後
の
征
服
戦
争
に
際
し
て
彼
を
援

助
し
た
。

　
彼
は
イ
ス
ズ
・
ヒ
メ Isu

zu
-h
im
e

〔
媛
蹈
鞴
五
十
鈴
媛
（
ひ
め
た
た
ら

い
す
ず
ひ
め
）〕
と
結
婚
し
、
こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
多
く
の
子
供
が
生
ま

れ
た
。

　
彼
は
四
十
五
歳
に
な
っ
た
時
に
日
本
列
島
に
属
す
る
す
べ
て
の
島
の
征

服
と
服
従
を
決
意
し
、
陸
と
海
の
両
方
で
根
気
強
く
戦
争
を
続
け
て
、
そ

の
幸
い
な
結
果
と
し
て
、
六
年
間
の
戦
争
の
後
に
自
ら
を
日
本
の
最
高
統

治
者
と
見
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
平
穏
に
な
っ
た
後
、
彼
は
ヤ
マ
ト Jam

ato

〔
大
和
〕
と
い
う
領
国
に

カ
シ
・
ハ
ラ
・
ノ
・
ミ
ヤ K

asi-h
ara-n

o
 
M
ia

〔
橿
原
宮
〕
と
い
う
、

神
殿
の
形
を
し
た
宮
殿
を
建
立
し
、
そ
こ
に
ダ
イ
リ D

a ïri

〔
内
裏
〕、

す
な
わ
ち
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
の
皇
室
を
確
立
し
、
ミ
カ
ド
と
い
う
称
号

を
採
っ
た
（
＊
）

。

　　
＊
ミ
カ
ド
は
本
来
ミ
コ
ト M

ik
o
to

〔
尊
〕
の
縮
小
語
で
あ
る）
40
（

。
こ
れ
は
テ

ン
・
ジ
ン
・
シ
ク
シ
・
ダ
イ T

en
-d
sin
-sik
si-D
ai

〔
天
神
七
代
〕
が
持
っ
て
い

(06)326



327

ポンペの日本史観

た
称
号
で
、
真
の
天
霊
を
意
味
し
て
い
る
。
ミ
カ
ド
と
は
一
般
的
な
人
間
の
起

源
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
性
質
を
持
っ
た
聖
な
る
人
間
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ダ
イ
リ D

airi

〔
内
裏
〕
は
宗
教
的
な
宮
廷
全
体
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、

宗
教
上
の
皇
帝
を
指
す
た
め
の
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
名
称
が
い
く
つ
か
あ
る
。

例
え
ば
ダ
イ
・
オ
ー D

ai-O
o

〔
内
王
〕、
ク
ウ
ォ
ー K

w
o

〔
皇
〕、
タ
イT

ai

〔
帝
〕、
テ
ン
シ
ン T

en
sin

〔
天
子
〕、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
義
語
で
あ
る
。
ミ

カ
ド
は
自
分
に
つ
い
て
話
す
時
に
チ
ン T

sin

〔
朕
〕
と
言
い
、
マ
ロM

aro

〔
麻

呂
〕
と
い
う
言
葉
で
署
名
す
る
。

　　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
そ
の
国
を
見
事
に
統
治
し
、
初
め
て
の
整
っ
た

法
律
制
度
を
導
入
し
、
暦
法
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、
自
ら
の
国
に
ア

キ
・
ツ
・
ス A

k
i-tsu
-su

あ
る
い
は
ア
キ
・
ツ
・
シ
マ A

k
i-tsu
-sim
a

〔
秋
津
洲
〕
と
い
う
名
を
与
え
た
。

　
日
本
人
は
一
般
的
に
彼
を
日
本
の
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ー
ザ
ー Ju

liu
s 

C
esar

と
見
な
し
）
41
（

、
彼
に
よ
る
統
治
の
始
ま
り
に
ニ
ン
・
オ
ー N

in
-O

〔
人

皇
〕
と
い
う
名
を
与
え
た
。
こ
れ
は
「
最
も
偉
大
な
人
間
」
と
い
う
意
味

を
持
っ
て
い
る
。

　
彼
は
こ
の
よ
う
に
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
の
王
朝
の
真
の
創
始
者
で
あ
る
。

こ
の
統
治
は
オ
オ
・
ダ
イ
・
シ
ン
・
オ
オ O

o
-D
ai-S
in
-O
o

〔
王
代
人
皇

か
〕
の
名
を
持
ち
、
す
べ
て
の
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
は
自
分
を
ジ
ン
・
ム

〔
神
武
〕
の
長
子
直
系
子
孫
と
見
な
し
て
い
る
が
、
最
後
の
点
に
つ
い
て

は
多
く
の
例
外
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
明
ら
か
に
な
る
。

　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
七
十
六
年
統
治
し
、
百
二
十
七
歳
の
時
に
死
ん

だ
。
死
後
に
ジ
ン
・
ム
・
テ
ン
・
ウ
ォ
ー Z

in
-m
u
-ten
-w
o
o

〔
神
武
天

皇
〕
の
名
前
を
受
け
た
。
こ
れ
は
神
性
の
戦
士
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
＊
）

。

　　
＊
死
後
や
そ
の
他
の
重
要
な
出
来
事
に
際
し
て
改
名
す
る
こ
と
は
、
日
本
で

は
君
主
、
高
官
、
有
名
な
司
祭
、
偉
大
な
知
識
人
な
ど
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
幼
少
期
と
成
長
後
と
で
異
な
っ
た
名
前
を
持
ち
、
結
婚
、

即
位
、
そ
し
て
死
後
に
そ
れ
を

繁
に
変
更
す
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
改
名

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
混
乱
が
起
き
る
。
時
に
は
全
く
些
細
な
理
由
で

そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ミ
カ
ド
が
日
本
の
真
の
最
高
統
治
者
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
た
ち
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
観
念
を
得
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
こ
の
神
聖
化
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

特
徴
を
挙
げ
よ
う
）
42
（

。

　
彼
ら
を
教
皇
と
比
較
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
）
43
（

。
し
か
し
、
日
本

人
に
と
っ
て
彼
ら
は
〔
教
皇
よ
り
も
〕
は
る
か
に
神
聖
な
人
間
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。
ケ
ン
ペ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
何
が
あ
っ

て
も
地
面
を
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
移
動
に
際
し
て
は
常
に
運
ば
れ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
、
普
通
の
空
気
を
吸
う
こ
と
は
で
き
な

い
、
太
陽
が
彼
を
照
ら
し
て
は
い
け
な
い
、
な
ど
で
あ
る
）
44
（

。

　
こ
う
し
た
愚
行
の
多
く
は
現
在
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
ミ

カ
ド
は
い
か
な
る
も
の
も
二
度
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
が
ま
だ
存

在
し
て
い
る
。
彼
に
提
供
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
を
新
し
い
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も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
は
、
彼
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
も
の

は
直
ち
に
破
棄
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
は
現
存
し
て
い
る
と
私
は
明
言
す

る
。
現
在
で
は
こ
れ
は
あ
ま
り
価
値
の
な
い
も
の
だ
け
に
適
用
さ
れ
、
価

値
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
位
の
高
い
従
臣
の
間
で
配
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
信
頼
の
お
け
る
日
本
人
が
私
に
確
言
し
た
。

　
今
日
ミ
カ
ド
が
使
っ
て
い
る
も
の
が
ひ
ど
く
粗
雑
で
安
価
な
布
か
ら
作

ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
破
棄
制
度
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
最
近

の
ミ
カ
ド
の
芳
し
く
な
い
財
政
状
況
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

も
確
か
で
あ
ろ
う
。

即
位

　
基
本
的
に
は
、
死
ん
だ
ミ
カ
ド
の
長
男
が
継
承
す
る
。
し
か
し
、
多
く

の
例
外
が
存
在
す
る
。
ダ
イ
リ D

a ïri

〔
内
裏
〕
の
大
臣
議
会
）
45
（

は
宗
教
上

の
高
官
か
ら
成
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
位
に
関
す
る
限
り
シ
ョ
ー
グ
ン

S
jo
o
gu
n

〔
将
軍
〕
よ
り
も
高
位
に
あ
り
、
常
に
猊
下
の
周
り
に
い
て
行

政
の
補
佐
に
あ
た
っ
て
い
る
（
こ
の
行
政
は
今
日
、
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
失

っ
て
い
る
）。
ミ
カ
ド
が
死
ぬ
と
、
こ
の
議
会
は
即
座
に
秘
密
の
会
議
を

開
き
、
継
承
す
る
ミ
カ
ド
を
任
命
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
子
孫
の
権
利
が

考
慮
さ
れ
、
で
き
る
限
り
長
男
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
若
い
子
孫

や
、
女
性
の
子
孫
、
例
え
ば
死
者
の
娘
あ
る
い
は
未
亡
人
が
選
ば
れ
る
場

合
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
死
者
の
死
亡
が
公
表
さ
れ
る
前
に
新
し
く
選
ば
れ

た
人
が
即
位
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
位
に
、
こ
の
投
票
は
秘
密
裏
に
行

わ
れ
る
。
こ
れ
は
他
か
ら
の
皇
位
継
承
権
の
主
張
を
出
し
抜
く
た
め
に
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
既
に
長
年
に
わ
た
っ
て
既
成
事

実
の
価
値
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
時
と
し
て
ミ
カ
ド
が
息
子
の
た
め
に
退
位
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

通
常
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
、
新
し
い
行
政
の
始
ま
り

に
際
し
て
息
子
に
助
言
す
る
た
め
で
あ
る
）
46
（

。

　
こ
の
よ
う
な
即
位
方
法
は
し
ば
し
ば
血
ま
み
れ
の
戦
争
を
引
き
起
こ
し

て
き
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

よ
り
若
い
子
孫
が
ミ
カ
ド
に
選
ば
れ
た
時
に
、
年
長
の
兄
弟
が
彼
と
王
座

を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
こ
の
上
な
く
残
酷
な
戦
争
に
つ

い
て
日
本
の
歴
史
は
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
戦
争
は
普
通
ど
ち
ら
か

が
全
滅
し
な
い
限
り
終
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
王
家
の
年
少
者
や
他
の
親
族
は
ミ
カ
ド
の
宮
廷
で
宗
教
上
の
高
位
の
官

職
を
務
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ミ
カ
ド
が
彼
ら
を
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
か

ら
引
き
離
し
た
い
と
望
ん
だ
時
に
は
、
彼
ら
に
修
道
院
や
大
修
道
院
を
与

え
る
。
そ
う
し
た
修
道
院
の
運
営
に
は
大
き
な
収
入
が
伴
っ
て
い
る
。

　
ミ
カ
ド
王
朝
の
初
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
皇
帝
は
日
本
帝
国
の
真
の
絶
対

君
主
で
あ
り
、
望
む
も
の
を
望
む
だ
け
民
衆
に
献
上
さ
せ
た
。
ダ
イ
リ

〔
内
裏
〕
の
豪
華
さ
や
輝
か
し
さ
は
こ
の
時
代
に
最
高
水
準
に
ま
で
高
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
話
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど

に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
後
に
な
っ
て
世
俗
支
配
が
宗
教
的
支
配
か
ら
分
離

し
た
時
に
は
、
財
政
的
お
よ
び
国
家
的
な
利
害
に
基
づ
き
ミ
カ
ド
の
収
入

を
制
限
す
る
必
要
性
が
強
く
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
当
時
、
ミ
カ
ド
は

キ
ヨ
ト K

io
to

〔
京
都
〕
と
い
う
町
の
す
べ
て
の
収
益
を
固
定
的
な
収
入
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と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
が
不
十
分
な
場
合
に
世
俗
的
君
主
の
国
庫
か
ら

援
助
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
）
47
（

。

　
ミ
カ
ド
は
諸
州
の
君
主
に
位
の
高
い
称
号
を
与
え
る
権
利
を
保
持
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
時
と
し
て
多
額
の
金
銭
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
ミ
カ
ド
は

こ
れ
を
自
分
の
収
入
を
増
や
す
た
め
に
し
ば
し
ば
利
用
し
て
い
た
（
＊
）

。
ダ
イ

リ
〔
内
裏
〕
が
徐
々
に
困
窮
に
陥
っ
て
い
っ
た
こ
と
（
一
一
八
六
年
以

降
）
は
確
か
で
、
こ
れ
は
世
俗
支
配
の
狙
い
に
合
致
し
て
い
た
。
オ
ラ
ン

ダ
の
元
弁
務
官
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
）
48
（

は
一
八
五
九
年
に
ナ
ガ
サ
キ

N
agasak

i

〔
長
崎
〕
か
ら
イ
ェ
ド Jed

o

〔
江
戸
〕
に
向
か
う
陸
上
の
旅

行
の
機
会
に
、
偶
然
に
ミ
カ
ド
の
宮
殿
を
目
に
し
て
、
日
本
の
宗
教
上
の

皇
帝
で
あ
る
神
聖
な
る
陛
下
の
滞
在
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
建
物
や
建
造

物
ほ
ど
貧
困
で
、
住
み
荒
ら
さ
れ
、
荒
廃
し
た
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
、

と
主
張
し
て
い
る
。

　　
＊
ミ
カ
ド
が
あ
る
領
主
に
高
位
の
称
号
を
与
え
る
際
に
、
彼
は
主
君
に
対
す

る
返
礼
品
と
し
て
莫
大
な
財
宝
を
献
上
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
れ
は
受
勲
者
が

困
窮
す
る
ほ
ど
大
き
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
慣
習
で
あ
る
た
め
に
何
も

変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
場
合
、
大
変
裕
福
で
権
力
の
あ
る
領
主
が

イ
ェ
ド Jed
o

〔
江
戸
〕
の
宮
廷
の
推
薦
に
よ
っ
て
ミ
カ
ド
か
ら
そ
の
よ
う
な
高

位
の
称
号
を
受
け
る
。
こ
れ
に
は
新
し
い
称
号
の
受
勲
者
の
富
を
穏
当
な
方
法

で
消
費
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
が
あ
る
（
返
礼
品
に
よ
っ
て
）。
そ
れ
は
彼
を
恐

れ
る
必
要
の
な
い
友
人
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
財
力
が
あ
り
強
力
な
家
臣
よ
り

も
貧
乏
な
家
臣
の
方
が
警
戒
せ
ず
に
す
む
と
い
う
こ
と
が
日
本
で
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

　　
ミ
カ
ド
は
多
数
の
妻
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
こ
の
権
利
を
遍
く
行
使
し

て
い
る
。
多
く
は
通
常
十
二
人
ほ
ど
持
っ
て
い
る
。
王
位
継
承
権
を
持
つ

王
子
ま
た
は
王
女
の
母
は
真
の
女
帝
と
見
な
さ
れ
る
。
他
は
妾
と
さ
れ
る
。

　
ミ
カ
ド
と
そ
の
宮
廷
全
員
に
は
特
別
な
服
装
が
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
日

本
人
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
ぶ
り
物
は
小
さ
な
黒
い
漆
が
塗
ら

れ
た
帽
子
か
ら
な
り
、
こ
れ
は
小
さ
な
筒
型
軍
帽
に
と
て
も
似
て
い
る
。

こ
れ
と
他
の
服
装
と
の
兼
ね
合
い
で
位
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ

イ
リ
〔
内
裏
〕
の
妻
た
ち
も
独
自
の
特
別
な
服
装
を
身
に
つ
け
、
こ
れ
は

通
常
豪
華
な
絹
か
ら
で
き
て
い
る
。
髪
の
毛
は
常
に
結
わ
れ
ず
背
中
に
垂

れ
下
が
っ
て
い
る
。

　
ミ
カ
ド
が
絶
対
君
主
で
あ
っ
た
時
代
は
そ
の
居
住
地
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
は
常
に
変
更
さ
れ
、
二
人
の
連
続
す
る
ミ
カ
ド
が
同
じ

場
所
に
居
住
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
世
俗
支
配
が
独
立
し
て
か
ら
、

キ
ヨ
ト K

io
to

〔
京
都
〕
と
い
う
町
（
ミ
ヤ
コ M

iak
o

〔
都
〕）
が
ミ
カ

ド
の
永
久
的
な
居
住
地
と
し
て
指
定
さ
れ
、
こ
の
町
の
一
部
分
が
彼
の
居

住
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
。
上
述
し
た
通
り
、
こ
の
地
区
は
非
常
に
困
窮

状
態
に
あ
る
。
多
く
の
神
殿
や
そ
の
他
の
建
物
か
ら
な
り
、
ダ
イ
リ
〔
内

裏
〕
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
世
俗
の
支
配
者
は
数
人
の
貴
族
に
指
揮
さ

れ
た
相
当
数
の
儀
仗
兵
を
彼
に
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
権
威
を
高
め

る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
常
に
彼
を
監
視
し
、
世
俗
の
支
配
に

障
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行
為
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
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昔
か
ら
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
と
こ
ろ
で
は
芸
術
や
学
問
が
と
て
も
尊
重

さ
れ
、
両
分
野
の
廷
臣
た
ち
は
歴
史
、
詩
文
、
天
文
な
ど
の
研
究
を
行
っ

て
い
た
。
年
代
記
、
あ
る
い
は
暦
書
と
い
う
べ
き
も
の
は
こ
の
宮
廷
で
作

ら
れ
て
い
た
。
女
性
た
ち
は
歌
や
楽
器
な
ど
の
音
楽
に
も
よ
く
精
通
し
て

い
る
。
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
若
い
貴
族
は
剣
術
、
乗
馬
、
走
る
競
技
、
弓

や
他
の
体
育
の
訓
練
を
し
て
い
る
。
後
に
芸
術
や
学
問
は
国
家
の
世
俗
の

首
都
（
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕）
へ
移
る
。
そ
こ
に
は
久
し
く
大
学
が
あ
り
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
述
す
る
。

　
ミ
カ
ド
の
支
配
は
一
一
六
六
年
に
は
既
に
失
わ
れ
始
め
、
彼
の
日
常
行

政
の
影
響
力
を
少
し
ず
つ
な
く
す
こ
と
に
〔
世
俗
支
配
が
〕
成
功
し
た
。

実
際
、
彼
は
名
義
上
日
本
国
の
唯
一
の
「
主
権
者
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
完
全
に
世
俗
支
配
に
依
存
し
、
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は

こ
の
よ
う
に
名
前
で
は
君
主
で
あ
る
が
、
権
力
を
持
た
ず
、
キ
ヨ
ト
〔
京

都
〕
に
監
禁
さ
れ
、
数
世
代
前
か
ら
軟
弱
に
な
り
、
行
政
か
ら
完
全
に
閉

め
出
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
何
か
特
別
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る

時
だ
け
、
そ
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
が
（
＊
）
、
そ
れ
は
世
俗
支
配
が
そ
の
主
権

を
認
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
い
わ
ば
儀
礼
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
状
態
は
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
単
な
る
不
当
な
横

領
の
結
果
で
あ
っ
て
、
国
法
上
）
49
（

ミ
カ
ド
は
主
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、

現
在
の
ミ
カ
ド
は
大
変
な
精
力
を
持
っ
た
若
い
人
物
で
あ
り
、
こ
こ
数
年

（
一
八
六
一
年
）、
保
守
派
は
彼
に
主
権
者
と
し
て
の
権
力
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
ミ
カ
ド
を
世
俗
支
配
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
が
西
洋
列
強
と
結
び
、
そ
の
結
果
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
条
約
を
利
用

し
て
い
る
。

　　
＊
最
近
締
結
さ
れ
た
西
洋
列
強
と
の
条
約
（
一
八
五
八
年
と
五
九
年
）
は
、

日
本
の
憲
法
に
完
全
に
違
反
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
（
？
）
あ
る
い
は
そ
の
代
理

に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
。
ミ
カ
ド
の
許
可
を
得
る
た
め
に
彼
に
提
出
さ
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
許
可
は
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

ら
の
条
約
は
批
准
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ミ
カ
ド
の
許
可

も
一
つ
の
形
式
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
憲
法
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
違

反
は
多
く
の
領
主
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

が
日
本
で
曝
さ
れ
て
い
る
多
く
の
問
題
、
貿
易
の
障
害
、
関
税
問
題
、
さ
ら
に

は
殺
害
ま
で
も
が
生
じ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
す
）。

　　
こ
の
よ
う
に
条
約
締
結
の
権
限
は
憲
法
上
ミ
カ
ド
だ
け
に
帰
属
す
る
。

キ
ヨ
ト
〔
京
都
〕
側
に
強
力
な
一
団
が
味
方
に
付
い
た
た
め
、
最
近
日
本

で
大
き
な
混
乱
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
り
世
俗
支
配
は
既
に
多
く
の
打
撃
を

受
け
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
上
な
く
熱
烈
に
行
わ
れ
て
い
る
政
治
的
争
い

の
結
果
が
ど
う
な
る
の
か
は
予
想
し
難
い
。
ミ
カ
ド
が
昔
の
立
場
に
戻
り
、

そ
の
帝
国
の
総
支
配
を
取
り
戻
す
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
が
、
現
状
か
ら

戦
い
が
発
生
し
、
長
い
血
ま
み
れ
の
内
乱
が
続
き
、
い
ず
れ
か
の
側
の
全

滅
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
予
想
で
き
る
。

世
俗
支
配
と
宗
教
支
配
の
分
離
　
　
ヨ
リ
ト
モ JO

R
IT
O
M
O

〔
頼
朝
〕
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セ
オ
グ
ン S

E
O
G
U
N
S
 

な
い
し
シ
ョ
ー
グ
ン S

JO
O
G
U
N
S

〔
将
軍
〕、

世
俗
的
な
支
配
者
　
参
謀
総
長
、
タ
イ
コ T

A
IC
O

〔
太
閤
〕
な
ど

　　
十
二
世
紀
の
終
わ
り
頃
の
日
本
帝
国
は
、
様
々
な
領
主
や
州
の
君
主
の

間
の
紛
争
に
よ
っ
て
大
き
く
分
裂
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
帝
国
の
有
力
者

た
ち
は
益
々
不
穏
に
な
り
、
隣
人
を
犠
牲
に
し
て
自
分
の
領
土
を
拡
大
し

よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
益
々
ミ
カ
ド
の
主
権
か
ら
離
れ
、
少
し
ず
つ
帝
国

は
こ
の
上
な
く
血
に
ま
み
れ
た
内
戦
や
征
服
欲
の

食
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
状
況
の
中
で
ゴ
・
ト
バ G

o
-T
o
b
a

〔
後
鳥
羽
天
皇
〕
と
い
う
ミ

カ
ド
は
勢
力
的
に
介
入
し
、
武
力
に
よ
っ
て
帝
国
の
安
定
と
規
律
を
回
復

し
、
自
分
の
主
権
を
認
め
な
い
反
逆
的
領
主
を
厳
し
く
罰
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
た
）
50
（

。
彼
は
こ
の
た
め
に
強
力
な
軍
隊
を
整
備
し
、
こ
れ

ら
の
軍
勢
の
最
高
指
揮
権
お
よ
び
最
高
司
令
官
あ
る
い
は
参
謀
総
長
（
＊
）
を
意

味
す
る
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
称
号
を
二
番
目
の
息
子
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼

朝
〕
に
与
え
る
こ
と
を
決
め
た
）
51
（

（
一
一
八
五
年
）。

　　
＊
当
時
は
長
男
が
ミ
カ
ド
の
後
継
者
と
な
り
、
軍
隊
の
総
指
揮
権
は
二
番
目

の
息
子
に
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
時
々
例
外
も
あ
っ
た
）
52
（

。

　　
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
若
い
戦
士
で
あ
り
、
幼
少
時
よ
り
既
に
指
導
力

と
勇
敢
さ
と
で
群
を
抜
き
、
名
誉
欲
も
強
か
っ
た
。
皇
帝
軍
の
最
高
司
令

官
と
し
て
多
く
の
重
要
な
勝
利
を
収
め
た
。
武
功
が
常
に
幸
運
を
生
み
出

し
、
多
く
の
勝
利
を
得
る
軍
の
長
が
多
く
の
場
合
、
君
主
の
命
令
に
従
わ

な
く
な
り
、
武
力
と
権
力
を
合
わ
せ
持
ち
た
く
な
る
よ
う
に
、
ヨ
リ
ト
モ

〔
頼
朝
〕
も
ミ
カ
ド
の
命
令
を
聞
き
入
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
大
将
を
誇

り
に
思
い
、
彼
を
神
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
軍
隊
は
彼
に
強
い
親
近
感

を
抱
き
、
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
そ
の
帝
国
の
行
政
支
配
を
自
分
の
手
中

に
収
め
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
内
務
お
よ
び
内
政
に
も
介
入
し
た
。
彼
は
最

終
的
に
サ
ガ
ミS

agam
i

〔
相
模
〕
州
の
カ
マ
・
ク
ラ K

am
a-K
u
ra

〔
鎌

倉
〕
で
自
ら
の
統
治
を
作
り
上
げ
、
法
的
主
権
者
か
ら
多
く
の
権
力
を
奪

い
取
り
、
宗
教
上
の
事
柄
に
関
わ
る
運
営
と
い
く
つ
か
の
重
要
で
は
な
い

決
定
の
み
を
残
し
て
お
い
た
）
53
（

。

　
彼
は
一
一
九
一
年
に
、
や
む
を
得
な
い
状
況
下
で
新
し
い
統
制
に
適
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ミ
カ
ド
を
訪
問
し
、
彼
よ
り
セ
イ
・
イ
・
シ

ョ
ー
グ
ン S

ei-i-S
j ôo
gu
n

〔
征
夷
大
将
軍
〕
の
称
号
を
受
け
た
）
54
（

。
そ
れ

以
来
こ
の
称
号
に
は
行
政
支
配
が
結
び
付
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
世
俗
支
配
の
実
際
の
創
設
者
で

あ
る
が
、
フ
ィ
デ
ヨ
シ F

id
ejo
si

〔
秀
吉
〕
す
な
わ
ち
タ
イ
コ T

aico

〔
太

閤
〕
が
後
に
実
行
し
た
ほ
ど
、
支
配
者
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
彼
は
世
俗
統
治
に
お
い
て
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
長
い
列

の
先
頭
に
立
っ
た
。
そ
の
内
の
最
初
の
二
十
七
人
の
後
継
者
た
ち
は
、
お

お
よ
そ
同
じ
力
関
係
で
統
治
を
続
け
、
そ
の
独
立
を
強
化
す
る
よ
り
は
む

し
ろ
奪
っ
た
権
力
を
少
し
ず
つ
失
っ
て
、
再
び
ミ
カ
ド
に
従
属
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
順
番
で
続
い

て
い
る
）
55
（

。

(11)331



332

表１－１　将軍一覧

ショーグン〔将軍〕の名前56 血筋 統治期間 注

１
ミナ・モト・ヨリトモ
Mina-moto-Joritomo〔源頼朝〕

ミカド・ゴ・トバ Mikado-Go-
Toba〔後鳥羽〕の息子

57
20年58

２
ミナ・モト・ヨリイェ
Mina-moto-Jorije〔源頼家〕

ヨリトモ〔頼朝〕の長男 ５年 ある人によると、２
年

３
ミナ・モト・サンネトモ
Mina-moto-Sannetomo〔源実朝〕

ヨリトモ〔頼朝〕の次男 17年

４
M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツネ
M. Tudsivarano-Jori-tsune〔藤原
頼経〕

クワンブコ・ドーカ Kwanbu-
ko Dooka（関白道家）の息子

18年

５

M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツゲな
いしヨリ・ツァネ M. Tudsivara-
no-Jori-tsuge ; M. Jori-tsane〔藤原
頼嗣〕

ヨリ・ツネ〔頼経〕の息子 ８年

６ M. ムニ・タカ・シンウォ
M. Muni-taka-Sinwo〔宗尊親王〕

ミカド・ゴ・サガ Mikado-Go-
Saga〔後嵯峨天皇〕の息子

15年

７
コレ・ヤス・シンウォ
M. Kore-jasu-Sinwo〔惟康親王〕

ムニ・タカ・シンウォ〔宗尊親
王〕の息子

20年

８

M. ティサ・アカリ・シンウォな
いしキウメ・シンウォ M. Tisa-
Akari-Sinwo ; Kiume- Sinwo〔久
明（ひさあき）親王〕

ミカド・ゴ・フカクサ Mika-
do-Go-fukakusa〔後深草天皇〕
の息子

20年

９ M. モリ・クニ・シンウォ
M. Mori-kuni-Sinwo〔守邦親王〕

ティサ・アカリ〔久明親王〕の
息子

25年

10

M. モリ・ヨシ・シンウォないし
ソーヌン・シンウォM. Mori-jo-
si-Sinwo ; Sonun Sinwo〔護良
親王、尊雲〕

ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の次男

２年

11 M. ナリ・ヨシ・シンウォ
M. Nari-josi-Sinwo〔成良親王〕

ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の四男

３年

12
ミナモト・タカ・ウジ
Minamoto-Taka-Udsi〔源（足利）尊氏〕

アシ・カゴ・サノ・キノ・カミ
Asi-Kago-Sano-Kino-Kami〔足
利讃岐守（貞氏）〕の息子

25年

13 M. ヨシ・ヤキ、何人かによれば、ヨ
シ・ノリM. Josi-Jaki, Josi-Nori〔義詮〕

タコウジ Takoudsi〔尊氏〕の
三男

10年

14 M. ヨシ・ミツM. Josi-Mitzu〔義満〕 ヨシ・ヤキ〔義詮〕の息子 14年

15
M. ヨシ・モツィM. Josi-Motsi〔義持〕 タカ・ミツ Taka-Mitzu〔尊満〕

の息子59
21年 それ以前に父の元で

数年間統治した

16 M. ヨシ・カズM. Josi-Kazu〔義量〕 ヨシ・モツィ〔義持〕の息子 ２年

17 M. ヨシ・ノリM. Josi-Nori〔義教〕 ヨシ・ミツ〔義満〕の息子 14年

18 M. ヨシ・カツM. Josi-Katzu〔義勝〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の息子 3年

19 M. ヨシ・マッサM. Josi-Massa〔義政〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の次男 49年

20 M. ヨシ・ティサM. Josi-Tisa〔義尚〕 ヨシ・マッサ〔義政〕の息子 19年

21 M. ヨシ・タネM. Josi-Tane〔義稙〕 ヨシ・ティサ〔義尚〕の息子60 18年

22 M. ヨシ・ズミM. Josi-Zumi〔義澄〕 ヨシ・タネ〔義稙〕の息子61 14年

23 M. ヨシ・ファルM. Josi-Faru〔義晴〕 ヨシ・ズミ（議澄）の息子 30年

24
ミナモト・ヨシ・テル
Minamoto-Josi-Teru〔源義輝〕

ヨシ・ファル〔義晴〕の息子 16年

25
ミナモト・ヨシ・タイラ
Minamoto-Josi-Taira〔源義栄〕

ヨシ・テル〔義輝〕の息子62 4年

(12)332
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日
本
の
歴
史
は
フ
ィ
デ
・
ヨ
シ 

F
id
e-jo
si

〔
秀
吉
〕
に
よ
っ
て
非
常

に
重
要
な
新
し
い
時
代
に
入
る
の
で
、

こ
の
有
名
な
君
主
に
関
す
る
特
徴
を

こ
こ
で
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
二
十
九
番
目
の
シ
ョ
ー
グ

ン
〔
将
軍
〕、
後
に
タ
イ
コ T
aico

〔
太
閤
〕
と
呼
ば
れ
る
ト
ヨ
ド
ミ
・

フ
ィ
デ
・
ヨ
シ T
o
jo
d
o
m
i-F
id
e-

Jo
si

〔
豊
臣
秀
吉
〕
は
世
俗
君
主
制

を
よ
り
確
固
た
る
新
し
い
基
盤
の
上

に
確
立
し
た
。
彼
は
実
際
、
ミ
カ
ド

の
権
力
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
、
独

立
し
て
統
治
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

最
初
の
世
俗
君
主
で
あ
っ
た
。
軍
司

令
官
と
し
て
、
ま
た
、
統
治
者
、
立

法
者
、
そ
し
て
行
政
官
と
し
て
も
タ

イ
コ
〔
太
閤
〕
は
特
別
な
才
能
を
持

つ
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
帝
国
全
体
の

秩
序
と
平
和
を
取
り
戻
し
、
す
べ
て

の
領
主
を
「
自
分
」
の
支
配
に
服
従

さ
せ
、
ミ
カ
ド
に
宗
教
上
の
運
営
の

み
を
残
し
た
。

　
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
伝
記
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
一
五
三
五
年
に
生
ま
れ
）
65
（

、
農
民
の
息
子
あ
る
い
は
、
他
の
人
に
よ

る
と
、
貴
族
に
仕
え
る
使
用
人
の
息
子
で
あ
っ
た
。
少
年
時
代
は
薪
を
集

め
て
割
る
こ
と
で
生
活
し
て
お
り
、
青
年
に
な
っ
て
か
ら
、
ミ
カ
ド
に
対

抗
し
て
い
た
一
人
の
領
主
に
雇
わ
れ
た
）
66
（

。

　
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
す
ぐ
に
特
別
な
勇
敢
さ
と
軍
事
に
お
け
る
指
導
力

を
示
し
、
母
国
の
不
幸
な
状
態
を
極
め
て
正
確
か
つ
深
く
認
識
し
た
。
彼

は
平
穏
と
平
和
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
日
本
を
い
か
に
統
治
す
べ
き
か
に

つ
い
て
常
に
計
画
を
立
て
て
い
た
。

　
再
び
領
主
た
ち
は
ミ
カ
ド
に
益
々
対
抗
し
始
め
、
新
し
い
内
戦
が
勃
発

し
た
。
こ
の
耐
え
難
い
状
態
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
ミ
カ
ド
で
あ
る
オ
・

ホ
キ
・
マ
ツ O

-H
o
k
i-M
atsu

〔
正
親
町
天
皇
〕
は
武
力
で
介
入
し
、
す

べ
て
の
反
逆
者
を
懲
罰
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
き
な
軍

隊
が
準
備
さ
れ
、
そ
の
総
司
令
権
は
ミ
カ
ド
の
息
子
ノ
ブ
ナ
ガN

o
b
u
n
a-

ga

〔
織
田
信
長
〕
に
与
え
ら
れ
た
）
67
（

。
こ
の
武
将
は
、
反
逆
す
る
封
建
君
主

を
罰
す
る
た
め
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
を
雇
っ
た
。
ノ
ブ
ナ
ガ
〔
信
長
〕
は

そ
の
任
務
の
大
部
分
を
果
た
す
こ
と
に
成
功
し
、
一
五
七
三
年
に
世
俗
支

配
を
獲
得
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
）
68
（

、
軍

の
総
司
令
権
を
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
に
委
ね
た
。
彼
は
反
逆
者
た
ち
を
完
全

に
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
達
成
か
ら
間
も
な
く
、
帝
国
の
西
部
に
い
る
封
建
君
主

が
再
び
国
法
に
服
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
彼
ら
を
義
務
に
従
わ
せ
る
た
め

に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
再
び
派
遣
さ
れ
た
。

26
ミナモト・ヨシ・アキ
Minamoto-Josi-Aki〔源義昭〕

ヨシ・タイラ〔義栄〕の息子63 5年

27
M. タイラノ・ノブナガ
M. Tairano-Nobunaga〔 平（ 織
田）信長〕

ミカド・オ・ホキ・マツ Mika-
do O-Hoki-Matzu〔正親町〕
の息子64

10年

28 M.
 フィデ・ノブM. Fide-Nobu

〔（織田）秀信〕
ノ ブ・ タ ダNobu-Tada〔（ 織
田）信忠〕の息子

３年 前任者の監督下で

29 M.
 フ ィ デ・ヨシ、タイコM. 

Fide-Josi, Taico〔秀吉、太閤〕
とある農民の息子 12年

＊リストに記載されているすべての M. はミナ・モト［源］を指す。
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タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
出
発
し
て
ま
も
な
く
、
既
に
服
従
し
て
い
た
人
々

が
ノ
ブ
ナ
ガ
〔
信
長
〕
に
復
讐
す
る
計
画
を
企
て
、
彼
を
暗
殺
す
る
秘
密

の
陰
謀
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
こ
れ
は
ア
ケ
ツ
ィ
・
ミ
ク
ス
・
フ
ィ
デ A

k
et-

si-M
ik
su
-fid
e

〔
明
智
光
秀
〕
と
い
う
最
高
位
の
国
家
役
人
に
任
さ
れ
、

実
施
さ
れ
た
。
彼
も
ま
た
世
俗
権
力
を
手
に
し
よ
う
と
し
た
。
タ
イ
コ

〔
太
閤
〕
は
、
自
分
の
君
主
で
あ
り
恩
を
受
け
た
人
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と

を
聞
く
や
い
な
や
、
直
ち
に
自
分
の
軍
隊
を
率
い
て
首
都
に
戻
り
、
そ
こ

で
多
く
の
領
主
が
互
い
に
世
俗
支
配
を
争
っ
て
集
結
し
て
い
る
事
態
に
直

面
し
た
。
彼
は
訓
練
さ
れ
て
特
に
高
い
規
律
を
持
っ
た
自
分
の
軍
隊
で
す

べ
て
の
反
逆
者
を
服
従
さ
せ
、
そ
の
多
く
を
全
滅
さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
の

領
土
か
ら
追
放
し
、
そ
れ
ら
を
没
収
し
た
。
彼
は
必
勝
の
武
器
を
も
っ
て

短
期
間
で
完
全
に
平
和
を
回
復
さ
せ
、
一
五
八
六
年
に
自
ら
を
ノ
ブ
ナ
ガ

〔
信
長
〕
の
後
継
者
と
宣
言
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
ミ
カ
ド
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
武
運
に
不
安
を
感
じ
て
、
別
の
方
法
で

帝
国
を
統
治
す
る
必
要
性
を
強
く
確
信
し
、
相
互
の
関
係
を
互
い
に
調
整

す
る
と
い
う
彼
の
提
案
を
熱
心
に
受
け
入
れ
た
。
ミ
カ
ド
は
彼
に
ダ
イ
・

シ
ョ
ー
・
ダ
イ
・
シ
ン D
ai-S
jo
-D
ai-S
in

〔
太
政
大
臣
〕
の
称
号
を
与
え
、

彼
が
制
定
す
る
新
し
い
法
は
ミ
カ
ド
の
認
可
を
必
要
と
す
る
と
い
う
条
件

の
下
で
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
す
べ
て
の
世
俗
的
事
柄
を
統
治
す
る
こ
と

が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ミ
カ
ド

を
名
義
上
の
主
権
者
と
し
て
認
め
、
彼
に
す
べ
て
の
宗
教
的
事
柄
に
関
す

る
運
営
お
よ
び
君
主
や
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
高
官
に
対
す
る
い
く
つ
か
の

称
号
の
授
与
を
任
せ
た
。
ミ
カ
ド
に
残
し
た
こ
れ
ら
の
僅
か
な
権
限
が
ま

だ
統
治
に
障
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
ほ
ど
な
く
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
体

験
し
た
。
国
の
混
乱
し
た
状
態
は
特
に
多
く
の
重
要
か
つ
新
し
い
法
律
の

制
定
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
ミ
カ
ド
の
権
力
支
配
か
ら

完
全
に
離
脱
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ミ
カ
ド
は
純
粋
な
「
宗
教
上
の
皇
帝
」、

す
な
わ
ち
宗
教
的
事
項
の
実
際
の
運
営
者
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
）
69
（

。
し
か
し
、
日
本
人
が
「
皇
帝
」
の
称
号
を
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将

軍
〕
に
与
え
た
こ
と
は
な
く
、
世
俗
的
「
皇
帝
」
と
い
う
名
称
は
特
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
創
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
最
近
こ
れ
を
よ
く

理
解
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
こ
と
を
し

ば
し
ば
皇
帝
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
間
で
最
も
使
用
し

て
い
る
の
は
オ
・
ク
ボ
・
サ
マ O

-K
u
b
o
-S
am
a

〔
公
方
様
〕
と
い
う
名

称
で
あ
る
。

　
帝
国
を
完
全
に
平
穏
・
平
和
に
し
た
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
将
来
の

新
た
な
反
逆
を
防
ぐ
こ
と
を
考
慮
し
て
新
た
な
法
律
の
制
定
に
専
念
し
た
。

彼
は
征
服
し
た
領
国
の
支
配
者
を
退
位
さ
せ
、
そ
の
土
地
を
、
戦
争
で
提

供
さ
れ
た
支
援
に
対
す
る
見
返
り
を
兼
ね
て
、
忠
実
な
貴
族
に
与
え
た
。

最
も
近
い
親
友
関
係
に
あ
る
貴
族
に
自
分
の
領
土
に
隣
接
し
た
州
を
所
有

さ
せ
、
そ
れ
ほ
ど
親
密
で
は
な
い
貴
族
に
よ
り
遠
方
の
領
国
を
与
え
る
よ

う
に
配
分
を
整
え
た
。
そ
の
上
、
彼
は
帝
国
の
統
治
に
資
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
領
主
が
一
年
お
き
に
一
年
間
彼
の
宮
廷
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
定
め
た
。
実
際
、
こ
の
処
置
の
目
的
は
、
彼
ら
を
よ
り
監
視
す

る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
忠
実
な
訪
問
を
自
分
の
権
力
に
対
す
る
服
従
の
証

と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
も
近
隣
の
王
子
な
い
し
領
主
は
宮
廷
で
交
代

(14)334
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す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
自
分
の
領
土
に
同
時
に
滞
在

し
、
互
い
に
面
会
す
る
よ
う
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
自
分
の
帝
国
に
対
す
る
有
害
な
計
画
が
企
て
ら
れ

る
機
会
を
奪
っ
た
。
彼
は
各
君
主
が
隣
接
す
る
君
主
の
行
為
の
責
任
を
も

負
う
よ
う
に
し
た
。
領
主
た
ち
が
自
分
の
領
国
に
戻
る
時
で
も
、
そ
の
妻

子
は
常
に
彼
の
宮
廷
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
あ
る
種
の
人

質
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ど
の
よ
う
な
反
乱

も
不
可
能
に
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
が
拡
大
す
る
こ
と
を
相
互

の
監
視
に
よ
っ
て
確
実
に
防
い
だ
。
オ
ホ
サ
カ O

h
o
sak
a

〔
大
坂
〕、
ナ

ガ
サ
キN

agasak
i

〔
長
崎
〕、
ミ
ア
コ M

iaco

〔
都
〕
す
な
わ
ち
キ
ヨ
ト 

K
io
to

〔
京
都
〕、
サ
カ
イ S

ak
a ï

〔
堺
〕、
お
よ
び
彼
が
居
住
し
て
い
た

イ
ェ
ド
）
70
（

〔
江
戸
〕
の
よ
う
な
重
要
な
地
区
は
自
分
の
た
め
に
確
保
し
た
（
＊
）

。

彼
は
こ
れ
ら
の
都
市
に
統
治
者
な
い
し
総
督
を
任
命
し
た
。
彼
ら
を
毎
年

交
代
さ
せ
、
帝
国
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
場
所
で
あ
っ
て
も
帝
国
の
領
土
と
す
る
権
利
を
彼
は
留
保
し
て
い
た

（
＊
＊
）

。

　　
＊
こ
れ
ら
の
都
市
以
外
に
も
、
広
大
な
農
地
、
特
に
稲
田
。

　
＊
＊
こ
う
し
て
、
最
近
締
結
さ
れ
た
条
約
に
よ
っ
て
外
国
と
の
貿
易
の
た
め

に
開
港
さ
れ
た
す
べ
て
の
場
所
が
帝
国
の
領
土
に
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
合
衆
国

の
総
領
事
の
滞
在
中
、
シ
モ
ダ S

im
o
d
a

〔
下
田
〕、
さ
ら
に
ハ
コ
ダ
テ H

ak
o
-

d
ate

〔
箱
館
〕、
カ
ナ
ガ
ワ K

an
agaw

a

〔
神
奈
川
〕
と
そ
の
周
辺
、
日
本
の
西

海
岸
に
あ
る
ネ
ガ
タ N

egata

〔
新
潟
〕。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と

領
主
た
ち
と
の
直
接
的
な
接
触
が
す
べ
て
防
が
れ
、
外
国
関
係
の
す
べ
て
が
シ

ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
監
視
下
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

　　
こ
の
よ
う
に
内
政
を
調
整
し
た
後
、
彼
は
主
に
比
較
的
豊
か
な
人
々
や

裕
福
な
人
々
が
支
払
う
新
し
い
税
制
度
に
携
わ
っ
た
。
自
分
の
土
地
の
豊

か
な
生
産
を
確
保
し
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
軍
の
何
千
も
の
兵
士
に
有
益
な

労
働
や
良
い
暮
ら
し
を
与
え
る
た
め
に
、
彼
は
特
に
農
業
を
推
奨
し
、
こ

れ
を
特
別
に
保
護
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
長
年
の
戦
争
に
慣
れ
て
、
新
し

い
平
穏
に
不
慣
れ
な
君
主
や
そ
の
兵
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
彼
の
統
治
は
当

初
多
く
の
抵
抗
に
直
面
し
て
い
た
。
彼
ら
に
仕
事
を
与
え
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
厄
介
な
武
将
た
ち
と
そ
の
軍
隊
を
コ
ー
ラ
イ C

o
r äi

〔
高
麗
〕
に

送
り
、
彼
が
権
利
を
主
張
し
て
い
た
こ
の
半
島
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
。

　
あ
る
人
に
よ
る
と
、
二
十
万
人
か
ら
な
る
軍
隊
が
出
撃
し
た
。
し
か
し
、

様
々
な
障
害
、
特
に
コ
ー
ラ
イ
人
の
特
別
な
勇
敢
さ
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
彼
ら
は
長
年
に
わ
た
っ
て
戦
争
を
し
た
が
、
取
り
立
て
て
言
う
ほ

ど
の
利
益
は
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
半
島
に
七
年
間
滞
在
し
た
後
、
彼
ら
は
日
本
に
戻
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
が
、
消
耗
し
、
疲
労
困
憊
し
、
困
窮
し
、
兵
員
に
と
て
つ
も
な
く
大

き
な
損
失
を
被
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
君
主
た
ち
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の

後
継
者
で
あ
る
イ
イ
ェ
ヤ
スIjeja

s

〔
家
康
〕
の
統
治
に
無
条
件
で
服
従

で
き
る
こ
と
を
と
て
も
喜
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
上
記
の
改
善
を
実
行
し
た
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
そ
の
他
の
社
会
的

違
反
に
対
す
る
多
く
の
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
特
別
な
厳
し

さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
違
反
に
対
し
て
特
別
に
重
い
罰
を
与
え
る
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こ
と
で
犯
罪
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
（
＊
）

。

　　
＊
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
こ
れ
ら
の
重
い
罰
を
小
さ
な
違
反
に
対
し
て
適
用
す

る
必
要
が
な
い
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
害
を
与
え
よ

う
と
す
る
「
特
別
な
故
意
」
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
彼

は
、
違
反
が
故
意
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
法

的
権
限
を
持
っ
た
高
官
に
罪
を
軽
く
す
る
権
限
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

被
告
は
公
的
に
起
訴
さ
れ
ず
に
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
言
わ
ば
「
内
密
に
」
処
理

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
処
理
の
仕
方
を
「
内
側
」b

in
n
en
k
an
t 

と
呼
ぶ
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
内
密
を
意
味
し
、「
外
側
」b

u
iten
k
an
t

、
つ
ま
り
「
公
」、

「
公
的
」
の
反
対
で
あ
る）
71
（

。
こ
う
し
た
法
律
の
運
用
を
私
は
多
く
の
点
で
不
適

正
で
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
自
由
な
裁
量
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
で
罰
は
と
て
も
不
平
等
と
な
り
、
違
反
者
た
ち
は
多
く
の
場
合
、
裁

判
官
の
個
人
的
な
考
え
方
に
依
存
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が

ナ
ガ
サ
キ
〔
長
崎
〕
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
、
あ
る
総
督
が
全
く
罰
し
な
か
っ

た
違
反
を
別
の
総
督
が
厳
し
く
罰
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ

る
犯
罪
が
一
旦
「
告
知
」
さ
れ
る
、
つ
ま
り
「
外
側
」
に
な
る
と
、
そ
の
場
合
、

法
の
完
全
な
残
酷
さ
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
違
反
者
は
、
位

や
身
分
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
内
側
と
外
側
は
日
本
の
統
治
制
度
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

後
に
こ
の
話
に
戻
る
。

　

　
彼
は
功
績
を
評
価
し
、
成
果
に
十
分
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
で
、
労
働

意
欲
や
研
究
意
欲
を
奨
励
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
兵
士

た
ち
に
よ
る
過
度
の
贅
沢
や
怠
惰
に
対
し
て
罰
則
を
定
め
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
世
俗
の
王
朝
を
確
固
た
る
基
盤
の

上
に
設
立
し
、
十
年
間
で
帝
国
の
統
治
を
整
え
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
人

は
彼
を
特
別
な
人
間
と
見
な
し
て
、
常
に
最
大
級
の
敬
意
を
込
め
て
彼
の

こ
と
を
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
統
治
し
て
い
た
当
時
は
、
彼
は
そ
れ
ほ

ど
愛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
部
下
た
ち
を
秩
序
と
規

律
に
従
わ
せ
た
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
こ
う
し
た

こ
と
は
そ
の
時
は
あ
ま
り
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
基
本
的
に
そ
の

子
孫
た
ち
に
は
最
大
の
成
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
内
的
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
適
切
な
言
葉
を
使
え
ば
、
内
政
部
門

が
調
整
さ
れ
て
か
ら
は
、
次
に
外
国
関
係
の
番
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
外

国
の
国
々
と
の
交
流
か
ら
は
何
も
得
る
こ
と
が
な
く
、
帝
国
は
必
要
な
物

を
十
分
に
生
産
で
き
る
と
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
考
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が

日
本
に
伝
え
た
新
し
い
信
仰
が
次
第
に
拡
大
し
た
こ
と
（
一
五
四
二
年
よ

り
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
に
い
た
）
を
帝
国
の
平
穏
が
持
続
す
る
上
で
の
大

き
な
危
険
と
見
な
し
た
。
彼
は
自
ら
議
長
を
務
め
る
会
議
に
自
分
の
領
主

た
ち
の
中
で
も
最
も
啓
蒙
さ
れ
た
者
た
ち
を
集
め
、
そ
こ
で
外
国
関
係
の

重
要
性
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
こ
の
会
議
で
、
帝
国
は
外
国
人
に
対
し

て
閉
鎖
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
制
限
す
る
た
め
の
対
策
を

案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
基
本
と
し
て
決
定
さ
れ
た
（
後
に
こ

の
制
限
は
完
全
な
根
絶
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
72
（

）。
し
か
し
、
こ
れ
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ら
の
基
本
決
定
の
実
行
は
後
継
者
に
任
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
該

箇
所
で
記
述
す
る
。

　
十
二
年
間
の
統
治
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
六
十
三
歳
で
亡
く
な
り
、

自
分
の
未
成
年
の
息
子
フ
ィ
デ
ヨ
リ F

id
ejo
ri

〔
秀
頼
〕
に
帝
国
を
秩
序

の
良
い
状
態
で
残
し
た
。
彼
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
寵
愛
す
る
一
人
で
、

最
も
近
い
顧
問
の
一
人
で
あ
っ
た
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
の
保
護
お
よ
び

後
見
の
下
に
あ
っ
た
。
死
後
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ト
ヨ
ク
ニ
・
ダ
イ
ミ

ヨ
シ
ン T

o
jo
k
u
n
i 
D
aim
io
sin

〔
豊
国
大
明
神
〕
の
名
の
下
で
神
格
化

さ
れ
た
。
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
最
後
の
遺
志
に

従
っ
て
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
の
娘
と
結
婚
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
が
十
五
歳
（
他
の
人

に
よ
る
と
十
八
歳
）
に
な
る
時
、
彼
に
帝
国
の
統
治
を
引
き
渡
す
こ
と
を

死
に
際
の
君
主
に
強
く
誓
っ
た
。

　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
、
後
見
を
引
き
受
け
る
と
す
ぐ
に
ミ
カ
ド
に

反
抗
し
始
め
、
彼
の
権
力
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
何
人
か
の
王
子
た
ち

に
懲
罰
を
加
え
、
そ
し
て
最
終
的
に
自
分
の
被
保
護
者
に
対
し
て
戦
争
を

仕
掛
け
た
。
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
て
も
親
近
感

を
持
ち
、
自
分
も
新
し
い
教
義
に
則
っ
て
育
て
ら
れ
る
よ
う
願
い
を
伝
え

て
い
た
ら
し
い
（
あ
る
人
に
よ
る
と
、
彼
は
本
当
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ

た
）
73
（

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
か
ら
支
援
を
得
た
が
、
彼
ら
は
彼
を
完
全
に
守
る
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て

は
い
な
か
っ
た
。

　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
彼
を
何
度
も
打
ち
破
り
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀

頼
〕
が
最
後
に
逃
れ
た
オ
ホ
サ
カ
城
〔
大
坂
城
〕
の
占
領
に
よ
っ
て
彼
を

完
全
に
屈
服
さ
せ
た
。
あ
る
人
に
よ
れ
ば
、
彼
は
最
終
的
に
逃
亡
先
で
降

伏
を
迫
ら
れ
た
際
、
約
束
を
破
っ
た
義
父
の
手
に
落
ち
る
よ
り
も
焼
死
す

る
こ
と
を
選
択
し
、
城
に
火
を
付
け
た
。

　
他
の
歴
史
記
述
者
た
ち
に
よ
る
と
、
彼
は
火
の
中
か
ら
帝
国
の
ほ
ぼ
最

南
地
区
の
サ
ツ
マ S

atzu
m
a

〔

摩
〕
領
国
へ
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、
今

で
も
そ
こ
に
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
の
子
孫
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
）
74
（

。

　
オ
ホ
サ
カ
城
〔
大
坂
城
〕
の
征
服
後
、
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
世
俗

支
配
を
完
全
に
掌
握
し
た
。
彼
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
と
全
く
同
じ
制
度
で

統
治
し
た
が
、
日
本
の
支
配
者
と
い
う
名
称
し
か
残
ら
な
い
ほ
ど
ミ
カ
ド

の
権
力
を
削
減
し
た
。
彼
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
着
手
し
、
そ
の
大
部

分
を
作
り
上
げ
た
法
律
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
新
し
く
導
入
さ
れ
た
法

令
を
す
べ
て
集
め
、
そ
れ
ら
か
ら
、
死
後
に
ゴ
ン
ゲ
ン
サ
ー
マ
（
＊
）G

o
n
gen
-

S
am
a

〔
権
現
様
〕
の
法
律
と
称
さ
れ
た
一
種
の
国
法
を
作
り
上
げ
た
）
75
（

。

こ
れ
は
日
本
国
民
か
ら
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
と
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕

と
い
う
有
名
な
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
に
よ
る
神
聖
で
侵
す
こ
と
の
で
き

な
い
伝
承
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　　
＊
こ
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
日
本
人
は
、「
法
的
」
な
許
可
な
く

帝
国
を
訪
問
し
て
い
る
外
国
人
と
出
会
え
ば
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
れ
を
殺

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
基
に
、
保

守
派
は
、
新
し
く
締
結
さ
れ
た
条
約
が
ミ
カ
ド
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
な
い

た
め
「
非
合
法
」
で
あ
り
、
デ
シ
マ D

esim
a

〔
出
島
〕
以
外
で
出
会
う
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
人
を
殺
す
こ
と
は
、
単
に
権
利
と
い
う
だ
け
で
な
く
義
務
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
従
臣
は
こ
れ
を
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
が
、
こ
の
条
項
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、

日
本
人
の
多
く
は
そ
の
命
令
の
実
行
を
正
し
い
行
い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）
76
（

。

　　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
後
見
期
間
を
含
め
て
十
四
年
間
統
治
し
た
。

死
後
、
ゴ
ン
ゲ
ン
サ
ー
マ
〔
権
現
様
〕
の
名
称
で
前
任
者
と
同
様
に
神
格

化
さ
れ
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
弾
圧
を
一
層
厳
し
く
し
、
一
六
〇
九
年

に
彼
の
帝
国
に
お
い
て
貿
易
を
す
る
自
由
を
与
え
る
帝
国
の
命
令
書
（
許

可
証
）
を
い
く
つ
か
の
条
件
下
で
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
与
え
、
自

分
の
血
筋
を
引
く
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
王
朝
を
設
立
し
た
。

　
彼
の
後
継
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。（
将
軍
一
覧
続
き
）
77
（

）

　
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
家
の
直
系
が
途
絶
え
た
場
合
、
ミ
トM

ito

〔
水

戸
〕、
オ
ワ
リO

w
ari

〔
尾
張
〕
お
よ
び
キ
・
シ
ュK

i-siu

〔
紀
州
〕
の

三
つ
の
君
主
の
家
か
ら
選
択
し
、
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
日
本
の
国
法

は
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
家
は
ゴ
サ
ン
カ
イ G

o
san
k
ai 

な
い
し

ゴ
サ
ン
・
ケ G

o
san
-K
e

〔
御
三
家
〕と
い
う
名
称
を
持
つ
。
男
性
後
継

者
が
い
な
い
場
合
に
シ
ョ
ー
グ
ン〔
将
軍
〕が
選
出
「
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
選
帝
侯
の
家
系
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
帝
位
継
承
は
イ
イ
ェ
ヤ

ス
〔
家
康
〕
の
家
系
に
お
け
る
子
孫
の
間
で
保
持
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
君
主
は
、
オ
ワ
リ
〔
尾
張
〕、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
お
よ
び
キ
・

シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
領
国
を
そ
の
三
人
の
兄
弟
に
与
え
、
直
系
の
王
位
継
承

者
が
い
な
い
場
合
、
こ
の
三
つ
の
傍
系
か
ら
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
定
め
た
か
ら
で
あ
る
）
78
（

。
政
治
的
な
感
情
が
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
国
に
お
い
て
は
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
選
択
が
そ
れ

ほ
ど
平
穏
に
は
終
わ
ら
ず
、
各
候
補
者
が
支
持
者
の
支
援
を
受
け
な
が
ら

自
分
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
可
能
な
限
り
の
陰
謀
を
企
て
る
こ
と
は
容
易

に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
騒
動
が
起
こ
る
こ
と
を
で
き
る
だ

け
防
ぐ
た
め
に
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
従
臣
た
ち
は
君
主
の
死
亡
を

宮
殿
の
外
部
に
公
表
す
る
こ
と
を
厳
罰
に
よ
っ
て
禁
止
し
て
い
る
。
死
の

直
後
に
、
息
子
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
後
継
者
は
任
務
に
就
く
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
選
帝
会
議
が
開
か
れ
、
三
人
の
選
帝
侯
）
79
（

の
資
格
に
つ
い
て
検

討
し
、
新
し
い
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
を
選
出
す
る
。
こ
の
選
択
は
ミ
カ

ド
の
許
可
と
批
准
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
イ
ェ
サ
ダIjesad

a

〔
家
定
〕
が
一
八
五
八
年
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
と
キ
・

シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
君
主
が
候
補
者
と
な
り
、
い
ず
れ
か
を
立
て
る
た
め
の

激
し
い
争
い
が
行
わ
れ
た
。
摂
政
派
（
イ
・
イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
）I-

Ik
am
o
n
 
n
o
 
k
am
i

〔
井
伊
掃
部
頭
直
弼
〕
が
勝
利
し
、
一
八
五
八
年
の

末
に
キ
・
シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
君
主
が
ミ
ナ
モ
ト
・
イ
イ
ェ
モ
ツ
ィ M

in
a-

m
o
to
 
Ijem
o
tsi

〔
源
家
茂
〕
の
名
前
で
帝
位
を
継
承
し
た
。
彼
は
当
時

ま
だ
未
成
年
で
あ
り
、
ゴ
タ
イ
ロ G

o
tairo

〔
御
大
老
〕
と
し
て
の
イ
・

イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
〔
井
伊
掃
部
頭
直
弼
〕
に
実
際
の
政
治
が
委
ね
ら

れ
た
が
、
こ
れ
は
最
も
難
し
い
時
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
丁
度
こ
の
時
、
西
洋
列
強
（
＊
）
が
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の

貿
易
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
日
本
政
府
に
要
求
す
る
た
め
に
、
そ
の
代
表
を

小
艦
隊
と
共
に
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕
に
送
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

(02)338
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表１－２　将軍一覧（続き）

ショーグン〔将軍〕の名前 血筋 統治期間 注

30 M. フィデ・ツグ M. Fide Tsugu
〔秀次〕

タイコ〔太閤〕の甥、ヨー Joo
〔三好一路〕の息子

極短期間 タイコの命令で後見
がついた。

31 M. フィデ・ヨリ M. Fide Jori
〔秀頼〕

タイコ〔太閤〕の息子 名前のみ
でしか統
治してい
なかった。

保護者イイェヤスは
彼の代理として統治
した。

32 ミナモト・イイェヤス Minam: 
Jjejasu ; Jjejas〔源家康〕

14年 上記の後見期間を含
む。

33 M. フィデ・タダM. Fide Tada
〔秀忠〕

イイェヤス〔家康〕の三男 18年

34 M. イイェ・ミツ M. Jje-mitzu〔家光〕 フィデ・タダ〔秀忠〕の息子 21年80

35 M. イイェ・ツナ M. Jje-tsuna〔家綱〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 30年

36 M. ツナ・ヨシ M. Tsuna-Josi〔綱吉〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 28年

37 M. イイェ・ノブ M. Jje-Nobu〔家宣〕 ツナ・ヨシ〔綱吉〕の息子81 4年

38 M. イイェ・ツグ M. Jje-tsugu〔家継〕 イイェ・ノブ〔家宣〕の息子 3年

39 M. ヨシ・ムネM. Josi-mune〔吉宗〕 キ・シュ〔紀州〕選帝侯82 29年 ゴサンカイ〔御三
家〕、それもキ・シ
ュ〔紀州〕家から選
ばれた最初のショー
グンであった。

40 M. イイェ・シゲ M. Jje-sige〔家重〕
83 17年84

41 M. イイェ・ファル M. Jje-faru〔家治〕 25年

42 M. イイェ・ナリM. Jje-nari〔家斉〕 イイェ・ファル〔家治〕の養子
（？）ママ85

51年

43 M. イイェ・ヨシM. Jje-josi〔家慶〕 イイェ・ナリ〔家斉〕の息子 15年 イイェヨシ、よくイ
ェヨシYeoshiと 間
違って呼ばれている
が、アメリカとの仮
の協定締結後に急死
した。ミト〔水戸〕
の従臣に殺害された
可能性が高い。

44 M. イイェ・サダM. Jje-Sada〔家定〕 イイェ・ヨシ〔家慶〕の息子 5年 水腫で死去した。

45 M. イイェ・モティないしモツィ
M. Jje-moti ; motsi〔家茂〕

キ・シュ〔紀州〕選帝侯86 1858年よ
り現在ま
で

イイェサダは息子な
しで死去し、ゴサン
カイ〔御三家〕の中
から、イイェモツィ
が王位継承者として
選ばれた。

(03)339
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の
交
渉
の
詳
細
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
と
サ
ツ
マ

〔

摩
〕
の
従
臣
に
よ
っ
て
イ
・
イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
〔
井
伊
掃
部
頭

直
弼
〕
が
一
八
六
〇
年
三
月
二
十
日
に
江
戸
の
路
上
で
殺
さ
れ
た
こ
と
を

記
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
彼
は
保
守
派
の
犠
牲
者
と
し
て
斃

れ
た
。

　　
＊
イ
ギ
リ
ス
は
、
後
に
イ
ン
ド
の
総
督
と
な
っ
た
エ
ル
ギ
ン
・
キ
ン
カ
ー
デ

ィ
ン）
87
（

L
o
rd
 
E
lgin
 
an
d
 
K
in
k
ard
in
e 

を
そ
の
た
め
に
派
遣
し
た
。
フ
ラ

ン
ス
は
後
に
イ
ギ
リ
ス
宮
廷
で
の
大
使
と
な
っ
た
グ
ロ）
88
（

男
爵 B

aro
n
 
G
ro
s

、

ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
の
軍
務
に
従
事
し
て
い
た
提
督
プ
チ
ャ
ー
チ
ン）
89
（

伯
爵 G

raaf 

P
u
tiatin

e 

を
派
遣
し
た
。
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
条
約
を
得
た
。
前
者

は
リ
ン
ネ
ル
の
輸
入
に
関
し
て
重
要
な
減
税
を
実
現
し
た
（
二
〇
％
か
ら
五
％

へ
）。

　　
世
俗
支
配
の
起
源
お
よ
び
世
俗
支
配
が
宗
教
支
配
か
ら
「
強
者
の
権

利
」
に
よ
っ
て
分
離
し
て
い
っ
た
方
法
に
つ
い
て
、
以
上
の
数
頁
で
十
分

か
つ
明
快
に
解
説
し
た
と
思
う
。
こ
こ
で
少
し
ば
か
り
、
最
近
締
結
さ
れ

た
条
約
と
支
配
の
分
離
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
ミ
カ
ド
は
日
本
帝

国
の
主
権
者
で
あ
り
、
そ
の
名
の
下
で
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。（
列
強
は
）
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕
に
話
を
持
ち
か
け
た
。
こ
れ
は

確
か
に
正
し
い
方
法
で
あ
っ
た
が
、
条
約
を
締
結
し
た
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将

軍
〕
は
主
権
者
で
あ
る
ミ
カ
ド
に
そ
の
た
め
の
委
任
状
を
要
求
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
が
条
約
交
渉
を
行
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
列
強
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
に
、
交
渉
に
先
立
ち
、
関
連
す
る
委
任

状
の
提
示
を
要
求
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
怠
慢
は
、
ど
の

よ
う
な
詭
弁
で
言
い
訳
し
よ
う
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
法
的
主

権
者
か
ら
の
特
別
の
委
任
状
を
持
た
ず
、
な
お
さ
ら
そ
の
地
位
の
性
質
上

で
も
そ
の
よ
う
な
権
利
が
な
い
日
本
の
最
高
位
の
官
職
（
シ
ョ
ー
グ
ン

〔
将
軍
〕）
と
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
条
約
は
事
実
上
無
効
で
あ
り
、
ミ
カ
ド
か
ら
の
承
認
が
得
ら
れ
る

ま
で
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
（
＊
）

。
そ
の
上
、
日
本
の
国
法
は
ミ
カ
ド
以
外
に
よ

っ
て
締
結
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
協
定
を
完
全
に
不
法
か
つ
無
効
と
し
て
い

る
。
特
に
そ
の
結
果
に
お
い
て
重
大
な
こ
の
誤
り
の
唯
一
の
原
因
は
、
日

本
の
内
務
に
関
し
て
必
要
な
知
識
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
列
強
は
こ
れ
を
認
め
、
キ
ヨ
ト
〔
京
都
〕
の
宮
廷
に
こ
れ
ら
の

締
結
済
み
の
条
約
を
承
認
す
る
よ
う
に
強
く
要
請
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
よ
っ
て
し
か
こ
れ
ら
の
条
約
は
期
待
さ
れ
た
利
益
を
生
み
出
し
得
な

い
の
で
あ
る
。

　　
＊
こ
れ
は
数
か
月
前
に
実
際
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
）
90
（

（
？
）。

　　
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
に
よ
る
承
認
だ
け
で
（
効
力
を
発
す
る
の
に
）

十
分
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
れ
ば
、
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
襲
撃
、
貿
易
に

お
け
る
各
種
の
障
害
、
帝
国
自
体
に
起
こ
る
絶
え
間
な
い
内
戦
、
そ
し
て

自
分
の
伝
統
を
放
棄
す
る
ま
い
と
す
る
東
洋
民
族
の
無
法
な
行
為
か
ら
生
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ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
＊
）

。

　　
＊
あ
る
日
、
あ
る
高
官
が
こ
れ
に
つ
い
て
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ス
タ
ー

リ
ン
グ）
91
（

提
督 A

d
m
iraal 

S
tirlin

g 

が
日
本
と
締
結
し
た
条
約
を
否
認
し
た
の

か
と
私
に
尋
ね
た
。
そ
れ
は
知
ら
な
い
と
私
が
答
え
る
と
、
彼
は
次
の
よ
う
に

答
え
た
。「
日
本
な
ら
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン

グ
が
こ
の
よ
う
な
条
約
を
結
ぶ
た
め
の
委
任
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
と
締
結
さ
れ
た
す
べ
て

の
条
約
は
無
効
で
あ
る
。
彼
は
ミ
カ
ド
の
許
可
な
く
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
」。
し
か
し
、
も
し
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
条
約
が
権
利
や
利
益
の

授
与
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
制
約
的
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
無
効
に
し
た
か
ど
う

か
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
す
。

　

第
二
部
　
解
説

　
一
、
ポ
ン
ペ
の
先
達
と
典
拠

　
以
上
、『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
に
お
け
る
日
本
史
に
関
す
る
記
述
を
見

て
き
た
。
ポ
ン
ペ
が
日
本
史
を
記
述
し
た
以
前
に
も
西
洋
人
に
よ
る
日
本

史
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
初
期
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
日
本
に
つ
い

て
定
期
的
に
報
告
を
し
た
が
、
彼
ら
の
注
目
は
当
時
の
出
来
事
に
注
が
れ

て
、
日
本
の
古
い
歴
史
や
当
時
出
来
上
が
っ
て
い
た
政
治
的
構
造
、
と
り

わ
け
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
の
成
立
過
程
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
。
初

め
て
日
本
の
通
史
を
書
い
た
西
洋
人
は
ケ
ン
ペ
ル
で
あ
る
。

　
ケ
ン
ペ
ル
は
日
本
史
執
筆
の
た
め
に
『
大
日
本
王
代
記
）
92
（

』
を
利
用
し
た
。

こ
れ
は
庶
民
の
歴
史
年
表
で
あ
り
、
冒
頭
に
天
神
七
代
お
よ
び
地
神
五
代

を
挙
げ
た
上
で
、
神
武
天
皇
か
ら
今
上
天
皇
ま
で
を
扱
い
、
各
天
皇
の
年

代
記
を
掲
載
し
て
い
る
。
大
英
博
物
館
に
残
る
ケ
ン
ペ
ル
の
ノ
ー
ト
か
ら

ケ
ン
ペ
ル
が
本
書
を
詳
し
く
研
究
し
た
こ
と
が
分
か
る
）
93
（

。
ケ
ン
ペ
ル
『
日

本
誌
』
に
お
け
る
日
本
の
歴
史
記
述
に
は
別
の
典
拠
を
参
考
し
た
形
跡
も

あ
る
が
、
内
容
は
概
ね
本
書
に
沿
っ
て
い
る
。

　
日
本
史
の
研
究
の
た
め
に
歴
史
年
表
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ケ

ン
ペ
ル
の
後
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
テ
ィ
チ
ン
グ
は
『
大
日
本
史
）
94
（

』
を
始

め
と
す
る
多
く
の
日
本
の
資
料
を
利
用
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
『
日
本
王

代
一
覧
』
を
精
力
的
に
研
究
し
た
）
95
（

。
テ
ィ
チ
ン
グ
の
翻
訳
は
死
後
に
ク
ラ

プ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
編
集
・
出
版
さ
れ
た
）
96
（

。『
日
本
王
代
一
覧
』
は
神
武

天
皇
か
ら
正
親
町
天
皇
ま
で
の
各
天
皇
の
事
跡
を
ま
と
め
た
歴
史
年
表
で

あ
り
、
構
成
・
内
容
に
お
い
て
『
大
日
本
王
代
記
』
と
類
似
し
て
い
る
）
97
（

。

本
書
は
江
戸
期
に
広
く
流
布
し
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
や
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
本

書
を
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
）
98
（

。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
方
は
『
和
漢
年

契
』
を
利
用
し
た
）
99
（

。
こ
れ
は
日
本
と
中
国
の
対
照
歴
史
年
表
で
あ
り
、
上

下
二
つ
の
欄
が
あ
り
、
上
の
欄
に
各
天
皇
名
を
見
出
し
と
し
て
掲
げ
、
そ

の
天
皇
の
時
代
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
の
欄
に
中
国

の
皇
帝
お
よ
び
そ
の
時
代
の
出
来
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
歴
史
年
表
の
特
徴
は
、
天
皇
が
中
心
的
存
在
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
大
日
本
王
代
記
』
お
よ
び
『
日
本
王
代
一
覧
』

で
は
各
天
皇
名
が
見
出
し
に
な
っ
て
お
り
、
本
文
で
は
ほ
と
ん
ど
天
皇
に
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ま
つ
わ
る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
将
軍
に
関
す
る
記
載
は
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
本
文
に
出
て
く
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
存
在
感
は
非
常
に
薄
い
。

ま
た
、『
和
漢
年
契
』
に
お
い
て
も
、
将
軍
に
つ
い
て
の
記
述
は
欄
外
に

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
人
が
利
用
し
た

各
日
本
歴
史
年
表
に
お
け
る
中
心
的
存
在
は
天
皇
で
あ
っ
た
。
将
軍
が
世

俗
の
主
権
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ら
の
歴
史
年
表
か
ら
到
底
推

察
で
き
な
い
。
唯
一
、
将
軍
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
資
料
は
、
テ
ィ
チ
ン

グ
が
翻
訳
し
た
「
日
本
の
主
権
者
即
ち
現
王
朝
将
軍
家
の
家
伝
と
逸
話
）
100
（

」

の
原
資
料
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
で
は
将
軍
家
を
中
心
に
扱
っ
た
歴
史
書

の
刊
本
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
101
（

。
と
は
い
え
、
当
時
の
将
軍
家
に
ま

つ
わ
る
逸
話
な
ど
は
写
本
の
形
で
流
布
し
て
い
た
）
102
（

。
こ
の
よ
う
な
写
本
を

テ
ィ
チ
ン
グ
が
利
用
出
来
た
こ
と
は
そ
の
学
問
的
追
究
及
び
日
本
で
築
い

た
友
情
と
信
頼
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
外
を
除
け

ば
、
当
時
の
西
洋
人
の
日
本
史
研
究
家
が
利
用
出
来
た
資
料
の
多
く
は
天

皇
を
中
心
的
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
西
洋
人
が
記
し
た
日
本
史
に
も
、

典
拠
の
性
質
上
、
天
皇
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
。

　
ポ
ン
ペ
も
ケ
ン
ペ
ル
、
テ
ィ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
と
同
様
に
日
本
の

幾
つ
か
の
歴
史
書
を
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
。
ポ
ン
ペ
は
そ
の

中
に
二
十
二
巻
か
ら
成
る
も
の
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く

そ
れ
は
頼
山
陽
著
『
日
本
外
史
）
103
（

』
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
書
は
漢

文
で
書
か
れ
た
二
十
二
巻
か
ら
成
る
史
書
で
、
幕
末
に
広
く
流
布
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
西
洋
人
日
本
史
研
究
家
た
ち
が
主
に
利
用
し
た
天
皇
中
心
の

歴
史
年
表
と
違
っ
て
、
本
書
は
武
家
を
中
心
に
扱
っ
た
生
き
生
き
と
し
た

歴
史
叙
述
書
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
の
平
氏
か
ら
始
ま
り
、
徳
川
氏

（
徳
川
家
綱
）
ま
で
の
各
武
家
の
列
伝
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
武
家

中
心
と
は
い
っ
て
も
、
尊
王
が
最
高
の
道
徳
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
本
書

の
隅
々
に
ま
で
染
み
わ
た
っ
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
が
本
書
を
読
解
し
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
本
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に

日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
教
示
し
た
人
物
の
史
観
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
資
料
は
嘗
て
の
ド
ゥ
ー
フ
の
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
同
様
に
難

破
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
）
104
（

た
め
、
ポ
ン
ペ
は
最
終
的
に
自
分
の
ノ
ー
ト
や
ケ

ン
ペ
ル
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
著
書
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
の
冒
頭
に
扱
わ
れ
て
い
る
神
話
（
天
神
七
代
お
よ
び

地
神
五
代
）
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
小
さ
な
違
い
を
除
け
ば
シ
ー
ボ
ル
ト

『
日
本
』
第
三
部
「
日
本
の
神
話
と
歴
史
」
か
ら
転
載
し
て
い
る
。
シ
ー

ボ
ル
ト
の
典
拠
は
間
接
的
に
『
日
本
書
記
』
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
）
105
（

。
天

皇
支
配
に
関
す
る
ポ
ン
ペ
の
情
報
源
は
専
ら
ケ
ン
ペ
ル
で
あ
る
）
106
（

。
宮
廷
に

つ
い
て
の
記
述
は
元
々
カ
ロ
ン
『
日
本
大
王
国
志
』
に
お
け
る
記
述
を
ケ

ン
ペ
ル
が
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
）
107
（

。
頼
朝
の
記
述
に
関
し
て
も
ポ
ン
ペ
は

ケ
ン
ペ
ル
を
参
照
し
て
い
る
が
、
幾
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
頼

朝
が
後
鳥
羽
天
皇
の
二
番
目
の
息
子
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
り
は
ケ
ン
ペ
ル

に
は
な
い
。
ポ
ン
ペ
を
こ
の
誤
り
に
導
い
た
根
拠
は
天
皇
の
長
男
が
後
継

者
と
な
り
、
二
番
目
の
息
子
が
将
軍
に
な
る
と
い
う
情
報
で
あ
ろ
う
。
こ

の
情
報
は
カ
ロ
ン
『
日
本
大
王
国
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
）
108
（

。
な
お
、
頼
朝

に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
の
経
過
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
よ
り
も
明

解
で
綿
密
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
ポ
ン
ペ
は
日
本
人
に
教
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示
を
受
け
た
こ
と
が
窺
え
る
。
頼
朝
以
降
の
歴
代
将
軍
表
は
ケ
ン
ペ
ル
が

『
日
本
誌
』
に
掲
載
し
て
い
る
表
に
酷
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ン
ペ

は
第
二
部
で
こ
の
表
を
日
本
人
の
歴
史
学
者
に
作
成
し
て
も
ら
っ
た
と
記

し
て
い
る
。
典
拠
は
不
明
で
あ
る
）
109
（

。
ポ
ン
ペ
は
秀
吉
に
注
目
し
、
そ
の
人

物
像
や
政
策
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
ケ

ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
著
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
テ
ィ
チ
ン
グ
は
上
述

の
「
日
本
の
主
権
者
即
ち
現
王
朝
将
軍
家
の
家
伝
と
逸
話
」
で
秀
吉
に
つ

い
て
か
な
り
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
が
、
ポ
ン
ペ
の
よ
う
に
政
策
の
分

析
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
述
に
も
秀
吉
が

繁
に
登
場
す
る
が
、
秀
吉
の
政
策
を
こ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
て
分
析
し
た

の
は
ポ
ン
ペ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
ポ
ン
ペ
が
使
用
し
て
い
る
日
本
の
固
有
名
詞
の
綴
り
に

つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
神
話
に
関
し
て
は
、
ポ
ン
ペ

は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
情
報
を
転
載
し
て
い
る
が
、
神
の
名
前
に
関
し
て
は
綴

り
が
若
干
異
な
る
。
特
に
音
節
の
区
切
り
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
シ
ー

ボ
ル
ト
は
基
本
的
に
助
詞
「
の
」
を
前
の
名
詞
に
付
け
る
形
を
取
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
「
の
」
を
ハ
イ
フ
ン
で
区
切
っ
て
独
立
さ
せ

て
い
る
。
例
え
ば
、
伊
弉
諾
尊
を
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は Jza-n

a-gin
o
-

m
ik
o
to

と
綴
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は Izan

agi-n
o
-m
ik
o
to

と
綴
っ
て
い
る
。

　
ポ
ン
ペ
は
、
神
の
様
々
な
名
称
に
つ
い
て
は
著
者
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
、
日
本
人
の
友
人
た
ち
に
最
も
正

し
い
書
き
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
話
に
つ
い

て
の
記
述
の
注
で
も
こ
の
課
題
に
つ
い
て
多
く
の
日
本
人
の
知
識
人
に
説

明
を
聞
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
を

書
く
た
め
の
情
報
収
集
の
方
法
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
方
法

は
、
資
料
に
基
づ
い
た
精
密
な
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
多
く
の
知
識
人
に

口
頭
で
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
ポ
ン
ペ
の
歴
史
記
述
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
も
の
と
違
っ
て
、

全
体
像
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

　　
二
、
日
本
史
の
時
代
区
分

　『
大
日
本
王
代
記
』
は
歴
代
天
皇
の
順
に
並
ぶ
年
代
記
で
あ
り
、
時
代

区
分
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ケ
ン
ペ
ル
は
『
日
本
誌
』
に
お
い
て
日
本
の

歴
史
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
架
空
の
時
代

と
し
、
こ
れ
は
天
神
七
代
と
地
神
五
代
の
時
代
で
あ
る
。
第
二
期
は
歴
史

的
に
疑
わ
し
い
時
代
と
し
、
こ
れ
は
日
本
の
国
が
出
来
た
時
か
ら
紀
元
前

六
六
〇
年
の
日
本
初
代
の
君
主
即
ち
神
武
天
皇
ま
で
の
時
代
を
指
す
。
第

三
期
は
神
武
天
皇
以
降
の
時
代
で
、
歴
史
的
に
確
か
な
時
代
）
110
（

で
あ
る
と
考

え
た
。
ケ
ン
ペ
ル
は
第
三
期
を
さ
ら
に
三
期
に
分
割
し
、
第
一
期
は
神
武

天
皇
に
よ
る
肇
国
よ
り
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
ま
で
、
第
二
期
は
キ
リ
ス
ト
誕

生
よ
り
頼
朝
誕
生
ま
で
、
第
三
期
は
頼
朝
以
降
で
あ
る
。
日
本
史
の
時
代

区
分
に
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
用
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
史
観
）
111
（

は
さ
て
お
き
、

ケ
ン
ペ
ル
は
頼
朝
の
誕
生
を
重
視
し
た
。
こ
れ
は
、
ケ
ン
ペ
ル
が
頼
朝
を

初
代
の
将
軍
即
ち
初
代
の
世
俗
皇
帝
と
し
て
見
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
代
区
分
に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
『
日
本
王
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代
記
』
に
従
っ
て
歴
代
天
皇
の
年
代
記
を
辿
っ
て
い
る
。

　
シ
ー
ボ
ル
ト
に
は
「
民
族
文
化
の
発
展
お
よ
び
現
国
家
形
態
の
生
成
と

確
立
の
歴
史
」
と
い
う
掘
り
下
げ
た
論
文
が
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
『
日

本
』
一
八
三
二
年
版
に
は
部
分
的
に
し
か
掲
載
さ
れ
ず
、
ト
ラ
ウ
ツ
の
再

版
）
112
（

（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
で
、
出
版
年
か
ら

す
る
と
、
ポ
ン
ペ
は
そ
れ
を
利
用
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ポ
ン
ペ

が
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』
で
参
考
出
来
た
の
は
、
日
本
人
の
起
源
よ
り
信

長
ま
で
を
論
じ
た
部
分
及
び
日
本
の
神
話
や
歴
史
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た

「
日
本
歴
史
へ
の
寄
稿
」
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
が
利
用
で
き
た
神
話
の

典
拠
は
上
述
の
通
り
『
日
本
書
記
』
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
以
外

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、『
和
漢
年
契
』
の
中
か
ら
「
漢
」
を
省
い
た
日
本

史
に
関
す
る
部
分
だ
け
を
採
用
し
、
典
拠
の
名
前
も
「
和
年
契
」
に
改
め

て
い
る
）
113
（

。
こ
の
『
和
漢
年
契
』
の
情
報
に
基
づ
い
て
シ
ー
ボ
ル
ト
は
日
本

の
歴
史
を
五
期
に
分
類
し
た
。
第
一
期
は
征
服
者
神
武
よ
り
第
一
回
高
麗

戦
争
ま
で
、
第
二
期
は
第
一
回
高
麗
戦
争
よ
り
仏
教
伝
来
ま
で
、
第
三
期

は
仏
教
伝
来
よ
り
源
頼
朝
に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
ま
で
、
第
四
期
は
源

頼
朝
に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
よ
り
源
家
康
ま
で
、
第
五
期
は
源
家
康
と

新
秩
序
の
建
設
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
）
114
（

。
こ
の
時
代
区
分
か
ら
、
シ
ー
ボ

ル
ト
が
仏
教
伝
来
の
他
に
源
頼
朝
及
び
徳
川
家
康
を
重
視
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
時
代
区
分
と
大
き

く
異
な
る
。
ポ
ン
ペ
は
日
本
の
歴
史
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。

第
一
期
は
起
源
史
即
ち
神
話
の
時
代
、
第
二
期
は
人
皇
即
ち
天
皇
支
配
の

時
代
、
第
三
期
は
世
俗
支
配
の
離
脱
即
ち
将
軍
支
配
の
時
代
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
ポ
ン
ペ
は
、
起
源
史
の
後
に
、
天
皇
支
配
の
時
代
及
び
将
軍
支

配
の
時
代
を
初
め
て
明
確
に
分
け
て
い
る
。
天
皇
支
配
の
代
表
的
人
物
と

し
て
は
、
神
武
天
皇
を
取
り
上
げ
、
将
軍
支
配
の
確
立
者
と
し
て
は
源
頼

朝
、
豊
臣
秀
吉
及
び
徳
川
家
康
に
注
目
し
て
い
る
。
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ

ル
ト
の
時
代
区
分
に
お
け
る
編
年
史
的
な
性
質
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
の
時

代
区
分
は
政
治
形
態
を
基
と
し
て
お
り
、
日
本
の
歴
史
の
動
き
の
大
勢
を

捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
は
明
瞭
で
あ
り
、
西
洋

に
お
け
る
日
本
史
理
解
の
一
つ
の
重
要
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。

　　
三
、
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係

　
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
に
お
い
て
は
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
が
重
要
な
要

素
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
西
洋
人
の
日
本
史
研
究
家
の
間
で
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
天
皇
と
将
軍
の
関
係
に

関
し
て
は
明
瞭
な
理
解
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
簡

や
歴
史
書
に
は
、
将
軍
は
通
常
ク
ボ
「
公
方
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
天
皇
は
「
王
」
や
「
ダ
イ
ロ
」（
内
裏
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

初
め
て
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
の
説
明
を
試
み
た
の
は
カ
ロ
ン
で
あ
る
。

『
日
本
大
王
国
志
』
で
は
秀
吉
が
内
裏
か
ら
帝
冠
を
授
け
ら
れ
、
内
裏
は

ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
115
（

。

そ
こ
か
ら
西
洋
に
お
い
て
将
軍
を
皇
帝
に
準
え
る
概
念
が
成
立
し
た
。
ケ

ン
ペ
ル
は
カ
ロ
ン
に
従
っ
て
天
皇
を
「
宗
教
的
世
襲
皇
帝
」（geistlich

e 

E
rb
k
aiser

）、
将
軍
を
「
世
俗
皇
帝
」（w

eltlich
en
 K
aiser

）
と
定
義
し
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て
い
る
）
116
（

。
こ
れ
ら
の
用
語
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
出
身
で
あ
っ
た
ケ
ン
ペ
ル
と
し
て
は
、
日
本
の

政
治
形
態
の
考
察
に
お
い
て
、
母
国
と
日
本
と
の
類
推
が
無
意
識
に
も
な

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
大
小
の
複
数
の
国
か
ら
構
成

さ
れ
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
そ
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
存
在
し
、
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
の
皇
帝
の
戴
冠
式
を
行
っ
て
い
た
。
皇
帝
は
そ
れ
に
よ
り
世
俗

権
力
の
大
義
名
分
を
得
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
守
護
者
と
し
て
の
役
目
を
負
っ

た
。
し
か
し
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
宣
言
に
よ
り
こ
の
戴
冠
式
が
不

要
と
な
り
、
徐
々
に
世
俗
支
配
が
宗
教
支
配
か
ら
離
脱
し
た
。
一
方
、
こ

の
皇
帝
の
権
威
も
帝
国
の
至
る
と
こ
ろ
で
均
一
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
皇
帝
の
直
轄
領
以
外
の
公
国
は
自
治
権
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、

帝
国
の
国
政
は
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
国
家
的
問
題
は
主
要

な
諸
侯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
帝
国
議
会
で
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

当
時
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
日
本
帝
国
は
そ
の
国
政
に
お
い
て
多
く
の
類

似
点
を
持
ち
、
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る
「
宗
教
的
世
襲
皇
帝
」
及
び
「
世
俗
皇

帝
」
と
い
う
用
語
の
使
用
か
ら
、
ケ
ン
ペ
ル
は
天
皇
を
ロ
ー
マ
教
皇
、
将

軍
を
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
に
準
え
て
理
解
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ケ

ン
ペ
ル
以
降
幕
末
ま
で
、
こ
の
類
推
は
他
の
西
洋
人
日
本
史
研
究
家
に
受

け
継
が
れ
る
。
実
際
に
ポ
ン
ペ
も
即
位
に
つ
い
て
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
、

御
三
家
を
「
選
帝
侯
」k

eu
rvo
rstelijk

e 
geslach

ten

（
ド
イ
ツ
語

K
u
rfu
rsten

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
選
帝
侯
」
と
い
う
用
語
は
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
の
専
門
用
語
で
あ
り
、
皇
帝
を
選
ぶ
権
利
を
持
っ
て
い
た
七

名
の
諸
侯
を
指
し
て
い
た
。

　
一
方
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
宗
教
を
も
っ
て
日
本
歴
史
の
流
れ
を
説
明
し
よ

う
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
解
釈
に
よ
る
と
、
天
皇

が
絶
対
的
な
支
配
権
を
手
に
入
れ
た
の
は
日
本
に
元
々
あ
っ
た
神
道
と
い

う
原
始
宗
教
を
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
の
伝
来
が
そ
の

支
配
権
を
揺
る
が
し
た
。
天
皇
は
支
配
権
を
守
る
た
め
に
新
し
い
宗
教
を

味
方
に
し
た
が
、
や
が
て
数
世
紀
も
続
く
闘
い
が
起
こ
り
、
キ
リ
ス
ト
教

も
闘
争
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
闘
い
の
末
、
天
皇
の
支
配
権
が
、
仏
教
を
国

家
宗
教
と
し
て
承
認
し
た
将
軍
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
、
新
し
い
封
建
制
度

が
形
成
さ
れ
た
）
117
（

。
ポ
ン
ペ
は
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
宗
教
的
解
釈
を
受
容
し

て
い
な
い
。

　
ポ
ン
ペ
は
天
皇
の
地
位
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る

「
ロ
ー
マ
教
皇
」
と
の
類
推
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
、
ケ
ン
ペ
ル

の
よ
う
に
天
皇
の
支
配
権
を
宗
教
的
な
事
柄
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
よ
う
に
支
配
権
が
将
軍
に
移
っ
た
と
も
せ
ず
、
将
軍

が
天
皇
か
ら
支
配
権
を
簒
奪
し
た
後
で
も
、
日
本
の
国
法
上
の
主
権
者
、

す
な
わ
ち
真
の
主
権
者
は
今
で
も
天
皇
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
お
い
て
は
、
江
戸
期
の
安
定
し
た
幕
府
支
配
を
経
験
し
た
ケ
ン
ペ
ル

や
シ
ー
ボ
ル
ト
と
違
っ
て
、
尊
皇
攘
夷
が
勃
発
し
た
激
動
す
る
幕
末
の
日

本
を
経
験
し
た
ポ
ン
ペ
の
時
代
背
景
の
影
響
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
同
じ

時
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
こ
の
憲
法
上
の
主
権
を
否
定

し
、
将
軍
が
国
家
の
長
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

日
本
は
兵
士
の
国
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
軍
隊
の
長
が
事
実
上
国
家
の
長

で
あ
る
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
）
118
（

。
し
か
し
、
他
方
で
は
こ
の
将
軍
の
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支
配
権
も
名
目
だ
け
に
な
り
、
真
の
権
力
は
将
軍
の
閣
老
会
議
あ
る
い
は

む
し
ろ
大
名
た
ち
全
員
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
条
約
の
締
結

に
天
皇
の
批
准
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
反
対

し
て
い
る
大
名
た
ち
の
大
義
名
分
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
）
119
（

。
天
皇
の

批
准
自
体
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
天
皇
は
外
交
に
関
し
て
実
際
に
権

力
が
な
く
、
ま
た
関
係
も
な
い
と
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
論
じ
て
い
る
）
120
（

。
そ
れ

に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
は
歴
史
記

述
の
最
後
の
部
分
で
こ
の
問
題
に
戻
り
、
将
軍
が
条
約
交
渉
の
際
に
主
権

者
で
あ
る
天
皇
か
ら
の
委
任
状
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の

条
約
は
事
実
上
無
効
で
あ
り
、
有
効
に
す
る
た
め
に
は
天
皇
の
承
認
が
必

要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ン
ペ
に
よ
る
日
本
の
主

権
者
に
関
す
る
見
解
は
他
の
西
洋
人
と
異
な
り
、
む
し
ろ
尊
皇
思
想
に
近

い
形
跡
が
見
ら
れ
る
。

　　
四
、
結
　
論

　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観
に
は
三
つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ

目
は
政
治
形
態
に
基
づ
く
明
瞭
な
時
代
区
分
で
あ
る
。
こ
の
時
代
区
分
は

日
本
史
の
動
き
の
大
勢
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。
二
つ
目
は
神
武
天
皇
、

源
頼
朝
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
と
い
う
歴
史
上
重
要
な
人
物
に
つ
い
て

の
詳
細
な
分
析
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ポ
ン
ペ
は
特
に
秀
吉
に
注
目
し
、
そ

の
政
策
を
詳
細
に
取
り
上
げ
た
。
三
つ
目
は
幕
府
政
治
を
詳
細
に
解
説
し

な
が
ら
も
、
天
皇
を
日
本
の
真
の
主
権
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ

る
。
特
に
こ
の
最
後
の
特
徴
は
激
動
の
幕
末
日
本
を
生
き
た
多
く
の
日
本

の
知
識
人
の
見
解
と
重
複
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
天
皇
が
真
の
主

権
者
で
あ
る
と
い
う
復
古
主
義
と
社
会
安
定
の
た
め
に
必
要
な
幕
府
維
持

の
両
立
と
い
う
矛
盾
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
も
日
本
の
知
識
人
と
の
触
れ
合
い

の
中
で
こ
の
矛
盾
に
染
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
に

は
史
論
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
は
政
治
の
変
遷
を
人
物
を
中
心

に
捉
え
よ
う
と
し
、
そ
こ
か
ら
幕
末
期
の
政
治
的
実
情
を
解
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教

的
史
観
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
民
俗
学
的
史
観
の
よ
う
な
西
洋
的
史
論
で
は
な

く
、
日
本
側
の
視
点
に
立
っ
て
日
本
史
を
見
つ
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　　
附
　
記

　
ポ
ン
ペ
の
研
究
は
末
中
哲
夫
先
生
と
の
出
会
い
で
始
ま
っ
た
。
末
中
先

生
は
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
の
重
要
性
を
示
し
、
そ
の
和
訳
お
よ
び
研
究

を
勧
め
て
く
れ
た
。
研
究
を
始
め
て
か
ら
、
末
中
先
生
と
定
期
的
に
お
会

い
し
、
内
容
、
分
析
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
懇
篤
な
ご
指
導
を
頂
い
た
。

本
稿
の
成
る
に
当
た
っ
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
に
お

世
話
に
な
っ
た
。
宮
田
昌
明
氏
は
翻
訳
作
業
に
お
け
る
日
本
語
文
章
作
成

に
協
力
し
た
。
妻
桂
子
は
原
稿
を
校
閲
し
た
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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注（
１
）　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
本
を
利
用
し
た
。

（
２
）　
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
』
新
異
国
叢

書
十
、
東
京
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
八
年
。

（
３
）　
本
稿
で
は
そ
の
中
の
「
日
本
帝
国
の
古
い
歴
史
」、「
宗
教
的
お
よ

び
世
俗
的
な
支
配
」、「
ミ
カ
ド
と
シ
ョ
ー
グ
ン
」
の
三
項
目
の
み
和
訳

し
た
。

（
４
）　
序
文
で
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
に
関
す
る
完
璧
な
歴

史
を
読
者
に
供
す
る
の
が
私
の
ね
ら
い
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

ほ
ど
貴
重
な
著
述
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
は
ま
だ
そ
ん
な
に
近
づ

い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
各
人
は
、
自
分

の
認
識
と
経
験
を
根
拠
と
し
て
な
ん
ら
か
貢
献
す
る
こ
と
の
で
き
る
人

は
誰
で
も
、
こ
の
大
き
な
目
的
を
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
達
成
す
る

た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
和
訳
は
前
掲
沼
田
次
郎
・
荒
瀬

進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
』
一
八
頁
に
よ
る
）。

（
５
）　「
日
本
帝
国
」、
原
文 h
et 
Jap
an
sch
e 
K
eizerrijk

。
十
七
〜
十
九

世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
で
出
版
さ
れ
た
日
本
関
係
図
書
の
著
者
の
多
く
は

「
日
本
」
に K
eizerrijk

あ
る
い
は R

ijk

（
帝
国
）
と
い
う
用
語
を
用
い

て
い
る
。
ポ
ン
ペ
も
両
用
語
を
併
用
し
て
い
る
。R

ijk

は
君
主
に
統
治

さ
れ
て
い
る
複
数
の
国
や
地
域
か
ら
成
る
強
力
な
国
と
い
う
意
味
で
あ

り
、K

eizerrijk

は
皇
帝
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
に
使
わ
れ
る
。
こ
の

用
語
の
意
味
に
は
二
つ
の
局
面
が
あ
る
。
一
つ
は
古
代
国
家
や
大
航
海

時
代
に
発
見
さ
れ
た
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
国
王
や
皇
帝
に
統
治

さ
れ
る
諸
国
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
異
国
風
」
と
い
う
微
妙
な

意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
、

つ
ま
り
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
や
フ
ラ
ン
ス
帝
国
を
指
し
て
い
る
。
特
に
、

ケ
ン
ペ
ル
以
降
、
日
本
は
し
ば
し
ば
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
比
較
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
帝
国
」
と
い
う
用
語
を
ポ
ン
ペ
の
読
者
が
読
ん
だ

時
に
「
皇
帝
に
支
配
さ
れ
た
神
秘
的
な
強
国
」
の
よ
う
な
意
味
を
認
識

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
６
）　
ホ
フ
マ
ン Jo

h
an
n
 
Jo
sep
h
 
H
o
ffm
an
n

（
一
八
〇
五
〜
一
八
七

八
）
は
一
八
三
〇
年
に
シ
ー
ボ
ル
ト
と
出
会
い
、
そ
の
助
手
を
務
め
、

一
八
五
五
年
に
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
日
本
学
講
座
初
代
教
授
と
な
る
。『
岩

波
西
洋
人
名
辞
典
増
補
版
』
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三

九
一
頁
。
ホ
フ
マ
ン
は
中
国
語
の
知
識
か
ら
出
発
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・

ス
ペ
イ
ン
の
日
本
語
文
典
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て

記
さ
れ
た
日
本
語
に
関
す
る
書
籍
や
論
文
、
さ
ら
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
助

言
を
も
と
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
い
な
が
ら
日
本
語
を
習
得
し
て
い
た
。

　
　
ホ
フ
マ
ン
は
植
民
地
省
と
の
関
係
を
通
じ
て
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス D

o
n
k
er 

C
u
rtiu
s

の
「
日
本
文
法
稿
本
」
を
入
手
し
、
日
本
に
渡
航
す
る
オ
ラ
ン

ダ
人
に
日
本
語
の
基
礎
知
識
を
与
え
る
目
的
で
そ
れ
を
増
補
校
訂
し
、

植
民
地
省
の
後
援
を
受
け
て
一
八
五
七
年
に
出
版
し
た
。
こ
の
『
日
本

文
法
稿
本
』
は
二
百
三
十
頁
か
ら
成
り
、
口
語
・
文
語
双
方
の
基
礎
を

実
用
的
に
解
説
し
た
文
法
書
で
あ
る
。
ま
た
、
例
文
や
語
彙
も
豊
富
で
、

日
常
生
活
に
関
わ
る
日
本
語
の
基
礎
知
識
を
十
分
に
会
得
で
き
る
ほ
ど

の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。
序
文
に
よ
る
と
、
ポ
ン
ペ
の
上
司
で
あ
っ

た
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ
も
日
本
に
渡
航
す
る
前
に
本
書
で
精
力
的
に
日
本

語
を
学
ん
で
い
た
。
ポ
ン
ペ
も
『
日
本
文
法
稿
本
』
を
所
有
し
、
日
本
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語
の
初
歩
的
な
知
識
は
習
得
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
７
）　
こ
れ
に
つ
い
て
、
序
文
の
注
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
私

は
日
本
を
退
去
す
る
と
き
、
た
く
さ
ん
の
書
籍
、
絵
画
、
地
図
や
文
書

記
録
、
私
の
も
の
し
た
記
録
類
い
っ
さ
い
を
商
船
カ
リ
プ
ソ
号 C

alyp
so

に
乗
せ
て
本
国
に
発
送
し
た
。
し
か
し
こ
の
船
は
バ
ン
カ
群
島
中
の
レ

パ
ー
ル
島 L

epar

で
難
船
し
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
私
が
労
苦
と
苦
心

を
払
っ
て
集
め
た
貴
重
な
財
宝
を
い
っ
き
ょ
に
海
底
に
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
こ
の
現
在
の
著
述
を
編
集
す
る
に
当
っ
て
多

く
の
有
用
な
資
料
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
私
は
、
事
件
に
関
し

て
も
人
物
に
関
し
て
も
、
自
由
に
私
独
自
の
判
断
を
す
る
た
め
に
、
政

府
の
記
録
を
使
用
す
る
申
込
み
を
す
る
気
も
な
か
っ
た
。
ま
た
さ
ら
に

こ
の
よ
う
な
報
告
は
、
そ
の
大
半
が
個
人
の
意
見
に
満
ち
た
推
測
を
含

ん
で
い
る
た
め
に
、
た
い
し
た
価
値
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
た
」（
和
訳
は
前
掲
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞

記
』
一
八
〜
一
九
頁
に
よ
る
）。

（
８
）　A

b
el 
A
n
th
o
n
y 
Jam
es 
G
o
w
er

（
生
没
年
未
詳
）
は
一
八
五
九

年
に
在
江
戸
の
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
館
一
等
補
佐
官
に
任
命
さ
れ
、
香
港

よ
り
来
日
し
た
。
一
八
六
四
年
よ
り
翌
年
ま
で
長
崎
領
事
代
理
を
務
め

た
。
坂
本
太
郎
他
編
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
一
年
、
二
九
九
頁
。

（
９
）　A
lexan

d
er 
G
eo
rg 
G
u
stav 

vo
n
 
S
ieb
o
ld

（
一
八
四
六
〜
一
九

一
一
）
は
一
八
五
九
年
に
父
と
共
に
来
日
し
て
、
父
が
帰
国
す
る
直
前

に
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の
通
訳
と
な
っ
た
。
一
八
七
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
外

交
官
を
辞
し
、
日
本
政
府
に
雇
用
さ
れ
た
。
一
八
八
七
年
に
ド
イ
ツ
に

戻
り
、
父
の
収
集
物
や
遺
稿
の
整
理
に
当
た
り
、
弟
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と

協
力
し
て
、
一
八
九
七
年
に
『
日
本
』
の
第
二
版
を
刊
行
し
た
。
武
内

博
編
著
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
東
京
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九

八
三
年
、
一
七
〇
頁
。

（
10
）　M

erm
et 
d
e 
C
ach
o
n

（
生
没
年
未
詳
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
布
教

協
会
よ
り
派
遣
さ
れ
、
中
国
南
部
で
布
教
に
従
事
し
た
後
、
一
八
五
八

年
に
フ
ラ
ン
ス
使
節
グ
ロ
ー
の
通
訳
と
し
て
来
日
し
た
。
日
本
で
は
宣

教
や
通
訳
な
ど
幅
広
い
活
動
を
行
っ
た
。
前
掲
『
明
治
維
新
人
名
辞

典
』
二
六
七
〜
二
六
八
頁
。

（
11
）　C

h
an
n
in
g 
M
o
o
re 
W
illiam

s

（
一
八
二
九
〜
一
九
一
〇
）
は
ア

メ
リ
カ
の
聖
公
会
の
宣
教
師
と
し
て
一
八
五
九
年
に
上
海
よ
り
長
崎
に

到
着
し
、
そ
こ
で
一
八
六
八
年
ま
で
伝
道
に
努
め
た
。
一
八
八
七
年
に

日
本
聖
公
会
が
組
織
さ
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
そ
の
総
会
議
長
と
な
っ

た
。
前
掲
『
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
増
補
版
』
一
七
九
頁
。

（
12
）　E

n
g
elb
ert 
K
a
em
p
fer, 

T
h
e 
H
isto
ry
 
o
f 
J
a
p
a
n
. 
L
o
n
d
o
n
: 

P
rin
ted
 
for 
th
e 
T
ra
n
sla
tor, 
1728. 

F
acs. 

ed
. 
T
o
k
yo
, 
Y

ush od o, 

1977

を
利
用
し
た
。

（
13
）　P

h
ilip
p
 
F
ra
n
z 
v
o
n
 
S
ieb
o
ld
, 
N
ip
p
o
n
. 
A
rch
iv 
zu
r 
B
es-

ch
reibu

n
g 
von
 
Ja
pa
n
. 
L
eyd
en
, 
1832. 

F
acs. 

ed
. 
T
o
k
yo
 
: 
K
o
-

d
an
sh
a, 
1975.

を
利
用
し
た
。
ポ
ン
ペ
は
そ
の
「
日
本
史
」
に
お
い
て
、

神
話
に
つ
い
て
は
シ
ー
ボ
ル
ト
を
利
用
し
、
天
皇
や
宮
廷
に
つ
い
て
は

ケ
ン
ペ
ル
を
利
用
し
て
い
る
。

（
14
）　
ハ
イ
セ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ W

illem
 
Jo
h
an
 
C
o
r-

n
elis 

H
u
yssen

 
van
 
K
atten

d
ijk
e  

（
一
八
一
六

一
八
六
六
）は
ポ
ン
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ペ
が
参
加
し
た
第
二
次
海
軍
派
遣
隊
の
隊
長
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
ペ
と
共

に
一
八
五
七
年
に
長
崎
に
到
着
し
、
一
八
五
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国

し
た
。
一
八
六
一
年
よ
り
海
軍
大
臣
を
務
め
、
五
年
後
に
現
役
の
ま
ま

ハ
ー
グ
で
歿
し
た
。
日
本
で
の
滞
在
に
つ
い
て
は
『
日
本
滞
在
日
記
抄
』

U
itrek

sel 
u
it 
h
et 
d
agb
o
ek
 
van
 
W
. 
J. 
C
. 
R
id
d
er 
H
u
ijssen

 

van
 
K
atten

d
ijk
e 
ged
u
ren
d
e 
zijn
 
verb
lijf 
in
 
Jap
an
 
in
 
1857, 

1858 
en
 
1859.

s 
G
raven

h
age, 

W
. 
P
. 
V
an
 
S
to
ck
u
m
: 
1860. 

と

い
う
回
想
録
が
あ
る
が
、
本
書
で
は
日
本
史
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記

さ
れ
て
い
な
い
。
邦
訳
と
し
て
水
田
信
利
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の

日
々
』（
東
洋
文
庫
二
六
、
東
京
、
平
凡
社
、
一
九
六
四
年
）
が
あ
る
。

（
15
）　
オ
ー
ル
コ
ッ
ク S

ir 
Jo
h
n
 
R
u
th
erfo
rd
 
A
lco
ck
 

（
一
八
〇
九

）は
初
代
の
駐
日
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
兼
外
交
代
表
と
し
て
有
名

で
、
一
八
五
九
年
か
ら
一
八
六
二
年
ま
で
の
在
日
期
間
は
ポ
ン
ペ
の
在

日
期
間
と
重
な
る
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
ポ
ン
ペ
よ
り
も
先
に
二
冊
か
ら

な
る
日
本
滞
在
記
録
『
大
君
の
都
』R

u
th
erfo
rd
 A
lco
ck
, T
h
e C
a
pi-

ta
l 
o
f 
th
e 
T
y
co
o
n
.
L
o
n
d
o
n
:
L
o
n
g
m
a
n
,
G
reen
, 
L
o
n
g
m
a
n
,
 

R
o
b
erts 

&
 
G
reen
, 
1863. 

2 
vo
ls.

を
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
日
本

の
文
化
や
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
記

述
は
断
片
的
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
の
よ
う
な
体
系
的
な
研
究
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
邦
訳
と
し
て
は
、
山
口
光
朔
訳
『
大
君
の
都
』
東
京
、
岩
波

文
庫
、
一
九
六
二
年
が
あ
る
。

（
16
）　
リ
ン
ダ
ウR

u
d
o
lf 
L
in
d
au
 

（
一
八
二
九

一
九
一
〇
）は
一
八
五

九
年
か
ら
一
八
六
四
年
ま
で
に
ス
イ
ス
総
領
事
と
し
て
来
日
し
た
。
著

書
に
『
日
本
航
海
記
』U

n
 
voya

ge 
a
u
tou
r 
d
u
 
Ja
pon
. 
P
aris: 

L
.
   

H
ach
ette, 

1864

、
邦
訳
と
し
て
は
、
森
本
英
夫
訳
『
ス
イ
ス
領
事
の
見

た
幕
末
日
本
』
東
京
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
六
年
が
あ
る
。

（
17
）　
原
文 h

et b
estu
u
r d
er zeven

 H
em
elsch

e geesten
.

（
18
）　
天
神
七
代
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
中
世

神
道
家
が
仏
教
の
教
説
に
よ
る
日
本
神
話
の
再
解
釈
や
神
々
の
系
譜
の

整
理
を
行
っ
た
時
に
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。
特
に
吉
田
神
道
に
お
い

て
提
唱
さ
れ
、
江
戸
期
に
は
一
般
庶
民
の
常
識
で
あ
っ
た
。
本
稿
注
101

参
照
。

（
19
）　
神
名
に
関
し
て
は
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文

学
大
系 

六
七
）
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
を
底
本
に
し
た
。
た

だ
し
、
漢
字
お
よ
び
振
り
仮
名
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
20
）　
国
常
立
尊
（
く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
）
の
別
名
。
前
掲
『
日

本
書
記
』「
一
書
」
に
み
え
る
。

（
21
）　
天
神
七
代
お
よ
び
地
神
五
代
の
統
治
年
数
の
典
拠
は
シ
ー
ボ
ル
ト

『
日
本
』
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
。
地
神
五
代
に

関
し
て
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』
と
同
年
数
を
挙
げ
て
い
る
。
ケ
ン
ペ

ル
の
典
拠
は
吉
田
光
由
『
大
日
本
王
代
記
』
安
田
十
兵
衛
、
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
年
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
本
稿
解
説
部
分
参
照
。

（
22
）　
前
掲
『
日
本
書
記
』
で
は
「
天
之
瓊
矛
（
あ
め
の
ぬ
ぼ
こ
）」、
つ

ま
り
宝
石
で
飾
ら
れ
た
矛
と
な
っ
て
い
る
。

（
23
）　
ポ
ン
ペ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
よ

り
転
載
し
て
い
る
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
伊
予
の
島
に
属
す
る
と
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
誤
っ
て
個
別
の
島
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

前
掲
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

(13)349
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（
24
）　
ポ
ン
ペ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
よ

り
転
載
し
て
い
る
が
、
前
掲
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
25
）　
同
上
。

（
26
）　
同
上
。

（
27
）　
ポ
ン
ペ
は
こ
の
誤
り
を
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, op. cit., 

p
.525

）
よ
り
転
載
し
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
雙
生
」
は

島
の
名
前
で
は
な
く
、「
次
に
億
岐
洲
と
佐
度
洲
と
を
雙
（
ふ
た
ご
に
）

生
む
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
上
書
き
下
し
は
前
掲
『
日
本
書
紀
』

日
本
古
典
文
学
大
系

六
七
巻
、
八
一
頁
に
従
っ
た
。

（
28
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
で
は
「
八
百
万
の
神
々
」ach

t 
M
illio
n
en
 
G
o
tter

と
な
っ
て
い
る
（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）。
ポ
ン
ペ
は
「
神
々
」
を

「
住
民
」b

ew
o
n
ers

と
解
し
て
い
る
。

（
29
）　
ポ
ン
ペ
は
こ
の
誤
り
を
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, op. cit., 

p
.525

）
よ
り
転
載
し
て
い
る
。
原
文
はd
ie 
V
egetatio

n
 
d
er 
E
rd
e  

（A
w
o
-h
ito
-k
u
sa

）。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
青
人
草
」
と
あ
り
、
こ
れ

は
「
植
物
」
の
意
で
は
な
く
、「
人
が
草
の
生
い
茂
る
様
に
増
え
る
こ

と
」
を
指
し
て
い
る
。

（
30
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
で
も O

o
-

h
iru
-m
en
o
-m
ik
o
to

と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
オ

ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
」（
大
日

貴
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、「
一
書
」（
第

一
）
に
は
「
大
日

尊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
八

八
頁
。

（
31
）　
前
掲
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
五
段
一
書
第
六
（
九
一
頁
）
に
記
さ

れ
て
い
る
風
の
神
。
別
名
級
長
戸
辺
命
（
し
な
と
べ
の
み
こ
と
）。

（
32
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.526

）
よ
り
転
載
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
神
名
で
あ
る
。

（
33
）　
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』（K

aem
p
fer, 

op. 
cit., 

p
.98

）
に
も
、
シ

ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.526

）
に
も
同
様
の
記
述
が

あ
る
。

（
34
）　
前
掲
『
日
本
書
紀
』
九
六
頁
で
は
「
神
」
で
は
な
く
、「
月
読
尊
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）　
地
神
五
代
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
中
世

神
道
家
が
仏
教
の
教
説
に
よ
る
日
本
神
話
の
再
解
釈
や
神
々
の
系
譜
の

整
理
を
行
っ
た
時
に
天
神
七
代
と
共
に
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。
特
に

吉
田
神
道
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
、
江
戸
期
に
は
一
般
庶
民
の
常
識
で
あ

っ
た
。
本
稿
注
101
参
照
。

（
36
）　
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
に
従
っ
て
、
天
皇
を
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝

geestelijk
e 
erfk
eizer

と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
将
軍
に
つ
い
て
は
ケ

ン
ペ
ル
の
よ
う
に
世
俗
皇
帝
で
は
な
く
、
世
俗
君
主 w

ereld
lijk
e 
m
o
-

n
arch

や
世
俗
支
配
者 w

ereld
lijk
e gezagvo

erd
er

と
し
て
い
る
。

（
37
）　
天
照
大
神
が
男
神
で
あ
る
と
い
う
ケ
ン
ペ
ル
の
誤
り
を
ポ
ン
ペ
は

注
で
否
定
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
ケ
ン
ペ
ル
に
従
っ
て
い
る
。

（
38
）　K

aem
p
fer, op. cit., p

.98.

（
39
）　S

ieb
o
ld
, op. cit., p

.526.

（
40
）　
ポ
ン
ペ
は
本
注
に
お
け
る
天
皇
の
称
号
に
つ
い
て
の
記
述
を
ケ
ン

ペ
ル
『
日
本
誌
』
よ
り
転
載
し
て
い
る
。K

aem
p
fer, 

op. 
cit., 

p
.149

。

ミ
カ
ド
が
ミ
コ
ト
か
ら
転
じ
た
と
い
う
の
は
荻
生
徂
徠
の
見
解
で
あ
る
。

荻
生
徂
徠
「
南
留
別
志
」（『
日
本
随
筆
大
成
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、

(14)350
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一
九
七
四
年
、
第
十
五
巻
所
収
）、
三
五
頁
。
他
の
語
源
説
と
し
て
は
、

（
一
）「
御
門
」
の
意
で
、
朝
廷
の
意
か
ら
天
皇
の
意
に
転
じ
た
も
の
、

（
二
）
ミ
ヤ
カ
ド
「
宮
門
」
の
意
な
ど
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

東
京
、
小
学
館
、
一
九
七
五
年
、
第
十
八
巻
、
五
一
三
頁
。

（
41
）　
神
武
天
皇
と
シ
ー
ザ
ー
と
の
比
較
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』K

ae-

m
p
fer, op. cit., p

.159

よ
り
転
載
。

（
42
）　
以
下
の
天
皇
お
よ
び
宮
廷
に
関
す
る
記
述
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』

K
aem
p
fer, op. cit., p

p
.148-155

よ
り
の
転
載
で
あ
る
。

（
43
）　
天
皇
と
教
皇
と
の
類
推
は
す
で
に
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』K

aem
p
-

fer, op. cit., p
.149

に
も
見
ら
れ
る
。

（
44
）　
宮
田
登
に
よ
る
と
、
天
皇
の
「
聖
体
の
保
持
」
に
関
す
る
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
が
江
戸
時
代
に
一
般
庶
民
の
間
で
広
く
普
及
し
て
い
た
。
宮
田

登
『
王
権
と
日
和
見
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
四
〜
五

頁
。

（
45
）　
原
文 m

in
isterraad

と
い
う
用
語
は
ポ
ン
ペ
の
時
代
の
読
者
に
と
っ

て
「
内
閣
」
と
い
う
近
代
的
な
意
味
で
認
識
さ
れ
る
。

（
46
）　
平
安
時
代
以
降
に
皇
位
継
承
が
天
皇
の
生
前
に
行
わ
れ
る
の
が
通

常
と
な
っ
た
。『
国
史
大
辞
典
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、

第
五
巻
、
二
八
〇
頁
。

（
47
）　
江
戸
時
代
の
皇
室
領
は
凡
そ
三
万
石
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
徳
川
家
康
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内

二
十
八
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
本
御
料
）、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
秀

忠
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内
三
十
三
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
新
御
料
）、

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
綱
吉
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内
四
十
四

ヶ
村
・
丹
波
国
桑
田
郡
内
七
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
増
御
料
）
か
ら
成
っ

て
い
る
。
帝
室
林
野
局
編
『
御
料
地
史
稿
』
東
京
、
帝
室
林
野
局
、
一

九
三
七
年
、
二
四
八
〜
二
五
三
頁
。

（
48
）　Jan

 
H
en
d
rik
 
D
o
n
k
er 
C
u
rtiu
s  

（
一
八
一
三

一
八
七
九
）は
一

八
五
二
年
に
長
崎
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
し
て
来
日
し
た
。
日
蘭

通
商
条
約
の
締
結
に
努
め
、
一
八
五
六
年
に
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
。
締

結
後
に
長
崎
駐
在
オ
ラ
ン
ダ
弁
務
官
と
な
り
、
海
軍
伝
習
の
交
渉
に
も

尽
力
し
た
。
滞
日
中
、
日
本
語
を
研
究
し
、
前
掲
『
日
本
文
法
稿
本
』

を
著
し
た
。
前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
一
一
七
頁
。

（
49
）　
原
語
は gro

n
d
w
ettig

。gro
n
d
w
et 

と
は
、
国
家
体
制
の
基
本
的

な
条
件
を
規
定
し
た
法
で
あ
り
、
そ
の
国
の
様
々
な
法
律
の
基
と
な
る

根
本
法
で
あ
る
。「
国
法
」
あ
る
い
は
「
憲
法
」
の
意
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
の
最
初
の
憲
法
は
一
七
九
八
年
に
制
定
さ
れ
、
一
八
一
〇
年
に
新
し

い
憲
法
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
八
一
五
年
に
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ド
連
合
王
国
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
憲
法
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
後
の
一
八
四
八
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

gro
n
d
w
et 

と
い
う
用
語
か
ら
、
当
時
の
読
者
は
こ
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ

王
国
憲
法
と
同
様
の
も
の
を
連
想
し
た
は
ず
で
あ
る
。

（
50
）　
源
平
の
争
乱
に
お
け
る
後
鳥
羽
天
皇
（
一
一
八
〇
〜
一
二
三
九
）

の
役
割
に
つ
い
て
の
記
述
は
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
り
、
源
平
の
争
乱
と

承
久
の
乱
を
混
同
し
て
い
る
。
平
氏
の
討
伐
の
令
旨
を
発
し
た
の
は
後

白
河
上
皇
の
第
三
皇
子
以
仁
王
（
一
一
五
一
〜
一
一
八
〇
）
で
あ
っ
た
。

前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
三
巻
、
八
二
四
頁
。

（
51
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
源
頼
朝
（
一
一
四
七
〜
一
一
九
九
）
は
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源
義
朝
の
三
男
で
あ
る
。
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
の
は
建

久
三
年
（
一
一
九
二
）
で
あ
る
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
三
巻
、

四
二
六
〜
四
三
〇
頁
。

（
52
）　C

aro
n
, op. cit., p

p
.147-148.

（
53
）　
頼
朝
に
よ
る
武
家
政
権
の
成
立
に
つ
い
て
は
前
掲
『
国
史
大
辞

典
』
第
十
三
巻
、
四
二
八
〜
四
三
〇
頁
参
照
。

（
54
）　
正
確
に
は
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
三

巻
、
五
五
〇
頁
。

（
55
）　
ポ
ン
ペ
は
以
下
に
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』
二
〇
一
頁
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
歴
代
将
軍
表
を
転
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
誤
植

が
あ
る
（
表
参
照
）。
ま
た
、
頼
朝
お
よ
び
信
長
の
血
筋
は
ケ
ン
ペ
ル
の

記
述
と
異
な
る
。
な
お
、
ケ
ン
ペ
ル
の
表
に
は
義
量
・
義
尚
・
秀
吉
の

統
治
期
間
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

統
治
期
間
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ペ

が
独
自
に
調
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
56
）　
本
歴
代
将
軍
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
織
田
信
長
・
織
田
秀
信
・
豊

臣
秀
吉
は
実
際
に
は
将
軍
の
位
に
就
か
な
か
っ
た
。

（
57
）　
本
歴
代
将
軍
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
統
治
期
間
に
は
誤
り
が
多
い
。

頼
朝
は
二
十
年
で
は
な
く
七
年
統
治
し
た
。
頼
家
は
五
年
で
は
な
く
一

年
、
惟
康
親
王
は
二
十
年
で
は
な
く
二
十
三
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
は
二
十

四
年
と
あ
る
）、
足
利
尊
氏
は
二
十
五
年
で
は
な
く
二
十
年
、
義
満
は
十

四
年
で
は
な
く
二
十
六
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
は
四
十
年
と
あ
る
）、
義
持
は

二
十
一
年
で
は
な
く
二
十
九
年
、
義
教
は
十
四
年
で
は
な
く
十
二
年
、

義
勝
は
三
年
で
は
な
く
一
年
、
義
政
は
四
十
九
年
で
は
な
く
二
十
四
年
、

義
尚
は
十
九
年
で
は
な
く
十
六
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
記
載
な
し
）、
義
稙
は

十
八
年
で
は
な
く
十
七
年
、
義
晴
は
三
十
年
で
は
な
く
二
十
五
年
、
義

輝
は
十
六
年
で
は
な
く
十
九
年
、
義
栄
は
四
年
で
は
な
く
一
年
在
職
し

た
。
加
藤
友
康
他
編
『
日
本
史
総
合
年
表
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
一
年
、
九
九
二
〜
九
九
四
頁
。

（
58
）　
頼
朝
は
後
鳥
羽
天
皇
の
子
で
は
な
く
、
源
義
朝
の
子
で
あ
る
。
前

掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
二
頁
。

（
59
）　
義
持
は
尊
満
の
子
で
は
な
く
、
義
満
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本

史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
60
）　
義
稙
は
義
尚
の
子
で
は
な
く
、
義
政
の
養
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日

本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
61
）　
義
澄
は
義
稙
の
子
で
は
な
く
、
足
利
政
知
の
子
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
62
）　
義
栄
は
義
輝
の
子
で
は
な
く
、
足
利
義
維
の
子
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
63
）　
義
昭
は
義
栄
の
子
で
は
な
く
、
義
晴
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本

史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
64
）　
信
長
は
正
親
町
天
皇
の
子
で
は
な
く
、
織
田
信
秀
の
子
で
あ
る
。

前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
八
四
九
頁
。

（
65
）　
正
確
に
は
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十

巻
、
四
五
八
頁
。

（
66
）　『
太
閤
素
生
記
』
に
よ
れ
ば
、
尾
張
国
愛
知
郡
中
村
の
木
下
弥
右
衛

門
の
子
と
い
う
。
弥
右
衛
門
は
織
田
信
秀
の
足
軽
で
あ
っ
た
が
、
負
傷

し
て
村
に
帰
り
百
姓
と
な
っ
た
。
秀
吉
は
中
村
を
出
て
、
や
が
て
織
田
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信
長
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻
、
四

五
八
頁
。

（
67
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
織
田
信
長
（
一
五
三
四
〜
一
五
八
二
）

の
父
は
尾
張
下
四
郡
を
支
配
す
る
清
洲
城
の
織
田
家
の
家
老
織
田
信
秀

で
あ
る
。
信
長
が
岐
阜
に
進
出
し
た
時
（
一
五
六
七
年
）
に
正
親
町
天

皇
か
ら
尾
張
・
美
濃
に
あ
る
御
料
地
の
回
復
を
委
嘱
さ
れ
、
ま
た
前
将

軍
足
利
義
輝
の
弟
義
昭
か
ら
室
町
幕
府
の
再
興
に
つ
い
て
依
頼
を
受
け

た
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
八
四
九
頁
。

（
68
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
織
田
信
長
は
征
夷
大
将
軍
の
位
に
就
か

な
か
っ
た
。

（
69
）　
秀
吉
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
従
一
位
関
白
の
地
位
に
の

ぼ
っ
た
。
関
白
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
朝
廷
の
官
職
で
あ
る
た
め
、

秀
吉
が
「
ミ
カ
ド
の
権
力
支
配
か
ら
完
全
に
離
脱
し
」
た
と
い
う
ポ
ン

ペ
の
見
解
に
は
誤
り
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
秀
吉
の
権
力
樹
立
は
織
田
信

長
や
徳
川
家
康
の
そ
れ
と
違
っ
て
天
皇
・
朝
廷
に
依
存
し
た
形
で
実
現

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
池
上
裕
子
『
織
豊

政
権
と
江
戸
幕
府
』（
日
本
の
歴
史
第
十
五
巻
）
東
京
、
講
談
社
、
二
〇

〇
二
年
、
一
四
六
〜
一
四
九
頁
を
参
照
。

（
70
）　
秀
吉
の
居
住
地
は
江
戸
で
は
な
く
大
坂
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
ペ
は
秀

吉
政
権
と
江
戸
幕
府
を
混
同
し
て
い
る
。

（
71
）　
ポ
ン
ペ
の
い
う
「
内
側
」
は
内
済
、「
外
側
」
は
公
事
に
当
た
る
。

近
世
の
訴
訟
に
お
け
る
内
済
に
つ
い
て
は
『
日
本
史
大
事
典
』
東
京
、

平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
第
五
巻
、
二
九
六
〜
二
九
七
頁
、
公
事
に
つ

い
て
は
『
日
本
史
大
事
典
』
第
二
巻
、
九
七
七
頁
を
参
照
。

（
72
）　
い
わ
ゆ
る
鎖
国
令
は
豊
臣
政
権
で
は
な
く
、
江
戸
幕
府
が
整
備
し

た
体
制
で
あ
る
。
鎖
国
の
成
立
に
つ
い
て
は
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第

六
巻
、
三
三
五
〜
三
三
六
頁
を
参
照
。

（
73
）　
秀
頼
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
。

（
74
）　
秀
頼
が
大
坂
城
か
ら
逃
げ
出
し
て
、

摩
藩
で
隠
れ
て
い
た
と
い

う
噂
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
コ
ッ
ク
ス
『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。R

ich
ard
 
C
o
ck
s, 
D
ia
ry. 
L
o
n
d
o
n
: 
H
ak
lu
yt 

S
o
ciety, 

1883, 
p
.78.  

ク
ラ
セ
も
こ
の
噂
に
触
れ
て
い
る
。Jea

n
 

C
ra
sset, H

istoire d
e l, eglise d

u
 Ja
pon
. P
aris: F

ran
co
is M

o
n
-

talan
t, 1715, vo

l.II, p
.397.

（
75
）　
権
現
様
の
法
律
と
は
「
武
家
諸
法
度
」（
元
和
元
年
成
）
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

（
76
）　「
武
家
諸
法
度
」
に
は
外
国
人
を
殺
す
命
令
の
条
項
が
見
あ
た
ら
な

い
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
異
国
船
打
払
令
の
こ
と
か
。

（
77
）　
以
下
の
江
戸
幕
府
歴
代
将
軍
表
の
典
拠
は
、
源
頼
朝
の
代
か
ら
豊

臣
秀
吉
の
代
ま
で
の
表
と
違
っ
て
、
ケ
ン
ペ
ル
よ
り
の
転
載
で
は
な
く
、

ポ
ン
ペ
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

（
78
）　
御
三
家
と
は
家
康
の
兄
弟
の
傍
系
で
は
な
く
、
家
康
の
九
子
義
直

を
初
代
と
す
る
尾
張
家
、
十
子
頼
宣
を
初
代
と
す
る
紀
州
家
、
十
一
子

頼
房
を
初
代
と
す
る
水
戸
家
が
三
家
と
し
て
宗
家
継
承
権
を
有
し
た
が
、

の
ち
八
代
将
軍
吉
宗
の
子
宗
武
・
宗
尹
と
九
代
家
重
の
子
重
好
を
各
々

初
代
と
す
る
田
安
・
一
橋
・
清
水
の
三

も
こ
れ
に
加
え
ら
れ
た
。
前

掲
『
日
本
史
大
事
典
』
第
五
巻
、
一
六
〇
頁
。

（
79
）　「
選
帝
侯
」K

eu
rvo
rsten

に
つ
い
て
は
注
80
を
参
照
。
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（
80
）　
家
光
の
在
任
期
間
は
二
十
一
年
で
は
な
く
二
十
八
年
で
あ
る
。
前

掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
81
）　
家
宣
は
綱
吉
の
息
子
で
は
な
く
、
甲
府
藩
主
綱
重
の
長
男
よ
り
綱

吉
の
養
子
と
な
っ
た
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
82
）　
吉
宗
は
紀
伊
藩
主
光
貞
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年

表
』
一
〇
〇
六
頁
。「
選
帝
侯
」K

eu
rvo
rsten

と
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
い
て
皇
帝
を
選
ぶ
権
利
を
持
つ
諸
侯
を
指
す
専
門
用
語
で
あ
り
、
ポ

ン
ペ
は
こ
の
用
語
で
将
軍
の
継
承
者
を
選
ぶ
権
利
を
持
つ
「
御
三
家
」

の
意
味
を
解
し
て
い
る
。

（
83
）　
ポ
ン
ペ
は
家
重
お
よ
び
家
治
の
血
筋
を
記
し
て
い
な
い
。

（
84
）　
家
重
の
在
任
期
間
は
十
七
年
で
は
な
く
、
十
五
年
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
85
）　
家
斉
は
一
橋
治
済
の
長
子
で
あ
る
。
同
上
、
一
〇
〇
六
頁
。

（
86
）　
家
茂
は
紀
州
藩
主
徳
川
斉
順
の
長
子
で
あ
る
。
同
上
、
一
〇
〇
六

頁
。

（
87
）　Jam

es 
B
ru
ce 
E
lgin

（
一
八
一
一
〜
一
八
六
三
）
は
イ
ギ
リ
ス
の

外
交
官
と
し
て
一
八
五
八
年
に
清
国
に
派
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
天
津
条
約

を
調
印
し
た
。
同
年
に
遣
日
使
節
と
し
て
任
命
さ
れ
、
七
月
四
日
に
軍

艦
三
隻
で
品
川
沖
に
来
航
、
幕
府
と
の
間
で
日
英
通
商
条
約
を
締
結
し

た
。
前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
88
）　Jean
 
B
ap
tiste 

L
o
u
is 
G
ro
s

（
一
七
九
三
〜
一
八
七
〇
）
は
一
八

五
七
年
に
弁
務
官
と
し
て
清
国
に
赴
き
、
天
津
条
約
調
印
後
、
品
川
に

来
航
し
、
日
本
と
の
通
商
条
約
を
締
結
し
た
。
前
掲
『
岩
波
西
洋
人
名

辞
典
増
補
版
』
四
八
三
頁
。

（
89
）　E

fim
 
V
asil, 

evich
 
P
u
tiatin

（
一
八
〇
四
〜
一
八
八
三
）
は
一

八
五
三
年
八
月
に
日
本
と
の
条
約
締
結
の
た
め
に
長
崎
に
来
航
し
た
が
、

日
本
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
一
八
五
四
年
に
再
び
長
崎
に
来
航
し
た
が
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
勃
発
の
た
め
、
日
本
を
去
っ
た
。
同
年
十
月
に
軍
艦
デ

ィ
ア
ナ
号
で
函
館
に
来
航
し
、
十
一
月
に
大
坂
港
外
、
十
二
月
に
下
田

に
来
航
し
た
。
翌
年
の
二
月
に
日
露
和
親
条
約
の
締
結
を
果
た
し
た
。

前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
三
三
五
頁
。

（
90
）　
明
治
新
政
府
は
一
八
六
八
年
一
月
二
十
日
に
幕
府
締
結
の
条
約
遵

守
を
各
国
に
通
告
し
た
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
四
九
〇
頁
。

（
91
）　Jam

es 
S
tirlin

g

（
一
七
九
一
〜
一
八
六
五
）
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
と
し
て
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
際
に
極
東
海
域
の
警

備
に
当
た
り
、
日
本
近
海
の
ロ
シ
ア
艦
隊
を
追
跡
し
、
一
八
五
四
年
に

長
崎
に
来
航
し
、
徳
川
幕
府
と
の
間
で
日
英
約
定
七
条
を
調
印
し
た
。

前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
一
九
五
頁
。

（
92
）　
大
英
博
物
館
に
ケ
ン
ペ
ル
旧
蔵
本
が
あ
る
。
吉
田
光
由
『
大
日
本

王
代
記
』
安
田
十
兵
衛
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
刊
。「
大
英
図
書
館

蔵
日
本
古
版
本
集
成
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」（
東
京
、
本
の
友
社
、
一

九
九
六
年
）
を
利
用
し
た
。

（
93
）　
大
英
博
物
館
所
蔵
ケ
ン
ペ
ル
の
ノ
ー
ト
を
参
照
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム P

ap
ers o

f E
n
gelb
ert K

aem
p
fer an

d
 related

 so
u
rces fro

m
 

th
e 
B
ritish

 
L
ib
rary, 

L
o
n
d
o
n
. 
M
arlb
o
ro
u
gh
: 
A
d
am
 
M
atth
ew
 

P
u
b
licatio

n
s, 2000.

を
利
用
し
た
。

（
94
）　F

ran
k
 
L
eq
u
in
, 
A
 
la
 
rech
erch
e 
d
u
 
C
a
bin
et 
T
itsin
gh
. 
A
l-

ph
en
 a
a
n
 d
en
 R
ijn
: C
an
aletto

, R
ep
ro
-H
o
llan
d
, 2003, p

. 112.
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ポンペの日本史観

（
95
）　
大
英
博
物
館
所
蔵
テ
ィ
チ
ン
グ
の
ノ
ー
ト
を
参
照
。
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ムP

a
pers 

of 
Joh
n
 
S
ca
ttergoo, 

Isa
a
c 
T
itsin
gh
, 
H
ein
rich
 

Ju
liu
s 
K
la
proth

 
a
n
d
 
oth
er 
ea
rly 
m
a
terila

s 
from

 
th
e 
B
ritish

 

L
ib
ra
ry

, 
L
o
n
d
o
n
. 

M
a
rlb

o
ro

u
g
h
: 

A
d
a
m
 
M

a
tth

ew
 
P
u
b
lica

-

tio
n
s, 2001. 

を
利
用
し
た
。

（
96
）　Isaac 

T
itsin

gh
, 
N
ippon

 
o 
d
a
i 
itsi 
ra
n
, 
ou
 
A
n
n
a
les 
d
es 

em
pereu

rs d
u
 Ja
pon

. P
aris: P

rin
ted

 fo
r th

e O
rien

tal T
ran

sla-

tio
n
 
F
u
n
d
 
o
f 

G
reat 

B
rittain

 
an

d
 
Irelan

d
, 
1834. 

日
文
研
所
蔵

本
を
利
用
し
た
。

（
97
）　
林
鵞
峯
『
日
本
王
代
一
覧
』「
ラ
イ
デ
ン
民
族
学
博
物
館
蔵
シ
ー
ボ

ル
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」Leid

en
 : ID

C
,  

1982?

を
利
用
し
た
。

（
98
）　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
旧
蔵
本
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
の
シ
ー
ボ
ル

ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
99
）　『
日
本
年
表
選
集
』
東
京
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
巻

所
収
の
影
印
版
を
利
用
し
た
。

（
100
）　
テ
ィ
チ
ン
グ
『
日
本
風
俗
図
誌
』
に
収
録
。T

itsin
gh

, 
Illu
stra
-

tion
s of Ja

pa
n
. L

o
n
d
o
n
: R

. A
ck

erm
an

n
, 1822. 

を
利
用
し
た
。

（
101
）　
テ
ィ
チ
ン
グ
『
日
本
風
俗
図
誌
』
の
レ
ミ
ュ
ザ
の
序
文
に
よ
る
と
、

徳
川
時
代
に
そ
の
王
朝
に
関
す
る
歴
史
書
を
出
版
す
る
こ
と
を
差
し
控

え
る
習
慣
が
あ
っ
た
。T

itsin
gh

, Illu
stra
tion
s of Ja

pa
n
., p

. xii.

（
102
）　
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
幾
つ
か
の
可
能
な
典
拠
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

厳
密
な
同
定
作
業
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。T

im
o
n
 
S
creech

 

（an
-

n
o
tatio

n
 
an

d
 
in
tro

d
u
ctio

n

）, S
ecret 

M
em
oirs 

of 
th
e 
S
h
ogu
n
s. 

Isa
a
c 
T
itsin
gh
 
a
n
d
 
Ja
pa
n
, 
1779-1822. 

L
o
n
d
o
n
, 

N
ew

 
Y
o
rk

: 

R
o
u
tled

ge, 2006, p
p
.65-67.

（
103
）　
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』（
頼
成
一
、
頼
惟
勤
訳
）
東
京
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
を
利
用
し
た
。

（
104
）　J. 

L
. 
C
. 
P
o
m
p
e 

van
 
M

eerd
ervo

o
rt, 
V
ijf 
ja
ren
 
in
 
Ja
pa
n
. 

L
eid

en
 
: 
V
an

 
d
en

 
H
eu

vel 
en

 
V
an

 
S
an

ten
, 
1867-1868, 

vo
l.1, 

p
.13.

（
105
）　
金
本
正
之
は
『
シ
ー
ボ
ル
ト
「
日
本
」
の
研
究
と
解
説
』
東
京
、

講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
一
五
六
〜
一
六
七
頁
に
お
い
て
シ
ー
ボ
ル
ト

の
主
要
な
典
拠
で
あ
っ
た
美
馬
順
三
の
オ
ラ
ン
ダ
語
論
文
と
『
日
本
書

記
』
を
照
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
天
神
七
代
・
地

神
五
代
の
記
述
や
統
治
年
数
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
天
神
七
代
・

地
神
五
代
の
観
念
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
神
道
史
料
に
登
場
す
る
。
ま
た
、

統
治
年
数
は
中
世
以
降
神
道
本
所
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
吉

田
神
道
の
思
想
下
で
確
立
し
て
い
る
（『
神
道
大
系
　
論
説
編
八
　
卜
部

神
道
（
上
）』
東
京
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
五
〜
一
七
頁
）。
そ
の
た

め
、
美
馬
順
三
の
典
拠
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
な
く
、
吉
田
神
道
の
思

想
の
影
響
を
受
け
た
江
戸
期
の
史
料
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
節
用
集
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
106
）　E

n
g
elb

ert 
K
a
em

p
fer, 

T
h
e 
H
isto
ry
 
o
f 
J
a
p
a
n
. 

L
o
n
d
o
n
: 

P
rin

ted
 fo

r th
e T

ran
slato

r, 1728. F
acs. ed

. T
o
k
yo

, Y
u
sh

o
d
o
, 

1977, vo
l.1, p

p
.151-154.

（
107
）　F

ran
co

is 
C
aro

n
, 
B
esch

rijvin
gh

e 
van

 
h
et 

m
ach

tigh
 
C
o
n
-

in
ck

rijck
 
Ia

p
a
n
. 

in
: 
B
eg
in
 
en
d
e 
V
o
o
rtg
a
n
g
 
va
n
 
d
e 
V
er-
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een
igd
e 
N
eed
erla
n
d
tsch
e 
G
eoctroyeerd

e 
O
ost-In

d
isch
e 
C
om
-

p
a
g
n
ie. 
A
m
sterd

a
m
, 
1
6
4
5
. 
A
m
sterd

a
m
: 
T
h
ea
tru
m
 
O
rb
is 

T
erraru

m
, 1969, V

o
l.4, p

.146-147.
（
108
）　Ib

id
., p
.145.

（
109
）　
こ
の
歴
代
将
軍
表
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（
110
）　E

n
gelb
ert 
K
aem
p
fer, 

G
esch
ich
te 
u
n
d
 
B
esch
reibu

n
g 
von
 

Ja
pa
n
.A
u
s 
d
en
 
O
rigin

alh
an
d
sch
riften

 
d
es 
V
erfassers 

h
erau
s-

gegeb
en
 
vo
n
 
C
h
ristian

 
W
ilh
elm
 
D
o
h
m
, 
1777-1779. 

F
acs. 

ed
. 

S
tu
ttgart: 

F
. 
A
. 
B
ro
ck
h
au
s, 
1982, 

p
.163

の
原
文
で
はd
ie 
gan
ze 

G
esch
ich
te 
u
n
d
 
C
h
ro
n
o
lo
g
ie 
v
o
n
 
Ja
p
a
n
 
in
 
d
rei 
E
p
o
ch
en
 

ab
zu
th
eilen

, 
d
ie 
fab
elh
afte 

n
am
lich
, 
d
ie 
zw
eifelh

afte 
u
n
d
 
d
ie 

gew
isse

と
な
っ
て
い
る
。

（
111
）　
ケ
ン
ペ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
史
観
に
つ
い
て
は
牧
健
二
『
西
洋
人

の
見
た
日
本
史
』
東
京
、
弘
文
堂
、
一
九
四
九
年
を
参
照
。

（
112
）　
東
京
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
の
復
刻
版
を
利
用
し
た
。

（
113
）　P

h
ilip
p
 
F
ra
n
z 
v
o
n
 
S
ieb
o
ld
, 
N
ip
p
o
n
. 
A
rch
iv 
zu
r 
B
es-

ch
reibu

n
g 
von
 
Ja
pa
n
. 
L
eyd
en
, 
1832. 

F
acs. 

ed
. 
T
o
k
yo
: 
K
o
-

d
an
sh
a, 1975. T

extb
an
d
 I, p

.538.

（
114
）　Ibid

., 
T
extb
an
d
 
I, 
p
p
.543-588.

　
和
訳
に
は
斎
藤
信
・
金
本
正

之
訳
『
日
本
』
第
二
巻
、
東
京
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
八
年
を
利
用

し
た
。

（
115
）　F

ran
co
is C
aro
n
, op. cit., V

o
l.4, p

.147.

（
116
）　K

aem
p
fer, op. cit., p

.173-248.

（
117
）　
前
掲
『
日
本
』
第
二
巻
、
一
七
〜
一
九
頁
。

（
118
）　R

u
th
erfo
rd
 
A
lco
ck
, 
T
h
e 
C
a
pita
l 
of 
th
e 
T
ycoon

. 
L
o
n
d
o
n
 
: 

L
o
n
gm
an
, 
G
reen
, 
L
o
n
gm
an
,R
o
b
erts 

&
 
G
reen
, 
1863, 

vo
l.2,  

p
.233.

（
119
）　Ibid

., vo
l.2, p

.239.

（
120
）　Ibid

., vo
l.1, p

p
.231-22.

(04)356
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小特集「東アジアにおける知的システムの近代的再編成」（一）

　
東
ア
ジ
ア
の
学
術
は
、
西
欧
近
代
の
そ
れ
を
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伝
統
的
な
シ
ス
テ
ム
を
組
み
替
え
、
日
中
韓
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
も
の
を
築
い

て
き
た
。
日
本
の
帝
国
大
学
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
術
組
織
の
お
お
も
と
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
部
に
あ
た
る
学
部
を
も
た
ず
、
文
学
部
内
に
宗
教
学
を
抱

え
、
ま
た
科
学
＝
技
術
概
念
の
形
成
が
著
し
く
早
く
、
工
学
部
を
、
さ
ら
に
は

農
学
部
を
も
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
総
合
大
学
を
欧
米
に
遥
か
に
先
駆
け
て
発
足
さ
せ

た
こ
と
を
象
徴
的
な
事
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
学
制
度

に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
う
し
た
制
度
上
の
ち
が
い
が
、
諸
分
野
の
学
術
内
容
の
展
開
に
も

大
き
な
ち
が
い
を
生
ん
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
よ
う
な
独
自
性
を
さ
ら
に
広
く
明
ら
か
に
し
、
地
球
環
境
問
題
な

ど
を
抱
え
る
二
十
一
世
紀
の
学
術
の
展
開
に
積
極
的
に
活
か
す
方
途
を
日
・

中
・
韓
・
台
の
研
究
者
と
と
も
に
さ
ぐ
る
こ
と
を
目
的
に
、
二
〇
〇
四
年
度
よ

り
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
種
々
の
資

金
を
利
用
し
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
毎
年
一
、
二
回
）
を
開
催
し
て
き
た
が
、

と
り
わ
け
最
近
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
近
代
概
念
と
概
念
編
成
に
関
す
る
研
究

が
さ
か
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
国
際
連
携
を
強
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
こ
の
研
究
は
、
し
か
し
、
方
法
論
の
確
立
を
は
じ
め
、
研
究
が
進
め
ば
す
す

む
ほ
ど
、
克
服
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
見
つ
か
る
と
い
う
段
階
に
あ
り
、
途
中

経
過
を
報
告
し
つ
つ
、
研
究
の
発
展
を
展
望
し
て
ゆ
く
の
が
適
切
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
本
誌
に
随
時
、「
小
特
集
」
を
組
み
、
報
告
を
掲
載
し
て
ゆ
き
た
い
。

　「
小
特
集
」
第
一
回
は
、
東
晴
美
「
劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史
　
近
代
へ
の

転
換
」、
鈴
木
貞
美
「
明
治
期
日
本
の
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
『
自
由
・
平
等
』

　
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
め
ぐ
っ
て
」、
須
藤
遙
子
「〈
研
究
ノ
ー

ト
〉『
自
衛
隊
協
力
映
画
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
　
田
母
神
論
文
と
の
共
通
性
と

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
」
の
三
本
を
掲
載
す
る
。

　
東
晴
美
論
文
は
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
の
博
士
論
文

〈
共
同
研
究
報
告
〉

小
特
集
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」（
一
）

鈴
　
木
　
貞
　
美
　
　
　

(05)357
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（
二
〇
〇
九
年
）
の
一
部
を
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
だ
が
、「
劇
評
」
を
ひ
と
つ

の
文
化
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
出
版
史
研
究

に
、
ま
た
明
治
期
以
降
の
文
学
研
究
に
、
新
た
な
視
野
が
拓
け
る
こ
と
を
端
的

に
示
す
画
期
的
な
も
の
と
判
断
す
る
。

　
鈴
木
の
も
の
は
、「
自
由
」「
平
等
」
の
両
概
念
を
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
啓
蒙
思
想
へ
の
概
念
の
組
み
替
え
に
つ
い

て
、
先
行
研
究
を
超
え
る
見
解
を
提
示
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
須
藤
遙
子
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
現
代
日
本
文
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
、

「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

今
日
の
自
衛
隊
を
め
ぐ
る
意
識
の
諸
問
題
が
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
示

し
た
調
査
報
告
と
し
て
興
味
深
い
も
の
と
思
う
。

　
い
ず
れ
も
概
念
や
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
が
各
専
門
分
野
の
研
究
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
日
文
研
の
共
同
研
究
会
代
表
の
資
格
と
責
任

に
お
い
て
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

(06)358
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劇評ジャンルの文化史

は
じ
め
に

　
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
、
既
存
の
文
化
を
否
定
し
て
新
た
な
文
化
を
求
め

つ
つ
も
、
既
存
の
も
の
が
西
洋
の
も
の
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

既
存
の
文
化
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
り
な
が
ら
再
編
成
し
た
。
こ
の
日

本
型
の
近
代
化
に
関
し
て
、
鈴
木
貞
美
は
『
日
本
の
「
文
学
」
の
概
念
』
作
品

社
、（
一
九
九
八
年
）
で
、
文
学
の
概
念
の
再
編
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
、

同
様
の
視
点
か
ら
歌
舞
伎
の
劇
評
の
分
野
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
本
稿
で
は
、
西
洋
文
化
の
受
け
皿
と
な
っ
た
既
存
の
文
化
で
あ
る
近
世

期
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
舞
伎
史
研
究
で
は
、

西
洋
文
化
の
要
素
を
物
差
し
に
し
て
、
既
存
の
文
化
を
は
か
っ
て
き
た
傾
向
が

あ
る
。
本
稿
が
め
ざ
す
、
西
洋
の
文
化
の
要
素
を
受
け
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
再

編
が
起
き
た
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
の
性
質
を
改
め
て
把

握
す
る
必
要
が
あ
る
。
歌
舞
伎
の
劇
評
史
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ

り
、
近
世
演
劇
研
究
者
に
よ
っ
て
資
料
の
発
掘
と
詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
て
き

た
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立

場
か
ら
出
版
ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
た
ち
、
分
析
す
る
。

　
次
に
、
劇
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
演
劇
の
分

野
に
お
け
る
近
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
西
洋
文
化
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
鈴

木
貞
美
が
文
学
の
概
念
の
再
編
で
指
摘
し
た
、
戯
曲
が
文
学
の
一
類
に
含
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
演
劇
の
分
野
、
特
に
劇
の
批
評
に
ど

の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
最
後
に
、
現
代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
「
型
」
を
取
り
上

げ
、
劇
評
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
西
洋
の
要
素
を
既
存
の
劇
評
が
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
、
近
代
的
な
歌
舞
伎
の
劇
評
へ
転
換
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
な
お
、
歌
舞
伎
の
批
評
は
個
人
的
な
日
記
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

は
近
代
の
劇
評
ま
で
の
歴
史
を
概
観
す
る
た
め
に
、
歌
舞
伎
の
批
評
と
し
て
公

に
出
版
さ
れ
た
も
の
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

〈
共
同
研
究
報
告
〉

劇
評
ジ
ャ
ン
ル
の
文
化
史

　
　
近
代
へ
の
転
換

東
　
　 

晴
　 

美
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一
　
出
版
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
み
る
劇
評
史
（
一
）

　
　
　
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ

　
劇
評
の
歴
史
に
は
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
、
役
者
評
判
記
か
ら

近
代
的
な
劇
評
へ
と
、
大
き
く
二
つ
の
転
換
期
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
劇
評

史
の
研
究
は
、
舞
台
の
変
化
が
劇
評
の
性
質
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か

ら
分
析
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
歌
舞
伎
史
の
研
究
は
周
辺
資
料
に
よ
っ
て
、

消
滅
し
た
舞
台
を
再
構
築
し
て
す
す
め
ら
れ
る
。
近
世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
で

あ
る
評
判
記
は
当
時
の
舞
台
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
し
て
演

劇
史
を
解
明
し
て
き
た
た
め
、
劇
評
史
は
舞
台
史
の
研
究
と
切
り
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
公
に
出
版
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
近
世
期
の
出
版

シ
ス
テ
ム
の
中
で
性
質
を
把
握
す
る
必
要
も
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
野
郎
評
判

記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
転
換
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
野
郎
評
判
記
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
出
版
さ
れ
た
。
現
在
の
歌
舞
伎
史
の

時
代
区
分
は
、
十
七
世
紀
初
頭
の
女
芸
人
や
遊
女
が
舞
台
の
中
心
的
役
割
を
果

た
す
女
歌
舞
伎
時
代
、
一
六
三
〇
年
頃
に
女
歌
舞
伎
の
禁
止
に
よ
り
台
頭
し
た

美
少
年
す
な
わ
ち
若
衆
に
よ
る
若
衆
歌
舞
伎
時
代
、
十
七
世
紀
中
期
の
若
衆
歌

舞
伎
の
禁
止
を
経
て
、
前
髪
を
剃
り
落
と
し
一
人
前
と
な
っ
た
野
郎
が
舞
台
に

立
つ
野
郎
歌
舞
伎
時
代
と
分
類
さ
れ
る
。
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
は
、

踊
り
が
演
目
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
約
半
世
紀
の
間
に
、

歌
や
踊
り
に
よ
っ
て
完
結
し
た
短
い
場
面
で
構
成
さ
れ
る
放
れ
狂
言
か
ら
、
一

つ
の
物
語
が
い
く
つ
か
の
場
面
で
構
成
さ
れ
る
続
き
狂
言
に
変
化
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
元
禄
期
（
一
六
八
八
　
一
七
〇
四
）
に
出
版
さ
れ
た
長
編
の
歌

舞
伎
の
資
料
（
絵
入
狂
言
本
）
が
多
く
現
存
し
、
こ
の
頃
に
セ
リ
フ
に
よ
っ
て

劇
が
進
行
す
る
歌
舞
伎
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、

幕
末
ま
で
に
も
歌
舞
伎
は
様
々
な
変
化
を
遂
げ
る
が
、
踊
り
中
心
の
舞
台
が
、

セ
リ
フ
で
進
行
す
る
舞
台
に
な
る
ほ
ど
の
根
本
的
な
性
質
の
転
換
は
な
か
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
批
評
と
い
う
の
は
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
の
対
象
と
な
る
も

の
の
様
々
な
要
素
を
取
り
上
げ
て
善
し
悪
し
を
批
評
す
る
。
舞
台
は
、
役
者
の

演
技
や
物
語
の
内
容
（
筋
）、
舞
台
装
置
の
工
夫
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
野
郎
評
判
記
は
役
者
を
対
象
と
し
、
対
象
を
把
握

す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
役
者
の
容
姿
や
性
格
な
ど
に
記
述
の
多
く
が
割
か
れ
、

芸
に
関
す
る
言
及
の
方
が
少
な
い
、
ま
た
は
全
く
無
い
事
例
も
あ
る
。
野
郎
評

判
記
の
評
価
の
手
法
は
、
同
時
代
に
出
版
さ
れ
て
い
た
遊
女
評
判
記
の
影
響
を

受
け
て
、
役
者
は
若
く
容
姿
の
優
れ
た
若
衆
や
女
形
か
ら
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　
遊
女
評
判
記
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
仮
名
草
子
の
う
ち
、
実
用
的
な
書

物
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
評
判
記
は
客
が
遊
女
に
会
う
た
め
の
手
引

き
書
の
役
割
を
持
ち
、
京
、
江
戸
、
大
坂
と
三
大
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
版
元
に

よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
土
地
に
根
ざ
し
た
情
報
が
提
供
さ
れ
た
。
批
評
の
要
素
は
、

遊
女
の
顔
の
善
し
悪
し
や
客
あ
し
ら
い
の
技
術
で
あ
る
。
顔
の
善
し
悪
し
に
つ

い
て
は
、
全
体
の
印
象
か
ら
顔
の
細
か
な
造
作
に
ま
で
及
ぶ
。
客
あ
し
ら
い
の

技
術
に
つ
い
て
は
、
書
道
の
筋
の
良
さ
や
、
食
事
の
マ
ナ
ー
、
床
あ
し
ら
い
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
流
行
歌
謡
で
あ
る
小
歌
に
も
言
及
さ
れ
る
。

　
こ
の
遊
女
評
判
記
の
批
評
の
手
法
を
野
郎
評
判
記
が
採
用
し
た
こ
と
は
、
す

(08)360
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劇評ジャンルの文化史

で
に
先
行
研
究
）
1
（

で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
野
郎
評
判
記
が
新
し
い
手
法
を
編
み
出

さ
ず
に
、
遊
女
評
判
記
の
方
法
で
よ
か
っ
た
の
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者

は
舞
台
を
お
り
て
は
男
娼
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
先
述
し
た
よ
う

に
野
郎
歌
舞
伎
時
代
は
、
放
れ
狂
言
か
ら
続
き
狂
言
の
過
渡
期
で
あ
り
、
踊
り

の
表
現
へ
の
関
心
が
高
く
、
容
色
中
心
で
よ
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
な
る
と
、
長
編
の
物
語
を
役
者
の
セ
リ
フ
に
よ

っ
て
進
行
さ
せ
る
舞
台
に
な
り
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
も
、
役
者
の
芸
に

関
心
が
移
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
前
の
時
代
と
区
別
す
る
た
め
に
役
者

評
判
記
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
近
代
以
降
の
演
劇
研
究
者
は
、
元
禄
歌
舞
伎
の

方
が
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
比
べ
て
、
演
劇
と
し
て
進
化
し
た
と
と
ら
え
、
そ

れ
が
劇
評
史
の
分
析
に
も
反
映
し
て
、
芸
の
内
容
も
、
批
評
の
対
象
と
な
る
べ

き
立
派
な
も
の
に
進
化
し
た
と
と
ら
え
て
き
た
）
2
（

。
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
作
品
内

容
が
複
雑
化
す
る
こ
と
を
進
化
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
を

舞
台
の
構
成
要
素
か
ら
独
立
さ
せ
、
文
学
の
一
類
と
し
て
重
要
視
す
る
と
い
う

西
洋
か
ら
移
入
し
た
文
化
の
要
素
で
達
成
度
を
は
か
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
）
3
（

。

　
し
か
し
、
遊
女
歌
舞
伎
、
若
衆
歌
舞
伎
、
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
、
観
客
を

熱
狂
さ
せ
て
い
た
舞
台
表
現
が
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
当
時
の
観
客
が
役
者
の
演
技
や
踊
り
の
表
現
力
に
も
関
心

を
示
し
て
い
た
資
料
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
武
井
協
三
は
、
野
郎
歌
舞
伎
時

代
の
役
者
に
関
し
て
、
評
判
記
以
外
に
、
大
名
家
の
記
録
な
ど
様
々
な
資
料
で

役
者
の
表
現
力
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
生
き
生
き
と
野

郎
歌
舞
伎
時
代
の
役
者
た
ち
の
芸
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
）
4
（

。

　
こ
の
よ
う
な
役
者
の
芸
は
、
野
郎
評
判
記
と
い
う
出
版
物
に
お
い
て
は
、
批

評
対
象
で
あ
る
役
者
を
把
握
す
る
要
素
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
遊
女
評
判
記
に
お
い
て
、
小
歌
に
つ
い

て
も
言
及
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
遊
女
の
顔
や
書
道
な
ど
に
つ
い
て
は

詳
し
く
触
れ
る
遊
女
評
判
記
が
、
小
歌
に
つ
い
て
は
「
小
歌
よ
し
」
と
善
し
悪

し
程
度
の
批
評
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
芸
能
の
善
し
悪
し
を
評
価
す
る
言
葉

が
、
こ
の
出
版
物
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
発
達
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
野
郎
評

判
記
は
こ
の
よ
う
な
遊
女
評
判
記
と
同
じ
出
版
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
た
め
に
、
役

者
の
舞
台
上
の
芸
に
対
す
る
批
評
用
語
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　
や
が
て
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
か
ら
元
禄
歌
舞
伎
時
代
に
か
け
て
舞
台
上
の
出

来
事
に
関
し
て
批
評
を
行
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
が
模
索
さ
れ
、
最
も

よ
く
舞
台
を
批
評
す
る
ス
タ
イ
ル
を
有
す
る
出
版
物
と
し
て
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
『
役
者
口
三
味
線
』
が
登
場
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
野
郎
評
判
記
は

遊
女
評
判
記
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
で
あ
る
た
め
に
、
舞
台
の
上
の
役
者

と
し
て
の
資
質
よ
り
も
、
役
者
個
人
に
関
し
て
批
評
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
野
郎
評
判
記
か
ら
役
者
評
判
記
へ
の
移
行
は
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
中

に
お
け
る
進
化
で
は
な
く
、
新
た
な
歌
舞
伎
批
評
の
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
た
と

見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

(09)361
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二
　
出
版
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
み
る
劇
評
史
（
二
）

　
　
　
役
者
評
判
記
か
ら
近
代
の
劇
評
へ

　
次
に
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
か
ら
近
代
の
劇
評
へ
の
質
的
転
換
を
、
同
じ

く
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　
役
者
評
判
記
は
、
元
禄
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
役
者
口
三
味
線
』
に
始
ま

る
。
実
際
に
は
、
元
禄
時
代
初
頭
か
ら
次
第
に
形
を
と
と
の
え
つ
つ
あ
っ
た
）
5
（

が
、

『
役
者
口
三
味
線
』
以
降
、
京
都
の
版
元
八
文
字
屋
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
役

者
評
判
記
の
形
式
や
刊
行
時
期
が
、
江
戸
幕
府
が
解
体
す
る
ま
で
約
百
五
十
年

間
も
継
承
さ
れ
る
。
同
じ
系
列
の
版
元
に
よ
る
同
じ
ス
タ
イ
ル
が
続
い
た
）
6
（

と
い

う
結
果
論
で
は
あ
る
が
、『
役
者
口
三
味
線
』
が
劇
評
を
扱
う
出
版
ジ
ャ
ン
ル

の
出
発
点
と
位
置
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。

　
役
者
評
判
記
の
出
版
物
の
体
裁
は
、
黒
表
紙
で
横
型
小
本
の
三
冊
組
で
あ
る
。

京
、
江
戸
、
大
坂
の
三
都
を
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
分
け
て
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
こ
れ
は
、
遊
女
評
判
記
や
野
郎
評
判
記
が
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
ご
と
に
、
地

元
の
版
元
が
手
が
け
て
い
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
批
評
対
象
を
役
者
に
す

る
点
で
は
野
郎
評
判
記
と
同
じ
で
、
目
次
に
相
当
す
る
目
録
部
で
は
役
者
名
が

列
記
さ
れ
、
立
役
、
女
形
（
女
方
）、
敵
役
な
ど
の
役
柄
に
分
類
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
立
役
の
ト
ッ
プ
と
女
形
の
ト
ッ
プ
は
、
役
者
の
表
現
方
法
も
見
所
も
異

な
り
同
列
に
扱
わ
ず
に
別
に
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
役
者
の
技
量
に

よ
っ
て
位
付
け
（
ラ
ン
ク
付
け
）
さ
れ
る
。
こ
の
目
録
に
次
い
で
浮
世
草
子
風

の
読
み
物
で
あ
る
開
口
部
が
あ
り
、
芸
評
が
始
ま
る
。

　
刊
行
時
期
に
関
し
て
は
、『
役
者
口
三
味
線
』
以
降
、
近
世
期
の
歌
舞
伎
の

興
行
慣
習
と
関
連
づ
け
て
定
期
刊
行
物
化
し
た
。
十
一
月
の
顔
見
世
興
行
と
、

一
年
間
で
最
も
充
実
し
た
内
容
で
の
ぞ
む
正
月
興
行
の
情
報
を
盛
り
込
ん
で
、

そ
れ
ぞ
れ
正
月
と
三
月
に
役
者
評
判
記
は
刊
行
さ
れ
た
。
近
世
後
期
に
は
正
月

刊
だ
け
に
な
る
が
、
一
年
に
一
回
の
刊
行
は
基
本
的
に
守
ら
れ
た
。
役
者
評
判

記
は
毎
年
出
版
し
て
も
変
化
の
あ
る
内
容
が
求
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
野
郎
評

判
記
の
よ
う
な
役
者
個
人
の
情
報
で
は
な
く
、
毎
年
異
な
っ
た
顔
ぶ
れ
に
よ
る

劇
団
の
活
動
と
連
動
し
た
内
容
が
、
定
期
刊
行
物
化
を
支
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
い
つ
出
版
さ
れ
る
か
決
ま
っ
て
い
な
い
野
郎
評
判
記
と
異
な
り
、
定
期
刊
行

物
に
な
る
と
舞
台
上
の
出
来
事
に
対
し
て
具
体
的
に
批
評
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
出
版
の

度
は
、
劇
評
の
性
質
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
の
だ
。
野
郎

評
判
記
で
は
、
例
え
ば
小
歌
や
舞
に
関
し
て
は
善
し
悪
し
程
度
で
あ
っ
た
が
、

役
者
評
判
記
に
な
る
と
、
舞
踊
の
場
合
な
ら
ば
恨
み
を
抱
い
て
生
き
霊
に
な
っ

た
表
現
を
す
る
場
合
な
ど
は
怨
霊
事
と
い
う
。
ま
た
立
役
の
芸
の
場
合
な
ら
ば

女
性
と
恋
愛
場
面
を
演
じ
る
和
事
、
力
強
い
表
現
の
荒
事
、
さ
ら
に
刀
さ
ば
き

の
武
道
事
、
主
人
に
意
見
す
る
家
臣
の
芸
の
諫
言
事
と
い
う
風
に
、
役
者
の
芸

風
を
把
握
す
る
言
葉
が
た
く
さ
ん
生
み
出
さ
れ
、
こ
れ
が
場
面
に
即
し
て
解
説

さ
れ
る
。
野
郎
評
判
記
で
は
遊
女
評
判
記
と
同
じ
よ
う
に
批
評
対
象
で
あ
る
役

者
を
把
握
す
る
要
素
と
し
て
姿
形
を
形
容
す
る
批
評
言
語
が
発
達
し
た
が
、
役

者
評
判
記
で
は
、
芸
の
批
評
言
語
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
役
者
の
舞
台

上
の
表
現
に
関
わ
る
批
評
の
要
素
が
舞
台
の
見
所
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
役
者
が
初
舞
台
を
踏
ん
で
以
来
ど
の
よ
う
に
し
て
人
気
を
得
て
き

た
か
、
親
や
師
匠
が
い
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
芸
を
受
け
継
い
で
い
る
か
と
い
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う
芸
系
に
も
言
及
す
る
。
芸
系
に
つ
い
て
は
、
役
者
の
芸
風
と
い
う
役
者
が
持

つ
全
体
的
な
印
象
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
特
定
の
場
面
に
お
け
る
具
体
的
な
芸

の
継
承
や
新
工
夫
に
つ
い
て
細
か
く
批
評
さ
れ
る
。
ま
た
、
演
技
を
受
け
継
ぐ

場
合
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
か
が
評
価
の
基
準
と
な
る
。
近
世
期
に
お
け

る
現
代
劇
で
あ
る
歌
舞
伎
で
は
、
単
な
る
コ
ピ
ー
で
あ
る
「
焼
き
直
し
」
は
否

定
的
に
評
価
さ
れ
た
。
定
期
刊
行
物
化
に
よ
る
役
者
に
関
す
る
長
年
に
わ
た
る

定
点
観
測
は
、
芸
系
に
関
し
て
も
豊
か
な
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
）
7
（

。

　
役
者
評
判
記
の
批
評
の
手
法
は
、
品
定
め
で
あ
る
。
位
付
け
さ
れ
た
役
者
の

配
列
の
根
拠
を
述
べ
な
が
ら
演
技
の
技
量
を
批
評
す
る
。
次
に
刊
行
さ
れ
る
評

判
記
で
は
こ
の
順
位
が
逆
転
し
た
り
、
若
手
の
役
者
が
台
頭
し
た
り
、
位
付
け

は
常
に
変
動
す
る
。
変
動
す
る
か
ら
こ
そ
安
易
に
前
年
の
版
木
を
流
用
せ
ず
、

新
た
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
）
8
（

。
品
定
め
は
会
話
形
式
で
展
開
す
る
。

女
性
フ
ァ
ン
や
、
歌
舞
伎
通
、
高
価
な
客
席
の
桟
敷
の
客
、
一
番
安
い
土
間
の

見
物
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
意
見
を
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
評
判
記

の
作
者
は
一
人
で
、
そ
こ
に
読
み
物
と
し
て
の
趣
向
も
役
者
評
判
記
に
は
あ
る
。

ま
た
野
郎
評
判
記
は
遊
女
評
判
記
と
同
じ
仮
名
草
子
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、

役
者
評
判
記
は
浮
世
草
子
の
作
者
が
執
筆
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

た
だ
し
、
役
者
評
判
記
の
本
体
で
あ
る
批
評
内
容
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、

役
者
評
判
記
は
浮
世
草
子
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
類
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
批
評
と

い
う
新
た
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
見
る
べ
き
だ
。

　
役
者
評
判
記
を
新
た
な
出
版
ジ
ャ
ン
ル
と
考
え
る
根
拠
は
主
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
役
者
評
判
記
の
形
式
を
踏
襲
し
た
歌
舞
伎
以
外
の
批
評
が
出
版
さ
れ
た

こ
と
、
も
う
一
つ
は
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
こ
の
形
式
が
守
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

　
人
形
浄
瑠
璃
の
批
評
は
、
人
形
浄
瑠
璃
独
特
の
批
評
様
式
を
生
み
出
す
こ
と

は
な
く
歌
舞
伎
の
評
判
記
の
形
式
を
踏
襲
し
た
）
10
（

。
ま
た
、
演
劇
以
外
の
分
野
で

も
批
評
の
出
版
物
が
出
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
役
者
評
判
記
の
黒
表
紙
で
横
型
小

本
と
い
う
体
裁
や
、
三
冊
組
、
位
付
け
や
品
定
め
方
式
な
ど
、
役
者
評
判
記
の

出
版
物
と
し
て
の
要
素
の
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
い
く
つ
か
を
取
り
入
れ
て

お
り
、
明
ら
か
に
役
者
評
判
記
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

。

　
ま
た
、
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
、
百
五
十
年
の
間
に
興
行
の
慣
習
に
変
化
が
生

じ
、
さ
ら
に
江
戸
の
歌
舞
伎
は
上
方
と
異
な
る
観
客
の
関
心
を
集
め
る
よ
う
に

な
り
、
京
都
の
版
元
に
よ
る
役
者
評
判
記
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
側
面
も
表
れ

た
。
そ
の
た
め
に
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
歌
舞
伎
の
批
評
を
出
版
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
た
が
、
版
元
の
八
文
字
屋
が
本
屋
仲
間
へ
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
制

が
加
え
ら
れ
た
）
12
（

。
一
方
多
様
な
歌
舞
伎
に
対
す
る
関
心
は
、
役
者
評
判
記
と
は

異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
）
13
（

。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
期
の

出
版
シ
ス
テ
ム
と
役
者
評
判
記
を
補
完
す
る
別
の
種
類
の
出
版
物
の
存
在
に
よ

っ
て
役
者
評
判
記
の
形
式
は
温
存
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
役
者
評
判
記
の
性
質
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
基
本
形
式
を
守
り
な
が

ら
も
歌
舞
伎
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
近
代
へ
の
転

換
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
近
代
に
登
場
し
た
劇
評
家
が
新
し
い
歌
舞
伎
の
批
評

を
模
索
す
る
時
「
黒
表
紙
」
に
言
及
し
て
お
り
、
八
文
字
屋
系
役
者
評
判
記
が
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強
く
意
識
さ
れ
た
。
黒
表
紙
の
体
裁
で
役
者
を
批
評
の
対
象
と
し
位
付
け
を
し

て
品
定
め
を
行
う
と
い
う
、
変
わ
る
こ
と
な
く
守
ら
れ
た
役
者
評
判
記
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
様
式
、
批
評
の
対
象
、
そ
し
て
手
法
が
、
近
代
に
な
っ
て
新
し
い

劇
評
を
目
指
す
と
き
に
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
だ
っ
た
の
だ
。

　
で
は
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
近
世
の
役
者
評
判

記
と
最
も
異
な
る
点
は
、
舞
台
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
の
中
で
、
戯
曲
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
な
歌
舞
伎
の
批
評
の
出
発
点
と
さ
れ

る
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
演
劇
雑
誌
や
新
聞
の
劇
評
欄
で
活
躍
す
る

庭
篁
村

や
、
森

外
の
弟
三
木
竹
二
は
、
戯
曲
を
批
評
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
歌
舞

伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
次
に
考
察
す
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
視
点
か
ら
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
変
化
を
考
察
す

る
。

　
明
治
に
な
り
役
者
評
判
記
の
刊
行
が
途
絶
す
る
と
、
批
評
の
対
象
が
役
者
毎

か
ら
作
品
毎
に
変
化
す
る
。
新
聞
や
雑
誌
で
歌
舞
伎
の
批
評
が
盛
ん
に
な
る
の

は
、
明
治
十
年
代
の
後
半
か
ら
二
十
年
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
明
治

初
頭
に
は
、
木
版
の
評
判
記
が
、
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記
の
刊
行
が
絶
え

る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
役

者
評
判
記
の
ス
タ
イ
ル
を
強
く
意
識
し
て
い
る
が
、
定
期
刊
行
物
化
し
た
も
の

で
は
な
い
。
散
発
的
な
刊
行
で
あ
る
が
故
に
、
役
者
評
判
記
の
よ
う
に
一
年
間

の
動
向
の
紹
介
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
特
定
の
上
演
作
品
に
対
し
て
批
評
が
行

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
年
に
東
京
で
刊
行
さ
れ
た
『
俳や

く
し
や優

評
判
記
』

は
、
副
題
に
「
三
芝
居
新
狂
言
」
と
あ
り
、
冒
頭
に
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
の

批
評
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
十
一
年
に
大
阪
で
刊
行
さ
れ

た
『
俳
優
評
判
記
』
は
冒
頭
に
上
演
作
品
の
粗
筋
を
幕
を
追
っ
て
記
載
し
た
後

に
、
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記
を
踏
襲
し
て
位
付
け
を
し
た
役
者
目
録
と
役

者
の
批
評
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
明
治
十
一
年
か
ら
十
九
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』
は
、

演
劇
雑
誌
の
先
駆
的
性
質
を
有
し
、
劇
評
史
研
究
に
お
い
て
近
世
か
ら
近
代
へ

の
過
渡
期
の
批
評
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。
創
刊
に
あ
た
っ
て
は
、「
是

は
一
狂
言
毎
に
発
兌
す
る
物
に
て
該
狂
言
を
見
ぬ
看ご
け

客ん
ぶ

につ

も
粗
略
脚す

色じ

の
わ
か

る
様
に
芸
評
に
は
入
用
も
な
き
事
な
が
ら
大
凡
の
す
じ
を
も
記
し
置
事
に
な
り

た
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
興
行
、
作
品
毎
に
批
評
す
る
手
法
は
、

近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
と
同
時
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
出
版
物
の
刊
行

度
に
関
し
て
、
日
刊
の
新
聞
、
一
週
間
に
複
数
回

出
る
雑
誌
な
ど
は
、
実
際
の
興
行
中
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
出
さ
れ
る
。
役
者
評

判
記
の
定
期
刊
行
物
化
に
よ
っ
て
八
文
字
屋
が
目
指
し
た
速
報
性
も
、
近
世
期

の
出
版
流
通
シ
ス
テ
ム
で
は
、
日
刊
や
週
刊
は
も
ち
ろ
ん
、
月
刊
の
批
評
も
不

可
能
で
あ
り
、
限
界
が
あ
っ
た
）
15
（

。
明
治
に
登
場
し
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
そ
の
限
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
興
行
毎
、
作
品
毎
の
批
評
に
よ
っ
て
、
役
者
評
判
記
に
見
ら
れ

た
地
域
や
劇
団
を
横
断
的
に
見
渡
し
た
品
定
め
の
視
点
は
失
わ
れ
、
位
付
け
も

行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
例
え
ば
、『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』
で
は
、
会
話
形
式

の
批
評
を
読
者
が
期
待
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
そ
れ
を
避
け
た
）
16
（

。

ま
た
明
治
二
十
三
年
の
『
国
民
新
聞
』
に
お
い
て
、
守
旧
派
の
劇
評
家
で
あ
る

(12)364
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幸
堂
得
知
は
、
位
付
け
の
復
活
を
試
み
て
読
者
の
支
持
を
得
た
が
、
結
局
は
継

続
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
幸
堂
得
知
は
、
位
付
け
は
「
一
ケ
年
の
出
来

不
出
来
を
見
合
せ
」
行
う
た
め
、
新
聞
で
劇
評
を
掲
載
す
る
度
に
位
付
け
を
し

な
い
と
し
て
お
り
）
17
（

、
新
聞
の
刊
行

度
が
位
付
け
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
役
者
評
判
記
の
批
評
の
手
法
で
あ
る
品
定
め
や
位
付
け
は
、

出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
変
化
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
品
の
内
容
が
公
に
刊
行
さ
れ
る
点
も
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
と

は
異
な
る
明
治
の
新
し
い
特
色
で
あ
る
。
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
で
は
、
歌

舞
伎
の
台
帳
（
台
本
）
が
流
通
す
る
の
は
例
外
的
で
あ
っ
た
）
18
（

。
し
か
し
、
明
治

に
な
る
と
先
述
し
た
よ
う
に
木
版
の
評
判
記
や
、
六
二
連
の
評
判
記
で
も
粗
筋

を
載
せ
る
よ
う
に
な
る
。
新
聞
に
お
い
て
は
、
連
載
小
説
と
同
じ
よ
う
に
脚
本

が
連
載
さ
れ
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
批
評
が
掲
載
さ
れ
る
。
粗
筋
は
新

作
だ
け
で
な
く
、
再
演
を
重
ね
て
内
容
が
周
知
さ
れ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
も

掲
載
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
へ
の
関
心
の
高
ま
り

は
、
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
解
放
と
印
刷
技
術
や
流
通
シ
ス
テ
ム
と

い
っ
た
歌
舞
伎
の
批
評
を
載
せ
る
出
版
ジ
ャ
ン
ル
の
質
的
変
化
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
。三

　
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
の
変
化

　
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
が
文
学
の
一
類
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
坪
内
逍
遙

ら
の
近
松
研
究
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
戯
曲
に
対
し
て
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
戯
曲
を
中
心
と
し
た
考
え
方
は
、
本
稿
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
近
代

以
降
の
演
劇
史
研
究
や
劇
評
史
研
究
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
、
近

世
期
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
も
、
決
し
て
戯
曲
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

　
役
者
評
判
記
は
役
者
に
対
し
て
批
評
を
行
う
た
め
、
作
品
内
容
に
関
し
て
は
、

「
そ
れ
は
作
者
の
問
題
で
あ
っ
て
、
役
者
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
批

判
は
自
制
さ
れ
た
。
し
か
し
、
場
面
の
解
釈
に
基
づ
い
て
役
者
の
表
現
を
批
評

す
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
三
ケ
ノ
津
浅
間
嶽 

二
の
替
芸
品
定
』
は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

の
初
演
以
降
、
再
演
が
繰
り
返
さ
れ
た
「
傾
城
浅
間
嶽
」
の
歴
代
の
興
行
の
批

評
を
含
む
役
者
評
判
記
で
あ
る
。
本
書
に
は
享
保
十
年
、
大
坂
で
の
再
演
時
の

批
評
を
次
の
よ
う
に
掲
載
し
て
い
る
。

　

　
此
度
は
ら
う
人
兵
助
役
。
お
さ
ん
を
刀
ぬ
い
て
。
お
ど
し
に
ひ
ら
め
か

さ
る
る
が
。
け
が
に
お
さ
ん
に
あ
た
り
し
ゆ
へ
。
ぜ
ひ
な
く
と
ゞ
め
さ
ゝ

る
ゝ
仕
内
に
見
へ
て
悪
し
と
。
其
時
の
評
判
。
ぬ
す
み
に
入
て
金
と
る
か

ら
は
む
ご
う
お
さ
ん
を
こ
ろ
す
が
此
段
）
19
（

。

　　
貧
苦
に
耐
え
な
が
ら
主
人
を
支
え
る
武
士
の
家
で
、
金
の
工
面
が
で
き
た
事

を
、
娘
に
つ
け
た
手
習
師
匠
の
浪
人
兵
助
が
耳
に
し
、
夜
中
に
忍
び
込
ん
で
娘

を
惨
殺
す
る
。
右
の
批
評
で
は
、
本
来
こ
の
場
面
で
は
盗
み
目
的
で
強
盗
殺
人

を
行
う
た
め
、
む
ご
く
演
じ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
享
保
十
年
の
再
演
時
の
演
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技
は
、
脅
す
う
ち
に
過
失
に
よ
っ
て
娘
を
傷
つ
け
、
仕
方
な
し
に
と
ど
め
を
刺

す
も
の
で
良
く
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
解
釈
に
よ
っ

て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
い
演
技
に
対
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
歌
舞
伎
の
粗
筋
本
で

あ
る
絵
入
狂
言
本
に
は
、「
仕
組
評
判
」
を
掲
載
す
る
も
の
が
あ
る
。
現
存
は

わ
ず
か
三
点
で
、『
け
い
せ
い
雄
床
山
』（
享
保
元
年
）、『
け
い
せ
い
金
水
車
』

（
享
保
三
年
）、『
お
し
ゆ
ん
伝
兵
衛
十
七
年
忌
』（
享
保
三
年
）
で
、
こ
れ
ら
は

す
べ
て
八
文
字
屋
が
手
が
け
て
い
る
。
こ
の
仕
組
評
で
は
、
幕
を
順
に
追
っ
て

批
評
が
行
わ
れ
、
筋
に
関
し
て
は
伏
線
を
張
り
巡
ら
せ
た
工
夫
や
観
客
の
予
想

を
覆
す
筋
立
て
を
評
価
し
た
り
、
筋
立
て
が
入
り
組
み
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
批

判
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
仕
組
評
判
は
近
代
の
戯
曲
に
相
応
す
る
筋
や
物
語
の

構
成
の
み
を
批
評
す
る
の
で
は
な
く
、
企
画
や
道
具
、
観
客
の
意
表
を
つ
く
役

者
の
使
い
方
と
い
っ
た
、
舞
台
を
構
成
す
る
要
素
の
う
ち
役
者
の
演
技
力
以
外

の
あ
ら
ゆ
る
点
に
関
し
て
も
、
舞
台
を
面
白
く
さ
せ
る
工
夫
（
趣
向
）
が
な
さ

れ
て
い
る
か
を
基
準
に
批
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
入
狂
言
本
が
出
版
さ
れ
た

時
期
は
、
十
七
世
紀
末
の
元
禄
期
に
比
べ
て
遥
か
に
筋
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

役
者
評
判
記
と
補
完
的
な
性
質
を
持
っ
た
演
劇
周
辺
書
物
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し

た
八
文
字
屋
が
、
舞
台
作
品
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
物
語
（
筋
）
を
扱
っ

た
絵
入
狂
言
本
に
仕
組
評
判
の
掲
載
を
試
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
役
者
評
判
記
で
は
、
立
役
の
部
や
女
形
の
部
な
ど
を
設
け
、
役
柄
に
よ

っ
て
役
者
を
批
評
す
る
が
、
十
八
世
紀
中
期
に
は
作
者
の
部
を
設
け
る
評
判
記

も
い
く
つ
か
出
る
）
20
（

。

図　『おしゆん伝兵衛十七年忌』（享保三年）早稲田大学坪内博士記念演劇博物館蔵本（イ11－764）
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者
ひ
め
飾
と
い
ふ
本
に
、
尾
上
菊
五
郎
丈
（
三
代
目
）
の
評
中
〔
見
巧

者
〕
イ
ヨ
南
北

梅
幸
丈
の
狂
言
は
故
人
つ
る
や
作
に
か
ぎ
り
ま
す
と

あ
り
、
こ
ゝ
も
は
や
役
者
の
評
言
に
あ
ら
ず
。
そ
の
外
に
も
筋
の
あ
し
き

を
咎
め
、
ヲ
ッ
ト
こ
れ
は
こ
の
丈
に
申
す
の
で
は
な
か
つ
た
作
者
に
申
す

の
で
あ
つ
た
、
ど
う
か
頭
取
、
作
者
の
評
判
す
る
と
こ
ろ
も
拵
ら
へ
て
も

ら
ひ
た
い
な
ど
、
断
り
云
ひ
た
る
も
多
い
事
な
り
、
我
こ
ゝ
に
願
望
立
て
、

欧
羅
巴
流
の
台
帳
の
評
と
、
我
邦
伝
来
の
役
者
評
判
記
と
、
ど
ち
ら
も
存

じ
て
そ
し
て
ゴ
ツ
チ
や
に
な
ら
ぬ
や
う
、
棒
示
杭
た
て
た
し
と
、
往
事
柵

草
紙
第
六
号
に
初
め
て
（
一
）
戯
曲
の
評
（
二
）
技
芸
の
評
（
三
）
装
具

の
評
と
記
し
ゝ
こ
と
あ
り
。
こ
れ
よ
り
後
は
い
つ
も
の
型
く
づ
さ
ず
評
し

居
れ
ば
、
こ
の
紙
上
初
御
目
見
得
の
御
客
様
、
お
迷
ひ
な
き
や
う
御
断
り

ま
で
あ
ら

か
し
こ
（
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
）

　　
ま
ず
三
木
竹
二
は
、
最
近
の
劇
評
は
近
世
期
の
八
文
字
屋
系
の
役
者
評
判
記

と
同
じ
く
役
者
の
芸
に
の
み
関
心
を
払
い
、
筋
や
仕
組
に

着
し
な
い
こ
と
を

批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
戯
曲
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
紹

介
す
る
。
そ
し
て
近
世
期
に
お
い
て
も
筋
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
、

自
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
戯
曲
評
を
行
う
と
主
張
す
る
。
こ
の
一
文
に
続
い
て
、

「
第
一
番
目
　
台
帳
の
総
評
」
と
し
て
、
福
地
桜
痴
作
の
「
武
勇
誉
出
世
景

清
」
と
そ
の
原
作
で
あ
る
近
松
門
左
衛
門
作
「
出
世
景
清
」
の
批
評
を
展
開
し
、

役
者
の
技
芸
や
舞
台
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
ず
、
筋
（
戯
曲
）
に
関
し
て
、
史

実
が
劇
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
荒
唐
無

に
な
っ
て
お
り
「
立
廻
り
の
み
多

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
近
世
期
に
お
い
て
も
、
筋
の
解
釈
に
沿
っ
た
役
者

の
演
技
評
、
仕
組
評
を
掲
載
す
る
絵
入
狂
言
本
、
役
者
評
判
記
に
お
け
る
作
者

の
部
な
ど
、
作
品
の
筋
立
て
へ
の
関
心
は
あ
っ
た
が
、
役
者
評
判
記
で
は
、
役

者
を
通
し
て
筋
や
構
成
、
道
具
な
ど
様
々
な
要
素
を
批
評
す
る
と
い
う
の
が
基

本
な
の
で
あ
り
、
筋
だ
け
が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
近
代
に
お
い
て
は
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
い
て
、
戯
曲
へ
の
関
心
が
提

唱
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
三
木
竹
二
は
、
明
治
二
十
四
年
に
『
朝
野
新
聞
』
で
劇

評
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
「
劇
評
の
仕
方
」
と
題
し
て
批
評

の
方
針
を
述
べ
る
。

　

　
劇
評
の
仕
方

　
劇
評
の
仕
方
い
ろ

あ
れ
ど
、
ま
づ
我
邦
に
て
は
、
い
に
し
八
文
字

屋
よ
り
年
々
黒
表
紙
出
板
せ
ら
れ
し
頃
よ
り
、
ち
か
く
は
六
二
連
、
水
魚

連
の
人
々
、
斯
道
へ
肩
い
れ
て
世
話
や
か
れ
し
ま
で
、
い
づ
れ
も
役
者
の

評
判
、
芸
道
の
よ
し
あ
し
に
つ
き
て
こ
そ
、
彼
此
と
ス
ツ
パ
抜
か
れ
た
れ
、

筋
の
通
る
通
ら
ぬ
、
仕
組
の
整
ひ
た
り
や
否
、
一
向
頓
着
な
か
り
し
な
り
。

さ
れ
ど
芝
居
と
申
す
も
の
素
と
狂
言
作
者
書
卸
し
の
台
帳
（
即
ち
戯
曲
）

を
、
役
者
の
芸
に
て
演
ず
る
な
れ
ば
、
役
者
の
芸
評
と
云
ふ
も
の
あ
る
か

ら
は
、
作
者
の
正
本
も
評
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
道
理
。
見
よ
や
欧
羅
巴
に
て
は
、

重
を
台
帳
に
措
き
、
そ
の
評
言
は
演
劇
史
に
載
せ
、
千
載
の
後
に
伝
へ
ら

る
れ
ど
、
役
者
の
評
は
、
唯
当
時
の
日
刊
新
聞
に
出
づ
る
の
み
と
聞
く
、

作
の
評
な
き
不
都
合
、
已
に
黒
表
紙
に
も
見
え
て
、
天
保
九
年
発
行
の
役
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く
、
人
を
動
す
べ
き
趣
味
い
と
少
な
し
」
と
批
判
す
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
歌
舞
伎
の
舞
台
の
構
成
要
素
す
べ
て
に
関
心
を
払
っ
た
近

世
期
の
批
評
の
う
ち
、
筋
や
構
成
に
関
す
る
関
心
が
受
け
皿
と
な
っ
て
、
西
洋

の
手
法
で
あ
る
戯
曲
の
批
評
に
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
木
竹
二

の
批
評
方
法
は
、
右
の
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
既
に
兄
の
森

外
が
主
催
す

る
『
し
が
ら
み
草
紙
』
で
実
践
さ
れ
て
お
り
、
文
芸
評
論
を
展
開
す
る
同
誌
で

歌
舞
伎
の
批
評
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
朝
野
新
聞
』
で
は
「
劇
評
の

仕
方
」
に
先
だ
っ
て
、
兄
の

外
に
よ
る
推
薦
文
が
あ
り
、
坪
内
逍
遙
も
劇
評

の
新
展
開
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
）
21
（

。
舞
台
を
構
成
す
る
様
々
な
要
素
の
一
つ
で

あ
っ
た
戯
曲
が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
戯
曲
が
文
学
の

一
類
に
含
ま
れ
る
と
い
う
近
代
に
お
け
る
文
学
の
概
念
の
再
編
と
も
関
わ
り
合

っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
三
木
竹
二
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
戯
曲
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
ず
に
近
世

期
以
来
の
役
者
の
批
評
を
す
べ
き
と
い
う
旧
派
と
の
論
争
を
通
し
て
形
を
な
し

た
。
例
え
ば
位
付
け
の
復
活
を
試
み
た
幸
堂
得
知
は
、
昔
の
「
真
の
見
巧
者
」

は
作
者
の
難
を
拾
っ
た
り
狂
言
に
非
を
打
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し

て
、
狂
言
の
筋
へ
素
人
が
口
出
す
こ
と
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
木
竹

二
は
、『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
の
一
年
前
、「
し
が
ら
み
草
紙
」
七
号
に
「
批
評

家
た
ら
む
も
の
戯
曲
と
い
へ
る
詩
の
善
悪
を
評
せ
ず
し
て
可
な
る
理
由
な
し
」

と
反
論
し
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
批
評
を
主
張
す
る
三
木
竹
二
自
身
も
、

『
朝
野
新
聞
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
役
者
の
技
芸
評
や
道
具
立
て
の
評
を
無

視
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
作
品
と
は
、
近
世
期
、
近
代
を
問
わ
ず
、

舞
台
で
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歌
舞
伎
の
批
評
の
対
象
と
は
、
戯
曲
で
は

な
く
、
舞
台
の
上
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
坪
内
逍
遙
ら
に

始
ま
る
現
代
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
戯
曲
の
み
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る

行
為
と
、
劇
評
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

　
以
上
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
戯
曲
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
近
世
か
ら
近

代
へ
の
変
化
を
考
察
し
た
。
近
世
期
に
お
い
て
も
作
品
の
筋
は
軽
視
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
近
世
期
の
筋
に
対
す
る
関
心
が
近
代
の
戯
曲
評
へ

と
転
換
し
た
。
し
か
し
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
以
外
の
要
素
が
軽
ん
じ
ら
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
世
の
役
者
評
判
記
に
あ
っ
た
役
者
や
道
具
の
工
夫
な

ど
へ
の
批
評
は
継
続
し
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
戯
曲
と
そ
れ
以
外
の
要
素
が

役
者
評
の
中
で
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲

が
独
立
し
て
批
評
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
き
な
転
換
と
い
え
よ
う
。

四
　
型
　
伝
統
を
ふ
ま
え
た
近
代
へ
の
転
換

　
最
後
に
、
現
代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
型
を
取
り
上
げ
、

歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察

す
る
。

　
歌
舞
伎
に
お
け
る
型
と
は
、
歌
舞
伎
と
い
う
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
を
支
え
る
意

味
で
の
型
、
例
え
ば
女
形
が
両
膝
を
つ
け
て
歩
く
こ
と
や
歌
舞
伎
独
特
の
セ
リ

フ
の
抑
揚
と
い
っ
た
型
か
ら
、
舞
台
上
の
特
定
の
作
品
に
お
け
る
役
者
の
一
つ

一
つ
の
細
か
な
動
き
の
型
ま
で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
台
本
の
通
り
動
け
ば
舞
台
上
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の
作
品
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
泣
く
」
と
台
本
に
あ
っ
た
時
、
号
泣

す
る
の
か
、
忍
び
泣
き
を
す
る
の
か
、
笑
い
な
が
ら
悲
し
み
を
こ
ら
え
る
の
か
、

様
々
な
演
出
が
考
え
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
場
合
は
近
世
期
以
来
、
基
本
的
に
演

出
家
は
お
ら
ず
役
者
が
演
出
を
担
っ
て
お
り
、
例
え
ば
九
代
目
市
川
団
十
郎
が

演
じ
た
動
き
が
後
輩
役
者
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
「
九
代
目
の
型
」
と
呼
称
さ

れ
、
劇
評
や
役
者
の
芸
談
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
学
会
の
一
九
九
八
年

の
紀
要
『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
に
お
い
て
、「
作
品
研
究
の
起
点
」
と
し

て
近
世
演
劇
研
究
者
と
劇
評
家
が
座
談
会
を
行
っ
て
い
る
）
22
（

。
そ
こ
で
、
歌
舞
伎

史
の
研
究
者
で
あ
る
今
尾
哲
也
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

僕
は
七
代
目
坂
東
三
津
五
郎
に
、
型
と
い
う
の
は
何
で
す
か
と
聞
く
と
、

（
中
略
）「
型
っ
て
肚
で
す
よ
」
と
ズ
バ
ッ
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
要
す
る

に
肚
が
で
き
て
い
れ
ば
、
型
と
い
う
の
は
生
き
る
。
だ
か
ら
肚
を
把
握
し

て
い
く
の
に
役
者
と
い
う
も
の
は
、
も
う
苦
労
に
苦
労
を
し
て
、
勉
強
に

勉
強
を
重
ね
る
ん
だ
と
思
う
（
後
略
）

　　
今
尾
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
演
技
の
型
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
登
場
人
物

の
立
場
や
性
格
の
解
釈
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
登
場
人
物
の
理
解
を
、
現

代
の
歌
舞
伎
の
劇
評
に
お
い
て
は
「
肚
」「
性
根
」
と
称
す
る
。
さ
ら
に
、
今

尾
は
歌
舞
伎
の
批
評
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

歌
舞
伎
を
批
評
す
る
場
合
、
何
を
基
準
に
す
る
の
か
。
結
局
そ
れ
は
戯
曲

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
型
を
基
準
に
し
て
歌
舞
伎
を
見
る
事
は
、
多

分
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
型
の
善
し
悪
し
を
見
つ
め
て
い
く
た
め
に
は
、

（
中
略
）
戯
曲
に
照
ら
し
て
、
こ
う
い
う
類
の
演
出
の
あ
り
方
が
い
い
の

か
悪
い
の
か
、
あ
る
い
は
納
得
で
き
る
の
か
で
き
な
い
の
か
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
作
品
の
特
定
の
場
面
の
演
出
で
あ
る
型
の
善
し
悪
し

の
評
価
の
基
準
は
、
戯
曲
の
正
し
い
読
み
と
、
登
場
人
物
の
正
確
な
把
握
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
様
々
な
型
の
中
か
ら
、
最
も
正
し
い
型
を
、
良
い
型
と
し

て
評
価
す
る
。
逆
に
戯
曲
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
、
役
者
が
見
栄
え
の
良
さ
な
ど

を
優
先
し
た
も
の
を
悪
い
型
と
し
て
批
判
す
る
。
ま
た
、
芸
の
継
承
に
お
い
て

後
継
者
た
ち
が
、
型
の
根
拠
と
な
る
登
場
人
物
の
心
や
作
品
解
釈
に
つ
い
て
勉

強
も
せ
ず
に
、
形
だ
け
受
け
継
い
で
し
ま
う
形
骸
化
し
た
型
は
、
本
来
は
良
い

型
で
あ
っ
て
も
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
型
と
い
う
役
者
の
芸
の
把
握
の
方

法
は
、
戯
曲
と
い
う
近
代
に
な
っ
て
日
本
に
移
入
し
て
き
た
概
念
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
型
の
視
点
か
ら
の
批
評
を
始
め
た
の
が
、
三
木
竹
二
と
さ
れ
て

い
る
。
慶
応
三
年
生
ま
れ
の
三
木
竹
二
は
明
治
六
年
に
一
家
で
津
和
野
か
ら
東

京
へ
移
住
し
、
歌
舞
伎
を
熱
心
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
幕
末
か
ら
活
躍
し
た
九

代
目
市
川
団
十
郎
や
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
が
明
治
三
十
年
代
に
相
次
い
で
な
く

な
り
、
近
世
期
の
歌
舞
伎
は
消
滅
す
る
と
い
う
危
機
感
が
演
劇
界
全
体
を
覆
っ

て
い
た
。
竹
二
は
自
分
が
目
に
し
た
、
九
代
目
団
十
郎
や
五
代
目
菊
五
郎
の
演
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技
を
書
き
留
め
よ
う
と
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
三
木
竹
二
が
主
張
す
る
戯
曲
の
批

評
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
演
技
を
記
録
し
、
批
評
を
行
っ
た
。

　
戯
曲
の
解
釈
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
役
者
の
演
技
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ど

う
か
を
批
評
す
る
型
の
視
点
は
、
先
述
し
た
「
傾
城
浅
間
嶽
」
の
強
盗
殺
人
の

場
面
の
批
評
の
よ
う
に
既
に
近
世
期
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
新
た
な
演
出
を
作

り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
期
の
役
者
評
判
記
に
お
い
て
芸
系
へ
の
言
及
が

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
型
に
通
じ
る
考
え
方
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
世
期
の

役
者
評
判
記
の
批
評
の
方
法
が
、
型
と
い
う
方
法
に
転
換
し
て
近
代
以
降
、
現

代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
近
世
期
の
歌
舞
伎
に
お
い
て
は
、
同
じ
事
を
単
純
に
繰
り
返
す
こ
と
を
「
焼

き
直
し
」
と
し
て
嫌
い
、
常
に
新
し
い
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
を
評
価
し
た
。

そ
の
中
で
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
い
趣
向
は
批
判
さ
れ
た
。
一
方
近
代
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
批
評
の
方
法
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
善
し
悪

し
の
判
断
基
準
に
戯
曲
の
解
釈
と
い
う
西
欧
か
ら
入
っ
て
き
た
要
素
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
そ
の
上
で
、
正
し
い
型
と
は
何
で
あ
る
か
を
批
評
し
て
い
る
。
近

世
期
は
、
芸
を
継
承
し
な
が
ら
も
無
数
の
型
が
拡
散
的
に
生
み
出
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、
近
代
以
降
は
、
正
し
い
表
現
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
点
に
違
い
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
点
が
近
代
に
お
け
る
大
き
な
転
換
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
現
代
に
お
け
る
型
を
め
ぐ
る
議
論
は
単
純
で
は
な
い
。
正
し
く
戯

曲
を
解
釈
し
、
登
場
人
物
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
近
代
以
降
で
は
原

作
を
尊
重
す
る
こ
と
を
基
本
に
お
く
が
、
舞
台
上
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ

る
型
で
あ
れ
ば
、
原
作
の
戯
曲
の
解
釈
か
ら
の
逸
脱
を
容
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、「
義
経
千
本
桜
」
の
三
段
目
「
鮓
屋
」
に
お
い
て
、
弥
助
と
称
し
て

鮓
屋
に
匿
わ
れ
て
い
る
平
家
の
公
達
平
維
盛
に
片
想
い
す
る
鮓
屋
の
娘
お
里
が
、

弥
助
の
正
体
を
知
っ
た
後
に
、「
鮓
屋
の
娘
が
惚
れ
ら
れ
う
か
」
の
場
面
で
お

里
が
維
盛
を
つ
ね
る
型
が
あ
る
。「
作
品
研
究
の
起
点
」
の
座
談
会
に
お
い
て
、

近
世
演
劇
研
究
者
で
現
代
の
文
楽
の
劇
評
も
行
う
内
山
美
樹
子
は
、
身
分
差
を

知
っ
て
理
性
的
な
行
動
を
と
る
戯
曲
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
た
あ
る
ま
じ
き
演
出

で
批
判
を
受
け
て
き
た
型
で
あ
る
が
、
演
じ
る
者
に
よ
っ
て
は
、「
女
と
い
う

も
の
は
、
時
に
衝
動
的
な
行
動
を
す
る
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
し
て

容
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
劇
評
家
で
研
究
者
で
も
あ
る
渡
辺
保
や
児

玉
竜
一
は
同
じ
座
談
会
で
、
肚
や
正
し
い
戯
曲
の
解
釈
を
基
準
に
す
る
の
で
は

な
く
、
型
そ
の
も
の
を
基
準
に
演
技
を
評
価
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
意
見
を
述

べ
て
い
る
）
23
（

。
こ
の
よ
う
に
西
洋
に
由
来
す
る
合
理
的
な
戯
曲
中
心
の
批
評
方
法

で
は
割
り
切
れ
な
い
要
素
を
型
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
要
素
と
は
、

歌
舞
伎
の
ジ
ャ
ン
ル
を
支
え
る
伝
統
的
な
も
の
と
も
言
え
る
。
こ
れ
が
戯
曲
を

基
準
に
お
い
た
批
評
と
抵
触
す
る
の
か
、
共
存
す
る
の
か
と
い
う
議
論
は
、
明

治
の
三
木
竹
二
と
幸
堂
得
知
の
論
争
以
来
今
で
も
続
い
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
舞
台
か
ら
観
客
が
受
け
る
感
興
と
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
点
か
ら
、

評
価
基
準
と
し
て
戯
曲
の
解
釈
が
最
優
先
に
な
ら
な
い
事
例
が
現
代
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
の
批
評
が
、
歌
舞
伎
の
戯
曲
研
究
と
は
異
な
り
、
舞
台

を
作
品
の
完
成
形
と
し
て
批
評
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
役
者
評
判
記
以
来
の

役
者
の
演
技
を
通
し
て
舞
台
を
評
価
す
る
と
い
う
姿
勢
を
、
型
の
視
点
が
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
劇
評
研
究
史
で
は
、
役
者
中
心
の
役
者
評
判
記
、
戯
曲
へ
の
関

心
を
も
っ
た
近
代
の
劇
評
と
い
う
風
に
整
理
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
完
全

に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
戯
曲
の
解
釈
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
そ

れ
が
絶
対
的
な
批
評
の
基
準
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戯
曲
の
解
釈
が

絶
対
的
な
批
評
の
尺
度
に
な
ら
な
い
の
は
、
三
木
竹
二
が
戯
曲
評
に
加
え
て
芸

評
や
道
具
立
て
の
批
評
を
残
し
た
時
点
か
ら
既
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
）
24
（

。

ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
歌
舞
伎
の
批
評
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
に
つ
い
て

考
察
を
し
た
。
従
来
の
劇
評
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
近
代
以
降
の
戯
曲
を
重

視
す
る
立
場
か
ら
、
歌
舞
伎
の
質
的
変
化
に
連
動
し
て
各
時
代
の
批
評
の
性
質

が
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
劇
評
の
文
化
史
と
い
う
立
場
か
ら
、
出
版

ジ
ャ
ン
ル
を
整
理
す
る
視
点
に
立
ち
、
分
析
を
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近

世
期
の
役
者
評
判
記
を
、
劇
を
批
評
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
新
た
な
出
版
ジ
ャ

ン
ル
と
位
置
づ
け
、
容
色
本
位
の
野
郎
評
判
記
、
技
芸
本
位
の
役
者
評
判
記
と

い
う
性
質
の
変
化
は
、
刊
行

度
な
ど
出
版
物
の
性
質
の
変
化
と
も
関
連
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
近
世
期
か
ら
近
代
へ
の
歌
舞
伎
の
批
評
の

変
化
も
、
近
世
期
の
出
版
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
約
か
ら
の
解
放
と
、
近
代
に
お

け
る
新
た
な
印
刷
技
術
や
流
通
シ
ス
テ
ム
と
い
う
出
版
物
の
性
質
の
変
化
が
影

響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
役
者
毎
に
批
評
す
る
役
者

評
判
記
か
ら
上
演
作
品
毎
に
批
評
す
る
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
に
転
換
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
た
、
近
代
の
歌
舞
伎
の
批
評
は
、
戯
曲
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
従
来

の
研
究
は
指
摘
す
る
が
、
近
世
期
に
お
い
て
も
作
品
の
筋
や
構
成
へ
の
関
心
は

あ
っ
た
。
こ
の
近
世
期
の
筋
に
対
す
る
関
心
が
近
代
の
戯
曲
評
へ
と
転
換
し
た

と
は
い
え
、
近
代
に
な
っ
て
戯
曲
以
外
の
要
素
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
近
世
の
役
者
評
判
記
に
あ
っ
た
役
者
や
道
具
の
工
夫
な
ど
へ
の
批
評
は
継

続
し
た
。
近
世
に
お
い
て
は
、
戯
曲
と
そ
れ
以
外
の
要
素
が
役
者
評
の
中
で
渾

然
一
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
入
っ
て
戯
曲
が
独
立
し
て
批
評

の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
大
き
な
転
換
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
歌
舞

伎
の
批
評
が
戯
曲
評
で
は
な
く
舞
台
評
で
あ
る
が
故
に
、
戯
曲
解
釈
に
基
づ
く

演
技
の
「
型
」
と
い
う
近
代
的
な
批
評
の
方
法
の
中
に
も
、
戯
曲
を
第
一
義
に

お
か
な
い
近
世
期
の
役
者
評
判
記
の
視
点
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
注

（
１
）　
高
野
辰
之
「
役
者
評
判
記
」
東
京
帝
国
大
学
演
劇
史
学
会
編
『
演
劇
史
研

究
　
第
一
輯
』
第
一
書
房
、
一
九
三
二
年
、
二
二
五
〜
二
九
二
頁
。
守
随
憲
治

「
歌
舞
伎
劇
評
史
」『
日
本
演
劇
と
劇
文
学
』
日
本
精
神
文
化
第
一
巻
八
号
、
河

出
書
房
、
一
九
三
四
年
、
二
三
二
〜
二
四
三
頁
。
守
随
憲
治
「
役
者
評
判
記
」

『
演
劇
百
科
大
事
典
　
第
五
巻
』
平
凡
社
、
一
九
六
一
年
、
四
二
八
〜
四
三
一

頁
。
鳥
越
文
蔵
「
役
者
評
判
記
の
役
割
　
伝
統
的
役
者
評
判
記
論
に
そ
っ
て
」

『
元
禄
歌
舞
伎
攷
』
八
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
九
頁
。
初
出
は
伝
統
芸

術
の
会
編
『
伝
統
と
現
代
　
第
四
巻
　
歌
舞
伎
』
学
芸
書
林
、
一
九
六
九
年
、

五
二
〜
七
〇
頁
。
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（
２
）　
例
え
ば
、
前
掲
守
随
「
役
者
評
判
記
」
で
は
、「
元
禄
時
代
以
後
に
な
る

と
、
遊
女
評
判
記
の
成
長
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
歌
舞
伎
芝
居
の
評
判
が
、

演
技
演
出
の
評
と
し
て
進
歩
の
跡
を
み
せ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
容
色
本

位
の
野
郎
評
判
記
が
技
芸
本
位
の
役
者
評
判
記
に
変
化
し
た
こ
と
を
「
進
化
」

と
と
ら
え
る
考
え
方
は
潜
在
的
に
根
強
く
、
例
え
ば
池
山
晃
「
観
客
の
視
点

（
一
）
役
者
評
判
記
」（『
岩
波
講
座
　
歌
舞
伎
・
文
楽
　
四
巻
　
歌
舞
伎
文
化

の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
変
化
を
「
脱
皮
」

と
す
る
。

（
３
）　
同
注（
１
）守
随
「
歌
舞
伎
劇
評
史
」
で
は
、
写
実
主
義
、
自
然
主
義
、
浪

漫
主
義
な
ど
文
学
の
分
析
方
法
を
用
い
て
論
じ
る
。
戯
曲
を
基
準
に
し
た
歌
舞

伎
の
批
評
史
は
、
例
え
ば
水
田
か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の

　
元
文
〜
寛
延
期
を
中
心
に
」（『
芸
能
史
研
究
』
一
〇
八
、
一
九
九
〇
年
、
三

九
〜
五
六
頁
）
で
も
、
十
八
世
紀
中
期
の
役
者
評
判
記
の
特
色
と
し
て
「
狂
言

そ
の
も
の
へ
の
視
点
」
が
加
わ
り
、
役
者
毎
の
芸
評
と
は
別
に
、「
劇
評
」
が

成
立
し
て
い
る
と
し
て
、
画
期
的
と
評
価
し
て
い
る
。

（
４
）　
武
井
協
三
「
初
期
歌
舞
伎
の
演
技
」
二
〇
〇
三
年
、h

ttp
:
w
w
w
.n
ijl.

ac.jp
k
ib
an
-s
p
ro
ject

seik
a
p
d
f
2003

2003-03.p
d
f

（
二
〇
〇
八
年
一

月
三
〇
日
閲
覧
）。「
玉
川
千
之
丞
の
登
場
　
歌
舞
伎
演
技
の
形
成
」『
高
麗
大

学
国
際
学
術
大
会
　
十
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
公
演
文
化
』
二
〇
〇
六
年
、
二
四

九
〜
二
五
九
頁
、
な
ど
。
武
井
は
野
郎
評
判
記
に
加
え
て
、
浮
世
草
子
『
男
色

大
鑑
』、
菱
川
師
宣
の
絵
本
『
古
今
役
者
物
語
』、
さ
ら
に
大
名
の
日
記
を
駆
使

し
て
、
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
女
形
玉
川
千
之
丞
の
嫉
妬
に
狂
う
す
さ
ま
じ
い
女

の
表
現
力
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
。

（
５
）　
同
注（
１
）鳥
越
文
蔵
「
役
者
評
判
記
の
役
割
　
伝
統
的
役
者
評
判
記
論
に

そ
っ
て
」
で
は
、『
役
者
口
三
味
線
』
の
登
場
を
時
代
区
分
と
す
る
通
説
に
対

し
て
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
『
野
良
立
役
舞
台
大
鏡
』
を
分
岐
点
と
し

て
い
る
。
幕
末
ま
で
の
役
者
評
判
記
が
踏
襲
す
る
『
役
者
口
三
味
線
』
の
基
本

形
の
萌
芽
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
鳥
越
の
指
摘

は
、
以
後
の
役
者
評
判
記
研
究
で
も
踏
ま
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
松
澤
正
樹

「
三
都
役
者
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景
　
和
泉
屋
版
「
鑑
も
の
」
を
中
心

に
」（『
論
究
日
本
文
学
』
六
二
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
五
年
五

月
、
三
三
〜
四
五
頁
）
や
注
（
２
）
池
山
晃
「
観
客
の
視
点
（
一
）
役
者
評
判

記
」
等
。

（
６
）　
八
文
字
屋
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
本
屋
仲
間
か
ら
脱
退
す
る
と
、

八
文
字
屋
の
芝
居
関
係
書
の
板
株
（
出
版
権
）
を
、
大
坂
の
演
劇
関
係
の
書
物

を
手
が
け
て
き
た
河
内
屋
太
助
が
譲
り
受
け
、
八
文
字
屋
の
評
判
記
の
形
式
を

継
承
し
て
い
く
。

（
７
）　
近
世
後
期
に
な
る
と
、
興
行
慣
習
の
崩
壊
に
よ
っ
て
顔
見
世
興
行
に
す
ら

触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
年
度
の
役
者
評
判
記
も
登
場
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
、

こ
の
よ
う
な
芸
系
に
多
く
の
情
報
が
さ
か
れ
る
。
こ
の
状
況
は
注
（
３
）
水
田

か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
　
元
文
〜
寛
延
期
を
中
心
に
」

に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　『
役
者
口
三
味
線
』
以
前
の
評
判
記
で
あ
る
元
禄
三
年
刊
の
『
役
者
大

鑑
』
は
、
元
禄
五
年
、
元
禄
八
年
の
評
判
記
で
版
木
が
流
用
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　
河
合
眞
澄
「
役
者
評
判
記
の
開
口
部
と
西
鶴
作
品
」『
近
世
文
学
の
交
流

　
演
劇
と
小
説
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
五
〜
二
五
〇
頁
。
浮
世
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草
子
作
者
江
島
其
磧
が
役
者
評
判
記
の
作
者
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
河
合
は
役
者
評
判
記
の
開
口
部
に
つ
い
て
浮
世
草
子
と
し
て
の
性
質
に

注
目
す
べ
き
事
を
提
唱
し
た
。

（
10
）　
人
形
浄
瑠
璃
の
評
判
記
で
現
存
最
古
の
も
の
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

刊
の
『
音
曲
猿
口
轡
』。
人
形
浄
瑠
璃
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
役
者
評
判
記
の
形
式
を
使
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
し

か
し
役
者
評
判
記
の
よ
う
に
定
期
刊
行
物
化
し
な
か
っ
た
。

（
11
）　
中
野
三
敏
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
一
九
八
五
年
、
岩
波
新
書
。
な
お
、

享
保
期
の
遊
女
評
判
記
は
役
者
評
判
記
に
倣
っ
た
形
式
の
も
の
も
刊
行
さ
れ
た
。

（
12
）　
荻
田
清
「
綿
喜
板
役
者
評
判
記
の
出
現
」『
上
方
板
歌
舞
伎
関
係
一
枚

考
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
。
池
山
晃
「「
出
板
物
」
と
し
て
の
役
者
評

判
記
　
再
び
河
内
屋
太
助
板
評
判
記
に
つ
い
て
」『
日
本
文
学
研
究
』
三
六
、

大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
七
年
二
月
、
一
二
四
〜
一
三
三
頁
。
池

山
、
注
（
２
）
等
。
八
文
字
屋
の
版
株
を
譲
り
受
け
た
河
内
屋
太
助
も
、
評
判

記
の
類
板
の
訴
え
を
起
こ
す
。
な
お
、
江
戸
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
幕
末
に
か
け

て
一
枚

の
評
判
記
が
出
る
が
係
争
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
13
）　
例
え
ば
、
筋
書
き
に
関
し
て
は
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
前
期
に
刊

行
さ
れ
た
絵
入
狂
言
本
や
、
十
八
世
紀
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
根
本
、
正
本
写
が

あ
る
。
な
お
、
基
本
的
に
近
世
期
に
お
い
て
は
歌
舞
伎
の
台
帳
（
台
本
）
は
出

版
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
劇
団
の
企
業
秘
密
と
い
う
こ
と
と
、
上
演

中
も
セ
リ
フ
な
ど
に
変
化
を
つ
け
て
い
く
た
め
台
本
の
決
定
稿
が
で
き
に
く
い

と
い
う
説
も
あ
る
。
役
者
評
判
記
と
は
別
に
、
歌
舞
伎
の
歴
史
や
、
役
者
の
芸

系
、
大
道
具
や
役
者
の
扮
装
、
観
劇
の
習
慣
な
ど
に
触
れ
た
劇
書
と
分
類
さ
れ

る
出
版
物
も
刊
行
さ
れ
た
。
劇
書
の
多
く
は
八
文
字
屋
が
手
が
け
、
役
者
評
判

記
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
広
瀬
千
紗
子
「
八
文

字
屋
系
劇
書
の
成
立
　
『
新

古
今
役
者
大
全
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
芸
能
史
研

究
』
四
五
、
一
九
七
四
年
四
月
、
四
四
〜
六
四
頁
。
広
瀬
「
八
文
字
屋
劇
書
の

変
遷
」『
芸
能
史
研
究
』
五
六
、
一
九
七
七
年
一
月
、
一
九
〜
三
三
頁
。
注

（
３
）
水
田
か
や
乃
「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
　
元
文
〜
寛
延
期

を
中
心
に
」）。
ま
た
、
江
戸
で
は
役
者
の
似
顔
な
ど
の
浮
世
絵
や
、
芸
系
、
あ

る
い
は
上
演
年
表
と
い
っ
た
も
の
へ
の
関
心
か
ら
年
代
記
や
年
鑑
が
出
版
さ
れ

た
（
赤
間
亮
「
歌
舞
伎
の
出
版
物
（
二
）
江
戸
の
劇
書
」『
岩
波
講
座
　
歌
舞

伎
・
文
楽
　
四
巻
　
歌
舞
伎
文
化
の
諸
相
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
三
一

〜
三
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、「
役
者
評
判
記
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
差
し
障
り
の
な

い
別
の
出
版
物
の
形
式
で
、
観
客
の
好
奇
心
に
応
え
て
い
っ
た
。

（
14
）　
戸
部
銀
作
「
六
二
連
の
事
」『
日
本
演
劇
』
第
四
巻
第
三
号
一
九
四
六
年

四
月
、
三
三
〜
三
七
頁
。
山
本
二
郎
「
明
治
初
期
の
劇
評
」『
演
劇
界
』
一
九

四
八
年
八
月
、
二
〜
五
頁
。
林
京
平
「
日
本
劇
評
史
の
展
望
」『
総
合
世
界
文

芸
』
一
九
五
三
年
九
月
、
一
五
五
〜
一
七
四
頁
。
今
尾
哲
也
『
六
二
連
の
「
俳

優
評
判
記
」
に
つ
い
て
』『
演
劇
評
論
』
一
九
五
四
年
八
月
、
一
三
〜
一
九

頁
・
九
月
、
一
六
〜
二
〇
頁
。
権
藤
芳
一
『
近
代
歌
舞
伎
劇
評
家
論
』
演
劇
出

版
社
、
一
九
五
九
年
。
権
藤
「
評
判
記
か
ら
劇
評
へ
　
明
治
十
・
二
十
年
代
の

歌
舞
伎
劇
評
」『
芸
能
史
研
究
』
二
四
、
一
九
六
九
年
一
月
、
一
〜
一
二
頁
。

藤
田
洋
「
歌
舞
伎
誌
の
系
譜
　
役
者
評
判
記
か
ら
六
二
連
ま
で
」『
季
刊
雑
誌

　
歌
舞
伎
』
二
号
、
一
九
六
八
年
十
月
、
一
九
三
〜
一
九
七
頁
。
藤
田
「
歌
舞

伎
雑
誌
の
系
譜
　
六
二
連
の
俳
優
評
判
記
」『
季
刊
雑
誌
　
歌
舞
伎
』
三
号
、

(05)373
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一
九
六
九
年
一
月
、
二
〇
四
〜
二
〇
九
頁
。
服
部
幸
雄
「
過
渡
期
の
演
劇
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
　
六
二
連
の
「
俳
優
評
判
記
」
に
つ
い
て
」『
悲
劇
喜
劇
』（
特

集
・
演
劇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）、
一
九
七
七
年
十
二
月
、
六
〜
一
〇
頁
。
法
月

敏
彦
「
六
二
連
「
俳
優
評
判
記
」」『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
一
〜
一
九
、
一

九
八
八
年
八
月
〜
一
九
九
七
年
六
月
。
法
月
編
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
』（
歌

舞
伎
資
料
選
書
・
九
）
上
・
中
・
下
、
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
調
査
資
料
課
、

二
〇
〇
二
〜
二
〇
〇
五
年
。
法
月
校
訂
『
六
二
連
俳
優
評
判
記
・
歌
舞
伎
新
報

編 

上
／
歌
舞
伎
新
報
社 

編
』（
歌
舞
伎
資
料
選
書
・
一
〇
）、
国
立
劇
場
調
査

養
成
部
調
査
資
料
課
、
二
〇
〇
六
年
。
池
山
晃
「
六
二
連
『
俳
優
評
判
記
』
の

位
置
　
新
し
い
劇
評
媒
体
群
の
な
か
で
」『
日
本
文
学
研
究
』
四
三
、
大
東
文

化
大
学
、
二
〇
〇
四
年
二
月
、
四
〇
〜
四
九
頁
。

（
15
）　
同
注
（
13
）
赤
間
は
近
世
後
期
に
は
一
枚
物
が
出
さ
れ
、
速
報
性
に
対
応

し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
一
枚
物
で
あ
る
ゆ
え
に
、
批
評
に
関
す
る
記
事
は

役
者
評
判
記
に
比
べ
て
は
る
か
に
少
な
く
、
一
口
コ
メ
ン
ト
程
度
で
あ
る
。

（
16
）　
同
注
（
14
）
池
山
晃
。

（
17
）　
幸
堂
得
知
（
天
保
十
四
年
〔
一
八
四
三
〕〜
大
正
二
年
〔
一
九
一
三
〕）
は
、

六
歳
か
ら
観
劇
歴
を
持
ち
、
近
世
後
期
の
歌
舞
伎
と
観
劇
姿
勢
を
肌
で
知
る
者

と
し
て
、
戯
曲
を
評
す
る
新
た
な
趨
勢
に
異
を
唱
え
た
。
位
付
け
に
関
し
て
は
、

『
国
民
新
聞
』
明
治
二
十
三
年
四
月
三
日
の
記
事
で
試
み
る
。
同
紙
明
治
二
十

四
年
二
月
五
日
に
露
蝶
園
春
狂
生
が
「
演
劇
評
の
又
評
」
で
幸
堂
得
知
の
姿
勢

を
評
価
す
る
も
、
継
続
し
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
こ
れ
に
対
す
る
幸
堂
得
知

の
回
答
は
同
紙
二
月
十
日
の
記
事
。
こ
こ
で
毎
回
位
付
け
を
し
な
い
理
由
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　
同
注
（
13
）。

（
19
）　『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
Ⅰ
期
、
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二

〇
一
頁
。

（
20
）　
水
田
か
や
乃
、
注
（
３
）「
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も
の
」、
四
六

〜
四
七
頁
。
水
田
「
狂
言
作
者
の
登
場
　
役
者
評
判
記
か
ら
よ
み
と
れ
る
も

の
」『
歌
舞
伎
の
狂
言
　
言
語
表
現
の
追
究
』、
八
木
書
店
、
一
九
九
二
年
、
七

三
〜
九
一
頁
。

（
21
）　
坪
内
逍
遙
「
八
文
字
屋
以
来
の
全
盛
」『
延

集
』
第
七
号
（
明
治
二
十

四
年
四
月
二
十
五
日
）。
逍
遙
協
会

『
未
刊
・
坪
内
逍
遙
資
料
集
　
５
』
逍

遙
協
会
、
二
〇
〇
二
年
。
三
四
七
〜
三
四
九
頁
。

（
22
）　「
作
品
研
究
の
起
点
」『
歌
舞
伎
　
研
究
と
批
評
』
二
一
、
歌
舞
伎
学
会
、

一
九
九
八
年
六
月
、
三
〜
二
八
頁
。

（
23
）　
同
注
（
22
）。
児
玉
竜
一
は
、「
肚
で
は
泣
く
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
、
踊
っ

て
い
る
よ
う
な
陶
酔
感
」
に
「
肚
と
は
別
の
よ
さ
」
を
見
い
だ
し
、
渡
辺
保
は

「
わ
ざ
と
の
面
白
さ
」
と
し
て
い
る
。

（
24
）　
近
代
以
降
の
劇
評
史
に
言
及
の
多
い
権
藤
芳
一
は
、「
戯
曲
評
に
お
い
て

可
成
り
清
新
で
あ
っ
た
竹
二
が
、
い
ざ
劇
評
と
な
る
と
極
め
て
月
並
み
に
な
り

前
近
代
的
に
な
る
」
と
指
摘
し
、「
通
に
近
ず
き
た
い
と
さ
え
思
う
」
と
指
摘

す
る
（
権
藤
芳
一
『
近
代
歌
舞
伎
劇
評
家
論
』
演
劇
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、

一
一
六
頁
）。
ま
た
、
権
藤
は
武
智
鉄
二
、
戸
板
康
二
、
三
宅
周
太
郎
に
も
そ

の
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。
竹
二
に
関
す
る
考
察
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の

は
、
筆
者
は
権
藤
以
外
知
ら
な
い
が
、
権
藤
の
近
代
劇
作
家
の
考
察
に
は
常
に
、

劇
作
家
の
出
身
地
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
地
方
出
身
で
近
世
以
来
の
歌
舞
伎

(06)374
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劇評ジャンルの文化史

界
の
近
く
に
身
を
置
か
な
い
三
木
竹
二
が
抱
く
、
大
都
市
江
戸
で
天
保
期
以
来

歌
舞
伎
を
見
続
け
た
観
劇
体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
視
点
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
そ

こ
に
こ
そ
あ
る
べ
き
姿
の
歌
舞
伎
が
あ
る
と
の
考
え
に
根
ざ
す
も
の
だ
ろ
う
。

現
代
の
型
の
視
点
に
お
い
て
、
戯
曲
か
ら
逸
脱
し
て
も
歌
舞
伎
の
舞
台
と
し
て

観
客
に
感
興
を
与
え
る
演
出
を
肯
定
す
る
姿
勢
に
通
底
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

(07)375
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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

　
１
、
な
ぜ
、「
自
由
・
平
等
」
を
問
題
に
す
る
の
か

　
福
沢
諭
吉
ら
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
は
、
明
治
維
新
を
「
四
民
平
等
」
を
実

現
し
た
革
命
の
よ
う
に
論
じ
た
が
、
黒
船
シ
ョ
ッ
ク
が
引
き
お
こ
し
た
倒
幕
運

動
は
、
開
国
か
、
尊
王
攘
夷
か
が
争
わ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
尊
王
開
国
に

落
ち
着
い
た
も
の
で
、
そ
の
過
程
で
政
治
の
自
由
や
四
民
平
等
が
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
あ
が
っ
た
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
、
江
戸
時
代
の
う
ち
に
、
い
の
ち
の
自

由
・
平
等
思
想
が
ひ
ろ
が
り
、
身
分
制
度
も
金
の
力
で
グ
ズ
グ
ズ
に
な
っ
て
い

た
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の

だ
っ
た
。
明
治
新
政
府
は
、
一
八
七
三
年
一
月
に
徴
兵
令
の
告
諭
を
発
し
、
国

民
の
自
由
・
平
等
を
認
め
）
1
（

、
そ
れ
と
引
き
か
え
に
「
国
家
の
災
害
を
防
ぐ
」
た

め
に
、
西
洋
で
い
う
「
血
税
」
と
し
て
、
二
十
歳
に
達
し
た
男
子
に
三
年
の
兵

役
義
務
を
課
し
た
）
2
（

。「
国
民
皆
兵
」
制
度
は
、
国
民
各
自
が
自
分
の
権
力
の
一

部
を
国
家
に
提
供
し
、
秩
序
を
維
持
し
、
各
人
の
安
全
の
保
障
を
え
る
と
い
う

自
然
権
思
想
に
立
つ
も
の
だ
が
、
明
治
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
思
想
に
お
い
て
は
、

自
由
、
平
等
が
未
分
化
で
、
自
然
権
思
想
や
社
会
契
約
説
の
定
着
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
恣
意
的
な
分
析
し
か
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
）
3
（

。

　
そ
の
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
各
種
の
「
自
由
・
平

等
」
思
想
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
、
天
賦
人
権
論
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
、

そ
れ
ら
の
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
公
認
さ
れ
て
い
た
朱
子
学
の

「
天
理
」
や
、
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
た
天
道
思
想
が
働
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
の
通
念
で
は
、
い
の
ち
の
自
由
と
平
等
と
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
た
た
め
、
天
賦
人
権
論
者
た
ち
は
、
あ
ら
た
め
て
自
由
と
平
等
の

関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
社
会
や
国
家
と
関
係
づ
け
な
が
ら
考
え
よ
う
と

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
人
の
諸
権
利
に
つ
い
て
も
、
い
の

ち
に
お
け
る
、
社
会
に
お
け
る
、
国
家
に
お
け
る
そ
れ
が
切
り
分
け
ら
れ
な
い

ま
ま
、
個
人
、
社
会
、
国
家
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
時
ど
き

〈
共
同
研
究
報
告
〉

明
治
期
日
本
の
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」

　
　
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
め
ぐ
っ
て

鈴
　
木
　
貞
　
美
　
　
　

(09)377
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の
状
況
に
よ
り
、
ま
た
論
者
の
立
場
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
変
化
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
自
由
」「
平
等
」
が
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
個
々
人
の
社
会
論
、
国
家
論
を
考

え
て
み
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
概
念
を
セ
ッ
ト
に
し

て
扱
う
方
法
、
お
よ
び
西
洋
の
概
念
を
受
け
取
る
際
に
働
く
リ
セ
プ
タ
ー
と
い

う
分
析
概
念
を
用
い
る
）
4
（

。
こ
れ
ら
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
個
々
の
概
念
史
研
究

に
は
、
必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
あ
わ
せ
て
概
念
編
成
（co
n
cep
-

tu
al  system

）
の
編
み
か
え
の
過
程
を
究
明
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
な
お
、

こ
の
問
題
の
追
究
に
関
し
て
、
一
般
に
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
を
セ
ッ
ト
に

し
て
近
代
民
主
主
義
思
想
を
論
じ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、「
博
愛
」
に

あ
た
る
観
念
は
、
儒
学
の
「
仁
」
や
仏
教
の
「
生
き
物
を
慈
し
む
」
考
え
な
ど
、

範
囲
や
質
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
度
外
視
し
て
も
、
問
題
が
生
じ
な

い
と
判
断
す
る
。

　　
２
、
翻
訳
語
と
し
て
の
「
自
由
」

　
英
語
の
リ
バ
テ
ィ
（lib
erty

）
や
フ
リ
ー
ダ
ム
（freed

o
m

）
の
訳
語
と
し

て
「
自
由
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
に
は
経
緯
が
あ
る
。「
自

由
」
を
含
め
、「
権
利
」
な
ど
の
言
葉
が
、
従
来
の
意
味
と
は
別
の
意
味
で
、

急
速
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
欧
諸
国
が
東
ア
ジ
ア
の
門
を
た
た

き
は
じ
め
た
と
き
か
ら
だ
っ
た
。

　
江
戸
幕
府
が
外
国
と
結
ん
だ
条
約
な
ど
に
、
外
国
人
に
対
し
て
、
寺
院
市
店

見
物
は
「
勝
手
た
る
べ
し
」
か
ら
、「
市
中
近
辺
自
由
ニ
徘
徊
す
る
事
を
許

す
」
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
）
5
（

。
西
洋
側
が
要
求
す
る
信
教
の
「
自
由
」
に
対
し

て
も
、
そ
の
相
互
尊
重
を
条
約
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
ゆ
く
が
、
こ
こ
に
も
居

宅
内
に
礼
拝
堂
を
建
て
る
の
は
「
勝
手
た
る
べ
き
事
」
か
ら
「
宗
旨
を
自
由
に

奉
ず
る
こ
と
を
免
し
有
る
べ
し
」
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
）
6
（

。
ま
た
こ
の
こ
ろ
の

取
り
決
め
に
は
、
役
人
が
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
「
自
由
の
交
易
」
や

「
自
由
交
易
」
の
語
も
見
ら
れ
る
）
7
（

。
つ
ま
り
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
訳

語
と
し
て
の
「
自
由
」
は
、
ま
ず
は
外
交
文
書
な
ど
の
公
用
語
で
、「
取
り
締

ま
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
他
の
分
野
に
も
ひ
ろ
が
っ
て

い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
簡
便
な
単
語
帳
の
よ
う
な
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』

（
初
版
、
一
八
六
二
）
に
は
、free

に
「
自
由
ナ
ル
」、lib

erty

に
「
自
由
」

を
、
ま
ず
あ
て
て
い
る
。

　
他
方
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
香
港
な
ど
で
、
華
英
辞

典
、
英
華
辞
典
な
ど
を
つ
く
り
は
じ
め
て
い
た
が
、
新
興
都
市
上
海
で
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
が
布
教
の
助
け
に
す
る
た
め
に
、
自
然
科
学
な
ど

の
最
新
知
中
国
の
若
手
知
識
人
の
協
力
を
え
て
翻
訳
出
版
し
た
。
こ
れ
ら
の
書

物
は
幕
末
の
日
本
に
流
れ
こ
ん
だ
。
一
八
六
四
年
に
は
北
京
で
、
国
家
間
の
条

約
の
問
題
を
中
心
に
し
た
雑
誌
『
万
国
公
法
』
が
創
刊
さ
れ
、
こ
れ
を
徳
川
幕

府
は
一
八
六
五
年
に
翻
訳
出
版
し
て
い
る
。
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
辞
典
や
法
律

の
文
書
な
ど
で
は
、
言
語
に
よ
く
通
じ
た
人
び
と
が
訳
語
を
定
め
て
、
英
語
の

多
義
牲
に
も
よ
く
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ド
英
華
辞

典
』（
一
八
六
六
）
で
は

freed
o
m

、lib
erty

と
も
に
、
ま
ず
「
自
主
」
を
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置
き
、「
自
由
」
以
下
多
様
な
意
味
を
解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
向
け

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
必
要
上
、
一
般
の
人
に
意
味
が
取
り

や
す
い
言
葉
が
選
ば
れ
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
単
語
に
様
ざ
ま
な
訳
語
が

飛
び
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　
日
本
と
諸
外
国
の
通
商
条
約
で
は
、
外
国
人
の
市
中
徘
徊
や
住
居
内
に
礼
拝

堂
を
建
て
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
勝
手
を
許
す
」
か
ら
「
自
由
を
許

す
」
へ
と
用
語
の
推
移
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
役
人
が
関
与
し
な
い
と
い
う

意
味
で
「
自
由
交
易
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
中
国
の
諸
外
国

と
の
通
商
条
約
の
用
語
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
外
交
な
ど
の
実
務
で
官
僚
が
用
い
る
語
が
、
官
報
や
政
府
の
動
き
を

伝
え
る
『
郵
便
報
知
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
御
用
新
聞
」
を
通
じ
て
、
公
用
語

と
し
て
ひ
ろ
ま
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
こ
で
も
概
念
の
理
解
は
二
の
次
に
な
り
が
ち

だ
っ
た
。
言
葉
が
ひ
ろ
ま
る
に
は
使
い
や
す
さ
が
大
き
く
働
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
に
つ
い
て
も
、
な
か
な
か
訳
語
が
決
ま

ら
な
か
っ
た
。

　
福
沢
諭
吉
は
「
自
主
、
自
専
、
自
得
、
自
若
、
自
主
宰
、
任
意
、
寛
容
、
従

容
等
の
字
を
用
い
た
れ
ど
も
、
未い

ま

だ
原
語
の
意
義
を
尽
く
す
に
足
ら
ず
）
8
（

」（『
西

洋
事
情
』
二
編
巻
ノ
一
「
例
言
」、
一
八
七
〇
）
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼

自
身
は
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
に
「
自
主
任
意
」
や
「
自
由
」
と
い
う
訳

語
を
当
て
る
の
は
適
当
で
な
い
と
感
じ
て
い
た
。『
西
洋
事
情
』（
初
編
「
政

治
」、
一
八
六
六
）
に
「
自
主
任
意
、
自
由
の
字
は
、
我わ

が

儘ま
ま

放ほ
う

蕩と
う

に
て
、
国
法
を

も
恐
れ
ず
と
の
義
に
非あ

ら
ず
。
総す
べ

て
そ
の
国
に
居お

り
人
と
交
ま
じ
わ
つて
気
兼
ね
遠
慮
な

く
自
力
丈だ

け
存
分
の
こ
と
を
な
す
べ
し
と
の
趣
意
な
り
。（
中
略
）
未
だ
的
当

の
訳
字
あ
ら
ず
）
9
（

」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
本
文
中
に
割
注
を
い
れ
て
、
法
を
犯
し
た
り
、

秩
序
を
無
視
し
た
り
す
る
意
味
で
は
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。「
自
由
」
の

定
義
に
つ
い
て
述
べ
た
最
後
の
と
こ
ろ
で
も
「
自
由
と
我わ

が

儘ま
ま

と
は
動や

や

も
す
れ
ば

そ
の
義
を
誤
り
易や

す

し
。
学
者
宜よ

ろ

し
く
こ
れ
を

審
つ
ま
び
ら
か

に
す
べ
し
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
点
、
学
者
が
、
ぜ
ひ
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
）
10
（

。
福
沢

は
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
訳
語
を
「
自
由
」
と
す
る
こ
と
に
懸
念
を
示
し

て
い
た
。「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
、
ま
た
当
時
の
知
識
人
の
理

解
で
は
、
好
き
勝
手
に
す
る
こ
と
や
、
我
ま
ま
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。

　　
３
、「
自
由
」
の
東
と
西

　
漢
語
の
「
自
由
」
は
、
も
と
仏
教
用
語
と
も
い
わ
れ
る
が
、
外
か
ら
支
配
や

規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
意
味
し
、

古
い
漢
籍
で
は
、
大
き
く
わ
け
る
と
「
思
う
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
、
専
恣
横
暴
」

も
し
く
は
「
制
約
・
拘
束
を
受
け
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
。
古

代
の
文
献
で
は
、
権
力
者
や
そ
の
地
位
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
に
出
て
く
る
。

日
本
の
奈
良
時
代
の
文
献
で
は
、
権
力
を
奪
お
う
と
し
た
人
に
用
い
ら
れ
る
例

が
目
立
つ
）
12
（

。

　
中
国
、
春
秋
戦
国
時
代
に
編
ま
れ
た
『
列
子
』
は
、
老
荘
思
想
に
連
な
る
も

の
で
、
不
老
長
寿
を
獲
得
し
た
仙
人
な
ど
が
活
躍
す
る
本
だ
が
、
そ
の
な
か
に

楊よ
う

朱し
ゆ

と
い
う
思
想
家
が
「
思
う
ま
ま
に
行
動
す
る
の
が
よ
い
」
と
説
い
た
と
記
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さ
れ
て
い
る
。
大
昔
の
人
は
、
こ
の
世
の
生
は
つ
か
の
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
、
無
理
を
し
て
、
寿
命
の
長
さ
や
名
誉
や
利
益
を
追

い
求
め
た
り
せ
ず
、
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
生
き
る
の
が
よ
い
と
説
い
た
の

だ
。
と
い
っ
て
も
、
腐
っ
た
肉
を
食
う
よ
う
な
、
わ
ざ
わ
ざ
生
命
を
危
う
く
す

る
こ
と
は
避
け
よ
、
と
教
え
て
い
る
。
個
人
の
生
の
欲
望
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
、
自
律
の
思
想
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
孔
子
と
と
も
に
古
代
儒
教
を
代
表
す
る
孟も
う

子し

は
、
こ
の
よ
う
な

考
え
を
「
為い

我が

」、
利
己
主
義
と
退
け
て
い
る
。
個
人
の
欲
望
に
対
し
て
公
共

の
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
義
」
を
重
ん
じ
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
「
義
」
は
、
役

人
な
ど
が
「
公
」
＝
天
下
す
な
わ
ち
人
び
と
を
治
め
る
立
場
か
ら
い
う
言
葉
で
、

そ
の
対
極
に
あ
る
の
が
「
私
」
の
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
13
（

。
こ
う
し
て

東
ア
ジ
ア
で
は
「
自
由
」
は
、「
公
」
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
非
難
さ
れ
る
構

図
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
）
14
（

。
い
ま
で
も
中
国
語
で
は
「
我
」
に
比
べ
て
「
私
」

に
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、「
自
由
」
の
語
は
、
そ
れ
こ
そ
自
由
勝

手
に
用
い
ら
れ
、
便
所
の
こ
と
を
「
自
由
」
と
呼
ぶ
用
例
ま
で
あ
る
）
15
（

。
誰
に
も

見
ら
れ
な
い
場
所
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
台
所
を
意
味
す
る
「
勝
手
」
に

対
応
さ
せ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
古
代
と
江
戸
時
代
と
で
は
、

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
の

「
自
由
」
の
用
法
は
、
ほ
ぼ
ふ
た
つ
の
傾
向
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

武
士
の
兵
術
を
説
く
際
に
、
敵
に
対
し
て
戦
略
、
戦
術
を
「
自
由
」
に
駆
使
す

る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
仏
教
で
釈

の
境
地
を
意
味
し
た

「
自
由
」
が
、
と
く
に
禅
宗
で
、
何
か
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
こ
だ
わ
る
こ
と
の

な
い
境
地
と
い
う
意
味
に
な
り
、
そ
れ
が
武
芸
に
転
用
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ

は
特
定
の
身
分
の
、
そ
れ
も
限
ら
れ
た
場
面
に
用
い
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
生
活
を
便
利
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
井
原
西
鶴
が
『
日

本
永
代
蔵
』
で
、
船
は
全
国
の
物
資
の
流
通
を
「
自
由
」
に
す
る
と
用
い
て
い

る
。
こ
れ
も
仏
教
の
用
法
か
ら
転
じ
て
、
一
般
的
に
何
か
に
束
縛
さ
れ
な
い
状

態
を
い
い
、
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
不
便
な
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
語
に
な
っ
た
。
と
く
に
都
市
で
は
、
金
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も
手
に
入
る
、

「
自
由
」
に
で
き
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
）
16
（

。
庶
民
が
手
に
す
る
艶

本
に
も
、
十
八
世
紀
の
う
ち
か
ら
、
遊
女
を
抱
い
て
「
自
由
」
に
し
て
み
た
い

な
ど
と
い
う
用
法
が
見
ら
れ
る
）
17
（

。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
奴
隷
で
な
い
人
を
「
自
由
人
」
と
い

い
、
こ
の
「
自
由
」
が
英
語
リ
バ
テ
ィ
の
語
源
で
あ
る
）
18
（

。
中
世
以
降
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
場
合
、
ど
ん
な
に
「
自
由
」
に
ふ
る
ま
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
知

全
能
の
神
の
前
で
の
「
自
由
」
が
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
に
そ
む
く
と
罰
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、「

を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」「
正
直
で
あ
る
こ

と
」
な
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
モ
ラ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

を
つ
い
て
は
い
け

な
い
こ
と
な
ど
、
儒
教
で
も
、
仏
教
で
も
基
本
的
な
モ
ラ
ル
だ
が
、
東
洋
に
は

全
知
全
能
の
神
が
見
張
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
な
い
。
日
本
で
は
八
百
万
の

神
な
ど
神
が
大
勢
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
見
張
り
手
が
多
い
分
、
た
い

へ
ん
だ
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
が
根
本
的
に
ち
が
う
。

　
ま
た
、
西
洋
に
は
個
人
の
勝
手
気
ま
ま
な
感
情
を
抑
え
る
も
の
と
し
て
理
性
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が
あ
る
が
、
そ
の
理
性
も
、
も
と
は
、
す
べ
て
を
創
造
し
た
全
能
の
神
の
理
性

を
人
間
が
分
け
て
も
ら
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
は
、
み
ん
な

が
共
通
に
も
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
く
ら
い

に
な
る
と
、
か
な
り
様
が
わ
り
が
見
ら
れ
、
全
能
の
神
に
よ
っ
て
六
日
間
に
天

地
が
創
造
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
い
わ
ば
神
話
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
神
の
奇

蹟
な
ど
も
信
じ
な
い
知
識
人
が
増
え
て
く
る
。
こ
れ
が
迷
信
を
退
け
、
人
間
の

理
性
で
も
の
ご
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
狭
義
の

d
eism

、
合
理
主
義
（ratio
-

n
alism

）
だ
が
、
お
お
も
と
の
考
え
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

合
理
主
義
者
た
ち
が
知
恵
を
出
し
あ
っ
て
つ
く
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言

（
一
七
七
六
）
で
は
、
政
治
や
結
社
の
自
由
も
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
19
（

。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
自
然
権
」
思
想
も
、
神
が
つ
く
っ
た
ま
ま
の
自
然
状
態
で
、

人
間
は
も
と
も
と
「
自
由
・
平
等
」
に
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と

い
う
考
え
だ
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
た
え
ず
暴
力
的
な
対
立
が
起
き
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
個
々
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
の
一
部
を
寄
せ
あ
い
、
権
力
を
つ
く
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
暴
力
沙
汰
を
取
り
締
ま
り
、
ま
た
外
か
ら
や
っ
て
く
る
敵
に

そ
な
え
る
暴
力
装
置
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
。
そ
れ
は
教
会
の
権
威

と
は
別
の
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
政
治
の
自
由
」
は
「
宗
教
か
ら

の
自
由
」
と
い
う
意
味
に
な
る
）
20
（

。

　　
４
、「
平
等
」
の
東
と
西

　「
平
等
」
に
つ
い
て
は
、
ど
う
か
。「
平
等
」
は
仏
教
の
考
え
方
か
ら
ひ
ろ
が

っ
た
も
の
で
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
階
級
制
の
上
に
立
つ
バ
ラ
モ
ン
教
で
バ
ラ
モ

ン
階
級
が
「
解
脱
」
を
い
わ
ば
独
占
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
シ
ャ
カ
・
ム

ニ
が
誰
に
で
も
「
解
脱
」
が
で
き
る
と
説
き
、
仏
教
が
大
き
な
勢
力
に
な
っ
た
。

い
わ
ば
「
い
の
ち
」
を
も
つ
こ
と
に
お
け
る
対
等
、「
平
等
」
の
思
想
で
あ
る
。

し
か
し
、
仏
教
が
中
国
に
入
る
と
祖
先
崇
拝
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
が
日
本
に
も

伝
え
ら
れ
、
古
代
か
ら
天
皇
家
の
祖
先
を

る
行
事
に
用
い
ら
れ
た
。
儒
学
も
、

個
々
人
は
生
ま
れ
つ
き
同
質
で
、
そ
の
意
味
で
対
等
、「
平
等
」
と
い
う
考
え

に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
「
い
の
ち
」
に
お
け
る
平
等
も
、
日
本

で
は
、
身
分
と
は
無
関
係
で
、
む
し
ろ
身
分
差
別
や
家
制
度
な
ど
の
秩
序
を
維

持
す
る
よ
う
に
働
い
た
。

　
徳
川
幕
府
は
忠
孝
の
教
え
を
強
め
た
儒
教
（
朱
子
学
）
を
武
士
の
正
式
の
学

問
と
し
、
民
衆
は
家
ご
と
に
寺
の
檀
家
と
な
り
、
村
は
神
社
に
よ
っ
て
結
束
し

た
。
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
「
士
農
工
商
エ
タ
非
人
」
と
い
う
身
分
制
度
は
、

職
業
に
よ
る
身
分
を
も
と
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
階
層
と
貧
富
が
あ
る
。

大
名
や
旗
本
の
よ
う
な
武
家
か
ら
貧
農
に
近
い
貧
し
い
武
士
ま
で
い
た
。
農
民

も
庄
屋
層
か
ら
水

み
百
姓
ま
で
。
職
人
も
商
人
も
親
方
や
店
主
の
も
と
に
徒

弟
制
度
で
働
い
て
い
た
。
職
種
に
よ
る
上
下
関
係
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
職
種
の
な
か
に
身
分
の
上
下
関
係
が
あ
る
と
い
う
し
く
み
で
、
こ
れ
は
、

王
候
貴
族
や
領
主
、
事
業
家
、
農
民
、
職
人
や
労
働
者
と
、
ほ
ぼ
財
産
に
よ
っ

て
段
階
的
に
な
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
級
と
は
、
か
な
り
ち
が
う
。

　
そ
の
よ
う
な
し
く
み
の
な
か
で
、
江
戸
時
代
に
民
衆
教
化
に
活
躍
し
た
儒
者
、

た
と
え
ば
『
養
生
訓
』（
一
七
一
三
）
で
知
ら
れ
る
貝
原
益
軒
や
、
庶
民
に
生
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活
道
徳
を
説
い
た
石
田
梅ば
い

岩が
ん

ら
は
、
人
間
が
手
足
を
動
か
し
、
言
葉
を
発
す
る

「
自
由
」
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
万
人
の
「
平
等
」
の
お
お
も
と

と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
の
ち
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」
の
考
え
で

あ
り
、
益
軒
に
し
て
も
梅
岩
に
し
て
も
、
身
分
制
に
は
反
対
し
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
石
田
梅
岩
は
、
な
が
い
あ
い
だ
商
家
に
つ
と
め
て
い
た
人
で
、
儒
学
を

中
心
に
し
た
神
・
儒
・
仏
の
三
教
一
致
論
に
よ
り
、
人
び
と
の
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ
が
天
候
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
の
運
行
と
個
々
人
の
か
ら
だ
の
は
た
ら

き
は
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
町
人
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
説
き
、
天
道

に
し
た
が
い
、
道
徳
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
太
陽
が
等
し
く
人
び
と
を
照
ら
す

よ
う
に
、
士
農
工
商
の
身
分
を
こ
え
て
行
う
べ
き
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
、
み

な
対
等
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。

　
こ
れ
は
江
戸
時
代
な
か
ご
ろ
に
民
衆
教
化
に
と
も
な
い
さ
か
ん
に
な
る
天
道

思
想
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
天
道
は
、
も
と
儒
学
で
天
の
運
行
を
い
う
天
命

に
と
も
な
う
考
え
）
21
（

で
、
天
道
思
想
は
、
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
に
神
格
を
与
え
、
天

の
恵
み
に
感
謝
し
、
拝
む
習
慣
で
あ
る
。
梅
岩
の
思
想
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
、

ま
た
ア
マ
テ
ラ
ス
な
ど
と
重
ね
て
、
こ
れ
を
定
着
さ
せ
る
の
に
寄
与
し
た
。
商

人
の
道
徳
と
し
て
は
、
信
用
が
第
一
、
も
う
け
主
義
に
走
っ
て
は
な
ら
な
い
と

説
き
、
女
性
に
も
ひ
ろ
く
勉
学
の
機
会
を
与
え
た
。
梅
岩
は
武
家
の
心
得
な
ど

も
説
き
、
そ
の
流
儀
は
石
門
心
学
と
称
さ
れ
た
。

　
梅
岩
歿
後
、
老
中
、
田
沼
意
次
の
時
期
に
、
田
沼
自
身
に
責
任
が
あ
る
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
賄
賂
な
ど
「
私
利
私
慾
」
が
横
行
、
失
脚
後
も
天
明
か
ら

寛
政
に
か
け
て
（
一
七
八
〇
　
九
〇
）
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
揺
り
戻

し
の
よ
う
に
し
て
石
門
心
学
が
人
気
を
集
め
、
幕
府
、
諸
藩
の
後
ろ
盾
を
得
、

全
国
各
地
に
根
づ
い
て
い
っ
た
。
一
八
二
〇
年
前
後
で
、
保
護
奨
励
し
た
藩
は

七
十
四
、
奨
励
な
し
に
普
及
し
た
藩
も
五
十
一
を
数
え
る
。
あ
わ
せ
て
全
国
の

約
半
数
に
お
よ
ぶ
と
い
う
）
22
（

。

　
江
戸
幕
府
の
体
制
で
は
、
職
種
と
身
分
に
よ
る
差
別
は
厳
格
だ
っ
た
が
、
婚

姻
な
ど
に
よ
っ
て
、
養
子
に
な
れ
ば
、
身
分
を
移
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
ま
り

血
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
抜
け
道
が
で
き
て

い
た
。
さ
ら
に
江
戸
後
期
に
は
幕
府
に
仕
え
る
旗
本
の
身
分
が
金
で
買
え
る
よ

う
に
な
る
ま
で
崩
れ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
江
戸
城
を
討
幕
軍
に
無
血
開
城
し
た

勝
海
舟
、
彼
の
祖
父
は
、
金
で
旗
本
身
分
を
買
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
な

か
で
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
、「
士
農
工
商
」
に
分
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

本
来
、
社
会
的
に
対
等
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。
そ

れ
に
は
金
の
力
だ
け
で
は
な
く
、
天
道
思
想
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
）
23
（

。

　
欧
米
の
場
合
の
平
等
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
も
と
で
の
平
等
を
基
盤
に
、

生
活
権
の
平
等
と
な
り
、
国
家
が
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
。

明
治
初
期
に
入
っ
た
思
想
と
し
て
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
『
セ
ル

フ
・
ヘ
ル
プ
』（
一
八
五
九
）、
中
村
敬
宇
訳
『
西
国
立
志
編
』
十
一
冊
（
一
八

七
〇
　
七
一
）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
レ
ッ

セ
・
フ
ェ
ー
ル
、
国
家
は
人
民
の
生
活
を
保
護
す
る
だ
け
で
よ
い
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
を
す
る
な
、
と
い
う
の
が
最
も
大
き
な
勢
い
を
も
っ
て
い
た
。

　
次
に
、
明
治
啓
蒙
思
想
家
の
う
ち
、
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
を
取
り

上
げ
て
、
順
に
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。
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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

　　
５
、
福
沢
諭
吉
の
場
合

　
福
沢
諭
吉
『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』（
一
八
七
二
　
七
六
）
の
最
初
に
で
て
く
る

「
天
は
人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
つ
く
ら
ず
」
は
、
四
民
平

等
を
説
い
た
名
言
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
に
「
〜
と
い
へ
り
」

と
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
い
っ
た
い
誰
が
い
っ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

政
治
の
「
自
由
」
も
人
権
の
「
平
等
」
も
、
神
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ア

メ
リ
カ
独
立
宣
言
の
考
え
な
の
か
、
そ
れ
と
も
教
会
の
秩
序
と
は
別
の
自
然
権

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
福
沢
は
、
い
ろ
い
ろ
勉
強

し
て
、
そ
の
両
方
の
考
え
方
を
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
彼
自
身
、
は
っ
き
り

区
別
が
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
も
、
わ
か
ら
な
い
。

　
福
沢
は
「
政
治
の
自
由
」
に
つ
い
て
、「
天
道
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、「
天

道
自
然
の
通
義
」（『
西
洋
事
情
』
二
編
巻
ノ
一
「
例
言
」）
と
説
い
て
い
る
。
こ

れ
は
天
が
与
え
た
道
理
で
、
み
ん
な
が
自
然
に
共
有
す
る
真
理
で
、
侵
し
て
は

な
ら
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
分
け
て
考
え
る
天
（
神
）

と
自
然
と
を
一
致
さ
せ
、
天
で
も
自
然
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
が
与
え
て
く
れ

る
道
理
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
政
治
の
自

由
」
も
人
間
の
平
等
も
、
福
沢
は
天
道
思
想
で
受
け
と
め
、
な
い
し
は
天
道
思

想
に
よ
っ
て
説
い
た
こ
と
に
な
る
。「
〜
と
い
へ
り
」
は
、
必
ず
し
も
西
洋
で

は
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
、「
よ
く
人
も
い
う
よ
う
に
」
く
ら
い
の
軽
い
意

味
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
考
え
方
は
当
時
の
日
本
の
民
衆
に
と
て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
天
道
、
す
な
わ
ち
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
が
与
え
て
く

れ
る
真
理
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
考
え
が
江
戸
時
代
に
ひ

ろ
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
天
道
思
想
、
そ
し
て
石
門
心
学
と
い
う
一
種
の
平
等

思
想
が
か
な
り
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
黒
船
が
門
戸
を
開
放
せ
よ
、
と

迫
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
倒
幕
運
動
が
巻
き
お
こ
っ
た
。
そ
れ
は
「
尊
王

攘
夷
」
か
ら
、
い
わ
ば
「
尊
王
開
国
」
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
も
そ
も
身
分
制

度
を
打
破
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
革
命
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当

然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
四
民
平
等
の
実
現
に
む
か
っ
た
。
西
洋
の
民
主
主
義
を

真
似
し
な
け
れ
ば
、
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
よ
り
、
熟
し
柿
が
、
ち
ょ
っ

と
つ
つ
い
た
だ
け
で
、
木
か
ら
落
ち
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
、
平
等
思
想
が
ひ

ろ
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
福
沢
諭
吉
ら
は
天
道
思
想
に
の
っ
と
っ
て
「
平
等
」
を
説
く

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
の
ち
に
お
け
る
「
自
由
・
平
等
」
思

想
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
平
等
」
を
説
く
こ
と
は
で
き
て
も
、「
自
由
」
の
意

味
が
説
け
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
が
、
ど
の
よ
う
に

関
連
す
る
の
か
も
説
明
で
き
な
い
。
天
道
思
想
は
身
分
の
対
等
を
示
す
こ
と
は

で
き
て
も
、
身
分
を
こ
え
た
政
治
や
経
済
の
「
自
由
」
は
主
張
し
な
か
っ
た
。

「
自
由
」
は
、
も
と
も
と
個
々
人
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
主
張
し
た
り
、
勝
ち
と
っ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
だ
。
福
沢
だ
け
で
は
な
く
、
天
賦
人
権
論
　
　
人
権
は
天
か
ら
与
え

ら
れ
る
も
の
と
説
い
た
人
び
と
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
う
い
え
る
。

　
福
沢
は
、
新
政
府
が

長
の
藩
閥
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
か
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っ
た
。
な
に
し
ろ
、「
私
す
れ
ば
門
閥
政
治
は
親
の
敵か
た

でき

こ
ざ
る
」（『
福
翁
自

伝
』
一
八
九
九
）
と
い
っ
た
人
だ
。「
私
」
の
領
域
で
い
え
ば
、
親
の
代
か
ら
門

閥
に
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
彼
自
身
も
、
九
州
・
中

津
の
小
藩
の
出
で
は
、
い
か
に
優
秀
で
も
、
新
政
府
の
指
導
者
に
は
な
れ
な
か

っ
た
。
身
分
の
上
下
を
徹
底
し
て
嫌
い
、
家
柄
に
し
ば
ら
れ
な
い
、「
自
由
」

で
独
立
し
た
個
人
に
よ
る
「
一
身
独
立
、
一
国
独
立
」
を
説
い
て
や
ま
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
富
豪
す
な
わ
ち
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
育
成
す
る
こ
と
を
目

標
に
し
た
。
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
産
業
革
命
が
お
こ
り
、
産
業
資
本
家
が
台
頭

し
、
世
界
経
済
を
支
配
し
て
い
る
現
実
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
福
沢
諭
吉
の
考

え
る
健
全
な
近
代
国
民
国
家
の
姿
だ
っ
た
。

　『
文
明
論
之
概
略
』（
一
八
七
五
）
で
は
、
権
力
の
偏
重
も
否
定
す
る
。
徳
川

時
代
の
「
家
」
制
度
を
否
定
し
、
男
女
同
権
に
近
い
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
と

て
も
リ
ベ
ラ
ル
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』
で
は
、

愛
情
が
高
ま
っ
て
夫
婦
に
な
る
「
自
由
恋
愛
」
は
社
会
秩
序
を
乱
す
の
で
よ
く

な
い
と
し
て
い
る
。
福
沢
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
制
に
は
賛
同
し
て
お
ら
ず
、

彼
の
思
い
描
く
日
本
の
理
想
像
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
王
室
を
政
治
の
外
に

お
き
、
し
か
も
貴
族
の
い
な
い
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
民
主
主
義
を
実
現
す
る
と

い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ュ
ー
ダ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
を
勉
強
し
、
日
本
の
「
封
建
制
」
に
は
藩
が
競
争
す

る
自
由
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
自
治
の
精
神
」
と
藩
に
対
す
る
「
報
国
心
」
を
育

ん
で
い
た
、
こ
れ
が
日
本
の
「
報
国
心
」
の
も
と
に
な
り
、
中
国
や
朝
鮮
と
ち

が
っ
て
、
西
洋
の
よ
う
な
国
民
国
家
を
建
設
し
え
た
理
由
で
あ
る
、
と
論
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
（『
通
俗
国
権
論
』
一
八
七
八
）。
藩
が
競
争
す
る
「
自

由
」
と
い
う
の
は
、
殖
産
興
業
や
寺
子
屋
な
ど
の
教
育
を
奨
励
し
、
力
を
つ
け

よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
福
沢
は
、
個
人
の
自
由
競
争
、
自
治
集

団
の
自
由
競
争
、
そ
し
て
国
家
の
自
由
競
争
と
い
う
具
合
に
同
心
円
的
な
関
係

が
成
り
た
つ
は
ず
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
間
に
齟
齬
が
起
こ
る
と
は
考
え
て
い

な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
そ
し
て
、
福
沢
諭
吉
は
一
八
八
五
年
に
は
「
脱
亜
論
」
を
発
表
す
る
。
日
本

は
「
亜
細
亜
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
」
し
、「
脱
亜
入
欧
」
の
道
を
進
む
べ
き
だ

と
説
き
は
じ
め
、
日
清
戦
争
時
に
は
中
国
蔑
視
の
姿
勢
を
む
き
出
し
に
し
て
い

る
。
帝
国
主
義
に
同
調
し
た
の
だ
。
た
だ
し
、
日
清
戦
争
の
こ
ろ
、
帝
国
主
義

を
批
判
す
る
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
力
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
自
由
競
争

で
、
優
れ
た
国
家
が
勝
ち
残
っ
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
世
界
連
邦
の
よ
う
な
も
の

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論

が
流
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
自
由
放
任
で
い
け
ば
、
最
適
者
が
勝
ち
残
り
、
淘

汰
が
進
ん
で
、
よ
い
も
の
だ
け
が
残
る
は
ず
、
と
い
う
楽
観
的
な
考
え
方
で
、

文
明
発
達
史
観
に
立
つ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』（
一

八
二
八
　
三
〇
）
の
英
訳
本
（
一
八
七
〇
）
を
読
ん
で
い
た
福
沢
諭
吉
の
思
想
も
、

こ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
主
主
義
は
、
封
建
領
主
が
領
内
に
支
配
権
を
確

立
し
て
い
る
制
度
に
対
し
て
、
特
権
を
も
ち
、
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る

貴
族
階
級
が
、
よ
く
理
性
を
働
か
せ
、
知
恵
を
集
め
て
政
治
の
運
営
に
取
り
組

む
制
度
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
経
済
的
な
利
益
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
人
び
と

(16)384



385

明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

や
、
あ
く
せ
く
生
活
の
た
め
に
働
く
だ
け
の
人
び
と
が
、
政
治
の
運
営
に
携
わ

る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
立
憲
君
主
制
に
せ
よ
、

共
和
制
に
せ
よ
、
法
律
の
も
と
で
国
民
の
平
等
を
保
障
す
る
国
民
国
家
の
方
が

産
業
の
発
展
に
も
戦
争
に
も
、
封
建
制
よ
り
は
る
か
に
有
利
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
次
つ
ぎ
に
国
民
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
資
本
家
が
台
頭

し
、
議
会
に
も
力
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
政
治
が
「
経
済
の
自

由
」
に
侵
さ
れ
は
じ
め
る
）
24
（

。
日
本
で
も
、
殖
産
興
業
を
掲
げ
る
門
閥
政
治
が
資

本
家
と
結
び
つ
く
の
は
必
至
だ
っ
た
）
25
（

。
だ
が
、
福
沢
は
門
閥
政
治
の
方
だ
け
、

目
の
敵
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　　
６
、
西
周
の
場
合

　
西
周
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
法
の
考
え
を
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で

学
び
、
こ
れ
に
「
性
法
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
た
（「
自
伝
草
稿
」）。
自
然

権
を
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
人
間
の
本
性
に
も
と
づ
く
権
利
と
考
え
て
い
た

わ
け
で
、
世
俗
的
な
社
会
契
約
説
で
は
な
く
、
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
説

く
自
然
権
の
思
想
を
朱
子
学
の
「
性
即
理
」
で
受
け
と
め
た
も
の
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
西
周
『
百
一
新
論
』（
一
八
七
四
）
は
、
人
権
の
根
本
を
「
自
愛
自
立

ノ
心
」
と
説
き
、
二
人
の
人
間
の
あ
い
だ
の
権
（
利
）
と
義
（
務
）
の
関
係
を

論
じ
、「
自
愛
自
立
ノ
心
」
が
度
を
過
ぎ
て
、「
権
義
ノ
大
和
ヲ
破
ル
ニ
至
ル
」

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
「
教
」（
哲
学
や
道
徳
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
間

に
守
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
の
が
「
法
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
世

俗
的
な
社
会
契
約
論
に
近
い
考
え
方
に
見
え
る
が
、
そ
の
「
教
」
と
「
法
」
の

根
拠
が
同
じ
道
理
に
発
し
て
い
る
と
い
う
「
性
法
」
の
考
え
方
が
破
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。「
天
」
と
「
人
」
と
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
と
述
べ
た
徂

徠
の
思
想
（『
弁
名
』）
を
尊
重
し
て
い
た
点
で
は
、「
天
賦
の
自
由
に
人
為
の

法
」
と
説
い
た
福
沢
諭
吉
（『
西
洋
事
情
』
二
編
巻
之
一
「
人
間
の
通
義
」）
と
同

じ
だ
が
、
西
周
の
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
実
証
主
義
に
学
ん
で
、
さ
ら
に

「
天
」
と
自
然
と
を
分
け
、
人
間
の
世
界
と
対
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
へ
進
み
、
こ

の
「
教
」
と
「
法
」
を
貫
く
道
理
を
人
間
の
「
心
理
」
と
、
人
間
の
力
の
お
よ

ば
な
い
「
物
理
」
と
の
ふ
た
つ
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
「
文
明
」
で
あ

る
と
主
張
し
て
ゆ
く
。『
百
学
連
環
』
で
は
、
学
問
の
全
体
を
「
物
理
」
と

「
心
理
」
の
学
に
大
別
し
、
神
学
を
「
心
理
」
の
学
に
入
れ
、「
物
理
」
と
「
心

理
」
を
混
同
す
る
も
の
と
し
て
、
中
国
の
易
、
日
本
の
神
風
、
仏
教
説
話
、
神

道
説
話
な
ど
を
あ
げ
て
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
る
迷
信
の
類
と
し
て
き
っ

ぱ
り
と
退
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
主
義
（ratio

n
alism

）

の
多
く
が
狭
義
の

d
eism

、
す
な
わ
ち
創
造
主
は
認
め
る
が
人
間
の
理
性
を

重
視
す
る
理
神
論
の
立
場
を
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
奇
蹟
や
伝
説
を
退
け
る
こ

と
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
西
周
が
学
問
の
区
分
、
す
な
わ
ち
知
の
体

系
の
整
理
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
理
由
も
、
こ
れ
で
了
解
で
き
る
。
た
だ
し
、

無
神
論
の
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
心
理
」
に
も
、
な
に
が
し
か
の

「
理
」（
法
則
性
）、
す
な
わ
ち
「
人
性
」
が
あ
る
こ
と
ま
で
、
否
定
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
に
見
る
加
藤
弘
之
『
真
政
大
意
』（
一

八
七
〇
）
と
似
て
い
る
。
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７
、
加
藤
弘
之
の
場
合

　
明
治
初
期
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
が
、
み
な
福
沢
諭
吉
や
西
周
と
同
じ
よ
う
に

「
自
然
法
」
の
考
え
を
受
け
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
加
藤
弘
之
『
真
政
大

意
』
は
「
巻
上
」
の
初
め
の
方
で
、「
ひ
た
す
ら
安
民
を
眼
目
に
立
て
て
」、

「
人
性
・
天
理
と
い
ふ
も
の
を
知
る
が
治
術
の
大
基
本
」
と
す
る
こ
と
こ
そ
が

「
真
政
」、
す
な
わ
ち
真
の
政
治
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「
ひ
と
り
国
君
が
威
権

を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
私
利
を
営
ま
ん
と
す
る
よ
う
な
政
事
」
と
訣
別
す
る

た
め
で
あ
る
。「
安
民
」
は
「
民
人
が
幸
福
を
得
て
そ
の
生
を
安
ん
ず
べ
き
」

こ
と
、「
人
性
」
は
「
人
の
天
性
」、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
本
性
の
意
味
で
あ
る
。

「
天
理
」
は
、
こ
の
場
合
、「
国
家
政
府
の
起
こ
る
ゆ
え
ん
」
を
指
し
て
い
る
。

「
治
術
」
は
、
も
ち
ろ
ん
国
政
の
こ
と
だ
。
加
藤
弘
之
は
「
人
性
」
の
第
一
に

「
不ふ

羈き

自
立
を
欲
す
る
情
」
を
あ
げ
る
。「
こ
れ
が
一
身
の
幸
福
を
招
く
」
も
と

で
あ
る
と
し
、「
こ
の
情
を
施ほ

ど

すこ

権
利
」
と
「
自
己
の
本
分
を
尽
く
し
て
、
他

人
の
権
利
を
敬
重
す
る
は
、
す
な
わ
ち
義
務
」
で
あ
る
と
説
く
。
彼
は
、
こ
の

よ
う
に
各
人
に
お
け
る
権
利
と
義
務
と
の
相
互
性
を
説
き
、
政
府
と
「
臣
民
」

と
の
あ
い
だ
に
も
、
こ
の
関
係
を
力
説
す
る
。
そ
し
て
、
国
家
の
権
利
と
義
務

の
う
ち
の
第
一
に
「
臣
民
の
生
命
・
権
利
・
私
有
」
の
保
護
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
が
造
物
主
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
自
明
の
権
利

と
し
て
あ
げ
る
、
平
等
、
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
を
求
め
る
権
利
の
す
べ
て

が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
独
立
宣
言
は
集
団
を
つ
く
る
権
利
も
造
物
主
か
ら
あ
た
え

ら
れ
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
加
藤
弘
之
が
、
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
「
人

性
」
と
、「
天
理
」
に
よ
っ
て
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
主
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

　『
真
政
大
意
』「
巻
下
」
で
は
、
そ
の
臣
民
の
「
不
羈
自
立
の
情
」
と
権
利
が

お
の
ず
か
ら
世
の
中
の
「
開
化
」
を
進
め
る
と
い
い
、「
そ
れ
ゆ
え
政
府
が
こ

の
情
と
権
利
を
束
縛
羈
縻き

び

せ
ず
し
て
、
人
々
が
相
競
う
て
そ
の
幸
福
を
求
め
ら

れ
る
や
う
に
任
せ
て
お
け
ば
、
自
然
と
い
は
ゆ
る
安
民
の
場
合
に
も
い
た
る
で

ご
ざ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
、
自
由
放
任
の
考
え
方
が
見

て
と
れ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
思
想
の
影
響

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
真
政
大
意
』
に
は
、「
人
と
申
す
も
の
は
、（
中
略
）
天

の
も
っ
と
も
愛
し
た
も
う
も
の
ゆ
え
、
人
に
限
り
て
は
、
万
福
を
与
え
た
も
う

天
意
と
見
え
て
」（
人
間
に
だ
け
幸
福
を
あ
た
え
る
の
が
天
意
の
よ
う
で
）
と
、
人

間
に
幸
福
を
あ
た
え
る
「
天
意
」
と
い
う
観
念
も
見
え
て
い
る
。

　
と
す
れ
ば
、「
天
理
」
に
よ
っ
て
国
家
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
加
藤
の
考
え

は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の

S
o-

cia
l S
ta
tics

（
社
会
静
学
、
一
八
五
一
）
が
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
功

利
主
義
を
鋭
く
批
判
し
て
、「
人
類
ノ
幸
福
ハ
天
意
ナ
リ
ト
云
フ
天
下
ノ
通

理
」
を
主
張
し
て
い
る
の
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
こ
と
ば
は
、

実
際
は
松
島
剛
訳
『
社
会
平
権
論
』
全
六
巻
（
一
八
八
一
　
八
三
）
中
の
も
の

だ
が
、「
天
意
」
は
原
文
で
は

D
ivin
e 
W
ill

で
、
誰
で
も
「
天
意
」
と
訳

す
と
こ
ろ
だ
。

　
加
藤
弘
之
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
「
自
由
」
を
「
不
羈
自
立
の
情
」
と
翻
訳
し

た
。
朱
子
学
は
「
性
即
理
」
を
唱
え
る
が
、
加
藤
は
「
人
性
」
と
「
天
理
」
を

分
け
て
考
え
、「
人
性
」
の
発
現
を
「
情
」
に
見
た
。
そ
し
て
、
加
藤
は
『
国

(02)386
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体
新
論
』（
一
八
七
四
）
で
は
、
共
和
制
と
立
憲
君
主
制
と
が
「
天
理
」
に
も

と
づ
く
政
体
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
日
本
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
明
治
初
年
こ
ろ
の
加
藤
弘
之
の
発
言
は
自
由
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
し

ば
し
ば
共
和
主
義
寄
り
に
な
っ
て
い
る
。
自
身
、
共
和
制
支
持
だ
っ
た
と
回
想

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
人
性
」（
情
）
と
「
天
理
」
は
、「
心
即
理
」
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
裏
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
、「
心
即
理
」
を

唱
え
、
個
人
の
自
由
の
絶
対
的
な
尊
厳
を
説
く
陽
明
学
だ
ろ
う
。『
真
政
大

意
』
で
な
さ
れ
た
政
府
と
臣
民
、
そ
し
て
臣
民
相
互
間
の
権
利
義
務
の
相
互
性

の
強
調
は
、「
国
学
者
流
と
唱
う
る
輩
の
論
説
」
す
な
わ
ち
天
皇
を
神
聖
視
し
、

絶
対
視
す
る
国
体
論
に
対
し
て
「
天
皇
も
人
な
り
、
人
民
も
人
な
れ
ば
、
た
だ

同
一
の
人
類
中
に
お
い
て
尊
卑
上
下
の
分
あ
る
の
み
」
と
痛
撃
を
あ
た
え
る
と

こ
ろ
へ
進
む
。
そ
の
意
味
で
は
、
福
沢
諭
吉
や
西
周
よ
り
も
、
こ
の
こ
ろ
の
加

藤
弘
之
の
論
説
の
方
が
社
会
的
平
等
の
考
え
が
強
く
出
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
26
（

。

　
天
皇
神
聖
視
や
神
が
か
っ
た
国
体
論
に
反
対
す
る
点
で
、
ま
た
、
他
者
の
権

利
の
相
互
尊
重
や
権
利
と
義
務
の
関
係
を
明
確
に
す
る
点
で
は
、
加
藤
弘
之
と

西
周
は
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
西
周
は
「
自
然
権
」
の
も
と
と
し
て
〈
自

愛
自
立
ノ
心
〉
を
論
じ
て
も
、
王
陽
明
の
心
学
で
は
世
の
中
は
治
ま
ら
な
い
と
、

こ
れ
を
退
け
て
い
る
。

　　
８
、
結
語

　
図
式
的
に
な
り
す
ぎ
る
こ
と
を
承
知
で
い
え
ば
、
福
沢
諭
吉
は
一
般
的
な
儒

学
な
い
し
は
天
道
思
想
で
、
西
周
は
、
ま
ず
は
朱
子
学
で
、
加
藤
弘
之
は
陽
明

学
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
自
由
」
の
観
念
を
受
け
と
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
の
自
由
と
平
等
が
未
分
化
な
の
は
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
自
由
を
問
題
に

し
さ
え
す
れ
ば
、
同
時
に
平
等
を
い
う
こ
と
に
な
る
と
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
源
を
彼
ら
に
尋
ね
て
も
答
え
は
得
ら
れ
そ
う

に
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
り
は
あ
っ
て
も
、
社
会
的
平
等
の
観
念
を
も
た
な
い

儒
学
系
の
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
国

民
の
「
自
由
」
と
「
平
等
」
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
生
じ
る
　
　
政
治
権
力
者

や
経
済
活
動
の
自
由
を
野
放
し
に
す
れ
ば
社
会
的
不
平
等
が
生
じ
、
平
等
を
徹

底
し
よ
う
と
す
れ
ば
自
由
を
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な
不
平
等
を
問
題
に
す
る
し
く
み
を
原
理

的
に
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ご
都
合
主
義
的
に
古
今
東
西
の
普
遍
的
な
観
念
を
同
値
と
見
な
し
、

つ
ぎ
は
ぎ
し
た
り
、
ま
ぜ
あ
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
同

じ
で
あ
り
、
そ
の
結
び
つ
け
方
に
個
々
人
に
よ
る
ち
が
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
個
性
も
生
じ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
加
藤
弘
之
の
そ
の
後
の
思
想

の
展
開
は
、
彼
が
「
天
理
」
と
考
え
る
も
の
が
、
進
化
論
へ
、
さ
ら
に
は
、
そ

の
ご
都
合
主
義
的
な
解
釈
へ
と
置
き
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
万
法
無
比
の

「
忠
君
一
体
」
の
家
族
国
家
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
）
27
（

。

　
そ
れ
ゆ
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
、
ど
の
思
想
を
、
伝
統
思
想
の
何

を
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
受
け
と
っ
た
の
か
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
生
じ
た
の
か
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
読
み
解
い
て
ゆ
く
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
自
由
・
平
等
」
に
限
ら
ず
、
一
般
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的
に
概
念
の
受
容
を
解
明
す
る
際
の
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
期
の
啓

蒙
思
想
家
た
ち
に
お
い
て
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
未
分
化
で
あ
る
こ
と
の
問

題
か
ら
、
そ
の
双
方
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
の
組
み
か
え
の
問
題
を
探
っ
た
が
、

一
概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
編
成
自
体
の
編
み
か
え
の

過
程
を
解
明
す
る
こ
と
の
有
効
性
も
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
う
）
28
（

。

普
遍
的
規
範
（
天
理
）
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
と
そ
れ
が
解
体
し
て
ゆ
く
こ

と
、「
自
由
と
平
等
が
ほ
ぼ
同
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、
徂
徠
学
の

影
響
を
受
け
、「
気
質
の
性
」
の
重
視
や
政
治
制
度
へ
の
関
心
が
高
い
こ
と
、

反
面
、
加
藤
弘
之
も
西
周
も
社
会
契
約
論
に
は
届
か
な
か
っ
た
こ
と
、
民
衆
の

主
体
性
の
涵
養
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、「
そ
の
虚
弱
性
」
を
指
摘

す
る
。
福
沢
諭
吉
を
い
た
ず
ら
に
「
巨
人
」
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
の
も
ど
う
か

と
思
う
が
、
彼
ら
の
思
想
を
西
洋
近
代
思
想
と
伝
統
思
想
と
が
「
混
在
」
し
て

い
る
と
と
ら
え
て
い
る
た
め
、
伝
統
思
想
の
な
か
に
分
け
い
り
、
そ
れ
ら
の
結

び
つ
き
方
を
解
明
す
る
方
向
を
と
ら
ず
、
社
会
契
約
説
と
い
う
西
欧
近
代
の
ひ

と
つ
の
理
念
を
基
準
に
、
彼
ら
の
思
想
を
裁
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

植
手
は
加
藤
弘
之
の
「
不
羈
自
立
の
情
」
や
西
周
「
自
愛
自
立
の
心
」
を
朱
子

学
の
「
性
即
理
」
に
の
っ
と
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
か
ら
離
脱
し
て
ゆ
く
過
程
と

し
て
考
え
て
い
る
。
が
、
加
藤
弘
之
が
自
然
権
思
想
を
受
け
と
め
た
の
は
徂
徠

学
の
「
気
質
の
性
」
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
陽
明
学
の
「
心
即
理
」
の
原
理
に

よ
っ
て
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
儒
学
の
「
天
理
」
の
観
念
が
リ
セ
プ
タ
ー

と
し
て
働
い
た
か
ら
こ
そ
、
の
ち
に
加
藤
の
観
念
の
な
か
で
、
西
洋
の
宗
教
も

自
然
科
学
も
東
洋
の
宗
教
や
思
想
を
も
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
よ
う
な
普
遍
原

理
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
４
）　
石
田
雄
「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
と
中
村
敬
宇
お
よ
び
厳
復
」（『
日

本
近
代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
）
は
「
自
由
」

の
概
念
に
つ
い
て
、
受
け
て
の
素
養
を
考
慮
し
て
い
る
。
そ
の
検
討
を
ふ
く
め
、

リ
セ
プ
タ
ー
と
い
う
分
析
概
念
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
　

重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
七
）
五
四
　
五
六
頁
を
参
照

注（
１
）　
平
等
と
い
っ
て
も
華
族
制
度
は
残
し
た
し
、
被
差
別
部
落
も
残
っ
た
。
民

法
も
男
女
平
等
に
は
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
法
に
な
ら
っ
た

も
の
。

（
２
）　
た
だ
し
、
政
府
は
自
由
・
平
等
の
内
容
を
説
い
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
農

家
の
二
男
・
三
男
へ
の
負
担
が
重
く
の
し
か
か
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
維
新
政

府
が
次
つ
ぎ
に
打
っ
た
新
政
策
へ
の
不
満
と
結
び
つ
き
、
と
く
に
中
国
地
方
に

「
血
税
一
揆
」
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

（
３
）　
植
手
通
有
「
明
治
啓
蒙
思
想
の
形
成
と
そ
の
虚
弱
性
　
西
周
と
加
藤
弘
之

を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
の
名
著
34
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
）
が
、
こ
れ

を
指
摘
し
て
い
る
。
植
手
は
福
沢
諭
吉
の
よ
う
な
「
巨
人
」
で
は
な
く
、
西
周

や
加
藤
弘
之
の
よ
う
な
「
群
小
」
思
想
家
を
あ
つ
か
う
の
は
、
彼
ら
の
思
想
に

明
治
啓
蒙
思
想
の
形
成
過
程
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
前
置
き
し
、
彼

ら
の
著
作
を
さ
ぐ
っ
て
、
西
洋
の
自
由
・
権
利
の
観
念
が
、
儒
学
、
と
く
に
朱

子
学
を
媒
介
に
し
て
受
け
い
れ
ら
れ
た
と
し
、
自
然
法
が
「
性
法
」
と
し
て
受

け
と
め
ら
れ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
子
学
か
ら
の
離
脱
が
な
さ
れ
、
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明治期日本の啓蒙思想における「自由・平等」

さ
れ
た
い
。

（
５
）　
た
と
え
ば
各
国
条
約
（
一
八
五
五
）、
ロ
シ
ア
条
約
（
一
八
六
六
）。
維
新

史
学
会
編
『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
第
二
巻
、
財
政
経
済
学
会
、
一
九
四

三
、
二
四
九
頁
、
二
七
八
頁
。

（
６
）　
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
条
約
付
録
（
一
八
四
七
）、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ト
ノ

条
約
第
八
条
（
一
八
五
八
）。
同
前
第
三
巻
、、
二
四
五
頁
、
五
五
三
頁
。
な
お
、

安
政
五
年
の
各
国
条
約
な
ど
で
は
、
宗
法
、
宗
旨
、
法
教
な
ど
の
語
が
用
い
ら

れ
、
一
八
六
七
年
、「
異
宗
信
仰
ノ
徒
改
心
ノ
者
人
別
名
前
書
・
参
考
書
」
に

「
宗
教
」
が
見
ら
れ
る
。
同
前
第
二
巻
、
八
一
頁
。

（
７
）　
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
約
定
書
（
一
八
六
二
）、『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集

成
』
第
三
巻
、
同
前
、
三
二
一
頁
。
な
お
、
こ
の
約
定
書
に
は
「
自
由
」
の
語

が
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
使
節
応
接
書
（
一
八
五
七
）。

同
前
第
三
巻
、
同
前
、
四
五
六
頁
。

（
８
）　『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
、
四
八
六
頁
。

（
９
）　
同
前
、
二
九
〇
頁
。

（
10
）　
他
人
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
独
立
し
た
個
々
人
の
権
利
と
義
務
、

そ
の
人
権
の
根
本
を
示
す
こ
と
ば
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
人
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
使
わ
れ
て
い
る
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
の
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
、「
自

愛
自
立
」（
西
周
）、「
不
羈
自
立
」（
加
藤
弘
之
）
な
ど
の
四
文
字
で
、
そ
の
意

味
を
表
す
工
夫
を
し
た
。
が
、
実
際
に
使
う
側
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
で
は
不

便
だ
か
ら
、
一
般
に
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
11
）　
ど
の
よ
う
な
訳
語
を
用
い
よ
う
と
、
ま
た
外
来
語
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
で
記

述
し
よ
う
と
、
そ
の
概
念
を
受
け
取
る
側
の
価
値
観
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
に

バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
に
ち
が
い
は
な
い
が
、
在
来
の
言
葉
を
訳
語
と
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
を
一
層
、
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
12
）　
宮
村
治
雄
『
日
本
政
治
思
想
史
　
「
自
由
」
の
観
念
を
軸
と
し
て
』（
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

（
13
）　
な
お
、
中
国
で
は
、
ま
た
近
代
以
前
の
日
本
で
も
、「
我
」
が
一
人
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、「
私
」
と
い
う
語
は
、
個
人
で
あ
ろ
う
と
集

団
で
あ
ろ
う
と
、「
公
」
の
秩
序
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
領
域
、
自
分
ひ

と
り
、
な
い
し
は
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
利
害
を
考
え
る
立
場
の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
た
。
中
国
の
儒
学
の
流
れ
、
と
り
わ
け
宋
代
に
成
立
し
た
朱
子
学

は
、
仏
教
も
「
私
」
の
立
場
を
重
ん
じ
る
も
の
と
考
え
、
非
難
す
る
。
イ
ン
ド

か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
た
大
乗
仏
教
は
、
み
ん
な
を
救
う
立
場
だ
が
、
仏
教
の
根

本
、
現
世
の
苦
を
逃
れ
る
悟
り
（
解げ

脱だ
つ

）
は
、
あ
く
ま
で
個
人
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
に
仏
教
は
祖
先
を
祀
る
儀
礼

に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
朝
廷
行
事
に
と
り
い
れ
ら
れ

た
。

（
14
）　
こ
の
よ
う
な
考
え
を
日
本
流
に
翻
訳
し
た
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
。
親

も
妻
子
も
捨
て
て
、
俗
世
に
背
を
向
け
、
行
方
を
く
ら
ま
し
た
人
に
翻
意
を
う

な
が
す
山
上
憶
良
の
も
の
で
、
長
歌
は
「
天あ

め

へ
行
か
ば
　
汝な

が
ま
に
ま
に
　
地

な
ら
ば
　
大
君
い
ま
す
　
…
…
　
聞
こ
し
め
す
　
国
の
ま
ほ
ら
ぞ
　
か
に
か
く

に
　
欲
し
き
ま
に
ま
に
　
然し

か

に
は
あ
ら
じ
か
」（
天
に
行
く
な
ら
、
お
好
き
な

よ
う
に
。
で
も
、
地
上
に
は
大
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
す
み
ず
み
ま
で
大
君
の

治
め
ら
れ
る
秀
れ
た
国
な
の
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
自
分
勝
手
に
　
そ
ん
な
こ
と

を
し
て
は
な
ら
な
い
）
と
結
び
、
反
歌
は
「
ひ
さ
か
た
の
　
天あ

ま

路じ

は
遠
し
　
な
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ほ
な
ほ
に
　
家
に
帰
り
て
　
業な

り

を
し
ま
さ
に
」（
天
は
遠
い
よ
。
お
と
な
し
く

家
に
帰
っ
て
、
仕
事
に
専
念
し
な
さ
い
）と
呼
び
か
け
て
い
る
。
憶
良
は
唐
の

長
安
か
ら
帰
っ
た
人
で
、
儒
教
に
も
仏
教
に
も
神
仙
思
想
に
も
通
じ
た
律
令
官

人
だ
っ
た
。

（
15
）　『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
）
が
記
載
し
て
い

る
。

（
16
）　
同
注
５
。

（
17
）　
た
だ
し
、
こ
の
用
例
は
、
笑
山
筆
『
旅
枕
五
十
三
次
』
嘉
永
年
間
（
一
八

四
八
　
五
四
）「
吉
田
」
図
35
よ
り
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
早
川

聞
多
教
授
の
援
助
を
受
け
た
。

（
18
）　
日
本
の
古
代
に
も
奴
隷
【
奴
婢
】
は
い
た
。
中
国
の
律
令
制
に
な
ら
っ
て
、

人
の
所
有
物
と
さ
れ
る
奴
婢
に
つ
い
て
、
か
な
り
細
か
く
身
分
を
決
め
て
お
り
、

少
し
は
土
地
を
持
て
る
奴
婢
も
い
た
。
奴
隷
で
な
い
人
に
は
「
良
」
と
い
う
語

を
用
い
て
い
る
。

（
19
）　
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
者
の
あ
い
だ
で
も
無
神
論
は
危
険
思
想
と
さ
れ
、

い
ま
で
も
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
傾
向
が
強
い
。
ア
メ
リ
カ
と
ち
が

っ
て
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
教
会
に
行
か
な
い
人
び
と
が
急
速
に
増
え
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
モ
ラ
ル
の
お
お
も
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
る
こ
と
は
か
わ

り
な
い
。

（
20
）　
み
ん
な
の
権
利
を
寄
せ
あ
っ
て
つ
く
る
の
が
権
力
だ
か
ら
、
権
力
が
お
か

し
な
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
の
政
府
を
み
ん
な
の
意
思
で
取
り
か
え
る
の
は
当
然

で
、
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
説
い
た
革
命
の
思
想
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
政
治
権
力
、
す
な
わ
ち
国
家
な
ど
最
終
的
に
は
な
く
な
っ
た
方
が
よ

い
と
説
い
た
が
、
彼
の
場
合
、
道
徳
の
秩
序
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
安
心
し
て
政
治
革
命
が
で
き
る
し
く
み
で
、
そ
の
意
味
で
の

政
教
分
離
論
で
あ
る
。
そ
の
ロ
ッ
ク
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
考
え
た
国
家
の
あ
り
方
は
、
や
や
異
な

る
。
最
初
は
ス
イ
ス
の
小
さ
な
共
同
体
や
そ
の
連
合
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て

い
た
よ
う
で
、
直
接
民
主
主
義
だ
っ
た
が
、
代
議
制
に
移
っ
た
。
晩
年
に
は
憲

法
を
そ
な
え
た
国
民
国
家
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
が
変
化
し
た
が
、

一
貫
し
て
教
会
の
秩
序
と
は
別
に
人
び
と
の
意
思
に
よ
っ
て
政
治
の
共
同
体
を

つ
く
る
や
り
方
を
考
え
つ
づ
け
て
い
た
。
実
際
、
ル
ソ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神

を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
彼
が
活
躍
し
た
時
期
、
フ

ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
に
は
、
神
を
軽
視
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
傾
向
が
か

な
り
見
ら
れ
る
。

（
21
）　
宋
学
、
と
り
わ
け
程
伊
川
（
一
〇
三
三
　
一
一
〇
七
）
の
「
道
」
の
観
念

が
寄
与
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
22
）　
石
川
謙
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
）
を
参
照
。

（
23
）　
も
う
ひ
と
つ
、
幕
末
に
か
け
て
、
と
く
に
農
村
の
庄
屋
層
や
地
方
都
市
の

事
業
家
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
ま
っ
た
二
宮
尊
徳
の
思
想
も
天
道
思
想
の
一
種
で
、

尊
徳
は
、
士
農
工
商
は
対
等
と
ま
で
言
っ
て
い
な
い
が
、
利
益
は
天
か
ら
さ
ず

け
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
余
分
な
利
益
が
で
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
に
戻
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
こ
の
メ
セ
ナ
の
よ
う
な
考
え
は
経
済
的
な
公
共

思
想
の
一
種
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
庄
屋
層
は
飢
饉
に
備
え
て
、
倉
に
備
蓄
を
し
、

い
ざ
と
な
っ
た
ら
村
人
を
救
う
の
が
義
務
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
、
広
い
意
味

で
の
助
け
あ
い
の
精
神
を
ひ
ろ
め
た
と
思
え
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
宮
尊
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徳
の
精
神
は
、
十
九
世
紀
末
く
ら
い
ま
で
、
地
方
の
庄
屋
層
や
事
業
家
た
ち
の

あ
い
だ
に
生
き
て
い
た
。

（
24
）　
木
崎
喜
代
治
『
幻
想
と
し
て
の
自
由
と
民
主
主
義
　
反
時
代
的
考
察
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
）
を
参
照
。

（
25
）　
幸
田
露
伴
『
修
省
論
』（
刊
行
一
九
一
四
）
は
、
こ
の
弊
害
を
指
摘
し
て

い
る
。「
商
人
気
質
の
今
昔
」
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
信
用
第
一
を
モ
ッ
ト
ー

に
し
て
き
た
商
売
が
、
日
露
戦
争
後
に
様
が
わ
り
し
、「
進
歩
発
展
」、
何
よ
り

も
「
手
腕
」
が
第
一
で
、
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
と
「
商
業
道
」
の
混
乱

を
指
摘
し
、「
使
用
す
る
者
の
苦
楽
、
使
用
さ
る
ゝ
者
の
苦
楽
」
で
は
「
利
福

の
比
例
の
不
一
致
」
や
「
互
扶
互
持
の
対
等
関
係
」
を
説
き
、
私
有
財
産
は
本

来
、
野
蛮
思
想
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
最
後
の
「
生
産
力
及
び
生
産
者
」
で
は
、

資
本
主
義
の
し
く
み
、
資
本
家
が
議
会
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
、
ま
た
そ
の

国
際
性
な
ど
を
看
破
し
、「
資
力
の
圧
迫
に
対
し
て
個
人
の
自
体
を
保
た
ん
と

す
る
に
本
づ
く
思
想
や
感
情
が
何
の
危
険
思
想
で
あ
ろ
う
」
と
ス
ト
ラ
イ
キ
や

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
正
当
性
を
説
き
、
ま
た
日
本
は
帝
国
主
義
の
道
を
す
す
ん
で

は
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
儒
学
的
な
公
益
、「
義
」
の
思
想
に
立
ち
な

が
ら
、
個
の
生
存
権
を
保
障
し
、
相
互
扶
助
に
よ
る
一
種
の
社
会
主
義
を
主
張

す
る
も
の
だ
っ
た
。

（
26
）　
加
藤
弘
之
は
『
隣
草
』（
一
八
六
一
）
の
直
後
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ

て
い
る
「
自
主
の
権
」「
君
臣
尊
卑
」
と
い
う
一
対
の
草
稿
の
う
ち
、
前
者
で

は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
フ
ラ
イ
へ
イ
ド
（V

rijh
eld
.  

英
語 freed

o
m

）
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
〈
自
由
自
在
と
か
勝
手
次
第
と
い
う
意
味
〉
を
あ
げ
、〈
国
中

の
万
民
に
み
な
自
由
自
在
の
権
〉
が
あ
る
、「
民
、
自
ら
主
た
る
権
を
も
つ
」

と
論
じ
て
い
る
。
ま
さ
に
民
主
主
義
の
思
想
で
あ
る
。「
真
政
大
意
草
稿
」
で

は
〈
人
間
に
は
天
賦
に
任
意
自
在
の
権
利
と
い
ふ
も
の
が
ご
ざ
り
て
〉
と
〈
任

意
自
在
〉
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
福
沢
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
初
編
冒

頭
、「
備
考
」
欄
に
は
「
文
明
の
政
治
」
の
六
カ
条
の
要
訣
と
し
て
、
第
一
条

に
「
自
由
任
意
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
西
周
と
と
も
に
、
そ
の
講
義

を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
法
学
博
士
、
ズ
ィ
ー
モ
ン
・
フ
ィ
セ

リ
ン
グ
に
よ
る
国
法
論
を
津
田
真
道
が
翻
訳
し
た
『
泰
西
国
法
論
』（
一
八
八

六
、
刊
行
は
一
八
六
八
）
の
訳
者
序
文
に
は
「
法
論
の
本
意
は
、
人
々
を
し
て

そ
の
自
立
自
主
の
権
を
保
た
し
む
に
あ
り
」
と
あ
る
（
西
周
自
身
に
よ
る
翻
訳

は
失
わ
れ
た
と
い
う
）。
こ
の
あ
た
り
を
参
照
し
て
、freed

o
m

の
訳
語
と

し
て
加
藤
弘
之
が
考
え
た
の
が
〈
不
羈
自
立
の
心
〉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
こ
と
ば
つ
き
か
ら
し
て
、
陽
明
学
の
思
想
が
色
こ
い
と
判
断
し
て
よ
い
。

（
27
）　
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
』
前
掲
書
、
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
、
こ
こ
に
あ
げ
た
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
加
藤
弘
之
の
天
賦
人
権
論
に
つ
い
て

も
同
書
で
論
じ
た
。
な
お
、
同
書
第
四
章
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｔ
・
ド
バ
リ

ー
『
朱
子
学
と
自
由
の
伝
統
』（
一
九
八
一
、
山
口
久
和
訳
、
平
凡
社
、
一
九

八
七
）
の
検
討
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
福
沢
諭
吉
の
政
体
論
に
つ
い
て
は
鈴
木

貞
美
『
自
由
の
壁
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
九
）
第
一
章
で
ふ
れ
た
。

（
28
）　
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
十
八
日
、
ソ
ウ
ル
大
（
英
語
）、
十
九
日
、

漢
陽
大
で
講
演
し
た
内
容
を
、
十
一
月
十
九
日
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
の
国
際
研
究
集
会
で
補
綴
、
そ
の
後
、
十
二
月
十
六
日
、
中
国
社
会
科
学
院

外
国
文
学
研
究
所
、
十
九
日
、

旦
大
学
外
国
語
学
院
で
の
講
演
を
経
て
、
再

編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

(07)391



(08)392



393

「自衛隊協力映画」というジャンル

は
じ
め
に

　
二
〇
〇
五
年
は
自
衛
隊
の
協
力
を
全
面
に
打
ち
出
し
た
『
亡
国
の
イ
ー

ジ
ス
』『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』『
男
た
ち
の
大
和
／
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』

な
ど
の
映
画
が
、
大
規
模
な
宣
伝
を
伴
っ
て
続
々
公
開
さ
れ
始
め
た
年
で

あ
る
。
こ
の
年
は
北
朝
鮮
問
題
が
大
き
く
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
取
り
上
げ

ら
れ
、
憲
法
改
正
を
視
野
に
お
い
て
第
九
条
の
内
容
や
自
衛
隊
の
役
割
な

ど
が
、

繁
に
話
題
と
し
て
登
場
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇

〇
五
年
に
か
け
て
は
有
事
法
制
が
相
次
い
で
整
備
さ
れ
、
防
衛
庁
の
省
昇

格
が
懸
案
と
な
っ
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
公
開
さ
れ

た
自
衛
隊
協
力
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
作
品
群
は
、「
愛
国
」
や
「
自
己

犠
牲
」
と
い
っ
た
共
通
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
政
治
性
を
帯
び
て
お
り
、
こ
の

傾
向
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

　
本
研
究
で
は
、
自
衛
隊
が
製
作
に
協
力
す
る
一
般
劇
映
画
（
以
下
、
自

衛
隊
協
力
映
画
）
を
一
つ
の
映
画
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
捉
え
、
そ
の
内
容
と

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

　
　
田
母
神
論
文
と
の
共
通
性
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係

須
　
藤
　
遙
　
子
　
　
　

製
作
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。
映
画
の
内
容
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
八
年

秋
に
大
き
な
政
治
問
題
と
な
っ
た
、
前
航
空
幕
僚
長
の
田
母
神
俊
雄
に
よ

る
論
文
が
主
張
す
る
内
容
と
の
共
通
性
、
特
に
「
愛
国
心
」
の
問
題
に
着

目
す
る
。
製
作
の
あ
り
方
で
は
、
委
員
会
方
式
に
よ
っ
て
マ
ス
コ
ミ
各
社

が
参
入
し
て
い
る
こ
と
で
、
自
社
媒
体
の
主
張
と
は
異
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
を
積
極
的
に
大
量
に
流
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
。

　「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
立
て
る
こ
と
に
よ

り
、
映
画
と
い
う
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
に
浸
透
す
る
政
治
性
を
明
ら
か
に
す

る
の
が
目
的
で
あ
る
。

一
、
自
衛
隊
協
力
映
画
に
つ
い
て

　
民
間
の
映
画
に
対
す
る
自
衛
隊
の
協
力
の
歴
史
は
五
十
年
近
く
に
及
ぶ
。

自
衛
隊
法
が
施
行
さ
れ
た
の
が
一
九
五
四
年
で
あ
り
、
六
年
後
の
一
九
六

〇
年
に
は
、
防
衛
事
務
次
官
に
よ
り
各
長
に
「
部
外
製
作
映
画
に
対
す
る

防
衛
庁
の
協
力
実
施
の
基
準
に
つ
い
て
）
1
（

（
通
知
）」（
二
〇
〇
七
年
の
改
正
で
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「
防
衛
省
」
に
変
更
）
が
通
達
さ
れ
、
ど
の
映
画
に
ど
の
よ
う
に
協
力
す
る

か
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
通
達
に
よ
る
と
、「
防
衛
省
広
報
に
極
め
て
有

意
義
と
判
断
さ
れ
る
も
の
」
と
格
付
け
さ
れ
る
Ａ
ラ
ン
ク
作
品
に
は
、

「
防
衛
省
の
教
育
訓
練
等
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
で
次
に
つ
き

撮
影
の
為
の
便
宜
を
供
与
す
る
」
と
し
て
「（
１
）
教
育
訓
練
等
の
取
材

（
２
）
諸
施
設
、
諸
物
品
の
利
用
（
３
）
技
術
的
指
導
（
４
）
防
衛
省
製

作
映
画
の
利
用
」
等
が
、「
映
画
協
力
に
伴
う
対
価
は
要
し
な
い
」
こ
と

か
ら
無
償
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
Ｂ
ラ
ン
ク
は
「
防
衛
省

広
報
に
概
し
て
有
意
義
と
判
断
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
お
り
、
上
記
の

（
２
）（
３
）
に
「
軽
度
の
」
と
い
う
文
言
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
Ｃ
は

「
協
力
不
適
」
と
し
、
対
象
外
だ
。

　
こ
の
通
達
の
存
在
に
よ
り
、「
訓
練
の
一
環
」
と
い
う
名
目
で
、
自
衛

隊
員
の
出
演
の
み
な
ら
ず
戦
車
・
戦
闘
機
・
戦
艦
ま
で
も
が
映
画
の
た
め

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
近
年
で
は
製
作
側
か
ら
の
オ
フ
ァ
ー
が
続
い

て
い
る
。
巨
額
の
セ
ッ
ト
代
や
Ｃ
Ｇ
作
業
代
が
税
金
に
よ
っ
て
カ
ッ
ト
で

き
る
上
に
、
リ
ア
ル
な
映
像
が
撮
れ
る
と
あ
れ
ば
、
経
済
的
に
も
作
品
的

に
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
期
待
で
き
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
自
衛
隊
が
協
力
し
て
き
た
映
画
が
、
常
に
愛
国

的
で
自
己
犠
牲
を
礼
賛
す
る
よ
う
な
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
持
っ
て
い

た
と
は
い
え
な
い
。
最
も
古
い
自
衛
隊
協
力
映
画
は
、
五
十
年
以
上
続
く

東
宝
の
怪
獣
映
画
『
ゴ
ジ
ラ
』
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、「
防
衛
隊
」「
防
衛

軍
」「
地
球
防
衛
軍
」
な
ど
の
架
空
の
組
織
あ
る
い
は
自
衛
隊
そ
の
も
の

が
必
ず
登
場
す
る
が
、
や
ら
れ
役
と
し
て
の
登
場
が
常
だ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
六
〇
年
代
は
『
激
闘
の
地
平
線
』（
新
東
宝
）、『
第
八
空
挺
部
隊
　

壮
烈
鬼
隊
長
』（
東
映
）、『
今
日
も
わ
れ
大
空
に
あ
り
』（
東
宝
）、『
ジ
ェ

ッ
ト
Ｆ
１
０
４
　
脱
出
せ
よ
』（
大
映
）
な
ど
、
自
衛
官
を
主
人
公
に
し

た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
が
続
出
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
社
会
党
か
ら
「
戦

争
映
画
に
た
だ
で
協
力
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
を
受
け
た
こ
と
で
後
退

し
、
本
格
協
力
が
再
開
さ
れ
た
の
は
冷
戦
終
結
の
一
九
八
九
年
に
な
る
の

で
、
一
般
劇
映
画
へ
の
協
力
に
は
長
い
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
し
か
し
、
協

力
再
開
の
九
〇
年
代
か
ら
は
、
作
品
内
の
自
衛
隊
描
写
に
防
衛
庁
か
ら
細

か
な
注
文
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
よ
り
「
現
実
に
即
し
て
」
の

描
写
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
2
（

。
ま
た
、『
ゴ
ジ
ラ
』
に
お
け
る
怪

獣
の
性
格
づ
け
に
も
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
衛
隊
の
協
力

は
無
い
が
、
二
〇
〇
一
年
に
公
開
さ
れ
た
『
ゴ
ジ
ラ
・
モ
ス
ラ
・
キ
ン
グ

ギ
ド
ラ
　
大
怪
獣
総
攻
撃
』
に
は
「
ヤ
マ
ト
の
怪
獣
」
が
登
場
す
る
が
、

国
家
の
命
令
で
は
な
く
、
人
々
か
ら
の
懇
願
で
も
な
く
、
ヤ
マ
ト
と
い
う

土
地
を
守
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
使
命
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
侵
略
者
で
あ
る

他
の
怪
獣
と
戦
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
愛
国
心
」
の
あ
る
べ
き
姿
と
重
な

る
部
分
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
ヒ
ッ
ト
し
て
、
興
行
収

入
一
六
・
五
億
円
で
こ
の
年
の
洋
画
邦
画
含
め
た
興
行
収
入
ラ
ン
キ
ン
グ
）
3
（

二
十
四
位
に
位
置
し
て
い
る
。

　
二
〇
〇
四
年
に
は
、
自
衛
官
が
主
人
公
と
し
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
登
場
す

る
作
品
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
向
け
テ
レ
ビ
番
組
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
長
期
間
人
気
を
誇
る
『
Ｕ
Ｌ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｎ
』
で
あ
る
。
長
い
シ
リ
ー

ズ
の
中
で
、
主
人
公
が
自
衛
官
と
い
う
設
定
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
と
い
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「自衛隊協力映画」というジャンル

う
。
作
品
内
で
は
、
航
空
自
衛
官
と
海
上
自
衛
官
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
へ
の
自
衛
隊
の
協
力
は
、
カ
メ
ラ
位
置

や
撮
影
の
段
取
り
に
ま
で
及
ん
だ
と
さ
れ
る
）
4
（

。

　
さ
ら
に
様
子
が
大
き
く
変
わ
る
の
が
、
製
作
委
員
会
方
式
で
大
手
マ
ス

コ
ミ
を
含
む
大
企
業
が
数
多
く
参
入
し
、
規
模
が
格
段
に
大
き
く
な
る
二

〇
〇
五
年
か
ら
で
あ
る
。
自
衛
隊
協
力
映
画
は
、
有
名
俳
優
が
多
数
登
場

し
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
も
話
題
と
な
る
「
メ
ジ
ャ
ー
映
画
」
へ
と
変
貌
を

遂
げ
た
の
だ
。
そ
れ
に
伴
い
、「
愛
国
」
や
「
自
己
犠
牲
」、
組
織
へ
の

「
忠
誠
」
や
「
連
帯
」
な
ど
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
大
胆
に
ス
ト
ー

リ
ー
に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
二
〇
〇
五
年
六
月
に
は
、
角
川
グ
ル
ー
プ
創
立
六
十
周
年
記
念

作
品
で
あ
る
『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作

品
は
陸
上
自
衛
隊
の
全
面
協
力
を
得
、
邦
画
の
平
均
的
予
算
と
さ
れ
る
五

億
円
の
三
倍
に
も
あ
た
る
一
五
億
円
を
か
け
て
製
作
さ
れ
た
。「
九
〇
式

戦
車
、
偵
察
ヘ
リ
Ｏ
Ｈ
‐
１
、
対
戦
車
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
Ａ
Ｈ
‐
１
Ｓ
、
Ｍ

Ｐ
Ｍ
Ｓ
多
目
的
誘
導
弾
を
は
じ
め
、
二
十
五
種
類
以
上
、
延
べ
百
五
十
両

機
以
上
の
陸
上
自
衛
隊
主
要
装
備
が
参
加
、
か
つ
て
な
い
協
力
体
制
が
と

ら
れ
た
）
5
（

」
と
さ
れ
、
試
写
会
や
封
切
り
初
日
に
は
自
衛
隊
員
や
実
物
兵
器

が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
っ
た
と
い
う
）
6
（

。
六
本
木

ヒ
ル
ズ
に
お
い
て
も
大
々
的
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
戦
車
や
装
甲
車

な
ど
が
多
数
登
場
し
た
）
7
（

。
作
品
で
も
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
か
ら
自
衛
隊
の
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
や
戦
闘
車
両
の
映
像
が
大
量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
映
画
は
一
九
七
九
年
に
公
開
さ
れ
た
同
じ
角
川
映
画
『
戦
国
自
衛

隊
』
の
リ
メ
イ
ク
で
あ
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
新
し
く
な
っ
て
い
る
。
陸

上
自
衛
隊
駐
屯
地
に
お
け
る
人
工
磁
場
発
生
器
の
実
験
中
に
隊
員
が
戦
国

時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、
そ
れ
を
助
け
に
い
っ
た
第
二
部
隊
が
、
織

田
信
長
に
成
り
代
わ
っ
て
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
先
行
部
隊
の
メ
ン
バ
ー

と
戦
う
と
い
う
設
定
で
あ
る
。「
お
前
に
守
る
べ
き
も
の
は
な
い
の
か
」

「
平
成
の
日
本
人
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
た
め
に
、
こ
の
時

代
か
ら
や
り
直
す
。
徳
川
幕
府
の
鎖
国
、
太
平
洋
戦
争
、
無
残
な
敗
北

…
」「
た
と
え
一
％
の
可
能
性
し
か
な
く
て
も
任
務
を
遂
行
し
た
い
」
と

い
う
一
連
の
台
詞
に
は
、「
日
本
」
あ
る
い
は
「
日
本
人
」
へ
の
こ
だ
わ

り
と
、「
守
り
た
い
も
の
」「
守
る
べ
き
も
の
」
の
た
め
に
全
員
が
立
ち
上

が
る
と
い
う
愛
国
と
忠
誠
の
姿
勢
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー

で
特
徴
的
な
の
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
と
も
に
「
愛
国
心
」

を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
強
い
日
本
を
平
成

の
世
に
実
現
さ
せ
る
た
め
に
過
去
を
変
え
よ
う
と
し
、
も
う
一
つ
の
グ
ル

ー
プ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
日
本
を
守
ろ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、「
専
守
防
衛
」
が
執
拗
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
、
先
に
攻
撃

で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
『
亡
国
の
イ
ー
ジ
ス
』
が
公
開
さ
れ
た
。

こ
の
作
品
は
、
当
初
防
衛
庁
が
協
力
を
拒
ん
だ
が
、
映
画
協
力
に
積
極
的

な
当
時
の
石
破
茂
長
官
の
働
き
か
け
で
シ
ナ
リ
オ
が
若
干
変
更
さ
れ
、
協

力
の
実
現
に
至
っ
た
と
い
う
）
8
（

。
東
京
湾
沖
で
訓
練
航
海
を
し
て
い
た
イ
ー

ジ
ス
艦
が
乗
っ
取
ら
れ
、
特
殊
弾
頭
を
積
ん
で
い
る
ミ
サ
イ
ル
が
東
京
に

向
け
ら
れ
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
だ
。
北
朝
鮮
を
思
わ
せ
る
特
殊
工
作
員
と
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国
家
の
危
機
に
立
ち
向
か
う
人
々
と
の
攻
防
が
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
テ
ー

マ
は
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
だ
。
注
目
す
べ
き
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
内
で
重
要

な
意
味
を
持
つ
「
亡
国
の
盾
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
防
衛
大
生
が
書
い

た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

〈
こ
の
国
が
「
国
防
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
大
い
な
る
矛
盾

を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
口
を
閉
ざ
し
て
き
た
こ
と
に
、
失
望
を
隠
せ

ず
に
い
る
〉

　〈真
の
国
力
と
は
、
国
家
資
産
や
経
済
力
、
軍
事
力
な
ど
で
は
な
く
、

そ
の
国
が
培
っ
て
き
た
普
遍
的
な
価
値
観
、
歴
史
、
文
化
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
日
本
人
は
「
日
本
と
は
何
か
」「
日
本
人
と

し
て
何
を
誇
る
の
か
」
と
い
う
自
ら
の
問
い
か
け
す
ら
忘
れ
、
唯
一

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
『
恥
』
と
い
う
概
念
も
捨
て
去
り
、
世

界
に
向
け
主
張
で
き
る
価
値
な
ど
、
と
う
に
無
く
し
て
し
ま
っ
た
〉

　　
　〈
日
本
は
も
は
や
、『
亡
国
』
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）
9
（

〉

　　『
亡
国
の
イ
ー
ジ
ス
』
に
対
し
て
な
さ
れ
た
防
衛
庁
お
よ
び
海
上
自
衛

隊
と
航
空
自
衛
隊
の
全
面
協
力
は
史
上
初
で
あ
り
、
そ
の
協
力
自
体
が
大

き
く
宣
伝
さ
れ
た
。
前
述
の
『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』
が
陸
上
自
衛
隊

の
全
面
協
力
で
製
作
さ
れ
た
の
で
、
自
衛
隊
は
こ
の
時
期
に
組
織
を
あ
げ

て
映
画
に
協
力
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
撮
影
は
大
型
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト

を
使
用
し
て
の
か
な
り
大
掛
か
り
な
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
マ
ス
コ
ミ

の
話
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
映
画
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
現
代

日
本
へ
の
不
満
と
「
自
衛
」
し
か
で
き
ぬ
現
自
衛
隊
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
苛

立
ち
が
、
赤
裸
々
に
言
葉
に
さ
れ
て
い
る
。「
撤
退
か
先
制
攻
撃
、
選
択

は
そ
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
）
10
（

」「
撃
た
れ
る
前
に
撃
つ
。
そ
れ
が
戦
い
の

鉄
則
で
す
。
そ
れ
が
出
来
な
い
自
衛
隊
に
国
を
守
る
資
格
は
な
く
、
そ
れ

を
認
め
ら
れ
な
い
日
本
に
、
国
家
を
名
乗
る
資
格
は
な
い
）
11
（

」「
な
あ
、
平

和
だ
っ
た
ら
そ
れ
で
国
っ
て
呼
べ
る
の
か
）
12
（

？
」
な
ど
の
台
詞
に
は
、
自
分

た
ち
の
組
織
を
生
か
し
て
く
れ
な
い
国
家
へ
の
不
満
が
明
白
に
表
れ
て
い

る
。
イ
ー
ジ
ス
と
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
無
敵
の
盾
の
名
で
あ
る
が
、「
国

と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
失
い
、
語
る
べ
き
未
来
の
形
も
見
え
な
い
こ
の
国

を
守
る
盾
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
）
13
（

」
と
、
専
守
防
衛
の
象
徴
と
も
い

う
べ
き
イ
ー
ジ
ス
艦
を
評
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
映
画
そ
の
も
の
の
主
題
は
人
命
尊
重
で
あ
る
。
敵
で
あ
れ
味

方
で
あ
れ
、
武
力
行
使
は
徹
底
的
に
回
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
首
都
東
京
を
壊
滅
か
ら
救
い
、
イ
ー
ジ
ス
艦
へ
の
爆
撃
も
阻

止
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
先
任
伍
長
が
、
仲
間
た
ち
に
対
し
て
口
に
す
る

「
な
ん
と
し
て
で
も
生
き
の
び
ろ
」
と
い
う
一
言
も
、
命
を
捨
て
て
も
任

務
を
遂
行
せ
よ
と
脅
迫
す
る
よ
う
な
思
想
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
平
和
を
守
る
」
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
ラ
マ
の
中
に
散
見
さ
れ

る
、
国
家
主
義
へ
の
強
い
傾
倒
が
問
題
な
の
だ
。

　
ま
た
自
衛
隊
協
力
映
画
で
は
な
い
が
、
同
じ
二
〇
〇
五
年
に
公
開
さ
れ

た
戦
争
映
画
『
ロ
ー
レ
ラ
イ
』
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
品
は
興

(12)396



397

「自衛隊協力映画」というジャンル

行
収
入
二
四
億
円
で
、
興
行
収
入
二
〇
・
六
億
円
で
二
十
六
位
の
『
亡
国

の
イ
ー
ジ
ス
』、
一
七
・
一
億
円
で
三
十
位
の
『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４

９
』
と
比
べ
て
上
位
の
二
十
一
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
終
戦
間
近

の
日
本
で
、
三
発
目
の
原
爆
が
東
京
に
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
阻
止
す

る
と
い
う
架
空
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
全
編
が
セ
ッ
ト
と
Ｃ
Ｇ

で
撮
影
さ
れ
て
い
る
た
め
に
自
衛
隊
の
協
力
は
無
い
の
だ
が
、
そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
内
容
は
前
の
二
作
と
変
わ
ら
な
い
。『
ロ
ー
レ
ラ
イ
』『
亡
国
の
イ

ー
ジ
ス
』『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』
は
三
本
と
も
原
作
の
著
者
が
同
じ

福
井
晴
敏
で
あ
り
、
共
通
し
た
テ
ー
マ
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。

　
ロ
ー
レ
ラ
イ
と
は
潜
水
艦
の
名
前
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
取
り
引
き
し

た
人
物
の
下
で
日
本
新
生
プ
ラ
ン
を
掲
げ
て
ロ
ー
レ
ラ
イ
を
占
拠
す
る
グ

ル
ー
プ
に
対
し
、
祖
国
に
残
し
て
き
た
愛
す
る
者
た
ち
を
守
る
た
め
に
主

人
公
ら
が
最
後
ま
で
戦
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。「
我
国
家
と
し
て
の

切
腹
を
断
行
す
」「
日
本
を
滅
亡
か
ら
救
っ
て
く
れ
」
な
ど
の
台
詞
が
続

く
。
こ
の
映
画
も
『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』
と
同
じ
く
、
愛
国
対
決
の

構
図
が
あ
る
。
米
国
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
誇
り
を
失
う
未
来
の
日
本
人

が
許
せ
な
い
か
ら
こ
そ
、
日
本
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
人
物
と
、
ど
ん
な

に
過
酷
な
状
況
に
な
っ
て
も
、
自
力
で
立
ち
上
が
る
日
本
人
を
信
じ
て
三

発
目
の
原
爆
を
阻
止
す
る
人
々
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
守
る
べ
き
か
け

が
え
の
な
い
祖
国
と
し
て
の
日
本
と
い
う
国
家
を
執
拗
に
描
い
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
っ
き
り
と
敵
と
し
て
描
い
て
い
る
の
が

特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
ロ
ー
レ
ラ
イ
』
は
「
新
人
監
督
や
シ
ナ
リ
オ

作
家
を
起
用
し
た
映
画
の
製
作
」
と
い
う
項
目
で
、
文
化
庁
の
平
成
十
六

年
度
文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

　
二
〇
〇
五
年
十
二
月
に
公
開
さ
れ
た
『
男
た
ち
の
大
和
／
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ

Ｏ
』
は
二
〇
〇
六
年
の
興
行
収
入
で
十
一
位
五
〇
・
九
億
円
を
記
録
し
た
。

こ
の
作
品
に
は
、
海
上
自
衛
隊
が
全
面
協
力
し
て
い
る
。
戦
艦
大
和
の
乗

組
員
だ
っ
た
父
へ
の
慰
霊
の
旅
に
来
た
女
性
が
、
生
存
者
で
あ
る
元
兵
士

の
男
性
に
会
い
、
彼
の
記
憶
を
通
し
て
大
和
の
最
後
を
描
く
ス
ト
ー
リ
ー

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
自
ら
を
「
反
戦
映
画
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
の

で
、
母
や
恋
人
な
ど
の
女
性
た
ち
に
よ
る
「
死
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
出
て
き
て
い
る
。
戦
闘
の
悲
惨
さ
も
か
な
り

詳
細
に
描
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
長
渕
剛
は
半
裸
体
で

「
気
高
い
あ
な
た
の
勇
気
を
抱
き
し
め
た
い
」
と
主
題
歌
を
歌
い
、
九
万

五
千
人
を
動
員
し
た
「
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｏ
」
ツ
ア
ー
で
は
、
会
場
内
に
無
数

の
日
の
丸
が
揺
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
大
和
の
仲
間
こ
そ
本
当
の
戦

友
」「
責
任
は
全
員
で
と
る
」「
俺
た
ち
は
日
本
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る

た
め
に
、
そ
の
さ
き
が
け
と
し
て
散
る
。
ま
さ
に
本
望
じ
ゃ
な
い
か
」
な

ど
の
台
詞
、「
全
員
が
覚
悟
し
て
い
た
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
、
甲
板
で
兵

士
た
ち
が
故
郷
に
向
か
っ
て
思
い
思
い
に
別
れ
を
告
げ
る
シ
ー
ン
で
の
感

動
的
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
、
愛
国
と
自
己
犠
牲
を
強
調
す
る
要
素
が
多
分
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
以
上
、
二
〇
〇
五
年
に
公
開
さ
れ
た
四
本
の
宣
伝
は
、
非
常
に
大
が
か

り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
ス
ポ
ッ
ト
・
新
聞
広
告
・
雑
誌
・
電
車
内

吊
り
広
告
な
ど
、
様
々
な
媒
体
を
通
し
て
競
う
よ
う
に
盛
ん
に
宣
伝
さ
れ
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た
。
自
衛
隊
の
協
力
が
「
宣
伝
」
文
句
と
し
て
大
き
く
扱
わ
れ
た
こ
と
は
、

注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
四
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、

『
ゴ
ジ
ラ
』
の
よ
う
な
特
定
の
マ
ニ
ア
向
け
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
一
般
劇
映
画
で
あ
る
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
特
に

軍
事
的
な
こ
と
に
興
味
の
な
い
女
性
や
若
い
カ
ッ
プ
ル
な
ど
が
、
例
え
ば

人
気
俳
優
を
見
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
盛
ん
に
宣
伝
し
て
い
る
か
ら
と
い

う
理
由
で
、
気
軽
に
見
る
映
画
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
自
衛
隊

あ
る
い
は
軍
隊
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
が
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
と

し
て
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る

意
味
は
非
常
に
大
き
い
。
自
衛
隊
と
い
う
存
在
は
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
露
出

が
暗
黙
の
う
ち
に
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

っ
て
も
主
役
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
は
、
そ
の
よ
う
に

日
の
当
た
ら
ぬ
場
所
に
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た
自
衛
隊
が
、
た
く
さ
ん
の

人
々
の
前
に
姿
を
現
す
よ
う
に
な
っ
た
画
期
的
な
年
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
六
年
に
公
開
さ
れ
た
『
日
本
沈
没
』
に
は
東
京
消
防
庁
と
自
衛

隊
が
協
力
し
て
お
り
、
興
行
収
入
八
位
で
五
三
・
四
億
円
と
、
自
衛
隊
協

力
映
画
の
中
で
は
最
も
ヒ
ッ
ト
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
も
、

主
人
公
が
一
人
自
分
の
命
を
な
げ
う
っ
て
日
本
を
救
う
と
い
う
、
犠
牲
・

愛
国
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
特
徴
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
現
実
に
は
存
在
し

な
い
東
京
消
防
庁
の
女
性
ハ
イ
パ
ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
員
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
通
常
、「
戦
う
」「
助
け
る
」「
守
る
」
の
は
男
性
の

役
割
で
あ
り
、
女
性
は
「
癒
す
」「
助
け
ら
れ
る
」「
守
ら
れ
る
」
存
在
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
映
画
で
は
危
機
的
状
況
に
お
い
て
女
性
が
男
性
同
様
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
果
敢
に
任
務
を
全
う
す
る
姿
が
印
象
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
十
一
月
の
時
点
で
、
米
軍
で
は
女
性
兵
士
の
割
合

が
約
一
四
％
を
占
め
）
14
（

、
最
近
は
自
衛
隊
も
女
性
自
衛
官
を
増
や
す
傾
向
に

あ
る
た
め
、
女
性
に
対
す
る
広
報
的
価
値
が
高
い
と
い
え
る
。

　
大
き
な
ヒ
ッ
ト
は
し
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
は
『
俺
は
、
君
の

た
め
に
こ
そ
死
に
に
い
く
』『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
イ
ー
グ
ル
』『
マ
リ
と
子
犬

の
物
語
』
の
三
本
の
自
衛
隊
協
力
映
画
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　『
俺
は
、
君
の
た
め
に
こ
そ
死
に
に
い
く
』
は
、
タ
カ
派
の
政
治
家
と

し
て
知
ら
れ
る
東
京
都
知
事
で
あ
る
石
原
慎
太
郎
が
、
脚
本
と
製
作
総
指

揮
を
担
当
し
て
い
る
。「
靖
国
で
会
お
う
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
強
調

さ
れ
、
天
皇
万
歳
の
言
葉
こ
そ
無
い
も
の
の
、
若
者
た
ち
が
一
途
に
国
家

の
た
め
、
そ
し
て
「
君
」
＝
天
皇
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
す
ひ
た
む
き
さ

ば
か
り
が
目
立
つ
作
品
で
あ
る
。

　
準
主
役
が
自
衛
隊
員
と
い
う
設
定
の
『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
イ
ー
グ
ル
』
は
、

二
〇
〇
七
年
の
第
二
十
回
東
京
国
際
映
画
祭
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
作
品
と
し

て
選
ば
れ
て
い
る
。
文
化
庁
の
委
託
に
よ
っ
て
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
が
運
営
す
る
芸
術
文
化
振
興
基
金
の
中
に
、「
国
内
映
画

祭
」
へ
の
支
援
項
目
が
あ
る
。
そ
の
対
象
で
最
も
大
き
な
も
の
が
こ
の
東

京
国
際
映
画
祭
で
あ
り
、
共
催
・
後
援
に
は
経
済
産
業
省
、
外
務
省
、
総

務
省
、
文
化
庁
、
独
立
行
政
法
人 

国
際
交
流
基
金
、
日
本
貿
易
振
興
機

構
な
ど
の
政
府
各
省
・
関
連
団
体
の
ほ
か
、
経
団
連
を
筆
頭
に
数
々
の
社

団
法
人
や
財
団
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
国
を
あ
げ
て
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
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「自衛隊協力映画」というジャンル

ク
ト
と
も
い
え
る
東
京
国
際
映
画
祭
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
セ
レ
モ
ニ
ー
で

の
上
映
作
品
に
、
政
治
性
が
際
立
つ
作
品
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
着
目
に
値

す
る
。

　
特
殊
爆
弾
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
米
軍
ス
テ
ル
ス
爆
撃
機
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト

イ
ー
グ
ル
が
、
潜
入
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
企
て
に
よ
っ
て
北
ア
ル
プ
ス
の

山
中
に
不
時
着
す
る
。
そ
の
爆
弾
を
め
ぐ
り
、
民
間
人
二
人
と
自
衛
隊
員

一
人
が
、
北
朝
鮮
を
想
像
さ
せ
る
工
作
員
と
攻
防
を
繰
り
広
げ
る
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
。
米
軍
の
失
策
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
テ
ロ
リ
ス
ト
と
闘
う
自
衛

隊
、「
自
分
の
国
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
自
分
の
国
で
処
理
す
る
」
と
宣

言
す
る
首
相
、「
自
分
の
息
子
を
守
る
た
め
に
」
自
分
の
命
を
犠
牲
に
す

る
民
間
人
の
主
人
公
な
ど
、
北
朝
鮮
問
題
に
揺
れ
た
時
期
に
ぴ
っ
た
り
と

重
な
っ
た
内
容
で
あ
る
。
首
相
就
任
前
だ
っ
た
自
民
党
の
麻
生
太
郎
は
、

当
時
の
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
15
（

の
中
で
「
最
近
『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
イ
ー
グ

ル
』
っ
て
い
う
邦
画
を
試
写
会
で
見
て
き
た
け
ど
、
あ
れ
も
米
国
の
失
敗

を
日
本
が
カ
バ
ー
す
る
設
定
。
昔
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
だ

よ
」
と
発
言
し
て
い
る
。

　『
マ
リ
と
子
犬
の
物
語
』
は
、
新
潟
県
中
越
地
震
に
お
け
る
犬
と
飼
い

主
と
の
愛
情
を
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
瓦
礫
の
下
に
い
た
主
人
公

ら
は
、
犬
の
お
か
げ
で
自
衛
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
救
出
さ
れ
る
。
犬

と
子
ど
も
が
主
役
で
は
あ
る
が
、
困
難
な
状
況
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
る

存
在
と
し
て
の
自
衛
隊
の
描
写
は
か
な
り
長
い
。
特
に
自
衛
官
役
の
人
物

に
表
象
さ
せ
て
い
る
「
任
務
を
全
う
す
る
責
任
感
」
と
「
人
間
と
し
て
の

優
し
さ
」
は
、
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
危
機
的
状
況
に
お
い
て
必
ず
助

け
て
く
れ
、
最
も
頼
り
に
な
る
存
在
と
し
て
の
自
衛
隊
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
八
年
末
に
は
、
後
述
の
田
母
神
が
幕
僚
長
と
し
て
ト
ッ
プ
に
い

た
航
空
自
衛
隊
の
全
面
協
力
の
も
と
で
、『
空
へ
〜
救
い
の
翼
　
Ｒ
Ｅ
Ｓ

Ｃ
Ｕ
Ｅ 

Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
〜
』
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
予
告
編
で
は
航
空
自

衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
カ
ッ
ト
を
間
に
挟
み
な
が
ら
「
他
の
組
織
で
は

救
出
不
可
能
な
極
限
状
況
　
」「
対
応
で
き
る
組
織
は
た
だ
一
つ
」「
そ
れ

は
　
」「
航
空
自
衛
隊
航
空
救
難
団
レ
ス
キ
ュ
ー
ウ
ィ
ン
グ
ス
」
と
い
う

文
字
が
躍
る
。
主
人
公
は
実
在
し
な
い
女
性
救
難
ヘ
リ
パ
イ
ロ
ッ
ト
で
あ

る
。
よ
っ
て
こ
の
作
品
も
『
日
本
沈
没
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
設
定
と
同
様
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
航
空
自
衛
隊
そ
の
も
の
が
舞
台

な
の
で
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
航
空
機
は
ほ
と
ん
ど
の
場
面
に
登
場
し
て
い

る
。
ま
た
、
懸
命
に
一
途
に
人
命
を
助
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
姿
が
特
に
強
調

さ
れ
て
い
る
。
公
開
が
田
母
神
問
題
で
揺
れ
た
直
後
だ
っ
た
こ
と
も
重
な

っ
た
た
め
か
、
大
き
な
宣
伝
も
見
ら
れ
ず
反
響
も
薄
い
中
で
早
々
に
上
映

期
間
が
終
了
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
協
力
映
画
の
中
で
、
最
も
自

衛
隊
の
宣
伝
色
が
強
い
と
い
え
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
衛
隊
が
協
力
す
る
映
画
は
い
わ
ゆ
る
「
戦

争
映
画
」
ば
か
り
で
は
な
い
。「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
ラ
マ
」「
パ
ニ
ッ
ク
映

画
」「
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
」「
子
ど
も
向
け
」「
時
代
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」「
動

物
映
画
」
な
ど
と
様
々
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ア
以
外
の
人
も
観
る
一

般
劇
映
画
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
戦
時
中
の
国
策
映
画
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
戦
争
映
画
」
は
往
々
に
し
て
愛
国
心
を
鼓
舞
す
る
有
力
な
宣
伝
媒
体
と
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い
え
る
が
、
そ
れ
で
は
女
性
や
子
ど
も
に
ア
ピ
ー
ル
し
に
く
く
、
観
客
動

員
に
結
び
つ
き
に
く
い
。
ま
た
、
企
業
が
利
益
を
見
込
ん
で
出
資
す
る
娯

楽
作
品
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
以
上
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り

も
面
白
さ
が
優
先
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
自
衛
隊
協

力
映
画
は
様
々
な
ス
ト
ー
リ
ー
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
様
々
な
世
代

や
階
層
の
接
触
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
映
画
と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
娯
楽
媒
体
で
、「
愛
国
」
や

「
自
己
犠
牲
」
が
宣
伝
さ
れ
る
の
は
、
戦
前
・
戦
中
に
行
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
一
九
三
九
年
に
施
行
さ
れ
た
映
画
法
に
お
い
て
強
制
上
映
と
さ
れ

た
文
化
映
画
は
、「
国
民
精
神
ノ
涵
養
又
ハ
国
民
智
能
ノ
啓
培
ニ
資
ス
ル

映
画
」
を
指
す
が
、
清
水
晶
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　

　「
国
民
精
神
ノ
涵
養
」
と
あ
る
中
の
「
涵
養
」
と
は
「
自
然
に
水

が
し
み
こ
む
よ
う
に
徐
々
に
養
い
育
て
る
こ
と
」（
新
村
出
編
『
広
辞

苑
』）
で
あ
り
、「
国
民
精
神
」
と
は
、「
国
家
の
た
め
に
自
己
を
犠

牲
に
し
て
尽
す
国
民
の
精
神
」（
同
上
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
当
時
は
天
皇
の
超
批
判
的
な
絶
対
支
配
に
服
従
し
、
戦
争
の
遂

行
に
協
力
す
る
「
忠
君
愛
国
」
の
精
神
を
養
い
育
て
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
）
16
（

。

　　「
守
る
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
、
自
衛
隊
協
力
映
画
に
共
通
す
る
特

徴
の
ひ
と
つ
だ
。
二
〇
〇
六
年
十
一
月
に
は
省
へ
の
昇
格
目
前
の
防
衛
庁

の
企
画
協
力
の
も
と
、「
国
民
と
と
も
に
防
衛
を
考
え
る
情
報
誌
」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
『
Ｍ
ａ
ｍ
ｏ
Ｒ
』
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
準
備
号
と

し
て
発
刊
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
一
月
か
ら
は
『
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
』
と
し
て
毎

月
扶
桑
社
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
。
恋
人
・
家
族
・
仲
間
を
「
守
る
」
と

い
う
一
連
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、「
防
衛
」
省
、「
自
衛
」
隊
、
あ

る
い
は
海
上
「
保
安
」
庁
、
消
「
防
」
庁
と
い
う
、
組
織
の
性
質
あ
る
い

は
存
在
意
義
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
映
画
の
主
人
公

た
ち
の
一
貫
し
た
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
誰
か
に
「
助
け
て
」
と
要
求
さ
れ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
自
ら
の
「
使
命
」
で
あ
る
が
ご

と
く
、
愛
す
る
国
家
や
人
々
を
「
守
る
」
こ
と
に
生
命
を
か
け
る
こ
と
だ
。

　　「
愛
国
」
や
「
自
己
犠
牲
」
に
加
え
、
自
衛
隊
協
力
映
画
に
見
ら
れ
た

「
専
守
防
衛
へ
の
不
満
」「
自
国
の
防
衛
を
自
国
で
行
う
こ
と
」「
米
国
へ

の
不
信
」
な
ど
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
明
確
に
極
端
に
現
わ
れ
た
の
が
、
当
時

現
職
の
航
空
自
衛
官
ト
ッ
プ
だ
っ
た
田
母
神
俊
雄
に
よ
る
論
文
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

二
、
田
母
神
論
文
と
の
共
通
性

　
二
〇
〇
八
年
十
月
三
十
一
日
、
ホ
テ
ル
チ
ェ
ー
ン
「
ア
パ
グ
ル
ー
プ
」

が
募
集
し
た
「
真
の
近
現
代
史
観
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
懸
賞
論
文
で
、

田
母
神
俊
雄
・
前
航
空
幕
僚
長
が
執
筆
し
た
論
文
で
あ
る
「
日
本
は
侵
略

国
家
で
あ
っ
た
の
か
）
17
（

」（
以
下
、
田
母
神
論
文
）
が
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
。

政
府
見
解
と
異
な
る
そ
の
内
容
は
、
防
衛
省
・
政
府
内
部
で
即
座
に
問
題

と
な
り
、
田
母
神
は
同
日
中
に
航
空
幕
僚
長
を
解
任
さ
れ
る
。
翌
十
一
月

(16)400
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一
日
に
は
新
聞
各
紙
が
一
斉
に
こ
の
事
件
を
一
面
で
と
り
あ
げ
、
大
き
な

社
会
問
題
に
発
展
し
た
。
田
母
神
自
身
驚
か
さ
れ
た
と
い
う
「
防
衛
省
、

首
相
官
邸
の
い
つ
に
な
く
素
早
い
連
係
プ
レ
ー
）
18
（

」
に
よ
り
、
更
迭
に
よ
っ

て
定
年
年
齢
が
六
十
二
歳
か
ら
六
十
歳
に
下
が
っ
た
田
母
神
は
、
既
に
六

十
歳
に
達
し
て
い
た
た
め
に
同
月
三
日
に
は
自
衛
隊
を
定
年
退
職
す
る
。

十
一
日
に
は
、
参
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
て
参
考
人
と
し
て
招
致
さ
れ
る

が
、「
自
衛
官
に
も
言
論
の
自
由
が
あ
る
」
と
持
論
を
曲
げ
な
か
っ
た
。

　
田
母
神
論
文
に
お
い
て
日
中
戦
争
・
日
米
戦
争
に
関
し
て
主
張
さ
れ
て

い
る
点
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　　
・
日
本
は
中
国
・
朝
鮮
を
「
侵
略
」
し
た
の
で
は
な
く
、
条
約
に
基
づ

い
て
軍
を
駐
留
さ
せ
た
。

　
・
日
本
政
府
は
辛
抱
強
い
和
平
追
求
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
の
謀
略
に
は
ま
っ
た

介
石
に
よ
っ
て
、
日
中
戦
争
に

引
き
ず
り
込
ま
れ
た
。
よ
っ
て
、
日
本
は
「
被
害
者
」
で
あ
る
。

　
・
他
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
日
本
は
極
め
て
穏
健
な
植
民
地
統
治
を

行
っ
た
。

　
・
日
本
政
府
・
軍
の
努
力
に
よ
り
、
現
地
の
人
々
は
そ
れ
ま
で
の
圧
政

か
ら
解
放
さ
れ
、
生
活
水
準
も
向
上
し
た
。

　
・
人
種
差
別
が
当
然
の
時
代
に
五
族
協
和
を
唱
え
た
の
は
画
期
的
で
あ

る
。

　
・
日
米
戦
争
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
動
か
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て

慎
重
に
仕
掛
け
ら
れ
た
罠
だ
っ
た
。

　
・
日
露
・
大
東
亜
を
戦
っ
た
日
本
の
力
に
よ
っ
て
、
多
く
の
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
諸
国
が
白
人
国
家
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

　
・
我
が
国
が
侵
略
国
家
だ
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は
正
に
濡
れ
衣
で
あ
る
。

　　
右
記
の
よ
う
に
田
母
神
論
文
に
見
ら
れ
る
偏
っ
た
歴
史
観
は
、
政
府
の

公
式
見
解
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
村
山
談
話
」
と
の
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と

に
な
り
、
大
き
く
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
戦
後
五
十

年
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
八
月
十
五
日
に
、
当
時
の
村
山
富
市
首
相
が
行

っ
た
談
話
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
は
、
遠
く
な
い
過
去
の
一
時
期
、
国
策
を
誤
り
、
戦
争
へ
の

道
を
歩
ん
で
国
民
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
に

よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て

多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
ま
し
た
。
私
は
、
未
来
に
誤
ち
無
か
ら

し
め
ん
と
す
る
が
故
に
、
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
の
歴
史
の
事
実
を
謙

虚
に
受
け
止
め
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、

心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
い
た
し
ま
す
）
19
（

。

　　
田
母
神
論
文
で
は
村
山
談
話
に
関
し
て
直
接
記
述
し
た
部
分
は
無
い
が
、

大
東
亜
戦
争
を
肯
定
し
、
植
民
地
統
治
が
良
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
主

張
は
、
明
ら
か
に
上
記
の
談
話
の
内
容
に
反
す
る
。
事
実
、
解
任
後
に
田

母
神
が
出
版
し
た
著
書
で
は
は
っ
き
り
と
村
山
談
話
を
否
定
し
、
さ
ら
に

は
「『
従
軍
慰
安
婦
』
も
『
南
京
大
虐
殺
』
も
真
っ
赤
な
ウ
ソ
）
20
（

」
と
主
張
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を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。
田
母
神
は
村
山
談
話
を
「
戦
後
の
呪
縛

と
言
う
し
か
な
い
〝
自
虐
史
観
）
21
（

〞」
の
元
凶
と
捉
え
、「
輝
か
し
い
日
本
の

歴
史
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
）
22
（

」
と
繰
り
返
し
発
言
し
て
き
た
。

　

　
私
は
端
的
に
言
っ
て
「
日
本
は
い
い
国
だ
っ
た
」
と
言
っ
た
の
だ
。

す
る
と
「
日
本
が
い
い
国
だ
っ
た
と
は
何
事
だ
、
政
府
見
解
で
は
悪

い
国
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
航
空
幕
僚
長
を
解
任
さ

れ
て
し
ま
っ
た
）
23
（

。

　

一
致
し
て
、「
我
が
国
は
侵
略
国
家
で
あ
り
、
醜
く
悪
い
国
」
で
あ

る
と
表
明
す
る
日
本
国
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
国
な
の
で
し
ょ

う
か
）
24
（

。

　　
自
分
の
信
念
に
基
づ
き
、
田
母
神
は
校
長
を
つ
と
め
て
い
た
二
〇
〇
三

年
に
、
将
官
へ
の
登
竜
門
と
い
わ
れ
る
統
合
幕
僚
学
校
に
お
い
て
「
日
本

の
歴
史
と
伝
統
へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
」
た
め
に
、「
歴
史
観
・
国
家

観
」
と
い
う
新
設
講
義
を
二
百
一
時
間
中
十
三
時
間
に
割
り
当
て
た
。
そ

の
講
師
陣
は
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー
ら
、
田

母
神
と
同
じ
歴
史
観
を
持
つ
講
師
が
多
い
と
さ
れ
る
）
25
（

。

　

　
東
京
裁
判
は
あ
の
戦
争
の
責
任
を
全
て
日
本
に
押
し
付
け
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
戦
後

六
三
年
を
経
て
も
な
お
日
本
人
を
惑
わ
せ
て
い
る
。
日
本
の
軍
は
強

く
な
る
と
必
ず
暴
走
し
他
国
を
侵
略
す
る
、
だ
か
ら
自
衛
隊
は
出
来

る
だ
け
動
き
に
く
い
よ
う
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自

衛
隊
は
領
域
の
警
備
も
出
来
な
い
、
集
団
的
自
衛
権
も
行
使
出
来
な

い
、
武
器
の
使
用
も
極
め
て
制
約
が
多
い
、
ま
た
攻
撃
的
兵
器
の
保

有
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
諸
外
国
の
軍
と
比
べ
れ
ば
自
衛
隊
は
雁が

ん

字じ

搦が
ら

め
で
身
動
き
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）
26
（

。

　　
田
母
神
は
「
自
虐
史
観
」
＝
「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
、

戦
勝
国
側
の
裁
判
官
し
か
い
な
い
中
、「
事
後
法
」
と
し
て
の
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
条
例
で
裁
か
れ
た
「
遡
及
処
罰
」
を
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
）
27
（

。
田
母

神
の
論
理
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
観
の
中
か
ら
村
山
談
話
が
生
ま
れ
、

「
お
詫
び
政
策
」
と
彼
が
表
現
す
る
戦
後
共
通
し
た
対
ア
ジ
ア
外
交
を
政

府
が
と
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
論
文
に
お
い
て
は
や
や
穏
当

な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
著
書
内
で
は
現
在
の
自
衛
隊
の
問
題
に
触
れ
、

抜
本
的
改
革
を
は
っ
き
り
と
提
案
し
て
い
る
。「
専
守
防
衛
、
非
核
三
原

則
、
武
器
輸
出
三
原
則
は
も
う
通
用
し
な
い
）
28
（

」
と
田
母
神
は
断
言
す
る
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
主
張
を
見
る
と
、
田
母
神
が
批
判
す
る
対
象
は
極
め

て
広
い
。
ま
ず
は
、
東
京
裁
判
を
推
し
進
め
た
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
日
米

同
盟
に
対
し
て
は
あ
か
ら
さ
ま
な
批
判
を
行
っ
て
は
い
な
い
が
、
論
文
内

に
は
「
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
首
都
圏
に
も
立
派

な
基
地
を
保
有
し
て
い
る
。
こ
れ
を
日
本
が
返
し
て
く
れ
と
言
っ
て
も
そ

う
簡
単
に
は
返
っ
て
こ
な
い
）
29
（

」
と
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
に
一
〇
〇
％
依
存

で
き
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
常
識
）
30
（

」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、「
私
は
日
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米
同
盟
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
31
（

」
と
し
な
が
ら
も
、
自
衛
隊
だ

け
で
日
本
の
防
衛
を
行
い
た
い
と
い
う
意
思
と
そ
れ
を
阻
止
し
て
い
る
ア

メ
リ
カ
へ
の
不
満
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
戦
中
に
中
国
や
ア
メ
リ
カ
を
陰
で
操
っ
て
い
た
と
田
母
神
が
主

張
す
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
、
村
山
談
話
を
生
ん
だ
社
会
党
、
な
ど
の
マ
ル
ク

ス
主
義
や
社
会
民
主
主
義
の
勢
力
も
、
当
然
な
が
ら
攻
撃
の
対
象
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
談
話
を
踏
襲
し
つ
づ
け
る
保
守
自
民
党
、
こ
う
し
た
日
本

政
府
に
対
し
常
に
謝
罪
を
求
め
圧
力
を
か
け
て
く
る
中
国
・
韓
国
・
北
朝

鮮
に
向
け
て
も
、
同
様
に
強
い
不
満
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
田
母
神
の
不
満
は
、
現
場
の
「
制
服
組
」
と
常
に
確
執
の
あ

る
内
局
（
い
わ
ゆ
る
「
背
広
組
」）
に
も
及
ぶ
。
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
報
道
の

中
で
さ
か
ん
に
「
文
民
統
制
」
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
に
、
田
母
神
は

「
日
本
ほ
ど
文
民
統
制
が
徹
底
し
て
い
る
国
は
な
い
」
と
の
主
張
を
繰
り

返
す
。
そ
の
根
拠
は
、「
自
衛
官
に
い
か
な
る
意
地
悪
で
も
で
き
」、
事
故

が
あ
っ
た
と
き
は
「
制
服
攻
撃
に
走
り
、
そ
の
た
び
に
自
分
た
ち
の
権
限

を
拡
大
す
る
の
も
珍
し
く
な
い
」
と
田
母
神
が
主
張
す
る
、
文
官
た
る
内

局
の
存
在
な
の
で
あ
る
）
32
（

。

　

　
防
衛
大
臣
が
す
べ
て
を
掌
握
す
る
な
ど
と
言
っ
た
ら
自
衛
隊
は
非

能
率
で
動
け
な
い
組
織
に
な
る
。
軍
に
お
い
て
は
権
限
は
可
能
な
限

り
下
に
降
ろ
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
軍
の
実
戦
的

体
質
を
造
る
）
33
（

。

　
自
衛
隊
は
、
法
律
に
規
定
が
な
い
も
の
は
や
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
略
）
そ
の
結
果
、
自
衛
隊
は
そ
の
都
度
、
何
が
で
き
て
何
が
で
き

な
い
の
か
考
え
な
が
ら
や
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
で
は
有
事
に
間
に
合
わ
な
い
）
34
（

。

　　
右
記
の
主
張
を
繰
り
返
す
田
母
神
の
真
意
は
、
単
に
日
本
の
歴
史
観
を

変
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
国
防
と
い
う
重
大
な
使

命
）
35
（

」
を
達
す
る
た
め
に
構
築
す
べ
き
、
防
衛
力
の
基
盤
と
し
て
の
「
愛
国

心
」
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

　
私
は
国
防
の
基
盤
は
愛
国
心
だ
と
信
じ
て
い
る
。

　
自
衛
官
は
事
に
臨
ん
で
は
危
険
を
顧
み
ず
、
我
が
国
の
独
立
と
平

和
を
守
る
使
命
を
完
遂
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

燃
え
る
よ
う
な
愛
国
心
が
な
く
て
そ
れ
が
可
能
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
た
め
に
も
自
衛
官
は
明
治
維
新
以
降
の
我
が
国
の
真
実
の
歴

史
を
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い
。
特
に
幹
部
自
衛
官
に
は
我
が
国
の
歴

史
と
伝
統
に
つ
い
て
揺
る
ぎ
な
い
自
信
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
）
36
（

。

　　
田
母
神
論
文
は
「
日
本
と
い
う
の
は
古
い
歴
史
と
優
れ
た
伝
統
を
持
つ

素
晴
ら
し
い
国
な
の
だ
）
37
（

」
と
主
張
す
る
。
実
は
こ
の
言
葉
は
、
一
九
六
一

年
に
制
定
さ
れ
た
「
自
衛
官
の
心
が
ま
え
）
38
（

」
の
最
初
に
あ
る
「
古
い
歴
史

と
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
も
つ
わ
が
国
」
と
い
う
文
言
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
心
が
ま
え
で
は
「
健
全
な
国
民
精
神
」
を
「
自
衛
官
の
精
神
の
基

盤
」
と
し
て
お
り
、「
こ
と
に
臨
ん
で
は
、
身
を
も
っ
て
職
責
を
完
遂
す

(03)403



404

る
覚
悟
」
を
何
度
も
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
田
母
神
の
主
張
は
、
国
家
の

主
張
そ
の
も
の
を
自
己
流
に
敷
衍
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
田
母
神
が
主
張
す
る
あ
る
べ
き
自
衛
官
の
姿
勢
で
あ
り
、
ま
た

国
民
一
人
一
人
に
も
求
め
ら
れ
る
「
愛
国
」
と
「
自
己
犠
牲
」
の
姿
勢
な

の
で
あ
る
。

三
、
自
衛
隊
と
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
関
係

　
こ
の
よ
う
な
田
母
神
の
論
文
や
言
動
に
対
し
、
朝
日
・
読
売
・
毎
日
・

産
経
の
一
般
全
国
紙
四
紙
の
反
応
を
見
る
と
、
そ
の
後
一
貫
し
て
田
母
神

擁
護
の
論
説
を
張
っ
て
い
る
産
経
新
聞
以
外
は
、
全
て
社
説
・
記
事
で
厳

し
く
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
各
紙
と
資
本
・
提
携
の
関
係
に
あ
る
民
放
キ

ー
局
の
反
応
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
下
は
、
各
紙
の
批
判
の
抜
粋
で
あ
る
。
懸
賞
論
文
審
査
委
員
の
メ
ン

バ
ー
に
客
員
編
集
委
員
が
入
っ
て
お
り
、
他
の
新
聞
と
は
異
な
っ
て
田
母

神
擁
護
の
立
場
を
と
る
産
経
新
聞
で
す
ら
、
田
母
神
論
文
が
根
拠
と
す
る

史
実
そ
の
も
の
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

　

・
一
部
の
右
派
言
論
人
ら
が
好
ん
で
使
う
、
実
証
的
デ
ー
タ
の
乏
し

い
歴
史
解
釈
や
身
勝
手
な
主
張
が
こ
れ
で
も
か
と
並
ぶ
。（『
朝
日
新

聞
』
二
〇
〇
八
年
十
一
月
二
日
付
朝
刊
・
社
説
「
ぞ
っ
と
す
る
自
衛
官
の

暴
走
」）

・
航
空
自
衛
隊
の
ト
ッ
プ
が
ゆ
が
ん
だ
歴
史
認
識
を
堂
々
と
発
表
す

る
風
潮
に
、
驚
く
ば
か
り
だ
。（『
毎
日
新
聞
』
同
年
十
一
月
二
日
付
朝

刊
・
社
説
「
空
幕
長
更
迭
　
ト
ッ
プ
が
ゆ
が
ん
だ
歴
史
観
と
は
」）

・
歴
史
家
で
も
な
い
田
母
神
氏
が
な
ぜ
独
善
的
な
歴
史
観
を
振
り
回

す
の
か
。（
同
紙
・
同
年
十
一
月
十
二
日
付
朝
刊
・
二
面
）

・
論
文
は
、
事
実
誤
認
や
、
歴
史
家
の
多
く
が
採
用
し
て
い
な
い
見

方
が
目
立
っ
て
お
り
、
粗
雑
な
内
容
だ
。（『
読
売
新
聞
』
同
年
十
一

月
二
日
付
朝
刊
・
社
説
「
空
幕
長
更
迭
　
立
場
忘
れ
た
軽
率
な
論
文
発

表
」）

・
か
な
り
独
断
的
な
表
現
も
多
い
。（『
産
経
新
聞
』
同
年
十
一
月
二
日

付
朝
刊
・
主
張
「
空
自
ト
ッ
プ
更
迭
　
歴
史
観
封
じ
て
は
な
ら
な
い
」）

・
異
説
、
未
確
認
の
話
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
。（
同
紙
・
同
年
十
一

月
十
五
日
付
朝
刊
・
論
説
委
員
コ
ラ
ム
）

　　
こ
の
よ
う
に
田
母
神
論
文
は
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
総
ス
カ
ン
に
あ
っ
た
わ

け
だ
が
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
愛
国
心
の
高
揚
・
自
衛
隊
の
現
組
織
体
制

へ
の
不
満
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
軍
事
的
独
立
要
望
な
ど
は
、「
一
、
自
衛

隊
協
力
映
画
に
つ
い
て
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
自
衛
隊
協
力
映
画
に
共

通
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
田
母
神
と
同
様
の
主
張
を
す
る
産
経

新
聞
社
が
、
自
衛
隊
協
力
映
画
の
製
作
委
員
会
に
数
多
く
入
っ
て
い
る
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
田
母
神
論
文
を
厳
し
く
批
判
し
た
他
の
マ
ス
コ
ミ

各
社
も
同
じ
く
、
い
か
に
積
極
的
に
自
衛
隊
協
力
映
画
に
出
資
し
て
い
る

か
は
、
後
掲
の
表
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
朝
日
新
聞
は
朝
日
放
送
・
東
京
都
Ａ
Ｓ
Ａ
連
合
会
と
と
も
に

『
男
た
ち
の
大
和
／
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』
の
製
作
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
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「自衛隊協力映画」というジャンル

自衛隊協力映画の作品一覧（2005年公開以降）　※強調は大手新聞社・テレビ局

公開年 題名 製作（委員会）

2005年

戦国自衛隊 1549 角川映画、日本映画ファンド、日本テレビ

亡国のイージス 日本ヘラルド映画、松竹、電通、バンダイビジュアル、

ジェネオンエンタテインメント、IMAGICA、

TOKYO FM、産経新聞社、デスティニー

男たちの大和／YAMATO 東映、角川春樹事務所、テレビ朝日、東映ビデオ、朝

日放送、広島ホームテレビ、九州朝日放送、北海道テ

レビ、長崎文化放送、鹿児島放送、朝日新聞社、東京

都ASA連合会、中国新聞社、北日本新聞社、東映ア

ニメーション、ゲオ、TOKYO FM、幻戯書房、サン

ブック社、東映エージェンシー

2006年

日本沈没 ＴＢＳ、東宝、セディックインターナショナル、電通、

J-dream、スターダストピクチャーズ、小学館、毎日

放送

木更津キャッツアイ　ワールドシリーズ ＴＢＳ、ジェイ・ストーム、アスミック・エースエン

タテインメント

2007年

俺は、君のためにこそ死ににいく 東映、シーユーシー、日本テレビ、東映ビデオ、シー

イーシー、ゲオ、日本出版販売、産経新聞社、新城卓

事務所

ミッドナイトイーグル UPJ、松竹、ジェネオンエンタテインメント、テレビ

朝日、朝日放送、メ～テレ、北海道テレビ、新潟テレ

ビ21、九州朝日放送、IMAGICA、USEN、デスティ

ニー

マリと子犬の物語 日本テレビ、東宝、アミューズソフトエンタテインメ

ント、ホリプロ、讀賣テレビ放送、小学館、読売新聞

社、札幌テレビ放送、宮城テレビ放送、テレビ新潟放

送網、静岡第一テレビ、中京テレビ放送、広島テレビ

放送、福岡放送

2008年

空へ～救いの翼　RESCUE　WINGS～ ファーストピクチャーズ、角川映画、北日本海事、ヴ

ィジョンウエスト、アミューズソフトエンタテインメ

ント、産経新聞社

各年版の『映画年鑑』（時事映画通信社）・DVDにおけるクレジット・オフィシャルサイト・『MAMOR』2008年10月号
p.58を参考にして作成。

(05)405



406

る
。
こ
の
作
品
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
、
防
衛
庁
海
上
幕
僚
監
部
監
理
部
広
報
室

長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
入
っ
て
お
り
、「
海
上
自
衛
隊
が
帝
国
海
軍
の
良

き
伝
統
の
継
承
者
」
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
発
言
し
て
い
る
。
朝
日
新

聞
は
、
自
衛
隊
は
「
精
強
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
意
識
に
お
い
て
旧

軍
の
負
の
遺
産
と
は
明
確
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
）
39
（

」
と
社
説

で
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
見
解
は
明
ら
か
に
矛
盾
を
見
せ
て

い
る
。
同
じ
系
列
の
テ
レ
ビ
朝
日
は
、
報
道
番
組
に
お
い
て
田
母
神
に
対

す
る
痛
烈
な
批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
た
が
、
や
は
り
自
衛
隊
協
力
映
画

『
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
イ
ー
グ
ル
』
へ
の
出
資
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
十
年
ほ
ど
の
邦
画
全
般
の
傾
向
と
し
て
製
作
委
員
会
方
式
を
と
る

の
が
一
般
的
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
に
は
広
告
代
理
店
・
商
社
・
レ
コ
ー
ド

会
社
・
配
給
会
社
・
製
作
会
社
な
ど
が
加
わ
っ
て
、
多
い
場
合
に
は
二
十

以
上
も
の
企
業
が
携
わ
る
大
事
業
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
民
放
キ

ー
局
が
入
る
の
が
通
常
で
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
新
聞
・
出
版
・
ラ
ジ

オ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
企
業
が
必
ず
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
表
で
確
認

で
き
る
よ
う
に
、
自
衛
隊
協
力
映
画
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
マ
ス
コ
ミ
各
社
が
製
作
委
員
会
に
入
る
と
い
う
こ

と
は
、
当
然
そ
の
作
品
の
宣
伝
を
自
社
媒
体
で
展
開
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
大
が
か
り
な
宣
伝
が
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
効
果
と
し
て
劇
場
へ
実
際
に
足
を
運
ん
だ
人
へ
の
影
響
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
ま
ず
そ
の
広
告
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
体
に
多
く
の
人
が
触
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
映
画
館
に
行
く
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
販
売

や
レ
ン
タ
ル
が
開
始
さ
れ
た
際
に
は
選
択
の
目
安
に
な
る
な
ど
、
時
間
的

に
長
い
効
果
が
期
待
で
き
る
。
実
際
Ｄ
Ｖ
Ｄ
／
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
チ
ェ
ー
ン

最
大
手
の
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
の
発
表
）
40
（

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
六
年
の
同
社
レ

ン
タ
ル
Ｄ
Ｖ
Ｄ
邦
画
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
五
位
『
戦
国
自
衛
隊
１
５
４
９
』、

九
位
『
亡
国
の
イ
ー
ジ
ス
』、
十
位
『
男
た
ち
の
大
和
／
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』、

二
〇
〇
七
年
は
二
位
『
日
本
沈
没
』、
二
〇
〇
八
年
は
八
位
『
ミ
ッ
ド
ナ

イ
ト
イ
ー
グ
ル
』
と
、
興
行
収
入
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
さ
ほ
ど
上
位
で
は
な

か
っ
た
自
衛
隊
協
力
映
画
で
も
、
レ
ン
タ
ル
で
は
上
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し

て
い
る
。

　
日
本
に
お
け
る
映
画
の
劇
場
入
場
者
数
は
、
二
〇
〇
一
年
以
降
ほ
ぼ
一

億
六
千
万
人
台
で
推
移
し
て
い
て
大
幅
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
洋
画

邦
画
の
内
訳
を
見
る
と
、
国
に
よ
る
映
画
振
興
政
策
の
効
果
も
あ
り
、
最

近
で
は
邦
画
の
入
場
者
数
が
洋
画
を
上
回
る
ま
で
に
伸
張
し
て
き
て
い
る
）
41
（

。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
市
場
は
毎
年
確
実
に
拡
大
し
て
い
る
。
同
じ
く

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
の
発
表
）
42
（

に
よ
る
と
、
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
及
び
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
専
門
の
宅
配
Ｄ
Ｖ
Ｄ
／
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ

Ａ

Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｓ
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
の
一
年
間
に
レ
ン
タ
ル
さ
れ

た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｓ
ソ
フ
ト
の
レ
ン
タ
ル
枚
数
の
合
計
は
過
去
最
高
の

五
億
四
千
五
百
十
六
万
枚
と
な
り
、
映
画
館
入
場
者
数
の
三
・
三
倍
強
と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
各
国
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
な

ど
も
含
ま
れ
る
た
め
に
、
単
純
に
映
画
人
口
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
二
〇
〇
二
年
の
三
億
枚
強
の
レ
ン
タ
ル
枚
数
か
ら
毎
年
三
千

万
〜
六
千
万
枚
ほ
ど
伸
張
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
映
画
館

に
足
を
運
ぶ
人
数
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
く
て
も
、
映
画
視
聴
者
数
は
確
実

(06)406
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「自衛隊協力映画」というジャンル

に
増
え
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
映
画
の
影
響
力
は
近
年
急
激

に
増
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
テ
レ
ビ
放
映
時
に
お
け
る
視

聴
者
を
合
わ
せ
れ
ば
、
劇
場
公
開
時
に
算
出
さ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
多

い
人
が
映
画
を
観
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
研
究
の
点
か
ら
見
て
、
メ
ッ
セ

ー
ジ
へ
の
接
触
の
増
加
と
そ
の
内
容
に
対
す
る
肯
定
的
な
受
容
は
比
例
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
衛
隊
が
映
画
内
に
「
表
象
」
さ
れ
る
こ

と
で
、
そ
の
存
在
自
体
が
「
日
常
化
」
し
て
い
く
と
い
う
政
治
性
に
関
し

て
は
十
分
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　
興
行
収
入
や
レ
ン
タ
ル
数
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
数
字
に
達
し
て
も
、

現
時
点
で
の
自
衛
隊
協
力
映
画
の
数
々
が
、
芸
術
作
品
と
し
て
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
戦
中
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
で
も
、

結
局
娯
楽
作
品
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
観
客
か
ら
支
持
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
43
（

が
、
自
衛
隊
の
登
場
す
る
映
画
が

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
と
し
て
完
成
し
て
き
た
場
合
、
そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
効
果
的
に
表
れ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ト
ム
・

ク
ル
ー
ズ
が
Ｆ
14
戦
闘
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
演
じ
た
『
ト
ッ
プ
ガ
ン
』
の

大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
時
期
パ
イ
ロ
ッ
ト
志
願
者
が
急
増

し
た
と
い
う
）
44
（

。

　
い
わ
ゆ
る
皇
国
思
想
は
皆
無
と
し
て
も
、
自
衛
隊
協
力
映
画
に
お
い
て

「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
す
る
内
容
は
、
最
近
の
文
化
政
策
と
も
一
致
す
る
）
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（

。

現
在
で
は
悪
法
だ
っ
た
と
さ
れ
る
戦
前
の
映
画
法
が
施
行
さ
れ
た
際
、
映

画
産
業
界
は
自
ら
の
利
益
に
な
る
た
め
に
こ
れ
を
歓
迎
し
、
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
も
日
本
で
初
め
て
の
文
化
立
法
と
し
て
大
い
に
称
賛
し
た
。
現
代
に

お
い
て
は
マ
ス
コ
ミ
各
社
も
映
画
産
業
の
一
部
と
な
り
、
政
治
・
経
済
・

文
化
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
は
さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い

る
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、「
自
衛
隊
協
力
映
画
」
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
く
り
返
す
が
、
映
画
を
含
む
ど
ん
な
芸
術
作
品
で
あ
れ
、
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
れ
、
製
作
者
や
発
信
者
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、

観
客
や
受
け
手
は
様
々
な
「
読
み
」
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
上
か
ら
ど
ん

な
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流
そ
う
と
、
そ
れ
が
国
民
全
員
に
そ

の
ま
ま
の
形
で
受
容
さ
れ
る
可
能
性
は
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
無
い
。
し
か
し
、

文
化
と
い
う
ア
リ
ー
ナ
で
、
国
家
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
実
践
し
て
い
る

か
を
検
証
す
る
こ
と
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
。

　
映
画
を
利
用
し
て
国
家
へ
の
犠
牲
を
促
す
国
民
精
神
を
涵
養
す
る
よ
う

な
思
想
が
、
田
母
神
論
文
と
同
様
に
、
戦
前
と
の
連
続
性
に
お
い
て
存
在

し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
六
〇
年
代
の
自
衛
隊
協
力
映
画
と
現
代
の

そ
れ
と
の
比
較
検
討
な
ど
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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「自衛隊協力映画」というジャンル
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　　 During the war, Japanese army used film as the means of propaganda, and the film companies willingly collab-

orated with the military. The movies promoted by the SDF have not the same tendency but neither are they entirely 

different. The purpose of this study is to analyze the relationship between popular culture and politics, economy, and 

mass communication.
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had an arbitrary quality at best. 

　　 The real reason is to be found in two facts: 1) that various kinds of Western theories of freedom and equality 

were received in a single bundle of natural human rights, and 2) that tenri-the laws of nature according to the Neo-

Confucian philosophy of Zhu Xi 朱憙(1130-1200), which was officially recognized by the Tokugawa Shogunate, and 

the way of heaven, which was widespread in the same era, functioned as a receptor. Moreover, because free-

dom and equality of life were thought of as a set of concepts, proponents of natural human rights did not attempt to 

ponder separately the relationship of freedom and equality to society or state. Consequently, thinking about individu-

al, social and state relationships changes endlessly according to circumstance and the proponents of those relation-

ships without the separation of individual rights from life, from society and from the society. 

　　 Here I will discuss first how  and  (liberty and equality respectively in Japanese) were received in Ja-

pan, and then consider three thinkers' discussions of society and state. Reflecting on both the imported concept and 

the traditional concept that constitutes the “receptor” and, at the same time, unpacking the process of concept forma-

tion by linking together a multiplicity concepts such as freedom and liberty: it is the combination of these two ap-

proaches that will prove not only effective but vital if we are to make sense of the conceptual systems that are preva-

lent in society.

Films Promoted by Japan's Self-Defence Forces:
The Common Assertions of the Tamogami Essay and Mass-media Relations

Tamagawa University, Tokyo

Key Words; FILMS, MASS-MEDIA, CULTURAL POLITICS, NATIONALISM, PATRIOTISM, SELF-SACRIFICE, SELF-DEFENCE FORCES, TA-

MOGAMI ESSAY

　　 This article examines the films officially promoted by the Japan Self-Defence Forces, mainly made since 2005. 

Not all are war movies but all embrace a surely extol the virtues of patriotism and self-sacrifice for the nation. Previ-

ously the representation of the SDF, especially in a positive light, was almost “taboo” on TV or in the movies, but 

since about 2005, roles depicting heroic characters in the SDF have been taken on by famous actors and actresses.

　　 The controversial essay written by sacked Air Self-Defence Force chief Toshio Tamogami in late 2008 was a 

major shock to the government and the almost all the media companies bitterly criticized it. However, the very same 

assertions as those made by Tamogami have been propagated in movies supported by the Ministry of Defence and 

many media companies investment in them. This is evidence of their ambivalent attitudes towards the SDF. Now as 

big media companies function simultaneously as film production companies, they are searching so far in vain for a 

happy middle ground between economic needs and the demands of journalism.

　　 In Japan, the annual number of visitors who go to see movies in theaters is about 160 million. The figure has 

not changed since 2001, but the number of rental DVDs has rapidly increased in recent years. In addition, foreign 

movies were more popular than Japanese movies for a long time, but in 2008, Japanese movies broke the box-office 

mold and the positions were inverted. Since the cultural policy of the government is to concentrate on promoting 

popular culture, especially the movies, we might presume that the influence of the Japanese movies will increase still 

further.

xii

(13)xii



xi

cism, and focuses on  as a new genre of publication for Kabuki criticism. It makes clear that the 

change from  (with its focus on actors' looks) to  (which stresses rather their acting 

skills) is linked to the qualitative changes, in publications such as the frequency of their appearance. Moreover, it 

points out that the pre-modern to modern shift in Kabuki criticism was also affected by liberation from the regulated 

publishing system of the pre-modern period and the innovations in printing technology and distribution system in the 

modern. These elements prompted the change from  which reviewed each actor to modern Kabuki 

criticism which reviews each production in its entirety.

　　 Although conventional studies point out that modern Kabuki criticism has tended to regard plays as important, 

this essay makes clear that there was an interest in the plot and structure of each play even in the pre-modern period. 

This interest in plot was transformed into to the literary criticism of the modern period. However, it is not the case 

that critics focused on drama and neglected other elements of production. Rather, the reviews of actors and stage 

scenery and props, which are evident in pre-modern criticism survived even in the modern period. While drama 

blended with other theatrical elements in the pre-modern period, modern criticism saw a great change in which drama 

became an independent object of review. At the same time, the essay points out that the early modern approach which 

focuses on actor's performance and does not priorities drama survived within the modern method of criticism, name-

ly that of the “form” of the performance. After all, Kabuki criticism is basically not a drama review but a stage re-

view.

 and  in Meiji Japan

SUZUKI Sadami

International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

Key Words; FREEDOM, LIBERTY, CONCEPT, CONCEPTUAL SYSTEM, NATURAL LOW, THE WAY OF HEAVEN, NATURAL RIGHTS, MEIJI 

ENLIGHTENMENT THINKERS

　　 Although some enlightenment thinkers, including Fukuzawa Yukichi (1835-1901), discussed the Meiji Resto-

ration as though it had been a revolution that realized the equality of all people, the reality was different. In the 

movement to overthrow the Tokugawa Shogunate, which was prompted by the arrival of the black ships, they mainly 

struggled over the issue of whether Japan should open to the world or to remain as a pro-emperor, anti-foreign nation. 

After many twists and turns, they resolved to choose the status of a pro-emperor nation open to the world. 

　　 Slogans demanding political freedom or equality of all people were never heard in the course of these develop-

ments. Yet democracy was taken for granted in Meiji since the ideology of freedom and equality of life had already 

spread extensively in the Edo era, and the class system was in flux owing to economic influence. The new govern-

ment promulgated the Conscription Act in January 1873, and recognised Japanese people's freedom and liberty, im-

posing, in exchange, three year's military service on males 20 years old and over as what westerners called a blood 

tax in order to “counter national disasters.” The system of “universal conscription” is naturally based upon an idea of 

natural rights according to which each citizen offers the state part of their power, maintains order in society, so that 

each achieves his own security. In the ideologies of Meiji enlightenment thinkers, however, freedom and liberty were 

un-differentiated and the ideas of natural rights and the theory of a social contract were nowhere in evidence. All this 

has been pointed out before but the question is how to explain this situation. Discussions of this issue thus far have 
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Pompe's Perspective on the History of Japan

International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

Key Words; POMPE, HISTORIOGRAPHY, HISTORY OF JAPAN, BAKUMATSU, MINAMOTO YORITOMO, TOYOTOMI HIDEYOSHI, TOKUGA-

WA IEYASU, KAEMPFER, TITSINGH, SIEBOLD, ALCOCK

　　 This paper focuses on Five years in Japan, a work by the Dutch naval surgeon Pompe van Meerdervoort. 

Pompe stayed in Japan from 1857 to 1863 and taught medicine in the Bakufu's naval academy in Nagasaki. He con-

tinued the research on Japanese culture initiated by Kaempfer, Titsingh and Siebold. This paper examines in particu-

lar the chapter on the history of Japan in Pompe's book, and provides an annotated Japanese translation and an analy-

sis of the distinctive characteristics of Pompe's view on Japanese history compared to his predecessors.

　　 This has resulted in the identification of the following three characteristics.

　　 1. Although Pompe relies on the research of his predecessors, he provides his readers with plenty of new infor-

mation on, and detailed analysis of, Minamoto Yoritomo, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu, whom he re-

gards as important historical figures in the process of the power balance shift from the imperial court towards the Ba-

kufu. Pompe diverged from the traditional philological method and obtained his information directly through 

conversation with Japanese intellectuals. In so doing, he obtained a much more vivid view of the changes in Japanese 

history than his predecessors.

　　 2. Pompe was the first Western Japanologist to provide a periodization that gives a clear view of the great 

changes in Japanese history. For his periodization, he takes political organization as a criterion. This criterion is new 

and stands apart from Kaempfer's traditional Christian criteria and Siebold's ethnological criteria.

　　 3. Contrary to other contemporary writers on Japan like Alcock, Pompe defines the emperor as the real sover-

eign of the Japanese nation and uses his description of Japanese history in order to explain the political conditions in 

the Bakumatsu period. It is suggested that Pompe was influenced by the restoration ideology that became prevalent 

during his stay in Japan.

A Cultural History of the Genres of Theatre Criticism:
The Transition to the Modern

HIGASHI Harumi

Gunma Prefectural Women's University, Gunma

Key Words; THEATRE CRITICISM, YAKUSHA- , GENRE OF PUBLICATIONS, TAKEJI MIKI, KATA

　　 This essay investigates the change of the Kabuki criticism from the pre-modern to the modern period. In con-

ventional studies of Kabuki criticism, the characteristics of criticism in successive periods have been discussed in 

terms of the qualitative transformations of Kabuki plays, from a perspective which emphasises play scripts. In con-

trast, this essay attempts to investigate Kabuki criticism from the viewpoint of the cultural history of the theatre criti-
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cation of the Dunhuang Yuanwenji 敦煌願文集, edited by Chinese scholars, the issue has begun to draw more and 

more scholarly attention. However, a considerable amount of research remains to be done. The present paper will fo-

cus on three literary works written by Yamanoue no Okura, one of the representative literary figures of 8th century Ja-

pan. The paper will analyze Yamanoue no Okura's works in relation to Yuanwen, both in terms of their language and 

the ideas they express, and will seek to show how Yamanoue no Okura's own compositions were deeply influenced 

by the Yuanwen genre. The paper also emphasizes the importance of undertaking comparative studies of Yuanwen 

and the  in developing further research.

The Shiseido Parlour as Advertisement:
Parlors and Changing Styles of Social Interaction

Graduate University for Advanced Studies, Kyoto

Key Words; SHISEIDO PARLOUR, FUKUHARA SHINZ , FUKUHARA ARINOBU, STYLES OF SOCIAL INTERACTION, CAFÉ, OVERSEAS 

TRAVELERS, WESTERN ARCHITECTURE, MODERN GIRL

　　 When think of the Shiseido corporate image, the importance of the Shiseido Parlour cannot be overstated. Dur-

-

ics manufacturer. It was also during this time that the Shiseido Parlour and the Shiseido Gallery became fully opera-

tional leaders of Ginza's urban culture.

　　 The Shiseido Parlour got its start in 1902, when Fukuhara Arinobu, the company's founder, installed Japan's 

involved in management in 1916, he devised a plan to expand the business across Japan, making the cosmetics de-

partment independent from the pharmacy, and turning it from a retail store into a manufacturer.

　　 The leading cosmetics firms were engaged in a fierce advertising war at the time. In addition to advertising 

furnishings. He took the creation of Shiseido's image seriously, and the expansion of the Shiseido Parlour was one 

way he conceived of the whole store as an advertisement.

　　 While the Japanese had traditionally interacted with one another drinking “tea in Japanese-style rooms,” the 

Shiseido Parlour introduced a new style of interaction: drinking “coffee in the parlor.” This made it popular among 

the new elite of the day, who had traveled overseas, and the parlour itself became an elite symbol.

　　 “Place is 

the key to everything.” Those who had traveled overseas shared the sense that environment shapes people's tastes. 

-

metics, and he helped spread awareness of these new forms of social interaction.

　　 As the first café which women felt free to enter, the Shiseido Parlour helped draw women to Ginza, and it was 

(16)ⅸ



viii

ine and ultimately to pin down the true combinations of the twelve pairs. And through pursuing the true combina-

tions, I seek to shed light on the production process of this series and on Kuniyoshi's intentions.

　　 This series adopts a distinctive form. Above the frame of the picture, there is a frame for kotobagaki (notes), 

and beside this are a rakkan (signature) and a yoshikiri-in (seal). This special form leaves numerous clues as to how 

best to arrive at the twelve combinations. The rakkan are divisible into four patterns, and the rakkan, it is argued, 

were written in the following order:

　　
B. Without Rakkan: 2 pieces

　　

　　 In section A, there are two special groups namely “the group in which frames of the title ( )” are 

“the group whose picture and kotobagaki frames are rounded”
categorization informed the reasoning of 12 pairs. Analyzing the handwritings of rakkan revealed not only the rakkan 

pairs, but also the order in which the rakkan were written and the location (right or left) of the two pieces in each 

pair. 

　　 All the yoshikiri-in proved not to be seals but handwritten. They were written in the last stage of woodprints 

production and thus constitute decisive evidence of the true combinations (block pairs), since only two pieces share 

common characteristics in their shape, size and positioning.

　　 Half of the twelve combinations exhibited differences between rakkan pairs and block pairs, making it appar-

ent that a reshuffling was done. The types of title letters reveal several patterns, showing that there was a different 

idea about combinations existing at the title stage. At each stage of the production process, several “codes” were 

used in order to make the pairs, such as the varieties of title letters. Two corners between two frames of kotobagaki 
and the picture are compound corners  which constitute a type of code  as well. Every block pair of the first half 

of the series has its own distinctive type of compound corner  while in the second half there are only two types. 

This fact is sufficient to point out how the reshuffling was done.

 on Ancient Japanese Literature:
'

City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China

Key Words; YAMANOUE NO OKURA, YUANWEN, CHINESE VERSE AND PROSE, D  Y , TRANSLATION, INFLUENCE, 

M ’ , ANCIENT JAPANESE LITERATURE

　　 Among the numerous documents from Dunhuang, there is a special genre known as Yuanwen 願文. Yuanwen 

were used mainly as prayer texts for worship of the Buddha and other Buddhist deities. Their composition has had a 

long history in China, with most of the extant examples being found scattered among the Dunhuang documents. So 

far, Yuanwen are believed to have been introduced to ancient Japan and to have influenced ancient Japanese literature 

as well. Yet the details of the relationship between Yuanwen and ancient Japanese works have been little studied, due 

to the limitations of the available resources: there was no Yuanwen collection published until 1995. Since the publi-
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Momoyama Gakuin University, Osaka

Key Words; KABUKI, COSTUME, - , OMIGOROMO , ASSHI

　　 People were enthusiastic about Kabuki plays in the Edo period. The common man and woman were much in-

terested in Kabuki costumes, and accepted and imitated them as the latest fashion. Generally speaking, Kabuki cos-

tumes were derived from not only traditional Japanese costume but also foreign costume. 

　　 For example they found inspiration in the  wrestler's belt known as mawashi, and banners traditionally 

borne on their shoulders by firemen. These, as symbols of dynamism and strength, found their way into  

yoten. So too did the robes of the Chinese Zen monks who made their way to Japan in early Edo. These were also 

adapted as Kabuki costume. 

　　 The dress used in Omigoromo is indeed striking. Its original style derives apparently from the collar of some 

European costume, while its belt has its origins in a Buddhist braid. The original Omigoromo—meaning literally 

“costume worn by the nobility”—was the formal dress that court nobles wore at the time of the , the impe-

rial enthronement ritual. In origin this costume symbolized the alien and the rebellious but in time it came to repre-

sent the nobility. 

　　  by contrast was an orthodox, traditional and embroidered robe worn in China. Ching emperors pre-

sented such robes to rulers of China's tributary states. Asshi was made of very resilient material and worn by the 

Ainu. Both  and Asshi were trade commodities, and made their way into the Kabuki wardrobe because of 

their exotic style.

　　 In brief, this paper argues that Kabuki costumes were much influenced by the historical and social events in the 

Edo era. These events inspired Kabuki actors to invent and to give new meaning to the costumes so vital to Kabuki 

performance.

's “ ”

 （ ）

Key Words; UKIYOE, WESTERN-STYLE-WOODPRINT, KUNIYOSHI, T : TWENTY-FOUR CHINESE PARAGONS OF FILIAL PI-

ETY, TWELVE-PAIRS COMBINATION, MYSTERY, SIGNATURE, SEAL, CODE

　　 “ ” (Twenty-four Chinese Paragons of Filial Piety) by Utagawa Kuni-

pieces that are thought to have been produced as twelve pairs. In this paper, I employ multiple types of data to imag-
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adoption with dowry. Despite the Edo bakufu ban on adopting children belonging to different social status the prac-

tice was already evident in the early Edo period.

's Special Interests in Manchuria

Wensheng GAO

Key Words; MANCHURIAN INCIDENT, SPECIAL INTERESTS, WANG CHENG-T'ING, SHIDEHARA K , NATIONALIST GOVERNMENT

　　 The traditional view is that the surge of the Chinese nationalist movement led to the outbreak of the Manchuri-

an Incident. However, an examination of the Nationalist Government's attitude toward Japan's special interests in 

Manchuria before the Manchurian Incident, suggests something other. In this paper, I argue as follows: 

　1)　that Japanese policy toward Manchurian was to extend its interests throughout Manchuria and maintain them, 

and that Japan had no intention of returning Manchurian special interests to China after the Russo-Japanese 

- 's point.  

　2)　that the Nationalist Government which succeeded Sun Yat-sen, was considerably conciliatory on the Manchu-

rian problem. The Nationalist Government insisted that Japan's special interests in Manchuria should be re-

turned to China, but recognized the impossibility of reclaiming it with immediate effect; so it accepted the re-

ality of Japan's interests, left the solution of the Manchurian problem pending, and prioritized the 

improvement of Japan-China relations. Only then did the Nationalist Government intend to seek a solution to 

the Manchurian problem. In brief, there was common ground between Japan and China on the Manchurian 

problem, although there was disagreement over the final solution. 

The Editing Process of  （Scrolls Depicting One Hundred Daemons
）: An Informatics Approach

International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

Key Words; HYAKKI  , EDITING PROCESS, EDIT DISTANCE, EVOLUTIONARY TREE, INFORMATICS, ART HISTORY, PICTURE 

SCROLL

　　 In this paper, the author analyzes sixty-four  in order to evaluate their editorial process. 

Evolutionary trees of  emaki are depicted here by using the concept of “editorial distance” in informat-

ics, which focuses on the iconic order of demons in parade. As a result, the author estimates that scroll Nichibunken 

B depicts the order of demons, which would be most proximate to the original Shinjuan-type scroll. Through an ex-

amination of the iconic order of daemons in other composite-type scrolls, the author estimates the whole editing pro-

cess of several types of .
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SUMMARIES

The Diffusion of the Kumamoto Domain Policy

ISODA Michifumi

Ibaragi University, Ibaragi/
Visiting Associate Professor, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

Key Words; ADMINISTRATIVE REFORM OF DOMAINS, KUMAMOTO DOMAIN, H , MITO, KANSEI, HIGO M , TOKUGAWA 

HARUMORI, MATSUDAIRA SADANOBU, HOSOKAWA SHIGEKATA

　　 In various domains in pre-modern Japan, many administrative reforms were performed. Of these two influ-

enced the entire country from especially the end of the 18th century to the first half of the 19th century. They are the 

　　 After the 19th century, shogunate and domains underwent a process of administrative modernization. “Pioneer-

ing domains” now appeared presenting a diversity of reform models. This modernization was a multi-phased process, 

the first phase of which began with a successful attempt at reform by Kumamoto around 1750. The second phase saw 

the political movements of pioneering domains adopted in the shogunate's Kansei reform around 1800. There was 

knock-on effect here as domains all over Japan applied their own Kansei reforms. In the third phase, there began 

domains. In this thesis, Kumamoto domain policy is compared with that Mito, and the influence exerted by the 

“Hatamoto” Families:
Mainly on the Early and Middle Edo Period

Research Assistant, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

Key Words; EARLY AND MIDDLE EDO, ADOPTION, DOWRY, FALSE FAMILY REGISTER, SOCIAL POSITION MOVEMENT.

　　 Edo society to this day conveys an image of inflexible social status. However, the possibilities for social mo-

bility were never entirely absent. A system for facilitating the buying and selling of samurai status existed and as a 

result, there were possibilities on the personal level for status advancement.

　　 The purpose of this study is two-fold: 1) to analyze examples child adoption and dowry in hatamoto families in 

the early and middle Edo period; 2) to examine the relationship within the domain between the system of child adop-

tion and social status mobility. Child adoption took place over a wide geographical area. Children with and without 

blood relations were eligible for adoption. This characteristic facilitated social status mobility in the form of child 
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